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第一部 【企業情報】

(注) １　本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当社」、「当行」、「提出会社」または

「BNPパリバ」

ビー・エヌ・ピー・パリバ

「BNP」 （パリバと合併以前の）バンク・ナショナル・

ド・パリ

「当社グループ」または「BNPパリバ・グループ」 BNPパリバ（または場合によりBNP）およびその連

結子会社

「当社株式」 BNPパリバの１株の額面金額２ユーロの普通株式

「フランス」 フランス共和国

２　別段の記載がある場合を除き、「ユーロ」はユーロ圏の法定通貨を指すものとする。本書において便宜上記載され

ている日本円への換算は、１ユーロ＝166.04円（2024年５月７日現在の東京外国為替市場の対顧客電信直物売買相

場の仲値）により計算されている。

３　本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

４　本書において将来に関する事項が記載されている場合、当該事項は本書の対象となる当社グループの連結事業年度

末現在において判断したものである。

 

第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】

当社は株式会社（Société Anonyme）の形態をとる法人である。当社に適用がある主要な法的枠組は、フラ

ンス商事会社法（Code de Commerce）（以下「商法」という。）である。

以下は、当社を含む株式会社に適用される商法の主要規定の概略である。

定款（Articles of association）は株式会社の準拠する根本規則を定めた文書である。定款には特に株式

会社の商号、存続期間、登録事務所の所在地、目的および株式資本の額を定めることを要する。

 

株式資本

株式会社の最低株式資本は37,000ユーロで、１株当たりの額面金額について法律上の制約はない。株式に

は、普通株式と優先株式のような異なる種類を設けることができる。優先株式とは、議決権の有無にかかわら

ず、優先的配当または清算に関する権利等、普通株式に対する優先的な権利を持つすべての株式をいう。
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従来の意味における無記名式株式の制度、すなわち会社がその無記名式株式の株券を発行し、かかる株券の

所有者は株券を引渡すことにより第三者に当該株式を譲渡することができ、またかかる株券を発行会社に呈示

することにより株券に表章された権利を会社に対して行使することができるという制度は、フランスではもは

や存在しない。記名式であれ無記名式であれ株式の所有は、もはや株券によってではなく、会社の株主名簿へ

の登録（記名式株式（titres en nominatif pur）の場合）によってまたは承認仲介機関の実質株主の個々の

口座への記帳（無記名式株式（titres au porteur）もしくは管理登録株式（titres en nominatif

administré）の場合）によって表章される。所有権またはその譲渡は、会社（記名式株式の場合）または承認

仲介機関（管理登録株式および無記名式株式の場合）が発行する証明書により証明される。もっとも、もっぱ

らフランス国外で流通することが予定されている株式は、一定の場合には、ユーロクリア・フランスが発行す

る株券により表章される。

株式を譲渡するためには、株主は場合に応じて会社または承認仲介機関に譲渡指図（ordre de mouvement）

を出せばよく、株式譲渡証書を作成する必要はない。

上場会社は、株主による事前の授権を条件として、あらゆる手段でかつあらゆる目的のために、自己株式を

取得することができる。フランス商法は次のような株式の会社間の相互保有を禁止している。すなわち、もし

ある会社が他の会社を10パーセント以上直接所有している場合、当該他の会社は前者の会社の株式を所有する

ことができない。さらに、会社が直接的にもしくはその子会社またはその支配する会社を通じて間接的に自己

株式を支配している場合、それらの株式については当該会社の株主総会において議決権行使は認められない。

株主の責任は所有株式の額面金額を限度とする。

 

資本出資形態

株式は金銭または現物出資により発行される。株式会社の当初資本のため発行される株式が金銭により払込

まれる場合、最低払込額は発行株式の額面金額の50パーセントで、残りの50パーセントは取締役会の払込要求

により最長５年以内に払込まなければならない。株式が額面金額を超えた価格で発行されるときは、かかるプ

レミアムは発行時に全額払込まれることを要する。

通常、株式が現物出資（有形または無形資産）を対価として発行される場合は、全出資者もしくは全株主が

全員一致で選任するか、またはこれができない場合には商事裁判所が選任する独立鑑定人（commissaire aux

apports）が、現物出資の額について意見を出さねばならない。当該現物出資により発行された株式は、発行

時に全額払込まれることを要する。しかし、（ⅰ）株式資本またはマネー・マーケット・ファンドの形で入手

可能な有価証券および（ⅱ）既に額が決定されたその他の資産に関しては、これらの出資がいずれの場合も関

連要件をすべて満たしている場合、独立鑑定人の選任を回避することができる。かかる場合、株主は次の定時

株主総会において、出資の概要および額に関する書類について報告を受けることとなる。

社債の発行は、資本金が全額払込まれ、かつ株主により最低２事業年度についての会社の会計が承認される

までは特定の手続に従わなければ許されない。
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増資および減資

会社の資本金は、金銭もしくは現物出資により、または留保利益の資本組入れにより、特別株主総会の決議

をもって増加することができる。特別株主総会はまた、一定の期間と金額の範囲内で取締役会に対し資本金を

増加することを授権できる。増資は新株式の発行または発行済株式の額面金額の引上げにより行われる。株主

はその資本出資を増加させる義務を負うものではない。発行株式の額面金額の当初25パーセントの払込および

その後の残額75パーセントの払込を増資に適用することができる。株式が額面金額を超えた価格で発行される

ときは、かかるプレミアムは発行時に全額払込まれることを要する。

減資のためには、株式を消却するかまたは額面金額を引下げることを決議する特別株主総会を開催すること

を要する。

増資または減資はフランス商事裁判所書記官に届出ることを要し、またフランス法定公報で公告しなければ

ならない。

 

経営

会社法は会社の株主に２種類の経営制度について選択権を認めている。すなわち、取締役会と最高経営責任

者の制度、または業務執行体と監事会の制度である。

(a) 取締役会および最高経営責任者

取締役会（conseil d'administration）は３名以上18名以内の取締役からなる。また吸収または新設合併

の場合、取締役の数を暫定的に最高24名まで増加することができる。取締役はフランス人もしくは外国人ま

たは法人でもよいが、法人の場合はその常任代表者として自然人を指定しなければならない。

従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役を除き、各取締役は定款に定めがある場合、

当社の株式を一定数保有しなければならない。

取締役は最長任期６年で株主総会において選任されるが、（定款または適用ある法律に定められた年齢制

限の範囲内で）何度でも再任されることができる。取締役は株主により事前の通知、理由または補償なしに

解任され得る。

取締役会は当社の活動の方向性を決定し、それが実行されることを確認する。取締役会は、株主総会に明

示的に与えられた権限に従い、また会社の目的の範囲内で当社の適切な運営に関する一切の問題を取り扱

い、当社に関する事項を協議によって決定する。取締役会はその任務の遂行に必要なすべての文書および情

報を与えられる。

取締役会の決議は出席取締役または委任状により代理された取締役の多数決により決せられる。可否同数

の場合は定款に別段の定めがない限り会議の議長（Président de séance）が決定権を有する。

取締役会会長は取締役会の構成員から同構成員によって選任される。取締役会会長は取締役会の業務を整

理および監督し、株主総会にこれを報告する。取締役会会長は当社の企業組織が正常に機能していることを

確認し、特に取締役がそれぞれの任務を遂行できることを確認する。
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取締役会は、当社の経営管理を組織化する方法を決定する。当社の経営管理は、取締役会会長が、または

取締役会に選任された最高経営責任者の肩書を有する者のいずれかが、自らの責任で担当するものとする。

最高経営責任者は、すべての状況において会社を代表して行為する幅広い権限を与えられる。最高経営責

任者は、会社の目的の範囲内で、また法が明示的に株主総会または取締役会に与えた権限に従ってその権限

を行使する。

最高経営責任者は、第三者との関係で会社を代表する。当社は、第三者が当該行為が会社の目的の範囲外

であることを知っていたこと、または定款の公表だけではかかる証明をするのに十分でないと思われる場合

は知っていたはずであることを証明できないかぎり、会社の目的の範囲外の最高経営責任者の行為によって

も拘束される。

取締役会は最高経営責任者の権限を制限することができるが、この制限は第三者に対しては効力をもたな

い。

取締役会は、最高経営責任者の提案により、最高業務責任者の肩書で最高経営責任者を補佐する責任を負

う者を５名まで選任することができる。

取締役会は、最高経営責任者の同意を得て、最高業務責任者に与えられる権限の範囲および期間を決定す

る。ただし、第三者との関係においては、権限の期間は最高経営責任者と同一である。

(b) 業務執行体および監事会

本制度の下で会社は監事会（conseil de surveillance）の監督下にある業務執行体（directoire）によ

り経営される。

監事会は３名以上18名以内の監事から構成され、監事にはフランス人もしくは外国人または法人がなるこ

とができ、最長任期６年で株主により選任されるが、何度でも再任されることができる（ただし、定款また

はその他の適用される法律に定められる年齢制限に従うものとする。）。監事は通常株主総会で理由を示さ

れることなく解任され得る。法人が監事になっている場合は、その法人は自然人をその常任代表者として定

めなければならない。従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役を除き、各監事は定款に

定めがある場合に限り、当社の株式を一定数保有しなければならない。監事会に関係する規定の大部分は、

取締役会に適用されるものと同様であるが、監事会は業務執行体を単に監督するのに対して取締役会は経営

機能を有する点が異なる。
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業務執行体は５名以内（上場会社の場合は７名以内）の構成員からなり、その構成員は自然人であること

を要し、監事会により選任されるが、株主以外の者から選任することができる。資本金が150,000ユーロ未

満の会社の業務執行体は１名の構成員を有するだけでよい。この場合当該構成員は単独最高経営責任者

（directeur général unique）と呼ばれる。業務執行体の構成員の任期は定款に定めがなければ４年で、定

めがあるときは最低２年かつ最長６年である。業務執行体の権限は広汎で、会社の目的ならびに監事会およ

び株主総会に法律上留保された決定による制約を受けるのみである。業務執行体の権限に加えられた制限は

会社内部では拘束力を有するが、第三者に対してその制限をもって対抗することはできない。業務執行体に

よりなされる経営上の決定に関する規則は定款に定められる。業務執行体は合議制の経営機関である。業務

執行体の構成員１名は監事会により会社を代表すべきことを定められる。このように選定された者は業務執

行体会長の肩書を有する。

業務執行体は、少なくとも四半期毎に営業報告書を監事会に提出する。業務執行体の構成員は監事を兼ね

ることができない。業務執行体の構成員は、通常株主総会および定款で定められている場合において監事会

により解任される。業務執行体の構成員が正当な理由なく解任された場合には、損害賠償の請求を行う権利

が認められている。

 

株式に付与された権利

(a) 株主総会

株主は株主総会を通じて会社に対する支配権を行使する。上場企業の株主は、他の株主またはその配偶者

もしくは連帯市民協約（Pacte Civil de Solidarité－PACS）を締結したそのパートナー、またはその他の

個人もしくは法人に対して委任状を与えることができる。総会には通常および特別の２種類がある。

少なくとも毎年１回通常株主総会が財務書類を承認するために事業年度末から６ヶ月以内（銀行について

は５ヶ月以内）に開かれなければならない。そのほか定款変更を除き、必要とされる場合は、通常株主総会

を開くことができる。通常株主総会の第１回招集の場合の定足数は資本金の５分の１を有する株主が出席ま

たは代理出席することにより満たされる。第２回招集については定足数の要件はない。承認のためには過半

数の賛成投票を要する。

特別株主総会のみが定款を変更する権限を有する。留保利益、準備金または株式発行プレミアムの資本組

入れは、通常株主総会に適用される定足数および多数決要件に従い特別株主総会で承認され得る。特別株主

総会の他の決議については、定足数は第１回招集で資本金の４分の１または第２回招集で５分の１を有する

株主が出席または代理出席することにより満たされる。承認のためには３分の２の多数の賛成投票を要す

る。定款により数種の株式が定められている場合は、全株主に適法に通知された特別株主総会の承認がなけ

れば数種の株式の権利内容に変更を加えることができない。さらに関係する種類の株式の株主の特別総会に

より当該決議が承認されなければならない。
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(b) 議決権

一般に株式の議決権の数は、保有する株式資本の割合に比例するが、これは定款の特定の規定により変更

することができる。１株は少なくとも１個の議決権を有する。株主１名当たりの議決権の数を制限すること

は可能であるが、かかる制限は同一の種類の全株式に適用されなければならない。さらに2014年３月29日付

法令2014-384により、当該法令の施行日から上場会社の記名式株式で、同一の株主が２年を超えて保有する

株式に対して二重議決権を自動的に付与する制度が、特段非適用としない限り導入可能となった。かかる二

重議決権の採用を回避するため、定款により、かかる株式に対する二重議決権の自動的付与の導入を非適用

とすることができる。

株主または協調行動をとる株主の集団が株式保有について、規制市場におけるすべての上場会社の株式資

本または議決権（議決権の数が株式の数と異なる場合）の１/20（５パーセント）、１/10（10パーセン

ト）、３/20（15パーセント）、１/５（20パーセント）、１/４（25パーセント）、３/10（30パーセン

ト）、１/３（33.33パーセント）、１/２（50パーセント）、２/３（66.66パーセント）、18/20（90パーセ

ント）または19/20（95パーセント）の水準を上回りまたは下回る変更を行う場合には、会社および金融市

場機関にその旨を通知しなければならない。かかる通知を怠った場合、当該水準を超える株式については議

決権を規制を受けた日から２年間行使することができない。定款の規定により、0.5パーセントから５パー

セントの間の株式保有についても通知義務を課すことができる。

(c) 配当および準備金

配当および利益処分は株主により承認されなければならない。定款に記載がなければ配当金の支払につい

て制限はないことになるが、配当は利益を上回ることはできない。さらに、各年、純利益の最低５パーセン

トは法定準備金が発行済株式資本の10パーセントに達するまで同準備金に組入れることを要する。定款によ

り第１順位配当を設けることができる。法定監査人が意見を述べた最終または中間貸借対照表により減価償

却、準備金および必要な場合は繰越損失による調整後の利益が中間配当の額以上であることが示される場合

には、会社は中間配当を支払うこともできる。取締役会（または業務執行体）が、中間配当の支払、その金

額および支払日について決定する。

(d) 法定監査人

会社の財務書類は、非常に広い調査権限を有する１名または複数名の法定監査人により監査される。かか

る法定監査人は通常株主総会において株主より選任され、任期は６年とする。同一の監査人を再任すること

に関して制限のある公益法人を除き、法定監査人は何度でも再任されることができる。法定監査人は当該会

社と共通の利益を有してはならない。

(e) 清算

会社の清算の場合は、全負債および清算費用支払後の残余金は株主の間でそれぞれの持分に応じて分配さ

れる。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】

以下の記載は、当社の定款および適用あるフランス法の一定の条項に関する要約された情報である。かかる

当社の要約された情報に関する記載は完全なものでなく、そのすべてにつき2024年５月６日に最終更新された

当社の定款を参照することが必要である。

 

株式（第４条）

ビー・エヌ・ピー・パリバの株式資本の額は2,261,621,342ユーロとし、１株当たり額面金額２ユーロの全

額払込済株式1,130,810,671株からなる。

 

（第５条および第６条）

全額払込済株式は、現行のフランスの法律および規制に従って、株主の選択により、記名式または無記名式

のいずれかにより保有される。

当社株式は、適用ある現行のフランスの法律および規則により定められている条件に基づいて株主口座に登

録され、口座振替によって譲渡される。

当社は、フランス商法第L228-２条の規定に基づき、株式の保有に関する情報開示を要求することができ

る。

フランス商法第L233-７条第１項に示される株式保有数の法定基準とは関係なく、単独または共同で、直接

的または間接的にビー・エヌ・ピー・パリバの株式資本または議決権の0.5パーセント以上またはその整数倍

（ただし、５パーセント未満）を保有することとなった当社株主は、フランス商法第L233-７条に規定された

期限内に、配達証明付書留郵便にてビー・エヌ・ピー・パリバに通知しなければならない。

５パーセントを超える場合、上記段落に定められた開示義務は、株式資本または議決権が１パーセント増加

する毎に適用される。

上記２段落に定められた開示は、上記の株式保有数の基準以下に株式保有が減少した場合にも適用される。

法律または当社の定款に従った株式保有数の報告を怠った場合、フランス商法第L233-14条に規定される条

件に従い、当社の株式資本または議決権の２パーセント以上を保有する１または複数の当社株主からの請求に

より、議決権が剥奪されるものとする。

各当社株式保有者は、当該保有株式の表章する株式資本の割合に応じて、当社の資産および残余財産の一部

分の所有権を有する。

特定の権利を行使するため複数の株式を保有する必要がある場合、特に、その条件にかかわらず、株式が交

換され、併合されもしくは割り当てられ、または、増資もしくは減資がなされた後または合併その他の取引が

あった後に、権利を行使しようとする株主は、株式が要求される数に満たない場合、必要な株式の所有割合に

至るまで、株式を併合しまたは必要ならば株式もしくは議決権の売買を行う義務を負う。
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経営

(a) 取締役会（第７条）

当社は下記の者により構成された取締役会によって統制される。

(ⅰ) 通常株主総会で選任された取締役

９名以上、18名以下の取締役が選任される。従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締

役は、取締役の最低および最高人数には含まれない。

かかる取締役の任期は３年とする。

後任となる取締役が選任された場合、適用ある現行のフランスの法律および規則に従って、新たな取締

役の任期は前任の取締役の残りの任期に制限される。

取締役の任期は、前事業年度の財務書類の審議のために招集され、当該取締役の任期が満了する年に開

催される通常株主総会終了時に満了する。

取締役は、フランス法の規定、特に年齢についての規定を条件として、再選される資格を有する。

従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役を除き、各取締役は、当社株式を10株以上

保有しなければならない。

(ⅱ) ビー・エヌ・ピー・パリバの従業員により選任された取締役

当該取締役の条件および関連する選任方法は、フランス商法第L225-27条から第L225-34条の条文および

当社の定款の条項に規定されている。

かかる取締役は２名であり、そのうち１名は管理職員を代表し、１名は非管理職員を代表するものとす

る。

かかる取締役は、ビー・エヌ・ピー・パリバの従業員により選任されるものとする。

かかる取締役の任期は３年とする。

選挙に関しては、業務執行陣により準備されるものとする。業務執行陣は、第２回目の選挙が退任する

取締役の任期満了日の遅くとも15日前までに行えるように、選挙の日程表および条件を当社内の全国労働

組合代表者と協議のうえ、作成するものとする。

各候補者に関しては、各選挙人団の第２回目の選挙後、多数決方式により選出する。

第１回目の選挙の期間中に提出された各志願書に関しては、候補者の氏名および代理人の氏名（もしあ

れば）の両方を明らかにしなければならない。

志願書は、第２回目の選挙の期間中、変更できない。

候補者は、かかる候補者が立候補する選挙人団の一員でなければならない。

当社内の労働組合の代表者により提出された志願書以外の志願書は、候補者が立候補する選挙人団の一

員である選挙人のうち100名の氏名および署名が記された書類と共に提出されなければならない。
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(ⅲ) 従業員株主を代表する取締役

フランス商法第L225-102条の規定に従って取締役が年次株主総会に提出する報告書において、当該法第

L225-180条の解釈における会社の従業員または関連会社の従業員が保有する本株式が当社の株式資本の３

パーセント以上となったことが明示された場合、現行の規則および本定款に規定された手続に従って、通

常株主総会で従業員株主を代表する取締役を選任する。

従業員株主を代表する取締役の選出における候補者は、以下の基準により選ばれる。

－フランス商法第L225-102条の規定に従って、従業員および前従業員が保有する本株式に付与された議

決権が、１または複数の企業投資信託（FCPE）の監事会により行使された場合、FCPEの監事会は連帯

して２名の候補者を選出する。

－フランス商法第L225-102条の規定に従って、従業員および該当する場合前従業員が直接にまたはFCPE

を通じて保有する、本株式に付与された議決権がかかる従業員によって直接行使された場合、かかる

従業員が直接的にまたは間接的に保有する本株式数と同数の議決権を各従業員株主が保有しているこ

とを条件として、かかる従業員は２名の候補者を選出する。最も票を得た２名の従業員が候補者とし

て選出される。

従業員株主または当社の本株式を保有するFCPEの監事会の会員である従業員のみが候補者に選出される

ものとする。

各候補者は、かかる候補者と同等の必要条件を満たす代理人を同時に出さなければならない。

取締役会は、かかる候補者を年次株主総会の単独の議案として提起し、また該当する場合、かかる推薦

者に関する決議を承認する。定時株主総会は、定足数を満たし、かついずれかの取締役の構成員の選任に

対して過半数を得た条件の下で、従業員株主を代表する取締役の選任を決定する。上記の候補者のうち、

定時株主総会に出席した株主またはその代理により最も票を得た者が従業員株主を代表する取締役に選任

される。

かかる取締役の任期および在任期間中の条件は、年次株主総会により選任された取締役と完全に同等で

ある。

かかる取締役が従業員でなくなった場合、または死亡もしくは退職によって欠缺が生じた場合、当該従

業員株主を代表する取締役の任期は自動的に終了する。

この場合、従業員株主を代表する取締役は次回の通常年次株主総会で補われるものとする。

次回の年次株主総会が任期終了予定日から４ヶ月以内に開催される場合、補充の取締役はその次回の年

次株主総会で選出される。

新たな取締役は、前任者の残りの任期について、年次株主総会で選任される。

かかる取締役が従業員でなくなった場合、または死亡もしくは退職によって欠缺が生じた場合、その補

完期間は自動的に終了し、新たな候補者は上記に記載されたとおり選出されなければならない。当該過程

を経て選出された候補者は、次回の年次株主総会において株主による票決に付される。新たな取締役は、

上記記載のとおり年次株主総会によって選任される。かかる取締役の任期および在任期間中の条件は、年

次株主総会により選任された取締役のものと完全に同等である。次回の年次株主総会が補完任期の終了予

定日から６ヶ月以内に開催される場合、補充の取締役はその次回の年次株主総会で選出される。
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上記記載とは異なる状況下においては、従業員株主を代表する取締役が補充されるまでの間、取締役会

が会議を開き、正当に審議するものとする。

前述の第L225-102条の下、年度末において当社の従業員および関連会社の従業員が保有する株式の割合

が株式資本の３パーセント未満である場合、本項の規定に従って選任された取締役の任期が満了日に終了

することをもって、第３項第１段落の規定は適用されなくなるものとする。

前述の第L225-102条の規定のとおり、組織およびすべての本株主による投票に関する詳細な手続は、特

に候補者の選出に係る日程に関して、直接または委任の形で業務執行陣により承認される。

(b) 会長、最高経営責任者（CEO）および最高業務責任者（COO）（第13条、第14条および第15条）

会長は取締役会の業務を整理および管理し、株主総会にこれを報告する。また、会長は、ビー・エヌ・

ピー・パリバの経営機関の円滑な運営を監督し、特に取締役がそれぞれの任務を遂行できる立場にあること

を確認する。

取締役会会長の報酬は、取締役会により自由に決定される。

取締役会は、当社の業務執行陣の編成方法を決定する。当社の業務執行陣は、取締役会会長が、または取

締役会に選任された最高経営責任者の肩書を有する他の者が、取締役会の責任の下で担当するものとする。

株主および第三者は、現行の規定に従い、かかる選択について報告される。

取締役会は、かかる選択が一定の有効期間を有することを決定する権利を有する。

取締役会が会長と最高経営責任者の職務を分離することを決定した場合、会長は、会長が75歳に達する年

度の財務書類を承認する株主総会の終結時に自動的に辞任したものとみなされる。ただし、取締役会は、取

締役会会長が76歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会の終結時までその任期を延長することを決定

することができる。最高経営責任者は、最高経営責任者が65歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会

の終結時に自動的に辞任したものとみなされる。ただし、取締役会は、最高経営責任者が66歳に達する年度

の財務書類を承認する株主総会の終結時までその任期を延長することを決定することができる。

業務執行陣を取締役会会長が担当するものと取締役会が決定した際には、最高経営責任者に関する当社の

定款の規定は、会長兼最高経営責任者の肩書を有することとなる取締役会会長にも適用されるものとする。

取締役会会長は、取締役会会長が65歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会の終結時に自動的に辞任

したものとみなされる。

最高経営責任者は、あらゆる場合ビー・エヌ・ピー・パリバの名で行為する、最も広範な権限を与えられ

るものとする。最高経営責任者は、かかる権限を当社の目的の範囲内において、また、フランス法により株

主総会および取締役会に明確に付与された権限に従い、行使するものとする。
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最高経営責任者は、第三者との取引においてビー・エヌ・ピー・パリバを代表するものとする。ビー・エ

ヌ・ピー・パリバは、第三者が、最高経営責任者の行動が当社の目的の範囲を外れたものであることを承知

していたか、または状況により知り得たことをビー・エヌ・ピー・パリバが証明できない限り、最高経営責

任者の行動が当社の目的の範囲外であっても、かかる行動によって拘束される。当社の定款が公表されてい

ることのみでは、かかる証明とはならない。

最高経営責任者は、内部統制の組織および手段ならびにフランス法で義務付けられた内部統制報告書のす

べての情報に対する責任を負う。

取締役会は、最高経営責任者の権限を制限することができるが、この制限は第三者に対しては効力を有し

ない。

最高経営責任者は、その権限の一部を、適切であると判断する人数の者に、復代理人選択権の有無にかか

わらず、一時的または永久に、委任することができる。

最高経営責任者の報酬は、取締役会により自由に決定される。

最高経営責任者は、取締役会によりいつでも解任される。正当な理由なく解任された場合には、最高経営

責任者が取締役会会長を兼任する場合を除いては、当該最高経営責任者に対し損害賠償が行われる可能性が

ある。

最高経営責任者が取締役である場合、最高経営責任者としての任期は取締役としての任期を超えてはなら

ない。

最高経営責任者の提案により、取締役会は、フランス法による制限の範囲内で、最高経営責任者を補佐す

る者として１または複数名の最高業務責任者の肩書を有する者を選任することができる。

最高経営責任者の同意の下、取締役会は最高業務責任者に付与された権限の範囲および存続期間を決定す

る。しかし、第三者が関与する場合は、最高業務責任者が最高経営責任者と同様の権限を有するものとす

る。

最高経営責任者が職務を放棄するかまたはこれを遂行できない場合は、取締役会により別段の定めがない

限り、最高業務責任者は、新たに最高経営責任者が選任されるまで、それぞれの職務および地位を維持する

ものとする。

最高業務責任者の報酬は、最高経営責任者の提案により、取締役会により自由に決定される。

最高業務責任者は、最高経営責任者の提案により、取締役会によりいつでも解任される。正当な理由なく

最高業務責任者が解任された場合には、当該最高業務責任者に対し損害賠償が行われる可能性がある。

最高業務責任者が取締役である場合、最高業務責任者としての任期は取締役としての任期を超えてはなら

ない。

最高業務責任者の任期は、最高業務責任者が65歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会の終結時よ

り前に終了する。ただし、取締役会は、最高業務責任者が66歳に達する年度の財務書類を承認する株主総会

の終結時までその任期を延長することを決定することができる。
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(c) 無議決権取締役（第17条）

会長の提案により、取締役会は１または２名の無議決権取締役（censeurs）を選任することができる。

無議決権取締役は顧問の立場で取締役会に招集され、これに参加する。

かかる無議決権取締役の任期は６年間とし、さらなる期間につき、再任されることができる。また、類似

の条件下で、無議決権取締役はいつでも解任され得る。

無議決権取締役は当社株主の中から選任されるものとし、取締役会が決定する報酬を受け取る。

 

株主総会（第18条）

株主総会は、すべての当社株主により構成される。

株主総会は、フランス商法に規定された条件に従って招集され、開催される。

フランス商法第L225-123条の最終段落の例外として、各当社株式には１つの議決権が付与されており、二重

議決権は付されていない。

かかる株主総会は、本社または会議通知において指定された他のあらゆる場所において開催される。

株主総会の議長は、取締役会会長が務めるものとし、取締役会会長が欠席の場合は、その目的のために株主

総会において選任された取締役が務めるものとする。

身分確認が行われた後、当社株主はすべて、本人投票、投票様式の返送または代理人の選任により株主総会

に参加することができる。

通常株主総会への参加は、期日内に、現行のフランス法に従い、ビー・エヌ・ピー・パリバ株主名簿へ株主

名を記帳し、または権限ある承認仲介機関の無記名式株主名簿へ記帳することを条件とする。無記名式株式の

場合、権限ある承認仲介機関は、かかる関係株主の参加を証明するものとする。

郵送票の返送期日は取締役会により決定され、フランス法定公報（Bulletin des Annonces Légales

Obligatories－BALO）に公表される会議通知に記載されるものとする。

すべての株主総会において、実質的な権利のある当社株式に付与された議決権は、実質的な保有者によって

行使されるものとする。

取締役会が株主総会招集時に決定した場合には、株主総会のすべてをビデオ会議またはインターネットを含

むその他電気通信および遠隔通信手段により公共放送することが認可される。場合に応じて、この決定はフラ

ンス法定公報に発表される会議通知により報告される。

また、いかなる当社株主も、取締役会が株主総会招集時に決定した場合には、その時に適用ある法律の条件

に従って、ビデオ会議またはインターネットを含むその他電気通信および遠隔通信手段を利用して投票に参加

することができる。電子投票フォームを利用する場合には、株主による署名は、安全な電子署名または信頼し

得る認証プロセスを通じて行うことができる。かかる認証プロセスは、認証が付される書類との関連性を保護

するものであり、具体的には利用者識別名およびパスワードで構成される。場合に応じて、この決定はフラン

ス法定公報に公表される会議通知により報告される。
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年次財務書類（第21条）

当期純利益は、当該年度の収益から費用、減価償却費、償却費および減損を控除したものである。

分配可能収益は、繰越損失控除後の当該年度の利益、法律に従い準備金とされる金額の合計および繰越利益

により構成される。

株主総会は、任意準備金、普通準備金もしくは特別準備金に割り当てるため、または繰越しのためにすべて

の分配可能収益を留保することができる。

また、株主総会は、任意に準備金を取り崩して分配することを決定することができる。

ただし、減資の場合を除いて、自己資本が、資本金にフランス商法または当社の定款によって分配が認めら

れていない準備金額を加えた額と同額かまたはこれを下回る場合、当社株主への利益分配は行われないものと

する。

フランス商法第L232-18条の規定に従って、株主総会は、当社株主に対し、配当または中間配当の全部もし

くは一部を、当社の新規株式により分配されるための選択権を提案することができる。

 

清算（第22条）

仮にビー・エヌ・ピー・パリバが解散する場合、当社株主は、清算手続を決定し、取締役会の提案により清

算人を選任し、かつ清算が完了するまで、フランスの株式会社の株主総会に付与されるすべての職務を全般的

に引き受ける。

 

２ 【外国為替管理制度】

(1) 株式の所有

現行の法律の下で、フランス通貨金融法典（Code Monétaire et Financier）第L151-１条に従い、フランス

および外国との間の外国為替取引は原則として自由である。しかしながら、フランスの政府機関は、フランス

通貨金融法典第L151-２条に従い、特に国益の防衛を確保するため、また、経済大臣の報告を受けて制定され

た命令により、通知および事前の許可を与え、またはフランスにおける対内投資の設立および清算を管理す

る。

1996年２月14日付フランス法（2019年５月22日付法令2019-486により修正（2019年５月23日付官報）され、

フランス通貨金融法典第L151-３条において成文化された。）に従い、(ⅰ)外国法人もしくは外国人またはフ

ランス国外に税務上の居住地を有するフランス人、または(ⅱ)上記の自然人もしくは法人により支配されてい

るフランスの法人が、フランスの法人またはフランスの商業・会社登記簿に登録された拠点において、（2023

年12月28日付指令2023-1293により修正された）フランス通貨金融法典第R151-２条により定義される特定の

「投資」を行う場合、かつかかる「投資」が慎重性を要する一部の業界および戦略分野（2023年12月28日付指

令2023-1293により修正された、フランス通貨金融法典第R151-３条に列挙されている。）において行われる場

合にのみ事前の許可を得る必要がある。

当社に対する対内投資がフランス通貨金融法典第R151-３条の範囲内に該当しないため、事前の許可を得る

必要はなくなった。
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フランス通貨金融法典第L151-２条以降に規定される承認制度の実行ならびに慎重性を要する業界および戦

略分野への対内投資を申請するために、「投資」という用語は、フランス通貨金融法典第R151-２条において

成文化された2019年12月31日付指令2019-1590および2023年12月28日付指令2023-1293によれば、４つの種類の

投資のことを指す。

(a) (ⅰ)外国人もしくは外国法人またはフランス国外に税務上の居住地を有するフランス人により支配され

ているフランスの法人、または(ⅱ)外国法人（すなわちフランス国外の法人）もしくは外国人によるフ

ランスの法人またはフランスの商業・会社登記簿に登録された拠点における支配的持分の買収

(b) (ⅰ)外国人もしくは外国法人またはフランス国外に税務上の居住地を有するフランス人により支配され

ているフランスの法人、または(ⅱ)外国法人（すなわちフランス国外の法人）もしくは外国人によるフ

ランスの法人の「事業活動の拠点」の全部または一部の買収

(c) (ⅰ)外国法人もしくは外国人またはフランス国外に税務上の居住地を有するフランス人により支配され

ているフランスの法人、または(ⅱ)外国法人（すなわちフランス国外の法人）もしくは外国人による、

直接的または間接的に、個々にまたは共同で、フランスの法人の議決権の保有を25パーセント超に増加

させること

(d) (ⅰ)外国人もしくは外国法人またはフランス国外に税務上の居住地を有するフランス人により支配され

ているフランスの法人、または(ⅱ)外国法人（すなわちフランス国外の法人）もしくは外国人が、直接

的または間接的に、個々にまたは共同で、規制市場で株式が取引されているフランスに登記上の本店を

有する企業の議決権の保有を10パーセント超に増加させること

一方で、フランス通貨金融法典R151-２条に基づき、脱税を防ぐためにフランスと「管理支援協定」を締結

しているEUもしくは欧州経済地域の加盟国内の国家もしくは法人、またはEUもしくは欧州経済地域の加盟国内

の法人もしくは自然人により支配されている法人による投資で(c)および(d)に該当するものは、下記のとおり

対内投資の制度から除外されることに留意すべきである。

したがって、2023年12月28日付指令2023-1293により修正された、フランス通貨金融法典第L151-３条および

第R151-３条に従い、24ヶ所の特定地域での（上記(a)、(b)、(c)および(d)の意味における）投資が、(ⅰ)国

防上の利益を害する可能性のある活動、(ⅱ)公共の秩序および公共の安全に影響を与える可能性のある活動ま

たは(ⅲ)公権力の行使に関与する活動に関連している場合については経済大臣による事前の許可が必要であ

る。この一覧は、フランス通貨金融法典第R151-３条に定められている。
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一方で、フランス通貨金融法典R151-７条に従い、(ⅰ)フランス国外の「事業活動の拠点」の全部または一

部を譲渡する（上記(a)、(b)、(c)および(d)の意味における）投資および(ⅱ)かかる投資の結果、投資家が、

第R151-８条II項に従って負うべき責任の条件を遵守することが妨げられる場合を除き、支配の連鎖における

最後の投資家が、かかる投資以前に既に（フランス商法第L233-３条の意味における）支配権を取得している

場合において、かかる事前の許可の取得が免除されている。

フランス通貨金融法典は、かかる制度の範囲に該当するか否かについて経済大臣からコンフォート・レター

を要求する、外国投資家および投資対象の活動を行う事業体の能力を規定している。同大臣はかかる要求に

２ヶ月以内に応じなければならないが、同大臣の対応がないことは、投資家による必要な承認要請書の提出を

免除するものではないと解釈されている（フランス通貨金融法典第R151-４条）。

 

(2) 外国為替管理

2020年12月３日付法2020-1508（2020年12月４日付官報）により修正された現行の規則（フランス通貨金融

法典第L152-１条を含む。）に従い、EU域内の国へまたはEU域内の国から10,000ユーロ以上の現金の送金を行

う自然人は、当該指令に定める条件に基づきフランス当局に対して届出を行わなければならない。

 

３ 【課税上の取扱い】

(A) 個人（税務上のフランス非居住者）

(1) 配当に対する課税

非居住者に支払われる配当は、通常、12.8パーセントのフランス源泉徴収税に服する。かかる税率は、非協

力国・地域（NCST）（注１）に配当が支払われる場合、75パーセントに引き上げられる。

一定の非居住者は、適用される租税条約（もしあれば）に基づき、源泉徴収税率の減額措置を受けることが

できる。

1995年３月３日付の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス政府との間の

租税条約（以下「日仏租税条約」という。）および2007年１月11日付の日仏租税条約の改正ならびに2017年６

月７日付で締結され、日本とフランスとの間で2019年１月１日に実施されたBEPS防止に向けた租税条約に関す

る措置実施のための多数国間条約に従い、当社が実質的な株主に支払う配当は、一般に、10パーセントの軽減

された税率によるフランス源泉徴収税に服する。

一定の条件および制限の下で、当該フランスの源泉徴収税は外国の所得税とみなされ、実質株主は、その日

本の所得税納税額からこれを控除することができる。

 

(注１)　2024年における75パーセントの源泉徴収税に服する非協力国・地域の一覧（この一覧は、１年毎に更新され

る。）：アンギラ、バハマ、タークス・カイコス諸島、セーシェル共和国およびバヌアツ共和国。
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(2) 譲渡所得税

フランスの税法上、非居住者である実質株主は、一般に当社株式の処分によって生じた譲渡所得についてフ

ランスの租税を課せられない。ただし、売主（およびその家族）が、直近５年間のいずれかの時点において、

フランスの配当支払会社の持分の25パーセント以上を保有していた場合はこの限りではない。

後者の場合、日仏租税条約により、フランスはかかる譲渡所得に課税する権利を有する。ただし、処分され

る株式の合計が会社の資本の５パーセント以上となることを条件とする。

この場合、フランスにおいて12.8パーセントの源泉徴収税が課される（注１）。

 

(注１)　なお、NCSTの居住者である売主（個人または法人）が得た譲渡所得に対しては、売主の当社における株式保有の

持分を問わず、75パーセントの源泉徴収税率が適用される。特に、非居住者である実質株主がNCSTに銀行口座を

有していて、その口座に譲渡所得から得られた収入が入金される場合、75パーセントの源泉徴収税が適用され

る。

 

(3) 富裕税

2018年１月１日以降、金融商品への投資に対する富裕税が廃止された。

 

(4) 贈与税および相続税

フランスは贈与税または相続税に関する多数の条約を締結しているが、日本との間にはかかる条約は存在し

ない。

 

贈与税

贈与は、基本的に相続の場合と同様の、資産の公正市場価値に基づく税制に服する（下記参照）。

 

相続税

フランス国内で課税対象となる資産を有する者がこれを遺して死亡した場合には、同人の資産の公正市場価

値に基づいて相続税（droits de succession）が課せられる。相続税は、遺言もしくは無遺言相続による資産

承継または死因贈与（causa mortis）など、死亡に起因するすべての資産承継に課せられる。相続税は、死亡

者の受益者のうち相続を承認した者によって支払われる。

フランス法の下では、フランスまたは外国国籍を有する死亡者がフランスに居住していた場合、フランスの

内外を問わず同人が所有していたすべての動産および不動産は課税対象となる。一方、死亡者がフランス国外

に居住していた場合は、フランス国内に所在する資産（フランス企業の株式もこれに該当する。）のみが課税

対象となる。

しかしながら、死亡者の課税時の居住場所にかかわらず、死亡者の受益者が（過去10年間において）フラン

ス国内に６年間居住し、かつ相続の時点においてもフランス国内に居住する場合には、フランスの内外を問わ

ずすべての動産および不動産が課税対象となる。この場合、税額の計算は、フランス居住者の場合と同様の方

法でなされ、フランス国外にある財産に対してフランス国外に支払った相続税は、フランス国内で支払うべき

税額から控除することができる。
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(5) 株式譲渡に係る税

(ⅰ) フランスの株式会社に関する株式譲渡は原則として登録されるため、株式の譲渡価格または公正価値

が譲渡価格より高い場合は当事者により定められた見積価格につき、0.1パーセントの登録税に服す

る。フランスの上場会社に関しては、株式譲渡が契約証書という正式な形で行われなかった場合、フラ

ンスでは課税されない。

(ⅱ) 登録税は、譲渡株式の取得者が支払うものとされる。

BNPパリバの株式の譲渡については、登録税の適用が免除される。しかしながら、一定の大手上場会社の株

式を譲渡する場合に課される特別税が適用され、結果として株式の取得者はこの特別税を支払うこととなる。

この場合、譲渡価格につき0.3パーセント（2017年１月以降）の税率が適用される。

 

(6) 日本における課税

「第８ ２ (4) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い」を参照。

 

(B) 法人

(1) 配当に対する課税

2024年度中にフランスの非居住者である法人に支払われる配当は、通常、25パーセントのフランス源泉徴収

税に服する（注１）。

非居住者の一部は、適用される租税条約（もしあれば）に基づき、源泉徴収税率の減額措置を受けることが

できる。

日仏租税条約に従い、日本の居住者で、法人である実質株主に対して当社から支払われる配当は、一般に、

10パーセントの軽減された税率によるフランス源泉徴収税に服する。

さらに日仏租税条約は、日本の居住者である当該支払を受ける法人が実質株主であり、配当金額が決定した

日の前６ヶ月間にフランスの配当支払会社の株式を直接的または間接的に10パーセント以上所有していた場

合、源泉徴収税を配当総額の５パーセントに軽減することを規定している。

日本の居住者である当該支払を受ける法人が実質株主であり、配当の支払が決定される前６ヶ月間にフラン

スの配当支払会社の株式を直接的または間接的に15パーセント以上所有していた場合、かかる配当について

は、フランスでは課税されない。

一定の条件および制限の下で、当該フランスの源泉徴収税は外国の所得税とみなされ、実質株主は、その日

本の納税額からこれを控除することができる。

 

(注１)　かかる税率は、NCSTの居住者に配当が支払われる場合、75パーセントに引き上げられることがある。特に、非居

住者である実質株主がNCSTに銀行口座を有していて、その口座に譲渡所得から得られた収入が入金される場合、

75パーセントの源泉徴収税が適用される。
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(2) 譲渡所得税

上記「(A) (2) 譲渡所得税」を参照。

当社株式がフランスに所在する恒久的施設の事業資産の一部である場合、かかる株式の譲渡から取得する収

益は、フランス国内法に基づきフランスの租税を課せられる。

 

(3) 株式譲渡に係る税

上記「(A) (5) 株式譲渡に係る税」を参照。

当社グループ内での株式譲渡（フランス商法第L233-３条の規定により定義される。）は、登録税および前

述の0.3パーセントの特別税の双方とも免除される。

 

(4) 日本における課税

上記「(A) (6) 日本における課税」を参照。

 

(C) 投資信託に関する注意

日仏租税条約第29条は、配当に適用される条約の条項（上記参照）の適用範囲を、日本の投資信託の投資者

または受益者に対しても拡大している。日仏租税条約の規定は、一定の条件下で年金基金にも適用される。

 

４ 【法律意見】

グループ法律顧問であるジョルジュ・ディラニにより、下記の趣旨の法律意見書が提出されている。

(ⅰ)当社は、フランス法に基づき株式会社（Société Anonyme）として適法に設立されかつ有効に存続している

会社であり、本書記載の業務を行い、かつその財産を保有し管理するのに十分な権利と権限を有する。

(ⅱ)当社による当社のための関東財務局長に対する本書の提出は、当社により適法適切に授権されており、フラ

ンスの法律に照らして適法である。

(ⅲ)本書に含まれるフランスの法律に関するすべての記載は、すべての重要な点において真実かつ正確である。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

  19/1141



第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) BNPパリバ・グループ

（単位：百万ユーロ）

 
2023年

調整後(注１)
2023年

2022年
IFRS第17号およ
びIFRS第９号に

基づく
修正再表示

2021年 2020年 2019年

営業収益 46,927 45,874 45,430 46,235 44,275 44,597

 

（単位：百万ユーロ）

 
2023年

調整後(注１)
2023年

2022年
IFRS第17号およ
びIFRS第９号に

基づく
修正再表示

2021年 2020年 2019年

営業総利益 17,347 14,918 15,566 15,124 14,081 13,260

 

（単位：百万ユーロ）

 
2023年

調整後(注１)
2023年

2022年
IFRS第17号およ
びIFRS第９号に

基づく
修正再表示

2021年 2020年 2019年

純利益（当社グ
ループ）

11,232 10,975 9,848 9,488 7,067 8,173

 

（単位：％）

 
2023年

調整後(注１)
2023年

2022年
IFRS第17号およ
びIFRS第９号に

基づく
修正再表示

2021年 2020年 2019年

有形自己資本利益
率(注２)

11.0 10.7 10.2(注３) 10.0 7.6 9.8

 

（単位：十億ユーロ）

 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

時価総額
（12月31日現在）

71.8 65.7 75.0 53.9 66.0

出典：ブルームバーグ

(注１)　2023年度の配当額の算出のベースとなる業績であり、バンク・オブ・ザ・ウェスト売却後および単一破綻処理基金

（SRF）増額後の当社グループの本源的業績を反映している（特別損益項目を除く。）。

(注２)　有形自己資本利益率は、親会社株主帰属純利益（BNPパリバにより発行され、会計上、配当として扱われる永久最劣

後債の利息に関する調整および償還された永久最劣後債の外国為替の影響に関する調整が行われる。）を、関連期

間の１月１日および12月31日の再評価前の平均有形永久株主資本（株式、永久最劣後債、永久最劣後債の債権者に

支払われる税金控除後の純報酬額、配当計画、無形資産およびのれんに直接認識される資産および負債の変動を調

整した株主資本）で除して算出される。

(注３)　2022年度の有形自己資本利益率は、公表された2022年度の業績、すなわち10,196百万ユーロの当社グループの純利

益に基づいて算出された。
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（単位：ユーロ）

 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

１株当たり株主帰属
当期純利益(注１)

9.21 7.80 7.26 5.31 6.21

１株当たり純資産(注２) 96.0 89.0 88.0 82.3 79.0

１株当たり配当金純額 4.60(注８) 3.90(注７) 3.67(注６) 2.66(注４) 0.0(注３)

配当率(％)(注９) 50.00(注８) 50.00(注７) 50.00(注６) 50.00(注５) 0.0(注３)

株価      

　最高値(注10) 67.02 68.07 62.55 54.22 53.81

　最低値(注10) 47.02 40.67 39.71 24.51 38.14

　年度末 62.59 53.25 60.77 43.105 52.83

CAC 40インデックス
（12月31日現在）

7,543.18 6,473.76 7,153.03 5,551.41 5,978.06

(注１)　年度中発行済平均株式数に基づく。2023年度は、2023年度の調整後利益および年度末における発行済株式数に基づ

いて計算される。

(注２)　配当前。2023年度末における発行済株式数に基づく再評価後正味帳簿価額であり、年度末における発行済株式数に

基づいて算出された１株当たり純利益。

(注３)　COVID-19のパンデミック時における配当支払の方針に関する2020年３月27日付の欧州中央銀行のECB/2020/19勧告に

従い、2020年５月19日の定時株主総会において当初提案された１株当たり3.10ユーロの配当は、「その他準備金」

に計上された。

(注４)　2021年５月18日の株主総会の承認に従い支払われた1.11ユーロの配当に、2021年９月24日の通常株主総会の承認に

従い支払われた1.55ユーロの配当を加算している。2020年度に支払われた配当のみを考慮している。

(注５)　2020年度に支払われた配当のみを考慮している。

(注６)　2021年度に支払われた配当のみを考慮し、2021年11月１日から2021年12月６日に実施された900百万ユーロの自己株

式の買戻プログラムは考慮していない。

(注７)　2022年度に支払われた配当のみを考慮し、いわゆる「通常」配当に関する962百万ユーロの自己株式の買戻プログラ

ムは考慮していない。

(注８)　2024年度に実施予定の1.05十億ユーロの自己株式の買戻プログラムは考慮していない。

(注９)　分配可能な株主帰属当期純利益に対する割合で表示され、定時株主総会において提案された現金配当の分配。

(注10)　取引日の日中に記録された数値を示している。
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(2) BNPパリバ

 

 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

年度末の財政状態      

　a) 資本金（ユーロ） 2,294,954,818 2,468,663,292 2,468,663,292 2,499,597,122 2,499,597,122

　b) 発行済株式数 1,147,477,409 1,234,331,646 1,234,331,646 1,249,798,561 1,249,798,561

　c) 発行済転換社債の数 なし なし なし なし なし

年度業績（百万ユーロ）      

　a) 収益合計（付加価値
税を除く。）

94,079 50,446 31,884 32,108 40,100

　b) 税金、減価償却費お
よび減損控除前利益

11,207 11,129 7,769 7,159 7,611

　c) 法人税費用 (683) (943) (716) (653) (325)

　d) 税金、減価償却費お
よび減損控除後利益

9,620 8,033 7,307 4,404 7,490

　e) 総配当支払額 5,278 4,744 4,527 3,324 -

１株当たり利益（ユー
ロ）

     

　a) 税引後利益（減価償
却費および引当金控
除前）

9.17 8.25 5.71 5.21 5.83

　b) 税金、減価償却費お
よび引当金控除後利
益

8.38 6.51 5.92 3.52 5.99

　c) １株当たり配当金 4.60 3.90 3.67 2.66 -

人件費      

　a) 年度末被雇用者数 64,847 63,084 52,444 52,590 53,880

　b) 給与合計（百万ユー
ロ）

6,123 5,899 4,792 4,721 4,797

　c) 社会的給付に関する
拠出額（社会保障、
社会事業等）（百万
ユーロ）

1,929 1,738 1,543 1,485 1,535
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２ 【沿革】

BNPパリバの沿革は以下のとおりである。

1966年：BNPの誕生

BNPを設立するためのBNCIおよびCNEPの統合は、フランスの銀行部門にとって第二次世界大戦終結以来、最大

の再構築事業であった。

1968年：コンパニー・フィナンシエール・ド・パリ・エ・デ・ペイ－バの誕生

1982年：フランスの全銀行の国営化に伴うBNPおよびコンパニー・フィナンシエール・ド・パリ・エ・デ・ペ

イ－バの国営化

1980年代において、銀行部門の規制緩和および借手による金融市場における直接的資金調達の傾向が強まり、

フランスおよび世界的な銀行業務に変革がもたらされた。

1987年：コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバの民営化

コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバには、3.8百万人の個人株主が存在しており、これは世界中で最

も多い株主数であった。コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバはコンパニー・バンケールの資本金の48％

を保有していた。

1993年：BNPの民営化

BNPの民間部門への復帰は、新たな始まりを象徴した。1990年代は、当行の収益水準の変化が顕著であり、

1998年度には主要なフランスの金融機関の中で最高のROEを達成した。この時期は、新たな金融商品およびサー

ビスの提供、金融市場活動の発展、フランスおよび世界における存在の拡大、ユーロの導入準備も注目される。

1998年：パリバの誕生

1998年５月12日に、コンパニー・フィナンシエール・ド・パリバ、バンク・パリバおよびコンパニー・バン

ケールの統合が承認された。

1999年：当社グループの重要な年

前例のない二重公開買付けと、６ヶ月もの間行われた株式市場での競争により、BNPはパリバと対等に統合を

行うことを可能にした。両グループにとって、この統合は、それぞれの民営化以来、最も重要な事業であった。

この統合は、輝かしい将来的展望を持った新グループを生み出した。現在の経済のグローバル化時代において、

統合により欧州銀行部門において、主力銀行が誕生した。

2000年：BNPパリバの誕生

2000年５月23日、BNPとパリバは統合した。

新グループは、新グループが承継したバンキングおよび金融の２大部門において強さを発揮した。新グループ

は、未来の銀行を作り上げることにより、株主、顧客および従業員に対して価値を生み出すと共に世界有数の国

際銀行となるという２つの目標を有する。

2006年：イタリアのBNLの買収

BNPパリバはイタリアで６番目に大きい銀行であるBNLを買収した。この買収の結果、BNPパリバは欧州におけ

る第２の国内市場へのアクセスを取得することとなった。フランスとイタリアのいずれにおいても、当社グルー

プの全事業部門は、国内の金融ネットワークを活用することによりその活動を発展させることができる。
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2009年：フォルティス・グループとの統合

BNPパリバは、フォルティス銀行およびBGL（バンク・ジェネラル・ドゥ・ルクセンブルク）の支配権を取得し

た。

2012年：ハロー・バンク！の開始

2015年：ポーランドのBGZポルスカ（BGZ Polska）の買収。これにより、BNPパリバ・バンク・ポルスカとな

る。

2017年：ニケルの買収。ニケルは、直接に、オンラインまたはたばこ販売店にて、無条件で誰でも利用できる

決済ソリューションを提供する。

2020年：ドイツ銀行との間で、プライム・ブローカレッジ事業の買収に係る合意

2023年：BMOフィナンシャル・グループに対するバンク・オブ・ザ・ウェストの売却の完了

 

３ 【事業の内容】

BNPパリバは、その総合的かつ多角的なビジネス・モデルにより、欧州における銀行および金融サービスの

リーダーとなっている。当社グループは、欧州における強固な地位および国際的にも有利なポジションによって

強力な顧客フランチャイズおよび事業部門の強みを生かしており、顧客および長期的パートナーに、より貢献す

るために戦略的な配置を行っている。

当社グループは、63ヶ国で事業を行っており、約183,000人（注１）（うち、欧州では145,000人超）の従業員

を有している。当社グループの事業は、欧州および海外におけるコマーシャルバンキング事業および個人向けバ

ンキング事業、専門的金融事業（消費者金融、モビリティ・サービスおよびリーシング・サービスならびに

ニューデジタル事業）、保険事業、プライベート・バンキング事業およびアセット・マネジメント事業ならびに

ホールセールバンキング部門を組み合わせた独自のビジネス・モデルの中で多角的かつ総合的になっている。

BNPパリバの組織は、３つの事業部門、すなわちホールセールバンキング（CIB）部門、コマーシャル＆個人向

けバンキングサービス（CPBS）部門およびインベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門に基づいて

いる。これらの部門には、以下の事業が含まれている。

・ホールセールバンキング部門（以下を含む。）

・グローバル・バンキング事業

・グローバル・マーケット事業

・証券管理事業

・コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門（以下を含む。）

・ユーロ圏のコマーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業

・フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBF）

・BNLバンカ・コメルシアーレ（BNL bc）（イタリアのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキ

ング）

・ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBB）

・ルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBL）
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・ユーロ圏外のコマーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業は、欧州・地中海沿岸諸国を

中心に、特に中欧および東欧、トルコならびにアフリカにおけるユーロ圏外のコマーシャルバンキング

事業および個人向けバンキング事業を含む。

・専門的金融事業

・BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス

・アルバルおよびBNPパリバ・リーシング・ソリューション

・ニューデジタル事業（特にニケル、フロア、ライフ）およびBNPパリバ・パーソナル・インベスター

ズ

・インベストメント＆プロテクションサービス部門（以下を含む。）

・保険事業（BNPパリバ・カーディフ）

・ウェルス＆アセット・マネジメント事業は、BNPパリバ・アセット・マネジメント、BNPパリバ・リア

ル・エステート、非上場および上場企業・商業投資のBNPパリバ・グループのポートフォリオの管理

（BNPパリバ・プリンシパル・インベストメンツ）ならびにBNPパリバ・ウェルス・マネジメントを含

む。

BNPパリバは、BNPパリバ・グループの親会社である。

2024年３月31日現在、BNPパリバ・グループの連結資産は（2023年12月31日現在の2,591十億ユーロと比較し

て）2,700十億ユーロ、顧客貸出金および債権（連結）は（2023年12月31日現在の859十億ユーロと比較して）

859十億ユーロ、顧客預金（連結）は（2023年12月31日現在の989十億ユーロと比較して）973十億ユーロ、また

株式資本（当社グループの持分）は（2023年12月31日現在の124十億ユーロと比較して）125十億ユーロであっ

た。

2024年３月31日現在、税引前当期純利益は（2023年３月31日現在の4.1十億ユーロ（注２）と比較して）4.3十

億ユーロであった。2024年度第１四半期の株主帰属当期純利益は、（2023年度第１四半期の3.2十億ユーロ（注

２）と比較して）3.1十億ユーロであった。

BNPパリバ・グループが発行した長期上位優先債の格付は、本書日現在、スタンダード・アンド・プアーズが

「A+」で見通しは安定的、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが「Aa3」で見通しは安定的、フィッチ・

レーティングスが「AA-」で見通しは安定的、また、ドミニオン・ボンド・レーティング・サービシズが「AA

(low)」で見通しは安定的であった。

 

(注１)　人事が管理する従業員数労働標準に基づいており、以下のセクションにおいても適用される。

(注２)　参考までに、2024年２月29日、BNPパリバは、特に、2024年１月１日付での単一破綻処理基金（SRF）の積立終

了、2024年以降に年間約200百万ユーロと見積もられる地方銀行税への同様の拠出が想定されていること、および

2023年度第４四半期より、リスク費用から分離された別個の会計項目である「金融商品のリスクに係るその他の

純損失」を反映するため、2023年度の四半期の数値を修正再表示したものを公表した。
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ホールセールバンキング部門

53ヶ国において40,000人近い従業員を雇用しているホールセールバンキング（CIB）部門は、資本市場業

務、証券管理業務、資金調達業務、リスク管理業務、キャッシュ・マネジメント業務および財務アドバイザ

リー業務において、法人顧客および機関投資家（銀行、保険会社、資産運用会社等）に対して、オーダーメイ

ドのソリューションを提供している。

ホールセールバンキング部門は、法人顧客および機関投資家の間の架け橋として、法人顧客の資金調達ニー

ズを、機関投資家の投資ニーズとつなぐことを目指している。

2023年度中、BNPパリバの事業部門からの営業収益の34％は、ホールセールバンキング部門によるもので

あった。ホールセールバンキング部門の合理化されかつ効率的な体制は、BNPパリバの法人顧客および機関投

資家のニーズに応えるために設計されたものである。そのため、ホールセールバンキング部門は、以下の３つ

の主要グローバル事業および３つの主要地域を中心に構成されている。

事業：

・グローバル・バンキング事業（2023年以降グローバルな体制となっている。）

・グローバル・マーケット事業（すべての資本市場業務を統括する。）

・証券管理事業（証券管理において世界的に主要なプレーヤーの１つである。）

地域：

・欧州・中東・アフリカ

・南北アメリカ

・アジア太平洋

 

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門（CPBS）

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、当社グループのコマーシャルバンキング業務および個

人向けバンキング業務のネットワークならびに専門的金融事業で構成される。

2023年において、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、100,000人を超える従業員を雇用し

ており、BNPパリバの事業部門からの営業収益の54％は、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門に

よるもの（内訳は、61％がコマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務によるもので、39％が

専門的金融事業によるもの）であった。

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、以下の国々において、コマーシャルバンキング業務お

よび個人向けバンキング業務を提供している。

・フランス（フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング）、イタリア（BNLバンカ・コ

メルシアーレ）、ベルギー（BNPパリバ・フォルティスのブランドで運営しているベルギーのコマーシャ

ルバンキングおよび個人向けバンキング）およびルクセンブルク（BGL BNPパリバのブランドで運営して

いるルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング）を含むユーロ圏の国々

・ウクライナ、ポーランド、トルコ、コソボ、モロッコおよびアルジェリアならびに中国（出資を通じて）

を含むユーロ圏外の国々
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また、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門においては、以下の専門的金融事業も行っている。

・アルバル：マルチブランドな総合リース事業における欧州の大手企業の１つであり、1.7百万台超をリー

スする持続可能なモビリティ・ソリューションの専門業者

・BNPパリバ・リーシング・ソリューション：パートナーおよび顧客のエネルギー転換およびエネルギー移

行を支援する専門的な設備の資金調達における欧州の大手企業

・BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス：欧州における個人向け融資の主要プレーヤーの１社であり、残

高の約40％が自動車市場に特化している。

・BNPパリバ・パーソナル・インベスターズ：ドイツの大手ネット銀行やインドのオンライン・ブローカー

があり、4.5百万の顧客向けに貯蓄および投資に焦点を当てた幅広いリテール・サービスを提供してい

る。ドイツでは３つのブランド（コンソールバンク、DABおよびウェルス・マネジメント・プライベー

ト・バンキング）で、インドでは１つのブランド（BNPパリバ・シェアーカン）で展開している。

・ニューデジタル事業：創業以来フランスで3.7百万を超える口座を開設し、2021年にスペイン、2022年に

ベルギーおよびポルトガル、2023年にドイツでローンチした欧州で成長を続けるニケル（代替的な銀行取

引サービス）やフロア（2022年２月にBNPパリバ・グループに加わったフランスの後払決済（Buy now Pay

Later）最大手で、スペイン、ベルギー、イタリア、ポルトガルおよびフランスで４百万を超える顧客を

有する。）等

当該部門においては、ホールセールバンキング部門のグローバル・バンキング事業と並行してキャッシュ・

マネジメント業務（大企業の顧客向けで欧州第１位（注１））、トレード・ファイナンス業務（欧州第１位

（注１））およびファクタリング業務（欧州第１位（注２））を提供することにより、「企業にとって唯一の

銀行」というアプローチで、コマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務の法人顧客向けサー

ビスを展開している。

ウェルス・マネジメント事業は、コマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務において、プ

ライベート・バンキング・サービスを展開している。部門横断型のチームである「Partners in Action for

Customer Experience（PACE）」の目的は、コマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務に

よって、より良い顧客体験を提供できるよう支援することにある。ハロー・バンク！は、フランス、ベルギー

およびドイツにおける当社グループの中心的なネット銀行であり、2023年12月末には3.4百万の顧客を有して

いた。このように、当行は多様な顧客基盤（個人、プロ投資家、小規模企業および法人）の需要に適応した一

連のソリューションを提供している。

 

(注１)　バンキング2023およびコーリション・グリニッジのヴォイス・オブ・クライアント、2023年欧州の大企業向け

キャッシュ・マネジメントおよび2023年欧州の大企業向けトレード・ファイナンス調査。

(注２)　世界中の加盟団体の概要|FCI。
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インベストメント＆プロテクションサービス部門

インベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門は、保険、貯蓄、投資および不動産のサービスに

特化した当社グループの業務を集約している。個人、プロ投資家、法人顧客および機関投資家のプロジェクト

遂行およびかかる顧客のポジティブ・インパクトを与えたいという意欲を支援するために、以下の方策によっ

て革新的で持続可能な商品の設計に努めている。

・BNPパリバ・カーディフ（30ヶ国超において、8,000人を超える従業員および255十億ユーロの運用資産を

有する。）：人、プロジェクトおよび財産に保険をかけるために、500を超える販売パートナーと共に貯

蓄および保障保険の商品およびサービスを設計、開発および販売している。

・BNPパリバ・ウェルス・マネジメント（19ヶ国において、7,000人を超える従業員（商業銀行を含む。）お

よび415十億ユーロの運用資産を有する。）：富裕層の個人顧客、ファミリー・オフィスおよび起業家の

資産ニーズおよび資金ニーズに応えている。BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、ユーロ圏で有数の

プライベート・バンクである（注１）。

・BNPパリバ・アセット・マネジメント（34ヶ国において、約2,100人の従業員および540十億ユーロの運用

資産を有する。）：個人、法人顧客および機関投資家に投資ソリューションを提供しており、具体的に

は、コンビクション・ベースのアクティブ戦略、流動性に関するソリューション、新興市場、マルチア

セットへの投資、積立投資、クオンツおよびインデックス・ベース投資ならびにプライベート・アセット

を専門としている。2023年１月、インベストメント＆プロテクションサービス部門のプライベート・ア

セット管理業務は、BNPパリバ・アセット・マネジメントに集約した専門ビジネス・ユニット「プライ

ベート・アセット」に再編された。

・BNPパリバ・プリンシパル・インベストメンツ：BNPパリバの非上場および上場の産業投資ならびに商業投

資に対するポートフォリオ運用を担っている。

・BNPパリバ・リアル・エステート（14ヶ国（提携先と合わせて24ヶ国）において、約4,400人の従業員およ

び26.1十億ユーロの運用資産を有する。）：機関投資家、オーナー、法人、地方自治体、個人等の顧客に

対して、開発、取引、コンサルティング、鑑定、投資運用および不動産管理を含む不動産のライフサイク

ル全般における支援をしている。

インベストメント＆プロテクションサービス部門は、48ヶ国において約19,000人を雇用しており、当社グ

ループにとって重要な成長地域であるアジア太平洋およびラテンアメリカにおいて確固たる地位を築いてい

る。当部門はコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門と緊密に連携し、顧客の貯蓄および投資のニー

ズ（提案、テクノロジー、顧客体験の質、アドバイスの質）を予測すると共に、ホールセールバンキング部門

と連携して機関投資家および大企業向けの最適な投資ソリューションを共同開発している。

インベストメント＆プロテクションサービス部門は、環境・社会・ガバナンスの基準をすべての業務プロセ

スに組み込むことで、BNPパリバがサステナブル・ファイナンスにおける世界のリーダーの一角を占めること

に貢献しようとしている。

 

(注１)　出典：ユーロ圏の主要銀行が公表している2023年９月30日現在の運用資産残高。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社

該当事項なし。

 

(2) 子会社その他の関係会社

連結財務書類の注9.kを参照。
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５ 【従業員の状況】

世界各地の当社グループの従業員

当社グループの従業員数の変化

 

 男性(注１) 女性(注１) 2022年合計 男性(注１) 女性(注１) 2023年合計
2022-2023年
の変化率

従業員数（実数） 94,678 102,422 197,157 90,873 95,289 186,162 -6％

うちPTC(注２) 92,710 99,331 192,096 89,146 92,653 181,799 -5％

うちFTC(注３) 1,968 3,091 5,061 1,727 2,636 4,363 -14％

従業員数（フルタ
イム当量）(注４)

93,969 99,090 193,122 90,241 92,415 182,656 -5％

うちPTC(注２) 92,037 96,047 188,144 88,541 89,820 178,360 -5％

うちFTC(注３) 1,933 3,043 4,977 1,700 2,596 4,296 -14％

従業員数（財務
ベースのフルタイ
ム当量）(注５)

91,090 94,195 185,467 87,624 87,755 175,498 -5％

(注１)　この内訳は、人事管理ツールに性別が記入されている従業員を対象としている。

(注２)　正社員。

(注３)　契約社員。

(注４)　当社グループが人事管理の権限を有する事業体のフルタイム当量の従業員数（従業員数を契約労働時間に比例配分

し、全数値の小数点以下を四捨五入）。

(注５)　全部連結事業体のフルタイム当量従業員数。

 

2023年度末現在、当社グループは63ヶ国（注１）において事業を展開している（2022年度は65ヶ国）。2022年

比での従業員数（フルタイム当量）の5.4％の減少は、主に米国のバンク・オブ・ザ・ウェスト、BNPパリバ・

パーソナル・ファイナンスのブルガリアの事業部門、ならびに欧州・地中海沿岸諸国におけるコートジボワール

およびセネガルの事業体の売却によるものである。従業員数は前年比横ばいであった（2022年と比較して0.1％

減少）。

 

(注１)　当社グループはセネガルおよびコートジボワールから事業を撤退した。
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2023年12月31日現在のフルタイム当量従業員数の地域別および性別内訳

 

 男性(注１) 女性(注１) 2022年合計 男性(注１) 女性(注１) 2023年合計

フランス 25,600 30,536 56,136 25,596 30,114 55,710

イタリア 8,104 7,998 16,102 8,008 7,923 15,931

ベルギー 6,437 6,410 12,847 6,363 6,369 12,732

ルクセンブルク 1,905 1,668 3,573 1,881 1,671 3,552

国内市場合計 42,047 46,612 88,659 41,849 46,076 87,924

欧州（国内市場を
除く。）

27,215 31,274 58,490 27,516 30,610 58,127

欧州合計 69,261 77,886 147,149 69,365 76,686 146,051

アジア太平洋 12,263 7,960 20,263 12,894 8,454 21,348

アフリカ 2,892 4,053 6,952 2,272 3,388 5,661

北アメリカ 6,728 6,859 13,598 3,104 1,742 4,846

南アメリカ 2,500 2,153 4,656 2,281 1,982 4,263

中東 325 179 504 325 163 488

その他の国々 24,708 21,203 45,973 20,876 15,729 36,605

合計 93,969 99,090 193,122 90,241 92,415 182,656

(注１)　この内訳は、人事管理ツールに性別が記入されている従業員を対象としている。
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2023年12月31日現在のフルタイム当量従業員数の事業部門別内訳

 

 

(注１)　CPBS：コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門。

(注２)　IPS：インベストメント＆プロテクションサービス部門。

 

2023年12月31日現在の従業員（実数）の年齢、性別および地域別内訳

 

 

(注)　この内訳は、年齢および性別が人事管理ツールで入力されている当社グループの従業員数（正社員および契約社員）の

98％を計算に入れ、実数にして合計186,162人の従業員から構成される。
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2023年度の当社グループ全体の平均年齢は41.8歳（2022年度は41.7歳）であり、男性が42歳、女性が41.7歳で

あった。2023年度の当社グループの平均勤続年数は12.1年（2022年度は11.7年）であり、男性が11.4年、女性が

12.6年であった。

従業員の給与については、連結財務書類の注８を参照。

 

提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）および「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表

義務の対象ではない。提出会社の日本の子会社であるBNPパリバ証券株式会社は当該公表義務の対象であるた

め、以下の情報を公表している。

 

2022年４月１日から2023年３月31日までの期間

区分 男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合

全労働者 48.1％

うち正規雇用労働者 47.9％

うち非正規雇用労働者 54.6％
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第３ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

(A) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等及び経営環境

「４ A. (A) (3) 展望」を参照。

 

(B) 対処すべき課題

市場規律に関する第３の柱の目的は、通常の財務情報の開示を満たす一連の開示により、最低資本要件（第１

の柱）および監督審査プロセス（第２の柱）を補完することである。

本項「１ (B) 対処すべき課題」および「３ 事業等のリスク」は、BNPパリバ・グループのリスクに関する情

報を示す。また、この点に関し、以下の各事項が満たされている。

・2019年５月20日付規則（EU）2019/876第８条に規定された金融機関および投資会社の健全性要件に関する要

件（注１）。この規制は、金融機関が公表する情報の比較可能性の改善を目的とした、欧州委員会および欧

州銀行監督機構が公表する様々な技術水準に規定される。第３の柱の表の形式および参照情報は、2021年６

月28日に施行された規則（EU）2021/637の適用に則している。

・リスクの性質および程度に関する会計基準の要件。IFRS第７号、IFRS第４号およびIAS第１号の会計基準に

よって要求される一部の情報は、本項「１ (B) 対処すべき課題」および「３ 事業等のリスク」に含まれて

おり、連結財務書類に対する法定監査人の所見の対象となっている。この情報は、「（監査済）」という表

示によって識別され、連結財務書類の注記の一部とされなければならない。

・規則（EU）2019/876（CRR２）第449a条および2022年11月28日に採択された技術実施基準（ITS）において欧

州銀行監督機構（EBA）により定められた内容に沿った、ESGリスクならびに特に気候変動に関連する物理的

リスクおよび移行リスクの管理に関する健全性情報の透明性および開示要件

2010年11月に承認された現在のバーゼル（通称「バーゼル３」）は、一連の規定を導入することで、各種経済

および金融ショックに耐え得る銀行の体質を強化している。かかる改正の内容は、2019年６月に指令（EU）

2019/878（CRD５）および規則（EU）2019/876（CRR２）によって補完された、指令2013/36/EU（CRD４）および

2013年６月26日付規則（EU）575/2013（CRR）に組み込まれた。

バーゼル３規則の枠組は、以下の主要な影響を及ぼした。

 

・強化された自己資本：

バーゼル３規則は、資本の定義を一致させ金融機関の損失吸収能力を強化することにつながる。

規制資本の構成に関する詳述は、下記「(1) 資本管理および自己資本」内の「規制資本」を参照。
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リスク加重資産の計算に関する規則も資本要件を強化するよう調整された。これらの計算規則の詳細は、

対応するセクションにリスク別に記載されている。

強化された自己資本は、欧州中央銀行により監督されている単一監督メカニズム（SSM）を通じて、また

欧州銀行監督機構（EBA）の監督審査プロセス（SREP）ガイドラインの適用により実施されている。

「金融コングロマリット」として指定されているBNPパリバ・グループは、追加監督の対象である。金融

コングロマリットとして当社グループの自己資金が銀行業務と同様に保険業務の資本要件をカバーしている

（下記「(1) 資本管理および自己資本」内の「自己資本および資本計画」を参照。）。

 

・レバレッジ比率の監視：

レバレッジ比率の主な目的はリスク基準の資本要件の補完手段として機能することである（バックストッ

プ原則）。最低要件は2024年１月１日以降適用されており、2021年６月28日および2023年１月１日以降は中

間要件が先行して適用されていた。

適用された最低要件および当社グループのレバレッジ比率については、下記「(1) 資本管理および自己資

本」内の「自己資本および資本計画」を参照。

 

・流動性管理：

短期流動性比率（流動性カバレッジ比率（LCR））および長期流動性比率（安定調達比率（NSFR））の導

入を含む流動性要件の実施については「３ (6) 流動性リスク」を参照。

流動性カバレッジ最低比率は30日間ストレス期間中のキャッシュ・フロー（純額）合計の100％に設定さ

れる。

 

・銀行の破綻処理のためのスキームの監視：

2016年１月１日に導入された銀行の破綻処理のためのスキームの監視には、2019年６月27日以降、グロー

バルなシステム上重要な銀行（G-SIB）に適用されるTLAC（総損失吸収能力）最低比率が加えられている。

この要件は、欧州において、2022年１月１日から適用されている中間要件と共に、2024年１月１日から適

用されているMREL（自己資本および適格債務の最低基準）比率の導入によって補完されている（下記「(1)

資本管理および自己資本」内の「自己資本および資本計画」を参照。）。

 

さらに、2017年12月７日、中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ（GHOS）はバーゼル３規則の枠組の最終

化を承認した。これらは信用リスク、信用評価調整（CVA）リスクおよび業務リスクの枠組ならびに内部方式が

用いられた場合のリスク加重資産の計算のための下限の導入から構成されている。これらの提案は、2019年１月

のトレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）および2020年７月のCVAリスクの抜本的見直しにより補完され

た。バーゼル３最終化の欧州法への組込みは欧州委員会によって開始され、2025年１月１日から段階的に発効す

ることを規定したCRR３およびCRD６の修正案が2021年10月27日に公表された。
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本項「１ (B) 対処すべき課題」および「３ 事業等のリスク」では、表示される数値が四捨五入されているた

めに、当該行および列において合計が合わない可能性がある。

 

(注１)　当社グループの報酬方針に関し第450条に基づき要求される開示は、投資家向け広報ウェブサイト

https://invest.bnpparibas.com/en/compensation-regulated-employeesにおける規制従業員の報酬部門において入

手可能である。

 

2023年１月１日以降、当社グループの保険事業体はIFRS第17号「保険契約」およびIFRS第17号が適

用されるまでこれらの事業体については延期されていたIFRS第９号を適用した。この初度適用の資本

に対する重要性が低いこと（連結財務書類の注２「IFRS第17号およびIFRS第９号の初度適用による影

響」を参照。）およびプルデンシャル・スコープの持分法での保険事業体の取扱いは、本項「１ (B)

対処すべき課題」および「３ 事業等のリスク」の情報に軽微な影響を与えた。

2023年２月１日、当社グループは、バンク・オブ・ザ・ウェストが営んでいる米国のリテール・バ

ンキング事業およびコマーシャルバンキング事業のBMOフィナンシャル・グループに対する売却を総額

16.3十億米ドルで完了したことを発表した。この取引により、2.9十億ユーロの例外的なキャピタル・

ゲイン（税引後）が生じ、当社グループのエクイティ・ティア１（CET１）比率に170ベーシス・ポイ

ントの好影響、すなわち11.6十億ユーロのティア１のキャピタル・リリースが生じた。2022年12月31

日現在、バンク・オブ・ザ・ウェストは主に当社グループの信用リスクおよび業務リスクに寄与して

おり、リスク加重資産はそれぞれ47.9十億ユーロおよび3.7十億ユーロであった。

2023年、当社グループは、合計５十億ユーロの自己株式の買戻プログラムを実施した。このうち４

十億ユーロは、バンク・オブ・ザ・ウェストが営んでいる米国のコマーシャルバンキング事業の売却

による１株当たりの当期純利益の希薄化の影響を相殺するためのものであった。2023年12月31日現

在、このプログラムは完全に実施され、取得した株式はすべて消却された。その結果、BNPパリバの株

式資本は2022年12月31日と比較して７％減少した。

 

(1) 資本管理および自己資本

適用範囲

規則（EU）575/2013に定義された資本要件に関するプルデンシャル・スコープの適用範囲は、EUが採用した

IFRSの適用を考慮して構成された会計上の連結範囲と同一ではない。連結財務書類の注記が会計上の連結範囲

を網羅している。

使用された会計連結方法に従った連結方針および連結範囲については、連結財務書類の注1.b「連結」およ

び注9.k「連結の範囲」にそれぞれ記載されている。

 

プルデンシャル・スコープ

銀行規則に従い、BNPパリバ・グループは、連結ベースで計算された資本比率を監視するためのプルデン

シャル・スコープを規定している。その特異性は以下のとおりである。
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・会計上の範囲において全部連結される保険会社（主にBNPパリバ・カーディフおよびその子会社）は、プ

ルデンシャル・スコープにおいて持分法により連結される。

・会計上の範囲において全部連結される不動産サービス事業（BNPパリバ・リアル・エステート）および長

期車両リース事業（アルバル（注１））の非規制事業体は、プルデンシャル・スコープの範囲において持

分法により連結される。

・共同支配事業体は、会計上の範囲において持分法により連結され、プルデンシャル・スコープにおいて比

例連結法により連結される。

参考までに、2022年12月31日にBMOフィナンシャル・グループに売却されたバンク・オブ・ザ・ウェストの

事業体は、IFRS第５号の適用なしで完全に連結された（連結財務書類の注9.e「非継続事業」を参照。）。

会計上の連結範囲およびプルデンシャル・スコープの差異は下記の表において要約される。

 

(注１)　2024年７月１日以降、独占的支配のアルバルの事業部門は、プルデンシャル・スコープの範囲において全部連結さ

れる。
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会計上の範囲およびプルデンシャル・スコープの差異（EU LI３）

 

 2023年12月31日現在

会社名
会計上の
連結方法

規制上の連結方法
連結また
は自己資
本から控
除されて
いないも
の

事業体の概要

全部連結 比例連結 持分法

BNPパリバ・カーディフ
およびその子会社(注１)

全部連結   x  保険

BNPP・エスビー・アール
イー

全部連結   x  保険

BNPP・バートリー・リイ
ンシュアランス株式会社

全部連結   x  保険

ダーネル株式会社 全部連結   x  保険

デカルト・アールイー 全部連結   x  保険

グリーンスターズ・BNPP 全部連結   x  保険

グリーンバル・インシュ
アランス

全部連結   x  保険

ル・スフィンクス・ア
シュアランシズ・ルクセ
ンブルク・エスエー

全部連結   x  保険

BNPパリバ・リアル・エ
ステートおよびその非規
制子会社(注１)

全部連結   x  不動産サービス

アルバルおよびその非規
制子会社(注１)

全部連結   x  長期車両リース

集団投資ファンド(注２) 全部連結    x 資産管理

2SF-ソシエテ・デ・サー
ビシズ・フィドゥシャ
リーズ

持分法  x   リテール・バンキング

バンタス・ナキト・エー
エス

持分法  x   リテール・バンキング

ユーロ・セキュリティー
ズ・パートナーズ

持分法  x   リテール・バンキング

パルテシス 持分法  x   リテール・バンキング

バロダ・BNPP・エーエム
シー・プライベート

持分法  x   資産管理

BNPP・エービーシー・
ウェルス・マネジメント

持分法  x   資産管理

Fショーレン 持分法  x   ホールセールバンキング

アップテヴィア・エス
エー

持分法  x   ホールセールバンキング

ライフ・エスエー 持分法  x   
インターネット金融サー
ビス

ライフ・エスエーエス 持分法  x   
インターネット金融サー
ビス

市場統合ソフトウェア
サービス

持分法  x   証券保管

証券化ファンドUCIおよ
びRMBSプラド

持分法  x   特別融資

証券化ファンド・ジーニ
アス

持分法  x   特別融資

証券化ファンド・ウィズ
ダム

持分法  x   特別融資

ジーニアス・オート・
ファイナンス

持分法  x   特別融資

ウニオン・ドゥ・クレ
ディト・インモビラリオ
ス・エスエー

持分法  x   特別融資

ユナイテッド・パート
ナーズ

持分法  x   特別融資

チョーチヤン・ウィズダ
ム・プフア・フィナン
シャル・リーシング

持分法  x   特別融資

(注１)　BNPパリバ・カーディフ、BNPパリバ・リアル・エステートおよびアルバルの子会社は連結財務書類の注9.k「連結の

範囲」（脚注（2））において連結の範囲内として特定されている。
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(注２)　集団投資ファンドは連結財務書類の注9.k「連結の範囲」（脚注（4））において連結の範囲内として特定されてい

る。
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下記の表は各財務諸表項目について会計上の連結範囲およびプルデンシャル・スコープの修正再表示を示し

ている。

 

連結貸借対照表からプルデンシャル・バランスシートへの調整（EU LI１/EU CC２）

 

  2023年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）  

会計上の
範囲

保険会社の
調整

連結方法に
基づく

その他調整
(注１)

プルデンシャ
ル・スコープ

資本の表への
参照（本項の
補記１を参
照。）

資産       

現金および中央銀行預け金  288,259  11 288,270  

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

      

　有価証券  211,634 598 (105) 212,127  

　うち10％超を保有している金融機
関に対する自己資金の投資

 344 590  934 1

　うち10％未満を保有している金融
機関に対する自己資金の投資

 3,606 1  3,606 2

　貸出金および売戻契約  227,175 188 (325) 227,038  

　デリバティブ金融商品  292,079 764 (89) 292,754  

ヘッジ目的デリバティブ  21,692 (49) 171 21,814  

資本を通じて公正価値で測定する金
融資産

      

負債証券  50,274 2,693  52,967  

　うち10％超を保有している金融機
関に対する自己資金の投資

  2,690  2,690 1

　うち10％未満を保有している金融
機関に対する自己資金の投資

     2

持分証券  2,275   2,275  

　うち10％超を保有している金融機
関に対する自己資金の投資

 766   766 1

　うち10％未満を保有している金融
機関に対する自己資金の投資

 894   894 2

償却原価で測定する金融資産       

　金融機関貸出金および債権  24,335  (80) 24,255  

　うち10％超を保有している金融機
関に対する自己資金の投資

 177   177 1

　うち10％未満を保有している金融
機関に対する自己資金の投資

     2

　顧客貸出金および債権  859,200 5,050 27,556 891,806  

　うち10％超を保有している金融機
関に対する自己資金の投資

 150 25 (150) 25 1

　うち10％未満を保有している金融
機関に対する自己資金の投資

 1   1 2

　負債証券  121,161  (179) 120,982  

　うち10％超を保有している金融機
関に対する自己資金の投資

 100   100 1

　うち10％未満を保有している金融
機関に対する自己資金の投資

     2

金利リスクヘッジポートフォリオの
再測定による調整

 (2,661)   (2,661)  

保険業務に関連する投資およびその
他の資産

 257,098 (257,098)    

当期および繰延税金資産  6,556 (104) (128) 6,324  

未収収益およびその他の資産  170,758 (1,998) (4,460) 164,300  

持分法投資  6,751 3,789 3,811 14,351  
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　うち金融機関に対する投資  6,076 3,563 (798) 8,841 1

　うちのれん  512 226 923 1,661 3

有形固定資産および投資不動産  45,222 (581) (34,937) 9,704  

無形資産  4,142 (462) (164) 3,516  

　うちモーゲージ・サービシング権
を除く無形資産

 4,142 (462) (164) 3,516 3

のれん  5,549 (225) (922) 4,402 3

資産合計  2,591,499 (247,435) (9,840) 2,334,224  
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  2023年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）  

会計上の
範囲

保険会社の
調整

連結方法に
基づく

その他調整
(注１)

プルデンシャ
ル・スコープ

資本の表への参
照（本項の補記
１を参照。）

負債       

中央銀行からの預り金  3,374   3,374  

純損益を通じて公正価値で測定す
る金融商品

      

　有価証券  104,910   104,910  

　借入金および買戻契約  273,614 260  273,874  

発行済負債証券  83,763 21 (441) 83,343  

　うち追加ティア１資本として適
格な負債

     4

　うち追加ティア２資本として適
格な負債

 18   18 5

　デリバティブ金融商品  278,892 638 (84) 279,446  

ヘッジ目的デリバティブ  38,011 (65) (35) 37,911  

償却原価で測定する金融負債       

金融機関預金  95,175 (8,510) (1,075) 85,590  

顧客預金  988,549 1,193 4,133 993,875  

負債証券  191,482 12 (6,822) 184,672  

劣後債  24,743 (1,780) 2 22,965  

　うち追加ティア１資本として適
格な負債(注２)

 1,352   1,352 4

　うち追加ティア２資本として適
格な負債(注３)

 22,433   22,433 5

金利リスクヘッジポートフォリオ
の再測定による調整

 (14,175)   (14,175)  

当期および繰延税金負債  3,821 533 (751) 3,603  

未払費用およびその他の負債  143,673 (2,965) (3,818) 136,890  

保険契約に関連する負債  218,043 (218,043)    

保険業務に関連する金融負債  18,239 (18,239)    

偶発債務等引当金  10,518 (348) (949) 9,221  

負債合計  2,462,632 (247,293) (9,840) 2,205,499  

資本       

資本金、払込剰余金、および利益
剰余金

 115,809  5 115,814 6

親会社株主帰属当期純利益  10,975   10,975 7

資本金、利益剰余金、および親会
社株主帰属当期純利益合計

 126,784 - 5 126,789  

資本に直接認識される資産および
負債の変動

 (3,042)  1 (3,041)  

親会社株主資本  123,742 - 6 123,748  

少数株主持分  5,125 (142) (6) 4,977 8

資本合計  128,867 (142) - 128,725  

負債および資本合計  2,591,499 (247,435) (9,840) 2,334,224  

(注１)　会計上の範囲で持分法により連結され、プルデンシャル・スコープで比例連結された共同支配事業体における調整

および会計上の範囲において全部連結され、プルデンシャル・スコープの範囲において持分法により連結されたBNP

パリバ・リアル・エステートおよびアルバルの非規制事業体における調整。

(注２)　追加ティア１資本として適格な負債には、それぞれ資本および負債の中で認識される永久最劣後債および偶発転換

社債が含まれている。

(注３)　追加ティア２資本として適格な負債は想定価値で表示されている（未払利息およびヘッジされた構成要素の再評価

を除く。）。
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  2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）  

会計上の
範囲
(注４)

保険会社の
調整

連結方法に
基づく

その他調整
(注１)

財務報告フ
レームワーク
上のプルデン
シャル・ス
コープ
(注４)

IFRS第５号
の影響に関
連する調整
(注５)

プルデンシャ
ル・スコープ

(注４)

資本の表へ
の参照（本
項の補記１
を参照。）

資産         

現金および中央銀行預け金 318,560  9 318,569 2,751 321,320  

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品

        

　有価証券  166,077 591 278 166,946 840 167,786  

　うち10％超を保有してい
る金融機関に対する自己
資金の投資

 241 591  832  832 1

　うち10％未満を保有して
いる金融機関に対する自
己資金の投資

 3,022   3,022 18 3,040 2

　貸出金および売戻契約  191,125 1,239 (340) 192,024 6 192,030  

　デリバティブ金融商品  327,932 643 (217) 328,358 349 328,707  

ヘッジ目的デリバティブ  25,401 (62) 342 25,681 6 25,687  

資本を通じて公正価値で測
定する金融資産

        

負債証券  35,878 2,692  38,570 4,503 43,073  

　うち10％超を保有してい
る金融機関に対する自己
資金の投資

 44 2,690  2,734  2,734 1

　うち10％未満を保有して
いる金融機関に対する自
己資金の投資

       2

持分証券  2,188   2,188  2,188  

　うち10％超を保有してい
る金融機関に対する自己
資金の投資

 788   788  788 1

　うち10％未満を保有して
いる金融機関に対する自
己資金の投資

 812   812  812 2

償却原価で測定する金融資
産

        

　金融機関貸出金および債
権

 32,616  (142) 32,474 144 32,618  

　うち10％超を保有してい
る金融機関に対する自己
資金の投資

 252  (75) 177  177 1

　うち10％未満を保有して
いる金融機関に対する自
己資金の投資

       2

　顧客貸出金および債権  857,020 4,752 25,895 887,667 56,084 943,751  

　うち10％超を保有してい
る金融機関に対する自己
資金の投資

 73 25 (73) 25  25 1

　うち10％未満を保有して
いる金融機関に対する自
己資金の投資

       2

　負債証券  114,014  (303) 113,711 16,779 130,490  

　うち10％超を保有してい
る金融機関に対する自己
資金の投資

 100   100  100 1

　うち10％未満を保有して
いる金融機関に対する自
己資金の投資

 74   74  74 2

金利リスクヘッジポート
フォリオの再測定による調
整

 (7,477)   (7,477)  (7,477)  

保険業務に関連する投資お
よびその他の資産

 247,403 (247,403)      
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当期および繰延税金資産  5,893 (166) (114) 5,613 408 6,021  

未収収益およびその他の資
産

 209,092 (4,011) (3,611) 201,470 1,607 203,077  

持分法投資  6,263 3,422 3,350 13,035  13,035  

　うち金融機関に対する投
資

 5,629 3,216 (724) 8,121  8,121 1

　うちのれん  503 208 918 1,629  1,629 3

有形固定資産および投資不
動産

 38,468 (478) (27,913) 10,077 452 10,529  

無形資産  3,790 (293) (138) 3,359 215 3,574  

　うちモーゲージ・サービ
シング権を除く無形資産

 3,790 (293) (138) 3,359 192 3,551 3

のれん  5,294 (207) (919) 4,168 2,695 6,863 3

売却目的で保有する資産
(注５)

 86,839   86,839 (86,839)   

資産合計  2,666,376 (239,281) (3,823) 2,423,272 - 2,423,272  
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  2022年12月31日現在(注４)

（単位：百万ユーロ）  

会計上の
範囲

保険会社の
調整

連結方法に
基づく
その他

調整(注１)

財務報告フ
レームワーク
上のプルデン
シャル・ス
コープ

IFRS第５号
の影響に関
連する調整
(注５)

プルデンシャ
ル・スコープ

資本の表
への参照
（本項の
補記１を
参照。）

負債         

中央銀行からの預り金  3,054   3,054  3,054  

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品

        

　有価証券  99,155   99,155  99,155  

　借入金および買戻契約  234,076   234,076  234,076  

発行済負債証券  70,460 (4,856) (195) 65,409  65,409  

　うち追加ティア１資本と
して適格な負債

       4

　うち追加ティア２資本と
して適格な負債

 20   20  20 5

　デリバティブ金融商品  300,121 1,023 (208) 300,936 461 301,397  

ヘッジ目的デリバティブ  40,001 (58) 59 40,002 307 40,309  

償却原価で測定する金融
負債

        

金融機関預金  124,718 (7,009) (995) 116,714 260 116,974  

顧客預金  1,008,054 1,115 5,398 1,014,567 74,202 1,088,769  

負債証券  154,143 1,222 (3,175) 152,190 101 152,291  

劣後債  24,156 (1,769) 1 22,388  22,388  

　うち追加ティア１資本と
して適格な負債(注２)

       4

　うち追加ティア２資本と
して適格な負債(注３)

 23,865   23,865  23,865 5

金利リスクヘッジポート
フォリオの再測定による調
整

 (20,201)   (20,201)  (20,201)  

当期および繰延税金負債  3,054 656 (550) 3,160 85 3,245  

未払費用およびその他の負
債

 185,456 (2,427) (3,725) 179,304 1,385 180,689  

保険契約準備金およびその
他の保険負債

 226,532 (226,532)      

偶発債務等引当金  10,040 (510) (433) 9,097 201 9,298  

売却目的で保有する資産に
関連する負債(注５)

 77,002   77,002 (77,002)   

負債合計  2,539,821 (239,145) (3,823) 2,296,853  2,296,853  

資本         

資本金、払込剰余金、お
よび利益剰余金

 115,149 1 (1) 115,149  115,149 6

親会社株主帰属当期純利
益

 10,196   10,196  10,196 7

資本金、利益剰余金、およ
び親会社株主帰属当期純利
益合計

 125,345 1 (1) 125,345  125,345  

資本に直接認識される資
産および負債の変動

 (3,553) (1) 1 (3,553)  (3,553)  

親会社株主資本  121,792   121,792  121,792  

少数株主持分  4,763 (136)  4,627  4,627 8

資本合計  126,555 (136)  126,419  126,419  

負債および資本合計  2,666,376 (239,281) (3,823) 2,423,272 - 2,423,272  
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(注１)　会計上の範囲で持分法により連結され、プルデンシャル・スコープで比例連結された共同支配事業体における調整

および会計上の範囲において全部連結され、プルデンシャル・スコープの範囲において持分法により連結されたBNP

パリバ・リアル・エステートおよびアルバルの非規制事業体における調整。

(注２)　追加ティア１資本として適格な負債は資本の中で認識される。

(注３)　追加ティア２資本として適格な負債は想定価値で表示されている（未払利息およびヘッジされた構成要素の再評価

を除く。）。

(注４)　IFRS第17号の初度適用に伴う未調整データ。

(注５)　2023年12月31日現在の連結財務書類の注9.e「非継続事業」を参照。

 

下記の表は、当行のプルデンシャル・バランスシートにおいて認識された異なる種類の資産および負債の内

訳を規制リスクタイプ別に示している。このうちのいくつかの項目は複数の種類のリスクのための資本要件の

対象となるため、このために分類された金額の合計はプルデンシャル・スコープの純繰越価格と必ずしも一致

しない。
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リスクタイプ別のプルデンシャル・バランスシート（EU LI１-B）

 

 2023年12月31日現在

 純繰越価格:
プルデンシャ
ル・スコープ

以下の対象となる項目： 資本要件の対象
とならないまた
は資本から控除

された（単位：百万ユーロ）
信用リスク

枠組
取引先信用
リスク枠組

証券化枠組
市場リスク

枠組

資産       

現金および中央銀行預け金 288,270 288,270     

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

      

　有価証券 212,127 9,467 7,565 73 202,064 537

　貸出金および売戻契約 227,038 2,296 216,332  224,716  

　デリバティブ金融商品 292,754  292,754  291,603  

ヘッジ目的デリバティブ 21,814  21,814    

資本を通じて公正価値で測定する金
融資産

55,242 52,028 39 435  2,779

償却原価で測定する金融資産       

金融機関貸出金および債権 24,255 19,081 4,997   177

顧客貸出金および債権 891,806 807,137 27,480 55,716  1,473

負債証券 120,982 106,771 474 20,125  (5,645)

金利リスクヘッジポートフォリオの
再測定による調整

(2,661)     (2,661)

当期および繰延税金資産 6,324 6,302    22

未収収益およびその他の資産 164,300 30,775 120,337  11,818 3,078

持分法投資 14,351 12,690    1,661

有形固定資産および投資不動産 9,704 9,349    355

無形資産 3,516 1,284    2,232

のれん 4,402     4,402

資産合計 2,334,224 1,345,450 691,792 76,349 730,201 8,410
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 2023年12月31日現在

 純繰越価格:
プルデンシャ
ル・スコープ

以下の対象となる項目： 資本要件の対象
とならないまた
は資本から控除

された（単位：百万ユーロ）
信用リスク

枠組
取引先信用
リスク枠組

証券化枠組
市場リスク

枠組

負債       

中央銀行からの預り金 3,374     3,374

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

      

　有価証券 104,910    104,910  

　借入金および買戻契約 273,874  266,720  266,720 7,153

発行済負債証券 83,343     83,343

　デリバティブ金融商品 279,446  279,446  277,708  

ヘッジ目的デリバティブ 37,911  37,911    

償却原価で測定する金融負債       

金融機関預金 85,590  21,567   64,023

顧客預金 993,875  1,289   992,586

負債証券 184,672     184,672

　劣後債 22,965     22,965

金利リスクヘッジポートフォリオの
再測定による調整

(14,175)     (14,175)

当期および繰延税金負債 3,603     3,603

未払費用およびその他の負債 136,890  91,406  2,289 43,617

偶発債務等引当金 9,221 884    8,338

負債合計 2,205,499 884 698,339 - 651,627 1,399,499

資本合計 128,725 - - - - 128,725

負債および資本合計 2,334,224 884 698,339 - 651,627 1,528,224
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 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）

純繰越価格:
プルデンシャ
ル・スコープ

以下の対象となる項目： 資本要件の対象
とならないまた
は資本から控除

された
信用リスク

枠組
取引先信用
リスク枠組

証券化枠組
市場リスク

枠組

資産       

現金および中央銀行預け金 321,320 321,320     

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

      

　有価証券 167,786 10,493 6,274 95 156,668 531

　貸出金および売戻契約 192,030 3,918 181,713  188,005  

　デリバティブ金融商品 328,707  328,707  327,132  

ヘッジ目的デリバティブ 25,687  25,687    

資本を通じて公正価値で測定する金
融資産

45,261 41,905 75 533  2,823

償却原価で測定する金融資産       

金融機関貸出金および債権 32,618 25,300 7,141   177

顧客貸出金および債権 943,751 869,303 23,258 49,374  1,816

負債証券 130,490 121,033 1,410 18,046  (8,589)

金利リスクヘッジポートフォリオの
再測定による調整

(7,477)     (7,477)

当期および繰延税金資産 6,021 5,866    156

未収収益およびその他の資産 203,077 33,782 154,532  15,351 3,007

持分法投資 13,035 11,406    1,628

有形固定資産および投資不動産 10,529 10,070    459

無形資産 3,574 1,260    2,314

のれん 6,863     6,863

資産合計 2,423,272 1,455,656 728,797 68,048 687,156 3,708
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 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）

純繰越価格:
プルデンシャ
ル・スコープ

以下の対象となる項目： 資本要件の対象
とならないまた
は資本から控除

された
信用リスク

枠組
取引先信用
リスク枠組

証券化枠組
市場リスク

枠組

負債       

中央銀行からの預り金 3,054     3,054

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

      

　有価証券 99,155    99,057 99

　借入金および買戻契約 234,076  225,481  225,523 8,595

発行済負債証券 65,409     65,409

　デリバティブ金融商品 301,397  301,397  299,061  

ヘッジ目的デリバティブ 40,309  40,309    

償却原価で測定する金融負債       

金融機関預金 116,974  1,408   115,566

顧客預金 1,088,769  3,840   1,084,929

負債証券 152,291     152,291

　劣後債 22,388     22,388

金利リスクヘッジポートフォリオの
再測定による調整

(20,201)     (20,201)

当期および繰延税金負債 3,245     3,245

未払費用およびその他の負債 180,689  126,480  7,610 50,850

偶発債務等引当金 9,298 1,060    8,238

負債合計 2,296,853 1,060 698,915 - 631,251 1,494,463

資本合計 126,419 - - - - 126,419

負債および資本合計 2,423,272 1,060 698,915 - 631,251 1,620,882

 

下記の表は、プルデンシャル・バランスシートにおける会計上のエクスポージャー額（前表を参照。）およ

び規制目的で利用されたエクスポージャー額の主要な差異を、異なるリスク別に示している（市場リスクを除

く。）。実際、後者については、当社グループが利用した主要な規制方法はバリュー・アット・リスク

（VaR）である。これは、異なる市場パラメーター（「３ (5) 市場リスク」内の「市場リスク・エクスポー

ジャー」を参照。）に対する当行のトレーディング勘定の感応度を反映している。それゆえ、VaR額は市場リ

スクに係る資産および負債の純帳簿価額に直接関係していない。
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プルデンシャル・スコープにおける純繰越価格および規制目的で認識されるエクスポージャー額の間の調整

（EU LI２）

 

 2023年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
信用リスク枠組

取引先信用リスク
枠組

証券化枠組 市場リスク枠組

資産繰越価格 1,345,450 691,792 76,349 730,201

負債純繰越価格  (698,339)   

オフバランスシート減価償却費純額 466,318  24,642  

信用リスクの減損額 18,167  35  

控除の閾値を下回る額
（250％のリスク加重が適用され
る）(注１)

(7,701)    

内部モデルの利用による評価の差異
(注２)

 205,836   

その他の調整 6,960    

規制目的で認識されたエクスポー
ジャー額

1,829,194 199,289 101,026  

(注１)　将来の利益および金融部門事業体に対する多大な期待に依拠する繰延税金資産を含む（250％のリスク加重が適用さ

れる。）。

(注２)　当社グループが取引先リスクに対して利用している主要な規制方法はEEPE（将来発生し得る有効かつ正のエクス

ポージャー）である。評価モデルの特徴は、「３ (4) 取引先信用リスク」内の「取引先信用リスクの測定」に記載

されている。

 

 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
信用リスク枠組

取引先信用リスク
枠組

証券化枠組 市場リスク枠組

資産繰越価格 1,455,656 728,797 68,048 687,156

負債純繰越価格  (698,915)   

オフバランスシート減価償却費純額 481,773  23,946  

信用リスクの減損額 19,780  44  

控除の閾値を下回る額
（250％のリスク加重が適用され
る）(注１)

(7,958)    

内部モデルの利用による評価の差異
(注２)

 191,988   

その他の調整 7,138    

規制目的で認識されたエクスポー
ジャー額

1,956,389 221,870 92,038  

(注１)　将来の利益および金融部門事業体に対する多大な期待に依拠する繰延税金資産を含む（250％のリスク加重が適用さ

れる。）。

(注２)　当社グループが取引先リスクに対して利用している主要な規制方法はEEPE（将来発生し得る有効かつ正のエクス

ポージャー）である。評価モデルの特徴は、「３ (4) 取引先信用リスク」内の「取引先信用リスクの測定」に記載

されている。
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規制目的で利用されたエクスポージャー額は以下に記載されている。

・信用リスクに関しては「３ (3) 信用リスク」

・銀行勘定における証券化ポジションに関しては「(2) 銀行勘定における証券化」

・取引先信用リスクに関しては「３ (4) 取引先信用リスク」

・市場リスクに関しては「３ (5) 市場リスク」

 

重要な子会社

BNPパリバの重要なサブグループおよび子会社のリスク加重資産についての集計情報は、「(2) 銀行勘定に

おける証券化」の補記「重要な子会社の資本要件」において当社グループへの拠出として開示されている。

下記のサブグループは、2023年12月31日現在において、そのリスク加重資産が当社グループのリスク加重資

産（持分法により連結された事業体を除く。）合計の３％を超えるという基準に基づき、重要とみなされてい

る。

・BNPパリバ・フォルティス

・バンカ・ナッツィオナーレ・デル・ラヴォーロ（BNL）

・BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス

・BGL BNPパリバ

報告されたリスク加重資産は、４つのサブグループの下位の連結範囲に対応する。したがって、BGL BNPパ

リバのサブグループは、BNPパリバ・フォルティスのそれぞれのサブグループにも含まれている。

事業体間で資金を移動させる当社グループの能力に関する重要な制約については、連結財務書類の注9.f

「子会社、共同支配企業および関連会社に係る重要な制約」に記載されている。

子会社のうち、その健全性要件が、規則（EU）575/2013第7.1条に従い、BNPパリバの連結監督の一環として

監視されている子会社については、連結財務書類の注9.k「連結の範囲」の脚注（1）において特定されてい

る。

免除を受けない各事業体における個々のレベルでの資本要件の遵守は、各業務部門および事業部門のレベル

で検証される。2023年12月31日現在、当社グループの事業体は、規制要件に準拠した資本水準を有していた。

 

規制資本

BNPパリバ・グループは、欧州指令の「金融機関事業のアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性

監督に関する指令」ならびに「金融コングロマリット指令」を国内法化しているフランス規則に準拠する必要

がある。

当社グループが業務を行う様々な国においては、BNPパリバは該当する監督当局が統制する手続に従い、特

定の規制比率にも準拠している。当該比率は、主に自己資本比率、リスクの集中、流動性および資産／負債の

ミスマッチの問題に関係している。
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2014年１月１日現在、ソルベンシー比率算出方法を規定する規則（EU）575/2013は、ソルベンシー比率を規

制資本と以下の合計の間の比率であると定義している。

・特定の事業体または当社グループの事業活動により、標準的アプローチまたは内部格付に基づくアプロー

チ（IRBA）で算出された、信用リスクおよび取引先リスクのリスク加重資産の額

・市場リスク、信用評価調整リスクおよび業務リスクに備えるために必要な資本要件に12.5を乗じたもの

 

規制資本の内訳

規制資本は、３つのカテゴリー（エクイティ・ティア１資本、追加ティア１資本およびティア２資本）に分

類され、規制上の調整がなされた資本および負債証券により構成される。

 

エクイティ・ティア１資本

エクイティ・ティア１資本証券は、以下のものによって構成されている。

・予期される成果の分配および当該分類に算入不能な永久最劣後債のために再表示された、親会社株主連結

資本額

・その資産計上剰余金のために調整された、規制事業体の少数株主持分準備金

主な規制上の調整は、以下のとおりである。

・キャッシュ・フロー・ヘッジから発生する損益

・慎重な評価の要件である、公正価値で測定する商品の額の調整

・繰延税金負債控除後のれんおよびその他無形資産。2020年12月31日以降、規則（EU）2020/2176に従い、

一部のソフトウェア商品は、エクイティ・ティア１資本からの控除の代わりに優先的な加重の適用を可能

にする特定の健全的な償却の恩恵を受けている。

・将来予測に依拠し、繰越税金損失による繰延税金資産純額

・エクイティ・エクスポージャーに係る予測損失

・引当金およびその他評価調整の対象ではない内部格付に基づくアプローチ（IRBA）を用いて測定した貸出

金残高に対する予測損失の持分

・それぞれの不良エクスポージャーについて認識されている引当金の金額と規則（EU）2019/630第47a条に

定義された最低引当金水準との間の負の差異

・当社グループが、1,250％の加重ではなく自己資本の控除を行った証券化トランシェ

保有されまたは買戻権限の付与された自己株式は当該分類から除く。
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連結資本からエクイティ・ティア１（CET１）資本への移行

 

 
2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）

連結資本（注１） 128,725 126,419

CET１に算入不能な永久最劣後債 (13,549) (11,800)

予想される配当（注２） (6,329) (5,773)

算入不能な少数株主持分 (2,852) (2,891)

資本に直接認識されるヘッジ商品の公正価値の変動 (293) (12)

慎重な評価要件に連動する追加的評価調整 (1,817) (1,514)

のれんおよびその他無形資産 (8,055) (10,559)

繰延税金損失による繰延税金資産純額 (311) (160)

予測損失の計算に起因するマイナス数値 (837) (420)

その他控除調整項目 (1,824) (1,462)

エクイティ・ティア１（CET１）資本 92,857 91,828

(注１)　2023年、当社グループは、合計５十億ユーロの自己株式の買戻プログラムを実施した。このうち４十億ユーロは、

バンク・オブ・ザ・ウェストが営んでいる米国のコマーシャルバンキング事業の100％の売却に関連する１株当たり

の当期純利益の希薄化の影響を相殺するためのものであった。2023年12月31日現在、この買戻プログラムにより取

得した株式はすべて消却された。その結果、BNPパリバの株式資本は2022年12月31日と比較して７％減少した。

(注２)　2022年12月31日現在、通常配当は、2023年度に実施された自己株式の買戻プログラムに基づくマイナス962百万ユー

ロが含まれている。2023年12月31日に予定されていた通常配当は、欧州中央銀行の承認を得て2024年３月４日に開

始した自己株式の買戻プログラムによる配当金マイナス1,055百万ユーロが考慮されている。

 

下記の表は、エクイティ・ティア１資本からの控除の対象となる慎重性に基づく評価要件に関連して、公正

価値で測定する金融商品に適用される評価調整の計算を示している。
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慎重性に基づく評価に関する評価基準（PVA）（EU PV１）

 
 2023年12月31日現在

リスク分類

分類レベルAVA
－

公正価値測定に
伴う不確実性

分類レベル合計－
分散後

（単位：百万ユーロ）

資本 利率 為替 信用
コモ
ディ
ティ

未経過
信用
スプ
レッド
AVA

投資お
よび資
金調達
費用AVA

 

うちトレー
ディング勘
定における
トータル・
コア・アプ
ローチ

うち銀
行勘定
におけ
るトー
タル・
コア・
アプ
ローチ

1 市場価格の不確実性 1,138 176 16 181 22 35 30 645 172 473

3
クローズ・アウト・
コスト

386 295 32 210 27   438 391 47

4 集中ポジション 238 135 12 44 7   436 328 107

5 早期償還 6 1 - 1    9 8 1

6 モデル・リスク 105 107 8 77  130  130 130  

7 業務リスク           

10 将来的な管理費用 82 6 33 37    159 159  

12 追加的評価調整合計  1,817 1,188 629

 

 2022年12月31日現在

リスク分類

分類レベルAVA
－

公正価値測定に
伴う不確実性

分類レベル合計－
分散後

（単位：百万ユーロ）

資本 利率 為替 信用
コモ
ディ
ティ

未経過
信用
スプ
レッド
AVA

投資お
よび資
金調達
費用AVA

 

うちトレー
ディング勘
定における
トータル・
コア・アプ
ローチ

うち銀
行勘定
におけ
るトー
タル・
コア・
アプ
ローチ

1 市場価格の不確実性 474 195 17 179 47 64 23 431 194 238

3
クローズ・アウト・
コスト

341 263 27 220 31   297 264 33

4 集中ポジション 161 127 14 47 8   358 288 69

5 早期償還 169 1  1    171 170 1

6 モデル・リスク 114 78 4 41  174  121 121  

7 業務リスク           

10 将来的な管理費用 80 26 6 24    136 136  

12 追加的評価調整合計  1,514 1,173 341
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追加ティア１資本

追加ティア１資本は、主に下記のような特徴のある劣後債証券で構成されている。

・満期および償還要件がない。

・当社グループがその資本の20％以上を保有する銀行、子会社またはその他企業は保有していない。

・損失を吸収する能力がある。

・発行日の最短５年後、発行者の裁量により行使できる買戻要件を設けることができる（監督者の許可が必

要である。）。

・何ら銀行に対する負担なく、清算される可能性のある分配可能な部分から生じる報酬を有する。

本項目はさらに適格性についての上限の範囲内での株主資本における非適格少数株主準備金も含む。

追加ティア１自己資本証券を償還する権限は本項目から控除されている。

 

ティア２資本

ティア２資本は、買戻要件のない劣後債およびティア１資本の適格性についての上限の範囲内での非適格少

数株主準備金で構成される。残存期間が５年未満の劣後債にはプルデンシャル・ディスカウントが適用され

る。

ティア２資本からのプルデンシャル・ディスカウントは主に以下を対象としている。

・優れた金融機関におけるティア２資本項目

・ティア２自己資本証券の買戻権限

 

規制資本の構成および発展

規制資本および規制調整の詳細については、本項の補記１「規制資本の詳細」を参照。

資本として認識された負債証券の詳細および実施規則2021/637の実施に必要なテンプレート（EU CCA）に

従 っ た そ れ ら の 特 徴 を 示 す 表 は 、 投 資 家 向 け 広 報 ウ ェ ブ サ イ ト

https://invest.bnpparibas/en/search/debt/documents/documentation-on-programs-and-issuancesにおける

BNPパリバの負債部門において入手可能である。
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規制資本

 

 
2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）

エクイティ・ティア１（CET１）資本：証券および準備金   

資本性証券および関連株式発行プレミアムの勘定（注１） 21,253 26,236

　うち普通株式（注１） 21,253 26,236

利益剰余金 82,257 77,751

その他の包括利益（および、適用ある会計原則に基づく未
実現損益を含むためのその他準備金）累計額

(2,809) (3,319)

少数株主持分（連結CET１で認められている金額） 2,048 1,736

予測可能な費用および配当金控除後の個別に検討された中
間利益（注２）

3,970 4,933

規制上の調整前のエクイティ・ティア１（CET１）資本 106,719 107,337

エクイティ・ティア１（CET１）資本：規制上の調整（注
３）

(13,862) (15,508)

エクイティ・ティア１（CET１）資本 92,857 91,828

追加ティア１（AT１）資本：証券 15,150 12,103

追加ティア１（AT１）資本：規制上の調整 (506) (487)

追加ティア１（AT１）資本 14,644 11,616

ティア１資本（T１＝CET１＋AT１） 107,501 103,445

ティア２（T２）資本：証券および引当金（注４） 17,476 20,692

ティア２（T２）資本：規制上の調整 (3,233) (3,575)

ティア２（T２）資本（注４） 14,243 17,117

資本金合計（TC＝T１＋T２）（注４） 121,744 120,562

(注１)　2023年に完全実施された2023年度自己株式の買戻プログラムに基づき取得された株式の2023年度における消却に関

連する５十億ユーロの減資を含む。

(注２)　永久最劣後債の補償費用を考慮した上で、慣例的な条件下での調整後利益の60％（うち自己株式の買戻によるマイ

ナス1,055百万ユーロ）を配当案（予定）として考慮している。

(注３)　2022年12月31日現在、自己株式の買戻による2022年度当期純利益の通常配当方針に関する調整額マイナス962百万

ユーロを含む。

(注４)　ティア２資本のそれまで現行の取扱いが認められている債務に適用される適格規則に基づく。
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規制資本の変動

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在

エクイティ・ティア１（CET１）資本  

2022年12月31日現在 91,828

エクイティ・ティア１資本：証券および準備金 (618)

資本性証券および関連株式発行プレミアム (4,983)

　うち普通株式 (427)

利益剰余金 4,507

その他の包括利益累計額 510

少数株主持分（連結CET１で認められている金額） 311

予測可能な費用および配当金控除後の個別に検討された中間利益（注１） 3,970

エクイティ・ティア１（CET１）資本：規制上の調整 1,647

　うち追加的評価調整 (303)

　うち無形資産 2,504

　うち将来利益に依拠する、一時差額により生じるものを除く繰延税金資産純額 (151)

　うちキャッシュ・フロー・ヘッジの損益に関連する公正価値引当金 (282)

　うち予測損失額の計算の結果マイナスとなった金額 (301)

　うち自身の信用状況の変動による、公正価値での負債に係る損益 (28)

　うち当社グループが自己資本の控除を行った証券化ポジション (61)

　うちその他規制上の調整 269

2023年12月31日現在 92,857

追加ティア１資本（注２）  

2022年12月31日現在 11,616

追加ティア１（AT１）資本：証券（注２） 3,047

追加ティア１（AT１）資本：規制上の調整 (19)

10％超を保有している金融機関に対する貸出金  

その他 (19)

2023年12月31日現在 14,644

ティア２資本（注２）  

2022年12月31日現在 17,117

ティア２（T２）資本：証券および引当金（注２） (3,217)

ティア２（T２）資本：規制上の調整 343

10％超を保有している金融機関に対する貸出金  

その他 343

2023年12月31日現在 14,243

(注１)　通常の条件下での永久最劣後債に係る支払利息を調整した調整後利益の60％（自己株式の買戻によるマイナス1,055

百万ユーロを含む。）を配当案として考慮している。

(注２)　追加ティア１資本およびティア２資本のそれまで現行の取扱いが認められている債務に適用される適格規則に基づ

く。
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株式を構成する適格債務の変動

 

（単位：百万ユーロ） ティア１ ティア２

2022年12月31日現在 11,800 20,470

新発債 3,164 105

償還額  (333)

プルデンシャル・ディスカウント  (1,834)

その他 (63) (1,123)

2023年12月31日現在 14,901 17,286

 

規制資本に関する経過措置

バーゼル３により導入された算出方法は、規則（EU）575/2013（CRR）に基づき、2022年１月１日まで段階

的に実施された。2019年以降、依然としてこれら経過措置の対象となっていた項目は、バーゼル３では非適格

だが以前の規則では適格であった、2011年12月31日以前に発行された劣後債であり、これには減少適格閾値が

適用された。これらの経過措置は2022年１月１日に失効し、かかる金融商品は、2023年12月31日現在において

健全性価値がないティア１資本証券１つおよびティア２資本証券６つを除き、すべて2021年12月31日までに繰

上げ償還された。

2019年６月27日に効力を発生した規則（EU）2019/876（CRR２）は、ティア１およびティア２規制資本に対

する追加適格基準を導入しており、これは規則（EU）575/2013によって提供される基準を補足するものであ

る。これらの追加要件を満たしていないものの、CRRに基づいて以前は適格であった商品は、最終的には、

2025年まで延長された経過期間に劣後カテゴリーに認識される可能性がある。31百万ユーロのティア２資本証

券は、特別事業体によって発行されたため、2022年１月１日付で適格性を失った（CRR第63条（a））。また、

ティア１資本証券は、ベイルイン条項のない欧州連合外の国の法律（CRR第52条第１項（p）および第63条

（n））に基づいて発行されたため、2025年６月まで有効な経過措置の対象となるものは、2023年12月31日現

在では存在しなかった。同じ措置の対象となるティア２資本証券の株式は2.3十億ユーロである。

これらの経過規定に係る金融商品の詳細、適格期間およびCRR/CRR２規則に関する主な特徴の記述、ならび

に2020年10月21日に公表されたCRR基準に関して2021年末時点で非適格な金融商品の適切な処理に関する欧州

銀 行 監 督 機 構 の 意 見 書 に つ い て は 、 当 社 グ ル ー プ の 投 資 家 向 け 広 報 ウ ェ ブ サ イ ト ：

https://invest.bnpparibas/en/search/debt/documents/documentation-on-programs-and-issuancesにて閲覧

可能である。

規則（EU）2017/2395および規則（EU）2020/873は、IFRS第９号の導入に係る経過措置を定めている。これ

らの措置は、2024年までエクイティ・ティア１資本に係る新基準の適用に関連する予想信用損失の増加の影響

を軽減する。当社グループは、欧州中央銀行の勧告に従い、2020年３月31日以降これらの経過措置を適用して

いる。当行は、第473a条第４項および第７項(b)に定められている標準的アプローチに基づいて計算されるエ

クスポージャー値の計算に関する措置を選択した。
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IFRS第９号会計基準に係る経過措置適用の影響（EU IFRS９-FL）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

利用可能な資本   

1 エクイティ・ティア１（CET１）資本 92,857 91,828

2
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合のエクイティ・ティア１（CET１）資本

92,857 91,444

3 ティア１資本 107,501 103,445

4
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合のティア１資本

107,501 103,060

5 総資本 121,744 120,562

6
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合の総資本

121,744 120,484

リスク加重資産   

7 リスク加重資産 703,694 744,851

8
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合のリスク加重資産

703,694 745,046

自己資本比率   

9 エクイティ・ティア１（CET１）資本 13.20％ 12.33％

10
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合のエクイティ・ティア１（CET１）資本

13.20％ 12.27％

11 ティア１資本 15.28％ 13.89％

12
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合のティア１資本

15.28％ 13.83％

13 総資本 17.30％ 16.19％

14
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合の総資本

17.30％ 16.17％

レバレッジ比率   

15 レバレッジ比率の総エクスポージャー測定 2,346,500 2,373,844

16 レバレッジ比率 4.58％ 4.36％

17
IFRS第９号の経過措置が適用されていない場
合のレバレッジ比率

4.58％ 4.34％

 

当社グループは、中央政府、地方政府または地方自治体が発行した株式を通じて公正価値で測定する金融商

品に、未実現損益の一時的な処理に関する規則（EU）2020/873第468条の規定を適用していない。これらの規

定は2023年１月１日に終了した。

 

資本要件およびリスク加重資産

下記の表は、リスクの種類別のリスク加重資産および資本要件を表示している。資本要件は、リスク加重資

産の８％を構成する。
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リスク加重エクスポージャー額の概要（EU OV１）

 

 リスク加重資産 資本要件
 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在 2023年12月31日現在

1 　　信用リスク 535,141 579,635 42,811
「３ (3) 信用リスク」
を参照。

2 　　うち標準的アプローチ 188,191 231,375 15,055  

3 　　うち基礎的なIRBアプローチ     

4 　　うちスロッティング・アプローチ     

EU 4a うち簡便加重法に基づく株式 45,941 41,192 3,675  

5 　　うち先進的なIRBアプローチ 287,009 307,068 22,961  

　　　うちその他のリスク・エクスポー
ジャー

14,000  1,120  

6 　　取引先信用リスク 45,025 42,320 3,602
「３ (4) 取引先信用リ
スク」を参照。

7 　　うち取引先信用リスクに対するエクス
ポージャーの計測に係る標準的アプ
ローチ（SACCR）（デリバティブ）

3,287 1,208 263  

8　　 うち内部モデル手法（IMM） 28,904 31,072 2,312  

EU 8a うち決済活動に関連するセントラル・
カウンターパーティに対するエクス
ポージャー

7,193 2,541 575  

EU 8b うち信用評価調整 5,189 6,464 415  

9 　　うちその他 452 1,035 36  

15　　決済リスク 8 9 1  

16　　銀行勘定における証券化エクスポー
ジャー

16,589 15,794 1,327
「(2) 銀行勘定における
証券化」を参照。

17　  うち内部評価アプローチ（証券化-IRB
アプローチ）

8,829 8,770 706  

18　  うち外部格付に基づくアプローチ（証
券化-外部格付に基づくアプローチ）

1,258 1,132 101  

19 　 うち標準的アプローチ（証券化-標準的
アプローチ）

6,502 5,892 520  

EU 19aうち、1,250％の加重がされたエクス
ポージャー（または自己資本から控除
されたエクスポージャー）（注１）

    

20　　市場リスク 28,783 25,543 2,303
「３ (5) 市場リスク」
を参照。

21　　うち標準的アプローチ 9,768 6,622 781  

22　　うち内部モデルアプローチ（IMA） 19,015 18,921 1,521  

23　　業務リスク 58,897 61,656 4,712
「３ (7) 業務リスク」
を参照。

EU 23aうち基礎的指標アプローチ 3,911 4,280 313  

EU 23bうち標準的アプローチ 10,215 12,073 817  

EU 23cうち先進的計測アプローチ（AMA） 44,771 45,302 3,582  

24　　控除の閾値を下回る額（250％のリス
ク加重が適用される）

19,252 19,895 1,540  

29　　合計 703,694 744,851 56,296  

(注１) 当社グループは、1,250％の加重ではなく、控除アプローチを選択した。自己資本から控除された銀行勘定における

証券化エクスポージャーの額は、2023年12月31日現在、270百万ユーロであった（2022年12月31日現在は214百万

ユーロ）。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

  61/1141



当社グループのリスク加重資産合計は、2022年12月31日現在の744.9十億ユーロと比べて、2023年12月31日

現在において703.7十億ユーロとなった。内部モデルを使用して計算されたリスク加重資産は、2023年12月31

日現在において当社グループのリスク加重資産のうち58％であった。

リスクの種類別のリスク加重資産の内訳は、個々の該当するセクションに記載されている。

プルデンシャルによる資本の控除の閾値を下回る額は、規則（EU）575/2013第48条に基づき250％の加重が

される資産である。これらは主に以下のものを含む。

・簡便加重法を使用して加重されるプルデンシャル・スコープにおいて持分法の下で連結される保険事業体

を除く、持分法の下で連結される信用機関または金融機関

・当社グループが10％超の持分を有する信用機関または金融機関における高率の金利

・将来予測に依拠し、一時差額により生じる繰延税金資産

決済リスクは、規則（EU）575/2013第378条において証券取引に係る決済の遅滞に関連する損失のリスクと

して定義される。2023年12月31日現在において、当該リスクに関するリスク加重資産は８百万ユーロであり、

当社グループにとって重要なものではない。

 

2023年度におけるリスク加重資産の変動

リスク加重資産の変動は、以下の効果に分類することができる。

・資産規模に対する効果：債務不履行エクスポージャー（EAD）の変動による影響および当社グループが開

始した効率的な証券化プログラムおよび信用保険に関する影響

・資産の質に対する効果：リスク・パラメーター（内部格付に基づくアプローチのためのデフォルト確率お

よび債務不履行による損失、ならびに標準的アプローチのためのリスク加重等）の変動による影響

・モデルの更新に対する効果：内部モデルの使用における変更（新モデルの導入、新たなエクスポー

ジャー・スコープの展開、リスク・パラメーターの年１回の再校正または検討、アドオンの適用等）によ

る影響

・手法および方針に対する効果：リスク加重資産の計算に影響を与える手法の変更および新たな規制要件の

確立による影響

・取得および処分に対する効果：連結範囲変更による影響

・通貨に対する効果：信用リスク・エクスポージャーへの為替レートの変動による影響
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リスク加重資産の変動の主要な要因別内訳

 
リスク
加重資産
（単位：
百万ユーロ）

2022年
12月31日
現在

主要な要因
変動
合計

2023年
12月31日
現在資産規模 資産の質

モデルの
更新

手法および
方針

取得および
処分

通貨 その他

信用リスク 579,635 4,494 (11,150) 3,226 (2,588) (44,794) (3,577) 9,895 (44,494) 535,141

取引先信用
リスク

42,320 1,625 (741) 701 3,111 (159) (87) (1,746) 2,704 45,025

決済リスク 9       (1) (1) 8

銀行勘定にお
ける証券化ポ
ジション

15,794 917 79    (172) (29) 795 16,589

市場リスク 25,543 1,468 1,101 (1,682)  264  2,089 3,241 28,783

業務リスク 61,656 1,463 (281) (110)  (3,852)  22 (2,758) 58,897

控除の閾値を
下 回 る 額
（250％のリス
ク加重が適用
される）

19,895 (1,298) (15)  352 (166)  484 (643) 19,252

合計 744,851 8,668 (11,006) 5,247 (2,236) (48,708) (3,836) 10,715 (41,156) 703,694

 

2023年度におけるリスク加重資産41十億ユーロの減少の主な原因は下記のとおりである。

・ステランティス（Stellantis）の買収の影響を除いたバンク・オブ・ザ・ウェストの売却に関連した、範

囲に対する効果による49十億ユーロの減少

・当社グループが開始した効率的な証券化取引の影響を除いた事業活動に関連する19十億ユーロの増加

・リスク・パラメーターの改善による11十億ユーロの減少

・ユーロに対する米ドルおよびトルコリラの下落に関連した通貨に対する効果に起因する４十億ユーロの減

少

各リスクの種類別の2023年の主な変動に関する説明は、個々の該当するセクションに詳述されている。
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リスク加重資産の事業部門別内訳

リスクの種類別および事業別のリスク加重資産

 

 2023年12月31日現在

 ホールセールバンキング部門
コマーシャル＆個人向けバ
ンキングサービス部門

インベストメ
ント＆プロテ
クションサー
ビス部門

コーポレー
ト・センター

合計

リスク加重資産
（単位：百万ユーロ）

グローバル・
バンキング

事業

グローバル・
マーケット

事業

証券管理
事業

コマーシャ
ルバンキン
グ事業およ
び個人向け
バンキング

事業

専門的金融
事業

信用リスク 117,212 11,521 4,291 223,157 108,619 35,962 34,378 535,141

うち標準的アプローチ 9,858 2,712 826 78,162 80,327 12,360 3,946 188,191

うち先進的なIRBアプローチ 106,062 7,584 3,347 139,300 15,399 4,637 10,681 287,009

うち簡便加重法に基づくエクイティ・ポ
ジション

1,292 1,226 119 5,696 12,893 18,965 5,751 45,941

うちその他のリスク・エクスポージャー       14,000 14,000

取引先信用リスク 1,022 39,817 1,743 2,038 143 285 (22) 45,025

うち取引先信用リスクに対するエクス
ポージャーの計測に係る標準的アプロー
チ（SACCR）（デリバティブ）

5 2,242  701 89 242 7 3,287

うち内部モデル手法（IMM） 432 26,228 1,117 1,253   (126) 28,904

うち決済活動に関連するセントラル・カ
ウンターパーティに対するエクスポー
ジャー

469 6,044 607    73 7,193

うち信用評価調整 83 4,886 16 84 53 42 24 5,189

うちその他 33 416 3     452

決済リスク - 8 - - - - - 8

銀行勘定における証券化エクスポー
ジャー

7,713 5,411 - 2,836 241 100 289 16,589

うち内部評価アプローチ（証券化-
IRBA）

4,474 1,568  2,742 45   8,829

うち標準的アプローチ（証券化-SA） 3,082 3,316  93   10 6,502

うち外部評価アプローチ（証券化-
ERBA）

157 526   196 100 279 1,258

市場リスク 4,668 19,279 140 2,936 219 199 1,343 28,783

うち標準的アプローチ 4,592 1,654 5 1,791 219 163 1,343 9,768

うち内部モデルアプローチ（IMA） 76 17,624 135 1,145  36  19,015

業務リスク 10,113 13,956 4,081 16,981 10,090 3,659 18 58,897

うち基礎的指標アプローチ 343 419 233 1,725 902 315 (25) 3,911

うち標準的アプローチ 1,470 1,502 363 2,928 3,318 426 209 10,215

うち先進的計測アプローチ（AMA） 8,299 12,035 3,485 12,328 5,870 2,918 (166) 44,771

控除の閾値を下回る額
（250％のリスク加重が適用される）

4 98 331 8,034 2,855 903 7,027 19,252

合計 140,482 90,088 10,586 255,983 122,167 41,107 43,032 703,694
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 2022年12月31日現在

 ホールセールバンキング部門
コマーシャル＆個人向けバ
ンキングサービス部門

インベストメ
ント＆プロテ
クションサー
ビス部門

コーポレー
ト・センター

合計

リスク加重資産
（単位：百万ユーロ）

グローバル・
バンキング

事業

グローバル・
マーケット

事業

証券管理
事業

コマーシャ
ルバンキン
グ事業およ
び個人向け
バンキング

事業

専門的金融
事業

信用リスク 125,017 11,740 3,869 277,059 98,401 35,556 27,993 579,635

うち標準的アプローチ 9,065 2,513 487 128,492 72,452 12,864 5,502 231,375

うち先進的なIRBアプローチ 114,933 8,056 3,260 143,699 14,954 4,817 17,348 307,068

うち簡便加重法に基づくエクイティ・ポ
ジション

1,018 1,171 122 4,869 10,995 17,874 5,143 41,192

取引先信用リスク 418 37,297 1,909 1,907 1 326 463 42,320

うち取引先信用リスクに対するエクス
ポージャーの計測に係る標準的アプロー
チ（SACCR）（デリバティブ）

0 416  497  286 8 1,208

うち内部モデル手法（IMM） 236 28,195 1,027 1,225   388 31,072

うち決済活動に関連するセントラル・カ
ウンターパーティに対するエクスポー
ジャー

80 1,551 872    39 2,541

うち信用評価調整 102 6,099 10 185 1 39 28 6,464

うちその他  1,035      1,035

決済リスク  9      9

銀行勘定における証券化エクスポー
ジャー

7,190 5,259  2,579 367 106 294 15,794

うち内部評価アプローチ（証券化-
IRBA）

4,328 1,839  2,449 154   8,770

うち標準的アプローチ（証券化-SA） 2,621 3,129  129   13 5,892

うち外部評価アプローチ（証券化-
ERBA）

241 291  1 213 106 281 1,132

市場リスク 4,062 18,913 238 1,670 338 61 261 25,543

うち標準的アプローチ 3,315 1,524 14 1,114 338 55 261 6,622

うち内部モデルアプローチ（IMA） 747 17,388 224 556  5  18,921

業務リスク 9,613 14,397 3,588 20,363 10,177 3,706 (187) 61,656

うち基礎的指標アプローチ 364 794 160 1,701 1,103 297 (139) 4,280

うち標準的アプローチ 1,136 1,206 334 6,219 2,520 550 109 12,073

うち先進的計測アプローチ（AMA） 8,112 12,397 3,094 12,443 6,554 2,860 (157) 45,302

控除の閾値を下回る額
（250％のリスク加重が適用される）

10 133 339 7,932 2,273 917 8,290 19,895

合計 146,310 87,746 9,943 311,510 111,557 40,671 37,114 744,851
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事業別リスク加重資産の分類は、54％がコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門（コマーシャルバ

ンキング事業および個人向けバンキング事業36％ならびに専門的金融事業18％を含む。）、34％がホールセー

ルバンキング部門、６％がインベストメント＆プロテクションサービス部門、および６％がコーポレート・セ

ンターで構成されており、当社グループの多様な事業構成を反映している。

2023年における当社グループのリスク加重資産の減少は、41.2十億ユーロであり、内訳は以下のとおりで

あった。

・主にバンク・オブ・ザ・ウェストの売却に関連したコマーシャルバンキング事業および個人向けバンキン

グ事業のリスク加重資産の55.5十億ユーロの減少

・ホールセールバンキング部門における2.6十億ユーロの減少（グローバル・バンキング事業における5.8十

億ユーロの減少を含む。）

・パーソナル・ファイナンスに牽引された、専門的金融事業における10.6十億ユーロの増加

・インベストメント＆プロテクションサービス部門における0.4十億ユーロの増加

 

リスク加重資産に関する経過措置

2020年３月31日以降、当社グループは、信用リスクに関するリスク加重資産を測定するIFRS第９号の導入に

関連した経過措置として、規則（EU）2017/2395の規定を適用している。また、2020年６月30日以降、当社グ

ループは、これらの経過措置を補完する規則（EU）2020/875の規定も適用している（上記表「IFRS第９号会計

基準に係る経過措置適用の影響（EU IFRS９-FL）」を参照。）。

 

自己資本および資本計画

自己資本

BNPパリバ・グループでは、数々の規制を遵守することが求められている。

・銀行監督もその対象となる、CRRおよびCRDに基づく欧州の銀行規則

・銀行業務および保険業務の追加監督に関する金融コングロマリット上の規則。BNPパリバの保険事業は、

ソルベンシーⅡ保険規則に準拠している。

したがって、単一監督メカニズムの文脈において欧州中央銀行は、2014年11月４日付でBNPパリバの直接の

健全性監督当局となった。欧州中央銀行はこの役割を果たすにあたって、管轄の国立監督当局を活用する。

 

銀行規則および監督に基づく要件

第１の柱に関して、当社グループは、

・エクイティ・ティア１（CET１）最低比率4.5％

・ティア１資本最低比率６％

・自己資本合計最低比率８％

の要件を有する。
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－バッファーとしての追加的な要件

BNPパリバは、第１の柱に関する最低資本要件に加え、追加エクイティ・ティア１資本バッファーをも維持

しなくてはならない。

・資本維持バッファーがリスク加重資産の2.5％に相当すること。このバッファーの目的は、激しい市況ス

トレスにおいて損失を吸収するためである。

・以下は、金融機関の破綻によるシステミック・リスクを制限するために定義される２つのバッファーであ

る。以下の２つのバッファーのうち最上位のもののみが適用される。

・グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）のバッファーは、銀行のグローバルなシステム上の重要

性に対応するバーゼル委員会により定められた手法に基づき、金融安定理事会により定義されるエクイ

ティ・ティア１資本の追加で構成される。グローバルなシステム上の重要性は、当該銀行の破綻が世界

的な金融システムおよび経済全体に与える影響の度合いによって測定される。

グローバルなシステム上の重要性の測定アプローチは、指標ベースである。選定された指標は、銀行の

規模、相互関連性、提供するサービスのための銀行情報サービスの利用、国際的な管轄区域を越えた事

業およびその複雑性を反映する。バーゼル委員会が2013年７月に発表した、「グローバルなシステム上

重要な銀行（G-SIB）：最新の評価手法およびより高い損失吸収要件」（BCBS 255）において詳述され

ている。

2023年12月31日現在のG-SIB指標の値は、本項の補記２「反循環的資本バッファーおよびG-SIBバッ

ファー」におけるGSIB１のフォーマットに記載されている。

当社グループは、2023年11月27日付で金融健全性監督・破綻処理機構（ACPR）から、2022年末のデータ

ベースにおけるスコアに相当する、2023年におけるグローバルなシステム上重要な金融機関の一覧のサ

ブカテゴリー２に入った旨の通知を受領した。

その結果、2024年１月１日から適用されている当社グループに対するG-SIBバッファー要件は、リス

ク・エクスポージャー合計の1.5％であった従来の要件から変更はない。

2023年12月31日時点の当社グループのG-SIB指標に関する直近の更新は、2024年４月に公表された。

・国内のシステム上重要な銀行（D-SIB）のバッファーは、破綻が国内経済に影響を与える銀行の資本要

件を強化することが目的である。BNPパリバのD-SIBバッファーは、2024年までは1.5％に設定されてい

る。

・システミック・リスク・バッファーは、長期的にシステミック・リスクまたはマクロ健全性についての反

循環的リスクを制限することが目的である。これは、当社グループにとって重要度が低いものである。
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・反循環的資本バッファーは、貸出残高の増加が加速して資本要件がゆっくりと減少する期間に徐々に資本

要件を強化するための調整を目的としたエクイティ・ティア１資本の追加として定義された。比率は指定

された国内当局の自由裁量の決定によって各国で設定される可能性がある。通知された国別の比率と照ら

し合わせると、BNPパリバの反循環的資本バッファーは、2022年12月31日現在の0.09％と比較して、2023

年12月31日現在は0.40％、2024年１月２日以降は0.58％である（本項の補記２「反循環的資本バッファー

およびG-SIBバッファー」を参照。）。

 

－第２の柱の要件

監督について、バーゼル合意の第２の柱は、監督当局が、一方で当社グループが実施する方針、戦略、手続

および取決めが、他方で保有資本が、リスク管理およびリスク補償の目的に照らし適切であるかを決定するこ

とを規定している。銀行のリスク・レベルに関してメカニズムおよび資本の適性を判断する、監督当局による

評価作業は、SREP（監督審査プロセス）に定められた規則に指定されている。

ICAAP（自己資本に関する内部評価プロセス）は、金融機関が、通常の業務において発生するリスクを補填

する資本要件を内部測定し、自己資本の適切性を評価するプロセスである。自己資本に関する内部評価プロセ

スは、年次監督審査プロセスのために用いられる。

BNPパリバ・グループ内において、自己資本に関する内部評価プロセスは、欧州中央銀行の自己資本に関す

る内部評価プロセスについての指針に明記された２つの主要な原則、すなわち内部測定において自己資本要件

を満たす、当社グループの利用可能な資本の水準が充分であるかの評価および将来の資金計画に基づいてい

る。

自己資本に関する内部評価プロセスでは、当社グループで生じるリスクに対して利用可能な資本が十分であ

るかどうかを内部的な観点から評価し、その際にバーゼル規制に規定される第１の柱のリスクおよび当社グ

ループのリスク認知システムの枠組内で重要とされる第２の柱のリスクから生じる資本要件の包括的な定量化

を行っている。この観点では、第１の柱および第２の柱のリスクを補填する資本要件が、内部的かつ定量的な

アプローチを用いて評価され、必要に応じて定性的なアプローチおよび専門の監視枠組によって補充される。

資本計画は、その時点で入手可能な直近の財務データの実績および予測に基づく。これらのデータは、特に

規制要件を考慮し、また、オリジネーション機能、事業開発目標および予想される規制変更に備えるために第

一級の信用格付を維持するという当社グループの目標を考慮して、将来的な自己資本および資本要件の予測に

用いられる。

資本計画は、規制要件および当社グループが定めた自己資本比率の目標と将来的に予測される自己資本比率

との比較で構成され、ストレスの多いマクロ経済環境下等様々なシナリオでの安定性のテストを行う。
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監督審査プロセスの結果の通知

監督審査プロセスの結果は、毎年、欧州中央銀行によりBNPパリバの業務執行陣に通知される。2024年度に

適用される要件は、2023年12月１日に通知された。

監督審査プロセスの決定は２つの項目、すなわち、「第２の柱の要件」（P２R）として知られる要件、およ

び公表されていない「第２の柱のガイダンス」（P２G）と呼ばれる指針から構成されている。2023年に欧州中

央銀行により実施された監督審査プロセスの評価に従い、2024年１月１日以降当社グループが満たさなければ

ならない第２の柱の要件は以下のとおりである。

・エクイティ・ティア１資本は1.11％

・ティア１資本は1.40％

・総資本は1.77％

2024年１月１日以降、当社グループが連結ベースで遵守しなければならないレバレッジ比率要件は、0.10％

の第２の柱の要件を含めて3.85％（第２の柱のガイダンスは除く。）である。

 

－資本要件

当社グループのエクイティ・ティア１比率、ティア１比率および総資本比率は、適用ある配当額の制限に関

する規制（最大配当可能額（MDA））に従って、随時、下記の要件を遵守しなければならない。

・CRR第92条第１項(a)、(b)および(c)に基づき、それぞれ最低エクイティ・ティア１比率、最低ティア１比

率および最低総資本比率

・第２の柱の要件

・該当する国内法令によって国内法化された、CRD５第128条第６項に定義される統合バッファー要件
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すべての資本要件

 

 2023年12月31日 2024年12月31日

エクイティ・ティア１資本：最低要件(第１の柱) 4.50％ 4.50％

エクイティ・ティア１資本：第２の柱の要件(注１) 0.88％ 1.11％

統合バッファー要件 4.40％ 4.69％

うち資本維持バッファー 2.50％ 2.50％

うちG-SIBバッファー 1.50％ 1.50％

うち反循環的資本バッファー(注２) 0.40％ 0.69％

うちシステミック・リスク・バッファー(注３) 0.00％ 0.00％

すべてのエクイティ・ティア１資本要件 9.79％ 10.31％

ティア１資本(CET１＋AT１)：最低要件(第１の柱) 6.00％ 6.00％

ティア１資本：第２の柱の要件(注１) 1.18％ 1.40％

統合バッファー要件 4.40％ 4.69％

すべてのティア１資本要件 11.58％ 12.09％

総資本：ティア１資本(CET１＋AT１)：最低要件(第１の柱) 8.00％ 8.00％

総資本：第２の柱の要件(注１) 1.57％ 1.77％

統合バッファー要件 4.40％ 4.69％

すべての総資本要件 13.97％ 14.46％

(注１)　第２の柱の要件のみが公表されている。2020年以降、第２の柱の要件は、指令（EU）2019/878第104a条の適用を考

慮に入れている。

(注２)　2023年12月31日現在および2024年12月31日現在（予測値）の反循環的資本バッファーは、2023年度に適用される比

率の引上げを考慮に入れている（本項の補記２「反循環的資本バッファーおよびG-SIBバッファー」を参照。）。

(注３)　2023年６月30日以降、BNPパリバ・グループ連結レベルでは、ベルギーの住宅ローン・ポートフォリオに対して部門

別システミック・リスク・バッファー（SyRB）は適用されない。

 

2.5％の資本維持バッファー、1.5％のG-SIBバッファー、0.40％の反循環的資本バッファーおよび0.88％の

第２の柱の要件を受け、エクイティ・ティア１資本要件（第２の柱のガイダンスは除く。）は、2023年12月31

日現在9.79％である。

2023年12月31日現在、BNPパリバのエクイティ・ティア１比率は、13.20％（注１）であり、欧州中央銀行か

ら通知された2023年度に適用される最低要件のレベルを十分に上回っている。エクイティ・ティア１比率は、

2023年12月31日現在、2022年12月31日と比較して約90ベーシス・ポイント増加したが、この増加は、主に以下

に起因する。

・2023年２月１日付でのバンク・オブ・ザ・ウェストの売却の完了（自己株式の買戻プログラムおよび資本

の再配分控除後）（プラス100ベーシス・ポイント）

・調整後純利益に関する調整の影響（マイナス30ベーシス・ポイント）

・リスク加重資産の変動およびその最適化を差し引いた配当性向60％を考慮した後の、2023年度純利益（プ

ラス30ベーシス・ポイント）
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・第１四半期におけるIFRS第17号の適用ならびにモデルの更新および規制の改定による影響（注２)（マイ

ナス10べーシス・ポイント）

・その他の影響は、全体的に見て限定的である。

 

(注１)　CRD５（IFRS第９号の経過措置を含む。）。

(注２)　IFRS第９号の段階的変更を含む。

 

最大配当可能額の規制に関する閾値

 

 

注意事項として、2022年１月１日以降、当社グループは自己資本および適格債務の最低基準の要件に基づき

配当額に適用される規制に関する閾値の対象となる（M-MDA。下記「自己資本および適格債務の最低基準」を

参照。）。これは、配当額の規制に関する閾値との差異よりも大きいため、拘束力はない。

2023年１月１日より、当社グループは、レバレッジ比率要件に基づき配当額に適用される規制に関する閾値

の対象となっている（L-MDA。下記「レバレッジ比率」を参照。）。

配当額の規制に関する閾値を超える資本剰余金は、エクイティ・ティア１資本、ティア１資本、総資本およ

びレバレッジ比率に関するそれぞれの要件についてエクスポージャーに基づき算出された４つの額のうち最も

少ない額に相当する。2023年12月31日現在、総資本は、配当額に適用される規制に関する閾値より19.5十億

ユーロ超過している。

BNPパリバの比率は、連結ベースで集中的に監視および管理されている。単体レベルで銀行規則への準拠が

要求されているフランス内外の事業体の場合、当該比率について各事業体も直接監視および管理する（下記

「地域レベルでの資本管理」を参照。）。
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保険事業に適用される要件

BNPパリバの保険事業には、ソルベンシーカバレッジ比率を計算するための基準であるソルベンシーⅡ規則

（フランス法に国内法化された指令2009/138/EC）が適用されている。

ソルベンシーⅡの目的は、以下のとおりである。

・リスクの概念およびリスク選好度を組み入れること

・欧州全体の保険規則制度を統合すること

・監督当局にさらに権限を付与すること

ソルベンシーⅡは３つの柱に分類でき、以下を目的としている。

・第１の柱：経済資本に基づくアプローチと呼ばれる手法でソルベンシーを評価すること

・第２の柱：定性的要件（すなわち、リスクの評価に対する将来を見通したアプローチを含むガバナンスお

よびリスク管理に関するルール。当該評価はORSA（リスクおよびソルベンシーの自己評価）と呼ばれ

る。）を実施すること

・第３の柱：ソルベンシーを公益および当局への開示の基礎とし、保険事業の透明性を改善すること

BNPパリバ・カーディフ・グループは、計算および報告に加え、リスク管理およびガバナンスの両方からこ

の規則を適用している。2022年12月31日時点のソルベンシーⅡに関連するデータは、BNPパリバ・カーディ

フ・グループのウェブサイトhttps://www.bnpparibascardif.com/enに公表されたソルベンシーおよび財政状

態のレポート（SFCR）において入手可能である。

保険リスクは「３ (8) 保険リスク（監査済）」に記載されている。

ソルベンシーⅡは２つの資本要件を設定している。

・ソルベンシー資本要件（SCR）

・最低資本要件（MCR）または各社におけるソルベンシー資本要件の当社グループの最低要件

ソルベンシー資本要件（SCR）は、リスク間の相関関係を考慮し、すべての一連の事象の影響を和らげるた

めに要求される自己資金のレベルである。１年間のタイムスケールの範囲内で200年遡った期間の事象をカ

バーするために、ソルベンシー要件が測定される（バリュー・アット・リスクは99.5％）。BNPパリバ・カー

ディフのソルベンシー資本要件は、規制によって定められた標準公式を用いて測定される。

BNPパリバ・カーディフの資本管理方針は、特に、規制によって定められた制限およびレベルに従って、プ

ルデンシャル・ソルベンシー要件が満たされるようにすること、リスクおよびソルベンシーの自己評価の範囲

内で定義されるソルベンシー資本要件の少なくとも100％をカバーすることならびに資本金、劣後債およびそ

の他の自己資本要素の間で最適なバランスが保てるよう自己資本を構築することを目的としている。
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2022年12月31日現在において、ソルベンシー資本要件を満たす適格な自己資本は、15,882百万ユーロであっ

た。ソルベンシー資本要件の値は9,717百万ユーロ、ソルベンシー資本要件のカバレッジ比率は163％であっ

た。ソルベンシー資本要件における当社グループの最低要件を満たす適格な自己資本は、12,329百万ユーロで

あった。ソルベンシー資本要件における当社グループの最低要件の値は3,611百万ユーロであり、ソルベン

シー資本要件における当社グループの最低要件のカバレッジ比率は、341％であった。

2023年12月31日現在におけるソルベンシー報告は2024年５月17日に公表された。

 

金融コングロマリットのさらなる監督に関する規制の遵守

BNPパリバ・グループは、欧州委員会による委任規則342/2014により補充され、2014年11月３日付命令によ

りフランス法に置き換えられた欧州指令2002/87/EUに従って、バンカシュラーとして、また金融コングロマ

リットとして、さらなる監督に服する。

自己資本、大口エクスポージャーへの監視およびグループ会社間取引に対する追加的な制限が導入されたた

め、金融コングロマリット指令は、銀行事業および保険事業における既存の規則に追加して、さらなる健全性

の監督を規定した。

金融コングロマリットは、連結ベースで自己資本に関する追加要件を遵守する必要がある。これは、複数の

レバレッジを除外する一方、銀行事業および保険事業の両方におけるリスクをカバーするために充分な資本を

求める目的である。

資本の余剰または不足は、銀行事業および保険事業に適用される、金融コングロマリットの株式資本および

ソルベンシー要件の差異から生じる。

・金融コングロマリットの資本は、事業別のソルベンシー規則に基づいて決定される（銀行事業にはCRRが

適用され、保険事業にはソルベンシーⅡが適用される。）。

・金融コングロマリットに対する要件は、2022年度監督審査プロセスに起因する2023年度に適用ある要件お

よび資本バッファーのすべてを含み、CRR２およびCRD５規則に従って算出される銀行事業の資本要件およ

びソルベンシーⅡ規則に従って算出される保険事業に対するソルベンシー資本要件に基づいて決定され

る。

金融コングロマリットの自己資本を算出する際、保険事業体の要件および控除は、CRRに定義される規則に

代わり、ソルベンシーⅡ規則に従って取り扱われる。後者は、主に簡便加重法に従って扱われる株式に対する

投資の370％の加重で構成される（「３ (3) 信用リスク」内の「信用リスク：簡便加重法に基づく株式」を参

照。）。

金融コングロマリットに対する健全性監督の統制は、四半期毎に、最高財務責任者を議長として議事を行う

資本委員会により行われる。

2023年12月31日現在、BNPパリバ・グループは、金融コングロマリットとしての105.0十億ユーロの要件と比

較して合計134.1十億ユーロの資本を有していたが、これは29.2十億ユーロの資本剰余金を有していることを

示している。
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金融コングロマリット―自己資本および自己資本比率（EU INS２）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

1　金融コングロマリットの自己資本の補足要件（金額） 29,177 26,250

2　金融コングロマリットの自己資本比率(％) 127.80％ 123.91％

 

再生および破綻処理

2008年／2009年の金融危機を受けて、国際的な銀行規制組織は、金融安定理事会の勧告に基づき、金融機関

を巻き込んだ危機的局面における当局の管理を容易にし、経済および公的金融の潜在的な破綻の影響を限定す

るために、一連の規制および指令を採択した。これらの規則は以下のものを含む。

・銀行の困難な状況における回復のよりふさわしい予想および監督をするための監督当局の、とりわけ再生

計画を用いた権限および手段

・自力での回復が不能でかつ破綻処理を行う銀行の秩序立った破綻処理を実施するための破綻処理当局の権

限および手段。これは、当局が破綻処理計画の準備をすることができるように、破綻処理文書および詳細

な報告書において銀行から要求された事項に基づいている。

・金融機関に対する規制要件の追加。これらの要件は、大部分が重複し、損失を吸収するためのもしくは株

式に転換するための十分な負債を確保することを目的としている。具体的には以下により構成される。

・グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）に対するTLAC（総損失吸収能力）比率

・すべての欧州の金融機関に適用されるMREL（自己資本および適格債務の最低基準）比率

・公的資金による援助を防ぐことを目的とし、銀行により融資される欧州レベルでの単一破綻処理基金の

2014年の創設に加え、2016年に設定されたTLACおよびMREL適格債（非上位優先債）のカテゴリーを含む債

権者の格付の見直しを伴う銀行の新しいベイルイン規則

金融安定理事会の勧告は、2013年７月に特に再生計画および破綻処理計画の策定を義務化し、また金融健全

性監督・破綻処理機構(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)に破綻処理権限を与え、フラン

ス銀行法に置き換えられた。

欧州レベルでは、指令2014/59/EU（BRRD－金融機関の再生および破綻処理に関する欧州指令）が2014年に採

択され、EU加盟国の法律に置き換えられた。この指令は、2014年の規則（EU）806/2014（単一破綻処理メカニ

ズム規則）および様々な追加的委任規則と同様に、欧州の金融機関における再生および破綻処理を管理するす

べての現行の規制を形成する。2016年11月の欧州委員会による提案を受けて、BRRD２およびSRMR２に含まれる

改正は承認され、2019年６月７日に官報に掲載された。フランスでは、BRRD２指令の国内法化を2020年12月21

日に完了した。
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再生計画

当社グループレベルで作成された再生計画は、当社グループが行き詰った状況に陥った場合に考えられる再

生オプションを説明したものである。損失を吸収するための当社グループの業務、回復力および能力を監督機

関が把握するために必要となる情報も含まれている。

2023年９月、BNPパリバは再生計画のアップデートを、監督当局である欧州中央銀行に提出した。単一破綻

処理委員会（SRB）およびその他の当局は、再生計画を欧州中央銀行から入手できる。

金融安定理事会の提言およびフランス通貨金融法典の条項に従って準備された再生計画は、取締役会の内部

統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）に対し、審査のために提出され、その後取締役会の承認に回さ

れた（「第５ ３ コーポレート・ガバナンスの状況等」を参照。）。

新版のかかる計画は、計数の更新を含み、当社グループの組織および活動における変更を考慮に入れてい

る。これは、使用された再生シナリオの詳細な説明および特定された再生オプションの影響を伴う。かかる計

画は、欧州中央銀行および破綻処理カレッジに参加する当局の指摘も考慮に入れ、欧州における規則の発展と

共に2023年３月に達成された。かかる計画には、業務執行陣および欧州中央銀行が参加の上でBNPパリバが定

期的に行っている、当該計画の特定の状況についてのリハーサルから得た教訓も組み込まれている。

破綻処理カレッジは、欧州中央銀行の援助の下に組織され、欧州銀行監督機構と同様にBNPパリバが存在感

を有するEU加盟国における当該当局により構成される。

 

破綻処理文書

2023年に、当社グループは一連の文書を金融健全性監督・破綻処理機構（ACPR）に提出し、単一破綻処理委

員会（SRB）に送付された。また、かかる文書には、BNPパリバの潜在的な破綻処理に関する計画を監督機関が

準備するために必要となる情報が含まれている。

2016年以降、当社グループは、一連の文書を毎年提供している。これらはBNPパリバおよびその子会社の負

債（負債データ報告）についての分析報告書を含んでいる。当該報告書において、単一破綻処理委員会からの

要求どおり、ベイルインの適用がある適格債務の将来の基準についての分析、様々な財務分析、当社グループ

の組織構造の提示ならびに破綻処理の際のその重要な機能および運用の継続性の分析を実施している。これら

の報告書は、（委員会の代理で）EBAによって定型化された要件に準拠している。

2023年に、BNPパリバはまた、単一破綻処理委員会の支援の下に組織された、単一破綻処理委員会、金融健

全性監督・破綻処理機構およびその他の欧州銀行破綻処理機構の一連の運営会議に参加した。これらの会議の

目的は、当社グループの潜在的な破綻処理に対処する能力に関して単一破綻処理委員会の分析を深めることで

ある。

危機管理グループ（CMG）および破綻処理カレッジの会議は、単一破綻処理委員会により作成された破綻処

理計画の承認を目的として、2024年１月に対面開催された。
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単一破綻処理委員会が当社グループのような主要な機関に特権的に採用している破綻処理戦略は、「ベイル

アウト」とは対照的にBNPパリバの内部資源を通じて損失を吸収する「ベイルイン」を含んでいる。これは、

負債の額面価格の中止または削減および／またはその完全な、もしくは部分的な株式への転換を暗示してい

る。当社グループのような主要な中央集権的な銀行機関にとっては、かかる破綻処理戦略はシングル・ポイン

ト・オブ・エントリー（SPE）、すなわち、当社グループのどこで損失が発生したかにかかわらず、BNPパリバ

にて適用される。

米国当局について、2021年12月に当社グループは、米国における活動に関して、ドッド・フランク法第165

(d)条に基づく破綻処理計画を提出した。次回の破綻処理計画は、2025年３月末に提出される予定である。

 

総損失吸収能力

規則（EU）2019/876に従って、グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）は、2019年６月27日以降、二

重の総損失吸収能力要件の対象となっている。この要件は、一方ではリスク加重資産の割合を示す最低比率を

含み、もう一方ではレバレッジ比率のエクスポージャーの割合を示す最低比率を含む。

2023年12月31日現在、当社グループの最低総損失吸収能力比率は、以下を考慮してリスク加重資産の

22.40％である。

・18％の最低総損失吸収能力要件

・資本維持バッファーは2.5％、G-SIBバッファーは1.5％および反循環的資本バッファーは0.40％であるこ

とから、統合バッファー要件は4.40％となっている。

2022年１月１日より、当社グループの最低総損失吸収能力要件はレバレッジ比率のエクスポージャーの

6.75％である。
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総損失吸収能力比率の構成（EU TLAC１）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

規制資本   

1 エクイティ・ティア１（CET１） 92,857 91,828

2 追加ティア１資本（AT１） 14,644 11,616

6 ティア２資本（T２） 14,243 17,117

11 TLAC適格の総資本 121,744 120,562

その他のTLAC適格債務   

12
破綻処理対象エンティティによって直接発行された非上位優
先債（それまで現行の取扱いが認められていないもの）(注
１)

72,301 75,204

EU-12a
破綻処理対象グループ内の別のエンティティによって発行さ
れた非上位優先債（それまで現行の取扱いが認められていな
いもの）

  

EU-12b
2019年６月27日以前に発行された非上位優先債（それまで現
行の取扱いが認められているもの）

  

EU-12c １年超の満期を有するティア２商品の減損部分 4,399 3,410

13
上位優先債（リスク加重資産の3.5％の上限適用前でそれまで
現行の取扱いが認められていないもの）

適用外オプション 適用外オプション

EU-13a
2019年６月27日以前に発行された上位優先債（リスク加重資
産の3.5％の上限適用前の取扱いが認められている債券）

適用外オプション 適用外オプション

14 上位優先債（リスク加重資産の3.5％の上限適用後） 適用外オプション 適用外オプション

17 調整前のTLAC適格債務項目 76,337 78,614

EU-17a うち劣後債 76,337 78,614

自己資本およびTLAC適格債務：非規制資本項目への調整   

18 規制上の調整前の総資本およびその他のTLAC適格債務 198,082 199,176

19
マルチプル・ポイント・オブ・エントリーに関連した破綻処
理対象グループ間でのエクスポージャーの控除

  

20 その他の適格なTLAC負債性金融商品への投資に関する控除   

22 規制上の調整後の総資本およびその他のTLAC適格債務 198,082 199,176

リスク加重資産およびレバレッジ比率の総エクスポージャー測定   

23 リスク加重資産 703,694 744,851

24 レバレッジ比率の総エクスポージャー測定 2,346,500 2,373,844

25 総損失吸収能力比率（リスク加重資産に占める比率） 28.15％ 26.74％

26
総損失吸収能力比率（レバレッジ比率の総エクスポージャー
測定に占める比率）

8.44％ 8.39％

27
破綻処理対象グループの要件を満たした後に利用可能なエク
イティ・ティア１（リスク加重資産に占める比率）

7.73％ 6.80％

28 統合バッファー要件 4.40％ 4.17％

29 うち資本維持バッファー 2.50％ 2.50％

30 うち反循環的資本バッファー 0.40％ 0.09％

31 うちシステミック・リスク・バッファー 0.00％ 0.08％

EU-31a うちG-SIBバッファーまたはD-SIBバッファー 1.50％ 1.50％

EU-32
規則（EU）575/2013第72a条第２項に言及されている除外され
た負債の合計額

1,685,403 1,772,802

(注１)　元本残高。
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2023年12月31日現在、当社グループの総損失吸収能力比率は、適用される最低要件を大きく上回っている。

かかる比率は、リスク加重資産の28.15％であり、リスク加重資産の3.5％の制限内で適格となる上位優先債

は考慮に入れていなかった。かかる比率は、レバレッジ比率の総エクスポージャー測定の8.44％であった。

債券発行は、かかる要件を満たす水準を目標としており、またその性質は「３ (6) 流動性リスク」内の

「規制の変更に基づくホールセール資金の動向」に記載されている。

 

破綻処理対象エンティティの債権者の順位－BNPパリバ（注１）（EU TLAC３）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

破綻処理の順位

1 2 4(注２) 3 7 合計

1 破綻処理の順位の説明

エクイ
ティ・ティ
ア１資本
(注３)

追加ティア
１資本(注

３)

ティア２資
本－

持分証券
(注３)

ティア２資
本－
劣後債
(注３)

非上位
優先債
(注４)

 

2 規制上の資本性金融商品
および負債性金融商品

116,227 14,823 225 22,658 80,276 234,209

3 うち除外された金融商品      -

4 除外されない規制上の資本
性金融商品および負債性金
融商品

116,227 14,823 225 22,658 80,276 234,209

5 うちTLAC適格金融商品 116,227 14,823 - 21,392 72,301 224,743

6 うち満期までの残余
期間が１年以上２年
未満のもの

   2,850 7,510 10,361

7 うち満期までの残余
期間が２年以上５年
未満のもの

   5,565 30,558 36,123

8 うち満期までの残余
期間が５年以上10年
未満のもの

   9,420 26,259 35,679

9 うち満期までの残余
期間が10年以上のもの
（永久債を除く。）

   3,557 7,973 11,530

10 うち永久債 116,227 14,823    131,050

(注１)　表示されたデータは、BNPパリバの破綻処理対象エンティティの範囲に対応している。

(注２)　単一破綻処理委員会が公表した銀行同盟の法域における破綻処理の順位に関する別紙によると、持分証券は第４順

位に分類される。しかし、BNPパリバの超劣後債（追加ティア１）の順位条項は、これらの社債が持分証券に劣後し

ていることを示している。このため、持分証券は第２順位と第３順位の中間に表示されている。

(注３)　規制上の調整前の額。

(注４)　元本残高。
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

破綻処理の順位

1 2 4(注２) 3 7 合計

1 破綻処理の順位の説明

エクイ
ティ・ティ
ア１資本
(注３)

追加ティア
１資本(注

３)

ティア２資
本－

持分証券
(注３)

ティア２資
本－
劣後債
(注３)

非上位
優先債
(注４)

 

2 規制上の資本性金融商品
および負債性金融商品

121,296 11,800 225 23,474 81,044 237,839

3 うち除外された金融商品      -

4 除外されない規制上の資本
性金融商品および負債性金
融商品

121,296 11,800 225 23,474 81,044 237,839

5 うちTLAC適格金融商品 121,296 11,800 225 23,466 75,204 231,991

6 うち満期までの残余
期間が１年以上２年
未満のもの

   937 5,751 6,688

7 うち満期までの残余
期間が２年以上５年
未満のもの

   8,239 28,687 36,926

8 うち満期までの残余
期間が５年以上10年
未満のもの

   7,772 31,851 39,623

9 うち満期までの残余
期間が10年以上のもの
（永久債を除く。）

   6,012 8,915 14,927

10 うち永久債 121,296 11,800 225 506  133,827

(注１)　表示されたデータは、BNPパリバの破綻処理対象エンティティの範囲に対応している。

(注２)　単一破綻処理委員会が公表した銀行同盟の法域における破綻処理の順位に関する別紙によると、持分証券は第４順

位に分類される。しかし、BNPパリバの超劣後債（追加ティア１）の順位条項は、これらの社債が持分証券に劣後し

ていることを示している。このため、持分証券は第２順位と第３順位の中間に表示されている。

(注３)　規制上の調整前の額。

(注４)　元本残高。

 

自己資本および適格債務の最低基準

自己資本および適格債務の最低基準（MREL）の合計は、2024年１月１日よりEUのすべての金融機関および投

資会社に対して適用される。

金融機関は、規制（金融機関の再生および破綻処理に関する欧州指令、第45i条第３項およびEU実施規則

2021/763の前文10ならびに第９条および第10条）に従い、2024年１月１日以降、対象となるMRELの要件および

遵守する負債を公表することが求められている。

破綻処理当局は2022年１月１日から適用される、MRELの中間要件を当社グループに通知済みである。2023年

12月31日現在、当社グループは予想されるMRELの中間要件を上回り、最低要件（M-MDA）を上回る度合いは、

資本要件に関連して算出された配当額の規制に関する閾値（MDA）に該当する度合いより大きかった（上記

「すべての資本要件」を参照。）。

2023年12月31日現在、当社グループのMREL比率は、リスク加重資産の30.92％であった。したがって、当社

グループは、2024年１月２日に適用される最低要件のレベルの26.55％を上回った。
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2023年12月31日現在、当社グループのMREL比率は、レバレッジ比率のエクスポージャーの9.27％であった。

かかる比率は、2024年１月２日に適用される最低要件の5.91％と比較される。

2023年12月31日現在、当社グループの劣後MREL比率は、2024年１月２日に適用される最低要件の20.47％に

対し、リスク加重資産の28.15％であった。

2023年12月31日現在、当社グループのMREL比率は、2024年１月２日に適用される最低要件の5.82％に対し、

レバレッジ比率のエクスポージャーの8.44％であった。

 

規則の改定

BNPパリバは、銀行再生および破綻処理に関する指令の進展を注視している。

とりわけ、危機管理および預金保険（CMDI）枠組（金融機関の再生および破綻処理に関する欧州指令、単一

破綻処理メカニズム規則および預金保証スキーム指令）を対象としたレビューを求める、2022年６月のユーロ

グループの報告書（注１）に注目し、委員会は2023年４月18日に提言を発表した。かかる提言は現在欧州議会

および欧州連合理事会で審議されており、BNPパリバはこれらの議論を注視している。現段階では、立法手続

は2025年または2026年までに完了すると予想される。

 

(注１)　銀行同盟の将来に関する、2022年６月16日付のユーログループの報告書－欧州連合理事会（europa.eu）。

 

レバレッジ比率

レバレッジ比率の主な目的は、リスク基準の資本要件の補完手段として機能すること（バックストップ原

則）である。レバレッジ比率は、ティア１資本ならびに、プルデンシャル・アプローチを用いて評価された、

オンバランスシートおよびオフバランスシートのコミットメントを使用して計算されたエクスポージャー方法

の間の比率として計算される。特に、デリバティブおよび買戻／売戻契約も調整されている。

欧州レベルでは、レバレッジ比率要件はCRRに含まれる規定に従い、段階的に適用されている。

・2021年６月28日まで、レバレッジ比率は欧州中央銀行に提出された報告書および第３の柱に基づいた開示

要件の対象であった。

・2021年６月29日から2022年12月31日まで、金融機関は３％の最低レバレッジ比率要件の対象であった。

・2023年１月１日以降、グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）は、金融機関のG-SIBバッファーの

50％である追加のレバレッジ比率要件（上記「自己資本」を参照。）およびレバレッジ比率に適用される

新たな配当額の閾値の対象となる。配当額の規制に関する閾値（L-MDA）に適用される差異は、資本要件

に関連して算出される（上記「すべての資本要件」を参照。）。したがって、レバレッジ比率要件は、

2022年12月31日現在の３％に対し、2023年12月31日現在では3.75％であった。
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過剰レバレッジのリスク管理に用いられるプロセス

レバレッジ比率の監視は、資本委員会（下記「資本管理（監査済）」に記載されている。）の負う責任の１

つである。

 

開示されたレバレッジ比率が参照する期間においてレバレッジ比率に影響を与えた要因

レバレッジ比率は、2022年12月31日現在の4.36％と比較して、2023年12月31日現在において4.58％となっ

た。これは、2023年12月31日現在において有効な3.75％および2024年１月１日から適用される3.85％のレバ

レッジ比率要件を十分に上回った。

 

レバレッジ比率－項目別

会計上の資産およびレバレッジ比率のエクスポージャー調整の概要（LR１）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

1 公表済み財務諸表の資産合計 2,591,499 2,666,376

2
会計処理上連結されるが規制上の連結範囲外にある事業体の調
整

(257,275) (243,105)

3
（リスク移転の認識に関する業務上の要件を満たす証券化エク
スポージャーの調整）

(4,003) (3,594)

4
（中央銀行に対するエクスポージャーの一時的な除外の調整
（該当する場合））

  

5
（適用される会計処理の枠組に従ってバランスシートに記載さ
れるが、CRR第429a条第１項(i)に従ってレバレッジ比率の総エ
クスポージャー測定からは除外された信託財産の調整）

  

6
通常の方法による金融資産の売買に係る、取引日会計に従った
調整

  

7 適格キャッシュプーリング取引の調整   

8 デリバティブ金融商品の調整 (100,967) (136,719)

9 証券金融取引（SFT）の調整(注１) 21,586 26,619

10
オフバランスシート項目の調整（オフバランスシート・エクス
ポージャーの与信相当額への再計算等）

207,680 207,155

11
（ティア１資本を減少させた慎重性に基づく評価基準および特
定・一般引当金の調整）

(2,472) (2,495)

11a
（CRR第429a条第１項(c)に基づき、レバレッジ比率の総エクス
ポージャー測定から除外されたエクスポージャーの調整）

  

11b
（CRR第429a条第１項(j)に基づき、レバレッジ比率の総エクス
ポージャー測定から除外されたエクスポージャーの調整）

(16,703) (14,531)

12 その他調整 (92,846) (125,864)

13 レバレッジ比率の総エクスポージャー測定 2,346,500 2,373,844

(注１)　証券金融取引：買戻／売戻契約および有価証券貸借。
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レバレッジ比率の通常の開示（EU LR２）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

 
オンバランスシート・エクスポージャー（デリバティブおよ
びSFT(注１)を除く。）

  

1
オンバランスシート項目（デリバティブおよびSFT(注１)を除
くが、担保を含む。）

1,763,655 1,821,751

2
適用される会計処理の枠組に従ってバランスシートの資産か
ら控除されたデリバティブ担保合計

  

3
（デリバティブ取引に関連して支払われた現金変動証拠金の
売掛金資産の控除額）

(40,530) (48,796)

4
（証券金融取引で受領した、資産として認識される証券の調
整）

  

5
（オンバランスシート項目に対する一般的な信用リスク調
整）

  

6 （ティア１資本の決定において控除された資産額） (14,368) (15,032)

7
オンバランスシート・エクスポージャー合計（デリバティブ
およびSFT(注１)を除く。）

1,708,757 1,757,923

 デリバティブ・エクスポージャー   

8
取引先信用リスクに対するエクスポージャーの計測に係る標
準的アプローチ（SA-CCR）におけるデリバティブ取引に関連
する代替費用（現金変動証拠金適格純額）

58,593 76,968

8a
デリバティブの特例。簡素化された標準的アプローチに基づ
く代替費用による寄与

  

9
取引先信用リスクに対するエクスポージャーの計測に係る標
準的アプローチ（SA-CCR）におけるデリバティブ取引に関連
する潜在的な将来のエクスポージャーのアドオン額

133,250 127,968

9a
デリバティブの特例。簡素化された標準的アプローチに基づ
く潜在的な将来のエクスポージャーによる寄与

  

9b
オリジナル・エクスポージャー方式で決定されたエクスポー
ジャー

  

10
（顧客側のCCP控除額－清算済取引エクスポージャー）（取引
先信用リスクに対するエクスポージャーの計測に係る標準
的アプローチ（SA-CCR））

(1,309) (4,897)

10a
（顧客側のCCP控除額－清算済取引エクスポージャー）(簡素
化された標準的アプローチ)

  

10b
（顧客側のCCP控除額－清算済取引エクスポージャー）（オリ
ジナル・エクスポージャー方式）

  

11 約定クレジット・デリバティブの調整済み有効想定元本 404,326 474,397

12
（約定クレジット・デリバティブの調整済み有効想定相殺額
およびアドオンに係る控除）

(381,259) (456,761)

13 デリバティブ・エクスポージャー合計 213,601 217,675

 証券金融取引（SFT）エクスポージャー(注１)   

14
売却会計取引調整後、SFT(注１)資産総額（ネッティングな
し）

457,137 331,761

15 （SFT(注１)資産総額のうち現金債権および現金債務の純額） (235,392) (143,306)

16 SFT(注１)資産の取引先信用リスク・エクスポージャー 21,505 26,362

16a
SFT(注１)の特例。CRR第429e条第５項および第222条に従った
取引先信用リスク・エクスポージャー

  

17 エージェント取引エクスポージャー 81 258

17a （顧客側のCCP控除額－清算済SFT(注１)エクスポージャー）   

18 証券金融取引エクスポージャー合計 243,331 215,074

 その他オフバランスシート・エクスポージャー   

19 想定元本総額のオフバランスシート・エクスポージャー 498,249 506,724

20 （与信相当額への再計算調整額） (290,569) (299,569)

21
（ティア１資本の決定において控除される一般引当金および
オフバランスシート・エクスポージャーに関連する個別引
当金）

(655) (981)

22 オフバランスシート・エクスポージャー 207,026 206,174

 除外されたエクスポージャー   

22a
（CRR第429a条第１項(c)に従ってレバレッジ比率の総エクス
ポージャー測定から除外されたエクスポージャー）
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22b
（CRR第429a条第１項(j)に従って除外されたエクスポー
ジャー（オンバランスシートおよびオフバランスシート））

(16,703) (14,531)

22c
（公的開発銀行（またはユニット）の除外されたエクスポー
ジャー－公共部門への投資）

  

22d
（公的開発銀行（またはユニット）の除外されたエクスポー
ジャー－プロモーショナル・ローン）

  

22e
（非公的開発銀行（またはユニット）が通過させたプロモー
ショナル・ローンの除外されたエクスポージャー）

  

22f
（輸出クレジットに起因するエクスポージャーのうち除外さ
れた保証部分）

(9,512) (8,471)

22g
（トライパーティ機関に預けられている除外された過剰担
保）

  

22h
（証券決済機関／金融機関による証券決済機関関連サービス
のうちCRR第429a条第１項(o)に従って除外されたもの）

  

22i
（特定の機関による証券決済機関関連サービスのうちCRR第
429a条第１項(p)に従って除外されたもの）

  

22j
（事前ローンまたは仲介ローンのエクスポージャー価格の削
減）

  

22k 除外されたエクスポージャー合計 (26,215) (23,003)

 資本および総エクスポージャーの測定   

23 ティア１資本 107,501 103,445

24 レバレッジ比率の総エクスポージャー測定 2,346,500 2,373,844

25 レバレッジ比率 4.58％ 4.36％

EU-25
レバレッジ比率（公的開発銀行の除外されたエクスポー
ジャーに起因する調整を除く－公共部門への投資）（％）

4.58％ 4.36％

25a
レバレッジ比率（適用される中央銀行への預金の一時的な除
外の影響を除く。）(％)

4.58％ 4.36％

 レバレッジ要件   

26 規制上の最低レバレッジ比率要件(％) 3.00％ 3.00％

26a 追加のレバレッジ比率要件(％) 0.00％ 0.00％

26b うち、エクイティ・ティア１資本で構成されるもの 0.00％ 0.00％

27 レバレッジ比率のバッファー要件(％) 0.75％ 0.00％

27a 全般的なレバレッジ比率要件(％) 3.75％ 3.00％

 経過措置および関連するエクスポージャーにおける選択   

EU-27b 自己資本測定の定義に関する経過措置の選択 経過措置 経過措置

 平均値の開示   

28
売却会計取引調整後、関連する現金債権および現金債務を除
いた純額であるSFT(注１)資産総額の日次平均値

294,819 250,964

29
売却会計取引調整後、関連する現金債権および現金債務を除
いたSFT(注１)資産総額の四半期末値

221,745 188,455

30

28のSFT(注１)資産総額の平均値を含む総エクスポージャー測
定（適用される中央銀行への預金の一時的な除外の影響を含
む。）（売却会計取引調整後、関連する現金債権および現金
債務を除いた純額）

2,419,574 2,436,353

30a

28のSFT(注１)資産総額の平均値を含む総エクスポージャー測
定（適用される中央銀行への預金の一時的な除外の影響を除
く。）（売却会計取引調整後、関連する現金債権および現金
債務を除いた純額）

2,419,574 2,436,353

31

28のSFT(注１)資産総額の平均値を含むレバレッジ比率（適用
される中央銀行への預金の一時的な除外の影響を含む。）
（売却会計取引調整後、関連する現金債権および現金債務を
除いた純額）

4.44％ 4.25％

31a

28のSFT(注１)資産総額の平均値を含むレバレッジ比率（適用
される中央銀行への預金の一時的な除外の影響を除く。）
（売却会計取引調整後、関連する現金債権および現金債務を
除いた純額）

4.44％ 4.25％

(注１)　証券金融取引：買戻／売戻契約および有価証券貸借業務。

 

オンバランスシート・エクスポージャーの内訳（デリバティブ、SFT(注１)および控除されたエクスポー

ジャーを除く。）（EU LR３）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在
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EU-1
オンバランスシート・エクスポージャー合計（デリバティブ、
SFT(注１)および控除されたエクスポージャーを除く。）のう
ち：

1,696,910 1,749,953

EU-2 トレーディング勘定エクスポージャー 211,023 164,340

EU-3 銀行勘定エクスポージャーのうち： 1,485,887 1,585,613

EU-4 カバード債   

EU-5 　ソブリンとして取り扱われるエクスポージャー 442,944 483,668

EU-6
　ソブリンとして取り扱われない地方自治体、多国籍開発銀

行、国際組織および公共機関へのエクスポージャー
37,386 38,724

EU-7 　金融機関 27,376 29,795

EU-8 　不動産モーゲージにより保証 184,067 205,730

EU-9 　リテール・エクスポージャー 228,618 246,598

EU-10 　法人 355,974 383,742

EU-11 　債務不履行エクスポージャー 13,369 12,844

EU-12
　その他エクスポージャー（株式、証券化およびその他非債権

資産等）
196,154 184,511

(注１)　証券金融取引：買戻／売戻契約および有価証券貸借。

 

フランス通貨金融法典第R.511-16条第１号の適用に準じて、BNPパリバの資産利回り（すなわち、連結ベー

スでの合計のバランスシートで除した会計上の純利益）は、2022年の0.38％と比較して、2023年には0.42％で

あった。

 

資本管理（監査済）

当社グループの持続可能性を保証するために、当行はその業務および戦略の過程でさらされているリスクに

関する資本を適正レベルに維持しなくてはならない。資本とは希少かつ戦略的な資源であり、株主、監督機

関、債権者および預金者を含む利害関係者のニーズや要求を考慮に入れた手法に従って、厳重で明確に定義さ

れた、厳格な管理を要するものである。
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目標

BNPパリバの資本管理方針は、以下のとおりである。

・当行全体の資本管理実務を理解し、文書化し、監督することを可能にする方針および手続により統治され

ている。

・資本の使途決定にリスク管理を考慮に入れる。

・平時および起こり得る危機的状況において資本要件および資本資源を考慮する。

・業務執行陣に対して当行の自己資本の将来を見通した目標を提示する。

・戦略目標に沿って事業部門に自己資本比率規制の配分を行う。

・自己資本に関する内部評価プロセス（ICAAP）を遵守し、リスク選好度に関する枠組に従う。

・適切な統治により監督されている。

 

中央レベルでの資本管理

BNPパリバの資本管理は、グローバルなシステム上重要な銀行として運営する等の特定の要件と並んで規制

資本比率を遵守するために適切な資本を当社グループが有していることを目指し、これを確認することを目標

としている。自己資本を保証するために、当社グループは以下の方針を遵守している。

・BNPパリバの事業、リスク特性、成長イニシアティブおよび戦略イニシアティブに鑑みて資本を適正レベ

ルに維持すること

・BNPパリバの資本を規制要件を満たすレベルで維持すること

・自己資本と資本収益率との間のバランスを維持すること

・債権者および取引先に対してそれぞれの義務を果たすこと

・仲介機関としての運営を継続すること

 

ガバナンス

資本計画プロセスの開発、承認および更新のガバナンスは、以下の２つの委員会によって運営されている。

・リスク加重資産委員会：最高財務責任者および最高リスク管理責任者が共同で委員長を務め、事業部門の

各最高財務責任者および各最高リスク管理責任者により構成されている。当該委員会は四半期毎に開催さ

れ、当社グループのリスク加重資産予測を予算サイクルおよび試算の更新に照らし合わせて精査する。

リスク加重資産委員会の任務は以下のとおりである。

・各事業部門別に当社グループのリスク加重資産の予測を監視し協議すること

・これら予測の根拠となる主な予想を特定し、その精度を確認すること

・いかなる変化要因も特定し、その影響を数値化すること

・必要があれば調整を提案すること
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・資本委員会：少なくとも四半期に一度開催し、当社グループの最高財務責任者が議長を務める。資本委員

会の任務は、ソルベンシー比率および破綻時の損失吸収能力の要件（総損失吸収能力比率ならびに自己資

本および適格債務の最低基準）とその軌道に関して当社グループの目標を検証し、これらの目標を達成す

るために、またこの軌道の遵守を監視するために、また、必要であればリスク選好度に関する報告書と一

致する是正措置を提案することである。この点につき、当該委員会は、自己資本に関する内部評価プロセ

スおよび国際的なストレステストのプロセスの結果において、自己資本が考慮されていることを保証す

る。

資本委員会のその他の任務は以下のとおりである。

・ベースライン・シナリオおよび悪化シナリオにおいて、各事業部門のリスク加重資産および当社グルー

プのプルデンシャル比率を監視し、評価し、それらの変化を予測すること、ならびにリスク選好度に関

する報告書に記載される当社グループのリスク選好度に関連する当該指標を監視すること。ソルベン

シー比率、レバレッジ比率、総損失吸収能力比率／自己資本および適格債務の最低基準、金融コングロ

マリットの自己資本要件等が含まれる。

・いかなる変化要因も特定し、その影響を数値化すること

・短期および中期の資本使途の傾向（少なくとも３年分）を定義づけること、および業務執行委員会に対

し確実なさや取り売買を提案または報告すること

・自己資本に関する内部評価プロセスの一環として、自己資本を監視すること

・潜在的な規制変更を監視すること

・エクイティ・ティア１比率の為替レート変動に対する感応度を監視すること

・前述の比率で適用される経営バッファーを評価すること

・国際的なストレステスト結果の影響を監視すること

・当社グループのソルベンシー比率およびリスク加重資産額に影響を及ぼす監督機関の決定の実施を監視

すること

資本委員会には、内部信用モデルおよび業務リスク・モデルならびに自己資本に関する内部評価プロセスに

おいて用いられる手法に関するすべての事項につき、当社グループの業務執行陣による権限が与えられてい

る。

 

監督指標

連結ベースでの資本管理は、以下の指標に基づいている。

・ソルベンシー比率

BNPパリバは、エクイティ・ティア１比率をその主要な内部資本管理指標に採用している。

・リスク加重資産

リスク加重資産は事業部門毎に、リスクの種類毎に計算されている。リスク加重資産の変動は、影響別

（具体的には量的効果、パラメーターに対する効果、範囲に対する効果、通貨に対する効果および手法に

対する効果）にそれぞれ分析されている。
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・レバレッジ比率

レバレッジ比率は、プルデンシャル・アプローチを用いたオンバランスシートおよびオフバランスシー

トの両方のエクスポージャー指標に対するティア１資本の額を報告する。特に、デリバティブおよび買

戻／売戻契約は調整されている。

・エクイティ想定資本

資本配分は、資本の制約を当社グループのすべての部門に課し、かつ当社グループの発展および管理に

関する主要な制約を示している。事業部門業績の評価にはみなし株主資本利益率（RONE）（税引前）指標

の分析が含まれる。当該比率の株式構成は想定資本であり、事業部門の資本消費に連動する。

この管理は、以下の２つの密接に関連している主要なプロセスに基づいている。

・事業部門別の実際の資本消費および当社グループのソルベンシー比率に関する四半期毎の詳細な分析なら

びに年間を通じて行われるこれらの指標の四半期毎の予測

・戦略的計画プロセスにおいて中核的な役割を果たす年１回の予算プロセス

 

地域レベルでの資本管理

当社グループは、異なる事業体間で利用可能な資本を配分しなければならない。当社グループで一貫して自

由かつ効率的な資本の流通が行われていることを確認するため、当社グループ内での資本の配分プロセスは本

社レベルに集中されている。それらは主に２つの方針（現地の規制要件の遵守ならびに事業体の現地業務の需

要および成長の見通しの分析）に基づいて進められる。これらの２つの方針に照らしたかかる業務の目的は、

資本の分散を最低限に抑えることである。

現地の最高財務責任者が子会社の資本要件の日次管理および報告責任を負う。資本需要が生じた場合、子会

社の現状、将来的戦略、該当する国での当社グループの戦略、事業体の成長の見通しおよびマクロ経済環境を

考慮した上で当社グループレベルの専門チームによりその都度分析が行われる。また、毎年当社グループで

は、子会社による収益回収プロセスを管理している。当社グループの全体方針により、各事業体のすべての分

配可能収益は、利益剰余金を含む全額を支払わなければならないと規定している。この方針は、資本をBNPパ

リバ・レベルに集中させた状態を維持すると共に、為替リスク軽減への貢献を可能にしている。例外について

はその都度検討される。

現地の最高経営責任者は、必要に応じて資本に関する子会社の財務実行可能性および競争力を確認する責任

を負う。ただし、子会社により要求されるいかなる資本活動にも本社による評価および承認が必要とされる。

さらに、異なる規制に照らして資本を適正レベルに維持するため、当社グループは毎年支店の資本の分配に

ついて精査している。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

  87/1141



補記１：規制資本の詳細

規制資本の詳細（EU CC１）

 

 
 

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在

本項内の表「連結貸
借対照表からプルデ
ンシャル・バランス
シートへの調整（EU
LI１/EU CC２）」へ

の参照

注記

（単位：百万ユーロ）

 

エクイティ・ティア１（CET１）資本：証券お
よび準備金

  
   

1　 資本性証券および関連株式発行プレミア
ムの勘定

 
21,253 26,236 6  

　　　うちタイプ１証券  21,253 26,236   

2　 利益剰余金  82,257 77,751 6  

3　 その他の包括利益（およびその他準備
金）累計額

 
(2,809) (3,319)   

3a　一般的な銀行業務リスク基金      

4　 第484条第３号の適格項目およびCET１の
段階的廃止に係る関連株式発行プレミア
ムの勘定

 
    

5　 少数株主持分（連結CET１で認められてい
る金額）

 
2,048 1,736 8 (1)

5a　予測可能な費用および配当金控除後の個
別に検討された中間利益(*)

 
3,970 4,933 7 (2)

6　 規制調整前のエクイティ・ティア１（CET
１）資本

 
106,719 107,337   

エクイティ・ティア１（CET１）資本：規制調
整

 
    

7　 追加的評価調整（マイナスとなった金
額）

 
(1,817) (1,514)   

8　 無形資産（関連税金債務の純額）（マイ
ナスとなった金額）

 
(8,055) (10,559) 3 (3)

10　一時差額により生じる繰延税金資産が除
かれた将来収益に依存する繰延税金資産
（第38条第３号の条件に当てはまる関連
税金債務の純額）（マイナスとなった金
額）

 

(311) (160)   

11　公正価値で測定しない金融商品に係る
キャッシュ・フロー・ヘッジの損益に関
連する公正価値準備金

 
(293) (12)   

12　予測損失の計算により生じる負の額  (599) (298)   

13　証券化資産により生じる資本の増加（マ
イナスとなった金額）

 
    

14　自己の信用状況の変動により生じる、公
正価値で測定された負債における損益

 
(146) (118)   

15　確定給付年金基金資産（マイナスとなっ
た金額）

 
(397) (457)  (3)

16　自己のCET１証券の機関による直接および
間接的所有（マイナスとなった金額）

 
(128) (137)   

17　金融セクター事業体のCET１証券の直接
的、間接的または直接的および間接的所
有を組み合わせた所有（機関の自己資本
を人為的に増加させることを意図した機
関による相互持合が行われている事業体
のもの）（マイナスとなった金額）

 

    

18　金融セクター事業体のCET１証券の機関に
よる直接的、間接的または直接的および
間接的所有を組み合わせた所有（機関に
よる重要な投資が行われていない事業体
のもの）（10％の閾値を上回る額および
適格ショート・ポジションの純額）（マ
イナスとなった金額）

 

    

19　金融セクター事業体のCET１証券の機関に
よる直接的、間接的または直接的および
間接的所有を組み合わせた所有（機関に
よる重要な投資が行われている事業体の
もの）（10％の閾値を上回る額および適
格ショート・ポジションの純額）（マイ
ナスとなった金額）
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20a 1,250％のリスク加重が適用される下記の
項目に係るエクスポージャー額（代替的
控除を選択する機関のもの）

 
(284) (223)   

20b　 うち金融セクター以外の適格所有（マ
イナスとなった金額）

 
    

20c　 うち証券化ポジション（マイナスと
なった金額）

 
(284) (223)   

20d　 うち無償交付（マイナスとなった金
額）

 
    

21　一時差額により生じる繰延税金資産
（10％の閾値を上回る第38条第３号の条
件に当てはまる関連税金債務の純額）
（マイナスとなった金額）

 

    

22　17.65％の閾値の超過額（マイナスとなっ
た金額）

 
    

23　　うち金融セクター事業体のCET１証券の
機関による直接的、間接的または直接
的および間接的所有を組み合わせた所
有（機関による重要な投資が行われて
いる事業体のもの）

 

    

25　　うち一時差額により生じる繰延税金資
産

 
    

25a 現在の事業年度の損失（マイナスとなっ
た金額）

 
    

25b CET１項目に関連する予測可能な税金費
用。ただし、当該税金がCET１項目のリ
スクまたは損失をカバーするために使用
できる金額を減少させる限りにおいて、
当該機関がCET１項目の金額を適切に調
整する場合を除く。（マイナスとなった
金額）

 

    

26　EUにおける項目なし      

27　機関による追加ティア１の項目を上回る
適格追加ティア１の控除（マイナスと
なった金額）

 
    

27a その他の規制調整(**)  (1,832) (2,031)   

28　エクイティ・ティア１（CET１）に対する
規制調整合計

 
(13,862) (15,509)   

29　エクイティ・ティア１（CET１）資本  92,857 91,828   

追加ティア１（AT１）資本：証券(***)      

30　資本性証券および関連株式発行プレミア
ムの勘定

 
14,901 11,800   

31　　うち適用ある会計原則に基づく
資本に分類される。

 
13,549 11,800 4  

32　　うち適用ある会計原則に基づく
負債に分類される。

 
1,352  4  

33　CRR第484条第４号に言及される適格項目
およびCRR第486条第３号に記載されてい
る追加ティア１の段階的廃止に従う、関
連株式発行プレミアムの勘定

 

  4 (4)

33a 追加ティア１の段階的廃止に従う、第
494a条第１号にて言及される適格項目の
額

 
    

33b 追加ティア１の段階的廃止に従う、第
494b条第１号にて言及される適格項目の
額(****)

 
    

34　子会社により発行され、第三者により保
有される、連結追加ティア１資本（５に
含まれない少数株主持分を含む）に含ま
れるティア１適格資本

 

249 303   

35　　うち段階的廃止に従い子会社により発
行される証券

 
    

36　規制調整前の追加ティア１（AT１）資本  15,150 12,103   

追加ティア１（AT１）資本：規制調整      

37　自己の追加ティア１証券の機関による直
接および間接的所有（マイナスとなった
金額）

 
(56) (37)   
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38　金融セクター事業体の追加ティア１証券
の直接的、間接的または直接的および間
接的所有を組み合わせた所有（機関の自
己資本を人為的に増加させることを意図
した機関による相互持合が行われている
事業体のもの）（マイナスとなった金
額）

 

    

39　金融セクター事業体の追加ティア１証券
の直接的、間接的または直接的および間
接的所有を組み合わせた所有（機関によ
る重要な投資が行われていない事業体の
もの）（10％の閾値を上回る額および適
格ショート・ポジションの純額）（マイ
ナスとなった金額）

 

    

40　金融セクター事業体の追加ティア１証券
の機関による直接的、間接的または直接
的および間接的所有を組み合わせた所有
（機関による重要な投資が行われている
事業体のもの）（適格ショート・ポジ
ションの純額）（マイナスとなった金
額）

 

(450) (450)   

42　機関によるティア２の項目を上回る適格
ティア２の控除（マイナスとなった金
額）

 
    

42a 追加ティア１資本に係るその他の規制調
整

 
    

43　追加ティア１（AT１）資本に対する規制
調整合計

 
(506) (487)   

44　追加ティア１（AT１）資本  14,644 11,616   

45　ティア１資本（T１＝CET１＋AT１）  107,501 103,445   

ティア２（T２）資本：証券および引当金
(***)

 
    

46　資本性証券および関連株式発行プレミア
ムの勘定(**)

 
15,002 16,883 5 (5)

47　CRR第484条第５号に言及される適格項目
およびCRR第486条第４号に記載されてい
るティア２の段階的廃止に従う、関連株
式発行プレミアムの勘定

 

    

47a ティア２の段階的廃止に従う、第494a条
第２号にて言及される適格項目の額

 
  5 (5)

47b ティア２の段階的廃止に従う、第494b条
第２号にて言及される適格項目の額
(****)

 
2,284 3,588 5 (5)

48　子会社により発行され第三者により保有
される連結ティア２資本を含む（５また
は34に含まれない少数株主持分および追
加ティア１証券を含む）適格自己資本証
券

 

190 222   

49　　うち段階的廃止に従い子会社により発
行される証券

 
    

50　信用リスク調整      

51　規制調整前のティア２（T２）資本  17,476 20,692   

ティア２（T２）資本：規制調整      

52　自己のティア２証券および劣後貸出金の
機関による直接および間接的所有（マイ
ナスとなった金額）

 
(101) (137)   

53　金融セクター事業体のティア２証券およ
び劣後貸出金の直接的、間接的または直
接的および間接的所有を組み合わせた所
有（機関の自己資本を人為的に増加させ
ることを意図した機関による相互持合が
行われている事業体のもの）（マイナス
となった金額）

 

    

54　金融セクター事業体のティア２証券およ
び劣後貸出金の直接および間接的所有
（機関による重要な投資が行われていな
い事業体のもの）（10％の閾値を上回る
額および適格ショート・ポジションの純
額）（マイナスとなった金額）
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55　金融セクター事業体のティア２証券およ
び劣後貸出金の機関による直接および間
接的所有（機関による重要な投資が行わ
れている事業体のもの）（適格ショー
ト・ポジションの純額）（マイナスと
なった金額）

 

(3,132) (3,132) 1 (6)

56a 機関による適格債務の項目を上回る適格
債務の控除（マイナスとなった金額）

 
    

56b ティア２（T２）資本に係るその他の規制
調整

 
 (307)   

57　ティア２（T２）資本に対する規制調整合
計

 
(3,233) (3,575)   

58　ティア２（T２）資本  14,243 17,117   

59　資本合計（TC＝T１＋T２）  121,744 120,562   

60　リスク加重資産合計  703,694 744,851   

資本比率およびバッファー      

61　エクイティ・ティア１（リスク・エクス
ポージャー全体に対する割合）

 
13.20％ 12.33％   

62　ティア１（リスク・エクスポージャー全
体に対する割合）

 
15.28％ 13.89％   

63　資本合計（リスク・エクスポージャー全
体に対する割合）

 
17.30％ 16.19％   

64　金融機関別エクイティ・ティア１の全般
的な資本要件（CRR第92条第１号に基づく
CET１要件、CRD第104条第１号(a)の点に
従って金融機関が保有することが求めら
れるCET１追加要件、CRD第128条第６号に
従った統合バッファー要件）のリスク・
エクスポージャー全体に対する割合

 

9.79％ 9.45％   

65　　うち資本維持バッファー要件  2.50％ 2.50％   

66　　うち反循環的資本バッファー要件  0.40％ 0.09％   

67　　うちシステミック・リスク・
バッファー要件(*****)

 
0.00％ 0.08％   

67a　 うちG-SIIバッファーまたはO-SIIバッ
ファーの要件

 
1.50％ 1.50％   

67b　 うちSREPに係るエクイティ・ティア１
の追加要件に関する第２の柱の要件

 
0.88％ 0.78％   

68　バッファー達成可能なエクイティ・ティ
ア１（リスク・エクスポージャー全体に
対する割合）

 
7.73％ 6.80％   

控除の閾値を下回る額（リスク加重前）      

72　金融セクター事業体の自己資本および適
格債務の直接および間接的所有（機関に
よる重要な投資が行われていない事業体
のもの）（10％の閾値を下回る額および
適格ショート・ポジションの純額）

 

4,835 4,259 2 (6)

73　金融セクター事業体のCET１証券の機関に
よる直接および間接的所有（機関による
重要な投資が行われている事業体のも
の）（17.65％の閾値を下回る額および適
格ショート・ポジションの純額）

 

4,910 4,635 1 (6)

75　一時差額により生じる繰延税金資産
（17.65％の閾値を下回る第38条第３号の
条件に当てはまる関連税金債務の純額）

 
2,805 3,308   

ティア２引当金を含む適用可能な上限      

76　標準的アプローチの対象となるエクス
ポージャーに関するティア２を含む信用
リスク調整（上限適用前）

 
    

77　標準的アプローチに基づくティア２の信
用リスク調整を含む上限

 
2,633 3,173   

78　内部格付に基づくアプローチの対象とな
るエクスポージャーに関するティア２を
含む信用リスク調整（上限適用前）

 
    

79　内部格付に基づくアプローチに基づく
ティア２の信用リスク調整を含む上限

 
1,995 2,035   

段階的廃止の準備の対象となる資本証券の上
限（2013年１月１日から2022年１月１日の期
間のみ適用）
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80　段階的廃止措置の対象となるCET１証券の
現在の上限

 
    

81　上限によりCET１から除かれる額（償還お
よび満期後の上限の超過）

 
    

82　段階的廃止措置の対象となる追加ティア
１証券の現在の上限

 
    

83　上限により追加ティア１から除かれる額
（償還および満期後の上限の超過）

 
    

84　段階的廃止措置の対象となるティア２証
券の現在の上限

 
    

85　上限によりティア２から除かれる額（償
還および満期後の上限の超過）

 
    

(*)　　 2023年12月31日現在、対象利益は、自己株式の買戻の形態を含む配当支払案（マイナス1,055百万ユーロ）により減

少した。

(**)　　2022年12月31日現在、その他の規制調整にはIFRS第９号の経過措置に関連する調整額および普通配当政策における

自己株式の買戻プログラムを含むマイナス962百万ユーロが含まれている。

(***)　 適用される追加ティア１資本およびティア２資本のそれまで現行の取扱いが認められている債務に係る適格規則に

基づく。

(****)　この金額には第三国の法律に基づいて規則（EU）2019/876におけるベイルイン条項のない欧州連合に発行されたそ

れまで現行の取扱いが認められている負債が含まれている。

(*****) 2023年６月30日以降、当社グループレベルでは、ベルギーの住宅ローン・ポートフォリオに係る部門別システミッ

ク・リスク・バッファー（SyRB）は適用されない。

(注１)　少数株主持分は、規制対象の事業体に対する資本剰余金として調整される。その他の事業体では、バーゼル３の完

全版において、少数株主持分は認識されない。

(注２)　当該期間の対象利益は、主として配当支払案に関連して減少した。

(注３)　無形資産および年金制度の控除は、関連した繰延税金負債の純額として算出される。

(注４)　子会社が発行する証券を含む段階的に除外される自己資金証券（それまで現行の取扱いが認められている証券）。

(注５)　プルデンシャル・ディスカウントは残存期間が５年未満のティア２資本証券に適用される。

(注６)　金融機関における資本性金融商品の所有は、銀行勘定に記録されており、その詳細はトレーディング勘定と同様

に、連結貸借対照表からプルデンシャル・バランスシートへの調整に記載されている。
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補記２：反循環的資本バッファーおよびG-SIBバッファー

反循環的資本バッファー

BNPパリバの反循環的資本バッファーの計算方法およびその合計は、2015年５月28日付委員会委任規則

（EU）2015/1555の指示に従って下記の表に示されている。

 

金融機関特有の反循環的資本バッファー（EU CCYB２）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

010　リスク加重資産合計 703,694 744,851

020　BNPパリバの反循環的資本バッファー比率 0.40％ 0.09％

030　反循環的資本バッファー要件 2,813 682

 

2022年12月31日現在、BNPパリバの反循環的資本バッファー比率は0.09％であったのに対して、2023年12月

31日現在は0.40％であった。

反循環的資本バッファーは、関連する当社グループの信用エクスポージャーがある国々で適用される、反循

環的バッファー比率の加重平均として計算されている。それぞれの国で反循環的バッファー比率に適用されて

いる加重は、当該地域における、関連信用エクスポージャーに関する全体的な所要自己資本のうち、当該国の

所要自己資本が占める割合である。

公衆衛生危機を背景に、多くの国々が自国内における、関連信用エクスポージャーに適用される反循環的

バッファー比率を引き下げた。2023年12月31日現在、BNPパリバの反循環的資本バッファー比率は0.40％で、

内訳は主にフランスで適用される比率（0.5％）および英国で適用される比率（2.0％）である。この比率は、

特定の欧州の国々で公表された要件の適用開始または引上げに起因して、2024年12月31日現在では0.69％程度

になると予測されている（下記表を参照。）。
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反循環的資本バッファーの計算に関する信用エクスポージャーの地域別内訳（CCYB１）

 

 2023年12月31日現在
2024年
12月31日
現在

 
一般的な信用

エクスポージャー

関連する信用エクス
ポージャー-市場リス

ク
証券化エク
スポー

ジャー-ト
レーディン
グ勘定外の
エクスポー
ジャー値

所要自己資本

リスク加重
エクスポー
ジャー額

所要自己資
本の
加重

反循環的資
本バッ
ファー
比率

公表された
反循環的資
本バッ
ファー
比率(**)（単位：百万ユーロ）

標準的アプ
ローチの下
でのエクス
ポージャー

値

IRBアプ
ローチの下
でのエクス
ポージャー

値

標準的アプ
ローチの下
でのエクス
ポージャー

値

IRBアプ
ローチの下
でのエクス
ポージャー

値

うち信用リ
スク・エク
スポー
ジャー

うち市場リ
スク・エク
スポー
ジャー

うち証券化
ポジション 合計

010　国別            
 

 

　欧州(*) 229,769 681,303   68,621 35,607 1,517 842 37,967 474,581 81％
 

 

　　うちドイツ 26,043 24,654   3,548 2,076  46 2,121 26,518 5％ 0.75％ 0.75％

　　うちベルギー 25,256 133,421   3,855 3,901  51 3,951 49,389 8％ 0.00％ 1.00％

　　うちブルガリア 26 133,421   3,855 7   7 91 0％ 2.00％ 2.00％

　　うちキプロス 28 74    5   5 66 0％ 0.50％ 1.00％

　　うちクロアチア 3 83    3   3 39 0％ 1.00％ 1.50％

　　うちデンマーク 1,959 3,169    201   201 2,511 0％ 2.50％ 2.50％

　　うちエストニア 2 62    4   4 46 0％ 1.50％ 1.50％

　　うちフランス 57,190 281,814   39,060 14,800 1,490 468 16,757 209,465 36％ 0.50％ 1.00％

　　うちハンガリー 235 1,341    52   52 653 0％ 0.00％ 0.50％

　　うちアイルランド 803 8,774   378 265  5 270 3,380 1％ 1.00％ 1.50％

　　うちアイスランド  18    1   1 9 0％ 2.00％ 2.50％

　　うちラトビア 2 3        3 0％ 0.00％ 0.50％

　　うちリトアニア 14 6    1   1 17 0％ 1.00％ 1.00％

　　うちルクセンブルク 3,287 39,436   40 1,878 0 0 1,879 23,486 4％ 0.50％ 0.50％

　　うちノルウェー 454 2,851    89   89 1,108 0％ 2.50％ 2.50％

　　うちオランダ 5,077 20,254   1,305 876  15 891 11,132 2％ 1.00％ 2.00％

　　うちチェコ共和国 369 465    39   39 491 0％ 2.00％ 2.00％

　　うちルーマニア 774 94    49   49 607 0％ 1.00％ 1.00％

　　うち英国 16,619 45,429   12,559 2,235  170 2,404 30,051 5％ 2.00％ 2.00％

　　うちスロバキア 95 178    11   11 138 0％ 1.50％ 1.50％

　　うちスロベニア 8 22    2   2 22 0％ 0.50％ 0.50％

　　うちスウェーデン 2,541 4,552   597 247   252 3,154 1％ 2.00％ 2.00％

　北アメリカ 1,107 93,448   30,974 2,856 42 462 3,360 41,995 7％   

　アジア太平洋 10,099 45,135   1,652 2,905  20 2,925 36,559 6％   

　　うちオーストラリア 196 7,303       192 2,401 0％ 1.00％ 1.00％

　　うち香港 1,586 6,976    318  2 320 3,995 1％ 1.00％ 1.00％

　その他の国々 20,668 34,440   49 2,759 5 3 2,768 34,594 6％   

020　合計 261,643 854,325   101,296 44,127 1,564 1,327 47,018 587,730 100％ 0.40％ 0.69％

(*) 　欧州連合、欧州自由貿易連合（EFTA）および英国の範囲内。

(**)　2023年７月６日現在における欧州システミック・リスク理事会のウェブサイトで公表された比率に基づく。
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G-SIBバッファー

グローバルなシステム上の重要性の測定アプローチは、指標ベースである。選定された指標は、銀行の規

模、相互関連性、提供するサービスのための銀行情報サービスの利用、国際的な管轄区域を越えた事業および

その複雑性を反映する。バーゼル委員会が2013年７月に発表した、「グローバルなシステム上重要な銀行（G-

SIB）：最新の評価手法およびより高い損失吸収要件」（BCBS 255）において詳述されている。

当社グループは、2023年11月27日付で金融健全性監督・破綻処理機構（ACPR）から、2022年末のデータベー

スにおけるスコアに相当する、2023年におけるグローバルなシステム上重要な金融機関の一覧のサブカテゴ

リー３に入った旨の通知を受領した。

その結果、当社グループに対するG-SIBバッファー要件は、2024年１月１日から適用され、エクスポー

ジャー額合計の1.5％のまま変更はない。

2023年12月31日時点の当社グループのG-SIB指標は、2024年４月に公表された。

 

G-SIB指標（G-SIB１）

 

（単位：百万ユーロ） 2022年12月31日現在

管轄区域を越えた事業

1 管轄区域を越えた債権 1,359,358

2 管轄区域を越えた負債 1,255,194

規模

3 総エクスポージャー 2,629,311

相互関連性

4 金融システム内の資産 336,835

5 金融システム内の負債 298,893

6 証券残高 317,231

代替可能性

7 保管資産 5,854,163

 フィクスト・インカム取引量 1,681,052

 株式およびその他証券取引量 2,629,393

金融機関のインフラ

8 決済活動 58,091,405

債券および株式市場における引受業務

9 債券および株式市場における引受業務 178,373

複雑性

10 OTCデリバティブの名目値 26,324,698

11 レベル３の資産 29,469

12 取引および売却可能（AFS）証券 73,926
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(2) 銀行勘定における証券化

証券化は、エクスポージャーまたはエクスポージャーのプールに関連する信用リスクを各トラン

シェに分別するための取引またはスキームであり、以下の特徴を有している。

・この取引またはスキームにおける支払は、エクスポージャーまたはエクスポージャーのプール

のパフォーマンスに応じて行われる。

・各トランシェの優先劣後関係が、リスク移転期間中における損失の分配額を決定する。

証券化の実施に供与したあらゆるコミットメント（デリバティブおよび流動性ラインを含む。）

は、証券化ポジションとして取り扱われなければならない。これらのコミットメントの多くが、プ

ルデンシャルに関する銀行勘定に計上される（本項「(2) 銀行勘定における証券化」を参照。）。

トレーディング勘定に計上されるコミットメントについては、「３ (5) 市場リスク」に記載され

ている。

 

証券化取引は、以下に関連するものである。

・当社グループが自己勘定でオリジネートしたプログラムのうち、その信用エクスポージャーを証券化した

（「オリジネーター」の役割）もので、バーゼル３規制の枠組に基づき有効とみなされるもの。

・当社グループがその顧客のためにストラクチャー化したプログラム（顧客の資産が証券化され、「スポン

サー」の役割を果たす。）のうち、当社グループがポジションを保有しているもの。

・当社グループがオペレーションのストラクチャリングの役割を担わずに出資しているプログラム（「投資

家」の役割）。

自己資本から控除される証券化ポジションは2023年12月31日現在でマイナス270百万ユーロとなり、これら

のポジションは現在、本項「(2) 銀行勘定における証券化」全体に含まれている。

 

BNPパリバの証券化活動

オリジネーター、スポンサーおよび投資家としての各立場における当社グループの活動は以下のとおりであ

る。
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証券化エクスポージャーおよび（保有または取得された）証券化ポジションの役割別内訳

 

BNPパリバの役割
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

BNPパリバがオリジネートした
証券化エクスポージャー(注１) 保有または

取得された
証券化ポジショ

ン（EAD）
(注３)

BNPパリバがオリジネートした
証券化エクスポージャー(注１) 保有または

取得された
証券化ポジショ

ン（EAD）
(注３)

    

 
有効な証券化

（SRT）
(注２)

 
有効な証券化

（SRT）
(注２)

オリジネーター 136,720 62,097 42,798 119,716 50,072 39,893

スポンサー   35,470   31,353

投資家   23,003   21,005

合計 136,720 62,097 101,271 119,716 50,072 92,252

(注１)　当社グループがオリジネートした証券化エクスポージャーは、当社グループの貸借対照表およびオフバランスシー

トに計上されている、証券化対象原エクスポージャーに相当するものである。

(注２)　重要なリスク移転（SRT）の基準を満たす証券化プログラムについては、下記「自己勘定の証券化取引のリスクの移

転」を参照。

(注３)　証券化ポジションは、当社グループがオリジネートまたはアレンジした証券化取引にて保有するトランシェおよび

当社グループにより供与されたオフバランスシート・コミットメント、ならびに他の当事者がアレンジした証券化

取引において当社グループが取得するトランシェに相当するものである。

 

（オリジネーターとして行う）自己勘定の証券化

当社グループは、融資の新規財源を獲得し、貸借対照表の流動性を改善し、リスクおよび資本要件を減らす

ために、自己の信用エクスポージャーを証券化することでオリジネーターとして行為する。

取引の目的がリスクの減少のみである場合、当社グループは、いわゆる「合成型」証券化取引を選好し、信

用デリバティブまたは保証を通じたエクスポージャー（住宅ローン、消費者ローンや法人貸付等）のリスクの

移転を確実にする。これらの取引は、主にホールセールバンキング部門によりコマーシャル＆個人向けバンキ

ングサービス部門と協力して開始される。

証券化取引が融資を目的として行われる場合、当社グループは、特別目的事業体への証券化エクスポー

ジャーの売却に特徴付けられる、いわゆる「現金型」または「従来型」証券化を選好する。これらのオペレー

ションは、資産・負債管理部の財務課により、中央銀行融資の対象となるまたは流動性準備金に含まれる流動

資産と引き換えに、エクスポージャーが証券化された事業と協力して開始される（「３ (6) 流動性リスク」

内の「ホールセール資金および流動性準備金における監視指標（監査済）」を参照。）。
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自己勘定の証券化取引のリスクの移転

証券化された信用エクスポージャーおよび証券化ポジションの資本要件は取引のリスク移転水準に依拠す

る。

自己勘定の証券化取引がバーゼルの適格基準を満たしている状態で、当社グループによりエクスポージャー

が証券化された場合（特に、規則（EU）2017/2401に規定される重要なリスク移転の証券化である場合）、こ

れらは、信用リスク加重資産の計算から控除され、証券化取引は有効であるといえる。この場合、金融機関が

保有するポジションおよび証券化後にストラクチャーに供与されたすべてのコミットメントのみがリスク加重

資産の計算に入れられる。

バーゼルの適格基準を満たさない自己勘定の証券化取引（有効でない証券化）を通じて証券化されたエクス

ポージャーは、元来のプルデンシャル・ポートフォリオに残る。これらの資本要件は、あたかもそれらが証券

化されなかったものとして計算され、「３ (3) 信用リスク」に含められる。

 

有効な証券化

BNPパリバがオリジネートした証券化ポジションについて保有されたエクスポージャーは、バーゼル規則に

基づいて30の有効な証券化プログラムのポジションに対応したことによって、2023年12月31日現在には42.8十

億ユーロとなった。

2023年12月31日現在、有効であると認められた重要な証券化取引は、以下のとおりである。

・2023年にフランスのホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリ

オ3.2十億ユーロに関連する合成型取引

・2023年にフランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングにより開始された、大口法人向け

ローン・ポートフォリオ1.8十億ユーロに関連する合成型取引

・2023年にフランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングにより開始された、大口法人向け

ローン・ポートフォリオ1.5十億ユーロに関連する合成型取引

・2023年にベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングにより開始された、大口法人向け

ローン・ポートフォリオ2.1十億ユーロに関連する合成型取引

・2023年にホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリオ9.5十億

ユーロに関連する合成型取引

・2023年にフランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングにより開始された、大口法人向け

ローン・ポートフォリオ1.3十億ユーロに関連する合成型取引

・2022年にフランスのホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリ

オ0.9十億ユーロに関連する合成型取引

・2022年にBNLバンカ・コメルシアーレにより開始された、法人貸付のポートフォリオ1.3十億ユーロに関連

する合成型取引

・2022年にホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリオ5.7十億

ユーロに関連する合成型取引

・2022年にホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリオ3.0十億

ユーロに関連する合成型取引
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・2021年にホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリオ1.1十億

ユーロに関連する合成型取引

・2021年にホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリオ2.2十億

ユーロに関連する合成型取引

・2021年にBNLバンカ・コメルシアーレにより開始された、大口法人向けローン・ポートフォリオ1.3十億

ユーロに関連する合成型取引

・2020年にフランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングにより開始された、大口法人向け

ローン・ポートフォリオ0.9十億ユーロに関連する合成型取引

・2019年にベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングにより開始された、大口法人向け

ローン・ポートフォリオ1.2十億ユーロに関連する合成型取引

・2019年にフランスのホールセールバンキング部門により開始された、大口法人向けローン・ポートフォリ

オ2.3十億ユーロに関連する合成型取引

当社グループは、自己の勘定で、予想される返済条項のあるリボルビング・エクスポージャーの証券化を行

わなかった。

2023年12月31日現在、未証券化資産はなかった。

 

BNPパリバがオリジネートした証券化エクスポージャーの内訳

 

（単位：百万ユーロ）

BNPパリバがオリジネートした証券化エクスポージャー

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

従来型 6,767 8,884

うち、IRBアプローチ 2,739 3,532

うち、標準的アプローチ(注１) 4,027 5,351

合成型 55,330 41,188

うち、IRBアプローチ 55,330 41,188

合計 62,097 50,072

(注１)　証券化-外部格付に基づくアプローチの下で行われた証券化プログラム。

 

BNPパリバがオリジネーターとして行った証券化エクスポージャーの原資産のカテゴリー別内訳（注１）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

オリジネートした
証券化エクスポージャー

オリジネートした
証券化エクスポージャー

従来型 合成型 合計 従来型 合成型 合計

消費者ローン 4,629  4,629 6,764  6,764

法人向けローン 1,572 55,330 56,903 1,620 41,188 42,808

ファイナンス・リース 565  565 500  500

合計 6,767 55,330 62,097 8,884 41,188 50,072

(注１)　この内訳は、証券化における主要な原資産に基づいている。
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無効な証券化

無効な証券化取引は主にリファイナンス目的で行われる。これらのオペレーションは、規則（EU）

2017/2401の意味の範囲内でリスク移転とならないものであり、リスク加重資産の計算において低減効果を持

たない。証券化エクスポージャーは消費者ローンに含まれており、信用リスク加重資産の計算に入れられる。

2023年12月31日現在、BNPパリバは、合計70.5十億ユーロの証券化エクスポージャーとなる31件の証券化取

引をオリジネートしている。主な取引は、ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング

（31.4十億ユーロ）、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス（7.3十億ユーロ）、フランスのコマーシャルバ

ンキングおよび個人向けバンキング（27.8十億ユーロ）ならびにBNLバンカ・コメルシアーレ（0.1十億ユー

ロ）に関するものである。2023年において、重要なリスク移転を伴わない２件の取引は、フランスのコマー

シャルバンキングおよび個人向けバンキングにより完了され、合計13十億ユーロであった。このため、関連エ

クスポージャーは、信用リスクのセクションに含まれている（「３ (3) 信用リスク」を参照。）。

 

証券化エクスポージャーの信用の質

下記の表は、BNPパリバがオリジネーターとして行った有効な証券化および無効な証券化の取引の一環とし

て、BNPパリバにより証券化された全エクスポージャーを示すものである。

 

BNPパリバによって証券化されたエクスポージャー―債務不履行のエクスポージャーの内訳（EU SEC５）

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

 
BNPパリバがオリジネーターとし
て証券化したエクスポージャー

BNPパリバがオリジネーターとし
て証券化したエクスポージャー

 エクスポージャー総額（注１） エクスポージャー総額（注１）

（単位：百万ユーロ）  うち債務不履行  うち債務不履行

2　リテール 66,052 1,204 64,029 946

3　住宅用不動産 49,650 1,025 45,977 740

4　クレジットカードおよび消費者ローン 16,402 178 18,052 206

7　法人 70,667 144 55,687 148

8　法人向けローン 70,102 142 55,187 145

9　商業用不動産     

10 ファイナンス・リースおよび商業上の売掛債権 565 2 500 3

1　合計 136,720 1,348 119,716 1,094

(注１)　有効な証券化取引および無効な証券化取引における原エクスポージャー。
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顧客に代わり行った証券化取引（スポンサー）

第三者による証券化事業の一環として、ホールセールバンキング部門は、マルチセラー・コンデュイット

（短期リファイナンス市場）または特別目的事業体（中期および長期リファイナンス）を通じて、大口法人顧

客および金融機関顧客が直接、融資市場から魅力的な融資条件を獲得できるようにしている。

 

BNPパリバがスポンサー（注１）として行った証券化エクスポージャーの原資産のカテゴリー別内訳（注

１）

 

 
2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

証券化エクスポージャー

（単位：百万ユーロ） 従来型 合成型 合計 従来型 合成型 合計

住宅ローン    550  550

消費者ローン 16,700  16,700 14,839  14,839

法人向けローン 1,145  1,145 1,084  1,084

売掛債権 17,622  17,622 14,858  14,858

ファイナンス・リース    18  18

その他資産 3  3 5  5

合計 35,470  35,470 31,353  31,353

(注１)　この内訳は、証券化における主要な原資産に基づいている。

 

このように築かれたファイナンシング・ストラクチャーは、流動性枠が伴い、かつ適切な場合に、当社グ

ループにより資本要件に従った保証が供与されている。BNPパリバが証券化プログラムのスポンサーとして保

有または取得したコミットメントおよびポジションは、2023年12月31日現在35.5十億ユーロとなった。

 

短期リファイナンス

2023年12月31日現在、当社グループは２つの連結マルチセラー・コンデュイット（スターバードおよびマッ

チポイント）に資金を拠出していた。これらのコンデュイットは、国内の短期コマーシャル・ペーパー市場に

おいてリファイナンスを試みることにより、ホールセールバンキング部門の顧客、大手企業および金融機関に

対し、彼らの資産（売掛債権、自動車または様々な設備のためのファイナンス・リース、クレジットカード債

権等）の一部と引き換えに魅力的な融資ソリューションを提供することが可能である。

BNPパリバがかかるコンデュイットのそれぞれに対し供与している流動性枠は、2022年12月31日現在が28.9

十億ユーロであったのに対して、2023年12月31日現在では33.7十億ユーロとなった。
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中長期リファイナンス

欧州および北アメリカにおける当社グループのストラクチャリング・プラットフォームは、リスクや流動性

の現状に適応する商品に基づいた、顧客への融資ソリューションを提供している。当社グループによりこれら

の取引を通じて供与されたファシリティの総額は、2022年12月31日現在が2.0十億ユーロであったのに対し

て、2023年12月31日現在では1.8十億ユーロとなった。

 

投資家としての証券化

BNPパリバの投資家としての証券化ポジションは、2022年12月31日現在が21.0十億ユーロであったのに対し

て、2023年12月31日現在は2.0十億ユーロ増加して23.0十億ユーロとなった。

第三者による証券化取引で当社グループが行った投資は、主に、キャピタル・マーケット部門（グローバ

ル・バンキング事業とグローバル・マーケット事業のジョイント・ベンチャー）に集中しており、エクスポー

ジャーは2022年12月31日現在が20.6十億ユーロであったのに対して、2023年12月31日現在は23.7十億ユーロで

あった。キャピタル・マーケット部門は、主要な金融機関、大手企業またはプライベート・エクイティのプ

ラットフォームを含む顧客により開始された、ストラクチャード・アセット・ファイナンス事業の設立、融資

および（スワップ提供者としての）ヘッジ取引に従事している。

投資家としての証券化エクスポージャーには、ランオフ状態で管理されているBNPパリバ・フォルティス事

業体の過去のポジションも含む。このポートフォリオは、コーポレート・センターに組み込まれ、2022年12月

31日現在が0.4十億ユーロであったのに対して、2023年12月31日現在は0.3十億ユーロであった。

下記の表は、当社グループまたはその顧客に代わり証券化を行ったビークルの一覧を示すものである。
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当社グループにより開始された証券化ビークルの一覧（SEC-A）

 

 当該ビークルを開始した事業部門 原資産のカテゴリー（注１）

当社グループが資金を拠出したビークル

アクセス・ハーモニー・アイルランド・

フィンコ・リミテッド
ホールセールバンキング部門 消費者ローン

アピドス・CLO XLVII LTD ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

アレス・CLO ウェアハウス 2023-4 LTD. ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

バンカ・IFIS SPA ホールセールバンキング部門 債権

ベルモント・パーク・ビュー, LTD. ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

BNPP AM・ユーロ・CLO 2017・ディジグネイ

テッド・アクティビティ・カンパニー
アセット・マネジメント事業 中小企業向けローン

BNPP AM・ユーロ・CLO 2018 DAC アセット・マネジメント事業 中小企業向けローン

BNPP AM・ユーロ・CLO 2019 DAC アセット・マネジメント事業 中小企業向けローン

BNPP AM・ユーロ・CLO 2021 DAC アセット・マネジメント事業 中小企業向けローン

BNPP IP・ユーロ・CLO 2015-1 DAC アセット・マネジメント事業 中小企業向けローン

クレディアーク・SPV S.R.L. BNLバンカ・コメルシアーレ その他資産

ドライデン・100・CLO, LTD ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

エクセター・ファンディング II LLC ホールセールバンキング部門 消費者ローン

フォートレス・クレジット BSL XXI リミ

テッド
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

KIMM ファンディング I LLC ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

マディゾン・パーク・ファンディング LXI,

LTD
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

マディゾン・パーク・ファンディングLXIV,

LTD
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

マッチポイント・ファイナンス・パブリッ

ク・リミテッド・カンパニー
ホールセールバンキング部門 債権

OHA クレジット・ファンディング 17, LTD. ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

ピーブルス・パーク CLO, LTD. ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

スターバード・ファンディング・コーポ

レーション
ホールセールバンキング部門 消費者ローン

スティームボート・ハーバー・LTD ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

当社グループ（オリジネーター）によってオリジネートされたエクスポージャー(注２)を買い取ったビークル

オートフローレンス・1 SRL パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートフローレンス・2 SRL パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートフローレンス・3 SRL パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートノリア・2019 パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートノリア・ドゥ・2023 パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートノリア・スペイン・2019 パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートノリア・スペイン・2021, FT パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートノリア・スペイン・2022, FT パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

オートノリア・スペイン・2023, FT パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

アクサ・インベストメント・マネージャー

ズ
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

ブラックストーン・COF IV SCA SICAV－

RAIF
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

BNL ミネルバ3 BNLバンカ・コメルシアーレ 中小企業向けローン
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BNPパリバ・アービトラージ・インシュアラ

ンス・B.V.－レゾナンス3

フランスのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキング
中小企業向けローン

コーラス・キャピタル・クレジット・ファ

ンド・V EUR SCSP－RAIF

ベルギーのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキング
中小企業向けローン

コーラス・キャピタル・マネジメント・リ

ミテッド

フランスのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキング
中小企業向けローン

ヨーロピアン・インベストメント・ファン

ド
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

ヨーロピアン・インベストメント・ファン

ド・ミネルバ
BNLバンカ・コメルシアーレ 中小企業向けローン

ヨーロピアン・インベストメント・ファン

ド・ミネルバ2
BNLバンカ・コメルシアーレ 中小企業向けローン

ヨーロピアン・インベストメント・ファン

ド・プロキシマ2

フランスのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキング
中小企業向けローン

ヨーロピアン・インベストメント・ファン

ド・プロキシマ3

フランスのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキング
中小企業向けローン

ヨーロピアン・インベストメント・ファン

ド・プロキシマ4

フランスのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキング
中小企業向けローン

FCT・モンテ・クリスト2・コンパートメン

ト・ヘアウッド
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

FCT・モンテ・クリスト2・コンパートメン

ト・レゾナンス11
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

FCT・モンテ・クリスト2・コンパートメン

ト・レゾナンス6B
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

FCT・モンテ・クリスト2・コンパートメン

ト・ワーグナー
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

FCT・モンテ・クリスト・コンパートメン

ト・レゾナンス7
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

FCT・モンテ・クリスト・コンパートメン

ト・レゾナンス9
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

フォン・コミュン・ドゥ・ティトリザシオ

ン―レゾナンス4
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

国際金融公社 ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

ジュノ_1 BNLバンカ・コメルシアーレ 中小企業向けローン

ジュノ_2 BNLバンカ・コメルシアーレ 中小企業向けローン

リバティ・ミューチュアル・インシュアラ

ンス・ヨーロッパ・SE
ホールセールバンキング部門 中小企業向けローン

ノリア2021 パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

ノリア2023 パーソナル・ファイナンス 消費者ローン

パーク・マウンテン・セキュリタイゼー

ション2019

ベルギーのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキング
中小企業向けローン

PBD・ドイツ・オート・リース・マスター・

エスエー
パーソナル・ファイナンス ファイナンス・リース

ピクセル2021 リーシング・ソリューション ファイナンス・リース

連結のプルデンシャル・スコープ内に含まれるビークル　　　連結財務書類の注9.k「連結の範囲」（脚注t）を参

照。

(注１)　このカテゴリーは、証券化における主要な原資産に基づいている。

(注２)　有効な証券化。
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会計方法（監査済）

（連結財務書類の注１「当社グループが適用している重要な会計方針の要約」を参照。）

銀行勘定における証券化ポジションの会計上の分類は「(1) 資本管理および自己資本」内の表「リスクタイ

プ別のプルデンシャル・バランスシート（EU LI１-B）」において示されている。

「償却原価で測定する金融資産」として分類された証券化ポジションは、連結財務書類の注1.f.1「償却原

価で測定する金融資産」に記載の方法を用いて測定される。利息収入の計上に用いられる実効金利は、予想

キャッシュ・フロー・モデルに基づき測定される。初めから、これらのポジションは、予想信用リスク損失

（連結財務書類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性

金融商品の減損」を参照。）に対する減損計上の影響を受けている。

会計ベースで、「資本を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類される証券化ポジションは、連結

財務書類の注1.f.2「株主資本を通じて公正価値で測定する金融資産」に記載の方法を用いて測定される。連

結財務書類の注1.f.10「公正価値の決定」に列挙される原則に従って決定される公正価値（実効金利法を用い

て計上される収益を除く。）の変更は、連結財務書類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資

本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損」に記載の方法を用いて計算される予想信用リスク損失

と併せて、株主資本の特定のサブセクションに表示される。処分に際して、従前再計上される株主資本として

計上された額については、利益および損失残高に振り替えられる。

会計ベースで、「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品」として分類される証券化ポジションは、連

結財務書類の注1.f.7「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品」に記載の方法を用いて測定される。

証券化ポジションの売却から得る手取金は、売却したポジションの元の帰属先のカテゴリーの規則に従い、

計上される。

信用デリバティブ（クレジット・デフォルト・スワップ）または受領した保証の形式での合成型証券化は、

以下のそれぞれに付随する会計規則に従う。

・トレーディング・ポートフォリオ・デリバティブについては、純損益を通じて公正価値で測定する（連結

財務書類の注1.f.7「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品」を参照。）。

・受領した金融保証については、安全資産の不可欠な一部としてみなすことはできない。実質的には、債務

不履行の債務者に起因する損失は保証者により相殺されることが確実であるが、保証はその後、返済要求

が可能な資産（予想信用損失の求償権）として認識され、資産上の予想信用損失は同時に、損益に計上さ

れる。損益に及ぼす全体的な影響は、あたかも保証が予想信用損失の測定に計上されたような状態と同じ

であるが、これらの違いは、受領した保証が、資産の予想信用損失を減少させるものとしてではなく、返

済要求が可能な資産として表示されていることである。
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未証券化資産は、以下のとおり分類される。

・バーゼル３の意味における、将来の証券化について当行がオリジネーターとなる当行の貸借対照表に基づ

くエクスポージャーについては、資本を通じて償却原価または公正価値で測定する金融商品およびプルデ

ンシャルに関する銀行勘定に計上される。

・規制上の意味における、将来の証券化について当行がスポンサーとなるエクスポージャーで購入および保

管されるものの場合、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品およびプルデンシャルに関する銀行勘

定に計上される。

 

証券化リスク管理

証券化のためのリスク管理枠組は、「３ (2) リスク管理（監査済）」に記載されているリスク管理の一部

である。

事業部門は、第１ラインの防衛を担い、正しい評価を確実にするため、被るすべてのリスクを理解する責任

を持っている。リスク部門は、第２ラインの防衛として独立的にその役割を果たしている。

取得されたポジションは、個別のリスクおよびポートフォリオ・リスクにおける変動を測定するために監視

される。

証券化資産の監視は、原資産の信用リスク、取引先リスク、市場リスクおよび流動性リスクを網羅してい

る。

 

証券化資産に係る信用リスク

トレーディング勘定外の証券化資産は、信用委員会による特別な承認を必要とする。新たな取引について

は、事業部門によって信用に関する提案書が作成され、信用委員会への提出よりも前にリスク部門のアナリス

トによる包括的なリスク分析が行われる。すべての承認内容は、年に一度見直される。エクスポージャーは、

信用委員会により設定された制限を超えないことを確実にするために監視される。

証券化されたトランシェのリスク・エクスポージャーは、本質的に（証券化されたか再証券化されたかにか

かわらず）原資産のリスク・エクスポージャーと結びついている。信用委員会による通常の統治を通じて、当

社グループは、関係するプログラムの期間中における原資産の質の変化を監視する。

 

金利デリバティブまたは為替デリバティブに関連する証券化の取引先リスク

証券化に関連するデリバティブ商品もまた、信用委員会による承認を必要とする。BNPパリバは、取引先リ

スクを証券化ストラクチャーに組み入れている。その原則は、上記信用リスクに係る原則と同様である。
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銀行勘定内の市場リスク

固定利付ABSポジションについては、金利リスクに対応するため、固定／変動金利スワップにより構成され

るマクロ・ヘッジが設定されている。ヘッジは、ヘッジ会計の規則に従い、計上される。

 

流動性リスクおよび資金調達リスク

証券化ポジションは、資産・負債管理部の財務課から、またはBNPパリバによって出資されたコンデュイッ

トを通じて内部で資金提供を受けている。

 

証券化ポジション

トレーディング勘定外の証券化エクスポージャーの内訳（注１）（EU SEC１）

 
 2023年12月31日現在

 オリジネーター スポンサー 投資家  

                 

 従来型 合成型  従来型   従来型    

                 

 STS(注２) 非STS             

                 

（単位：百万ユーロ）  

うち、
SRT

(注３)  

うち、
SRT

(注３)  

うち、
SRT

(注３) 合計
STS

(注２) 非STS 合成型 合計
STS

(注２) 非STS 合成型 合計 合計

2 リテール 7,637 867 50,908 - - - 58,546 300 16,400 - 16,700 1,085 3,902 - 4,987 80,232

3
　うち、住宅ロー
ン

374  45,942    46,316    - 103 2,647  2,750 49,066

4
　うち、クレジッ
トカード債権

      -    -  4  4 4

5
　うち、その他リ
テール

7,263 867 4,967    12,230 300 16,400  16,700 982 1,250  2,233 31,162

6 　うち、再証券化       -    -    - -

7 コーポレート 76 76 12,867 7 41,849 41,849 54,792 294 18,476 - 18,770 350 17,666 - 18,016 91,579

8
　うち、法人向け
ローン

  12,867 7 41,849 41,849 54,716 98 1,048  1,145  17,045  17,045 72,907

9
　うち、商業用不
動産担保ローン

      -    -  15  15 15

10
　うち、ファイナ
ンス・リース

76 76     76    - 350 398  748 824

11
　うち、その他資
産

      - 196 17,429  17,625  208  208 17,833

12 　うち、再証券化       -    -    - -

1 合計 7,713 943 63,776 7 41,849 41,849 113,338 594 34,876 - 35,470 1,434 21,569 - 23,003 171,811

(注１)　ポジションが保有されている証券化の資産プールにおける主要な資産クラスに基づく。

(注２)　「シンプルで透明性が高く、標準化された」証券化プログラム（以下の項目を参照。）。

(注３)　重要なリスク移転の基準を満たす有効な証券化プログラム（上記「BNPパリバの証券化活動」内の「自己勘定の証券

化取引のリスクの移転」を参照。）。
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 2022年12月31日現在

 オリジネーター スポンサー 投資家  

                 

 従来型 合成型  従来型   従来型    

                 

 STS(注２) 非STS             

                 

（単位：百万ユーロ）  

うち、
SRT

(注３)  

うち、
SRT

(注３)  

うち、
SRT

(注３) 合計
STS

(注２) 非STS 合成型 合計
STS

(注２) 非STS 合成型 合計 合計

2 リテール 7,628 917 48,398 185 - - 56,026 - 15,388 - 15,388 834 3,456 - 4,290 75,704

3
　うち、住宅ロー
ン

388  43,247    43,636  549  549 137 3,072  3,209 47,394

4
　うち、クレジッ
トカード債権

      -    -  2  2 2

5
　うち、その他リ
テール

7,240 917 5,150 185   12,390  14,839  14,839 697 382  1,079 28,308

6 　うち、再証券化       -        - -

7 コーポレート 121 121 12,012 9 38,662 38,662 50,794 305 15,660 - 15,965 310 16,405 - 16,715 83,474

8
　うち、法人向け
ローン

  12,012 9 38,662 38,662 50,674 100 984  1,084  16,110  16,110 67,867

9
　うち、商業用不
動産担保ローン

      -    -  16  16 16

10
　うち、ファイナ
ンス・リース

121 121     121 18   18 310 236  546 685

11
　うち、その他資
産

      - 187 14,676  14,863  43  43 14,906

12 　うち、再証券化       -    -    - -

1 合計 7,749 1,037 60,409 194 38,662 38,662 106,820 305 31,048 - 31,353 1,144 19,861 - 21,005 159,178

(注１)　ポジションが保有されている証券化の資産プールにおける主要な資産クラスに基づく。

(注２)　「シンプルで透明性が高く、標準化された」証券化プログラム（以下の項目を参照。）。

(注３)　重要なリスク移転の基準を満たす有効な証券化プログラム（上記「BNPパリバの証券化活動」内の「自己勘定の証券

化取引のリスクの移転」を参照。）。

 

銀行勘定における証券化ポジションの質

 

（単位：百万ユーロ） 保有または取得された証券化ポジション（EAD）

トランシェの質 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

シニア・トランシェ 99,482 90,899

メザニン・トランシェ 1,548 1,150

ファースト・ロス・トランシェ 241 203

合計 101,271 92,252

 

2023年12月31日現在、当社グループが保有または取得した証券化ポジションの98.2％が、シニア・トラン

シェであり、これに対して2022年12月31日現在は98.5％であった。これは当社グループのポートフォリオの高

い質を反映したものである。
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リスク加重資産

2019年１月１日、規則（EU）2017/2401および規則（EU）2017/2402が適用された改訂版証券化枠組が施行さ

れた。この枠組は、以下を規定している。

・「シンプルで透明性が高く、標準化された」として周知されているプログラムのための具体的なステータ

スの創造。これは、以下の要件を遵守している。

・原資産のポートフォリオは、資産の種類が統一されていなければならず、再証券化ポジションまたはオ

リジネーション時で債務不履行の資産のいずれも含まれてはならない。

・プログラムは従来型でなければならず、かつ証券化ポジションの利息の支払は標準化ベンチマーク金利

に基づかなければならない。

・投資家は、原資産のポートフォリオ、特に、債務不履行および損失の履歴に関する情報に対して十分な

情報を有していなければならない。

適応あるリスク・ウェイトおよび原資産ポートフォリオの集中に関して適格であることにより、これらの

プログラムは優遇されたウェイトの恩恵を受けられる。

・以下は、原資産ポートフォリオの特異性で分類した、適用ある証券化ポジションに関連するリスク加重資

産の新しい計算手法である。

・内部格付に基づくアプローチ（証券化-IRBアプローチ）：証券化ポジションに適用あるリスク・ウェイ

トは、証券化プログラムの特徴に依拠する一方で、信用リスクとして計算される原ポートフォリオの資

本コストにも依拠する。

・標準的アプローチ（証券化-標準的アプローチ）：証券化ポジションに適用あるリスク・ウェイトは、

証券化プログラムの特徴、信用リスクとして計算される原ポートフォリオの資本コストおよび当該ポー

トフォリオ中の債務不履行資産の割合に依拠する。

・外部格付に基づくアプローチ（証券化-外部格付に基づくアプローチ）：証券化ポジションに適用ある

リスク・ウェイトは、規則（EU）2017/2401に規定される対応表により直接付与され、トランシェの外

部格付、その劣後順位および満期に基づいている。BNPパリバはスタンダード・アンド・プアーズ、

ムーディーズ、フィッチおよびドミニオン・ボンド・レーティング・サービシズの外部格付を使用して

いる。

・その他の場合は、規則（EU）2017/2401は、エクイティ・ティア１（CET１）自己資本の控除を規定して

いる。

当社グループにより保有または取得された証券化ポジションに対応するリスク加重資産は、2023年12月31日

現在で16.6十億ユーロ（当社グループのリスク加重資産合計の2.4％）であった。なお、2022年12月31日現在

では15.8十億ユーロ（当社グループのリスク加重資産合計の2.1％）であった。

 

証券化リスク加重資産の変動の主要な要因別内訳

 

 
（単位：
百万ユーロ）

2022年
12月31日
現在

主要な要因
変動
合計

2023年
12月31日
現在資産の規模 資産の質

モデルの
アップデート

手法および
方針

取得および
売却

通貨 その他

リスク加重資産
－証券化

15,794 917 79    (172) (29) 795 16,589
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BNPパリバがオリジネーターまたはスポンサーである証券化エクスポージャーおよびリスク加重資産（EU

SEC３）

 

 
（単位：
百万ユーロ）

2023年12月31日現在

リスク加重幅／控除別
エクスポージャー値（EAD）

規制アプローチ別
エクスポージャー値（EAD）

規制アプローチ別
リスク加重資産

キャップ後の資本コスト(注２)

20％
以下

20％
超
50％
以下

50％
超

100％
以下

100％超
1,250％
未満

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注
１)

2 従来型証券化 33,162 2,955 175 79 49 1,232 3,790 31,348 49 327 986 5,363  26 78 422  

3 証券化 33,162 2,955 175 79 49 1,232 3,790 31,348 49 327 986 5,363  26 78 422  

4 　リテール 14,715 2,771 53  27 179 2,666 14,694 27 49 678 2,803  4 54 220  

5 　　うち、STS 321 766 53  27 179 661 300 27 49 188 30  4 15 2  

6
　ホールセー
ル

18,446 184 122 79 22 1,053 1,124 16,653 22 278 308 2,560  22 24 202  

7 　　うち、STS 196 68 16 69 21  153 196 21  125 20   9 2  

8 再証券化                  

9 合成型証券化 39,556 1,667 405  221 41,628   221 6,090    487    

10 証券化 39,556 1,667 405  221 41,628   221 6,090    487    

11 　リテール                  

12
　ホールセー
ル

39,556 1,667 405  221 41,628   221 6,090    487    

13 再証券化                  

1 合計 72,718 4,622 580 79 270 42,860 3,790 31,348 270 6,417 986 5,363  513 78 422  

(注１)　当社グループは、1,250％の加重ではなくエクイティ・ティア１資本の控除を選択した。

(注２)　規制上限の適用後。資本要件は、リスク加重資産の８％に相当する。

 

 
（単位：
百万ユーロ）

2022年12月31日現在

リスク加重幅／控除別
エクスポージャー値（EAD）

規制アプローチ別
エクスポージャー値（EAD）

規制アプローチ別
リスク加重資産

キャップ後の資本コスト(注２)

20％
以下

20％
超
50％
以下

50％
超

100％
以下

100％超
1,250％
未満

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注
１)

2 従来型証券化 29,720 2,528 238 84 15 1,387 3,456 27,727 15 408 851 6,613  32 67 398  

3 証券化 29,720 2,528 238 84 15 1,387 3,456 27,727 15 408 851 6,613  32 67 398  

4 　リテール 14,299 1,970 222   395 1,797 14,298  162 443 4,408  12 35 223  

5 　　うち、STS  864 53   226 691   61 196   4 15   

6
　ホールセー
ル

15,421 559 16 84 15 992 1,659 13,428 15 246 409 2,205  20 32 175  

7 　　うち、STS 205 121 16 70 15  206 205 15  138 20   11 2  

8 再証券化                  

9 合成型証券化 35,092 3,370   199 38,463   199 5,896    472    

10 証券化 35,092 3,370   199 38,463   199 5,896    472    

11 　リテール                  

12
　ホールセー
ル

35,092 3,370   199 38,463   199 5,896    472    

13 再証券化                  

1 合計 64,812 5,899 238 84 214 39,850 3,456 27,727 214 6,304 851 6,613  504 67 398  

(注１)　当社グループは、1,250％の加重ではなくエクイティ・ティア１資本の控除を選択した。

(注２)　規制上限の適用後。資本要件は、リスク加重資産の８％に相当する。
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BNPパリバが投資家である証券化ポジションおよびリスク加重資産（EU SEC４）

 

 
（単位：
百万ユーロ）

2023年12月31日現在

リスク加重幅／控除別
エクスポージャー値（EAD）

規制アプローチ別
エクスポージャー値（EAD）

リスク加重資産 キャップ後の資本コスト(注２)

20％
以下

20％
超
50％
以下

50％
超

100％
以下

100％超
1,250％
未満

控除
(注
１)

証券
化-
IRBア
プ
ロー
チ

証券
化-外
部格
付に
基づ
くア
プ
ロー
チ

証券
化-標
準的
アプ
ロー
チ

控除
(注
１)

証券
化-
IRBア
プ
ロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注
１)

2 従来型証券化 19,593 3,045 291 74  15,744 355 6,904  2,678 384 1,260  193 23 98  

3 証券化 19,593 3,045 291 74  15,744 355 6,904  2,678 384 1,260  193 23 98  

4 　リテール 4,604 79 242 63  908 304 3,775  136 373 588   22 45  

5 　　うち、STS 1,085       1,085    110    9  

6
　ホールセー
ル

14,989 2,966 50 11  14,837 51 3,129  2,542 10 672  193 1 54  

7 　　うち、STS 350       350    35    3  

8 再証券化                  

9 合成型証券化                  

10 証券化                  

11
　リテールに
原資産

                 

12
　ホールセー
ル

                 

13 再証券化                  

1 合計 19,593 3,045 291 74 - 15,744 355 6,904  2,678 384 1,260  193 23 98  

(注１)　当社グループは、1,250％の加重ではなくエクイティ・ティア１資本の控除を選択した。

(注２)　規制上限の適用後。資本要件は、リスク加重資産の８％に相当する。

 

 
（単位：
百万ユーロ）

2022年12月31日現在

リスク加重幅／控除別
エクスポージャー値（EAD）

規制アプローチ別
エクスポージャー値（EAD）

リスク加重資産 キャップ後の資本コスト(注２)

20％
以下

20％
超
50％
以下

50％
超

100％
以下

100％超
1,250％
未満

控除
(注
１)

証券
化-
IRBア
プ
ロー
チ

証券
化-外
部格
付に
基づ
くア
プ
ロー
チ

証券
化-標
準的
アプ
ロー
チ

控除
(注
１)

証券
化-
IRBア
プ
ロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注１)

証券化
-IRBア
プロー
チ

証券化
-外部
格付に
基づく
アプ
ローチ

証券化
-標準
的アプ
ローチ

控除
(注
１)

2 従来型証券化 18,438 2,405 77 86  15,086 449 5,471  2,496 415 912  198 24 73  

3 証券化 18,438 2,405 77 86  15,086 449 5,471  2,496 415 912  198 24 73  

4 　リテール 3,886 258 76 70   362 3,928   398 567   23 45  

5 　　うち、STS 834       834    84    7  

6
　ホールセー
ル

14,552 2,147 1 15  15,086 87 1,542  2,496 17 345  198 1 28  

7 　　うち、STS 310       310    31    2  

8 再証券化                  

9 合成型証券化                  

10 証券化                  

11
　リテールに
原資産

                 

12
　ホールセー
ル

                 

13 再証券化                  

1 合計 18,438 2,405 77 86 - 15,086 449 5,471 - 2,496 415 912  198 24 73  

(注１)　当社グループは、1,250％の加重ではなくエクイティ・ティア１資本の控除を選択した。

(注２)　規制上限の適用後。資本要件は、リスク加重資産の８％に相当する。

 

2023年12月31日現在、証券化ポジションに係る保証は、2022年12月31日現在の188百万ユーロと比較して、

142百万ユーロに減少した。
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補記：重要な子会社の資本要件

 

BNPパリバ・フォルティス・グループ

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2022年

12月31日現在
2023年

12月31日現在

1 信用リスク 137,700 133,033 11,016

2 うち標準的アプローチ 62,680 59,185 5,014

EU 4a うち簡便加重法に基づく株式 15,664 14,192 1,253

5 うち先進的なIRBアプローチ 59,356 59,657 4,749

6 取引先信用リスク 1,296 1,402 104

7
うち取引先信用リスクに対するエクスポー
ジャーの計測に係る標準的アプローチ
（SACCR）（デリバティブ）

634 604 51

8 うち内部モデル手法（IMM） 330 580 27

EU 8a
うち決済活動に関連するセントラル・カウン
ターパーティに対するエクスポージャー

297 152 24

EU 8b うち信用評価調整 33 67 3

9 うちその他 2 1 -

16 銀行勘定における証券化エクスポージャー 1,026 724 82

17
うち内部格付に基づくアプローチ
（証券化-IRBアプローチ）

621 295 50

18
うち外部格付に基づくアプローチ
（証券化-外部格付に基づくアプローチ）

394 416 31

19
うち標準的アプローチ
（証券化-標準的アプローチ）

11 13 1

20 市場リスク 1,061 788 85

21 うち標準的アプローチ 1,061 788 85

23 業務リスク 11,971 10,806 958

EU 23a うち基礎的指標アプローチ 2,212 1,912 177

EU 23b うち標準的アプローチ 3,108 2,449 249

EU 23c うち先進的計測アプローチ（AMA） 6,651 6,444 532

24
控除の閾値を下回る額
（250％のリスク・ウェイトが適用される）

3,616 4,088 289

29 合計 156,669 150,840 12,534
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BNLグループ

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2022年

12月31日現在
2023年

12月31日現在

1 信用リスク 36,081 38,097 2,886

2 うち標準的アプローチ 7,288 7,320 583

EU 4a うち簡便加重法に基づく株式 1,128 1,139 90

5 うち先進的なIRBアプローチ 27,664 29,638 2,213

6 取引先信用リスク 471 205 38

7
うち取引先信用リスクに対するエクスポー
ジャーの計測に係る標準的アプローチ
（SACCR）（デリバティブ）

440 184 35

8 うち内部モデル手法（IMM）    

EU 8a
うち決済活動に関連するセントラル・カウン
ターパーティに対するエクスポージャー

   

EU 8b うち信用評価調整 32 20 3

9 うちその他    

16 銀行勘定における証券化エクスポージャー 396 507 32

17
うち内部格付に基づくアプローチ
（証券化-IRBアプローチ）

322 393 26

18
うち外部格付に基づくアプローチ
（証券化-外部格付に基づくアプローチ）

   

19
うち標準的アプローチ
（証券化-標準的アプローチ）

75 113 6

20 市場リスク 7 2 1

21 うち標準的アプローチ 7 2 1

23 業務リスク 3,366 3,393 269

EU 23a うち基礎的指標アプローチ 61 54 5

EU 23b うち標準的アプローチ 95 112 8

EU 23c うち先進的計測アプローチ（AMA） 3,209 3,227 257

24
控除の閾値を下回る額
（250％のリスク・ウェイトが適用される）

80 19 6

29 合計 40,402 42,223 3,232
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BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス・グループ

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2022年

12月31日現在
2023年

12月31日現在

1 信用リスク 59,136 57,112 4,731

2 うち標準的アプローチ 52,140 49,970 4,171

EU 4a うち簡便加重法に基づく株式 33 46 3

5 うち先進的なIRBアプローチ 6,963 7,096 557

6 取引先信用リスク 174 37 14

7
うち取引先信用リスクに対するエクスポー
ジャーの計測に係る標準的アプローチ
（SACCR）（デリバティブ）

96 8 8

8 うち内部モデル手法（IMM）    

EU 8a
うち決済活動に関連するセントラル・カウ
ンターパーティに対するエクスポージャー

   

EU 8b うち信用評価調整 77 28 6

9 うちその他    

16 銀行勘定における証券化エクスポージャー 216 341 17

17
うち内部格付に基づくアプローチ
（証券化-IRBアプローチ）

45 154 4

18
うち外部格付に基づくアプローチ
（証券化-外部格付に基づくアプローチ）

171 186 14

19
うち標準的アプローチ
（証券化-標準的アプローチ）

   

20 市場リスク 78 216 6

21 うち標準的アプローチ 78 216 6

23 業務リスク 5,963 6,829 477

EU 23a うち基礎的指標アプローチ 390 188 31

EU 23b うち標準的アプローチ 1,496 1,913 120

EU 23c うち先進的計測アプローチ（AMA） 4,077 4,727 326

24
控除の閾値を下回る額
（250％のリスク・ウェイトが適用される）

2,032 1,557 163

29 合計 67,598 66,091 5,408
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BGL BNPパリバ・グループ

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2022年

12月31日現在
2023年

12月31日現在

1 信用リスク 24,625 24,683 1,970

2 うち標準的アプローチ 17,744 17,374 1,420

EU 4a うち簡便加重法に基づく株式 618 535 49

5 うち先進的なIRBアプローチ 6,263 6,774 501

6 取引先信用リスク 21 28 2

7
うち取引先信用リスクに対するエクスポー
ジャーの計測に係る標準的アプローチ
（SACCR）（デリバティブ）

15 24 1

8 うち内部モデル手法（IMM）    

EU 8a
うち決済活動に関連するセントラル・カウン
ターパーティに対するエクスポージャー

   

EU 8b うち信用評価調整 3 3 0

9 うちその他 2 1 0

16 銀行勘定における証券化エクスポージャー 15 26 1

17
うち内部格付に基づくアプローチ
（証券化-IRBアプローチ）

   

18
うち外部格付に基づくアプローチ
（証券化-外部格付に基づくアプローチ）

15 26 1

19
うち標準的アプローチ
（証券化-標準的アプローチ）

   

20 市場リスク 30 13 2

21 うち標準的アプローチ 30 13 2

23 業務リスク 1,564 1,495 125

EU 23a うち基礎的指標アプローチ 273 281 22

EU 23b うち標準的アプローチ 227 228 18

EU 23c うち先進的計測アプローチ（AMA） 1,064 986 85

24
控除の閾値を下回る額
（250％のリスク・ウェイトが適用される）

205 192 16

29 合計 26,459 26,438 2,117
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

 

(1) ガバナンスおよびリスク管理

 

「３ (10) 環境・社会・ガバナンスリスク」を参照。

 

(2) 戦略ならびに指標および目標

 

「３ (10) 環境・社会・ガバナンスリスク」および「４ A. (A) (3) 展望」を参照。

 

(3) 人的資本

 

「３ (10) 環境・社会・ガバナンスリスク」、「第２ ５ 従業員の状況」および「第５ ３ (1) コーポレー

ト・ガバナンスの概要」を参照。
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３ 【事業等のリスク】

本項内の表は機械的に作成されたものである。それゆえ、表示される数値が四捨五入されているために、当該

行または列において合計が合わない可能性がある。

 

(1) 年次リスク調査

 

主要な数値

規制比率

当社グループのソルベンシーの変化

当社グループの財務構造は良好である。2023年12月31日現在、エクイティ・ティア１比率は13.2％（注１）

となり、2022年12月31日と比較して90ベーシス・ポイント上昇した。かかる上昇は以下のとおり説明される。

・自己株式の買戻プログラムおよび資本の再配分を差し引いた後の、2023年２月１日に完了したバンク・オ

ブ・ザ・ウェストの売却（プラス100ベーシス・ポイント）

・調整後純利益の調整による影響（マイナス30ベーシス・ポイント）

・リスク加重資産の変動およびその最適化を差し引いた配当性向60％を考慮した後の、2023年度業績（プラ

ス30ベーシス・ポイント）

・第１四半期におけるIFRS第17号の適用ならびにモデルの更新および規制改正に係る影響（注２）（マイナ

ス10ベーシス・ポイント）

・その他の影響（比率は全体的に限られている。）

当社グループのエクイティ・ティア１比率は、2023年12月31日現在で9.79％の要件および2024年１月２日か

ら適用される欧州中央銀行により通知された10.20％の要件を著しく上回っている。

資本構造は良好で、エクイティ・ティア１比率の軌道は、新CRR３規制実施後の目標値である12％に沿った

ものである。

レバレッジ比率は、2022年12月31日現在の4.36％と比較して、2023年12月31日現在には4.58％となり、22

ベーシス・ポイント上昇した。2023年12月31日現在において有効なレバレッジ比率要件である3.75％を大きく

上回っている。この要件は2024年１月１日以降、3.85％（第２の柱のガイダンスを除く。）となっている。

2023年12月31日現在、当社グループの総損失吸収能力比率は、リスク加重資産の3.5％の限度内で適格な上

位優先債を使用せずに28.15％となった。したがって、当社グループは、2023年12月31日現在には22.40％、

2024年１月２日現在には22.58％と、適用される最低要件を上回っている。

2023年12月31日現在、当社グループの総損失吸収能力比率はレバレッジ比率のエクスポージャーの8.44％で

あった。この比率は、2024年１月２日現在の最低要件である6.75％と比較する必要がある。
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2023年12月31日現在、当社グループのMREL比率はリスク加重資産の30.92％であった。この比率は、2024年

１月２日現在の最低要件である26.55％と比較する必要がある。

2023年12月31日現在、当社グループのMREL比率はレバレッジ比率のエクスポージャーの9.27％であった。こ

の比率は、2024年１月２日現在の最低要件である5.91％と比較する必要がある。

2023年12月31日現在、当社グループの劣後MREL比率はリスク加重資産の28.15％であった。この比率は、

2024年１月２日現在の最低要件である20.47％と比較する必要がある。

2023年12月31日現在、当社グループの劣後MREL比率はレバレッジ比率のエクスポージャーの8.44％であっ

た。この比率は、2024年１月２日現在の最低要件である5.82％と比較する必要がある。

これらの比率の推移は、当社グループが継続的に適応する能力を有しており、堅固な貸借対照表を有してい

ることを証明している。

 

(注１)　CRD５（IFRS第９号の経過措置を含む。）。

(注２)　IFRS第９号の段階的変更を含む。

 

主要な規制比率

以下の自己資本比率のデータは、IFRS第９号の導入に関する経過措置（規則（EU）2017/2395第473a条およ

び規則（EU）2020/873）を考慮したものである。これらの経過措置が規制資本および規制比率に与える影響に

ついては、「１ (B) (1) 資本管理および自己資本」内の「規制資本」に記載されている（表「IFRS第９号会

計基準に係る経過措置適用の影響（EU IFRS９-FL）」を参照。）。
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主要な指標（EU KM１）

 

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2023年

９月30日現在
2023年

６月30日現在
2023年

３月31日現在
2022年

12月31日現在

利用可能な自己資本

1
エクイティ・ティア１
（CET１）資本

92,857 93,983 95,036 94,098 91,828

2 ティア１資本 107,501 108,716 108,345 107,380 103,445

3 総資本 121,744 124,497 124,347 124,179 120,562

リスク加重資産

4 リスク加重資産合計 703,694 699,257 697,533 694,407 744,851

自己資本比率（リスク加重資産に占める比率）

5
エクイティ・ティア１比
率

13.20％ 13.44％ 13.62％ 13.55％ 12.33％

6 ティア１比率 15.28％ 15.55％ 15.53％ 15.46％ 13.89％

7 総資本比率 17.30％ 17.80％ 17.83％ 17.88％ 16.19％

監督審査プロセス（SREP）に係る自己資本の追加要件（対リスク加重資産比での第２の柱の要件）

EU-7a 第２の柱の要件合計 1.57％ 1.57％ 1.57％ 1.57％ 1.39％

EU-7b
うち、SREPに係るエクイ
ティ・ティア１の追加要
件

0.88％ 0.88％ 0.88％ 0.88％ 0.78％

EU-7c
うち、SREPに係る追加
ティア１の追加要件

1.18％ 1.18％ 1.18％ 1.18％ 1.04％

EU-7d
SREPに係る自己資本要件
合計

9.57％ 9.57％ 9.57％ 9.57％ 9.39％

統合バッファー要件（リスク加重資産に占める比率）

8 資本維持バッファー 2.50％ 2.50％ 2.50％ 2.50％ 2.50％

EU-8a

加盟国レベルで特定され
たマクロ・プルーデン
ス・リスクまたはシステ
ミック・リスクによる保
全バッファー（％）

     

9 反循環的資本バッファー 0.40％ 0.41％ 0.35％ 0.14％ 0.09％

EU-9a
システミック・リスク・
バッファー(注１)

0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.07％ 0.08％

10
グローバルなシステム上
重要な銀行（G-SIB）の
バッファー

1.50％ 1.50％ 1.50％ 1.50％ 1.50％

EU-10a
国内のシステム上重要な
銀 行 （ D-SIB ） の バ ッ
ファー

1.50％ 1.50％ 1.50％ 1.50％ 1.50％

11
統合バッファー要件
(注２)

4.40％ 4.41％ 4.35％ 4.21％ 4.17％

EU-11a
全般的な資本要件合計
(注３)

13.97％ 13.98％ 13.92％ 13.78％ 13.56％

12

SREPに係る自己資本要件
合計を満たした後に利用
可能なエクイティ・ティ
ア１

7.73％ 8.06％ 8.24％ 8.17％ 6.80％

レバレッジ比率

13
レバレッジ比率の総エク
スポージャー測定

2,346,500 2,423,620 2,405,785 2,464,153 2,373,844

14 レバレッジ比率 4.58％ 4.49％ 4.50％ 4.36％ 4.36％

過剰レバレッジのリスクに対応するための自己資本の追加要件（レバレッジ比率の総エクスポージャー測定に占める
比率）

EU-14a
過剰レバレッジのリスク
に対応するための追加要
件

0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％

EU-14b
うち、レバレッジ比率に
係る追加ティア１の追加
要件（％）

0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％

EU-14c
SREPに係るレバレッジ比
率要件合計

3.00％ 3.00％ 3.00％ 3.00％ 3.00％
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バッファーおよび合計レバレッジ比率に係る要件（レバレッジ比率の総エクスポージャー測定に占める比率）

EU-14d
適用されるレバレッジ・
バッファー

0.75％ 0.75％ 0.75％ 0.75％ 0.00％

EU-14e
全般的なレバレッジ比率
要件

3.75％ 3.75％ 3.75％ 3.75％ 3.00％

流動性カバレッジ比率

15
適格流動資産（HQLA）合
計（平均リスク加重値）

408,476 420,636 436,951 446,763 454,812

EU-16a
キャッシュ・アウトフ
ロー―リスク加重後の価
値合計

519,311 532,522 544,367 557,137 566,963

EU-16b
キャッシュ・インフロー
―リスク加重後の価値合
計

219,452 219,522 217,017 220,069 223,055

16
キャッシュ・アウトフ
ロー合計（純額）（調整
後）

299,859 313,001 327,349 337,068 343,909

17 流動性カバレッジ比率 136.47％ 134.61％ 133.74％ 132.63％ 132.26％

安定調達比率

18 利用可能な安定調達合計 984,120 975,976 977,327 1,004,613 1,043,285

19 安定調達の要件合計 848,977 846,468 838,082 864,714 906,821

20 安定調達比率 115.92％ 115.30％ 116.61％ 116.18％ 115.05％

(注１)　2023年６月30日以降、BNPパリバ・グループ連結レベルにおけるベルギーの住宅ローン・ポートフォリオに係るセク

ター別システミック・リスク・バッファー（SyRB）を非適用とする。

(注２)　バッファー要件については、G-SIBバッファーとD-SIBバッファーのうち高いほうを考慮に入れている。

(注３)　公表されていない第２の柱のガイダンス（P２G）を除く。

 

流動性カバレッジ比率および安定調達比率の最低要件は100％である。
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総損失吸収能力比率（EU KM２）

 

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2023年

９月30日現在
2023年

６月30日現在
2023年

３月31日現在
2022年

12月31日現在
1  総資本およびTLAC適格

債務
198,082 203,100 201,683 202,664 199,176

2  リスク加重資産 703,694 699,257 697,533 694,407 744,851

3  総損失吸収能力比率
（リスク加重資産に占
める比率）

28.15％ 29.05％ 28.91％ 29.19％ 26.74％

4  レバレッジ比率の総エ
クスポージャー測定

2,346,500 2,423,620 2,405,785 2,464,153 2,373,844

5  総損失吸収能力比率
（レバレッジ比率の総
エクスポージャー測定
に占める比率）

8.44％ 8.38％ 8.38％ 8.22％ 8.39％

6a 規則（EU）2019/876第
72b条第４項に規定さ
れる免除の適用(*)

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

6b 規則（EU）2019/876第
72b条第３項「TLAC適
格上位優先債総額」適
用の場合(*)

適用せず 適用せず 適用せず 適用せず 適用せず

6c 規則（EU）2019/876第
72b条第３項「総損失
吸収能力比率の計算に
用いられる上位優先債
の割合」適用の場合
(*)

適用せず 適用せず 適用せず 適用せず 適用せず

(*)　規則（EU）2019/876第72b条第３項および第４項に基づき、一部の上位優先債の金融商品（2023年12月31日現在、

19,485百万ユーロとなった。）は、リスク加重資産の3.5％の限度内で適格である。当社グループは、2023年12月31日

においてこのオプションを選択しなかった。

 

資本として認識される金融商品（エクイティ・ティア１、追加ティア１およびティア２）ならびに総損失吸

収能力比率の対象となる負債性金融商品（非上位優先債）の詳細を示す表は、BNPパリバの投資家向け広報

ウェブサイトにおける負債部門：https://invest.bnpparibas/en/search/debt/documents/documentation-on-

programs-and-issuancesで入手できる。
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リスクの種類別および事業部門別のリスク加重資産

 

リスクの種類別のリスク加重資産(*)

 

(*)　2023年12月31日現在の内訳。

 

当社グループのエクスポージャーの大半は、信用リスクにさらされている。市場リスクは、2023年12月31日

現在、当社グループのリスク加重資産の４％までに制限されている。

 

事業部門別のリスク加重資産(*)

 

(*) 　2023年12月31日現在の内訳。

 

2023年12月31日現在、当社グループのリスクはよく分散されており、当社グループのリスク加重資産の20％

を超える事業部門は１つもない。コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、リスク加重資産の54％

を占めている。
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その他の主要な数値

 

地域別の信用リスク・エクスポージャーの内訳(*)

 

(*)　2023年12月31日現在の内訳。

 

2023年12月31日現在、当社グループのエクスポージャーは、主に欧州（74％）に集中していた。当社グルー

プのエクスポージャーの分散についての詳細は、「(3) 信用リスク」内の「信用リスクの分散」を参照。

 

資産クラス別の信用リスク・エクスポージャーの内訳(*)

 

(*)　2023年12月31日現在の内訳。
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中央政府および中央銀行、金融機関、その他の金融企業ならびに非金融企業に対するエクスポージャーは、

2023年12月31日現在の総エクスポージャーの80％を占めていた（2022年12月31日現在は79％）。

 

残高合計比率における不良貸出金

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

不良貸出金(*)／貸出金(**) 1.7％ 1.7％

(*)　償却原価で測定するか、株主資本を通じて公正価値で測定する負債証券（保険を除く。）を含む、オンバランスシート

およびオフバランスシートにおける保証金控除前の顧客および金融機関に対する不良債権（ステージ３）。

(**) 償却原価で測定するか、株主資本を通じて公正価値で測定する負債証券（保険を除く。）を含む、オンバランスシート

およびオフバランスシートにおける顧客および金融機関への貸出金残高合計。

 

ステージ３のカバレッジ比率

 

（単位：十億ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

ステージ３の引当金 13.8 14.0

不良貸出金(*) 19.2 19.3

ステージ３のカバレッジ比率 71.7％ 72.5％

(*)　償却原価で測定するか、株主資本を通じて公正価値で測定する負債証券（保険を除く。）を含む、受領した保証金控除

後のオンバランスシートおよびオフバランスシートにおける顧客および金融機関に対する不良債権（ステージ３）。

 

残高におけるリスク費用

 

（単位：年率のベーシス・ポイント） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

リスク費用／顧客向け貸出金(*) 32 31

(*)　リスク費用を期首の顧客向け貸出金で除したもの。

 

即時利用可能な流動性準備金

 

（単位：十億ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

即時利用可能な流動性準備金(*) 474 461

(*)　健全性基準（特に米国基準。日中支払システムの需要を除く。）を考慮した流動性市場資産または中央銀行の適格（相

殺能力）を満たすもの。
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リスク要因

BNPパリバ・グループの事業に内在する主要なリスクのカテゴリーは、以下のとおりであり、本項「３ 事業

等のリスク」に定義される。当該主要なリスクのカテゴリーは、リスク加重資産またはリスク加重資産と関連

のない場合（例えば、流動性リスクおよび資金調達リスク）はその他の定量的基準または定性的基準に基づき

測定される。

注意事項として、これらのリスク要因に含まれる2022年12月31日現在の財務およびその他の情報は、別段の

記載がない限り、プルデンシャル・ビジョンに基づくバンク・オブ・ザ・ウェストの業績を含んでいる。した

がって、IFRS第５号の適用が売却目的で保有する資産および負債のグループに与える影響を除外して表示して

いる。これらのリスク要因に含まれる2023年12月31日現在の財務およびその他の情報は、2023年２月１日に売

却されたバンク・オブ・ザ・ウェストの事業活動を含まない。

 

 リスク加重資産

（単位：十億ユーロ） 2023年12月31日 2022年12月31日

信用リスク 535 580

取引先信用リスク 45 42

銀行勘定における証券化リスク 17 16

業務リスク 59 62

市場リスク 29 26

控除の閾値を下回る額
（250％のリスク加重が適用される）

19 20

合計 704 745

 

より一般的には、BNPパリバ・グループがさらされるリスクは、マクロ経済環境もしくは規制環境またはBNP

パリバ・グループの戦略および事業の導入に関連する要因等の変化に関わる多くの要素に起因する可能性があ

る。

BNPパリバ・グループの事業に特有の重要なリスクは、一括登録書類の公表日時点で経営陣が認識している

状況に基づいて決定されるものであり、2017年６月14日付の「プロスぺクタス３」として知られる規則（EU）

2017/1129第16条（2019年７月21日付で、リスク要因に係る条項が発効した。）に従って、信用リスク、取引

先リスクおよび銀行勘定における証券化リスク、業務リスク、市場リスク、流動性リスクおよび資金調達リス

ク、マクロ経済環境および市場環境に関連するリスク、規制リスクならびに現在の環境におけるBNPパリバ・

グループの成長に関連するリスクの７つの主要なカテゴリーの下で下記に表示されている。

当社グループのリスク管理の方針は、これらのリスクの重要性、とりわけ適用される銀行規制に従った適格

な範囲内のリスク軽減要素におけるリスク加重資産要因の評価を考慮に入れている。
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1. 信用リスク、取引先リスクおよび銀行勘定における証券化リスク

2023年12月31日現在、BNPパリバ・グループの信用リスク・エクスポージャーの内訳は、法人（43％）、中

央政府および中央銀行（25％）、リテール（24％）、金融機関（４％）、その他のリスク資産（２％）ならび

に株式（１％）となっている。2023年12月31日現在、当行の信用エクスポージャーは、フランスが33％、ベル

ギーおよびルクセンブルクが16％、イタリアが10％、その他欧州が21％、北アメリカが９％、アジアが６％な

らびにその他の国々が５％で構成されていた。当該種類のリスクに対するBNPパリバ・グループのリスク加重

資産は、2022年12月31日現在の580十億ユーロ（すなわちBNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の78％）

と比較して、2023年12月31日現在において合計535十億ユーロ、すなわちBNPパリバ・グループのリスク加重資

産合計の77％となった。

2023年12月31日現在、BNPパリバ・グループの取引先リスク・エクスポージャーは、法人セクターが37％、

政府および中央銀行が12％、金融機関および投資会社が23％ならびに清算機関が28％からなる。商品別にみる

と、2023年12月31日現在のCVA（信用評価調整）リスクを除くBNPパリバ・グループのエクスポージャーは、

OTCデリバティブが41％、レポ取引および有価証券貸付／借入が40％、上場デリバティブが９％ならびに清算

機関のデフォルト・ファンドへの拠出金が10％からなる。当該取引先リスクの水準は、カバー取引の潜在的な

将来における価値に影響する市場パラメーターの推移に基づき徐々に変化する。さらに、CVAリスクは、BNPパ

リバ・グループをリスクにさらす取引先に関連した信用スプレッドの変動が起こした信用評価調整のボラティ

リティによる損失のリスクを測定する。取引先信用リスクに対するリスク加重資産は、2022年12月31日現在の

42十億ユーロ（すなわちBNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の６％）と比較して、2023年12月31日現

在において45十億ユーロ、すなわちBNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の６％となった。銀行勘定の

証券化に関連するリスクについては、BNPパリバ・グループのコミットメントの多くが、プルデンシャルに関

する銀行ポートフォリオに計上されている。証券化エクスポージャーは、元来BNPパリバ・グループによって

組成されるものである。したがって、BNPパリバ・グループが保有または取得した証券化ポジションは、証券

化取引における役割別に、2023年12月31日現在のエクスポージャーのうち、BNPパリバ・グループがオリジ

ネーターの立場だったものが42％、スポンサーの立場だったものが35％および投資家の立場だったものが23％

と分類することができる。当該種類のリスクに対するBNPパリバ・グループのリスク加重資産は、2022年12月

31日現在の16十億ユーロ（すなわちBNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の２％）と比較して、2023年

12月31日現在において17十億ユーロ、すなわちBNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の２％となった。
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1.1 信用リスクおよび取引先リスクにさらされている新規引当金の大幅増または過去に計上済の引当金の水準の

不足は、BNPパリバ・グループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

信用リスクおよび取引先リスクは、顧客または取引先が債務を返済することができず、BNPパリバ・グルー

プの帳簿上で当該債権の帳簿価額がプラスである場合において、BNPパリバ・グループの連結財務書類に影響

を与える。顧客または取引先は、銀行、金融機関、産業もしくは商業に係る企業、政府もしくは政府の事業

体、投資ファンドまたは自然人であり得る。顧客または取引先のデフォルト率が上昇した場合、BNPパリバ・

グループは、収益性に影響を与える可能性のある経済状態の悪化もしくはその他の要因に対応するため、回収

不能貸出金もしくは不良貸出金（ステージ３）または不履行になっていない貸出金（ステージ１およびステー

ジ２）について費用または引当金の増加を計上しなくてはならない可能性がある。

その結果、貸付業務に関連して、BNPパリバ・グループは、通常、損益計算書の「リスク費用」に計上され

る引当金を設定している。当該引当金は、2022年度の3,003百万ユーロと比較して、2023年度は、2,907百万

ユーロに上った。この額は、2023年度における517百万ユーロの不履行になっていない貸出金の引当金の戻入

および1,833百万ユーロの不良貸出金の引当金（パーソナル・ファイナンスのリスク費用を除く。）を反映し

ている。2023年12月31日現在、リスク費用には、金融商品のリスクに係るその他の純損失（すなわち金融商品

の有効性または執行可能性に疑義を生じさせるリスクに関連する費用）は含まない。これらの費用は2023年12

月31日現在で775百万ユーロであり、2023年度には、ポーランドの住宅ローンに関する訴訟引当金（450百万

ユーロ）、パーソナル・ファイナンスに関する訴訟引当金（221百万ユーロ）および信用リスク引当金（104百

万ユーロ）の一時的影響が含まれている。

BNPパリバ・グループの引当金の全般的な水準は、過去の貸倒実績、実施している貸付の量および種類、業

界の基準、延滞貸出金、景気、各種貸出金の回収可能性に関連するその他の要素等の評価結果または資産クラ

スに適用可能なシナリオに基づいた統計分析に基づくものである。BNPパリバ・グループは、適切な水準の引

当金を設定することを目指している。

BNPパリバ・グループは、適正な水準の引当金を設定するよう目指しているが、悪化する経済状況またはそ

の他の理由により、今後、BNPパリバ・グループの貸付業務に伴う貸倒引当金または健全な債権に対する引当

金を大幅に増額しなければならない可能性がある。

例えば、2020年に引当金が増加したのは、主に健康危機の影響に関連する潜在的損失を事前に早期に認識し

たためである（IFRS第９号に基づく、ステージ１およびステージ２の不履行になっていない貸出金の引当

金）。貸倒引当金の大幅な増額または非減損貸出金のポートフォリオ特有の損失リスクに関するBNPパリバ・

グループの見積もりの大幅な変更や、関連引当金の額を超える貸倒れの発生等は、BNPパリバ・グループの経

営成績や財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

参考までに、2023年12月31日現在、貸付残高合計のうち不良貸出金の割合は1.7％、引当金によるこれら不

良貸出金（受領した保証金の純額）のカバレッジ比率は71.7％であり、2022年12月31日現在においてはそれぞ

れ1.7％および72.5％であった。
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BNPパリバ・グループは、担保の設定、保証の取得、クレジット・デリバティブの採用およびネッティング

契約の締結等のリスク軽減手法を用い、信用リスクおよび取引先リスクに対するエクスポージャーの低下を試

みているものの、当該手法でカバーされる取引先の債務不履行を要因とする損失を相殺する上で効果的かは不

確実である。さらに、BNPパリバ・グループは、信用リスクカバレッジを提供する当事者（デリバティブ取引

の取引先または融資保険契約の相手方等）が債務不履行に陥るリスクまたは担保価値の損失というリスクにも

さらされている。加えて、当該手法によりカバーされているのは、BNPパリバ・グループの信用リスクおよび

取引先リスク全体のうち、一部のみである。そのため、BNPパリバ・グループは、当該リスクに対して大幅な

エクスポージャーを有している。

 

1.2 他の金融機関および市場参加者の健全性およびその行為がBNPパリバ・グループに悪影響を及ぼす可能性があ

る。

融資、投資およびデリバティブ取引を実施するBNPパリバ・グループの能力は、他の金融機関または市場参

加者の健全性により悪影響を受ける可能性がある。各金融機関は、トレーディング、清算、取引先、融資その

他の関係において相関性を有している。その結果、１もしくは複数の国または金融機関のデフォルトや、１社

もしくは複数の金融機関または金融サービス業界全体に係る風評または懸念は、市場全体の流動性問題につな

がり、さらなる損失またはデフォルトを生む可能性がある。BNPパリバ・グループは、通常取引の相手である

金融業界の多くの取引先（清算機関、ブローカーやディーラー、商業銀行、投資銀行、投資信託や代替投資

ファンド、およびその他の機関投資家を含む。）に対する直接的または間接的なエクスポージャーを有してい

る。BNPパリバ・グループはまた、規制をほとんどまたは全く受けないプレーヤーおよび新たな取引形態（非

規制のファンド、取引の場またはクラウドファンディングのプラットフォーム等）の金融部門への関与および

導入に係るリスクにさらされ得る。信用リスクおよび取引先リスクは、BNPパリバ・グループが保有する担保

が、換金できない場合、価値が下落した場合、またはBNPパリバ・グループの貸出金もしくはデリバティブ・

エクスポージャーの全額を回収するのに十分ではない額で清算された場合、またはセントラル・カウンター

パーティ等の主要な金融市場の参加者が破綻した場合、悪化する可能性がある。

参考までに、2023年12月31日現在、金融機関に関連する取引先リスク・エクスポージャーは45十億ユーロ、

すなわちBNPパリバ・グループの取引先リスク・エクスポージャー合計の23％であり、清算機関に関連する取

引先リスク・エクスポージャーは56十億ユーロ、すなわちBNPパリバ・グループの取引先リスク・エクスポー

ジャー合計の28％であった（これに対し、2022年12月31日現在の割合はそれぞれ13％および33％）。

加えて、特に金融市場はその性質上、相互に関連していることから、金融市場参加者の不正行為または不当

行為は、金融機関に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。１つの例には、2008年に明るみになったバーナー

ド・L・マドフが行った不正行為があり、その結果、BNPパリバ・グループを含む多くの金融機関が巨額の損失

または損失に対するエクスポージャーを発表した。BNPパリバ・グループはマドフ案件に関する様々な請求を

係属中である。2023年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類の注9.c「法的手続および仲裁」を参照。
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上記リスクに起因する損失が、BNPパリバ・グループの経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

2. 業務リスク

BNPパリバ・グループの業務リスクに対するリスク加重資産は、2023年12月31日現在で59十億ユーロ（すな

わちBNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の８％）、2022年12月31日現在では62十億ユーロ（すなわち

BNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の８％）であった。2015年度から2023年度の業務リスクの種類別

損失の内訳は、2014年の米国当局との包括的和解の基準期間から外れたことに伴い、再調整されている。業務

リスクに関連するインシデントの主要なカテゴリーは、依然として「顧客、商品および取引慣行」のカテゴ

リーであり、次いでプロセスの執行または取引における誤りを含むプロセスの失敗、そして外部からの不正行

為であった。2015年度から2023年度までの間、業務リスクにおけるその他の種類のインシデントは、外部から

の不正行為（22％）、事業活動の中断およびシステム障害（４％）、労務慣行および職場の安全（３％）、内

部の不正行為（１％）ならびに有形資産に対する損害（１％）で構成された。
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2.1 BNPパリバ・グループのリスク管理の方針、手続および手法により、引き続きBNPパリバ・グループが不特定

のまたは予期せぬリスクにさらされ、その結果、大幅な損失を被る可能性がある。

BNPパリバ・グループは、BNPパリバ・グループのリスク管理方針、手続および評価手法の開発に莫大な資源

を割いており、今後もその状態を継続する見込みである。それでもなお、BNPパリバ・グループのリスク管理

手法や戦略は、BNPパリバ・グループが事業を展開するあらゆる経済環境および市場環境におけるリスク・エ

クスポージャーの軽減において完全な効果を期待できない可能性がある。これらの手法や戦略はまた、あらゆ

る種類のリスク（特にBNPパリバ・グループが特定または予想できないリスク）に対して効果的ではないこと

が判明する可能性がある。顧客の信用力または資産の評価額やヘッジの有効性等のリスク・パラメーターを評

価したり、リスクを適切に測定したりするBNPパリバ・グループの能力は、市場の混乱の結果として、または

近年のような特定の市場環境において、BNPパリバ・グループが使用しているモデルおよび手法が、将来の動

向の予想や、評価、仮定または見積もりを効果的に行えないものとなった場合、低下する可能性がある。BNP

パリバ・グループがリスク管理に用いている定性的なツールや指標は、観測した過去の市場の動向をベースと

するものである。BNPパリバ・グループは、この観測値に統計ツールやその他のツールを適用して、リスク・

エクスポージャーを定量化している。BNPパリバ・グループの信用エクスポージャーに内在する損失または特

定の資産の評価額を見積もるためにBNPパリバ・グループが用いているプロセスは、困難かつ主観的で複雑な

判断（景気の予想や予想される景気が借手の返済能力をどの程度低下させるか、または資産の評価額にどのよ

うな影響を及ぼすかの予想を含む。）が必要となるものであり、市場の混乱時または大きな不確実性において

は、正確な見積もりを行えないものとなる可能性があり、その結果、プロセスの信頼性が低下する可能性があ

る。当該ツールや指標は、例えば、BNPパリバ・グループが統計的モデル内の特定の要素を予想または正確に

評価できない場合、または当該ツールおよび指標では全く予想できない事象が発生した場合等には、将来のリ

スク・エクスポージャーを予想できない可能性がある。これは、BNPパリバ・グループのリスク管理能力を制

限する。このため、BNPパリバ・グループの損失が、過去の指標が示唆するものより大幅に大きくなる可能性

がある。加えて、BNPパリバ・グループの定量的なモデルは、すべてのリスクを考慮しているわけではない。

特定のリスクを管理するのに定性的なアプローチを増やすほど、アプローチが不十分なものとなる可能性があ

り、その結果、BNPパリバ・グループは予期せぬ重要な損失を被る可能性がある。
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2.2 BNPパリバ・グループの情報システムにおける障害の発生またはセキュリティ違反は、クライアントまたは顧

客情報の重大な喪失、BNPパリバ・グループの評判の低下、財務上の損失の要因となる可能性がある。

大半の他行と同様に、BNPパリバ・グループも、通信および情報システムに大きく依存してその事業を実施

している。この依存度は、携帯電話およびオンラインの銀行サービスの拡大、クラウド・コンピューティング

の開発、ならびにより一般的には新技術の活用により、増加している。当該システムの欠陥もしくは障害、ま

たは当該システムにおけるセキュリティ違反は、BNPパリバ・グループの顧客関係管理、総勘定元帳、預金、

債権回収、貸出金組成システムの欠陥または障害を引き起こすか、または損失したデータの回復および確認の

ためにBNPパリバ・グループに多額の費用が発生する可能性がある。BNPパリバ・グループは、このような欠陥

もしくは障害が発生しないことまたは発生した場合に適切に対処できることを保証できない。

加えて、BNPパリバ・グループは、サイバー・セキュリティ・リスクまたはBNPパリバ・グループの子会社、

従業員、提携先および顧客へ多大な損失を与えることを目的として、もしくは恐喝（ランサムウェア）を目的

に、情報（機密情報、銀行／保険、技術的または戦略的）、手続および利用者の操作のためネットワーク上で

行われる悪意あるもしくは詐欺的な行為により生じるリスクにさらされている。近年、（金融機関を含む）ま

すます多くの企業が情報技術セキュリティへの侵入攻撃または侵害に遭っており、そのうちのいくつかは、コ

ンピュータ・ネットワークへの洗練された高度な計画的攻撃を含んでいた。不正アクセス、無効化もしくは弱

体化サービス、機密情報の盗用または情報システムへの妨害に使用される技術がより洗練されており、頻繁に

変更され、またこれらは標的に対し使用されるまで認識されにくいため、BNPパリバ・グループおよび第三者

のサービス提供者がこれらの技術を予測し、または効果的かつ効率的な対抗手段を直ちに実行することはでき

ない可能性がある。BNPパリバ・グループの情報システムまたはそのサービス提供者の情報システムに欠陥も

しくは障害が発生し、それに続きBNPパリバ・グループの顧客、取引相手または従業員（またはその他の者）

に関連する機密情報が開示され、またはBNPパリバ・グループの通信システムに侵入もしくは攻撃があった場

合、重大な損失を招き、ならびにBNPパリバ・グループの評判、財政状態および経営成績に悪影響が及ぶ可能

性がある。規制当局は現在、サイバー犯罪を金融部門において高まりつつあるシステミック・リスクと捉えて

いる。規制当局は、金融機関において内部的なITのモニタリングおよび統制手続の強化によってサイバー攻撃

に対するレジリエンス（強靭化）を高める必要があると強調している。そのため、巧みなサイバー攻撃によっ

て、特に顧客の個人情報が損害を受けた場合、当社グループは規制上の罰金にさらされる可能性がある。
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さらに、BNPパリバ・グループは、清算代理人、海外市場、清算機関、預金銀行またはその他BNPパリバ・グ

ループが金融取引の実施もしくは促進のために利用する金融の仲介者もしくは外部サービス提供者による運営

上の欠陥または中断のリスクにさらされている。顧客との協働が増加した結果、BNPパリバ・グループは顧客

の情報システムの運営上の障害のリスクにもさらされている。また、BNPパリバ・グループならびにBNPパリ

バ・グループの顧客、サービス提供者および取引先のコミュニケーションおよびデータシステムには、サイ

バー犯罪もしくはサイバー・テロによる障害または中断が生じる可能性がある。BNPパリバ・グループは、自

身またはその他の当事者のシステムにおける障害もしくは中断が発生しないこと、またはサイバー攻撃を受け

た際に障害もしくは中断が適切に解消されることを保証することはできない。

 

2.3 風評リスクは、BNPパリバ・グループの財務力を圧迫し、顧客および取引先のBNPパリバ・グループに対する

信用を損なう可能性がある。

金融サービス業界の熾烈な競争環境を踏まえると、財務力や誠実性に関する評判は、BNPパリバ・グループ

が顧客を獲得し維持する能力を保つ上で不可欠である。BNPパリバ・グループがBNPパリバ・グループの商品や

サービスを販売および販促する方法が顧客の利益に反するとみなされた場合には、BNPパリバ・グループの評

判は毀損する可能性がある。また、BNPパリバ・グループが顧客基盤や事業規模を拡大する過程で、利益相反

を処理するための全体の手続および統制が、当該利益相反に適切に対処できないか、できないように見える場

合にも、BNPパリバ・グループの評判は毀損する可能性がある。さらに、BNPパリバ・グループに被害が及ぶよ

うな従業員の不正行為、金融業界の参加者による詐欺行為もしくは不正行為、またはBNPパリバ・グループの

業績の再表示、低下もしくは修正、さらにはBNPパリバ・グループに不利な法的措置または規制措置（2014年

の経済制裁に関する米国の法令の違反に係る米国当局とBNPパリバ・グループの和解等）により、BNPパリバ・

グループの評判は毀損する可能性がある。BNPパリバ・グループの評判低下により生じる可能性のある事業機

会の喪失は、BNPパリバ・グループの経営成績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
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3. 市場リスク

BNPパリバ・グループは、主にホールセールバンキング部門の事業部門、中でもとりわけ2023年のBNPパリ

バ・グループの収益の17％を占めるグローバル・マーケット事業によって行われるトレーディング業務を通じ

て市場リスクにさらされている。BNPパリバ・グループのトレーディング業務は、事業部門の顧客との経済関

係に直接関連し、マーケット・メイキング業務の一部として経済関係に間接的に関連している。さらに、BNP

パリバ・グループの銀行業務に関連する市場リスクは、銀行仲介等の業務に関連する金利リスクおよび為替

レートリスクを含んでいる。「業務上の」為替リスク・エクスポージャーは、当該事業体の機能通貨以外の通

貨建てで行われた業務から生じる純利益に関連する。事業体の「構造的」為替リスク・ポジションは、通貨へ

の投資に関連する。BNPパリバ・グループは、金利リスクを測定するために標準的利率リスクおよび構造的利

率リスクの概念を用いている。標準的利率リスクは、所与の取引に関する一般的な事象に対応している。構造

的利率リスクは、自己資本および支払利息が生じない預金に関連する金利リスクである。BNPパリバ・グルー

プのヘッジ戦略の効果が全くまたは部分的にしかない場合、BNPパリバ・グループは損失を被ることがあり、

かかる損失がBNPパリバ・グループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。BNPパリバのこ

れらの業務に基づく市場リスクは、「バリュー・アット・リスク」（VaR）および様々なその他の市場指標

（ストレスVaR、追加的リスク費用、信用リスク相関ポートフォリオのための包括的リスク指標）ならびにス

トレステストおよび市場の上限と比べた場合の感度分析により測定されている。

当該種類のリスクに対するリスク加重資産は、2022年12月31日現在の26十億ユーロ（すなわちBNPパリバ・

グループのリスク加重資産合計の３％）と比較して、2023年12月31日現在において29十億ユーロ、すなわち

BNPパリバ・グループのリスク加重資産合計のほぼ４％となった。

 

3.1 BNPパリバ・グループは、トレーディング業務および投資業務において、市場の変動およびボラティリティに

起因する大幅な損失を被る可能性がある。

BNPパリバ・グループは、債券市場、通貨市場、コモディティ市場および株式市場でのトレーディングおよ

び投資に係るポジションや、非上場有価証券、不動産およびその他の資産（デリバティブ契約によるものを含

む。）のトレーディングおよび投資に係るポジションを保有している。当該ポジションは、これらの市場の極

度のボラティリティ（特定の市場において、市場の水準とは無関係に、特定の期間中に価格が変動する程度）

の悪影響を受ける可能性がある。さらに、BNPパリバ・グループの予想と大幅に異なるボラティリティの動向

は、BNPパリバ・グループが扱っているその他の幅広い商品（スワップ、先渡および先物契約、オプションお

よび仕組商品を含む。）に関連する損失につながる可能性がある。
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BNPパリバ・グループが資産またはネット・ロング・ポジションを保有している市場が低迷すると、当該ポ

ジションの減価に伴う損失が生じる可能性がある。一方、BNPパリバ・グループが保有しない資産を売り建て

た市場、またはネット・ショート・ポジションを保有している市場が好転すると、上昇している市場で資産を

取得することで当該ネット・ショート・ポジションを決済しなければならないため、BNPパリバ・グループ

は、リスクおよび管理システムの既存の制限にもかかわらず、実質的損失を被る可能性がある。

BNPパリバ・グループは、顧客とヘッジ取引を行うため、または２つの資産の相対的な価値の変化から利益

を得るという観点から、ある資産についてはロング・ポジションを保有し、別の資産についてはショート・ポ

ジションを保有する可能性がある。しかしながら、２つの資産の相対的な価値が、BNPパリバ・グループが予

期していない方法や方向で変化した場合またはヘッジされていないポジションの方向に変化した場合、BNPパ

リバ・グループは、当該ポジションについて損失を被る可能性がある。当該損失が大幅な場合、BNPパリバ・

グループの成績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。加えて、BNPパリバ・グループのヘッジ戦略は、

特定の市場環境には適していない可能性がある。

BNPパリバ・グループの事業に付帯する各種リスクに対するエクスポージャーをヘッジするためにBNPパリ

バ・グループが用いている各種手法や戦略が有効でないと、当社グループは損失を被る可能性がある。BNPパ

リバ・グループの戦略の多くは、過去の取引の傾向や相関に基づくものである。例えば、BNPパリバ・グルー

プがある資産をロング・ポジションで保有している場合、当該資産に付帯するリスクは、過去においてその

ショート・ポジションの評価額が、当該ロング・ポジションの評価額の変動を相殺する方向に変動した実績の

あるような別の資産をショート・ポジションで保有するという方法でヘッジすることがある。しかしながら、

当該ヘッジの効果は部分的なもののみとなる可能性があるほか、用いている戦略では将来のすべてのリスクか

らBNPパリバ・グループを保護できない可能性や、将来のあらゆる経済市場環境におけるリスク・エクスポー

ジャーまたは将来のあらゆる種類のリスクの軽減において完全な効果を期待できない可能性がある。予期せぬ

市場の変化も、BNPパリバ・グループのヘッジ戦略の有効性を低下させる可能性がある。加えて、特定の非有

効なヘッジに起因する損益の計上の結果、BNPパリバ・グループの計上する利益に追加的なボラティリティを

引き起こす可能性がある。

BNPパリバ・グループは、市場リスクによる潜在的な損失へのエクスポージャーを数値化するために「バ

リュー・アット・リスク」（VaR）モデルを使用しており、また、異常なシナリオにおける潜在的なエクス

ポージャーの測定を視野に、ストレステストを実施している（「(5) 市場リスク」内の「市場リスクのストレ

ステストの枠組」を参照。）。しかし、これらの手法は過去の観測結果に基づく統計的な手法であり、将来の

市場の状況を予測する上では不確実な場合がある。そのため、異常なシナリオにおけるBNPパリバ・グループ

の市場リスクへのエクスポージャーは、これらの測定手法により予測したエクスポージャーよりも大きくなる

ことがある。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 134/1141



全体的に、マクロ経済環境の混乱または悪化に起因する金融市場における変動性は、BNPパリバ・グループ

の負債、通貨、コモディティおよび株式市場における取引および投資ポジションならびに商業用不動産等のそ

の他の投資ポジションに悪影響を与える可能性がある。参考までに、以下に示すとおり、BNPパリバ・グルー

プのトレーディング業務を担当するホールセールバンキング（CIB）部門の主要事業部門であるグローバル・

マーケット事業の収益は、2023年のBNPパリバ・グループの収益の17％を占めた。市場の大きな混乱および大

幅な変動が近年時として発生しており（2023年を含む。）、また今後も継続または再浮上する可能性があり、

これによりBNPパリバ・グループが多大な損失を被ることもある。かかる損失は、スワップ、先渡および先物

取引、オプション取引および仕組商品を含む幅広いトレーディングおよびヘッジ商品にも及ぶ。金融市場にお

ける変動は、傾向の予測および効果的なトレーディング戦略の実施を困難にさせる。また、2022年および2023

年も同様に、金融市場における変動性は、主要な株式市場および債券市場にも重くのしかかり、ホールセール

バンキング部門の事業に影響を与えている。

 

3.2 BNPパリバ・グループの手数料業務による営業収益は、市場の低迷時および活動の減退時には減少する可能性

がある。

BNPパリバ・グループが受け取る手数料収入は、2023年のその収益合計の21％を占めた。財政状態および景

気は、BNPパリバ・グループが有価証券の引受け、財政面での助言およびその他の投資銀行サービスを提供す

る取引の数および規模に影響する。これらの業務に係る収益を含む、当該収益は、BNPパリバ・グループが参

加する取引の数および規模に直接的に関連しており、投資銀行事業および顧客にとって不利な経済または金融

の変化から、著しい影響を受ける可能性がある。加えて、顧客のポートフォリオの管理手数料としてBNPパリ

バ・グループが請求している料金は、多くの場合、当該ポートフォリオの評価額または実績に基づくものであ

るため、当該ポートフォリオの減価または解約の増加につながる市場の低迷により、資産運用業務、株式デリ

バティブ業務およびプライベート・バンキング業務によりBNPパリバ・グループが得る営業収益は減少する。

市場の変化にかかわらず、BNPパリバ・グループの投資信託のインデックス・ポートフォリオの開発および市

場実績を下回る実績は、BNPパリバ・グループの資産運用業務の営業収益を減少させ、これらのビークルにお

ける解約の増加および資金流入の減少につながる可能性がある。上記の手数料業務による銀行業務純収益の減

少は、BNPパリバ・グループの業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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3.3 BNPパリバ・グループの証券ポートフォリオおよびデリバティブ・ポートフォリオならびにBNPパリバ・グ

ループの自己債務に対する帳簿価額の調整が、BNPパリバ・グループの純収益および株主資本に影響を与える

可能性がある。

BNPパリバ・グループの自己債務に加え、BNPパリバ・グループの証券ポートフォリオおよびデリバティブ・

ポートフォリオならびに特定のその他の資産の帳簿価額は、貸借対照表において財務書類の各日付時点におい

て調整される。2023年12月31日現在、BNPパリバ・グループの貸借対照表の資産側において、純損益を通じて

公正価値で測定する金融商品、ヘッジ目的で使われているデリバティブ金融商品および株主資本を通じて公正

価値で測定する金融資産はそれぞれ731十億ユーロ、22十億ユーロおよび53十億ユーロであった。負債側で

は、2023年12月31日現在、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品およびヘッジ目的で使われているデリ

バティブ金融商品はそれぞれ741十億ユーロおよび38十億ユーロであった。調整の大半は、会計期間における

BNPパリバ・グループの資産または負債の公正価値の変動に基づいてなされ、損益計算書に計上される変動ま

たは株主資本として直接計上される変動のいずれかと共に行われる。損益計算書に計上された変動は、その他

の資産における相反する価値変動により相殺される場合を除き、BNPパリバ・グループの連結収益に影響し、

その結果、純収益に影響を及ぼす。BNPパリバ・グループの有価証券およびデリバティブのポートフォリオの

公正価値の下方修正は、株主資本の減少につながる可能性があり、BNPパリバ・グループの負債価値の反対の

変動によって相殺されない限り、BNPパリバ・グループの自己資本比率も低下する可能性がある。公正価値調

整が１会計期間について計上されている場合でも、翌会計期間以降について追加調整が不要となるとは限らな

い。

 

4. 流動性リスクおよび資金調達リスク

BNPパリバ・グループの流動性リスクは、30日間のストレス・シナリオにおけるキャッシュ・アウトフロー

（純額）のカバレッジを分析するものである短期流動性比率（流動性カバレッジ比率（LCR））を通じて評価

することができる。当社グループの期末流動性カバレッジ比率は、2023年12月31日現在、148％となった。流

動性準備金は、2023年12月31日現在、474十億ユーロとなった。
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4.1 BNPパリバ・グループの資金調達力および資金調達コストは、金融危機の再燃、景気の悪化、格付の引下げ、

ソブリン信用スプレッドの増加またはその他の要因により悪影響を受ける可能性がある。

金融危機、ユーロ圏内のソブリン債務危機および全般的なマクロ経済環境は、約15年前の一時期において、

時として欧州の銀行の資金調達力および資金調達コストに悪影響を及ぼした。これはいくつかの要因によるも

のであり、その中には、とりわけソブリン債へのエクスポージャーに起因した銀行の信用リスクの認識の急

増、ソブリンおよび銀行の信用格付の引下げ、ならびに債券市場の投機が含まれていた。BNPパリバ・グルー

プを含め欧州の銀行の多くは、この期間の様々な時点で機関投資家向けの大規模な債券市場および銀行間市場

の利用機会を制限され、また資金調達コストが全般的に増加した。より最近では、健康危機の状況の中、欧州

中央銀行（ECB）は銀行の経済への資金供給を促進することを目的とした借換制度（貸出条件付き長期資金供

給オペ（TLTRO））を設定し、BNPパリバ・グループはこの制度を利用している。このような信用市場の市況の

悪化は、金融政策の変更（例えば、2022年および2023年には、インフレの悪化および金利の急騰、「量的金融

緩和政策」の終了ならびにTLTROの条件の変更等が見られた。）、景気後退、長期にわたる成長の低迷、デフ

レ、「スタグフレーション」（インフレを伴った低成長）、他のソブリン債務危機、新しい形態の金融危機、

金融業界もしくは経済全体に関する要因（ウクライナ侵攻または中東における紛争による経済への影響を含

む。）、またはとりわけBNPパリバ・グループに関する要因により再発する可能性がある。このような場合、

欧州の金融機関全体またはとりわけBNPパリバ・グループの流動性、貸借対照表の健全性および資金調達コス

トは、著しく悪影響を受ける可能性があり、これがBNPパリバ・グループの経営成績および財政状態に悪影響

を及ぼす可能性がある。

 

4.2 長引く市場の低迷は、BNPパリバ・グループの流動性を低下させ、資産の売却をより困難にしたり、大幅な損

失を生み出したりする可能性がある。したがって、BNPパリバ・グループは、損失に対するエクスポージャー

を防ぐため、その資産および負債が適切に対応していることを確保しなければならない。

BNPパリバ・グループの事業の中には、また特にグローバル・マーケット事業（2023年のBNPパリバ・グルー

プの収益の17％を占める。）および資産・負債管理部には、長引く市場の変動（特に資産価格の下落）が、当

該市場における取引量または市場の流動性の低下を招く可能性のある事業がある。BNPパリバ・グループが、

悪化しているポジションを適時に手仕舞えない場合、当該変動により大幅な損失を被る可能性がある。特にこ

れは、本質的に流動性が低い資産について言える。株式市場またはその他の公開取引市場で取引されない資産

（金融機関同士での特定のデリバティブ契約等）の評価額は、市場の相場価格ではなく、モデルを用いてBNP

パリバ・グループが算出した価額である場合がある。このような資産の価格下落の監視は困難であり、予期せ

ぬ大幅な損失を生み出す可能性がある（「(6) 流動性リスク」内の「ストレステストおよび流動性準備金」を

参照。）。
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BNPパリバ・グループは、資産の満期、金利または通貨と負債とが非対応となるリスクにさらされている。

BNPパリバ・グループの資産の支払時期は未定であり、BNPパリバ・グループが定められた時期に得た収益が予

定よりも低い場合、負債の返済のために市場から追加的な融資が必要となる可能性がある。BNPパリバ・グ

ループは、リスク管理手続の一環として資産と負債の間の乖離について厳格な制限を設けているものの、資産

と負債が対応しないことによる潜在的な悪影響を完全に排除するという目的において、当該制限が効果的では

ない場合がある。

 

4.3 当社グループの信用格付の格下げは、当社グループの収益性に大きく影響する可能性がある。

信用格付は、BNPパリバ・グループの流動性に多大な影響を及ぼす。BNPパリバ・グループは、４つの格付機

関（スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、フィッチ・レーティング

スおよびドミニオン・ボンド・レーティング・サービシズ）から格付を取得している。スタンダード・アン

ド・プアーズは、2023年４月24日付で、BNPパリバの預金および優先債の長期格付は「A+」、短期格付は「A-

1」で、見通しは安定的であることを確認した。フィッチ・レーティングスは、2023年７月３日付で、BNPパリ

バの預金および優先債の長期格付は「AA-」、短期格付は「F1+」と確認し、見通しを安定的に修正した。ムー

ディーズ・インベスターズ・サービスは、2024年２月15日付で、BNPパリバの預金および優先債の長期格付は

「Aa3」、短期格付は「P-1」で、見通しは安定的であることを確認した。ドミニオン・ボンド・レーティン

グ・サービシズは、2023年６月21日付で、BNPパリバの優先債の長期格付は「AA(low)」、短期格付は「R-1

(middle)」で、見通しは安定的であることを確認した。BNPパリバ・グループの信用格付の低下により、当社

グループの流動性および競業的ポジションは影響を受ける可能性がある。また、BNPパリバ・グループの借入

費用が増加し、キャピタル・マーケットへのアクセスが制限され、カバード債またはトレーディング、デリバ

ティブもしくは担保付きの資金調達に係る契約における特定の二当事者間の規定に基づき追加的な債権が誘引

されることがある。

加えて、BNPパリバ・グループが市場投資家から長期の無担保での資金調達を取得する費用も、信用スプ

レッドに直接関連しており、同様に信用スプレッドはある程度まで信用格付に依拠するものである。信用スプ

レッドの増加は、BNPパリバ・グループの資金調達費用を大幅に増加させる可能性がある。信用スプレッドの

変動は継続的に、市場主導で生じており、時に予測不可能かつ非常に不安定な動向に影響を受ける。信用スプ

レッドはまた、BNPパリバ・グループの信用力の市場での認知度にも影響される。さらに、信用スプレッド

は、当該債務の信用の質からも影響を受けるBNPパリバ・グループの債務を参照先とするクレジット・デフォ

ルト・スワップの買い手の費用の変動、またBNPパリバ・グループが管理できない多くの市場の要素に影響を

受ける。
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5. マクロ経済環境および市場環境に関連するリスク

5.1 BNPパリバ・グループおよびBNPパリバ・グループが事業を展開する市場は、厳しいマクロ経済および財政の

状態により過去に重大な悪影響を受けており、また、将来受ける可能性がある。

BNPパリバ・グループの事業は、金融市場の状況や広くフランス（2023年12月31日現在、当社グループの収

益の25％を占める。）、欧州のその他の国々（2023年12月31日現在、当社グループの収益の52％を占める。）

およびその他の国々（2023年12月31日現在、当社グループの収益の23％を占める。）の景気の動向の変化によ

る影響を受けている。BNPパリバ・グループが事業を行う国々の市場および経済環境の悪化により、以下を含

む様々な影響が過去に生じた、または今後再び生じる可能性がある。

・不景気によりBNPパリバ・グループの顧客の事業および活動が影響を受け、法人および家計の財務力の悪

化を一因として、資金需要および取引量が低下し、債権およびその他の顧客貸出金の債務不履行の確率が

上昇する。BNPパリバ・グループの経済調査ユニットが作成した2023年の世界のGDPの年平均増加率を

2.8％（2022年は3.3％）とし、2023年のユーロ圏および米国のGDPの増加率をそれぞれ0.5％および2.3％

とし、2024年の両地域での増加率をそれぞれ約１％と予測する中心的なシナリオに沿って、特に2022年お

よび2023年の金利上昇ならびに特定の影響（中国の不動産危機や米国の商業用不動産危機等）の結果、

2024年初めから、当該リスクは、世界の様々な地域で成長が鈍化または低迷し、特定の地域（ユーロ圏を

含む。）で景気後退のリスクが生じるという形で顕在化してきた。最後に、2024年の世界経済およびユー

ロ圏経済は、2023年と同様に、インフレおよびその結果としての金利ならびに地政学的事象の影響を特に

受けやすくなる。

・債券、株式およびコモディティの市場価格の低下（またはボラティリティの上昇）が、特定の取引、投資

銀行事業および資産運用による収益を含むBNPパリバ・グループの事業へ影響を与える。実際、長期間に

わたる高いボラティリティは、金融資産市場の修正（特に最もリスクの高い資産）につながり、その結果

BNPパリバ・グループに損失を及ぼす可能性がある。加えて、ボラティリティの水準および構造が急激に

変化したり、短期間に市場の激しい上昇と下落が交互に繰り返されたりすると、特定の仕組商品のヘッジ

が困難になる、またはコストが高くなる可能性があり、その結果、BNPパリバ・グループの損失リスクが

高まる可能性がある。

・現在のもしくは予想される景気に対応するために採用されるマクロ経済政策または金融政策は、予想され

たものであるか否かにかかわらず、金利および為替レート等の市場の基準値に影響を及ぼす可能性があ

り、これにより、市場リスクに対して最も脆弱なBNPパリバ・グループの事業に影響を及ぼす可能性があ

る。当該リスクは、2022年および2023年に中央銀行が実施した大幅かつ急速な金融引締策により2023年に

顕著となったが、2024年においても引き続き関連性がある（下記「5.2 金利の大幅な変動、特に長期にわ

たる低金利後の2022年および2023年の金利上昇は、BNPパリバ・グループの経営成績および財政状態に悪

影響を及ぼす可能性がある。」を参照。）。
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・世界的にまたは特定のセクターにおいて、景気を好ましく認識することは、投機的な資産バブルの形成に

つながり、状況が変化したときには修正される可能性がある。当該リスクは、最近の金融引締策後の2024

年においても、特に商業用不動産およびレバレッジド・ファイナンス等の特定のセクターにおいて存続し

ている（下記「5.2 金利の大幅な変動、特に長期にわたる低金利後の2022年および2023年の金利上昇は、

BNPパリバ・グループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。」を参照）。例えば、

商業用不動産セクターでは、評価額の下落や取引件数の減少が資金調達条件を引き締め、かかる市場での

投資家の不確実性を高めており、これが市場参加者の財務力、ひいては資産の質に影響を及ぼす可能性が

ある。BNPパリバ・グループの商業用不動産に対するオンバランスおよびオフバランスシートの総エクス

ポージャーは、2023年12月31日現在、そのオンバランスおよびオフバランスシートのエクスポージャー合

計の3.9％を占め、BNPパリバ・グループの商業用不動産に対する債務不履行エクスポージャー（EAD）

は、2023年12月31日現在、その債務不履行エクスポージャー合計の3.8％を占めている。米国の商業用不

動産に関するBNPパリバ・グループの債務不履行エクスポージャーは、2023年12月31日現在、その債務不

履行エクスポージャー合計の0.09％を占めた。

・様々な政治的もしくは地政学的事象（2008年の世界的な金融危機、2011年の欧州債務危機、2020年および

2021年のCOVID-19のパンデミックによる景気後退または高インフレ、金利上昇ならびに地政学的なショッ

ク（例えば2022年のウクライナ侵攻や2023年の中東における紛争の発生）等）に関連する大規模な一過性

の経済的混乱またはそれらに起因する不利な経済状況は、特に市場流動性の低下により悪化する可能性が

ある、ボラティリティおよび資金調達源コストの上昇、資産の質の悪化、金融市場の修正、ひいては公正

市場価格での特定の資産の売却する能力または売却そのものができない可能性により、BNPパリバ・グ

ループの全事業に深刻な影響を及ぼす。これらの混乱はまた、地政学的事象がBNPパリバ・グループの事

業展開する経済状況に一時的または恒久的に及ぼす影響により、とりわけ取引手数料および顧客貸出金の

減少を伴う可能性がある。

定義上、このように不利な地政学的事象の発生は予測困難であるが、2024年には、ウクライナ侵攻に起因す

る紛争および中東における紛争の悪化または拡大、それに付随する、特にエネルギー市場および／またはサプ

ライチェーンへの全般的な影響、ソブリン債務危機（パンデミック後の高水準の公的債務、（再）資金調達コ

ストの急騰、特に米ドルに依存する借入先に対する為替レートの悪化）、ならびに様々な政治的リスクの顕在

化（例えば米国議会の停滞または選挙（2024年は多忙な選挙の年）に関連した不確実性等）が含まれる可能性

がある。
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5.2 金利の大幅な変動、特に長期にわたる低金利後の2022年および2023年の金利上昇は、BNPパリバ・グループの

経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

長年にわたる低金利後、2022年および2023年に、金利が著しく上昇した。かかる状況下で、BNPパリバ・グ

ループの業績は様々な形で大きな影響を受けており、今後もその影響が続く可能性がある。金利の上昇は、短

期預金、コマーシャル・ペーパー、債券等の負債の金利の上昇を通じて、当社グループの資金調達コストを増

加させるだけでなく、顧客による無利息預金と有利子預金との間の裁定取引リスクも増大させる（フランスで

は、規制貯蓄に対する金利を、同じ預金について銀行が受け取る利回りを上回る水準まで引き上げるといった

政策決定により、さらに深刻化している。）。BNPパリバ・グループは、低金利環境で組成された多額の貸出

金ポートフォリオを保有する結果、このような資金調達コストの増加により不均衡が生じ、正味受取利差益が

縮小する可能性がある。当社グループは、（特にフランスにおける高利率のため）新規の住宅ローンまたはそ

の他の固定金利の消費者向けローンもしくは法人向けローンに金利上昇を速やかに反映させることが困難な場

合があり、一方で顧客預金のコストおよびヘッジ・コストがより急速に上昇する可能性がある。また、欧州中

央銀行は、「量的金融緩和政策」を実施し、銀行の流動性を強化するために近年使用した手段を2022年および

2023年に修正した（例えば、「伝達保護措置」の創設および長期資金供給オペ（TLTRO Ⅲ）の条件の修正）。

当社グループは金利ポジション全体をヘッジしているため、これらの金融商品に影響を与える条件に変更が

あった場合、このヘッジの調整につながる可能性があり、かかる調整は、BNPパリバ・グループの業績に悪影

響を及ぼしてきた、または及ぼす可能性がある。これらの調整の結果、BNPパリバ・グループは2023年12月31

日現在、銀行業務純収益に対して938百万ユーロの一時的費用を計上した。

さらに、長期にわたる低金利の結果、低金利の貸出金や債券等の資産で構成されるポートフォリオは、（市

場金利が急速に上昇する環境下では）価値が下落すると予想される。かかる価値の低下に対して、当社グルー

プのヘッジ戦略の効果が全くまたは部分的にしかない場合、多額の損失を被る可能性がある。
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金利上昇は借手の金融費用を増加させ、債務返済能力を圧迫する可能性がある。さらに、当初の予想を上回

る大幅なまたは急速な金利上昇は、欧州連合、米国およびその他の地域での経済成長を脅かす可能性がある。

これらの影響により、BNPパリバ・グループの貸出金および債券ポートフォリオのレジリエンスが試され、不

良貸出金および債務不履行の増加につながる可能性がある。より一般的には、特に米国連邦準備銀行および欧

州中央銀行による金融緩和政策の終了は、長期にわたる低金利および高い流動性から特に恩恵を受けてきた特

定の市場または資産（例えば、非投資適格企業およびソブリン債務者、株式および不動産（特に商業用）の特

定セクターならびにレバレッジド・ファイナンス）に鋭い調整をもたらし、市場参加者に悪影響を及ぼしてお

り、今後も及ぼし続ける可能性がある。例えば、2024年初め、商業用不動産危機が多くの米国地方銀行の株価

およびいくつかの主要な不動産デベロッパーの財務状況に影響を与えた。より一般的には、これらの調整は、

潜在的に、ボラティリティの大幅な上昇や投資家の不信感の高まりの影響を含め、全般的に、または特に金利

上昇の影響を受ける商業用不動産市場もしくはその他のセクターへのエクスポージャーを有するバンキング・

セクターを含む特定のセクターに関連して、金融市場全般に波及する可能性がある。その結果、BNPパリバ・

グループの業務に著しい支障が生じ、BNPパリバ・グループの事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響

を及ぼす可能性がある。

 

5.3 業務の範囲が世界全体に及ぶことから、BNPパリバ・グループは、カントリー・リスクならびに地域や国の政

治的、マクロ経済的および財政状況の変化にさらされている。

BNPパリバ・グループは、カントリー・リスクを監視し、その財務報告に記録される公正価値調整額および

リスク費用に計上する。しかし、政治的またはマクロ経済的な環境の大幅な変化により、追加的な費用の記録

が必要となり、またはBNPパリバ・グループの財務報告に事前に記載されていた数値以上の損失が発生する可

能性がある。さらに、BNPパリバ・グループが事業を行う国または地域特有の要因により、事業の遂行が困難

なものとなり、営業損失または資産の減損が発生することがある。

2023年12月31日現在、BNPパリバ・グループの貸出金ポートフォリオのうち33％はフランスの借手への融

資、16％はベルギーおよびルクセンブルクの借手への融資、10％はイタリアの借手への融資、21％はその他欧

州諸国の借手への融資、９％は北アメリカの借手への融資、６％はアジアの借手への融資ならびに５％はその

他の国々の借手への融資で構成されている。特にこれらの国および地域に悪影響を与える経済または規制の状

況は、BNPパリバ・グループに対して大きな影響を及ぼす。例えば、ポーランド政府が2022年７月に導入し

た、一般的に変動金利の住宅ローンの借手が2022年から2024年の間に８ヶ月間支払を停止することを認める法

律により、当社グループ（ポーランドではBNPパリバ・バンク・ポルスカを通じて事業を運営している。）は

2022年度第３四半期において一時的な204百万ユーロの悪影響を記録した。もう１つの例として、トルコの超

インフレがBNPパリバ・グループの2023年度の業績に悪影響を及ぼした。加えて、BNPパリバ・グループは、

OECD加盟国以外の国に対する高いエクスポージャーを保有しており、これは、より発展した経済においてはあ

まり見られない政治的不安定性、予測不可能な規制および課税、収用およびその他のリスクに左右される。
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また、BNPパリバ・グループは、ウクライナにおいて、子会社のウクルシブバンクを通じて事業を展開して

おり、欧州復興開発銀行（40％）と共に60％の株式を保有している。ウクライナ戦争に関連して、当社グルー

プは当該子会社に対して行使している支配の性質を再評価した結果、独立的支配を失い、重要な影響力を保持

すると結論づけた。2023年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類の注9.d「企業結合および支配権また

は重要な影響力の喪失」に記載のとおり、このような状況から、当社グループは2022年３月１日から当該事業

体を持分法で連結することとなった。2023年12月31日現在、ウクルシブバンクの事業に起因する当社グループ

のエクスポージャーは僅少であった。

特に欧州連合、米国および英国から大規模な経済制裁を受けているロシアについて、2023年12月31日現在、

BNPパリバ・グループの同国に対するオンバランスおよびオフバランスシートのエクスポージャーの合計は、

BNPパリバ・グループのオンバランスおよびオフバランスシートの総エクスポージャーの0.03％であった。当

社グループは、関係当局と連携して状況の進展を注視し、特に経済制裁に関する国際社会の反応に注視してい

る。

 

6. 規制リスク

6.1 近年採用された法律および規制、ならびに現在および将来の法規制上の発展は、BNPパリバ・グループならび

にBNPパリバ・グループが事業を運営する金融環境および経済環境に重大な影響を及ぼす可能性がある。

BNPパリバ・グループが事業を運営する法域（特にフランス、欧州および米国）において近年施行された法

律および規制は、BNPパリバ・グループおよびその他の金融機関が事業を運営する環境に大きな変化をもたら

しており、今後ももたらし続ける可能性がある。

BNPパリバ・グループ等の金融機関が採用し適用される直近の措置には、特に以下のものが含まれる。

・特にBNPパリバ・グループ等の世界的なシステム上重要な銀行に対する、2013年６月26日付欧州議会およ

び欧州連合理事会の規則（その随時の改正を含む。CRR。）に基づくより厳しい「プルデンシャル」（す

なわち資本支払能力および流動性）要件、ならびに資本要件の引き上げをもたらした、またはもたらす可

能性のあるリスク加重方法および内部モデルを使用する手法の変更
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・2021年10月の最低資本要件に関して、欧州委員会は、中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ（GHOS）

によって採用されたバーゼル３合意の欧州連合における実施を最終化するための法的パッケージを採択し

た。かかる法的パッケージに伴う影響評価において、欧州委員会は、2020年12月付の欧州銀行監督機構の

影響調査および欧州委員会による一部の欧州連合個別調整に関する追加推定値に基づき、バーゼル３の最

終基準の実施により、修正を完全に実施した後の最低資本要件の合計が6.4％から8.4％の範囲で、平均が

増加する可能性があると推定した。修正の効果と健康危機の潜在的影響を併せた影響を考慮した欧州銀行

監督機構の最新の影響分析に基づき、欧州委員会は、2025年１月１日から欧州連合の銀行に新たな資本要

件を適用することを選択した。これは導入期間が設けられ、2030年まで（一部の要件については2032年ま

で）に段階的に引き上げられる。これに基づき、発表された最初の申請日時点（2025年１月１日）で、当

社グループはリスク加重資産が７％増加する可能性を示し、これは完全実施されたバーゼル３の最終化に

より最低資本要件の合計が７％増加する可能性を示唆している。この推定値は、草案文面、当社グループ

およびマクロ経済状況における潜在的な変化に応じて変更される可能性がある。2023年６月に交渉は欧州

理事会および欧州議会との間で暫定合意に達し、当該合意は2023年12月に有効となり、2024年度第２四半

期には欧州議会で正式に採択される予定である。

・既存監督機関の権限の強化および新しい監督機関の創設（例えば、単一破綻処理メカニズム（SRM）によ

り、BNPパリバ・グループは欧州中央銀行の直接監督下に置かれることとなった。）

・再生および破綻処理制度の強化（とりわけ、損失の大部分が銀行の債権者および株主によって負担される

ことを確実にし、それにより納税者が負担する損失を最小限にすることを目的とする、2014年５月15日付

銀行再生および破綻処理に関する指令（BRRD）（その随時の改正を含む。）の採用。）

・銀行再生および破綻処理に関する指令による国の破綻処理基金の創設、欧州議会および欧州連合理事会の

2014年７月15日付決議（その随時の改正を含む。単一破綻処理メカニズム規則。）による単一破綻処理基

金（SRB）の創設。これにより、BNPパリバ・グループ等の銀行機関に対し金融機関からの年次拠出金によ

り資金調達を受けている単一破綻処理委員会（SRF）の決算手続を開始する権限が与えられる。2023年度

のBNPパリバ・グループの拠出額は1,002百万ユーロであった。

・子会社に対して禁止または区分することが必要であり、特定の資本要件および資金調達要件の対象とな

る、商業銀行が行う投機的と考えられる一定の種類の業務（とりわけ自己勘定売買）への制限

・特定の種類の金融商品もしくは業務による手数料収入の禁止または制限

・参加国の保証スキームのすべてまたは一部を漸進的にカバーする、国の預金保証スキームおよび提案がな

されている欧州の預金保証スキームまたは預金保証の創設

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 144/1141



・特定の業務に関する内部統制、リスク管理および報告要件の強化

・追加的な規制資本要件につながる可能性のある規制上のストレステスト（気候変動リスクに関するものを

含む。）の実施（「(5) 市場リスク」内の「市場リスクのストレステストの枠組」を参照。）

・マネーロンダリングおよびテロリストへの融資に対抗するために、特に2023年12月13日付暫定合意に基づ

き欧州連合理事会および欧州議会が承認した、マネーロンダリングおよびテロリストへの融資に対抗する

ための新たな欧州機関の設立を通じて、関連当局に与えられるより大きな権限

・業務ルールの管理と運用の強化および指定された水準を超えた従業員給与への制限および課税の増加

・特に金融商品（BNPパリバ・グループの事業体が発行する株式およびその他の証券を含む。）に関する証

券規制の変更、金融市場の透明性、効率性および誠実性を高め、また特に高い頻度で行われる取引を規制

するための措置、市場濫用規制の拡大、デリバティブおよび証券投資取引の報告義務を含む特定の金融商

品への規制強化、店頭デリバティブ取引（セントラル・カウンターパーティによって清算されていないデ

リバティブに係る担保の計上を通じたものを含む。）に関わるリスクを強制的に解消または軽減させるた

めの要件

・取引プラットフォーム、清算機関、中央預託機関ならびに証券受渡および決済システム等の市場インフラ

規制の変更

・強化された開示要件の導入（（ⅰ）BNPパリバ・グループのような資産管理サービスを提供する銀行グ

ループが、投資判断を行う際に、どのように持続可能性リスクまたは悪影響、持続可能な投資目標または

環境的特性もしくは社会的特性の促進を統合するか、（ⅱ）銀行グループ自身が、欧州タクソノミに定義

された環境的に持続可能と考えられる経済活動について、どのような手段および程度で融資または開発を

するのか、ならびに（ⅲ）2024年１月１日から順次適用される「企業サステナビリティ報告指令

（CSRD）」を反映した文書に基づき、BNPパリバ・グループの事業がESG課題に与える影響ならびにこれら

の課題がその事業、経営成績および財政状態に与える影響を分析することを可能にする、独立した第三者

機関によって認証されたサステナビリティに関する新たな開示要件の導入を含む。）

・気候変動に関連する物理的リスクおよび転換リスクを含む、企業の社会的責任のリスク管理に関する透明

性および開示要求の強化、ならびに銀行グループのリスク測定および管理システムに気候リスクを統合す

るための新たな要件の導入（銀行による気候リスクの管理および開示に関する提案の公表を含む。）

・投資ファンド分野に関連するまたは技術革新を促進する措置（「オープン・データ」アクセスならびに支

払サービス、クラウドファンディングおよびフィンテックの規制の開発等）等の金融機関に特化したもの

ではない措置の多重化
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既存の措置および今後採択される可能性がある措置（定義上予測不可能）により、特にBNPパリバ・グルー

プの資本および資金調達源の配分能力ならびに活用能力が低下し、リスク分散能力が制限され、一定の資金調

達および流動性に係る資源の入手可能性が低下し、資金調達コストが増加し、法令遵守に係る費用が増加し、

商品およびサービスの費用が増加するか、またはそれらの需要が低下し、内部の再編成、構造改革または再配

分を実施する必要性が発生し、特定の事業を行う、または優秀な人材を確保および維持するBNPパリバ・グ

ループの能力に影響を及ぼし、金融サービス部門への新規プレーヤーの参入を容易にするか、またはBNPパリ

バ・グループの事業モデルに影響を及ぼし、また、より一般的にはその競争力および収益性に影響を及ぼし、

それによりその事業、財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がある。

 

6.2 BNPパリバ・グループは、適用法令に違反した場合には多額の罰金を科され、その他行政処分または刑事処分

を受ける可能性があり、また民間当事者と関連する（または無関係の）訴訟により損失が発生する可能性が

ある。

BNPパリバ・グループは、法令遵守に伴うコンプライアンス・リスクにさらされている。当該リスクは、異

なる国々により、複合的かつ時に多様な、また相反すらする法的または規制上の要件が採用されることで増大

している。法令不遵守は、BNPパリバ・グループの評判を傷付け、私的請求権（集団訴訟を含む。）を行使さ

れることになるだけでなく、多くの法的手続、罰金および費用負担（計上された引当金を超える罰金および費

用を含む。）、公的な戒告、業務停止命令または究極的には当局による営業許可の取消しにつながる可能性が

ある。金融機関に対する規制に基づく監視が強化され続けているためだけでなく、適用される罰金および処罰

の量の大幅な増加のため、このリスクもさらに増大している。さらに、民間当事者による金融機関に対する訴

訟は、近年大幅に増加している。したがって、BNPパリバ・グループは、その業務において高い法的リスクに

直面しており、金融サービス企業に対する訴訟、法定手続およびその他の対審手続において主張される損害の

件数および額は、近年において大幅に増加しており、今後さらに増加する可能性がある。BNPパリバ・グルー

プは、この点につき、2023年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類の注5.n「偶発債務等引当金」に記

載されているとおり、引当金を計上する可能性がある。

経済制裁に関する米国の法令に対する当行の違反（とりわけ、結果として8.9十億米ドルの罰金が科され

た。）に関連して、2014年６月30日にフランスの金融健全性監督・破綻処理機構および米国連邦準備銀行理事

会が共同で発出した排除措置命令に関して、金融健全性監督・破綻処理機構の総務は、2024年１月19日、BNP

パリバに対し、当社グループが排除措置命令の規定を完全に遵守しており、今後BNPパリバ・グループの法令

遵守状況を監視しないとの結論を通知した。2024年２月６日にはまた、連邦準備銀行理事会が排除措置命令お

よび関連する強制措置の終了を発表した。

BNPパリバ・グループはまた、2023年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類の注9.c「法的手続および

仲裁」に要約されているとおり、現在多くの訴訟および捜査に関与している。BNPパリバ・グループは、いつ

でもその他の訴訟や調査に関与する可能性がある。１つまたは複数の案件における不利な結果により、すべて

の特定の期間においてBNPパリバ・グループの経営成績が重大な悪影響を受けないという保証はない。
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6.3 BNPパリバ・グループは、不利な情況の変化を経験することにより破綻処理または破綻処理以外の事業再編の

対象となる可能性があり、その結果、BNPパリバ・グループの証券の保有者が損失を被る可能性がある。

BRRD、それを移管する2015年８月20日付政令および2020年12月21日付政令、ならびに単一破綻処理メカニズ

ム規則（その随時の改正を含む。）により、金融健全性監督・破綻処理機構または単一破綻処理委員会は、重

要な機能の継続、連鎖のリスクの防止ならびに機関の資本構成の変更および健全性の回復の観点から、例えば

BNPパリバ・グループのような金融機関の破綻処理手続を開始することができる。当該権限は、特定の例外を

除き、すべて通常の破綻手続における破綻順位に従い、最初に株主、次にティア１資本（最劣後債等）および

ティア２資本（劣後債等）の要件を満たす追加的資本証券の保有者、次に非上位優先債券の保有者、そして最

後に上位優先債券の保有者が損失を負担することとなるように実施されなければならない。参考までに、BNP

パリバ・グループの2023年12月31日現在の中期および長期のホールセール資金の内訳は、14.9十億ユーロの

ティア１複合負債、20.7十億ユーロのティア２劣後債、自己資本に含まれない1.6十億ユーロの劣後債、73.5

十億ユーロの非上位無担保優先債、91.5十億ユーロの上位無担保優先債および15.5十億ユーロの担保付優先債

である。

破綻処理当局は、破綻処理手続の対象となる金融機関およびグループに関し、破綻処理を実施する広範な権

能を有しており、これには、当該金融機関の事業のすべてもしくは一部の第三者もしくはブリッジ機関への売

却、資産の分離、負債証券に関する債務者としての当該金融機関の交代もしくは代替、資本証券のすべてもし

くは一部の減額、株式の新規発行による資本証券の希薄化、負債証券のすべてもしくは一部の減額もしくは株

式への転換、負債証券の条件の修正（満期および支払われるべき利息額の変更ならびに支払の一時停止を含

む。）、金融商品の上場および取引許可の廃止、経営者の解任または特任経営者（administrateur spécial）

の選任が含まれ得るが、これらに限定されない。

資本証券のすべてまたは一部の減額、株式の新規発行による資本証券の希薄化、ならびにティア１資本（最

劣後債等）およびティア２資本（劣後債等）の要件を満たす追加的資本証券のすべてまたは一部の減額または

株式への転換も含めた特定の権能は、破綻処理手続以外で、または当該機関が例外的な公的資金援助を必要と

する場合は欧州委員会の国家援助体制に基づいて使われ得る。

BNPパリバ・グループに関連するかかる手続および権能の実施は、BNPパリバ・グループの大幅な構造の変革

（資産もしくは事業の売却またはブリッジバンクの創設の結果としての変革を含む。）ならびに株主および債

権者の債権のすべてまたは一部の減額、修正または変更を引き起こす可能性がある。また、かかる権能が実施

された結果として、BNPパリバ・グループの事業の全部もしくは一部が移管されるかまたはBNPパリバ・グルー

プのいずれかの資産が分割された後も、証券の保有者は（かかる減額または転換がいずれも行われない場合で

も）BNPパリバ・グループの債権者であり続け、BNPパリバ・グループの残存事業または残存資産は当社グルー

プの債権者のすべてまたはいずれかによる請求に応じるには十分ではない可能性がある。
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7. 現在の環境におけるBNPパリバ・グループの成長に関連するリスク

7.1 BNPパリバ・グループが戦略計画を実施しないか、もしくは公表されている財務目標を達成しない場合、また

はBNPパリバ・グループの業績が提示された方向の予測に沿わない場合、その証券の取引価格に悪影響を及ぼ

す可能性がある。

2021年12月31日に終了した事業年度の業績の公表に関連して、BNPパリバ・グループは、2025年度事業計画

を発表した。この計画には、財務上および業務上の目標が含まれている。当社グループは、2023年12月31日に

終了した事業年度の業績の公表に関連して、特に欧州におけるマクロ経済環境の悪化、欧州における公共政策

決定の悪影響、および現在の景気循環の影響を特に受けている特定の事業部門の動向を考慮し、2025年度へ向

けての目標を修正した。BNPパリバ・グループの実際の業績は、本項において記載された１つまたは複数のリ

スクの顕在化を含む多くの理由によりこれらの方向と大きく異なる可能性がある。BNPパリバ・グループの業

績がこれらの方向と異なる場合、その財務状況や証券の価格に加え、資金調達コストにも影響を及ぼす可能性

がある。

さらに、当社グループは企業の社会的責任（CSR）ポリシーを積極的に推進しており、具体的な成果をあげ

て社会に貢献していきたいと考えている。2022年にBNPパリバ・グループは、ネットゼロ・バンキング・アラ

イアンス、ネットゼロ・アセット・オーナー・アライアンスおよびネットゼロ・アセット・マネージャーのイ

ニシアティブに署名し、持続可能な経済へのコミットメントを強化し、脱炭素化戦略を加速させた。このよう

に、当社グループは、パリ協定および持続可能な開発目標（SDG）に沿った戦略を策定する国連責任銀行原則

の設立メンバーとして、確固たる地位を築いている。当社グループの2022-2025年戦略プランの一環として、

ESG関連の融資および債券の発行（環境問題および社会問題に関わる企業、機関および個人向け融資ならびに

年１回の持続可能な債券の発行）に350十億ユーロを投入し、2025年までに持続可能な責任投資の運用に300十

億ユーロを確保することを目指している（BNPパリバ・アセット・マネジメントの欧州のオープンファンド

は、サステナブル・ファイナンス開示規則（SFDR）が定義する第８条および第９条に分類される。）。さら

に、2019年に、BNPパリバ・グループは、気候変動対策の一環として、石炭火力発電へのエクスポージャーを

OECD加盟国では2030年までにゼロに、その他の国々では2040年までにゼロにするという新たな約束をした。

2022年末、BNPパリバ・グループは、初の気候アライメント報告書および2025年までに炭素排出量を削減する

目標を発表し、クレジット・ポートフォリオをカーボン・ニュートラルな取組に適合させるために必要な措置

を講じているところである。最後に、2023年１月、当社グループは社会貢献活動方針を強化し、持続可能な低

炭素経済への移行に向けたグローバルな取組の一環として、顧客と共に取り組んでいる。当社グループは、低

炭素移行グループを通じて培った専門知識を基に、2030年までに低炭素エネルギー生産への融資を加速させ、

化石燃料による生産への融資を削減する新たな目標を発表した。当社グループがこれらの目標を達成できな

かった場合、これは制御できない要因に依存する部分であるが、当社グループの信用に影響を与える可能性が

ある。
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7.2 BNPパリバ・グループは、買収取引後の事業の統合に苦戦し、買収取引により期待された利益を実現できない

可能性がある。

BNPパリバ・グループは、定期的に合併や買収の取引を行う。BNPパリバ・グループは、特にバンク・オブ・

ザ・ウェストの売却収益の一部を買収取引に充てる意向を表明している。BNPパリバ・グループによる直近の

大規模な買収取引は、2019年のドイツ銀行のプライム・ブローカレッジおよび電子取引プラットフォームの統

合、2021年のエクサンの100％買収（以前はBNPパリバが50％保有）、2022年のフロアの100％買収ならびに

2023年のカントックスの買収であった。統合を成功させ、シナジー効果を実現するためには、特に、事業開発

やマーケティング関連の取組の適切な調整、主要経営陣の維持、効果的な人材募集や研修のための方針および

情報システムやコンピュータ・システムへの適応力等が必要となる。統合作業の段階で何らかの問題が生じる

と、統合費用が当初の予想を上回り、費用削減効果または営業収益が当初の予想を下回る可能性がある。この

ため、当初見込んでいたシナジー効果の達成程度および実現時期は不確実となる。さらに、BNPパリバ・グ

ループの既存の業務を取得した業務と統合することにより、当該業務間の関係に問題が生じ、経営陣の注意が

BNPパリバ・グループの事業の他の側面に向けられなくなることにより、BNPパリバ・グループの事業や経営成

績に負の影響が及ぶ可能性がある。その上、場合によっては、企業買収に関連した紛争が、統合プロセスに悪

影響を及ぼしたり、好ましくない結果（財務関連のものを含む。）を生み出したりする可能性がある。

BNPパリバ・グループは、取得予定の企業の詳細な分析を行うが、この分析は、網羅的または包括的に実施

できない場合も多い。BNPパリバ・グループが取得前に包括的なデュー・ディリジェンスを行えない場合に

は、収益性の低い、または買収後に顕在化する可能性のある一定の潜在的リスクを有する、不良債権もしくは

貸倒債権または事業を取得する可能性がある。収益性の低い事業またはリスクが顕在化した事業の取得は、

BNPパリバ・グループの収益性全体に重大な悪影響を及ぼし、負債を増加させる可能性がある。
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7.3 BNPパリバ・グループの現在の環境は、銀行事業者および銀行以外の金融機関との間の熾烈な競争によって影

響を受ける可能性があり、これによりBNPパリバ・グループの営業収益および収益性に悪影響が及ぶ可能性が

ある。

BNPパリバ・グループがその事業の相当部分を営んでいるフランスやその他の諸国（フランス以外の欧州諸

国や米国を含む。）における、BNPパリバ・グループのすべての主要な事業分野での競争が激化している。銀

行業界内での競争は、金融サービス分野の統合、支払および金融サービス分野における新規プレーヤーの存在

またはクラウドファンディングのプラットフォームの開発に加え、銀行部門における消費者習慣の継続的な進

化の影響により激化する可能性がある。BNPパリバ・グループがかかる分野においてハロー・バンク！の発足

やニケルまたはフロアの買収等の取組を行う一方で、規制要件がそれほど多くなく、または資本要件がそれほ

ど厳しくない競合他社（例えばデットファンドやシャドーバンキング等）、またはスケールメリット、データ

シナジー、技術革新により利益を享受する競合他社（例えばインターネット業者、モバイル業者、デジタル・

プラットフォームまたはフィンテック等）または顧客の財務データへの自由なアクセスを有する競合他社は、

消費者の新たなニーズに対応するための低価格での提供および革新的なサービスを行うことで、より大きな競

争力を持つ可能性がある。ブロックチェーン技術や関連サービスのような取引プロセスおよび決済システムを

簡略化または変革させる新技術、または中央銀行のデジタル通貨のような銀行システムの根本的な構造に大き

な影響を与える可能性のある新技術は、近年開発されており、また、近い将来開発される可能性がある。これ

らの開発およびその適用のための規制の影響について予測することは困難であるものの、それらの技術の利用

は、BNPパリバ・グループを含む銀行の市場シェア、またはBNPパリバ・グループのような既存の金融機関が利

用する技術を通じて行われてきた確実な投資を減少させ、より広い意味では、BNPパリバ・グループのような

確立した金融機関を使用することの魅力に影響を与える別の金融制度の出現につながる可能性がある。このよ

うな動きが、特に政府および中央銀行の支援を受けて勢いを増し続ける場合、BNPパリバ・グループが、既存

の競合他社や新規参入企業と比較してより魅力的で革新的かつ利益の見込める商品やサービス・ソリューショ

ンを提供するという方法で、フランスまたはその他主要な市場における競争環境に対応できない場合、または

これらの活動の一部が銀行以外の機関によって行われる場合、BNPパリバ・グループは、主要な事業領域での

市場のシェアを失ったり、業務の一部またはすべてにおいて損失を被ったりする可能性がある。加えて、BNP

パリバ・グループの主要な市場における景気の低迷が、例えば価格圧力の増加や、BNPパリバ・グループおよ

び同業他社の取引量の減少等を通じて、競争圧力に拍車をかける可能性がある。また、新規参入者が対象とな

らないような、大規模なもしくはシステム上重要な金融機関に対するより厳しい要件（とりわけ資本要件およ

び業務制限）の賦課が、BNPパリバ・グループのような大規模な民間金融機関にとって不利な態様で、競争環

境を歪める可能性もある。
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7.4 BNPパリバ・グループは、環境・社会・ガバナンス（ESG）問題に関するリスク、特に転換リスク、物理的リ

スクまたは負債リスク等の気候変動リスクにより、事業活動が中断されたり、損失を被る可能性がある。

BNPパリバ・グループは、その事業活動を通じて直接的に、またはその財務活動および投資活動を通じて間

接的に、気候変動に関するリスクにさらされている。気候変動に関するリスクは主に２つの種類に分けられ、

それらは（ⅰ）低炭素経済への移行のためのエネルギー政策の実施や技術的変化に対応した経済関係者および

金融関係者の行動の変化に起因する転換リスクおよび（ⅱ）異常気象や、水位上昇または気温上昇等の長期的

なリスクを通じて、気候変動が人や財産に直接影響を及ぼす物理的リスクである。物理的リスクは、BNPパリ

バ・グループの顧客のバリュー・チェーン全体に広がり、それが支払不履行につながることで財務的損失を生

む可能性がある一方、排出量削減のプロセスは金融資産の価値や企業収益に影響を与え、経済のあらゆるセク

ターに大きな影響を与える可能性がある。

さらに、負債リスクは両方の種類のリスクから生じる可能性がある。これらのリスクは、気候変動の事象、

活動もしくは効果によって影響を受ける可能性のある、またはそのような事象、活動もしくは効果に融資、促

進もしくは貢献した金融セクターの行為者に責任を問おうとする、個人、企業、政府または非政府組織

（NGO）が請求できる金銭的補償に相当する。近年、株主、活動家ファンド、NGO等によるESG課題を中心とし

たアクティビズムが、多くの上場企業に対して向けられている。これらの取組には、企業に対してESG関連の

行動およびコミットメントに関する重要な情報の開示を求め、場合によっては、企業に戦略およびビジネスの

変更を迫るよう求めることも含まれている。一部の法域では、金融セクターの行為者は、個人、企業、政府も

しくはNGO、団体または私人からの法的措置に直面することもある。

気候変動および持続可能性に関して、フランス、欧州連合および国際的なレベル等での政策および規制の取

組および枠組、また業界の提携による自主的な取組や共同での取組により、法的リスク、規制上のリスクおよ

び風評リスクが高まっている。ESGにおける規制の枠組は、常に変化し、進化し、急速な発展を続けている。

特に、情報開示、気候変動リスクのリスク測定および管理システムへの統合、ならびに一般的な注意義務の観

点からの要請が含まれている（上記「6.1 近年採用された法律および規制、ならびに現在および将来の法規制

上の発展は、BNPパリバ・グループならびにBNPパリバ・グループが事業を運営する金融環境および経済環境に

重大な影響を及ぼす可能性がある。」を参照。）。これらの取組および枠組は、いくつかの点で重複してお

り、その目的も必ずしも一致していないため、規制が複雑化し、場合によっては明確さを欠き、解釈も難しく

なっている。当社グループの事業および情報開示において、これらの規制要件、および低炭素経済への移行、

気候変動、持続可能性またはエネルギー関連投資に関するその他の規制が遵守されない場合、当社グループの

事業、投資価値および評判に悪影響を及ぼす可能性がある。
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BNPパリバは、ESGリスクを単体のリスク・カテゴリーとしてではなく、信用リスク、市場リスクおよび業務

リスク等の様々なリスク・カテゴリーに影響を与える要因として捉えている。したがって、BNPパリバは、こ

れらのリスクの評価を漸進的にリスク管理システムに統合している。気候および環境のリスク要因の一部を含

むESGリスク要因は、当社グループのリスク特定プロセスの関係者が考慮に入れるリスク要因の中の一部であ

り、短期から中期（３年または４年）および長期のシナリオに基づくリスク評価を適用している。2022年に当

社グループは、保険市場および再保険市場の変化の可能性、顧客の期待および消費者主義の影響、投資家の財

務的期待、気候変動およびエネルギー転換、健康および環境に対する脅威ならびにESG問題全般における銀行

の役割への注目等を含む、気候変動に直接的または間接的に関連するいくつかの主要なリスク要因を特定し

た。当社グループは、その事業活動、取引先の事業活動ならびに自らのためおよび第三者のための投資におい

て、これらのリスクを監視している。この点につき、特定の信用方針および一般与信方針は、それぞれ2012年

および2014年から、社会的責任および環境責任に関する条項が追加されて強化されている。また、この分野に

おける規制要件の拡充は、気候変動やその他の関連する問題に関して、金融機関に対する訴訟の増加につなが

る可能性がある。そのため、当社グループは、特定の金融商品の環境・社会・ガバナンス基準の評価が不十分

であった場合等、取引実行の失敗について責任を問われる可能性がある。

さらに、ESG基準で定められた特定のセクターへの融資を除外する等のセクター特有の方針も導入されてお

り、BNPパリバ・グループは戦略目標を達成するために、その事業およびとりわけ取引先のスクリーニングを

適切に順応させる必要がある（上記「7.1 BNPパリバ・グループが戦略計画を実施しないか、もしくは公表さ

れている財務目標を達成しない場合、またはBNPパリバ・グループの業績が提示された方向の予測に沿わない

場合、その証券の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。」を参照。）。具体的には、例として、当社グ

ループのESG分析の結果により、顧客関係からの撤退（不満足な結果）、顧客関係の見直しおよび定期的な監

視（中間的な結果）または新たな顧客関係の締結（もしくは既存の顧客関係の継続）（満足な結果）につなが

る可能性がある。同様に、投資先企業におけるESGリスク管理の有効性に対する当社グループの評価により、

既存の投資からの撤退または新規投資を行うかどうかの意思決定への影響につながる可能性がある。気候変動

対策や関連リスクの監視の努力にもかかわらず、気候変動に関する物理的リスク、転換リスクもしくは負債リ

スクまたはESGリスク管理の実施の遅れもしくは失敗により、当社グループの事業、財務状況または評判に重

大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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7.5 信用機関または金融機関の特定の持分の変動は、BNPパリバ・グループの財務状況に影響を及ぼす可能性があ

る。

特定の種類の資産は250％の高いリスク・ウェイトを有する可能性がある。これらの資産には、プルデン

シャル・スコープにおいて持分法の下で連結される信用機関または金融機関（保険事業を除く。）、BNPパリ

バ・グループが10％超の持分を有する信用機関または金融機関における高率の金利、および将来予測に依拠

し、一時差額により生じる繰延税金資産が含まれる。

250％のリスク・ウェイトを有するリスク加重資産は、2023年12月31日現在において19十億ユーロ、すなわ

ちBNPパリバ・グループのリスク加重資産合計の３％となった。当該リスク加重資産は、2022年12月31日現在

においては20十億ユーロ、すなわち当社グループのリスク加重資産合計の３％であった。BNPパリバ・グルー

プが高いリスク・ウェイトの資産を増加させた場合（資産ポートフォリオ全体に占める当該高いリスク・ウェ

イトの資産の割合を増加させることで増加した場合、または当該資産に適用される規制上のリスク・ウェイト

の増加によって増加した場合）、BNPパリバ・グループの自己資本比率は低下する可能性がある。

 

主要なリスクおよび新たに発生するリスク

主要なリスクおよび新たに発生するリスクの特定および監視は、BNPパリバのリスク管理のためのアプロー

チの中心である。

かかるリスクは、リスク部門、事業部門および事業所において実施される多様な業務および分析に基づき、

またいくつかの委員会を通じて、特定、分析および管理される。これらには以下が含まれる。

・当社グループのポートフォリオの帰結に関するかかるリスクの序列化および不利なシナリオの策定を目的

としたマクロ経済および金融状況の緻密なフォローアップ。この徹底した監視は、リスク部門が提示した

指標表示を通じて、四半期毎にゼネラル・マネジメントおよび内部統制・リスク管理・法令遵守委員会

（CCIRC）に通知される。

・取締役会が承認した指令および閾値に従ったリスク特性の徹底した監視

・とりわけ集中化または企業の社会的責任（CSR）に関する部門間協力に関する方針

・当社グループの資産・負債管理および財務委員会（または当社グループALCo、「(2) リスク管理（監査

済）」内の「統治」を参照。）およびフィナンシャル・マーケット・リスク委員会（FMRC）によりなされ

た市場リスクおよび流動性リスクに関する決定

・最高レベルの特別な取引に関し、委員会で実施された主要な決定

・新規活動または新商品に関する提案

・リスクおよび開発政策委員会（RDPC）による、当社グループの業務執行陣が選択した次年度のテーマに関

するポートフォリオおよび事業の検討

・リスク予測委員会における、新たに発生するリスクおよび当行のリスク特性に与える影響に関する事前お

よび将来を見据えた議論
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・当行の資本および流動性管理、ならびに事業活動に対する規制上の枠組への変更およびその結果の分析お

よび監視

・当社グループのサステナブル・ファイナンス戦略委員会（SFSC）により検証された当社グループのサステ

ナブル・ファイナンス戦略およびコミットメント。この委員会はまた、サステナブル・ファイナンスの商

業政策の主線を決定し、その運用上の遂行を監視する。また、必要に応じて、機能横断的なインフラの選

択を検証し、サステナブル・ファイナンスに関連する手法、分析、リスク管理、データ、ツール、基準お

よび報告において当社グループが行った規制要件およびコミットメントの実施に関する専門知識ならびに

一貫性を確保する。

 

主要なリスク

主要なリスクは、以下のとおり定義されている。

・事業分野または地理的分野を越えて、当社グループの財務成績、評判もしくは持続可能性に重大な影響を

及ぼす可能性があるもの

・近い将来発生する可能性のあるもの

当社グループがさらされている主要なリスクは、以下のとおりである。

 

マクロ経済のリスク

当行の事業の性格上、当行およびその業績は、特に欧州におけるマクロ経済および市場の状況には敏感であ

る。

2023年の世界の活動は、金利およびインフレが高止まりする中で減速した。2024年１月の最新の国際通貨基

金の予測によると、世界のGDPはわずか3.1％増（前年は3.5％増）の成長にとどまり、主に欧州経済の低迷を

反映した。ユーロ圏では、経済成長率は0.5％増（前年は3.4％増）と減速し、消費および投資の両面で、内需

があまり活発でなかったことを反映した。

インフレ率は2023年の間にかなり速いペースで後退したが、多くの国々で中央銀行の目標値を大幅に上回る

状態が続いている。この高いインフレ環境は、中央銀行をここ数十年で最も顕著な金融引締めに追い込んだ。

主要な中央銀行は2023年後半に金利引上げサイクルを終了した可能性が高い。短期金利、長期金利ともに

2000年代以来の水準に達しており、しばらくは比較的高水準が続くと予想される。したがって、このような金

利状況は2024年も引き続き活動の重荷となるだろう。

これを背景として、以下のリスクのカテゴリーが特定される。
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－高いインフレ率、サプライ・チェーンの混乱および商品市場の緊張に関連するリスク

インフレ率は2022年後半からかなり速いペースで後退しており、一部の特定部門（エネルギー、食品）にお

ける緊張の緩和と、活動の緩やかな成長ペースの両方を反映して、2024年も概して緩やかな成長が続くと予想

される。しかし、インフレ率が中央銀行の目標値を持続的に上回るリスクは残る。短期的には、地政学的な緊

張の影響の可能性、商品価格に対する影響のリスクおよび労働市場の動向等、この観点から重要な要因の動向

を注視する価値があると思われる。中期的な見通しでは、エネルギー転換にはインフレリスクも伴う。

サプライ・チェーンの混乱および投入資源の不足のリスクは、今後も重要なテーマであり続けるだろう。第

一に、地政学的な緊張はこの観点からリスクをもたらす（制裁の実施等）。第二に、低炭素経済への移行は、

十分な量を容易に入手できない可能性のある商品の競争を激化させる。こうした困難は価格変動につながる可

能性があり、また、活動に直接的な影響（投入資源の不足または不採算な生産）を及ぼし、最も影響を受ける

部門に困難（損失、デフォルト）をもたらす可能性がある。

 

－金利上昇の影響に関連するリスク（特に不動産部門および負債を抱える経済主体）

高水準の金利は、経済および金融システムにリスクをもたらし、好ましくない市場の反応（株式市場、外国

為替、資本移動）を誘発しやすい。

金利の影響を受けやすい部門は、他の部門よりもリスクにさらされている。特に、不動産部門（住宅用およ

び商業用）の下落傾向は多くの国々で顕在化しており、ほとんどの場合でまだ終息していない（今後数四半期

にさらなる価格修正が予想される。）。

より一般的には、民間部門において、高水準の負債を抱える一部の経済主体は、特に変動金利が適用される

場合、負債の返済がより困難になる可能性がある。緩やかな成長環境は、特に、労働市場で予想される不利な

動向を通じて、こうしたリスクを高める。

低成長および金利上昇の組み合わせは、健康危機および高いインフレ環境のため、特に近年多くの国々で見

られる公的債務の増加を考慮すると、公的金融への圧力も高める。このような背景から、近い将来、財務政策

が成長率に寄与する割合は以前よりも低下すると予想される。関連する緊張関係（ソブリン・スプレッドの上

昇）は、財政赤字の見通しが以前の予想よりも不利になった場合のリスクである。

これらのリスクに対する一部の新興国経済の脆弱性は、格付機関がこうした国の格付を引き下げる可能性が

あり、それに伴いリスク・プレミアムの上昇および債務返済の増加を生じさせる可能性がある。当社グループ

の新興国へのエクスポージャーは限定的である。

 

地政学的リスクおよび地経学的分断リスク

地政学的リスクは近年著しく高まっている。ウクライナ侵攻とその経済的影響（ガス価格、食料価格等）だ

けでなく、中東情勢も動向次第では世界経済に重大なリスクをもたらす可能性がある。こうした対立は、米中

間のその他の地政学的な緊張と相まって、世界経済の分断を助長している。
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このような背景から、トルコは、その地理的な位置と、様々な主要なアクターとの複雑で変化しやすい関係

性から、主要な立場を担っている。中東情勢の悪化は、新たな局面を迎えている。こうした地政学的リスク

は、最近の高いインフレとそれに伴う通貨安に関連する経済リスクと組み合わさっている。トルコにおける当

社グループの存在感は、主にTEB子会社を通じて示されている。2023年12月31日現在、当社グループの税引前

営業利益の2.0％がトルコにおけるものであった。

地政学的な緊張は、商品価格、金融市場、事業の信頼感、サプライ・チェーンおよび貿易への影響を含む

様々なチャネルを通じて世界経済に重くのしかかる可能性がある。このような動向は、インフレ率の上昇およ

び経済活動の低迷を同時に招きやすく、中央銀行の仕事を複雑化している。国際的な制裁措置の拡大はまた、

このような事態がもたらす影響の潜在的な規模を増大させている。

 

金融機関に適用される法令および規制

金融機関に適用される近年の法律および規制の変更は、当行に多大な影響を及ぼす可能性がある。当行に特

に影響を及ぼしたか、もしくは及ぼす見込みのある近年採用された措置または実施を検討中の措置には、2017

年12月にバーゼル委員会が公表したバーゼル３の最終化に伴う健全性規制が含まれる。2019年１月のトレー

ディング勘定の抜本的見直し（FRTB）および2020年７月のCVA（信用評価調整）リスクの抜本的見直しによ

る、リスク加重資産の計算における信用リスク、業務リスク、市場リスクおよびCVAリスクの測定方法の修正

の導入はこれを補完する。新しいバーゼルの枠組は、標準的アプローチに基づく全体的な下限値の段階的導入

についても規定している。これらの測定方式は、欧州法に組み込まれ次第、施行されることになっている。こ

れに向けて、2021年10月27日、欧州委員会は、CRRおよびCRDの修正という形式でバーゼル合意を組み込んだ法

案を公表した。欧州連合理事会および欧州議会はそれぞれの立場を固めた。３機関間の交渉は終了し、最終文

書の採択は2024年度上半期に行われる予定である。かかる文書は、欧州銀行監督機構による多くの規制的また

は実施的な技術的基準およびガイドラインの発行についても規定している。

詳細については、上記「リスク要因」の「6.1 近年採用された法律および規制、ならびに現在および将来の

法規制上の発展は、BNPパリバ・グループならびにBNPパリバ・グループが事業を運営する金融環境および経済

環境に重大な影響を及ぼす可能性がある。」を参照。

さらに、この厳しい規制環境において、特に顧客の利益および個人情報の保護に関する現行法令に違反する

リスクは、銀行業界にとって大幅な損失および罰金を潜在的にもたらす可能性のある重大なリスクになる（注

１）。かかる種類のリスクを具体的に付保するコンプライアンス制度に加え、当社グループは、顧客（より広

く捉えた場合、その利害関係者）の利益を中心に置いた仕組を構築している。したがって、当社グループが

2016年に採用し、2021年に改訂された行動規範には、かかる分野における価値観および規則の詳細が記載され

ている。

 

(注１)　上記「リスク要因」の「6.2 BNPパリバ・グループは、適用法令に違反した場合には多額の罰金を科され、その他

行政処分または刑事処分を受ける可能性があり、また民間当事者と関連する（または無関係の）訴訟により損失

が発生する可能性がある。」を参照。
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環境に関するリスク

BNPパリバ・グループは、ダブルマテリアリティ・アプローチに基づき、自身の事業もしくは保有する資産

の一部を通じて直接、または行っている融資もしくは投資の活動を通じて間接的に、気候変動関連リスクにさ

らされている。

気候変動関連リスク要因の主なものは以下のとおりである。

・経済主体および金融主体がエネルギー政策の実施、規制の変更、技術革新または消費者の嗜好の変化に対

応して行動を変化させることによる移行リスク要因

・異常気象現象または海面の上昇、気温の上昇等の気候パターンの長期的な変化により、気候変動が人々、

企業および資産に直接の影響を及ぼすことによる物理的リスク要因

・さらに、当社グループが気候に直接的にもしくは間接的に潜在的な悪影響を及ぼす可能性がある場合、ま

たは当社グループの公約や情報開示が一部の利害関係者にとって正確でないと認識される場合、これらの

リスク要因に起因して評価や責任が生じる可能性がある。気候変動による被害を受けた利害関係者または

市民が責任を追及する企業、国家または金融機関を相手取った潜在的な紛争、損害賠償の請求、訴訟の提

起に巻き込まれる可能性がある。BNPパリバは、国際的な取組、特に気候変動リスク等に係る金融当局

ネットワーク（NGFS）の取組に沿って、企業および投資家が関与する気候変動関連の法的手続の発生に関

するリスク（負債リスクを含む。）を物理的リスクおよび移行リスクの一部とみなしている。

BNPパリバはその業務の遂行において、また取引相手の事業の遂行において、または自己の投資先において

自己のためもしくは第三者のため、上記のリスク要因の潜在的影響の監視を行っている。こうして当社グルー

プはこれらのリスク要因を自己のリスク管理プロセスに統合し、これらの要因およびそれらが従来のリスク、

とりわけ信用の質に関するリスクに及ぼす影響の測定および分析を行う手法の開発が進むに伴い、徐々に査定

を強化している。

詳細については、上記「リスク要因」の「7.4 BNPパリバ・グループは、環境・社会・ガバナンス（ESG）問

題に関するリスク、特に転換リスク、物理的リスクまたは負債リスク等の気候変動リスクにより、事業活動が

中断されたり、損失を被る可能性がある。」を参照。

 

サイバー・セキュリティ・リスクおよびテクノロジー・リスク

BNPパリバの事業運営能力は、本質的に、円滑な電子取引ならびに情報および技術資産の保護および安全性

と結び付いている。

技術的な変化は、デジタル化およびそれによる通信回路の増加、システム化された技術インフラへの依存、

データソースの多様化、手続の自動化の拡大ならびに電子銀行取引の利用の増加により加速している。

顧客の要望に対応するために必要な技術的な変化の進展および加速は、サイバー犯罪者に新たな方法による

データの変更、窃盗および開示の機会を与えている。攻撃の頻度はより増し、金融サービス部門を含め、すべ

ての部門にわたってその範囲が広がり、巧妙さが増している。その上、地政学的な緊張およびハイブリッド戦

争の進展という現在の状況において、サイバー脅威は高まっている。
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多くのプロセスを外部委託していることも、当社グループを組織的なサイバー・セキュリティ・リスクおよ

びテクノロジー・リスクにさらす可能性があり、サイバー犯罪者が悪用することができる潜在的な攻撃手段の

発生につながる可能性がある。

そのため、当社グループは、テクノロジー・リスクおよびサイバー・セキュリティ・リスク（「(7) 業務リ

スク」内の「サイバー・セキュリティおよび技術」を参照。）の管理に特化した防御ラインを強化しており、

既存および新規の脅威（例えば、サイバー犯罪、スパイ行為等）を管理する一方で、当行のデジタル化の進展

および革新を支えるために、業務基準を定期的に導入している。

 

新たに発生するリスク

新たに発生するリスクは、将来多大な影響を及ぼす可能性があるが、現時点ではその影響についてよく認知

されておらず、定量化が困難な新しいまたは変化するリスクとして位置付けられる。

当社グループは、保険および再保険市場、技術革新、規制環境の変化、ならびに特定の健康上のリスク、人

口統計学的リスクおよび社会的リスクに関連して新たに発生するリスクの存在を確認した。

 

保険および再保険市場の進展

保険および再保険は、災害リスクの財務管理において重要な役割を果たしている。相互扶助を組織し、損害

や損失のコストを吸収し、復旧・復興資金を提供することで災害後の経済復興を支援する。

気候変動に関連した異常気象の激化ならびに保険金請求の頻度および重大性の進行に伴い、すでに構造的な

変化が見られるが、今後数年間は、次のようなリスクがある。

・免責額および保険料の大幅引き上げ

・保険契約における例外の増加

・保険対象外となる特定のリスク

・自然災害リスクの増加に直面する再保険の困難

このような背景から、金融機関は、直接的または間接的に利益を受ける保険保護の有効性に関して、特別な

警戒心を持たなければならない。

 

技術革新

製造、マーケティングおよび流通のすべての過程におけるデータ利用の増加ならびに経済プレーヤー（生産

者、サプライヤーおよび顧客）間のデータ共有に伴う技術開発は、顧客および取引先の経済モデルに長期的に

影響を及ぼす。これらの影響については、新たな基準、経済均衡および規制機関が変化および適応の過程にあ

る状況では評価を行うことが困難な場合があるが、かかる変化に最もさらされている経済部門の業界の専門家

により、内部分析が行われている。
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また、ますます高度化するアルゴリズムおよび人工知能技術の利用と（量子コンピューティングの出現を象

徴とする）計算能力の目覚ましい発展が相まって、意思決定は大きく変わり、特に、情報と真実との関係

（「ポスト真実」概念の出現）、さらには現実と標準化された行動との関係が変化し、一定の市場に速やかに

影響することから、人々は新しい性質のリスクにさらされている。分散台帳技術（ブロックチェーン）に基づ

く分散型金融およびデジタル資産の出現ならびに中央銀行のデジタル通貨の開発は、究極的には銀行部門の構

造に影響し得る変化である。

さらに、この点に関して、当社グループの競争環境は、フィンテックの存在、GAFAM（デジタル・パワーの

非常に大きな割合を集中させる主体であるグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフ

ト）のような、金融セクターの業務における新たなプレーヤーの出現、ならびに（当社グループの事業の従来

のバリュー・チェーンを破壊し、顧客体験の質のほか、付加価値の低い業務の費用を削減するための新しい技

術の利用を競争要因とする）技術革新の出現により、重大な変化の過程にある。当社グループの情報システム

のメンテナンスは、バリュー・チェーンが変化しており、システム・データ等を保護する必要性がますます高

まっている状況の中で行われなければならない。当社グループは、この分野において、その業務をこれらの主

要な技術開発に適応させ、フィンテック・プレーヤーと何らかの産業協力を促進するために、積極的な戦略を

展開している。それにもかかわらず、この戦略および策定されたイニシアティブが不十分であることが判明

し、競争的な性質を持つリスクが生じる可能性がある。

 

規制環境の変化

最近承認された、または承認待ちの規制措置に加えて、また既に主要なリスクとして挙げているように、銀

行の規制環境および関連する監督において複雑性が増大し、地域格差が拡大する傾向にあり、今後の進展、法

令遵守に係る費用、および様々な措置の適切な履行の可否に対して相対的に不確実性が生じている。当社グ

ループは、規制環境に対する有効な監視体制を構築しており、それによりこれらのリスクを最小限に抑えるこ

とができている。

規制のかかる機関の分類別による将来的な格差（例えば、イノベーションの程度による格差）の可能性は、

競合性リスクを引き起こし得る。

 

健康リスク

死亡者および経済的混乱の拡大につながる感染症の無秩序な蔓延を引き起こす細菌、ウイルス、寄生虫また

は真菌によってもたらされる脅威が、ますます懸念されている。これは細菌による抗生物質への耐性、ウイル

スによる抗ウイルス薬への耐性、真菌による抗真菌薬への耐性により悪化し、大規模な健康問題が発生する可

能性が高まっている。

さらに、気候変動や人為的な自然災害がもたらす可能性のある影響により、既知または新規の疾病や病原体

が出現・再出現し、感染症またはパンデミックの拡大につながるリスクが高まっているため、衛生リスクの見

通しは不明瞭となっており、医療システムは破綻寸前まで追い込まれている。
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これに関連して、細菌、ウイルスまたは真菌を起源とし、抗生物質、抗ウイルス薬またはその他の治療薬に

潜在的な耐性のある制御が困難な新しい感染症またはパンデミックの拡大への懸念が高まっており、より先ん

じた関心事となっている。

COVID-19に関連した健康危機から知見が得られてはいるものの、このような感染症は新たにインフラおよび

生産チェーンの機能不全を引き起こすおそれがあり、その結果、すべての利害関係者が深刻な影響を被る可能

性がある。

 

人口統計学的リスク

人口統計学的推移（出生率の低下、平均寿命の伸び）は、多くの国々における主な進展である。今後数十年

で、この変化は、経済成長のみならず、医療・年金予算および貯蓄・消費行動に著しい影響を及ぼすことが見

込まれる。

 

社会的問題

顧客の変化する要求に応えるための対応に加えて、当社グループは、より一般的な基準で、（当社グループ

が事業を行う）社会において、事業の方法、人権の尊重および環境保護といった点で、期待に応えようとして

いる。銀行はこのように、社会的分断および分極化のリスクが高まる中で、顧客およびパートナーが環境・社

会・ガバナンス問題に対する感度を高めていることに対応しなければならない。

BNPパリバ・グループの行動規範は、当行が決定した価値およびミッションに沿った行動基準を定めてい

る。

マクロ経済および市場環境の変化に関するリスクは、以下の項目「リスク要因」において記載されている

（注１）。

特定の部門に関する分析は、「(3) 信用リスク」内の「エクスポージャー、引当金およびリスク費用（監査

済）」において記載されている。

リスク原則は、取締役会により承認されるリスク選好度に関する報告書において記載されている（「(2) リ

スク管理（監査済）」内の「リスク選好度」を参照。）。

 

(注１)　特に、上記「リスク要因」の「5.3 業務の範囲が世界全体に及ぶことから、BNPパリバ・グループは、カント

リー・リスクならびに地域や国の政治的、マクロ経済的および財政状況の変化にさらされている。」を参照。
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当行の発行する社債に関するリスク要因

BRRDは、健全性に問題があるかまたは破綻状態に陥っている法人に対して、潜在的な破綻が経済および金融

システムに与える影響を最小限に抑えつつ、かかる法人の重要な金融機能および経済機能の継続性を確保する

ために、当該法人の経営に十分に早期かつ迅速に介入するための信頼性の高い一連の手法（BRRD破綻処理手

法）を用いる権限を（その他の権限と共に）当局に与えるために、フランスにおいて複数の法律により施行さ

れている。

BRRDの見直しを受けて、金融機関および投資会社の損失吸収能力および資本再構成能力に関する指令

2014/59/EUならびに指令98/26/ECを改正する2019年５月20日付の欧州議会および欧州連合理事会の指令

2019/879/EU（BRRD２）が施行された。

BRRD２は、銀行業界における破綻処理の枠組に関する2020年12月20日付政令2020-1636および銀行業界にお

ける破綻処理の枠組に関する2020年12月24日付法令2020-1703によりフランス法として国内法化され、2020年

12月28日に効力を生じた。

BRRDに定められた意味において、また、BRRDが定めた条件の下で、当行が破綻状態に陥っているかまたは陥

る可能性があると判断され、関連破綻処理当局がBRRD破綻処理手法（例えば、事業の売却、承継金融機関の設

置、資産分離またはベイルイン・ツール）のいずれかまたはこれらの組み合わせを適用した場合、当行の資産

の売却後になお不足があるときには、かかる当行の無担保債権者の債権額（場合により、社債を含む。）が一

部減額されるか、最悪の場合にはゼロに減額される可能性がある。当行の無担保債務（場合により、社債を含

む。）は、通常の破産手続における弁済順位に従って、株式またはその他の持分証券に転換される可能性があ

り、さらに、かかる株式またはその他の持分証券は、将来的な消却、移転または希薄化の対象となり得る（最

初にエクイティ・ティア１証券について減額または消却が行われ、その後、追加ティア１証券、次にティア２

証券およびその他の劣後債務、そして最後にその他の適格債務の順に、減額、消却または転換が行われ

る。）。関連破綻処理当局はまた、未償還の無担保負債証券（場合により、社債を含む。）の条件の修正（償

還期限の変更等）を要求することができる。

また、BRRDおよび単一破綻処理メカニズム規則は、金融機関が破綻処理の段階には至っていない場合であっ

ても、関連破綻処理当局は、（ⅰ）破綻処理のための何らかの措置が行われる前に破綻処理のための要件を満

たしていると判断した場合、（ⅱ）資本性金融商品に関して関連破綻処理当局の権限が行使されなければ当該

金融機関もしくはそのグループが存続できないと判断した場合、または（ⅲ）当該金融機関が特別な公的資金

援助を必要としている場合には、資本性金融商品の減額または追加ティア１証券およびティア２証券のエクイ

ティ・ティア１証券への転換を行わなければならないと規定している。さらに、政府当局は、当該金融機関が

例外的な公的資金援助を必要としている場合、欧州委員会の国家補助の枠組の下、破綻処理外（すなわち、

BRRDの枠組外）で、資本性金融商品の全部または一部の減額や株式への転換を含む再建措置を実施することが

できる。

破綻のリスクが存在する当行の破綻処理を行うための公的資金援助は、金融の安定を維持しつつ、上記の破

綻処理手法（ベイルイン・ツールを含む。）を可能な限り評価および活用した後の最終手段としてのみ利用さ

れる。
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BRRDに基づく権限が行使された場合または行使されることが提案された場合には、社債権者の権利、社債へ

の投資の価格もしくは価値または社債に基づく義務を履行する当行の能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があ

る。その結果、社債権者は、社債への投資の全部または大部分を失う可能性がある。

2023年４月18日、欧州委員会はBRRD、単一破綻処理メカニズム規則および預金保証スキーム指令を改正する

ことにより、欧州連合の既存の銀行危機管理および預金保険の枠組を調整し、さらに強化するための法的パッ

ケージを提示した。かかる法的パッケージは、今後、欧州議会および欧州連合理事会で審議される。提案どお

りに実施された場合、上位優先債務（上位優先社債等）は当行の預金と同順位ではなくなる。そのため、上位

優先債務（上位優先社債等）の投資家が投資額の全部または一部を失うリスクが高まる可能性がある。この提

案は、最終的な採択（時期は未定）の前に、欧州議会および欧州連合理事会で審議され、修正される。

 

次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 162/1141



(2) リスク管理（監査済）

統治

当社グループ規模のリスク負担およびリスク方針を調査する取締役会の特別委員会（「第５ ３ (1) コーポ

レート・ガバナンスの概要」を参照。）は、以下のとおりである。

・内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）

・内部統制・リスク管理・法令遵守委員会および財務書類委員会を合わせた合同委員会

・企業統制・倫理・指名・CSR委員会（CGEN）

当社グループのリスク選好度に関する報告書に沿って、業務執行陣は当社グループレベルでの統治機関を通

じてリスク管理に関する大枠のガイドラインを示している。その内、主要なものは以下の表に示される。

 

リスクに関連する事項を取り扱う当社グループレベルでの統治機関の概要
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当社グループレベルでの主要統治機関は、以下の任務を負う。

・資本委員会：「１ (B) (1) 資本管理および自己資本」内の「資本管理（監査済）」に記載されるよう

に、破綻処理の場合のソルベンシー比率および総損失吸収能力（TLACおよびMREL）要件ならびにこれらの

目標を達成するための行程の観点から当社グループの目的について検証し、その行程が遵守されているか

を監視し、適切な場合にはソルベンシー比率の目標を達成するための是正措置を提案する。内部信用モデ

ルおよび業務リスク・モデルに関するすべての事柄についての当社グループの業務執行陣の管轄機関とし

て、資本委員会は、MARCo委員会（モデル承認・検討委員会）で行われた決定を知らされる。

・当社グループ資産・負債管理および財務委員会（当社グループALCo）は、当社グループ全体に関わる流動

性リスク、銀行勘定における金利リスクおよび構造的為替リスクの管理について責任を負う。

・当社グループ監督・統制委員会（GSCC）は、当社グループの業務執行陣レベルの統制機能をまとめ、リス

ク・エクスポージャーのすべての側面への取組に対して当社グループ全体の対処方法をとる。

・買収委員会は、当社グループの一般的な投資承認手続の一環として、その管轄下にある事業の買収、売却

および外部提携を決定する。買収委員会は、当社グループの観点から提案されたプロジェクトの戦略的妥

当性ならびにシナジー効果および実行リスクを含む事業計画の様々な要素を検討する。特に、プロジェク

トの本質的な収益性（投資利益率で測定される。）、当社グループの支払能力、流動性および収益性への

影響ならびに当社グループのリスク選好度に関する報告書との適切性を確認する。

・サステナブル・ファイナンス戦略委員会（SFSC）は、当社グループのサステナブル・ファイナンス戦略お

よびこの分野におけるコミットメントを検証することを目的としている。サステナブル・ファイナンスの

観点から全体的な戦略を承認し、サステナブル・ファイナンスの商業政策の主な焦点を決定し、その運用

を監視する。必要ある場合には、サステナブル・ファイナンスに関連する方法、分析、リスク管理、デー

タ、ツール、基準および報告における規制要件ならびに当社グループのコミットメントの実施における専

門性および一貫性を確保するために、部門横断的なインフラの選択肢を検証する。

・ゼネラル・マネジメント信用委員会（CCDG）は、信用リスクおよび取引先リスクについての当社グループ

における最高機関である。かかる委員会は、部門もしくは事業部門に帰属する個別の信用供与額を超過す

るまたは特殊な性質の取引もしくは一般与信方針に係る原則から逸脱した取引に関連する信用要求に関し

て主に決定する。金融の安全性に関する意見が必要とされる場合、法令遵守責任者はゼネラル・マネジメ

ント信用委員会の会議に出席する。

・ゼネラル・マネジメント不良債権委員会（CDDG）は、当社グループの顧客のエクスポージャーに関連す

る、特定の引当金および損失の計上に関して、当社グループにおける最高意思決定委員会である。
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・フィナンシャル・マーケット・リスク委員会（FMRC）は、資本市場業務における当社グループのリスク特

性を統治する機関である。その任務として、とりわけ、市場リスクおよび取引先リスクを分析し、資本市

場業務に限度を設けることが含まれる。

・限度枠委員会は、国、市況、事業戦略に関連するリスクならびにリスクおよび法令遵守の側面に鑑み、リ

スクが中程度から高い国々について限度を設定し、当社グループのリスク選好度を決定する。

・リスク・開発政策委員会（RDPC）は、事業、製品、地理的地域（地域または国）、顧客セグメントまたは

経済領域等の懸案事項について適切なリスク方針を定め、当該事項に関する開発機会を調査するという二

重の目的を有している。

・当社グループITリスク委員会（GITRC）は、当社グループのITリスクの特性を定め、認証する。かかる委

員会は、技術リスク管理およびサイバー・セキュリティ・リスク管理における最高機関である。

 

リスク管理体制

統制部門の位置付け

リスク管理は銀行業務の中核であり、BNPパリバ・グループにおける業務の基礎の１つである。BNPパリバ

は、３つの防衛ライン（「第５ ３ (1) コーポレート・ガバナンスの概要」内の「内部統制」を参照。）を中

心に組織される、当社グループがさらされる可能性のあるすべてのリスクの類型を網羅する内部統制システム

を有している。

・防衛の第１ラインとして、内部統制は、全従業員の業務であり、事業活動の最高責任者は、防衛の第２ラ

インに関して独立した統制を実施している部門により定められた基準に従い、リスクを特定、評価および

管理するためのシステムを設置および運営する責任を負っている。

・防衛の第２ラインを保証するBNPパリバ内の主要な統制部門は、法令遵守部門、リスク部門および法務部

門である。かかる部門の最高責任者は、最高経営責任者に直属し、その特別委員会を通して、任務の遂行

に関して取締役会に対する説明責任を負っている。

・一般検査部門は、防衛の第３ラインを担う。かかる部門は、定期的統制の責任を負っている。
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リスク部門および法令遵守部門の一般的な責任

基幹業務の中心を担う各事業部門が、主にリスク管理責任を負っている。リスク部門は、信用リスクおよび

取引先リスク、市場リスク、銀行勘定における金利リスクおよび外国為替リスク、流動性リスク、保険リスク

ならびに技術リスクおよびサイバー・セキュリティ・リスクを含む業務リスク、データ保護リスク、モデリン

グ・リスクおよび環境的および社会的リスク要因ならびに関連するガバナンスリスクに対する二次的な管理を

継続的に行っている。この役割の一環として、リスク部門は、事業の商業的展開の健全性および持続可能性な

らびに事業計画が当社グループにより設定されたリスク選好度の目標と全面的に合致していることを確認しな

ければならない。リスク部門の業務には、リスク方針に関する勧告の策定、長期的視点に立ったリスク・ポー

トフォリオの分析、顧客貸出金および取引限度の承認、監視方法の有効性および質の確保、プロセスおよび基

礎的業務リスクの成熟度の統制、ならびにリスク測定方法の定義または認証等がある。リスク部門はまた、新

規事業や新商品が有するリスクのすべてが適切に評価されることを確保する責任を負っている。

法令遵守部門は、金融の安全性（マネーロンダリング、テロリストへの融資、汚職およびあっせん収賄）、

市場の健全性、顧客の保護、職業倫理、顧客に適用される税制ならびに銀行業務を規制する法律に関連するリ

スクを　　等しく取り扱う。

法令遵守部門の任務は、見解および決定を通じて、また監督および第２レベルの統制を通じて、業務に適用

されるコンプライアンス制度の有効性および一貫性ならびに当社グループの評判の保護について合理的な保証

を提供することである。

 

リスク部門および法令遵守部門の体制

対処方法

リスク部門の体制は、当社グループの主要な統制機能（法令遵守部門、リスク部門および法務部門ならびに

防衛の第３ラインである一般検査部門）の観点から、当社グループの管理部門から課された独立性、垂直統合

および役割の分権化の原則を十分に遵守している。このため、リスク部門において以下のことが行われた。

・営業事業体のチームを含め、リスクを管理するすべてのチームは、各事業体の最高リスク管理責任者へと

通じる指揮命令系統に組み込まれた。

・各事業体の最高リスク管理責任者は、リスク部門に直属することとなった。

リスク部門の体制は、独自にリスク方法論およびリスク・モデルを審査する責任を担っていたチームをまと

めた、最高リスク管理責任者直属のリスク独立審査・統制部門（リスクIRC）を通じて、特にモデル・リスク

管理に関してリスク管理活動の統治を強化している。リスク部門の体制はまた、「(7) 業務リスク」に記載の

リスク部門の業務リスクの独立したレビューについて責任を負う。

国際基準およびフランスの規則に従い、法令遵守部門は、当社グループのフランス国内外の事業のすべてに

ついて、コンプライアンス・リスクおよび風評リスクの監視体制を管理している。コンプライアンス違反のリ

スクおよび風評リスクの監視体制については、「(7) 業務リスク」に記載されている。
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グローバルに独立し、階層的に統合された法令遵守部門は、同部門に報告する全従業員を結集している。そ

の体制は、指導原則（独立性、統合性、機能の分散および補完性、事業部門との対話）に基づき、現地のチー

ム（事業部門、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門、インベストメント＆プロテクションサービ

ス部門およびホールセールバンキング部門）、専門分野および横断的な任務を担当する部門を通じて構成され

ている。

 

最高リスク管理責任者の役割

当社グループの最高リスク管理責任者は、最高経営責任者に直属し、BNPパリバの業務執行委員会の一員で

ある。最高リスク管理責任者は、すべてのリスク部門の従業員の管理者権限を有しており、リスク部門のコン

ピテンシーに基づくリスクを考慮し、リスク選好度に関する報告書に沿った決定を拒否することができる。ま

た権限という点では、当社グループの最高リスク管理責任者は、コア事業、事業部門および業務地域の長とは

関係を有していない。最高リスク管理責任者はまた、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）を通

じてBNPパリバの取締役会にも直接かつ独立してアクセスすることができる。

かかる位置付けは、以下の目的に適っている。

・商業関係への関与を取り除くことにより、リスク統制の客観性を確保すること

・上級管理者が確実にリスクの悪化についての警告を受け、リスクの状態に係る客観的かつ包括的な情報を

迅速に提供されるようにすること

・高レベルかつ統一されたリスク管理の水準および慣行の当行全体にわたる普及を可能にすること

・リスク評価方法およびリスク評価手続につき、海外の競合他社によって実施されている最善の慣行を考慮

して、かかる方法および手続を評価し、強化することを担っている専門的なリスク管理者を招聘すること

により、これらの質を保証すること

 

最高法令遵守責任者の役割

最高法令遵守責任者は、最高経営責任者に報告し、BNPパリバの業務執行委員会の一員である。最高法令遵

守責任者は、取締役会および特に特別委員会である内部統制・リスク管理・法令遵守委員会に直接かつ独立し

たアクセスを有し、そのため、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性が高い事象につき情報を提供するこ

とができる。最後に、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は最高法令遵守責任者について実質的な管理者

の同席なしに、定期的に面談を行う。

最高法令遵守責任者は、コンプライアンス違反のリスクおよび風評リスクの管理枠組外の運営活動ならびに

商業上の活動を行っておらず、それが最高法令遵守責任の行動の独立性を保証している。最高法令遵守責任者

は、様々な事業部門、地理的分野および地理的部門におけるすべての法令遵守チームに対して階層制の監視を

実施している。
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リスク文化

当社グループの中核的な基本的原則の１つ

BNPパリバ・グループは、健全なリスク文化および法令遵守文化を有している。

業務執行陣は、以下の３つの主要な企業文化に関する文書にリスク文化を含めることを選択した。

・行動規範

当社グループは、2016年に新たな行動規範を採用した。これは、全従業員に適用され、当社の企業文化の

基本理念に沿った当社の行動の規則を定めている。例えば、従業員は行動規範で、当社グループの利益が厳

格な統制環境における責任あるリスク負担により保護されることを再認識させられる。行動規範は、2021年

に更新され、顧客の利益の保護、金融の安全性、市場統合、専門家の倫理ならびに贈賄および不正防止のた

めの規則も含まれ、コンプライアンス違反のリスクおよび風評リスクの軽減においてすべてが重要な役割を

果たしている。

・責任憲章

業務執行陣は、当社グループの基本理念（BNPパリバの方針）、経営原則および行動規範に端を発した、

正式な責任憲章を策定した。４つの約定のうちの１つは、「綿密なリスク管理を確保する一方で、リスクに

備えること」である。

当社グループは、厳しいリスク管理を、顧客および金融制度全体の双方に対する責任の一部として考えて

いる。当行が行ったコミットメントについての当行の決定は、当社グループのすべてのレベルに広く共有さ

れた健全なリスク文化に基づき、厳格な協調的プロセスを経た後に下された。これは、貸付業務に関連する

リスク（この場合、借手の状態および融資が行われる予定の計画についての詳細な分析が行われた後にのみ

貸付が許可される。）および顧客との取引により生じた市場リスク（かかる市場リスクは、日々評価され、

ストレス・シナリオに対するテストが行われ、限度額に服する。）の両方について当てはまることである。

地理的にも事業においても非常に多様化された当社グループとして、BNPパリバは、リスクとその結果が

顕在化した際に、これらの均衡を図ることができる。当社グループは、１つの事業分野で生じた問題によっ

て当行の他の事業分野が危機にさらされることがないように組織および運営されている。

・当社グループの任務およびコミットメント

BNPパリバの任務は、確固たる倫理原則に導かれた、経済への資金供給ならびにプロジェクト、投資およ

び貯蓄の管理を支援することによる顧客への助言である。かかる活動を通して、BNPパリバは、利害関係者

および社会へプラスの印象を与え、分野内で最も信頼できる事業者の１つであろうとしている。責任ある銀

行としてのBNPパリバの12のコミットメントは、特に経済への倫理的な資金供給のコミットメントならびに

最も高い倫理的水準を適用し、環境・社会・ガバナンスリスクを厳密に管理するコミットメントを含む。
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リスク文化の拡大

徹底したリスク管理およびリスク統制は、当行の原則における不可欠な要素である。リスク管理およびリス

ク統制の文化は、常に当行の最優先事項の１つであった。

この目的の支援のための多様な研修プログラムに加え、様々な事業体内ではグローバルレベルおよびローカ

ルレベルで数多くの認識向上および人材育成の取組が実施されている。これには、特定のリスクの分類（サイ

バー・リスク、ESGリスク、法的リスク）における新たな展開に関して従業員を教育する専門家チームの例も

含まれる。

BNPパリバは、リスク管理において最善の慣行に関するコミュニケーションを強化することをその目的とし

て、当社グループ全体に及ぶ新たな取組であるリスク文化を立ち上げた。リスク文化は、４つの部門、すなわ

ち、法令遵守部門、法務部門、人事部門（HR）およびリスク部門に支援されており、すべての職員の利益を目

的として考案され、当社グループがさらされる可能性のある、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、業務

リスク、コンプライアンス違反のリスク、規制リスク、環境リスクおよび社会リスクを含むすべてのリスクの

類型に介在している。

適応型・参加型のアプローチを採用することで、この取組は、例えば改革プロジェクトや新規従業員の雇用

等、事業部門および部門がリスクを理解するプロセスを支援する。特に、知識の伝達という任務を超えた、行

動および行為の要件の十分な統合が確実なものとなるよう留意している。リスク文化のあらゆる側面におい

て、事業体の情報提供、文化定着および従業員の能力開発支援に利用できるリソースを提供している。

リスク文化の取組は、営業事業体と連携して、主に以下の活動からなる。

・会議および教育的記事またはビデオの公開によるリスク管理の分野における情報の周知および専門的能力

の開発の確保

・当行の様々な事業者間での、特に当行の事業部門における変更、規制要件に係るニュースおよび新しい働

き方に関する知識の共有の促進。当社グループの専門家は、従業員が当社グループ内で利用可能な様々な

コミュニケーション・チャンネルを通じてアクセスできる情報源を拡大するために招かれている。

・必要ある場合には、他の事業体主導で実施されている優れたリスク慣行に対する認識を高めるための行動

を、事業体を超えて適応させることによって、伝達する。

リスク文化は、そのすべての取組において、徹底したリスク文化を推進するための要である６つの根幹的な

リスク管理に係る慣行を促進する。これらは、長期的視点でリスクを明確に理解し予測すること、リスク負担

に関して規律に従うことおよびリスク管理に関して迅速にかつ透明性をもって報告することの重要性を従業員

に喚起する役割を果たす。

最後に、リスク文化は、その決定が重要なリスク要因を伴う従業員のために2015年からこの分野で強化され

たシステムに基づき、実績に対する報酬とリスクを関連付けることにより当社グループ全体に拡大している。
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リスク選好度

定義および目的

当社グループは、特定のリスク選好度の目標を有していないが、リスクの中には事業に内在するものがあ

り、したがって戦略目標の達成に内在するリスクもある。当社グループは、リスク選好度に関する報告書およ

びリスク選好度に関する枠組を作成しており、これらは当社グループが戦略を実施するに当たって当社グルー

プがさらされるリスクに対する耐性に関する当社グループの公式報告書とみなされるべきである。

業務執行陣の提言により、リスク選好度に関する報告書は、毎年、または必要があればより頻繁に、取締役

会により承認される。当社グループの戦略に沿ってかつ当社グループが事業を行っている環境に照らして、こ

の文書は、当社グループがその事業活動において従おうとする定性リスク原則、ならびに定量的基準および基

準値による当社グループのリスク選好度に関する指標の監視のための定量メカニズムを定めている。このシス

テムは、当社グループがさらされている定量的リスクおよび定量的でないリスクのいずれについても網羅する

ものである。

当社グループのリスク選好度は、業務執行陣が議長を務める様々な委員会（ゼネラル・マネジメント信用委

員会、フィナンシャル・マーケット・リスク委員会、当社グループの資産・負債管理委員会、資本委員会）中

に、業務執行陣が決定し、かかる委員会は当社グループの異なる種類のリスク・エクスポージャーを管理する

職務を担っている。予算、資本および流動性の管理といった当社グループの戦略的プロセスは、リスク選好度

に関する報告書に沿ったものとなっている。リスク選好度に関する報告書のいくつかの指標は、予算編成にお

いても取り込まれており、予算において見込まれている指標の価値は、リスク選好度に関する報告書の基準値

と照合される。

当社グループのリスク選好度に関する報告書は、リスク文化の基本理念を反映する。同報告書には、当社グ

ループのリスク文化および責任ある銀行としてのコミットメントが戦略の要である旨が記載されている。同報

告書は、当社グループの以下の任務を明言している。すなわち、確固たる倫理原則に導かれた、経済への資金

供給、顧客への助言およびプロジェクトへの資金供給の支援である。リスク選好度を支える当社グループの戦

略は、以下の展開、すなわち収益性および安定性を生む事業活動間のバランス、顧客重視の事業モデルならび

に顧客へのサービスを最適化する統合銀行モデルの指針となった基本理念に見られる。この戦略は、銀行業界

の発展（デジタル・モデル化の傾向を含む。）ならびに特に深刻な地政学的リスクを背景とした近年において

より高いインフレ率および金利を特徴とするマクロ経済の状況が考慮に入れられている一方、経済の特定のセ

クターではリスクのレベルが高まっている。
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リスク原則

リスク原則は、当社グループが事業戦略を支援する中で受け入れる態勢のあるリスクの種類を明確にするこ

とを目的としている。

これらは特に以下のとおりである。

・分散化およびリスク調整された利益性

当社グループは持続的で、かつ顧客主導のリスク調整後利益を生み出すことを目指している。持続可能な

収益は、BNPパリバの資産の選択性および管理された展開ならびに多様な事業モデルの探求を基盤として達

成されると考えられる。当社グループは、収益において一定のボラティリティを許容している一方で、悪化

シナリオにおける潜在的な最大損失の水準を抑えるよう常に注意深く対応している。

・ソルベンシーおよび収益性

BNPパリバは、ストレス・シナリオに対処し、現行の規制資本組入れの基準を満たすのに十分な資本を有

している。BNPパリバは、顧客へのサービスの一環として、許容可能な期間にわたり妥当なリターンを得ら

れるリスクおよび可能性のある影響が許容範囲であると考えられるリスクについては、かかるリスクに対す

るエクスポージャーを受け入れている。

・資金調達および流動性

当社グループは、経営資源および資金運用の多様性ならびにこれらのバランスが、保守的な資金調達戦略

に対応し、それにより不利な流動性シナリオに持ちこたえることができるようにすることを確保している。

当社グループは、確実に現行の流動性の規制比率に従うようにしている。

・信用リスク

当社グループは、包括的情報に基づき、熟知している顧客に対するエクスポージャーのみを受け入れ、付

与する資金調達の構造に細心の注意を払う。当社グループは、（とりわけ単名、単独の業界および単独の国

における）高いリスク集中を避けるため、分散されたリスク・ポートフォリオを構築および維持し、また当

該ポートフォリオが現行の集中方針に従っていることを確実にする。

・市場リスク

当社グループは、以下の枠組内において市場リスク（金利、株式、通貨、コモディティ）を管理する。

・資本市場における顧客重視の活動について、BNPパリバは、この顧客重視事業モデルに合わせて、市場

リスクの特性を維持する意向である。

・許容可能な限度内で継続的な当社グループの業績の安定化を目的としたその銀行勘定に関連する金利リ

スク

・業務リスク

当社グループは、業務リスクからの顧客、従業員および株主の保護を目指している。そのため、当社グ

ループは、潜在的リスクの特定、リスク軽減戦略およびこれらのリスクの認識度アップの行動に基づき、リ

スク管理インフラを構築している。いくつかの特定のリスク、特に以下のリスクについては、専用の原則が

定められている。
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・コンプライアンス違反のリスク

当社グループは、すべての適用ある法律および規則の遵守を約束する。当社グループは、コンプライ

アンス違反のリスクを管理するシステム（最も重要な事業の規制に取り組む特別プログラムによるもの

を含む。）の実施を始めている。

・情報、コミュニケーションおよびテクノロジー・リスク

当社グループは、様々な啓蒙活動、外部委託活動の強化された監督、端末の高度な保護、事故の監視

およびITの脆弱性や攻撃に対する技術観察を通して情報セキュリティに関連するリスクを軽減するよう

努める。

・保険業務

BNPパリバ・カーディフは、主に信用リスク、引受リスクおよび市場リスクにさらされている。かかる事

業体は、ソルベンシー規則に関するリスクおよび自己資本を考慮し、エクスポージャーおよび収益性を注意

深く監視する。同社は、許容レベルで悪化シナリオに潜在的な損失を含めるよう努める。

・社会的責任および環境責任に関するリスク

当社グループは、顧客の社会的責任および環境責任の観点から見た実績に対して特に敏感であり、これが

深刻な風評リスクとなることに加え、その顧客のリスク特性およびその結果としてソルベンシーに重大な影

響を及ぼすと考えている。BNPパリバは、顧客に関するリスクを審査する際に、社会的リスクおよび環境リ

スクを考慮に入れる。当社グループはまた、その事業の遂行、取引先の事業の遂行および自身または第三者

のための投資の一環として、これらのリスクを調査する。

 

リスク特性指標の監視

リスク選好度に関する報告書は、リスク・エクスポージャーのカテゴリーの当社グループのリスク特性を測

定する指標を定める。

リスク・レベルの基準は各指標に割り当てられる。これらの基準に達した場合、業務執行陣および取締役会

に通知する確立されたプロセスの、また（必要な場合）行動計画の実施のための開始となる。

これらの指標は四半期毎にリスク表示において監視され、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会に報告さ

れる。

たとえば、以下の比率（「(1) 年次リスク調査」内の「主要な数値」に記載される。）が、リスク選好度に

関する報告書の指標に含まれている。

・ソルベンシー比率（エクイティ・ティア１比率、ティア１比率、総資本比率、総損失吸収能力比率、MREL

比率およびレバレッジ比率）

・事業部門によるリスク加重資産の内訳のバランス

・貸出金残高のリスク費用（年率のベーシス・ポイント）および総残高比率の不良貸出金

・流動性比率（LCRおよびNSFR）
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ストレステスト

動的なリスク監視およびリスク管理を確実に行うために、当社グループは包括的なストレステスト制度を実

施した。

 

ストレステスト制度

ストレステスト制度は、リスク管理および金融監視システムの不可欠な要素であり、主に当社グループおよ

びその主要なグループ会社の自己資本に関する内部評価プロセスおよび流動性に関する内部評価プロセスを通

じて、将来を見通したリスク管理、規制上の経営資源および流動性要件の計画ならびに当社グループにおける

かかる経営資金の配置の最適化という３つの目的で利用されている。

 

様々な類型のストレステスト

２種類のストレステストがある。

・規制上のストレステスト

これらは主に欧州銀行監督機構、欧州中央銀行またはその他の監督機関が要求するストレステストを含

む。

2023年、BNPパリバは欧州銀行監督機構および欧州中央銀行が行うEU全体のストレステストに参加し

た。このテストは、欧州連合の銀行システムの総資産の75％に相当する70行のパネルで実施された。例年

どおり、比較を行う目的で、マクロ経済のシナリオおよび特定の方法論的前提が全銀行に適用された。マ

クロ経済のストレスのシナリオが、信用リスク、市場リスク、業務リスクおよび営業収益（正味受取利息

および手数料）へのエクスポージャーに対する影響をテストするために利用され、損益計算書、リスク加

重資産および資本総額に適用される。

2022年に、欧州中央銀行は監督下にある104の金融機関を対象に気候ストレステストを実施した。欧州

中央銀行は、銀行固有の情報を開示しなかった。かかる演習は、BNPパリバが気候ストレステストにおい

て達成した良好な進捗状況を示した。当社グループは、気候リスクがもたらす可能性のある影響を評価す

るために、その将来性を考慮したシナリオ分析の妥当性を認識している。しかし、当社グループは、気候

ストレステストは発展途上の活動であり、マクロ経済または資本市場のシナリオを含む従来のストレステ

ストよりも成熟していないとも考えている。気候シナリオの分析の結果は、この成熟度の低さを反映した

方法で使用されるべきである。

BNPパリバは2024年初頭、欧州銀行監督機構が欧州保険・企業年金監督機構および欧州証券市場監督局

と共同で欧州委員会から受けたマンデートに基づき欧州銀行監督機構により実施されるOne-off Fit-for-

55気候シナリオ分析に参加し、欧州の金融セクターがエネルギー移行のファイナンスに参加する能力、よ

り具体的にはEUが2030年までに温室効果ガス排出量を55％削減するという公約を達成するために必要な投

資レベルを評価した。

2024年に、BNPパリバはまた、欧州中央銀行によって組織されるサイバー・レジリエンス・ストレステ

ストに参加する予定である。
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・内部ストレステスト

・リスク予測専用のストレステスト：これらは、将来を見通したリスク管理、特に信用リスク、市場リス

ク、取引先リスク、銀行勘定における金利リスク、業務リスク、事業活動リスクおよび流動性リスクの

管理に役立つものである。横断的ストレステストの結果は、主に、当行のリスク選好度を策定するた

め、またそのリスク特性を定期的に測定するために利用される。かかる結果は、四半期毎の当社グルー

プのリスク表示を通じて、当社グループの業務執行陣および取締役会の内部統制・リスク管理・法令遵

守委員会（CCIRC）に対して定期的に提出される。さらに、必要な場合は、当社グループのポートフォ

リオ内の脆弱性の範囲を識別し、査定するために、リスク・開発政策委員会、ポートフォリオの見直し

またはカントリー戦略委員会の中で、臨時のストレステストが実施される。

・予算過程のためのストレステスト：これらは３年の資本計画に役立つものである。ストレステストは予

算プロセスの一環として毎年実施され、自己資本に関する内部評価プロセスおよび流動性に関する内部

評価プロセスに含まれる。これらの計画は、当行の資本、流動性および収益に対する影響についての包

括的見解を示すため、当社グループレベルで統合される前に、事業部門レベルで見直される。

見積もられる最終結果は、当社グループのソルベンシー比率の予想の範囲および予想される調整措置

である。利用されたシナリオ、ストレステストの結果および提案された是正措置（下位セグメントに対

するエクスポージャーの軽減、コスト削減イニシアティブまたは融資方針もしくは流動性政策の変更

等）は、予算過程の最後に当社グループの業務執行陣および取締役会に提示される予算総合報告書に含

まれる。これに加え、当社グループの自己資本に関する内部評価プロセスにおいて、時として当社グ

ループにより特定されるリスク事項により定義される悪化予算シナリオ以外の悪化シナリオでのソルベ

ンシーが分析される。

・逆行的ストレステスト：当行の再生計画、破綻処理計画および自己資本に関する内部評価プロセスの一

環として実施された。逆行的ストレステストは、当行のソルベンシー比率が、問題になっている手法に

沿って事前に設定された水準まで減少する可能性となるシナリオを特定することから構成される。これ

らのテストは、特定のリスク要因の変化の観点から、当行が脆弱であるあらゆる分野を検知することを

可能にし、事業部門またはグループ全体で実施することができる是正措置に関する徹底的な分析を促進

する。

 

統治および実施

このストレステスト枠組は、運営の統合および関連性を奨励するため、また、とりわけ適切なリスク管理お

よび当社グループの経営資金計画のために必要な内部ストレステストの実務を発展させるため、当社グループ

と営業事業体の間で共有される責任を伴う明確に定義された統治に基づいている。
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財務部、リスク部門および資産・負債管理部の財務課は、当社グループの事業体および事業にわたってスト

レステスト、自己資本に関する内部評価プロセス、自己資本および資本計画の策定について責任を負う共有の

チームである、ストレステストおよび金融シミュレーション（STFS）を設置した。

STFSチームは、特に以下の責任を有する。

・関連する組織内の問題、モデル化、ITシステムおよび統治の網羅と同時のストレステストおよび自己資本に

関する内部評価プロセス（ICAAP）の観点から当社グループのターゲット構造の定義および実施

・特にリスク部門および財務部内の既存のチームに依拠した、当社グループのすべてのストレステストの実施

の遂行

・全体的な一貫性および合理的な手続を確保するための、当社グループの事業部門および法律上の事業体のス

トレステストおよびICAAPの取組の支援

・当社グループの財務シミュレーション・システムおよび監督審査プロセスの課題への適応の調整

・当社グループのリスク特定プロセス

・当社グループのICAAP報告書の作成および特定のリスクに係る内部資本の定量化

ストレステストの手法は、リスクの主要カテゴリーに合うよう調整され、独立した見直しを受ける。

ストレステストは、１つまたは複数のリスクの種類毎に、また追求する目標に応じて程度の差はあるが多数

の変数に基づき、当社グループレベル、事業部門レベルまたはポートフォリオ・レベルで行うことができる。

必要に応じて、定量モデルの結果は、専門家の判断に基づき調整される場合がある。

その導入以降、当社グループのストレステスト制度は、ストレステストにおける最新の進展を一体化するた

めに、当社グループの管理手続における手法または改善された運営上の統合といういずれの点においても、絶

えず発展し続けてきた。ストレステストのリスクの種類別の枠組については、「(3) 信用リスク」、「(4) 取

引先信用リスク」および「(5) 市場リスク」を参照。このような背景から、当社グループは、シナリオ（下記

参照。）、データ、モデルおよび手法を網羅し、気候リスクが顕在化する２つの主要なリスクタイプである移

行リスクおよび物理的リスクの両方を包含する気候ストレステスト基盤の整備に取り組んでいる。

 

内部ストレステストのシナリオの定義

ストレステストの実施において、基準値となるシナリオを１つまたは複数の代替シナリオと区別することが

一般的なやり方である。マクロ経済のシナリオとは、一般的に、将来のある一定期間にわたって予測された一

連の経済変数とマクロ財務変数（GDPおよびその要素、インフレ率、雇用率および失業率、金利および為替相

場、株価、コモディティ価格等）の基準である。
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マクロ経済ストレステスト

基準値となるシナリオ

　基準値となるシナリオは、予測期間にわたり最も起こる可能性の高いシナリオと考えられている。基準値と

なるシナリオは、当社グループの経済調査部が、様々な部門および特定の専門を有する事業部門、特に以下と

共に構成する。

・当社グループの資産・負債管理部の財務課（金利）

・ウェルス・マネジメント事業（株価指数）

・BNPパリバ・リアル・エステート（商業不動産）

・現地のエコノミスト（地域の専門知識が必要とされる場合）

・ストレステストおよび金融シミュレーション（STFS）（シナリオの調整および全体的な一貫性）

国際的なシナリオは、相互に一貫性のある地域的および国際的シナリオ（ユーロ圏、フランス、イタリア、

ベルギー、スペイン、ドイツ、英国、ポーランド、トルコ、米国、日本、中国、インド、ロシア等）からな

る。

 

代替シナリオ

テストにより、１つまたは複数の代替シナリオがストレステストに使用される可能性がある。

STFSは、中心シナリオで要求されたものと同じ部門および事業部門と協力して、３種類の代替シナリオ（悪

化シナリオ、深刻シナリオおよび好転シナリオ）を定期的に作成している。

・悪化シナリオは、予測を超える経済環境および金融環境への１つまたは複数の潜在的なショック（すなわち

基礎シナリオに対する１つまたは複数のリスクの具体化）について記載している。したがって、悪化シナリ

オは常に基準値となるシナリオと関連して設計される。悪化シナリオに関連するショックは、基準値となる

シナリオの基準からの偏差値の形式で、上記の一連のマクロ経済変数および財務変数に変換される。

・深刻シナリオは、悪化シナリオの悪化版である。

・好転シナリオは、経済にプラス効果を有するリスクの現実化の影響を反映している。

 

シナリオ設計

基準となるシナリオ、悪化シナリオ、深刻シナリオおよび好転シナリオは、当行のリスク選好度の基準およ

びIFRS第９号の枠組内での信用供与の計算の見直しのため、四半期毎に監視される（連結財務書類の注２

「IFRS第17号およびIFRS第９号の初度適用による影響」を参照。）。

当社グループの（当年度第２四半期および第３四半期の）予算過程で使用されるシナリオとして、当社グ

ループの業務執行陣を伴う会議において検証される。他の２四半期である３月および12月の実施においては、

シナリオは、当社グループの最高リスク管理責任者および当社グループの最高財務責任者によって連帯して検

証される。
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このシナリオはその後、すべての当社グループのポートフォリオについて年間にわたって予測損失（市場リ

スクの場合は損益計算書上の影響）を計算するために用いられる。

・信用リスクまたは取引先リスクにさらされたポートフォリオおよび銀行勘定の株式ポートフォリオについ

ては、この計算ではマクロ経済シナリオから生じたポートフォリオの質の悪化または株価の不利な動向に

よるリスク費用およびリスク加重資産に対するシナリオの影響を測定する。信用リスクのストレステスト

は、すべての地域における当行全体のポートフォリオおよびすべてのプルデンシャルに関するポートフォ

リオ（すなわちリテール、法人および機関）について実施される。

・市場ポートフォリオについては、価値の変動および損益計算書上の影響はシナリオ全体と一致した一度限

りのショックをシミュレーションすることにより計算される。

上記の信用リスクおよび市場リスクに係るストレステストの計算およびこれに関連する手法は、STFSチーム

によって当社グループレベルで中心的に統合される。これらはまた、当社グループおよび領域のレベルで様々

な専門家チームを、その実施および設計に参加させている。

最後に、悪化予算シナリオにおいて、当社グループおよびその事業活動に内在し、悪化マクロ経済シナリオ

を構成しないリスクが加えられる。それらは当社グループの事業によって特定および定量化されるか、または

主として当社グループ全体に影響を与え得るものに関して特定および定量化される。

 

気候ストレステスト

マクロ経済ストレステストにとどまらず、気候ストレステストの分野も急速に発展している。こうした背景

で、当社グループは、移行リスクおよび物理的リスクのシナリオの分析、適応および作成に取り組んでいる。

移行リスクに関しては、分析および適応作業は現段階では、この分野のパイオニアであるNGFS（気候変動リ

スク等に係る金融当局ネットワーク）の作業に基づいている。気候ストレステストに関する当社グループの内

部要件については、最新の動向（例：マクロ経済レベル）をより反映させたり、当社グループのポートフォリ

オにより具体的に適応させたりすることができるよう、NGFSのシナリオを調整および適応させることができ

る。さらに、当社グループは、他の企業および機関と協力して、より正確なセクターの側面を持つ移行シナリ

オを定義するアイリス・イニシアティブに参加している。これは、移行リスクの評価に関連する。

現段階で当社グループが使用している物理的リスク・シナリオは、欧州でリテール・バンキング業務を多く

行っている地域に焦点を当てている。

 

次へ
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(3) 信用リスク

信用リスクとは、借主または取引先が取り決められた条件に従った債務を履行することができな

い可能性により生じるものである。デフォルト確率や、デフォルト時における貸出金または債権の

回収予想額が、信用の質の評価における主要な評価要素である。

 

信用リスクに対するエクスポージャー

以下の表は、信用リスクにさらされるBNPパリバ・グループのすべての資産におけるエクスポージャーの総

額を示している。取引先リスクにさらされる銀行勘定の証券化ポジションならびにデリバティブおよび買戻／

売戻契約は、本項に含まれず、「１ (B) (2) 銀行勘定における証券化」および「(4) 取引先信用リスク」に

それぞれ記載されている。

EU実施規則2021/637に従い、標準的アプローチ下の株式エクスポージャーおよび簡便加重法を利用した株式

エクスポージャーが、本項に記載される。

プルデンシャル・バランスシートの帳簿価額および規制上の目的で用いられたリスク・エクスポージャー額

の主な違いは、「１ (B) (1) 資本管理および自己資本」の「適用範囲」内の表「プルデンシャル・スコープ

における純繰越価格および規制目的で認識されるエクスポージャー額の間の調整（EU LI２）」に示されてい

る。

かかるエクスポージャーの総額は、当社グループが通常の信用リスク管理業務（下記「信用リスク軽減手

法」を参照。）に関連して受領した保証および担保を考慮に入れていない。

 

資産クラス別およびアプローチ別の信用リスク・エクスポージャー

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在 変動

IRB
アプローチ

標準的
アプローチ
(注１)

簡便
加重法

合計
IRB

アプローチ

標準的
アプローチ
(注１)

簡便
加重法

合計 合計

合計
（為替の
影響を除
く。）

中央政府および
中央銀行

432,341 33,179  465,520 454,775 50,222  504,997 (39,477) (37,297)

法人 671,642 118,053  789,694 674,680 157,795  832,475 (42,780) (30,298)

金融機関(注２) 45,783 23,879  69,662 45,960 26,289  72,249 (2,587) (1,384)

リテール 281,501 164,781  446,282 288,930 198,524  487,454 (41,172) (42,025)

株式  540 13,593 14,133  501 12,133 12,634 1,499 1,502

集団投資事業における
ユニットまたは株式

 5,626  5,626  5,169  5,169 457 481

その他の項目(注３) 1,327 36,948  38,276 726 40,686  41,412 (3,136) (3,557)

合計 1,432,594 383,007 13,593 1,829,194 1,465,071 479,186 12,133 1,956,389 (127,195) (112,577)

(注１)　次項において、標準的信用リスク・エクスポージャーは、規制上の標準的分類に従って報告されている。

(注２)　金融機関の資産クラスは、金融機関や投資会社（他国で認識されているものを含む。）で構成される。このクラス

は、中央政府として取り扱われない地域および地方の機関、公共機関および多国籍開発銀行に対する一部エクス

ポージャーを含む。

(注３)　その他の非債権資産は、有形固定資産、未収収益および残存価値を含む。

 

2023年度の流通市場におけるローン取得に関連するエクスポージャーは、わずかな金額を占めるにすぎな

い。
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信用リスク・エクスポージャーの動向

信用リスク・エクスポージャーの113十億ユーロの減少は、主に2023年度第１四半期におけるバンク・オ

ブ・ザ・ウェストの売却に関連するものである。エクスポージャーの動向に影響を与えた通貨価値による影響

（15十億ユーロ減）は、特に米ドル（11十億ユーロ減）およびトルコリラ（５十億ユーロ減）の下落で、ポー

ランド・ズロチ（３十億ユーロ増）のユーロに対する上昇により、一部相殺された。

かかる通貨による影響を除いた、エクスポージャー別の主な変動は、以下のとおりである。

・リテール勘定に対するエクスポージャーにおける42.0十億ユーロの減少は、バンク・オブ・ザ・ウェスト

の売却に続き、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門における住宅用不動産および商業用不動

産の貸付業務、特にフランス（５十億ユーロ減）、続いてイタリア（１十億ユーロ減）での減少が重なっ

たことに起因する。

・中央政府および中央銀行における37.3十億ユーロの減少は、バンク・オブ・ザ・ウェストの売却および欧

州中央銀行に預けられた流動性の低下に起因する。

・法人業務における30.0十億ユーロの減少は、主としてバンク・オブ・ザ・ウェストの売却およびフランス

におけるコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門での減少（4.8十億ユーロ減）に起因し、主に

南北アメリカおよび欧州で二分されるホールセールバンキング部門（６十億ユーロ増）、コマーシャル＆

個人向けバンキングサービス部門（４十億ユーロ増）、特にその中のドイツ（3.4十億ユーロ増）、続い

てベルギー（2.7十億ユーロ増）および英国（2.5十億ユーロ増）での業務の増加により、一部相殺され

た。
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資本要件の算出に用いるアプローチ

BNPパリバは、バーゼル３に基づき許可された最も先進的なアプローチを選択している。EU指令およびフラ

ンス法への国内法化に従い、2007年に監督当局は、当社グループに対し、2008年１月１日以降の当社グループ

の資本要件を計算するため、内部モデルを使用することを承認した。

信用リスクでは、IRBアプローチを用いた総エクスポージャーの割合は、2023年12月31日現在で78％であ

り、2022年12月31日現在と比較して微増であった。

この重要な範囲は特に、ホールセールバンキング（CIB）部門、フランスのコマーシャルバンキングおよび

個人向けバンキング（CPBF）、ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBB）、BNL

バンカ・コメルシアーレ、パーソナル・ファイナンスならびにルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよ

び個人向けバンキング（CPBL）を含む。

しかしながら、IRBアプローチの範囲は、欧州・地中海沿岸諸国の事業部門における子会社等の特定の事業

体を除外する。

株式エクスポージャーの範囲内において、当社グループは簡便加重法を主に選択している。

 

アプローチ別の信用リスクに対するエクスポージャー

 

下記の金額および割合は、信用リスクの引当金の純額を示している。
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内部格付に基づくアプローチおよび標準的アプローチの利用範囲（EU CR６-A）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

内部格付に基づく
アプローチの対象
となるエクスポー
ジャーの価値（注

１）

レバレッジ比率の目的のためのエクスポージャー（注２）

標準的アプローチ
および内部格付に
基づくアプローチ
の対象となるエク
スポージャーの価

値合計

標準的アプローチ
の恒久的な部分利
用の対象となるエ
クスポージャーの
価値合計の割合

（％）

ロールアウト・プ
ランの対象となる
エクスポージャー
の価値合計の割合

（％）

内部格付に基づく
アプローチの対象
となるエクスポー
ジャーの価値合計
の割合（％）

1 中央政府および中央銀行 431,674 473,358 1.35％ 7.32％ 91.33％

1.1
うち、地方政府および
地方機関

 5,790 12.96％ 87.04％  

1.2 うち、公共機関事業体  3,194 2.50％ 97.50％  

2 金融機関 37,244 61,342 0.16％ 25.62％ 74.21％

3 法人 482,551 771,380 0.64％ 13.14％ 86.22％

3.1
うち、特別貸付、内部
格付に基づくアプロー
チ

 79,066   100.00％

4 リテール 278,276 400,428 2.80％ 27.85％ 69.35％

4.1
うち、不動産による担
保（中小企業）

10,675 11,014 0.00％  100.00％

4.2
うち、不動産による担
保（中小企業以外）

185,085 184,492   100.00％

4.3
うち、適格リボルビン
グ

10,051 11,533   100.00％

4.4 うち、中小企業 30,819 30,745   100.00％

4.5 うち、その他リテール 41,644 39,918   100.00％

5 株式 13,581 19,028 0.00％ 28.57％ 71.43％

6 その他の非債権資産 1,327 1,327   100.00％

7 合計 1,244,653 1,726,864 1.31％ 15.56％ 83.13％

(注１)　規則（EU）575/2013第166条に従い、ソルベンシー比率の目的のために、リスク加重資産の計算に使用される債務不

履行エクスポージャー価値。

(注２)　規則（EU）2019/876第249条に従い、レバレッジ比率の目的のために、エクスポージャーの測定に使用されるエクス

ポージャーの価値。
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

内部格付に基づく
アプローチの対象
となるエクスポー
ジャーの価値（注

１）

レバレッジ比率の目的のためのエクスポージャー（注２）

標準的アプローチ
および内部格付に
基づくアプローチ
の対象となるエク
スポージャーの価

値合計

標準的アプローチ
の恒久的な部分利
用の対象となるエ
クスポージャーの
価値合計の割合

（％）

ロールアウト・プ
ランの対象となる
エクスポージャー
の価値合計の割合

（％）

内部格付に基づく
アプローチの対象
となるエクスポー
ジャーの価値合計
の割合（％）

1 中央政府および中央銀行 452,804 520,777 1.14％ 11.54％ 87.32％

1.1
うち、地方政府および
地方機関

 6,148 12.27％ 87.73％  

1.2 うち、公共機関事業体  19,169 0.39％ 99.61％  

2 金融機関 38,441 58,346 0.39％ 21.33％ 78.28％

3 法人 491,948 801,132 0.73％ 15.91％ 83.36％

3.1
うち、特別貸付、内部
格付に基づくアプロー
チ

 81,891   100.00％

4 リテール 285,075 424,581 2.94％ 29.98％ 67.08％

4.1
うち、不動産による担
保（中小企業）

 12,044 0.00％  100.00％

4.2
うち、不動産による担
保（中小企業以外）

 188,191   100.00％

4.3
うち、適格リボルビン
グ

 11,657   100.00％

4.4 うち、中小企業  32,960   100.00％

4.5 うち、その他リテール  40,105   100.00％

5 株式 12,108 21,653 0.03％ 43.94％ 56.03％

6 その他の非債権資産 726 726   100.00％

7 合計 1,281,102 1,827,215 1.34％ 18.43％ 80.23％

(注１)　規則（EU）575/2013第166条に従い、ソルベンシー比率の目的のために、リスク加重資産の計算に使用される債務不

履行エクスポージャー価値。

(注２)　規則（EU）2019/876第249条に従い、レバレッジ比率の目的のために、エクスポージャーの測定に使用されるエクス

ポージャーの価値。

 

信用リスク管理方針

与信方針（監査済）

当行の貸出業務は、グローバル与信方針に従っている。当該方針は、信用リスクおよび取引先リスクを生む

当社グループのすべての活動に適用される。グローバル与信方針は、すべての信用リスクに適用される全般的

な原則（リスク評価および意思決定プロセス、最高水準の法令遵守ならびに倫理の遵守を含む。）ならびにカ

ントリー・リスク、セクター・リスク、顧客の選択および取引の構造に適用される個別の原則を提供する。当

該方針は、事業や取引先毎に調整した個別の方針により補完される。

これらの与信方針は、当社グループが事業を行う信用環境の発展に沿って定期的に改訂されている。
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企業の社会的責任（CSR）

2012年以来、企業の社会的責任（CSR）に関する条項は、新たな個別の与信方針に盛り込まれるか、また

は、既存の方針が改訂される際に盛り込まれる。

さらに、重大な環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する課題をもたらす特定の部門に対する部門毎の方針

および融資の除外は2011年から実施されており、それ以降着実に強化されている。これらのリスクは、部門の

見直しおよび国の限度枠の観点からも分析される。

また、当社グループは、その与信リスク・システムへ、特に気候変動に関連するESGリスク要因の組み込み

を向上させるための複数の措置を取っている。この文脈で、当社グループは、その顧客のESG評価を、より体

系的にし、関連するESGのリスク特性をよりよく理解するために、引き続き強化した。

 

リスク評価ツールによる法人顧客のESG分析の拡大：ESG評価

BNPパリバは、意思決定の際にESG基準を考慮に入れている。ESG基準は「ノウ・ユア・クライアント

（KYC）」、グローバル与信方針および、より正確な基準が必要と判断される場合には、特定の与信方針に統

合されている。

現行のESGリスク評価の枠組（部門別方針、特定の与信方針）に加えて、2021年６月からESG評価ツールを導

入している。ESG評価は、これまでの仕組を漸進的に置き換えていくものである。これにより、ある顧客層に

ついて、当社グループ内で共通のアプローチで、各部門の特性に応じて、法人顧客のESGパフォーマンスおよ

びリスクを特定、評価および監視することが可能になった。

かかる評価は、銀行融資業務の重要な柱である与信プロセスの一部として事業グループレベルでESG分析を

行うことで、ESG基準を取引先の信用プロファイルの評価に含まれる他の分析パラメーターと統合させること

を目的としている。

ESG評価は、一連の質問を通して環境（気候および生物多様性）、社会（健康および職場における安全性、

消費者保護ならびに地域社会への影響）およびガバナンス（企業倫理）の側面をカバーし、顧客に影響を与え

る論争の分析によって補完される。この中で開発された質問表は、その活動に固有の課題や問題をよりよく統

合するために、各部門に固有のものである。

かかるツールにより、顧客が当社グループの部門の方針を遵守しているかと、顧客のESG戦略およびその実

施の成熟度について評価することができる。

事業内容にかかわらずすべての大企業の事業グループの信用情報に含まれるESG評価の展開により、リスク

部門は信用委員会中に文書ベースでESGの側面をより詳細に管理できるようになる。現在は大企業向けに設計

されており、かかる枠組は適応され、2024年度より新たな顧客層（売上高が50百万ユーロ超の企業および金融

機関）に拡張される予定である。
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個別意思決定手続（監査済）

信用委任に関する体制は確立されており、貸付決定はすべてリスク部門の正式な代表者の同意を得ると共

に、事業チームのマネージャーまたは代表の承認を受けなければならない。承認の署名をすることまたは信用

委員会の正式な会議の議事録で残すこと等の方式で、（場合により電子的な）書面による承認の証拠が体系的

に保管される。信用委任は事業グループ毎のコミットメント総額に対応しており、内部信用格付や関係する事

業の特質により異なる。提案されたすべての取引は、借入人の現在および将来の状況について詳細に検討され

なければならない。この検討は、取引承諾時に実施され、少なくとも毎年更新されており、当社グループの、

借入人についての総合的な理解および起こり得る借入人の状況の変化の監視を確実にすることを意図してい

る。金融機関向け貸出金、ソブリン向け貸出金ならびに周期的なリスクおよび急速な変化にさらされている特

定の業界の顧客向け貸出金等の、特定の種類の貸出金については、固有の承認手続を経ると共に、業界の専門

家または指定専門家が承認する必要もある。リテール・バンキング事業では、意思決定に統計を活用し、手続

を簡素化している。

借入申請は、当行のグローバル与信方針および関連する個別の方針に従わなければならない。重要な例外の

場合、特別な承認手続を踏むものとする。BNPパリバはすべての契約が締結される前に、借手の公表されてい

る開発計画を徹底的に見直して、当行が借手の事業のすべての構造的特徴に精通し、適切な監視が可能である

ことを確認する。

ゼネラル・マネジメント信用委員会（CCDG）は、信用リスクおよび取引先リスクに関連したすべての意思決

定のための、当社グループの最高レベルの委員会である。当該委員会は、特に個人の信用委任を超える額の借

入申請またはグローバル与信方針の原則に従わない申請に関するすべての最終意思決定権限を有している。

 

監視手続およびポートフォリオ管理手続（監査済）

エクスポージャーの監視

包括的なリスク監視システムは、融資コミットメントが与信判断を遵守していること、信用リスク報告デー

タが信頼できること、かつリスクが効果的に監視されることを確認する責任を負う管理ユニットを中心として

構成されている。信用リスクの悪化を早期に特定するため、日次の変則的例外報告が行われ、各種の早期警告

手段が使用される。様々なレベルの監視が、リスク部門の監督の下で実施される。不良貸出金または信用監視

下の不良貸出金（下記「エクスポージャー、引当金およびリスク費用（監査済）」を参照。）については、専

用の四半期毎の委員会の会議（「(2) リスク管理（監査済）」内の「統治」を参照。）を通じてより綿密に監

督される。最も不安定な貸出金については、業務執行陣による見直しが行われる。かかる仕組を補完するた

め、不良債権委員会が毎月開催され、予測金融フローに基づき、調整が必要な不良債権に対する個別引当金の

変更案を検証する。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 184/1141



統制チームは、承認された認可、契約および保証に対するエクスポージャーを監視する責任も有している。

これにより、信用委員会により承認されたリスク特性の悪化のあらゆる兆候を特定することが可能になる。統

制チームは、信用委員会の決定を遵守していないあらゆる状況について（リスク部門チームおよび事業部門に

対して）警告し、信用委員会の決議の監督を行う。具体的な警告がリスク部門および関連する事業部門の上級

管理者に発せられる場合もある。これは主に、例外的状況が解消されていないか、または信用委員会により承

認されたリスク特性と比較してリスク特性に著しい悪化の兆候が認められる場合である。

さらに、2018年以降、欧州中央銀行のガイドラインに従って、高いレバレッジ比率を占める顧客に対する貸

出金に関する特定のチェックの実施が一般与信方針に盛り込まれた。

 

全体的なポートフォリオ管理および監視

個別に取られたリスクの選別および慎重な評価は、事業部門、地域、業界および事業／商品に関し、より総

体的なポートフォリオのレベルに基づく監視システムおよびリスク管理システムにより支えられている。

単名、業界および国別のリスク集中を含む全体的なポートフォリオ管理方針は、かかる監視システムに基づ

いており、当社グループのリスク委員会が、すべての提示された報告および分析を検討する。

・国別のリスクの集中に関しては、各国について権限の範囲内で適切な水準に定められたカントリー・リス

クの限度枠に基づいて管理されている。必然的に最も経済活動が活発な地域で事業を展開することとなる

当社グループは、高い地政学的リスクもしくは不安定な政治構造を有する国または経済状態が傾いている

国に、リスクが過度に集中しないよう努力している。各国の限度枠は少なくとも年に１回は見直され、そ

の利用についての四半期報告書が作成されている。

・当社グループは、とりわけ事業グループ、法人、銀行またはソブリン債における個々の集中度を綿密に監

視している。これらの集中度は、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）に対する四半期毎の

リスク報告において報告される。当社グループが実行に移した関連する方針については本項の下記「信用

リスクの分散」に記載されている。

・特定の業界のポートフォリオについては、当該セクターに対する当社グループのエクスポージャーが大き

いか、または、その業界の周期的な性質もしくは急速な技術発展等当該セクター特有のリスクがあるため

に、当社グループにより定期的な見直しが行われる。かかる見直しは、潜在的に繊細な部門におけるESG

の問題に特に重点を置いている。当社グループは、関連する事業分野についての専門知識およびリスク部

門（業界およびセクター研究部門）で働く独立した業界の専門家を活用する。かかる見直しは、業務執行

陣および（適当な場合には）内部統制・リスク管理・法令遵守委員会に対し、検討中のセクターに対する

当社グループのエクスポージャーについての概観を提供し、戦略的指針における業務執行陣の意思決定を

手助けする。実例として、2023年に、石油・ガス、発電、商業用不動産、金属・鉱業および自動車の各部

門について、ポートフォリオの内部検討が実施された。
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・ストレステストは、様々な悪化シナリオにおける影響を測定することでポートフォリオの脆弱性を評価す

る。当該テストは、ポートフォリオ全体については四半期毎に、また、集中度を特定するためにサブポー

トフォリオについては臨時的に実施される。これらのテストは、当行の信用リスク・エクスポージャーが

そのリスク選好に沿うことを確実にする助けとなる。

最後に、BNPパリバは、個々のリスクの軽減、ポートフォリオの集中の軽減または危機のシナリオが発生し

た場合の潜在的損失に歯止めをかけることを目的として、証券化プログラム、クレジット・デリバティブまた

は信用保険等の信用リスク移転手段を利用する場合がある。

 

減損評価手続（監査済）

当社グループは、減損の対象となるすべての貸出金に関して以下に記載する減損手続を適用する（連結財務

書類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の

減損」を参照。）。

・不履行になっていない貸出金に対する減損評価手続

ステージ１およびステージ２における貸出金に対する損失引当金は、予想信用損失の見積もりに基づいて

各事業部門において設定される。これは、各事業部門の最高財務責任者および最高リスク管理責任者が出席

する委員会の会議にて四半期毎に検証される。予想信用損失の見積もりは、初回認識以降その信用リスクが

著しく増加していない金融商品（ステージ１）については今後12ヶ月におけるデフォルト・リスクから、ま

た初回認識後その信用リスクが著しく増加した減損されていない貸出金（ステージ２）についてはその満期

時に発生する。当社グループの多くの事業部門が使用するツールは、以下に記載される格付システムのパラ

メーターに基づき、マクロ経済のダイナミクスおよび部門別のダイナミクスによる潜在的な影響を統合した

計算の実行を可能にする。

・債務不履行エクスポージャーに対する減損評価手続

リスク部門は、減損に関して見直しが必要な法人向け貸出金、銀行向け貸出金およびソブリン向け貸出金

を毎月見直し、認識すべき評価損の額を決定している。減損認識に際しては、適用される会計基準（連結財

務書類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商

品の減損」を参照。）に基づいて帳簿価額の引下げや減損引当金の計上を行う。当社グループは、リテール

顧客に対する債務不履行エクスポージャーに対して様々な手法（専門家の意見、統計的計算）を用いる。こ

れらの減損は、ステージ３と呼ばれる。減損損失額は、保有する担保の処分による実現可能価額を含めた、

複数のシナリオから生じた回収可能キャッシュ・フロー（純額）の現在価値に基づいている。かかる減損損

失額は、保有する担保の処分による実現可能価額を含めた、様々なシナリオにおける回収可能キャッシュ・

フロー（純額）に基づいている。予測される予想キャッシュ・フローもまた、不良債権またはすべての債権

の売却可能性によるキャッシュ・フロー・シナリオを含んでいる。売却収入は、売却に伴う費用を差し引い

たものである。
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格付システム（監査済）

当社グループは、必要な規制資本の計算にどのアプローチを用いているかを問わず、同一の原則を用いて各

取引先を内部格付している。

当行は、自己資本に関する規制要件に適合する包括的な内部格付システムを有している。当該システムが適

切であり、正しく活用されていることを確認するための定期的な評価および統制手続が当行にて実施されてい

る。当該システムは、2007年12月に監督当局によって正式に承認され、定期的に検証されている。

金融機関、法人およびソブリン向け融資ならびに特別融資の場合は、このシステムは３つのパラメーター

（格付により明らかとなる取引先のデフォルト確率（PD）、取引構造により変化する全体的な回収率（GRR）

（またはこれを補完する指標である、債務不履行による損失（LGD））、リスクにさらされているオフバラン

スシート・エクスポージャーの割合を見積もるためのクレジット換算係数（CCF））に基づいている。

取引先の格付は12段階ある。10段階は信用の評価が「優秀」から「非常に懸念される」までの範囲の顧客に

対応しており、２段階は銀行監督当局の定義によって破綻状態にあると分類された顧客に関連している。

各取引に適用されるデフォルト確率のパラメーターおよび全体的な回収率の確認または修正は、事業部門の

スタッフおよび（意見の相違がある場合、最終決定権を有する）二次的な監視者であるリスク部門の代表者の

知見に基づき、貸付承認手続の一環としてまたは年１回の信用状況調査において、少なくとも年に１回検討さ

れる。分析手段および信用スコアリング・システムを含む適切な手法が利用されている。これらのツール利用

および技法選択の決定は、リスクの性質により異なる。

取引先が個人である場合もまた、このシステムは３つのパラメーター（デフォルト確率（PD）、全体的な回

収率（GRR）およびクレジット換算係数（CCF））に基づいている。一方で、貸出パラメーターを決定するため

の格付手法は自動的に適用される。

リスク・パラメーターの内部での見積もりは、規制上の勧告に沿って当行の日々の管理において用いられ

る。このため、必要な自己資本の計算の他にも、当該見積もりは、例えば、権限の範囲内における限度額の設

定、新規貸付時または既存の貸出金の見直し時における収益性の測定、減損引当金額の決定ならびに各勘定の

分析にも用いられる。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 187/1141



格付機関の基準による取引先の内部格付指標マッピングおよび予想されるデフォルト確率の平均値

 

 
BNPパリバによる

内部格付

長期発行者／
無担保社債の
発行者格付

予想される
デフォルト確率の平均値

スタンダード・アンド・プアーズ
／フィッチ

投資適格

1+ AAA 0.01％

1 AA+ 0.01％

1- AA 0.01％

2+ AA- 0.02％

2 A+/A 0.03％

2- A- 0.04％

3+/3/3- BBB+ 0.06％から0.10％

4+/4/4- BBB 0.13％から0.21％

5+/5/5- BBB- 0.26％から0.48％

投資不適格

6+ BB+ 0.69％

6/6- BB 1.00％から1.46％

7+/7 BB- 2.11％から3.07％

7- B+ 4.01％

8+/8/8- B 5.23％から8.06％

9+/9/9- B- 9.53％から13.32％

10+ CCC 15.75％

10 CC 18.62％

10- C 21.81％

デフォルト
11 D 100％

12 D 100％

 

当社グループは、当行の内部格付と主要な格付機関により付与された発行体の長期格付の対応指標を開発し

た。しかしながら、当行は、外部格付機関により格付を付与された取引先のみならず、さらに広範な顧客を有

している。対応指標は、リテール・バンキング事業については重要ではなく、当行による借手のデフォルト確

率の評価と１つまたは複数の格付機関による評価の相違を特定するため、内部格付が付与または検討される場

合に用いられる。しかしながら、内部格付は、外部格付の再現を意図したものではなく、まして外部格付の見

積もりを意図したものでもない。ポートフォリオ内において、いずれの方向にも重大な乖離が存在する。BNP

パリバにより６または７の格付を付与された取引先が、格付機関により投資適格があるとみなされる場合もあ

り得る。

さらなる詳細については、下記「内部格付システム－ソブリン、金融機関、法人および特別融資のポート

フォリオ向け」および「リテール顧客に固有の内部格付システム」を参照。
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信用リスクに対するストレステスト

関連する予測期間のデータのみならず、過去のデータに関しても、ストレステストのシナリオ（「(2) リス

ク管理（監査済）」内の「ストレステスト」を参照。）で提示されたマクロ経済的変数および財務的変数と信

用リスクのパラメーターおよび格付の変更のパラメーターとを結びつけるために、定量モデルが開発および使

用されている。

使用する手法の品質は、以下により保証されている。

・職務の分掌という観点からの厳格なガバナンス

・独立機関による既存システム（モデル、手法、手段）の見直し

・システム全体の効果および適切性の定期的な評価

かかるガバナンスは、内部方針および内部手続、信用リスクに対するストレステストに関する委員会による

事業分野毎の監視、リスク管理システム内へのストレステストの統合により支えられている。

中核的なストレステスト制度は、欧州銀行監督機構の欧州におけるストレステストについてのガイドライン

において定義されている枠組と整合性のとれたものである。

・かかる制度は、資本要件（規制上の債務不履行エクスポージャー、デフォルト確率および債務不履行によ

る損失）の算出に用いられるパラメーターに基づいている。

・マクロ経済状況に依存する予測損失は、新たな債務不履行から生じるリスク費用の評価に用いられる。

・ストレス・リスク費用には、ステージ１およびステージ２の引当金に対する影響および不良貸出金残高に

対する引当金が追加される。

・規制資本に対するストレステストは、格付の変更、デフォルト事由および規制資本要件の算出に用いられ

る厳しい規制上のデフォルト確率に基づいて行われる。

信用リスクに対するストレステストは、当社グループのリスク選好度の評価に用いられており、ポートフォ

リオの見直しの際には特に使用される。ストレステストは、リスク管理および財務計画プロセスに統合された

モデルに基づいており、引当金計算システムおよび資本要件に関する内部経済測定と共有されている。

このシステムは、リスク環境の進化に合わせて強化され、適応されたものである。

・特に高インフレおよびエネルギー移行の観点において、シナリオに応じた部門別の動向にもたらされる不

均一な影響を考慮している。

・内部格付の将来予測調整（FLAIR）アプローチは、最近の期間に例を見ない、あるいは過去に観測された

変数間の関係を急速に変化させる可能性のある動きを予測に含めることを可能にする。このシステムは、

最近の金利上昇の影響を考慮するために用いられ、気候変動リスクの評価に寄与している。

当行は、気候変動リスク、サイバー・リスク、不確実性および極端な事象の測定における最も先進的な科学

的知見へのアクセスを確保するため、フランス国立理工科大学応用数学研究室（CMAP）との提携関係を拡充し

ている。
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信用リスクの分散

当社グループの信用リスクに対するエクスポージャーの総額は、2023年12月31日現在で1,815十億ユーロで

あり、2022年12月31日現在の1,944十億ユーロと比較して減少した。かかる減少は主にバンク・オブ・ザ・

ウェストの売却に起因するものである。ポートフォリオ（関連リスクの分散に主眼を置いて行われた分析の結

果が以下に記載されている。）は、表「資産クラス別およびアプローチ別の信用リスク・エクスポージャー」

に記載されている信用リスクに対するあらゆるエクスポージャー（下記「信用リスク：簡便加重法に基づく株

式」に記載されている簡便加重法に基づく株式エクスポージャーを除く。）で構成されている。

かかるエクスポージャー額は、金融資産の帳簿価額の総額に基づくものである。エクスポージャー額は、当

社グループが通常の信用リスク管理業務（下記「信用リスク軽減手法」を参照。）に関連して取得した担保を

考慮に入れていない。

事業の規模により、また顧客基盤の業界および地域が極めて多様性に富んでいることにより、信用リスクの

過度な集中が生じる取引先は１つもない。業界別および地域別の信用リスクの内訳は、以下の表に表示されて

いる。

信用リスクは、以下に記載する指標の監視を通じて主に評価される。

 

単名集中

ポートフォリオの単名集中に関するリスクは、定期的に監視されている。これは、顧客グループレベルおよ

び事業グループレベルのコミットメント総額に基づいて算定され、主に以下の２種類の監視に基づいている。

 

大口エクスポージャーの監視

2013年６月26日付の規則（EU）575/2013第395条では、事業グループ毎のエクスポージャーについて、当行

の資本の25％を上限と定められている（控除後および信用リスク削減手法の考慮後）。

BNPパリバは、この規則により定められた集中基準をはるかに下回っている。顧客および関連する顧客グ

ループの（上記に定義された）エクスポージャーは、当行の適格資本10％を上回っていない。

 

個別的「単名」集中方針を通じた監視

単名集中リスクは、当社グループの集中方針の一環である。かかる単名集中リスクは、当社グループによる

リスク選好度に関する報告書に関連して、個別的集中を踏まえた管理を行うために、過度なリスクの集中が生

じているあらゆる個々の事業グループを特定し、注意深く監視することを目的としている。
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規制上の資産クラス別の内訳

資産クラス別およびアプローチ別の信用リスク・エクスポージャー

 
エクスポージャー

（単位：百万ユーロ）
2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

中央政府および中央銀行 432,341 454,775

金融機関 45,783 45,960

法人 671,642 674,680

法人－特別融資 80,020 82,887

法人－中小企業 49,095 51,583

　その他の法人 542,527 540,210

リテール 281,501 288,930

　リテール－不動産により担保されたもの 185,070 189,024

　リテール－商業用不動産により担保されたもの 11,106 12,176

　リテール－リボルビング・エクスポージャー 11,901 12,087

　リテール－中小企業 31,932 34,210

　リテール－その他 41,492 41,432

その他のリスク資産 1,327 726

IRBアプローチ合計 1,432,594 1,465,071

中央政府および中央銀行 29,288 37,425

地方政府および地方機関 5,793 6,153

公共機関事業体 3,196 19,167

多国籍開発銀行 1,637 221

国際組織 1,279 1,023

金融機関 15,828 12,502

法人 106,662 133,300

リテール 124,421 141,447

不動産の担保に保証されたエクスポージャー 41,726 70,079

債務不履行エクスポージャー 10,062 10,858

特定の高いリスクに関連する項目(*) 0 655

集団投資事業におけるユニットまたは株式の形の
エクスポージャー

5,626 5,169

株式 540 501

その他の項目 36,948 40,686

標準的アプローチ合計 383,007 479,186

合計 1,815,602 1,944,257

(*)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産融資エクスポージャー。
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地域の分散

カントリー・リスクは、関係国における各債務者に対するすべてのエクスポージャーについてのリスクの合

計である。カントリー・リスクは、中央政府やその各下部組織に対するエクスポージャーの合計であるソブリ

ン・リスクと同じではない。カントリー・リスクは、取引先の質を評価する際に検討される、既定の経済およ

び政治環境に対する当行のエクスポージャーを反映している。

以下の地域別内訳は、取引先の所在国に基づき作成したものである。

各ポートフォリオの地域別の内訳はバランスが取れている。2023年度において、当社グループは、地政学的

リスクおよび新興国における経済情勢に特に注意を払った。

 

地域別の信用リスク・エクスポージャー

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

欧州(*)

欧州合計 フランス ベルギー
ルクセン
ブルク

イタリア 英国 ドイツ オランダ
その他
欧州

中央政府および中央銀行 331,619 207,395 37,758 26,423 21,375 5,385 12,086 171 21,026

金融機関 26,044 7,569 8,715 424 1,968 878 1,702 1,799 2,991

法人 476,070 147,757 69,813 29,276 60,486 51,736 32,731 25,756 58,516

リテール 279,905 149,927 82,558 9,100 36,145 570 373 265 969

その他の項目 1,327 1,327        

IRBアプローチ合計 1,114,966 513,975 198,843 65,222 119,973 58,568 46,891 27,990 83,503

中央政府および中央銀行 22,107 5,821 1,626 328 4,954 122 531 3 8,722

地方政府および地方機関 5,454 531 1,142 86 2,961 37 46 15 636

公共機関事業体 3,085 583 77 12 1,943 41 37 6 385

多国籍開発銀行 1,637   1,603  34    

国際組織 1,279 1,030 175 20 51    3

金融機関 12,460 6,825 268 216 574 780 398 94 3,306

法人 87,079 21,905 5,546 1,603 9,518 8,541 8,472 1,492 30,002

リテール 111,342 15,373 4,631 287 29,786 15,613 17,516 1,448 26,689

不動産の担保に保証され
たエクスポージャー

39,057 7,298 7,223 85 949 1,229 2,054 5,666 14,554

債務不履行エクスポー
ジャー

8,850 2,159 342 18 2,020 577 896 70 2,769

特定の高いリスクに関連
する項目(**)

-         

集団投資事業におけるユ
ニットまたは株式の形の
エクスポージャー

5,482 3,167 397 1,135 458 97 35 65 128

株式 467 210  196 1 27 2 15 16

その他の項目 34,866 20,369 2,365 441 4,074 2,354 3,752 166 1,344

標準的アプローチ合計 333,166 85,270 23,792 6,031 57,288 29,452 33,739 9,040 88,553

合計 1,448,132 599,245 222,635 71,254 177,261 88,020 80,630 37,030 172,056

(*)　 欧州連合の範囲、欧州自由貿易連合（EFTA）および英国も含む。

(**)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産融資エクスポージャー。
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地域別の信用リスク・エクスポージャー（続き）

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

北アメリカ

アジア太平洋

アジア
太平洋合計

日本 北アジア
東南アジア
（ASEAN）

インド半島
および
太平洋

中央政府および中央銀行 46,000 47,310 25,137 6,921 9,171 6,081

金融機関 5,670 7,382 1,454 4,194 705 1,029

法人 108,216 49,882 7,721 17,085 10,813 14,264

リテール 560 418 20 163 191 45

その他の項目 - -     

IRBアプローチ合計 160,445 104,992 34,332 28,363 20,879 21,419

中央政府および中央銀行 366 237 53 14 1 168

地方政府および地方機関 196 5    5

公共機関事業体 1 16  16   

多国籍開発銀行 - -     

国際組織 - -     

金融機関 299 1,681 12 410 221 1,038

法人 1,000 6,131 51 3,011 1,534 1,535

リテール 114 2,460 4 2,107 7 342

不動産の担保に保証されたエクス
ポージャー

20 315 1 110 155 48

債務不履行エクスポージャー 8 4  1 1 3

特定の高いリスクに関連する項目
(**)

- -     

集団投資事業におけるユニットま
たは株式の形のエクスポージャー

112 26 12 7 2 5

株式 58 6    6

その他の項目 292 972 73 815 8 76

標準的アプローチ合計 2,467 11,852 206 6,491 1,929 3,226

合計 162,912 116,845 34,537 34,854 22,808 24,645
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地域別の信用リスク・エクスポージャー（続き）

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

その他の国々

合計その他の国々
合計

トルコ
地中海
沿岸地方

湾岸諸国
および
アフリカ

ラテン
アメリカ

その他

中央政府および中央銀行 7,412 404 277 2,121 2,648 1,962 432,341

金融機関 6,687 1,059 181 3,105 1,951 390 45,783

法人 37,474 1,200 425 8,603 14,863 12,382 671,642

リテール 619 17 72 318 78 134 281,501

その他の項目       1,327

IRBアプローチ合計 52,191 2,680 955 14,147 19,540 14,868 1,432,594

中央政府および中央銀行 6,578 4,683 1,672  133 90 29,288

地方政府および地方機関 137 137 1    5,793

公共機関事業体 94  94    3,196

多国籍開発銀行 -      1,637

国際組織 -      1,279

金融機関 1,388 506 83 265 332 201 15,828

法人 12,453 4,825 5,136 521 638 1,333 106,662

リテール 10,505 4,864 1,367 1,103 2,475 696 124,421

不動産の担保に保証されたエクス
ポージャー

2,334 1,144 1,076 62 9 44 41,726

債務不履行エクスポージャー 1,200 138 797 200 36 29 10,062

特定の高いリスクに関連する項目
(**)

-      -

集団投資事業におけるユニットま
たは株式の形のエクスポージャー

6 4    1 5,626

株式 9    8 1 540

その他の項目 818 390 293 24 86 25 36,948

標準的アプローチ合計 35,522 16,690 10,518 2,176 3,718 2,420 383,007

合計 87,713 19,370 11,473 16,323 23,258 17,288 1,815,601
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地域別の信用リスク・エクスポージャー

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

欧州(*)

欧州合計 フランス ベルギー
ルクセン
ブルク

イタリア 英国 ドイツ オランダ
その他
欧州

中央政府および中央銀行 363,169 241,404 34,353 25,225 17,668 5,544 14,996 191 23,788

金融機関 23,445 5,652 8,370 695 1,926 1,154 1,420 1,618 2,611

法人 475,679 149,297 67,635 29,306 63,983 53,642 34,138 24,107 53,571

リテール 288,332 156,086 84,067 9,244 37,400 345 288 226 674

その他の項目 726 726

IRBアプローチ合計 1,151,351 553,165 194,425 64,471 120,977 60,686 50,842 26,143 80,643

中央政府および中央銀行 21,889 7,159 2,580 335 3,460 23 307 3 8,022

地方政府および地方機関 5,073 679 1,149 102 2,420 25 12 12 674

公共機関事業体 2,880 598 71 17 1,874 49 41 6 223

多国籍開発銀行 221 166 55

国際組織 1,023 772 206 3 39 2

金融機関 9,408 4,676 173 146 658 506 342 226 2,681

法人 81,213 23,055 5,152 1,805 9,651 7,387 5,534 1,446 27,183

リテール 111,260 17,397 4,697 299 30,876 13,541 16,942 1,399 26,110

不動産の担保に保証され
たエクスポージャー

39,368 7,435 6,281 68 924 1,302 1,735 5,800 15,823

債務不履行エクスポー
ジャー

8,848 2,169 281 27 2,168 585 835 42 2,740

特定の高いリスクに関連
する項目(**)

-

集団投資事業におけるユ
ニットまたは株式の形の
エクスポージャー

4,923 3,087 351 903 264 122 29 62 105

株式 404 50 294 15 28 1 16

その他の項目 36,476 25,143 2,278 509 3,800 1,344 2,112 123 1,168

標準的アプローチ合計 322,986 92,220 23,219 4,673 56,149 24,967 27,890 9,120 84,747

合計 1,474,337 645,385 217,644 69,145 177,126 85,654 78,732 35,262 165,390

(*)　 欧州連合の範囲、欧州自由貿易連合（EFTA）も含む。

(**)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産融資エクスポージャー。
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地域別の信用リスク・エクスポージャー（続き）

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

北アメリカ

アジア太平洋

アジア
太平洋合計

日本 北アジア
東南アジア
（ASEAN）

インド半島
および
太平洋

中央政府および中央銀行 40,859 42,024 17,157 6,966 11,837 6,064

金融機関 7,450 7,934 1,815 4,160 634 1,325

法人 103,362 56,137 7,232 18,510 13,350 17,045

リテール 264 105 6 37 44 19

その他の項目

IRBアプローチ合計 151,936 106,200 26,210 29,672 25,865 24,453

中央政府および中央銀行 7,957 177 46 20 5 105

地方政府および地方機関 1,008 3 3

公共機関事業体 16,138 20 20

多国籍開発銀行 - -

国際組織 - -

金融機関 781 1,025 36 349 117 523

法人 33,443 5,657 30 3,161 1,757 709

リテール 16,452 2,063 62 1,659 13 329

不動産の担保に保証されたエクス
ポージャー

27,782 318 1 119 176 21

債務不履行エクスポージャー 464 5 1 2 2

特定の高いリスクに関連する項目
(**)

636 -

集団投資事業におけるユニットま
たは株式の形のエクスポージャー

115 105 7 4 93

株式 84 4 4

その他の項目 2,009 1,171 23 1,055 7 85

標準的アプローチ合計 106,867 10,547 207 6,388 2,078 1,874

合計 258,803 116,748 26,417 36,060 27,943 26,327
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地域別の信用リスク・エクスポージャー（続き）

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

その他の国々

合計その他の国々
合計

トルコ
地中海
沿岸地方

湾岸諸国
および
アフリカ

ラテン
アメリカ

その他

中央政府および中央銀行 8,722 387 292 3,580 2,354 2,110 454,775

金融機関 7,131 1,017 176 3,078 2,199 660 45,960

法人 39,502 1,566 546 9,799 14,567 13,024 674,680

リテール 228 8 44 70 34 72 288,930

その他の項目 726

IRBアプローチ合計 55,583 2,978 1,058 16,526 19,154 15,867 1,465,071

中央政府および中央銀行 7,403 4,222 1,860 1,031 180 109 37,425

地方政府および地方機関 69 69 6,153

公共機関事業体 129 125 4 19,167

多国籍開発銀行 - 221

国際組織 - 1,023

金融機関 1,288 700 86 85 255 161 12,502

法人 12,987 5,590 4,270 2,009 479 639 133,300

リテール 11,673 4,961 1,173 1,636 3,261 642 141,447

不動産の担保に保証されたエクス
ポージャー

2,612 1,266 1,243 59 10 34 70,079

債務不履行エクスポージャー 1,561 259 768 350 152 31 10,878

特定の高いリスクに関連する項目
(**)

- 636

集団投資事業におけるユニットま
たは株式の形のエクスポージャー

26 2 3 13 9 5,169

株式 9 8 1 501

その他の項目 1,030 446 312 144 105 22 40,686

標準的アプローチ合計 38,785 17,516 9,838 5,322 4,463 1,647 479,186

合計 94,369 20,494 10,896 21,848 23,616 17,515 1,944,257

 

業種の分散

非金融企業のエクスポージャーのクラスの業種別内訳は、下記表「業種別の非金融企業に対する貸出金およ

び債権ならびに引当金の内訳（EU CQ５）（監査済）」を参照。
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リスク加重資産

信用リスク加重資産

 
リスク加重資産
（単位：百万ユーロ）

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在

変動

IRBアプローチ 287,009 307,068 (20,059)

中央政府および中央銀行 4,360 4,620 (260)

金融機関 7,963 8,280 (317)

法人 218,425 237,260 (18,835)

法人－特別融資 22,918 24,001 (1,084)

法人－中小企業 21,967 20,979 989

その他の法人 173,540 192,280 (18,740)

リテール 55,989 56,767 (778)

リテール－不動産により担保されたもの 23,174 23,560 (386)

リテール－商業用不動産により担保されたもの 2,880 3,146 (266)

リテール－リボルビング・エクスポージャー 3,366 3,304 62

リテール－中小企業 9,469 9,579 (110)

リテール－その他 17,100 17,178 (78)

その他のリスク資産 272 141 132

標準的アプローチ 188,191 231,375 (43,184)

中央政府および中央銀行 4,842 6,229 (1,386)

地方政府および地方機関 709 774 (66)

公共機関事業体 1,110 2,236 (1,126)

多国籍開発銀行    

国際組織    

金融機関 5,562 4,411 1,150

法人 60,937 80,433 (19,497)

リテール 62,749 73,410 (10,661)

不動産の担保に保証されたエクスポージャー 16,012 26,941 (10,930)

債務不履行エクスポージャー 4,957 5,684 (727)

特定の高いリスクに関連する項目(*)  705 (705)

集団投資事業におけるユニットまたは株式の形の
エクスポージャー

7,838 7,101 737

株式 2,265 2,301 (36)

その他の項目 21,211 21,150 61

簡便加重法におけるエクイティ・ポジション 45,941 41,192 4,749

多様なポートフォリオにおけるプライベート・エ
クイティ・エクスポージャー

3,480 2,952 527

上場株式エクスポージャー 3,706 2,976 730

その他の株式エクスポージャー 38,755 35,263 3,492

その他のリスク・エクスポージャー 14,000  14,000

信用リスク 535,141 579,635 (44,494)

(*)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産融資エクスポージャー。
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信用リスク加重資産の変動の主要な要因別内訳（EU CR８）

2023年度第４四半期

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
合計

うちIRB
アプローチ

合計
うちIRB

アプローチ

1 2023年９月30日現在 532,849 306,844 42,628 24,548

2 資産規模 3,808 (3,408) 305 (273)

3 資産の質 628 1,345 50 108

4 モデルの更新 1,559 1,559 125 125

5 手法および方針 (240)  (19)  

6 取得および売却 (332) 1 (27)  

7 通貨 (2,717) (2,664) (217) (213)

8 その他 (414) (16,669) (33) (1,334)

9 2023年12月31日現在 535,141 287,009 42,811 22,961

 

2023年12月31日に終了した事業年度

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
合計

うちIRB
アプローチ

合計
うちIRB

アプローチ

1 2022年12月31日現在 579,635 307,068 46,371 24,565

2 資産規模 4,494 (6,203) 359 (496)

3 資産の質 (11,150) (7,671) (892) (614)

4 モデルの更新 3,226 3,267 258 261

5 手法および方針 (2,588) 17 (207) 1

6 取得および売却 (44,794) 1 (3,584)  

7 通貨 (3,577) (2,152) (286) (172)

8 その他 9,895 (7,318) 792 (585)

9 2023年12月31日現在 535,141 287,009 42,811 22,961

 

信用リスク加重資産は、2023年度において44十億ユーロ減少しており、主な要因は下記のとおりである。

・ステランティス（Stellantis）の買収の影響を除いたバンク・オブ・ザ・ウェストの売却に関連した、範

囲に対する効果による45十億ユーロの減少

・当社グループが開始した効率的な証券化取引の影響を除いた事業活動に関連する14十億ユーロの増加

・リスク・パラメーターの改善による11十億ユーロの減少

・ユーロに対する米ドルおよびトルコリラの下落に関連した通貨に対する効果に起因する４十億ユーロの減

少
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信用リスク：内部格付に基づくアプローチ（IRBアプローチ）

当社グループが開発した内部格付システムは当行全体を対象とする。2007年12月に承認されたIRBアプロー

チの枠組は、上記「信用リスクに対するエクスポージャー」における「資本要件の算出に用いるアプローチ」

内に記載のポートフォリオを対象とする。

当社グループは、貸出金ポートフォリオにおいて、エクスポージャーの最も一般的なカテゴリーおよび顧客

に適応する固有の内部モデルを開発してきた。BNPパリバは、長年にわたり蓄積してきた内部データを開発の

基盤としている。これらの各モデルは、関連するリスク部門の専門家および事業部門の専門家と連携し、専門

チームにより開発および維持されている。さらに、これらのモデルについて、規制により定められた水準への

準拠を確実にするために検証が行われる。当行は、外部提供者により開発されたモデルを用いていない。

IRBアプローチ信用モデルは、３つの防衛ラインを有する統制システム内で開発され、使用されている。

・リスク・パラメーターの内部予測を生成するモデルは、専門のリスク部門のチームにより開発および維持

され、同チームは各モデルのバックテストも毎年行っている。

・当社グループの最高リスク管理責任者に直属する別のリスク部門のチームが、モデルの独立したレビュー

を実施している。モデルの導入前の体系的なレビュー、第一線で実施されたバックテストのレビューを行

う年次レビュー、そして最後に、リスクに基づくアプローチを考慮した監査計画に従って、当行で使用さ

れるすべてのIRBアプローチ・モデルを対象とした定期的なレビューといった、３種類のレビューが実施

されている。

・最後に、毎年、一般検査官がモデルおよびそのガバナンスについて全体的な評価を実施しており、特定の

リスク分野について詳細なレビューを行っている。

さらに、第１および第２の防衛ラインのリスク部門のチームは、最も重要な情報を、以下の委員会を通じて

定期的に当行の経営陣および上級管理者に報告している。

・内部信用モデルに関連する問題についての管轄の経営執行機関であり、そのため、これらのモデルに関す

る主要な決定について知らされており、毎年バックテストの結果を見直し、モデルの独立したレビューの

結果の概要を受領する、資本委員会

・取締役会によって任命された機関であり、四半期中の主なリスク関連事象と独立レビュー・チームの勧告

に基づく指標を詳述した、四半期毎の定性的表示を受け取る、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会

（CCIRC）

取引先の格付（またはデフォルト確率）および債務不履行による損失は、最高水準の精度を要する各ポート

フォリオ（個人向けまたは零細企業向け融資）を対象とした純統計モデルまたは参照値に基づく各モデルと専

門家の判断を組み合わせたものを用いて決定される。

債務不履行による損失は、法令で要求されているとおり、景気低迷の局面で取引先がデフォルトに陥った場

合に当行が被る損失と定義されている。各取引に係る上記損失は、取引先に対するエクスポージャーが付帯す

る優先無担保債権の回収率（リスク削減手法（担保または保証）に応じて調整される。）を用いて測定され

る。これらのリスク軽減策に照らして回収可能な額は慎重な仮定および景気停滞の状況を反映するための調整

が加えられたヘアカットを用いて毎年見積もられる。
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当行は、内部データを用いて、融資コミットメントの独自の換算係数をモデル化している。換算係数は、デ

フォルト時にリスクにさらされるオフバランスシート・エクスポージャーの測定に用いられる。このパラメー

ターは、取引の種類に応じてすべてのポートフォリオについて自動的に割り当てられ、したがって、信用委員

会によって決定されるものではない。

リスク・パラメーターの内部での見積もりは、規制上の勧告に沿って当行の日々の管理において用いられ

る。このため、必要な自己資本の計算の他にも、当該見積もりは、例えば、権限の範囲内における限度額の設

定、新規貸付時または既存の貸出金の見直し時における収益性の測定、ステージ１およびステージ２の減損の

決定ならびに各勘定の分析にも用いられる。
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主要なモデル：デフォルト確率、債務不履行による損失およびクレジット換算係数／債務不履行エクスポー

ジャー

 

モデル化された
パラメーター

ポートフォリオ
モデル
数

モデルおよび手法
債務不履行
年数／

損失データ

主要な
資産クラス

デフォルト確率
ソブリン １ 定性モデル 10年超

中央政府および中
央銀行

銀行 ４ 定量モデルおよび専門家の意見 10年超

金融機関
中央政府および中
央銀行
法人－その他

保険 １ 定量モデルおよび専門家の意見 10年超 法人－その他

大手企業 ３
定量モデルおよび専門家の意見
定性モデル

10年超 法人－その他

フランスにおけるリテー
ル以外の不動産

１ 定性モデル 10年超 法人－その他

プロジェクト・ファイナ
ンス

３
定性モデル
定量モデルおよび専門家の意見

10年超 法人－特別融資

リテールを除くその他の
方針

１ 定性モデル 10年超 法人－その他

フランスのコマーシャル
バンキングおよび個人向
けバンキング－中小企業

１ 定量モデルおよび専門家の意見 10年超 法人－中小企業

フランスのコマーシャル
バンキングおよび個人向
けバンキング－プロおよ
び企業家

１ 定量モデル 10年超
リテール－その他
中小企業

フランスのコマーシャル
バンキングおよび個人向
けバンキング－個人向け
（個人およびプロ）

１ 定量モデル 10年超

リテール－中小企
業を除くその他／
適格リボルビン
グ／不動産による
担保（中小企業以
外）

パーソナル・ファイナン
ス

２ 定量モデル 10年超
リテール－中小企
業を除くその他

BNPパリバ・フォルティ
ス－中小企業

３ 定量モデルおよび専門家の意見 10年超
リテール－その
他／不動産による
担保（中小企業）

BNPパリバ・フォルティ
ス－プロ

１ 定量モデル 10年超

リテール－その他
中小企業／不動産
による担保（中小
企業）

BNPパリバ・フォルティ
ス－個人

１ 定量モデル 10年超
リテール－不動産
による担保（中小
企業以外）

BNPパリバ・フォルティ
ス－公共団体

１ 定量モデルおよび専門家の意見 ９年 金融機関

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－中小企業

１ 定量モデル－ロジスティック回帰モデル 10年超 法人－中小企業

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－リテール個人

１ 定量モデル－ロジスティック回帰モデル 10年超
リテール－中小企
業を除くその他

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－プロおよびリ
テール中小企業

１ 定量モデル－ロジスティック回帰モデル 10年超
リテール－その他
中小企業

ルクセンブルクのコマー
シャルバンキングおよび
個人向けバンキング－リ
テール

１ 定量モデル 10年超

リテール－非中小
企業／不動産によ
る担保（中小企
業）
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モデル化された
パラメーター

ポートフォリオ
モデル
数

モデルおよび手法
債務不履行
年数／

損失データ

主要な
資産クラス

債務不履行
による損失

ソブリン １ 定性モデル 10年超
中央政府および中
央銀行

銀行 ４ 定量モデルおよび専門家の意見 10年超

金融機関
中央政府および
中央銀行
法人－その他

保険 １ 定性モデル 10年超 法人－その他

大手企業：
リテールを除くその他

４
定量モデル－内部データに基づき調整済
定量モデルおよび専門家の意見
定量モデル

10年超 法人－その他

フランスにおけるリテー
ル以外の不動産

１ 定性モデル－資産評価ヘアカット 10年超 法人－その他

プロジェクト・ファイナ
ンス

３
定量モデル－内部データに基づき調整済
定性モデル

10年超 法人－特別融資

リテールを除くその他の
方針

１ 定性モデル 10年超 法人－その他

フランスのコマーシャル
バンキングおよび個人向
けバンキング－中小企業

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超 法人－中小企業

フランスのコマーシャル
バンキングおよび個人向
けバンキング－プロ

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超
リテール－その他
中小企業

フランスのコマーシャル
バンキングおよび個人向
けバンキング－個人向け
（個人およびプロ）

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超

リテール－中小企
業を除くその他／
適格リボルビン
グ／不動産による
担保（中小企業以
外）

パーソナル・ファイナン
ス

２ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超
リテール－中小企
業を除くその他

BNPパリバ・フォルティ
ス－プロおよび中小企業

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超

リテール－中小企
業を除くその他／
適格リボルビン
グ／不動産による
担保（中小企業以
外）

BNPパリバ・フォルティ
ス－個人

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超

リテール－その他
中小企業／不動産
による担保（中小
企業以外）

BNPパリバ・フォルティ
ス－公共団体

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超 金融機関

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－中小企業

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超 法人－中小企業

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－リテール個人

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超
リテール－中小企
業を除くその他

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－プロおよびリ
テール中小企業

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超
リテール－中小企
業を除くその他

ルクセンブルクのコマー
シャルバンキングおよび
個人向けバンキング－リ
テール

１ 定量モデル 10年超
リテール－中小企
業を除くその他
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モデル化された
パラメーター

ポートフォリオ
モデル
数

モデルおよび手法
債務不履行
年数／

損失データ

主要な
資産クラス

クレジット換算
係数／債務不履
行エクスポージ
ャー

企業、銀行およびソブリ
ンに対するクレジット換
算係数

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超
中央政府および中
央銀行

フランスのコマーシャル
バンキングおよび個人向
けバンキング－リテール

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超 リテール

パーソナル・ファイナン
ス－フランス

２ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超 リテール

BNPパリバ・フォルティ
ス－プロおよび中小企業

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超 リテール

BNPパリバ・フォルティ
ス－個人

１ 定量モデル－内部データに基づき調整済 10年超 リテール

BNPパリバ・フォルティ
ス－公共団体

１ 定量モデルおよび専門家の意見 10年超 金融機関

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－リテール

２ 固定値 - リテール

BNLバンカ・コメルシ
アーレ－中小企業

１ 固定値 - 法人－中小企業

ルクセンブルクのコマー
シャルバンキングおよび
個人向けバンキング－リ
テール

１ 定量モデル 10年超 リテール

 

バックテスト

信用リスクの３つのパラメーター（デフォルト確率、債務不履行による損失、クレジット換算係数／債務不

履行エクスポージャー）はそれぞれ当行の各モデルおよび各事業セグメントのパフォーマンスおよび保守性を

チェックするため、毎年バックテストが行われている。

デフォルト確率のモデルのバックテストの主な目的は、デフォルト確率のモデルによって内部的に割り当て

る格付が、当該モデルの適用範囲内にある母集団について当年度に観測されたデフォルト率よりも保守的であ

ることを保証することである。低いデフォルト率のモデルのポートフォリオの対象となっている顧客について

は、外部の格付が利用可能な場合、内部格付の保守性を検証するためにも使用される。

債務不履行による損失のモデルのバックテストは、債務不履行の状態にあるエクスポージャーにのみ基づい

ており、クローズド・ポートフォリオおよびオープン・ポートフォリオの両方が含まれる。債務不履行による

長期平均損失は、同期間において該当する適用範囲に適用されたモデルから推定された債務不履行による損失

と比較される。ワークアウト期間は、金融機関が回収の大部分を実現する期間として定義され、回収が期待さ

れる最大の期間として使用される。回収プロセスが運用上終了している場合、またはワークアウト期間に達し

た場合（すなわち擬似的に終了した場合）、観測された債務不履行による損失は、観測されたすべてのキャッ

シュ・フロー（回収額、回収費用および追加引出額）を債務不履行日まで遡って割り引いて計算され、債務不

履行時の残高（該当する場合は追加引出額を含む。）と比較される。回収プロセスが未完了または不完全であ

る場合、将来の回収額は、基礎となる母集団について観測された過去の回収額および潜在的には追加引出額を

推定して、ワークアウト期間まで予測される。
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デフォルト確率および債務不履行による損失のいずれのバックテストにおいても、データの代表性、安定

性、リスクの区別、ならびにモデルの正しい較正および保守性を評価し、何年にもわたって追跡するための追

加テストが実施されている。これらの側面のいずれかが悪化した場合、または重大な警告がモデルの妥当性を

脅かしている場合は、再較正を提案することができ、さらに極端な場合には、モデルの再開発を提案すること

もできる。

これらのすべての作業は、資本委員会において毎年見直される（「１ (B) (1) 資本管理および自己資本」

内の「資本管理（監査済）」を参照。）。バックテストは、内部でも独立したチームにより認証され、結果は

監督当局に送付される。変更がある場合、規則に沿って監督当局に提出し、承認を受ける。

下記の表は、以下の指標を用いることで当社グループのIRBアプローチの範囲に関する規制リスク・パラ

メーター（デフォルト確率および債務不履行による損失）向けのモデルの成果についての概要を示している。

デフォルト確率の表の作成のため（下記表「中央政府、中央銀行および金融機関のポートフォリオに係るデ

フォルト確率に関するバックテスト（EU CR９）」、「法人のポートフォリオに係るデフォルト確率に関する

バックテスト（EU CR９）」、「不動産担保付リテールのポートフォリオに係るデフォルト確率に関するバッ

クテスト（EU CR９）」および「その他のリテールのポートフォリオに係るデフォルト確率に関するバックテ

スト（EU CR９）」を参照。）、各債務者は、［ポートフォリオ×デフォルト確率の範囲］の対応する区分に

割り当てられ、以下のように各区分の指標が計算される。

・観測された平均デフォルト確率：観測年度中にデフォルトに陥った債務者数を、前年度末時点の不履行に

なっていない債務者数で除したもの

・債務者数で加重された平均デフォルト確率：デフォルト確率の内部モデルによる不履行になっていない各

債務者に割り当てられた１年間のデフォルト確率の平均値

・エクスポージャー加重平均デフォルト確率：デフォルト確率の内部モデルにより不履行になっていない各

債務者数に割り当てられた１年間のデフォルト確率の平均値（各債務者のエクスポージャーで加重）

・過去の年間平均デフォルト確率：毎年観測される平均デフォルト確率（上記で定義）の平均値（観測され

た過去の年数で加重）

債務不履行による損失の表（下記表「債務不履行による損失に関するバックテスト」を参照。）の作成のた

め、各ファシリティは、あらかじめ定義された６種類のポートフォリオのうちの１つに割り当てられ、以下の

ように指標が計算される。

・予想される債務不履行による損失の算術平均値：内部の債務不履行による損失モデルにより債務不履行に

陥っていない各ファシリティに割り当てられたデフォルト時の損失率の平均値（ファシリティの数で加

重）

・観測された過去の債務不履行による損失の算術平均値：デフォルトに陥った各ファシリティについて、過

去に観測されたデフォルト時の損失率の平均値（ファシリティの数で加重）
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中央政府、中央銀行および金融機関のポートフォリオに係るデフォルト確率に関するバックテスト（EU CR

９）

 

ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2022年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

中央政府
および
中央銀行

0.00％から0.15％ 750   0.01％ 0.04％  

0.00％から0.10％ 664   0.01％ 0.03％  

0.10％から0.15％ 86   0.13％ 0.12％  

0.15％から0.25％ 61   0.19％ 0.22％ 0.37％

0.25％から0.50％ 29   0.29％ 0.32％  

0.50％から0.75％ 58   0.69％ 0.65％ 0.33％

0.75％から2.50％ 93   1.30％ 1.30％ 2.28％

0.75％から1.75％ 75   1.29％ 1.12％ 2.38％

1.75％から2.50％ 18   1.88％ 2.05％  

2.50％から10.00％ 19   8.33％ 5.49％ 0.44％

2.50％から5.00％ 10   3.07％ 3.26％ 0.64％

5.00％から10.00％ 9   8.36％ 7.97％ 0.40％

10.00％から100.00％ 38 4 10.53％ 19.48％ 11.92％ 3.61％

10.00％から20.00％ 34 1 2.94％ 14.76％ 10.75％ 1.99％

20.00％から30.00％ 4 3 75.00％ 21.81％ 21.81％ 12.86％

30.00％から100.00％       

100％（デフォルト） 14   100.00％ 100.00％  

金融機関 0.00％から0.15％ 710   0.04％ 0.07％ 0.04％

0.00％から0.10％ 491   0.04％ 0.05％ 0.05％

0.10％から0.15％ 219   0.12％ 0.13％ 0.05％

0.15％から0.25％ 202   0.18％ 0.20％ 0.25％

0.25％から0.50％ 185   0.32％ 0.34％ 0.13％

0.50％から0.75％ 85   0.64％ 0.58％ 0.06％

0.75％から2.50％ 259   1.42％ 1.32％ 0.54％

0.75％から1.75％ 219   1.06％ 1.16％ 0.53％

1.75％から2.50％ 40   1.87％ 2.20％ 0.52％

2.50％から10.00％ 123   5.29％ 5.29％ 0.85％

2.50％から5.00％ 66   3.34％ 3.79％ 0.49％

5.00％から10.00％ 57   8.71％ 7.02％ 0.84％

10.00％から100.00％ 33   17.74％ 17.77％ 2.80％

10.00％から20.00％ 18   12.44％ 13.06％ 2.11％

20.00％から30.00％ 15   23.83％ 23.42％ 4.17％

30.00％から100.00％    51.64％   

100％（デフォルト） 18   100.00％ 100.00％  
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2021年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

中央政府
および
中央銀行

0.00％から0.15％ 739   0.01％ 0.04％  

0.00％から0.10％ 721   0.01％ 0.03％  

0.10％から0.15％ 18   0.13％ 0.12％  

0.15％から0.25％ 67   0.19％ 0.17％ 1.29％

0.25％から0.50％ 80   0.29％ 0.33％  

0.50％から0.75％ 14   0.69％ 0.60％  

0.75％から2.50％ 58   1.24％ 1.19％ 0.89％

0.75％から1.75％ 51   1.24％ 1.07％ 1.31％

1.75％から2.50％ 7   1.85％ 2.08％  

2.50％から10.00％ 43   7.07％ 3.95％ 0.82％

2.50％から5.00％ 36   3.10％ 3.18％ 0.82％

5.00％から10.00％ 7   7.13％ 7.92％ 0.94％

10.00％から100.00％ 16 3 18.75％ 19.05％ 17.85％ 9.02％

10.00％から20.00％ 8   13.43％ 13.29％ 2.23％

20.00％から30.00％ 8 3 37.50％ 21.81％ 22.42％ 28.31％

30.00％から100.00％       

100％（デフォルト） 12   100.00％ 100.00％  

金融機関 0.00％から0.15％ 744   0.04％ 0.07％ 0.05％

0.00％から0.10％ 513   0.04％ 0.05％ 0.05％

0.10％から0.15％ 231   0.12％ 0.11％ 0.05％

0.15％から0.25％ 196   0.17％ 0.18％ 0.23％

0.25％から0.50％ 225   0.37％ 0.35％ 0.12％

0.50％から0.75％ 78   0.61％ 0.66％ 0.23％

0.75％から2.50％ 187   1.35％ 1.43％ 0.20％

0.75％から1.75％ 138   1.03％ 1.20％ 0.08％

1.75％から2.50％ 49   1.85％ 2.07％ 0.56％

2.50％から10.00％ 136 2 1.47％ 5.08％ 4.85％ 0.70％

2.50％から5.00％ 82 1 1.22％ 3.52％ 3.48％ 0.47％

5.00％から10.00％ 54 1 1.85％ 7.30％ 6.94％ 0.98％

10.00％から100.00％ 24   21.05％ 15.18％ 3.54％

10.00％から20.00％ 22   14.51％ 14.57％ 2.56％

20.00％から30.00％ 2   23.21％ 21.81％ 6.26％

30.00％から100.00％       

100％（デフォルト） 22   100.00％ 100.00％  
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法人のポートフォリオに係るデフォルト確率に関するバックテスト（EU CR９）

 

ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2022年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

法人－特別融資 0.00％から0.15％ 164   0.08％ 0.09％  

0.00％から0.10％ 65   0.05％ 0.06％  

0.10％から0.15％ 99   0.12％ 0.12％  

0.15％から0.25％ 154   0.18％ 0.18％ 0.02％

0.25％から0.50％ 529 1 0.19％ 0.34％ 0.35％ 0.14％

0.50％から0.75％ 375 1 0.27％ 0.69％ 0.68％ 0.53％

0.75％から2.50％ 954   1.35％ 1.26％ 0.46％

0.75％から1.75％ 780   1.18％ 1.09％ 0.33％

1.75％から2.50％ 174   2.09％ 2.00％ 1.01％

2.50％から10.00％ 423 4 0.95％ 4.95％ 4.20％ 1.33％

2.50％から5.00％ 300 1 0.33％ 3.40％ 3.14％ 1.13％

5.00％から10.00％ 123 3 2.44％ 6.76％ 6.77％ 1.81％

10.00％から100.00％ 58 9 15.52％ 17.17％ 16.94％ 13.41％

10.00％から20.00％ 40 4 10.00％ 15.31％ 14.75％ 10.73％

20.00％から30.00％ 18 5 27.78％ 22.97％ 21.81％ 23.78％

30.00％から100.00％       

100％（デフォルト） 97   100.00％ 100.00％  

法人－中小企業 0.00％から0.15％ 1,637 4 0.24％ 0.07％ 0.12％ 0.17％

0.00％から0.10％ 160   0.05％ 0.06％ 0.14％

0.10％から0.15％ 1,477 4 0.27％ 0.12％ 0.13％ 0.20％

0.15％から0.25％ 9,418 12 0.13％ 0.17％ 0.23％ 0.22％

0.25％から0.50％ 4,776 3 0.06％ 0.31％ 0.35％ 0.31％

0.50％から0.75％ 3,095 12 0.39％ 0.64％ 0.65％ 0.58％

0.75％から2.50％ 14,738 90 0.61％ 1.48％ 1.24％ 1.28％

0.75％から1.75％ 12,940 75 0.58％ 1.03％ 1.12％ 1.12％

1.75％から2.50％ 1,798 15 0.83％ 2.04％ 2.10％ 2.01％

2.50％から10.00％ 9,712 193 1.99％ 4.16％ 4.54％ 3.95％

2.50％から5.00％ 6,718 100 1.49％ 3.27％ 3.43％ 3.08％

5.00％から10.00％ 2,994 93 3.11％ 6.76％ 7.03％ 6.22％

10.00％から100.00％ 1,943 135 6.95％ 17.50％ 15.51％ 13.66％

10.00％から20.00％ 1,257 71 5.65％ 13.47％ 11.75％ 10.37％

20.00％から30.00％ 658 63 9.57％ 22.59％ 21.55％ 17.34％

30.00％から100.00％ 28 1 3.57％ 40.42％ 41.82％ 30.90％

100％（デフォルト） 3,000   100.00％ 100.00％  
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2022年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

法人－その他 0.00％から0.15％ 5,636 2 0.04％ 0.08％ 0.09％ 0.26％

0.00％から0.10％ 2,611 1 0.04％ 0.05％ 0.05％ 0.07％

0.10％から0.15％ 3,025 1 0.03％ 0.12％ 0.12％ 0.19％

0.15％から0.25％ 11,588 7 0.06％ 0.18％ 0.22％ 0.16％

0.25％から0.50％ 6,331 4 0.06％ 0.34％ 0.35％ 0.20％

0.50％から0.75％ 3,738 10 0.27％ 0.67％ 0.65％ 0.55％

0.75％から2.50％ 16,433 56 0.34％ 1.39％ 1.28％ 0.71％

0.75％から1.75％ 14,071 44 0.31％ 1.15％ 1.14％ 0.60％

1.75％から2.50％ 2,362 12 0.51％ 2.02％ 2.07％ 1.28％

2.50％から10.00％ 9,363 113 1.21％ 4.68％ 4.58％ 2.54％

2.50％から5.00％ 6,349 64 1.01％ 3.48％ 3.47％ 1.91％

5.00％から10.00％ 3,014 49 1.63％ 6.80％ 6.93％ 3.96％

10.00％から100.00％ 1,708 103 6.03％ 16.94％ 16.18％ 9.80％

10.00％から20.00％ 1,178 61 5.18％ 14.68％ 13.05％ 7.70％

20.00％から30.00％ 500 33 6.60％ 22.71％ 22.21％ 13.47％

30.00％から100.00％ 30 9 30.00％ 34.27％ 38.95％ 21.74％

100％（デフォルト） 2,867   100.00％ 100.00％  
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2021年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

法人－特別融資 0.00％から0.15％ 138   0.08％ 0.09％  

0.00％から0.10％ 65   0.06％ 0.06％  

0.10％から0.15％ 73   0.12％ 0.12％  

0.15％から0.25％ 114   0.18％ 0.18％  

0.25％から0.50％ 522   0.36％ 0.34％ 0.12％

0.50％から0.75％ 278   0.69％ 0.68％ 0.66％

0.75％から2.50％ 945   1.39％ 1.24％ 0.48％

0.75％から1.75％ 786   1.20％ 1.08％ 0.36％

1.75％から2.50％ 159   2.09％ 1.98％ 1.01％

2.50％から10.00％ 339 3 0.88％ 4.68％ 3.99％ 1.44％

2.50％から5.00％ 261   3.36％ 3.18％ 1.31％

5.00％から10.00％ 78 3 3.85％ 6.96％ 6.69％ 1.91％

10.00％から100.00％ 53 10 18.87％ 16.69％ 17.17％ 13.17％

10.00％から20.00％ 35 5 14.29％ 15.70％ 14.51％ 10.63％

20.00％から30.00％ 18 5 27.78％ 22.22％ 22.35％ 23.89％

30.00％から100.00％       

100％（デフォルト） 68   100.00％ 100.00％  

法人－中小企業 0.00％から0.15％ 1,251 1 0.08％ 0.07％ 0.11％ 0.16％

0.00％から0.10％ 317 1 0.32％ 0.05％ 0.06％ 0.15％

0.10％から0.15％ 934   0.11％ 0.13％ 0.18％

0.15％から0.25％ 595 1 0.17％ 0.18％ 0.19％ 0.24％

0.25％から0.50％ 8,997 17 0.19％ 0.31％ 0.36％ 0.42％

0.50％から0.75％ 1,845 6 0.33％ 0.66％ 0.66％ 0.72％

0.75％から2.50％ 8,955 54 0.60％ 1.33％ 1.26％ 1.37％

0.75％から1.75％ 8,120 44 0.54％ 1.02％ 1.18％ 1.19％

1.75％から2.50％ 835 10 1.20％ 1.99％ 2.08％ 2.08％

2.50％から10.00％ 10,746 206 1.92％ 4.40％ 4.32％ 3.56％

2.50％から5.00％ 8,049 107 1.33％ 3.29％ 3.35％ 2.83％

5.00％から10.00％ 2,697 99 3.67％ 7.01％ 7.24％ 5.72％

10.00％から100.00％ 1,312 174 13.26％ 16.81％ 17.36％ 17.23％

10.00％から20.00％ 766 72 9.40％ 12.70％ 13.52％ 14.36％

20.00％から30.00％ 515 101 19.61％ 22.96％ 21.93％ 20.51％

30.00％から100.00％ 31 1 3.23％ 43.14％ 36.41％ 30.65％

100％（デフォルト） 3,379   100.00％ 100.00％  
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2021年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

法人－その他 0.00％から0.15％ 5,983 2 0.03％ 0.08％ 0.08％ 0.21％

0.00％から0.10％ 3,581 1 0.03％ 0.05％ 0.05％ 0.08％

0.10％から0.15％ 2,402 1 0.04％ 0.12％ 0.12％ 0.10％

0.15％から0.25％ 3,844 3 0.08％ 0.18％ 0.18％ 0.08％

0.25％から0.50％ 8,133 7 0.09％ 0.34％ 0.36％ 0.19％

0.50％から0.75％ 3,066 3 0.10％ 0.67％ 0.65％ 0.51％

0.75％から2.50％ 11,639 44 0.38％ 1.41％ 1.37％ 0.61％

0.75％から1.75％ 9,321 34 0.36％ 1.12％ 1.19％ 0.49％

1.75％から2.50％ 2,318 10 0.43％ 2.04％ 2.07％ 1.09％

2.50％から10.00％ 10,130 100 0.99％ 4.83％ 4.58％ 2.30％

2.50％から5.00％ 6,680 42 0.63％ 3.43％ 3.41％ 1.68％

5.00％から10.00％ 3,450 58 1.68％ 6.87％ 6.85％ 3.61％

10.00％から100.00％ 1,242 93 7.49％ 15.68％ 17.59％ 12.30％

10.00％から20.00％ 911 54 5.93％ 13.96％ 14.56％ 10.43％

20.00％から30.00％ 257 24 9.34％ 22.46％ 22.58％ 17.05％

30.00％から100.00％ 74 15 20.27％ 42.45％ 37.54％ 18.73％

100％（デフォルト） 3,535   100.00％ 100.00％  
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ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 211/1141



不動産担保付リテールのポートフォリオに係るデフォルト確率に関するバックテスト（EU CR９）

 

ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2022年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

リテール－
不動産担保付非
中小企業

0.00％から0.15％ 503,520 430 0.09％ 0.10％ 0.08％ 0.06％

0.00％から0.10％ 218,757 60 0.03％ 0.06％ 0.05％ 0.06％

0.10％から0.15％ 284,763 370 0.13％ 0.11％ 0.11％ 0.11％

0.15％から0.25％ 83,030 106 0.13％ 0.18％ 0.19％ 0.13％

0.25％から0.50％ 295,890 686 0.23％ 0.37％ 0.36％ 0.30％

0.50％から0.75％ 195,767 889 0.45％ 0.59％ 0.59％ 0.33％

0.75％から2.50％ 110,626 837 0.76％ 1.48％ 1.46％ 0.96％

0.75％から1.75％ 81,291 475 0.58％ 1.28％ 1.27％ 0.84％

1.75％から2.50％ 29,335 362 1.23％ 2.00％ 1.96％ 1.44％

2.50％から10.00％ 48,747 977 2.00％ 4.20％ 4.50％ 3.60％

2.50％から5.00％ 33,125 710 2.14％ 3.46％ 3.46％ 2.44％

5.00％から10.00％ 15,622 267 1.71％ 6.52％ 6.72％ 6.16％

10.00％から100.00％ 20,529 2,275 11.08％ 21.94％ 19.99％ 20.88％

10.00％から20.00％ 14,993 1,064 7.10％ 13.13％ 13.84％ 13.41％

20.00％から30.00％ 2,976 410 13.78％ 26.01％ 24.18％ 25.73％

30.00％から100.00％ 2,560 801 31.29％ 44.99％ 51.15％ 40.97％

100％（デフォルト） 30,727   100.00％ 100.00％  

リテール－
不動産担保付中
小企業

0.00％から0.15％ 2,670 1 0.04％ 0.09％ 0.08％ 0.13％

0.00％から0.10％ 1,834   0.07％ 0.06％ 0.09％

0.10％から0.15％ 836 1 0.12％ 0.12％ 0.13％ 0.20％

0.15％から0.25％ 5,642 13 0.23％ 0.18％ 0.22％ 0.23％

0.25％から0.50％ 8,226 20 0.24％ 0.36％ 0.36％ 0.39％

0.50％から0.75％ 11,657 76 0.65％ 0.59％ 0.57％ 0.45％

0.75％から2.50％ 11,400 70 0.61％ 1.41％ 1.43％ 0.77％

0.75％から1.75％ 8,763 44 0.50％ 1.21％ 1.22％ 0.68％

1.75％から2.50％ 2,637 26 0.99％ 2.05％ 2.11％ 1.02％

2.50％から10.00％ 9,642 142 1.47％ 4.61％ 4.66％ 2.04％

2.50％から5.00％ 6,279 73 1.16％ 3.47％ 3.75％ 1.46％

5.00％から10.00％ 3,363 69 2.05％ 6.33％ 6.36％ 3.00％

10.00％から100.00％ 2,141 189 8.83％ 18.21％ 18.24％ 14.49％

10.00％から20.00％ 1,378 77 5.59％ 13.35％ 13.18％ 9.17％

20.00％から30.00％ 577 65 11.27％ 23.99％ 23.18％ 18.73％

30.00％から100.00％ 186 47 25.27％ 38.88％ 40.44％ 31.76％

100％（デフォルト） 3,050   100.00％ 100.00％  

 

EDINET提出書類
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2021年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

リテール－
不動産担保付非
中小企業

0.00％から0.15％ 493,375 371 0.08％ 0.10％ 0.08％ 0.05％

0.00％から0.10％ 207,309 51 0.02％ 0.06％ 0.05％ 0.07％

0.10％から0.15％ 286,066 320 0.11％ 0.11％ 0.11％ 0.10％

0.15％から0.25％ 81,767 87 0.11％ 0.18％ 0.19％ 0.13％

0.25％から0.50％ 302,721 993 0.33％ 0.37％ 0.37％ 0.31％

0.50％から0.75％ 164,121 685 0.42％ 0.59％ 0.60％ 0.32％

0.75％から2.50％ 98,023 815 0.83％ 1.47％ 1.45％ 0.99％

0.75％から1.75％ 71,575 557 0.78％ 1.26％ 1.27％ 0.86％

1.75％から2.50％ 26,448 258 0.98％ 1.99％ 1.95％ 1.49％

2.50％から10.00％ 41,490 939 2.26％ 4.28％ 4.45％ 3.80％

2.50％から5.00％ 29,867 616 2.06％ 3.41％ 3.43％ 2.51％

5.00％から10.00％ 11,623 323 2.78％ 6.77％ 7.08％ 6.79％

10.00％から100.00％ 18,460 2,124 11.51％ 22.41％ 20.37％ 22.28％

10.00％から20.00％ 12,825 939 7.32％ 13.28％ 14.12％ 14.07％

20.00％から30.00％ 3,432 548 15.97％ 25.76％ 24.24％ 27.71％

30.00％から100.00％ 2,203 637 28.92％ 45.43％ 50.71％ 41.59％

100％（デフォルト） 35,325   100.00％ 100.00％  

リテール－
不動産担保付中
小企業

0.00％から0.15％ 2,409 1 0.04％ 0.09％ 0.08％ 0.12％

0.00％から0.10％ 1,693 1 0.06％ 0.06％ 0.06％ 0.10％

0.10％から0.15％ 716  0.00％ 0.12％ 0.13％ 0.16％

0.15％から0.25％ 2,042 4 0.20％ 0.18％ 0.19％ 0.22％

0.25％から0.50％ 16,064 65 0.40％ 0.39％ 0.40％ 0.41％

0.50％から0.75％ 4,815 13 0.27％ 0.66％ 0.59％ 0.32％

0.75％から2.50％ 11,907 90 0.76％ 1.41％ 1.48％ 0.72％

0.75％から1.75％ 8,732 67 0.77％ 1.20％ 1.26％ 0.68％

1.75％から2.50％ 3,175 23 0.72％ 2.03％ 2.07％ 0.85％

2.50％から10.00％ 14,130 206 1.46％ 4.73％ 4.93％ 2.02％

2.50％から5.00％ 7,554 83 1.10％ 3.48％ 3.67％ 1.50％

5.00％から10.00％ 6,576 123 1.87％ 6.69％ 6.38％ 2.82％

10.00％から100.00％ 2,371 235 9.91％ 19.06％ 19.25％ 14.09％

10.00％から20.00％ 1,486 94 6.33％ 13.63％ 13.97％ 8.93％

20.00％から30.00％ 591 87 14.72％ 23.64％ 23.59％ 19.88％

30.00％から100.00％ 294 54 18.37％ 41.69％ 37.24％ 26.15％

100％（デフォルト） 3,813   100.00％ 100.00％  
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その他のリテールのポートフォリオに係るデフォルト確率に関するバックテスト（EU CR９）

 

ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2022年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

リテール－
適格リボルビン
グ

0.00％から0.15％ 1,787,470 3,292 0.18％ 0.09％ 0.08％ 0.09％

0.00％から0.10％ 849,072 515 0.06％ 0.03％ 0.03％ 0.06％

0.10％から0.15％ 938,398 2,777 0.30％ 0.12％ 0.13％ 0.17％

0.15％から0.25％ 57,094 142 0.25％ 0.17％ 0.18％ 0.25％

0.25％から0.50％ 296,988 1,926 0.65％ 0.38％ 0.34％ 0.47％

0.50％から0.75％ 295,878 2,285 0.77％ 0.61％ 0.60％ 0.63％

0.75％から2.50％ 316,764 7,285 2.30％ 1.35％ 1.24％ 1.51％

0.75％から1.75％ 301,731 6,888 2.28％ 1.29％ 1.20％ 1.46％

1.75％から2.50％ 15,033 397 2.64％ 1.94％ 2.05％ 2.08％

2.50％から10.00％ 195,573 16,194 8.28％ 4.97％ 5.01％ 5.23％

2.50％から5.00％ 106,856 5,664 5.30％ 3.47％ 3.36％ 3.45％

5.00％から10.00％ 88,717 10,530 11.87％ 7.20％ 7.01％ 7.01％

10.00％から100.00％ 56,430 10,144 17.98％ 22.05％ 18.93％ 22.03％

10.00％から20.00％ 39,979 3,869 9.68％ 12.92％ 12.34％ 12.29％

20.00％から30.00％ 8,016 2,298 28.67％ 24.12％ 28.33％ 25.72％

30.00％から100.00％ 8,435 3,977 47.15％ 48.44％ 41.22％ 40.48％

100％（デフォルト） 162,034   100.00％ 100.00％  

リテール－
その他の中小企
業

0.00％から0.15％ 110,444 421 0.38％ 0.09％ 0.10％ 0.15％

0.00％から0.10％ 45,341 72 0.16％ 0.07％ 0.07％ 0.08％

0.10％から0.15％ 65,103 349 0.54％ 0.12％ 0.12％ 0.18％

0.15％から0.25％ 92,257 404 0.44％ 0.18％ 0.21％ 0.25％

0.25％から0.50％ 74,393 489 0.66％ 0.33％ 0.35％ 0.43％

0.50％から0.75％ 122,861 1,550 1.26％ 0.60％ 0.60％ 0.69％

0.75％から2.50％ 208,002 5,354 2.57％ 1.50％ 1.57％ 2.29％

0.75％から1.75％ 150,885 3,305 2.19％ 1.14％ 1.36％ 1.32％

1.75％から2.50％ 57,117 2,049 3.59％ 2.07％ 2.11％ 5.08％

2.50％から10.00％ 124,230 7,117 5.73％ 4.92％ 4.97％ 5.49％

2.50％から5.00％ 74,171 3,985 5.37％ 3.68％ 3.86％ 4.58％

5.00％から10.00％ 50,059 3,132 6.26％ 5.83％ 6.61％ 6.86％

10.00％から100.00％ 45,251 7,851 17.35％ 17.44％ 14.23％ 16.82％

10.00％から20.00％ 38,262 5,846 15.28％ 12.60％ 11.47％ 12.06％

20.00％から30.00％ 4,423 885 20.01％ 24.24％ 23.68％ 25.83％

30.00％から100.00％ 2,566 1,120 43.65％ 41.73％ 39.14％ 41.33％

100％（デフォルト） 102,019   100.00％ 100.00％  
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2022年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

リテール－
その他の非中小
企業

0.00％から0.15％ 572,651 357 0.06％ 0.10％ 0.06％ 0.06％

0.00％から0.10％ 433,424 133 0.03％ 0.05％ 0.04％ 0.05％

0.10％から0.15％ 139,227 224 0.16％ 0.12％ 0.12％ 0.16％

0.15％から0.25％ 144,330 393 0.27％ 0.19％ 0.20％ 0.33％

0.25％から0.50％ 365,100 1,653 0.45％ 0.38％ 0.37％ 0.50％

0.50％から0.75％ 136,848 764 0.56％ 0.61％ 0.64％ 0.54％

0.75％から2.50％ 443,439 4,418 1.00％ 1.39％ 1.30％ 1.35％

0.75％から1.75％ 398,325 3,328 0.84％ 1.20％ 1.23％ 1.25％

1.75％から2.50％ 45,114 1,090 2.42％ 2.00％ 1.89％ 3.28％

2.50％から10.00％ 115,346 5,805 5.03％ 4.49％ 4.97％ 6.01％

2.50％から5.00％ 63,102 2,263 3.59％ 3.52％ 3.67％ 3.88％

5.00％から10.00％ 52,244 3,542 6.78％ 7.34％ 6.55％ 9.00％

10.00％から100.00％ 36,149 5,563 15.39％ 23.12％ 18.94％ 20.40％

10.00％から20.00％ 25,797 2,923 11.33％ 13.71％ 13.54％ 15.21％

20.00％から30.00％ 6,573 1,013 15.41％ 24.37％ 25.01％ 22.09％

30.00％から100.00％ 3,779 1,627 43.05％ 45.64％ 45.24％ 39.93％

100％（デフォルト） 188,753   100.00％ 100.00％  
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2021年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

リテール－
適格リボルビン
グ

0.00％から0.15％ 1,790,722 2,891 0.16％ 0.09％ 0.08％ 0.08％

0.00％から0.10％ 840,717 426 0.05％ 0.03％ 0.03％ 0.06％

0.10％から0.15％ 950,005 2,465 0.26％ 0.12％ 0.13％ 0.16％

0.15％から0.25％ 67,866 159 0.23％ 0.17％ 0.18％ 0.25％

0.25％から0.50％ 305,277 1,920 0.63％ 0.39％ 0.34％ 0.45％

0.50％から0.75％ 253,240 2,063 0.81％ 0.62％ 0.59％ 0.62％

0.75％から2.50％ 314,801 6,692 2.13％ 1.35％ 1.24％ 1.43％

0.75％から1.75％ 300,721 6,318 2.10％ 1.29％ 1.20％ 1.37％

1.75％から2.50％ 14,080 374 2.66％ 1.94％ 1.96％ 2.02％

2.50％から10.00％ 190,523 14,151 7.43％ 4.95％ 4.89％ 4.92％

2.50％から5.00％ 110,190 5,117 4.64％ 3.48％ 3.34％ 3.26％

5.00％から10.00％ 80,333 9,034 11.25％ 7.21％ 7.02％ 6.53％

10.00％から100.00％ 63,196 9,266 14.66％ 21.45％ 17.48％ 22.53％

10.00％から20.00％ 48,239 4,001 8.29％ 12.92％ 12.16％ 12.64％

20.00％から30.00％ 7,616 1,992 26.16％ 24.27％ 28.33％ 25.42％

30.00％から100.00％ 7,341 3,273 44.59％ 47.77％ 41.21％ 39.82％

100％（デフォルト） 166,145   100.00％ 100.00％  

リテール－
その他の中小企
業

0.00％から0.15％ 63,471 77 0.12％ 0.09％ 0.08％ 0.09％

0.00％から0.10％ 47,114 54 0.11％ 0.06％ 0.07％ 0.07％

0.10％から0.15％ 16,357 23 0.14％ 0.12％ 0.13％ 0.12％

0.15％から0.25％ 115,421 502 0.43％ 0.18％ 0.19％ 0.18％

0.25％から0.50％ 106,183 589 0.55％ 0.37％ 0.38％ 0.39％

0.50％から0.75％ 70,553 538 0.76％ 0.63％ 0.58％ 0.59％

0.75％から2.50％ 162,966 3,770 2.31％ 1.54％ 1.46％ 2.43％

0.75％から1.75％ 120,061 1,829 1.52％ 1.15％ 1.25％ 1.22％

1.75％から2.50％ 42,905 1,941 4.52％ 2.08％ 2.06％ 5.30％

2.50％から10.00％ 180,087 7,845 4.36％ 5.07％ 4.86％ 5.33％

2.50％から5.00％ 115,977 3,935 3.39％ 3.60％ 3.55％ 4.34％

5.00％から10.00％ 64,110 3,910 6.10％ 6.55％ 7.24％ 6.91％

10.00％から100.00％ 22,305 3,976 17.83％ 18.73％ 20.50％ 22.00％

10.00％から20.00％ 13,922 1,955 14.04％ 12.87％ 14.92％ 15.09％

20.00％から30.00％ 4,967 863 17.37％ 24.22％ 24.26％ 27.07％

30.00％から100.00％ 3,416 1,158 33.90％ 43.02％ 37.77％ 42.27％

100％（デフォルト） 121,222   100.00％ 100.00％  
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ポートフォリオ
デフォルト
確率の範囲

2021年

年度末時点の債務者数

観測された
平均デフォル

ト確率

エクスポー
ジャー加重平
均デフォルト

確率

平均デフォルト確
率を債務者数で加
重平均した値

過去の年間平
均デフォルト

確率

  

 

うち、年度中
に債務不履行
に陥った債務

者数

リテール－
その他の非中小
企業

0.00％から0.15％ 672,077 775 0.12％ 0.10％ 0.06％ 0.10％

0.00％から0.10％ 508,777 395 0.08％ 0.05％ 0.04％ 0.07％

0.10％から0.15％ 163,300 380 0.23％ 0.12％ 0.12％ 0.27％

0.15％から0.25％ 188,902 973 0.52％ 0.19％ 0.20％ 0.39％

0.25％から0.50％ 437,832 2,667 0.61％ 0.38％ 0.37％ 0.54％

0.50％から0.75％ 150,840 969 0.64％ 0.60％ 0.64％ 0.63％

0.75％から2.50％ 461,013 5,901 1.28％ 1.37％ 1.30％ 1.46％

0.75％から1.75％ 410,554 4,546 1.11％ 1.20％ 1.23％ 1.32％

1.75％から2.50％ 50,459 1,355 2.69％ 2.00％ 1.90％ 3.40％

2.50％から10.00％ 121,986 6,866 5.63％ 4.60％ 5.16％ 6.33％

2.50％から5.00％ 63,458 2,518 3.97％ 3.54％ 3.64％ 4.00％

5.00％から10.00％ 58,528 4,348 7.43％ 7.39％ 6.81％ 9.52％

10.00％から100.00％ 44,003 6,718 15.27％ 22.41％ 19.62％ 21.57％

10.00％から20.00％ 31,628 3,719 11.76％ 13.45％ 13.90％ 15.59％

20.00％から30.00％ 7,361 1,141 15.50％ 24.38％ 24.52％ 23.41％

30.00％から100.00％ 5,014 1,858 37.06％ 46.30％ 48.51％ 39.76％

100％（デフォルト） 231,030   100.00％ 100.00％  

 

債務不履行による損失に関するバックテスト

 

ポートフォリオ

2022年

予想される
債務不履行による
損失の算術平均値

観測された過去の
債務不履行による
損失の算術平均値

ソブリンおよび公共機関事業体 31％ 18％

金融機関(*) 32％ 31％

大手企業(**) 39％ 22％

個人顧客 58％ 37％

プロ顧客および中小企業向けリテール 48％ 34％

中小企業 51％ 42％

(*)　銀行、保険企業ならびに規制対象ファンドおよび代理店との契約のポートフォリオを含む。

(**) 大手企業、プロジェクト融資ならびにエネルギーおよびコモディティ融資のポートフォリオを含む。
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ポートフォリオ

2021年

予想される
債務不履行による
損失の算術平均値

観測された過去の
債務不履行による
損失の算術平均値

ソブリンおよび公共機関事業体 33％ 6％

金融機関(*) 33％ 32％

大手企業(**) 40％ 27％

個人顧客 60％ 36％

プロ顧客および中小企業向けリテール 46％ 35％

中小企業 36％ 30％

(*)　銀行、保険企業ならびに規制対象ファンドおよび代理店との契約のポートフォリオを含む。

(**) 大手企業、プロジェクト融資ならびにエネルギーおよびコモディティ融資のポートフォリオを含む。

 

内部格付システム－ソブリン、金融機関、法人および特別融資のポートフォリオ向け

ソブリン、金融機関、法人および特別融資のポートフォリオを対象とするIRBアプローチは、取引先に割り

当てられる格付や取引に割り当てられる全体的な回収率（GRR）をリスク部門が最終決定するような一貫した

格付手続に基づくものである。オフバランスシート取引のクレジット換算係数（CCF）は取引先や取引の種類

に応じて自動的に割り当てられる。

各セグメントへ格付を割り当てるための一般的なプロセスは以下のとおりである。

・大手企業および特別融資については、格付と全体的な回収率を信用委員会に提案するユニットが、リスク

部門が開発した格付モデルやツールを用いて分析する。格付および全体的な回収率は、信用委員会の会議

中にリスク部門の代表者が認証または修正する。当該委員会は、貸付を許可または更新するか否かを決定

すると共に、該当する場合、少なくとも年に１回の頻度で取引先の格付を見直す。

・金融機関については、リスク部門のアナリストが分析する。取引先の格付および全体的な回収率は、同等

の銀行との比較可能性を確実にするため地域単位で行われるレビュー委員会中に決定される。

・ソブリンについては、格付は経済調査部が提案し、通常年に３回開催されるカントリー格付委員会の会議

で承認される。当該委員会は、業務執行陣、経済研究部門の代表者およびリスク部門のメンバーで構成さ

れる。

・中小企業（リテール顧客を除く。）については、リスク部門のアナリストがスコアを割り当てる。

これらの各サブポートフォリオについては、主に当行の過去のデータの分析結果に基づき、リスク部門チー

ムが認定および認証したモデルを用いてリスク・パラメーターを測定する。当該モデルは、一貫性を維持する

ため、当社グループの間で幅広く共有されているツールにより可能な限り補完される。当該方法は、正当性が

ある場合、専門家の判断により補完される。しかしながら、専門家の判断は依然として代替不可能であり、各

スコアおよび各取引の全体的な回収率は当該判断に依拠し、正当性次第では、当該モデルの厳格な適用から逸

脱する場合がある。
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リスク・パラメーターの算定方法は、一連の共通原則に基づくもので、特に、各取引先の格付と各取引の全

体的な回収率について最低２名（うち最低１名はビジネス上の関与がない人物）による意見の提示を必要とす

る「２人での管理」原則による。

デフォルトに関する同じ定義が、規制に従って、各資産クラスについて、当社グループ全体で一貫して用い

られる。

以下の図は、内部格付に基づくアプローチを用いて測定した、当社グループの全事業部門に係る、各資産ク

ラス（中央政府および中央機関、法人）について不履行になっていない貸出金およびコミットメントのデフォ

ルト確率の範囲別内訳を示している（上記表「格付機関の基準による取引先の内部格付指標マッピングおよび

予想されるデフォルト確率の平均値」を参照。）。

このエクスポージャーは、2023年12月31日現在1,139十億ユーロ（2022年12月31日現在は1,165十億ユーロ）

であった。

コミットメントの大部分は、「良い」または「優秀」として格付された借手に対するものであり、当行の顧

客基盤における大きな多国籍企業グループおよび金融機関の比重の高さを反映している。投資不適格と格付さ

れた借手に対するコミットメントの大部分は、高度な仕組型となっているかまたは高品質の保証により担保さ

れており、不履行に陥った場合でも比較的高い回収可能性が見込まれる。これには、国際機関による輸出信用

保険、プロジェクト・ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンスおよびトランザクション・ファイナン

シングでカバーされた輸出金融が含まれる。

 

IRBアプローチで測定したエクスポージャーのデフォルト確率の範囲別内訳－ソブリン、金融機関、法人お

よび特別融資のポートフォリオ
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ソブリン、金融機関、法人および特別融資のポートフォリオ

以下の表は、当社グループの全事業部門についての各資産クラス（中央政府および中央銀行、金融機関、な

らびに法人）に係る貸出金およびコミットメントの内訳を、先進的なIRBアプローチによりデフォルト確率の

範囲別に示したものである。当該エクスポージャーは、2023年12月31日現在で1,150十億ユーロ（1,139十億

ユーロの不履行になっていない貸出金および11十億ユーロの不良貸出金を含む。）であったのに対し、2022年

12月31日現在では1,175十億ユーロ（1,165十億ユーロの不履行になっていない貸出金および10十億ユーロの不

良貸出金を含む。）であった。

また、以下の表は、バーゼルの枠組における以下の主要なリスク・パラメーターの平均レートも示してい

る。

・債務不履行エクスポージャーにより加重されたデフォルト確率の平均値：平均PD（注１）

・オフバランスシート項目に適用されるクレジット換算係数（CCF）の加重平均値：平均CCF（注２）

・債務不履行エクスポージャーにより加重された債務不履行による損失の平均値：平均LGD（注３）

・債務不履行エクスポージャーにより加重された残存期間（年単位）の平均値：平均残存期間

平均リスク・ウェイト（平均RW）とは、上記にて定義されたパラメーターから算出されるリスク加重資産と

債務不履行エクスポージャー（EAD）との比率として定義されている。

表の「予測損失」の列は１年間の予測損失を示している。

 

(注１)　平均PD：「デフォルト確率」。債務不履行エクスポージャーにより加重されたデフォルト確率の平均値。

(注２)　平均CCF：「クレジット換算係数」。オフバランスシート・エクスポージャーに対する債務不履行エクスポー

ジャーの比率。

(注３)　平均LGD：「債務不履行による損失」。債務不履行エクスポージャーにより加重された債務不履行による損失の平

均値。
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デフォルト確率の範囲別および資産クラス別のIRBアプローチによるエクスポージャー内訳－中央銀行、中

央政府および金融機関のポートフォリオ（EU CR６）

 
            2023年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

CCF適用前
のオフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

債務
者数

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

中央政府
および
中央銀行

0.00％以上
0.15％未満

422,378 875 36％ 423,540 0.01％
100から
1,000

2％ 2 1,774 0％ 2  

0.00％以上
0.10％未満

418,230 875 36％ 419,392 0.01％
100から
1,000

1％ 2 850 0％ 1  

0.10％以上
0.15％未満

4,148 0 0％ 4,148 0.13％
0から
100

19％ 3 924 22％ 1  

0.15％以上
0.25％未満

1,304 0 3％ 1,304 0.19％
0から
100

11％ 2 177 14％ 0  

0.25％以上
0.50％未満

2,921 614 55％ 3,259 0.29％
0から
100

21％ 2 913 28％ 2  

0.50％以上
0.75％未満

1,127 757 55％ 1,544 0.69％
0から
100

17％ 2 579 38％ 2  

0.75％以上
2.50％未満

512 361 55％ 710 1.30％
0から
100

11％ 3 200 28％ 1  

0.75％以上
1.75％未満

501 361 55％ 699 1.29％
0から
100

11％ 3 191 27％ 1  

1.75％以上
2.5％未満

11 0 23％ 11 1.88％
0から
100

33％ 1 9 79％ 0  

2.50％以上
10％未満

456 263 55％ 601 8.33％
0から
100

7％ 4 252 42％ 4  

2.5％以上
5％未満

3 2 55％ 4 3.07％
0から
100

2％ 2 0 8％ 0  

5％以上
10％未満

453 261 55％ 597 8.36％
0から
100

7％ 4 252 42％ 4  

10％以上
100％未満

556 83 55％ 604 19.48％
0から
100

12％ 2 433 72％ 15  

10％以上
20％未満

152 83 55％ 199 14.76％
0から
100

3％ 5 31 16％ 1  

20％以上
30％未満

405 0 57％ 405 21.81％
0から
100

16％ 1 402 99％ 14  

30％以上
100％未満

            

100％（デ
フォルト）

86 47 55％ 113 100.00％
0から
100

14％ 5 32 28％ 15  

小計  429,341 3,001 50％ 431,674 0.09％  2％ 2 4,360 1％ 40 (29)

金融機関 0.00％以上
0.15％未満

23,355 12,145 44％ 28,926 0.04％
1,000から

10,000
25％ 3 4,589 16％ 3  

0.00％以上
0.10％未満

22,421 11,021 44％ 27,453 0.04％
1,000から

10,000
25％ 3 4,197 15％ 3  

0.10％以上
0.15％未満

934 1,124 46％ 1,472 0.12％
100から
1,000

32％ 2 392 27％ 1  

0.15％以上
0.25％未満

1,430 1,171 45％ 1,961 0.18％
100から
1,000

39％ 2 647 33％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

1,803 1,747 68％ 2,989 0.32％
100から
1,000

18％ 2 639 21％ 2  

0.50％以上
0.75％未満

361 184 36％ 432 0.64％
100から
1,000

19％ 3 148 34％ 1  

0.75％以上
2.50％未満

1,789 578 34％ 1,993 1.42％
100から
1,000

28％ 2 1,165 58％ 8  

0.75％以上
1.75％未満

989 240 42％ 1,090 1.06％
100から
1,000

27％ 2 502 46％ 3  

1.75％以上
2.5％未満

800 338 29％ 904 1.87％
100から
1,000

29％ 2 663 73％ 5  

2.50％以上
10％未満

489 363 43％ 644 5.29％
100から
1,000

36％ 2 460 71％ 9  

2.5％以上
5％未満

318 239 38％ 409 3.34％
100から
1,000

44％ 2 377 92％ 6  

5％以上
10％未満

171 124 53％ 235 8.71％
100から
1,000

22％ 4 83 35％ 4  

10％以上
100％未満

44 144 51％ 117 17.74％
100から
1,000

47％ 2 313 267％ 10  

10％以上
20％未満

14 93 53％ 63 12.44％
100から
1,000

40％ 3 133 212％ 3  

20％以上
30％未満

30 51 48％ 55 23.83％
100から
1,000

54％ 1 180 331％ 7  

30％以上
100％未満

            

100％（デ
フォルト）

181 0 20％ 181 100.00％
0から
100

97％ 3 2 1％ 168  

小計  29,452 16,331 47％ 37,244 0.79％  25％ 3 7,963 21％ 203 (258)

合計  458,792 19,332  468,918     12,323 3％ 243 (287)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９号基準

に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の連結財務書

類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損」を参

照。）。
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            2022年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

CCF適用前
のオフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

債務
者数

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

中央政府
および
中央銀行

0.00％以上
0.15％未満

442,627 2,846 49％ 444,432 0.01％
100から
1,000

2％ 2 1,836 0％ 2  

0.00％以上
0.10％未満

438,412 2,846 49％ 440,218 0.01％
100から
1,000

1％ 2 871 0％ 1  

0.10％以上
0.15％未満

4,214 0 0％ 4,214 0.13％
0から
100

19％ 4 965 23％ 1  

0.15％以上
0.25％未満

1,140 0 22％ 1,140 0.19％
0から
100

13％ 3 188 17％ 0  

0.25％以上
0.50％未満

3,103 414 55％ 3,330 0.29％
0から
100

26％ 2 1,025 31％ 2  

0.50％以上
0.75％未満

961 751 55％ 1,374 0.69％
0から
100

16％ 2 482 35％ 2  

0.75％以上
2.50％未満

596 480 55％ 982 1.24％
0から
100

13％ 3 278 28％ 1  

0.75％以上
1.75％未満

592 480 55％ 978 1.24％
0から
100

13％ 3 275 28％ 1  

1.75％以上
2.5％未満

4 0 0％ 4 1.85％
0から
100

30％ 1 3 67％ 0  

2.50％以上
10％未満

441 593 55％ 767 7.07％
0から
100

6％ 4 237 31％ 3  

2.5％以上
5％未満

13 0 27％ 13 3.10％
0から
100

6％ 1 2 17％ 0  

5％以上
10％未満

428 593 55％ 754 7.13％
0から
100

6％ 4 234 31％ 3  

10％以上
100％未満

674 84 55％ 720 19.05％
0から
100

13％ 2 537 75％ 20  

10％以上
20％未満

192 84 55％ 237 13.43％
0から
100

3％ 4 47 20％ 1  

20％以上
30％未満

482 0 55％ 482 21.81％
0から
100

18％ 1 490 102％ 19  

30％以上
100％未満

            

100％（デ
フォルト）

52 13 55％ 59 100.00％
0から
100

12％ 3 38 64％ 5  

小計  449,594 5,181 52％ 452,804 0.08％  2％ 2 4,620 1％ 36 (22)

金融機関
0.00％以上
0.15％未満

24,436 11,627 47％ 30,181 0.04％
1,000
から

10,000
28％ 2 4,946 16％ 4  

0.00％以上
0.10％未満

23,189 10,741 47％ 28,515 0.04％
1,000
から

10,000
27％ 2 4,547 16％ 3  

0.10％以上
0.15％未満

1,247 886 43％ 1,666 0.12％
100から
1,000

32％ 2 399 24％ 1  

0.15％以上
0.25％未満

2,146 813 41％ 2,482 0.17％
100から
1,000

46％ 2 771 31％ 2  

0.25％以上
0.50％未満

1,896 812 46％ 2,268 0.37％
100から
1,000

23％ 1 682 30％ 2  

0.50％以上
0.75％未満

381 254 43％ 497 0.61％
100から
1,000

18％ 3 163 33％ 1  

0.75％以上
2.50％未満

2,044 566 38％ 2,266 1.35％
100から
1,000

26％ 2 1,179 52％ 8  

0.75％以上
1.75％未満

1,256 267 42％ 1,369 1.03％
100から
1,000

28％ 1 672 49％ 4  

1.75％以上
2.5％未満

787 300 35％ 896 1.85％
100から
1,000

23％ 3 506 56％ 4  

2.50％以上
10％未満

320 327 39％ 452 5.08％
100から
1,000

25％ 3 281 62％ 5  

2.5％以上
5％未満

208 156 35％ 265 3.52％
100から
1,000

34％ 2 190 72％ 3  

5％以上
10％未満

112 171 43％ 187 7.30％
100から
1,000

13％ 4 92 49％ 2  

10％以上
100％未満

85 65 37％ 109 21.05％
100から
1,000

48％ 1 255 233％ 11  

10％以上
20％未満

18 27 32％ 27 14.51％
100から
1,000

43％ 2 63 233％ 2  

20％以上
30％未満

67 38 40％ 82 23.21％
100から
1,000

50％ 1 192 233％ 10  

30％以上
100％未満

            

100％（デ
フォルト）

187 0 26％ 186 100.00％
0から
100

94％ 3 3 1％ 177  

小計  31,495 14,465 46％ 38,441 0.76％  28％ 2 8,280 22％ 209 (286)

合計  481,089 19,646  491,246     12,900 3％ 245 (308)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９号基準

に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の連結財務書

類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損」を参

照。）。
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デフォルト確率の範囲別および資産クラス別のIRBアプローチによるエクスポージャー内訳－法人のポート

フォリオ（EU CR６）

 
            2023年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

CCF適用前
のオフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

債務
者数

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

法人－
特別融資

0.00％以上
0.15％未満

5,732 3,944 50％ 7,777 0.08％
100から
1,000

12％ 4 814 10％ 1  

0.00％以上
0.10％未満

3,276 2,534 49％ 4,606 0.05％
100から
1,000

13％ 4 516 11％ 0  

0.10％以上
0.15％未満

2,456 1,411 51％ 3,171 0.12％
100から
1,000

9％ 4 299 9％ 0  

0.15％以上
0.25％未満

6,366 1,535 52％ 7,163 0.18％
100から
1,000

12％ 4 1,230 17％ 2  

0.25％以上
0.50％未満

14,129 5,235 53％ 16,941 0.34％
1,000
から

10,000
15％ 4 4,330 26％ 9  

0.50％以上
0.75％未満

5,950 2,453 63％ 7,508 0.69％
100から
1,000

17％ 3 3,217 43％ 9  

0.75％以上
2.50％未満

13,006 6,035 57％ 16,438 1.35％
1,000
から

10,000
14％ 3 7,234 44％ 30  

0.75％以上
1.75％未満

10,365 5,241 57％ 13,339 1.18％
1,000
から

10,000
14％ 3 5,880 44％ 21  

1.75％以上
2.5％未満

2,642 793 57％ 3,100 2.09％
100から
1,000

13％ 3 1,354 44％ 9  

2.50％以上
10％未満

5,874 2,818 54％ 7,405 4.95％
1,000
から

10,000
12％ 3 3,404 46％ 40  

2.5％以上
5％未満

3,219 1,432 52％ 3,971 3.40％
100から
1,000

13％ 3 1,834 46％ 17  

5％以上
10％未満

2,655 1,386 56％ 3,434 6.76％
100から
1,000

10％ 4 1,571 46％ 22  

10％以上
100％未満

2,740 2,399 54％ 4,036 17.17％
100から
1,000

8％ 4 1,537 38％ 60  

10％以上
20％未満

1,843 2,234 54％ 3,052 15.31％
100から
1,000

5％ 4 949 31％ 25  

20％以上
30％未満

896 165 53％ 984 22.97％
0から
100

15％ 2 588 60％ 35  

30％以上
100％未満

            

100％（デ
フォルト）

1,622 182 67％ 1,769 100.00％
100から
1,000

46％ 3 1,151 65％ 823  

小計  55,418 24,601 55％ 69,038 4.61％  13％ 3 22,918 33％ 972 (954)

中小企業
 
 

0.00％以上
0.15％未満

1,608 2,276 48％ 2,703 0.07％
1,000
から

10,000
37％ 3 867 32％ 1  

0.00％以上
0.10％未満

915 1,863 48％ 1,818 0.05％
100から
1,000

38％ 3 515 28％ 0  

0.10％以上
0.15％未満

693 413 46％ 885 0.12％
100から
1,000

35％ 3 352 40％ 0  

0.15％以上
0.25％未満

1,515 786 35％ 1,807 0.17％
1,000
から

10,000
25％ 2 445 25％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

6,616 1,879 38％ 7,362 0.31％
20,000
から

30,000
26％ 3 2,444 33％ 6  

0.50％以上
0.75％未満

2,020 477 43％ 2,233 0.64％
1,000
から

10,000
22％ 4 964 43％ 3  

0.75％以上
2.50％未満

13,157 2,333 45％ 14,236 1.48％
30,000
から

40,000
27％ 3 9,463 66％ 55  

0.75％以上
1.75％未満

7,069 1,757 44％ 7,864 1.03％
10,000
から

20,000
29％ 3 4,307 55％ 23  

1.75％以上
2.5％未満

6,088 575 48％ 6,371 2.04％
10,000
から

20,000
25％ 2 5,156 81％ 32  

2.50％以上
10％未満

4,538 8,283 37％ 7,607 4.16％
10,000
から

20,000
32％ 3 5,106 67％ 101  

2.5％以上
5％未満

2,885 7,726 36％ 5,671 3.27％
1,000
から

10,000
34％ 3 3,360 59％ 64  

5％以上
10％未満

1,654 557 48％ 1,936 6.76％
1,000
から

10,000
27％ 3 1,745 90％ 37  

10％以上
100％未満

1,375 131 45％ 1,445 17.50％
1,000
から

10,000
27％ 3 1,685 117％ 66  

10％以上
20％未満

861 66 45％ 894 13.47％
1,000
から

10,000
28％ 3 1,056 118％ 32  

20％以上
30％未満

470 63 45％ 505 22.59％
1,000
から

10,000
25％ 2 569 113％ 29  

30％以上
100％未満

44 1 82％ 45 40.42％
100から
1,000

26％ 4 60 132％ 5  

100％（デ
フォルト）

1,986 117 38％ 2,033 100.00％
1,000
から

10,000
50％ 2 995 49％ 977  

小計  32,815 16,280 40％ 39,427 7.24％  28％ 3 21,967 56％ 1,209 (1,176)
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            2023年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

CCF適用前
のオフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

債務
者数

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

その他の
法人

0.00％以上
0.15％未満

92,209 188,099 47％ 181,047 0.08％
10,000
から

20,000
33％ 2 41,916 23％ 46  

0.00％以上
0.10％未満

45,780 149,087 48％ 117,093 0.05％
1,000
から

10,000
32％ 2 23,109 20％ 20  

0.10％以上
0.15％未満

46,429 39,012 45％ 63,954 0.12％
1,000
から

10,000
34％ 2 18,807 29％ 25  

0.15％以上
0.25％未満

26,881 33,494 43％ 41,366 0.18％
10,000
から

20,000
35％ 2 16,388 40％ 27  

0.25％以上
0.50％未満

38,033 36,937 41％ 53,582 0.34％
30,000
から

40,000
34％ 2 27,272 51％ 61  

0.50％以上
0.75％未満

10,323 9,030 40％ 14,099 0.67％
1,000
から

10,000
28％ 3 8,423 60％ 26  

0.75％以上
2.50％未満

32,864 23,352 42％ 43,235 1.39％
30,000
から

40,000
27％ 2 29,105 67％ 160  

0.75％以上
1.75％未満

23,249 17,809 43％ 31,306 1.15％
20,000
から

30,000
27％ 2 19,410 62％ 97  

1.75％以上
2.5％未満

9,615 5,543 39％ 11,929 2.02％
1,000
から

10,000
26％ 2 9,695 81％ 64  

2.50％以上
10％未満

20,748 14,362 45％ 27,024 4.68％
20,000
から

30,000
30％ 3 36,320 134％ 213  

2.5％以上
5％未満

13,623 8,943 42％ 17,248 3.48％
10,000
から

20,000
30％ 2 25,124 146％ 185  

5％以上
10％未満

7,125 5,419 48％ 9,777 6.80％
1,000
から

10,000
30％ 3 11,196 115％ 28  

10％以上
100％未満

5,194 3,761 49％ 7,055 16.94％
1,000
から

10,000
27％ 3 9,946 141％ 322  

10％以上
20％未満

3,758 2,889 48％ 5,172 14.68％
1,000
から

10,000
25％ 3 6,788 131％ 189  

20％以上
30％未満

1,373 866 51％ 1,815 22.71％
1,000
から

10,000
31％ 3 3,060 169％ 128  

30％以上
100％未満

63 5 59％ 68 34.27％
0から
100

22％ 3 98 144％ 5  

100％（デ
フォルト）

6,272 966 40％ 6,677 100.00％
1,000
から

10,000
45％ 2 4,170 62％ 3,391  

小計  232,524 310,003 45％ 374,086 2.73％  32％ 2 173,540 46％ 4,246 (4,449)

合計  320,758 350,884  482,551     218,425 45％ 6,428 (6,579)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９号基準

に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の連結財務書

類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損」を参

照。）。
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            2022年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

CCF適用前
のオフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

債務
者数

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

法人－
特別融資

0.00％以上
0.15％未満

6,664 3,043 51％ 8,238 0.08％
100から
1,000

13％ 4 1,257 15％ 1  

0.00％以上
0.10％未満

3,814 2,274 50％ 4,960 0.06％
100から
1,000

15％ 4 966 19％ 0  

0.10％以上
0.15％未満

2,850 769 51％ 3,278 0.12％
100から
1,000

10％ 4 291 9％ 0  

0.15％以上
0.25％未満

5,770 1,890 41％ 6,542 0.18％
100から
1,000

17％ 3 1,479 23％ 2  

0.25％以上
0.50％未満

14,048 5,920 51％ 17,113 0.36％
1,000
から

10,000
15％ 4 4,785 28％ 9  

0.50％以上
0.75％未満

7,712 3,677 56％ 9,811 0.69％
100から
1,000

16％ 3 4,180 43％ 11  

0.75％以上
2.50％未満

13,217 5,172 54％ 15,998 1.39％
1,000
から

10,000
14％ 3 7,040 44％ 29  

0.75％以上
1.75％未満

10,439 4,038 53％ 12,580 1.20％
1,000
から

10,000
14％ 3 5,390 43％ 19  

1.75％以上
2.5％未満

2,778 1,133 56％ 3,418 2.09％
100から
1,000

13％ 3 1,650 48％ 10  

2.50％以上
10％未満

5,639 3,294 53％ 7,401 4.68％
1,000
から

10,000
12％ 3 3,149 43％ 39  

2.5％以上
5％未満

3,655 2,040 50％ 4,682 3.36％
100から
1,000

13％ 3 1,991 43％ 20  

5％以上
10％未満

1,984 1,255 59％ 2,719 6.96％
100から
1,000

11％ 3 1,158 43％ 19  

10％以上
100％未満

2,949 2,046 74％ 4,475 16.69％
100から
1,000

7％ 4 1,729 39％ 56  

10％以上
20％未満

2,382 1,848 76％ 3,795 15.70％
100から
1,000

7％ 4 1,334 35％ 41  

20％以上
30％未満

567 198 57％ 681 22.22％
0から
100

9％ 4 394 58％ 15  

30％以上
100％未満

            

100％（デ
フォルト）

1,761 85 71％ 1,822 100.00％
100から
1,000

46％ 3 383 21％ 828  

小計  57,760 25,128 54％ 71,400 4.60％  14％ 4 24,001 34％ 975 (996)

中小企業
 
 

0.00％以上
0.15％未満

1,460 3,276 51％ 3,156 0.07％
1,000
から

10,000
38％ 3 860 27％ 1  

0.00％以上
0.10％未満

834 2,925 52％ 2,366 0.05％
100から
1,000

39％ 3 575 24％ 1  

0.10％以上
0.15％未満

625 351 47％ 791 0.11％
100から
1,000

35％ 3 285 36％ 0  

0.15％以上
0.25％未満

1,978 933 41％ 2,371 0.18％
1,000
から

10,000
21％ 2 499 21％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

8,645 2,081 45％ 9,600 0.31％
20,000
から

30,000
27％ 3 3,253 34％ 8  

0.50％以上
0.75％未満

2,090 418 45％ 2,301 0.66％
1,000
から

10,000
18％ 3 747 32％ 3  

0.75％以上
2.50％未満

12,008 2,660 49％ 13,328 1.33％
20,000
から

30,000
28％ 3 7,694 58％ 50  

0.75％以上
1.75％未満

8,154 1,938 48％ 9,099 1.02％
10,000
から

20,000
26％ 3 4,542 50％ 24  

1.75％以上
2.5％未満

3,853 722 51％ 4,229 1.99％
1,000
から

10,000
31％ 3 3,152 75％ 26  

2.50％以上
10％未満

4,870 7,627 36％ 7,622 4.40％
10,000
から

20,000
31％ 3 4,924 65％ 100  

2.5％以上
5％未満

2,703 7,362 36％ 5,337 3.29％
1,000
から

10,000
32％ 3 2,930 55％ 56  

5％以上
10％未満

2,166 265 43％ 2,284 7.01％
1,000
から

10,000
27％ 3 1,994 87％ 43  

10％以上
100％未満

1,545 189 49％ 1,642 16.81％
1,000
から

10,000
29％ 3 1,950 119％ 75  

10％以上
20％未満

1,036 99 50％ 1,087 12.70％
1,000
から

10,000
31％ 3 1,372 126％ 42  

20％以上
30％未満

460 86 48％ 502 22.96％
1,000
から

10,000
25％ 3 528 105％ 29  

30％以上
100％未満

50 4 67％ 52 43.14％
100から
1,000

20％ 3 50 96％ 4  

100％（デ
フォルト）

1,664 139 39％ 1,734 100.00％
1,000
から

10,000
58％ 3 1,051 61％ 1,085  

小計  34,259 17,324 42％ 41,754 6.16％  28％ 3 20,979 50％ 1,323 (1,326)
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            2022年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

CCF適用前
のオフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

債務
者数

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

その他の
法人

0.00％以上
0.15％未満

93,168 169,770 47％ 173,373 0.08％
10,000
から

20,000
34％ 2 41,435 24％ 46  

0.00％以上
0.10％未満

44,554 132,678 48％ 108,009 0.05％
1,000
から

10,000
33％ 2 21,076 20％ 19  

0.10％以上
0.15％未満

48,614 37,092 45％ 65,364 0.12％
1,000
から

10,000
35％ 2 20,360 31％ 27  

0.15％以上
0.25％未満

27,318 35,829 44％ 43,323 0.18％
10,000
から

20,000
36％ 2 16,918 39％ 28  

0.25％以上
0.50％未満

39,251 40,293 42％ 56,599 0.34％
20,000
から

30,000
35％ 3 30,365 54％ 67  

0.50％以上
0.75％未満

10,834 8,251 41％ 14,406 0.67％
1,000
から

10,000
28％ 2 8,605 60％ 28  

0.75％以上
2.50％未満

36,816 21,224 45％ 46,772 1.41％
30,000
から

40,000
28％ 2 33,720 72％ 188  

0.75％以上
1.75％未満

23,906 16,885 46％ 31,961 1.12％
20,000
から

30,000
30％ 2 21,329 67％ 113  

1.75％以上
2.5％未満

12,910 4,339 40％ 14,811 2.04％
10,000
から

20,000
25％ 2 12,391 84％ 75  

2.50％以上
10％未満

21,789 18,654 45％ 30,468 4.83％
10,000
から

20,000
30％ 3 46,675 153％ 310  

2.5％以上
5％未満

12,959 10,736 46％ 18,073 3.43％
10,000
から

20,000
30％ 3 32,157 178％ 187  

5％以上
10％未満

8,830 7,918 45％ 12,395 6.87％
1,000
から

10,000
30％ 3 14,518 117％ 124  

10％以上
100％未満

6,400 4,453 41％ 8,248 15.68％
1,000
から

10,000
29％ 2 11,466 139％ 369  

10％以上
20％未満

5,169 3,883 40％ 6,738 13.96％
1,000
から

10,000
29％ 3 9,236 137％ 263  

20％以上
30％未満

1,169 561 49％ 1,445 22.46％
1,000
から

10,000
31％ 2 2,150 149％ 100  

30％以上
100％未満

62 9 32％ 66 42.45％
0から
100

20％ 3 80 121％ 6  

100％（デ
フォルト）

5,099 1,061 46％ 5,606 100.00％
1,000
から

10,000
45％ 2 3,097 55％ 3,173  

小計  240,676 299,534 46％ 378,795 2.52％  33％ 2 192,280 51％ 4,209 (4,518)

合計  332,695 341,985  491,948     237,260 48％ 6,506 (6,841)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９号基準

に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の連結財務書

類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損」を参

照。）。
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当社グループの取引先である中央政府および中央銀行の多くは、信用度が非常に高く、先進国を拠点として

いる。これは、かかる取引先の内部格付が非常に良いことおよび債務不履行による損失の平均水準が非常に低

いことを意味している。

当社グループの法人コミットメントの大多数は、優良または良質な取引先に関するものであるが、これは

BNPパリバの顧客基盤の大部分を、多国籍企業が占めていることを反映している。他のコミットメントは主と

して、それらの債務不履行による損失の平均水準を反映し、仕組取引または高価値の資産によって担保された

取引である。

平均すると、取引先のデフォルトを除くデフォルト確率は、0.65％である。法人に関しては、1.23％であ

る。

 

法人資産クラスの地域別のデフォルト確率の平均値および債務不履行による損失の平均値

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

債務不履行ではない
エクスポージャー

デフォルト確率の
平均値

債務不履行による
損失の平均値

欧州(*) 460,921 1.28％ 28％

うちフランス 144,717 1.21％ 30％

うちベルギー 69,107 1.89％ 20％

うちルクセンブルク 24,002 1.07％ 29％

うちイタリア 56,657 0.99％ 34％

北アメリカ 114,632 1.16％ 29％

アジア太平洋 52,751 0.98％ 34％

その他の国々 32,192 1.05％ 30％

合計 660,497 1.23％ 29％

(*)　EUおよび欧州自由貿易連合（EFTA）も含む。

 

（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

債務不履行ではない
エクスポージャー

デフォルト確率の
平均値

債務不履行による
損失の平均値

欧州(*) 463,470 1.31％ 29％

うちフランス 148,753 1.32％ 31％

うちベルギー 66,782 1.76％ 20％

うちルクセンブルク 23,845 1.07％ 30％

うちイタリア 60,301 1.06％ 34％

北アメリカ 109,298 1.31％ 30％

アジア太平洋 57,924 1.24％ 35％

その他の国々 34,178 1.14％ 29％

合計 664,871 1.29％ 30％

(*)　EUおよび欧州自由貿易連合（EFTA）も含む。
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リテール顧客に固有の内部格付システム

リテール顧客は、高水準の精度を示す、取引の単位量が少ない、標準的なリスク構造によって特徴付けられ

る。

リテール業務における借手の大部分には、デフォルトの可能性の判定基準として用いられる行動スコアが割

り当てられ、各取引には、全体的な回収率（GRR）および債務不履行エクスポージャー（EAD）が割り当てられ

る。これらのパラメーターは、最新の情報に基づき毎月計算される。当該パラメーターは、商業機能に対して

提供される異なるスコアによって補完される。債務不履行エクスポージャーは、リスク・パラメーターの決定

に関与していない。この手法は、すべてのリテール顧客について一貫して用いられる。かかる格付システムの

一般原則は、上記「信用リスク管理方針」内の「格付システム（監査済）」で述べられている。

リテール業務の顧客を、デフォルト・リスク特性が同様のリスク・グループに分ける作業には、スコアリン

グ手法が用いられる。この手法は、信用リスク・パラメーター（債務不履行エクスポージャーおよび債務不履

行による損失）にも適用される。

以下の図は、内部格付に基づくアプローチを用いて測定した、当社グループの全事業部門に係る、リテール

勘定内で管理される不履行になっていない貸出金およびコミットメントのデフォルト確率の範囲別内訳を示し

ている（上記表「格付機関の基準による取引先の内部格付指標マッピングおよび予想されるデフォルト確率の

平均値」を参照。）。

これらのエクスポージャーは、2023年12月31日現在の275十億ユーロを表しており、2022年12月31日現在と

比較して安定的であった。

 

IRBアプローチで測定したエクスポージャーのデフォルト確率の範囲別内訳－リテール・ポートフォリオ
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リテール・ポートフォリオ

以下の表は、当社グループの全事業部門のリテール貸付およびコミットメントの内訳を、先進的なIRBアプ

ローチによるデフォルト確率の範囲別に示したものである。総エクスポージャーは、2023年12月31日現在、

282十億ユーロ（2022年12月31日現在は289十億ユーロ）である。
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デフォルト確率の範囲別および資産クラス別のIRBアプローチによるエクスポージャー内訳－不動産担保付

リテールのポートフォリオ（EU CR６）

 
           2023年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

オフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

リテール－
住宅用不動
産担保付

0.00％以上
0.15％未満

67,217 1,488 100％ 68,707 0.10％ 10％ 5 2,107 3％ 7  

0.00％以上
0.10％未満

15,183 292 100％ 15,475 0.06％ 13％ 5 392 3％ 1  

0.10％以上
0.15％未満

52,034 1,197 100％ 53,232 0.11％ 9％ 5 1,715 3％ 5  

0.15％以上
0.25％未満

16,986 427 102％ 17,420 0.18％ 16％ 5 1,156 7％ 5  

0.25％以上
0.50％未満

43,548 672 100％ 44,220 0.37％ 13％ 5 4,478 10％ 22  

0.50％以上
0.75％未満

24,280 433 101％ 24,715 0.59％ 13％ 5 3,389 14％ 19  

0.75％以上
2.50％未満

17,269 243 100％ 17,511 1.48％ 14％ 5 4,765 27％ 36  

0.75％以上
1.75％未満

12,406 139 99％ 12,544 1.28％ 14％ 5 3,230 26％ 23  

1.75％以上
2.5％未満

4,863 103 100％ 4,967 2.00％ 13％ 5 1,535 31％ 13  

2.50％以上
10％未満

7,747 232 101％ 7,980 4.20％ 14％ 5 3,930 49％ 48  

2.5％以上
5％未満

5,842 212 101％ 6,056 3.46％ 13％ 5 2,747 45％ 28  

5％以上
10％未満

1,905 19 100％ 1,924 6.52％ 16％ 5 1,183 61％ 19  

10％以上
100％未満

2,877 35 100％ 2,913 21.94％ 14％ 5 2,486 85％ 89  

10％以上
20％未満

1,839 22 100％ 1,862 13.13％ 14％ 5 1,535 82％ 33  

20％以上
30％未満

409 4 100％ 413 26.01％ 13％ 5 401 97％ 14  

30％以上
100％未満

628 10 100％ 638 44.99％ 15％ 5 550 86％ 42  

100％（デ
フォルト）

1,610 7 95％ 1,617 100.00％ 24％ 4 862 53％ 457  

小計  181,533 3,537 100％ 185,085 1.76％ 12％ 5 23,174 13％ 682 (578)

リテール－
商業用不動
産担保付
 

0.00％以上
0.15％未満

186 22 35％ 198 0.09％ 22％ 4 8 4％ 0  

0.00％以上
0.10％未満

96 10 32％ 102 0.07％ 25％ 4 4 4％ 0  

0.10％以上
0.15％未満

90 11 39％ 97 0.12％ 18％ 4 4 4％ 0  

0.15％以上
0.25％未満

366 75 32％ 403 0.18％ 18％ 4 26 6％ 0  

0.25％以上
0.50％未満

2,586 248 35％ 2,708 0.36％ 21％ 4 308 11％ 2  

0.50％以上
0.75％未満

2,329 106 48％ 2,390 0.59％ 25％ 5 465 19％ 3  

0.75％以上
2.50％未満

2,442 242 37％ 2,552 1.41％ 17％ 4 606 24％ 6  

0.75％以上
1.75％未満

1,850 192 36％ 1,935 1.21％ 16％ 4 386 20％ 4  

1.75％以上
2.5％未満

592 50 42％ 617 2.05％ 21％ 4 220 36％ 3  

2.50％以上
10％未満

1,624 135 33％ 1,681 4.61％ 17％ 4 801 48％ 14  

2.5％以上
5％未満

977 89 33％ 1,012 3.47％ 18％ 4 438 43％ 6  

5％以上
10％未満

647 46 34％ 669 6.33％ 17％ 4 363 54％ 7  

10％以上
100％未満

468 18 59％ 480 18.21％ 24％ 4 526 110％ 21  

10％以上
20％未満

337 14 60％ 347 13.35％ 25％ 4 378 109％ 11  

20％以上
30％未満

70 4 48％ 72 23.99％ 17％ 4 62 87％ 3  

30％以上
100％未満

61 0 91％ 62 38.88％ 28％ 5 86 139％ 7  

100％（デ
フォルト）

252 6 42％ 263 100.00％ 36％ 3 140 53％ 92  

小計  10,254 853 37％ 10,675 4.58％ 21％ 4 2,880 27％ 138 (93)

合計  191,787 4,390  195,760    26,054 13％ 820 (671)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９号

基準に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の連

結財務書類の注記1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商

品の減損」を参照。）。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 231/1141



 

           2022年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

オフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

リテール－
住宅用不動
産担保付

0.00％以上
0.15％未満

65,449 2,210 100％ 67,660 0.10％ 9％ 5 1,995 3％ 6  

0.00％以上
0.10％未満

14,153 443 100％ 14,596 0.06％ 11％ 5 294 2％ 1  

0.10％以上
0.15％未満

51,296 1,767 100％ 53,063 0.11％ 9％ 5 1,701 3％ 5  

0.15％以上
0.25％未満

16,199 684 103％ 16,905 0.18％ 16％ 5 1,158 7％ 5  

0.25％以上
0.50％未満

44,554 1,060 100％ 45,614 0.37％ 13％ 5 4,643 10％ 23  

0.50％以上
0.75％未満

26,389 758 101％ 27,153 0.59％ 11％ 5 3,548 13％ 18  

0.75％以上
2.50％未満

17,759 423 100％ 18,181 1.47％ 14％ 5 4,812 26％ 36  

0.75％以上
1.75％未満

12,753 239 100％ 12,992 1.26％ 14％ 5 3,259 25％ 23  

1.75％以上
2.5％未満

5,006 184 100％ 5,190 1.99％ 13％ 5 1,553 30％ 13  

2.50％以上
10％未満

8,608 352 101％ 8,963 4.28％ 14％ 5 4,356 49％ 54  

2.5％以上
5％未満

6,308 323 101％ 6,634 3.41％ 13％ 5 2,969 45％ 31  

5％以上
10％未満

2,300 29 100％ 2,329 6.77％ 15％ 5 1,387 60％ 23  

10％以上
100％未満

2,376 35 100％ 2,412 22.41％ 13％ 5 1,987 82％ 70  

10％以上
20％未満

1,475 23 100％ 1,499 13.28％ 13％ 5 1,192 80％ 25  

20％以上
30％未満

366 6 100％ 373 25.76％ 13％ 5 356 96％ 12  

30％以上
100％未満

535 6 101％ 541 45.43％ 13％ 5 439 81％ 33  

100％（デ
フォルト）

2,163 3 98％ 2,169 100.00％ 33％ 3 1,061 49％ 703  

小計  183,497 5,527 101％ 189,058 2.00％ 12％ 5 23,560 12％ 917 (834)

リテール－
商業用不動
産担保付
 

0.00％以上
0.15％未満

182 33 46％ 201 0.09％ 23％ 4 9 4％   

0.00％以上
0.10％未満

96 15 49％ 106 0.06％ 26％ 4 4 4％   

0.10％以上
0.15％未満

85 18 44％ 95 0.12％ 19％ 4 4 5％   

0.15％以上
0.25％未満

371 87 34％ 414 0.18％ 20％ 4 29 7％   

0.25％以上
0.50％未満

4,074 314 44％ 4,249 0.39％ 24％ 5 628 15％ 4  

0.50％以上
0.75％未満

1,133 109 44％ 1,192 0.66％ 19％ 4 187 16％ 2  

0.75％以上
2.50％未満

2,784 302 41％ 2,930 1.41％ 17％ 4 698 24％ 7  

0.75％以上
1.75％未満

2,092 249 41％ 2,211 1.20％ 16％ 4 436 20％ 4  

1.75％以上
2.5％未満

692 53 42％ 720 2.03％ 22％ 4 262 36％ 3  

2.50％以上
10％未満

1,858 167 40％ 1,937 4.73％ 18％ 4 978 51％ 17  

2.5％以上
5％未満

1,126 104 45％ 1,180 3.48％ 18％ 4 517 44％ 7  

5％以上
10％未満

732 62 33％ 757 6.69％ 18％ 4 461 61％ 9  

10％以上
100％未満

424 24 57％ 439 19.06％ 22％ 4 451 103％ 19  

10％以上
20％未満

285 19 62％ 298 13.63％ 23％ 4 307 103％ 9  

20％以上
30％未満

85 4 33％ 87 23.64％ 17％ 4 74 85％ 3  

30％以上
100％未満

54 1 63％ 54 41.69％ 26％ 4 70 130％ 6  

100％（デ
フォルト）

310 6 46％ 320 100.00％ 43％ 3 166 52％ 133  

小計  11,136 1,041 42％ 11,681 4.81％ 20％ 4 3,146 27％ 182 (132)

合計  194,633 6,568  200,739    26,706 13％ 1,098 (966)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９号

基準に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の連

結財務書類の注記1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商

品の減損」を参照。）。
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デフォルト確率の範囲別および資産クラス別のIRBアプローチによるエクスポージャー内訳－その他のリ

テールのポートフォリオ（EU CR６）

 
           2023年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

オフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

リテール－
リボルビン
グ・エクス
ポージャー

0.00％以上
0.15％未満

60 1,773 76％ 1,914 0.09％ 81％ 1 115 6％ 1  

0.00％以上
0.10％未満

9 673 76％ 699 0.03％ 80％ 1 17 2％   

0.10％以上
0.15％未満

51 1,100 77％ 1,215 0.12％ 82％ 1 98 8％ 1  

0.15％以上
0.25％未満

59 3,383 74％ 2,584 0.17％ 29％ 1 82 3％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

262 1,513 49％ 1,088 0.38％ 49％ 1 121 11％ 2  

0.50％以上
0.75％未満

48 590 71％ 548 0.61％ 57％ 1 108 20％ 2  

0.75％以上
2.50％未満

380 644 52％ 763 1.35％ 56％ 1 267 35％ 6  

0.75％以上
1.75％未満

358 597 50％ 694 1.29％ 54％ 1 219 32％ 5  

1.75％以上
2.5％未満

23 47 78％ 68 1.94％ 80％ 1 48 70％ 1  

2.50％以上
10％未満

1,474 475 70％ 1,840 4.97％ 49％ 1 1,292 70％ 46  

2.5％以上
5％未満

841 400 59％ 1,098 3.47％ 47％ 1 587 53％ 18  

5％以上
10％未満

633 76 128％ 741 7.20％ 52％ 1 705 95％ 28  

10％以上
100％未満

658 63 124％ 760 22.05％ 52％ 1 1,126 148％ 87  

10％以上
20％未満

428 44 133％ 498 12.92％ 53％ 1 663 133％ 34  

20％以上
30％未満

83 13 76％ 98 24.12％ 52％ 1 176 179％ 13  

30％以上
100％未満

147 7 157％ 164 48.44％ 50％ 1 287 175％ 40  

100％（デ
フォルト）

492 26 65％ 555 100.00％ 61％ 1 255 46％ 311  

小計  3,433 8,468 68％ 10,051 8.33％ 52％ 1 3,366 33％ 456 (368)

リテール－
中小企業
 

0.00％以上
0.15％未満

1,022 362 65％ 1,304 0.09％ 33％ 2 92 7％   

0.00％以上
0.10％未満

565 211 62％ 720 0.07％ 32％ 2 39 5％   

0.10％以上
0.15％未満

457 150 69％ 583 0.12％ 34％ 3 53 9％   

0.15％以上
0.25％未満

782 941 55％ 1,352 0.18％ 31％ 2 138 10％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

5,118 1,688 69％ 6,425 0.33％ 32％ 3 1,004 16％ 7  

0.50％以上
0.75％未満

4,103 571 73％ 4,567 0.60％ 31％ 4 1,014 22％ 8  

0.75％以上
2.50％未満

6,805 1,848 79％ 8,384 1.50％ 34％ 2 2,933 35％ 44  

0.75％以上
1.75％未満

3,952 1,339 79％ 5,084 1.14％ 32％ 2 1,536 30％ 18  

1.75％以上
2.5％未満

2,853 509 80％ 3,300 2.07％ 38％ 3 1,397 42％ 25  

2.50％以上
10％未満

3,905 587 70％ 4,407 4.92％ 30％ 2 1,890 43％ 66  

2.5％以上
5％未満

1,564 353 74％ 1,863 3.68％ 32％ 2 768 41％ 22  

5％以上
10％未満

2,342 235 64％ 2,544 5.83％ 29％ 2 1,122 44％ 44  

10％以上
100％未満

1,784 196 92％ 2,035 17.44％ 38％ 3 1,307 64％ 128  

10％以上
20％未満

1,345 153 92％ 1,524 12.60％ 39％ 3 944 62％ 73  

20％以上
30％未満

242 33 84％ 288 24.24％ 32％ 2 185 64％ 22  

30％以上
100％未満

197 9 122％ 223 41.73％ 35％ 3 178 80％ 33  

100％（デ
フォルト）

2,143 74 98％ 2,346 100.00％ 46％ 1 1,090 46％ 981  

小計  25,664 6,268 71％ 30,819 10.04％ 33％ 3 9,469 31％ 1,235 (1,187)
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           2023年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

オフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

リテール－
その他
 

0.00％以上
0.15％未満

7,769 1,832 88％ 9,463 0.10％ 43％ 3 1,274 13％ 4  

0.00％以上
0.10％未満

2,334 1,016 73％ 3,095 0.05％ 41％ 3 204 7％ 1  

0.10％以上
0.15％未満

5,435 816 107％ 6,368 0.12％ 44％ 3 1,071 17％ 3  

0.15％以上
0.25％未満

1,637 541 88％ 2,141 0.19％ 36％ 3 359 17％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

7,171 1,712 94％ 8,854 0.38％ 38％ 3 2,590 29％ 13  

0.50％以上
0.75％未満

3,395 365 98％ 3,972 0.61％ 41％ 3 1,665 42％ 10  

0.75％以上
2.50％未満

7,511 1,059 98％ 8,650 1.39％ 40％ 2 4,864 56％ 47  

0.75％以上
1.75％未満

5,587 977 99％ 6,637 1.20％ 39％ 2 3,555 54％ 31  

1.75％以上
2.5％未満

1,924 81 93％ 2,012 2.00％ 41％ 2 1,308 65％ 16  

2.50％以上
10％未満

4,884 249 111％ 5,175 4.49％ 42％ 2 3,882 75％ 100  

2.5％以上
5％未満

3,666 154 120％ 3,860 3.52％ 41％ 2 2,722 71％ 56  

5％以上
10％未満

1,218 95 96％ 1,315 7.34％ 46％ 2 1,160 88％ 44  

10％以上
100％未満

1,254 77 97％ 1,347 23.12％ 43％ 2 1,502 112％ 130  

10％以上
20％未満

715 55 99％ 785 13.71％ 44％ 2 806 103％ 47  

20％以上
30％未満

242 5 89％ 247 24.37％ 42％ 2 303 123％ 25  

30％以上
100％未満

297 16 90％ 314 45.64％ 40％ 2 392 125％ 58  

100％（デ
フォルト）

2,020 18 85％ 2,043 100.00％ 63％ 2 964 47％ 1,410  

小計  35,641 5,851 93％ 41,644 6.67％ 40％ 2 17,100 41％ 1,715 (1,574)

合計  64,738 20,587  82,515    29,935 36％ 3,406 (3,129)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９

号基準に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の

連結財務書類の注記1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金

融商品の減損」を参照。）。
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           2022年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

オフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

リテール－
リボルビン
グ・エクス
ポージャー

0.00％以上
0.15％未満

54 1,798 76％ 1,902 0.09％ 81％ 1 115 6％ 1  

0.00％以上
0.10％未満

7 661 76％ 676 0.03％ 80％ 1 17 2％   

0.10％以上
0.15％未満

48 1,137 76％ 1,226 0.12％ 82％ 1 99 8％ 1  

0.15％以上
0.25％未満

62 3,476 74％ 2,659 0.17％ 29％ 1 85 3％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

267 1,551 49％ 1,125 0.39％ 51％ 1 132 12％ 2  

0.50％以上
0.75％未満

46 615 71％ 553 0.62％ 54％ 1 104 19％ 2  

0.75％以上
2.50％未満

362 689 53％ 775 1.35％ 56％ 1 269 35％ 6  

0.75％以上
1.75％未満

339 638 51％ 704 1.29％ 54％ 1 220 31％ 5  

1.75％以上
2.5％未満

24 51 77％ 71 1.94％ 78％ 1 49 69％ 1  

2.50％以上
10％未満

1,361 502 67％ 1,729 4.95％ 49％ 1 1,203 70％ 42  

2.5％以上
5％未満

782 423 58％ 1,049 3.48％ 47％ 1 561 53％ 17  

5％以上
10％未満

580 79 115％ 681 7.21％ 52％ 1 642 94％ 25  

10％以上
100％未満

623 67 111％ 722 21.45％ 52％ 1 1,060 147％ 80  

10％以上
20％未満

417 47 120％ 482 12.92％ 53％ 1 637 132％ 33  

20％以上
30％未満

78 13 71％ 93 24.27％ 52％ 1 167 179％ 12  

30％以上
100％未満

127 7 128％ 146 47.77％ 50％ 1 256 175％ 35  

100％（デ
フォルト）

582 30 70％ 630 100.00％ 63％ 1 335 53％ 383  

小計  3,359 8,728 68％ 10,095 8.86％ 51％ 1 3,304 33％ 517 (430)

リテール－
中小企業
 

0.00％以上
0.15％未満

1,342 637 65％ 1,806 0.09％ 30％ 3 113 6％   

0.00％以上
0.10％未満

844 308 70％ 1,086 0.06％ 29％ 3 53 5％   

0.10％以上
0.15％未満

498 329 61％ 721 0.12％ 32％ 3 60 8％   

0.15％以上
0.25％未満

1,342 1,060 56％ 1,990 0.18％ 30％ 2 204 10％ 1  

0.25％以上
0.50％未満

7,280 1,803 73％ 8,717 0.37％ 30％ 3 1,454 17％ 10  

0.50％以上
0.75％未満

2,247 471 67％ 2,601 0.63％ 31％ 3 602 23％ 5  

0.75％以上
2.50％未満

7,576 1,787 78％ 9,072 1.54％ 32％ 3 3,086 34％ 45  

0.75％以上
1.75％未満

4,191 1,280 78％ 5,257 1.15％ 30％ 2 1,530 29％ 18  

1.75％以上
2.5％未満

3,385 507 78％ 3,815 2.08％ 34％ 3 1,556 41％ 27  

2.50％以上
10％未満

4,022 685 74％ 4,595 5.07％ 27％ 2 1,925 42％ 63  

2.5％以上
5％未満

1,924 449 77％ 2,305 3.60％ 29％ 3 906 39％ 24  

5％以上
10％未満

2,098 236 68％ 2,291 6.55％ 25％ 2 1,019 45％ 39  

10％以上
100％未満

1,695 176 85％ 1,882 18.73％ 36％ 3 1,159 62％ 113  

10％以上
20％未満

1,241 139 85％ 1,380 12.87％ 39％ 3 851 62％ 67  

20％以上
30％未満

193 25 78％ 219 24.22％ 28％ 2 124 57％ 15  

30％以上
100％未満

261 12 103％ 284 43.02％ 26％ 3 184 65％ 31  

100％（デ
フォルト）

1,989 99 90％ 2,199 100.00％ 53％ 1 1,035 47％ 1,099  

小計  27,492 6,718 71％ 32,861 9.06％ 31％ 3 9,579 29％ 1,335 (1,250)
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           2022年12月31日現在

(単位：
百万
ユーロ)

デフォルト
確率の範囲

バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

オフ
バランス
シート・
エクス
ポー
ジャー

加重平均
CCF

債務不履行
エクスポー
ジャー

加重平均
PD

加重平均
LGD

加重平均
残存期間

リスク
加重

資産(*)

加重平均
値

予測
損失(**)

価値調整
および引
当金(**)

リテール－
その他

0.00％以上
0.15％未満

7,299 1,699 83％ 8,771 0.10％ 41％ 3 1,188 14％ 4  

0.00％以上
0.10％未満

1,850 986 72％ 2,574 0.05％ 37％ 3 165 6％ -  

0.10％以上
0.15％未満

5,449 713 98％ 6,197 0.12％ 43％ 3 1,023 17％ 3  

0.15％以上
0.25％未満

1,802 779 97％ 2,572 0.19％ 37％ 2 450 17％ 2  

0.25％以上
0.50％未満

7,405 1,667 95％ 9,044 0.38％ 39％ 3 2,727 30％ 13  

0.50％以上
0.75％未満

3,574 436 103％ 4,136 0.60％ 39％ 3 1,653 40％ 10  

0.75％以上
2.50％未満

7,361 1,097 97％ 8,481 1.37％ 40％ 2 4,827 57％ 47  

0.75％以上
1.75％未満

5,608 1,017 97％ 6,643 1.20％ 40％ 2 3,651 55％ 32  

1.75％以上
2.5％未満

1,753 80 92％ 1,838 2.00％ 40％ 2 1,176 64％ 15  

2.50％以上
10％未満

4,857 239 115％ 5,149 4.60％ 42％ 2 3,804 74％ 101  

2.5％以上
5％未満

3,527 154 126％ 3,731 3.54％ 40％ 2 2,561 69％ 53  

5％以上
10％未満

1,330 85 97％ 1,418 7.39％ 46％ 2 1,244 88％ 48  

10％以上
100％未満

1,253 49 97％ 1,308 22.41％ 44％ 2 1,475 113％ 127  

10％以上
20％未満

742 39 96％ 785 13.45％ 45％ 2 802 102％ 47  

20％以上
30％未満

244 4 101％ 249 24.38％ 44％ 2 320 128％ 27  

30％以上
100％未満

266 6 101％ 274 46.30％ 42％ 2 354 129％ 53  

100％（デ
フォルト）

1,896 19 92％ 1,919 100.00％ 64％ 2 1,053 55％ 1,242  

小計  35,447 5,985 94％ 41,380 6.38％ 40％ 2 17,178 42％ 1,545 (1,466)

合計  66,298 21,432  84,336    30,061 36％ 3,398 (3,145)

(*)　 アドオンを含む。

(**)　１年間の予測損失は、周期を通じた（TTC）統計的な見積もりである一方で、信用リスクの引当金は、IFRS第９

号基準に基づき算出されており、予測損失および引当金は直接比較することができない（2023年12月31日現在の

連結財務書類の注記1.f.5「償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金

融商品の減損」を参照。）。

 

モーゲージ・エクスポージャーの大部分は、フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキン

グ、ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングならびにルクセンブルクのコマーシャルバ

ンキングおよび個人向けバンキングに関するものである。住宅ローンは、厳格かつ明確な手続に従って提供さ

れる。リテール顧客による不履行になっていない貸出金についてのデフォルト確率の平均値は、1.34％であ

る。債務不履行による平均損失率の低さは住宅ローンが付与された際に設定される担保を反映している。リボ

ルビング・エクスポージャーおよびその他エクスポージャーの大部分は、信用度において幅広い範囲の顧客を

有し、また担保の水準の低い消費者向けローン子会社に関連するものである。
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地域別のリテール・ポートフォリオのデフォルト確率の平均値およびの債務不履行による損失の平均値

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

債務不履行ではない
エクスポージャー

デフォルト確率の
平均値

債務不履行による
損失の平均値

欧州(*) 273,289 1.34％ 20％

　うちフランス 145,826 1.48％ 21％

　うちベルギー 81,663 1.15％ 18％

　うちルクセンブルク 8,983 0.91％ 21％

　うちイタリア 34,683 1.27％ 21％

北アメリカ 548 n.s. n.s.

アジア太平洋 414 n.s. n.s.

その他の国々 603 n.s. n.s.

合計 274,854 1.34％ 20％

(*)　EUおよび欧州自由貿易連合（EFTA）も含む。

 

（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

債務不履行ではない
エクスポージャー

デフォルト確率の
平均値

債務不履行による
損失の平均値

欧州(*) 281,267 1.30％ 20％

　うちフランス 152,218 1.42％ 20％

　うちベルギー 83,212 1.14％ 17％

　うちルクセンブルク 9,148 0.73％ 23％

　うちイタリア 35,197 1.30％ 21％

北アメリカ 251 n.s. n.s.

アジア太平洋 102 n.s. n.s.

その他の国々 213 n.s. n.s.

合計 281,833 1.30％ 20％

(*)　EUおよび欧州自由貿易連合（EFTA）も含む。

 

信用リスク：標準的アプローチ

標準的アプローチで評価するエクスポージャーについては、BNPパリバは、監督当局に承認されている適格

格付機関（ECAIs）、スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ、フィッチ・レーティングス、サーブ

ドおよびフランス銀行による外部の格付を使用する。

当社グループは、各エクスポージャーのクラスに応じたリスク加重資産の算定に使用される外部の格付およ

び加重比と比較するために、欧州銀行監督機構および金融健全性監督・破綻処理機構が公表した対応表を用い

ている。
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スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズおよびフィッチ・レーティングスによる格付は主に、中央

政府および中央銀行、地域および地方の機関、公共機関および国際開発銀行ならびに機関および法人向けのエ

クスポージャーに用いられる。フランス銀行による格付は主に、法人向けエクスポージャーおよび不動産の担

保に保証されたエクスポージャーに用いられる。

サーブドによる格付は主に、法人向けエクスポージャーに用いられる。

直接適用可能な外部の格付が存在しない場合、発行体の優先無担保証券の格付を、可能な場合、外部のデー

タベースから入手し、場合によってはリスク加重のために用いる。

2023年12月31日現在、標準的アプローチで評価するエクスポージャーは、当社グループの信用リスクに対し

て、BNPパリバ・グループの総エクスポージャーの21％に相当するものとなった。この内訳は2022年12月31日

現在と比較して減少している。

以下の表では、規制上の資産クラス毎に分類される標準的リスク加重エクスポージャーの概要を示してい

る。標準的アプローチを用いて加重されているエクイティ・エクスポージャーは、主にファンド受益証券保有

者に付与された資産価値保証により構成されている。
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標準的アプローチを用いたエクスポージャーのクラスによる標準的信用リスクのエクスポージャー（EU CR

４）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

総エクスポージャー
引当金控除後の
エクスポージャー

債務不履行
エクスポージャー

リスク加
重資産

リスク・
ウェイト

の
加重平均

値

バランス
シート

オフバラ
ンスシー

ト

バランス
シート

オフバラ
ンスシー

ト

バランス
シート

オフバラ
ンスシー

ト

1
中央政府および中央
銀行

29,003 285 28,972 285 33,629 134 4,842 14％

2
地方政府および地方
機関

3,668 2,125 3,666 2,124 3,290 442 709 19％

3 公共機関事業体 1,779 1,417 1,778 1,417 1,737 351 1,110 53％

4 多国籍開発銀行 1,635 2 1,635 2 1,796 1  0％

5 国際組織 1,278 1 1,278 1 1,278   0％

6 金融機関 12,999 2,829 12,996 2,821 13,597 1,281 5,562 37％

7 法人 77,899 28,763 77,615 28,703 71,297 9,259 60,937 76％

8 リテール 94,497 29,923 92,854 29,872 89,681 2,081 62,749 68％

9
不動産の担保に保証
されたエクスポー
ジャー

39,750 1,976 39,422 1,966 35,040 867 16,012 45％

10
債務不履行エクス
ポージャー

9,777 285 4,661 251 4,469 66 4,957 109％

11
特定の高いリスクに
関連するエクスポー
ジャー(*)

        

12 カバード債         

13
短期の信用評価を有
する金融機関および
法人

        

14 集団投資事業 3,470 2,156 3,459 2,156 3,459 846 7,838 182％

15 株式 96 444 96 444 96 222 2,265 712％

16 その他の項目 35,286 1,662 35,286 1,662 35,286 1,556 21,211 58％

17 合計 311,139 71,868 303,718 71,704 294,657 17,107 188,191 60％

(*)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産開発部門におけるエクスポージャー。
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

総エクスポージャー
引当金控除後の
エクスポージャー

債務不履行
エクスポージャー

リスク加
重資産

リスク・
ウェイト

の
加重平均

値

バランス
シート

オフバラ
ンスシー

ト

バランス
シート

オフバラ
ンスシー

ト

バランス
シート

オフバラ
ンスシー

ト

1
中央政府および中央
銀行

36,898 527 36,856 527 41,819 183 6,229 15％

2
地方政府および地方
機関

4,121 2,032 4,117 2,032 3,778 551 774 18％

3 公共機関事業体 17,669 1,498 17,666 1,498 18,376 392 2,236 12％

4 多国籍開発銀行 221  221  221    

5 国際組織 989 34 989 34 989 33   

6 金融機関 10,673 1,829 10,668 1,827 11,760 967 4,411 35％

7 法人 91,999 41,300 91,538 41,184 84,950 15,325 80,433 80％

8 リテール 107,851 33,597 106,236 33,526 102,256 3,945 73,410 69％

9
不動産の担保に保証
されたエクスポー
ジャー

62,509 7,570 62,006 7,535 57,196 1,538 26,941 46％

10
債務不履行エクス
ポージャー

10,494 364 5,111 302 4,974 105 5,684 112％

11
特定の高いリスクに
関連するエクスポー
ジャー(*)

288 367 287 367 287 183 705 150％

12 カバード債         

13
短期の信用評価を有
する金融機関および
法人

        

14 集団投資事業 2,976 2,193 2,969 2,193 2,969 849 7,101 212％

15 株式 99 402 99 402 99 201 2,301 767％

16 その他の項目 39,334 1,352 39,334 1,352 39,334 1,203 21,150 52％

17 合計 386,121 93,066 378,097 92,778 369,008 25,475 231,375 59％

(*)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産開発部門におけるエクスポージャー。

 

外国為替の影響を除けば、標準的手法により処理された貸出金残高は2023年に大幅な減少を記録した。その

主な要因はバンク・オブ・ザ・ウェストの売却（99.9十億ユーロの減少）にあるが、特にステランティスの取

得に伴う法人顧客（7.7十億ユーロの増加）および主に欧州における金融機関（2.7十億ユーロの増加）を中心

とするコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の増加により一部相殺された。

以下の表は、標準的アプローチを用いて測定した当社グループの全事業部門の記録されている貸出金および

コミットメントのリスク・ウェイトによる分配額の内訳を、標準資産クラス別に示したものである。債務不履

行エクスポージャーは、2023年12月31日現在、312十億ユーロ（2022年12月31日現在は394十億ユーロ）となっ

た。
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標準的信用リスク債務不履行エクスポージャー（EU CR５）

 

リスク・ウェイト
(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

債務不履行エクスポージャー（オンバランスおよびオフバランス）

0％ 20％ 35％ 50％ 75％ 100％ 150％ 370％ 1,250％ その他 合計
うち格付
なし
(*)

1 中央政府および中央銀行 28,305 630  225  4,602 1    33,764 8,934

2 地方政府および地方機関 682 2,922  4  124     3,732 1,650

3 公共機関事業体 633 251  287  916     2,088 583

4 多国籍開発銀行 1,797          1,797 161

5 国際組織 1,278          1,278 82

6 金融機関  10,229  2,232  2,356 62    14,878 520

7 法人 621 15,334 632 9,093  54,240 636    80,556 48,834

8 リテール   4,030  87,733      91,762 91,762

9
不動産の担保に保証されたエクス
ポージャー

  24,637 5,221 2,293 3,560 197    35,907 28,231

10 債務不履行エクスポージャー      3,694 842    4,536 4,438

11
特定の高いリスクに関連するエクス
ポージャー(**)

          -  

12 カバード債           -  

13
短期の信用評価を有する金融機関お
よび法人

          -  

14
集団投資事業におけるユニットまた
は株式

7 101  109  809 7   3,272 4,305 4,034

15 株式        194 124  318 318

16 その他の項目 7,805 566  139  14,280    14,052 36,843 28,466

17 合計 41,129 30,032 29,298 17,311 90,025 84,581 1,745 194 124 17,324 311,764 218,013

(*)　 外部格付機関による信用格付がない取引先へのエクスポージャー。

(**)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産開発部門におけるエクスポージャー。
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リスク・ウェイト
(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在

債務不履行エクスポージャー（オンバランスおよびオフバランス）

0％ 20％ 35％ 50％ 75％ 100％ 150％ 370％ 1,250％ その他 合計
うち格付
なし
(*)

1 中央政府および中央銀行 35,509 211  192  6,096 1    42,002 10,814

2 地方政府および地方機関 706 3,556    66     4,328 1,728

3 公共機関事業体 11,016 6,717  267  768     18,768 11,122

4 多国籍開発銀行 221          221  

5 国際組織 1,023          1,022 132

6 金融機関  9,156  1,992  1,471 107    12,727 355

7 法人 617 13,392 3,732 8,990  72,261 1,283    100,275 67,137

8 リテール   4,193  102,007      106,201 106,201

9
不動産の担保に保証されたエクス
ポージャー

  34,186 16,586 2,815 4,339 808    58,734 40,307

10 債務不履行エクスポージャー      3,870 1,209    5,079 5,033

11
特定の高いリスクに関連するエクス
ポージャー(**)

      470    470 19

12 カバード債             

13
短期の信用評価を有する金融機関お
よび法人

            

14
集団投資事業におけるユニットまた
は株式

13 84  124  541 8   3,047 3,818 3,526

15 株式        165 135  300 300

16 その他の項目 13,777 190  141  16,064    10,366 40,538 27,705

17 合計 62,881 33,306 42,111 28,293 104,822 105,468 3,888 165 135 13,414 394,482 274,379

(*)　 外部格付機関による信用格付がない取引先へのエクスポージャー。

(**)　リスク特性が市場の状況により影響を受ける可能性がある不動産開発部門におけるエクスポージャー。
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以下の図は、標準的アプローチを用いて測定した、当社グループの全事業部門に係る信用リスクに関連する

債務不履行エクスポージャー残高のリスク・ウェイト別内訳を示している。

 

リスク・ウェイト別の標準的アプローチを用いた債務不履行エクスポージャー

 

 

信用リスク：簡便加重法に基づく株式

エクスポージャー

2023年12月31日現在の簡便加重法に基づくエクスポージャーは、13.6十億ユーロであり、2022年12月31日現

在では12.1十億ユーロであった。

 

範囲

当社グループがトレーディング・ポートフォリオ外に保有する株式は、「発行体の資産または利益に対する

残余財産分配請求権についての劣後株式であるか、同等の経済的性質を有する」有価証券である。当該証券は

以下を含む。

・上場および未上場の株式（投資ファンドの受益証券を含む。）

・（株式で償還または株式と交換が可能な）転換社債に組み込まれたオプション

・ストック・オプション

・最劣後債

・コミットメントに基づく私募ファンド

・株式持分のヘッジ

・持分法で会計処理される連結会社の株式
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簡便加重法により処理されるエクスポージャーの範囲には、以下の項目は含まれない。

・主に持分法の下で連結されるかまたは資本を通じて公正価値で測定する金融資産として保有される、当社

グループが10％超を有する信用機関または金融機関の持分は、控除項目から除外され、一律に250％の加

重がなされる（2022年12月31日現在の4.6十億ユーロのエクスポージャーと比較して、2023年12月31日現

在は4.9十億ユーロのエクスポージャー）。

・集団投資事業（UCI）のユニットまたは株式の形のエクスポージャーは、規則（EU）2019/876の第132条か

ら第132c条（透明性アプローチ）の規定に従って処理された（2022年12月31日現在の5.2十億ユーロのエ

クスポージャーと比較して、2023年12月31日現在は5.6十億ユーロのエクスポージャー）。

 

会計原則および評価手法

会計原則および評価手法は、連結財務書類の注1.f「金融資産および金融負債」に記載されている。

 

損益合計

株主資本に計上される未実現収益および未実現損失の合計は、連結財務書類の注5.c「資本を通じて公正価

値で測定する金融資産」に記載されている。

 

リスク加重資産

簡便加重法には、リスク加重資産の算出において、以下のリスク・ウェイトが含まれる。

・プリンシパル・インベストメンツの事業の活動の中で中長期の評価目的のために保有される投資および当

行の事業部門の業務に沿った分散されたポートフォリオにおける未公開株式のエクスポージャーは、

190％である。

・主に当行の事業部門の業務に関連した投資を含む、上場の株式の形で保有されるエクスポージャーは、

290％である。また、プリンシパル・インベストメンツに関連したいくつかのエクスポージャーもこの分

類に含まれる。

・主に持分法の下で連結される企業（下記表「保険事業（EU INS１）」に記載される当社グループのプルデ

ンシャル・スコープにおける保険事業体を含む。）を含む株式の形で保有されるすべてのエクスポー

ジャーは、370％である。さらに、かかるリスク・ウェイトは、非分散のポートフォリオにおける非上場

の投資にも適用される。
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簡便加重法に基づくエクイティ・ポジション（EU CR10）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

オンバラン
スシート総
エクスポー
ジャー

オフバラン
スシート総
エクスポー
ジャー

リスク・
ウェイト

エクスポー
ジャー値

リスク加重
エクスポー
ジャー額

予測損失額

プライベート・エクイティ・
エクスポージャー

1,820 23 190％ 1,831 3,480 15

上場株式エクスポージャー 1,278  290％ 1,278 3,706 10

その他株式エクスポージャー 10,474  370％ 10,474 38,755 251

合計 13,572 23  13,584 45,941 276

 

（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

オンバラン
スシート総
エクスポー
ジャー

オフバラン
スシート総
エクスポー
ジャー

リスク・
ウェイト

エクスポー
ジャー値

リスク加重
エクスポー
ジャー額

予測損失額

プライベート・エクイティ・
エクスポージャー

1,529 50 190％ 1,554 2,952 12

上場株式エクスポージャー 1,026  290％ 1,026 2,976 8

その他株式エクスポージャー 9,531  370％ 9,531 35,263 229

合計 12,086 50  12,111 41,192 249

 

リスク加重資産の2023年における５十億ユーロの増加は、主に、ポートフォリオ全体への市場効果に関連し

ている。

当社グループは特別融資のポートフォリオに関して簡便加重法を用いていない。

 

保険事業（EU INS１）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

1 保険企業に対する株式保有(*)（370％のリスク加重以前） 4,824 4,561

リスク加重資産合計 17,847 16,876

(*)　　 プルデンシャル・スコープにおいて持分法で連結される保険企業に対する重要な金融保有を表し、それは保険会社

に対する保有の規制資本からの控除を免除する規則（EU）575/2013第49条の規定の恩恵を受けている。規則（EU）

575/2013第48条の規定に基づき、規制資本に対する潜在的な控除は、エクイティ・ティア１比率に対する10ベーシ

ス・ポイント未満の低下等の限定的な影響を与えることとなる。

 

エクスポージャー、引当金およびリスク費用（監査済）

償却原価で測定する資産に関連する減損エクスポージャー（ステージ３）、供与した融資コミットメントお

よび供与した保証コミットメント、ならびに担保として受領した保証は、連結財務書類の注5.f「減損金融資

産（ステージ３）」に記載されている。不良債権（ステージ３）の定義は連結財務書類の注1.f.5「償却原価

で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損」内の「債務不履行の

定義」に記載されている。
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以下の表は、連結のプルデンシャル・スコープに含まれる不履行になっていない金融資産および不良金融資

産（注１）の帳簿価額を示す。

以下のいずれか１つに該当する場合、不良エクスポージャーとみなされる。

・債務不履行エクスポージャー

・債務不履行になっていない延滞が90日を超えるエクスポージャー

・履行状態に復帰するまでに要する最低１年間の貸出条件変更済貸出金（下記「貸出条件変更済貸出金（監

査済）」を参照。）

これに関して、EU実施規則2021/637に従い、本セクションにおける表の範囲は、以下の項目を含む。

・中央銀行への当座預金（現金預金は考慮しない。）

・償却原価で測定する貸出金および債権ならびに負債証券

・資本を通じて公正価値で測定する貸出金および債権ならびに負債証券

・トレーディング・ポートフォリオを除く、純損益を通じて公正価値で測定する貸出金および債権ならびに

負債証券

・トレーディング・ポートフォリオ以外の融資コミットメントおよび保証コミットメント

債務不履行エクスポージャーには、減損された貸出金および債権（ステージ３）のほか、トレーディング勘

定外の、純損益を通じて公正価値で測定する不良貸出金および債権ならびに負債証券が含まれる。

記載されているエクスポージャーの分類は、監督当局向けの財務報告書（注２）に基づいており、第３の柱

に関して通常用いられるエクスポージャーの分類とは異なる。かかる分類は以下のとおりである。

・中央銀行

・主に中央政府、地域または地方の機関および国際機関を含む行政機関

・金融機関および多国籍開発銀行を含む金融機関

・金融機関（特に監督された投資会社および清算機関）および企業（主に投資ファンド、年金基金および保

険会社）を含むその他の金融企業

・主に法人および中小企業（SME）を含む非金融企業

・世帯：主に中小企業以外の個人向けポートフォリオ

さらに、金融機関の監督上の報告に関するEU実施規則2021/451の別紙３および別紙５に従い、上記の項目に

関して、売却目的で保有する資産（注３）は、表中の独立した行に表示されている。

 

(注１)　2023年12月31日現在、当社グループの不良貸出金の比率は、2022年12月31日現在の2.1％と比較して2.2％となっ

た。かかる比率は、欧州銀行監督機構が欧州における不良貸出金を監督するために使用されている。これは中央

銀行に対する受領した保証金控除前の貸出金、債権および預金の総残高に基づいて計算されている。

(注２)　監督上の報告に関するEU実施規則2021/451の別紙３および別紙５。

(注３)　連結財務書類の注9.e「非継続事業」を参照。
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不履行になっていないエクスポージャーおよび不良エクスポージャーならびに関連引当金（EU CR１）（監

査済）

 
 2023年12月31日現在

 

帳簿価額総額
減損累計額、信用リスクに起因する

公正価値の累計マイナス変動および引当金

受領した担保
および
融資保証

 

不履行になっていない
エクスポージャー

不良エクスポージャー
不履行になっていない
エクスポージャー

不良エクスポージャー
不履行に
なっていな
いエクス
ポージャー

不良エク
スポー
ジャー

（単位：
百万ユーロ）

 
うち

ステージ１
うち

ステージ２
 

うちス
テージ１
およびス
テージ２

うち債務
不履行

 
うち

ステージ１
うち

ステージ２
 

うちス
テージ１
およびス
テージ２

うち債務不
履行

005

中央銀行へ
の当座預金
およびその
他要求払預
金

292,738 292,359 379 2 - 2 (26) (21) (5) - - - 973 -

010
貸出金および
債権

902,012 828,757 73,255 26,775 465 26,310 (4,338) (1,960) (2,378) (13,261) (13) (13,248) 538,230 8,551

020 中央銀行 9,731 9,731           3,313  

030 一般政府 33,971 31,954 2,017 256 93 163 (16) (6) (10) (39) (1) (38) 8,826 167

040 金融機関 7,457 6,839 618 80  80 (27) (18) (9) (67)  (67) 3,580  

050
その他の金融
企業

90,811 87,537 3,274 1,412  1,412 (153) (70) (83) (856)  (856) 21,110 502

060 非金融企業 430,758 380,019 50,739 14,155 344 13,811 (1,807) (726) (1,081) (6,978) (3) (6,975) 272,354 5,011

070
うち中小
企業

127,144 108,650 18,494 5,597 90 5,507 (770) (319) (451) (2,363) (2) (2,361) 92,600 2,532

080 世帯 329,284 312,677 16,607 10,872 28 10,844 (2,335) (1,140) (1,195) (5,321) (9) (5,312) 229,047 2,871

090 負債証券 175,677 175,342 335 349 - 349 (36) (19) (17) (226) - (226) 4,017 -

100 中央銀行 4,705 4,705             

110 一般政府 118,856 118,785 71    (17) (14) (3)    450  

120 金融機関 18,004 18,004  101  101    (101)  (101) 3,262  

130
その他の金融
企業

27,747 27,552 195 152  152 (13) (1) (12) (56)  (56) 305  

140 非金融企業 6,365 6,296 69 96  96 (6) (4) (2) (69)  (69)   

150
オフバランス
シート・エク
スポージャー

560,116 533,559 26,557 1,661 3 1,658 (570) (269) (301) (313) - (313) 142,400 398

160 中央銀行 51,627 51,627           49,622  

170 一般政府 11,292 9,915 1,377 48  48 (5) (2) (3)    742 42

180 金融機関 15,155 13,611 1,544    (27) (7) (20)    654  

190
その他の金融
企業

77,005 76,019 986 87  87 (32) (24) (8) (11)  (11) 17,614 12

200 非金融企業 357,031 335,568 21,463 1,390 4 1,386 (421) (182) (239) (298)  (298) 69,078 331

210 世帯 48,006 46,819 1,187 136 (1) 137 (85) (54) (31) (4)  (4) 4,690 13

220 合計 1,930,543 1,830,017 100,526 28,787 468 28,319 (4,970) (2,269) (2,701) (13,800) (13) (13,787) 685,620 8,949
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 2022年12月31日現在

 

帳簿価額総額
減損累計額、信用リスクに起因する

公正価値の累計マイナス変動および引当金

受領した担保
および
融資保証

 

不履行になっていない
エクスポージャー

不良エクスポージャー
不履行になっていない
エクスポージャー

不良エクスポージャー
不履行に
なっていな
いエクス
ポージャー

不良エク
スポー
ジャー

（単位：
百万ユーロ）

 
うち

ステージ１
うち

ステージ２
 

うちス
テージ１
およびス
テージ２

うち債務
不履行

 
うち

ステージ１
うち

ステージ２
 

うちス
テージ１
およびス
テージ２

うち債務不
履行

005

中央銀行へ
の当座預金
およびその
他要求払預
金

326,410 325,762 648 4 1 3 (29) (20) (9) (1) - (1) 829 -

010
貸出金および
債権

905,208 818,136 87,072 26,337 447 25,890 (4,862) (2,045) (2,817) (13,513) (10) (13,503) 540,589 8,359

020 中央銀行 13,619 13,612 7          4,807  

030 一般政府 31,523 30,155 1,368 199 99 100 (15) (6) (9) (26) (2) (24) 8,138 151

040 金融機関 8,044 7,912 132 84 1 83 (13) (6) (7) (79)  (79) 3,817 1

050
その他の金融
企業

84,667 79,895 4,772 1,106  1,106 (169) (70) (99) (778)  (778) 25,770 284

060 非金融企業 437,918 374,954 62,964 13,196 329 12,867 (2,267) (803) (1,464) (6,920) (7) (6,913) 267,929 4,711

070
うち中小
企業

125,350 110,545 14,805 4,984 89 4,895 (804) (327) (477) (2,277) (4) (2,273) 87,527 2,154

080 世帯 329,437 311,608 17,829 11,752 18 11,734 (2,398) (1,160) (1,238) (5,710) (1) (5,709) 230,128 3,212

090 負債証券 154,741 154,209 532 348 - 348 (68) (42) (26) (231) - (231) 3,182 20

100 中央銀行 6,012 6,012             

110 一般政府 105,318 104,965 353    (32) (23) (9)    476  

120 金融機関 13,320 13,320  103  103 (5) (5)  (103)  (103) 2,390  

130
その他の金融
企業

24,801 24,635 166 111  111 (24) (7) (17) (44)  (44) 316  

140 非金融企業 5,290 5,277 13 134  134 (7) (7)  (84)  (84)  20

 
売却目的で
保有する資
産

79,542 76,392 3,150 553 - 553 (267) (141) (126) (62) - (62) 46,754 283

150
オフバランス
シート・エク
スポージャー

565,733 533,619 32,114 1,730 - 1,730 (664) (325) (339) (316) - (316) 127,110 386

160 中央銀行 50,759 50,742 17 1  1       48,718  

170 一般政府 12,256 11,128 1,128 10  10 (6) (2) (4)    947  

180 金融機関 13,832 13,033 799 1  1 (12) (5) (7)    652  

190
その他の金融
企業

68,425 66,541 1,884 24  24 (50) (36) (14) (9)  (9) 15,334 5

200 非金融企業 363,252 336,133 27,119 1,489  1,489 (500) (221) (279) (299)  (299) 57,571 377

210 世帯 57,209 56,042 1,167 205  205 (96) (61) (35) (8)  (8) 3,888 4

220 合計 2,031,634 1,908,118 123,516 28,972 448 28,524 (5,890) (2,573) (3,317) (14,123) (10) (14,113) 718,464 9,048

 

不良貸出金および不良債権の残高の変動（EU CR２）については、2023年12月31日現在の連結財務書類の注

記5.f「減損金融資産（ステージ３）」に記載されている。
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延滞日別不履行になっていないエクスポージャーおよび不良エクスポージャー（EU CQ３）（監査済）

 

 

2023年12月31日現在

不履行になっていない
エクスポージャー

不良エクスポージャー

（単位：
百万ユーロ）

 
延滞が
30日以下

30日超
90日以下

 

延滞前だが
支払われる
可能性が低
いまたは延
滞が90日以

下

90日超
180日以下

180日超
１年以下

１年超
２年以下

２年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
うち債務不

履行

005

中央銀行への現金残高
およびその他要求払預
金

292,738 292,738 - 2 - - - - - - 2 2

010 貸出金および債権 902,012 897,206 4,806 26,775 9,475 2,051 2,110 2,728 4,780 1,374 4,257 26,310

020 中央銀行 9,731 9,731           

030 一般政府 33,971 33,935 36 256 36 12 6 69 99 28 6 163

040 金融機関 7,457 7,454 3 80 3   2   75 79

050 その他の金融企業 90,811 90,687 124 1,412 638 30 5 309 230 8 192 1,412

060 非金融企業 430,758 427,102 3,656 14,155 5,847 995 848 1,049 1,767 869 2,780 13,812

070 うち中小企業 127,144 126,363 781 5,597 2,082 378 544 707 838 314 734 5,506

080 世帯 329,284 328,297 987 10,872 2,951 1,014 1,251 1,299 2,684 469 1,204 10,844

090 負債証券 175,677 175,677 - 349 236 - - - 5 101 7 349

100 中央銀行 4,705 4,705           

110 一般政府 118,856 118,856           

120 金融機関 18,004 18,004  101 2     99  101

130 その他の金融企業 27,747 27,747  152 144     2 6 152

140 非金融企業 6,365 6,365  96 90    5  1 96

150
オフバランスシート・
エクスポージャー

560,116   1,661        1,658

160 中央銀行 51,627            

170 一般政府 11,292   48        48

180 金融機関 15,155            

190 その他の金融企業 77,005   87        87

200 非金融企業 357,031   1,390        1,386

210 世帯 48,006   136        137

220 合計 1,930,543 1,365,621 4,806 28,787 9,711 2,051 2,110 2,728 4,785 1,475 4,266 28,319
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2022年12月31日現在

不履行になっていない
エクスポージャー

不良エクスポージャー

（単位：
百万ユーロ）

 
延滞が
30日以下

30日超
90日以下

 

延滞前だが
支払われる
可能性が低
いまたは延
滞が90日以

下

90日超
180日以下

180日超
１年以下

１年超
２年以下

２年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
うち債務不

履行

005

中央銀行への現金残高
およびその他要求払預
金

326,410 326,410 - 4 1 - - - - - 3 3

010 貸出金および債権 905,208 900,706 4,502 26,337 7,736 1,773 2,163 2,246 5,434 1,662 5,323 25,890

020 中央銀行 13,619 13,619           

030 一般政府 31,523 31,462 61 199 35 6 7 40 68 35 8 100

040 金融機関 8,044 8,028 16 84    3   81 83

050 その他の金融企業 84,667 84,598 69 1,106 572 1 10 64 251 5 203 1,106

060 非金融企業 437,918 434,683 3,235 13,196 4,314 687 970 903 2,286 968 3,068 12,867

070 うち中小企業 125,350 124,698 652 4,984 1,422 365 472 508 914 401 902 4,895

080 世帯 329,437 328,316 1,121 11,752 2,815 1,079 1,176 1,236 2,829 654 1,963 11,734

090 負債証券 154,741 154,741 - 348 232 - - - 4 101 11 348

100 中央銀行 6,012 6,012           

110 一般政府 105,318 105,318           

120 金融機関 13,320 13,320  103 4     99  103

130 その他の金融企業 24,801 24,801  111 100     2 9 111

140 非金融企業 5,290 5,290  134 128    4  2 134

 
売却目的で保有する資
産

79,542 79,130 412 553 372 67 91 15 8 - - 553

150
オフバランスシート・
エクスポージャー

565,733   1,730        1,730

160 中央銀行 50,759   1        1

170 一般政府 12,256   10        10

180 金融機関 13,832   1        1

190 その他の金融企業 68,425   24        24

200 非金融企業 363,252   1,489        1,489

210 世帯 57,209   205        205

220 合計 2,031,634 1,460,987 4,914 28,972 8,341 1,840 2,254 2,261 5,446 1,763 5,337 28,524
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以下の表（「エクスポージャーおよび引当金の地域別内訳（EU CQ４）（監査済）」）は、オンバランス

シートおよびオフバランスシートのエクスポージャーを示している。これらのエクスポージャーは、信用リス

クを主としたすべての当社グループのリスクに寄与している。

 

エクスポージャーおよび引当金の地域別内訳（EU CQ４）（監査済）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

 

帳簿価額総額／想定元本  減損累計額

オフバラ
ンスシー
ト・コ
ミットメ
ントおよ
び付与さ
れた金融
保証に係
る引当金

不良エクス
ポージャー
における信
用リスクに
起因する公
正価値の累
計マイナス

変動

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち不良
エクスポージャー

うち減損の対
象となる貸出
金および債権

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品 （ ス
テ ー ジ
２）

うち債務不
履行

  

 
うち債務
不履行

010　オンバランスシート・エクスポージャー 1,397,553 74,371 27,126 26,661 1,393,402 (17,817) (2,404) (13,404)  (70)

欧州(*) 1,100,051 62,345 22,566 22,352 1,097,563 (14,349) (2,050) (10,559)  (43)

フランス 490,339 21,068 9,042 8,897 488,938 (5,286) (759) (3,949)  (8)

ベルギー 174,544 9,073 2,531 2,521 174,517 (1,423) (190) (1,087)   

ルクセンブルク 51,238 2,419 362 357 51,042 (189) (46) (113)  (3)

イタリア 133,525 8,179 4,631 4,629 133,453 (3,657) (487) (2,784)  (23)

英国 57,788 4,811 977 966 57,545 (743) (99) (533)  (7)

ドイツ 52,738 5,913 1,330 1,308 52,529 (987) (151) (689)   

オランダ 21,181 2,190 160 157 21,165 (92) (20) (52)   

その他欧州諸国 118,699 8,693 3,532 3,517 118,374 (1,972) (298) (1,353)  (3)

北アメリカ 111,548 4,431 767 614 110,240 (225) (87) (113)  (27)

アジア太平洋 95,147 2,294 323 320 94,981 (290) (48) (160)   

日本 31,455 276 12 12 31,424 (2) (1)    

北アジア 26,472 855 149 148 26,466 (103) (11) (31)   

東南アジア（ASEAN） 18,706 488 131 130 18,697 (165) (32) (121)   

インド半島および太平洋 18,514 675 31 30 18,394 (20) (4) (8)   

070　その他の国々 90,807 5,301 3,471 3,375 90,617 (2,954) (218) (2,571)   

トルコ 14,086 1,201 140 140 14,066 (213) (83) (81)   

地中海沿岸地方 9,387 1,450 798 791 9,387 (723) (54) (630)   

湾岸諸国およびアフリカ 10,606 267 1,726 1,726 10,606 (1,509) (43) (1,439)   

ラテンアメリカ 17,683 592 318 316 17,513 (264) (16) (214)   

その他 39,045 1,791 489 402 39,045 (245) (22) (207)   
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（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

帳簿価額総額／想定元本 減損累計額

オフバラ
ンスシー
ト・コ
ミットメ
ントおよ
び付与さ
れた金融
保証に係
る引当金

不良エクス
ポージャー
における信
用リスクに
起因する公
正価値の累
計マイナス

変動

       

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち不良
エクスポージャー

うち減損の対
象となる貸出
金および債権

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち債務不
履行

  

 
うち債務
不履行

080　オフバランスシート・エクスポージャー 561,777 26,559 1,661 1,658 561,777 (883) (301) (313) (883)  

欧州(*) 350,726 14,572 1,230 1,228 350,726 (560) (172) (178) (560) 　

フランス 102,178 3,597 286 286 102,178 (159) (52) (37) (159) 　

ベルギー 41,563 2,157 190 190 41,563 (106) (16) (64) (106) 　

ルクセンブルク 16,864 492 51 51 16,864 (19) (7) (3) (19) 　

イタリア 40,105 1,604 367 367 40,105 (90) (25) (40) (90) 　

英国 39,555 2,538 114 114 39,555 (55) (32) (2) (55) 　

ドイツ 32,110 1,726 57 57 32,110 (52) (14) (21) (52) 　

オランダ 17,431 406 47 47 17,431 (12) (2) (3) (12) 　

その他欧州諸国 60,920 2,052 119 116 60,920 (66) (24) (8) (66) 　

北アメリカ 111,492 7,479 177 177 111,492 (135) (74) (38) (135) 　

アジア太平洋 33,458 863 30 30 33,458 (14) (3) - (14) 　

日本 2,669    2,669 (1)   (1) 　

北アジア 18,854 151 27 27 18,854 (7) (1)  (7) 　

東南アジア（ASEAN） 4,896 429 3 3 4,896 (3) (1)  (3) 　

インド半島および太平洋 7,038 283   7,038 (4) (1) 　 (4) 　

140　その他の国々 66,101 3,645 223 223 66,101 (174) (53) (97) (174) 　

トルコ 4,633 388 8 8 4,633 (31) (21) (4) (31) 　

地中海沿岸地方 2,240 521 86 86 2,240 (58) (14) (39) (58) 　

湾岸諸国およびアフリカ 44,285 316 49 49 44,285 (65) (5) (54) (65) 　

ラテンアメリカ 5,910 812 33 33 5,910 (11) (9) 　 (11) 　

その他 9,033 1,608 48 48 9,033 (9) (4) 　 (9) 　

150　合計 1,959,330 100,930 28,787 28,319 1,955,179 (18,700) (2,705) (13,717) (883) (70)

(*)　欧州連合、欧州自由貿易連合（EFTA）および英国も含む。
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

帳簿価額総額／想定元本 減損累計額

オフバラ
ンスシー
ト・コ
ミットメ
ントおよ
び付与さ
れた金融
保証に係
る引当金

不良エクス
ポージャー
における信
用リスクに
起因する公
正価値の累
計マイナス

変動

       

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち不良
エクスポージャー

うち減損の対象
となる貸出金お

よび債権
 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち債務不
履行

  

 
うち債務
不履行

010　オンバランスシート・エクスポージャー 1,493,143 91,775 27,242 26,794 1,486,697 (18,972) (2,978) (13,736) - (61)

うち、継続事業のバランスシート・
エクスポージャー

1,413,048 88,625 26,689 26,241 1,406,602 (18,643) (2,852) (13,674)  (61)

欧州(*) 1,122,545 67,479 22,341 22,137 1,118,922 (14,740) (2,322) (10,662)  (61)

フランス 518,296 25,082 7,657 7,518 516,899 (4,949) (855) (3,518)  (17)

ベルギー 172,415 9,047 2,361 2,353 172,402 (1,368) (180) (1,035)   

ルクセンブルク 52,880 2,334 300 298 52,674 (176) (34) (113)  (22)

イタリア 135,910 8,587 5,823 5,818 135,218 (4,068) (543) (3,132)  (16)

英国 54,639 6,040 1,149 1,145 54,172 (799) (119) (585)  (3)

ドイツ 47,965 5,405 1,224 1,207 47,620 (976) (178) (673)   

オランダ 21,341 1,803 118 114 21,321 (135) (63) (52)   

その他欧州諸国 119,099 9,181 3,709 3,684 118,616 (2,269) (350) (1,554)  (3)

北アメリカ 103,128 7,354 330 200 101,157 (238) (112) (94)   

アジア太平洋 96,915 5,109 379 375 96,707 (356) (78) (174)   

日本 23,942 1,225 70 70 23,942 (9) (5) (3)   

北アジア 29,143 2,162 63 61 29,129 (132) (24) (41)   

東南アジア（ASEAN） 23,895 665 166 165 23,825 (168) (38) (108)   

インド半島および太平洋 19,935 1,057 80 79 19,811 (47) (11) (22)   

070　その他の国々 90,460 8,683 3,639 3,529 89,816 (3,309) (340) (2,744)   

トルコ 14,962 911 233 233 14,962 (338) (115) (151)   

地中海沿岸地方 8,886 1,485 818 809 8,886 (722) (75) (608)   

湾岸諸国およびアフリカ 14,696 1,099 2,005 2,003 14,696 (1,734) (71) (1,613)   

ラテンアメリカ 17,922 1,999 295 294 17,922 (313) (37) (226)   

その他 33,994 3,189 288 190 33,350 (202) (42) (146)   

うち、売却目的で保有する資産のバ
ランスシート・エクスポージャー

80,095 3,150 553 553 80,095 (329) (126) (62)   
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

帳簿価額総額／想定元本 減損累計額

オフバラ
ンスシー
ト・コ
ミットメ
ントおよ
び付与さ
れた金融
保証に係
る引当金

不良エクス
ポージャー
における信
用リスクに
起因する公
正価値の累
計マイナス

変動

       

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち不良エクスポー
ジャー

うち減損の対
象となる貸出
金および債権

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち債務不
履行

  

 
うち債務
不履行

080　オフバランスシート・エクスポージャー 567,463 32,114 1,729 1,730 567,463 (980) (338) (316) (980) -

欧州(*) 345,858 18,237 1,286 1,286 345,858 (633) (204) (196) (633)  

フランス 101,899 4,072 179 179 101,899 (158) (49) (41) (158)  

ベルギー 40,336 3,115 252 252 40,336 (125) (22) (70) (125)  

ルクセンブルク 16,102 614 20 20 16,102 (20) (7) (1) (20)  

イタリア 36,399 1,519 340 340 36,399 (104) (30) (44) (104)  

英国 42,349 3,014 326 326 42,349 (60) (33) (1) (60)  

ドイツ 31,969 1,545 50 50 31,969 (64) (25) (18) (64)  

オランダ 15,774 946 20 20 15,774 (24) (11) (5) (24)  

その他欧州諸国 61,030 3,412 99 99 61,030 (78) (27) (16) (78)  

北アメリカ 125,435 8,554 115 115 125,435 (133) (67) (19) (133)  

アジア太平洋 34,728 1,655 3 3 34,728 (20) (8)  (20)  

日本 2,764 158   2,764 (1)   (1)  

北アジア 18,354 588   18,354 (10) (4)  (10)  

東南アジア（ASEAN） 5,841 263 3 3 5,841 (4) (1)  (5)  

インド半島および太平洋 7,769 646   7,769 (5) (3)  (4)  

140　その他の国々 61,442 3,668 325 325 61,442 (194) (60) (101) (194)  

トルコ 4,891 338 13 13 4,891 (35) (19) (7) (35)  

地中海沿岸地方 2,492 287 92 92 2,492 (54) (11) (37) (54)  

湾岸諸国およびアフリカ 40,860 578 73 73 40,860 (79) (14) (56) (79)  

ラテンアメリカ 5,316 1,026 141 141 5,316 (16) (10) (1) (16)  

その他 7,883 1,439 6 6 7,883 (10) (6)  (10)  

150　合計 2,060,606 123,889 28,971 28,524 2,054,160 (19,952) (3,316) (14,052) (980) (61)

(*)　欧州連合、欧州自由貿易連合（EFTA）および英国も含む。

 

EU実施規則2021/637に従い、以下の表（「業種別の非金融企業に対する貸出金および債権ならびに引当金の

内訳（EU CQ５）（監査済）」）は、非金融企業の範囲内における貸出金および債権の内訳を示している。中

央政府および中央銀行、金融機関、金融企業および世帯に対するすべてのエクスポージャーは考慮されていな

い。これらのオンバランスシートおよびオフバランスシートのエクスポージャーは、信用リスクを主としたす

べての当社グループのリスクに寄与している。部門別内訳は、経済活動の統計分類であるNACE改定２を規定す

る欧州規則1893/2006に定義されるとおり、借入人の申告に基づいている。
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これらと同じ継続事業のバランスシート・エクスポージャーを部門別に分類したものは、「(10) 環境・社

会・ガバナンスリスク」内の表「セクター別、排出量別および残存期間別のエクスポージャーの信用の質」に

含まれている。しかし、後者の場合、エクスポージャーには、トレーディング目的で保有していない負債証券

および資本性金融商品が含まれる。

 

業種別の非金融企業に対する貸出金および債権ならびに引当金の内訳（EU CQ５）（監査済）

 

  2023年12月31日現在

  帳簿価額総額／想定元本 減損累計額

不良エク
スポー
ジャーの
信用リス
クに起因
する公正
価値の累
計マイナ
ス変動

          

   

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち不良

うち減損
の対象と
なる貸出
金および
債権

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち債務
不履行

      

（単位：百万ユーロ）

  
うち債務
不履行

 

 
オンバランスシー
ト ・ エ ク ス ポ ー
ジャー

444,913 51,031 14,155 13,810 443,073 (8,753) (1,084) (6,942) (33)

010
農業、林業およ
び漁業

12,989 969 460 457 12,841 (341) (40) (261)  

020
鉱業および石材
業

7,622 544 192 192 7,622 (124) (5) (108)  

030 製造業 91,434 9,444 2,603 2,439 90,492 (2,035) (235) (1,663)  

040
電気、ガス、蒸
気および空調の
供給

18,367 1,537 312 310 18,366 (138) (17) (102)  

050 水道供給 2,507 276 108 106 2,507 (72) (4) (62)  

060 建設業 25,544 2,919 2,110 2,099 25,523 (1,494) (49) (1,389) (6)

070
卸売業および小
売業

69,557 10,492 2,120 2,084 69,546 (1,323) (172) (1,033)  

080 輸送および保管 28,600 3,837 593 591 28,529 (423) (51) (335)  

090
宿泊および食事
サービス業

7,545 1,761 653 652 7,517 (347) (69) (262)  

100
情報および通信
業

16,133 2,147 620 606 15,758 (178) (46) (111) (27)

110
金融および保険
業

21,192 1,650 788 711 20,964 (502) (58) (408)  

120 不動産業 61,270 7,111 1,494 1,494 61,256 (730) (181) (438)  

130
専門的、科学的
および技術的活
動

19,413 2,087 604 592 19,413 (333) (41) (257)  
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140
管理および支援
サービス活動

45,092 2,462 624 618 45,091 (334) (49) (252)  

150
行政および防
衛、必須社会保
障

724 55 59 59 724 (41) (4) (35)  

160 教育 1,072 165 34 34 1,072 (29) (5) (16)  

170
保健サービスお
よびソーシャル
ワーク活動

6,348 965 485 480 6,348 (139) (27) (96)  

180

芸術、エンター
テインメントお
よびレクリエー
ション

1,974 511 141 141 1,974 (83) (19) (51)  

190
その他のサービ
ス

7,531 2,098 155 146 7,530 (86) (12) (63)  

200
オフバランスシー
ト ・ エ ク ス ポ ー
ジャー

358,419 21,465 1,389 1,386 358,419 (717) (239) (296) -

 
農業、林業およ
び漁業

1,511 91 3 3 1,511 (3) (2) 0  

 
鉱業および石材
業

8,305 292 35 35 8,305 (6) (1) 0  

 製造業 112,756 4,542 352 352 112,756 (190) (63) (69)  

 
電気、ガス、蒸
気および空調の
供給

31,873 750 60 60 31,873 (26) (6) (10)  

 水道供給 3,317 90 19 19 3,317 (3) 0 (2)  

 建設業 32,639 2,205 356 356 32,639 (113) (29) (64)  

 
卸売業および小
売業

37,411 2,657 170 170 37,411 (91) (24) (45)  

 輸送および保管 20,851 3,981 33 33 20,851 (40) (31) (3)  

 
宿泊および食事
サービス業

2,595 247 30 30 2,595 (10) (6) (2)  

 
情報および通信
業

23,863 3,981 76 76 23,863 (50) (21) (21)  

 
金融および保険
業

20,121 904 37 37 20,121 (69) (13) (48)  

 不動産業 15,335 732 55 55 15,335 (26) (9) (7)  

 
専門的、科学的
および技術的活
動

22,323 877 29 26 22,323 (19) (7) (2)  

 
管理および支援
サービス活動

19,863 911 91 91 19,863 (27) (12) (5)  

 
行政および防
衛、必須社会保
障

364 110   364     
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 教育 279 30 1 1 279 (1)    

 
保健サービスお
よびソーシャル
ワーク活動

1,393 82 32 32 1,393 (3) (1)   

 

芸術、エンター
テインメントお
よびレクリエー
ション

1,030 259 5 5 1,030 (10) (6)   

 
その他のサービ
ス

2,589 452 5 5 2,589 (29) (7) (18)  

 合計 803,332 72,496 15,544 15,196 801,492 (9,470) (1,323) (7,238) (33)
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  2022年12月31日現在

  帳簿価額総額／想定元本 減損累計額

不良エク
スポー
ジャーの
信用リス
クに起因
する公正
価値の累
計マイナ
ス変動

          

   

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち不良

うち減損
の対象と
なる貸出
金および
債権

 

うち当初
認識時と
比べ著し
く信用リ
スクが増
大してい
るが、信
用減損で
はない商
品（ス
テージ
２）

うち債務
不履行

      

（単位：百万ユーロ）

  
うち債務
不履行

 

 
オンバランスシー
ト ・ エ ク ス ポ ー
ジャー

482,673 64,359 13,622 13,242 479,359 (9,306) (1,492) (6,929) (22)

 
うち継続事業のバ
ランスシート・エ
クスポージャー

451,114 63,221 13,196 12,816 447,800 (9,165) (1,470) (6,892) (22)

010
農業、林業およ
び漁業

13,302 1,409 526 510 13,102 (325) (69) (211)  

020
鉱業および石材
業

9,452 909 156 155 9,452 (123) (15) (93)  

030 製造業 90,538 11,715 2,723 2,687 88,733 (2,238) (323) (1,742)  

040
電気、ガス、蒸
気および空調の
供給

20,640 1,874 137 136 20,477 (135) (43) (68)  

050 水道供給 2,934 195 148 148 2,935 (134) (4) (124)  

060 建設業 24,991 3,288 2,262 2,226 24,970 (1,593) (83) (1,449) (3)

070
卸売業および小
売業

62,880 11,433 1,919 1,818 62,857 (1,287) (195) (964)  

080 輸送および保管 30,129 6,804 781 777 30,100 (551) (121) (386)  

090
宿泊および食事
サービス業

7,567 2,299 528 527 7,540 (365) (113) (232)  

100
情報および通信
業

15,925 1,824 204 201 15,435 (177) (27) (126)  

110
金融および保険
業

24,136 3,361 664 616 24,038 (346) (101) (195)  

120 不動産業 65,402 6,708 1,199 1,188 65,209 (649) (146) (415)  

130
専門的、科学的
および技術的活
動

20,782 2,592 478 472 20,782 (333) (55) (228)  

140
管理および支援
サービス活動

45,608 4,130 855 852 45,342 (588) (103) (444)  

150
行政および防
衛、必須社会保
障

288 35 6 5 288 (5)  (4)  

160 教育 817 91 43 43 817 (18) (2) (14)  
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170
保健サービスお
よびソーシャル
ワーク活動

5,606 882 190 187 5,606 (134) (29) (94)  

180

芸術、エンター
テインメントお
よびレクリエー
ション

2,207 433 153 153 2,207 (74) (17) (54)  

190
その他のサービ
ス

7,911 3,239 224 115 7,910 (91) (24) (49) (19)

 

うち売却目的で保
有する資産のバラ
ンスシート・エク
スポージャー

31,559 1,138 426 426 31,559 (141) (22) (37) 0

200
オフバランスシー
ト ・ エ ク ス ポ ー
ジャー

364,740 27,119 1,489 1,489 364,740 (795) (280) (295) -

 
農業、林業およ
び漁業

2,164 132 10 10 2,164 (8) (2)   

 
鉱業および石材
業

9,136 758 88 88 9,136 (9) (4)   

 製造業 118,678 7,287 326 326 118,678 (219) (89) (50)  

 
電気、ガス、蒸
気および空調の
供給

26,268 1,300 49 49 26,268 (29) (9) (7)  

 水道供給 3,535 170 4 4 3,535 (2)  (1)  

 建設業 34,086 3,754 431 431 34,086 (126) (30) (78)  

 
卸売業および小
売業

42,621 2,591 178 178 42,621 (126) (29) (70)  

 輸送および保管 21,354 4,634 267 267 21,354 (64) (49) (7)  

 
宿泊および食事
サービス業

2,334 167 23 23 2,334 (6) (2) (2)  

 
情報および通信
業

21,653 694 18 18 21,653 (16) (3) (2)  

 
金融および保険
業

21,368 1,091 14 14 21,368 (68) (14) (43)  

 不動産業 19,422 1,228 29 29 19,422 (22) (5) (8)  

 
専門的、科学的
および技術的活
動

17,887 1,097 49 49 17,887 (20) (8) (2)  

 
管理および支援
サービス活動

14,374 1,152 130 130 14,374 (38) (19) (9)  

 
行政および防
衛、必須社会保
障

748 28   748     

 教育 366 21 1 1 366     

 
保健サービスお
よびソーシャル
ワーク活動

1,777 147 2 2 1,777 (16) (2) (12)  
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芸術、エンター
テインメントお
よびレクリエー
ション

1,333 284 7 7 1,333 (6) (4)   

 
その他のサービ
ス

5,636 584 39 39 5,636 (20) (11) (4)  

 合計 847,413 91,478 15,111 14,731 844,099 (10,101) (1,772) (7,224) (22)

 

業種別のリスクは、総エクスポージャー（注１）およびリスク加重資産の観点から監視されている。当社グ

ループのリスク選好度に関する報告書の原則に従って定められた特定の部門は、監視の強化および詳細な検討

の対象となる。かかる監視は、事業グループならびに監視および内部リスク管理の名目で定められたこれらの

部門に関連する事業体のすべてのエクスポージャーを考慮し、より広範に実施される。

・レバレッジド・ファイナンス部門

2023年12月31日現在、金融スポンサーとのレバレッジ・バイアウト取引（LBO）に対する当社グループの

エクスポージャーは12.7十億ユーロであり、当社グループのオンバランスシートおよびオフバランスシート

のコミットメント総額の0.7％であった（2022年12月31日現在は18.4十億ユーロ、すなわち0.9％であっ

た。）。かかる減少の一部は、金利上昇に伴う新規の組成の減少およびM&A市場の減速によるものである。

これらのエクスポージャーは、各貸出金につき平均12百万ユーロ（事業グループに関するすべてのエクス

ポージャーを考慮すると24百万ユーロ）と非常に少額である。かかるポートフォリオは、年末にデフォルト

資産が増加し（2022年の361百万ユーロに対し762百万ユーロ）、ステージ３の引当金が（2022年末の125百

万ユーロに対し）156百万ユーロとなったにもかかわらず、現在の経済環境において、強靭（レジリエン

ト）であることを証明している。
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・船舶部門

船舶部門は、非常に異なるダイナミクスをみせる一連のセグメント（積荷、石油およびガスのタンカー、

コンテナ運搬船、石油サービスならびにクルーズ）をカバーしている。2023年において、これらの様々なセ

グメントは、非常に不均一にマクロ経済環境の発展による影響を受けた。クルーズ船事業は、需要の漸進的

な回復の恩恵を受けたが、パンデミックの期間に遅滞した銀行債務および輸出金融の返済の負担が残存して

いる。コンテナ運搬船は、2022年下半期から減速の兆しが見られるものの、かかるセグメントは依然として

好調に推移している。最後に、ドライバルク船およびタンカー事業は、依然として高い市場のボラティリ

ティにさらされており、ウクライナ侵攻および中東紛争の結果によりプラスおよびマイナスの両方の影響を

受けている。LNGおよび浮体式LNG貯蔵再ガス化設備（FSRUs）は、パイプラインを通じた欧州向けのロシア

の天然ガス輸出の破綻や長期にわたる地政学的状況の変化により恩恵を受けた。

海運業界は、新たな環境の制約（国際海事機関（IMO）の基準）に直面し、それに伴い、投資努力が必要

となる。LNG（液化天然ガス）のハイブリッド推進や環境負荷の少ない技術に関する新たな受注が増加して

いる。

2023年12月31日現在、海運融資部門の総エクスポージャーは19.6十億ユーロ、すなわち、当社グループの

オンバランスシートおよびオフバランスシートにおける信用エクスポージャーの総額の1.1％となった

（2022年12月31日現在は21.5十億ユーロ、すなわち1.1％であった。）。顧客の拠点の効率的な地域の分散

と相まって、かかるエクスポージャーの大部分はホールセールバンキング部門（前年と同様に90％超であっ

た。）に起因した。不良債権は、当社グループの海運融資部門に対するエクスポージャーの2.4％となり

（2022年12月31日現在の不良貸出金は、3.2％であった。）、ステージ３の引当金は175百万ユーロとなった

（2022年12月31日現在の引当金は、230百万ユーロであった。）。

・航空部門

この部門における事業活動は、航空会社および航空機リース会社の間で均等に分割されている。2023年12

月31日現在の総エクスポージャーは14.5十億ユーロ、すなわち当社グループのオンバランスシートおよびオ

フバランスシートのコミットメント総額の0.8％となった（2022年12月31日現在は14.4十億ユーロ、すなわ

ち当社グループのコミットメント総額の0.7％であった。）。オリジネーションは、引き続き大手航空会社

および環境負荷の少ない最新技術の航空機に集中した。ウクライナ侵攻の直接的および間接的な影響は、か

かるポートフォリオのリスク費用にまだ重大な影響を及ぼしていない。したがって、不良債権の額は2023年

12月31日現在において低いままであり、部門の残高の２％（2022年は5.2％）と大幅に減少した。航空機

ファイナンス事業が高度に担保された事業であるため、ステージ３の引当金は限定的であり、2023年12月31

日現在、58百万ユーロ（2022年12月31日現在は111百万ユーロ）となっている。
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・商業用不動産部門

商業用不動産部門は、ロジスティクス、オフィス不動産、住宅、ホテルおよびショッピングセンター等、

非常に異なるダイナミクスを有する一連のセグメントを対象としているが、すべてのセグメントが金利上昇

の影響を受け、評価が低下している。当社グループは、2024年に価格が安定すると予想しているが、最も評

価の高い資産を除き、2027年まで2022年の水準に回復することはないと予想される。より具体的には、在宅

勤務の適用の広がりに伴い、オフィス部門の利用が変化しており、一部の資産は高い空室率を経験する可能

性がある。全体として、ポートフォリオの大部分は投資適格である。

2023年12月31日現在、商業用不動産部門に対する総エクスポージャーは71.7十億ユーロ（2022年12月31日

現在は82.6十億ユーロであり、そのうち11.2十億ユーロはバンク・オブ・ザ・ウェスト）であり、すなわ

ち、当社グループのオンバランスシートおよびオフバランスシートのコミットメント総額の3.9％（2022年

はコミットメント総額の4.2％）であった。かかるエクスポージャーは、主に欧州におけるもので、様々な

市場セグメント、国および当社グループの事業体の間で非常に多様化している。デフォルト資産は当該部門

の総エクスポージャー合計の2.4％（2022年は1.5％）を占めた。商業用不動産において、ステージ３の引当

金は2023年12月31日現在で583百万ユーロ（2022年12月31日現在は411百万ユーロ）となった。ステージ１お

よびステージ２の引当金は2023年12月31日現在で298百万ユーロ、すなわちエクスポージャーのカバレッジ

比率は0.4％であった。

・電力部門

当該部門の活動は、電力の生産、輸送および配給を含む。

特に経済の脱炭素化の一環として、多くの経済部門の電気が必要であるため、今後数年間は旺盛な電力需

要が予想される。

強い地政学的緊張ならびにロシアおよびウクライナの紛争の結果、2022年には欧州を中心に電力市場の価

格が急騰した。2023年には、新たな地政学的緊張により、市場のボラティリティが依然として高いにもかか

わらず、価格の下落は流動性に係る顧客の需要を減少させた。

将来の電力需要および化石燃料の段階的廃止に対応するため、「再生可能エネルギー」セグメントは拡大

を続けるが、インフレおよびこれらの資産の開発に関連する費用増加という背景の中で、新規投資の経済パ

ラメーターに関して一定の調整が必要である。

2023年12月31日現在の電力部門への総エクスポージャーは、2022年12月31日現在の55.3十億ユーロ（すな

わち2022年の総エクスポージャーの2.8％）に対して、55.2十億ユーロ（すなわち当社グループのオンバラ

ンスシートおよびオフバランスシートの総エクスポージャー合計の3.0％）であった。取引先の81％は、信

用度の質（投資適格の格付）が高く、また不良顧客に係る残高は低く、2023年12月31日時点で当該部門の

0.7％（2022年は0.4％）である。ステージ３の引当金は、2023年12月31日時点で87百万ユーロ（前年は74百

万ユーロ）であった。
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当社グループは依然として多様性を維持しており、2023年12月31日現在、いずれの部門も、法人向け貸出金

のエクスポージャーの10％および信用エクスポージャー合計の4.0％を超えていない。

2023年12月31日現在、不良貸出金は、バンク・オブ・ザ・ウェストの売却ならびにイタリアおよびパーソナ

ル・ファイナンスにおける不良ポートフォリオの売却が、フランスにおけるコマーシャル＆個人向けバンキン

グサービス部門および南北アメリカにおけるグローバル・バンキング事業における増加により相殺されたこと

により、2022年12月31日現在と比較して横ばいであった。

2023年の不良債権の残高の変動を説明する主な効果（EU CR２-B）は、連結財務書類の注5.f「減損金融資産

（ステージ３）」に記載されている。

信用リスクに関連するリスク費用および減損の変動は、連結財務書類の注1.f.6「リスク費用」に記載され

ている。

以下の表は、信用リスクの減損引当金の対象となる金融資産の帳簿価額および償却原価で測定するか、資本

を通じて公正価値で測定するコミットメント（すなわち、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品を除

く。）の内訳を、プルデンシャル・スコープにおける減損のステージ別およびBNPパリバの内部格付別に示し

たものである。減損の対象となる金融資産は、下記会計カテゴリーにおいて計上される。

・中央銀行預け金（現金を除く。）

・資本または償却原価を通じて公正価値で測定する負債証券

・償却原価で測定する貸出金および債権

・供与した融資コミットメントおよび供与した保証コミットメント（オフバランスシート）

 

(注１)　すべての規制上のエクスポージャーのクラスにわたる信用リスクのエクスポージャーの総額。2023年12月31日現

在は、1,829十億ユーロであった。
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減損の対象となるステージ別および内部格付別の金融資産の内訳（監査済）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

帳簿価額の総額

減損
帳簿価額
（純額）

BNPパリバ内部格付または同等
合計

１から３ ４から５ ６から８ ９から10 デフォルト

中央銀行 280,710 1,085 3,489 312 - 285,596 (20) 285,576

ステージ１ 280,710 1,085 3,484   285,279 (20) 285,259

ステージ２   5 312  317  317

ステージ３      - - -

資本を通じて公正価値
で測定する負債証券

49,857 1,996 1,126 - 109 53,088 (121) 52,967

ステージ１ 49,857 1,833 1,048   52,738 (7) 52,731

ステージ２  163 78   241 (12) 229

ステージ３     109 109 (102) 7

償却原価で測定する
貸出金および債権

222,805 283,937 380,766 20,237 25,887 933,632 (17,572) 916,060

ステージ１ 220,797 276,147 331,317 5,766  834,027 (1,970) 832,057

ステージ２ 2,008 7,790 49,449 14,471  73,718 (2,387) 71,331

ステージ３     25,887 25,887 (13,215) 12,672

償却原価で測定する
負債証券

105,170 12,653 3,016 67 180 121,086 (104) 120,982

ステージ１ 105,170 12,632 2,960 50  120,812 (12) 120,800

ステージ２  21 56 17  94 (5) 89

ステージ３     180 180 (87) 93

融資コミットメント
および保証コミット
メント

274,772 159,280 118,897 7,169 1,658 561,776 (883) 560,893

ステージ１ 272,732 155,360 104,403 1,064  533,559 (269) 533,290

ステージ２ 2,040 3,920 14,494 6,105  26,559 (301) 26,258

ステージ３     1,658 1,658 (313) 1,345

合計 933,314 458,951 507,294 27,785 27,834 1,955,178 (18,700) 1,936,478
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減損の対象となる金融資産は、2022年12月31日と比較して99十億ユーロ減少、すなわち５％減少した。この

変動は、主に2023年度第１四半期にバンク・オブ・ザ・ウェストの事業を売却したことによるものであり、

2022年12月31日現在の残高は、貸借対照表上の80十億ユーロ（「売却目的で保有する資産」に記載される。）

ならびに融資コミットメントおよび保証コミットメント（格付が４から５の６十億ユーロおよび格付が６から

８の14十億ユーロを含む。）の22十億ユーロであった。

バンク・オブ・ザ・ウェストの事業の売却を除き、減損の対象となる金融資産は、2022年12月31日現在と比

較して４十億ユーロ増加した。この変動は、主に格付が６から８の金融資産およびコミットメント（６十億

ユーロ増加）に関するものであり、一方で格付が９から10の金融資産およびコミットメントは２十億ユーロ減

少した。

ステージ１に分類される償却原価で測定する貸出金および債権は９十億ユーロ増加したが、ステージ２に分

類される残高は14十億ユーロ減少した。これは特に、2023年度上半期における事業の悪化が当初予想されてい

たほどに顕著でなかったことによる（連結財務書類の注3.g「リスク費用」を参照。）。ステージ２からス

テージ１へ振り替えられた残高は、主に、従来ステージ２に分類されていたもののうち、最もリスクの低い残

高（特に格付が４から５および６から８の残高）に関するものである。
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

帳簿価額の総額

減損
帳簿価額
（純額）

BNPパリバ内部格付または同等
合計

１から３ ４から５ ６から８ ９から10 デフォルト

中央銀行 310,779 2,185 2,368 226  315,558 (21) 315,537

ステージ１ 310,779 2,126 2,070   314,975 (15) 314,960

ステージ２  59 298 226  583 (6) 577

ステージ３         

資本を通じて公正価値
で測定する負債証券

35,431 1,856 1,291 14 108 38,700 (130) 38,570

ステージ１ 35,431 1,794 1,208 14  38,447 (15) 38,432

ステージ２  62 83   145 (15) 130

ステージ３     108 108 (100) 8

償却原価で測定する
貸出金および債権

224,883 287,238 378,444 22,095 25,842 938,502 (18,361) 920,141

ステージ１ 221,538 274,000 321,860 7,752  825,150 (2,050) 823,100

ステージ２ 3,345 13,238 56,584 14,343  87,510 (2,829) 84,681

ステージ３     25,842 25,842 (13,482) 12,360

償却原価で測定する
負債証券

95,454 13,614 4,521 97 155 113,841 (130) 113,711

ステージ１ 95,454 13,593 4,199 53  113,299 (27) 113,272

ステージ２  21 322 44  387 (10) 377

ステージ３     155 155 (93) 62

売却目的で保有する
資産

24,979 7,923 46,036 605 553 80,096 (329) 79,767

ステージ１ 24,979 7,795 43,251 368  76,393 (141) 76,252

ステージ２  128 2,785 237  3,150 (126) 3,024

ステージ３     553 553 (62) 491

融資コミットメント
および保証コミット
メント

268,021 161,600 128,697 7,415 1,730 567,463 (980) 566,483

ステージ１ 265,880 154,481 111,371 1,887  533,619 (326) 533,293

ステージ２ 2,141 7,119 17,326 5,528  32,114 (338) 31,776

ステージ３     1,730 1,730 (316) 1,414

合計 959,547 474,416 561,357 30,452 28,388 2,054,160 (19,951) 2,034,209
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貸出条件変更済貸出金（監査済）

債務者が経済的に困難な状況にあるときまたはそれに近い状況にあるとき、当該債務者は、財政難に陥って

いなければ受けることのなかった譲歩を当行から受けることがある。かかる譲歩は、以下の内容である可能性

がある。

・契約条件の変更

・一部またはすべての負債の借換え

かかるローンは「貸出条件変更済」といわれており、試用期間として知られている監視期間において、少な

くとも２年間「貸出条件変更済」のステータスを維持しなければならない。「貸出条件変更（リストラクチャ

リング）」の概念は、会計原則（2023年12月31日現在の連結財務書類の注1.f.5「償却原価で測定する金融資

産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損」）に記載されており、規則575/2013の

第47条と一致する。

当社グループ全体の貸出条件変更済エクスポージャーの額を特定するための原則に従い、リテール以外の事

業についてのエクスポージャーは、とりわけ委員会中の融資手続の中で個々に特定される。リテール顧客の貸

出条件変更済エクスポージャーについては、通常、リスク部門ならびに財務および戦略部門により認証された

パラメーターを持つアルゴリズムの使用を必要とする体系的なプロセスを通じて特定される。

貸出条件変更済貸出金についての情報は、四半期毎に監督当局に対して報告される。

下記の表は、貸出条件が変更された不履行になっていない貸出金および不良貸出金の総額および減損額を示

している。
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貸出条件変更済貸出金の信用の質（EU CQ１）（監査済）

 

 2023年12月31日現在

 帳簿価額総額
減損累計額、信用リスクに
起因する公正価値の累計
マイナス変動および引当金

受領した担保および
融資保証

 

不履行になっ
ていないエク
スポージャー

不良エクスポージャー
不履行に
なっていな
いエクス
ポージャー

不良エクス
ポージャー

 うち不良エ
クスポー
ジャーに係
る受領した
担保および
融資保証

    

（単位：百万
ユーロ）

 
うち債務不

履行
 

010　貸出金
および債権

6,713 7,738 7,714 (312) (3,179) 6,977 2,695

030　一般政
府

15 5 5  (4)   

040　金融機
関

 5 5  (5)   

050　その他
の金融企業

377 421 421 (11) (244) 252 169

060　非金融
企業

4,547 3,915 3,898 (140) (1,639) 4,981 1,660

070　世帯 1,775 3,392 3,385 (162) (1,287) 1,744 866

080　負債証
券

- 25 25 - (13) - -

090　供与さ
れた融資コ
ミットメン
ト

2,290 309 307 (18) (40) 1,465 64

100　合計 9,002 8,073 8,046 (331) (3,232) 8,442 2,758
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 2022年12月31日現在

 帳簿価額総額
減損累計額、信用リスクに
起因する公正価値の累計
マイナス変動および引当金

受領した担保および
融資保証

 

不履行になっ
ていないエク
スポージャー

不良エクスポージャー
不履行に
なっていな
いエクス
ポージャー

不良エクス
ポージャー

 うち不良エ
クスポー
ジャーに係
る受領した
担保および
融資保証

    

（単位：百万
ユーロ）

 
うち債務不

履行
 

010　貸出金
および債権

9,461 7,889 7,866 (491) (3,154) 8,749 2,662

030　一般政
府

7 7 7 (1) (4) 4  

040　金融機
関

- 5 5  (5)   

050　その他
の金融企業

313 427 427 (18) (194) 315 206

060　非金融
企業

6,870 3,720 3,701 (319) (1,533) 6,278 1,604

070　世帯 2,271 3,731 3,727 (154) (1,417) 2,151 852

080　負債証
券

- 102 102 - (53) 20 20

売 却
目的で保有
する資産

123 134 134 (5) (6) 239 127

090　供与さ
れた融資コ
ミットメン
ト

2,209 150 150 (34) (14) 1,401 29

100　合計 11,793 8,275 8,252 (530) (3,227) 10,409 2,838
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信用リスク軽減手法

信用リスク軽減手法は、以下に挙げる２つの主要な種類に分類される。

・当行に供された積立信用保護（担保）は、債務者の金融上の義務の適時履行を確保するために使用され

る。

・非積立信用保護（個人保証）は、債務不履行の場合に第三者が主債務者の代わりとなるコミットメントで

ある。したがって、公的保証制度は個人保証としてみなされている。広義では、信用保険およびクレジッ

ト・デリバティブ（購入したプロテクション）もこの種類に分類される。

報告されたプルデンシャル・スコープ内の貸出金および債権ならびに負債証券に認識される個人保証および

担保の額は、2023年12月31日現在、552十億ユーロであった。

 

信用リスク軽減手法（EU CR３）（監査済）

 

 2023年12月31日現在

   担保付帳簿価額（純額）

     
個人保証により
保証されたもの

（単位：百万ユーロ）
帳簿価額
総額

無担保
帳簿価額
（純額）  

有形資産担
保により保
証されたも

の  

クレジット・
デリバティブ
により保証さ
れたもの

1　貸出金および債権 1,221,527 656,149 547,754 315,544 232,210  

2　負債証券 176,026 171,747 4,017 1,795 2,222  

3　合計 1,397,553 827,895 551,771 317,339 234,432 -

4　　うち不良エクスポージャー 27,126 5,089 8,551 5,847 2,704  

EU-5 うち債務不履行 26,661 4,981 8,343 5,826 2,517  
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 2022年12月31日現在

   担保付帳簿価額（純額）

     
個人保証により
保証されたもの

（単位：百万ユーロ）
帳簿価額
総額

無担保
帳簿価額
（純額）  

有形資産担
保により保
証されたも

の  

クレジット・
デリバティブ
により保証さ
れたもの

1　貸出金および債権 1,257,959 689,778 549,777 298,331 251,446  

2　負債証券 155,088 151,587 3,202 1,122 2,080  

売却目的で保有する資産 80,095 32,729 47,037 38,998 8,039  

3　合計 1,493,143 874,094 600,016 338,451 261,565 -

4　　うち不良エクスポージャー 26,689 4,565 8,378 5,616 2,762  

EU-5 うち債務不履行 26,240 4,378 8,217 5,590 2,626  

 

信用リスクの軽減（CRM）は、規則に従って考慮される。とりわけ、その効果は景気悪化側面の特質に基づ

き評価される。

IRBアプローチに基づく範囲については、個人保証および担保が適格である場合に限り、銀行勘定取引に適

用される全体的な回収率（GRR）の増加に対応して債務不履行による損失（LGD）のパラメーターを減少させる

ことにより、個人保証および担保は考慮される。検討される価値は、該当する場合には、通貨と満期日のミス

マッチ、また積立信用保護については、景気停滞時におけるデフォルトのシナリオに基づき、担保資産の市場

価値に適用されるヘアカットを考慮する。ヘアカットが適用される非積立信用保護の額は、コミットメントの

履行義務の性質および借入人と保証人による同時デフォルトのリスクによって決まる。

標準的アプローチに基づく範囲については、非積立信用保護が適格である場合に限り、より好ましい保証人

のリスク・ウェイトを、通貨と満期日のミスマッチを調整した担保付エクスポージャーの一部に適用すること

により、非積立信用保護は考慮される。積立信用保護は、通貨と満期日のミスマッチを調整後のエクスポー

ジャーを減少させ、金融担保証券に係る市場価値の変動性を割り引くことで考慮される。

信用リスクの軽減効果の評価は、個別の行為について承認され、当社グループ全体で使用されている方法論

に従って行われる。これらの手法は、上記「信用リスク管理方針」に記されている監督およびポートフォリオ

管理手続に従って監督されている。
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IRBアプローチおよび標準的アプローチによる信用リスク軽減の内訳

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

  リスクの軽減額  リスクの軽減額

（単位：
百万ユーロ）

エクスポー
ジャー合計

担保
保証および
クレジット・
デリバティブ

リスクの
軽減額
合計

エクスポー
ジャー合計

担保

保証および
クレジッ
ト・デリバ
ティブ

リスクの
軽減額
合計

IRBアプローチ 1,431,267 233,297 197,157 430,454 1,464,345 234,920 197,444 432,365

標準的アプローチ 340,936 42,736 25,381 68,117 433,607 68,758 23,479 92,237

合計 1,772,203 276,033 222,538 498,570 1,897,952 303,679 220,923 524,602

 

IRBアプローチに基づく保証されたエクスポージャー（EU CR７-A）

 
 2023年12月31日現在

 

総エクスポー
ジャー合計

(*)

リスクにさら
されている
価値合計

信用リスク軽減手法

 積立信用保護、有形資産担保

 金銭的担保によ
り保証される

部分

その他の適格な有形資産担保に
より保証される部分(％)

　   

（単位：百万ユーロ）  うち不動産担保

1　　中央政府および中央銀行 432,341 431,674 0.00％ 0.01％ 0.01％

2　　金融機関 45,783 37,244 2.14％ 1.19％ 1.14％

3　　法人 671,642 482,551 2.29％ 18.95％ 9.28％

3.1　　うち中小企業 49,095 39,427 1.61％ 33.66％ 26.45％

3.2　　うち特別融資 80,020 69,038 0.14％ 54.34％ 18.30％

3.3　　うちその他 542,527 374,086 2.76％ 10.87％ 5.81％

4　　リテール 281,501 278,276 0.41％ 44.47％ 44.29％

4.1　　うち不動産－中小企業 11,106 10,675 0.09％ 91.32％ 91.30％

4.2　　うち不動産－中小企業
以外

185,070 185,085 0.02％ 57.65％ 57.64％

4.3　　うち適格リボルビング 11,901 10,051 0.00％ 0.00％ 0.00％

4.4　　うちその他中小企業 31,932 30,819 1.38％ 18.36％ 16.74％

4.5　　うちその他中小企業以
外

41,492 41,644 1.58％ 3.95％ 3.95％

5　　合計 1,431,267 1,229,744 1.06％ 17.54％ 13.70％
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（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日

信用リスク軽減手法

リスク加
重資産合
計(軽減
効果の
み)
(**)

積立信用保護、有形資産担保 非積立信用保護

 
その他の有形積立信用保護によ

り保証される部分(％) 個人保証
により保
証される
部分

クレジッ
ト・デリ
バティブ
により保
証される
部分

うち
債権

うちその
他の有形
資産担保

 
うち
現金
預け金

うち生
命保険
契約

うち第三
者により
保有され
る商品

1　　中央政府および中央銀行 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.83％ 0.00％ 4,360

2　　金融機関 0.03％ 0.02％ 0.03％ 0.03％ 0.00％ 0.00％ 15.49％ 0.00％ 7,963

3　　法人 1.66％ 8.01％ 0.53％ 0.46％ 0.07％ 0.00％ 20.67％ 0.01％ 218,425

3.1　　うち中小企業 6.42％ 0.80％ 1.03％ 0.78％ 0.24％ 0.00％ 17.03％ 0.00％ 21,967

3.2　　うち特別融資 1.95％ 34.09％ 0.60％ 0.60％ 0.00％ 0.00％ 18.37％ 0.00％ 22,918

3.3　　うちその他 1.10％ 3.96％ 0.46％ 0.40％ 0.06％ 0.00％ 21.47％ 0.01％ 173,540

4　　リテール 0.15％ 0.04％ 0.75％ 0.05％ 0.69％ 0.00％ 31.64％ 0.00％ 55,989

4.1　　うち不動産－中小企業 0.02％ 0.01％ 0.06％ 0.02％ 0.04％ 0.00％ 2.10％ 0.00％ 2,880

4.2　　うち不動産－中小企業
以外

0.00％ 0.00％ 0.05％ 0.00％ 0.04％ 0.00％ 41.28％ 0.00％ 23,174

4.3　　うち適格リボルビング 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 3,366

4.4　　うちその他中小企業 1.31％ 0.31％ 1.93％ 0.31％ 1.62％ 0.00％ 29.77％ 0.00％ 9,469

4.5　　うちその他中小企業以
外

0.00％ 0.00％ 3.32％ 0.11％ 3.21％ 0.00％ 5.39％ 0.00％ 17,100

5　　合計 0.69％ 3.15％ 0.38％ 0.19％ 0.18％ 0.00％ 16.03％ 0.00％ 286,737

(*) 　取引先リスク・エクスポージャーの対象となるデリバティブ取引および有価証券金融取引を除く。

(**)　当社グループのIRBアプローチの手法に基づき、リスク軽減手法の影響は債務不履行による損失の減少のみで処理され

ている（代替なしアプローチ）。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 273/1141



 

 2022年12月31日現在

 

総エクスポー
ジャー合計

(*)

リスクにさら
されている
価値合計

信用リスク軽減手法

 積立信用保護、有形資産担保

 金銭的担保によ
り保証される

部分

その他の適格な有形資産担保に
より保証される部分(％)

　   

（単位：百万ユーロ）  うち不動産担保

1　　中央政府および中央銀行 454,775 452,804 0.00％ 0.01％ 0.01％

2　　金融機関 45,960 38,441 0.72％ 1.05％ 1.01％

3　　法人 674,680 491,948 2.65％ 17.78％ 8.91％

3.1　　うち中小企業 51,583 41,754 1.63％ 35.65％ 27.20％

3.2　　うち特別融資 82,887 71,400 1.04％ 50.88％ 17.79％

3.3　　うちその他 540,210 378,795 3.07％ 9.57％ 5.22％

4　　リテール 288,930 285,075 0.42％ 44.20％ 44.02％

4.1　　うち不動産－中小企業 12,176 11,681 0.11％ 90.50％ 90.46％

4.2　　うち不動産－中小企業
以外

189,024 189,058 0.02％ 57.05％ 57.04％

4.3　　うち適格リボルビング 12,087 10,095 0.00％ 0.00％ 0.00％

4.4　　うちその他中小企業 34,210 32,861 1.53％ 17.76％ 16.22％

4.5　　うちその他中小企業以
外

41,432 41,380 1.51％ 4.20％ 4.20％

5　　合計 1,464,345 1,268,269 1.14％ 16.87％ 13.38％
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日

信用リスク軽減手法

リスク加
重資産合
計(軽減
効果の
み)
(**)

積立信用保護、有形資産担保 非積立信用保護

 
その他の有形積立信用保護によ

り保証される部分(％) 個人保証
により保
証される
部分

クレジッ
ト・デリ
バティブ
により保
証される
部分

うち
債権

うちその
他の有形
資産担保

 
うち
現金
預け金

うち生
命保険
契約

うち第三
者により
保有され
る商品

1　　中央政府および中央銀行 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.75％ 0.00％ 4,620

2　　金融機関 0.02％ 0.02％ 0.36％ 0.35％ 0.00％ 0.00％ 15.03％ 0.00％ 8,280

3　　法人 1.75％ 7.12％ 0.85％ 0.71％ 0.13％ 0.00％ 19.61％ 0.01％ 237,260

3.1　　うち中小企業 7.62％ 0.83％ 0.73％ 0.41％ 0.32％ 0.00％ 17.57％ 0.00％ 20,979

3.2　　うち特別融資 1.97％ 31.12％ 2.78％ 2.78％ 0.00％ 0.00％ 16.69％ 0.00％ 24,001

3.3　　うちその他 1.06％ 3.29％ 0.50％ 0.36％ 0.14％ 0.00％ 20.39％ 0.02％ 192,280

4　　リテール 0.14％ 0.04％ 0.78％ 0.05％ 0.73％ 0.00％ 32.19％ 0.00％ 56,766

4.1　　うち不動産－中小企業 0.03％ 0.01％ 0.08％ 0.02％ 0.06％ 0.00％ 2.24％ 0.00％ 3,146

4.2　　うち不動産－中小企業
以外

0.00％ 0.00％ 0.05％ 0.01％ 0.05％ 0.00％ 41.60％ 0.00％ 23,559

4.3　　うち適格リボルビング 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 0.00％ 3,304

4.4　　うちその他中小企業 1.23％ 0.31％ 1.81％ 0.25％ 1.56％ 0.00％ 31.96％ 0.00％ 9,579

4.5　　うちその他中小企業以
外

0.00％ 0.00％ 3.65％ 0.11％ 3.54％ 0.00％ 5.67％ 0.00％ 17,178

5　　合計 0.71％ 2.77％ 0.51％ 0.30％ 0.22％ 0.00％ 15.56％ 0.00％ 306,927

(*) 　取引先リスク・エクスポージャーの対象となるデリバティブ取引および有価証券金融取引を除く。

(**)　当社グループのIRBアプローチの手法に基づき、リスク軽減手法の影響は債務不履行による損失の減少のみで処理され

ている（代替なしアプローチ）。

 

非積立信用保護（個人保証）の主な提供者は、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門内のコマー

シャルバンキング事業および個人向けバンキング事業の住宅ローン業務（主にフランス国内の住宅ローン）に

おける保証機関ならびに2020年以降は公衆衛生危機対策として公的保証の仕組を設置した国や公的機関であ

る。

2023年12月31日現在、不動産ローンのエクスポージャーのうち78％が、当社グループの２つの主要な国内市

場（フランス、ベルギー）に集中している。これらの市場の持つ特性（主に固定金利での長期融資の分割返

済）に照らせば、当社グループレベルでは、融資比率は重要な監視指標ではない。
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積立信用保護

積立信用保護は、以下の２つに分けられる。

・金銭的担保：これは、一定額の現金（金を含む。）、集団投資ファンドの受益証券、株式（上場または非

上場を問わない。）および債券から構成される。

・その他の担保：これらは、不動産もしくは船舶による担保、設備もしくは在庫による担保または取引先の

商業上の売掛債権もしくは取引先のその他の権利の譲渡等の多様な形態を含む。

積立信用保護が適格とみなされるためには、以下の条件を満たさなければならない。

・担保の価値は、債務者に関するリスクと高い関連性があってはならないこと（特に、債務者の保有する株

式は適格ではない。）

・担保は文書化されていなければならないこと

・担保資産は迅速な再販売を可能にするために流動性の高い流通市場で取引されなければならないこと

・当行は、定期的に最新の担保資産の価値を把握しなければならないこと

・当行は、関連する資産の潜在的な償却および実現について合理的な水準の確証を持たなければならないこ

と

リテール・バンキング事業においては、特定の種類の担保の有無により、保証率に応じて、統計ベースでの

特定の債務不履行による損失のクラスに対するエクスポージャーが割り当てられる場合がある。

 

非積立信用保護

保証人については、主債務者と同等の厳格な信用リスク評価手続の対象となっており、同様の手法および手

続に従ってリスク・パラメーターが割り当てられる。

保証は、債務者の親会社または金融機関等のその他の事業体により付与される。保証のその他の例として

は、クレジット・デリバティブまたは輸出金融に係る公的保険会社もしくは民間保険会社からの保証がある。

保証の検討は、借入人がデフォルトを引き起こし、保証が実行された場合に当行が回収を見込むことができ

る平均額の決定から構成される。かかる額は、保証額、借入人と保証人による同時デフォルトのリスク（借入

人と保証人のデフォルト確率ならびに保証人のデフォルトと借入人のデフォルトの間の相関性（保証人および

借入人が同じ企業集団または産業部門に所属している場合は、高く、そうでない場合は低くなる。）によって

決まる。）ならびに保証の履行義務の性質によって決まる。
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クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）を通じた信用リスク管理の最適化（EU CR７）

ホールセールバンキング部門の信用リスク管理の最適化の職務の一環として、ポートフォリオ・マネジメン

ト（PM）が、クレジット・デリバティブおよび主にクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）を用いてヘッ

ジを設定している。かかるCDSは、変更リスクおよび集中リスクのヘッジならびに主要なエクスポージャーの

管理を主たる目的とした積極的な管理方針の一環として利用される。原資産は、ホールセールバンキング部門

のグローバル・バンキング事業により実施される大手企業に対するローンならびに時としてコマーシャルバン

キング事業および個人向けバンキング事業の活動により実施されるローンである。

これらのヘッジは主にIRBアプローチの下で扱われているエクスポージャーをヘッジするためにホールセー

ルバンキング部門が行っている。適格であることを条件として、原資産に係る債務不履行による損失の見積額

を減少させる効果を有し、これによりリスク加重資産に関する評価減が軽減される。2023年12月31日現在、

CDSを通じたヘッジ操作により減少したリスク加重資産は、法人資産クラスのみに関連するものであり、2022

年12月31日現在の238百万ユーロに対して、165百万ユーロであった（EU CR７）。

 

差し押さえられた担保

抵当権実行の手続が取られて取得した担保（EU CQ７）（監査済）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

抵当権が実行されて取得した担保累計(*) 抵当権が実行されて取得した担保累計(*)

当初認識価値 累計マイナス変動 当初認識価値 累計マイナス変動

010　有形固定資産     

020　有形固定資産以外 227 (29) 270 (35)

030　住宅用不動産 199 (29) 224 (35)

040　商業用不動産 8  8  

050　動産（自動車、船舶等）     

060　資本および負債証券 20  22  

070　その他の担保   16  

080　合計 227 (29) 270 (35)

(*)　売却目的で保有する資産の額は、上記表の担保の額に含まれている。

 

抵当権が実行されて取得した担保には、自発的であれ、法的手続によるものであれ、債権の取消と引き換え

に取得した資産が含まれる。

 

前へ　　　次へ
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(4) 取引先信用リスク

取引先信用リスクは、取引先との間の金融取引、投資または決済に内在する信用リスクが変換さ

れたものである。これらの取引には、店頭（OTC）でのデリバティブ契約等の双務契約および清算

機関を通じた契約も含まれる。このリスクの総量は、市場パラメーターの変化に伴って時間と共に

変化する可能性があり、関連取引の再取得価額に影響を与える。

取引先リスクは、当行が正味受取人である取引またはポートフォリオに関連するフローの現在価

値の全額につき、取引先が当行への支払義務の履行を怠る場合に存在する。取引先信用リスクはま

た、取引先が債務を履行しない場合、デリバティブまたはポートフォリオの代替費用とも関連す

る。したがって、当該リスクは、債務不履行の際には市場リスクまたは偶発リスクとみなされる。

 

取引先リスクに関して、リスク部門は５つの主要な優先事項に基づいて構築されている。

・取引先信用リスクに対するエクスポージャーの測定

・これらのエクスポージャーおよびこれらのエクスポージャーに適用される限度の確認および分析

・リスクを軽減するメカニズムの実践

・信用評価調整（CVA）の計算および管理

・ストレステストの定義および実施

 

取引先信用リスクの測定

取引先に対するエクスポージャーの計算

取引先リスクに対するエクスポージャーは、以下の２つの手法を用いて測定される。

 

モデル化されたエクスポージャー－内部モデル手法

取引先リスク・エクスポージャーのモデル化に関し、取引先リスクに係る債務不履行エクスポージャー

（EAD）は、規則（EU）575/2013第284-４条に定義されるとおり、将来発生し得る有効かつ正のエクスポー

ジャー（EEPE）指標にアルファ規制係数を乗じることにより計算される。将来発生し得る有効かつ正のエクス

ポージャー（EEPE）は、エクスポージャーの特性を決定する内部エクスポージャー評価モデルを用いて測定さ

れる。

当該モデルの指針は、取引先リスク・エクスポージャーに影響を与えるコモディティ価格および株価、金利

および為替レート等の主要なリスク要因を、それぞれの当初の価値に基づいてシミュレーションを行うことで

ある。当行は、リスク要因における潜在的な変化を明らかにするために、数千の時間軌道（潜在的な市場の動

向に関する数千のシナリオに対応する。）を生み出すモンテカルロ・シミュレーションを使用している。かか

るモデルが用いる拡散プロセスは、直近の過去４年間におけるデータに応じて補正される。
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すべてのリスク要因のシミュレーションに基づき、かかるモデルはシミュレーション実行日から取引満期日

（１日から最も長期の取引の場合30年超の期間）までのポジションの価値を評価し、エクスポージャーの特性

に係る初期設定を作成する。

エクスポージャーは、基本契約により削減することができ、また、クレジット・サポート・アネックス

（CSA）によっても保証することができる。かかるモデルは、各取引先に対し、交換された担保に関する潜在

的リスクを伴う性質に加え、ネッティング契約およびクレジット・サポート・アネックスを考慮し、エクス

ポージャーを統合する。

取引先に対するエクスポージャーの内訳に基づき、かかるモデルは特に下記について決定する。

・EEPE（将来発生し得る有効かつ正のエクスポージャー）が算出される平均リスク特性、将来発生し得る正

のエクスポージャー（EPE）：

将来発生し得る正のエクスポージャー（EPE）の特性は、シミュレーションの各時点における取引先に対

するエクスポージャーの内訳の平均として計算され、軌道のマイナス部分に関してはゼロとして設定さ

れる（マイナス部分は、BNPパリバ・グループが取引先に対してリスクとなる状況に対応する。）。EEPE

は、減少していないEPEの特性の最初の１年間の平均として計算され、各シミュレーション実行日にEPE

の最高値および前回シミュレーション実行日の値が用いられる。

・潜在的な将来のエクスポージャー（PFE）の特性：

潜在的な将来のエクスポージャー（PFE）の特性は、シミュレーションの各時点における取引先に対する

エクスポージャーの内訳の90％として計算される。かかるパーセンタイル値は、ヘッジ・ファンドの取

引先に対しては99％へと引き上げられる。潜在的な将来のエクスポージャーの最高値（MaxPFE）が、最

高限度の管理に使用される。

規則（EU）575/2013の発効日である2014年１月１日より、取引先信用リスクに対するエクスポージャー測定

のためのシステムにおいては、以下の点が考慮されている。

・CRR第285条に従ったリスクのマージン期間の延長

・特定の相関リスクの算入

・特定のストレス期間を反映した補正に基づき計算されたストレスEEPEの決定

 

非モデル化エクスポージャー－取引先信用リスクに対するエクスポージャーの計測に係る標準的アプローチ

モデル化されていない取引先信用リスク・エクスポージャーについて、債務不履行のデリバティブ・エクス

ポージャーは、規則（EU）2019/876第274条に従い、取引先信用リスクに対するエクスポージャーの計測に係

る標準的アプローチ（SA-CCR）に基づいて算出される。

取引先リスクに対する標準的アプローチを使用したネッティング・セットの債務不履行エクスポージャーは

以下に基づいている。

・第275条に従って算出された再構築コスト（RC）

・第278条に従って算出された潜在的な将来のエクスポージャー（PFE）

・第274条に従って設定された調節因子アルファ
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証券金融取引（SFT）の債務不履行エクスポージャーは、規則（EU）575/2013第223条に基づき、金融担保総

合手法を用いて計算されている。

 

限度／監視の枠組

当社グループのリスク選好度に関する報告書の原則を示す限度は、取引先信用リスクのために定義されてい

る。これらの限度は、取引先のタイプ（銀行、機関投資家、資産運用会社、法人および清算機関等）ならびに

取引先リスクを測定および管理するエクスポージャーのタイプに従って以下のとおり定められている。

・モデル化エクスポージャーの潜在的な将来のエクスポージャーの最高値（PFE最高値）

・非モデル化エクスポージャーについて標準的アプローチを用いて測定されたエクスポージャー値

各取引先のエクスポージャーは、与信判断の遵守を検証するために計算される。

これらの限度は、リスク承認プロセスの一部として定義および補正される。これらは、次の委員会、すなわ

ち国内信用委員会、地域信用委員会、グローバル信用委員会およびゼネラル・マネジメント信用委員会（裁量

の小さい順に記載されている。）により承認される。

これらの手順は、取引先信用リスクの監視および体系的なリスク集中の回避についてのさらなる手法を提供

する一連の指令（市場リスク・システムから抽出される取引先毎の偶発市場リスクの感応度を網羅する。）に

より補完されている。

 

取引先信用リスクの軽減

BNPパリバ・グループは、リスク管理の一環として以下の３つの取引先リスク軽減メカニズムを導入した。

・店頭取引（OTC取引）に係るネッティング契約の締結

・店頭取引（OTC取引）または上場デリバティブ取引におけるセントラル・カウンターパーティを通じた決

済

・二当事者間の当初証拠金交換

 

ネッティング契約

ネッティングは、当行がデリバティブ取引に伴う取引先信用リスクの軽減を図るために用いられる。ネッ

ティングが発生する主要な例は、取引が終了する場合である。取引先が破綻した場合、市場時価ですべての取

引が終了し、すべてのプラスおよびマイナスの市場価値が合算され、取引先に対する債務または債権が単一の

金額（純額）で算出される。その残高（クローズ・アウト・ネッティング）は、現金、有価証券または預金に

より担保保証される場合がある。

当行は、通貨決済に係る取引先信用リスクを軽減する目的で、決済ネッティングの適用も行っている。これ

は、当行および１つの取引先との間で、同日中に決済される同一通貨によるすべての支払および受取をネッ

ティングすることを意味する。このネッティングの結果、当行または取引先のいずれかによって支払われる

（各通貨における）単一の金額が算出される。
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これにより影響を受ける取引はフランス国内あるいは海外の枠組の一般原則に従った二当事者間または多数

当事者間の契約に従って処理される。使用される主な二当事者間の契約の形式は、フランス全国銀行連盟

（FBF）または国際的には国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）により発行されたものである。

 

セントラル・カウンターパーティを通じた取引決済

セントラル・カウンターパーティ（CCP）を通じた取引決済は、BNPパリバの通常の資本市場業務の一部であ

る。グローバルな決済機関の一員として、BNPパリバは、日々のマージン・コールと共にデフォルト・ファン

ドに対する支払を通じてセントラル・カウンターパーティのリスク管理枠組に貢献している。BNPパリバとBNP

パリバがメンバーであるセントラル・カウンターパーティの間の関係を規定するルールは、各セントラル・カ

ウンターパーティのルールブックに記載されている。

欧州、英国および米国においてはとりわけ、このスキームは、一方でポートフォリオのネッティングを通じ

て想定元本の減少を可能にし、また他方で、徹底したリスク管理枠組により複数の取引先から単一のセントラ

ル・カウンターパーティへのリスクの転換を可能にする。

第三者取引の決済において、BNPパリバもまた、日々その顧客からのマージン・コールに係る支払を要求す

る。

１つまたは複数の清算機関によるデフォルトが、BNPパリバに影響を与えることから、BNPパリバはこれらの

セントラル・カウンターパーティ専用の管理体制を導入し、これらのセントラル・カウンターパーティとの集

結を注意深く記録している。

 

二当事者間の当初証拠金交換

規則（EU）648/2012（EMIR）は、デリバティブ市場におけるプレーヤーに対する追加的な制約の設定を規定

しており、これにはセントラル・カウンターパーティによって清算されていない契約のための担保を交換する

義務が含まれる。当初保証金は、当行の最も重要な財務上のカウンターパーティおよび非財務上のカウンター

パーティにより支払われなければならない。かかる交換の目的は、セントラル・カウンターパーティによって

清算されていない店頭デリバティブ取引に関連する取引先信用リスクを軽減することである。ソブリンの借

手、中央銀行および超国家機関との当行の取引は、かかる制度からは除外される。

取引先が債務を履行しない場合、すべての取引はその市場時価で当行によって終了する。当初保証金は、か

かる清算期間における取引価値の変動をヘッジする。当初保証金は、重大な財務上の緊張をもたらした出来事

を含む過去データに基づき、10日間にわたる一方的な99％の信用に基づく期間に対応する極端だが妥当な潜在

的損失の予測を反映している。

当初保証金は、当行および取引先との間で、総額ベースで相互に交換されなければならない。当初保証金

は、当行が取引先の保証金を即時に入手できるように、また取引先が債務不履行に陥った場合に当行の保証金

が保護されるよう、第三者により保管される。
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信用評価調整（CVA）

BNPパリバがトレーディング活動（主にグローバル・マーケット事業）の一環として行う店頭取引金融商品

の評価は、信用評価調整（CVA）を含んでいる。信用評価調整は、各取引先信用リスクを考慮するためにト

レーディング・ポートフォリオの価値に加えられる修正である。信用評価調整は、契約の潜在的な正の価値、

取引先のデフォルト確率およびデフォルト時の期待回収率に基づき、取引先に対するエクスポージャーから生

じる予想公正価値損失である。

デリバティブに係る取引先信用リスク・エクスポージャーの大部分は、当社グループの金利、信用事業およ

び外国為替事業、すべての原資産およびすべての事業部門が組み合わさったものに関連している。

信用評価調整は、予想エクスポージャーの作用だけでなく、特にデフォルトの可能性を算出するために使用

されたクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）のスプレッドのレベルに関連している取引先の信用リスク

の水準でもある。

金融業務ポートフォリオに組み込まれている信用の質の悪化によるリスクを軽減するため、BNPパリバはク

レジット・デリバティブ商品といった市場商品の購入に関連するダイナミック・ヘッジ戦略を用いている（下

記「信用評価調整（CVA）リスク」内の「信用評価調整リスク管理」を参照。）。

 

信用評価調整の変動に関連するリスク（CVAリスク）

信用評価調整の変動による損失のリスクから銀行を保護するために、規則（EU）575/2013は、専用の資本

チャージであるCVAチャージを導入した。かかるチャージは、BNPパリバ・グループがリスクにさらされている

取引先の信用スプレッドの変動による損失のリスクの現在価値を算出することを目的としている。CVAチャー

ジは、当社グループにより主に先進的手法を用いて計算され、当行の市場リスクに関するモデルに依拠してい

る（下記「信用評価調整（CVA）リスク」を参照。）。

 

ストレステストおよび誤方向リスク

BNPパリバの取引先リスクのストレステストの枠組は、市場リスクの枠組と一致している（「(5) 市場リス

ク」内の「トレーディング業務に関連する市場リスク」を参照。）。したがって、取引先ストレステストの枠

組は、市場リスクのストレステストと併せて実施され、シナリオを共有する市場動向との一貫性を利用してい

る。テストはまた、取引先の信用度の悪化等の取引先リスクに特有の要素からなる。

かかるリスク解析は、フィナンシャル・マーケット・リスク委員会（FMRC）（市場リスクおよび取引先信用

リスクのための主要リスク委員会）その他の市場リスク報告の組織と共同フォーラムを共有する業務執行陣報

告の枠組の中で行われる。取引先リスクおよび市場リスクのストレステストの枠組はいずれも、ストレステス

ト運営委員会の管轄下にある。

誤方向リスク（または望ましくない相関リスク）は、取引先の信用の質と逆相関する取引先へのエクスポー

ジャーをいう。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 282/1141



かかるリスクは以下の２つに分けられる。

・一般的な誤方向リスク（GWWR）：取引先のデフォルトの可能性が一般的な市場リスク要因と明確に相関す

るリスクをいう。

・個別の誤方向リスク（SWWR）:個別の取引先に対する将来のエクスポージャーが、取引先との取引または

受領した担保の性質により取引先のデフォルトの可能性と明確に相関する場合に発生するリスクをいう。

BNPパリバによる一般的な誤方向リスク（GWWR）の監視および解析は、取引先の信用度の質と逆相関するリ

スク要因を強調するストレステストを通じて行われる。これは、トップダウン・アプローチとボトムアップ・

アプローチを組み合わせている。

・トップダウン・アプローチにおいて、GWWR方針は、一般的な誤方向リスクを発見するために利用される一

般的な規則および基準が定められている。これらの基準は、取引先の設立国、属する地域および関与する

産業に基づいている。取引先がBNPパリバに対して持っている可能性のあるデリバティブ・ポジション、

ストラクチャード・ファイナンスおよび担保は、一般的な誤方向リスクが解析および報告されるべき状態

であると定義されている。

・一般的な誤方向リスクの枠組は、ポートフォリオ・レベルで最も影響力のあるシナリオを規定するため

に、取引先クレジット・アナリストの専門知識を特に必要とする堅牢なボトムアップ・アプローチにも依

拠する（かかるアプローチは、極限的であるが現実的な条件を反映したストレス市場パラメーターを用い

て行われる。）。

基礎となるエクスポージャーと取引先の間の法的関連性が認められた場合、個別の誤方向リスクは、規制上

の資本の取り扱いの規定に服する。

 

取引先信用リスクに対するエクスポージャー

下記の表は、デリバティブ契約や、有価証券貸借取引に伴う、バーゼルに基づく資産クラス別の取引先信用

リスクに対するエクスポージャー（債務不履行エクスポージャーとして測定される。）を、ネッティング契約

の影響を考慮した額で表示したものである。当行および顧客との間の二当事者間取引（二当事者間取引先信用

リスク）は、基本的にセントラル・カウンターパーティ（CCP）に対するエクスポージャーを含む当行の決済

活動に関連する取引と区別される。
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資産クラス別の取引先信用リスク債務不履行エクスポージャー（CVAリスクチャージを除く。）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在
変動

債務不履行エクスポージャー 債務不履行エクスポージャー

IRB
アプローチ

標準的
アプローチ

合計
IRB

アプローチ
標準的

アプローチ
合計 合計

二当事者間取引先信用リスク 140,157 2,760 142,916 147,061 1,975 149,036 (6,119)

中央政府および中央銀行 23,023 38 23,061 26,737 49 26,786 (3,725)

法人(注１) 72,727 1,798 74,525 93,069 1,103 94,172 (19,647)

金融機関(注２) 44,406 922 45,328 27,255 795 28,050 17,278

リテール  2 2  27 27 (25)

決済活動に関連するセントラ
ル・カウンターパーティに対
するエクスポージャー

4,489 51,884 56,373 1,778 71,056 72,834 (16,461)

合計 144,646 54,644 199,289 148,839 73,031 221,870 (22,580)

(注１)　法人の資産クラスには、その他のリスク資産（2022年12月31日現在は３百万ユーロ）が含まれている。

(注２)　金融機関の資産クラスは、金融機関や投資会社（他国で認識されているものを含む。）で構成される。このクラス

は、中央政府として取り扱われない地域および地方の機関、公共機関および多国籍開発銀行に対する一部のエクス

ポージャーを含む。

 

二当事者間取引先信用リスクについて、（2022年12月31日と比較して横ばい）2023年12月31日現在における

IRBアプローチによるエクスポージャーのシェアは98％であった。

以下の表は、商品別の内訳の取引先信用リスクに対するエクスポージャーの概要を示している。取引ポート

フォリオに計上されたデリバティブ金融商品における当社グループの取引量の数値は、連結財務書類の注5.a

「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品」に記載されている。

 

商品別取引先信用リスク債務不履行エクスポージャー（CVAリスクチャージを除く。）

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

 債務不履行エクスポージャー 債務不履行エクスポージャー

（単位：
百万ユーロ）

二当事者間取引先
信用リスク

決済活動に関連す
るセントラル・カ
ウンターパーティ
に対するエクス
ポージャー

合計
二当事者間取引先

信用リスク

決済活動に関連す
るセントラル・カ
ウンターパーティ
に対するエクス
ポージャー

合計

OTCデリバティブ 78,438 96.19％ 3,108 3.81％ 81,546 89,517 85.88％ 14,715 14.12％ 104,233

有価証券金融取引 64,478 81.74％ 14,406 18.26％ 78,885 59,514 93.82％ 3,919 6.18％ 63,434

上場デリバティブ   18,399 100.00％ 18,399   38,315 100.00％ 38,315

デフォルト・
ファンド負担

  20,459 100.00％ 20,459   15,885 100.00％ 15,885

合計 142,916 71.71％ 56,373 28.29％ 199,289 149,036 67.17％ 72,834 32.83％ 221,870

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 284/1141



二当事者間取引先信用リスク

二当事者間取引先信用リスクは、BNPパリバがその顧客と二当事者間で（または店頭で）締結したとして扱

われる契約に対応する。

債務不履行エクスポージャー（EAD）は、主に内部モデルを用いて測定される（上記「取引先に対するエク

スポージャーの計算」を参照。）。内部モデルに含まれない範囲（主に子会社であるBNLおよびTEBに限られ

る。）については、取引先信用リスクに対するエクスポージャーの計測に係る標準的アプローチを用いて計算

される。取引先信用リスクに係るリスク加重資産は、債務不履行エクスポージャーに、使用されるアプローチ

（標準的アプローチまたはIRBアプローチ）によって決まる適切な加重比率を乗じて計算される。

以下の表は、取引先信用リスクの規制上のエクスポージャーおよび関連する、取引先信用リスク・エクス

ポージャーの大部分を占めるBNPパリバ・グループの二当事者間活動の全範囲のリスク加重資産の概要をアプ

ローチ別に示している。

2021年６月30日以降、非モデル化エクスポージャーは、規則（EU）2019/876第274条の規定（取引先信用リ

スクに対するエクスポージャーの計測に係る標準的アプローチ）に従って計算され、「時価評価法」は使用さ

れなくなった。
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アプローチ別二当事者間取引先信用リスク債務不履行エクスポージャー（EU CCR１）

 

（単位：
百万ユーロ）

2023年12月31日現在

再構築
コスト
(RC)

潜在的な
将来のエ
クスポー
ジャー
(PFE)

EEPE
(注２)

規制上の
エクス
ポー

ジャー値
の算定に
使用され
るアル
ファ値

CRM(注
３)前の
エクス
ポー

ジャー値

CRM(注
３)後の
エクス
ポー

ジャー値

エクス
ポー

ジャー値

リスク加重資産

   

 
うち標準
的アプ
ローチ

うちIRB
アプロー

チ

EU1

EU-オリジナ
ル ・ エ ク ス
ポージャー方
式
（デリバティ
ブ）

          

EU2
EU- 簡 便 SA-
CCR（デリバ
ティブ）

          

1
SA-CCR（デリ
バティブ）

906 3,159  1.40 5,692 5,692 5,692 3,287 1,596 1,691

2
IMM（デリバ
ティブおよび
SFT）(注１)

  86,754 1.55 134,468 134,468 134,282 28,904 231 28,674

2a
うち証券金融
取引

  39,703  61,540 61,540 61,535 7,821 53 7,768

2b
うち、デリバ
ティブおよび
長期決済取引

  47,050  72,928 72,928 72,747 21,083 177 20,906

2c

うち、異種商
品間の契約上
のネッティン
グ・セット

          

3
金融資産担保
の 簡 便 法
（SFT）

          

4
金融資産担保
の包括的手法
（SFT）

    2,943 2,943 2,943 452 168 284

5
証券金融取引
に係るVaR

          

6 合計     143,103 143,103 142,916 32,643 1,995 30,648

(注１)　証券金融取引。

(注２)　将来発生し得る有効かつ正のエクスポージャー。

(注３)　信用リスク軽減。　

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 286/1141



 

（単位：
百万ユーロ）

2022年12月31日現在

再構築
コスト
(RC)

潜在的な
将来のエ
クスポー
ジャー
(PFE)

EEPE
(注２)

規制上の
エクス
ポー

ジャー値
の算定に
使用され
るアル
ファ値

CRM(注
３)前の
エクス
ポー

ジャー値

CRM(注
３)後の
エクス
ポー

ジャー値

エクス
ポー

ジャー値

リスク加重資産

   

 
うち標準
的アプ
ローチ

うちIRB
アプロー

チ

EU1

EU-オリジナ
ル ・ エ ク ス
ポージャー方
式
（デリバティ
ブ）

          

EU2
EU- 簡 便 SA-
CCR（デリバ
ティブ）

          

1
SA-CCR（デリ
バティブ）

363 655  1.40 1,425 1,425 1,425 1,208 1,184 24

2
IMM（デリバ
ティブおよび
SFT）(注１)

  91,812 1.60 146,900 146,900 146,873 31,072 203 30,869

2a
うち証券金融
取引

  36,738  58,781 58,781 58,781 6,618 100 6,518

2b
うち、デリバ
ティブおよび
長期決済取引

  55,074  88,119 88,119 88,092 24,454 103 24,351

2c

うち、異種商
品間の契約上
のネッティン
グ・セット

          

3
金融資産担保
の 簡 便 法
（SFT）

          

4
金融資産担保
の包括的手法
（SFT）

    734 734 734 1,031  1,031

5
証券金融取引
に係るVaR

          

6 合計     149,059 149,059 149,032 33,311 1,386 31,925

(注１)　証券金融取引。

(注２)　将来発生し得る有効かつ正のエクスポージャー。

(注３)　信用リスク軽減。　
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IRBアプローチによる二当事者間取引先信用リスク債務不履行エクスポージャー（EU CCR４）

 

  2023年12月31日現在

（単位：
百万ユーロ）

PDの基準
債務不履行
エクスポー
ジャー

平均PD 債務者数 平均LGD
平均

満期期間
リスク加重資

産
平均RW

1
中央政府および
中央銀行

0.00％以上0.15％未満 22,702 0.02％
100から
1,000

2％ 2 97 0％

2  0.15％以上0.25％未満 126 0.18％ 0から100 20％ 2 27 22％

3  0.25％以上0.50％未満 131 0.30％ 0から100 50％ 0 61 46％

4  0.50％以上0.75％未満 1 0.69％ 0から100 50％ 1 1 81％

5  0.75％以上2.50％未満 48 1.45％ 0から100 11％ 5 19 40％

6  2.50％以上10.0％未満        

7  10％以上100％未満 14 21.81％ 0から100 40％   247％

8  100％（デフォルト）        

 小計 23,023 0.04％  2％ 2 240 1％

1 金融機関 0.00％以上0.15％未満 39,668 0.05％
1,000から

10,000
36％ 1 4,960 13％

2  0.15％以上0.25％未満 2,534 0.17％
100から
1,000

40％ 1 940 37％

3  0.25％以上0.50％未満 1,360 0.35％
100から
1,000

50％ 1 710 52％

4  0.50％以上0.75％未満 147 0.59％
100から
1,000

42％ 1 93 63％

5  0.75％以上2.50％未満 364 1.15％
100から
1,000

60％ 1 438 120％

6  2.50％以上10.0％未満 317 3.07％
100から
1,000

50％ 1 414 131％

7  10％以上100％未満 16 23.14％ 0から100 63％ 0 58 361％

8  100％（デフォルト）        

 小計 44,406 0.10％  37％ 1 7,612 17％

1 法人 0.00％以上0.15％未満 56,435 0.06％
1,000から

10,000
31％ 1 10,992 19％

2  0.15％以上0.25％未満 5,292 0.18％
1,000から

10,000
39％ 2 2,008 38％

3  0.25％以上0.50％未満 4,515 0.32％
1,000から

10,000
37％ 2 2,471 55％

4  0.50％以上0.75％未満 631 0.69％
100から
1,000

35％ 2 419 66％

5  0.75％以上2.50％未満 3,575 1.36％
1,000から

10,000
46％ 1 3,493 98％

6  2.50％以上10.0％未満 1,873 4.44％
1,000から

10,000
47％ 2 2,794 149％

7  10％以上100％未満 301 17.15％
100から
1,000

42％ 2 619 206％

8  100％（デフォルト） 106 100.00％ 0から100 43％ 2 1 1％

 小計 72,727 0.48％  33％ 1 22,796 31％

 リテール n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s.

 合計 140,157 0.29％  29％ 1 30,648 22％
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  2022年12月31日現在

（単位：
百万ユーロ）

PDの基準
債務不履行
エクスポー
ジャー

平均PD 債務者数 平均LGD
平均

満期期間
リスク加重資

産
平均RW

1
中央政府および
中央銀行

0.00％以上0.15％未満 26,356 0.01％
100から
1,000

1％ 1 53 0％

2  0.15％以上0.25％未満 147 0.17％ 0から100 20％ 2 26 18％

3  0.25％以上0.50％未満 170 0.31％ 0から100 47％ 0 66 39％

4  0.50％以上0.75％未満        

5  0.75％以上2.50％未満 3 1.07％ 0から100 50％ 1 3 101％

6  2.50％以上10.0％未満        

7  10％以上100％未満 61 21.79％ 0から100 n.s.  n.s. n.s.

8  100％（デフォルト）        

 小計 26,737 0.07％  2％ 1 436 2％

1 金融機関 0.00％以上0.15％未満 23,963 0.05％
10,000から

20,000
41％ 1 3,903 16％

2  0.15％以上0.25％未満 1,293 0.18％
100から
1,000

45％ 1 527 41％

3  0.25％以上0.50％未満 1,188 0.34％
100から
1,000

52％ 1 764 64％

4  0.50％以上0.75％未満 201 0.61％ 0から100 55％ 1 185 92％

5  0.75％以上2.50％未満 449 1.26％
100から
1,000

56％ 1 476 106％

6  2.50％以上10.0％未満 117 3.70％ 0から100 58％ 1 181 154％

7  10％以上100％未満 44 14.33％ 0から100 49％ 1 104 238％

8  100％（デフォルト）   0から100     

 小計 27,255 0.13％  42％ 1 6,140 23％

1 法人 0.00％以上0.15％未満 74,593 0.05％
20,000から

30,000
32％ 1 12,501 17％

2  0.15％以上0.25％未満 6,124 0.17％
1,000から

10,000
37％ 1 2,065 34％

3  0.25％以上0.50％未満 6,459 0.31％
1,000から

10,000
34％ 1 3,062 47％

4  0.50％以上0.75％未満 776 0.68％
100から
1,000

36％ 2 519 67％

5  0.75％以上2.50％未満 3,339 1.31％
1,000から

10,000
58％ 2 4,308 129％

6  2.50％以上10.0％未満 1,329 4.32％
1,000から

10,000
59％ 2 2,115 159％

7  10％以上100％未満 356 15.85％
100から
1,000

43％ 2 778 218％

8  100％（デフォルト） 93 100.00％
100から
1,000

  0 0％

 小計 93,069 0.35％  34％ 1 25,349 27％

 リテール n.s. n.s.  n.s. n.s. n.s. n.s.

 合計 147,061 0.26％  30％ 1 31,925 22％
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標準的アプローチによる二当事者間取引先信用リスク債務不履行エクスポージャー（EU CCR３）

 

 2023年12月31日現在

 債務不履行エクスポージャー
リスク
加重資産

 リスク加重
合計

（単位：百万ユーロ） 0％ 20％ 50％ 75％ 100％ 150％

1
中央政府および
中央銀行

  23  15  38 26

2;3;4;5;6 金融機関  648 226  49  922 291

7;9;10 法人  23 203  1,524 48 1,798 1,676

8 リテール    2   2 2

 合計 - 671 451 2 1,587 48 2,760 1,995

 

 2022年12月31日現在

 債務不履行エクスポージャー
リスク
加重資産

 リスク加重
合計

（単位：百万ユーロ） 0％ 20％ 50％ 75％ 100％ 150％

1
中央政府および
中央銀行

  41  8  49 28

2;3;4;5;6 金融機関  574 140  81  795 266

7;9;10 法人(注１)  8 78  972 46 1,103 1,076

8 リテール    27   27 20

 合計 - 582 259 27 1,061 46 1,975 1,390

(注１)　資産クラス「法人」には、2022年12月31日現在は３百万ユーロのその他のリスク資産が含まれている。

 

セントラル・カウンターパーティに対する決済活動に関連する取引先信用リスク・エクスポージャー

セントラル・カウンターパーティ（CCP）エクスポージャーに関連する資本要件は、決済活動に対する二当

事者間取引先信用リスクの範囲の拡張に対応し、上場デリバティブ・ポートフォリオと共に、OTCデリバティ

ブおよびレポ取引のポートフォリオの決済部分を対象としている。

これは、以下の３つの要素の合計に等しい。

・決済活動（自己勘定および顧客決済）により生じたエクスポージャーから生じるチャージ

・セントラル・カウンターパーティに支払われた分別されていない当初証拠金から生じる要件

・セントラル・カウンターパーティのデフォルト・ファンド負担から生じる要件

セントラル・カウンターパーティ（CCP）に関して、規則（EU）575/2013は、適格セントラル・カウンター

パーティ（QCCP）と非適格セントラル・カウンターパーティとを区別している。適格セントラル・カウンター

パーティは、規則（EU）648/2012に基づき承認または認識されるセントラル・カウンターパーティに相当す

る。

以下の表は、方法別およびセントラル・カウンターパーティに対するエクスポージャーのカテゴリー別のリ

スク加重資産の内訳を表す。
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セントラル・カウンターパーティに対するエクスポージャー（EU CCR８）

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
債務不履行

エクスポージャー
リスク加重資産

債務不履行
エクスポージャー

リスク加重資産

1　適格CCPに対するエクスポー
ジャー（合計）

 3,917  2,349

2　適格CCPにおける取引のエクス
ポージャー（当初証拠金およ
びデフォルト・ファンド負担
を除く。）

33,385 1,720 44,669 1,140

3　　うちOTCデリバティブ 2,669 126 4,208 93

4　　うち上場デリバティブ 17,463 1,321 37,723 992

5　　うちSFT(注１) 13,252 274 2,738 55

6　　うち異種商品間のネッティ
ングが認められているネッ
ティング・セット

    

7　分別された当初証拠金     

8　分別されていない当初証拠金 1,968 41 12,212 252

9　事前に拠出されたデフォル
ト・ファンド負担

6,127 2,155 5,320 957

10 拠出されていないデフォル
ト・ファンド負担

14,115  10,555  

11 非適格CCPに対するエクスポー
ジャー

 3,276  192

12 非適格CCPにおける取引のエク
スポージャー（当初証拠金お
よびデフォルト・ファンド負
担を除く。）

479 479 1 1

13　 うちOTCデリバティブ 118 118   

14　 うち上場デリバティブ 320 320   

15　 うちSFT(注１) 41 41 1 1

16　 うち異種商品間のネッティ
ングが認められているネッ
ティング・セット

    

17 分別された当初証拠金     

18 分別されていない当初証拠金 82 82 67 67

19 事前に拠出されたデフォル
ト・ファンド負担

41 514 4 47

20 拠出されていないデフォル
ト・ファンド負担

176 2,202 6 77

(注１)　有価証券金融取引。
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信用評価調整（CVA）リスク

信用評価調整リスクは、グループがリスクにさらされている取引先に関連する信用スプレッドの変動により

生じた信用評価調整の変動による損失のリスクを測定する（上記「信用評価調整（CVA）」を参照。）。

標準的アプローチを用いると、信用評価調整（CVA）の資本要件は、当局が設定する計算方法に従って計算

される。

IRBアプローチを用いると、信用評価調整（CVA）リスク資本チャージは、以下の２つの要素の合計となる。

・CVA VaR チャージ：信用スプレッドへのCVA感応度に対するVaR計算から測定された所要自己資本を表す。

・CVA SVaR チャージ：信用スプレッドへのCVA感応度に対するストレスVaR計算から測定された所要自己資

本を表す。

 

信用評価調整（CVA）リスクの資本チャージ（EU CCR２）

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
債務不履行

エクスポージャー
リスク加重資産

債務不履行
エクスポージャー

リスク加重資産

1　先進的アプローチ(注１) 51,629 4,988 45,446 6,137

2　CVA VaR チャージ  924  1,295

3　CVA SVaR チャージ  4,064  4,842

4　標準的アプローチ 370 200 530 327

5　合計 52,000 5,189 45,976 6,464

(注１)　ある特定の取引先について、先進的アプローチの債務不履行エクスポージャーは前決算日に調整されている。この

変更は、関連するリスク加重資産に影響しない。

 

信用評価調整リスク管理

信用スプレッドへのCVA感応度は、ヘッジの認識により一部相殺されている。これらのヘッジは、一定の特

定された取引先または特定可能な取引先により構成される指数におけるクレジット・デリバティブに対応す

る。

信用評価調整リスクのための資本要件の計算においてヘッジとして認められた商品は、グローバル・マー

ケット事業がその信用評価調整の管理においてヘッジとして使用するクレジット・デリバティブの一部を構成

する。
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取引先信用リスク管理

信用リスク軽減手法

BNPパリバ・グループは、流動性管理および取引先信用リスク管理において、契約の市場価値をヘッジする

部分（変動証拠金）および取引先のデフォルト時にこれらの市場価値が不利に変動するリスク（当初証拠金）

の両方につき、受領した担保保証および差し入れられた担保保証を体系的に管理する。デリバティブ契約に使

用される差し入れられた担保および受領した担保は、主に現金、また比較的規模は小さい負債証券から構成さ

れる。清算取引において受領した担保の影響は、連結財務書類の注5.o「金融資産と金融負債の相殺」に示さ

れる。

一般的に、債務不履行エクスポージャー（EAD）がIRBアプローチを用いてEEPEにおいてモデル化され加重さ

れる場合、「将来発生し得る有効かつ正のエクスポージャー」を計算する際に担保額は直接考慮されるため、

債務不履行による損失（LGD）は受領した担保によっては調整されない（上記「二当事者間取引先信用リス

ク」を参照。）。

標準的アプローチの下で債務不履行エクスポージャー（EAD）の控除として適用される担保保証は、2022年

12月31日現在、490百万ユーロであったのと比較して、2023年12月31日現在、合計で690百万ユーロとなった。

以下の表は、当初証拠金、マージン・コールだけでなく買戻契約における現金および証券の金額ならびに有

価証券の貸出および借入の金額に関して差し入れられた担保および受領した担保の内訳を示している。

 

差し入れられた担保および受領した担保の構成（EU CCR５）

 

 2023年12月31日現在

 デリバティブ取引に利用された担保 SFT(注１)に利用された担保

（単位：百万ユーロ）

受領した
担保の公正価値

差し入れられた
担保の公正価値

受領した
担保の公正価値

差し入れられた
担保の公正価値

分別 非分別 分別 非分別 分別 非分別 分別 非分別

1 現金-国内通貨  39,307 3,300 49,002  203,858 1,110 173,855

2 現金-その他の通貨  38,320 1,337 33,703  287,443 15 262,674

3 国内ソブリン債-ユーロ 216 14,346 15,984 12,851  206,202 4,108 189,108

4 その他のソブリン債 6,707 6,735 2,317 6,109 6 370,802 147 306,124

5 政府機関債 112 410  317  3,160  3,045

6 社債 26,027 4,847 23,365 2,128 2 94,165  125,513

7 株式 125 13    94,989  51,914

8 その他の担保  14    6,261  16,332

9 合計 33,186 103,992 46,303 104,110 7 1,266,880 5,379 1,128,565

(注１)　証券金融取引。
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 2022年12月31日現在

 デリバティブ取引に利用された担保 SFT(注１)に利用された担保

（単位：百万ユーロ）

受領した
担保の公正価値

差し入れられた
担保の公正価値

受領した
担保の公正価値

差し入れられた
担保の公正価値

分別 非分別 分別 非分別 分別 非分別 分別 非分別

1 現金-国内通貨  47,462 2,552 86,212  156,026 2,821 154,694

2 現金-その他の通貨  58,613 848 30,652  97,635  146,290

3 国内ソブリン債-ユーロ 402 17,485 12,779 5,742  202,959 1,382 187,290

4 その他のソブリン債 6,094 6,128 1,174 3,776 2 229,008 294 167,096

5 政府機関債  619    3,807  2,421

6 社債 17,735 5,482 15,409 125 216 70,744  46,772

7 株式 642 25    96,322  66,879

8 その他の担保  14    3,231  110

9 合計 24,874 135,827 32,762 126,507 218 859,732 4,497 771,552

(注１)　証券金融取引。

 

信用格付が引き下げられた場合に、当社グループが提供すべき追加担保金の額は多くない。

 

クレジット・デリバティブ・エクスポージャー

以下の表は、トレーディング・ポートフォリオのクレジット・デリバティブのすべての想定額および市場価

値の概要を示している。

 

クレジット・デリバティブ・エクスポージャー（EU CCR６）

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
購入した

プロテクション
売却した

プロテクション
購入した

プロテクション
売却した

プロテクション

6 想定元本 455,307 369,046 548,220 441,858

1 シングル・ネーム・クレジット・デフォルト・
スワップ

186,611 154,081 211,302 168,367

2 インデックス・クレジット・デフォルト・ス
ワップ

223,602 177,977 291,586 238,239

3 トータル・リターン・スワップ 10,647 5,426 10,919 3,654

4 クレジット・オプション 31,396 31,562 33,749 31,598

5 その他のクレジット・デリバティブ 3,051  665  

 公正価値 (8,348) 6,455 (2,730) 2,292

7 プラスの公正価値（資産） 953 7,536 2,593 4,774

8 マイナスの公正価値（負債） (9,301) (1,081) (5,324) (2,482)
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資本要件およびリスク加重資産

取引先信用リスク資本要件およびリスク加重資産

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2022年

12月31日現在
変動

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在

変動

二当事者間取引先信用リスク 32,191 32,280 (89) 2,575 2,582 (7)

決済活動に関連するセントラ
ル・カウンターパーティに対す
るエクスポージャー（注１）

7,193 2,541 4,652 575 203 372

CVAチャージ 5,189 6,464 (1,276) 415 517 (102)

その他（金融資産担保に基づく
一般的な手法）

452 1,035 (583) 36 83 (47)

合計 45,025 42,320 2,705 3,602 3,386 216

(注１)　決済活動に関連する取引先信用リスク。

 

取引先信用リスク加重資産の変動の主要な要因別内訳（EU CCR７）

2023年度第４四半期

 

 リスク加重資産-取引先信用リスク 資本要件-取引先信用リスク

（単位：百万ユーロ）
合計

うち内部モデル手法
（IMM）(注１)

合計
うち内部モデル手法

（IMM）

1 2023年９月30日現在 46,888 29,871 3,751 2,390

2 資産規模 (1,661) (2,072) (133) (166)

3 資産の質 2 112  9

4 モデルの更新 39 312 3 25

5 手法および方針     

6 取得および売却     

7 通貨 (2) (5)   

8 その他 (241) 687 (19) 55

9 2023年12月31日現在 45,025 28,904 3,602 2,312

(注１)　二当事者間取引先モデルに関連する内部モデル手法（セントラル・カウンターパーティの決済を除く。）。
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2023年12月31日に終了した事業年度

 

 リスク加重資産-取引先信用リスク 資本要件-取引先信用リスク

（単位：百万ユーロ）
合計

うち内部モデル手法
（IMM）(注１)

合計
うち内部モデル手法

（IMM）

1 2022年12月31日現在 42,320 31,072 3,386 2,486

2 資産規模 1,625 (294) 130 (24)

3 資産の質 (741) (1,091) (59) (87)

4 モデルの更新 701 (188) 56 (15)

5 手法および方針 3,111  249  

6 取得および売却 (159)  (13)  

7 通貨 (87) (5) (7)  

8 その他 (1,745) (590) (140) (47)

9 2023年12月31日現在 45,025 28,904 3,602 2,312

(注１)　二当事者間取引先モデルに関連する内部モデル手法（セントラル・カウンターパーティの決済を除く。）。

 

2023年度における取引先リスク加重資産の変動は、インドの清算機関の登録廃止に関連した3.1十億ユーロ

の増加およびCVAの1.7十億ユーロの減少によって相殺された事業活動に関連した1.6十億ユーロの増加により

説明される。
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(5) 市場リスク

市場リスクは、市場価格または市場パラメーター（直接観測可能なものか否かを問わない。）の

不利な動向により損失が生じるリスクである。

観測可能な市場パラメーターは、為替レート、有価証券やコモディティの価格（上場市場での価

格であるか、類似資産を参照することで得られる価格であるかを問わない。）、デリバティブの価

格およびこれらのパラメーターから直接推測できるその他のパラメーター（金利、信用スプレッ

ド、ボラティリティ、インプライド相関、またはその他類似のパラメーター等）を含むが、これら

のみには限定されない。

観測不能な要素は、業務上の仮定（各モデルに含まれるパラメーター等）に基づく要素か、統計

的または経済的分析に基づく要素で、市場において解明できない要素である。

トレーディング勘定の固定利付証券においては、信用商品は、金利または外国為替相場と同様の

市場パラメーターである、債券の利回りや信用スプレッドに基づき評価される。このため、負債証

券の発行者に生じる信用リスクは、発行者のリスクとして知られる市場リスクの要素である。

流動性は、市場リスクの重要な要素である。流動性が制限されるか失われた状況では、商品また

は物品の取引または見積価額での取引が不能になる可能性がある。流動性は、例えば、特定の資産

の取引量が少ない、特定の資産に適用される法的制限がある、特定の資産に係る需給バランスが大

幅に崩れている等の理由で、制限されたり失われたりする可能性がある。

銀行業務に関連する市場リスクは、銀行仲介業務から生じる金利リスクおよび為替リスクを含

む。

 

市場リスクは本項において、以下の２つの要素で示されている。

・トレーディング活動に関連し、トレーディング金融商品およびデリバティブ契約に対応する市場リスク

・銀行仲介業務から生じる金利リスクおよび為替リスクを含む銀行業務に関連した市場リスク

 

資本要件およびリスク加重資産

市場リスクに対する資本要件およびリスク加重資産

 

 リスク加重資産 資本要件

（単位：百万ユーロ）
2023年

12月31日現在
2022年

12月31日現在
変動

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在

変動

内部モデルアプローチ 19,015 18,921 95 1,521 1,514 8

標準的アプローチ 8,979 5,851 3,128 718 468 250

トレーディング勘定
の証券化ポジション

789 771 17 63 62 1

合計 28,783 25,543 3,241 2,303 2,043 259
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BNPパリバ・グループ内において、市場リスクは主に内部モデルアプローチを用いて管理されている。

2023年12月31日現在、市場リスク加重資産の増加は、主に欧州銀行監督機構による密接に相関する通貨リス

トの更新に関連している。したがって、2023年10月１日以降、特にユーロと米ドルおよび人民元の相関は、標

準的手法における為替リスクの計算においては適用されなくなった。

 

内部モデルアプローチに基づく市場リスク（EU MR２-A）

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） リスク加重資産 資本要件 リスク加重資産 資本要件

1　 VaR(注１)（1.aおよび1.b
の金額のより高いほう）

4,134 331 5,635 451

1.a　前日のVaR（VaRt-1）  116  119

1.b　直前の60営業日の各日次
VaRの平均×増倍率

 331  451

2　 ストレスVaR(注１)（2.a
および2.bの金額のより高
いほう）

9,050 724 9,936 795

2.a　直近のストレスVaR  229  256

2.b　直前の60営業日の期間中
のストレスVaRの平均×増
倍率

 724  795

3　 IRC(注１)(注２)（3.aお
よび3.bの金額のより高い
ほう）

5,170 414 2,731 219

3.a　直近の計算値  346  203

3.b　直前の12週間にわたるIRC
数値の平均

 414  219

4　 CRM(注３)（4.a、4.bおよ
び4.cの金額のうち最も高
いもの）

661 53 618 49

4.a　直近の計算値  15  19

4.b　直前の12週間にわたるCRM
数値の平均

 33  42

4.c　トレーディング・ポート
フォリオ相関の直近のCRM
数値に関する標準的アプ
ローチにおける資本要件
の８％

 53  49

6　　合計 19,015 1,521 18,921 1,514

(注１)　VaR、ストレスVaRおよび追加的リスク費用は、リスク加重資産の計算において考慮されたすべての要素を含む。

(注２)　追加的リスク費用。

(注３)　包括的リスク指標。

 

標準的アプローチを用いて計算された市場リスクは、内部モデルの対象となっていない当社グループのいく

つかの事業体の市場リスクを網羅している。標準的アプローチは、銀行勘定の外国為替リスクおよび原材料リ

スクの計算に利用される（下記「銀行業務に関連する市場リスク」を参照。）。
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標準的アプローチに基づく市場リスク（EU MR１）

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） リスク加重資産 資本要件 リスク加重資産 資本要件

アウトライト商品     

1　（一般的および特定の）
金利リスク

405 32 344 28

2　（一般的および特定の）
株式リスク

1 0 59 5

3　外国為替リスク 8,568 685 5,434 435

4　コモディティ・リスク 0 0 0 0

オプション     

5　簡便法     

6　デルタ・プラス法     

7　シナリオ法 5 0 13 1

8　証券化（特定のリスク） 789 63 771 62

9　合計 9,768 781 6,622 530

 

市場リスク加重資産の主要な要素別の動向（EU MR２-B）

2023年度第４四半期

 

（単位：百万ユーロ）
VaR

ストレス
VaR

IRC(注１) CRM(注２)
標準的

アプローチ
リスク加重
資産合計

資本要件
合計

1　 2023年９月30日現在 5,072 10,031 4,659 723 6,655 27,439 2,195

2　　資産規模および質 (937) (1,266) 511 (62) 1,344 (410) (33)

3　 モデルの更新        

4　 手法および方針        

5　 取得および売却        

6　 通貨        

7　 その他 (1) 285   1,769 1,754 140

8　 2023年12月31日現在 4,134 9,050 5,170 661 9,768 28,783 2,303

(注１)　追加的リスク費用。

(注２)　包括的リスク指標。
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2023年12月31日に終了した事業年度

 

（単位：百万ユーロ）
VaR

ストレス
VaR

IRC(注１) CRM(注２)
標準的

アプローチ
リスク加重
資産合計

資本要件
合計

1　 2022年12月31日現在 5,635 9,936 2,731 618 6,622 25,543 2,043

2　　資産規模および質 (886) 212 2,436 43 (764) 2,569 206

3　 モデルの更新 (607) (1,075)    (1,682) (135)

4　 手法および方針        

5　 取得および売却 87 186   (10) 264 21

6　 通貨        

7　 その他 (94) (210) 3  2,391 2,089 167

8　 2023年12月31日現在 4,134 9,050 5,170 661 9,768 28,783 2,303

(注１)　追加的リスク費用。

(注２)　包括的リスク指標。

 

2023年度の市場リスク加重資産の変動は、主に事業活動による3.1十億ユーロの増加および欧州銀行監督機

構による為替リスク計算の相関通貨の更新に関連する1.7十億ユーロの増加によって説明されるが、VaRおよび

ストレスVaRの倍率の低下に伴う1.7十億ユーロの減少により一部相殺された。

 

トレーディング業務に関連する市場リスク

概要

市場リスクは、ホールセールバンキング（CIB）部門内の主にグローバル・マーケット事業内で実施するト

レーディング業務から発生するもので、以下に定義されているような各種リスク要因を含むものである。

・金利リスクは、市場金利の変動により金融商品の価値が変動するリスクである。

・為替リスクは、為替レートの変動により商品の価値が変動するリスクである。

・株式リスクは、株式または株価指数の市場価格の変動およびそれらのボラティリティにより生じる。

・コモディティ・リスクは、コモディティ関連またはコモディティ価格指数の市場価格の変動およびそれら

のボラティリティにより生じる。

・信用スプレッド・リスクは、発行体の信用の質の変化により生じ、当該発行体に係るクレジット・プロテ

クションの購入価格の変動に反映される。

・オプション商品は、性質上、ボラティリティおよび相関性リスクを発生させ、そのリスク・パラメーター

は活発な市場で観測可能なオプションの市場価格に基づき決定できる。

BNPパリバにおけるトレーディング業務は、事業部門の顧客との経済関係に直接関連し、マーケット・メイ

キング業務の一部として間接的に関連している。
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市場リスク管理組織

市場リスク管理システムは、市場リスクをトラッキングおよび管理し、金融商品の評価を管理すると共に、

管理機能を、各事業部門から完全に独立した状態に保つことを目的とするものである。

リスク部門内では、以下の３つの部門が市場リスクの監視について責任を有している。

・リスク部門のマーケットおよび金融機関部門（RISK MFI）は、グローバル・マーケット事業および証券管

理事業の業務を担っている。

・リスク部門の資産・負債管理部の財務課は、資産・負債管理部の財務課の業務を担っている。

・リスク部門のコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門（RISK CPBS）は、国内市場および欧州・

地中海沿岸諸国における業務を担っている。

かかる任務は、リスク要因ならびに感応度の定義、測定および分析、ならびに潜在的な損失のグローバル指

標であるバリュー・アット・リスク（VaR）の測定および管理で構成される。リスク部門は、あらゆる事業活

動が、各委員会が承認した限度に沿って行われるようにし、新たな業務および主要な取引の承認、ポジション

評価モデルの検討および承認、評価・リスク管理部門（V&RC）と共同で市場パラメーターの月次見直し（MAP

の見直し）を行う。

市場リスクおよび金融商品の評価の監視は、下記の複数の正式な委員会で構成されている。

・フィナンシャル・マーケット・リスク委員会（FMRC）は、資本市場業務に関連するリスクを統治する主要

な委員会である。フィナンシャル・マーケット・リスク委員会は、一貫した方法で、市場および取引先リ

スク関連の問題に対処する責任を負う。フィナンシャル・マーケット・リスク委員会は、主要なエクス

ポージャーおよびストレス・リスクの変化を追い、トレーディング総額の最大限度を設定する。フィナン

シャル・マーケット・リスク委員会はおよそ月１回会議を行う。当委員会の議長は当社グループの最高経

営責任者または当行の最高業務責任者代理が務める。

・商品および財務管理委員会（PFC）は、金融商品の評価に係る事項について、仲裁および価格に関する意

思決定を行う委員会である。当委員会は、会議を四半期毎に開催し、市場取引の結果の測定および認識の

効率性の管理および信頼性を強化するため、ホールセールバンキング部門の財務統制部門チームの結論お

よび業務を協議する。議長は当社グループの最高財務責任者が務め、財務および戦略部門－会計部、ホー

ルセールバンキング部門ならびにリスク部門の取締役が出席する。

・事業部門レベルでは、評価レビュー委員会（VRC）が、市場パラメーター（MAP）の検討やリザーブの変動

を検査および承認するための会議を毎月開催する。評価レビュー委員会は、トレーディング部門と管理部

門の間での意見の相違の仲裁役も果たす。議長は、シニア・トレーダーが務め、その他のメンバーは、ト

レーディング部門、リスク部門、ホールセールバンキング部門の評価・リスク管理部（V&RC）チームおよ

び財務および戦略部門の代表者が出席する。意見の不一致がある場合、商品および財務管理委員会の処理

事項とする。
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・評価手法委員会（VMC）は、モデルの承認および見直しの状況を監視し、関連のある勧告について追跡調

査し、モデル統治の改善を示すための会議を、事業部門毎に四半期毎に開催する。かかる委員会は、リス

ク部門MFIが議長を務めており、トレーディング部門、リサーチ部門ならびにホールセールバンキング部

門の評価・リスク管理部（V&RC）チームおよび財務および戦略部門の代表者がかかる委員会に含まれる。

意見の不一致がある場合、仲裁の判断を行うことができる商品および財務管理委員会の処理事項となる。

バーゼル委員会による実効的なリスク・データ集計とリスク報告に関する諸原則であるBCBS239の一部とし

て、四半期毎の調整プロセスにより、フロント・オフィスのシステムのトレーディング・ポートフォリオ全体

が当社グループのリスク部門および財務および戦略部門のシステムに正しく表示されることが保証される。特

に、

・トレーディング業務および銀行業務の境界線が示される。

・市場リスクの内部モデルは包括的であり、トレーディング業務に関連する市場リスクを生み出す各ポート

フォリオおよび事業体が資本要件に対応していることが示される。

この四半期毎のプロセスは、効率的なポートフォリオ対応委員会（EC）を中心に構成されており、調整結果

ならびに食い違いが確認された後に実施された是正および防止措置を検証する。

 

評価に対する管理

プルデンシャルに関するトレーディング勘定に含まれる金融商品は、適用される会計基準に従い、損益を通

じて市場価値またはモデル価値で評価および報告される。銀行勘定に分類される金融商品も同様の場合があ

る。

ポートフォリオの評価に対する管理については、職務の分離を規定した評価に関する職務憲章に記載されて

いる。これらの管理方針および実務は、すべての資産・負債管理および財務事業にも適用される。

当該憲章に加え、関連する評価に対する管理の詳細は、具体的な方針に記載されている。評価に対する管理

メカニズムを共に構成する主要な手続は下記のとおりである。

 

取引の会計処理管理

かかる管理は、ミドルオフィスチームの職務である。しかしながら、最も複雑な取引は、リスク部門が管理

する。
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市場パラメーター（MAP）の見直し－独立した価格検証

価格検証は、評価・リスク管理部門（V&RC）およびリスク部門が共同で管理を行っている。最も流動的なパ

ラメーターについては毎日管理が行われ、すべての市場パラメーターの包括的かつ正式な検討は月末に行われ

る。評価・リスク管理部門が管理するパラメーターの種類は正確に列挙され、基本的にこれらは外部の情報源

に照らして自動的に管理されるパラメーター（有価証券の価格、バニラ・パラメーター）であり、合意された

価格サービスの利用を含む場合がある。リスク部門は、評価手法の管理およびモデルの選択に著しく左右され

る最も複雑なパラメーターについて責任を負う。

市場パラメーターの検討に係る一般原則は、評価に関する職務憲章ならびにグローバルな指標および独立し

た価格検証方針およびMAPの見直し原則等のグローバルな専門的方針に記載されている。具体的な方法論は、

商品ライン毎に編成されるMAPブックとして知られる書類に記載され、定期的に更新される。リスク部門およ

び評価・リスク管理部門の職務は、それぞれの時点において規定され、市場パラメーターの検討に関する結論

は、市場パラメーター研究書に記載されている。

市場パラメーターの検討結果として、評価の調整見積額が算出され、会計帳簿に入力するミドルオフィスに

通知される。この結果は、評価レビュー委員会においてトレーディングを担当する役員に通知される。統制部

門の見解が優先されるが、重大かつ強固な見解の不一致については、商品および財務管理委員会の処理事項と

する。

 

モデルの承認および検討

モデル管理の統制は、評価手法統制方針（VMCP）に記載されている。

フロント・オフィスの定量的分析を行うアナリストは、商品評価および取引の決定を行う際に利用されるリ

スクの測定に用いる方法論の策定および提案を行う。調査チームおよびITチームは、これらのモデルをシステ

ムにおいて実行する責任を負う。

リスク部門が、評価モデルの独立した管理について責任を負っており、以下の責務を含む。

・モデルの承認では、「評価モデル事由」と称される評価の方法論に対する修正を含め、モデルを承認する

かまたは拒否するかの正式な決定が行われる。あらゆる場合において、承認の決定は特定の評価手法委員

会においてリスク部門の上級アナリストが行う。承認プロセスに必要とされる検討は、簡潔な場合と包括

的な場合がある。後者の場合には、承認するための根拠および条件がモデル承認文書に詳述される。

・モデルの検討は、（承認と関連して）開始時にまたはモデルの試用期間（再検討）を通じて行うことがで

きる。モデルの検討の際には、ある特定の市場環境に照らした商品の評価に用いられるモデルの適合性の

検査を行う。

・モデルの利用および実行に対する統制は、モデルの正しいパラメーター化および構造化ならびに関連する

商品の適合性に対する継続的な統制を行う。
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リザーブおよび他の評価の調整

リスク部門は、「リザーブ」の決定および計算を行う。リザーブは、会計上の評価および規制資本の両方に

影響を及ぼす市場価格またはモデル価格の調整額である。リザーブは、ポジションの手仕舞コストまたは適切

なヘッジもしくは分散が不可能なリスクのプレミアムとして考えられる。

リザーブは主に以下を対象とする。

・ビッド・オファー・スプレッドおよび流動性リスク

・モデルまたは市場パラメーターの不確実性

・ヘッジが不可能なリスクの削減（デジタル・ペイオフまたはバリア・ペイオフの平滑化）

一般的な評価調整額の方針が存在する。リザーブの方法論は、各商品ラインについてリスク部門により文書

化され、これらの文書は定期的に更新される。リザーブの変動の分析は、月次評価レビュー委員会で報告され

る。

リザーブの方法論は、定期的に改善され、変更があった場合は、評価モデル事由に該当する。リザーブの改

善は、通常、モデルの検討についての結論または市場パラメーターの検討手続における市場情報の修正に起因

する。

追加的評価調整（AVA）は、委員会委任規則（EU）2016/101に基づき計算されている。

かかる委任規則は、トレーディング・ポートフォリオにおける金融商品の慎重性に基づく評価の規制技術水

準に関する自己資本規制の第105条の要件を補完する。かかる規則は、ティア１資本に影響を与える会計評価

の変更の割合に基づき、かかる要件の適用範囲が、自己資本規制の第34条に基づき測定されるすべての商品を

網羅すると明記している。

規制技術水準は、第105条に基づく慎重な評価を決定する際に考慮しなければならない評価不確実性の要素

を測定および管理するための定義および枠組を定めている。また、同水準は、評価確実性の目標レベルも定め

ており、当行は、慎重な評価よりも有利な価格で自身が商品を流動化できるとする、90％の確証を有していな

ければならない。

これらの要件を適用するための第１段階は、慎重性に基づく評価基準（PVA）を定義することである。かか

る調整は、中間市場価値（または想定価値）に関連し、取引解消費用が発生する可能性がある異なる種類のリ

スクおよび費用に対応する。主な分類としては、流動化費用、市場価格についての不確実性に関するリスク、

集中度リスクおよび評価モデル・リスクがある。慎重性に基づく評価は、細部にわたるレベルで各エクスポー

ジャーについて計算される。

これらの慎重性に基づく評価に基づき、各エクスポージャーおよびリスクの種類についてBNPパリバは、目

標とする評価確実性レベルを達成するため、同様のエクスポージャーおよびリスクの種類についての評価にお

いて既に考慮したリザーブに加え、必要となり得る追加的評価調整を計算する。

一部のリスクの種類の追加的評価調整の計算には、分散化の効果を含んでいる。これはすべてのポジション

に関して必要な追加的評価調整額が、個別に設定されたポジションまたはリスクについて必要となり得る追加

的調整の合計を下回るという事実を反映している。

追加的評価調整額はエクイティ・ティア１資本から控除されている。
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デイ・ワン・プロフィットまたはデイ・ワン・ロス

一部の取引は、観測不能なパラメーターを使用して評価される。会計基準は、かかるパラメーターが使用さ

れる場合、デイ・ワンの損益の認識が繰り延べられるよう定めている。リザーブに係る繰延マージン純額は、

予測された取引の期間またはインプットが観測不能とされる期間に比例して損益を通じて認識される。

リスク部門は、観測可能性に関する規則に従い、パラメーターの種類または取引が観測可能か否かを決定す

るため、財務部、ミドルオフィスおよび事業部門と連携してこれらの損益項目を特定し取り扱い、かつ適切に

文書化し、評価手法委員会が承認を行う。

損益の繰延べによる損益に対する影響は、連結範囲に基づきミドルオフィスまたは財務部チームにより計算

される。

連結財務書類の注1.f.10「公正価値の決定」において繰延マージンに関する会計処理が説明されている。

 

市場リスク・エクスポージャー

市場リスクは、まず、様々な市場パラメーターに対するポートフォリオの感応度を体系的に測定すること

で、分析される。当該感応度分析の結果は、すべての各ポジション・レベルで集められ、市場限度額と比較さ

れる。

 

リスク監視体制および上限の設定

当社グループは、総合システムを使用して、トレーディング・ポジションの日次トラッキングおよびVaR計

算の管理を行っている。このシステムはVaRをトラッキングするだけでなく、各ポジションや様々な基準（通

貨、商品、取引先等）に基づく市場パラメーターに対する感応度の分析も行う。またこのシステムは、トレー

ディング限度、リザーブおよびストレステストの結果を含むような構成にもなっている。

限度の設定および監視に係る責任は３つのレベルで委任されており、これらのレベルは重要性が減少する順

に、フィナンシャル・マーケット・リスク委員会、それに続く事業部門の部長、そして最後にトレーディン

グ・ポートフォリオのマネージャーである。限度は、委任レベルおよび一般的手続に従って、一時的にまたは

恒久的に変更される場合がある。限度レベルについてのリスク部門から独立した視点が伝わることを保証する

適切なエスカレーション・メカニズムが存在する。

 

主要なリスクの分析および業務執行陣に対する報告

リスク部門は、様々なリスクの分析および指標表示を通じ、業務執行陣および事業部門の上級管理者にリス

ク分析の結果（上限、VaR監視、主要なリスクの分析等）を報告する。リスクに関する主要な概要報告書の報

告および拡散は、リスク部門内のMFI MI（市場および金融機関－経営情報部門）チームによって行われる。
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以下の報告書は定期的に作成される。

・あらゆるポジションが要約され、特に留意する必要がある項目が明記されている、各事業部門（株式デリ

バティブ、コモディティ、クレジットG10レートならびにFX市場および地方市場）向けの「主要なポジ

ション」に関する週次報告書。本報告書は主に各事業部門のマネージャー向けのものである。

・世界の主要なリスク集中を特定する業務執行陣向けの「ボトムアップ」ストレステストに関する各地の月

次報告書

・市場・リスク事象の要約、グローバルな取引先エクスポージャーの要約、VaR／ストレスVaRの変化、市場

リスクおよび取引先リスクのストレステストおよび資本変動の要約ならびに市場リスクおよび取引先リス

クのバックテストにより構成される主要なフィナンシャル・マーケット・リスク委員会のための補足書類

・地域別およびグローバル・リスクの指標表示

・特に市場およびCVAの感応度に関するトレーディング勘定における評価調整に関する報告書

 

VaR（バリュー・アット・リスク）

バリュー・アット・リスクは、ある保有期間にわたり、また一定の信頼区間において、特定のポートフォリ

オが通常の市価の動きの下で被る可能性のある予想最大損失額を示す統計的手法である。これは損失の最高限

度額ではなく、例えば異常な市況といった場合にはそれを超過する可能性がある。

BNPパリバのVaRの計算は、銀行監督当局より承認された内部モデルを使用している。BNPパリバのVaRの手法

は、１日のバリュー・アット・リスクを99％の信頼水準で正確に計算することを目指すものである。

VaRの計算は、モンテカルロ法に基づいて行われており、モンテカルロ法とは、正規的シミュレーションま

たは対数正規的シミュレーションを実行するだけでなく、よく金融市場で見受けられる非正常性およびリスク

要因間の相互関係を説明するものである。均等に加重された過去の市場データ（２週間毎にされる）の１年間

のローリング・ウィンドウがモンテカルロ法のシミュレーションを測定するのに利用される。

シミュレートされる要因の主要なグループには、金利、信用スプレッド、為替レート、株価、コモディティ

価格および関連ボラティリティが含まれている。リスク要因の変動は、相対的（株価、ボラティリティ、クレ

ジット・デフォルト・スワップのスプレッド）または、絶対的（OIS、スプレッド、レポ・レート、相関）で

ある。

用いられる評価方法は、商品によってではなく当社が受けるリスクの種類によって異なる。一般的に言え

ば、線形および（とりわけデリバティブについては）非線形両方の効果を組み込むための格子補間手法によ

る、感応性ベースまたは全体再評価ベースのいずれかの方法が用いられる。どちらの場合においても、BNPパ

リバは市場パラメーターを相関させることによる分散効果を考慮して、一般的リスクおよび特定のリスク全体

を算出する。
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各算法、手法および一連の指標は、資本市場の発展を考慮して、定期的に見直され、改善される。

BNPパリバの内部モデルは、大部分の資本市場業務（グローバル・マーケット事業、資産・負債管理部の財

務課）を対象範囲としている。VaR内部モデルもBNLにより使用されている。指標として、2022年12月31日現

在、外国為替リスクを含め、標準的アプローチに基づいた市場リスク（トレーディング勘定における証券化ポ

ジションを除く。）は市場リスク資本要件全体のうちの５％未満を占めた。

VaRは、一定の信頼区間外における損失を考慮しない統計的手法であり、日中の市価の動きに関連した損失

には適用されない。ストレスVaR（SVaR）、追加的リスク費用および包括的リスク指標等のその他のリスク指

標は、BNPパリバ・グループの市場リスクの監視および管理システムを補完する。

 

VaR値の変化（１日、99％）

下記に示すVaRは内部モデルを用いて算出した。この内部モデルでは、現行の規制に準拠するパラメーター

を用いている。これらは、市場限度額の監視の枠組内において考慮に入れられる測定値に対応する。これら

は、保有期間が１日、信頼区間が99％の場合の値である。

2023年度における、BNPパリバのVaR合計の平均値は、各種リスク間での相殺による影響額マイナス39百万

ユーロ考慮後の額で31百万ユーロ（最小が23百万ユーロおよび最大が44百万ユーロ）であった。この内訳は以

下のとおりである。

 

バリュー・アット・リスク（１日、99％）（監査済）

 

 2023年度 2022年度

（単位：百万ユーロ） 最小(注２) 平均 最大(注２) 直近の計算値 平均 直近の計算値

金利リスク 19 28 44 31 24 27

信用リスク 8 11 33 9 11 10

為替リスク 5 10 21 7 7 9

株価リスク 9 14 28 11 15 12

コモディティ・リスク 3 7 13 5 17 7

相殺による影響額(注１)  (39)  (30) (40) (36)

バリュー・アット・リスク合計 23 31 44 33 34 30

(注１)　様々なリスク種類別の上記の最小値および最大値は、単独ベースで（すなわち、それぞれが単独で、VaR合計とも別

個に）計算されていることに留意されたい。各リスク種類別の最小値および最大値は必ずしも同じ日に観測されて

おらず、相殺による影響額の最小値／最大値は関連性があるとみなされていない。

(注２)　最小値および最大値については、VaR合計をリスク種類毎のVaRの合計とみなすことはできない。

 

VaR（１日、99％）は、慎重な管理のおかげで2023年度を通して低水準に留まった。
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VaR値のバックテスト

リスク部門は、様々な手法（特に、資本市場での取引における日次損失実績と、１日のVaRとの、長期にわ

たる定期的な比較を含む。）を通じてその内部モデルの精度を継続的にテストしている。

かかるバックテストは、グローバル・トレーディング勘定の日次VaRと手数料および取引費用を除く実績と

の間での比較を行うことからなる。規制に基づき、BNPパリバは、かかる「実際のバックテスト」の手法を、

「仮想のバックテスト」としても知られる、日次VaRとトレーディング勘定から生じる仮想実績との間の比較

により補完する。仮想実績には、前日のポジションで計算された実績のすべての要素が含まれ、市場パラメー

ターの変化のみが組み込まれる。バックテスト事象は、実際または仮想の損失が日次VaRの値を超過した場合

に宣言される。日次VaRを計算するために選択された信頼区間は99％であり、これは理論上、１年で２件また

は３件の事象が観察されることを意味する。

かかる事象の件数は、少なくとも四半期毎に算出され、ポートフォリオの価値における仮想および実際の変

動により超過した数の最高値と同等である。

 

VaR（１日、99％）の比較および日次取引営業収益（EU MR４）

 

 

2023年度には、当社グループレベルのバックテスト事象が１件のみ記録された。

・2023年３月15日：この仮想上の損失は、シリコンバレー銀行およびクレディ・スイスにとって不利な状況

下での３月16日の市場の上昇によるものであり、その結果、当行の様々な事業部門において累積損失が発

生した。
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VaRの四半期毎の変化

VaR（１日、99％）の四半期毎の変化

 

 

日次収益の分布

下記のヒストグラムは、BNPパリバの実際の日次取引営業収益（日中収益、手数料および取引費用を含

む。）の分布を示している。かかるヒストグラムは、営業収益がⅹ軸に百万ユーロ単位で示される水準に達し

た取引日の日数を表示するものである。
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実際の日次取引営業収益の分布

 

 

取引活動は、2023年度は取引日の99％についてプラスの実績をもたらした（2022年度は95％）。

 

VaR値の変化（10日、99％）

下記に示すVaRは内部モデルを用いて算出した。この内部モデルでは、VaRの見積もりを算出するものとして

バーゼル委員会が推奨する方法に準拠するパラメーターを用いている。これらは、市場限度額の監視の枠組内

において考慮に入れられる測定値に対応する。これらは、保有期間が10日、信頼区間が99％の場合の値であ

り、同一の信頼区間におけるVaR（１日）の値に10の平方根と等しい係数を乗じることにより算出されたもの

である。

2023年度における、BNPパリバのVaR（10日、99％）合計の平均値は、各種リスク間での相殺による影響額マ

イナス123百万ユーロ考慮後の額で99百万ユーロ（最小が71百万ユーロおよび最大が141百万ユーロ）である。

この内訳は以下のとおりである。
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バリュー・アット・リスク（10日、99％）（監査済）

 

 2023年度 2022年度

（単位：百万ユーロ） 最小(注２) 平均 最大(注２) 直近の計算値 平均 直近の計算値

金利リスク 59 90 139 98 76 86

信用リスク 27 36 106 29 34 32

為替リスク 17 31 68 22 22 28

株価リスク 27 43 89 35 48 39

コモディティ・リスク 10 22 40 16 53 22

相殺による影響額(注１)  (123)  (95) (125) (113)

バリュー・アット・リスク合計 71 99 141 105 106 95

(注１)　様々なリスク種類別の上記の最小値および最大値は、単独ベースで（すなわち、それぞれが単独で、VaR合計とも別

個に）計算されていることに留意されたい。各リスク種類別の最小値および最大値は必ずしも同じ日に観測されて

おらず、相殺による影響額の最小値／最大値は関連性があるとみなされていない。

(注２)　最小値および最大値については、VaR合計をリスク種類毎のVaRの合計とみなすことはできない。

 

ストレスVaR

ストレスVaRは、危機が生じている期間を含む特定の12ヶ月間にわたって調整される。この期間はグループ

全体に適用されるが、現在のトレーディング勘定に適用される場合は、リスク指標算出のための広範な市場

データが存在していなければならず、また関連性を持っていなければならない。専門家委員会は、最大のスト

レス・リスク指標を生み出す３つのシナリオの中で定量的に調査を重ねたアプローチに従い、同期間を四半期

毎に検討する。

現在、ストレスVaRの調整のための参照期間は、2008年１月３日から2008年12月31日までの期間である。

BNPパリバは、VaR算出の際と同一の計算手法を、かかる参照期間に基づいて決定された市場パラメーターと

共に用いる。

以下に表示されるストレスVaRは、保有期間が１日、信頼区間が99％の場合の値であり、市場限度額の監視

の枠組内において考慮に入れられる測定値に対応する。

2023年度下半期のストレスVaR（１日、99％）は、国内市場および新興市場における事業活動により減少傾

向にあった。

 

ストレスVaR（１日、99％）

 

 2023年度 2022年度

（単位：百万ユーロ） 最小 平均 最大 直近の計算値 平均 直近の計算値

ストレスVaR 60 75 113 70 75 70
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追加的リスク費用（IRC）

IRCアプローチは、資本の保有期間を１年間、信頼区間を99.9％とした場合（リスクの水準を一定のものと

仮定する。）のデフォルトおよび格付の変更による損失（すなわち、0.1％の最悪の事象を除外した場合に生

じる最大損失。）を測定する。追加的リスク費用が適用する範囲には、主にトレーディング勘定によるプレー

ン・バニラの信用商品（証券化商品を除く債券およびクレジット・デフォルト・スワップ）が含まれる。

追加的リスク費用の計算は、１年間の保有期間中、リスクが一定の水準であるとする仮定に基づくものであ

り、トレーディング・ポジションまたはポジションの組み合わせが１年間の資本の保有期間を通じて、当初の

リスク水準を維持する形で再調整されなくてはならないということを意味している。満期に達したポジション

またはデフォルトのポジションは、流動期間の開始時にロールオーバーされる。

内部で開発されたこのモデルは、デフォルトのリスクおよび格付の変更のリスクの双方を把握する、各債務

者の格付に基づくシミュレーションを中心として構築される。債務者間の依存度は、多元的な資産リターンの

モデルに統合され、これは格付の移行、潜在的なデフォルトおよび信用スプレッドの変動をもたらす。

各債務者のパフォーマンスは以下の４つの要因に依拠する。

・特定の要因

・１つはグローバル要因、１つは３地域間の地理的要因、および１つは12のセクターにおける要因を含む３

つのシステム要因があり、そのうちの１つはソブリンによるものである。

このモデルは、2010年２月１日から計算日の前の四半期末までの期間にわたり、クレジット・デフォルト・

スワップのスプレッドのデータ系列ならびに企業および機関株式の価格に基づいて四半期毎に調整される。

シミュレーションされた利益は、格付の変動の確率を計算するために使用される。これは、信用格付のシナ

リオに使用され、次に信用スプレッドに使用される。また、信用格付のシナリオ内の各債務者に関連する価格

変動グリッドを定めるために使用される。したがって、債務者が分類できるポジションは、様々なシミュレー

ション・シナリオで評価される。信用インデックス・オプション等の非線形商品は直接再評価される。

追加的リスク費用は増加し、2023年度の平均は288百万ユーロであった。この増加は、欧州および米国のク

レジット・インデックスのオプション取引におけるポジションのリスク上昇に関連している。
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信用リスク相関ポートフォリオのための包括的リスク指標（CRM）

包括的リスク指標は、トレーディング勘定における信用リスク・ポートフォリオ（証券化商品を除く。）に

適用される、追加的リスク費用への追加的な資本賦課である。これは、資本の保有期間および流動性期間また

は再調整の頻度に係る期間を１年間、信頼区間を99.9％とした場合（かかる期間中リスクの水準を一定のもの

と仮定する。）の様々な特定の価格変動リスク（スプレッド、相関、回収、クレジットの変動）により生じる

可能性のある損失（すなわち、0.1％の最悪の事象を除外した場合の最大損失。）を測定する。

企業の相関性のある活動は、主に特注の企業のCDOならびに単名のCDS、CDS指数およびインデックス・トラ

ンシェを利用したそれらのヘッジのトレーディングおよびリスク管理により構成された活動である。この活動

は、グローバル・マーケット事業のグローバル・クレジット事業部門内における仕組信用活動取引に該当す

る。

評価の枠組は、追加的リスク費用に用いられるものと同様に、債務者間の利益および依存度の同じモデルを

使用し、観測可能な市場価格（とりわけクレジット・デフォルト・スワップ、インデックスおよびインデック

ス・トランシェのために利用される。）ならびに潜在的な相関および回収率に対するモデルに基づいて作成さ

れたデータの双方を用いる。較正は毎年１回実施される。相関ポートフォリオは、複雑な非線形商品から構成

される。各製品は、様々なシミュレーションされたシナリオで直接再評価される。
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市場限度額の監視の枠組内において考慮に入れられる測定値の概要

取引ポートフォリオのための内部モデルアプローチ値（EU MR３）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

VaR（10日、99％）   

1　 最大 141 164

2　 平均 99 106

3　 最小 71 77

4　 期末 105 95

ストレスVaR（10日、99％）   

5　 最大 358 359

6　 平均 239 238

7　 最小 190 162

8　 期末 221 220

IRC(注１)（99.9％）   

9　 最大 594 439

10　平均 288 256

11　最小 154 136

12　期末 324 184

CRM(注２)（99.9％）   

13　最大 82 140

14　平均 42 79

15　最小 0 9

16　期末 15 19

(注１)　追加的リスク費用。

(注２)　包括的リスク指標。

 

相関性ポートフォリオ以外のトレーディング勘定の証券化ポジション

会計上「公正価値で測定する金融資産」として取り扱われる証券化ポジションは、固定利付証券の未収利息

を除く市場価格の変動を、損益計算書において「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／

損失」として計上する。

相関性勘定以外のABSポジションは、（銀行勘定において標準的な手法である）標準化された資本費用が適

用される。資本要件は、資産の外部格付に基づき決定される。資本の計算は、３つの格付機関のうち２番目に

悪い格付に基づき行われる。
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資産種類別の相関性勘定以外のトレーディング勘定の証券化ポジション内訳（EU SEC２）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

投資家

債務不履行エクスポージャー リスク加重資産

従来型
合成型

従来型
合成型

STS 非STS STS 非STS

2　リテール 45 347 - 64 231 -

3　　住宅ローン 24 124  3 25  

4　　クレジットカード債権 12 59  57 17  

5　　その他のリテール・エクスポージャー 9 165  5 189  

6　　再証券化       

7　コーポレート 3 477 - 2 298 -

8　　法人向けローン  418   260  

9　　商業用不動産  9   8  

10 　ファイナンス・リースおよび売掛債権 3 27  2 14  

11 　その他資産  22   16  

12　 再証券化       

1　合計 48 824 - 66 530 -

 

（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

投資家

債務不履行エクスポージャー リスク加重資産

従来型
合成型

従来型
合成型

STS 非STS STS 非STS

2　リテール 42 174 - 68 179 -

3　　住宅ローン 1 47   49  

4　　クレジットカード債権 16 16  2 5  

5　　その他のリテール・エクスポージャー 24 111  66 126  

6　　再証券化       

7　コーポレート - 470 -  524 -

8　　法人向けローン  387   507  

9　　商業用不動産  10   2  

10　 ファイナンス・リースおよび売掛債権  71   14  

11　 その他資産  1   1  

12　 再証券化       

1　合計 42 644 - 68 703 -
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相関性勘定外のトレーディング勘定の証券化ポジションおよび資本要件のリスク・ウェイト別内訳

 

（単位：百万ユーロ） 2023年12月31日現在

 証券化ポジション 資本要件

リスク・ウェイト

ショート・ポジション ロング・ポジション ショート・
ポジション

ロング・
ポジション

合計
証券化 再証券化 合計 証券化 再証券化 合計

7％-10％   - 68  68  1 1

12％-18％   - 467  467  7 7

20％-35％   - 292  292  8 8

40％-75％          

100％   - 163  163  18 18

250％    61  61  17 17

425％   - 4  4  2 2

650％   - 17  17  11 11

控除（注１）   - 13  13    

合計 - - - 1,084 - 1,084 - 63 63

(注１)　当社グループは、1,250％の加重ではなくエクイティ・ティア１資本の控除を選択した。

 

（単位：百万ユーロ） 2022年12月31日現在

 証券化ポジション 資本要件

リスク・ウェイト

ショート・ポジション ロング・ポジション ショート・
ポジション

ロング・
ポジション

合計
証券化 再証券化 合計 証券化 再証券化 合計

7％-10％    11  11    

12％-18％    167  167  2 2

20％-35％    301  301  8 8

40％-75％          

100％    135  135  17 17

250％    19  19  5 5

425％    7  7  3 3

650％    36  36  26 26

控除（注１）    9  9    

合計 - - - 686 - 686 - 62 62

(注１)　当社グループは、1,250％の加重ではなくエクイティ・ティア１資本の控除を選択した。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 316/1141



市場リスクのストレステストの枠組

グローバルなトレーディング勘定の価値に対する異常な市場の動きの影響をシミュレートするために一連の

ストレステストが行われる。ストレステストは、すべての市場活動を対象とし、一連のストレス市況が適用さ

れる。

 

シナリオ

現在のトレーディング勘定のストレステストの枠組における基本的なアプローチは、「ボトムアップ」型と

「トップダウン」型のストレステストを組み合わせている。

・マクロ・レベル・シナリオ（トップダウン型）では、一連のグローバル・レベルにおけるストレステスト

により評価を行う。これらのシナリオは、地域的または市場におけるショック事象に関連する深刻な市場

の動向がBNPパリバのトレーディング・ポジションに与える影響を評価する。かかる評価は、過去の事象

または将来の見通しに関する仮定的なシナリオに基づく場合がある。シナリオには、エマージング・マー

ケット危機、信用危機および株式市場暴落等の事象が含まれており、そのうち一部は過去の危機に基づい

ている。

公式なマクロ・ストレステストは、現在、８件の異なるストレステストにより構成されている。これらの

シナリオの結果は、各フィナンシャル・マーケット・リスク委員会（FMRC）により検討される。シナリオ

は、以下のとおりである。

・シナリオ１：予想外の金利の引上げによる短期金利の上昇および金利曲線のフラット化

・シナリオ２：優良資産への逃避と相まって、株式市場暴落により生じる金利曲線の下降およびスティー

プ化

・シナリオ３：１つの特定の地域ではなく、一般的なエマージング・マーケット危機

・シナリオ４：信用危機がもたらす一般的なリスク回避

・シナリオ５：ユーロ危機、低いGDP予測、国のユーロ離脱の潜在的脅威および通貨の著しい弱体化

・シナリオ６：地政学的な混乱がもたらすエネルギー危機およびエネルギー市場への深刻な影響

・シナリオ７：米国の債務上限問題等に関連した米国における危機）

・シナリオ８：リスク・オン・シナリオ（株式市場およびエマージング・マーケットにおける反騰相場、

低いインプライド・ボラティリティならびにすべての市場におけるインプライド・ボラティリティの下

落（事実上、リスクの高い資産に対する利益率））
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・ミクロ・レベル・シナリオ（ボトムアップ型）は、グローバル・ポートフォリオへの影響ではなく、これ

らのタイプのシナリオは、特定のトレーディング・デスク、地域またはリスク集中度に対するリスク・エ

クスポージャーを強調することを目的としている。このボトムアップ型のアプローチは、よりカスタマイ

ズされたストレス・シナリオ（複雑な商品の転位または特異なリスク等）の使用を可能にし、これにより

グローバル・マクロ経済シナリオでは簡単に捕捉し得ない潜在的な損失が生じ得る分野を特定することが

できる。このボトムアップ型のプロセスはまた、リスク分野を流動性がより少ないリスク分野またはリス

クが事実上より構造的であるリスク分野に分類することを促す。

 

プロセス

このようなトップダウン型およびボトムアップ型のシナリオの組み合わせにより、トレーディング勘定にお

けるフィナンシャル・マーケット・リスク委員会の悪化シナリオが構築される。かかる公式なトップダウン型

ストレス・シナリオは、フィナンシャル・マーケット・リスク委員会の悪化グローバル・ストレス・シナリオ

および重要な結果が出た複雑な商品に関するボトムアップ型ストレステストと共に、各フィナンシャル・マー

ケット・リスク委員会の会議において提示される。

すべてのストレステストの結果は、業務執行陣により定期的に検討され、取締役会に提出される。

シナリオは、ストレス事象が生じた際の特定の資産または商品の流動性の低下をシミュレートすることによ

り、市場の流動性を考慮する。このプロセスを理解するために、ストレス・ショックの対象期間が異なる商

品／資産によって変動するアプローチを考慮することで、このプロセスを単純化することができる（故に、よ

り高度なシナリオは、一定の特異的な要因を考慮することができる。）。さらに、このプロセスにおいては、

ストレスにさらされているエクスポージャーの一部の因子となっている再ヘッジ仮定において生じたストレス

事象の影響を定量化しなければならない場合がある。

ストレステストは、ストレステスト運営委員会（STSC）により管理されている。同委員会は、ほぼ毎月会議

を行い、すべての内部リスク分野別に、ストレス・シナリオの開発、インフラ、分析および報告の方向性を定

める。キャピタル・マーケット・ストレステスト運営委員会（STSC）は、市場および取引先リスクの両方に関

するすべての内部ストレステスト事項を管理し、フィナンシャル・マーケット・リスク委員会のストレステス

トの詳細な定義を決定する。

ストレステストは、テールリスク分析の中核的な要素であり、ストレスVaR、追加的リスク費用および包括

的リスク指標を通じて示される。さらに、市場リスクに係る資本の事業部門間での割当てにおいて「VaRに追

加された平均損失」（予想不足分）の形で利用される極めて稀な事態のリスクは、考慮されるべき市場リスク

の管理および監視におけるテールリスクを踏まえた追加的な要素である。
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銀行業務に関連する市場リスク

銀行仲介業務および投資に関連する金利リスクおよび為替リスクは、部門横断的な資産・負債管理部の財務

課が管理している。当社グループ全体レベルでは、資産・負債管理部の財務課は、当社グループ・シニア・エ

グゼクティブ・アドバイザーに監督される。BNPパリバの資産・負債管理部の財務課は、各事業体または事業

体グループの資産・負債管理部および財務チームの管轄機能を有し、当社グループ全体を管轄している。戦略

的な決定は、資産・負債管理部の財務課の業務を監督する資産・負債管理委員会（ALCo）が行う。これらの委

員会は、当社グループ全体、事業体および事業体グループの各レベルで設けられている。

第１の柱に基づくリスク加重資産の計算は、為替リスクについて行う必要がある。金利リスクは第２の柱に

関連するリスクである。

 

為替リスク

リスク加重資産の計算

為替リスクは、銀行勘定の一部であるあらゆる取引に関連する。

当社グループ内の各事業体は、ユーロを含む各通貨のネット・ポジションを計算している。当該ネット・ポ

ジションは、あらゆる資産項目の合計から、あらゆる負債項目を差し引き、オフバランスシート項目（通貨先

渡取引に係るネット・ポジションや、通貨オプション勘定のデルタ相当額純額を含む。）を加え、免除対象と

なる長期性構造資産（長期株式持分、有形固定資産および無形資産）を差し引いた額と同等である。当該ポジ

ションは、報告日現在の為替レートでユーロに換算され、各通貨における当社グループのネット・オープン・

ポジション総額を算出するために総計される。所定の通貨におけるネット・ポジションは、資産が負債を上

回っている場合にはロングとなり、負債が資産を上回っている場合にはショートとなる。当社グループ内の各

事業体においては、関連通貨（すなわち各社の報告通貨）のネット通貨ポジションが、ロング・ポジションの

合計とショート・ポジションの合計が同じになるよう調整される。

為替リスクに備えるために必要な自己資本の計算規則は以下のとおりである。

・欧州通貨制度加盟各国の通貨におけるマッチド・ポジションについては、当該ポジションの評価額の

1.6％に相当する自己資本が必要である。

・CFAフランおよびCFPフランは、ユーロとの間でマッチしているため、必要な自己資本に関する要件は適用

されない。

・密接な相関関係にある通貨におけるマッチド・ポジションについては、当該ポジションの評価額の４％に

相当する自己資本が必要である。

・その他のポジション（上記通貨におけるアンマッチド・ポジションを含む。）については、当該ポジショ

ンの評価額の８％に相当する自己資本が必要である。

関連する額は、上記表「標準的アプローチに基づく市場リスク（EU MR１）」に記載されている。
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為替リスクおよび外貨建て純利益のヘッジ（監査済）

いわゆる「業務上の」為替リスク・エクスポージャーは、当該事業体の機能通貨以外の通貨建てで行われた

業務から生じる純利益に関連する。当社グループの方針は、為替レートの変動による純利益の変動をヘッジす

ることである。この目的のため、当社グループの所与の事業体の機能通貨以外の通貨建てで生じる利益は、各

国レベルでヘッジされる。

 

為替リスクおよび海外業務への純投資のヘッジ（監査済）

事業体のいわゆる「構造的」為替ポジションは、機能通貨以外の通貨への投資に関連する。このポジション

は主に、支店の資本基金および外貨建ての株式投資（その資金は投資通貨の購入により調達される。）に起因

する。この構造的為替ポジションは、無形資産について調整され、資産エクスポージャーを構成する。

当社グループの方針の本質は、ポートフォリオに伴う流動性の高い通貨に対するエクスポージャーをヘッジ

し、同時にソルベンシー比率の為替変動に対する限定的な感応度を維持することにある。このため、投資の通

貨と同じ通貨で借入れを行うという方法が、当該通貨の購入による資金調達の代替手段として利用される。借

入れは、投資ヘッジとして認識されている。

 

金利リスク（監査済）

銀行勘定における金利リスク、またはグローバル金利リスクは、銀行勘定の資産と負債の間にお

ける金利、満期および特性のミスマッチによる業績の変動のリスクである。このリスクは、非ト

レーディングのポートフォリオ内で生じる。

 

当社グループの金利リスク管理の構成

取締役会は、最高経営責任者を銀行勘定における金利リスク管理の責任者としている。取締役会は、内部統

制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）を通じて四半期毎に金利政策を統制する原則および当社グループ

の状況についての報告を受ける。

最高経営責任者は、当社グループ資産・負債管理および財務委員会へ管理責任を委任している。当社グルー

プ資産・負債管理および財務委員会の常任委員は、当社グループ・シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

（会長）、最高業務責任者代表代理、当社グループ最高リスク管理責任者、当社グループ最高財務責任者およ

び当社グループ資産・負債管理部の財務課長である。一般検査部長および法令遵守部長も招集される。かかる

委員会は、金利リスク監視指標の追跡、当社グループの金利リスク特性の提案および制限の設定について責任

を負う。

資産・負債管理部の財務課は、経営陣による提案の分析および委任経営の一環としての銀行勘定の金利リス

ク管理に関連する決定の事業活動への導入について責任を負う。

リスク部門は、当社グループ資産・負債管理および財務委員会および各地の資産・負債管理および財務委員

会（ALCo）に参加し、これらの委員会により下された関連する決定の、資産・負債管理部の財務課による実施

状況を監視する。また、モデルおよびリスク指標の検討、リスク指標レベルの監視ならびに設定された制限の

遵守を確保することにより、二次的な管理も行う。
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銀行勘定は、トレーディング勘定取引を除く当社グループのすべての銀行貸借対照表によって構成されてい

る。これには、仲介取引（預金、貸出金等）、非営利貸借対照表項目（株式、固定資産等）および銀行勘定に

おける金利リスク管理のために用いられたデリバティブを含む銀行勘定リスク管理活動（特に、IFRSの下で

ヘッジ会計を適用されない場合）が含まれる。

BNPパリバの各事業体の銀行勘定金利リスクは、内部分析契約または借入／貸出取引により資産・負債管理

部の財務課へ組織的に移転される。当社グループ全体に関して、資産・負債管理部の財務課は、この方法で移

転された金利リスクの管理責任を負う。

金利リスク管理に関する決定は、月毎または四半期毎に開催される事業体または事業体グループの委員会の

会議で下され、監視される。この会議には各地域の資産・負債管理部の財務課、当社グループの資産・負債管

理部の財務課、財務および戦略部門ならびにリスク部門に係る機能の管理者ならびに事業体または事業の上級

管理者が出席する。

 

金利リスクの測定

利率ポジションは、管理されるリスクの特定の性質を考慮して測定される。したがって、当社グループは標

準的利率リスクおよび構造的利率リスクの概念を明確にしている。標準的利率リスクは、一般的な事象（特に

所与の取引に関する最も適切なヘッジ戦略を一意的に確定が可能な場合）に対応している。構造的利率リスク

は、株式および支払利息が生じない預金の金利リスクであり、かかる貸借対照表の項目の投資は定期的な収益

を生み出すものの、金利レベルに対して敏感である。しかし、単一のヘッジ戦略の確定によりかかる感応度を

完全に中立化させることは不可能である。この点について、当社グループは、金利リスクの観点からいわゆる

「中立」管理戦略とされる、すべての採り得る戦略を採用していた。

金利リスクは、将来の各期間における潜在的な資産および負債間の利率特性の差異（固定利率およびスライ

ド方式）を測定する金利ギャップにより分析される。金利ギャップにおいて、特に顧客行動オプションに関連

するオプション効果が組み込まれ、デルタ相当額に換算されている。価値指標もまた使用されている。

満期期間は、取引の契約条件および顧客の行動の観測結果に基づいて決定される。リテール・バンキング事

業の商品については、顧客行動モデルは、過去および将来のデータおよび計量経済学的調査に基づいて決定さ

れる。この潜在的な管理戦略は、特に早期償還および貯蓄勘定に関連している。さらに、支払利息が生じない

預金および株式の償還期日は、業績の安定および預金の安定性という目的を考慮した投資範囲を定める、より

定型的なアプローチに基づいて計算される。当座預金については、平均満期は５年未満であり、10年超の投資

比率はごくわずかである。

貸借対照表の項目の流動的な変化を考慮に入れ、金利リスクは、継続事業の前提に基づく営業収益の金利変

動に対する感応度指標を通じて測定される。これにより、一方で顧客金利と市場金利との間の相関関係が部分

的またはゼロとなり、他方で将来の収益にリスクを生み出す、金利に対する感応性が数量的なものとなる。
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指標の選択およびリスクのモデリングは、リスク部門が検証する。当該検証に従った結果および調整は、委

員会へ定期的に提出され、監視される。

金利リスク測定指標は恒常的に資産・負債管理委員会に提供され、業務リスク管理の決定のための基盤と

なっている。

 

リスク限度

金利リスク指標は、2022年12月31日現在の銀行勘定全体に関係するものである。

金利ギャップは、すべての対象期間において金利リスク制限の対象となる。かかる制限は、リスクの性質

（標準的か構造的か）に基づいて、当社グループおよび事業体のレベルで調整される。これらは、１年毎に見

直される。

当社グループの収益感応度指標は、部門および主要な事業体毎にも分類される制限および感応レベル全体に

関連する警告閾値による影響を受ける。さらに、当社グループはかかる収益に対するストレス・シナリオの影

響を定期的に監視する。

IFRSに基づいてヘッジ会計の対象とならない経済的ヘッジ取引については、特定の制限の対象となる。

 

グローバル金利リスクに対する営業収益の感応度

正味受取利息の感応度は、銀行勘定全体について１年、２年および３年間のローリング期間で、特に全通貨

および全期間の市場金利がプラス／マイナス50ベーシス・ポイント（プラス／マイナス0.5％）の平行的、瞬

間的ならびに確実な上昇および低下をした場合に計算される。これらの感応度は、予測日時点の市場が予想す

る将来の金利（例えば、2023年末時点の感応度については、2023年12月末現在のフォワード・レート）に対応

する中央レート・シナリオの正味受取利息の予測からの偏差として測定される。その他のシナリオも正味受取

利息の感応度を測定するために使用され、これにはプラス／マイナス200ベーシス・ポイントの瞬間的、平行

的および確定的ショックが含まれる。

かかる感応度には市場金利および事業動向の直接的な影響が含まれる。また、貸付残高および顧客金利の変

動に関連した商業活動への間接的な影響についても考慮されている。したがって、慎重を期すために、低金利

期またはマイナス金利の期間に見られる無利息経常収支の増加は、低金利環境の状況に応じたものであると考

えられ、短期金利が十分なプラス水準に回復すると徐々に減少すると想定される。金利を大幅なプラス水準に

維持してきたことで、以下の2023年末時点の感応度に示されるように、低金利環境以前の感応度水準まで徐々

に高まってきている（12月末時点の金利は、前後の週と比較して低い水準になることがあった。）。
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金利が50ベーシス・ポイント上昇または下落した場合におけるグローバル金利リスクに対する営業収益の感

応度（EU IRRBB１A）（監査済）

 

 2023年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
プラス50ベーシス・
ポイントのショック

マイナス50ベーシス・
ポイントのショック

１年目 336 (363)

２年目 401 (378)

３年目 603 (555)

 

 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）
プラス50ベーシス・
ポイントのショック

マイナス50ベーシス・
ポイントのショック

１年目 (22) 20

２年目 (20) (92)

３年目 125 (264)

 

銀行仲介業務の純資産の価値における感応度

当社グループの銀行仲介業務の資産および負債は売却目的ではないため、将来のキャッシュ・フローを割引

くことにより測定されるそれらの理論上の経済価値に基づく認識および管理は行われていない。同様に、純資

産の理論上の経済価値は、当社グループの資本に影響を及ぼさない。

しかしながら、欧州銀行監督機構（EBA）が定めた規制要件および計算方法に従い、ティア１資本に関連し

た銀行仲介業の純資産の理論的な経済価値についての感応度率は、欧州銀行監督機構が定める６つの金利シナ

リオ（すなわち、上方／下方パラレルシフト、スティープ化／フラット化、短期金利上昇／低下）を通じて定

期的に計算されている。さらに、欧州銀行監督機構は無リスク金利の基準値を満期別に定義している（翌日物

金利のマイナス1.5％から50年物金利の０％を補間するイールド・カーブ）。この感応度率は、監督当局が銀

行勘定における金利リスクが重大となり得る状況を特定する際に用いるマイナス15％の基準値と比較される。

2023年12月末時点における感応度率は以下の表に示されており、重要性基準値であるマイナス15％を大幅に

下回っている。下方パラレルシフトの金利シナリオの場合、感応度率は2022年12月末時点と比較して低下し、

マイナス5.4％であった。
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６つの規制ストレステストのシナリオに対するティア１資本の経済価値の感応度（EU IRRBB１B）（監査済）

 

 2023年12月31日現在

 金利ショック（注１） 資本（ティア１）の
経済価値の比率の変動 翌日物金利 10年物金利

1　上方パラレルシフト 2.00％ 2.00％ 0.3％

2　下方パラレルシフト -2.00％ -2.00％ -5.4％

3　スティープ化（短期金利低下、長期金利上昇） -1.70％ 0.80％ 1.3％

4　フラット化（短期金利上昇、長期金利低下） 2.10％ -0.40％ -3.1％

5　短期金利上昇 2.60％ 0.20％ -2.0％

6　短期金利低下 -2.60％ -0.20％ 0.8％

(注１)　各シナリオに適用される金利水準（オーバーナイト・インデックス・スワップ）の変更および下限金利（ユーロの

場合）の適用。

 

 2022年12月31日現在

 金利ショック（注１） 資本（ティア１）の
経済価値の変動 翌日物金利 10年物金利

1　上方パラレルシフト 2.00％ 2.00％ -6.8％

2　下方パラレルシフト -2.00％ -2.00％ 1.2％

3　スティープ化（短期金利低下、長期金利上昇） -1.60％ 0.70％ 0.9％

4　フラット化（短期金利上昇、長期金利低下） 2.00％ -0.40％ -2.6％

5　短期金利上昇 2.50％ 0.20％ -4.6％

6　短期金利低下 -2.50％ -0.20％ 2.4％

(注１)　各シナリオに適用される金利水準（オーバーナイト・インデックス・スワップ）の変更および下限金利（ユーロの

場合）の適用。

 

金利リスクおよび為替リスクのヘッジ

当社グループが取り組むヘッジは、主にデリバティブ金融商品（スワップ、オプションおよび先渡取引）を

用いた金利ヘッジまたは通貨ヘッジで構成される。

ヘッジのために使用する金融デリバティブ商品は、ヘッジ目的に応じ、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジまたは海外事業の純投資ヘッジのいずれかに指定される。各ヘッジ関係は、開始時に正式に文書

化される。文書にはヘッジ戦略が記載される（ヘッジ対象項目およびヘッジ手段が特定され、ヘッジするリス

クの性質が明示される。）と共に、予想される（将来の）および実際の（過去の）ヘッジの有効性をテストす

る方法も記載される。
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グローバル金利リスク

当行のグローバル金利リスクの管理戦略は、主にすべての金利リスクの因子となる金利変動に対する当行の

純利益の感応度を注意深く監視することに基づくものである。これは、金利マージンの安定性および規則性を

確保することを目的としている。この監視では、当行が、異なる種類のリスク間の相殺による影響額について

考慮した後にヘッジ戦略を決定できるようにするため、被るリスクの極めて正確な評価に基づいている。この

ようなヘッジ戦略は、事業体および通貨について策定および実施される。

ヘッジは、スワップおよびオプションからなることがあり、通常、公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フ

ロー・ヘッジとして会計処理される。ヘッジは、政府発行の有価証券をヘッジ手段とする場合もあり、会計

ベースで「償却原価で測定する金融資産」または「資本を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類さ

れる。

2023年度は、物流が容易になり、主要中央銀行の政策が制限されたため、物価指数の上昇が著しく鈍化した

ことが特徴であった。後者の主要中央銀行は、当年度の最初の第３四半期までの間に、バランスシートを縮小

し、主要金利を引き上げ続けた（欧州ではプラス2.00％、英国ではプラス1.75％、米国ではプラス1.00％）。

物価上昇に関する見通しが一般的に受け入れられている2.00％の水準に戻り、また経済活動に関する見通しが

相対的な減速を示していることから、金融市場は、特に欧州および米国において、2024年の主要金利の低下を

2023年度の最終四半期から予想し始めた。

債券金利は１月から10月にかけて上昇し（ブンズ10年債は2.00％から3.00％へ、米国10年債は3.30％から

5.00％へ）、その後年末まで低下した（ブンズ10年債の金利は2.00％を下回り、米国10年債は3.80％で終了し

た。）。

 

構造的為替リスク（監査済）

通貨ヘッジ契約は、当社グループの外貨投資や、将来の外貨建て営業収益を考慮して、資産・負債管理部の

財務課が締結している。各ヘッジ関係は、開始時に正式に文書化される。文書にはヘッジ戦略が記載される

（ヘッジ対象項目およびヘッジ手段が特定され、ヘッジするリスクの性質が明示される。）と共に、予想され

る（将来の）および実際の（過去の）ヘッジの有効性をテストする方法も記載される。

ヘッジ関係は、為替レートの変動の影響が対称的に計上されるよう、また損益計算書に影響を及ぼさないよ

う、外貨建てローンにより必要資金を調達する子会社および支店への投資に適用され、文書化される。これに

関連して、当該商品は、純投資ヘッジとして指定される。当該貸出金は2022年12月31日現在において23十億

ユーロであったのと比較して、2023年12月31日現在においては16十億ユーロであった。当該ヘッジに関連する

資本において直接認識される為替の差額に関連する価値の変動は、2022年12月31日現在においてマイナス303

百万ユーロであったのと比較して、2023年度はプラス339百万ユーロであった。

2023年度において、不適格となった純投資ヘッジ関係は存在しなかった。

正味投資額におけるヘッジの非有効部分に関連した2023年度の損益計算書に計上された金額は、重要ではな

い。
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貸借対照表で認識する金融商品のヘッジ（公正価値ヘッジ）

金利リスクに対する公正価値ヘッジは、特定の固定利付資産もしくは負債または固定利付資産もしくは負債

のポートフォリオのいずれかと関連する。デリバティブは、金利変動に対するこうした商品の公正価値上のエ

クスポージャーを軽減する目的で契約される。

個別の資産をヘッジするものには主に「償却原価で測定する金融資産」または「資本を通じて公正価値で測

定する金融資産」として分類される有価証券があり、個別の負債をヘッジするものには主に当社グループが発

行する固定利付有価証券がある。

金融資産および負債（貨幣性）のポートフォリオのヘッジに関連するものとして、次のものがある。

・固定利付貸出金（不動産ローン、設備ローン、消費者金融および輸出金融）

・固定利付預金（主に要求払預金および住宅財形貯蓄）

ヘッジ額を特定するため、ヘッジ対象項目の残存額を満期期間別に振り分け、満期期間毎に金額を指定す

る。各満期期間は、契約上の取引期間および顧客行動の過去の観測結果（早期償還の想定および予想デフォル

ト確率）を基に決定する。

契約上の利息が定められていない要求払預金は、中期固定利付金融負債とされる。その結果、当該負債の価

値は金利の変動に敏感である。将来のキャッシュ・アウトフローは実績分析を基に予測する。

各ヘッジ関係で、ヘッジの予想有効性は、各満期期間でヘッジ対象項目の公正価値が指定されたヘッジ手段

の公正価値より大きいかどうかを確認することで測定する。

実際の有効性は、ヘッジ対象項目の公正価値の月初からの月間変動幅が、オーバーヘッジになっていないこ

とを事後に確認することで評価する。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ

金利リスクに関し、当社グループは変動利付資産・負債で発生する収益・費用の変動をヘッジするため、デ

リバティブ商品を利用する。実現性の高い予定取引もヘッジする。ヘッジ対象項目は通貨別およびベンチマー

ク金利別に各満期期間に振り分けられる。早期償還の想定分と予想デフォルト確率を加味した後、当社グルー

プは変動利付商品が生み出すリスク・エクスポージャーの一部または全部をヘッジするためデリバティブを利

用する。

為替リスクについては、当社グループは連結純利益項目中の変動に対してヘッジを行う。特に、当社グルー

プは、それぞれの機能通貨以外の通貨を使用している主要子会社または支店の業務から将来発生する収入（特

に金利収入および手数料）をヘッジする可能性がある。金利ヘッジの場合と同様、これらのヘッジ関係の有効

性について満期期間別予測を基に文書化および評価する。

下記の表は、BNPパリバの中期および長期取引の範囲に関するもので、当社グループのヘッジ取引の大部分

を占める、ヘッジされた将来のキャッシュ・フローの金額を（実現化予想日別に）示したものである。
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ヘッジされたキャッシュ・フロー（監査済）

 

実現までの予想期間
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

１年未満
１年以上
５年以下

５年超 合計 １年未満
１年以上
５年以下

５年超 合計

ヘッジされた
キャッシュ・フロー

2,993 6,716 887 10,596 1,769 4,090 739 6,598

 

2023年度において、これらの将来の利益が達成される可能性が高くないことを理由に、いかなるキャッ

シュ・フロー・ヘッジも分類されなかった。

 

前へ　　　次へ
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(6) 流動性リスク

流動性リスクは、市場の状況または特異な（すなわちBNPパリバに特有の）要因により、当行が

定められた時間内にかつ合理的な費用で、コミットメントに基づく支払実行ができず、またはポジ

ションの逆取引もしくは決済を行うことができなくなるリスクである。

流動性リスクは、短期、長期の別を問わず、当社グループが現在または将来の現金または担保の

要求（予測されるものまたは予測外のもの）を満たせないリスクである。

このリスクは、資金調達源の減少、融資コミットメントの引出し、一定の資産の流動性の減少ま

たは現金もしくは担保のマージン・コールの増加より生じる場合がある。また、銀行自体（風評リ

スク）または外部の要因（一定の市場のリスク）に関連する場合もある。

当社グループの流動性リスクは、当社グループの資産・負債管理および財務委員会が承認した包

括的流動性方針に従って管理されている。包括的流動性方針は、平時および流動性危機発生時の両

方において適用できる管理原則に基づいている。当社グループの流動性ポジションについては、内

部指標および規制比率を基に評価を行う。

 

流動性リスク管理方針（監査済）

目的

当社グループの流動性管理方針の目的は、BNPパリバの事業活動の発展のために均衡の取れた資金調達構造

を確保し、危機的状況に対応するために十分な健全性を確保することである。

流動性リスク管理の枠組は、以下の事項に依拠している。

・管理指標

・事業または業務が当社グループの資金調達能力に沿った流動性目標に従うことを保証するための量的な

管理指標

・流動性の内部価格設定に基づく価格による管理指標

・平時および危機的な状況における当社グループの流動性ポジションの評価を可能にする監視指標の定義、

行動の効率性ならびに規制比率の遵守

・満期が目的に合った多様な資金調達源による流動性リスク管理の戦略の実施および流動性準備金の設定

当社グループの流動性方針は、当社グループのすべての事業体および事業ならびにすべての対象期間にわ

たって適用される管理方針を定めている。

 

統治

すべてのリスクに関して、当社グループの最高経営責任者は、取締役会より、当社グループの流動性リスク

を管理する権限を付与されている。最高経営責任者は、当社グループの資産・負債管理および財務委員会に対

して、この権限を委譲する。

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）は、流動性方針の原則や当社グループの流動性ポジショ

ンについて、四半期毎に取締役会に報告する。
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当社グループの資産・負債管理および財務委員会は、以下について責任を負う。

・当社グループの流動性リスク特性の見直しおよび決定について、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会

および取締役会に対して提案すること

・流動性の規制比率への遵守の監視

・管理指標の定義付けおよび監視ならびに当行の事業向けに設定された定量的な基準の測定

・流動性リスク指標の定義付けおよび監視ならびに必要な場合にはそれらに対する定量的な基準の関連付け

・流動性リスク管理戦略の実施の定義付けおよび監視（平時およびストレス状況における事業部門の監視を

含む。）

とりわけ当社グループの資産・負債管理および財務委員会には、資金調達プログラムおよび流動性準備金の

積立プログラム、危機的状況におけるシミュレーション（ストレステスト）ならびに危機的状況から生じる可

能性のあるすべての事象に関する情報が伝えられる。

当社グループの資産・負債管理および財務委員会は、危機的な期間における管理アプローチ（緊急対策）の

定義付けをする任務を負う。この枠組は以下の点に基づいている。

・市場ポジションの監視および一連の指標に設定された基準値の遵守による危機の発生に関する監視

・危機管理態勢の始動および関連する責務の統治

・危機管理のために実行可能な行動の特定

当社グループの資産・負債管理および財務委員会の会議は、平時は各月に開催され、ストレス状況におい

て、または特定の問題点に対応する際にはより頻繁に開催される。

当社グループの資産・負債管理および財務委員会の常任理事は、当社グループのシニア・エグゼクティブ・

アドバイザー（委員長）、最高業務責任者代表代理、最高リスク管理責任者、当社グループの最高財務責任者

ならびに当社グループの資産・負債管理部の財務課長である。その他のメンバーは、リスク部門、財務および

戦略部門ならびに資産・負債管理部の財務課を代表する。一般検査部長および法令遵守部長も招集される。

当社グループにわたり、資産・負債管理部の財務課は、当社グループの資産・負債管理および財務委員会の

流動性管理に係る決定が、事業において実施されることにつき責任を負う。事業体または事業体グループにお

ける資産・負債管理および財務委員会は、当行の流動性リスクを管理するために当社グループの資産・負債管

理および財務委員会が決定した戦略の各地における実施について責任を負う。

資産・負債管理部の財務課は、当社グループ全体のすべての満期について流動性を管理する責任を負ってい

る。特に、資金調達および短期有価証券（譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー等）の発行、優先債および劣

後債（ミディアム・ターム・ノート、社債、中長期預金、カバード債等）の発行、優先株式の発行ならびに当

社グループの貸出金証券化プログラムについて責任を負っている。資産・負債管理部の財務課は、当社グルー

プの各部門、営業事業体および事業部門に内部的に資金を提供すると共に、それらからの余剰資金を再投資し

ている。流動性が逼迫した場合に簡易に売却できる資産から構成される流動性準備金の積立ておよび管理にも

責任を負う。
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リスク部門は、当社グループの資産・負債管理および財務委員会および各地の資産・負債管理および財務委

員会に参加しており、これらの委員会が行った関連する決定の資産・負債管理部の財務課による実施を監督す

る。リスク部門は、モデルおよびリスク指標（流動性ストレステストを含む。）の検討、リスク指標の監視な

らびに指定された限度への遵守の確保を通じて、二次的な管理を行う。

財務部門は、流動性の規制指標および内部監視指標の作成に責任を負う。財務部門は、当社グループの資

産・負債管理および財務委員会が定義する方針に則り内部監視指標の一貫性を監督する。財務部門はまた、当

社グループの資産・負債管理および財務委員会および各地の資産・負債管理および財務委員会に参加してい

る。

 

流動性リスクの管理および監督

内部的な流動性リスク管理および内部監視は、様々な満期別の幅広い指標に基づいている。これらの指標

は、当社グループおよび事業体の双方のレベルで、通貨別および満期別に、定期的に測定される。

 

各事業部門の内部監視指標（監査済）

管理指標は、平時およびストレス状況における当社グループの事業部門の資金ニーズに関連する。これらの

指標は、当社グループの予算管理の枠組の一部であり、目標設定および設定された目標からの偏差を定期的に

（毎月）監視している。

 

当社グループの事業における資金ニーズ

当社グループの事業活動に関連する資金ニーズは、とりわけ商業資金ニーズ（顧客貸出金および貸越ならび

にトレーディング資産等）ならびに商業資金源（顧客預金、当社グループの負債証券の顧客への売却およびト

レーディング負債等）の差額を測定することにより管理されている。この指標により、通常の事業シナリオに

おいて、各事業部門の流動性利用を測定することが可能となる。

１ヶ月および１年間の期間における各事業部門の資金ニーズの測定は、かかる指標により補完され、有効な

欧州規則（流動性カバレッジ比率）および（安定調達比率）に定義される仮定に応じて行われる。

この商業資金ニーズ指標の他に、当社グループは、資産・負債管理部の財務課および当社グループの構造的

資金調達源（すなわち正味自己資本）により提供される流動性準備金およびリファイナンスを、注意深く監視

している。

資産・負債管理部の財務課が各事業の資金ニーズ、当社グループの構造的資金調達源、資金調達および流動

性準備金を全体的に管理することにより、当社グループは厳しい流動性ストレスに耐え得る構造的に健全な流

動性状況を達成することが可能となる。
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各事業部門の流動性利用は、各事業部門の利益目標および資本消費目的に即して、各事業部門の将来的な流

動性の必要性を予測する当社グループの予算過程に組み込まれる。反復的な予算過程の間、流動性利用目的

は、当社グループ全体の目標と合致する形で、資産・負債管理部の財務課および構造的資金調達源により提供

された資金調達を考慮して各事業部門に割り当てられる。この手続は、年間を通して、当社グループの資産・

負債管理および財務委員会により定期的に更新および監視され、必要に応じて調整される。

 

流動性の内部価格設定

当社グループのあらゆる資産および負債は、流動性の内部価格設定の対象である。かかる内部価格設定の原

則は、当社グループの資産・負債管理および財務委員会により決定され、当社グループの戦略展開の範囲内で

市場の流動性のコストの動向および資産と負債のバランスを考慮することを意図している。

 

流動性ポジションの変化

2023年末において、事業には2022年（預金が貸出金を上回っていた）と同様に、正味の過剰流動性があっ

た。当社グループの純資本がこれに加わり、全体的な過剰流動性の状態になっていた。

こうした状況において、資産・負債管理部の財務課から供給される資金は、資産および負債の間の構造の差

異の調整（満期別）ならびに総損失吸収能力の要件ならびに将来の自己資本および適格債務の最低基準

（MREL）を満たすことだけでなく、流動性準備金を賄うために使用される。

当社グループは、流動性の大幅な過剰を維持している。

 

ホールセール資金および流動性準備金における監視指標（監査済）

ホールセール資金の資金調達源

当社グループは、以下により供給される資金を除くすべての資金をカバーした、ホールセール資金の広義の

定義を採用した。

・リテール顧客、プロ投資家および法人

・事業資金（例えば保管管理のための資金）が必要な法人顧客

・金融政策および市場資産を担保とした資金

この定義は、市場における資金調達より広義である。例えば、個人向けファンドに組み込まれた中期および

長期負債、また、短期的なものでいえば証券管理事業における営業外の預金が含まれる。

当社グループは、超短期の資金に頼らず、これらの資金源の分散を保証することにより、ホールセール資金

の管理については保守的な方針をとっている。

そのため、当初の満期が１ヶ月未満であるホールセール資金（いわゆる超短期のホールセール資金）は、当

社グループの事業への資金として使用されないよう、中央銀行への即時利用可能な預け金とすることで体系的

に「蓄財」される。
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当社グループは、短期のホールセール資金（当初の満期が１ヶ月以上１年以下）が、カウンターパーティ、

業界および満期の残存期間に関して分散されることを確実にする。これらの基準の１つに、過度に資金が集中

した場合には、中央銀行への預け金として体系的に「蓄財」され、保有される。

ホールセール市場における中期および長期の資金調達（当初の満期が１年超）は、確実に分散するために、

投資家のタイプ、流通ネットワーク、（担保または無担保の）資金調達プログラムに関して、また地域別に分

散化されている。さらに、当社グループは、資金調達業務の期間構造の最適化を目指している。

2023年末、蓄財された超短期のホールセール資金の合計は、70.9十億ユーロ（当社グループの流動性準備金

と同量の蓄財をもたらした。）、分散化された短期のホールセール資金の合計は、137.4十億ユーロ、また分

散化された中期および長期のホールセール資金の合計は、217.7十億ユーロとなった。

 

ホールセール資金の通貨別内訳（監査済）

資金の通貨別内訳は、当社グループのニーズおよび分散目標と一致している。

 

 2023年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） ユーロ 米ドル その他 合計

蓄財された超短期のホールセール資金 38,358 20,243 12,328 70,930

短期のホールセール資金 56,676 46,920 33,805 137,400

中期および長期のホールセール資金 105,461 85,776 26,485 217,722

ホールセール資金合計 200,495 152,939 72,618 426,052

 

 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） ユーロ 米ドル その他 合計

蓄財された超短期のホールセール資金 49,067 23,948 15,893 88,908

短期のホールセール資金 48,376 53,690 32,567 134,632

中期および長期のホールセール資金 88,954 64,591 26,976 180,521

ホールセール資金合計 186,397 142,228 75,436 404,062
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当社グループの中長期ホールセール資金の内訳

項目は帳簿価額（純額）（特に未払利息およびヘッジ部分の再評価を含む。）で示されている。

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

ティア１
ハイブ
リッド債

ティア２
劣後債

自己資本
の非適格
劣後債

無担保優先債 中長期の
保証付
資金

金融政策
資金

合計
非優先 優先

中長期資金合計 14,901 20,748 1,600 73,499 109,123 15,524 18,162 253,556

顧客の保有する中長期負債     (17,673)   (17,673)

金融政策       (18,162) (18,162)

中長期ホールセール資金 14,901 20,748 1,600 73,499 91,450 15,524 - 217,722

 

（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

ティア１
ハイブ
リッド債

ティア２
劣後債

自己資本
の非適格
劣後債

無担保優先債 中長期の
保証付
資金

金融政策
資金

合計
非優先 優先

中長期資金合計 11,801 22,270 793 72,227 73,608 12,993 67,087 260,779

顧客の保有する中長期負債     (12,904) (268)  (13,172)

金融政策       (67,087) (67,087)

中長期ホールセール資金 11,801 22,270 793 72,227 60,704 12,726 - 180,521

 

当社グループにおける中長期ホールセール資金の動向（監査済）

 

（単位：百万ユーロ）

2022年
12月31日現在

新たな
オリジネー
ション

償還 買戻し
コールの
行使

パラメー
ターに対す
る影響およ
びその他

2023年
12月31日現在

中長期資金合計 260,779 74,732 (77,635) (2,008) (11,370) 9,058 253,556

顧客の保有する中長期負債 (13,172) (3,028) 749 458  (2,680) (17,673)

金融政策 (67,087)  48,925    (18,162)

中長期ホールセール資金 180,521 71,704 (27,961) (1,550) (11,370) 6,378 217,722

 

中長期ホールセール資金残高合計は、2022年12月31日現在の180.5十億ユーロに対して、2023年12月31日現

在217.7十億ユーロだった。

当社グループが行った当初の満期が１年超の市場におけるホールセール資金調達の額は、2022年度が51.9十

億ユーロであったのに対して、2023年度は71.7十億ユーロであった。
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規制の変更に基づくホールセール資金の動向

当社グループの流動性管理目標に加え、ホールセール資金の利用も、総損失吸収能力（TLAC）ならびに自己

資本および適格債務の最低基準（MREL）の要件の適用により、再生および破綻処理に関する規制上の要件を満

たす（「１ (B) (1) 資本管理および自己資本」内の「自己資本および資本計画」に記載の「再生および破綻

処理」を参照。）。

　2023年12月31日現在、BNPパリバは、総額80.3十億ユーロ（元本残高）の非上位優先債を発行した（このう

ち71.9十億ユーロの債務は、総損失吸収能力ならびに自己資本および適格債務の最低基準の対象である。）。

当該債務は、様々な通貨建ての公募債および私募により構成されており、満期は異なる。

これらの負債証券の主要な特徴は以下のとおりである。

・ユーロMTNプログラムおよび米国のMTNプログラムに基づく発行、非上位優先債（フランス通貨金融法典第

L.613-30-３-I-４条を参照。）または仕組債でない債券

・当初の満期が１年超であるもの

・優先債の前かつ劣後債の後における転換および減損の対象となるもの

・かかる負債が新たな法令上のカテゴリーに属する旨が契約書に義務的に定められているもの

さらに、2023年12月31日現在、BNPパリバは、総額19.5十億ユーロの上位優先バニラ債を発行し、自己資本

および適格債務の最低基準の要件の対象である。

総損失吸収能力ならびに自己資本および適格債務の最低基準の比率要件を満たすため、2024年に当社グルー

プは、市況に応じて優先債（上位優先債および非上位優先債）を18.5十億ユーロ発行する予定である。当社グ

ループは、2024年１月29日現在までに当該カテゴリーの債券について、発行プログラムの19.7％を達成した。

 

中長期の保証付ホールセール資金

中長期の保証付ホールセール資金は、有価証券と貸出金を分離することにより測定される。中央銀行から調

達した資金は、下記の表には含まれていない。

 

中長期の保証付ホールセール資金

 

 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

（単位：百万ユーロ） 利用担保(注１) 調達資金(注２) 利用担保(注１) 調達資金(注２)

貸出金および債権 17,671 15,524 14,662 12,685

有価証券   43 40

合計 17,671 15,524 14,706 12,726

(注１)　ヘアカットを含む額。

(注２)　ヘアカット後の額。
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（金融政策外の）中長期の保証付ホールセール資金は、2023年度は中長期ホールセール資金合計の7.1％

（2022年度は7.0％）を占める。当行は、無担保債券を保有する債権者を保護するために担保付資金の割合お

よびこれに伴う担保超過を慎重に管理する。

カバード債および証券化プログラムは、当社グループの担保付ファイナンスの主要な資金源である。平均し

て、カバード債は114％担保されており、証券化プログラムは115％担保されている。

 

中長期の流動性ポジション

中長期の流動性ポジションは、中長期的な資金源および資金運用の評価を行うために、当社グループレベル

において事業体別および通貨別に定期的に測定されている。このような目的で、貸借対照表上の各項目は、資

産・負債管理部の財務課により提供され、リスク部門によって見直されたモデルおよび慣習を使用した経済学

的アプローチにより、または標準的アプローチを用いた安定調達比率（NSFR）による加重を適用した規制上の

アプローチにより満期が決定される。例えば、即時利用可能であるにもかかわらず、リテール顧客および企業

のキャッシュ・マネジメント事業に関連する当座預金は、最も深刻な金融危機においても、常に高い安定性を

維持しており、そのため経済学的アプローチおよび規制アプローチの両方による安定的な中長期の資金調達源

を構成している。

 

ストレステストおよび流動性準備金

流動性ストレステストは様々な満期（１日から12ヶ月）において定期的に実施され、市場要素または当社グ

ループに特有の要素に基づいており、また特異的（BNPパリバに特有の）、（金融機関に影響を及ぼす）体系

的および複合的な危機シナリオといった異なるシナリオを採用している。

考慮される各危機シナリオにおいては、借入金および負債は一部しか更新されない。同時に、貸付の分割弁

済部分は、商業基盤を保護するために新たな融資によって代替され、オフバランスシートの融資コミットメン

トは利用され、また、市場資産は市場流動性を失うことが予想される。コミットメントの更新およびその活用

は、顧客のタイプ（個人、中小企業、法人および金融機関等）または担保付きの借入および貸付に係る原資産

のタイプ（レポ取引／逆レポ取引）に基づき、その強度および期間が異なってくる。ストレス・シナリオで

は、追加的な担保の要求（担保付デリバティブの利回りの引上げの要求、「格付に影響する契約」の条項によ

る影響）もカバーされている。

流動性準備金は、資産・負債管理部の財務課およびキャピタル・マーケット業務が保有する当社グループの

資産により構成される。流動性準備金は、以下のものから構成される。

・中央銀行預金

・市場または売戻契約を通じて直ちに売却可能な資産（債券または株式）

・中央銀行におけるリファイナンスが可能な有価証券および債権（例えば、流動性の低い資産を、流動性の

ある資産または売却可能な資産に換える証券化。）（「１ (B) (2) 銀行勘定における証券化」内の

「（オリジネーターとして行う）自己勘定の証券化」を参照。）
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グローバルな流動性準備金（相殺能力）は、支払システムにおける日中需要の純額で計算され、一定の期間

が経過した後にのみ一定の流動性資産が利用可能なものとして認識されるプルデンシャル規律、とりわけ米国

規制に従う。また、当社グループの流動性準備金の計算においては、譲渡制限も考慮される。かかる制限は、

当社グループの事業体間、非転換通貨間または外国為替管理下にある法域間での譲渡を制限する地域的な規制

を受ける可能性がある。

以下の表は、その動向を示したものである。

 

グローバルな流動性準備金の内訳（相殺能力）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年平均 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

適格資産合計 614,152 618,359 591,242

取崩額 (146,390) (138,791) (124,649)

譲渡額 (5,078) (5,700) (5,943)

グローバルな流動性準備金 462,683 473,867 460,651

うちプルデンシャル規律の要件を満たす流動
性資産（HQLA）

408,476 402,700 418,900

うちその他の流動性資産 54,207 71,167 41,751

 

当社グループの流動性準備金は、2023年末においては473.9十億ユーロとなり、そのうち70.9十億ユーロ

は、超短期のホールセール資金を蓄財したものである。

2023年12月31日現在の当社グループの流動性準備金は、2022年末と比較して13.2十億ユーロ増加した。

 

流動性の規制比率

適用範囲

連結ベースでの流動性比率の監視および監督のためにBNPパリバ・グループが定めた健全性に関する流動性

の範囲は、健全性に関する流動性の範囲において持分法に基づき連結されている共同支配事業体を例外とし

て、自己資本比率のために定められたものである（「１ (B) (1) 資本管理および自己資本」内の「適用範

囲」を参照。）。

 

流動性カバレッジ比率－LCR

30日間の流動性カバレッジ比率（LCR）が2015年10月１日に実施され、危機的状況において１ヶ月という期

間にわたる現金流出純額に対する最小カバレッジ比率が、2018年１月１日以降100％に設定された。当社グ

ループは、2015年１月に欧州委員会により採択された委任法令の要件に従い、流動性要件を測定し、その管理

プロセスをかかる規則に従って適応させた。そのため、事業の資金ニーズの管理指標および内部価格設定の条

件は、流動性カバレッジ比率により設定される標準化された仮定を反映しており、また当社グループのかかる

規則の遵守を監視することを可能にする。

2023年12月31日に終了した事業年度の当社グループの流動性カバレッジ比率は、148％であり、それに対し

て2022年12月31日現在は、129％であった。
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短期の流動性比率（LCR）（注１）―項目別（EU LIQ１）

 

（単位：百万ユーロ）

リスク加重されない価値 リスク加重後の価値

2023年
12月31日

2023年
９月30日

2023年
６月30日

2023年
３月31日

2023年
12月31日

2023年
９月30日

2023年
６月30日

2023年
３月31日

平均の計算に使用されたデータ・ポ
イント数

12 12 12 12 12 12 12 12

 適格流動資産（HQLA）         

1 適格流動資産（HQLA）合計     408,476 420,636 436,951 446,763

 キャッシュ・アウトフロー         

2
リテール預金（小規模企業を含
む。）

423,972 432,121 440,215 446,460 31,077 32,046 32,893 33,553

3 うち安定預金 249,034 254,490 260,292 264,816 12,452 12,725 13,015 13,241

4 うち安定性の低い預金 159,938 165,121 168,507 171,086 18,545 19,203 19,697 20,056

5 保証付でない非リテール資金 490,373 510,230 537,281 563,639 222,958 234,633 248,694 264,473

6 うち業務預金 163,363 166,440 172,777 179,881 40,256 40,978 42,502 44,218

7 うち非業務預金 313,896 330,609 351,386 368,820 169,588 180,475 193,074 205,317

8 うち非保証債務 13,115 13,180 13,119 14,938 13,115 13,180 13,119 14,938

9
保証付非リテール資金
（うちレポ）

    93,645 91,116 88,304 90,243

10 追加要件 385,746 390,921 392,540 391,373 103,752 104,403 102,242 98,688

11
うちデリバティブ・エクスポー
ジャーに関するアウトフローおよ
びその他の付随要件

48,604 48,334 44,761 42,661 47,463 47,611 44,321 42,370

12 うち保証付債務のアウトフロー 7,430 7,498 8,020 6,351 7,430 7,498 8,020 6,351

13
うちクレジット・ファシリティお
よび流動性ファシリティ

329,712 335,089 339,759 342,361 48,859 49,294 49,901 49,967

14 その他の契約資金債務 61,133 63,615 65,514 62,495 61,133 63,615 65,514 62,495

15 その他の偶発資金債務 139,214 137,295 138,667 139,806 6,746 6,711 6,720 7,686

16 キャッシュ・アウトフロー合計     519,311 532,522 544,367 557,137

 キャッシュ・インフロー         

17 保証付貸付（うち逆レポ） 453,725 441,809 445,077 453,494 93,698 92,466 93,950 96,941

18
全部履行エクスポージャーからのイ
ンフロー

87,373 90,998 93,786 97,236 68,319 71,490 73,167 75,733

19 その他のキャッシュ・インフロー 67,430 65,025 59,732 57,623 57,436 55,566 49,900 47,395

20 キャッシュ・インフロー合計 608,529 597,832 598,595 608,354 219,452 219,522 217,017 220,069

EU-20c　75％上限に従ったインフロー 436,026 427,000 424,511 432,262 219,452 219,522 217,017 220,069

21 流動性バッファー     408,476 420,636 436,951 446,763

22
キャッシュ・アウトフロー合計（純
額）

    299,859 313,001 327,349 337,068

23 流動性カバレッジ比率（％）     136.47％ 134.61％ 133.74％ 132.63％

(注１)　本表に表示されるデータは、直近12ヶ月の月末の価値の移動平均として計算されている。
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流動性カバレッジ比率（EU LIQ-B）の質的情報

当社グループの直近12ヶ月の月末の移動平均である流動性カバレッジ比率は、136％となり、規制基準と比

較して109十億ユーロの流動性余剰となった。当社グループの流動性カバレッジ比率は、平均すると133％から

136％であった。

規制上のヘアカット（リスク加重価値）の適用後、当社グループの直近12ヶ月の月末の移動平均である流動

性資産は、408十億ユーロとなり、主として、中央銀行預金（12月末現在は68％）ならびに国債およびソブリ

ン債（32％）で構成される。

30日間の流動性ストレス・シナリオの下での直近12ヶ月の月末の移動平均であるキャッシュ・アウトフロー

は、300十億ユーロとなり、その大部分は、30日間の254十億ユーロの預金流出の予測に対応する。相反的に、

30日間の流動性の規制上のストレス・シナリオの下での貸出金についてのキャッシュ・インフローは、68十億

ユーロとなった。

金融取引ならびに買戻／売戻契約および証券取引に代表される担保ローンに係るキャッシュ・フローは、担

保に適用される規制上のヘアカットを考慮すると、インフローとアウトフローの間でバランスがとれていた。

デリバティブ商品および規制上のストレステストに関連するフローは、キャッシュ・アウトフロー（47十億

ユーロ）およびインフロー（29十億ユーロ）の相殺後、18十億ユーロのアウトフロー（純額）となった。

最後に、金融コミットメントに関する直近12ヶ月の月末の移動平均での減少の予測は49十億ユーロだった。

いずれの重要な通貨においても、極端な不均衡はなかった。

 

安定調達比率－NSFR

規則（EU）2019/876は、１年間の構造的な流動性比率（安定調達比率－NSFR）を導入しているが、これは

2021年６月28日から100％の最低要件の対象となっている。この標準比率は、満期が１年を超えると考えられ

る資産および融資コミットメントが、満期が１年を超える資源によって賄われるよう確保することを目指して

いる。

2023年12月31日現在、当社グループは、115.92％の水準で、最低安定調達比率（NSFR）要件を満たしてい

る。
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安定調達比率（EU LIQ２）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

残存期間別の非加重価値
加重価値

期間なし ６ヶ月未満
６ヶ月以上
１年未満

１年以上

 
利用可能な安定調達額（ASF）
項目

     

1 資本項目および証券 119,821 143  19,041 138,862

2 自己資本 119,821 143  17,332 137,153

3 その他の資本証券    1,708 1,708

4 リテール預金  394,964 3,744 5,476 375,800

5 安定預金  228,935 777 977 219,203

6 安定性の低い預金  166,030 2,967 4,500 156,597

7 ホールセール資金  998,486 52,212 162,771 440,539

8 業務預金  165,695 12 804 83,658

9 その他のホールセール資金  832,791 52,200 161,967 356,881

10 相互依存負債  17,926  25,778  

11 その他の負債 61,763 168,967 1,095 28,373 28,920

12
安定調達比率デリバティブ
負債

61,763     

13
上記項目に含まれないすべ
てのその他の負債および資
本証券

 168,967 1,095 28,373 28,920

14
利用可能な安定調達額（ASF）
合計

    984,120

 所要安定調達額（RSF）項目      

15 適格流動資産（HQLA）合計     29,226

15a
適格担保資産で１年以上の残存
満期にて担保された資産

 254 250 10,413 9,279

16
その他の金融機関が業務目的
で保有する預金

 6 1 1 5

17
不履行になっていない貸出金
および有価証券：

 433,499 93,040 642,326 650,883

18

０％ヘアカットを条件とし
てレベル１適格流動資産
（HQLA）に担保された金融
顧客との不履行になってい
ない証券金融取引

 113,944 4,910 5,396 13,040

19

その他の資産ならびに金融
機関への貸出金および債権
に担保された金融顧客との
不履行になっていない証券
金融取引

 132,919 12,305 9,982 27,290

20

非金融機関顧客への不履行
になっていない貸出金、リ
テールおよび小規模企業顧
客への貸出金ならびにソブ
リンおよび公共機関への貸
出金

 120,158 59,023 372,265 406,659

21

うちバーゼルにおける信
用リスクの標準的アプ
ローチ下での35％以下の
リスク加重

     

22
不履行になっていない住宅
ローン

 5,078 5,143 172,478 117,581

23

うちバーゼルにおける信
用リスクの標準的アプ
ローチ下での35％以下の
リスク加重

 5,078 5,143 172,478 117,581
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24

債務不履行ではなく適格流
動資産（HQLA）とされない
その他の貸出金および有価
証券（オンバランスシート
証券における上場投資株式
およびトレード・ファイナ
ンスを含む。）

 61,400 11,659 82,205 86,313

25 相互依存資産  17,926  25,778  

26 その他の資産      

27 現物取引コモディティ    10,110 8,594

28

デリバティブ契約の当初証
拠金として計上された資産
およびCCPの債務不履行
ファンドへの拠出金

  30,767  26,152

29
安定調達比率デリバティブ
資産

     

30
計上された様々な証拠金の
控除前安定調達比率デリバ
ティブ負債

  103,619  5,181

31
上記項目に含まれないすべ
てのその他の資産

 47,661 2,996 79,755 95,927

32 オフバランスシート項目  431,582 18,425 38,209 23,731

33 所要安定調達額（RSF）合計     848,977

34 安定調達比率（％）     115.92％
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

残存期間別の非加重価値
加重価値

期間なし ６ヶ月未満
６ヶ月以上
１年未満

１年以上

 
利用可能な安定調達額（ASF）
項目

     

1 資本項目および証券 117,703   20,692 138,395

2 自己資本 117,703   20,692 138,395

3 その他の資本証券      

4 リテール預金  442,881 2,548 4,284 418,566

5 安定預金  266,922 983 1,318 255,828

6 安定性の低い預金  175,959 1,565 2,966 162,738

7 ホールセール資金  1,061,592 48,662 154,116 454,843

8 業務預金  177,614 26 672 89,492

9 その他のホールセール資金  883,978 48,636 153,444 365,351

10 相互依存負債  15,157 － 50,663 －

11 その他の負債 68,599 173,335 1,273 30,845 31,481

12
安定調達比率デリバティブ
負債

68,599     

13
上記項目に含まれないすべ
てのその他の負債および資
本証券

 173,335 1,273 30,845 31,481

14
利用可能な安定調達額（ASF）
合計

    1,043,285

 所要安定調達額（RSF）項目      

15 適格流動資産（HQLA）合計     24,749

15a
適格担保資産で１年以上の残存
満期にて担保された資産

 165 163 6,564 5,859

16
その他の金融機関が業務目的
で保有する預金

 1 1 1 2

17
不履行になっていない貸出金
および有価証券：

 458,227 90,795 701,469 715,424

18

０％ヘアカットを条件とし
てレベル１適格流動資産
（HQLA）に担保された金融
顧客との不履行になってい
ない証券金融取引

 96,139 4,787 4,125 10,157

19

その他の資産ならびに金融
機関への貸出金および債権
に担保された金融顧客との
不履行になっていない証券
金融取引

 156,806 14,320 6,329 25,403

20

非金融機関顧客への不履行
になっていない貸出金、リ
テールおよび小規模企業顧
客への貸出金ならびにソブ
リンおよび公共機関への貸
出金

 141,518 57,200 433,552 472,528

21

うちバーゼルにおける信
用リスクの標準的アプ
ローチ下での35％以下の
リスク加重

     

22
不履行になっていない住宅
ローン

 5,728 5,560 177,717 123,034

23

うちバーゼルにおける信
用リスクの標準的アプ
ローチ下での35％以下の
リスク加重

 5,728 5,560 177,717 123,034
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24

債務不履行ではなく適格流
動資産（HQLA）とされない
その他の貸出金および有価
証券（オンバランスシート
証券における上場投資株式
およびトレード・ファイナ
ンスを含む。）

 58,035 8,928 79,746 84,301

25 相互依存資産  15,157  50,663  

26 その他の資産      

27 現物取引コモディティ    11,755 9,992

28

デリバティブ契約の当初証
拠金として計上された資産
およびCCPの債務不履行
ファンドへの拠出金

  27,440  23,324

29
安定調達比率デリバティブ
資産

     

30
計上された様々な証拠金の
控除前安定調達比率デリバ
ティブ負債

  113,092  5,655

31
上記項目に含まれないすべ
てのその他の資産

 37,017 4,756 87,667 97,867

32 オフバランスシート項目  397,340 12,542 28,511 23,951

33 所要安定調達額（RSF）合計     906,821

34 安定調達比率（％）     115.05％
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当行のプルデンシャル・バランスシートにおける予定

かかる予定は、流動性比率のために定義される規則に沿ったプルデンシャル・スコープ（「１ (B) (1) 資

本管理および自己資本」内の「適用範囲」を参照。）内における契約上の支払日に従ったキャッシュ・フロー

を示している。

トレーディング勘定記載の、純損益を通じた公正価値で記載された有価証券は、有価証券の契約上の満期が

当社グループの計画された保有期間を表していないため、「期日不確定」満期として表示される。同様に、純

損益を通じた公正価値で記載されたデリバティブ金融商品、ヘッジ目的デリバティブおよび金利リスク・ヘッ

ジ・ポートフォリオの再測定による調整は、「期日不確定」満期として表示される。

以下の表および早期返済オプションを行使する場合、最も保守的な規則を適用する。

・オプションが双方において行使可能である場合、返済日は、オプション行使の契約上の次の期日となる。

・オプションが相手方においてのみ行使可能である場合、負債の返済日はオプション行使の契約上の次の期

日となる一方、資産の返済日は最終満期日となる。

・オプションが当社グループにおいてのみ行使可能である場合、返済日は、資産および負債共にオプション

行使の契約上の次の期日となる。

・劣後債である場合、償還日は最終満期日となる。
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プルデンシャル・バランスシートにおける契約上の満期（EU CR１-A）（監査済）

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

期日
不確定

翌日物
または
要求払

１ヶ月
以下

(翌日物
を除く。)

１ヶ月超
３ヶ月
以下

３ヶ月超
１年以下

１年超
５年以下

５年超 合計

資産         

現金および中央銀行預け金  288,270      288,270

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品

        

有価証券 212,127       212,127

貸出金および売戻契約  65,049 86,442 30,200 24,195 16,466 4,686 227,038

デリバティブ金融商品 292,754       292,754

ヘッジ目的デリバティブ 21,814       21,814

資本を通じて公正価値で測定
する金融資産

        

負債証券 26 81 1,571 1,418 3,440 16,706 29,725 52,967

持分証券 2,275       2,275

償却原価で測定する金融資産         

金融機関貸出金および債権  7,058 8,971 4,672 2,496 496 560 24,255

顧客貸出金および債権  1,143 59,590 81,324 147,170 349,672 252,907 891,806

負債証券 150 553 2,092 4,511 20,584 48,071 45,021 120,982

金利リスク・ヘッジ・ポート
フォリオの再測定による調整

(2,661)       (2,661)

金融資産 526,485 362,155 158,665 122,125 197,887 431,410 332,900 2,131,627

その他の資産 174,813 9,772 8,581 1,568 1,521 766 5,575 202,596

資産合計 701,298 371,927 167,247 123,693 199,408 432,176 338,475 2,334,224

うち貸出金および債権 - 66,111 155,003 116,196 173,862 366,634 258,154 1,135,960

うち負債証券 133,195 635 3,662 5,929 24,024 64,777 74,746 306,968

負債         

中央銀行預金  3,374      3,374

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品

        

有価証券 104,910       104,910

借入金および買戻契約  35,451 157,221 47,554 20,074 11,907 1,667 273,873

発行済負債証券  218 4,190 5,131 16,140 37,549 20,116 83,343

デリバティブ金融商品 279,446       279,446

ヘッジ目的デリバティブ 37,911       37,911

償却原価で測定する金融負債         

金融機関預金  14,293 4,219 53,913 10,944 2,154 67 85,590

顧客預金  724,599 142,697 79,720 35,283 7,978 3,598 993,875

負債証券  107 11,647 32,852 46,140 57,453 36,473 184,672

劣後債   48  1,127 8,076 13,715 22,965

金利リスク・ヘッジ・ポート
フォリオの再測定による調整

(14,175)       (14,175)

金融負債 408,093 778,042 320,021 219,170 129,707 125,116 75,635 2,055,785

その他の負債 229,199 3,965 22,483 2,466 1,903 585 17,838 278,439

負債および資本合計 637,292 782,007 342,503 221,636 131,610 125,701 93,473 2,334,224
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

期日
不確定

翌日物
または
要求払

１ヶ月
以下

(翌日物
を除く。)

１ヶ月超
３ヶ月
以下

３ヶ月超
１年以下

１年超
５年以下

５年超 合計

資産         

現金および中央銀行預け金  318,569      318,569

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品

        

有価証券 166,946       166,946

貸出金および売戻契約  64,994 57,714 29,441 24,085 9,961 5,828 192,024

デリバティブ金融商品 328,358       328,358

ヘッジ目的デリバティブ 25,681       25,682

資本を通じて公正価値で測定
する金融資産

        

負債証券 59  3,890 797 3,787 12,120 17,916 38,570

持分証券 2,188       2,188

償却原価で測定する金融資産         

金融機関貸出金および債権  9,987 13,023 5,055 2,463 649 1,297 32,474

顧客貸出金および債権  13,851 56,802 78,893 134,620 345,125 258,376 887,667

負債証券 154 92 3,503 4,100 14,908 47,213 43,741 113,711

金利リスク・ヘッジ・ポート
フォリオの再測定による調整

(7,477)       (7,477)

金融資産 515,910 407,494 134,931 118,287 179,864 415,067 327,158 2,098,711

その他の資産 187,930 21,181 6,832 9,241 1,835 1,977 8,727 237,722

売却目的で保有する資産    86,839    86,839

資産合計 703,839 428,674 141,764 214,366 181,699 417,045 335,885 2,423,272

うち貸出金および債権 - 77,985 127,538 113,389 161,168 355,735 265,501 1,101,317

うち負債証券 104,526 92 7,393 4,898 18,696 59,333 61,656 256,593

負債         

中央銀行預金  3,054      3,054

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品

        

有価証券 99,155       99,155

借入金および買戻契約  48,048 125,131 39,086 14,922 5,923 965 234,076

発行済負債証券  7 3,672 4,662 12,442 27,376 17,250 65,409

デリバティブ金融商品 300,936       300,936

ヘッジ目的デリバティブ 40,002       40,002

償却原価で測定する金融負債         

金融機関預金  14,768 5,518 25,331 49,365 20,950 780 116,714

顧客預金  780,457 124,371 63,839 37,088 5,924 2,888 1,014,567

負債証券  5 9,731 31,847 34,884 42,770 32,952 152,191

劣後債   8  270 8,599 13,511 22,388

金利リスク・ヘッジ・ポート
フォリオの再測定による調整

(20,201)       (20,201)

金融負債 419,893 846,339 268,431 164,765 148,972 111,543 68,347 2,028,290

その他の非金融負債 257,789 13,059 14,228 10,092 2,318 1,818 18,675 317,980

売却目的で保有する資産に
関連する負債

- - - 77,002 - - - 77,002

負債および資本合計 677,682 859,398 282,659 251,860 151,290 113,361 87,022 2,423,272
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流動性リスク管理のため、上記契約上の予定は、通常の状態およびストレス状況における顧客の動向または

一定の資産（有価証券等）に対する市場の流動性を考慮した経済分析により補完される。

かかる目的のために、当社グループは、経済上の流動性を予測および管理するための一連のツール、前述の

とおり、とりわけ以下のものを利用する。

・中長期の流動性状況

・ストレステストおよび流動性準備金

・規制上の流動性比率の監視

以下の表は、早期償還オプションを除く、当社グループにより中長期的に発行された資本性金融商品および

負債証券における、上記表「プルデンシャル・バランスシートにおける契約上の満期（EU CR１-A）（監査

済）」の詳細を示している。
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プルデンシャル・スコープにおける資本性金融商品および中長期負債証券における契約上の満期

 

（単位：百万ユーロ）  
2023年
12月31日
合計

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
2029年-
2033年

2033年
以降

永久

追加ティア１として適格
な負債の額(注１)

 14,901 - - - - - - - 14,901

劣後債  1,352 - - - - - - - 1,352

優先株式および永久最劣
後債

 13,549 - - - - - - - 13,549

ティア２として適格な負
債の額(注１)

 20,748 1,165 2,635 2,574 2,598 253 8,785 2,739 -

劣後債  20,748 1,165 2,635 2,574 2,598 253 8,785 2,739 -

うち償却原価で測定す
る劣後債

 20,728 1,163 2,635 2,574 2,598 253 8,785 2,721  

うち純損益を通じて公
正価値で測定する劣後
債

 20 2      18  

健全性自己資本として適
格でない負債の額(注１)

 1,600 - 40 - - 2 46 2 1,510

無担保優先債  158,320 17,796 25,315 19,119 17,886 23,628 43,259 11,315 -

非上位優先債  73,499 6,198 9,668 6,420 10,902 11,321 23,726 5,264 -

うち償却原価で測定す
る非上位優先債

 69,018 6,198 9,668 6,420 10,902 11,321 23,451 1,059  

うち純損益を通じて公
正価値で測定する非上
位優先債

 4,481      276 4,205  

優先債  84,821 11,598 15,648 12,700 6,984 12,307 19,533 6,051 -

うち償却原価で測定す
る優先債

 27,464 7,091 2,088 2,697 803 4,531 7,957 2,297  

うち純損益を通じて公
正価値で測定する優先
債

 57,357 4,507 13,559 10,004 6,181 7,776 11,576 3,754  

担保付優先債  15,114 3,738 3,705 903 872 3,864 1,581 451 -

(注１)　健全性に関する調整前の帳簿価額。

 

規則（EU）2021/637の実施により要求される（EU CCA）資本として認識される金融商品（エクイティ・ティ

ア１、追加ティア１およびティア２）ならびに総損失吸収能力比率の対象となる負債性金融商品（非上位優先

債 ） の 詳 細 を 示 す 表 は 、 BNP パ リ バ の 投 資 家 向 け 広 報 ウ ェ ブ サ イ ト に お け る 負 債 部 門 ：

https://invest.bnpparibas/recherche/dette/documents/informations-sur-les programmes-et-les-

emissionsで入手できる。

上記に示される負債証券の一部は、当社グループ（発行体）によって行使可能な早期償還（「繰上げ償

還」）オプションを有する。以下の表は、該当する場合にはオプションが行使される可能性のある日の翌日

（「繰上げ償還日」）を考慮して、負債およびその他の劣後債の満期予定を示している。繰上げ償還は、規制

当局の事前承認後にのみ行使される。以下で示されている満期日は、純粋に契約上のものであり、当社グルー

プの繰上げ償還方針を予測するものではない。
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劣後債の経済的満期（注１）（控除範囲）

 

（単位：百万ユーロ）  
2023年
12月31日
合計

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
2029年-
2033年

2033年
以降

永久

追加ティア１として適格
な負債の額(注２)

 14,901 1,325 1,534 - 2,691 2,508 6,843 - -

劣後債  1,352     1,352    

優先株式および永久最劣
後債

 13,549 1,325 1,534  2,691 1,156 6,843   

ティア２として適格な負
債の額(注２)

 20,748 1,494 3,283 4,314 5,425 2,315 2,420 1,497 -

劣後債  20,748 1,494 3,283 4,314 5,425 2,315 2,420 1,497  

うち償却原価で測定す
る劣後債

 20,728 1,492 3,283 4,314 5,425 2,315 2,420 1,479  

うち純損益を通じて公
正価値で測定する劣後
債

 20 2      18  

健全性自己資本として適
格でない負債の額(注２)

 1,600 248 40 - - 70 46 2 1,194

(注１)　経済的満期は、契約上の満期または金融商品が早期償還オプションを有する場合は、次の繰上げ償還日のいずれか

を定義する。

(注２)　健全性に関する調整前の帳簿価額。

 

当社グループの資産に付されている担保および当社グループが取得した資産に付されている担保

貸借対照表上の資産および保証付きの取得金融商品で、当社グループの取引における質権、保証または信用

補完の対象となった自由に処分できないものは、担保が付されているとみなされる。

資産の担保権は、当社グループの事業の中核となり、以下の２つを目指している。

・取引を保証するためのマージン・コールの支払を含むデリバティブ取引または買戻契約取引（「(4) 取引

先信用リスク」内の「二当事者間の当初証拠金交換」および「取引先信用リスク管理」を参照。）

・担保付債務、特に資産担保証券（「１ (B) (2) 銀行勘定における証券化」内の「（オリジネーターとし

て行う）自己勘定の証券化」を参照。）、カバード債（本項の上記「中長期の保証付ホールセール資金」

を参照。）の発行または金融政策への参加により資金調達を行い、これにより資金調達構造を多様化およ

び最適化すること

したがって、資産の担保権は、以下の取引のみで構成される限り、連結財務書類の注5.p「金融資産の譲

渡」に示される資産への移行と区別できる。

・銀行の貸借対照表において認識される有価証券は、当行が買戻契約（レポおよび有価証券貸付）に基づき

一時的に売却または貸付されているが、いったん取引が完了すると当行の貸借対照表に計上されない。

・銀行が証券化した資産（プログラムが有効か無効かを問わない。）は、引き続き資産担保証券の発行を

ヘッジするために適用される会計基準に含まれる連結ルールに基づき銀行の貸借対照表において認識され

る。
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上記定義に基づき、金融政策に即して精算機関または中央銀行に付与された保証は、保証付債券の発行を

ヘッジする資産ポートフォリオと共に、資産の担保権の範囲に属するが、資産譲渡の範囲には属さない。同様

のことが、買戻契約（レポ）および（以前に逆レポおよび有価証券借入れに基づき受領されたため）当行の貸

借対照表に計上されていない有価証券の場合の貸付、ならびに買戻契約（逆レポ）および有価証券借入れに基

づき受領された有価証券にも当てはまる。

 

資産の担保権および受領した担保

担保権付資産および取得した資産の監視は、「１ (B) (1) 資本管理および自己資本」内の「適用範囲」に

定義されるプルデンシャル・スコープで行われる。

担保権付資産および担保権が付されていない資産ならびに受領した担保の額は、EU実施規則2021/637の規定

に従って、以下の表に記載されている。これにより、表に記載されるすべてのデータは、対応する年度の４四

半期末の中央値として計算される。したがって、各合計ラインは、当該年度の中央値の合計ではなく、各四半

期末の４つの合計値の中央値として計算される。

担保権付資産の当社グループの貸借対照表上の資産に対する中央値の比率は、2023年度は14.6％であり、そ

れに対して2022年度は19.5％であった。

 

担保権付資産および担保権が付されていない資産

担保権付資産および担保権が付されていない資産

 

 2023年度の４四半期末の中央値

 
担保権付資産の

帳簿価額
担保権付資産の

公正価値

担保が付されて
いない資産の
帳簿価額

担保が付されて
いない資産の
公正価値

         

（単位：百万ユーロ）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

010 資産 354,106 135,540   2,067,026 464,382   

030 資本性金融商品 24,694 16,253   61,759 22,956   

040 負債証券 148,995 119,481 148,995 119,481 175,765 154,098 175,765 154,098

050　うちカバード債 3,458 2,839 3,458 2,839 2,975 2,723 2,975 2,723

060　うち資産担保証券 867 558 867 558 7,615 3 7,615 3

070　うち一般政府発行 112,222 110,833 112,222 110,833 137,469 135,332 137,469 135,332

080　うち金融機関発行 27,861 4,093 27,861 4,093 24,982 6,177 24,982 6,177

090　うち金融機関以外による発行 8,999 1,779 8,999 1,779 8,973 1,119 8,973 1,119

120 その他の資産 178,102    1,838,784 283,351   

121　うち要求払貸出金     301,377 283,351   

122　うち要求払貸出金以外の貸出
金および債権

85,622    1,079,703    

123　うちその他の資産 91,909    434,107    

(注１)　極めて高い流動性および信用の質を有する資産。
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 2022年度の４四半期末の中央値

 
担保権付資産の

帳簿価額
担保権付資産の

公正価値

担保が付されて
いない資産の
帳簿価額

担保が付されて
いない資産の
公正価値

         

（単位：百万ユーロ）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注１）

010 資産 508,631 146,763   2,096,309 496,901   

030 資本性金融商品 37,218 22,377   29,941 7,471   

040 負債証券 155,037 123,822 155,037 123,822 146,761 135,134 146,761 135,134

050　うちカバード債 3,230 2,564 3,230 2,564 1,933 1,393 1,933 1,393

060　うち資産担保証券 1,209 673 1,209 673 5,847  5,847  

070　うち一般政府発行 114,059 113,724 114,059 113,724 110,250 106,340 110,250 106,340

080　うち金融機関発行 28,133 4,624 28,133 4,624 22,091 4,767 22,091 4,767

090　うち金融機関以外による発行 13,070 1,718 13,070 1,718 4,498 531 4,498 531

120 その他の資産 286,731 2,887   1,942,768 358,506   

121　うち要求払貸出金     360,595 351,181   

122　うち要求払貸出金以外の貸出
金および債権

163,784    1,029,183    

123　うちその他の資産(注２) 135,134 2,887   552,117 8,326   

(注１)　極めて高い流動性および信用の質を有する資産。

(注２)　バンク・オブ・ザ・ウェストの担保権付資産は、プルデンシャル・バランスシートの表示慣例に従って、売却目的

で保有する資産および負債のグループに関連するIFRS第５号の適用に沿った「その他の資産」に示される。2022年

12月31日現在、合計56十億ユーロのうち、貸出金および債権に15十億ユーロ、合計21十億ユーロのうち、固定利付

証券に６十億ユーロが担保された。

 

その他の担保権付資産は、主に貸出金および債権からなり（資産担保証券または保証債の発行の際によく利

用される。）、86十億ユーロである。残りは、「123　うちその他の資産」勘定に分類され、92十億ユーロの

保証付預金およびデリバティブに関して支払われる銀行保証（未収収益およびその他の資産の分類で認識され

る。）からなる。

担保権が付されていないその他の資産は434十億ユーロであった。これらには概ね、無形資産、のれん、当

期および繰延税金資産、ならびに正常な経営状況の下での資金調達プログラムに不適格な資産が含まれる。
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受領した担保

 

 2023年度の４四半期末の中央値 2022年度の４四半期末の中央値

 

受領した担保または
自己の発行済負債証
券（注１）の公正価

値

受領した担保または
担保権の付与が可能
な自己の発行済負債
証券（注１）の公正

価値

受領した担保または自
己の発行済負債証券
（注１）の公正価値

受領した担保または
担保権の付与が可能
な自己の発行済負債
証券（注１）の公正

価値
         

（単位：百万ユーロ）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注２）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注２）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注２）

合計

うちHQLA
および
EHQLA

（注２）

130 受領した担保 548,698 450,565 72,634 40,558 530,400 440,989 108,852 59,441

140 要求払貸出金         

150 資本性金融商品 139,591 97,423 12,123 4,620 112,102 75,298 26,494 17,675

160 負債証券 412,865 356,143 61,156 37,553 421,322 365,691 79,236 38,767

170　うちカバード債 7,548 5,293 1,875 1,354 2,764 2,456 403  

180　うち資産担保証券 5,871 218 6,846 513 4,343  3,807 523

190　うち一般政府発行 346,412 345,059 24,316 23,798 360,183 357,787 37,060 37,060

200　うち金融機関発行 30,969 7,257 13,383 2,277 28,661 3,226 35,169  

210　うち金融機関以外による発
行

36,760 5,440 15,899 6,039 28,903 4,403 5,571 1,958

220 要求払貸出金以外の貸出金
および債権

        

230 その他の受領した担保         

240
 

自己のカバード債またはABS
以外の自己の発行済負債証
券(注１)

- - - - -  - -

241
自己のカバード債(注１)お
よびABSで担保の付されてい
ないもの

  68,876 -   10,456 -

250
資産、受領した担保および
自己の発行済負債証券(注
２)の合計

915,448 586,106   1,055,791 592,502   

(注１)　当社グループ企業が発行し、当社グループが引き受けた金融資産。

(注２)　極めて高い流動性および信用の質を有する資産。

 

自己のカバード債および資産担保証券（ABSおよびカバード債）の金額は76十億ユーロ（担保権付は69十億

ユーロ、担保の付されていないものは６十億ユーロ）で、原資産の残高は、87十億ユーロである。
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担保権付資産／受領した担保および関連する負債

 

（単位：百万ユーロ）

2023度の４四半期末の中央値 2022年度の４四半期末の中央値

対応する負債、偶
発債務または貸出

有価証券

資産、受領した担
保および自己の発
行済負債証券（注

１）

対応する負債、偶
発債務または貸出

有価証券

資産、受領した担
保および自己の発
行済負債証券（注

１）

010 特定の金融負債の帳簿価額 766,746 915,448 852,991 1,055,791

011　うち買戻契約 346,474 361,885 332,012 342,546

012　うち買戻契約以外の担保権付預
金

101,560 110,923 194,063 227,587

013　うち発行済負債証券 36,371 37,903 30,443 32,159

014　うちその他の担保権付資産 276,463 393,876 296,113 439,003

(注１)　担保権付債券および担保権付資産により担保される有価証券を除く。

 

担保権付資産、受領した担保および自己の固定利付証券は、主に一般的な公的機関により発行され、460十

億ユーロの資金調達がなされ、411十億ユーロの資金を獲得することができた。

2023年12月31日現在の中央値のデータにおいて、フィクスト・インカム・クレジット・コモディティ部門、

プライム・ソリューションおよびファイナンス部門ならびに証券管理事業は、当社グループの担保権付資産の

68％（238十億ユーロ）および受領した担保の100％（548十億ユーロ）、すなわち担保の88％（784十億ユー

ロ）を占める。これらは主にレポおよびデリバティブ業務である。その他の担保権付資産は、主に資産・負債

管理部の財務課の融資活動による。

担保権付資産ならびに受領した担保および担保に付された担保は、主にユーロ建てまたはドル建て（当年度

はそれぞれ38％および43％の中央値）である。

 

前へ　　　次へ
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(7) 業務リスク

　業務リスクは、意図的な結果、予想外の結果または自然の結果かを問わず、不適切なもしくは

誤った内部手続による、または外部事象による損失を負うリスクである。業務リスクの管理は、

「原因－事象－結果」の連鎖の分析に基づく。

　業務リスクを生じる内部手続は、従業員またはITシステムに関係する可能性がある。外部事象に

は、洪水、火災、地震およびテロが含まれるが、これらに限定されない。債務不履行または価格変

動等の信用事象または市場事象は、業務リスクの範囲には該当しない。

　業務リスクには、不正行為、人材リスク、法務リスク、コンプライアンス違反のリスク、税務リ

スク、情報システム・リスク、コンダクト・リスク（不適切な金融サービスの提供に関連するリス

ク）、業務プロセスにおける欠陥に関連するリスク（融資手続またはモデル・リスク、ならびに風

評リスクの管理による金銭的影響の可能性を含む。）が含まれる。

 

規制の枠組

業務リスクおよびコンプライアンス違反のリスクは、以下のような特定の規制の枠組に従って管理される。

・健全性の監督および業務リスクをカバーする資本要件の額の算出手法を定める、指令36/2013/EU（CRD

４）および規則（EU）575/2013（CRR）

・リスク部門（あらゆる種類のリスクを対象とする。）の役割および責任と、当行の内部業務の効率性およ

び品質、内外情報の信頼性、取引の安全性ならびに適用ある法律、規制および内部方針の遵守を確実にす

るための内部統制システムを定義する、フランス財務省の2014年11月３日付法令

銀行規制により、業務上の損失事由は、(ⅰ)内部の不正行為、(ⅱ)外部からの不正行為、(ⅲ)労務慣行およ

び安全（採用管理から生じる例外等）、(ⅳ)顧客、商品および取引慣行（商品の欠陥、虚偽販売、業務上の違

法・不当行為等）、(ⅴ)有形資産に対する損傷、(ⅵ)事業活動の中断およびシステム障害、ならびに(ⅶ)執

行、送達およびプロセス管理（データ入力の誤り、文書化における誤り等）の７種類に分類される。

コンプライアンス違反のリスクを効果的に管理することにより、適用ある法律、規制、倫理規程および指令

の確実な遵守、当社グループやその投資家および顧客からの評判の保護、倫理的かつプロフェッショナルとし

ての行動の確保、利益相反の防止、顧客の利益や市場の完全性の保護、マネーロンダリング、汚職およびテロ

活動への資金供与の根絶ならびに金融制限の確実な遵守を目指している。
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組織および監視メカニズム

主要な担当者および統治

BNPパリバの一般的な内部統制システムは、定期的かつ恒常的な統制を確保するための２段階レベルシステ

ムの一環として、業務リスク、コンプライアンス違反のリスクおよび風評リスクの管理を支える。

BNPパリバでは、防衛の第２ラインを提供する統制部門は、法令遵守部門、リスク部門および法務部門であ

る。一般検査部門は、定期的統制に責任を負う防衛の第３ラインを提供する。これら４つの当社グループの監

視・統制部門は、世界中にあるすべてのチームの階層的報告原則に従って組織されており、その独立性および

リソースの自治を確保する。

当社グループの内部統制システムの統治は、「第５ ３ (1) コーポレート・ガバナンスの概要」内の「内部

統制」に記載されている。

リスク部門内で、業務リスク、テクノロジー・リスクおよび情報保護（サイバー・セキュリティ）リスクに

関する防衛の第２ラインは、リスク部門の業務リスク管理チーム（リスクORM）により規定および監督される

業務リスク管理システムに従って、営業事業体の業務リスク担当役員により提供される。

当社グループ全体としての業務リスク管理および統制システムは、下記の参加者と共に、２つのレベルのシ

ステムを中心に構成されている。

・防衛の第１レベル：リスク管理およびリスク管理システムの実施の最前線に立つ営業スタッフ（とりわけ

営業事業体および事業部門の最高責任者）

・防衛の第２ライン：リスク管理システムの組織および適切な機能ならびに責任憲章に定める専門知識の領

域について、法律および規則の遵守に責任を負う第２レベルの統制を行う事業部門。これらのチームは、

特に以下について責任を負う。

・責任範囲全域において、恒常的統制および業務リスクの特定および管理に関するシステムと、関連基準

および手法、報告体系ならびにツールの定義および実装を調整する責任

・営業事業体の最高責任者から独立した立場で、各業務リスク要因ならびに恒常的統制および業務リスク

管理システムの機能を精査し、必要に応じて警告を発する二次的な監視者として活動する責任

業務リスク、恒常的統制および規制上の基準により規定される状況において事業継続性を確保するための緊

急対策に関する問題は、当社グループの業務執行委員会に定期的に提出される。当社グループの営業事業体お

よび子会社は、業務執行陣を関与させて、この統治体制を各組織内に実装する。

法令遵守部門は、その職務において、コンプライアンス違反のリスクおよび風評リスクの管理システムの監

督を担当する（「(2) リスク管理（監査済）」を参照。）。
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目的および原則

業務リスクの管理および統制に関する上記２つの要求事項を満たすため、BNPパリバは、以下の要素に基づ

く恒常的かつ反復的なリスク管理プロセスを開発した。

・業務リスクを特定および評価する。

・リスク削減システム（リスク管理を支援する目的で策定されている手続、チェックおよび組織内のあらゆ

る要素（職務の分離やアクセス権の管理等））を構築、実行および監視する。

・既知のリスクまたは潜在的なリスクを測定する基準を作成し、業務リスクの資本要件を計算する。

・業務リスクおよび恒常的統制システムと関係のある監視情報を報告および分析する。

・各管理者が関与する統治の枠組を通じてシステムを管理すると共に、行動計画を作成および監視する。

このシステムは、以下の２つの主要な柱を包含している。

・当社グループの事業部門および部門が定義するリスクならびに統制のライブラリに基づいた、リスクおよ

び統制システムの特定および評価。各事業体は、標準的な当社グループのスコアリング・グリッドに従っ

て本源的リスクおよび残りのリスクを評価する際に、これらのリスクを考慮し、必要に応じて強化なけれ

ばならない。

・リスク管理システムは、前述のリスクのライブラリと整合しており、例外が認められた場合を除いて各事

業体が適用し、自らの特性に従って強化する必要がある手続、基準および一般的な統制計画に基づくもの

である。

 

リスク報告および測定の範囲および性質

当社グループ業務執行委員会およびその営業事業体（事業部門、部門および子会社）の業務執行委員会は、

当社グループの業務リスク管理の枠組に従い、各責任領域内で業務リスク、コンプライアンス違反のリスクお

よび恒常的統制システムの管理状況を監視する作業を任される。当該委員会は、報告データの品質や一貫性の

検証、当社グループのリスク選好度に関する報告書に則って設定された許容度を考慮したリスク特性の検査、

目的や内在するリスクに従ってリスク管理手続の品質の評価を行う。またリスク削減手法の実施状況も監視す

る。

業務リスク管理部門では、各事象の原因と影響に焦点を当て、組織プロセスおよび事業ユニット（特定国に

おける業務および特定の単一事業体）単位で構成される手法を用いて、実際のまたは潜在的な事象に関する

データを収集するシステムを開発している。この情報は、リスク削減および防止策の基礎として用いられる。

最重要情報は、既定の情報報告プロセスに沿って、組織内の各レベル（執行役員および監督機関を含む。）

の職員へ通知される。
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業務リスクと関係のある特定の要素

業務リスクは、その性質上、当社グループの通常の事業活動に関係のある多数の分野をカバーし、特定の方

法で監視されているコンプライアンス違反のリスク、風評リスク、法務リスク、財務リスクおよびサイバー・

セキュリティ・リスクといった特定のリスクと連動する。

 

コンプライアンス違反のリスクおよび風評リスク

定義

フランスの規則によれば、コンプライアンス違反のリスクは、銀行業務やファイナンス業務に適用される国

家または欧州の法令、行動規範、良好な実務に関する基準、または特に監督機関発行の指針適用に関するリー

ダーの指示を遵守しなかったために、銀行が深刻な財務的損失または風評被害を受けると共に、法的制裁、行

政処分または懲戒処分を受けるリスクとして定義されている。

コンプライアンス違反のリスクは、業務リスクのサブカテゴリーに属する。さらに、この中には、純粋に財

務的損失をもたらすのみならず、当該機関の評判を実際に損なわせる可能性も含まれる。

風評リスクは、当社グループのイメージ、会社が日々の業務を遂行する上で不可欠な、顧客、取引先、仕入

先、従業員、株主、監督当局、およびその他利害関係者による当該会社に対する信頼を損なわせるようなリス

クをいう。

風評リスクは、主に当社グループがさらされているその他のあらゆるリスク、特に信用リスク、市場リス

ク、業務リスク、コンプライアンス違反のリスク、環境リスク、社会的リスクまたは法務リスクの具体化の影

響または可能性、および法律、当社グループの行動規範または手続という規則へのいかなる違反に付随して発

生する。

 

当社グループの組織

コンプライアンス違反のリスクを統制する責任は、主に業務および事業部門にある。これに関連して、国際

基準およびフランスの規則に従い、法令遵守部門は、フランス国内外における当社グループの事業すべての範

囲に伴うコンプライアンス違反のリスクの監視システムを管理する。

コンプライアンス違反のリスクの管理システムは、以下の軸を中心に構築された恒常的統制システムに基づ

くものである。

・全般的なおよび特有の手続

・全体的な一貫性および有効性を保証するため調整された、リスクの特定および評価、監視、情報および警

告の報告のためのプロセス

・リスクの防止および発見のツール（マネーロンダリング、テロリストへの融資および汚職、市場の悪用等

に対する対策システム）の実装

・当社グループの全従業員に向けた研修および意識向上イニシアティブ
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風評リスクの管理は、以下の要素に基づく。

・従業員の個人的責任：当社グループの従業員は、風評リスクの管理に重要な役割を果たしている。信用リ

スク、市場リスクもしくは業務リスク（ITおよびサイバー・セキュリティの分野におけるもの、コンプラ

イアンス違反のリスク、法務リスクもしくは社会的リスクの実際の発生もしくは発生の可能性、または法

律もしくは規則、または当社グループの行動規範もしくは手続の違反を含む。）に直面した従業員は、こ

れが当社グループまたはその事業体の１つの風評リスクにつながる可能性がある場合、直ちにかつ遅滞な

く、懸念事項を自分の部門マネージャーまたはより上位のマネージャーに伝えなければならない。この個

人的責任は、すべての行動の中心であり、組織のあらゆるレベルにおけるすべての従業員の意思決定の指

針となる当社グループの行為規範の重要な要素の１つである。従業員意識プログラムも、各個人の責任を

反復し、特に風評リスク、当社グループの価値および倫理基準の特定、統制および管理に関する情報によ

り、従業員の指針となる。

・恒常的統制：風評リスクの特定および管理は、恒常的統制システムの目的の一部である。手続の実施およ

び定期的統制の勧告、統制の結果ならびに内部告発システムからの報告は綿密に監視される。風評リスク

も、例外的な取引、新規事業および新製品の正当性証明手続において考慮される。当社グループは、利益

相反、市場統合、顧客への提供の適応性および適切性、その命令の最良執行、マネーロンダリング防止、

テロリストへの資金調達および汚職、国際制裁および禁輸措置の遵守、ならびに社会および環境の責任の

ための手続を有しており、かかる手続は、行動規範と共に、風評リスクの効果的管理をもたらす。

・コーポレート・エンゲージメント：コーポレート・エンゲージメント部門は、企業の社会的責任および環

境責任ならびに当社グループのコミュニケーションから構成される。コーポレート・エンゲージメント

は、経済発展、環境およびエネルギー移行、社会的統合および地域開発、多様性および人権尊重等、社会

の未来に関わる主要分野における当社グループのエンゲージメント戦略を定義し、実施する。これらの分

野は、特に当社グループの風評へのリスクに対する保護に関連している。さらに、コーポレート・コミュ

ニケーションの主要な任務の１つは、その信頼が当社グループにとって必須である従業員および一般公衆

向けの情報の源であることのみならず、当社グループおよびその事業体の風評を保護することである。

法令遵守部門は、風評リスク管理に関するイニシアティブの調整に中心的に責任を負う。

当社グループの風評リスク管理の枠組は、全体的な内部統制システム同様、最高経営責任者が委員長を務め

ている当社グループ監督・統制委員会（GSCC）の責任下にある（「第５ ３ (1) コーポレート・ガバナンスの

概要」内の「内部統制」を参照。）。
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法務リスク

法務部門は、BNPパリバ・グループの独立した部門であり、当社グループのすべての法務チームと階層的に

統合されている。法務部門は、法務リスク管理に責任を負い、当社グループの業務に適用される法律および規

則の解釈ならびに最高基準の卓越性および誠実性を満たす方法での当社グループへの法的助言および指導の提

供にも責任を負う。法務部門は、執行役員および取締役会に対し、当社グループのレベルで法務リスクが監

視、管理および軽減されることを合理的に保証する。同部門は、アドバイザリーおよび管理の役割により、当

社グループの法務リスクの防御および管理に責任を負う。

法務リスクは、財務的なものであれ風評的なものであれ、BNPパリバ・グループの１もしくは複数の事業体

またはその従業員、事業部門、業務、商品もしくはサービスに影響を与えるまたは与える可能性のある、BNP

パリバ・グループの潜在的な損失を指し、以下に起因する。

・法律もしくは規則の不遵守またはその変更（裁判所または所轄官庁による法律または規則の解釈または適

用の変更および規制機関または監督当局の要求を含む。）

・紛争（あらゆる形態の代替的／裁判外紛争解決および裁判所命令を含む。）または規制機関もしくは監督

当局による調査または照会（法務部門の関連事項）

・契約上の瑕疵によるもの

・非契約事項によるもの

法務部門は、以下に責任を負う。

・あらゆる分野において、罰則のリスク、風評リスクまたは経済的損失を伴う可能性のある、法的プロセス

におけるあらゆる失敗または欠陥

・当社グループの業務における瑕疵または不履行に起因する、取引先、顧客、第三者または規制機関との紛

争に関するリスクの管理

 

戦略および防衛の任務

戦略の任務において、法務部門は、以下に責任を負う。

・当社グループの法的方針を定義し、その一貫性を監督すること

・業務執行陣、事業部門および部門に対して法的助言を提供すること

・規制、立法または市場のイニシアティブに対する当行の影響力に貢献すること

防衛の任務において、法務部門は、以下を確保することにつき責任を負う。

・当社グループの商業活動または独自事業に関連した当社グループの法的セキュリティ

・当社グループの法的利益の保護（当社グループの紛争および利益相反の管理によるものを含む。）

・通常業務における当社グループのマネージャーまたは従業員の法的保護
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税務リスク

BNPパリバは、当社グループが事業を展開する様々な国で施行され、銀行業、保険業およびその他金融サー

ビス業等、複数の当社グループの事業体がカバーする活動部門に適用される税務規制の遵守を徹底している。

税務の任務は、特に当社グループレベルでの税務リスクの管理を確実にするために、世界的に力を持つ税務

部門が担っている。リスク部門、財務および戦略部門ならびに法令遵守部門は、防衛の第２ラインとして、当

該領域（当社グループの行う取引、顧客の税務状況に関連する義務、当社グループが行う税務申告）に応じて

税務リスクの監視に関与している。

税務部門は、当社グループ税務部ならびに特定の事業および当社グループが事業を行う主要地域における当

社グループ税務部に基づいた税務課（当社グループが営業を行うその他の地域の税務事項の連絡担当者）から

なる。

当社グループの税務慣行の一貫性およびグローバルな税務リスクの監視を確実にするため、当社グループ税

務部は、以下のことを行っている。

・税務リスクを制限するために事業部門が従うべき原則およびガイドラインを策定している。

・国内外の税務リスクの克服への貢献を目的とするフィードバック手続を導入している。

・これらのリスクの管理に適切なシステムを定義し、特に管理計画を策定し検証することにより、税務関係

の業務リスクを監視する。

・税務の任務の責任範囲に含まれる、内部監査の勧告を監視する。

 

サイバー・セキュリティおよび技術

データおよび技術の利用および保護は、当行の業務および変革プロセスの要因を決定する。

当行が引き続きデジタル・バンキング（当社グループの顧客およびパートナー向け）およびデジタル・ワー

キング（当社グループの従業員向け）を展開すると同時に、当行は新技術および革新的なリスク管理実務を取

り入れ、新たな作業慣行を確立しなければならない。これにより、サイバー・セキュリティの分野に新たなテ

クノロジー・リスクが取り込まれる。その意味で、当社グループは、これらのリスクを特定し、測定し、管理

するために膨大な資源を投入している。

技術管理および情報システム・セキュリティは、当社グループのサイバー・セキュリティ戦略の一環であ

る。この戦略は、より機密性の高いデータの保存、内部プロセスおよび手続の両方の定期的な採用、ならびに

より複雑で変化に富んだ脅威と戦うための従業員の研修および自己啓発に重点を置いている。

技術およびデータの保護を強化するために、当社グループは、防衛の３つのラインを通じてサイバー・セ

キュリティ管理において包括的アプローチを採用している。
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・営業事業体は防衛の第１ラインである。2015年以降当社グループは、すべての事業体を対象に、国際的な

基準であるNIST（アメリカ国立標準技術研究所）に基づく移行プログラムを導入した。このプログラム

は、世界中で特定された新たな脅威および最新の出来事を考慮して、定期的に更新される。

・防衛の第２ラインとして、リスク部門の業務リスク管理チーム内で、サイバー・セキュリティおよびテク

ノロジー・リスクの管理に特化し、当社グループの業務リスク担当役員の責任下にあるチームは、業務リ

スク担当者に関する以下の事項を担っている。

・当社グループのサイバー・セキュリティおよびテクノロジー・リスクの状況を当社グループ業務執行委

員会、取締役会および監視当局に提示する。

・当社グループ全体の変革プログラムの監視

・サイバー・セキュリティおよびテクノロジー・リスクの局面を当社グループ内のすべての主要プロジェ

クトに取り入れること

・かかる方針、規則および主要プロジェクトが、サイバー・セキュリティおよびテクノロジー・リスクの

側面を考慮に入れることを保証すること

・現存するリスクの監視および当社グループの事業に悪影響を及ぼしそうな新たな脅威の特定

・強化された枠組内における第三者の情報システム・リスクの監督

・優先的な目的に対する独自の評価キャンペーンの実施

・失敗および事故に対応する当社グループの能力の評価および向上のための措置をとること

・防衛の第３ラインとして、一般検査部門の役割は、以下を行うことである。

・関連した管理および統治だけでなく、（情報および通信技術に関する）ICTリスクを管理するために導

入されたプロセスを評価する。

・法律および規則の遵守を確かめる。

・導入されたメカニズムを支えるための改善分野を提案する。

当社グループは、以下の新たなテクノロジー・リスクおよびサイバー・セキュリティ・リスクに対応してい

る。

・可用性および継続性に関連するICTリスク

BNPパリバは、すべての事業活動にわたって通信および情報システムに大きく依存している。これらの

システムのセキュリティ違反は、顧客関係を管理するかまたは取引（預金、サービスおよび貸出金）を記

録するために利用されていたシステムの障害または中断を招く可能性があり、損傷したデータの回復およ

び確認のために多大な費用を負担する可能性がある。当社グループは、様々な予定ストレス・シナリオを

用いて、データ復旧サービスおよび堅牢な情報システムをテストし、危機管理および回復計画を定期的に

管理および修正している。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 360/1141



・セキュリティ・リスク

当行は、サイバー・セキュリティ・リスク、または当社グループの子会社、従業員、パートナーおよび

顧客に重大な損失を生じさせる可能性のある情報（機密、銀行／保険、技術上または戦略上のデータ）、

プロセスおよびユーザーの操作を意図して侵された悪意あるもしくは不正な行為により生じたリスクに対

して脆弱である。当社グループは、適切なタイミングで検知したリスクを効果的な対抗策を講じることに

よって変化および軽減させ、脅威を継続的に再評価する。

・IT変化関連のリスク

当社グループの情報システムは、デジタル変革の観点で急速に変化している。これらのリスクは、かか

るシステムの構築または修正段階に特定され、ソリューション案が確実に当社グループの事業部門のニー

ズに合うために、定期的に評価される。

・データの統合リスク

顧客データの機密性および取引の保全は、当社グループの顧客の期待に応えるサービスを顧客に提供す

ることを意図した2016年４月27日付の規則（EU）2016/679（GDPR－一般データ保護規則）に対応して構成

された同じシステムの対象である。

・第三者の情報システム・リスク

当行は、第三者（顧客、金融仲介機関およびその他の市場取引参加者を含む。）と関わりあう場合、金

融上の債務不履行、違反または業務能力の制約のリスクにさらされる。当社グループの３つの防衛ライン

は、かかる第三者との関係が終わるまで統合のあらゆる段階でこれらのリスクの枠組管理を継続してい

る。

 

業務リスク・エクスポージャー

以下の図は、業務リスクに関連する損失を、現行の規制が定める分類に従って示している。

 

業務上の損失：事由別の内訳（2015年度から2023年度までの平均）（注１）

 

 

(注１)　割合は、2015年度から2023年度までの事由別平均損失に対応している。
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2015年度から2023年度までの業務リスクの事由別損失の内訳は、2014年の米国関連機関との全面的な合意の

基準期間終了に伴い、再調整されている。

業務リスクの主なインシデントの種類は、依然として「顧客、商品および取引慣行」のカテゴリーであり、

次いで取引の実行または処理におけるエラーを含むプロセスの失敗、そして外部からの不正行為の順となって

いる。

BNPパリバ・グループは、管理システムを引き続き改善するために、業務リスク事象の分析に細心の注意を

払っている。

 

資本要件の計算

業務リスク加重資産は、資本要件に12.5を乗じて算出される。

 

採用アプローチ

BNPパリバは、先進的計測アプローチ（AMA）、標準的アプローチおよび基礎的指標アプローチを混合したハ

イブリッド・アプローチを使用している。

銀行業務純収益に関して、当社グループの連結のプルデンシャル・スコープ内の大半の法人は、先進的計測

アプローチ（AMA）を使用している。これらには、国内ネットワークにおけるリテール・バンキング業務およ

びプライベート・バンキングのほか、ホールセールバンキング部門が含まれる。

 

先進的計測アプローチ（AMA）

資本要件の計算のための先進的計測アプローチの下、当行は、規制により要求される以下の４つの要素に基

づき、業務リスクの内部的なモデルを使用している。

・業務リスクによる内部履歴損失データ

・業務リスクによる外部損失データ

・環境および内部統制要因

・将来予想シナリオ分析（BNPパリバ・グループの潜在的な事象として認識されている。）

2008年度から実施されているBNPパリバの内部モデルは、以下の特徴を有する。

・保険数理アプローチを用いて、また入手可能なリスク・データに基づき測定された分布に従って、業務リ

スクから生じる損失の頻度および重大性をモデル化した総年間損失分布を用いている。

・資本要件を計算するために過去のデータおよび予想シナリオ（深刻な頻度の少ない業務リスクを反映する

可能性があるため、シナリオが優先する。）を用いている。

・かかるモデルは業務リスクの入力データに忠実であるため、当社グループの各事業部門がその結果を容易

に利用できる。したがって、ほとんどの仮定がデータそのものに含まれている。

・資本要件の計算において慎重である。入力データは徹底的に検証され、当社グループ内の該当するすべて

の業務リスクを補填するために必要な場合には、補足のリスク・データが追加される。
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規制上のAMA資本要件は、規制上の資本要件を算出するために、99.9％の信頼水準に基づき、VaR（バ

リュー・アット・リスク）または１年間の期待最大損失額として計算されている。資本要件は、AMAの範囲に

おける当社グループの全事業単位からのリスク・データの総計によって算出され、その後事業部門および個別

の法人単位に割り当てられる。

 

固定パラメーターによるアプローチ

BNPパリバは、当社グループの連結のプルデンシャル・スコープに含まれ、内部モデルによって網羅されな

い事業単位の資本要件を算出するために、固定パラメーターによるアプローチ（基礎的アプローチまたは標準

的アプローチ）を使用している。

・基礎的アプローチ：資本要件は、銀行業務純収益（エクスポージャー指標）に基づく金融的集計値の過去

３年間の平均に、規制当局が定める独自のアルファ・パラメーター（15％の加重）を乗じて算出される。

・標準的アプローチ：資本要件は、銀行業務純収益に基づく金融的集計値の過去３年間の平均に、規制当局

が定めた各ビジネス・カテゴリーに対応する係数を乗じて算出される。かかる計算のために、当社グルー

プのすべての事業部門は８つの規制上のビジネス・カテゴリーに分類された。

 

リスク加重資産および資本要件

業務リスクの資本要件およびリスク加重資産（EU OR１）

 

 
2023年12月31日現在

2022年
12月31日現在

 関連指標 リスク加重
資産

資本要件
リスク加重

資産
（単位：百万ユーロ） ３年前 ２年前 昨年

１　基礎的指標アプローチ 1,654 2,002 2,602 3,911 313 4,280

２　標準的アプローチ 4,937 5,921 6,135 10,215 817 12,073

３　　うち標準的アプローチ
（TSA）の対象

4,937 5,921 6,135 10,215 817 12,073

４　　うちASAの対象       

５　先進的計測アプローチ
（AMA）

32,613 34,475 32,171 44,771 3,582 45,302

業務リスク合計 39,205 42,397 40,908 58,897 4,712 61,656

 

2023年度における業務リスクに関連するリスク加重資産の2.8十億ユーロの減少は、標準的アプローチに基

づくリスク加重資産の減少、特に2023年度第１四半期中のバンク・オブ・ザ・ウエストの売却に起因する。リ

スク・シナリオの更新により誘発された先進的計測アプローチ手法で算出されたリスク加重資産においても、

減少が見られる。
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リスク軽減の手法および保険契約

BNPパリバ・グループは、当社グループの貸借対照表、損益計算書およびその従業員を保護するという３つ

の目標を掲げて、付保可能なリスクに対応している。当社グループによる保険の設定は、リスク・マッピング

ならびに過去および将来の見通しの両方における業務損失の特性の分析を根拠とするリスクの特定および評価

に基づくものである。

当社グループは、コンピュータ犯罪、不正、盗難、業務の混乱、負債および自らが責任を負わなければなら

ない可能性のあるその他のリスクに備えるため、保険市場の業界大手の保険に加入している。エクスポー

ジャーを効果的に管理しながら関連費用を最適化するため、当社グループは、必要な情報が十分そろっている

リスク（その発生頻度や付帯費用の影響が判明しているか適切に見積もることが可能なリスク）の一部を負担

する。

保険会社を選択する際、当社グループは、当該保険会社の信用格付および保険金支払能力によく留意してい

る。保険会社は、BNPパリバが被るリスクに関する詳細情報およびリスク評価実施のための訪問により、当社

グループ内のリスク防止策の質の評価ならびに新たな基準および規制に照らして定期的に策定および更新され

ている安全対策の評価が可能となる。

 

前へ　　　次へ
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(8) 保険リスク（監査済）

BNPパリバ・カーディフ・グループのリスク管理システム

リスク管理は、これによりBNPパリバ・カーディフ・グループに内在する内部リスクのみならず、外部環境

に起因するリスクの両方を特定、測定、監視、管理および報告できるプロセスである。この目的は、リスクお

よび収益性の満足のいく状況の下で、BNPパリバ・カーディフ・グループのソルベンシー、事業継続性および

発展を保証することである。

フランス保険法第L.354-２条の規定の枠組内で、BNPパリバ・カーディフ・グループは、ソルベンシーⅡ枠

組、特に以下に基づき、毎年ソルベンシーおよびリスクの将来予測評価を行う。

・リスク特性に特有の資本要件の定義および評価

・この特定要件を満たすためにBNPパリバ・カーディフ・グループが保有しようとする資本の水準

・中期計画に基づく将来予測のソルベンシー比率

・ストレステストの場合におけるこれらの比率の回復力

観察されたソルベンシー比率の水準およびORSA（リスクおよびソルベンシーの自己評価）に基づき行われた

予測に依拠して、自己資本を調整するために是正措置が講じられる可能性がある。

BNPパリバ・カーディフ・グループが採用したリスク類型論は、方法論的な手法および規制上の要件と歩調

を合わせて変化している。これは、以下の主要なカテゴリーに従って表示される。

・引受リスク：引受リスクは、持続可能性リスクを含む内外の要因による不適切な価格設定や、引当の想定

から生じる可能性のある突発的また予測不可能な保険金請求の増加に起因する財務上の損失のリスクであ

る。かかるリスクは、保険事業（生命保険、損害保険）のタイプにより、統計的、マクロ経済的または行

動学的であり、もしくは公衆衛生問題または災害に関係する。

・市場リスク：市場リスクは、金融市場の不利な動向により生じる財務上の損失のリスクである。これらの

不利な動向はとりわけ、価格変動（外国為替レート、債券、株式およびコモディティ、デリバティブ、不

動産等）に反映され、利率、信用スプレッド、ボラティリティおよび相関関係における変動に起因する。

・流動性リスク：流動性リスクは、市場価格に重大な影響を与えない妥当な金額で時宜を得て資産を売却で

きないため、および／または時宜を得て代替金融商品を入手することができないため、保険契約者に対す

る保険のコミットメントに起因する現在または将来の予測可能もしくは予測不可能な現金要件を満たすこ

とのできないリスクである。

・信用リスク：信用リスクは、BNPパリバ・カーディフ・グループがさらされる、債券発行者、債券購入者

およびいずれかの債務者の信用状態の変動を原因とする損失または財務状況の悪化の取引先リスクの形態

におけるリスクである。債務者間での、金融商品（BNPパリバ・カーディフ・グループが保有する預金預

け入れ先の銀行を含む。）に関連するリスクおよび引受業務（保険料徴収、再保険者回収等）により発生

する債権に関連するリスクは、資産信用リスクおよび負債信用リスクの２つのカテゴリーに分類される。

・業務リスク：業務リスクは、不適切なもしくは機能不全の内部プロセス、IT障害または偶発的か必然的か

にかかわらず外部事象により発生する損失のリスクである。かかるリスクには、法務リスク、税務リスク

およびコンプライアンス違反のリスクが含まれるが、戦略決定から生じるリスクおよび風評リスクは含ま

れない。
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BNPパリバ・カーディフ・グループは、主として信用リスク、引受リスクおよび市場リスクにさらされてい

る。BNPパリバ・カーディフ・グループは、ソルベンシー規則に関するこれらの様々なリスクおよび自己資本

を考慮し、エクスポージャーを注意深く監視する。同社は、許容レベルで悪化シナリオに潜在的な損失を含め

るよう努める。

かかるリスク戦略は、広範なリスクの種類に対応する組織を通じて実行および監視されており、臨時のガバ

ナ ン ス 体 系 に よ り 支 援 さ れ る 。 統 治 お よ び リ ス ク 管 理 シ ス テ ム は 、 ウ ェ ブ サ イ ト

https://www.bnpparibascardif.com/enに公表されたBNPパリバ・カーディフ・グループのソルベンシーおよび

財政状態のレポート（SFCR）内の「B. System of Governance」および「C. Risk profile」に表示される。

ソルベンシーⅡに基づくBNPパリバ・カーディフ・グループのソルベンシー要件は、「１ (B) (1) 資本管理

および自己資本」に記載されている。

 

市場リスク

市場リスクは、主に保険契約準備金がBNPパリバ・カーディフ・グループの保険子会社の負債の多くを占め

る貯蓄業務から発生する。

一般保険ファンドの金利リスク管理および資産分散化方針により、不動産、株式および固定利付証券または

変動利付証券（とりわけユーロ圏の国々の国債を含む。）への投資が促進された。

市場リスクは、４つのカテゴリーに分類される。

・金利リスク

ユーロ建てで引受された生命保険ファンドは、契約上の固定金利か、所定の変動金利（最低保証リターン

が設定されているものまたはいないもの）のいずれかに基づき測定される。当該契約はすべて、適格資産

のリターンが保険契約者に支払う契約上のリターンまたは市場の期待や市場関係者の位置づけを考慮して

定められたリターンを下回るリスクである金利リスクおよび資産価値リスクを発生させる。フランスにお

いて、2023年度におけるカーディフ・アシュアランス・ヴィの平均保証レートは、0.1％を下回ってい

た。

・流動性リスク

流動性リスクは、資産・負債管理部が24ヶ月のスパンで管理している。中長期の資産と負債の対応の分析

もまた、被った財務リスクの測定を補完するために、資産・負債管理部によって定期的に行われている。

これらは様々な経済シナリオを用いて作成された中期または長期の損益勘定と貸借対照表の予測に基づい

ている。この査定の結果は、（戦略的な配分、分散、デリバティブの使用等を通じた）必要な資産の調整

を判断するために分析された。

・スプレッド・リスク

発行者および格付の種類（投資適格、投資不適格）毎の制限は、定期的に監視される。発行者の信用度も

高い頻度で検討される。
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・資産価値における変化

利益配分条項のある契約の資産価値（金利、スプレッド、株式および不動産）の下落のリスクに対するエ

クスポージャーは、変動手数料モデル（VFA）により軽減されており、金融資産の価値変動により、保険

契約者に生じる株式契約の実行によるキャッシュ・フローおよび保険会社に生じる株式の契約サービスの

マージンを調整する。

 

グループであるBNPパリバ・カーディフの投資

BNPパリバ・カーディフ・グループは、正味帳簿価額および市場価格158.3十億ユーロを管理しており、主と

して127.7十億ユーロを管理するフランスの子会社であるカーディフ・アシュアランス・ヴィ、18.5十億ユー

ロを管理するイタリアの子会社であるカーディフ・ヴィータおよびルクセンブルクの子会社であるカーディ

フ・リュクス・ヴィ（7.9十億ユーロを管理）を通じて運用される。BNPパリバ・カーディフ・グループの投資

の内訳は、以下のとおりである。

 

BNPパリバ・カーディフ・グループの投資の内訳（ユニット・リンク型契約の投資を除く。）

 

 2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および
IFRS第９号に基づく

修正再表示

（単位：百万ユーロ） 帳簿価額 市場価格 帳簿価額 市場価格

株式および変動利付証券
（ユニット・リンク型契約の投資を
含む。）

44,866 44,866 39,580 39,580

不動産 7,266 7,266 8,044 8,044

　うち建物 4,136 4,136 4,453 4,453

　うち不動産会社の株式 3,130 3,130 3,591 3,591

政府債等 45,544 45,544 47,324 47,324

その他債券 57,051 57,051 55,676 55,676

デリバティブ商品および
その他金融商品

3,540 3,539 3,493 3,492

合計 158,267 158,266 154,117 154,116
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発行者および格付別の債券エクスポージャー（ユニット・リンク型契約およびユーロクロワサンス契約の投

資を除く。）

 

 2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および
IFRS第９号に基づく

修正再表示

格付別エクスポージャー 国家 企業 合計 国家 企業 合計

AAA 7.9％ 4.1％ 12.0％ 6.6％ 3.7％ 10.3％

AA 21.0％ 13.6％ 34.6％ 22.3％ 6.1％ 28.3％

A 2.9％ 23.7％ 26.6％ 5.5％ 21.1％ 26.6％

BBB 10.1％ 13.7％ 23.8％ 9.7％ 16.2％ 26.0％

BBB未満(注１) 0.4％ 2.6％ 3.0％ 0.2％ 8.6％ 8.8％

合計 42.2％ 57.8％ 100％ 44.3％ 55.7％ 100％

(注１)　格付されていない債券を含む。

 

発行国別の政府債等のエクスポージャー（ユニット・リンク型契約およびユーロクロワサンス契約の投資を

除く。）

 
 
 
 
国別エクスポージャー

格付
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および
IFRS第９号に基づく

修正再表示

（単位：百万ユーロ） 帳簿価額純額 帳簿価額純額

フランス AA 15,523 17,383

イタリア BBB 10,253 10,487

スペイン A- 1,904 3,656

ベルギー AA- 7,494 4,352

ドイツ AAA 1,922 1,717

オーストリア AA+ 313 785

オランダ AAA 674 1,024

アイルランド A+ 96 252

ポルトガル BBB- 57 454

その他  7,308 7,521

合計 45,544 47,632
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保険引受リスク

引受リスクは、主に貯蓄事業部門および保障保険事業の債権者保険契約における長寿保険および死亡保険の

保険解約リスクから発生する。

引受リスクには、以下の３種類がある。

 

貯蓄－保険解約リスク

貯蓄契約には、保険契約者に累積貯蓄のすべてまたは一部の返済を要求することを認める保険解約条項が含

まれている。保険会社は、解約件数が、資産・負債管理部で使用している予想より高くなるというリスクにさ

らされ、その結果、過度の保険解約の資金調達に必要な資産売却による資本損失の可能性が生じる。

BNPパリバ・カーディフは、保険解約リスクを軽減するために以下の監視枠組およびツールを採用した。

・短期負債、中期負債および長期負債のフローの期待値は、定期的に見積もられ、大規模な即時の資産売却

によるリスクを軽減するために、資産フローの期待値との流動性における差異を特定し、管理している。

流動性リスクを発生させる資金のミスマッチおよびヘッジ超過またはヘッジ不足の満期を特定するため

に、資産および負債の変動は最長で40年間にわたり予測される。その後当該分析は、新しい投資の満期日

および売却すべき資産を決定するために利用される。

・保険契約の保証再評価は、一部任意の給付金の特徴を共有することにより完了しており、これにより、市

場ベンチマークと一致するレベルまで合計リターンが引き上げられ、保険解約の増加のリスクが軽減され

る。保険契約者剰余金の準備金は、実際に支払われる剰余金をプールし、多数の保険契約者の間で分散

し、長い期間契約の履行を管理することを可能にするフランスにおける仕組である。

・金融資産のリターンは、ヘッジ商品の使用を通して保護することができる。

BNPパリバ・カーディフ・グループの一般基金における平均償還率は、フランス（注１）で7.9％（2022年は

6.7％）、イタリアで21.1％（2022年は9.4％）およびルクセンブルクで23.8％（2022年は22.5％）であった。

 

(注１)　主要な一般基金において。

 

貯蓄－最低保険金保証付ユニット・リンク型契約

保険契約者の負債は、評価の参照として使用される保有資産にカバーされている。このカバレッジの一貫性

は、毎月管理される。

特定のユニット・リンク型コミットメントは、金融市場が被保険者の死亡時にどのような状況にあっても、

当該契約に投資された保険料累積額以上の死亡給付金の支払を提供する。当該契約に係るリスクは、統計的

（請求の可能性）および財務的（ユニットの市場価格）の両方である。

保険金保証には、通常特定の制限が設けられている。例えばフランスでは、ほとんどの契約で最長契約期間

を１年とし（１年毎に更新が可能である。）、保証給付の年齢制限を80歳としており、最大保証額は被保険者

１人当たり１百万ユーロである。
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残存カバーに係る負債に含まれる最低保険金保証の準備金は、四半期毎に（再）評価され、決定論的シナリ

オに基づいた死亡の可能性および金融市場価格の変動の確率論分析結果を考慮する。2023年12月31日現在の準

備金は4.9百万ユーロ（2022年12月31日現在は18.9百万ユーロ）であった。

 

保障保険

このリスクは、主に多くの国々を地理的対象とする債権者保険の販売ならびにフランス国内における個人向

け生命保険および障害保険、延長保証、盗難、偶発的破損、第三者負債、年金保険ならびに健康保険等の業務

により発生する。

債権者保険は、主として、リボ払い、個人ローンおよび住宅ローンに関係する死亡、障害、重病、就労不能

および失業の財務上の損失リスクをカバーしている。当該保険勘定は、低リスクおよび低保険料の多数の契約

で構成される。マージンは保険勘定の規模、リスクの効果的プーリングおよび管理費の厳しい管理によって決

まる。これらの契約の条件は、通常、原ローンの条件と等しく、保険料は保険契約の発行時に一度に控除され

るか（保険料一括払い）、または保険契約の期間を通じて定期的に控除されるか（保険料分割払い）のいずれ

かである。

その他の契約（フランス国内における個人向け生命保険および障害保険、延長保証、盗難、偶発的破損、年

金保険、民事責任ならびに健康保険）は、個人のリスク（死亡、事故死、入院、重病もしくは医療費）または

損害リスクおよび／もしくは責任（消費財または車両の事故による破損、故障もしくは盗難、民事責任等）の

ためのものである。これらの契約により保障される個別の金額は、損害賠償額であるかまたは一括支払額であ

るかにかかわらず、一般的に小さい。

最後に、主にフランスにおけるカーディフIARDの事業体の拡張により、車両保険契約（重大な損害、民事責

任、ロード・アシスタンス）および家庭向け包括的保険の補償も引き受けられた。この種類の保険はまた、国

際市場、すなわちラテンアメリカにおいて、展開されている。

フランス内外の保険数理上のリスクを回避および管理するために設定されたガバナンスは、各保険数理士が

契約期間を通して従うべき原則、規則、方法および最善の慣行、保険数理士が実施すべき業務および報告義務

を記載したガイドラインおよびツールに基づいている。同システムはまた、除外されているまたは特定の条件

が満たされた場合にのみ認められている慣行を定めている。

引受リスクは、見積最大許容損失、ソルベンシーⅡによる資本要件の見積もりおよび関連契約に係る見積

マージンに依拠して、各地域および中央の様々なレベルで設定された委任の上限を遵守しなければならない。

地域的に分散されているポートフォリオの管理で得られた経験が、広範囲の基準（債権者保険のローンの種

類、保証の種類および被保険者人口等）で構成されたリスク評価データベースを定期的に更新するために使用

される。各契約は、BNPパリバ・カーディフ・グループの業務執行陣によって設定された収益性および株主資

本利益率目標を参考に価格が評価される。

再保険は、引受リスク管理システムの補完的要素である。その目的は、BNPパリバ・カーディフ・グループ

を以下の３つの主要なリスクから守ることである。
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・「保有限度」と呼ばれる一定の基準を超える個別のリスクに対するエクスポージャーからのいわゆる

「ピーク」リスク。ピーク・リスクは再保険によって対処することができ、超過額再保険特約または超過

損害額再保険特約の形態をとることができる。

・発生率が低い単独の事象であるが、財政的な影響力が非常に大きい事象（集中リスク）に対するエクス

ポージャーに関連する災害リスクに主に対応するいわゆる「保険請求積立」リスク。かかるリスクは、異

常災害超過損害額再保険特約の形態により再保険を受けることができる。

・不十分な相互化、技術的データベースについての誤った定義または被保険者のポートフォリオ・データに

ついての不確実性に関連付けられる新商品に関するリスク。かかるリスクは、特定されるリスクのレベル

に応じて、比例再保険特約、ストップ・ロス特約または超過損害額再保険特約の形態により再保険を受け

ることができる。

リスク・エクスポージャーは、２つの柱の手法に基づくコミットメント監視委員会を通じて、BNPパリバ・

カーディフ・グループの業務執行委員会によって定期的に監視されている。

・各四半期会計期間末の損害率についての四半期毎の監視

・商品別の計画（月毎、四半期毎または年毎）に基づいたポートフォリオの特徴の監視によって補完され

る。

年金契約の契約価格は、保険規則に基づき適用される生命表に基づいており、場合によっては、独立した保

険数理士が認めたポートフォリオ特有のデータを基に調整される。その結果、年金保険リスクは低い。

引受リスクには、IFRS第17号に従った以下の様々な準備金が設定されている。

・非金融リスクの調整を含む、将来の保険期間に関連するキャッシュ・フローに対する準備金

・未認識の契約サービス・マージンの準備金

・非金融リスクの調整を含む、報告されたか否かにかかわらず発生したすべての請求に対する準備金

非金融リスク調整を決定するために用いられる信頼水準は、主要国の70％に相当する。
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(9) ソブリンのエクスポージャー

BNPパリバ・グループは、ある国家のデフォルトに陥った債務に係るリスク（すなわち、一時的なまたは長

期にわたる債務返済（元本または利息）の中断）であるソブリン・リスクにさらされている。したがって、当

社グループは、主権国家により発行された金融資産の会計カテゴリーに応じて信用リスク、取引先リスクまた

は市場リスクにさらされている。

ソブリン債のエクスポージャーは、主として証券で構成される。当社グループは、流動性管理プロセスの一

環としてソブリン証券を保有する。流動性管理は、とりわけ、中央銀行によるリファイナンスの担保として適

格な有価証券を保有することを基盤とし、リスク・レベルが低いとされる政府により発行された格付の高い負

債証券の大部分の保有を含む。さらに、資産および負債の管理ならびに構造的な金利リスク管理方針の一環と

して、当社グループはまた、そのヘッジ戦略に寄与する金利の特性を有するソブリンの負債性金融商品を含む

資産のポートフォリオを保有している。加えて、当社グループは、多くの国々においてソブリンの負債証券の

主要なディーラーであり、当該負債証券の一時的な保有および空売りのトレーディング・ポジション（これら

のポジションの一部は、デリバティブを用いてヘッジしている。）を建てている。

当社グループが保有するソブリンのエクスポージャーが、地域および地方の機関ならびにソブリン債を含む

範囲で、2014年のストレステストにおいて欧州銀行監督機構（EBA）により定義された手法に従って、以下の

表に示されている。
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銀行勘定およびトレーディング勘定によるソブリンのエクスポージャーの地域別内訳

 

エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

銀行勘定(注１) トレーディング勘定

合計
うち償却原
価で測定す
る金融資産

うち資本を
通じて公正
価値で測定
する金融商

品

うち純損益
を通じて公
正価値で測
定する金融

商品

トレーディ
ング目的で
保有してお
り純損益を
通じて公正
価値で測定
する金融商
品(デリバ
ティブを除

く。)

デリバティブ(注２)

直接エクス
ポージャー
(注３)

間接エクス
ポージャー
(注４)

ユーロ圏        

ベルギー 11,073 8,206 2,867  (50) 2 (21)

フランス 12,776 11,105 1,622 49 (1,713) 9 (79)

ドイツ 5,067 3,592 1,475  8,754 (174) (8)

アイルランド 1,061 1,061   182 1  

イタリア 12,353 9,608 2,745  (347) 2,482 (35)

ポルトガル 3,153 3,153   (347) 5 (1)

スペイン 9,194 8,919 275  (93)  4

その他のユーロ圏諸国 1,842 1,088 754  209 513 10

ユーロ圏合計 56,519 46,732 9,738 49 6,595 2,838 (130)

その他の欧州経済領域国        

ポーランド 6,229 4,640 1,589  (105) (431)  

その他の欧州経済領域国 698 650 47 1 (612) (57)  

その他の欧州経済領域国合計 6,927 5,290 1,636 1 (717) (488) -

欧州経済領域合計 63,446 52,022 11,374 50 5,878 2,350 (130)

米国 18,446 10,737 7,709  20,858 233 (64)

カナダ 4,189 2,387 1,802  1,860 1,755  

英国 3,609 1,722 1,887  (879)  70

日本 107 38 69     

トルコ 2,050 1,806 244  444  (46)

その他 13,244 8,074 5,171  29,652 4,208 (731)

合計 105,091 76,786 28,255 50 57,813 8,546 (901)

(注１)　再評価後および減損引当前の帳簿価額。

(注２)　市場価格。

(注３)　ソブリン取引先リスク：ソブリンを取引先とする直接エクスポージャー。完全にまたは一部が、ソブリン取引先に

よりカバーされるソブリン以外を取引先とするエクスポージャーは除く。

(注４)　ソブリン以外の取引先に保有され、BNPパリバをソブリンの第三者に関する信用リスクにさらすことになるポジショ

ン。例えば、ソブリンのデフォルトに対するヘッジとして、ソブリン以外の第三者に対するクレジット・デフォル

ト・スワップ（CDS）の売却がある。完全にまたは一部が、政府によりカバーされるソブリン以外を取引先とするエ

クスポージャーは除く。
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エクスポージャー
（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

銀行勘定(注１) トレーディング勘定

合計
うち償却原
価で測定す
る金融資産

うち資本を
通じて公正
価値で測定
する金融商

品

うち純損益
を通じて公
正価値で測
定する金融

商品

トレーディ
ング目的で
保有してお
り純損益を
通じて公正
価値で測定
する金融商
品(デリバ
ティブを除

く。)

デリバティブ(注２)

直接エクス
ポージャー
(注３)

間接エクス
ポージャー
(注４)

ユーロ圏        

ベルギー 9,914 8,961 953  (676) (57) 106

フランス 12,709 11,135 1,528 46 (3,669) (12) 83

ドイツ 5,006 4,205 801  3,264 (174) (2)

アイルランド 994 994   (97) 4  

イタリア 11,556 9,793 1,763  (211) 1,915 (58)

ポルトガル 3,101 3,101   (449) (6)  

スペイン 9,835 8,547 1,288  (132)  40

その他のユーロ圏諸国 1,395 1,173 222  (663) 701  

ユーロ圏合計 54,510 47,909 6,555 46 (2,633) 2,371 169

その他の欧州経済領域国        

ポーランド 4,837 3,906 931  8 (2)  

その他の欧州経済領域国 749 698 50 1 (24) (79)  

その他の欧州経済領域国合計 5,586 4,604 981 1 (16) (81) -

欧州経済領域合計 60,096 52,513 7,536 47 (2,649) 2,290 169

米国 23,448 14,415 9,033  14,650 (24) 617

カナダ 3,531 2,179 1,352  (19) 2,600  

日本 83 38 45  9,380 575 (151)

英国 1,950 1,667 283  565  257

トルコ 2,725 2,299 426  82  (12)

その他 13,349 9,032 4,317  12,503 1,619 (90)

合計 105,182 82,143 22,992 47 34,512 7,060 790

(注１)　再評価後および減損引当前の帳簿価額。

(注２)　市場価格。

(注３)　ソブリン取引先リスク：ソブリンを取引先とする直接エクスポージャー。完全にまたは一部が、ソブリン取引先に

よりカバーされるソブリン以外を取引先とするエクスポージャーは除く。

(注４)　ソブリン以外の取引先に保有され、BNPパリバをソブリンの第三者に関する信用リスクにさらすことになるポジショ

ン。例えば、ソブリンのデフォルトに対するヘッジとして、ソブリン以外の第三者に対するクレジット・デフォル

ト・スワップ（CDS）の売却がある。完全にまたは一部が、政府によりカバーされるソブリン以外を取引先とするエ

クスポージャーは除く。
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(10) 環境・社会・ガバナンスリスク

本項に関連する開示は、信用機関に対し、その顧客の事業活動に及ぼす影響を通じて、直接的な影響を与え

る可能性がある環境・社会・ガバナンス（ESG）リスク要因を網羅している。

一般論として、当社グループは、ESG関連リスク要因は既存の財務リスクを誘発する可能性があるため、こ

れを当社グループのリスク管理枠組に組み込んでいる。これらの方法論、データおよびESGに関連する規制の

発展性を考慮し、当社グループの設定枠組もこれに関連して徐々に適応される可能性がある。

当社グループ内で展開し、継続的に改善しているツールは、「E」、「S」および「G」の３つの柱に関連す

るリスク要因を網羅している。環境および気候関連のツールは、最も発展している。監督当局およびその他の

外部利害関係者は、銀行セクターに及ぼす潜在的な影響を考慮し、これらのリスクの種類の特定および管理に

特に注意を払う。

 

事業戦略およびプロセス

ESGリスク要因が事業戦略およびプロセスに及ぼす影響

サステナブル・ファイナンスのリーダーとなることを目指し、「成長、テクノロジーおよび持続可能性

（GTS）」の柱を中心に構築された2022-2025年戦略プランの開始を受け、BNPパリバは、より持続可能な経済

へ資金の流れを誘導することを目標に掲げた。その結果、当社グループは、すべての顧客（法人および個人）

の移行を支援している。

当社グループの持続可能な発展コミットメントの実施を促進するために、以下の３つの戦略的な柱が特定さ

れている。１つ目は、セクター特有の目標においての貸出ポートフォリオとカーボン・ニュートラルのコミッ

トメントの整合性であり、顧客の移行を統合する。２つ目は、低炭素移行グループを通じた、ESG問題に関す

る当社グループの社内の専門家のネットワークを動員することによる、持続可能かつカーボン・ニュートラル

な経済に向けた顧客支援である。３つ目は、利害関係者の進化するニーズの支援を可能にするための社内の専

門知識、管理ツール、プロセスおよび仕組ならびにサステナビリティ・アカデミーを含む従業員研修の強化で

ある。

これに関連して、当社グループは、ESGリスク管理の枠組を継続的に強化している。当社グループは、ESGリ

スク要因が当社グループの事業、取引先および自身のための投資または第三者に代わっての投資に及ぼす潜在

的影響を監視している。当初は、ESGの観点から最も影響を受けやすい分野に重点を置いていたが、これらの

要因および金融リスク、特に信用リスクに関連するリスクへの影響を測定および分析する手法の開発に伴い、

これらのESGリスクの評価は、徐々に強化されている。したがって、当社グループは、特に以下の事項に依拠

している。

・いくつかのESGに敏感な分野（特に、敏感な産業分野）への金融サービスの分配に関する当社グループの

意思決定を判断するESG基準を設定する融資および投資方針

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 375/1141



・特定の与信方針により補完されるグローバル与信方針。グローバル与信方針では、確かなESG評価に基づ

く顧客エンゲージメントが求められる。かかるESG評価は、定められたESG枠組（特に、大企業の場合は

ESG評価からの質問の統合（本項の補記「環境・社会・ガバナンスリスク」内の「ESG評価（ESG-A）」を

参照。））に従って実施されなければならない。関連する場合には、移行計画または移行を評価する外部

データ等、顧客の報告書およびパフォーマンス指標を考慮する。当社グループは、顧客と直接的に協力し

て、ESGリスクを見極め、評価しかつ管理する。

最終的に、当社グループは、グローバル・リスク管理におけるESG問題の熟慮をさらに促すために、従業員

に対する研修の実施を大幅に拡充した。現在では、エネルギー移行、生物多様性の保護および人権の尊重に関

連するESG問題についての一般的な啓発、ESGリスク管理の設定枠組に関する研修ならびに持続可能な金融商品

の提供まで、幅広い範囲を網羅している。2022年のサステイナビリティ・アカデミーの創設により、かかるプ

ロセスを加速させることが可能となった。

 

ESGリスクおよび機会に関連する目的、目標および限界

BNPパリバは、国連の持続可能な開発目標（SDGs）に沿って開発された包括的なESGリスク管理手法を実施し

ている。これは、パフォーマンス、責任、倫理および透明性を結合するための、当社グループ最高水準のコ

ミットメントを反映している。BNPパリバの企業の社会的責任（CSR）に対するアプローチは、「成長、テクノ

ロジーおよび持続可能性2025」戦略計画に沿ったCSR方針管理ダッシュボードに表示されているように、短

期、中期および長期の基準で環境および社会的リスクを組み込んでいる。

当社グループの戦略目標は、銀行および金融サービスを通じて、より持続可能な経済への移行に向けた資本

の流れの方向付けに貢献することである。この観点から、当社グループは、2050年のネットゼロの目標に当社

グループの貸出金ポートフォリオを合わせることを促進する活動および慣行に特に留意している。当社グルー

プは、2021年にネットゼロ・バンキング・アライアンス（Net Zero Banking Alliance）に参加することで、

パリ協定の目標と一致する範囲をより多くの分野に拡大することおよびより高い目標、すなわち2050年までの

カーボン・ニュートラルな世界（産業革命前と比較して気温上昇を1.5℃に抑えることに相当する。）に向け

た融資を確約した。

2023年５月、当社グループは気候報告書（注１）を発表した。この報告書は、再生可能エネルギーおよび低

炭素エネルギーの開発における顧客の移行支援、個人のエネルギー移行の支援ならびに事業範囲内でのエネル

ギー効率改善における進捗状況を説明している。気候報告書では、現在エネルギー融資ポートフォリオの大半

を占める低炭素エネルギーへの融資の推移ならびに石油・ガス（この部門への融資の削減で対応）、発電、自

動車、鉄鋼、アルミニウムおよびセメントの各部門における信用ポートフォリオの温室効果ガス排出量を削減

するための中間目標を提示している。2024年に当社グループは、新たな温室効果ガス排出削減目標を設定し、

対象範囲を新たな部門に拡大する。
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加えて、社会的リスクを評価し対処するための目的、目標および限界が、戦略計画および当社グループの警

戒計画で展開された。当社グループの警戒計画は、人権および基本的自由に対する重大な侵害リスク、人の健

康および安全を傷つけるリスク、ならびに事業活動を通じた環境を傷つけるリスクを特定し防止するために実

施されている。当社グループの警戒計画に関連する活動は、CSR部門によって定義され、主要な事業部門の利

害関係者と共同で準備される。これらの活動は、当社グループの事業部門および事業を行っている国すべてを

網羅することを目的としている。

さらに、当社グループは、国際人権憲章、OECD多国籍企業ガイドラインおよび国連のビジネスと人権に関す

る指導原則で定義された国際的に認められている人権基準を尊重し、推進することを確約している。当社グ

ループはまた、国際労働機関（ILO）が定めた基本条約、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言の

不可欠な部分および武力紛争時に適用される国際人道法の原則も認識している。

当社グループは、2003年以来、国連グローバル・コンパクトに積極的に参加している。グローバル・コンパ

クトの原則、持続可能な開発目標（SDGs）およびOECD多国籍企業ガイドラインは、BNPパリバにとって、特に

人権保護の観点から、企業責任のアプローチを効果的に導くための枠組となっている。当社グループは、国連

責任銀行原則（2019年）の設立メンバーとして、SDGsの達成を支援するためにビジネスモデルおよび実務の整

合性を図ることを約束した。

BNPパリバは、国際規約および当社グループが事業を展開する各国の現地規制を遵守している。

最終的に、当社グループは、ESG評価ツールを使用した評価プロセスの一環として、健康、職場の安全およ

び地域社会への影響に関する社会問題も監視している。

 

(注１)　https://invest.bnpparibas/document/rapport-climat-2022.

 

ガバナンス

経営陣によるESGリスクおよび機会の枠組の設定

取締役会は、以下の２つの専門委員会（「(2) リスク管理（監査済）」内の「統治」に記載されている。）

の支援を受けて、エネルギーおよび気候関連問題に関する当社グループの戦略を検証する。

・企業統制・倫理・指名・CSR委員会（CGEN）

・内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）

すべての分野の環境関連リスクおよび機会につき、最高経営責任者および最高業務責任者は、取締役会に戦

略の提案を提出し、その後、当社グループの運営およびそのパフォーマンスを監視する。

最高経営責任者は気候戦略に責任を負っており、このため、当社グループのコミットメントにおける気候戦

略の定義付けおよび実施は、当社グループ業務執行委員会の構成員であるカンパニー・エンゲージメント部門

の責任者が、CSR監督者としての役割において管理する。カンパニー・エンゲージメント部門、CSR部門（カン

パニー・エンゲージメント部門の一部）、営業事業体および部門が、当社グループの気候戦略の実施に責任を

負っている。
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2021年以降、当社グループのESGガバナンス・システムは、当行のすべての側面を網羅するまでに拡大され

ており、環境および気候関連課題を、戦略の定義、戦略の監視および関連リスクの管理にさらに組み込むため

に再構築されている。この枠組は、ESG方針、目標およびリスク枠組の業務上の統合を促進するために当社グ

ループおよび営業事業体の間で責任が共有された、明確に定められたガバナンスに基づいている。このガバナ

ンスは、以下が主導している。

・当社グループの気候戦略およびローン・ポートフォリオをパリ協定に合わせる方針の実施を検証するため

の、サステナブル・ファイナンス戦略委員会（SFSC）。主な関連指標は、この戦略委員会の枠組の中で、

最高経営責任者が議長を務める定例会議において検討される。この委員会の構成員によって検討された持

続可能な融資に関連する議題は、その後、事業部門の代表者を通じて当該事業部門に伝えられる。

・ESGプロセス、データおよび報告の産業化を目指す、サステナブル・ファイナンス・インフラ委員会。そ

の使命は、顧客、規制当局および投資家の高まるニーズに応えることである。最高経営責任者代理を中心

に、様々な事業部門から有力な貢献社員を集めている。

・主要な新規規制の実施後の結果を評価するために設置された、業務執行陣レベルでのESG規制委員会

 

ESGリスク統制および報告枠組

当社グループのゼネラル・マネジメントは、世界中のリスク管理を確実にし、関連する目標の達成を合理的

に保証することを主な目的とした、内部管理枠組を定めた（「第５ ３ (1) コーポレート・ガバナンスの概

要」内の「内部統制」を参照。）。BNPパリバ・グループの内部統制は、ESG要因に起因するものを含め、当社

グループがさらされる可能性のある、すべての種類のリスクを監視している。この内部統制は、当社グループ

レベルおよび直接または間接的な被支配事業体のレベルで適用される。

環境および社会的リスク要因は、ESG問題に関連する内部分析の進展および規制の動向を考慮し、通常の報

告プロセスに徐々に組み込まれる。取締役会レベルでは、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）

が、ネットゼロ・バンキング・アライアンスのコミットメントで設定された目標由来の指標を含む、リスク選

好度に関する報告書（RAS）を検討する。

最後に、環境および社会的リスク関連目標は、報酬方針において考慮される（「第５ ３ (1) コーポレー

ト・ガバナンスの概要」を参照。）。

 

環境・社会・ガバナンスリスク管理枠組

定義および枠組

当社グループのESGリスク管理枠組は、自主的な行動やコミットメントに加え、規制要件や、監督当局の期

待に基づき構築されている。

長年にわたる国際的および欧州の政策枠組に関する自主的な行動により、環境および社会の両分野において

良好な実務を展開しており、以下の原則が含まれる。
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・世界人権宣言、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約ならびに市民的および政治的権利に関

する国際規約等、国際人権規約で定義された国際的に認められた人権基準を適用している。このコミット

メントは、「人権に関するBNPパリバ宣言」において最上位で表明され、当社グループの最高経営責任者

により署名され、BNPパリバの影響範囲内でこれらの権利の尊重を促している。

・国連の持続可能な開発目標や、金融界の責任銀行原則（PRB）および責任投資原則（PRI）等のグローバル

スタンダードに沿った社会・環境目標の採用。

・国連グローバル・コンパクト（上級編）の枠組および国連の女性のエンパワーメント原則に沿った行動。

当社グループは、社会的・労働的側面に関する国際労働機関の条約や国際的に認められているOECD多国籍

企業ガイドラインも遵守している。

・信用活動から生じる温室効果ガス（GHG）排出量を、2050年のカーボン・ニュートラル実現に必要な進捗

に整合させる約束。当社グループは、ネットゼロ・バンキング・アライアンスに参加し、ネットゼロ・バ

ンキング・アライアンスが開発した方法論ガイダンスに基づき、発電、石油・ガス（上流・精製）、自動

車、セメント、アルミニウムおよび鉄鋼の分野におけるポートフォリオの推移を評価することに成功して

いる。

・プロジェクト・ファイナンスに関するエクエーター原則第４版（EP４）の適用。当社グループは、主要な

産業およびインフラストラクチャー・プロジェクトに関連する環境・社会リスクや影響について、顧客と

共に特定、評価および管理する。これらのプロジェクトが地域、生態系および気候に与える潜在的な悪影

響は、回避、軽減および相殺されなければならない。

法的および規制上の要件については、当社グループはフランスの注意義務法に関連する要件を遵守してお

り、特に、人権および基本的自由の重大な侵害、人の健康や安全、環境への危害に関するリスクを特定し、防

止するために、警戒計画を策定し、実施することが求められている。

ESGをさらにリスク管理の枠組に組み込むことを目的とした特定の措置は、ESG手法、分析およびリスク管理

プログラムの中で取り扱われる。

 

ESGリスクの特定、評価および制限

当社グループは、ESGリスクそれ自体をリスクの種類としてではなく、むしろ、あらゆるリスク、特に信用

リスク、市場リスクまたは業務リスクを助長、誘発または悪化させる可能性のあるリスク要因として捉えてい

る。

したがって、ESGリスク要因は、当社グループの既存のリスク管理の枠組やプロセスに組み込まれている。

ESGトピックが引き続き進化していることを考慮して、これらのリスク要因をさらに特定し、例えば、リス

ク選好度の枠組やリスク選好度プロセス等のリスク管理枠組に統合するための以下のようなプロジェクトが進

行中である。
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・常にBNPパリバの戦略に沿って定義されており、ESGリスク要因に特化した原則が含まれている当社グルー

プのリスク選好度に関する報告書（RAS）への統合。これらの原則は、専用の測定基準と相まって、これ

らの次元における当社グループのリスク許容度を定義している。当社グループのリスク選好度に関する報

告書のESGセクションは、2023年にさらに強化され、現在、2025年および2030年の石炭火力および石油・

ガス融資に関するコミットメントについて、当社グループの達成を管理するための制限付きの５つの指標

を統合している。さらに、石油・ガス、電力、低炭素融資および自動車部門に関するネットゼロ目標設定

の定義の結果得られた補完的指標は、モニタリング目的でリスク選好度に関する報告書の一部を構成して

いる。

・当社グループのリスク特定プロセス（リスクID）（本項の補記「環境・社会・ガバナンスリスク」内の

「リスクの特定および評価プロセス（リスクID）」を参照。）は、ESGの側面を捉え、自己資本評価およ

び回復力テストについて情報提供するように適応および強化されている。

当社グループが、リスク管理の枠組においてESGの側面をより適切に考慮することの重要性は、「BNPパリバ

金融機関の2023年グローバル・リスクの展望」（注１）において取り上げ、詳述されている32のグローバル・

リスクのうち13のグローバル・リスクがESGの側面を有していることからも証明されている（下表参照）。か

かる文書は、これらのグローバル・リスクが、当社グループに直接的または間接的な悪影響を及ぼす可能性の

程度を評価しなければならないリスクIDの関係者によって使用されることを意図している。

 

（注１）　「BNPパリバ金融機関のグローバル・リスクの展望」は、毎年作成され、当社グループリスク予測委員会に提出

される文書であり、金融機関に直接的または間接的な損害をもたらす可能性のあるシナリオを短期的、中期

的および長期的に予測する際に考慮すべき、あらゆる性質（経済、技術、ビジネス、地政学的社会政治・環

境等）のグローバル・リスク（不確実性、脆弱性、傾向および脅威）の全体像を提案するものである。
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対象期間
（注１）

重要度 傾向 種類 システム
新出
リスク

テクノロジーおよびデジタル

データ保護、ガバナンスおよび戦略
短期 高い

↑ 構造的   中期 極めて高い
長期 極めて高い

人工知能に関するリスク
短期 高い

↑ 構造的  〇中期 極めて高い
長期 高い

経営環境の変化

規制圧力および監督
短期 高い

→ 構造的 〇  中期 高い
長期 高い

保険および再保険市場における予想変
化

短期 高い
↑ 構造的 〇 〇中期 極めて高い

長期 極めて高い

消費者主義に対する顧客の期待および
影響

短期 高い
→ 構造的   中期 高い

長期 高い

投資家の財務予測
短期 高い

→ 構造的   中期 高い
長期 極めて高い

環境および社会       

気候変動・エネルギー移行による経済
的影響

短期 高い
↑ 構造的 〇 〇中期 非常に高い

長期 極めて高い

天然資源需給の不均衡
短期 高い

↑ 構造的 〇 〇中期 非常に高い
長期 極めて高い

生態系の崩壊による環境および気候リ
スク

短期 高い
↑ 構造的 〇 〇中期 非常に高い

長期 極めて高い

健康に対する脅威および病原菌に対す
る耐性

短期 中程度
↑ 構造的 〇 〇中期 高い

長期 極めて高い

銀行およびESG懸念
短期 高い

↑ 構造的   中期 非常に高い
長期 非常に高い

格差の拡大、社会の分断・社会不安
短期 高い

↑ 構造的 〇  中期 極めて高い
長期 極めて高い

従業員の期待・関与、採用・定着
短期 高い

↑ 構造的   中期 高い
長期 高い

(注１)　対象期間の定義は、短期：０年～３年、中期：３年～10年、長期：10年～30年である。

 

リスク特定プロセスは、プロセスの最終結果である当社グループのリスク・インベントリを更新する際に、

予想を重視し、先見的なアプローチを促進するように設計されている。リスク・インベントリは、当社グルー

プが直面するリスクの種類がどのように顕在化するかを反映した「厳しいが現実的な」基本シナリオ（リスク

事象）のセットで構成されている。

リスクIDの方法論では、各リスク事象について、その事象の顕在化を支えるリスク要因、すなわち、その事

象を促進し、誘発し、悪化させる要因を特定することを求めている。ESG関連は、リスクIDプロセスの関係者

が検討するリスク要因に含まれている。
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リスクIDでは、ESGリスクはリスク要因と捉えられるため、リスクIDアプローチにおいて参照として使用さ

れるBNPパリバのリスク要因分類は、環境・社会・ガバナンスリスク事項を網羅する包括的なリスク要因の

セットを包含している。

対象期間の考慮の方法については、リスクIDの関係者は、今後３年間から４年間（短期から中期）の懸念を

表すシナリオを特定して評価するよう依頼されると同時に、長期的に顕在化する可能性のあるシナリオを予測

することも求められる。

リスクIDの方法論の以下の４つの特徴によって、特に、ESGリスク要因によって促進、誘発、悪化する各リ

スク事象の確率と対象期間を限定することができる。

・リスク事象の固有頻度、すなわち再発時間（これは、同程度の２つのリスク事象間の年数に相当する）

・リスク事象が今後３年以内に発生する可能性を限定するリスク事象の切迫度

・今後１年間におけるリスク事象の重要度の予想変化

・30年単位におけるリスク事象の相対的重要度

このアプローチにより、当社グループは、リスク・インベントリにおいて、頻繁に発生する可能性の高いリ

スク事象と、異常かつ長期的で、発生する可能性は低いがより深刻なリスク事象の両方を検討することができ

る。さらに、ESG評価には、リスク特定プロセスに情報を提供する他の要素がいくつか存在する。

・カントリー・リスクおよびソブリン・リスク評価：BNPパリバは、全体的な「カントリー・リスク」を測

定する際に、各国の環境・社会・ガバナンスの状況を考慮し、ソブリン取引先がESGリスクならびにより

具体的な気候変動リスクや物理的気候および環境リスクにさらされているかどうかを評価している。カン

トリー・リスクは、当社グループの取引先の信用度を評価する上で不可欠な要素である。ソブリン・リス

クは、当社グループの公的機関および銀行取引先へのエクスポージャーに関連するリスクを分析する上で

中心的な役割を果たしている。より正確には、ソブリンESGリスクの評価は、内部方法論および公認外部

情報源（国連機関、NGFS（金融システムのグリーン化のためのネットワーク）、世界銀行等の国際機関）

からのデータに基づいており、毎年更新される。

・部門別分析：当社グループは、気候関連リスクに関する部門別分析およびヒートマップの作成を進めてい

る。気候変動リスクのヒートマップおよび気候物理的リスクのヒートマップは、ESGリスクの重要性の評

価のための重要なツールであり、気候変動リスクおよび／または物理的リスク要因に対して脆弱であると

考えられる部門において、当社グループのエクスポージャーのマッピングとその集中の可能性の評価を可

能にする。

・信用リスクの枠組において、ESG評価の導入（本項の補記「環境・社会・ガバナンスリスク」内の「ESG評

価（ESG-A）」を参照。）により、取引先および取引レベルのESG側面に関する監視プロセスの強化および

文書化を図る。
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社会的リスク要因については、気候・環境関連リスクと同様に、当社グループのリスクを特定・評価するプ

ロセスにリスク要因として組み込むことで、社会的リスク要因によって誘発され、促進され、悪化する、基本

的に厳しいが現実的なシナリオを特定・評価できるようにしている。（本項の補記「環境・社会・ガバナンス

リスク」内の「ESG評価（ESG-A）」を参照。)

 

測定、監視および軽減

当社グループのサステナブル・ファイナンスの目標を支援するために、ESGデータおよび情報システムに関

連する活動は、当社グループのサステナブル・ファイナンス・インフラ委員会傘下の特定の「データおよびシ

ステム」ストリームの対象となる。

これに関連して、当社グループ内のESG需要を収集するために、以下の枠組が設定されている。

・当社グループのデータ・オフィスおよびITGアーキテクチャーが、当社グループの各事業体および部門に

対して実施した様々なESGの使用事例の特定および優先順位付け。2023年末時点で、48の使用事例が特定

され、そのうち38の使用事例が分析中である。

・各使用事例におけるデータ需要の特定：外部のESGデータプロバイダーからの購入または当社グループの

既存プロセスに依拠した内部調達のいずれかを通じた調達戦略の定義

・impACTプラットフォームによるデータの外部調達、統合、保管および配布ならびに当社グループESGデー

タプラットフォームの場合

・ESGデータ管理システムの導入：データのデータファミリーへの分類、「WeData」（当社グループのデー

タ管理ツール）へのESGデータカタログおよびESGデータ辞書の更新、データの完全性およびデータの妥当

性を測定するためのデータの品質指標の導入

データ品質の問題と修復に対処するために、データプロバイダーとのフィードバックループが設定されて

いる。

・ESGデータの質、網羅性および鮮度を最適化するためのデータ収集の指示、データ管理および推計ルール

を定義するガバナンスの導入

事業戦略およびプロセスに関連するセクションで述べたように、BNPパリバは2011年以降、特に以下の点を

踏まえて、ESG問題をリスク管理枠組に徐々に組み込んできた。

・特にESG問題との関連が高い部門を中心に、「部門方針」と呼ばれる資金調達・投資方針の策定

・社会的・環境的責任（気候を含む。）に関する規定の一般与信方針および個別方針への追加ならびにその

段階的な強化

・プロジェクト・ファイナンスにおけるエクエーター原則の遵守

・ESG基準の担保評価方針への統合

・ESG基準のサプライ・チェーン管理への統合

・ESG基準の資産管理業務への統合

・当社グループの全スタッフに対する充実したESG研修プログラムの提供

・ESGのリスク管理枠組への統合を強化するための専用プログラム

・気候リスク分析に関する方法論開発のためのオープンソースのイニシアティブへの積極的な参加（例え

ば、BNPパリバは、オープンソース気候プロジェクト「OS-Climate」の創設メンバーの１社である。）
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また、先見的評価能力を高めるためのツールも開発されている。特に、気候関連のリスク要因を対象とした

気候シナリオの分析は拡大されている。

・従来の規制および内部ストレステストを使用して、金融機関の支払能力と流動性の状況に対する危機シナ

リオの影響を測定する。このシナリオ分析の枠組は、資産ポートフォリオに対する地球温暖化とエネル

ギー移行の影響の分析に使用するために、徐々に強化されている。金融機関の貸借対照表における部門別

の変化を予測し、詳細な部門別セグメントに応じてシナリオを区別し、炭素排出コスト、技術革新および

物理的リスク等の特定の要因を考慮する、より長期間（例えば50年）の統合が進展した。2022年に開始さ

れた気候シナリオ分析の枠組の改善には、様々な移行リスク・シナリオに沿った貸借対照表の動的な予測

のための長期戦略の開発が含まれる。

・移行リスクおよび物理的リスクに対処する気候シナリオはICAAPに含まれており、これは、新たな2022-

2025年戦略プランの柱の１つである当行の戦略における気候の重要性の高まりを反映している。このよう

な気候変動およびエネルギー移行の極めて重要な役割を踏まえ、これらのシナリオは、ICAAPにおける気

候関連のリスクおよび機会に関するより一般的な取扱いの一部となり、ICAAPの専用セクションに記載さ

れている。本項では、気候変動およびエネルギー移行が当社グループのプロセスにいかに組み込まれてい

るか、ICAAPのインフラがいかに気候関連のリスクへの対応を強化しているかならびに気候シナリオの結

果について説明する。

・ICAAPにおける気候シナリオ分析は、信用リスクに限定されるものではなく、以下のものも含まれる。

・気候リスクがリスク要因として特定された業務リスク事象から算出される損失の不利なシナリオにお

ける評価

・様々な事業部門における収益に対する気候関連の論争の影響を評価する風評リスクのシナリオ

これらの異なるシナリオにより、当社グループは、当社グループがさらされているリスクおよび気候

リスクが重要なリスク要因となり得るリスクに対する気候リスクの重要性および感応度を判断し、気

候シナリオが当行のビジネス・モデルに与える影響を評価することができる。これは、特に、事業リ

スク、信用リスクおよび業務リスクに関するものである。気候リスクのシナリオは、本質的には探索

的なものであり、資本計画に用いられる期間をはるかに超える期間が対象となっている。その結果、

リスク管理の目的上はICAAPに統合されているが、気候シナリオは当社グループの資本ポジションに

対する影響の算出には用いられない。

・当社グループの気候ストレステストのインフラ開発に関する詳細については、気候に関するものを含

む当社グループのストレステストのインフラに関する情報を提供する「(2) リスク管理（監査済）」

を参照。
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当社グループは、事業リスク、信用リスクまたは業務リスク等のリスク要因とみなされる気候関連リスクに

係る資本チャージを算出していない。しかしながら、当社グループは、気候リスクによって誘発または悪化す

る可能性のある事象が自己資本要件に及ぼす影響を評価することができる。評価は、当社グループのリスク特

定プロセスに依存する。

当社グループの環境・社会リスクへの対応力は、多様で統合された事業モデルに支えられている。事業ライ

ンの多様性、当社グループが事業を展開している事業分野および当社グループが設立されている地域は、気

候、生物多様性その他の環境リスクに関連するあらゆる種類のリスクを軽減するための重要な資産である。

内部の気候シナリオ分析と並行して、当社グループは、監督当局の気候ストレステストの活動に引き続き参

加している。特に、当社グループは、欧州銀行監督機構が７月に開始した「One-off Fit-for-55気候シナリオ

分析」に参加しており、2023年末までに気候シナリオを実施するためのデータ収集に係るテンプレート案に関

する公開協議が行われている。内部の気候シナリオ分析および監督官庁が義務付ける気候関連の活動の間に

は、相互の肥沃化が生じている。

その他にも、以下のような複数の要素が、当社グループの環境リスクへの対応力に大きく寄与している。

・2025年度事業計画の中核であるカーボン・ニュートラルへの移行と、その活動を2050年までにカーボン・

ニュートラルの軌道に合わせるというコミットメントの統合。当社グループのネットゼロ・バンキング・

アライアンスへの加盟、BNPパリバ・カーディフのネットゼロ・アセット・オーナー・アライアンスへの

加盟、BNPパリバ・アセット・マネジメントのネットゼロ・アセット・マネージャー・イニシアティブへ

の加盟により正式に決定したこの取組は、温室効果ガス排出量が最も多い経済主体に対する当社グループ

のエクスポージャーを減らし、特に排出量の削減を目的とした公共政策の変更に関連する移行リスクへの

エクスポージャーの削減を支えることに寄与している。

・移行期に顧客のサポートに専念するチーム（例えば低炭素移行グループ）の拡大

・環境リスクを評価・管理し、意思決定プロセスに組み込む当社グループの能力の強化

社会的リスクについては、顧客企業の活動により、特に労働者の権利の分野における人権の尊重に関わる社

会的リスクが発生し、地域社会に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、当社グループでは、人権に関す

る活動を自主的に行うよう顧客に推進している。また、投資・融資政策の適用を通じて、敏感な分野で事業を

展開する顧客の現在および将来の業績向上を特定、評価、監視、奨励することに努めている。この体制は、社

会（健康、安全、地域社会への影響）を含む５つの側面からグループの顧客のESG評価を実施することで、さ

らに強化されている。BNPパリバの顧客または投資先企業による重大な人権侵害の疑いや特定があった場合、

当社グループは当該企業との間で綿密なデューデリジェンスを実施する。
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また、社会分野の原則を取り入れた国際的および欧州の政策枠組を遵守することも、潜在的な社会的リスク

の低減に寄与する可能性がある。例えば、エクエーター原則の加盟者として、当社グループは、プロジェク

ト・ファイナンスが地域社会、生態系または気候に及ぼす悪影響を回避し、必要に応じて是正することを保証

する。また、顧客に対して、そのプロジェクトの影響を受ける地域社会から、自由意思による、事前の、十分

な情報に基づく同意（FPIC）を取得するよう奨励している。

 

気候変動の潜在的リスクの測定

近年、ESG要因の定量的分析およびその伝統的な金融リスクへの影響に関する方法論の標準化という点では

進展が見られるものの、その限界を考慮した上で慎重に解釈する必要がある。2022年１月のESGに関するプル

デンシャル開示報告書（注１）の公聴会への回答において、欧州銀行監督機構はこれらの方法論に関連する困

難、すなわち、歴史の浅さ、様々な地域および業務セクターに関する標準化された比較可能なデータが入手不

可能であることならびに欠損データの推定に用いられる手法およびシナリオの多様さ等を強調している。

本項に記載されている表は、付属の説明において使用され説明されている方法および定義と合わせて読むも

のとする。監督当局が提示した参考資料がない場合、当社グループは可能な限り、欧州の定義または規制上の

慣行を参照することにしている。これが不可能な場合、当社グループが内部の定義および見積もりに基づいて

誠実に作成した将来予測に関する計画および予測に基づいて、情報が作成される。当社グループは、知識の発

展、データの入手可能性、確立されたガイドラインおよび基準の制定または更新を考慮し、その方法論を常に

適応させている。

気候シナリオの変化、経済状況の変化または地政学的リスク等、特定の当社グループの外部要因によって、

将来予測に関する計画および予測を作成するために考慮した見通しに変動が生じる可能性がある。したがっ

て、本項に含まれる情報は、将来の公表において大幅に改訂される可能性がある。

その結果、本項に記載されている表は、一括登録書類の公表日時点においてのみ評価できるものであり、使

用した方法論、予測およびデータに関する不確実性を考慮した上で解釈する必要がある。

 

(注１)　PDFファイル「EBA draft ITS on Pillar 3 disclosures on ESG risks.pdf」（europa.eu）。
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銀行勘定－潜在的な気候変動の移行リスクを示す指標

セクター別、排出量別および残存期間別のエクスポージャーの信用の質

 

 2023年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）

帳簿価額総額

減損累計額、信用リスク
に起因する公正価値の累
計マイナス変動および引

当金

５年
以下

５年超
10年
以下

10年超
20年
以下

20年超

加
重
平
均
残
存
期
間
(年
数)

        

 うち、
EUパリ
協定整
合ベン
チマー
クから
除外さ
れた企
業への
エクス
ポー
ジャー

うち、
環境的
に持続
可能な
もの
(CCM)

うち、
ステー
ジ２

うち、
不良
エクス
ポー
ジャー

 

うち、
ステー
ジ２

うち、
不良
エクス
ポー
ジャー

1

気候変動への貢
献度が高いセク
ターに対するエ
クスポージャー
(注１)

327,955 22,630 4,117 38,902 10,646 (7,032) (821) (5,659) 269,597 29,396 27,266 1,723 4

2
A－農業、林業お

よび漁業
12,989 39 0 969 460 (341) (40) (261) 10,945 1,124 841 78 4

3
B－鉱業および石

材業
7,623 5,389 22 544 193 (124) (5) (108) 6,678 840 103 1 3

4
B.05－石炭・

亜 炭 鉱
業

124 124 0 58 3 (4)  (3) 124    3

5

B.06－原油お
よ び 天
然 ガ ス
採取業

3,755 3,755 11 140 101 (63) (1) (58) 3,336 392 27 0 4

6
B.07－金属鉱

業
1,656 101 1 260 63 (31) (2) (26) 1,268 388   4

7

B.08－その他
の 鉱 業
お よ び
石材業

690 11 3 52 20 (17) (2) (14) 628 59 2 0 3

8

B.09－鉱業支
援 サ ー
ビ ス 活
動

1,398 1,398 7 35 6 (9)  (6) 1,322 1 75  3

9 C－製造業 92,356 4,889 1,115 9,444 2,603 (2,035) (235) (1,663) 87,074 3,822 1,172 289 3

10
C.10－食料品

製造業
12,857 276 1 1,081 339 (243) (37) (183) 12,140 545 143 29 3

11
C.11－飲料製

造業
3,279   145 46 (30) (2) (22) 3,161 80 37 1 3

12
C.12－たばこ

製造業
6   1     6    4

13
C.13－織物製

造業
961   297 87 (67) (3) (62) 929 10 10 12 3

14
C.14－衣服製

造業
1,156   113 70 (71) (9) (49) 1,143 8 4 1 2

15

C.15－皮革お
よ び 関
連 製 品
製造業

406   105 32 (24) (2) (22) 400 4 0 2 2
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16

C.16－材木、
木 製 品
お よ び
コ ル ク
製 品 製
造業

1,149 8 5 96 48 (35) (3) (27) 965 175 8 1 4

17

C.17－紙およ
び 紙 製
品 製 造
業

1,741   336 38 (38) (4) (30) 1,640 92 3 6 2

18

C.18－印刷業
お よ び
記 録 媒
体 複 製
業

791 0  109 58 (37) (5) (29) 744 36 7 3 3

19

C.19－コーク
ス お よ
び 精 製
石 油 製
品 製 造
業

2,987 2,987 17 506 10 (30) (16) (10) 2,097 445 445  5

20

C.20－化学品
お よ び
化 学 製
品 製 造
業

7,878 541 25 771 124 (85) (15) (52) 7,056 720 76 26 3

21

C.21－基礎医
薬 品 お
よ び 医
薬 調 合
品 製 造
業

4,939 1  525 11 (23) (7) (8) 4,698 219 8 14 4

22
C.22－ゴム製

品 製 造
業

4,919 168 1 320 199 (138) (8) (125) 4,762 100 28 29 3

23

C.23－その他
の 非 金
属 鉱 物
製 品 製
造業

3,103 0 29 291 160 (120) (5) (110) 2,922 144 24 13 3

24
C.24－第一次

金 属 製
造業

5,393 100 164 441 72 (64) (6) (55) 5,071 262 44 16 3

25

C.25－金属製
品 製 造
業 （ 機
械 器 具
を 除
く。）

4,749 8 17 458 237 (193) (16) (170) 4,311 273 128 38 3

26

C.26 － コ ン
ピ ュ ー
タ 、 電
子 製
品 、 光
学 製 品
製造業

6,686 207 15 574 67 (91) (23) (58) 6,443 210 8 26 3

27
C.27－電気機

器 製 造
業

4,635 219 245 578 45 (72) (24) (40) 4,530 59 28 18 2

28
C.28－機械器

具 製 造
業

8,236 30 67 448 459 (297) (5) (287) 8,053 135 21 27 3

29

C.29 － 自 動
車 、 ト
レ ー
ラ ー お
よ び セ
ミ ト
レ ー
ラ ー 製
造業

7,038 23 60 1,015 264 (223) (9) (214) 6,991 38 5 3 2

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 388/1141



30

C.30－その他
の 輸 送
用 機 械
器 具 製
造業

4,331 213 372 584 47 (26) (7) (18) 4,150 100 78 3 2

31
C.31－家具製

造業
1,013 0  108 35 (32) (4) (25) 929 56 27 1 2

32
C.32－その他

製造業
1,614 0 3 238 98 (53) (15) (34) 1,540 47 11 16 3

33

C.33－機械器
具 修
理 ・ 設
置業

2,490 106 94 305 57 (41) (7) (32) 2,394 63 28 5 3

34
D－電気、ガス、

蒸気および
空調の供給

19,080 4,760 1,339 1,546 312 (138) (17) (102) 13,677 2,323 2,876 204 5

35
D35.1－発電・

送 電 ・
配電業

15,711 1,943 1,323 1,164 281 (118) (12) (91) 10,650 2,194 2,680 188 7

36
D35.11 －電力

生産
11,946 1,528 824 1,100 276 (110) (12) (85) 7,305 1,864 2,626 150 6

37

D35.2－ガス製
造 業 、
導 管 に
よ る ガ
ス 燃 料
配給業

2,797 2,797 13 192 29 (19) (4) (11) 2,572 106 119  1

38

D35.3－蒸気お
よ び 空
調 の 供
給業

571 20 3 190 2 (2)   455 22 77 16 1

39

E－上下水道、廃
棄物管理お
よび浄化処
理業務

2,528 102 89 276 108 (72) (4) (62) 1,949 476 83 21 3

40 F－建設業 25,615 332 374 2,923 2,112 (1,499) (49) (1,395) 23,246 1,126 1,140 102 3

41
F.41－建築工

事業
15,728 87 134 1,585 1,473 (936) (22) (886) 14,263 681 706 79 3

42
F.42－土木工

事業
3,713 236 70 626 200 (153) (11) (131) 3,603 53 52 5 4

43
F.43－専門工

事業
6,173 9 171 711 439 (410) (16) (378) 5,381 393 381 18 4

44

G－卸売業および
小売業、自
動車・二輪
車の修理業

69,868 4,165 654 10,492 2,120 (1,323) (172) (1,033) 64,766 3,564 1,267 271 3

45
H－輸送および保

管
29,001 2,892 311 3,836 591 (423) (51) (335) 23,390 3,803 1,660 148 4

46

H.49－陸運業
お よ び
パ イ プ
ラ イ ン
輸送業

8,600 1,754 93 912 335 (231) (16) (200) 7,577 653 359 11 4

47 H.50－水運業 11,170 934 6 1,875 170 (113) (10) (100) 8,352 2,250 568 0 5

48
H.51－航空運

送業
3,162   563 21 (19) (6) (11) 2,625 359 171 6 5

49

H.52－倉庫業
お よ び
運 輸 支
援活動

5,888 205 212 473 60 (55) (18) (21) 4,661 538 559 130 4

50
H.53－郵便・

急 送 宅
配業

181 0  12 5 (4) 0 (3) 176 2 3 0 2

51
I－宿泊および食

事サービス
業

7,587 20 1 1,761 653 (347) (69) (262) 5,774 1,117 642 54 4

52 L－不動産業 61,308 41 212 7,111 1,494 (730) (181) (438) 32,097 11,174 17,480 557 7
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53

気候変動への貢
献度が高いセク
ター以外に対す
る エ ク ス ポ ー
ジャー(注１)

125,900 2,823 4,473 12,197 3,606 (1,828) (265) (1,385) 108,287 10,580 5,048 1,985 2

54
K－金融および保

険業
23,702 619 454 1,695 793 (502) (58) (408) 18,745 3,142 1,139 676 2

55

そ の 他 の セ ク
ター（産業分類
コ ー ド （ NACE
コード）のJおよ
びMからU）に対
するエクスポー
ジャー

102,198 2,204 4,019 10,502 2,813 (1,326) (206) (977) 89,542 7,438 3,910 1,309 3

56 合計 453,855 25,453 8,590 51,100 14,252 (8,860) (1,086) (7,044) 377,884 39,949 32,314 3,708 4

(注１)　EUの気候変動の移行に関連するベンチマークおよびEUパリ協定整合ベンチマークは気候ベンチマークに関する規制

であり、その最低基準に関する規則（EU）2016/1011を補足する委員会委任規則（EU）2020/1818に従い、規則

（EC）1893/2006の付属書IにおけるセクションAからHおよびセクションLに記載のセクターを対象としている。
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 2022年12月31日現在

（ 単 位 ： 百 万 ユ ー
ロ）

帳簿価額総額

減損累計額、信用リスク
に起因する公正価値の累
計マイナス変動および引

当金

５年
以下

５年超
10年
以下

10年超
20年
以下

20年超

加重
平均
残存
期間
(年
数)

       

 うち、
EUパリ
協定整
合ベン
チマー
クから
除外さ
れた企
業への
エクス
ポー
ジャー
(注２)

うち、
ステー
ジ２

うち、
不良
エクス
ポー
ジャー

 

うち、
ステー
ジ２

うち、
不良
エクス
ポー
ジャー

1

気候変動への貢献
度が高いセクター
に対するエクス
ポージャー

330,046 24,319 46,639 10,472 (7,475) (1,112) (5,754) 270,655 29,967 28,006 1,418 4

2
A－農業、林業お

よび漁業
13,302 38 1,409 526 (325) (69) (211) 11,255 1,160 800 88 4

3
B－鉱業および石

材業
9,501 6,892 909 194 (141) (15) (111) 8,562 707 224 7 3

4
B.05－石炭・亜

炭鉱業
183 183 14 40 (22)  (22) 183    3

5
B.06－原油およ

び天然ガ
ス採取業

5,221 5,221 571 123 (69) (1) (63) 4,832 159 224 6 3

6 B.07－金属鉱業 2,114 176 203 4 (19) (9) (5) 1,739 376   4

7
B.08－その他の

鉱業およ
び石材業

691 19 40 23 (21) (2) (18) 648 41  1 3

8
B.09－鉱業支援

サービス
活動

1,293 1,293 81 4 (10) (3) (4) 1,160 132   3

9 C－製造業 91,160 5,218 11,715 2,723 (2,239) (323) (1,742) 85,109 4,743 1,063 245 3

10
C.10－食料品製

造業
13,250 309 1,743 432 (310) (60) (220) 12,432 674 122 23 3

11
C.11－飲料製造

業
4,116  600 53 (38) (7) (23) 3,978 107 30  3

12
C.12－たばこ製

造業
14       14    4

13
C.13－織物製造

業
1,241  199 83 (69) (5) (61) 1,212 14 9 7 3

14
C.14－衣服製造

業
1,715  105 92 (72) (12) (57) 1,669 34 8 5 2

15
C.15－皮革およ

び関連製
品製造業

522  193 30 (28) (7) (21) 516 4  2 2

16

C.16－材木、木
製品およ
びコルク
製品製造
業

1,125  103 48 (41) (5) (33) 980 126 18 1 3

17
C.17－紙および

紙製品製
造業

1,979 32 385 66 (68) (7) (55) 1,926 46 2 6 2

18

C.18－印刷業お
よび記録
媒体複製
業

709  122 67 (39) (7) (29) 671 27 8 3 3
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19

C.19－コークス
および精
製石油製
品製造業

3,565 3,565 172 12 (16) (2) (10) 2,656 429 479  5

20

C.20－化学品お
よび化学
製品製造
業

6,402 535 1,190 132 (89) (20) (55) 5,568 770 44 21 3

21

C.21－基礎医薬
品および
医薬調合
品製造業

5,416  518 6 (12) (3) (3) 5,355 43 5 13 2

22
C.22－ゴム製品

製造業
4,877 207 528 127 (124) (23) (89) 4,587 232 32 25 3

23

C.23－その他の
非金属鉱
物製品製
造業

3,065  318 157 (125) (16) (102) 2,852 163 37 14 3

24
C.24－第一次金

属製造業
5,326 108 644 85 (142) (27) (107) 5,030 219 52 25 3

25

C.25－金属製品
製 造 業
（機械器
具 を 除
く。）

5,015 8 674 255 (198) (23) (161) 4,518 388 83 26 3

26

C.26 － コ ン
ピ ュ ー
タ、電子
製品、光
学製品製
造業

4,304 35 197 65 (67) (5) (53) 3,638 633 8 25 3

27
C.27－電気機器

製造業
4,665 238 461 52 (58) (6) (43) 4,119 501 39 7 2

28
C.28－機械器具

製造業
9,376 1 1,072 431 (298) (24) (260) 9,221 114 22 19 3

29

C.29－自動車、
ト レ ー
ラーおよ
びセミト
レーラー
製造業

6,879 1 998 289 (243) (26) (204) 6,832 42 3 2 2

30

C.30－その他の
輸送用機
械器具製
造業

3,274 173 624 88 (73) (17) (56) 3,258 15 1  1

31
C.31－家具製造

業
743  150 44 (36) (4) (30) 677 45 20 1 3

32
C.32－その他製

造業
1,619  242 42 (42) (12) (27) 1,559 31 13 15 3

33
C.33－機械器具

修理・設
置業

1,961 6 479 68 (50) (5) (42) 1,841 88 27 5 3

34
D－電気、ガス、

蒸気および空
調の供給

21,213 5,200 1,874 137 (135) (43) (68) 14,868 2,924 3,286 135 5

35
D35.1 －発電・

送電・配
電業

16,965 1,549 1,250 129 (106) (28) (60) 11,043 2,641 3,146 135 5

36
D35.11－電力生

産
13,014 1,165 1,098 121 (91) (28) (50) 7,582 2,219 3,101 112 5

37

D35.2 －ガス製
造業、導
管による
ガス燃料
配給業

3,914 3,650 610 8 (28) (14) (9) 3,533 282 100  1

38
D35.3 －蒸気お

よび空調
の供給業

334  15  (1)   292 2 41  1
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39

E－上下水道、廃
棄物管理およ
び浄化処理業
務

2,935 3 195 148 (134) (4) (124) 2,504 346 84  3

40 F－建設業 25,096 315 3,292 2,272 (1,600) (83) (1,456) 22,386 1,316 1,342 53 3

41
F.41－建築工事

業
15,665 89 1,768 1,591 (983) (46) (911) 13,896 849 884 35 3

42
F.42－土木工事

業
3,175 180 533 181 (130) (10) (108) 3,036 80 52 7 3

43
F.43－専門工事

業
6,256 46 992 499 (488) (27) (437) 5,453 387 406 10 3

44

G－卸売業および
小売業、自動
車・二輪車の
修理業

63,307 3,380 11,433 1,939 (1,308) (195) (984) 58,452 3,416 1,248 190 3

45
H－輸送および保

管
30,514 3,267 6,806 806 (578) (121) (411) 25,132 3,268 1,982 133 4

46

H.49－陸運業お
よびパイ
プライン
輸送業

8,356 1,863 889 286 (192) (32) (134) 7,211 647 488 10 4

47 H.50－水運業 12,297 1,231 3,260 230 (177) (27) (140) 9,724 1,655 918  5

48
H.51－航空運送

業
3,519 2 2,102 102 (54) (38) (20) 3,004 417 90 7 4

49
H.52－倉庫業お

よび運輸
支援活動

6,197 171 547 185 (153) (23) (114) 5,053 547 483 115 4

50
H.53－郵便・急

送宅配業
145  8 3 (3)  (2) 140 2 2  2

51
I－宿泊および食

事サービス業
7,576  2,299 528 (365) (113) (232) 5,868 1,081 596 31 4

52 L－不動産業 65,442 6 6,708 1,199 (649) (146) (415) 36,520 11,005 17,381 536 7

53

気候変動への貢献
度が高いセクター
以外に対するエク
スポージャー(注
１)

128,619 3,015 16,595 2,858 (1,803) (358) (1,244) 112,001 10,569 4,172 1,877 1

54
K－金融および保

険業
26,945 1,302 3,369 669 (349) (101) (195) 22,115 2,854 1,295 682 1

55

その他のセクター
（産業分類コード
（NACEコード）の
JおよびMからU）
に対するエクス
ポージャー

101,673 1,713 13,226 2,189 (1,455) (257) (1,049) 89,886 7,715 2,877 1,195 2

56 合計 458,665 27,334 63,234 13,330 (9,278) (1,470) (6,998) 382,655 40,536 32,178 3,295 3

(注１)　EUの気候変動の移行に関連するベンチマークおよびEUパリ協定整合ベンチマークは気候ベンチマークに関する規制

であり、その最低基準に関する規則（EU）2016/1011を補足する委員会委任規則（EU）2020/1818に従い、規則

（EC）1893/2006の付属書IにおけるセクションAからHおよびセクションLに記載のセクターを対象としている。

(注２)　金額は追加データにより補足されている。
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当社グループの非金融企業に対する総エクスポージャーは、2023年12月31日現在、貸出金および債権、負債

証券ならびにトレーディング目的で保有していない資本性金融商品を含めて454十億ユーロである。この表

は、気候変動に大きく影響を及ぼすと考えられるセクターのセクター別エクスポージャーの詳細を示したもの

であり、いかなる場合においても、移行リスクに対するエクスポージャーと解釈することはできないものであ

る。

パリ協定整合ベンチマークから除外された企業（注１）に対するエクスポージャーは25十億ユーロで、主に

化石燃料に積極的な企業へのエクスポージャーで構成されている。これらの企業は、以下の項目に基づく二重

のスクリーニングによって特定されている。

１.　当社グループ内の業種参照情報で特定されるまたは取引先が申告したNACEコードに基づく石油、ガス

および石炭の各セクターに属する取引先の特定

２.　気候ベンチマーク基準規則で定義された、化石燃料のバリュー・チェーンから収益を得る取引先（注

２）を、外部のデータプロバイダーから入手することで特定

環境的に持続可能なものは、規則（EU）2020/852に関する気候変動軽減目標に沿うと特定されたエクスポー

ジャーに係るものである。これは、非財務報告指令の対象となる欧州企業に付与された、一般目的の金融商品

のみを対象としている。整合率は、当該取引先が開示するEUタクソノミに整合した取引高の比率に基づき算出

される。

当社グループの非金融取引先の融資による温室効果ガス排出量は、2024年６月までの段階的導入期間中の規

制により認められているとおり、当社グループの顧客からの基礎データがまだ規制により要求されておらず依

然として十分な品質で入手できないため、開示されない。そのため、ポートフォリオの３分の２超は、地理的

および部門的な平均に基づく低品質の推定データに依存しており、最も排出量の多い部門であっても、当社グ

ループの顧客の特定の状況を考慮に入れていない。

内部的には、当行は、リスク特定プロセス（Risk ID）の中で、移行に関連する３つの要因を含む気候変動

リスク要因を特定し、それらが従来の財務リスク（信用リスク等）および非財務リスク（法務リスク、業務リ

スク等）にどのように具現化されるかを確認している。

このプロセスは特に、移行の影響を強く受けやすいセクター（発電セクター、化石燃料の採掘等）に対する

信用エクスポージャーが、伝達経路（気候関連の新しい規制、価格や資産価値の変動等）を通じて、銀行勘定

で最も顕著なリスクである信用リスクとしてどのように顕在化するかを明らかにしている。

当社グループは、ESGリスクおよび移行リスクを考慮した信用リスク管理を、特にグローバル与信方針およ

び関連性のある特定の与信方針に適用している。

 

(注１)　規則（EU）2020/1818第12条(1)(d)から(g)および第12条(2)に基づく。

(注２)　規則（EU）2020/1818によると、化石燃料に積極的な企業とは、化石燃料の探査、採掘、抽出、生産、加工、貯

蔵、精製または流通（輸送、貯蔵および取引を含む。）から収益を得ている企業を指し、その基準値は石炭が

１％、石油が10％、ガスが50％とされている。
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炭素集約型企業上位20社へのエクスポージャー

 

 

2023年12月31日現在

帳簿価額総額
（百万ユーロ）

帳簿価額総額（合
計）と比較した取引
先に対する帳簿価額

総額(注１)

うち、
環境的に持続可能
なもの（CCM）
（百万ユーロ）

加重平均
残存期間
（年数）

汚染企業を含む
上位20社の数

1 合計 6,407 0.58％ 14.7 4 11

(注１)　世界の炭素排出量上位20社のうちの取引先を対象とする。

 

上記の情報には、取引関係が終了し、残存取引高が重要ではない取引先は含まれない。

 

 

2022年12月31日現在

帳簿価額総額
（百万ユーロ）

帳簿価額総額（合
計）と比較した取引
先に対する帳簿価額

総額(注１)

うち、
環境的に持続可能
なもの（CCM）
（百万ユーロ）

加重平均
残存期間
（年数）

汚染企業を含む
上位20社の数

1 合計 7,885 0.72％ - 4 16

(注１)　世界の炭素排出量上位20社のうちの取引先を対象とする。

 

世界で最も炭素集約度が高い20社のリストを構成する取引先の特定は、2018年に気候変動研究機関が提供し

た公開リストに基づいている（注１）。このリストは、欧州銀行監督機構の指示で提案された他のリストと比

較して、特に化石燃料事業に積極的な企業しか含まれていないため限界はあるものの、最新のものであり、当

社グループが最も高いエクスポージャーを計算したものでもある。

この表に含まれる資産は、これらの企業グループに付与された貸出金および債権、負債証券ならびにトレー

ディング目的で保有していない資本性金融商品で構成されている。これらは、トレーディング目的で保有する

金融資産および売却目的で保有する金融資産を除く、銀行勘定に含まれる資産の帳簿価額総額と比較されてい

る。

気候変動研究機関のリストと第三者による内部の事業グループレベルでの参照資料を名称毎に照合した後、

そのうちの11件の資金調達に対応する帳簿価額を集計したところ、2023年12月末現在６十億ユーロとなった。

環境的に持続可能な帳簿価額総額は、規則（EU）2020/852に関する気候変動軽減目標に沿うと特定されたエ

クスポージャーに係るものである。これは、非財務報告指令の対象となる欧州企業に付与された、一般目的の

金融商品のみを対象としている。整合率は、当該取引先が開示するEUタクソノミに整合した取引高の比率に基

づき算出される。

 

(注１)　https://climateaccountability.org/wp-content/uploads/2020/12/TopTwenty-CO2CH4-1751-2018-Table.png－

2018年の二酸化炭素排出量上位20社の表。
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担保のエネルギー効率

不動産担保融資－担保のエネルギー効率

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

帳簿価額総額

  

 
エネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

 
0以上
100以下

100超
200以下

200超
300以下

300超
400以下

400超
500以下

500超

1 EU圏合計 200,874 21,533 52,250 43,576 25,784 18,787 11,918

2 うち商業用不動産担保ローン 67,486 8,054 20,142 15,074 6,525 4,499 4,866

3 うち住宅用不動産担保ローン 133,182 13,480 32,106 28,495 19,237 14,112 7,052

4
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

207  2 7 22 176  

5

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値

145,656 18,328 44,436 37,196 22,215 15,658 7,823

6 EU圏外合計 5,577 18 183 298 53 26 29

7 うち商業用不動産担保ローン 1,855 0 118 218  0  

8 うち住宅用不動産担保ローン 3,722 18 65 80 53 25 29

9
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

       

10

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値

145 7 36 54 30 13 5
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（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

帳簿価額総額

エネルギー効率の水準
（担保のEPCラベル）

担保のEPCラベルなし

         

A B C D E F G  

うちエネル
ギー効率の水

準
（担保のEPス

コア

(kWh/m
2
)）推

定値

1 EU圏合計 1,854 3,072 3,940 4,472 4,123 4,290 3,363 175,759 85％

2 うち商業用不動産担保ローン 152 633 636 1,126 657 158 364 63,760 87％

3 うち住宅用不動産担保ローン 1,702 2,439 3,304 3,346 3,466 4,132 2,999 111,792 83％

4
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

       207 100％

5

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値

         

6 EU圏外合計 2 128 229 14 10 9 8 5,178 4％

7 うち商業用不動産担保ローン  118 218  0   1,519 0％

8 うち住宅用不動産担保ローン 2 10 11 14 10 9 8 3,658 6％

9
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

         

10

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

帳簿価額総額

  

 
エネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

 
0以上
100以下

100超
200以下

200超
300以下

300超
400以下

400超
500以下

500超

1 EU圏合計 200,012 18,030 47,092 41,226 26,390 22,524 16,947

2 うち商業用不動産担保ローン 65,399 8,007 19,704 13,766 6,293 4,874 5,126

3 うち住宅用不動産担保ローン 134,381 10,023 27,386 27,452 20,072 17,453 11,822

4
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

232  2 7 25 197  

5

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値

159,705 16,294 44,637 38,923 24,514 20,813 14,524

6 EU圏外合計 7,519 11 63 70 22 6 2

7 うち商業用不動産担保ローン 3,321 1 3 3 1   

8 うち住宅用不動産担保ローン 4,198 10 60 67 22 6 2

9
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

       

10

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値

142 9 47 61 18 5 2
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

帳簿価額総額

エネルギー効率の水準
（担保のEPCラベル）

担保のEPCラベルなし

         

A B C D E F G  

うちエネル
ギー効率の水

準
（担保のEPス

コア

(kWh/m
2
)）推

定値

1 EU圏合計 1,206 992 1,572 2,008 1,859 2,033 2,604 187,738  

2 うち商業用不動産担保ローン 66 62 135 162 128 75 40 64,732 87％

3 うち住宅用不動産担保ローン 1,139 930 1,438 1,846 1,731 1,957 2,564 122,775 76％

4
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

       232 100％

5

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値

         

6 EU圏外合計  2 9 11 8 2 1 7,486  

7 うち商業用不動産担保ローン     1 1  3,318  

8 うち住宅用不動産担保ローン  1 9 11 7 1 1 4,168 3％

9
うち抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産およ
び商業用不動産

         

10

うちエネルギー効率の水準

（担保のEPスコア(kWh/m
2
)）

推定値

         

 

当社グループの2023年12月31日現在の不動産担保ローンのポートフォリオは、商業用および住宅用の不動産

担保ローンならびに抵当権が実行されて取得した担保を含め、合計で206十億ユーロである。エネルギー効率

別の内訳は、建築物のエネルギー性能に関わる欧州指令（注１）およびエネルギー効率指令（注２）で定義さ

れた、kWh/m
2
単位の値および担保のラベル（AからG）の２種類で表示されている。エネルギー性能証明書

（EPC）は、担保のエネルギー効率に関する情報を提供し、これにより以下のことが可能になる。

・顧客の住宅購入時や、持続可能な住宅への移行時の支援・助言

・EPC関連情報を与信判断プロセスおよび信用リスク管理の枠組に組み込むこと

・気候シナリオ分析で行われる財務リスク測定の精度を向上させること

しかし、欧州におけるエネルギー性能証明書の利用可能性は、例えばベルギーのデータ保護法または現地の

不動産市場の慣行等、地理的な特殊性に強く依存しているため、均一ではない。さらに、オープンソースの

データベースが利用できることもあるが、国全体をカバーすることはほとんどなく、多くの場合、２年よりも

前の最後の資産売却時に更新されたものであるため、質の低いデータであることが多い。
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エネルギー性能証明書はEU規則に基づくものであるため、EU圏外に存在する不動産担保物件については、EU

のEPCラベルとの対応付けが存在する場合を除き、データを取得することができない。

ほとんどの場合、対応付けが存在しないため、EU圏外に存在する不動産担保物件のEPCラベルに対応する欄

は空欄とし、該当する場合はエネルギー効率（kWh/m
2
）のみを推定値で記載している。

その結果、エネルギー性能証明書（EPC）は、以下のいずれかとなる。

・ローン組成の過程で、事業体によって収集されたものである。この場合、それらは報告されたデータとし

てみなされる。

・各国の中央データベースから入手したものである。融資先と１対１の照合が可能な場合、EPCのデータは

報告されたものとみなされる。（例えば、住所に基づいて）一致が推測される場合、EPCのデータは推定

されたものとみなされる。

・（例えば、地域や国の平均的なエネルギー効率に基づく）プロキシまたはルールによって推定されたもの

である。

相互保証基金（特にフランスにおける「クレディ・ロジュモン（Crédit Logement）」の枠組）によって保

証された貸出金は、不動産担保ローンの定義に該当しないため、この表には計上されていない。

かかる貸出金が計上されていれば、2023年12月31日時点の不動産ローンの帳簿価額総額は78十億ユーロ増加

し、そのうち「０以上100以下」のバケットで７十億ユーロ、「100超200以下」のバケットで26十億ユーロ、

「200超300以下」のバケットで27十億ユーロ、「300超400以下」のバケットで13十億ユーロ、「400超500以

下」のバケットで３十億ユーロ、および「500超」のバケットで２十億ユーロとなっていた。

 

(注１)　指令2010/31/EU。

(注２)　指令2012/27/EU。

 

セクター別アライメント指標

BNPパリバは、気候に関する取組をパリ協定の目的に合わせ、温暖化目標を1.5℃に抑えるという銀行部門の

目標を達成するため、2021年にネットゼロ・アライアンス（Net Zero Alliances）に調印した。

2025年度事業計画の一環として、当社グループは2023年５月に気候報告書を発表したが、かかる報告書に

は、石油・ガス、発電、自動車、鉄鋼、アルミおよびセメントといった様々なセクターについて、ポートフォ

リオをネットゼロの取組と整合させるための支援についての進捗状況が特に示されている。

アライメント指標は、ほとんどの開示要件を満たしているものの、ネットゼロ・バンキング・アライアンス

の枠組に従って測定されているため、欧州銀行監督機構が定義したすべての定義および基準を正確に遵守して

いるわけではない。
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2024年度上半期において、ESGの第３の柱の最初の開示要件について、当社グループは、以下の評価と優先

順位付けの過程にある調整を指摘し、報告要件との整合に向けて取り組んでいる。

・セクターについて：「上流石油・ガス」セクターの境界に石炭セクターを含める。

・ポートフォリオの開示額について：借入額と約定済未使用額を含む総エクスポージャーではなく、ポート

フォリオの帳簿価額総額を開示する必要がある。

・取引先の正確な範囲：内部的なセクター・アプローチではなく、各セクターに含まれる取引先を対応付け

するためのNACEコードを使用する。

・目標期日について：固定目標ではなく、ローリング目標（基準年の３年後）を使用する。

 

銀行勘定－潜在的な気候変動の物理的リスクを示す指標

潜在的な物理的リスクにさらされるエクスポージャー

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

帳簿価額総額

  
 うち、気候変動の物理的事象による影響に敏感なエクスポージャー

 満期バケット別内訳

うち、
慢性的な
気候変動
事象によ
る影響に
敏感なエ
クスポー
ジャー

うち、
急激な気
候変動事
象による
影響に敏
感なエク
スポー
ジャー

うち、
慢性的お
よび急激
な気候変
動事象の
両方によ
る影響に
敏感なエ
クスポー
ジャー

 ５年以下
５年超
10年以下

10年超
20年以下

20年超
加重平均
残存期間
（年数）

1 A-農業、林業および漁業 12,989 51 5 4  4  60  

2 B-鉱業および石材業 7,623         

3 C-製造業 92,356 1    3  1  

4
D-電気、ガス、蒸気およ
び空調の供給

19,080         

5
E-上下水道、廃棄物管理
および浄化処理業務

2,528         

6 F-建設業 25,615 164 8 8 1 3  181  

7
G-卸売業および小売業、
自動車・二輪車の修理業

69,868 73 4 1  3  79  

8 H-輸送および保管 29,001 1    4  2  

9 L-不動産業 61,308 594 207 323 10 7  1,135  

10 住宅用不動産担保ローン 13,749 208 45 62 3 4  319  

11 商業用不動産担保ローン 55,591 874 189 262 13 4  1,337  

12 差し押さえられた担保 227         

13
その他のセクター（NACE
コードI、J、MからU)に対
するエクスポージャー

133,488 287 29 14 5 3  336  

14 合計 453,855 1,172 254 351 17   1,794  
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（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

帳簿価額総額

  
 うち、気候変動の物理的事象による影響に敏感なエクスポージャー

 満期バケット別内訳

うち、
慢性的な
気候変動
事象によ
る影響に
敏感なエ
クスポー
ジャー

うち、
急激な気
候変動事
象による
影響に敏
感なエク
スポー
ジャー

うち、
慢性的お
よび急激
な気候変
動事象の
両方によ
る影響に
敏感なエ
クスポー
ジャー

 ５年以下
５年超
10年以下

10年超
20年以下

20年超
加重平均
残存期間
（年数）

1 A-農業、林業および漁業 13,302 89 9 6 1 4  106  

2 B-鉱業および石材業 9,501         

3 C-製造業 91,160 40 2 1  3  43  

4
D-電気、ガス、蒸気およ
び空調の供給

21,213 25 4 5  5  35  

5
E-上下水道、廃棄物管理
および浄化処理業務

2,935 1    3  1  

6 F-建設業 25,096 585 35 36 1 3  657  

7
G-卸売業および小売業、
自動車・二輪車の修理業

63,307 14 1   3  15  

8 H-輸送および保管 30,514 15 2 1  4  18  

9 L-不動産業 65,442 371 110 174 5 7  661  

10 住宅用不動産担保ローン 13,064 150 74 101 2 3  327  

11 商業用不動産担保ローン 55,657 489 241 331 6 3  1,068  

12 差し押さえられた担保 232         

13

その他のセクター（NACE
コードIからKおよびMから
U)に対するエクスポー
ジャー

136,194 256 25 10 4 4  295  

14 合計 458,665 1,395 189 233 12   1,828  

 

上記の表は、物理的リスクに対して敏感な潜在的エクスポージャーを表している。

免責事項：各モデルの現状における安定性の欠如、データの不足およびガイドラインの不確実性を考慮し、

当行は欧州中央銀行による2022年の気候ストレステストの物理的リスクのシナリオを用いた影響の開示を選択

した。2022年の欧州中央銀行による気候ストレステストにおける洪水、熱波および干ばつのシナリオの結果

は、欧州銀行監督機構が想定するモデルに合致するように非金融企業に対するエクスポージャーのみを保持す

ることで、信用ポートフォリオの推定存続期間を通して慢性的な物理的リスク要因の重要性が反映されるよう

に調整されている。これらの数値は、他の開示の選択肢をとり、参照目的のみのために公表された他の銀行の

公表物と比較し得るものではない。それらの数値は、潜在的に物理的リスク事象に対して敏感なエクスポー

ジャーについて注意を促す試みであり、直接的または総合的なリスクとして解釈されるべきではない。
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当社グループは、将来的に適用される共通の方法論により使用法および作業前提が明確化されることを期待

している。これらの分析は、他のすべての条件が同じであると仮定して、信用ポートフォリオの推定存続期間

における慢性的な物理的リスク要因の重要性を反映するために、当初2050年までを計画対象期間として提示し

ていた欧州中央銀行のシナリオを調整したものに基づいている点に留意すべきである。

物理的リスクは、その取引先または運用資産に対する現在または将来の環境要因による物理的影響に起因す

る当該機関に対するマイナスの経済的影響のリスクとして定義される。

当社グループの貸借対照表における気候変動による物理的リスクにさらされる資産の表示は、対応する取引

先を特定するための方法論や仮説の定義を必要とする。

2022年の気候ストレステストの活動について、２つの物理的リスクのシナリオが欧州中央銀行により保持さ

れた。それらは、想定される慢性的な高温気候および2050年の急激な河川の洪水予報についての現在の予測に

基づいている。急激な異常気象は、2050年に発生する可能性の高い重大な出来事に関する30年予測に基づいて

対処される。2022年の欧州中央銀行による気候ストレステストでは、慢性的な物理的リスク事象は特に対象と

していない。

欧州中央銀行の干ばつおよび熱波のリスク・シナリオにおいて、欧州における深刻な干ばつおよび熱波によ

る経済的な影響がモデル化された。長期に及ぶ高温気候は、例えば屋外における職業活動の労働生産性の減少

等、いくつもの経済セクターにわたって相当な生産量の損失につながる可能性がある。銀行はこれらの脆弱な

産業へのエクスポージャーを通して、損失を被る可能性がある。対象範囲を制限するため、当該シナリオはセ

クター別の総付加価値成長に対するショックのみモデル化している。シナリオ較正は、2050年の関係各国にお

ける高温ストレスによる労働生産性ショックに関するNGFS（金融システムの緑化のためのネットワーク）によ

る予測に基づいている。したがって、熱波によるリスクの経済への主な伝達経路は、労働生産性を通じてであ

るといえる。例えば、深刻な熱波は、より厳しい労働条件に直面する建設労働者や農業従事者の生産性を低下

させる可能性がある。

この干ばつに関するリスク・シナリオについて、BNPパリバはフランス、ベルギー、イタリア、ドイツおよ

びルクセンブルク所在の本店の不動産に担保が設定されていない法人向けエクスポージャーを提供した。
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河川の洪水は欧州において歴史的に物理的リスクの主要な要因となっており、気候変動に関連付けられる極

端な降水量の増加に伴い、当該リスクは増加することが予想される。2021年の夏に発生した洪水は、失われた

人命および破壊されたまたは著しく損なわれた物的資本の双方に対して大雨がもたらした結末を示している。

2022年の気候ストレステストにおいて欧州中央銀行によって用いられている河川の洪水シナリオの下では、予

測対象期間の初日に深刻な洪水がたちまち欧州中に広がると仮定されている。そのような事象が起きる可能性

は極めて低いが、これによりEU全域で適切な洪水リスク・シナリオを構築することが可能となる。洪水リスク

は欧州の各地によって異なり、数キロメートルの範囲内であっても著しく異なる場合がある。そのため、洪水

リスク・シナリオは、国内におけるリスクの変動についての説明となる。したがって、住宅用不動産および商

業用不動産のエクスポージャーへのショックは、詳細な洪水リスク・レベルに照らして、NUTS３の地方区画レ

ベル（地域統計分類単位（Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques）をいい、そのレベル３は

フランスにおいては地方行政区画を指す。）と推定される。

洪水リスク・シナリオは、欧州委員会の共同研究センターが洪水リスクについて実施した研究および欧州中

央銀行の経済全般にわたる気候ストレステストの目的のためにフォー・トゥエンティー・セブン社（Four

Twenty-Seven）のデータセットに基づいて収集された洪水リスクに関する詳細な地理空間データから得られた

見識に基づいて構築された。

この洪水リスク・シナリオについて、BNPパリバはフランス、ベルギーおよびイタリアに所在する商業用不

動産エクスポージャーを提供した。

 

銀行勘定－軽減措置

欧州銀行監督機構の指示に従い、下記表「分類法に沿った主要業績評価指標（KPIS）の概要」、表「GAR計

算のための資産」および表「GAR（％）」に示されているGAR（グリーン資産比率）に関連する公表は、決定さ

れた配分を伴わない金融要素に係る取引先の売上高の分類法との整合性に基づいている。

当社グループは、2023年12月21日に公表された欧州委員会の解釈に従ってGARを公表することを選択した。

その結果、資金使途が配分されている金融商品は、企業、地方自治体または世帯のいずれについても、GARの

分子に計上されていない。

GARは、その方法論的不均衡および運用上の複雑さのために、当社グループの低炭素経済への移行のための

資金調達のすべてを反映することはできない。

 

分類法に沿った主要業績評価指標（KPIS）の概要

 

 

2023年12月31日現在

主要業績評価指標 資産合計に対
する適格資産

の割合

資産合計に対
するEUタクソ
ノミの対象資
産の割合

気候変動軽減 気候変動適応
合計（気候変動軽減
＋気候変動適応）

GAR株式 0.77％ 0.01％ 0.78％ 11.78％ 28.10％

GARフロー - - - -  
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GAR計算のための資産

 
 2023年12月31日現在

（単位：百万ユーロ）

帳簿価額総
額

気候変動軽減（CCM） 気候変動適応（CCA） 合計（CCM＋CCA）

うち分類法関連部門（分類法に適格なもの）
うち分類法関連部門（分類法に適格なも

の）
うち分類法関連部門（分類法に適格なもの）

      

 

うち環境的に持続可能なもの
（分類法と整合するもの）

 

うち環境的に持続可能なもの
（分類法と整合するもの）

 

うち環境的に持続可能なもの
（分類法と整合するもの）

            

 うち
特殊融
資

うち
経過

うち
有効なも

の

 うち
特殊融
資

うち適
応

うち
有効な
もの

 うち
特殊融
資

うち
経過／適

応

うち
有効なも

の

GAR－分子および分母の両方に含まれる対象資産

1

GARの計算の対象となる
トレーディング目的で保
有していない貸出金およ
び債権、負債証券ならび
に資本性金融商品

659,823 276,571 9,137  5,808 2,631 598 117    277,169 9,254  5,808 2,631

2 金融企業 82,051 6,803 546  495 403 34 4    6,837 550  495 403

3 金融機関 12,674 978          978     

4 貸出金および債権 1,356 253          253     

5 負債証券 6,137 725          725     

6 資本性金融商品 5,181                

7 その他の金融企業 69,377 5,825 546  495 403 34 4    5,859 550  495 403

8 うち投資会社 47,567 3,108 323  323 231 21 3    3,128 326  323 231

9 貸出金および債権 31,470 1,799 221  221 130 21 3    1,820 224  221 130

10 負債証券 11,305 1,309 102  102 102      1,309 102  102 102

11 資本性金融商品 4,792                

12 うち運用会社 8,039 2,231 172  172 171 13 1    2,244 173  172 171

13 貸出金および債権 6,424 2,219 172  172 171 13 1    2,233 173  172 171

14 負債証券 752 12          12     

15 資本性金融商品 863                

16 うち保険事業 13,771 487 51  0 0      487 51  0 0

17 貸出金および債権 5,727 48 0  0 0      48 0  0 0

18 負債証券 3,445 8          8     

19 資本性金融商品 4,599 431 51         431 51    

20
非金融企業（NFRDの開示
義務の対象）

258,850 42,107 8,590  5,313 2,228 564 113    42,672 8,704  5,313 2,228

21 貸出金および債権 250,750 37,862 7,585  4,769 1,935 564 113    38,427 7,699  4,769 1,935

22 負債証券 2,045 1,137 534  534 290      1,137 534  534 290

23 資本性金融商品 6,055 3,108 471  9 3      3,108 471  9 3

24 世帯 307,637 227,656          227,656     

25
うち住宅用不動産担保
ローン

208,499 208,499          208,499     

26
うち建物の修繕に係る
ローン

4,617 4,617          4,617     

27 うち自動車ローン 14,540 14,540          14,540     

28 地方自治体向け融資 11,286 4          4     

29 住宅融資                 

30
その他の地方自治
体向け融資

11,286 4          4     

31
抵当権が実行されて取得
した担保：住宅用不動産
および商業用不動産

227                

32 GAR資産合計 660,050 276,571 9,137  5,808 2,631 598 117    277,169 9,254  5,808 2,631

GAR計算のための分子から除外される資産（分母に含まれる。）

33
EU非金融企業（NFRDの開
示義務の対象外）

60,919                

34 貸出金および債権 59,684                

35 負債証券 177                

36 資本性金融商品 1,058                

37
非EU非金融企業（NFRDの
開示義務の対象外）

129,776                

38 貸出金および債権 125,265                

39 負債証券 4,207                

40 資本性金融商品 305                

41 デリバティブ 21,814                

42 要求払銀行間貸出金 7,139                

43 現金および現金関連資産 2,694                

44
その他の資産（のれん、
コモディティ等）

308,610                

45 分母の資産合計（GAR） 1,191,002                

GAR計算のための分子および分母の両方から除外されるその他の資産

46 ソブリン 141,256                

47
中央銀行のエクスポー
ジャー

300,225                

48 トレーディング勘定 719,602                

49
分子および分母から除外
される資産合計

1,161,082                

50 資産合計 2,352,085                
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GAR（％）

 
 2023年12月31日現在：株価指標

（単位：％）（分母に含ま
れる資産合計に占める割
合）

気候変動軽減（CCM） 気候変動適応（CCA） 合計（CCM＋CCA）

資産合計に
対する適格
資産の割合

うち分類法関連部門（分類法に適格なもの） うち分類法関連部門（分類法に適格なもの） うち分類法関連部門（分類法に適格なもの）
      

 うち環境的に持続可能なもの
（分類法と整合するもの）

 

うち環境的に持続可能なもの
（分類法と整合するもの）

 

うち環境的に持続可能なもの
（分類法と整合するもの）

            

 
うち
特殊融
資

うち
経過

うち
有効なも

の
 

うち
特殊融
資

うち
適応

うち
有効な
もの

 
うち
特殊融
資

うち
経過／適

応

うち
有効なも

の

1 GAR 23.22％ 0.77％  0.49％ 0.22％ 0.05％ 0.01％    23.27％ 0.78％  0.49％ 0.22％ 11.78％

2

GARの計算の対象とな
るトレーディング目的
で保有していない貸出
金および債権、負債証
券ならびに資本性金融
商品

23.22％ 0.77％  0.49％ 0.22％ 0.05％ 0.01％    23.27％ 0.78％  0.49％ 0.22％ 11.78％

3 金融企業 0.57％ 0.05％  0.04％ 0.03％      0.57％ 0.05％  0.04％ 0.03％ 0.29％

4 金融機関 0.08％          0.08％     0.04％

5 その他の金融企業 0.49％ 0.05％  0.04％ 0.03％      0.49％ 0.05％  0.04％ 0.03％ 0.25％

6 うち投資会社 0.26％ 0.03％  0.03％ 0.02％      0.26％ 0.03％  0.03％ 0.02％ 0.13％

7 うち運用会社 0.19％ 0.01％  0.01％ 0.01％      0.19％ 0.01％  0.01％ 0.01％ 0.10％

8 うち保険事業 0.04％          0.04％     0.02％

9
非金融企業（NFRDの開
示義務の対象）

3.54％ 0.72％  0.45％ 0.19％ 0.05％ 0.01％    3.58％ 0.73％  0.45％ 0.19％ 1.81％

10 世帯 19.11％          19.11％     9.68％

11
うち住宅用不動産担
保ローン

17.51％          17.51％     8.86％

12
うち建物の修繕に係
るローン

0.39％          0.39％     0.20％

13 うち自動車ローン 1.22％          1.22％     0.62％

14 地方自治体向け融資                 

15 住宅融資                 

16
その他の地方自治
体向け融資

                

17

抵当権が実行されて取
得した担保：住宅用不
動産および商業用不動
産
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一貫性を保つために、本項の表に示された数値は、2021年７月６日付委員会委任規則（EU）2021/2178およ

び2023年12月21日付委員会通知案を適用し、整合情報に対応している。それゆえ、当社グループは、欧州銀行

監督機構が推奨する簡素化されたアプローチを本項には適用していない。そのため、NFRD（2014年10月22日付

非財務報告指令2014/95/EU）の対象となる欧州の非金融企業向けの一般目的金融商品で、整合性が確認された

ものの帳簿価額総額のみが、当比率の分子に含まれている。

絶対値で表示した帳簿価額総額を含む表は、当社グループの投資家向け広報ウェブサイトのESG規制指標専

用文書で閲覧可能である。

なお、グリーン資産比率は、その不均衡な方法論および運用の複雑さのために、当社グループにとって、低

炭素経済への移行のための資金調達の手段全体を反映することはできない。

まず、EUタクソノミの整合性は、NFRDの対象となる企業、欧州の世帯および欧州の地方行政機関に付与され

た特別融資のみを対象としている。同規制は、中小企業および非EU企業に付与された融資を分析から除外して

いる。また、欧州の低炭素インフラへの融資に関連するものであっても、NFRDの対象とならない専用車両に設

定されたプロジェクト・ファイナンスの分析に含めることも認めていない。さらに、NFRD規制の対象となる大

企業に限定された比率の範囲は、当社グループの多角的なビジネス・モデルに照らして狭すぎるようである。

したがって、分子の整合性分析の対象となる資産と分母のすべての対象資産の不均衡は、2023年のGARの構

造的上限を55％に設定する。顧客、商品および地域の面で多角的なビジネス・モデルであるため、この上限は

低くなっている。

分類法の整合基準は、2050年までのEUのカーボン・ニュートラル目標に準拠した科学と整合した基準に対応

しているため、性質上積極的である。しかし、整合的な結果か非整合的な結果かのみが提案され、移行の道筋

は、当社グループおよびその顧客が既に携わっている長期的な取組の一部ではあるが、考慮されていない。

最後に、気候業績基準は、タクソノミの他の環境目的のいずれかに重大な損害が生じないことを保証するこ

とを目的として、複数の補足条件からなる。これらの補足条件の評価は、規範的解釈および情報アクセスの両

方の問題を含めて複雑である。銀行が顧客から収集する情報のほとんどはまだ標準化されておらず、企業によ

る活動整合性の評価を鈍化させ、当行による各基準のデータ収集は現在のところ稼働していない。
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分類法の対象とならないその他の気候変動の軽減措置

 

金融商品の種類
（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在

取引先の種類
帳簿価額
総額

軽減された
リスクの
種類

（気候変動
の移行
リスク）

軽減された
リスクの
種類

（気候変動
の物理的
リスク）

軽減措置の
性質に係る
定性的情報

1 社債（EU基準以外の基準の
下でのグリーン・ボンド、
サステナブル・ボンド、サ
ステナビリティ・リンク・
ボンド等）

金融企業 43 あり  

コメント
を参照

2 非金融企業 93 あり  

7 その他の取引先 3,797 あり  

8

貸出金（EU基準以外の基準
の下でのグリーン・ロー
ン、サステナブル・ロー
ン、サステナビリティ・リ
ンク・ローン等）

金融企業 2,335 あり  

コメント
を参照

9 非金融企業 18,907 あり  

10
うち商業用不動産担保ロー
ン

1,882 あり  

11 家計 22,919 あり  

12
うち住宅用不動産担保ロー
ン

14,569 あり  

13
うち建物の修繕に係るロー
ン

4,619 あり  

14 その他の取引先 116 あり  

 

金融商品の種類
（単位：百万ユーロ）

2022年12月31日現在

取引先の種類
帳簿価額
総額

軽減された
リスクの
種類

（気候変動
の移行
リスク）

軽減された
リスクの
種類

（気候変動
の物理的
リスク）

軽減措置の
性質に係る
定性的情報

1 社債（EU基準以外の基準の
下でのグリーン・ボンド、
サステナブル・ボンド、サ
ステナビリティ・リンク・
ボンド等）

金融企業 360 あり  

コメント
を参照

2 非金融企業 29 あり  

7 その他の取引先 2,297 あり  

8

貸出金（EU基準以外の基準
の下でのグリーン・ロー
ン、サステナブル・ロー
ン、サステナビリティ・リ
ンク・ローン等）

金融企業 1,560 あり  

コメント
を参照

9 非金融企業 11,554 あり  

10
うち商業用不動産担保ロー
ン

1,851 あり  

11 家計 12,713 あり  

12
うち住宅用不動産担保ロー
ン

6,259 あり  

13
うち建物の修繕に係るロー
ン

1,329 あり  

14 その他の取引先 3 あり  
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上記の表は、銀行勘定に計上され、帳簿価額総額に基づいて測定され、当行のESG内部分類原則に基づき気

候変動リスクの軽減に貢献している貸出金および社債を示している。

社債残高は、2023年12月31日現在3.9十億ユーロ（2022年12月31日現在は2.7十億ユーロ）となり、国際資本

市場協会（International Capital Market Association）が定義する主要なグリーン・ボンド原則に合致して

いることが第三者により確認されている。銀行勘定ポートフォリオの各社債は、低炭素および／もしくは気候

変動に対して弾力的な計画または気候移行計画に対して資金を調達する社債のみを選定するために外部情報に

よって収集された様々な基準に沿って分析される。

計上された債務は、契約上のキャッシュ・フローを受け取り、満期まで当該資産を保有することがビジネ

ス・モデルとなっている資産として計上されたもののみである。

帳簿価額総額に基づいて測定された貸出金残高は、2023年12月31日現在44十億ユーロ（2022年12月31日現在

は26十億ユーロ）となった。これらは、信用プロセスにおいて当社グループにより展開された取引識別プロセ

スに基づき、特定の気候緩和目的のための貸出金に相当するものとして当社グループにより特定されている。

識別の根拠となる内部原則は、ローン・マーケット協会の原則に基づいている。当該残高には金融企業および

非金融企業に付与されたサステナビリティ・リンク・ローンも含まれ、その融資契約には少なくとも１つの気

候変動の緩和に関連する業績評価指標が含まれている。

 

補記：環境・社会・ガバナンスリスク

ESG評価（ESG-A）

大企業の顧客のESG分析は、新たなリスク評価ツールであるESG評価（ESG-A）により拡大している。かかる

評価は、ESG基準を顧客の信用プロファイルの評価に含まれる他の基準に統合することにより、与信プロセス

の一部として体系的なESG分析を行うことを目的としている。

ESG-Aは、一連の質問を通して環境（気候、生物多様性）、社会（労働安全衛生および地域社会への影響）

ならびにガバナンス（企業倫理）の側面をカバーし、顧客に影響を与える論争の分析によって補完される。こ

の中で開発された質問表は、関連活動に固有の課題や問題をよりよく統合するために、各部門に固有のもので

ある。

全体として、ESG評価により以下のことができる。

・顧客が部門の方針を遵守しているかを評価すること

・顧客のESG戦略およびその実施の成熟度ならびにESGの主要な重要問題を監視し、パフォーマンス指標を公

表する能力について評価すること

・行動計画が実行されているかを判断すること

・特定のテーマについて顧客が何らかのコミットメントを行っているかを確認すること

・顧客の将来的なESGの道筋の感覚を得ること

事業分野を問わないすべての大企業の事業グループの信用情報に含まれるESG-Aの展開により、リスク部門

は信用委員会中に文書ベースでESGの側面をより詳細に管理できるようになる。現在は大企業向けに設計され

ており、かかる枠組は適応され、2024年以降、追加的な顧客層（売上高50百万ユーロ超の企業および金融機

関）に拡張される予定である。
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法人顧客向けに展開されているこのESG-Aは、取引先のパフォーマンス評価をカバーし、当行顧客がESG関連

の問題に取り組む方法についての質問も含む。この一連の質問は、たとえば以下のような側面をカバーする。

・環境：

・明確な期限が設定された温室効果ガス排出量削減目標の存在

・温室効果ガス強度を測定するための部門別のメートル規格の使用

・ネットゼロ排出量目標またはカーボン・ニュートラル目標の存在

・物理的リスクのエクスポージャーの範囲およびそれを軽減するための行動

・企業が生物多様性問題に取り組む方法

・社会：

・安全衛生管理システムの存在

・度数率および／または強度率に依拠した、労働者の安全衛生面に関するパフォーマンス指標を開示／提

供する能力

・労働者および下請業者向け安全衛生指標を開示または提供するコミットメント

・ガバナンス：

・倫理的考察に対応するため行動規範に代わるものの存在、内部告発システムの導入

・ESGパフォーマンスに連動した当該従業員報酬（トップマネジメント変動報酬等）

・透明性：企業の財務外情報（すなわち指標または方針）が外部の第三者による監査を受けているかの

チェック

前述したように、質問表は、評価および顧客との対話の指導を目的としており、とりわけ、これにより、

ESGの主要な重要課題を確認および監視し、ESGパフォーマンス指標を公表するための、取引先のガバナンス能

力を評価できるようにする。

 

リスクの特定および評価プロセス（リスクID）

BNPパリバのリスクの特定および評価プロセス（リスクID）は、当社グループのリスク管理枠組の一部であ

る。リスクIDは、完全に統合されたプロセスであり、当社グループの事業部門、リスク部門およびその他統制

部門に関与している。これは、国内レベルおよび当社グループレベルの両方で最新のリスク・インベントリを

維持するのに役立つ。リスクIDプロセスは、当社グループが将来的な見通しにおいてさらされているかまたは

さらされる可能性のあるすべてのリスクを特定および評価することを目的としている。

リスクIDプロセスは、以下をカバーする。

・オンバランスシートおよびオフバランスシートでのすべての一連の活動およびエクスポージャーならびに

新商品および新たな活動

・リスクのすべての種類およびすべての地域

・すべての事業部門および事業体
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当社グループのリスクIDプロセスの一環として、すべての事業部門は、リスク・インベントリ（最終的には

当社グループのリスク・インベントリへの貢献）を最新の状態に保つよう求められている。このインベントリ

は、当社グループがさらされているかまたはさらされる可能性があるリスクの種類が重大となる方法に対応し

て、要素的には厳しいが起こり得る一連のシナリオ（リスク事象）を特定することで構成される。各シナリオ

は、簡潔に説明され、当社グループ参照のリスク種類別分類の101のリスクの種類のいずれかに付随し、当該

シナリオのきっかけとなり、有利にし、または悪化させる可能性のある一連のリスク要因（当社グループ参照

のリスク要因分類において提案された115から特定）に関連している。所与のシナリオには最大５つのリスク

要因がある可能性がある。シナリオは、１つ（または複数）の特定のセクターでは、個々の取引先に関連して

いる可能性があり、すべての活動がカバーされている。

ESGの側面は、リスク要因を通じて把握される。このため、リスク要因分類において提案された115のリスク

要因のうち、13はESGカテゴリーに関連するものであり、その内訳は以下のとおりである。

・９つは、全体的または部分的に環境の関心事に関連している（下表の「気候」の列および「自然」の

列）。

・５つは、全体的または部分的に社会的関心事に関連している（下表の「社会」の列）。

・３つは、全体的または部分的にガバナンスの関心事に関連している（下表の「ガバナンス」の列）。

これらのESG関連リスク要因は、欧州銀行監督機構および欧州中央銀行の勧告に沿って設計されている。こ

れらは、リスクIDプロセスにおいて、あらゆる種類の金融リスクまたは非金融リスクの事実上の具現化に対応

して、いかに初歩的なシナリオを生み出し得るかを前向きに評価するために使用される。

BNPパリバ分類のESGリスク要因は、以下の表に示される。

 

レベル１
リスク要因

レベル２
リスク要因

レベル３
リスク要因

気候 自然 社会 ガバナ
ンス

環境リスク要
因、社会リスク
要因およびガバ
ナンスリスク要
因

物理的気候変動リスク
要因

１　気候変動の急性的な物理的影響 ○    

２　気候変動の慢性的な物理的影響 ○    

気候変動リスク要因に
よる移行

３　低炭素経済への移行－方針変更 ○    

４　低炭素経済への移行－技術変更 ○    

５　低炭素経済への移行－行動変更 ○    

自然関連リスク要因

６　生物多様性損失、土地汚染およ
びその他自然関連リスク要因

 ○   

７　汚染および自然資源の関心事  ○   

社会リスク要因

８　人権（地域社会および消費者）   ○  

９　人権（労働力）   ○  

10　社会的感情および社会的期待   ○  

ガバナンス・リスク要
因

11　環境・社会（E&S）リスクの管
理に関連する不適切なガバナン
ス

○ ○ ○ ○

12　コーポレート・ガバナンスの枠
組または規範の不遵守

   ○

責任の帰結 13　ESG関連責任の帰結 ○ ○ ○ ○
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加えて、ESGリスク要因がどのように直接的または間接的な損害を当社グループにもたらすかを説明する伝

達チャネルの理解が深まれば、ESGリスク要因の起こり得る影響を把握し、モデル化する能力が高まる。その

結果、リスクIDアプローチでは、ESGリスク要因がリスク事象を促進、誘発および／または悪化させると考え

られる場合は常に、関連する伝達チャネルを特定する必要がある。これらは、ESG伝達チャネルに関するBNPパ

リバ参照の分類の最初のバージョンから選択する必要がある。

以下のグラフは、BNPパリバは、ESGリスク要因が事前に特定された伝達チャネルを通じて、潜在的にあらゆ

る種類のリスクの具現化に寄与する可能性が高いという事実を考慮していることを示すものである。

 

 

すべてのESGリスク要因にすべての伝達チャネルが関連するわけではない。各ESGリスク要因については、伝

達チャネルアンサンブルのサブセットのみが適用可能であり、財務リスクまたは非財務リスクの具現化につな

がる因果関係の連鎖において役割を果たし、最終的に当社グループに直接的または間接的な損害をもたらす可

能性がある。以下の相関マトリックスは、この状態を示している。

 

前へ　　　次へ
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ESGリスク要因

 

ESG伝達チャネル

物理的 移行 自然 社会 ガバナンス 責任

気候
変動
の急
性的
な物
理的
影響

気候
変動
の慢
性的
な物
理的
影響

移行
－方
針変
更

移行
－技
術変
更

移行
－行
動変
更

生物
多様
性損
失お
よび
その
他自
然リ
スク
要因

汚染
およ
び自
然資
源の
関心
事

人 権
（ 地
域 社
会 お
よ び
消 費
者）

人 権
（ 労
働
力）

社会
的感
情お
よび
社会
的期
待

環 境 ・
社 会
（E&S）
リ ス ク
の 不 十
分 な 管
理 に 関
連 す る
ガ バ ナ
ン ス ・
リ ス ク
要因

コ ー
ポ
レ ー
ト ・
ガ バ
ナ ン
ス の
枠
組 ／
規 範
の 不
遵守

ESG
関 連
責 任
の 帰
結

規
制 、
規範
お よ
び 政
治

1
炭素価格
または炭
素税

  ○           

2
エ ネ ル
ギ ー 性
能／EPC

  ○           

3
ESG 新規
制

○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4
制裁およ
び罰金

  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5
政治的決
定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

社
会 、
健康
お よ
び法

6

期待、習
慣または
行動の変
化

○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7
評判の悪
化

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8
紛争、係
争、法的
手続

○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9

罹 患 率
（疾病、
パ ン デ
ミ ッ ク
等）およ
び死亡率

○ ○    ○ ○       

10 社会不安 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

11 人口移動 ○ ○   ○ ○ ○ ○      

物 的
資 産
お よ
び 金
融 資
産

12
物的資産
へ の 損
害／破壊

○ ○    ○ ○       

13

価格や価
値のボラ
テ ィ リ
ティや変
動の増加

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

14

金融資産
パフォー
マンスの
低下

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15

取り残さ
れた資産
または労
働者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○
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ミ ク
ロ 経
済

16
事業機会
の損失

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17

新たな設
備投資／
コスト上
昇

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

18

業務混乱
（サプラ
イ ・
チェーン
を 除
く。）

○ ○    ○ ○  ○    ○

19

サ プ ラ
イ ・
チェーン
の崩壊

○ ○ ○ ○  ○ ○      ○

20
生産量の
低下

○ ○ ○ ○  ○ ○  ○    ○

21
生産性の
低下

○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○    ○

22

富 お よ
び／また
はソルベ
ンシーへ
の影響

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

そ の
他

23
ESG関連
の技術変
化

○ ○ ○ ○ ○         

24

保険およ
び再保険
へのリス
ク移転の
可能性な
らびにコ
スト

○ ○ ○   ○ ○      ○

 

前へ
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

A. 業績等の概要

(A) 2023年度業績

(1) 連結業績

2022年12月31日現在の財務情報および財務データは、（ⅰ）2023年２月１日のバンク・オブ・ザ・ウェスト

の売却に伴う、売却目的で保有する資産および負債のグループに関するIFRS第５号の適用、（ⅱ）2023年１月

１日付でのIFRS第17号（保険契約）の適用および保険会社に対するIFRS第９号の適用、（ⅲ）2022年１月１日

付でのトルコに対する国際会計基準（IAS）第29号（超インフレ経済下における財務報告）の適用、ならびに

（ⅳ）グローバル・マーケット事業ならびにベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングに

おける事業および純利益の内部振替を考慮し、連結財務書類に沿って修正再表示している。

本項には、2023年度の調整後純利益に関する記述が含まれている。調整後純利益は2023年度の配当の算定の

基礎となるものであり、バンク・オブ・ザ・ウェストの売却による影響および単一破綻処理基金（SRF）の創

設のための拠出を加味した後、また特別損益項目を除いて、当社グループの本源的業績を反映している。

 

（単位：百万ユーロ） 2023年
2023年
調整後

2022年 2023年／2022年

営業収益 45,874 46,927 45,430 +1.0％

営業費用および減価償却
費

(30,956) (29,580) (29,864) +3.7％

営業総利益 14,918 17,347 15,566 -4.2％

リスク費用 (2,907) (2,907) (3,003) -3.2％

金融商品のリスクに係る
その他の純損失

(775) 0 0 n.s.

営業利益 11,236 14,440 12,564 -10.6％

持分法適用会社投資損益 593 593 655 -9.5％

その他の営業外項目 (104) (104) (4) n.s.

税引前当期純利益 11,725 14,929 13,214 -11.3％

法人所得税 (3,266) (3,266) (3,653) -10.6％

少数株主帰属当期純利益 (431) (431) (400) +7.8％

非継続事業からの純利益 2,947 0 687 n.s.

親会社株主帰属当期純利
益

10,975 11,232 9,848 +11.4％

コスト／インカム率 67.5％ 63.0％ 65.7％ +1.8 pt
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堅調な業績

BNPパリバは多角的かつ統合的なビジネス・モデルを備えており、チーム、資源および能力を結集して顧客

に寄り添い、経済と共に歩む力を包括的に擁しているため、2023年度においても引き続き事業活動および純利

益を成長させることができた。

当社グループの業績は、調整後純利益（注１）に反映されているように、堅調に推移し、2023年度の目標に

沿った水準となった。調整後純利益（注１）は、2023年度において11,232百万ユーロとなり、2022年度の純利

益（公表額）（注２）と比較して10.2％大幅に増加した。調整後純利益は、バンク・オブ・ザ・ウェストの売

却による影響および単一破綻処理基金の増額への拠出後のBNPパリバの本源的業績を反映したものであり、こ

れにより、コーポレート・センターで認識された2023年度の特別損益項目による非常に大きなマイナス影響を

吸収することができた。

その結果（注１）、営業収益の増加は好調（3.3％増加）で、営業費用は1.0％減少した。当社グループは正

のジョーズ効果（注３）を達成した。長期的アプローチおよび慎重かつ積極的なリスク管理により、リスク費

用は低水準（顧客向け貸出金残高の32ベーシス・ポイント相当）（注４）であり、過去10年間のリスク特性の

構造的改善もこれを後押しした。

財務構造は良好で、エクイティ・ティア１比率は、新たなCRR３規則の施行後の目標である12％の達成に向

けて順調に推移している。最後に、資本の再配分は順調に進んでおり、節度ある方法で、成長の加速を維持し

ている。

2023年度全体において、営業収益は45,874百万ユーロ（2022年度は45,430百万ユーロ）となった。これは、

2022年度第４四半期に欧州中央銀行が決定した貸出条件付き長期資金供給オペ（TLTRO）の条件変更に伴う一

時的なマイナス影響（マイナス938百万ユーロ）および2023年度第２四半期に計上された訴訟引当金による一

時的影響（マイナス125百万ユーロ）を反映したもので、いずれもコーポレート・センターで認識されてい

る。
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調整後純利益を算出するための調整を行った営業収益は、3.3％増加し、46,927百万ユーロとなった。これ

は、一時的なマイナス影響および追加調整（115百万ユーロ）を除外したもので、調整額は合計1,053百万ユー

ロであった。

事業部門の営業収益は、1.8％増加（連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除くと2.5％増加）

した。ホールセールバンキング（CIB）部門の営業収益は、0.6％増加（連結範囲の変更および為替レート変動

による影響を除くと2.0％増加）した。これには、グローバル・バンキング事業の大幅な増収（連結範囲の変

更および為替レート変動による影響を除くと14.5％の増収）および証券管理事業の増収（連結範囲の変更およ

び為替レート変動による影響を除くと5.6％の増収）が貢献した。グローバル・マーケット事業の営業収益

は、取引がさらに正常化したことにより、連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除くと6.5％減

少した。コマーシャル＆個人向けバンキングサービス（CPBS）部門の営業収益（注５）は、4.3％増加（連結

範囲の変更および為替レート変動による影響を除くと4.7％増加）した。コマーシャルバンキング事業および

個人向けバンキング事業の営業収益（4.6％増加）は、正味利息収益の増加により大幅に増加した。専門的金

融事業の営業収益は、アルバルおよびリーシング・ソリューション（12.5％の増収）ならびにニューデジタル

事業およびパーソナル・インベスターズ（19.0％の増収）における大幅増収により、3.8％の増収となった。

パーソナル・ファイナンスにとってはあまり有利な環境ではなかった（連結範囲の変更および為替レート変動

による影響を除くと3.1％の減収）。インベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門の営業収益は、

3.8％減少（連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除くと3.6％減少）したが、その要因は、不動

産サービス事業における現在の景気後退およびプリンシパル・インベストメンツにおけるベース効果による大

きなマイナス影響であった。不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与を除くと、イ

ンベストメント＆プロテクションサービス部門の営業収益は3.7％の増加で、ウェルス・マネジメント事業

（6.0％増加）および保険事業（3.6％増加）における持続的成長により牽引された。

当社グループ全体の営業費用は30,956百万ユーロ（2022年度は29,864百万ユーロ）となった。2023年度の営

業費用には、一時項目による影響として、事業再編費用および事業適応費用（182百万ユーロ）ならびにIT強

化費用（395百万ユーロ）による合計576百万ユーロ（2022年度は490百万ユーロ）が反映されていた。また、

2023年度の営業費用には、特にパーソナル・ファイナンスに関する事業適応費用全般による一時的影響（276

百万ユーロ）も反映されていた。2023年度の当社グループ全体の営業費用は、国際財務報告解釈指針委員会

（IFRIC）第21号「賦課金」による影響も受けた。2023年度の賦課金は1,896百万ユーロ（2022年度は1,874百

万ユーロ）で、これには単一破綻処理基金への拠出額1,002百万ユーロ（2022年度は1,256百万ユーロ）および

特別損益項目とみなされる英国銀行税による影響（226百万ユーロ）が含まれていた。これらの一時項目およ

び特別損益項目は、コーポレート・センターで認識されている。
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調整後純利益を算出するための調整を行った営業費用は、29,580百万ユーロとなり、1.0％減少した。これ

は、予想される単一破綻処理基金の増額終了による影響（英国銀行税による影響を含む。）（マイナス1,028

百万ユーロ）および追加調整（マイナス72百万ユーロ）を反映し、特にパーソナル・ファイナンスに関する事

業適応費用全般による一時的影響（276百万ユーロ）を除外したもので、調整額は合計1,376百万ユーロとなっ

た。その結果、当社グループは正のジョーズ効果を達成した。

事業部門の営業費用は、2.3％増加（連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除くと3.1％増加）

した。ホールセールバンキング部門の営業費用は、1.2％増加（連結範囲の変更および為替レート変動による

影響を除くと2.9％増加）した。グローバル・バンキング事業および証券管理事業のジョーズ効果は正であっ

た。コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の営業費用（注５）は、3.5％増加（連結範囲の変更お

よび為替レート変動による影響を除くと3.8％増加）で、ジョーズ効果は正（0.8ポイント）（注５）であっ

た。営業費用（注５）は、コマーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業において2.5％増加

し、専門的金融事業において5.8％増加した。インベストメント＆プロテクションサービス部門の営業費用

は、0.4％増加（連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除くと0.6％増加）し、不動産サービス事

業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与を除くと、ジョーズ効果は正（2.1ポイント）であった。

以上から、当社グループ全体の営業総利益は、14,918百万ユーロ（2022年度は15,566百万ユーロ）となっ

た。

調整後純利益を算出するための調整を行った当社グループ全体の営業総利益は、17,347百万ユーロとなり、

11.4％増加した。

当社グループ全体のリスク費用は、2,907百万ユーロ（注６）（2022年度は3,003百万ユーロ）となり、顧客

向け貸出金残高の32ベーシス・ポイント相当で、低水準で推移した。これは、2023年度における不履行になっ

ていない貸出金に対する引当金の戻入517百万ユーロおよびパーソナル・ファイナンスのリスク費用を除いた

不良貸出金に対する引当金1,833百万ユーロを反映している。

金融商品のリスクに係るその他の純損失は、金融商品の無効または執行不能のリスクに関連する費用で、

775百万ユーロとなり、コーポレート・センターで認識されている。2023年度については、ポーランドの住宅

ローンに対する引当金（450百万ユーロ）、パーソナル・ファイナンスに関連する訴訟引当金（221百万ユー

ロ）および債権に係るリスクに対する引当金（104百万ユーロ）による一時的影響が反映されている。これら

の金融商品のリスクに係るその他の純損失は、2023年度には特別損益項目とみなされ、コーポレート・セン

ターで認識され、調整後純利益を算出する際は除外されている。

当社グループ全体の営業利益は、11,236百万ユーロとなった。2022年度は12,564百万ユーロであった。

調整後純利益を算出するための調整を行った当社グループ全体の営業利益は、14,440百万ユーロとなり、

14.9％増加した。
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当社グループ全体の営業外項目は、489百万ユーロ（2022年度は651百万ユーロ）となった。2023年度の営業

外項目には、保険事業の売却に伴う一時的影響（マイナス87百万ユーロ）および売却に伴うキャピタル・ゲイ

ン（91百万ユーロ）が反映されている。2022年度の営業外項目には、Bポスト・バンクの負ののれんから生じ

たプラス影響（244百万ユーロ）およびキャピタル・ゲイン（204百万ユーロ）が反映されていたが、ウクルシ

ブバンク株式の減損および為替換算差額の損益科目への振替によるマイナス影響（マイナス433百万ユーロ）

により相殺された。

当社グループ全体の税引前当期純利益は、11,725百万ユーロ（2022年度は13,214百万ユーロ）となった。

法人税率は、平均で29.3％（2022年度は29.7％）であった。当社グループは多額の納税者でもあり、2023年

度に納付した税金および賦課金の総額は6.8十億ユーロであった。

当社グループは、2023年２月１日にバンク・オブ・ザ・ウェストの売却を完了した。2021年12月20日に発表

された当該取引の条件は、売却目的で保有する資産および負債のグループに関してIFRS第５号の適用範囲に該

当する。IFRS第５号に従い、2023年度における売却目的保有事業の純利益は2,947百万ユーロとなったが、こ

れはバンク・オブ・ザ・ウェストの売却によるキャピタル・ゲインを反映しており、特別損益項目として扱わ

れている。かかる利益は、2022年度は687百万ユーロであった。

以上から、当社グループの親会社株主帰属当期純利益は、2023年度において10,975百万ユーロとなった。

2022年度は9,848百万ユーロであった。

2023年２月に発表されたように、2023年度における当社グループの親会社株主帰属当期純利益には、当社グ

ループの調整後純利益を算出するための調整が行われている。これは、バンク・オブ・ザ・ウェストの売却後

および単一破綻処理基金の増額への拠出の終了後の当社グループの本源的業績を反映したものであり、これに

より、2023年度の特別損益項目によるマイナス影響を吸収することができた。2023年度の調整後純利益は、

2023年２月に公表した当社グループの親会社株主帰属純利益（10,196百万ユーロ）と比較して10.2％（1,036

百万ユーロ）増加して11,232百万ユーロとなり、2023年度の目標に沿った水準であった。2023年度第３四半期

累計期間の調整後純利益は、これらの影響を年間ベースで反映するために修正再表示され、修正再表示後は

9,225百万ユーロとなった（修正再表示前は8,810百万ユーロ）。

再評価前有形自己資本利益率は、10.71％（調整後純利益ベースでは10.98％）となった。これは、BNPパリ

バ・グループの堅調な業績を反映しており、多角的かつ統合的なビジネス・モデルの強みが貢献した。

2023年12月31日現在、エクイティ・ティア１比率は13.2％（注７）であった。流動性カバレッジ比率（期

末）は、2023年12月31日現在、148％であった。当社グループの即時利用可能な流動性準備金は474十億ユーロ

に上り、これはホールセール資金調達との関係で１年超の余裕資金があることを意味する。レバレッジ比率

（注８）は4.6％であった。

１株当たり有形資産正味帳簿価額（注９）は87.60ユーロで、2022年12月31日から10.4％増加し、当社グ

ループが景気循環を通じて企業価値を継続的に創造していることを証明している。
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(注１)　純利益は、2023年度の配当の算出の基礎となるものである。

(注２)　2023年２月７日の公表額、すなわち10,196百万ユーロ。

(注３)　調整後ベースで1.0ポイント。一時的な営業費用およびIFRIC第21号「賦課金」を除く。

(注４)　注：リスク費用には、「金融商品のリスクに係るその他の純損失」、すなわち金融商品の無効または執行不能の

リスクに関連する費用（コーポレート・センターで認識された2023年度のポーランドの住宅ローンに対する特別

引当金、パーソナル・ファイナンスに関連する訴訟引当金および債権に係るリスクに対する引当金（2023年度は

775百万ユーロ））は含まない。

(注５)　プライベート・バンキングの100％を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。

(注６)　注：リスク費用には、金融商品のリスクに係るその他の純損失は含まない。

(注７)　CRD５（IFRS第９号経過規定を含む。）。

(注８)　規則（EU）2019/876に従って算定。

(注９)　再評価後。

 

資本金の配分

各事業部門に配分された資本金による収益は、各部門の損益勘定に計上されている。各事業部門に配分され

た資本金は、バーゼル３としても知られるCRR２およびCRD５規則の遵守を要する金額に相当し、リスク加重資

産11％を基準としている。

リスク加重資産は以下の合計により算出されている。

・個々の事業体または事業活動に応じて標準的アプローチまたは内部格付に基づくアプローチ（IRBアプ

ローチ）を用いて計算された、信用リスクおよび取引先リスクに対するリスク加重資産

・市場リスク、信用評価調整および業務リスクに対する法定の資本要件に12.5を乗じたもの。さらに、ティ

ア１資本から控除された要素は各事業部門に割り当てられる。最後に、保険事業に配分された資本は、ソ

ルベンシーⅡに規定される最低ソルベンシー資本要件に基づく。
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(2) 事業・事業部門別業績

●　ホールセールバンキング（CIB）部門

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 16,509 16,404 +0.6％

営業費用および減価償却費 (10,823) (10,691) +1.2％

営業総利益 5,686 5,712 -0.5％

リスク費用 63 (325) n.s.

営業利益 5,749 5,387 +6.7％

持分法適用会社投資損益 13 20 -35.1％

その他の営業外項目 (18) (10) +77.0％

税引前当期純利益 5,744 5,398 +6.4％

コスト／インカム率 65.6％ 65.2％ +0.4 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 29.1 29.9 -2.9％

 

グローバル・バンキング事業

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 5,822 5,181 +12.4％

営業費用および減価償却費 (2,918) (2,841) +2.7％

営業総利益 2,904 2,340 +24.1％

リスク費用 74 (336) n.s.

営業利益 2,978 2,004 +48.6％

持分法適用会社投資損益 5 4 +29.7％

その他の営業外項目 0 0 -25.7％

税引前当期純利益 2,984 2,009 +48.5％

コスト／インカム率 50.1％ 54.8％ -4.7 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 16.2 16.5 -2.1％
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グローバル・マーケット事業

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 7,996 8,636 -7.4％

うちフィクスト・インカム、
為替およびコモディティ業務

5,138 5,789 -11.2％

うち株式およびプライム・
サービス業務

2,858 2,848 +0.3％

営業費用および減価償却費 (5,798) (5,781) +0.3％

営業総利益 2,198 2,855 -23.0％

リスク費用 (13) 11 n.s.

営業利益 2,185 2,866 -23.8％

持分法適用会社投資損益 4 14 -69.0％

その他の営業外項目 4 (10) n.s.

税引前当期純利益 2,193 2,870 -23.6％

コスト／インカム率 72.5％ 66.9％ +5.6 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 11.7 12.0 -2.6％

 

証券管理事業

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 2,691 2,586 +4.1％

営業費用および減価償却費 (2,107) (2,069) +1.8％

営業総利益 585 517 +13.1％

リスク費用 1 0 n.s.

営業利益 586 517 +13.4％

持分法適用会社投資損益 4 2 +49.2％

その他の営業外項目 (22) 0 n.s.

税引前当期純利益 567 519 +9.2％

コスト／インカム率 78.3％ 80.0％ -1.7 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 1.2 1.4 -16.4％

 

2023年度全体において、ホールセールバンキング部門は、EMEA地域において欧州を拠点とするホールセール

バンキング部門として主導しており、顧客にサービスを提供する３つの強力なフランチャイズを基盤とする多

角的なビジネス・モデルを背景に市場シェアを拡大している（注１）。ホールセールバンキング部門の世界市

場でのシェア（注２）は、2022年12月31日以降、10ベーシス・ポイント上昇した。

ファイナンス業務における顧客取引は、特に南北アメリカおよびEMEA地域において非常に良好な水準であっ

た。株式市場における取引は、特に株式デリバティブおよびプライム・ブローカレッジにおいて維持され、ク

レジット市場では需要が大幅に増加した。金利市場、為替市場およびコモディティ市場では環境がさらに正常

化した。証券管理事業の事業活動は、引き続き堅調で、年度末における市場の回復に伴い平均資産残高も増加

した。
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ホールセールバンキング部門の営業収益は、16,509百万ユーロとなり、0.6％増加（2.0％の増加（注３））

した。グローバル・バンキング事業が非常に堅調な伸びを示し（14.5％の増加（注３））、証券管理事業にお

いても伸びを示し（5.6％の増加（注３））、グローバル・マーケット事業の回復力が好調であったこと

（6.5％の減少（注３））が寄与した。

グローバル・バンキング事業の営業収益は、5,822百万ユーロとなり、12.4％増加（連結範囲の変更および

為替レート変動による影響を除くと14.5％増加）の大幅増収で、特に南北アメリカおよびEMEA地域における力

強い伸びにより、３つの地域すべてにおいて増加した（注３）。トランザクション・バンキング業務では、特

にEMEA地域において取引が大幅に増加し（56.4％の増加（注３））、キャピタル・マーケット業務のプラット

フォームにおける営業収益が、特に南北アメリカおよびEMEA地域において大幅に増加した。アドバイザリー業

務は、急激に低迷した市場において、進展した（注３）。

グローバル・マーケット事業の営業収益は、7,996百万ユーロとなり、7.4％減少（連結範囲の変更および為

替レート変動による影響を除くと6.5％減少）した。FICC業務（注４）の営業収益は5,138百万ユーロとなり、

11.2％減少（注５）した。クレジット業務は非常に好調であったものの、高水準であった2022年度と比較して

EMEA地域における金利、為替、さらにはコモディティの取引がさらに正常化したことにより、相殺された。株

式およびプライム・サービス業務の営業収益は、0.3％増加（注５）して2,858百万ユーロとなり、株式デリバ

ティブおよびプライム・ブローカレッジにおける取引に支えられ、好調な業績を達成した。

証券管理事業の営業収益は、2,691百万ユーロとなり、4.1％増加（連結範囲の変更および為替レート変動に

よる影響を除くと5.6％増加）した。その要因は、金利環境による好影響および平均資産残高の増加による影

響であった。取引高は、ボラティリティがより緩やかになったため、減少した。

ホールセールバンキング部門の営業費用は、10,823百万ユーロとなり、1.2％増加（連結範囲の変更および

為替レート変動による影響を除くと2.9％増加）した。ジョーズ効果は、グローバル・バンキング事業では極

めて高水準で、証券管理事業でも正であった。

これらを受けて、ホールセールバンキング部門の営業総利益は、0.5％減少（連結範囲の変更および為替

レート変動による影響を除くと0.4％増加）して5,686百万ユーロとなった。

ホールセールバンキング部門では、63百万ユーロのリスク費用の戻入が行われた。グローバル・バンキング

事業では、74百万ユーロの戻入が行われ、リスク費用は顧客向け貸出金残高のマイナス４ベーシス・ポイント

相当となった。これには、不履行になっていない貸出金（ステージ１およびステージ２）に対する引当金の戻

入が含まれている。不良貸出金（ステージ３）に対するリスク費用は、低い水準であった。

以上から、ホールセールバンキング部門の税引前当期純利益は、5,744百万ユーロに達し、6.4％増加（連結

範囲の変更および為替レート変動による影響を除くと7.1％増加）の大幅増益であった。
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(注１)　出典：コーリション・グリニッジの2023年度第３四半期YTDコンペティター・アナリシス、ランキングはコーリ

ション・グリニッジ・インデックスの銀行およびBNPパリバの商品範囲に基づく。EMEA：欧州、中東、アフリカ。

(注２)　出典：BNPパリバの営業収益（公表額）。コーリション・グリニッジのコンペティター・アナリシスは、BNPパリ

バの商品範囲に基づく。市場シェアは、BNPパリバの営業収益（公表額）を業界全体の営業収益で除して算出され

ている。

(注３)　連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除く。

(注４)　フィクスト・インカム、為替およびコモディティ業務。

(注５)　注：2023年12月11日に修正再表示を公表。

 

●　コマーシャル＆個人向けバンキングサービス（CPBS）部門

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

コマーシャル＆個人向けバンキングサー
ビス部門‐PEL/CELの影響を除く

   

営業収益 26,627 25,524 +4.3％

営業費用および減価償却費 (16,437) (15,876) +3.5％

営業総利益 10,191 9,648 +5.6％

リスク費用 (2,923) (2,491) +17.3％

金融商品のリスクに係るその他の純損失 - - -

営業利益 7,267 7,156 +1.5％

持分法適用会社投資損益 337 433 -22.2％

その他の営業外項目 (181) (23) n.s.

税引前当期純利益 7,423 7,567 -1.9％

ウェルス＆アセット・
マネジメントに配分される利益

(328) (282) +16.4％

コマーシャル＆個人向け
バンキングサービス部門の
税引前当期純利益

7,095 7,285 -2.6％

コスト／インカム率 61.7％ 62.2％ -0.5 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来、フ
ランス、ベルギー、イタリア、ルクセ
ンブルク、ポーランド、トルコおよび
ドイツ各国のプライベート・バンキン
グの３分の２を含む。）

43.2 41.7 +3.5％

 

2023年度全体において、欧州の法人顧客セグメントおよびプライベート・バンキング顧客セグメントならび

に専門的金融事業における多角化と強固なポジションにより、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部

門では、パーソナル・ファイナンスの事業再構築の影響および年度後半に欧州の公的機関が下した決定（特に

法定準備金やベルギー国債発行に関するもの）の影響にもかかわらず、取引が増加した。
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貸出金残高は、2022年度と比較して2.9％増加し、ユーロ圏のコマーシャルバンキング事業および個人向け

バンキング事業では微増（0.8％増加）となり、専門的金融事業では大幅な増加（11.3％増加）となった。ベ

ルギー国債の影響を除くと、ユーロ圏のコマーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業の預金残

高は、2022年度と比較して1.6％減少であったが、2023年度第４四半期において2023年度第３四半期との比較

では横ばいであった。プライベート・バンキングへの2023年度の資金純流入は好調で、12.5十億ユーロ（年初

運用資産残高の5.0％）に達した。ハロー・バンク！は引き続き顧客を獲得し、2023年度には463,000の新規顧

客を獲得し（2022年12月31日現在と比較して35.7％増加）（注１）、ニケルにおける口座開設は好調なペース

で進んだ（2022年12月31日現在と比較して22.8％増加）。

営業収益（注２）は、26,627百万ユーロとなり、4.3％増加した。その要因は、コマーシャルバンキング事

業および個人向けバンキング事業における増収（4.6％の増収）、正味利息収益の増加（8.0％の増加）および

専門的金融事業における増収（3.8％の増収、パーソナル・ファイナンスを除くと13.8％の増収）であった。

営業費用（注２）は、3.5％増加して16,437百万ユーロとなった。ジョーズ効果は正（0.8ポイント）で、コ

マーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業（2.1ポイント）ならびにアルバルおよびリーシン

グ・ソリューション（4.9ポイント）に牽引された。

これらを受けて、営業総利益（注２）は、10,191百万ユーロとなり、5.6％増加した。

リスク費用（注２）は、2,923百万ユーロ（2022年度は2,491百万ユーロ）であった。2022年度は、欧州の基

準に合わせるための方法変更に伴う引当金の戻入（フランスのコマーシャルバンキングにおいて163百万ユー

ロ）を計上していた（注３）。

金融商品のリスクに係るその他の純損失は、2023年度においてゼロであった。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の税

引前当期純利益（注４）は、主にトルコの超インフレ（注５）の影響により、2.6％減少して7,095百万ユーロ

（2022年度と比較して250百万ユーロ減少）となった。

 

(注１)　イタリアを除く。

(注２)　プライベート・バンキングの100％を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。

(注３)　注：リスク費用には、「金融商品のリスクに係るその他の純損失」は含まない。

(注４)　プライベート・バンキングの３分の２を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。

(注５)　トルコにおけるIAS第29号の適用および（CPI連動債による）ヘッジ効率の影響。
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フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBF）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

フランスのコマーシャルバンキングおよ
び個人向けバンキング‐PEL/CELの影響
を除く

   

営業収益 6,593 6,634 -0.6％

うち正味利息収益 3,498 3,522 -0.7％

うち手数料 3,095 3,112 -0.5％

営業費用および減価償却費 (4,749) (4,698) +1.1％

営業総利益 1,844 1,936 -4.8％

リスク費用 (485) (237) n.s.

営業利益 1,358 1,699 -20.0％

持分法適用会社投資損益 0 1 n.s.

その他の営業外項目 0 25 -100.0％

税引前当期純利益 1,358 1,725 -21.3％

ウェルス＆アセット・
マネジメントに配分される利益

(165) (158) +4.5％

フランスのコマーシャル
バンキングおよび
個人向けバンキングの
税引前当期純利益

1,193 1,567 -23.9％

コスト／インカム率 72.0％ 70.8％ +1.2 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来、プ
ライベート・バンキングの３分の２を
含む。）

11.5 11.3 +2.0％

 

2023年度全体において、貸出金残高は、すべての顧客セグメントにおいて増加（2022年度と比較して1.2％

増加）し、利鞘の調整も続いた。預金残高は、2022年度と比較して2.7％減少したが、徐々に横ばいとなり

（2023年９月30日から2023年12月31日の期間に0.6％減少）、年度後半には法人顧客からの預金残高が増加し

た（2023年９月末から12月末の期間に1.9％増加）。オフバランス貯蓄商品は、2022年12月31日現在と比較し

て5.9％増加して、生命保険への資金純流入は高水準（2023年度において1.6十億ユーロ増加、2022年度と比較

して8.5％増加）であった。プライベート・バンキングへの資金純流入は、4.6十億ユーロと好調だった。

営業収益（注１）は、6,593百万ユーロとなり、0.6％減少した。正味利息収益は、0.7％減少（インフレ・

ヘッジの影響を除くと2.2％増加）した。手数料は、キャッシュ・マネジメントの好調な業績および決済手数

料に支えられ、ほぼ横ばい（2022年度と比較して0.5％減少）となった。

営業費用（注１）は、4,749百万ユーロとなり、1.1％増加した。

営業総利益（注１）は、1,844百万ユーロとなり、4.8％減少した。

リスク費用（注１）は、485百万ユーロ（2022年度は237百万ユーロ）で、顧客向け貸出金残高の21ベーシ

ス・ポイント相当であった。2022年度には、欧州の基準に合わせるための方法変更の影響に伴い、引当金の戻

入（マイナス163百万ユーロ）が計上された。
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以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のフランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバ

ンキングの税引前当期純利益（注２）は、1,193百万ユーロに達し、23.9％減少した。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む（PEL/CELの影響を除く。）。

(注２)　プライベート・バンキングの３分の２を含む（PEL/CELの影響を除く。）。

 

BNLバンカ・コメルシアーレ（BNL BC）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 2,727 2,634 +3.5％

うち正味利息収益 1,619 1,519 +6.6％

うち手数料 1,108 1,115 -0.6％

営業費用および減価償却費 (1,804) (1,735) +4.0％

営業総利益 923 899 +2.7％

リスク費用 (410) (465) -11.9％

営業利益 513 433 +18.4％

持分法適用会社投資損益 0 0 n.s.

その他の営業外項目 (3) 2 n.s.

税引前当期純利益 509 436 +16.9％

ウェルス＆アセット・
マネジメントに配分される利益

(22) (26) -15.2％

BNLバンカ・コメルシアーレの
税引前当期純利益

488 410 +18.8％

コスト／インカム率 66.2％ 65.9％ +0.3 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来、プ
ライベート・バンキングの３分の２を
含む。）

5.7 6.0 -3.9％

(注)　営業収益から税引前当期純利益までの勘定には、イタリア国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

2023年度全体において、貸出金残高は、2022年度と比較して4.4％減少し、不良貸出金を除くと3.0％の減少

となった。個人向け貸出は持ちこたえ、法人向け貸出残高は減少した。競争環境の中で、組成時の利鞘の管理

は規律正しく行われた。預金残高は、2022年度と比較して0.3％の増加で堅調に回復し（2023年度第３四半期

と比較して3.7％の増加）、特に年度後半には利鞘が着実に改善した。オフバランス貯蓄商品は、2022年12月

31日現在と比較して7.7％減少した。プライベート・バンキングへの資金純流入は、非常に好調（2.8十億ユー

ロ）だった。

営業収益（注１）は、3.5％増加し、2,727百万ユーロとなった。正味利息収益（注１）は、6.6％増加し、

2023年度第４四半期に加速した。これは、預貸利鞘により牽引されたが、取引高の減少および融資コストの増

加により一部相殺された。手数料は減少したが（0.6％減少）、これは金融手数料が減少したものの、銀行手

数料の堅調な回復によるものであった。

営業費用（注１）は、1,804百万ユーロとなり、4.0％増加した。これは、主としてインフレの影響によるも

のであった。
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営業総利益（注１）は、2.7％増加して923百万ユーロとなった。

リスク費用（注１）は、410百万ユーロとなり、リスク特性の着実な改善により、55百万ユーロの改善と

なった。リスク費用は、顧客向け貸出金残高の53ベーシス・ポイント相当であった。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のBNLバンカ・コメルシアーレの税引前当期純利益（注

２）は、488百万ユーロに達し、18.8％増加の大幅な増益であった。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注２)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBB）

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 3,990 3,764 +6.0％

うち正味利息収益 2,867 2,618 +9.5％

うち手数料 1,123 1,146 -2.0％

営業費用および減価償却費 (2,739) (2,615) +4.7％

営業総利益 1,251 1,149 +8.9％

リスク費用 (86) (36) n.s.

営業利益 1,165 1,113 +4.6％

持分法適用会社投資損益 1 0 n.s.

その他の営業外項目 9 10 -7.2％

税引前当期純利益 1,175 1,123 +4.6％

ウェルス＆アセット・
マネジメントに配分される利益

(84) (74) +13.6％

ベルギーのコマーシャル
バンキングおよび
個人向けバンキングの
税引前当期純利益

1,091 1,049 +4.0％

コスト／インカム率 68.6％ 69.5％ -0.9 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来、プ
ライベート・バンキングの３分の２を
含む。）

6.1 6.1 -0.7％

(注)　営業収益から税引前当期純利益までの勘定には、ベルギー国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

2023年度全体において、貸出金残高は、すべての顧客セグメントでの増加により、2022年度と比較して

3.2％の増加となった。預金残高は、2022年度と比較して2.0％減少（2024年９月に満期となるベルギー国債の

発行による影響を除くと0.5％減少（注１））した。オフバランス貯蓄商品は、ミューチュアル・ファンドに

牽引され、2022年12月31日現在と比較して4.1％増加した。プライベート・バンキングへの資金純流入は、2.0

十億ユーロと好調だった。

営業収益（注２）は、6.0％増加の3,990百万ユーロと大幅に増加した。正味利息収益（注２）は、リファイ

ナンス費用が増加し、2023年度第４四半期においてベルギー国債の発行によるマイナス影響があったにもかか

わらず、預貸利鞘を維持したことにより、9.5％増加と大幅に増加した。手数料（注２）は、銀行手数料の減

少が金融手数料の増加により一部相殺されたため、2.0％減少した。
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営業費用（注２）は、4.7％増加して2,739百万ユーロとなった。ジョーズ効果は、営業費用が抑制されたこ

とによりインフレの影響が一部相殺され、正（1.3ポイント）であった。

営業総利益（注２）は、8.9％増加して1,251百万ユーロと大幅に増加した。

リスク費用（注２）は、86百万ユーロ（2022年度は36百万ユーロ）となり、顧客向け貸出金残高の６ベーシ

ス・ポイント相当の低水準にとどまった。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバ

ンキングの税引前当期純利益（注３）は、1,091百万ユーロに達し、4.0％増加の大幅な増益であった。

 

(注１)　オフバランス顧客資産に含まれるがオフバランス貯蓄商品には含まれない証券口座の残高増加（期末において5.1

十億ユーロ）により相殺されたマイナス6.9十億ユーロの期末預金残高の影響。

(注２)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注３)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

ルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング(CPBL)

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022 2023年／2022年

営業収益 592 475 +24.7％

うち正味利息収益 497 377 +31.6％

うち手数料 96 97 -1.7％

営業費用および減価償却費 (302) (275) +9.8％

営業総利益 290 200 +45.3％

リスク費用 (8) 19 n.s.

営業利益 283 219 +29.1％

持分法適用会社投資損益 0 0 n.s.

その他の営業外項目 5 3 +71.4％

税引前当期純利益 288 222 +29.8％

ウェルス＆アセット・
マネジメントに配分される利益

(7) (6) +12.5％

ルクセンブルクのコマーシャルバンキン
グおよび個人向けバンキングの税引前当
期純利益

281 216 +30.3％

コスト／インカム率 51.0％ 57.9％ -6.9 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来、プ
ライベート・バンキングの３分の２を
含む。）

0.8 0.8 -0.6％

(注)　営業収益から税引前当期純利益までの勘定には、ルクセンブルク国内プライベート・バンキングの100％を含

む。
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2023年度全体において、貸出金残高は、1.3％増加し、すべての顧客セグメントで増加した。預金残高は、

4.2％減少した。

営業収益（注１）は、592百万ユーロとなり、24.7％増加と大幅に増加した。正味利息収益（注１）は、特

に法人顧客の預貸利鞘を維持したことに加え、貸出金残高が増加したことにより、31.6％増加と大幅に増加し

た。手数料（注１）は、高水準であった2022年度と比較して1.7％減少した。

営業費用（注１）は、302百万ユーロとなり、9.8％増加した。ジョーズ効果は極めて高水準（14.9ポイン

ト）であった。

営業総利益（注１）は、290百万ユーロとなり、45.3％増加と大幅な増益であった。

リスク費用（注１）は、８百万ユーロと極めて低い水準だった。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人

向けバンキングの税引前当期純利益（注２）は、281百万ユーロに達し、30.3％増加と大幅に増加した。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注２)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

欧州・地中海沿岸諸国

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 2,687 2,346 +14.5％

うち正味利息収益 2,241 1,895 +18.3％

うち手数料 446 451 -1.2％

営業費用および減価償却費 (1,666) (1,658) +0.5％

営業総利益 1,021 688 +48.4％

リスク費用 (44) (153) -70.9％

金融商品のリスクに係るその他の純損失 0 0 n.s.

営業利益 977 535 +82.5％

持分法適用会社投資損益 283 376 -24.7％

その他の営業外項目 (183) (87) n.s.

税引前当期純利益 1,077 824 +30.8％

ウェルス＆アセット・
マネジメントに配分される利益

(47) (16) n.s.

欧州・地中海沿岸諸国の
税引前当期純利益

1,030 808 +27.6％

コスト／インカム率 62.0％ 70.7％ -8.7 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来、プ
ライベート・バンキングの３分の２を
含む。）

5.3 5.5 -2.8％

(注)　営業収益から税引前当期純利益までの勘定には、ポーランドおよびトルコの国内プライベート・バンキングの

100％を含む。
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2023年度全体において、貸出金残高は、2022年度と比較して2.2％増加（注１）した。対象を絞ったローン

組成は、トルコおよびポーランドにおいて、特に個人顧客向けに慎重に行われた。預金残高は、2022年度と比

較して8.1％の増加（注１）で、すべての国において増加した。

営業収益（注２）は、特にポーランドで正味利息収益が堅調に増加したことにより2,687百万ユーロとな

り、19.4％増加（注３）と大幅に増加した。

営業費用（注２）は、高インフレにより、1,666百万ユーロとなり、5.6％増加（注３）した。

営業総利益（注２）は、1,021百万ユーロに達し、51.9％増加（注３）と大幅な増益であった。

リスク費用（注２）は、44百万ユーロ（2022年度は153百万ユーロ）となり、顧客向け貸出金残高の13ベー

シス・ポイント相当であった（注４）。金融商品のリスクに係るその他の純損失は、2023年度においてゼロで

あった。

トルコの超インフレ（注５）により、「その他の営業外項目」は2022年度と比較して212百万ユーロ減少し

た。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後の欧州・地中海沿岸諸国の税引前当期純利益（注６）

は、1,030百万ユーロに達し、23.2％増加（注３）と大幅に増加した。

 

(注１)　連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除く。

(注２)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注３)　　連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除く。ただし、トルコについてはIAS第29号により、為替

レート変動による影響を含む。

(注４)　ポーランドの住宅ローンに対する特別引当金は、コーポレート・センターにおいて「金融商品のリスクに係るそ

の他の純損失」に計上されているため（450百万ユーロ）、欧州・地中海沿岸諸国のリスク費用には影響しない。

(注５)　トルコにおけるIAS第29号の適用および（CPI連動債による）ヘッジ効率の影響。

(注６)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

専門的金融事業－パーソナル・ファイナンス

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 5,163 5,387 -4.2％

営業費用および減価償却費 (2,998) (2,922) +2.6％

営業総利益 2,164 2,465 -12.2％

リスク費用 (1,600) (1,373) +16.5％

営業利益 565 1,092 -48.3％

持分法適用会社投資損益 61 57 +7.1％

その他の営業外項目 4 (29) n.s.

税引前当期純利益 630 1,121 -43.8％

コスト／インカム率 58.1％ 54.2％ +3.9 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 9.2 8.1 +12.7％
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2023年度全体において、パーソナル・ファイナンスは、事業の転換を継続した。事業活動の地理的な重点地

域の転換およびオペレーティング・モデルの再編成は順調に進んでいる。特に中欧の７つの事業体が、売却ま

たはランオフ化された。新たな自動車ローンのパートナーシップの影響は続き、取扱高の増加およびリスク特

性の構造的改善に貢献した。貸出金残高は、特にモビリティ部門の堅調な伸びに牽引され、2022年度と比較し

て10.1％増加した。ローン組成は、より厳選されるようになった。組成時の利鞘は、上昇圧力にもかかわら

ず、引き続き改善した。

営業収益は、5,163百万ユーロとなり、4.2％減少（連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除く

と3.1％減少）した。これは、取引高が増加したにもかかわらず、利鞘への圧力がかかったことおよびファイ

ナンス費用が増加したことによるものであった。

営業費用は、目標を絞った開発プロジェクトに関連して、2,998百万ユーロとなり、2.6％増加した。

営業総利益は、12.2％減少し、2,164百万ユーロとなった。

リスク費用は、1,600百万ユーロ（2022年度は1,373百万ユーロ）となり、顧客向け貸出金残高の155ベーシ

ス・ポイント相当であった。リスク費用は、現在の景気後退の影響にもかかわらず、リスク特性の構造的改善

を背景に低水準にとどまっている。

以上から、パーソナル・ファイナンスの税引前当期純利益は、営業総利益の減少およびリスク費用への現在

の景気後退の影響により、630百万ユーロとなり、43.8％減少した。

 

専門的金融事業－アルバルおよびリーシング・ソリューション

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 3,869 3,438 +12.5％

営業費用および減価償却費 (1,501) (1,395) +7.6％

営業総利益 2,368 2,043 +15.9％

リスク費用 (167) (146) +14.2％

営業利益 2,201 1,897 +16.0％

持分法適用会社投資損益 0 8 n.s.

その他の営業外項目 (14) 52 n.s.

税引前当期純利益 2,188 1,957 +11.8％

コスト／インカム率 38.8％ 40.6％ -1.8 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 3.8 3.5 +10.0％

 

2023年度全体において、アルバルのファイナンス・フリートの契約台数は大幅に増加し（2022年度と比較し

て6.9％増加）、契約台数は1.7百万台（注１）に上った。納期短縮を背景に、販売台数への影響は良好だった

（2022年度の低水準と比較して、2023年度は342,000台を販売した。）。

リーシング・ソリューションのファイナンス・リース残高は、23.5十億ユーロで、2022年度と比較して

4.4％増加した。事業活動は好調で、組成量は2022年度と比較して4.3％増加した。
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営業収益は、3,869百万ユーロとなり、12.5％増加の大幅な増収であった。これは、中古車価格が高水準な

がら徐々に正常化したにもかかわらず、ファイナンス・フリート残高および販売台数の伸びに支えられたアル

バルの営業収益の大幅増収（2022年度と比較して16.8％の増収）に牽引された。リーシング・ソリューション

の営業収益は、ファイナンス・リース残高の増加に伴い増収となった。

営業費用は、1,501百万ユーロとなり、7.6％増加した。ジョーズ効果は正（4.9ポイント）であった。

以上から、アルバルおよびリーシング・ソリューションの税引前当期純利益は、2,188百万ユーロとなり、

11.8％増加の大幅な増益となった。

 

(注１)　期末におけるフリート契約台数。

 

専門的金融事業－ニューデジタル事業（ニケル、フロア、ライフ）およびパーソナル・インベスターズ

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 1,007 846 +19.0％

営業費用および減価償却費 (677) (578) +17.1％

営業総利益 330 268 +23.0％

リスク費用 (123) (100) +23.5％

営業利益 206 168 +22.7％

持分法適用会社投資損益 (9) (10) -10.8％

その他の営業外項目 0 1 -56.8％

税引前当期純利益 198 159 +24.4％

ウェルス＆アセット・
マネジメントに配分される利益

(3) (2) +57.8％

ニューデジタル事業およびパーソナル・
インベスターズの税引前当期純利益

195 157 +23.9％

コスト／インカム率 67.3％ 68.3％ -1.0 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来、プ
ライベート・バンキングの３分の２を
含む。）

0.8 0.5 +54.1％

(注)　営業収益から税引前当期純利益までの勘定には、ドイツ国内プライベート・バンキングの100％を含む。

 

2023年度全体において、ニケルは口座開設数の着実な増加を維持した（毎月63,000超の口座（注１））。フ

ロアのアクティブ・パートナーシップの数は急速に増加した（2023年１月１日以降2.8倍）。パーソナル・イ

ンベスターズでは、運用資産残高が2022年12月31日現在と比較して、12.4％増加した。これは、極めて高水準

の顧客獲得（2023年度は約230,000件）に牽引された。

営業収益（注２）は、1,007百万ユーロとなり、19.0％増収の大幅な増収であった。その要因は、事業活動

の進展に伴いニューデジタル事業において営業収益が増加したこと、および金利環境によりパーソナル・イン

ベスターズの営業収益が大幅に増加したことであった。

営業費用（注２）は、677百万ユーロとなり、17.1％増加した。ジョーズ効果は正であった。
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営業総利益（注２）は、330百万ユーロとなり、23.0％増加の大幅な増益となった。

リスク費用（注２）は、123百万ユーロ（2022年度は100百万ユーロ）であった。

以上から、ドイツ国内プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業

（インベストメント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のニューデジタル事業およびパーソナル・

インベスターズの税引前当期純利益（注３）は、195百万ユーロとなり、23.9％増加の大幅な増益であった。

 

(注１)　すべての国の2023年度第４四半期の平均。

(注２)　ドイツ国内プライベート・バンキングの100％を含む。

(注３)　ドイツ国内プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

●　インベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 5,590 5,813 -3.8％

営業費用および減価償却費 (3,566) (3,552) +0.4％

営業総利益 2,024 2,261 -10.5％

リスク費用 (13) 5 n.s.

営業利益 2,011 2,265 -11.2％

持分法適用会社投資損益 224 178 +25.7％

その他の営業外項目 (76) 88 n.s.

税引前当期純利益 2,159 2,532 -14.7％

コスト／インカム率 63.8％ 61.1％ +2.7 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 10.3 10.0 +3.8％

 

2023年度全体において、保障保険、貯蓄型保険および責任投資において重要な役割を果たすインベストメン

ト＆プロテクションサービス部門は、引き続き計画を展開し、戦略的取組を追求し続けた。保険事業の業績は

改善し、これは保障保険業務およびパートナーシップからの寄与の増加に牽引された。ウェルス・マネジメン

ト事業は、営業収益の大幅な増収およびすべての地域で好調な資金純流入（2023年度は17.1十億ユーロ（注

１））を達成した。アセット・マネジメント事業（注２）の業績は好調で、2023年度の資産純流入は13.4十億

ユーロとなった。不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの業績は、高いベース効果およ

び不動産サービス事業の市場が大幅に減速した影響を強く受けた。

営業収益は、3.8％減少したが、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与を除く

と3.7％増加した。これは、ウェルス・マネジメント事業の増収（6.0％増収）、保険事業の増収（3.6％増

収）およびアセット・マネジメント事業（注２）の増収（マイナスの非経常的項目のベース効果を除くと

1.7％の増収）に牽引された。
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営業費用は、3,566百万ユーロとなり、0.4％増加（不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメ

ンツの寄与を除くと1.7％増加）した。

ジョーズ効果は、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツにおける現在の景気後退の影

響を除くと正（2.1ポイント）であった。

営業総利益は、2,024百万ユーロとなり、10.5％減少した。

以上から、インベストメント＆プロテクションサービス部門の税引前当期純利益は、2,159百万ユーロとな

り、14.7％減少（不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与を除くと1.8％増加）し

た。

 

(注１)　スペインにおけるポートフォリオ売却の影響を除く。

(注２)　不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツを除く。

 

保険、ウェルス＆アセット・マネジメント

保険事業

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 2,090 2,016 +3.6％

営業費用および減価償却費 (808) (794) +1.8％

営業総利益 1,281 1,222 +4.8％

リスク費用 0 0 n.s.

営業利益 1,281 1,222 +4.8％

持分法適用会社投資損益 193 104 +84.4％

その他の営業外項目 (80) 13 n.s.

税引前当期純利益 1,394 1,340 +4.1％

コスト／インカム率 38.7％ 39.4％ -0.7 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 7.0 7.1 -1.4％

 

ウェルス＆アセット・マネジメント事業

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 3,500 3,797 -7.8％

営業費用および減価償却費 (2,757) (2,758) -0.1％

営業総利益 743 1,038 -28.5％

リスク費用 (13) 5 n.s.

営業利益 730 1,043 -30.0％

持分法適用会社投資損益 31 74 -57.4％

その他の営業外項目 4 75 -95.2％

税引前当期純利益 765 1,192 -35.8％

コスト／インカム率 78.8％ 72.7％ +6.1 pt

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 3.4 2.9 +16.3％

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 435/1141



資金純流入および運用資産残高

2023年12月31日現在、運用資産残高（注１）は、1,236十億ユーロであった。これは、54.4十億ユーロの市

場動向の影響および23.8十億ユーロの堅調な資金純流入の影響であったが、マイナス9.8十億ユーロの不利な

為替の影響により一部相殺された。資金純流入は好調で、主にアセット・マネジメント事業のマネー・マー

ケット・ファンドへの資金流入およびウェルス・マネジメント事業における好調な資金純流入に牽引された。

運用資産残高（注１）は、2022年12月31日現在と比較して5.5％増加した。

2023年12月31日現在、運用資産残高（注１）の内訳は、アセット・マネジメント事業および不動産サービス

事業の566十億ユーロ、ウェルス・マネジメント事業の415十億ユーロならびに保険事業の255十億ユーロで

あった。

 

(注１)　分配金を含む。

 

保険事業

2023年度全体において、貯蓄型保険業務は、フランスでの堅調な事業活動に牽引され、資金純流入がユニッ

ト・リンク商品への資金流入に支えられたことにより、22.9十億ユーロの総資金流入を達成した。保障保険業

務は、ラテンアメリカおよびフランスで、特にアフィニティ保険、損害保険および個人向け保険において伸び

続けた。

営業収益は、2,090百万ユーロとなり、3.6％増加した。これは、主に保障保険業務の好調な業績および保険

引受利益の増加に牽引された。

営業費用は、808百万ユーロとなり、1.8％増加した。

保険事業の税引前当期純利益は、1,394百万ユーロとなり、4.1％増加した。これは、すべての地域の関連会

社の業績が上向いたことも要因の１つとなっている。2023年度第４四半期において、これには、アルゼンチン

の事業の売却による一時的なマイナス影響が反映されている。

 

ウェルス＆アセット・マネジメント事業

2023年度全体において、ウェルス・マネジメント事業における業績は、特にコマーシャルバンキング事業お

よび個人向けバンキング事業ならびに大口顧客に関連して好調な資金純流入（2023年度において17.1十億ユー

ロ（注１））があり、改善した。営業収益は、金利環境に支えられ、大幅な増収となった。

アセット・マネジメント事業（注２）は、中長期ファンドからの資金純流出にもかかわらず、マネー・マー

ケット・ファンドへの資金流入に牽引され、持続的な資金流入を達成した。営業収益は、資金流入およびマー

ケティング牽引力の影響により増加した。

不動産サービス事業の業績は、市場が大幅に減速したことにより大幅に低下し、プリンシパル・インベスト

メンツの業績は高水準であった2022年度とは対照的であった。
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営業収益は、3,500百万ユーロとなり、7.8％減少したが、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベ

ストメンツの寄与を除くと3.8％の増収であった。営業収益は、ウェルス・マネジメント事業の増収（6.0％の

増収）およびアセット・マネジメント事業（注２）の増収（2022年度第３四半期のマイナスのベース効果を除

くと1.7％の増収）に牽引されたが、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツにおける減

収により相殺された。

営業費用は、2,757百万ユーロとなり、0.1％減少（不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメ

ンツの寄与を除くと1.6％増加）した。ジョーズ効果は、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベス

トメンツにおける現在の景気後退の影響を除くと正（2.2ポイント）であった。

以上から、ウェルス＆アセット・マネジメント事業の税引前当期純利益は、765百万ユーロとなり、35.8％

減少した。これは、ウェルス・マネジメント事業における売却によるキャピタル・ゲインの影響およびアセッ

ト・マネジメント事業における合弁事業の設立の影響を反映し、高水準であった2022年度とは対照的であっ

た。

 

(注１)　スペインにおけるポートフォリオ売却の影響を除く。

(注２)　不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツを除く。

 

●　コーポレート・センター

 

（単位：百万ユーロ） 2023年 2022年 2023年／2022年

営業収益 (2,141) (1,718) +24.6％

うちボラティリティの修正再表示
（保険事業）

(40) (384) -89.6％

うち付随費用の修正再表示
（内部の販売会社）

(1,041) (1,056) -1.4％

営業費用および減価償却費 (509) (107) n.s.

うち、事業再編費用、
IT強化費用および適応費用

(852) (490) +73.8％

うち付随費用の修正再表示
（内部の販売会社）

1,041 1,056 -1.4％

営業総利益 (2,650) (1,824) +45.3％

リスク費用 (37) (185) -80.1％

金融商品のリスクに係る
その他の純損失

(775) 0 n.s.

営業利益 (3,462) (2,010) +72.3％

持分法適用会社投資損益 19 23 -18.7％

その他の営業外項目 171 (59) n.s.

税引前当期純利益 (3,272) (2,046) +60.0％

配分資本金（十億ユーロ、年初来） 4.5 3.7 +23.1％
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2023年１月１日からIFRS第４号「保険契約」に代わりIFRS第17号「保険契約」が適用されている。IFRS第17

号は、保険事業に関するIFRS第９号の施行と同時に効力が発生した。

主な効果は以下のとおりである。

・「保険事業に帰属する」とみなされる営業費用は、営業収益から差し引いて計上され、営業費用としては

計上されない。これらの会計項目は、保険契約を販売する保険事業および当社グループの事業体（保険事

業を除く。）（すなわち内部の販売会社）にのみ適用され、営業総利益には影響を与えない。内部の販売

会社に対するこれらの項目の影響は、業績の読み方を混乱させないためにコーポレート・センターにおい

て示されている。

・一部の資産の純損益を通じた公正価値会計（IFRS第９号）により生じるボラティリティの影響は、コーポ

レート・センターにおいて示されるため、保険事業の営業収益に影響はない。

2023年１月１日現在、コーポレート・センターには修正再表示が含まれており、より読みやすくするために

各四半期に個別に報告される。

2023年度全体において、コーポレート・センターにおける保険事業に関連する修正再表示による営業収益

は、マイナス1,081百万ユーロ（2022年度はマイナス1,440百万ユーロ）となった。これには、内部の販売会社

に「帰属」する営業費用の修正再表示による影響としてマイナス1,041百万ユーロ（2022年度はマイナス1,056

百万ユーロ）および資産の純損益を通じた公正価値会計（IFRS第９号）により生じる保険事業におけるボラ

ティリティによる影響としてマイナス40百万ユーロ（2022年度はマイナス384百万ユーロ）が含まれている。

コーポレート・センターの保険事業に関連する修正再表示による営業費用は、マイナス1,041百万ユーロ

（2022年度はマイナス1,056百万ユーロ）となった。

以上から、コーポレート・センターの保険事業に関連する修正再表示による税引前当期純利益は、マイナス

40百万ユーロ（2022年度はマイナス384百万ユーロ）となった。

2023年度全体において、特別損益項目はコーポレート・センターに計上され、コーポレート・センターの営

業収益（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、マイナス1,060百万ユーロ（2022年度はマイナス278百

万ユーロ）となり、特別損益項目の影響を除くとマイナス122百万ユーロとなった。これには、2022年度第４

四半期に欧州中央銀行が決定した貸出条件付き長期資金供給オペ（TLTRO）の条件変更に伴うヘッジ調整によ

る一時的影響（マイナス938百万ユーロ）および訴訟引当金による一時的影響（マイナス125百万ユーロ）が含

まれている。また、デリバティブに含まれる自己勘定の信用リスク再評価（DVA）による55百万ユーロのマイ

ナス影響（2022年度は185百万ユーロであり、マイナスの非経常的項目により相殺された。）も含まれてい

る。

コーポレート・センターの営業費用（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、1,551百万ユーロ

（2022年度は1,163百万ユーロ）となり、特別損益項目の影響を除くと1,049百万ユーロであった。これには、

特にパーソナル・ファイナンスにおける事業適応費用全般による一時的影響（276百万ユーロ）および英国銀

行税の影響（226百万ユーロ）に加え、182百万ユーロの事業再編費用および事業適応費用（2022年度は189百

万ユーロ）ならびに395百万ユーロのIT強化費用（2022年度は302百万ユーロ）の一時的影響が含まれていた。
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コーポレート・センターのリスク費用（保険事業に関連する修正再表示を除く。）（注１）は、37百万ユー

ロ（2022年度は185百万ユーロ）となった。

金融商品のリスクに係るその他の純損失、すなわち金融商品の無効または執行不能のリスクに関連する費用

は、775百万ユーロとなり、特別損益項目とみなされる。2023年度において、これには、ポーランドの住宅

ローンに対する引当金（450百万ユーロ）、パーソナル・ファイナンスに関連する訴訟引当金（221百万ユー

ロ）および債権に係るリスクに対する引当金（104百万ユーロ）による一時的影響が含まれていた。

コーポレート・センターのその他の営業外項目（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、190百万

ユーロ（2022年度はマイナス36百万ユーロ）となった。これには、2023年度第２四半期の売却によるキャピタ

ル・ゲインによるプラスの影響が含まれている。2022年度のその他の営業外項目には、ウクルシブバンク株式

の減損および為替換算差額（注２）の損益科目への振替によるマイナス影響（マイナス433百万ユーロ）が含

まれていたが、その一部はBポスト・バンクの負ののれんから生じたプラス影響（244百万ユーロ）および持分

売却によるキャピタル・ゲイン（204百万ユーロ）により相殺された。

以上から、コーポレート・センターの税引前当期純利益（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、マ

イナス3,233百万ユーロ（2022年度はマイナス1,662百万ユーロ）となり、特別損益項目の影響を除くとマイナ

ス1,017百万ユーロとなった。

 

(注１)　注：リスク費用には、金融商品のリスクに係るその他の純損失は含まない。

(注２)　従前、連結資本に計上。

 

(3) 展望

2024年度の方向性

BNPパリバは、多角的なビジネス・モデルを強みとして、経済全般の成長を上回るペースで成長を続け、市

場シェアを拡大し続けることで、経済ベースライン・シナリオと比較してより顕著となった経済環境の悪化を

相殺するものと思われる。それにもかかわらず、公的機関による様々な決定（欧州中央銀行の法定準備金、ベ

ルギーの銀行税およびベルギー国債）が2023年度において顕著であった。

これらを総合的に考慮すると、2025年の予想有形自己資本利益率は、11.5％から12％の範囲になる。現在の

サイクルにより特に影響を受けているパーソナル・ファイナンスおよび不動産サービス事業では、2023年に強

固な適応計画を開始し、早ければ2026年には名目上の収益性が回復するものと思われる。BNPパリバは、その

長期的な戦略ならびにパーソナル・ファイナンスおよび不動産サービス事業が正常な状態に戻ることを踏まえ

て、早ければ2026年には12％の有形自己資本利益率を達成できるものと確信している。
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2024年度の財務書類および業績の表示に一貫性を持たせるため、特に2024年１月１日以降の単一破綻処理基

金の終了を考慮し、2023年度の四半期決算の修正再表示（注１）が2024年２月29日に公表された。かかる修正

再表示は、特に、各事業および各事業部門における地方銀行税に対する同様の負担の前提に相当する200百万

ユーロを据え置き、2024年以降継続されない予定の単一破綻処理基金への拠出額約800百万ユーロを「コーポ

レート・センター」に再配分している。かかる修正再表示は、2023年度の当社グループの業績には影響を与え

ず、上記「(2) 事業・事業部門別業績」には含まれていない。

 

(注１)　修正再表示－2024年度版フォーマットによる2023年度の四半期の数値（invest.bnpparibas）。

 

銀行部門の課題に対処するための中期戦略が見直される

 

 

2022-2025年戦略プラン

成長、テクノロジーおよび持続可能性2025

BNPパリバ・グループは、2022年２月８日に「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」計画を発表し

た。

BNPパリバは、2023年度の年次決算発表の中で、「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」戦略計画に

加え、銀行部門が直面する課題に対する展望および長期戦略を繰り返し発表した。

BNPパリバは特に欧州において、フロー・ビジネス（キャッシュ・マネジメント、トレード・ファイナンス

およびファクタリング）、キャピタル・マーケット業務、専門的金融事業（例えばアルバルを通じたフルサー

ビス・リース）または持続可能な投資運用等の主要なプラットフォームに依存している。これらの完全に統合

的なプラットフォームの構えにより、欧州内外において包括的かつ独自的な手法で顧客にサービスを提供でき

る力をもたらし、それに伴って特に法人、機関投資家、プライベート・バンキングおよび富裕層セグメントに

おける強固な顧客基盤を築ける力が生じる。
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したがって、このグローバルかつ完全型のアプローチは、顧客との強い関係を築き上げ、顧客の発展に景気

循環を通じて寄り添い、多様な成長機会を数多く生み出すことが可能である。これにより、取引数および市場

シェアを拡大し、限界費用で成長することができる。

この独自のビジネス・モデルは、顧客およびパートナー企業のニーズに焦点を当てて完全に統合された、３

つの強固な柱を基盤とする組織へ転換し、それらはホールセールバンキング（CIB）部門、コマーシャル＆個

人向けバンキングサービス（CPBS）部門（当社グループのすべてのコマーシャルバンキング業務および個人向

けバンキング業務（注１）、ならびにBNPパリバ・パーソナル・ファイナンスまたはアルバルといった専門的

金融事業（注２）を含む。）、およびインベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門（ウェルス＆

アセット・マネジメント事業（注３）および保険事業を一体化する。）である。

当社グループは、統合的なビジネス・モデルによるあらゆるメリットを有する、自身のプラットフォームの

強みおよび良好な顧客基盤を最大限に活かし、高収益の成長を実現する理想的な立ち位置にある。加えて、当

社グループはテクノロジーおよび機械化を発展の証とし、サステナブル・ファイナンスならびに社会および環

境への責任を拡充し、社員の潜在力およびエンゲージメントの向上を推進している。

これにより、自身のビジネス・モデルの強さを足場とし、当社グループは、限界費用で市場シェアを伸ば

し、節度ある有機的成長を維持しつつ、新たな成長機会および実質的な規模の経済を生み出していく。

戦略プランでは、単一破綻処理基金の強化が2023年度に達成されることを考慮している。ただし、2024年度

以降、地方課税に対する同様の負担が毎年200百万ユーロで横ばいになるとの想定も盛り込んでいる。

特に、2024年２月１日に、当社グループは、毎年平均２ポイント超の正のジョーズ効果を生み出すという目

標（注４）および累積経常費用節減額について2025年度までに2.3十億ユーロを目指すという目標（2023年度

末時点で既に1.1十億ユーロを達成している。）を再確認した。

 

(注１)　フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング、ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人

向けバンキング、BNLバンカ・コメルシアーレ、ルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキ

ング、欧州・地中海沿岸諸国およびバンクウェスト。

(注２)　アルバル、リーシング・ソリューション、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス、ニューデジタル事業（ニケル

およびフロアを含む。）およびパーソナル・インベスターズ。

(注３)　ウェルス・マネジメント事業、アセット・マネジメント事業、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベ

ストメンツ。

(注４)　営業収益の2022-2025年度の年平均成長率から当社グループの営業費用の2022-2025年度の年平均成長率を差し引

いたもので、バンク・オブ・ザ・ウェストは除いている。
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テクノロジーおよび機械化はBNPパリバのビジネス・モデルの中核

当社グループは手掛ける事業すべてで変革計画を実行しており、新たな顧客体験および従業員経験価値の構

築、デジタル化の加速、事業効率の改善を目指している。2017-2020年度事業開発計画の成功により、コス

ト／インカム率が2017年度から2021年度の間に２ポイント超低下し、コスト節減は経常的に約3.1十億ユーロ

に上っている（当初目標は2.7十億ユーロ）。

当社グループのプロセスの機械化は、顧客との意思疎通の順調なデジタル化（国内市場では2017年度から

2021年度に３倍になった。）、スマート・ソーシングの段階的配備（現在、シェアードサービス・センターの

陣容は18,000人超）、人工知能（AI）の集中的使用（2021年度の使用事例の過半数が事業効率改善に専念）と

あいまって、事業効率や顧客体験および従業員経験価値の向上に構造的に貢献する重要な手段となっている。

当社グループのテクノロジーおよび機械化は今後もビジネス・モデルの礎として機能し続け、その事業効率

を向上させ、顧客対応の効率性や能力を強化し、顧客やパートナー企業への貢献度を高めていく。

戦略プランの期間中、６つの方策が正のジョーズ効果の達成に寄与する見通しである。具体的には、（ⅰ）

AI、データおよびロボット工学の集中的使用、（ⅱ）クラウド技術の安全な使用のための着実な配備、（ⅲ）

ITシステム「APIsation」の広範な展開、（ⅳ）スマート・ソーシングの利用およびプールドサービス・セン

ターの稼働、（ⅴ）「作る／買う／共有」戦略の拡充、（ⅵ）欧州のテクノロジー・プラットフォームの統合

加速である。

当社グループはこうした取組を全部門で実行し、コスト／インカム率の改善を全部門で維持していく方針で

ある。また、こうした取組は事業変革および事業関連投資を自己資金で賄う余地を十分に生み出し続けるとみ

られる。

 

サステナブル・ファイナンスならびに社会および環境への責任の拡充

当社グループは、サステナブル・ファイナンスや社会および環境への責任の取組を今後加速していく上で、

３つの主な戦略的道筋を辿り、それと共に、顧客の目標および国連の持続可能な開発目標（SDGs）に整合する

５つの優先分野を「貯蓄、投資、サステナブル・ファイナンス」、「カーボン・ニュートラルへの移行」、

「循環経済」、「自然資本と生物多様性」および「排除（エクスクルージョン）との闘い」と位置づけてい

る。

主な戦略的道筋とは、ポートフォリオをカーボン・ニュートラルの目標達成に合わせて構築すること、二酸

化炭素排出削減の方向性を最も排出水準が高いセクター向け融資に対応させること、また、事業活動を顧客の

エネルギー移行を考慮した共通目標に整合させることである。

当社グループには統合的なビジネス・モデルと結集力の強みがある。顧客が持続可能な低炭素経済へ移行で

きる支援を行うため、全部門が全面的に結集する方針を掲げており、特に低炭素移行グループはプロフェッ

ショナル200人が結集し、顧客の移行加速を専門的に支援している。

最後に、当社グループはプロセスおよびツールを更に強化し、変化するニーズおよびスタンダードへの対応

を支援していき、ガバナンスの強化にも取り組む。
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なお、当社グループは、融資および債券発行を通じて350十億ユーロの資金を2025年度までに集めて環境面

および社会面のテーマに対応すること（注２）、また、持続可能な投資および責任投資で2025年度までに300

十億ユーロを達成すること（注１）を目指している。

BNPパリバは、2023年度において、低炭素エネルギー生産（注３）向け融資および化石燃料生産（注４）へ

の融資終了の両方を大きく加速させたことで、際立った存在となった。現在、低炭素エネルギー生産向け信用

エクスポージャーは、エネルギー生産向け貸出金残高全体の65％（注５）を占めている。当初2030年に設定し

ていた80％の目標は2028年に前倒しされ、2030年までに90％を目標としている。2023年度末現在、BNPパリバ

が石油・ガスの採掘・生産を行う企業に供与する融資フローと再生可能エネルギー・プロジェクトへの融資フ

ローの比率は、１対11となっている。

 

(注１)　法人、機関投資家および個人向けで環境的課題および社会的課題に関連する融資、およびサステナブル・ボンド

の年間発行。

(注２)　BNPパリバ・アセット・マネジメントが欧州で展開するオープンエンド型ファンドは、サステナブル・ファイナン

ス開示規則（SFDR）が定義する第８条または第９条に分類される。

(注３)　再生可能エネルギー、バイオ燃料、原子力。

(注４)　精製、石油・ガスの探査・生産、石炭。出典：内部管理数値。

(注５)　プライベート・バンキングの100％を含み、バンク・オブ・ザ・ウェストの寄与を除く。

 

部門別の成長戦略

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス（CPBS）部門は、優良かつ機動的な銀行サービスを武器としつ

つ、顧客にとって銀行の枠を超えて信頼できる「伴走者」として、顧客からの助言や社員からの提案を更に改

善し、提供する金融商品およびサービスをシンプル化および拡充していく。先進的かつレジリエントな業務モ

デルを駆使し、顧客との関係を人とデジタルの新たな融合で支えていく。

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、コーポレート・バンキング業務およびプライベート・

バンキング業務において欧州で首位に立つ立場をさらに強化し、限界費用で専門的金融事業の収益性の高い成

長を加速させる。リテール・バンキング業務が今なお逆風に直面している状況下、当部門ではより本格的なセ

グメンテーションおよび業務モデルの改善を通じ、戦略的再配置に取り組んでいく。

2024年２月１日、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、当局の決定（法定準備金への付利の

終了、ベルギー国債）およびパーソナル・ファイナンスの再ポジショニングの影響を考慮し、2021年度から

2025年度までの期間における営業収益の年平均成長率の目標を年率4.5％に調整した（注１）。

インベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門は、補償保険、貯蓄型保険、サステナブル投資で

欧州における主要プレーヤーとなることを目指している。金融商品およびサービスの提供ならびに販売網の強

化を進めると共に、デジタル、効率性およびテクノロジーに強みのある事業で全面的にバックアップし、社会

および環境に対する大手行としての責任を強固にする。
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インベストメント＆プロテクションサービス部門は、成長の促進、立ち位置の強化、および新たな成長機会

の獲得のため、３つの戦略的な柱として、金融預金の開発の加速、個人資産の組織横断的な運用の導入、およ

びサステナブル・ファイナンスにおけるリーダーシップの強化を重点的に進めていく。当部門は、４つの主な

方策（統合的ビジネス・モデルの最大限の活用、次段階のデジタル化、データおよびAIへの移行、業務モデル

の最適化をしながらの新たな働き方の整備）を増強していく。

2024年２月１日、インベストメント＆プロテクションサービス部門は、特に不動産サービス事業ならびに

IFRS第17号およびIFRS第９号に関する環境の影響を反映させるため、目標を調整した。インベストメント＆プ

ロテクションサービス部門は、2023年度から2025年度までの期間における営業収益の年平均成長率について、

約6.5％を目標としている。

ホールセールバンキング（CIB）部門は、法人および機関投資家の顧客にとって欧州の長期的パートナーと

なることを目指しながら、従来以上に適切な戦略を推進する計画で、目標として、ホールセールバンキング部

門として世界の競合他社の中で欧州首位に躍進することを掲げている。2023年度末現在、ホールセールバンキ

ング部門は、EMEA地域（注２）において、欧州のホールセールバンキング部門として第１位となり、市場シェ

アを拡大している（注３）。ホールセールバンキング部門は、BNPパリバの統合的なビジネス・モデル、テク

ノロジー・プラットフォームおよびサステナビリティ分野首位行の強みを活かし、法人および機関投資家の顧

客のニーズを満たす能力を強化し、重点セクターで市場シェアを高め続けていく。

ホールセールバンキング部門は今後もコア資産を足場とし、持続可能な低炭素経済への顧客の移行を支援

し、テクノロジー・プラットフォームを次水準へ改善し、顧客に貢献していく。当部門は統合的なビジネス・

モデルの全面的な後押しにより重要な構造的強みを追求および深化させ、業務モデルおよび事業効率を向上さ

せていく。また、ホールセールバンキング部門はカギとなる事業変革の取組を強化し、特にエクイティ関連の

強固な事業基盤を構築し、複数地域にまたがる事業活動を加速していく。

ホールセールバンキング部門は、BNPパリバ独自の持続可能で統合的なビジネス・モデルの潜在力をフルに

引き出し、その営業収益の伸びは市場を上回るとみられる。

2024年２月１日、ホールセールバンキング部門は、全事業部門の目標を上方修正し、長期戦略の成功を確認

すると共に、2021年度から2025年度までの期間における営業収益の年平均成長率について、６％超を目指して

いる。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含み、バンク・オブ・ザ・ウェストの寄与を除く。

(注２)　欧州、中東、アフリカ。

(注３)　出典：コーリション・グリニッジの2023年度第３四半期YTDコンペティター・アナリシス、ランキングはコーリ

ション・グリニッジ・インデックスの銀行およびBNPパリバの商品範囲に基づく。EMEA：欧州、中東、アフリカ。
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2024年１月31日の取締役会後の出来事

当社グループは、2024年５月14日開催の年次株主総会において、2023年度の調整後純利益に対する50％の配

当性向に相当する4.60ユーロの現金配当を提案したことを確認した。かかる配当は、欧州中央銀行の認可を受

けて2024年３月４日に開始された1.055十億ユーロの自己株式の買戻プログラムにより、2023年度における調

整後純利益の60％まで引き上げられる予定である。

2024年３月13日、当社グループは、当社グループの純利益の成長の方向性について、2024年度の純利益が

2023年度の調整後純利益を上回ることを確認した。これにより、当社グループは、配当性向60％（注１）で、

2024年、2025年および2026年に合計約20十億ユーロを株主に還元できることになる（注２）。バンク・オブ・

ザ・ウェストの売却後、2022年から徐々に再配分された資本は、2025年には16％超の投下資本利益率を生み出

すと予想される。当社グループはまた、約400百万ユーロの経常的な営業効率改善策を発表し、2022-2025年戦

略プランの目標を2.7十億ユーロに引き上げた。

 

(注１)　永久最劣後債（TSSDI）に係る対価を考慮後の調整後純利益に対して適用される。

(注２)　株主総会の承認および欧州中央銀行の認可（自己株式の買戻プログラム）を条件とし、また2023年度、2024年度

および2025年度の累計額である。

 

トレンド情報

トレンド情報（マクロ経済の状況ならびに金融機関に適用される法律および規則）については、「３ (1)

年次リスク調査」内の「主要なリスクおよび新たに発生するリスク」を参照。

 

財務構造

当社グループの財務構造は良好である。

エクイティ・ティア１比率は2023年12月31日現在13.2％（注１）で、2023年９月30日現在と比較して20ベー

シス・ポイント減少した。この主因は以下のとおりである。

・2023年度第４四半期の純利益を剰余金に計上（配当性向60％とリスク加重資産の成長を考慮後）：０ベー

シス・ポイント

・調整後純利益に関する調整の影響：マイナス20ベーシス・ポイント

他の要因がエクイティ・ティア１比率に及ぼした影響は全体として限定的であった。

エクイティ・ティア１比率は、2022年12月31日現在と比較して90ベーシス・ポイント増加した。この主因は

以下のとおりである。

・2023年２月１日付でのバンク・オブ・ザ・ウェストの売却の完了（自己株式買戻プログラムおよび資本の

再配分控除後）：100ベーシス・ポイント

・調整後純利益に関する調整の影響：マイナス30ベーシス・ポイント

・2023年度の純利益を剰余金に計上（配当性向60％ならびにリスク加重資産の成長およびその最適化を考慮

後）：30ベーシス・ポイント

・2023年度第１四半期におけるIFRS第17号の適用、モデルの更新および規制の改定による影響：マイナス10

ベーシス・ポイント
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他の要因がエクイティ・ティア１比率に及ぼした影響は全体として限定的であった。

レバレッジ比率（注２）は、2023年12月31日現在4.6％であった。

流動性カバレッジ比率（注３）（期末）は、2023年12月31日現在148％の高水準であった。

即時利用可能な流動性準備金（注４）は、2023年12月31日現在で474十億ユーロに上った。これは資金調達

との関係で１年超の余裕資金があることを意味している。

 

(注１)　CRD５（IFRS第９号経過規定を含む。）。

(注２)　規則（EU）2019/876に従って算定。

(注３)　規則（CRR）575/2013第451a条に従って算定。

(注４)　健全性基準（特に米国基準。日中支払システムの需要を除く。）を考慮した流動性市場資産または中央銀行の適

格（相殺能力）を満たすもの。

 

(B) 2024年度第１四半期業績

BNPパリバの取締役会が2024年４月24日に開催され、ジャン・ルミエール会長が議長を務める中、当社グ

ループの2024年度第１四半期の業績が検討された。

ジャン・ローラン・ボナフェCEO（最高経営責任者）は取締役会の最後に、以下のように述べた。

「多角的かつ統合的なビジネス・モデルを強みとして、当社グループは、各事業部門の事業の勢いに支えら

れ、2024年度第１四半期において好調な業績を達成した。BNPパリバは、引き続き、価値を創造する能力を実

証すると共に、2024年度決算の方向性として、営業収益が2023年度と比較して２％超増加し、純利益が2023年

度の調整後純利益を上回る見込みであることを確認した。当社グループは、市場シェアの拡大、顧客支援およ

び戦略的取組の展開に引き続き注力していく。BNPパリバは、経済サイクルの新たな局面に対応する体制が

整っている。各チームの結集に謝意を表する。」

 

堅調な業績

第１四半期の営業収益は、横ばい（0.4％減）となった。これは、グローバル・マーケット事業における高

いベース効果を相殺し、各事業部門の極めて堅調な業績によるものである。この影響を除くと、営業収益は約

３％の増加（注１）であった。営業費用は減少した（1.5％減）。その結果、当社グループは、1.1ポイントの

正のジョーズ効果（注２）を達成した。追加の業務効率化策の効果（400百万ユーロ）は、2024年度第２四半

期から現れ始める見込みである。

純利益（3,103百万ユーロ）は、好調な業績を反映し、１株当たり純利益（注３）は、2.51ユーロであっ

た。

当社グループは、2024年４月23日に1.05十億ユーロの自己株式の買戻プログラムを終了した。取締役会は、

2024年５月14日の株主総会において、１株当たり4.60ユーロの配当を提案した。

財務構造は非常に良好で、エクイティ・ティア１比率は13.1％となり、特にメキシコにおけるパーソナル・

ファイナンスの売却により、資本はアクティブに運用されている。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 446/1141



2024年度第１四半期決算を踏まえ、BNPパリバは、2024年度決算の方向性として、営業収益は2023年度の調

整後営業収益（46.9十億ユーロ）から２％超増加、ジョーズ効果は正、リスク費用は40ベーシス・ポイント未

満、また純利益は2023年度の調整後純利益（11.2十億ユーロ）を上回る見込みであることを確認した。

この方向性のベースとなるのは、主として、効率化に向けた取組の強化（2024年度の税引前影響額は400百

万ユーロ）、サイクル全体にわたる質の高いローン・ポートフォリオ、2024年度上半期末までにバンク・オ

ブ・ザ・ウェストの売却に伴い可能となる55ベーシス・ポイントの資本の再配分（2025年度末の投下資本利益

率（注４）は16％超）、パーソナル・ファイナンスにおける戦略的再配置およびホールセールバンキング部門

における市場シェア拡大、ならびに資本の最適配分の維持であり、また、公的機関による決定（2024年度の税

引後影響額はマイナス500百万ユーロ）およびアルバルにおける中古車販売価格の正常化等の逆風による影響

も反映している。

営業収益は、12,483百万ユーロとなり、高水準であった前年同期の営業収益12,534百万ユーロ（調整後）と

比較して0.4％減であった。

ホールセールバンキング（CIB）部門の営業収益は、4.0％減であった。これは、グローバル・バンキング事

業（6.1％増）および証券管理事業（6.8％増）の大幅な増収が、グローバル・マーケット事業の11.9％の減収

を一部相殺したことによるものであった。

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス（CPBS）部門（注５）の営業収益は、横ばい（0.4％増）で

あった。これは、逆風（ベルギー国債、欧州中央銀行の法定準備金および約150百万ユーロのインフレ・ヘッ

ジ）の影響を除くと、手数料が4.4％増となり、正味利息収益が4.9％増となったコマーシャルバンキング事業

および個人向けバンキング事業（1.0％増）の成長によるものであった。専門的金融事業の営業収益は、0.7％

の微減にとどまった。その要因は、取引高の増加および組成時の利鞘の改善の継続による、パーソナル・ファ

イナンスにおける増加（0.7％増）であった。アルバルでは、中古車価格が高水準で正常化した。ニューデジ

タル事業は非常に好調（21.0％増）であった。

インベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門の営業収益は、0.8％増であった。これは、ウェル

ス・マネジメント事業（5.2％増）、保険事業（4.2％増）およびアセット・マネジメント事業（2.6％増（注

６））の好調な業績によるものであった。不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与

を除くと、インベストメント＆プロテクションサービス部門の営業収益は4.2％増であった。

当社グループ全体の営業費用は、7,937百万ユーロ（前年同期は8,058百万ユーロ（調整後））で、1.5％減

であった。ホールセールバンキング部門の営業費用は4.9％減で、特にグローバル・マーケット事業（8.2％

減）において顕著であった。ジョーズ効果は、グローバル・バンキング事業（6.5ポイント）および証券管理

事業（7.8ポイント）において極めて高水準であった。
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コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門（注５）の営業費用は、全体として厳密に抑制され

（3.1％増）、コマーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業では、特にベルギーの銀行税の影

響により、3.9％増であった。BNLバンカ・コメルシアーレならびにルクセンブルクのコマーシャルバンキング

および個人向けバンキングのジョーズ効果は正であった。専門的金融事業の営業費用は、1.2％増となり、そ

の成長および変革を支えた。パーソナル・ファイナンス、リーシング・ソリューションおよびパーソナル・イ

ンベスターズのジョーズ効果は正であった。

インベストメント＆プロテクションサービス部門の営業費用は横ばい（0.1％減）で、ウェルス・マネジメ

ント事業（0.4％減）、アセット・マネジメント事業（0.1％減（注６））および不動産サービス事業（3.9％

減）において減少した。ジョーズ効果は、インベストメント＆プロテクションサービス部門全体では正（0.9

ポイント）で、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与を除くと、極めて高水準

（3.9ポイント）であった。

以上から、当社グループ全体の営業総利益は、4,546百万ユーロ（前年同期は4,476百万ユーロ（調整後））

となった。

当社グループ全体のリスク費用は、640百万ユーロ（注７）（前年同期は592百万ユーロ（調整後））とな

り、顧客向け貸出金残高の29ベーシス・ポイント相当で、ローン・ポートフォリオの質の高さにより、低水準

で推移した。これは、不履行になっていない貸出金（ステージ１およびステージ２）に対する引当金の戻入

123百万ユーロおよび不良貸出金（ステージ３）に対する引当金763百万ユーロを反映している。当社グループ

は、リスク費用を毎年40ベーシス・ポイント未満に抑えるという2025年度の目標を確認した。

当社グループ全体の営業利益は、3,901百万ユーロとなった。前年同期は、3,884百万ユーロ（調整後）で

あった。

当社グループ全体の営業外項目は、462百万ユーロとなった。これには、ウクライナにおける事業の再連結

（注８）（226百万ユーロ）およびメキシコにおけるパーソナル・ファイナンスの売却に伴うキャピタル・ゲ

イン（118百万ユーロ）が反映されている。

当社グループ全体の税引前当期純利益は、4,363百万ユーロ（前年同期は4,062百万ユーロ（調整後））と

なった。

法人税率は、平均で29.8％であった。これは、IFRIC第21号に従って通期の税金および拠出金が第１四半期

に計上され、その大部分が損金不算入であることを反映している。

以上から、当社グループの純利益は、第１四半期において3,103百万ユーロとなり、前年同期の3,173百万

ユーロ（調整後）に近い水準であった。

再評価前有形自己資本利益率は、12.4％であった。

2024年３月31日現在、エクイティ・ティア１比率は13.1％であり、流動性カバレッジ比率（注９）（期末）

は134％（2023年12月31日現在は148％）であった。当社グループの即時利用可能な流動性準備金（注10）は

446十億ユーロに上り、これは資金調達との関係で１年超の余裕資金があることを意味している。レバレッジ

比率（注11）は4.4％であった。
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BNPパリバは、第１四半期においても引き続き、ESGの問題への取組において際立った存在であった。これ

は、非財務情報に係る格付機関によって評価され、最近のランキングにおいて上位を占めていることからも明

らかである。第１四半期において、各顧客タイプに特化したいくつかの革新的なソリューションが発表され

た。例えば、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門では、BNPパリバ・モビリティ（BNP Paribas

Mobility）が、持続可能なモビリティへの移行を促進するため、欧州において、アルバルおよびリーシング・

ソリューションの電気自動車および充電ステーションの組み合わせによるリースの提供を開始した。インベス

トメント＆プロテクションサービス部門では、BNPパリバ・アセット・マネジメントが、ネットゼロ移行に特

化した初のグローバル・エクイティ・ファンドを立ち上げた。この戦略は、脱炭素化を基礎とし、持続可能な

投資をオーバーウェイトとするものである。

2014年６月30日付でフランス金融健全性監督・破綻処理機構（ACPR）および米国連邦準備銀行理事会

（FRB）が共同で発布した、経済制裁に関する米国法令の違反に係る「停止命令」が解除され、これにより、

当社グループの改善計画に基づく義務が達成されたことが確認された。

 

(注１)　第１四半期のFICC業務の営業収益が前年同期比で横ばいであると仮定した内部推定値。

(注２)　2023年度（調整後）と2024年度の当社グループ全体の営業収益の増加分から、2023年度（調整後）と2024年度の

当社グループ全体の営業費用の増加分を差し引いたもの。

(注３)　期末の１株当たり純利益は、第１四半期の永久最劣後債に係る配当を除いた純利益および第１四半期の期中平均

発行済株式数に基づき算出されている。

(注４)　投下資本利益率：割当資本（エクイティ・ティア１資本）に対する、2022年以降に再配分された資本から生み出

される2025年度純利益見積額の割合。

(注５)　プライベート・バンキングの100％を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。

(注６)　不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツを除く。

(注７)　リスク費用には、「金融商品のリスクに係るその他の純損失」は含まない。

(注８)　ウクルシブバンク株式の60％を保有。残りの40％は欧州復興開発銀行が保有。

(注９)　期末の流動性カバレッジ比率（LCR）は、規則（CRR）575/2013第451a条に従って算定。

(注10)　健全性基準（特に米国基準。日中支払システムの需要を除く。）を考慮した流動性市場資産または中央銀行の適

格（相殺能力）を満たすもの。

(注11)　規則（EU）2019/876に従って算定。
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ホールセールバンキング（CIB）部門

第１四半期のホールセールバンキング部門の業績は、グローバル・バンキング事業および証券管理事業の業

績が非常に好調であったこと、ならびにリスク費用が減少したことにより好調であった。

ホールセールバンキング部門の営業収益は、4,677百万ユーロとなり、前年同期比4.0％減であった。これ

は、グローバル・バンキング事業（6.1％増）および証券管理事業（6.8％増）の力強い成長によるもので、金

利市場、為替市場およびコモディティ市場における取引から生じたベース効果によるグローバル・マーケット

事業の減少（11.9％減）を一部相殺するものであった。これらの市場における取引は、2023年度に大きく増加

したが、第１四半期には、欧州のボラティリティが非常に低いという市場環境の悪影響を受けた。

 

ホールセールバンキング部門－グローバル・バンキング事業

グローバル・バンキング事業の営業収益は、1,543百万ユーロとなり、6.1％増と第１四半期において過去最

高を記録した。営業収益は、EMEA地域および南北アメリカにおいて増加した。

キャピタル・マーケット業務のプラットフォームにおける営業収益は、特に南北アメリカ（29.8％増（注

１））およびEMEA地域（18.9％増（注１））において大幅に増加した。

トランザクション・バンキング業務では、特にEMEA地域（10.5％増（注１））において大幅に増加し、

キャッシュ・マネジメントの預金残高は、第１四半期中ほぼ横ばいであった。

ファイナンス業務に関しては、EMEA地域の債券市場（前年同期比26％増（注２））およびシンジケート・

ローン市場（前年同期比14％増（注２））における事業の勢いが非常に好調であった。貸出金残高は178十億

ユーロで、前年同期比では1.4％減（注１）であったが、2023年度第４四半期との比較では0.4％増（注１）で

あった。預金残高は217十億ユーロで、引き続き増加した（1.0％増（注１））。

ランキングに関しては、グローバル・バンキング事業は、シンジケート・ローンおよび債券発行において

EMEA地域のリーダー（注２）、欧州の大企業向けトランザクション・バンキング（トレード・ファイナンスお

よびキャッシュ・マネジメント）のリーダー（注３）、ならびにサステナブル・ファイナンスにおいて欧州お

よび世界のリーダー（注４）として主導的地位にあることを確認した。

 

(注１)　連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除く。

(注２)　出典：ディールロジック社デット・キャピタル・マーケットの四半期ランキング（2024年度第１四半期）および

ディールロジック社シンジケート・ローンの四半期ランキング（2024年度第１四半期）、ブックランナー・ラン

キング（取引高ベース）。

(注３)　出典：コーリション・グリニッジ2024年シェアリーダーズの欧州の大企業向けキャッシュ・マネジメント（2024

年２月）および2023年シェアリーダーズの欧州の大企業向けトレード・ファイナンス（2023年10月）。

(注４)　出典：ディールロジック社－すべてのESG基準の収益、世界およびEMEA地域におけるサステナブル・ファイナンス

（ESGに関する債券およびローン）、ブックランナー・ランキング（取引高ベース）、2024年度第１四半期。
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ホールセールバンキング部門－グローバル・マーケット事業

グローバル・マーケット事業の営業収益は、2,435百万ユーロとなり、11.9％減であった。

株式およびプライム・サービス業務の営業収益は830百万ユーロとなり、11.0％増で、特にプライム・ブ

ローカレッジ業務（営業収益は44％増）の成長が大きく寄与した。

FICC業務の営業収益は1,604百万ユーロとなり、高水準であった前年同期比20.4％減であった。FICC業務の

2023年度の営業収益の約60％を占めたEMEA地域は、2022年度および2023年度第１四半期の顧客取引が非常に好

調であった時期を経て、金利市場、為替市場およびコモディティ市場の正常化により最も大きな打撃を受けた

地域でもある。この正常化は、特に2024年１月および２月における極めて低いボラティリティを特徴とし、そ

の結果、取引量が多かった前年同期と比較して顧客活動の持続性が低下した。しかしながら、第１四半期にお

いて、クレジット市場全体の取引は、特にEMEA地域の新発債市場および南北アメリカで大幅に増加した。

ランキングに関しては、グローバル・マーケット事業は、マルチディーラー電子取引プラットフォームの分

野のリーダーであることを確認した。

市場リスクの尺度である平均バリュー・アット・リスク（VaR（99％、１日））は、主として先進国市場周

辺における金利取引の変化により、2023年度第４四半期と比較して７百万ユーロ増の36百万ユーロとなった。

 

ホールセールバンキング部門－証券管理事業

証券管理事業の営業収益は、699百万ユーロとなり、6.8％増であった。その要因は、金利環境による好影響

および前年同期比9.9％増の期末残高による影響であった。取引高は、主として市場のボラティリティの低下

により、前年同期比4.8％減となった。

事業活動は好調で、特に米国における資産規模60十億ドルの証券保管業務のマンデート等、新規マンデート

が目立った。一方で、プライベート・キャピタルの事業も、引き続き拡大した。

ホールセールバンキング部門の営業費用は、2,741百万ユーロとなり、4.9％減であった。ジョーズ効果は正

で0.9ポイントであった。

これらを受けて、ホールセールバンキング部門の営業総利益は、2.7％減の1,936百万ユーロとなった。

ホールセールバンキング部門のリスク費用は、95百万ユーロの戻入となり、顧客向け貸出金残高のマイナス

16ベーシス・ポイント相当であった。これは、不履行になっていない貸出金（ステージ１およびステージ２）

および不良貸出金（ステージ３）に対する引当金の戻入を反映している。

以上から、ホールセールバンキング部門の税引前当期純利益は、2,033百万ユーロに達し、2.4％増であっ

た。
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コマーシャル＆個人向けバンキングサービス（CPBS）部門

第１四半期のコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の業績は、好調な事業の勢いが顕著で、逆風

を相殺した。

営業収益（注１）は、6,692百万ユーロとなり、前年同期比0.4％増であった。したがって、コマーシャル＆

個人向けバンキングサービス部門の営業収益は、逆風による影響を考慮した場合、前年同期比で横ばいであっ

た。逆風には、フランスのインフレ・ヘッジ（マイナス54百万ユーロ）、ベルギー国債の発行（マイナス52百

万ユーロ）、欧州中央銀行による法定準備金への付利の終了（マイナス45百万ユーロ）およびアルバルにおけ

る中古車価格の高水準での正常化が含まれる。

コマーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業の営業収益は、4,196百万ユーロとなり、増加

した（1.0％増）。正味利息収益は、逆風（注２）の影響を除くと4.9％増で、その要因は預貸利鞘の拡大で

あった。手数料は、主としてフランスおよび欧州・地中海沿岸諸国における好調な業績により、4.4％増と

なった。ウクライナにおけるコマーシャルバンキング事業は、現地経済を支援するために継続しており、再連

結された。

専門的金融事業の営業収益は、0.7％減の2,496百万ユーロとなった。アルバルは、取扱高の増加により、金

融マージンおよびサービスマージンの増加を達成した。パーソナル・ファイナンスでは、取引高の増加および

地理的な重点地域の転換の継続（メキシコにおける事業の売却）による組成時の利鞘の改善の継続により、増

益（前年同期比0.7％増）となった。ニケルは、事業および顧客基盤の拡大を継続した。

営業費用（注１）は、増加が抑制され（3.1％増）、4,482百万ユーロであった。これは、特にトルコおよび

ポーランドにおけるインフレ、ウクライナにおけるコマーシャルバンキング事業の連結ならびにベルギーの銀

行税の影響を反映したものであるが、特にフランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングおよ

びパーソナル・ファイナンスにおける節減により一部相殺された。

これらを受けて、営業総利益（注１）は、2,210百万ユーロとなり、4.7％減であった。

リスク費用（注１）は、726百万ユーロ（前年同期は600百万ユーロ）となり、欧州・地中海沿岸諸国および

フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングにおけるベース効果（前年同期における不履行

になっていない貸出金（ステージ１およびステージ２）に対する引当金の戻入）により増加した。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の税

引前当期純利益（注３）は、リスク費用の変動に伴い、1,517百万ユーロに達し、13.5％の減少となった。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。リスク費用に関するコメント

について、726百万ユーロには、第１四半期の「金融商品のリスクに係るその他の純損失」（５百万ユーロ）が含

まれている。

(注２)　ベルギー国債の発行、フランスのインフレ・ヘッジ、および法定準備金への付利の終了。

(注３)　プライベート・バンキングの３分の２を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。
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コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバン

キング（CPBF）

環境が正常化しつつある中で、フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングの事業は堅調

であった。

貸出金残高は前年同期比1.7％減で、取引高は2023年度第４四半期との比較で横ばい（0.8％減）であった。

価格の調整は、すべての顧客セグメントにおいて引き続き行われている。預金残高は、前年同期比5.0％減で

あったが、個人顧客の預金残高は安定していた。オフバランス貯蓄商品は、2023年３月31日現在と比較して

4.0％増で、生命保険への資金純流入は高水準（第１四半期において0.9十億ユーロ）であった。

ハロー・バンク！における顧客獲得は続き（前年同期比約65,000人の顧客の増加、32.0％増）、オラン

ジュ・バンク（Orange Bank）の顧客統合の開始がこれを後押しした。プライベート・バンキングへの資金純

流入は好調で、1.5十億ユーロに達した。

営業収益（注１）は、1,638百万ユーロとなり、1.9％減であった。正味利息収益は、8.0％減であった。利

鞘は増加したが、インフレ・ヘッジ（正常化の過程において、マイナス54百万ユーロ）および法定準備金への

付利の終了（マイナス20百万ユーロ）の影響により相殺された。この２つの影響を除くと、正味利息収益は横

ばいであった。手数料は、金融手数料（BNPパリバ・カーディフとの相互販売）の増加により、増加した（前

年同期比5.1％増）。キャッシュ・マネジメントは増収であった。

営業費用（注１）は、1,171百万ユーロとなり、0.8％減であった。営業費用は、インフレにもかかわらず、

節減策の継続的な効果により抑制された。

営業総利益（注１）は、467百万ユーロとなり、4.7％減であった。

リスク費用（注１）は、116百万ユーロ（前年同期は75百万ユーロ）となり、顧客向け貸出金残高の20ベー

シス・ポイント相当と、低い水準であった（前年度は21ベーシス・ポイント相当）。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のフランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバ

ンキングの税引前当期純利益（注２）は、301百万ユーロに達し、19.8％減であった。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。

(注２)　プライベート・バンキングの３分の２を含む（フランスのPEL/CELの影響を除く。）。
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コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－BNLバンカ・コメルシアーレ（BNL bc）

BNLバンカ・コメルシアーレの営業収益は大幅に増加し、ジョーズ効果は極めて高水準で、リスク費用は引

き続き減少した。

貸出金残高は、前年同期比7.1％減となり、不良貸出金を除くと5.8％減となった。個人向け貸出は堅調に推

移したが、法人向け貸出は減少した。競争環境の中で、利鞘の管理は規律正しく行われた。預金残高は、前年

同期比8.1％増となり、法人向けおよびプライベート・バンキングの預金残高の増加が個人顧客の預金残高の

減少により一部相殺された。利鞘は引き続き改善した。オフバランス貯蓄商品は、2023年３月31日現在と比較

して5.2％減で、プライベート・バンキングへの資金純流入は非常に好調（1.4十億ユーロ）であった。

営業収益（注１）は、7.9％増の729百万ユーロと大幅に増加した。正味利息収益は、13.7％増と大幅に増加

した。その要因は、預貸利鞘および有価証券売却によるキャピタル・ゲインであったが、取引高の減少および

貸出利鞘の縮小により一部相殺された。手数料は、金融手数料の大幅な増加が銀行手数料の減少により相殺さ

れたため、前年同期比で横ばいとなった。

営業費用（注１）は、2.2％増の440百万ユーロとなり、抑制された増加を示した。ジョーズ効果は極めて高

水準（5.8ポイント）であった。

営業総利益（注１）は、18.2％増の288百万ユーロとなった。

リスク費用（注１）は、72百万ユーロとなり、不履行になっていない貸出金（ステージ１およびステージ

２）に対する引当金の戻入および不良貸出金（ステージ３）に対する引当金の減少により、減少した。リスク

費用は、顧客向け貸出金残高の39ベーシス・ポイント相当であった。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のBNLバンカ・コメルシアーレの税引前当期純利益（注

２）は、209百万ユーロに達し、50.3％増の大幅な増益であった。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注２)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。
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コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバン

キング（CPBB）

ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングは、第１四半期においてBNPパリバ・フォル

ティスへのBポスト・バンクの統合が成功したことで、事業の堅調な回復を確認した。

貸出金残高は、住宅ローンおよび法人向け貸出の増加により、前年同期比1.7％増となった。預金残高は、

前年同期比4.7％減（2024年９月に満期となるベルギー国債の発行による影響を除くと0.3％減）であった。法

人顧客の預金は、前年同期比2.7％増であった。オフバランス貯蓄商品は、ミューチュアル・ファンドの増加

により、2023年３月31日現在と比較して5.7％増と大幅に増加した。第１四半期におけるプライベート・バン

キングへの資金純流入は、0.8十億ユーロであった。

営業収益（注１）は、8.6％減の929百万ユーロとなった。正味利息収益（注１）は、11.0％減（法定準備金

への付利の終了およびベルギー国債の影響（マイナス68百万ユーロ）を除くと、前年同期比1.7％減）であっ

た。法人向け預貸利鞘は、増加したが、厳しい競争環境下での貸出利鞘の縮小により相殺された。手数料（注

１）は、2.5％減少した。これは、消費者金融を含む銀行手数料の減少によるもので、特にプライベート・バ

ンキングにおける金融手数料の増加により相殺された。

営業費用（注１）は、955百万ユーロとなり、インフレおよび銀行税に伴い、4.9％増（IFRICの影響を除く

と、前年同期比2.6％増）であった。

営業総利益（注１）は、マイナス27百万ユーロとなった。

リスク費用（注１）は、28百万ユーロ（前年同期は８百万ユーロ）と低水準を維持し、顧客向け貸出金残高

の８ベーシス・ポイント相当であった。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバ

ンキングの税引前当期純利益（注２）は、マイナス61百万ユーロとなった。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注２)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－ルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向

けバンキング（CPBL）

ルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングの第１四半期の純利益は大幅に増加し

た。

貸出金残高は、前年同期比2.8％減となり、預金残高は、前年同期比1.6％減となった。

営業収益（注１）は、155百万ユーロとなり、6.8％増加した。正味利息収益（注１）は、預貸利鞘（特に法

人向け）の堅調な回復および有価証券売却によるキャピタル・ゲインに関連して、9.0％増の大幅な増益と

なった。ルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングは、良好な手数料水準を達成し

たが、前年同期比3.6％減（注１）となった。

営業費用（注１）は、81百万ユーロとなり、1.4％増加した。ジョーズ効果は極めて高水準（5.4ポイント）

であった。
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営業総利益（注１）は、74百万ユーロとなり、13.4％増と大幅な増益であった。

リスク費用（注１）は、１百万ユーロと極めて低い水準を維持した。

プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベストメント＆プ

ロテクションサービス部門）へ配分した後のルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキ

ングの税引前当期純利益（注２）は、72百万ユーロに達し、14.7％増と大幅に増加した。

 

(注１)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注２)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－欧州・地中海沿岸諸国

欧州・地中海沿岸諸国では、ポーランドにおける好調な事業の勢い、トルコにおける環境の正常化およびウ

クライナにおける事業の再連結が確認された。

貸出金残高は、前年同期比3.7％増（注１）となった。ローン組成は、ポーランドにおいて個人顧客向けに

慎重に行われ、トルコにおいてすべての顧客セグメントで組成件数が回復した。預金残高は、トルコとポーラ

ンドにおける増加により、前年同期比8.7％増（注１）となった。

営業収益（注２）は、745百万ユーロとなり、3.1％増加（注３）した。これは、主にポーランドにおける正

味利息収益の順調な増加およびトルコにおける手数料の増加によるものであった。

営業費用（注２）は、高インフレにより、503百万ユーロとなり、10.3％増加（注３）した。

営業総利益（注２）は、242百万ユーロとなり、10.8％減少（注３）した。

リスク費用（注２）は、40百万ユーロ（前年同期は１百万ユーロ）となり、顧客向け貸出金残高の45ベーシ

ス・ポイント相当であった。前年同期の低水準（不履行になっていない貸出金（ステージ１およびステージ

２）に対する引当金の戻入）から増加した。

トルコの超インフレ（注４）により、「その他の営業外項目」は76百万ユーロ減少した。

以上から、プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後の欧州・地中海沿岸諸国の税引前当期純利益（注５）

は、184百万ユーロに達し、49.2％増（注３）と大幅に増加した。

 

(注１)　連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除く。

(注２)　プライベート・バンキングの100％を含む。

(注３)　連結範囲の変更および為替レート変動による影響を除く。ただし、トルコについてはIAS第29号により、為替レー

ト変動による影響を含む。

(注４)　トルコにおけるIAS第29号の適用の影響ならびに（CPI連動債による）ヘッジ効率、第１四半期におけるトルコリ

ラ／ユーロの下落（マイナス6.8％）およびCPIの15％の増加を考慮後。

(注５)　プライベート・バンキングの３分の２を含む。
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コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－専門的金融事業－パーソナル・ファイナンス

第１四半期において、パーソナル・ファイナンスは、事業活動の地理的な重点地域の転換およびオペレー

ティング・モデルの再編成を引き続き実施している。特に中欧およびメキシコにおいて、10の事業体が売却ま

たはランオフ化された。事業活動は好調で、ジョーズ効果は正であった。

貸出金残高は、主にモビリティ部門の成長により、前年同期比10.9％増であった。ローン組成は、より厳選

されるようになった。組成時の利鞘は、継続的な圧力にもかかわらず、着実に上昇した。

自動車ローンにおけるパートナーシップの実施の影響は続き、取扱高の増加およびリスク・プロファイルの

構造的改善に貢献した（自動車ローンのシェアは前年同期比６ポイント増）。

営業収益は、1,296百万ユーロとなり、取引高の増加の影響により0.7％増加したが、利鞘への圧力がかかっ

たことおよびファイナンス費用が増加したことにより一部相殺された。

営業費用は、コスト節減策により、1.5％減の753百万ユーロとなった。ジョーズ効果は正（2.1ポイント）

であった。

営業総利益は、3.8％増加し、543百万ユーロとなった。

リスク費用は、リスク・プロファイルの構造的改善に支えられ、394百万ユーロ（前年同期は358百万ユー

ロ）となり、顧客向け貸出金残高の143ベーシス・ポイント相当で、前年同期（145ベーシス・ポイント相当）

と比較して横ばいとなり、2023年度第４四半期（179ベーシス・ポイント相当）と比較して減少した。

以上から、税引前当期純利益は、メキシコにおける事業の売却に伴うキャピタル・ゲインによるプラスの影

響により、278百万ユーロとなり、65.2％増加した。

 

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－専門的金融事業－アルバルおよびリーシング・ソリュー

ション

第１四半期は、中古車価格が高水準で徐々に正常化したことが特徴であった。納期短縮を背景に、販売台数

への影響は良好であった（第１四半期の販売台数は109,000台）。アルバルのファイナンス・フリートの契約

台数は1.7百万台超（注１）に上り、依然として順調に増加している（2023年３月31日現在と比較して6.7％

増）。ファイナンス・リース残高は増加した（前年同期比24.4％増（注２））。事業活動は堅調で、特にスペ

イン、ドイツ、イタリアおよびブラジルにおいて、中国の自動車メーカーBYD（注３）（世界最大の電気自動

車メーカー）との新たなパートナーシップを進めている。

リーシング・ソリューションのファイナンス・リース残高は、23.8十億ユーロで、前年同期比2.8％増で

あった。事業活動は好調で、設備市場における組成量は前年同期比11.0％増となり、利鞘も良好であった。

営業収益は、942百万ユーロとなり、4.0％減であった。中古車価格が高水準で徐々に正常化したため、アル

バルの営業収益は、第１四半期において減少した（前年同期比5.8％減）。この影響は、台数効果によるリー

シング・ソリューションの増収により一部相殺された。

営業費用は、インフレおよび事業開発により、393百万ユーロとなり、3.7％増であった。
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アルバルおよびリーシング・ソリューションの税引前当期純利益は、9.5％減の489百万ユーロであった。

 

(注１)　期末におけるフリート契約台数の増加。

(注２)　平均残高。

(注３)　Build your dreams（夢を築こう）。

 

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門－専門的金融事業－ニューデジタル事業およびパーソナ

ル・インベスターズ

第１四半期における事業は好調であった。ニケルは新たな価格体系を導入し、BNPパリバ・カーディフおよ

びレモネード（Lemonade）とのパートナーシップによるテナント向け住宅保険等の新たな金融サービスを展開

した。販売拠点数は増加し（2023年３月31日現在と比較して20.5％増）、ニケルは既にフランス最大の当座預

金販売網となっている。

フロアに関しては、アクティブ・パートナーシップの数は急増し（前年同期比2.3倍）、ローン組成は与信

基準の厳格化に伴い良好な水準で推移している。

パーソナル・インベスターズでは、運用資産残高が順調に増加し（2023年３月31日現在と比較して12.9％

増）、金融市場の動向を反映し、取引件数も高水準を維持した。

営業収益（注１）は、258百万ユーロとなり、6.0％増であった。勢いは続いており、パーソナル・インベス

ターズの営業収益は高水準で安定している。

営業費用（注１）は、事業開発戦略により185百万ユーロとなり、7.9％増であった。

営業総利益（注１）は、72百万ユーロ（前年同期比1.3％増）であった。

リスク費用（注１）は、24百万ユーロ（前年同期は23百万ユーロ）であった。

ドイツ国内プライベート・バンキング業務の純利益の３分の１をウェルス・マネジメント事業（インベスト

メント＆プロテクションサービス部門）へ配分した後のニューデジタル事業およびパーソナル・インベスター

ズの税引前当期純利益（注２）は、46百万ユーロとなり、横ばいであった。

 

(注１)　ドイツ国内プライベート・バンキングの100％を含む。

(注２)　ドイツ国内プライベート・バンキングの３分の２を含む。

 

決済および各種フローに関する取組における2025年までの新たな目標

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門およびホールセールバンキング部門は、欧州における

キャッシュ・マネジメントの分野の主導的地位（2023年グリニッジ・リーダーズの調査によると、大企業の中

で第１位）を強みとして、決済および各種フローに関する取組における共同事業からの収益を、2023年末に既

に達成した当初の600百万ユーロの目標に対し、2025年までに800百万ユーロに増加させることを目標としてい

る。これらの追加収益は、当社グループのキャッシュ・マネジメント、トレード・ファイナンスおよびファク

タリングの各プラットフォームならびに個人向け電子決済分野（決済サービス・プロバイダーにおける発行お

よび買収）から得られる予定である。
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インベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門

保険事業、ウェルス・マネジメント事業およびアセット・マネジメント事業は、第１四半期において非常に

好調であった。

2024年３月31日現在、運用資産残高（注１）は、1,283十億ユーロ（2023年12月31日現在と比較して3.8％

増）となった。これは、資金純流入の影響（17.7十億ユーロ）、市場動向の影響（27.3十億ユーロ）および為

替レートの影響（2.2十億ユーロ）によるものであった。資金純流入は、流通網の多様化により、すべての事

業において好調であった。ウェルス・マネジメント事業は、特にコマーシャルバンキング事業および個人向け

バンキング事業で非常に好調な資金流入を達成した。アセット・マネジメント事業は、主にマネー・マーケッ

ト・ファンドおよび中長期ファンドへの資金流入により、好調な資金流入を達成した。保険事業は、特にフラ

ンスにおいて、貯蓄型保険への資金流入が好調であった。2024年３月31日現在、運用資産残高（注１）の内訳

は、アセット・マネジメント事業および不動産サービス事業（注２）の588十億ユーロ、ウェルス・マネジメ

ント事業の432十億ユーロならびに保険事業の262十億ユーロであった。

営業収益は、0.8％増加した（不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与を除くと

4.2％増）。これは、ウェルス・マネジメント事業（5.2％増）、保険事業（4.2％増）およびアセット・マネ

ジメント事業（不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツの寄与を除くと2.6％増）の好調

な勢いによるものであった。

営業費用は、0.1％減少して883百万ユーロとなり、目標を絞ったプロジェクトへの投資の影響で抑制され

た。ジョーズ効果は正（0.9ポイント）で、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツを除

くと極めて高水準であった（3.9ポイント）。

営業総利益は、537百万ユーロとなり、2.2％増加した。

税引前当期純利益は、573百万ユーロとなり、3.2％減（不動産サービス事業およびプリンシパル・インベス

トメンツの寄与を除くと5.6％増）であった。これには、関連会社の業績が減少したことが反映されている。

 

(注１)　分配金を含む。

(注２)　不動産サービス事業の運用資産残高：26十億ユーロ。

 

インベストメント＆プロテクションサービス部門－保険事業

貯蓄型保険業務（保険事業の収益の47％を占める）の業績は、フランス国内外で非常に好調で、総資金流入

は8.3十億ユーロとなり、大幅に増加した（前年同期と比較して34％増）。資金純流入は、フランスでの非常

に堅調な事業活動を反映し、大幅に増加した。

保障保険業務（保険事業の収益の53％を占める）の総収入保険料は、すべての地域で前年同期と比較して

６％増加した。保障保険業務の業績は、フランスで、特にアフィニティ保険および損害保険において引き続き

好調であった。事業は、新規および既存のパートナーシップの展開により、すべての地域で国際的に拡大し

た。

営業収益は、546百万ユーロとなり、4.2％増加した。これは、特にフランスにおける好調な業績によるもの

であった。
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営業費用は、進行中の目標を絞ったプロジェクトにより、205百万ユーロとなり、1.7％増の緩やかな増加に

とどまった。ジョーズ効果は極めて高水準（2.5ポイント）であった。

保険事業の税引前当期純利益は、385百万ユーロとなり、1.0％増加した。これは、前年同期のベース効果に

より関連会社の業績が減少したことも要因の１つである。

 

インベストメント＆プロテクションサービス部門－ウェルス＆アセット・マネジメント事業（注１）

ウェルス・マネジメント事業は、特にコマーシャルバンキング事業および個人向けバンキング事業におい

て、ならびに大口顧客に関連して好調な資金純流入（第１四半期において８十億ユーロ）を達成し、運用資産

残高は好調な市場動向の影響により増加した。

アセット・マネジメント事業（注２）の資金流入は、マネー・マーケット・ファンドおよびパッシブ運用

ファンドに対する資金の流入により、その水準が維持された（第１四半期は7.2十億ユーロ）。ESGに積極的に

取り組む債券ETFが第１四半期に新たに２銘柄設定された。不動産サービス事業の収益は、非常に低迷してい

るリアル・エステート市場により急減した。

ウェルス・マネジメント事業の営業収益は、手数料の増加により、5.2％増の431百万ユーロとなった。ア

セット・マネジメント事業（注２）の営業収益は、運用資産残高の増加により、2.6％増となった。営業収益

は、プリンシパル・インベストメンツにおける高いベース効果および不動産サービス事業における減収により

減少した。

営業費用は、0.6％の減少で678百万ユーロとなった。ジョーズ効果は、不動産サービス事業およびプリンシ

パル・インベストメンツにおける現在の景気後退の影響を除くと極めて高水準（4.5ポイント）であった。

以上から、ウェルス＆アセット・マネジメント事業の税引前当期純利益は、188百万ユーロとなり、10.7％

の減少であった。

 

(注１)　アセット・マネジメント事業、ウェルス・マネジメント事業、不動産サービス事業およびプリンシパル・インベ

ストメンツ。

(注２)　不動産サービス事業およびプリンシパル・インベストメンツを除く。

 

コーポレート・センター

2023年１月１日から、コーポレート・センターには、保険事業に関するIFRS第９号の施行と並行して適用さ

れたIFRS第17号に関連して２つの修正再表示が含まれている。

主な効果は以下のとおりである。

・「保険事業に帰属する」とみなされる営業費用は、営業収益から差し引いて計上され、営業費用としては

計上されない。内部の販売会社に対するこれらの項目の影響は、コーポレート・センターにおいて示され

ている。これらの項目は、営業総利益には影響を与えない。

・資産の純損益を通じた公正価値会計（IFRS第９号）により生じるボラティリティの影響は、コーポレー

ト・センターにおいて示されるため、保険事業の営業収益に影響を与えない。

以上から、2023年１月１日現在、コーポレート・センターには修正再表示が含まれており、より読みやすく

するために各四半期に個別に報告されている。
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コーポレート・センターにおける保険事業に関連する修正再表示による営業収益は、マイナス274百万ユー

ロ（前年同期はマイナス266百万ユーロ）となった。

コーポレート・センターの保険事業に関連する修正再表示による営業費用は、267百万ユーロ（前年同期は

250百万ユーロ）となった。

以上から、コーポレート・センターの保険事業に関連する修正再表示による税引前当期純利益は、マイナス

７百万ユーロ（前年同期はマイナス16百万ユーロ）となった。

コーポレート・センターの営業収益（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、153百万ユーロとなっ

た。これには、デリバティブに含まれる自己勘定の信用リスク再評価（DVA）によるマイナス26百万ユーロ

（前年同期はマイナス54百万ユーロ）も含まれている。

コーポレート・センターの営業費用（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、208百万ユーロとなっ

た。これには、29百万ユーロの事業再編費用および事業適応費用（前年同期は30百万ユーロ）ならびに74百万

ユーロのIT強化費用（前年同期は95百万ユーロ）の影響が含まれている。

コーポレート・センターのリスク費用（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、10百万ユーロ（前年

同期は６百万ユーロの戻入）となった。

コーポレート・センターの営業外項目（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、309百万ユーロと

なった。これは、「その他の営業外項目」におけるウクライナのコマーシャルバンキング事業の再連結の影響

（226百万ユーロ）および関連会社の寄与を反映している。

以上から、コーポレート・センターの税引前当期純利益（保険事業に関連する修正再表示を除く。）は、

244百万ユーロとなった。

 

財務構造

当社グループの財務構造は良好である。

当社グループのエクイティ・ティア１比率は2024年３月31日現在13.1％で、2023年12月31日現在と比較して

10ベーシス・ポイント減少した。これは主に、2024年度第１四半期のリスク加重資産の変動控除後の有機的資

本の創出（30ベーシス・ポイント）、2024年度第１四半期の分配（マイナス20ベーシス・ポイント）、バン

ク・オブ・ザ・ウェストの売却に伴う資本の再配分（マイナス５ベーシス・ポイント）、ならびにモデルの更

新およびその他の項目による減少（マイナス15ベーシス・ポイント）の複合的影響によるものであった。

レバレッジ比率（注１）は、2024年３月31日現在、4.4％であった。

流動性カバレッジ比率（注２）（期末）は、2024年３月31日現在、134％の高水準であった（2023年12月31

日現在、148％）。

即時利用可能な流動性準備金（注３）は、2024年３月31日現在で446十億ユーロに上った。これは資金調達

との関係で１年超の余裕資金があることを意味している。

 

(注１)　規則（EU）2019/876に従って算定。

(注２)　規則（CRR）575/2013第451a条に従って算定。

(注３)　健全性基準（特に米国基準。日中支払システムの需要を除く。）を考慮した流動性市場資産または中央銀行の適

格（相殺能力）を満たすもの。
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連結損益計算書

（単位：百万ユーロ）

 
2024年度
第１四半期

2023年度
第１四半期
調整後

対前年同期比
2023年度
第４四半期
調整後

対前期比

当社グループ      

営業収益 12,483 12,534 -0.4％ 10,953 +14.0％

営業費用および減価償却費 -7,937 -8,058 -1.5％ -7,545 +5.2％

営業総利益 4,546 4,476 +1.6％ 3,408 +33.4％

リスク費用 -640 -592 +8.1％ -972 -34.2％

金融商品のリスクに係るその
他の純損失

-5 0 n.s. 0 n.s.

営業利益 3,901 3,884 +0.4％ 2,436 +60.1％

持分法適用会社投資損益 221 178 +24.2％ 73 n.s.

その他の営業外項目 241 0 n.s. -95 n.s.

税引前当期純利益 4,363 4,062 +7.4％ 2,414 +80.7％

法人税 -1,166 -791 +47.4％ -337 n.s.

少数株主帰属当期純利益 -94 -98 -4.1％ -70 +34.3％

非継続事業からの純利益 0 0 n.s. 0 n.s.

親会社株主帰属当期純利益 3,103 3,173 -2.2％ 2,007 +54.6％

コスト／インカム率 63.6％ 64.3％ -0.7 pt 68.9％ -5.3 pt
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連結貸借対照表－2024年３月31日現在

（単位：百万ユーロ）

 2024年３月31日現在 2023年12月31日現在

資産   

現金および中央銀行預け金 199,600 288,259

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品   

有価証券 305,670 211,634

貸出金および売戻契約 290,479 227,175

デリバティブ金融商品 282,436 292,079

ヘッジ目的デリバティブ 25,071 21,692

資本を通じて公正価値で測定する金融資産   

負債証券 55,438 50,274

持分証券 1,715 2,275

償却原価で測定する金融資産   

金融機関貸出金および債権 50,118 24,335

顧客貸出金および債権 859,213 859,200

負債証券 131,218 121,161

金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整 (3,871) (2,661)

保険業務に関連する投資およびその他の資産 263,015 257,098

当期および繰延税金資産 6,487 6,556

未収収益およびその他の資産 169,904 170,758

持分法投資 7,326 6,751

有形固定資産および投資不動産 46,568 45,222

無形資産 4,149 4,142

のれん 5,506 5,549

資産合計 2,700,042 2,591,499
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（単位：百万ユーロ）

 2024年３月31日現在 2023年12月31日現在

負債   

中央銀行からの預り金 3,326 3,374

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品   

有価証券 115,885 104,910

借入金および買戻契約 355,590 273,614

発行済負債証券 90,992 83,763

デリバティブ金融商品 267,792 278,892

ヘッジ目的デリバティブ 39,556 38,011

償却原価で測定する金融負債   

金融機関預金 99,041 95,175

顧客預金 973,165 988,549

負債証券 207,675 191,482

劣後債 26,646 24,743

金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整 (14,207) (14,175)

当期および繰延税金負債 4,026 3,821

未払費用およびその他の負債 148,685 143,673

保険契約に関連する負債 222,784 218,043

保険業務に関連する金融負債 18,311 18,239

偶発債務等引当金 10,130 10,518

負債合計 2,569,397 2,462,632

資本   

資本金、払込剰余金、および利益剰余金 124,965 115,809

親会社株主帰属当期純利益 3,103 10,975

資本金、利益剰余金、および親会社株主帰属当期純利益合
計

128,068 126,784

資本に直接認識される資産および負債の変動 (3,056) (3,042)

親会社株主資本 125,011 123,742

少数株主持分 5,634 5,125

資本合計 130,645 128,867

負債および資本合計 2,700,042 2,591,499
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B. 生産、受注及び販売の状況

 

上記「A. 業績等の概要」を参照。

 

C. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

 

下記、連結財務書類の注9.a「株式資本および１株当たり当期純利益における変動」および「３ (6) 流動性

リスク」を参照。

 

(A) 各コア事業毎の事業の状況についての分析

(1) ホールセールバンキング部門

53ヶ国において40,000人近い従業員を雇用しているホールセールバンキング（CIB）部門は、資本市場業

務、証券管理業務、資金調達業務、リスク管理業務、キャッシュ・マネジメント業務および財務アドバイザ

リー業務において、法人顧客および機関投資家（銀行、保険会社、資産運用会社等）に対して、オーダーメイ

ドのソリューションを提供している。

ホールセールバンキング部門は、法人顧客および機関投資家の間の架け橋として、法人顧客の資金調達ニー

ズを、機関投資家の投資ニーズとつなぐことを目指している。

2023年度中、BNPパリバの事業部門からの営業収益の34％は、ホールセールバンキング部門によるもので

あった。ホールセールバンキング部門の合理化されかつ効率的な体制は、BNPパリバの法人顧客および機関投

資家のニーズに応えるために設計されたものである。そのため、ホールセールバンキング部門は、以下の３つ

の主要グローバル事業および３つの主要地域を中心に構成されている。

事業：

・グローバル・バンキング事業（2023年以降グローバルな体制となっている。）

・グローバル・マーケット事業（すべての資本市場業務を統括する。）

・証券管理事業（証券管理において世界的に主要なプレーヤーの１つである。）

地域：

・欧州・中東・アフリカ

・南北アメリカ

・アジア太平洋
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2023年の賞

・2023年ユーロマネー誌アワード・フォー・エクセレンス

・2023年世界最優秀銀行：慎重かつ大胆に―BNPパリバはいかにしてビジョンと慎重さを両立させるか

・サステナブル・ファイナンスに関する世界最優秀銀行

・ラテンアメリカのサステナブル・ファイナンスに関する最優秀銀行

・西欧における最優秀銀行

・フランスにおける最優秀銀行

・フランスにおける最優秀投資銀行

・ポルトガルにおける最優秀投資銀行

・西欧のウェルス・マネジメントに関する最優秀銀行

・ベルギーにおける最優秀投資銀行（BNPパリバ・フォルティス）

・ルクセンブルクにおける最優秀銀行（BGL BNPパリバ）

・2022年インターナショナル・ファイナンシング・レビュー（IFR）誌アワード：IFRは、BNPパリバの200年

にわたる銀行業務の専門性を評価―BNPパリバのホールセールバンキング部門(ifre.com)

・年間最優秀銀行

・サステナビリティに関する最優秀銀行

・アジア太平洋のESGファイナンスに関するハウス・オブ・ザ・イヤー

・欧州・中東・アフリカにおけるストラクチャード・エクイティ・ハウス

・2023年エンバイロメンタル・ファイナンス誌ボンド・アワード：BNPパリバは５つの2023年エンバイロメ

ンタル・ファイナンス誌ボンド・アワードを受賞―BNPパリバのホールセールバンキング部門

・グリーン・ボンドに関するリード・マネージャー・オブ・ザ・イヤー（金融機関部門）

・グリーン・ボンドに関するリード・マネージャー・オブ・ザ・イヤー（国際機関および政府系機関

（SSA）部門）

・ソーシャルボンドに関するリード・マネージャー・オブ・ザ・イヤー（法人部門）

・サステナビリティ・リンク・ボンドに関するリード・マネージャー・オブ・ザ・イヤー

・ローン・ストラクチャラー／アレンジャー／コーディネーター・オブ・ザ・イヤー
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グローバル・バンキング事業

グローバル・バンキング事業は、２つの軸で構成されている。１つは、当社グループが提供するあらゆるソ

リューションを通じて、BNPパリバの約4,600の大口法人顧客の銀行ニーズに対応するための商業的サポートで

ある。もう一方は、広範な商品およびサービスのプラットフォームで、以下のものを含む。

・借入れによる資金調達ソリューション（一般的な融資および特殊な資金調達（輸出金融、プロジェクト・

ファイナンス、買収ファイナンスおよびレバレッジド・ファイナンスを含む。））またはグローバル・

マーケット事業に関連する証券化

・M&Aアドバイザリー（買収または売却に関するアドバイザリー・マンデート、戦略的な金融アドバイス、

民営化のアドバイス等）

・債券市場および株式市場における発行業務（新規株式公開、増資、転換社債および他社株転換社債の発行

等）

・トランザクション・バンキング業務のソリューション（流動性管理、キャッシュ・マネジメント、預金調

達、トレード・ファイナンスおよびサプライ・チェーンの管理ならびにグローバル・マーケット事業と共

同で行う関連する外国為替リスクのヘッジ業務）

グローバル・バンキング事業は、以前は３つの独立した地域プラットフォームで組織されていたが、2023年

２月以降、チームの商業的かつ業務的な連携をより確実にし、国際的な規模で顧客に対するより良い支援を可

能にすることを目的として、グローバル化された。

この体制は、当社グループの唯一の銀行というアプローチを強化するものであり、法人向けの業務センター

を利用するあらゆる顧客は、グローバル・バンキング事業の国際的なプラットフォームにアクセスすることが

でき、またその活動に役立つ他のすべての業務センターの専門知識の恩恵を受けることができる。

EMEA地域（欧州・中東・アフリカ）において、グローバル・バンキング事業は、32ヶ国で展開されている。

かかる配置は、当社グループのコマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務に密接に関連して

創出された「企業にとって唯一の銀行」という取組を強化しており、2023年において78のトレード・センター

のネットワークを含んでいる。

アジア太平洋において、グローバル・バンキング事業は、1,200社を超えるアジアの企業および900社を超え

る多国籍企業の顧客をカバーし、12ヶ国で展開している。

南北アメリカにおいて、グローバル・バンキング事業は、米国、カナダおよびラテンアメリカの６ヶ国で約

700社の企業および500社の多国籍企業にサービスを提供している。

 

2023年の賞

・2023年ユーロマネー誌アワード

・西欧における最優秀投資銀行

・西欧のサステナブル・ファイナンスに関する最優秀銀行
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・2023年インターナショナル・ファイナンシング・レビュー（IFR）誌アワード

・欧州・中東・アフリカでのローン・ハウス

・ユーロ建て債券に関するハウス

・サステナビリティに関する最優秀銀行

・2023年エンバイロメンタル・ファイナンス誌ボンド・アワード

・ソーシャルボンドに関するリード・マネージャー・オブ・ザ・イヤー（法人部門）

・サステナビリティ・リンク・ボンドに関するリード・マネージャー・オブ・ザ・イヤー

・ローン・ストラクチャラー／アレンジャー／コーディネーター・オブ・ザ・イヤー

・2023年グローバル・ファイナンス誌

・2023年世界最優秀投資銀行（西欧債券部門）

 

2023年のランキング

・欧州の大企業顧客への総合的な市場浸透度において第１位（注１）

・欧州・中東・アフリカでの全債券発行において第１位（注２）

・欧州・中東・アフリカでのシンジケート・ローンにおいて第１位（注２）

・欧州・中東・アフリカでの証券化取引において第１位（注２）

・サステナブル・ボンドにおいて第１位（注３）

 

(注１)　出典：2023年コーリション・グリニッジ、欧州の大企業向け銀行および欧州の大企業向けキャッシュ・マネジメ

ント調査（欧州の大企業向け銀行市場浸透率）。

(注２)　出典：ディールロジック社、2023年12月31日現在。

(注３)　出典：ブルームバーグ社、2023年12月31日現在。

 

グローバル・マーケット事業

グローバル・マーケット事業は、様々な法人顧客および機関投資家（会社、金融機関、プライベート・バン

ク、販売会社等）にすべての資産区分に関する投資、ヘッジ、資金調達、調査およびマーケット・インテリ

ジェンスの商品およびサービスを提供している。

世界中の金融市場においてかなりの市場シェアを有し、業界のリーダーであり、また優れたプロバイダーの

１つとして常に評価されているグローバル・マーケット事業は、株式市場、金利市場、為替市場、現地市場お

よび信用市場において幅広い金融商品および金融サービスを提供している。グローバル・マーケット事業は、

4,400人を超える従業員を擁し、世界中を対象とし、特にロンドン、パリ、ブリュッセル、ニューヨーク、香

港、シンガポールおよび東京等の多くの大規模業務センターを含む世界中の30を超える市場において事業を

行っている。

グローバル・マーケット事業は、２つの中核的な業務にわたり、３つのグローバルな事業部門からなる。

・フィクスト・インカム、為替およびコモディティ業務

・グローバル・マクロ：外国為替、グローバル・レート、現地市場、コモディティ・デリバティブ

・グローバル・クレジット：デット・クレジット・マーケット・ボンド、クレジット、証券化
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・株式およびプライム・サービス業務

・グローバル・エクイティ：株式デリバティブ、現物株、プライム・サービス

グローバル・マーケット事業はまた、テクノロジー・プラットフォーム事業の傘下で、長年の実績を誇る外

国為替プライム・ブローカレッジ事業および世界有数のデリバティブ取引・清算サービスも提供している。

BNPパリバは、世界を舞台に欧州市場をリードする立会所となるための戦略を遂行している。投資と有機的

成長の両方を通じて、同行は３つの事業にわたって包括的な市場サービスを構築した。

当年度において、株式ブローカーであるエクサンのBNPパリバへのグローバルな統合が完了した。2022年の

BNPパリバのプライム・サービス業務の立ち上げと同行が長年培ってきたエクイティ・デリバティブの専門知

識を合わせると、今回の発表は、同行のグローバル・エクイティに関するサービス提供の確立を意味する。

また、グローバル・マーケット事業の意欲的な成長戦略の新たな段階を示すものでもあり、世界を舞台に欧

州で第１位の立会所の地位を狙っている。

インフレ傾向の持続等、マクロ環境の不確実性が続く中、グローバル・マーケット事業は、その包括的な商

品群を通じて一貫して優れたサービスを提供し続け、グローバルな顧客にとって強力で信頼できる欧州のパー

トナーとして機能してきた。

グローバル・マーケット事業はまた、カーボン・ニュートラルな経済および社会的責任のある世界の実現を

促すことを目的として、顧客が市場でのすべての業務にESG基準を織り込むのを支援する新たな方法を導入

し、サステナブル・ファイナンスの市場におけるソリューションを拡大している。

 

2023年の賞

・2023年エネルギー・リスク誌アワード―OTC・トレーディング・プラットフォーム・オブ・ザ・イヤー

・2023年グローバル・キャピタル誌デリバティブ・アワード―グローバル・デリバティブ・ハウス・オブ・

ザ・イヤー、欧州・アジアにおけるデリバティブ・ハウス・オブ・ザ・イヤー、欧州・アジアにおけるエ

クイティ・デリバティブ・ハウス・オブ・ザ・イヤー

・2023年リスク誌アワード―インフレーション・デリバティブ・ハウス・オブ・ザ・イヤー

・2023年エンバイロメンタル・ファイナンス誌ボンド・アワード―ソーシャルボンドに関する年間最優秀

リード・マネージャー（法人部門）、グリーン・ボンドに関する年間最優秀リード・マネージャー（金融

機関部門）、グリーン・ボンドに関する年間最優秀リード・マネージャー（国際機関および政府系機関

（SSA）部門）、サステナビリティ・リンク・ボンドに関する年間最優秀リード・マネージャー

・2023年インスティテューショナル・インベスター誌欧州先進国におけるランキング―欧州先進国の産業調

査プロバイダー第１位、総合リサーチプロバイダー同率第１位、アナリスト個人ランキング第１位、専門

営業第１位、セールス第１位

・2023年FXマーケット誌eFXアワード―年間最優秀アルゴ・プロバイダー
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・2023年ストラクチャード・リテール・プロダクツ社ヨーロッパ・アワード―ベスト・ストラクチャード・

プロダクト・テクノロジカル・ソリューション、ベスト・ハウス・オートコール、北欧におけるベスト・

ハウス、東欧におけるベスト・ハウス、ドイツにおけるベスト・パフォーマンス賞、イタリアにおけるベ

スト・パフォーマンス賞

・2023年グローバル・キャピタル誌ボンド・アワード―ユーロ建ての最優秀SSA・ハウス、国際機関や政府

系機関等のための最優秀ESG投資銀行、ユーロ建ての最優秀FIG・ハウス、ユーロ建ての社債に関する最優

秀ハウス、社債に関する最優秀シンジケート・チーム、法人のスワップおよびその他のデリバティブに関

する最優秀銀行、法人およびFIGの借手のための最優秀ESG投資銀行、中東欧の債券に関する最優秀銀行、

中東欧・中東・アフリカにおけるESG資本市場に関する最優秀銀行、中東欧・中東・アフリカの債券オリ

ジネーションに関する最優秀銀行、成長の著しい新興国市場の債券に関する最優秀銀行

・2023年ザ・トレード誌―アルゴリズム取引に関する調査（ロングのみ）

・2023年インターナショナル・ファイナンシング・レビュー（IFR）誌アワード―債券に関するハウス・オ

ブ・ザ・イヤー、欧州での投資適格社債に関するハウス・オブ・ザ・イヤー、金利デリバティブ・ハウ

ス・オブ・ザ・イヤー

・2023年トレジャリー・マネジメント・インターナショナル誌テクノロジー・イノベーション・アワード―

リスク・マネジメント・ソリューションに関する最優秀賞（カントックス）

・2023年ジェスション・ドゥ・フォーチュン誌－最優秀ストラクチャード・プロダクツ・プロバイダー

・2023年グローバル・キャピタル誌ヨーロピアン・セキュリタイゼーション・アワード―ABS・バンク・オ

ブ・ザ・イヤー、スペシャリティ・ファイナンス・バンク・オブ・ザ・イヤー

・2023年ユーロマネー誌外国為替アワード―イノベーションに関する最優秀FX銀行、e-FX取引に関する最優

秀銀行、ベスト・FX・マーケット・イノベーター、取引技術に関する最優秀FX銀行

 

2023年のランキング

・欧州・中東・アフリカのデット・キャピタル・マーケットでのブックランナーによる債券数で第１位

（2023年度）（注１）

・ブックランナーによるユーロ建てデット・キャピタル・マーケットでの債券数で第１位（2023年度）（注

１）

 

（注１）　出典：ディールロジック社デット・キャピタル・マーケットの四半期ランキング（2023年度全体）。

 

証券管理事業

証券管理事業は、証券管理において世界的に重要な役割を果たしているプレーヤーの１つであり、12,382十

億ユーロの保管資産および2,468十億ユーロの管理資産を有する。証券管理事業は、90を超える市場をグロー

バルに網羅しており、カストディのネットワークは、業界内で最も広範なものの１つである。
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証券管理事業は、機関投資家のESG移行過程を支援するために開発した様々なツールおよび資源の一部とし

て、2023年に投資コンプライアンスのスクリーニング機能を強化し、カスタマイズ可能で柔軟なESG基準を含

めることで、機関投資家のポートフォリオについての責任ある監視を可能にした。

証券管理事業は以下のとおり、投資サイクルに関与するすべての者に対してソリューションを提供してい

る。

・投資銀行、ブローカーディーラー、銀行および市場インフラ（売り手側の事業者）向けに、世界中のすべ

ての資産区分における実行サービス、デリバティブ清算、地域内外の清算、決済およびカストディのソ

リューションを提供している。ミドルオフィスおよびバックオフィス業務の外部委託に関するソリュー

ションも提供している。

・機関投資家（資産運用会社、ヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、不動産および政

府系資産運用ファンド、保険会社、年金基金、ファンド販売会社およびプロモーター（買い手側の事業

者））は、一連の幅広いサービス（グローバル・カストディ、受託銀行サービスおよび受託サービス、名

義書換代理およびファンド販売サポート、ファンド管理およびミドルオフィス業務の外部委託、投資、リ

スク評価および利回り報告）を享受している。

・発行体（オリジネーター、アレンジャーおよび法人）は、広範な管理サービス（証券化およびストラク

チャード・ファイナンス・サービスならびに債権代理サービス）を利用することができる。

・すべての市場参加者向けに、販売および金融サービス（有価証券貸出および借入、外国為替、信用および

担保管理、トライパーティ担保管理、取引サービスならびに融資）を提供している。

 

2023年の賞

・証券管理事業のためのトランザクション・バンク・オブ・ザ・イヤー（2023年ザ・バンカー誌トランザク

ション・バンキング・アワード）

・欧州におけるカストディアン・オブ・ザ・イヤー（2023年ファンズ・ヨーロッパ誌アワード）

・グローバル・カストディアン・オブ・ザ・イヤー、欧州におけるカストディアン・オブ・ザ・イヤー、ア

ジア太平洋におけるファンド・アドミニストレータ―・オブ・ザ・イヤー（2023年アセット・サービシン

グ・タイムズ誌インダストリー・エクセレンス・アワード）

・アジア太平洋におけるベスト・グローバル・カストディアン（2023年アジア・アセット・マネジメント誌

ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード）

・カストディアン・バンク・オブ・ザ・イヤー（2023年グローバル・キャピタル誌グローバル・デリバティ

ブ・アワード）

・ESGサービス賞（2023年セントラル・バンキング誌アワード）

・カストディアン・オブ・ザ・イヤー（2023年ヨーロピアン・ペンション社アワード）

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 471/1141



(2) コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門（CPBS）

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、当社グループのコマーシャルバンキング業務および個

人向けバンキング業務のネットワークならびに専門的金融事業で構成される。

2023年において、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、100,000人を超える従業員を雇用し

ており、BNPパリバの事業部門からの営業収益の54％は、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門に

よるもの（内訳は、61％がコマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務によるもので、39％が

専門的金融事業によるもの）であった。

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門は、以下の国々において、コマーシャルバンキング業務お

よび個人向けバンキング業務を提供している。

・フランス（フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング）、イタリア（BNLバンカ・コ

メルシアーレ）、ベルギー（BNPパリバ・フォルティスのブランドで運営しているベルギーのコマーシャ

ルバンキングおよび個人向けバンキング）およびルクセンブルク（BGL BNPパリバのブランドで運営して

いるルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング）を含むユーロ圏の国々

・ウクライナ、ポーランド、トルコ、コソボ、モロッコおよびアルジェリアならびに中国（出資を通じて）

を含むユーロ圏外の国々

また、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門においては、以下の専門的金融事業も行っている。

・アルバル：マルチブランドな総合リース事業における欧州の大手企業の１つであり、1.7百万台超をリー

スする持続可能なモビリティ・ソリューションの専門業者

・BNPパリバ・リーシング・ソリューション：パートナーおよび顧客のエネルギー転換およびエネルギー移

行を支援する専門的な設備の資金調達における欧州の大手企業

・BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス：欧州における個人向け融資の主要プレーヤーの１社であり、残

高の約40％が自動車市場に特化している。

・BNPパリバ・パーソナル・インベスターズ：ドイツの大手ネット銀行やインドのオンライン・ブローカー

があり、4.5百万の顧客向けに貯蓄および投資に焦点を当てた幅広いリテール・サービスを提供してい

る。ドイツでは３つのブランド（コンソールバンク、DABおよびウェルス・マネジメント・プライベー

ト・バンキング）で、インドでは１つのブランド（BNPパリバ・シェアーカン）で展開している。

・ニューデジタル事業：創業以来フランスで3.7百万を超える口座を開設し、2021年にスペイン、2022年に

ベルギーおよびポルトガル、2023年にドイツでローンチした欧州で成長を続けるニケル（代替的な銀行取

引サービス）やフロア（2022年２月にBNPパリバ・グループに加わったフランスの後払決済（Buy now Pay

Later）最大手で、スペイン、ベルギー、イタリア、ポルトガルおよびフランスで４百万を超える顧客を

有する。）等
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当該部門においては、ホールセールバンキング部門のグローバル・バンキング事業と並行してキャッシュ・

マネジメント業務（大企業の顧客向けで欧州第１位（注１））、トレード・ファイナンス業務（欧州第１位

（注１））およびファクタリング業務（欧州第１位（注２））を提供することにより、「企業にとって唯一の

銀行」というアプローチで、コマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務の法人顧客向けサー

ビスを展開している。

ウェルス・マネジメント事業は、コマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務において、プ

ライベート・バンキング・サービスを展開している。部門横断型のチームである「Partners in Action for

Customer Experience（PACE）」の目的は、コマーシャルバンキング業務および個人向けバンキング業務に

よって、より良い顧客体験を提供できるよう支援することにある。ハロー・バンク！は、フランス、ベルギー

およびドイツにおける当社グループの中心的なネット銀行であり、2023年12月末には3.4百万の顧客を有して

いた。このように、当行は多様な顧客基盤（個人、プロ投資家、小規模企業および法人）の需要に適応した一

連のソリューションを提供している。

 

(注１)　バンキング2023およびコーリション・グリニッジのヴォイス・オブ・クライアント、2023年欧州の大企業向け

キャッシュ・マネジメントおよび2023年欧州の大企業向けトレード・ファイナンス調査。

(注２)　世界中の加盟団体の概要|FCI。

 

フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBF）

フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBF）は、23,000を超える従業員を擁し、

すべてのプロジェクトの面で顧客の支援を行っている。フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバ

ンキングは、7.2百万の個人顧客、729,000のプロ投資家および零細事業体、32,800社を超える法人顧客（中小

企業、中規模企業および大企業）ならびに54,000の団体に対し、ファイナンシング、支払業務、富裕層向け資

産運用業務および保険における革新的なソリューションを提供する。

したがって、フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングは、プライベート・バンキング

業務およびコーポレート・バンキング業務においてトップの地位を、ならびにリテール・バンキング業務およ

びプロ向けバンキング業務において強固な地位を築いている。最良のデジタル技術と人的交流を組み合わせる

ことにより、同事業は、特化したチームおよび専門家を用い、基幹となる銀行業務から、セルフケア・ソ

リューションを通じカスタマイズされたガイダンスに及ぶ広範なインターフェース能力を顧客に提供する。

フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングは、142の地区をカバーする10の地域を構造

化し、事業部門間のシナジー効果を維持しながらすべての顧客基盤との適切な近接性の水準を確保することを

可能にした。

以下のとおり、顧客基盤はすべて、その顧客のニーズに適切な分野に特化している。

・個人顧客およびプロ投資家向けの、BNPパリバおよびBNPパリバ－バンク・ド・ブルターニュのブランドで

運営している1,599の支店および4,193の現金自動預入支払機（注１）

また、フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキングは以下に基づき、顧客に完全なオン

ライン機能を提供している。
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・４百万を超える独自のデジタル顧客（四半期中に１回以上サイトまたはアプリで認証をした顧客）（そ

のうちモバイル端末を使用する顧客が3.3百万）が利用するサービスを提供している、

「mabanque.bnpparibas」ウェブサイトおよびモバイルアプリである「マイ・アカウント（My

Accounts）」（注２）

・BNPパリバのオンライン銀行であるハロー・バンク！。デジタル・カスタマー・リレーションズにおい

て４年連続第１位のハローバンク！は、800,000人を超える個人顧客に、日常的な銀行業務、与信ソ

リューション、貯蓄、保険および株式投資ソリューション等、包括的な商品およびサービスを提供して

いる。2023年に10周年を迎えたハロー・バンク！は、ハロー・バンク！プロと合わせて、個人および小

規模企業の両方にサービスを提供する唯一のオンライン銀行である。

・電子メール、電話、チャットまたはセキュア・メッセージングにより受けた要求を処理する各地域に設

置された９つのカスタマー・サービス・センター

・小規模企業の顧客向けの、近接性と専門性を併せ持つ、200の拠点が集まった43の起業家スペースからな

る独自の専用システム

・プライベート・バンキング顧客向けにフランス全国に所在する（250,000ユーロ超の金融資産を有する顧

客向けの）プライベート・バンキング・センターおよび（５百万ユーロ超の金融資産を有する顧客向け

の）14のウェルス・マネジメント・オフィス。これによりBNPパリバのプライベート・バンクはフランス

国内のウェルス・マネジメントにおいて主導的なプライベート・バンクとなっている（注３）。

・法人顧客向けの、多様なスキルおよび専門チームを結集した巨大な組織

・中小企業、中規模企業および得意先顧客のための39の業務センター。この業務センターは、６つの専門

的な部門（イノベーション、不動産、イメージおよびメディア、グリーン・デスク、非営利組織および

ソーシャルインパクトならびに銀行業務および金融のサービス）および社会的かつ環境的な移行に特化

した１つのスキル・アンド・アドバイス・センターを含み、顧客の特定のニーズに合ったカスタマイズ

されたソリューションを提供している。

・中小企業／中規模企業の顧客のための、アドバイザリー・バンカーのチームおよび事業部門と子会社間

のシナジー（M&A、ストラクチャード・ファイナンス、プライベート・エクイティ、株式市場および資

産最適化）を活かした独自の投資銀行としての機能

・25のトレード・センターおよび６つのトレーディング・ルーム

・業務支援サービス（クライアント・サービス）、キャッシュ・カスタマー・サービス（CCS）および特

定のカスタマー・サポート・センター

・新規事業および革新的な企業を支援するための65のWAIハブ（注４）ならびにエコシステムに関する促

進および交流の場として、イノベーションに特化した１つのハブであるWAIパリ。BNPパリバは、フラン

ス全土にいる100人ほどのWAIのバンカーを通じて、現在4,000社超を支援しており、その中にはNext40

企業の88％、FT120企業の78％およびフレンチテック2030（FrenchTech 2030）の80％が含まれている

（注５）。
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・ファクタリングにおいて欧州で主導的地位にある事業者の１つであり、売掛債権やサプライヤーの管理に

関するソリューションを提供するBNPパリバ・ファクター、設備投資の会社であるBNPパリバ・デヴェロッ

プモン、個人事業主の顧客および中小企業による株式市場での投資または資金調達を支援するポルザンパ

ルク、金融商品の外注に特化した会社であるコパルティスならびに映画および視聴覚のファイナンスの大

手企業で、プロジェクト・ローンの組成を主な業務とするコフィロワジールを含む専門子会社

・フランスの海外領土の顧客向けに、個人、プロ投資家、プライベート・バンキングおよび法人の顧客に特

化した、４つの地方の子会社、フランス本土における複数のチームおよび経済利益団体（GIE）（２つの

WAI（ガイアナのアンティル諸島）および２つのグリーン・デスク（ガイアナのアンティル諸島）を含

む。）

・すべての取引・取立処理業務を行う44の生産販売支援支店、バックオフィス

2023年後半に実施された３つの独自調査（注６）により、フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向

けバンキングが、BNPパリバおよびハロー・バンク！のブランドでデジタル・リーダーシップを発揮している

ことが証明された。

・アドヴァン社は、BNPパリバの２つの銀行アプリである「マイ・アカウント（My Accounts）」および「ハ

ロー・バンク！」について、2023年の最優秀銀行アプリとして注目している。

・シア・パートナーズ社においては、BNPパリバはフランスの銀行支店網の中でモバイルアプリで第１位と

なっている。

・デロイト社においては、BNPパリバおよびハロー・バンク！はデジタル顧客サービスの最優秀賞となって

いる。

マインドフィンテック社（Mindfintech）において、ハロー・バンク！のアプリは、オンライン・バンキン

グ市場で最も革新的なものとして2023年に評価されている。

BNPパリバ・プライベート・バンキングは、2024年にユーロマネー誌ならびに2023年にデジタル・バンカー

誌、グローバル・ファイナンス誌およびワールド・ファイナンス誌における投票で、フランスにおける最良の

プライベート・バンクに選ばれた。BNPパリバ・プライベート・バンキングは、2023年にシティワイヤー

（Citywire）より、年間最優秀アドバイザー・ネットワーク賞にも選ばれている。

 

(注１)　2023年11月10日現在。

(注２)　出典：デジタル・マンスリー・モニタリング－TDMC（デジタル・トランスフォーメーション・アンド・カスタ

マー・マーケティング）、BNPパリバ、2023年12月。

(注３)　2024年ユーロマネー誌のランキングで、運用資産の基準に基づいている。

(注４)　We Are Innovation.の頭文字。

(注５)　出典：2023年12月WAI。

(注６)　コンサルティング会社であるアドヴァン社、シア・パートナーズ社およびデロイト社が実施した2023年の調査で

は、フランス市場におけるリテール銀行、ネット銀行およびフィンテックのアプリを比較している。
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BNLバンカ・コメルシアーレ

BNLバンカ・コメルシアーレは、イタリアにおいて、総資産に基づくと６番目、また顧客貸出金に基づいて

も６番目に大きなコマーシャル＆個人向けバンキングである（注１）。

BNLバンカ・コメルシアーレは、約10,000人の従業員を擁し、広く顧客を支援している。BNLバンカ・コメル

シアーレは、広範囲にわたる銀行取引、金融および保険に関する商品およびサービスを、約2.5百万の個人顧

客（注２）、54,000のプライベート・バンキング顧客（注２）、117,000の小規模企業の顧客（注２）、9,000

の中規模企業および大企業（注２）ならびに3,200の地方自治体および非営利団体（注２）に提供している。

BNLバンカ・コメルシアーレの商品およびサービスの範囲は、事業部門の連携を展開することにより、当社グ

ループの広範な専門知識および総合的なビジネス・モデルに依拠している。

BNLバンカ・コメルシアーレは、５つの地域（ディレツィオーネ・テリトリアリ）ならびにリテール・バン

キング業務（700を超えるライフバンカーおよび300を超える金融アドバイザーのネットワークを含む。）、プ

ライベート・バンキング業務およびコーポレート・バンキングの商品およびサービスを統合した１つの横断的

なダイレクト・バンキングの領域に整理されたマルチチャネルの販売網を活用して、革新的かつ顧客毎のオー

ダーメイドの提供モデルを有する。レテ・ウニタ（Rete Unica）と名付けられたこの体系は、以下のような販

売網全体に相互販売のアプローチを拡大・強化することを目的としている。

・個人顧客およびプロ投資家のための610の支店（年中無休・24時間体制で顧客にサービスを提供するオー

プンBNLマルチチャネル支店（50の支店）を含む。）

・プライベート・バンキングの顧客のためのイタリア全土に整備された27のプライベート・バンキング・セ

ンター

・法人顧客および起業家向けの多角的な組織

・39の法人および中小企業向け業務センター

・地方自治体および公共団体向けの８つのセンター

・顧客の国境を越えた活動のための１つのトレード・センター

・外国に所在するイタリア企業およびイタリアに直接投資する多国籍企業を支援するための、２つのイタ

リアデスク

販売網は以下のものからなる。

・２つの専門ネットワーク：７つのセンターからなる大企業向けネットワークおよび２つのハブからなる

ウェルス・マネジメントのネットワーク

・多数の現金自動預入支払機（1,400台）および拡大領域である最先端のデジタル、オンラインかつモバイ

ルでのバンキング・ソリューション

この体系により、BNLバンカ・コメルシアーレは家計への融資、特に住宅ローン（6.5％の市場シェア（注

３））において重要な地位にあり、またその市場普及率（支店数において3.1％（注４））を上回る預金基盤

を有している（家計の当座預金において3.6％（注３））。
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BNLバンカ・コメルシアーレはまた、企業（貸付において4.4％（注３）の市場シェア）および地方自治体の

市場において定評があり、キャッシュ・マネジメント、国際送金業務、プロジェクト・ファイナンス、ストラ

クチャード・ファイナンスおよび子会社であるイフィタリアを通じたファクタリング（同社は、イタリア第３

位（注５））の専門知識を有すると認められている。

 

(注１)　出典：BNLおよびその競合企業の年次報告書および期間報告書。

(注２)　出典：内部顧客データ。

(注３)　出典：2023年11月のイタリア銀行のデータ。

(注４)　出典：2023年12月31日付のイタリア銀行のデータ。

(注５)　出典：アッシファクトの売上高ランキング。

 

ベルギーのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBB）

BNPパリバ・フォルティスは、ベルギーにおいて、市場シェアで第１位のリテール顧客向け銀行であり（注

１）、法人向け銀行および小規模企業向け銀行として強固な地位を確立している。BNPパリバ・フォルティス

はまた、ベルギーにおいて有数のプライベート・バンクである。コーポレート・バンキング事業もまた、BNP

パリバ・フォルティスがベルギーにおいて第１位（注２）となっている分野であり、法人顧客、公共団体およ

び地方自治体に対してあらゆる金融サービスを提供している。各チームのコミットメントを強みに、同行は顧

客の特定のニーズに融資し、ベルギー経済の発展に積極的に貢献し、社会への深いコミットメントを保証しつ

つ、持続可能なエネルギー移行を支援することを目指している。

2023年１月１日以降、BNPパリバ・フォルティスは、顧客の期待により良く応えるために見直された新しい

業務組織を設置した。

・リテール・バンキング事業は、2.9百万の稼働顧客を擁し（注３）、個人顧客、自営業の顧客および小規

模企業の顧客を対象とし、分野横断的なチームによりサービスを提供する。

・富裕層向けバンキングおよびプライベート・バンキング事業は、0.37百万の稼働顧客を擁し、資産総額

85,000ユーロを超える個人顧客ならびにリベラルな職業に従事する自営業の顧客および法人を対象とし、

専属のリレーションシップ・マネージャーを通じてサービスを提供する。プライベート・バンキング事業

のサービスは、250,000ユーロを超える運用資産を有する個人顧客向けのものである。プライベート・バ

ンキング事業内におけるウェルス・マネジメント部門は、５百万ユーロを超える運用資産を有する顧客を

対象とする。

・コーポレート・バンキング事業は、87,000の稼働顧客を擁し、法人顧客を対象に、専属のリレーション

シップ・マネージャーを通じて、より複雑なニーズに合わせてサービスを提供する（中小企業向けのエン

タープライズ、ならびに大企業、公共機関および機関投資家の顧客向けのコーポレート・カバレッジ）。

BNPパリバ・フォルティスは、ハイブリッドな銀行業務戦略の一環として、物理的なネットワークとデジタ

ル・チャネルを組み合わることで、多様な統合ネットワークを通じて顧客にサービスを提供している。
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・308の支店（うち132は独立した支店である。）は、４つの地域に編成されており、個人顧客、自営業の顧

客および小規模企業の顧客にサービスを提供している。かかる体系は、193のフィントロ（注４）のブラ

ンド下のフランチャイズおよびBポストと提携したBポスト・バンク（完全所有）の656の小売店によって

補完される。

・31の専用のプライベート・バンキング・センターは、１つの遠隔センターおよび２つのウェルス・マネジ

メント・センターを含んでいる。

・ブリュッセルに集結した大企業および上場企業ならびに機関投資家の顧客に特化したチームは、ベルギー

全土に14ヶ所ある中規模企業のためのビジネス・センターのネットワークおよびコーポレート・バンキン

グ事業にて小規模企業のために支店網に常駐する専属のリレーションシップ・マネージャーによって補完

される。

・デジタル・プラットフォームは、インターネット（イージー・バンキング・ウェブ）およびイージー・バ

ンキング・アプリというアプリ（フィントロを含めて累計2.75百万のアクティブユーザー）を通じて、銀

行取引サービスのシステムを完結させている。イージー・バンキング・ビジネスは、企業および自営業者

向けのネット銀行のプラットフォームである。パックスファミリア（PaxFamilia）は、資産の管理、把握

および移転を支援するツールを備えた安全なプラットフォームで、29,700件の契約が結ばれている。デジ

タルなサービス提供は、537,000を超える顧客（注５）を有するネット銀行であるハロー・バンク！に

よって補完されている。これらのデジタル・プラットフォームは、効果的な予算管理ツールを開発するた

めのティンク（TINK）のようなフィンテック企業との積極的な連携によって充実させられている。

・608の現金自動預入支払機のネットワーク（フィントロを含む。）は、BNPパリバ・フォルティス、KBC、

INGおよびベルフィウス（Belfius）との合弁事業（それぞれ25％ずつ保有）であるバトピンの973の現金

自動預入支払機によって補完されている。バトピンは、ベルギー全土で、顧客の流入が多い場所に偏りの

ないキャッシュ・ポイントを設置している。

・１週間に最高60,000件の電話を処理するイージー・バンキング・センターを通じても、顧客が同社を利用

可能である。

BNPパリバ・フォルティスは、デジタル化の展開および顧客体験の向上を継続させ、特に新たな機能および

向上した性能を備えたイージー・バンキングにおいて、遠隔サービスを展開した。ロボットおよびAIをベース

としたカスタマー・サービス・センターが全面的に展開され、顧客および従業員からの増加する照会への対処

を最適化することができている。

BNPパリバ・フォルティスは、2023年に顧客に対するサービスの質が評価され、いくつかの賞を受賞した。

ユーロマネー誌の「ベルギーにおけるデジタル・ソリューションに関する最優秀銀行」および「ベルギーにお

ける最優秀投資銀行」、ザ・バンカー誌の「ベルギーにおける年間最優秀銀行」、プロフェッショナル・ウェ

ルス・マネジメント－ザ・バンカー誌の「ベルギーにおける最優秀プライベート・バンク」ならびにグローバ

ル・ファイナンス誌の「ベルギーにおける最優秀銀行」に選ばれた。
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2022年において、BNPパリバ・フォルティスは、Bポストが保有する50％の株式を取得し、Bポスト・バンク

の100％株主となった。また、BポストとBNPパリバ・フォルティスとの間で、７年間の独占的な商業契約が締

結された。この契約の一環として、Bポストは郵便局のネットワークにおいてBNPパリバ・フォルティスのサー

ビスおよび商品を提供している。2024年１月22日以降、Bポスト・バンクはBNPパリバ・フォルティスに統合さ

れ、Bポスト・バンクの顧客はBNPパリバ・フォルティスに統合された。Bポスト・バンクのブランドは郵便局

から消滅し、BNPパリバ・フォルティスのブランドおよびロゴに取って代わられた。

 

(注１)　出典：2023年ファイナンシャル・マーケット・データ・モニター（2023年12月の2,000世帯の代表サンプルにおけ

る市場調査）。

(注２)　出典：2022年グリニッジ誌。戦略的企業（中規模・大企業）の市場浸透率に関して。

(注３)　Bポスト・バンクの600,000の稼動顧客およびFintroの顧客を除く。

(注４)　2023年12月において、バンカシュアランス事業を積極的に展開するフィントロは、193の支店、909人の従業員、

運用資産14.57十億ユーロ（保険事業を除く。）および361,874の稼動顧客を有していた。

(注５)　5,483のハロー・プロの顧客を含む。

 

ルクセンブルクのコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング（CPBL）

リテール・バンキング市場における市場シェアの16.5％（注１）および中小企業市場における市場シェアの

22％（注２）を占めるBGL BNPパリバは、ルクセンブルクにおいて第２位のコマーシャルバンキングおよび個

人向けバンキングである。

ルクセンブルク国内リテール・バンキング事業、ルクセンブルク国内コーポレート・バンキング事業および

ルクセンブルク国内プライベート・バンキング事業の３つの事業は、経済への資金供給を積極的に支えてお

り、デジタル化に重点を置きつつ、変化する顧客の行動様式および新たな消費パターンに合わせてその戦略お

よびネットワークを適応させている。

それらの事業は、従業員の専門知識を擁しており、以下を通じて顧客の計画を結実させるために支援をして

いる。

・以下を基にした、毎日180,000を超える顧客を支援するリテール・バンキング事業のネットワーク

・個人顧客および法人顧客向けのルクセンブルク各地における28の支店および77の現金自動預入支払機

・支店網、オンライン・バンキング、テレフォン・バンキングおよびモバイル・バンキングを含む革新的

なマルチチャネルによって提供される、包括的かつ多様な商品およびサービス

・顧客のポートフォリオ管理を支援する貯蓄および投資の専門家によるチーム、顧客の住宅取得および建

設の計画に係る融資に助言する住宅ローンの専門家によるチーム、ならびにプロ投資家やリベラルな職

業の方のための専門職

・広範かつ多様な法人顧客基盤に特化したコーポレート・バンク

・140人の従業員によって、大企業および中小企業、公共団体および機関投資家、不動産専門家、社会団

体ならびにスタートアップ企業を支援している。
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・各顧客セグメントは、それぞれのセグメントに特化したアセット・マネージャーならびに資金調達、取

引、キャッシュ・マネジメント、金利・為替リスクヘッジおよびエスクロー口座等、様々な適合ソ

リューションにより、オーダーメイドのサポートを受けることができる。

・法人顧客向け支援には、BNPパリバ・グループの専門的な事業部門へのアクセスに加え、BNPパリバの

「企業にとって唯一の銀行」に基づいた国際的なネットワークへの特権的なアクセスが含まれている。

・５つの拠点を中心として構成され、約3,900の顧客に対して個別に調整した資金管理ソリューションおよ

び資産運用ソリューションを提供するプライベート・バンク

 

(注１)　出典：2022年12月のTNS ILRESの銀行調査。

(注２)　出典：2022年のTNS ILRESの中小企業向け銀行調査。

 

欧州・地中海沿岸諸国

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門内の欧州・地中海沿岸諸国は、ユーロ圏外の個人、プロ投

資家および法人のためのBNPパリバのコマーシャル・バンキング事業を統合したものである。欧州・地中海沿

岸諸国は、事業間の連携および当社グループのリスク分散のアプローチを活かして、幅広い金融サービスおよ

び金融派生サービスを提供している。

2023年４月29日以降、欧州・地中海沿岸諸国は、ポーランド（BNPパリバ・バンク・ポルスカ）、ウクライ

ナ（ウクルシブバンク）、トルコ（TEB A.S.）、コソボ（TEB Sh.A.）、モロッコ（BMCI）およびアルジェリ

ア（BNPパリバ・エル・ジャジーラ）の６ヶ国に展開しており、中国における少数株主持分（南京銀行）もあ

る。

欧州・地中海沿岸諸国は、約23,000人の従業員を擁し、以下の３つの主要な事業部門を通じて顧客を支援し

ている。

・1,400を超える支店網を通じて15百万を超える顧客に提供される、マルチチャネルかつローカルなネット

ワークを含むコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング

・当社グループのインベストメント＆プロテクションサービス部門と連携し、グローバルなウェルス・マネ

ジメント事業を展開することを基礎としたプライベート・バンキング

・42の業務センター、11のトレード・センターおよび多国籍企業のための５つのデスクのネットワークを有

するコーポレート・バンキング

2023年において、欧州・地中海沿岸諸国は、トルコおよびモロッコにおける地震の後、特に当社グループが

拠出したレスキュー＆リカバー基金で連帯を示した（注１）。ウクライナ侵攻の状況下で（注２）、欧州・地

中海沿岸諸国はウクライナへの支援を継続した。
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欧州・地中海沿岸諸国の銀行は、2023年度も当社グループの戦略の実施を継続した。ESGに関しては、例え

ばBNPパリバ・バンク・ポルスカは、Agronomist.plのプラットフォームを通じたカーボン・フットプリント計

算機を立ち上げ（注３）、BNPパリバ・エル・ジャジーラは、戦略的顧客と共同で「循環型経済」のコミュニ

ティ（注４）を立ち上げた。ウクルシブバンクおよびTEB A.S.は、スマート・レディ（Smart Lady）の提供

（注５）およびTEBポートフォリオ・ウィメン・ファースト変額ファンド（TEB Portfolio Women First

Variable Fund）（注６）によるトルコ初の女性変額ファンドにより、女性起業家の支援を継続した。さら

に、BMCIは、企業の資金管理を容易にするBMCI・コネクト・エンタープライズ・バイ・セントリック（BMCI

Connect Enterprises by Centric）というソリューション（注７）を立ち上げ、BNPパリバ・バンク・ポルス

カは、自動車の選定、検索および融資を行うカスタマー・ジャーニーを提供するマンゴー（mamGo）というプ

ラットフォーム（注８）を立ち上げた。2023年において、TEB A.S.、BNPパリバ・バンク・ポルスカ、そして

今回初めてBNPパリバ・エル・ジャジーラが、トップ・エンプロイヤー（Top Employers）に認定された（注

９）。BNPパリバ・バンク・ポルスカはまた、ユーロマネー誌により、ポーランドの法人顧客およびESG顧客に

とっての最優秀銀行にも選ばれた。

 

(注１)　英語のHP―レスキュー＆リカバー基金（urgenceetdeveloppement.bnpparibas）BNPパリバ－レスキュー＆リカ

バー基金。

(注２)　https://ukrsibbank.com/en/news-post/ukrsibbank-consolidated-report/

(注３)　BNPパリバの銀行が養豚のカーボン・フットプリント計算機を立上げ－アグロノミスト（Agronomist）。

(注４)　BNPパリバ・エル・ジャジーラ：「責任ある融資」へのコミットメント－ル・ジューヌ・アンデパンダン（Le

Jeune Indépendant）（jeune-independant.net）。

(注５)　「スマート・レディ（Smart Lady）」－ウクルシブバンクによる女性実業家のための特別オファー｜ウクルシブ

バンク銀行ニュース。

(注６)　イスタンブール証券取引所にて、TEBポートフォリオ・ウィメン・ファースト変額ファンド（TEB Portfolio

Women First Variable Fund）が初日を迎えた。（mondovisione.com）

(注７)　BMCIは新しいe-バンキング・ソリューション「BMCI・コネクト・エンタープライズ・バイ・セントリック（BMCI

Connect Enterprises by Centric）」を発表した。－Le Matin.ma

(注８)　https://www.teamfrance-export.fr/infos-sectorielles/28328/28328-bnp-paribas-pologne-lance-mamgo-une-

nouvelle-plateforme-tout-en-un-pour-lachat-de-voitures

(注９)　https://www.bnpparibas.dz/top-employe/

 

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、欧州の個人向け融資における大手事業者として、約20ヶ国にお

いて、セテレム、フィンドメスティック、アルファクレジット、Cペイ等の複数の商標を持ち、約17,000人の

従業員および23百万を超える顧客を有して、事業を行っている。

2023年、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、成長および収益性を高めるための戦略的変革プロジェ

クトを立ち上げ、これには業務モデルの再編ならびに欧州および英国における事業の再重点化が含まれてい

る。
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BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、顧客の日常的な金融パートナーであり、住宅・個人設備、住宅

リフォームおよびモビリティに関連したプロジェクトを実行するための手段を提供し、予算管理のニーズを支

援している。BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスはまた、金融パートナーを探している卸売、小売および

モビリティのパートナーには、融資ソリューションの宣伝、販売および管理を確実に行うための幅広いサービ

スを提供している。

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、モビリティ・ビジネスにおける意欲を強化し、ステランティス

やジャガー・ランドローバー等の大手メーカーとの提携を引き続き推進した。2023年12月31日現在、自動車関

連残高の比重は41％であり、2025年までに50％に達することを目標としている。

2020年より、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスの目的は、「顧客およびパートナーを支援するため、

より責任あるかつ持続可能なサービス消費の利用機会を促進する。」ということであり、当社およびその事業

活動の長期的な変革のための意欲を示し、またサステナブル・ファイナンスにおけるリーダーになるという

BNPパリバ・グループの目標を後押ししている。

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、この目的を2025年度事業計画の参照枠組として位置づけること

で、ライフスタイルおよび消費の変容によって特に影響を受けるこのセクターにおいて、持続可能な開発を業

績の重要な要素として統合するという意欲を表明している。BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、金融

包摂、住宅のエネルギー転換、持続可能なモビリティおよび循環型経済の４分野で持続的な取組を行い、サス

テナブル・ファイナンスに対する意欲を掲げている。

2023年末現在、サステナブル・ファイナンスの残高は8.9十億ユーロに達し、残高全体の８％を占めてい

た。これには、住宅のエネルギー移行のための４十億ユーロの融資も含まれている。

フランスでは、デジタル・シェアリングによる包摂のためのセテレム財団が、経済的に不安定な状況にある

フランス人のオンライン消費を適切に支援することを目標に掲げている。

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、全地域において、脆弱な状況にある顧客を検知し支援するシス

テムにより、統制された消費の発展を促進しながら家計を支援している。BNPパリバ・パーソナル・ファイナ

ンスは、消費者の期待や新たなニーズに適応した支払方法と共に、スムーズで迅速かつ安全な顧客体験および

包括的な金融商品の開発を進めている。

これらのすべての課題に対応するため、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、協調的かつ構造的なイ

ノベーションへの取組を追求し、顧客およびパートナーのために付加価値の高いソリューションを考案するこ

とで、消費者の新たな要求に応えている。

 

アルバル

アルバルは、長期車両リースの大手企業であり、モビリティ・ソリューションを専業としている。BNPパリ

バのコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門に属する専門的金融事業として、アルバルは当社グルー

プの総合的なビジネス・モデルの中心に位置している。アルバルは、法人顧客（大規模多国籍企業から中小企

業まで）、パートナー、その従業員および個人に、モビリティを最大限に利用したオーダーメイドのソリュー

ションを提供している。
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2023年度末現在、アルバルは、当社が事業を展開する29ヶ国において8,400人の従業員を有し、300,000を超

える顧客のために1.7百万台を超える車両をリースした。また、アルバルは、カーシェアリング、モビリ

ティ・カードおよびレンタサイクル等、自家用車に代わる移動手段を提供するソリューションの利用者を世界

中で約20,000人抱えている。アルバルは、フルサービスのマルチブランド車両リース部門において、欧州で第

２位、ポーランドで第１位、フランス、スペイン、イタリアおよびベルギーで第２位、オランダで第３位と

なっている（注１）。さらにアルバルは、当該部門において世界で主導的地位を誇り、56ヶ国において合計

4.4百万台を超える車両を有するエレメント－アルバル・グローバル・アライアンス（Element-Arval Global

Alliance）を通じ、戦略的パートナーシップを基盤としている。

アルバルは、2025年までに350,000台の完全電気自動車をリースし、リース車両の事故率を低下させ、事業

を展開する市場におけるより一般的な好循環行動およびエネルギー移行を加速させることを目指している。

 

(注１)　出典：2022年12月末現在のフロスト＆サリバン。2023年に最終合意に達したALDとリースプラン（LeasePlan）の

合併を考慮した場合。

 

BNPパリバ・リーシング・ソリューション

BNPパリバ・リーシング・ソリューションは、運転資金を確保するためのサービスと共にリースおよび資金

調達のソリューションを提供することにより、顧客および産業界のパートナーの事業展開を支援している。

BNPパリバ・リーシング・ソリューションは、実体経済の資金調達の中心的存在として、法人顧客向けに、

それぞれの市場（農業、建設業、IT、通信、輸送、医療、不動産、食品、物流、モビリティ・インフラ等）に

おいて競争力を維持し、責任あるかつ持続可能な方法で発展するために必要となる柔軟性を提供している。

BNPパリバ・リーシング・ソリューションは、パートナー（製造業者、流通業者または再販業者）に対し

て、使用または「サービスとして」の概念に基づく収益性の高いビジネス・モデルを開発することを支援して

いる。

同社は、3,700人の従業員を擁し、欧州の20ヶ国、中国、米国およびカナダで事業を展開している。

BNPパリバ・リーシング・ソリューションの専門家によるチームは以下のとおり支援する。

・設備製造業者およびプロ用ソフトウェア発行業者に対して、販売網および再販業者の販売促進および販売

支援を目的とした包括的なリテール・ファイナンスのソリューションを提供する。

・業務用機器の販売会社、ディーラー、再販業者およびインテグレーターに対して、顧客のニーズに対応し

た幅広いリースに関する商品およびサービスを提供する。

・法人顧客、地方自治体およびプロ投資家に対して、投資資金の調達のためのソリューションを提供する。
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2023年に、BNPパリバ・リーシング・ソリューションは、330,000件を超えるプロジェクトに総額15.5十億

ユーロの融資を行った。2023年12月末現在の運用資産の総額は39.6十億ユーロであった。

2023年に、BNPパリバ・リーシング・ソリューションは、欧州におけるリースに特化した雑誌であるリーシ

ング・ライフ誌によって「ベンダー・ファイナンス・プロバイダー・オブ・ザ・イヤー」と評価され、また

「エネルギー移行に関する資金調達プログラムの最優秀賞」を受賞した（出典：第21回年次リーシング・ライ

フ ・ カ ン フ ァ レ ン ス ・ ア ン ド ・ ア ワ ー ド 2024― ア リ ー ナ ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル （ arena-

international.com））。

気候変動および環境変化が進む世界において、BNPパリバ・リーシング・ソリューションは、低炭素機器

（例えば、EV充電器、産業用電気自動車等）への融資によって、パートナーおよび顧客の環境移行を支援し、

また多様性、平等および包摂のロードマップをさらに発展させることに引き続きコミットしている。

 

BNPパリバ・パーソナル・インベスターズ

BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは、ネット銀行および投資業務に特化している。BNPパリバ・パー

ソナル・インベスターズは、5.3百万の顧客（2023年12月現在、うちドイツの顧客が2.0百万）に対し、幅広い

銀行取引、融資、貯蓄商品および短期から長期にわたる投資関連のサービスをモバイルアプリ、オンライン、

電話または対面で提供している。また、意思決定手段、助言、および分析結果を提供している。

BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは、独立した金融アドバイザー、資産運用会社およびフィンテッ

クに対してもサービスおよびITプラットフォームを提供している。サービスには、市場アクセス、取引、口座

管理および保管のサービスが含まれる。

BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは、ドイツおよびインド（注１）を網羅しており、現在、約3,700

人の従業員を有している（2023年12月現在、うちドイツにおける従業員が約1,100人（注２））。

・ドイツにおいて、BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは個人顧客を対象としたコンソールバンク、

企業パートナー間取引における顧客のためのDAB BNPパリバおよび富裕層の個人顧客を対象としたBNPパリ

バ・ウェルス・マネジメント・プライベート・バンキングという３つのブランド名で事業を行っている。

コンソールバンクは、フルサービスを提供するダイレクト・バンクであり、ドイツのネット銀行のパイオ

ニアの１つで、2024年に30周年を迎える。2023年には金融専門誌であるフォーカス・マネー誌から最優秀

オンライン・ブローカー賞を受賞している（注３）。DAB BNPパリバは、金融ポートフォリオの管理者の

ためのプラットフォームで、フィンテックのサービス・プロバイダーである。BNPパリバ・ウェルス・マ

ネジメント・プライベート・バンキングは、投資可能資産250,000ユーロ超の顧客を対象に、銀行サービ

スを提供している。

・シェアーカンは、インドで最大手のオンライン仲介業者のうちの１つである（注４）。その業務規模は、

130の支店および4,000を超えるビジネス・パートナーのネットワークを通じて28州541市にまで拡大して

おり、約3.2百万の顧客に対してサービスを提供している。
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(注１)　2023年12月13日以降、当社グループは未来グループ（Mirae Group）との間でインド事業の100％売却に調印し

た。最終的な契約締結は、必要なすべての規制当局の承認を得ることが条件となっている。

(注２)　統合部門の従業員を除いたフルタイム当量。

(注３)　ボーゼンハンデル（BÖRSENHANDEL）：グッター・ディール（Guter Deal）－フォーカス・オンライン。

(注４)　インド国立証券取引所により公表されたデータに基づく順位。

 

ニケル

2017年のニケルの買収をもって、BNPパリバは、簡単で便利なサービスを通じた支払および受領に関する顧

客のニーズに応えた。ニケルは、欧州に10,000を超えるたばこ販売店およびニケル・ポイント（Nickel

Points）の提携を持ち、フランスの大手当座預金の販売会社で、市場において強固な地位を確立している。国

中に設置されたデジタル・モデルおよび販売方法による恩恵を受けて、ニケルは、年間を通じて持続的な顧客

獲得率を維持し、2023年９月に月間57,500を超える口座の開設というフランスにおける史上最多の新規口座開

設も記録した。ニケルは、2023年12月31日現在、欧州において3.7百万口近くの口座の開設を記録した。欧州

では、ニケルはスペイン、ベルギーおよびポルトガルで急成長し、2023年９月にはドイツで業務を開始した

が、常にデジタルと物理的な販売店網を組み合わせた同じモデルで運営している。

 

フロア

フロアは決済機能の草分け的存在として、分割払いソリューション、ローンおよび銀行カードを提供してい

る。フロアは、大手電子小売業者、主要な旅行会社およびフィンテック企業のパートナーであり、これらの企

業向けに最適なサービスを開発している。フロアの商品およびサービスは、顧客にとっては使いやすく、パー

トナーにとっては融合の速さで際立っている。フロアの顧客数は４百万を超え、毎年2.5十億ユーロを超える

商品およびサービスを融資している。フロアでは、フランスおよび欧州を拠点とする約500人の従業員が、新

しいデジタル技術およびデータを活用し、クロスチャネルなユーザー体験を成功させ、革新的な金融サービス

を提供するために日々働いている。フロアは顧客体験を戦略の中心に据えており、ユーザー体験およびカスタ

マー・リレーションズの分野で数々の賞を受賞している（コンテンツスクエア（Contentsquare）のCXアワー

ド、キャドー・ドゥ・デジタル（Cas d'Or du Digital））。

また、フロアは2024年のカスタマー・サービス・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、信用機関部門で４年連続、決

済ソリューション部門で２年目の受賞となった。フランスでリーダー的存在であり、スペイン、ベルギー、イ

タリアおよびポルトガルでも展開されているフロアは、2022年２月にBNPパリバ・グループに加わった。
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(3) インベストメント＆プロテクションサービス部門

インベストメント＆プロテクションサービス（IPS）部門は、保険、貯蓄、投資および不動産のサービスに

特化した当社グループの業務を集約している。個人、プロ投資家、法人顧客および機関投資家のプロジェクト

遂行およびかかる顧客のポジティブ・インパクトを与えたいという意欲を支援するために、以下の方策によっ

て革新的で持続可能な商品の設計に努めている。

・BNPパリバ・カーディフ（30ヶ国超において、8,000人を超える従業員および255十億ユーロの運用資産を

有する。）：人、プロジェクトおよび財産に保険をかけるために、500を超える販売パートナーと共に貯

蓄および保障保険の商品およびサービスを設計、開発および販売している。

・BNPパリバ・ウェルス・マネジメント（19ヶ国において、7,000人を超える従業員（商業銀行を含む。）お

よび415十億ユーロの運用資産を有する。）：富裕層の個人顧客、ファミリー・オフィスおよび起業家の

資産ニーズおよび資金ニーズに応えている。BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、ユーロ圏で有数の

プライベート・バンクである（注１）。

・BNPパリバ・アセット・マネジメント（34ヶ国において、約2,100人の従業員および540十億ユーロの運用

資産を有する。）：個人、法人顧客および機関投資家に投資ソリューションを提供しており、具体的に

は、コンビクション・ベースのアクティブ戦略、流動性に関するソリューション、新興市場、マルチア

セットへの投資、積立投資、クオンツおよびインデックス・ベース投資ならびにプライベート・アセット

を専門としている。2023年１月、インベストメント＆プロテクションサービス部門のプライベート・ア

セット管理業務は、BNPパリバ・アセット・マネジメントに集約した専門ビジネス・ユニット「プライ

ベート・アセット」に再編された。

・BNPパリバ・プリンシパル・インベストメンツ：BNPパリバの非上場および上場の産業投資ならびに商業投

資に対するポートフォリオ運用を担っている。

・BNPパリバ・リアル・エステート（14ヶ国（提携先と合わせて24ヶ国）において、約4,400人の従業員およ

び26.1十億ユーロの運用資産を有する。）：機関投資家、オーナー、法人、地方自治体、個人等の顧客に

対して、開発、取引、コンサルティング、鑑定、投資運用および不動産管理を含む不動産のライフサイク

ル全般における支援をしている。

インベストメント＆プロテクションサービス部門は、48ヶ国において約19,000人を雇用しており、当社グ

ループにとって重要な成長地域であるアジア太平洋およびラテンアメリカにおいて確固たる地位を築いてい

る。当部門はコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門と緊密に連携し、顧客の貯蓄および投資のニー

ズ（提案、テクノロジー、顧客体験の質、アドバイスの質）を予測すると共に、ホールセールバンキング部門

と連携して機関投資家および大企業向けの最適な投資ソリューションを共同開発している。

インベストメント＆プロテクションサービス部門は、環境・社会・ガバナンスの基準をすべての業務プロセ

スに組み込むことで、BNPパリバがサステナブル・ファイナンスにおける世界のリーダーの一角を占めること

に貢献しようとしている。

 

(注１)　出典：ユーロ圏の主要銀行が公表している2023年９月30日現在の運用資産残高。
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BNPパリバ・カーディフ

30ヶ国超で事業を行っているBNPパリバ・カーディフは、人および資産について、その生涯を通じた保険を

かけるための貯蓄および保障保険の商品およびサービスを設計、開発および販売している。バンカシュアラン

ス・パートナーシップの世界的リーダーであるBNPパリバ・カーディフは、経済の資金調達の主要プレーヤー

であり、返済保証保険（CPI）の世界的リーダーでもある（注１）。

BNPパリバ・カーディフは、80百万人を超える保険加入者に対し、個々の顧客のニーズおよびプロジェクト

に適応した商品を通じて、元本を構築し、成長させると共に、将来に備えるための貯蓄ソリューションを提供

している。BNPパリバ・カーディフは、顧客のニーズの変化に応じるため、損害保険、健康保険、家計保険、

収入保障および支払手段の保険、予測不可能な事象（失業、事故、死亡）に対する保護または個人のデジタ

ル・データの保護に関する商品も提供している。2023年において、世界中にいる8,000人を超える従業員が、

30.3十億ユーロの総保険料収入を生み出すことに貢献した。

BNPパリバ・カーディフは、500を超えるパートナーとの固有のパートナーシップによるアプローチを特に基

礎としている。多様な販売会社とのかかるネットワークは、金融機関、信用機関、自動車関連会社、小売業

者、電気通信会社ならびに金融アドバイザーおよび仲介業者からなる。BNPパリバ・カーディフは、パート

ナーと共に、パートナーのニーズおよびパートナーの顧客のニーズに最適な保険ソリューション（デジタルか

つマルチチャネルなカスタマー・ジャーニーによりさらにわかりやすく、アクセスしやすく、かつ包括的に

なった商品、および様々なテーマ（退職、雇用、住宅、福祉、老後または自動車サービス（保証および自動車

メンテナンス契約））に沿った統合型サービス・エコシステム）を開発することで、パートナーを支援してい

る。

BNPパリバ・カーディフは、しっかりと将来を見据えて、2023年に変革を続け、デジタル販売のプラット

フォームおよびデジタル事業者との提携を強化した。BNPパリバ・カーディフは、従業員、パートナーおよび

顧客に寄り添い、特に保険をより身近なものにするという中核となる使命を通じて、社会にポジティブ・イン

パクトを与えることを望んでいる。環境への影響を考慮し、BNPパリバ・カーディフは気候に関する取組を強

化している。投資家として、BNPパリバ・カーディフは、保険契約者の投資の意義付けに貢献し、2025年まで

に、ポジティブ・インパクト関連投資に年平均１十億ユーロを投資することを目標に掲げている。また、BNP

パリバ・カーディフは、2050年までにポートフォリオをカーボン・ニュートラルな軌道に乗せることおよび電

力会社関連の投資ポートフォリオの炭素強度を削減することを約束し、ネットゼロ・アセット・オーナー・ア

ライアンス（Net Zero Asset Owner Alliance）に加盟している。

 

(注１)　出典：2023年フィンアコード。
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BNPパリバ・ウェルス・マネジメント

BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、世界中の17の国々でそのプライベート・バンキングのモデルを展

開しており、小規模企業、ファミリー・オフィスおよび資産家からなる顧客基盤にサービスを提供している。

2023年において415十億ユーロの運用資産、7,000人を超える従業員（商業銀行を含む。）ならびに欧州、ア

ジアおよび中東に事業所を有するBNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、世界有数のプライベート・バンク

であり、ユーロ圏における有数のプライベート・バンクとなっている（注１）。

BNPパリバの総合的なビジネス・モデルを基礎として、BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、プライベー

ト・バンカーおよび専任の専門家のネットワークを、顧客に提供している。欧州において、プライベート・バ

ンキング事業は、BNPパリバの商業網の支援を受けている。アジアにおいて、顧客の最も高度なニーズに応じ

るため、プライベート・バンキング事業は、市場において当社グループが確立した地位およびホールセールバ

ンキング部門の専門性から恩恵を受けている。

BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、その実績、評判および専門知識によって業界のグローバル・ベン

チマークとして、金融専門家、ウェルス・マネジメント・エンジニア、一任運用マネージャー、金融アナリス

ト、家族経営に特化したプライベート・バンカー、クレジット・ストラクチャリングの専門家、不動産の専門

家、農村部の土地、芸術および慈善活動等に関するアドバイスならびにBNPパリバ・グループのすべての専門

家への特権的アクセスといった専門家の大規模なネットワークを駆使して、幅広い商品およびサービスを顧客

に提供している。

BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、「起業家および家族」の顧客に寄り添い、顧客の事業および個人

資産の形成、拡大および保全を支援するために、当社グループのあらゆる能力を活用することで、顧客のあら

ゆるニーズに応えることができる。

長年にわたり、持続可能な投資および責任あるイノベーションはBNPパリバ・ウェルス・マネジメントのビ

ジネス文化の中核である。財務実績と社会的および環境的な側面を結びつかせたいという投資家の意欲の現れ

に対応して2006年に始まった「責任ある投資」サービスは、深い専門知識および顧客の個人的な強い信念に基

づいている。BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、持続可能な商品およびサービスの範囲の拡充を中心

に、その展開を徐々に進めた。

さらに、継続的なイノベーション重視の姿勢により、BNPパリバ・ウェルス・マネジメントのデジタル・ソ

リューションの範囲は、独自のカスタマー・ジャーニーを提供するべく拡大し続けている。2023年において、

BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、顧客体験の向上を継続した。例えば、プライベート・アセット・イ

ンベスター・ポータルでは、顧客は私募ファンドへの投資をモニターすることができる。顧客体験、業務効率

およびリスク管理の改善のため、人工知能に基づく使用例も各拠点で導入された。

BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、2023年には以下のものを含む70を超える賞を受賞した。

・欧州における最優秀プライベート・バンク、欧州における最優秀デジタル・プライベート・バンク、欧州

における一任ポートフォリオ運用（DPM）提供の最優秀賞：2023年ユーロマネー誌グローバル・プライ

ベート・バンキング・アワード（wealthmanagement.bnpparibas）－ユーロマネー誌が授与する合計16の

栄誉ある賞を受賞
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・フランスにおける最優秀プライベート・バンク、中東における最優秀プライベート・バンク、グローバ

ル・プライベート・バンキング・イノベーション・アワードにおける最も革新的なプライベート・バン

ク：グローバル・プライベート・バンキング・イノベーション・アワード－デジタル・バンカー誌

・起業家のための最優秀プライベート・バンク、ベルギーにおける最優秀プライベート・バンク、香港にお

ける最優秀プライベート・バンク（プロフェッショナル・ウェルス・マネジメント－ザ・バンカー誌）：

2023年プロフェッショナル・ウェルス・マネジメント－ザ・バンカー誌プライベート・バンキング・ア

ワード－ザ・バンカー誌

・2023年ウェルスブリーフィング誌ウェルス・フォー・グッド・アワードにおいて社会的責任投資（SRI）

およびインパクト・オファリングの最優秀賞

・ウェルスブリーフィング誌ヨーロピアン・アワードにおいてデジタル・サービスおよびカスタマーパスに

関する最優秀プライベート・バンク

 

(注１)　ユーロ圏の主要銀行が公表している2023年９月30日現在の運用資産残高。

 

BNPパリバ・アセット・マネジメント

BNPパリバ・アセット・マネジメントは、BNPパリバ・グループの資産運用に特化した部門であり、34ヶ国で

約2,100人の従業員を有し（注１）、欧州およびアジア太平洋地域で大きな商業的存在感を示している。BNPパ

リバ・アセット・マネジメントは、BNPパリバの総合的なビジネス・モデルを通じて、大規模な海外の顧客基

盤にサービスを提供し、BNPパリバの商業銀行内の販売網との近い関係を有している。BNPパリバ・アセット・

マネジメントは、欧州で10番目に大きな資産運用会社と位置付けられ（注２）、合計540十億ユーロの資産を

運用し（注１）、525人の投資専門家を有する（注１）。

BNPパリバ・アセット・マネジメントは、個人投資家（BNPパリバ内部の販売会社（プライベート・バンクな

らびにコマーシャルバンキングおよび個人向けバンキング）ならびに外部の販売会社を通じて）、法人ならび

に機関投資家（保険会社、年金基金、公的機関）に投資ソリューションを提供している。BNPパリバ・アセッ

ト・マネジメントは、コンビクション・ベースのアクティブ戦略、流動性に関するソリューション、新興市

場、マルチアセットへの投資、積立投資、クオンツおよびインデックス・ベース投資ならびにプライベート・

アセットを含む、特有の専門知識を築いている。

BNPパリバ・アセット・マネジメントの優先事項は、その投資戦略および哲学の中核において持続可能性を

位置付けることによって、顧客にとって長期的かつ持続可能なリターンを実現することである。この点におい

て、2023年、BNPパリバ・アセット・マネジメントは、デンマークの大手天然資源専門会社インターナショナ

ル・ウッドランド・カンパニー（International Woodland Company）の株式の過半数の取得を完了した。かか

る取得は、特にプライベート市場における持続可能性に関連した投資戦略への前向きなアプローチを示すもの

である。また、BNPパリバ・アセット・マネジメントのネットゼロおよび生物多様性のロードマップの枠組に

おけるコミットメントにも貢献している。
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BNPパリバ・アセット・マネジメントは、持続可能性に関わる主要なプレーヤーとなっている（注３）。BNP

パリバ・アセット・マネジメントの欧州を拠点とするオープンエンド型ファンドの運用資産の90％（注４）に

相当する254.2十億ユーロ（注４）が欧州のサステナブル・ファイナンス開示規則（SFDR）（注５）（持続可

能性の潜在性に応じてファンドを識別するもの）の第８条（環境もしくは社会の特性の促進）または第９条

（持続可能な投資目的）に分類されている。この位置付けは、フランスおよびベルギーにおける139.5十億

ユーロの資産（注４）に相当する171（注４）の認証ファンド（注６）によって裏付けされている。BNPパリ

バ・アセット・マネジメントは、欧州で最多の認証付きのETFおよびインデックス・ファンド（注７）を取り

揃えている（注８）。

BNPパリバ・アセット・マネジメントはまた、エネルギー移行の成功、健全な生態系および社会におけるよ

り一層の平等を組み込んだビジネス・モデルを推進するために、企業および公的機関に働きかける能力を発揮

している。BNPパリバ・アセット・マネジメントは、責任ある投資の最良の慣行によって、シェアアクション

（ShareAction）の「ランキングおよび一般的な調査結果」（注９）報告書の第１部－ポイント・オブ・

ノー・リターンズ2023（Point of No Returns 2023）において、２度目の第２位を維持した。

BNPパリバ・アセット・マネジメントはまた、４年連続で、2023年ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワードの

アジアにおけるESG（注10）に関与する最優秀資産運用会社賞および2023年セントラル・バンキング・アワー

ドのグローバルESGサービス賞（注11）を受賞した。

 

(注１)　出典：BNPパリバおよびBNPパリバ・アセット・マネジメント、2023年12月31日現在。

(注２)　出典：2023年IPE誌資産運用会社トップ500。

(注３)　BNPパリバ・アセット・マネジメントが、2023年12月31日時点のモーニングスターのデータに基づき分析したとこ

ろ、持続可能なテーマ別戦略では欧州第２位。

(注４)　出典：BNPパリバ・アセット・マネジメント、2023年12月31日現在。

(注５)　SFDR：サステナブル・ファイナンス開示規則。

(注６)　BNPパリバ・アセット・マネジメントは、現在の一連の認証ファンドを新しいSRI認証の仕様に合わせることを目

指している。

(注７)　ETF：上場投資信託。

( 注 ８ ) 　出 典 ： BNP パ リ バ ・ ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト が 、 2023 年 ８ 月 末 時 点 の www.lelabelisr.fr 、

www.towardssustainability.beおよびモーニングスターのデータから得たファンドのリストに基づき分析した。

(注９)　出典：https://shareaction.org/reports/point-of-no-returns-2023-part-i-ranking-and-general-findings

(注10)　ESG：環境・社会・ガバナンス。

(注11)　https://www.centralbanking.com/awards/7954723/esg-services-bnp-paribas

 

BNPパリバ・リアル・エステート

BNPパリバ・リアル・エステートは、広範なサービスおよび約4,400人の従業員により、建設時の設計から

日々の管理まで、不動産開発、取引、コンサルティング、鑑定、投資運用および不動産管理の事業部門を通じ

て、不動産のライフサイクル全般において顧客をサポートしている。

このマルチセクターによるサービス提供には、あらゆる種類の資産（オフィス、住宅、倉庫、物流プラット

フォーム、小売販売店、ホテル、宿泊施設、土地等）が含まれる。

かかるサービス提供は、機関投資家、オーナー、法人顧客（中小企業、大企業グループ）、公共団体、地方

自治体または個人であるかを問わず顧客のニーズに基づいて提案される。
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BNPパリバ・リアル・エステートは、商業用不動産サービスにおいて、24ヶ国で以下のものを利用して事業

を行っている。

・11の欧州の国々における直轄オフィス。当社は、欧州大陸では、大手のうちの１つとなっており、その主

な市場はフランス、ドイツおよび英国である。当社は、ベルギー、スペイン、アイルランド、イタリア、

ルクセンブルク、オランダ、ポーランドおよびポルトガルにも存在している。

・香港（中国の特別行政区）、ドバイおよびシンガポールのプラットフォーム。現地の投資家による欧州で

の不動産戦略を支援する。

・その他の国々（オーストリア、ギリシャ、ハンガリー、ジャージー、北アイルランド、ポルトガル、チェ

コ共和国、ルーマニア、スロバキア、スイスおよび米国）の現地提携先との商業上の提携ネットワーク

住宅用不動産およびオフィス用不動産の開発において、BNPパリバ・リアル・エステートは、主にパリ地域

ならびにボルドー、リヨン、マルセイユおよびニース等の複数の主要地方都市で事業を行っている。海外で

は、ドイツ、英国およびイベリア半島で不動産開発に携わっている。

BNPパリバ・リアル・エステートは、常にサービスを向上させるため、2023年にデータ可視化ソリューショ

ンを開始した。このオンライン・プラットフォームでは、グーグルのフォトリアリスティック３Dタイル技術

を利用し、顧客が所有する不動産および公表データを組み込んで、欧州の３D地図を探索することができる。

このソリューションの特長は、都市における過去の変化を検証し、近隣、都市または国のレベルで将来の変化

を予測することを可能にするデータの相互参照にある。

2023年において、BNPパリバ・リアル・エステートは、以下のものを含むいくつかの賞を受賞した。

・ブローニュ＝ビヤンクールのMETAL 57オフィスビルで４つの賞を受賞。とりわけ以下のものを含む。

・MIPIMアワード「最優秀改装ビル」部門（出典：MIPIM）

・「第三次リフォーム」デベロッパー・ランキング賞（出典：イノバプレス（Innovapresse））

・不動産開発－リヨンの２つの住宅プログラムにシルバーピラミッド２つ（出典：フェデラシオン・デ・プ

ロモーター（Fédération des Promoteurs））

・不動産投資マネジメント－ヴィクトワール・デ・SCPI賞アクセス・ヴァレル・ピエール、オフィス部門受

賞（出典：ル・パルティキュリエ（Le Particulier））

・不動産投資マネジメント－アクセス・ヴァレル・ピエールSCPIは、SCPIが率いるベストオフィスの第３位

にランクインした（出典：ミュー・ヴィーヴル・ヴォートル・アジャン（Mieux Vivre Votre

Argent））。

・人材：2023年フランスにおけるトップ・エンプロイヤー認定（出典：トップ・エンプロイヤー・インス

ティテュート（Top Employers Institute））

・企業の社会的責任（CSR）：カーボン・チャレンジ・トロフィー（出典：CSRニュースおよびCSRチャレン

ジ・トロフィー）
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(4) コーポレート・センター

パーソナル・ファイナンスの住宅ローン貸出業務部門

当社グループの2014年度から2016年度の事業開発計画に従い、パーソナル・ファイナンスの住宅ローン貸出

業務部門は、その大部分が長期的に縮小した状態にあり、2014年１月１日付で「コーポレート・センター」に

移管された。

 

(B) 各部門毎の直近の経営成績に関する分析

上記「A. (A) (2) 事業・事業部門別業績」および同「(3) 展望」を参照。

 

(C) 直近の財政状態に関する分析

(1) 貸借対照表

 

資産

概要：　2023年１月１日以降、BNPパリバ・グループの保険事業体はIFRS第17号「保険契約」およびIFRS第

９号「金融商品」を適用している。この変更による2022年12月31日現在の貸借対照表への影響は、連結財務書

類の注２「IFRS第17号およびIFRS第９号の初度適用による影響」に記載されている。

2023年12月31日現在、BNPパリバ・グループの連結貸借対照表の合計額は、2022年12月31日現在（IFRS第17

号およびIFRS第９号に基づく修正再表示では2,663.7十億ユーロ）から３％減少し、2,591.5十億ユーロとなっ

た。当社グループの主な資産には、現金および中央銀行預け金、純損益を通じて公正価値で測定する金融商

品、顧客貸出金および債権、償却原価で測定する負債証券、保険業務に関連する投資およびその他の資産、な

らびに未収収益およびその他の資産が含まれ、これらは2023年12月31日現在、全体で資産合計の94％（2022年

12月31日現在は91％であった。）を占めている。資産における３％の減少は、主として以下の変化に起因す

る。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融商品における７％の増加（45.8十億ユーロ増加し、2023年12月31

日現在には730.9十億ユーロとなった。）

・資本を通じて公正価値で測定する金融商品における38％の増加（14.5十億ユーロ増加し、2023年12月31日

現在には52.5十億ユーロとなった。）

・保険業務に関連する投資およびその他の資産における５％の増加（11.6十億ユーロ増加し、2023年12月31

日現在には257.1十億ユーロとなった。）

・金融機関貸出金および債権における25％の減少（8.3十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には24.3十

億ユーロとなった。）

・未収収益およびその他の資産における18％の減少（37.8十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には

170.8十億ユーロとなった。）

・バンクウェストの資金生成単位が営んでいる米国のリテールおよびコマーシャルバンキング業務の売却に

伴う売却目的で保有する資産における86.8十億ユーロ減少
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現金および中央銀行預け金：　現金および中央銀行預け金は、2022年12月31日現在（318.6十億ユーロ）か

ら9.5％減少し、2023年12月31日現在には288.3十億ユーロとなった。

 

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品：　純損益を通じて市場価格またはモデル価格で認識される金

融資産は、トレーディング・ポートフォリオ、金融デリバティブ、および性質上、償却原価で認識することま

たは資本を通じて公正価値で認識することが認められていない、トレーディング目的で保有していない特定の

資産により、構成されている。トレーディング・ポートフォリオにおける金融資産には、有価証券ならびに貸

出金および売戻契約が含まれている。

これらの資産は、貸借対照表の各日付時点における市場価格またはモデル価格で測定されている。

純損益を通じて市場価格で測定する金融商品合計は、2022年12月31日現在と比較して７％増加（45.8十億

ユーロ増加）した。

この増加は主に、有価証券における27.4％の増加（45.6十億ユーロ増加し、2023年12月31日現在には211.6

十億ユーロとなった。）および貸出金および売戻契約における18.9％の増加（36.1十億ユーロ増加し、2023年

12月31日現在には227.2十億ユーロとなった。）によるものであるが、デリバティブ金融商品における10.9％

の減少（35.9十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には292.1十億ユーロとなった。）により一部相殺され

た。

 

金融機関貸出金および債権：　金融機関貸出金および債権（減損控除後）は、2022年12月31日現在と比較し

て8.3十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には24.3十億ユーロとなった。要求払預金、金融機関貸出金お

よび売戻契約に分けられる。

売戻契約は2022年12月31日現在の5.9十億ユーロと比較して、2023年12月31日現在には17％減少し、合計4.9

十億ユーロとなった。金融機関貸出金は、2022年12月31日現在の15.8十億ユーロと比較して、2023年12月31日

現在には22％減少し、12.3十億ユーロとなった。減損引当金は安定しており、2023年12月31日現在には99百万

ユーロとなった。

 

顧客貸出金および債権：　顧客貸出金および債権は、普通預金、顧客貸出金、売戻契約およびファイナン

ス・リースに分けられる。

顧客貸出金および債権（減損控除後）は、2023年12月31日現在には859.2十億ユーロとなり、2022年12月31

日現在の857十億ユーロと比較して0.3％増加した。これは、2022年12月31日現在と比較して14.9％増加し、

2023年12月31日現在には47.7十億ユーロとなったファイナンス・リースの増加、および2022年12月31日現在と

比較して9.6％増加し、2023年12月31日現在には44十億ユーロとなった要求払預金の増加によるものである

が、顧客貸出金の減少（2022年12月31日現在の774.6十億ユーロと比較して、2023年12月31日現在には１％減

少し、767十億ユーロとなった。）により相殺された。減損引当金は、2022年12月31日現在には18.3十億ユー

ロであったのに対し、2023年12月31日現在には17.5十億ユーロに減少した。
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償却原価で測定するか、資本を通じて市場価格またはモデル価格で測定する負債証券：　トレーディング目

的で保有しておらず、かつIFRS第９号において定められているキャッシュ・フロー要件を満たす負債証券は、

以下のとおり認識される。

・かかる商品の残存期間にわたり契約上の支払を回収することを通じて、キャッシュ・フローが回収される

よう管理されている場合には、償却原価で認識される。

・契約上のキャッシュ・フローの回収と金融資産の売却の両方によりその目的が達成される事業モデルの下

で保有される場合には、資本を通じて公正価値で認識される。

償却原価で測定する負債証券：　償却原価で測定する負債証券は、実効金利法により測定される。2022年12

月31日現在の114十億ユーロと比較して6.3％増加し、2023年12月31日現在には合計121.2十億ユーロ（減損控

除後）となった。

資本を通じて公正価値で測定する負債証券：　これらの資産は、貸借対照表の各日付時点における資本を通

じて市場価格またはモデル価格で測定されている。2022年12月31日から2023年12月31日にかけて14.4十億ユー

ロ増加し、50.3十億ユーロとなった。

資本を通じて公正価値で測定する負債証券に係る未実現損失は、2022年12月31日現在のマイナス866百万

ユーロと比較して281百万ユーロ増加し、2023年12月31日現在にはマイナス585百万ユーロとなった。

 

保険業務に関連する投資およびその他の資産：　保険業務に関連する投資およびその他の資産には、主に、

保険契約に関連する負債への投資に相当する金融商品、特にユニット・リンク型保険契約、引き受けたデリバ

ティブ商品、投資不動産、持分法投資および保険事業に関連する資産が含まれる。

保険業務に関連する投資およびその他の資産は、2022年12月31日現在と比較して4.7％増加し、2023年12月

31日現在には257.1十億ユーロとなった。この変動は、主に、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に

おける8.9％の増加（2022年12月31日現在には144十億ユーロであったのに対し、2023年12月31日現在には

156.8十億ユーロとなった。）および投資不動産における15.1％の減少（2022年12月31日現在には8.8十億ユー

ロであったのに対し、2023年12月31日現在には7.5十億ユーロとなった。）によるものであった。

資本を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未実現損失は、2022年12月31日現在のマイナス10.3十億

ユーロと比較して5.2十億ユーロ増加し、2023年12月31日現在にはマイナス5.1十億ユーロとなった。

 

未収収益およびその他の資産：　未収収益およびその他の資産は、保証金および実行済銀行保証、取立勘

定、未収収益および前払費用、ならびにその他の借方勘定およびその他の資産に分けられる。

未収収益およびその他の資産は、2022年12月31日現在における208.5十億ユーロと比較して18.1％減少し、

2023年12月31日現在には170.8十億ユーロとなった。この減少は、とりわけ保証金および実行済銀行保証が

36.9十億ユーロ減少（23.6％減少）したことに関連する。
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負債

概要：　当社グループの負債（資本を除く。）は、2022年12月31日現在（IFRS第17号およびIFRS第９号に基

づく修正再表示では2,537.7十億ユーロ）から３％減少し、2023年12月31日現在では2,462.6十億ユーロとなっ

た。当社グループの主な負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品、顧客預金、金融機関預金、負

債証券、未払費用およびその他の負債、ならびに保険契約準備金およびその他の保険負債から構成されてい

る。これらは全体で2023年12月31日現在の当社グループの負債合計（資本を除く。）の97％を占めていた

（2022年12月31日現在は94％）。負債における３％の減少は、主として以下の変化に起因する。

・純損益を通じて公正価値で測定する金融商品における６％の増加（42.2十億ユーロ増加し、2023年12月31

日現在には741.2十億ユーロとなった。）

・金融機関預金における24％の減少（29.5十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には95.2十億ユーロと

なった。）

・顧客預金における２％の減少（19.5十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には988.5十億ユーロとなっ

た。）

・未払費用およびその他の負債における22％の減少（41.3十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には

143.7十億ユーロとなった。）

・バンクウェストの資金生成単位が営んでいる米国のリテールおよびコマーシャルバンキング業務の売却に

伴う売却目的で保有する資産に関連する負債における77十億ユーロの減少

 

純損益を通じて公正価値またはモデル価格で測定する金融商品：　トレーディング・ポートフォリオは、主

に借入有価証券、買戻契約および金融デリバティブの売却からなる。純損益を通じて公正価値またはモデル価

格で測定するものとして指定した金融負債は、主として、顧客に代わりオリジネートおよび組成された債券の

発行により構成されているが、このリスク・エクスポージャーはヘッジ戦略と組み合わせて管理されている。

この種の債券の発行には、多数の組込デリバティブが含まれているが、かかるデリバティブの価値の変動は、

ヘッジ商品の価値の変動により相殺される。

純損益を通じて公正価値またはモデル価格で測定する金融商品の合計額は、2022年12月31日現在と比較して

6.0％増加（42.2十億ユーロ増加）し、主として、買戻契約業務における16.9％の増加（39.5十億ユーロ増加

し、2023年12月31日現在には273.6十億ユーロとなった。）および有価証券における5.8％の増加（5.8十億

ユーロ増加し、2023年12月31日現在には104.9十億ユーロとなった。）によるものであるが、金融デリバティ

ブにおける7.1％の減少（21.2十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には278.9十億ユーロとなった。）によ

り一部相殺された。

 

金融機関預金：　金融機関に対する負債額は、主に銀行間借入金、要求払預金および買戻契約から構成され

る。金融機関に対する負債額は23.7％減少（29.5十億ユーロ減少）し、2023年12月31日現在には95.2十億ユー

ロとなった。かかる減少は主に銀行間借入金の47.4％の減少によるものであり、2022年12月31日現在には

104.1十億ユーロであったのに対し、2023年12月31日現在には54.8十億ユーロとなった。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 495/1141



顧客預金：　顧客預金は、主に要求払預金、定期預金、貯蓄預金および買戻契約により構成されている。顧

客預金は、2022年12月31日現在から19.5十億ユーロ減少し、988.5十億ユーロとなっている。これは、要求払

預金における8.5％の減少（50.1十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には542.1十億ユーロとなった。）な

らびに定期預金および短期債における15.5％の増加（39.3十億ユーロ増加し、2023年12月31日現在には292.5

十億ユーロとなった。）によるものである。

 

負債証券：　この区分には、譲渡性預金および債券発行が含まれているが、純損益を通じて公正価値または

モデル価格で測定するものとして指定した金融負債（連結財務書類の注5.hを参照。）に分類される負債証券

は含まれていない。負債証券は2022年12月31日現在における155.4十億ユーロから、2023年12月31日現在には

191.5十億ユーロに増加した。

 

未払費用およびその他の負債：　未払費用およびその他の負債は、受取保証金、取立勘定、未払費用および

繰延収益、リース負債ならびにその他の貸方勘定およびその他の負債により構成されている。

未払費用およびその他の負債は、2022年12月31日現在における185十億ユーロと比較して22.3％減少し、

2023年12月31日現在には143.7十億ユーロとなった。この減少は、主として、受取保証金における36.4十億

ユーロの減少（29.4％の減少）によるものである。

 

保険契約に関連する負債：　保険契約に関連する負債は、2022年12月31日現在と比較して3.9％増加し、

2023年12月31日現在には218十億ユーロとなっている（2022年12月31日現在には209.8十億ユーロであっ

た。）。この増加は、主として、保険料配分アプローチで測定されない保険契約に関連する原資産の評価額の

増加によるものである。

 

少数株主持分

少数株主持分は、2022年12月31日現在の4.8十億ユーロと比較して、2023年12月31日現在には5.1十億ユーロ

となっている。

 

親会社株主資本

親会社株主資本（配当支払前）は、2022年12月31日現在の121.2十億ユーロ（IFRS第17号およびIFRS第９号

に基づく修正再表示）と比較して、2023年12月31日現在には123.7十億ユーロとなっている。この2.5十億ユー

ロの増加は、主として11.0十億ユーロの当期収益、マイナス5.0十億ユーロの自己株式の買戻、マイナス4.7十

億ユーロの2022年度の利益に対する配当支払、および1.7十億ユーロの永久最劣後債の発行によるものであ

る。
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融資コミットメントおよび保証コミットメント

融資コミットメント：　供与した融資コミットメントは、主として、信用状、その他の確認信用状および他

のコミットメントからなる。これらのコミットメントは、2022年12月31日現在と比較して17.5十億ユーロ減少

し、2023年12月31日現在には369.5十億ユーロとなっている。

顧客に供与した融資コミットメントは、4.4％減少し、2023年12月31日現在には365.8十億ユーロとなり、ま

た金融機関に供与した融資コミットメントは、0.6十億ユーロ減少し、2023年12月31日現在には3.7十億ユーロ

となっている。

供与された融資コミットメントは、主として、中央銀行からのリファイナンスの一環として金融機関から供

与された融資コミットメントからなる。供与された融資コミットメントは、2022年12月31日現在における68.8

十億ユーロと比較して5.8％増加し、2023年12月31日現在には72.8十億ユーロとなっている。

 

保証コミットメント：　供与した保証コミットメントは、（2022年12月31日現在における178.8十億ユーロ

と比較して）6.5％増加し、2023年12月31日現在には190.3十億ユーロとなった。この増加は、金融機関に供与

した保証コミットメント（2023年12月31日現在には、4.6％増加して63.1十億ユーロとなった。）、および

（2022年12月31日現在における118.4十億ユーロと比較して）7.4％増加し、2023年12月31日現在には127.2十

億ユーロとなった顧客に供与した保証コミットメントによるものであった。
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(2) 損益計算書

 

継続事業からの収益

（単位：百万ユーロ）

 
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および
IFRS第９号に基づく

修正再表示

変動
（2023年／2022年）

正味受取利息 19,058 20,933 -9.0％

正味受取手数料 9,821 10,165 -3.4％

純損益を通じて公正価値で
測定する金融商品に係る純利益

10,346 9,352 +10.6％

資本を通じて公正価値で
測定する金融商品に係る純利益

28 138 -79.7％

償却原価で測定する金融資産の
認識中止に係る純利益

66 (41) n.s.

保険業務収益（純額） 2,320 1,901 +22.0％

その他の業務収益（純額） 4,235 2,982 +42.0％

継続事業からの収益 45,874 45,430 +1.0％

 

概要：　2022年度から2023年度の間における当社グループの収益の444百万ユーロの増加は、主に純損益を

通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益における１十億ユーロの増加、およびその他の業務収益（純

額）における1.3十億ユーロの増加によるものであるが、正味受取利差益における1.9十億ユーロの減少により

一部相殺された。

 

正味受取利息：　この項目には、顧客関連取引、銀行間取引、当社グループの発行済負債性金融商品、

キャッシュ・フロー・ヘッジ手段、金利ポートフォリオ・ヘッジに使用されるデリバティブ、償却原価で測定

するか、資本を通じて公正価値で測定する負債証券および純損益を通じて公正価値で測定する非トレーディン

グ商品に係る正味受取利息および正味支払利息が含まれる。

より具体的には、「正味受取利息」の項目には以下が含まれる。

・貸出金および債権に係る正味受取利息（利息、取引費用、貸出金の当初の価値に含まれる手数料を含

む。）。これらの項目は、実効金利法で計算され、貸出金の期間にわたって損益計算書に計上される。

・当社グループが保有する、償却原価で測定するか、資本を通じて公正価値で測定する負債証券に係る正味

受取利息（実効金利法で計算された利息の場合）、および純損益を通じて公正価値で測定する非トレー

ディング負債証券に係る正味受取利息（契約上の未払利息の場合）

・とりわけ変動金利の資産および負債に係る金利リスクをヘッジするために用いられる、キャッシュ・フ

ロー・ヘッジからの正味受取利息。キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動は、資本として計上さ

れる。ヘッジの期間にわたって資本として計上される当該金額は、損益計算書において、ヘッジ対象から

のキャッシュ・フローが損益として認識される時点で、「正味受取利息」として振り替えられる。
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公正価値ヘッジデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じた利息に含まれてい

る。同様に、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した取引の経済的ヘッジに使用されるデリバ

ティブから生じる受取利息および支払利息は、原取引に関連する受取利息および支払利息と同じ勘定に配賦さ

れる。

正味受取利息の水準に影響を与える主な要因は、利息収入を生む資産および支払利息が生じる負債の相対的

金額ならびに貸出比率および資金調達比率の間のスプレッドである。正味受取利息は、ヘッジ取引の影響も受

け、また、程度は小さいが為替レートの変動の影響も受ける。

利息収入を生む資産および支払利息が生じる負債の金額は、一般的な市況および（有機的成長であるかまた

は買収であるかを問わず）当社グループの貸出業務の拡大に加え、様々な要因による影響を受ける。当該要因

のうちの１つは、手数料を生む業務に対する利息収入を生む業務に配賦される資本の割合等に示される、当社

グループの事業の構成である。

正味受取利息に影響を与えるその他の主要な要因は、貸出比率と資金調達比率の間のスプレッドであり、こ

れ自体も様々な要因による影響を受ける。これらには、中央銀行の資金調達比率（利息収入を生む資産による

収益率および資金調達源への支払利率の双方に影響を与えるが、必ずしも一定および同時に影響を与えるもの

ではない。）、支払利息が生じない顧客預金に代表される資金調達源の割合、規制貯蓄預金に係る金利を増減

させる政府の決定、競争環境、異なる競争環境により異なる利鞘を有する当社グループの様々な利息収入を生

む商品の比重、ならびに当行のヘッジ戦略およびヘッジ取引に関する会計処理が含まれる。

2023年12月31日に終了した事業年度の正味受取利息は、９％減少し、19,058百万ユーロとなった。かかる変

動は、金利ポートフォリオ・ヘッジ手段に係る純利益の減少（2022年度におけるマイナス500百万ユーロと比

較して、2023年度にはマイナス1,940百万ユーロとなった。）、償却原価で測定する金融商品に係る純利益の

減少（2022年度における19,390百万ユーロと比較して、2023年度には18,269百万ユーロとなった。）、純損益

を通じて公正価値で測定する非トレーディング金融商品に係る純利益の減少（2022年度におけるマイナス220

百万ユーロと比較して、2023年度にはマイナス1,211百万ユーロとなった。）および資本を通じて公正価値で

測定するものとして指定した金融商品の増加（2022年度における738百万ユーロと比較して、2023年度には

1,856百万ユーロとなった。）の組み合わせによるものである。

 

正味受取手数料：　正味受取手数料には、顧客取引、有価証券およびデリバティブ取引、融資コミットメン

トおよび保証コミットメント、ならびにアセット・マネジメントおよびその他サービスに係る手数料が含まれ

る。正味受取手数料は、2022年度における10,165百万ユーロから3.4％減少し、2023年度において9,821百万

ユーロとなった。

保険業務に係る費用は、下記「保険業務収益（純額）」に含まれている。
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純損益を通じて公正価値またはモデル価格で測定する金融商品に係る純利益：　この項目には、トレーディ

ング勘定で管理される金融商品、公正価値オプションに基づき当社グループの純損益を通じて公正価値で測定

するものとして指定した金融商品、および償却原価または資本を通じて公正価値で認識されるために充足すべ

き要件を満たしていない非トレーディング負債証券（上記のとおり「正味受取利息」に計上される、最後の２

つの区分に係る受取利息および支払利息を除く。）に関するすべての損益が含まれる。またこの項目には、当

社グループが、資本を通じて公正価値で測定することを選択しなかった非トレーディング資本性金融商品に係

る損益も含まれる。これには、当該商品の売却および公正価値での評価の際のキャピタル・ゲインおよびキャ

ピタル・ロスの双方ならびに持分証券に係る配当金が含まれる。

この項目は、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジおよび外貨純投資ヘッジの非有効性に起因する

損益も含む。

トレーディング業務による損益を公正に表示するため、キャッシュ・フローおよび金融商品（現金またはデ

リバティブの別を問わない。）の再測定による損益は全体として正しく認識されなければならない。

純損益を通じて公正価値またはモデル価格で測定する金融商品に係る純利益は、2022年度の9,352百万ユー

ロから11％増加し、2023年度には10,346百万ユーロとなっている。

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した項目からの収益は、これらの資産をヘッジするデリ

バティブ商品の価値の変動により一部相殺された。

 

資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益：　資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係

る純利益は、資本を通じて公正価値で認識する負債証券に係る実現損益および当社グループが資本を通じて公

正価値で認識することを選択している持分証券に係る配当金に相当する。

かかる資産の公正価値の変動は、当初「資本に直接認識される資産および負債の変動」として認識される。

かかる資産の売却の際には、これらの実現損益は、負債証券については「資本を通じて公正価値で測定する金

融商品に係る純利益」として損益計算書に計上され、また持分証券については利益剰余金へ振り替えられる。

資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益は、2023年度には28百万ユーロ、2022年度には138

百万ユーロであった。

 

保険業務収益（純額）：　保険業務収益（純額）は、保険サービス損益および金融損益が含まれる。保険

サービス損益には、関連する保険サービス費用によって相殺される保険契約グループに関連するサービスから

の収益が含まれる。金融損益には、関連する保険契約に係る正味金融収益または費用によって相殺される投資

運用収益が含まれる。

保険業務収益（純額）は、2022年度と比較して419百万ユーロ増加し、2023年度には2,320百万ユーロとなっ

た。
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その他の業務収益（純額）：　この項目には、とりわけ、投資不動産収益（純額）、オペレーティング・

リースの下で保有されるリース資産収益（純額）および不動産開発業務収益（純額）が含まれる。その他の業

務収益（純額）は、2022年度の2,982百万ユーロから41.9％増加し、2023年度には4,235百万ユーロとなった。

かかる変動は、主としてオペレーティング・リースの下で保有されるリース資産収益（純額）における915百

万ユーロの増加によるものである。

 

営業費用、減価償却費および償却費

（単位：百万ユーロ）

 
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および
IFRS第９号に基づく

修正再表示

変動
（2023年／2022年）

営業費用 (28,713) (27,560) +4.2％

有形・無形資産に係る減価償却費、償
却費および減損

(2,243) (2,304) -2.6％

営業費用、減価償却費および償却費の
合計

(30,956) (29,864) +3.7％

 

営業費用、減価償却費および償却費は、2022年度のマイナス29,864百万ユーロから3.7％増加し、2023年度

にはマイナス30,956百万ユーロとなった。

 

継続事業からの営業総利益

当社グループの営業総利益は、主に営業費用における増加（3.7％増加）により、（2022年12月31日に終了

した事業年度における15,566百万ユーロと比較して）4.2％減少し、2023年12月31日に終了した事業年度には

14,918百万ユーロとなった。

 

リスク費用および金融商品のリスクに係るその他の純損失

（単位：百万ユーロ）

 
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および
IFRS第９号に基づく

修正再表示

変動
（2023年／2022年）

減損引当金計上額（純額） (2,596) (2,440) +6.4％

償却債権取立益 250 343 -27.1％

回収不能貸出金に係る損失 (561) (717) -21.8％

ポーランドにおける債務者支援に関する
法律

 (189) n.s.

当期リスク費用合計 (2,907) (3,003) -3.2％

金融商品のリスクに係るその他の純損失 (775) - n.s.
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リスク費用：　この項目は、当社グループの仲介業務に特有の信用リスクに関して計上された減損損失の純

額および店頭取引のデリバティブ商品に係る取引先リスクに関する減損損失を表示している。

当社グループのリスク費用は、2022年度と比較して3.2％減少し、2023年度には2,907百万ユーロとなった。

2023年度のリスク費用の減少は、主にステージ１およびステージ２に分類される資産およびコミットメント

に関連するリスク費用の1,087百万ユーロの減少によるものであるが、減損資産およびコミットメント（ス

テージ３）に関連するリスク費用の991百万ユーロの増加により相殺された。

2023年12月31日現在の貸倒懸念貸出金、証券およびコミットメントの合計額（担保の控除後）は、（2022年

12月31日現在における19.3十億ユーロと比較して）19.2十億ユーロとなり、関連する減損額は、2022年12月31

日現在における14十億ユーロと比較して13.8十億ユーロとなった。カバレッジ比率は、2022年12月31日現在に

おける73％と比較して、2023年12月31日現在では72％となった。

事業部門毎のリスク費用についての詳細は、連結財務書類の注４「セグメント情報」内の「事業セグメント

別業務収益」を参照。

 

金融商品のリスクに係るその他の純損失：　対応する予想および実現キャッシュ・フロー損失は、当年度よ

り「金融商品のリスクに係るその他の純損失」に表示されている。

2023年度において上記により認識された費用は、主にポーランドの住宅ローンに関する450百万ユーロ

（2022年12月31日現在は157百万ユーロが「収益」に表示されていた。）およびBNPパリバ・パーソナル・ファ

イナンスが発行した外貨建て貸出金に関する221百万ユーロ（2022年12月31日現在は130百万ユーロが「収益」

に表示されていた。）であった。

 

継続事業からの営業利益

営業利益は、2022年度の12,563百万ユーロから10.6％減少し、2023年度には11,236百万ユーロとなった。こ

の変動は、主に営業費用の増加（3.7％増加）および金融商品のリスクに係るその他の純損失によるものであ

る。
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親会社株主帰属当期純利益

（単位：百万ユーロ）

 
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および
IFRS第９号に基づく

修正再表示

変動
（2023年／2022年）

継続事業からの営業利益 11,236 12,563 -10.6％

持分法適用会社投資損益 593 655 -9.5％

長期性資産に係る純利益 (104) (253) -58.9％

のれん  249 n.s.

法人税 (3,266) (3,653) -10.6％

非継続事業からの純利益 2,947 687 x4.3

少数株主帰属当期純利益 (431) (400) +7.8％

親会社株主帰属当期純利益 10,975 9,848 +11.4％

 

持分法適用会社投資損益：　持分法適用会社投資損益は、2022年度における655百万ユーロから、2023年度

には593百万ユーロに減少した。

 

長期性資産に係る純利益：　この項目には、事業に使用される有形固定資産および無形資産の売却ならびに

連結対象企業に対する投資の売却に係る正味実現損益が含まれている。

固定資産に係る純利益は、149百万ユーロ増加した（2022年度におけるマイナス253百万ユーロと比較して、

2023年度にはマイナス104百万ユーロとなった。）。2023年度において、この項目には、IAS第29号に基づくト

ルコの超インフレの影響（マイナス272百万ユーロ）、ウクライナのウクルシブバンクの支配権喪失の影響

（433百万ユーロ）および2022年度におけるイタリアのアクセプタ・エスピーエー（Axepta SpA）の売却（204

百万ユーロ）の影響が含まれる。

 

のれんの価値の変動：　のれんの価値の変動は、2022年度における249百万ユーロ（うち245百万ユーロはB

ポスト・バンクの支配権の取得に伴う負ののれん）と比較して、2023年度には認識されなかった。

 

法人税費用：　2023年度における当社グループの法人税費用はマイナス3,266百万ユーロとなり、2022年度

における法人税費用のマイナス3,653百万ユーロと比較して減少している。

 

非継続事業からの純利益：　非継続活動からの純利益は、2022年度の687百万ユーロと比較して、（バンク

ウェストの資金生成単位が営んでいる米国のリテールおよびコマーシャルバンキング業務の売却に伴う正味

キャピタル・ゲインに関連して）2023年度には2,947百万ユーロとなった。

 

少数株主持分

連結会社における少数株主帰属投資損益は、31百万ユーロ増加した（2022年度における400百万ユーロと比

較して、2023年度には431百万ユーロとなった。）。
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５ 【経営上の重要な契約等】

重要な契約

現在までのところ、BNPパリバは、通常業務において署名された契約を除き、当社グループ全体に対し債務ま

たは義務を発生させるいかなる重要な契約も締結していない。

 

外部の当事者への依存

現在までに、BNPパリバは外部の当事者へ依存していない。
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６ 【研究開発活動】

上記「１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および「４ A. 業績等の概要」を参照。
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

連結財務書類の注5.lを参照。

 

２ 【主要な設備の状況】

「第２ ３ 事業の内容」を参照。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項なし。
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

授権株数 発行済株式総数 未発行株式数

(注)
1,147,477,409株

（2023年12月31日現在）
(注)

(注)　フランス法上、未発行の授権株式という概念はない。しかしながら、当社の株主は、一定の額および期間において新

株または持分証券を発行する権限を取締役会に与えることができる。

 

②【発行済株式】

 
記名・無記名の別及び
額面・無額面の別

種類 発行数
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

記名式または無記名式
額面株式（１株の額面金額
２ユーロ）

普通株式
1,147,477,409株

（2023年12月31日現在）

上場：パリ
登録：フランクフルト

SEAQインターナショナル
MTAインターナショナル
OTCQXインターナショナ
ル・プレミア（米国預託
証券）

議決権に
制限のな
い株式

 

(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。
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(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

年月日

発行済株式総数（株） 資本金（単位：ユーロ）

摘要

増減数 残高 増減額 残高

2018年12月31日現在  1,249,798,561  
2,499,597,122

(415,033百万円)
 

 -  -   

2019年12月31日現在  1,249,798,561  
2,499,597,122

(415,033百万円)
 

 -  -   

2020年12月31日現在  1,249,798,561  
2,499,597,122

(415,033百万円)
 

 15,466,915  30,933,830  
・（株式消却によ

る）減資

2021年12月31日現在  1,234,331,646  
2,468,663,292

(409,897百万円)
 

 -  -   

2022年12月31日現在  1,234,331,646  
2,468,663,292

(409,897百万円)
 

 86,854,237  173,708,474  
・（株式消却によ

る）減資

2023年12月31日現在  1,147,477,409  
2,294,954,818

(381,054百万円)
 

 

自己資本比率については、「第３ １ (B) (1) 資本管理および自己資本」を参照。
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(4) 【所有者別状況】

2023年12月31日現在の株式保有者の構成は以下のとおりである。

 

氏名又は名称 住所
所有株式数

（単位：百万株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

SFPI(注１)

ベルギー国ブリュッセル市
ルイーズ通り32番地46A
(Av. Louise-Louizalaan 32-
46A bus/bte 4 1050 Brussel-
Bruxelles, Belgium)

63.22(注２) 5.5％

アムンディ

フランス国パリ市パスツール通
り91番地93
(91-93, boulevard Pasteur,
75015 Paris France)

61.33(注３) 5.4％

ブラックロック・インク

英国ロンドン市
スログモートン通り12番地
(12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, UK)

79.34(注４) 6.9％

ルクセンブルク大公国

ルクセンブルク国ルーズヴェル
ト通り33番地
(33, boulevard Roosevelt L-
2450 Luxembourg)

12.87 1.1％

従業員 該当なし 57.65 5.0％

－そのうち当社グループの企業投
資信託(FCPE)(注５)

 40.83 3.5％

－そのうち直接保有  16.82 1.5％(*)

会社役員 該当なし 0.30 n.s.

自己株式(注６) 該当なし 1.49 0.1％

個人投資家(注７) 該当なし 66.52 5.8％

機関投資家(注７) 該当なし 804.76 70.2％

　－欧州  431.87 37.7％

　－欧州以外  372.89 32.5％

その他(注７) 該当なし - -

合計  1,147.48 100.0％

(注１)　ソシエテ・フェデラル・ドゥ・パルティシパシオン・エ・ダンベスティスモンは、ベルギー国を代理する公益株

式会社(société anonyme)である。

(注２)　2023年５月25日付のSFPIの記載による。

(注３)　2023年５月19日付のアムンディの記載による。

(注４)　2023年７月19日付のブラックロックの記載による。

(注５)　監事会による決定の後、FCPE（利益配分制度）における議決権が会長により行使された。

(注６)　トレーディング・デスクが管理している持分を除く。

(注７)　2021年のTPI調査ならびに2022年および2023年のSRD２調査に基づく分析による。ブラックロックおよびアムン

ディを除く機関投資家。

(*)　　 そのうち0.4％は、従業員株主を代表する取締役の選任を提案しなければならない基準を定めているフランス商法

第L.225-102条で言及されている株式である。
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当社が知り得る限り、当社の2023年12月31日現在の株式資本または議決権の５％超を保有する株主は、

SFPI、アムンディおよびブラックロック・インクを除いて存在しなかった。

ソシエテ・フェデラル・ドゥ・パルティシパシオン・エ・ダンベスティスモン（SFPI）は、2009年に行われ

たフォルティス・グループとの合併の際にBNPパリバの株主となった。同年度中、SFPIは金融市場機関（AMF）

に対し、基準を超えたことによる以下の２件の公表を行った。

・2009年５月19日、SFPIは、フォルティス銀行エスエー・エヌヴィーにおける74.94％の持分をBNPパリバの

株式121,218,054株（その時点においてBNPパリバの株式資本の9.83％および議決権の11.59％を占めてい

た。）の発行と引換えに譲渡した後、BNPパリバの資本および議決権における持分が５％および10％の開

示基準を上回ったことを開示した（AMF開示番号209C0702）。かかる開示には、特に、ベルギー政府また

はSFPIのいずれもBNPパリバの支配権の獲得を検討していないことが記された。

同時に、BNPパリバは、フォルティス・エスエー・エヌヴィー（2010年４月末にアジアス・エスエー／エ

ヌヴィーに改称）に対し、SFPIがその株式をフォルティス銀行に譲渡したことの対価として発行された

BNPパリバの株式121,218,054株（当該株式の代位権はBNPパリバが有する。）を購入するオプションを付

与することについて、ベルギー政府、SFPIおよびフォルティス・エスエー・エヌヴィーの間で合意に達し

たことを、金融市場機関に通知した（AMF開示番号209C0724）。

・2009年12月４日、BNPパリバの株式資本および議決権の10.8％を所有していることを開示した（AMF開示番

号209C1459）。かかる変更は、主に以下の要因によるものである。

・2009年におけるBNPパリバの普通株式の発行による資本の増加

・2009年３月31日にソシエテ・ドゥ・プリーズ・ドゥ・パルティシパシオン・ドゥ・レタに対し発行した

優先株式を2009年11月26日に当行が消却したことによる資本の減少

2013年４月27日、ベルギー政府はアジアスに付与されていた購入オプションをSFPIを介して買い戻すと発表

した。

SFPIは、2017年６月６日、BNPパリバの資本および議決権の7.74％を所有していることを開示した（AMF開示

番号217C1156）。資本および議決権が10％の基準を下回って減少したことは、市場における株式の売却に起因

している。同日以降、SFPIは、法定の開示基準を超えていないものの、基準を超えた旨を開示している。

ブラックロック・インクは、2017年５月９日、BNPパリバの資本および議決権における自己の持分が2017年

５月８日現在、５％の開示基準を上回ったことを開示した（AMF開示番号217C0939）。同日付でブラックロッ

ク・インクは、63,223,149株のBNPパリバ株式をその顧客および運用ファンドのために保有していた。

ブラックロック・インクは、2019年６月18日、62,764,366株のBNPパリバ株式を保有していることを発表し

た（AMF開示番号219C0988）。同日以降、ブラックロック・インクは、法定の開示基準を超えていないもの

の、基準を超えた旨を開示している。
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アムンディは、2022年１月６日、運用ファンドを代表して、BNPパリバの資本および議決権における自己の

持分が2021年12月31日現在、５％の法定の開示基準を上回ったことならびに74,482,498株のBNPパリバ株式を

保有していることを発表した（AMF開示番号222C0046）。同日以降、アムンディは、法定の開示基準を超えて

いないものの、基準を超えた旨を開示している。

 

(5) 【大株主の状況】

上記「(4) 所有者別状況」を参照。

 

２ 【配当政策】

「第１ １ (2) 提出会社の定款等に規定する制度」中の「年次財務書類」部分を参照。

 

３ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

BNPパリバのコーポレート・ガバナンス

本項においてBNPパリバが自主的に参照した企業統制規約は、フランス労働者組織であるフランス私企業協

会（Afep）およびフランス企業連合（MEDEF）により発行された上場会社向け企業統制規約である。BNPパリバ

は、かかる規約の勧告のすべてに準拠していることを宣言している。当該規約を以下「企業統制規約」または

「Afep-MEDEF企業統制規約」といい、BNPパリバのウェブサイト（http://invest.bnpparibas.com/en）、Afep

のウェブサイト（http://www.afep.com/en）およびMEDEFのウェブサイト（http://www.MEDEF.com/en）で閲覧

することができる。

年次株主総会への株主の出席に関する細則が当行の定款の第５章第18条「株主総会」に記載されている。

上記に加え、BNPパリバは、フランスおよび欧州の銀行規制ならびに欧州銀行監督機構（EBA）発行のガイド

ラインに従って統治されており、常時単一監督メカニズム（SSM）に基づき欧州中央銀行（ECB）の監督下に置

かれている。

 

１. ガバナンスの原則

内部規則は、取締役会により採択され、取締役会およびその特別委員会の任務を規定する。当該内部規則

は、現行の法律、規則および市場ガイドラインを遵守し、企業統制の分野における最善の慣行に対応するた

め、定期的に更新されている。

内部規則は、金融機関事業のアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性監督に関する指令

2013/36/EU（CRD５）の規定を反映するため2015年に大幅に改訂されたのち、規則の改訂を考慮し、様々な機

会に修正が加えられた。これらの改訂に関して、２つの手続が、内部規則の「経営機関の構成員および主要役

職保持者に関する適格性ポリシー」（以下「適格性ポリシー」という。）ならびに「経営機関の構成員および

それらの関連当事者に供与された貸出金およびその他の取引に対する利益相反に関する実施手続」に追加され

た。
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取締役会により承認がなされた当社グループの行動規範は、2016年に導入された。行動規範は、汚職の防止

に関する補遺と同様に、2021年12月に取締役会で承認され、更新の対象となった。

 

行動規範（内部規則1.2項）

この行動規範は、当行の成功は各従業員の行動に左右されるというBNPパリバの取締役会および

業務執行陣の共通の信念から生まれたものである。この行動規範は、我々の価値観を支え、当行の

使命を果たすための規則を定めている。この規範は、各事業部門および各従業員において統合され

ており、各従業員の行動を統治し、組織のすべてのレベルでの決定の指針となる。このため、取締

役会は、業務執行陣による事業部門、国および地域でかかる規範の実施を保証する。

 

ここで留意すべきは、内部規則は、すべての株主を共同で代表し、常に当社の最善の利益のために行為しな

ければならない取締役会の合議制の性質を強調しているということである。当該規則では取締役会の責務につ

いて詳述されている（１項）。

取締役会は、４つの特別委員会（財務書類委員会、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会、企業統制・倫

理・指名・CSR委員会および報酬委員会）および臨時委員会により支援されている。内部規則では、CRD５およ

びEBAのガイドラインの規定に沿って各委員会の任務が詳述されている。当該規則は、財務書類委員会と内部

統制・リスク管理・法令遵守委員会との合同会議（必要な場合は随時）についても規定している。

業務執行陣のいかなるメンバーも、取締役会会長も、1997年以降委員会の構成員ではない。

取締役会が知る限り、会社役員のうち１名（BNPパリバの取締役および会社役員）とBNPパリバが直接的また

は間接的に株主資本の過半数を有しているほかの会社（フランス商法第L.22-10-10条および第L.225-37-４条

第２項）との間において、直接的に、または仲介機関を通じたいかなる契約も締結されておらず、通常の条件

で締結された現在の業務に関する契約に影響を与えることはない。

内部規則および上記で述べた適格性ポリシーは、取締役会により承認され、本項に記載されている。
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　各委員会は、以下のとおり、関係する分野における専門知識を有する委員で構成されており、フランス通貨

金融法典の規定およびAfep-MEDEF企業統制規約の推奨事項に従っている。

・財務書類委員会には、複数の独立委員、従業員を代表する取締役１名および従業員株主を代表する取締役

１名が在籍している。財務書類委員会の委員の大半は、企業の財務管理、会計および財務情報の分野の資

格と経験を有する。同委員会の委員長は、特にフランス銀行の元総裁としての専門的なキャリアにより強

化されたその財務に関するスキルを同委員会にもたらしている。

・内部統制・リスク管理・法令遵守委員会には、合計５名の委員のうち３名の独立委員が在籍している。内

部統制・リスク管理・法令遵守委員会の委員の大半は、その訓練または経験に基づき、財務問題およびリ

スクの分野に特定の専門性を有する。同委員会の委員長は、フランス金融市場機関（AMF）理事会の委員

を務めてきており、金融規制・監督の経験を同委員会にもたらしている。委員のうち１名は、金融健全性

監督・破綻処理機構（ACPR）の元会長として銀行機関の監督に携わった経験を有しており、それ以外の委

員のうち１名は、銀行管理業務および金融リスクに関する国際的な経験を有している。また、内部統制・

リスク管理・法令遵守委員会の構成員のうち２名は、当行が計上したリスクおよび引当金の適切性に関す

る同委員会の業務を促進するため、財務書類委員会の委員にもなっている。

・企業統制・倫理・指名・CSR委員会の委員は、企業統制および国際企業における経営陣の取りまとめなら

びにCSRにおいて専門知識を有する社外取締役である。社会的・環境的なコミットメントを行っている大

手通信グループの取締役会長が委員長を務めている。委員のうち１名は2018年に創設されて以来の高等気

候審議会のメンバーでもあり、それ以外の委員のうち１名はエネルギー改革に関わる国際グループの会長

であり、またさらに別の委員は特に教育、気候およびデジタル化に関連する分野ならびに欧州および民主

主義に関連するテーマの研究およびプロジェクトへの融資に参加する大手独立財団の経営機関のメンバー

である。

・報酬委員会は、この業界において、報酬システムおよび市場慣行の分野における実績を有する社外取締役

および１名の従業員により選任された取締役で構成されている。報酬委員会の委員のうち１名は、内部統

制・リスク管理・法令遵守委員会の委員でもある。このような構成は、BNPパリバの報酬原則およびリス

ク方針の妥当性に関する取締役会の業務を促進するものである。

取締役会会長はいずれの委員会の会議にも参加するが、いずれの委員会の委員でもなく、かかる会議の議題

に関連すると会長が考える議題を追加することができる。

BNPパリバに適用のある欧州規則およびフランス法は、取締役会の構成員および執行役員が常に誠実性を示

すこと、また、その職務遂行のために必要な知識、スキル、経験および時間を有することを要求する。欧州中

央銀行は、これらの基準に基づき彼らを評価できるように、その任命および再任の通知を受ける。

また、欧州中央銀行は、取締役会またはその特別委員会の構成に関して異議を唱えなかった。
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1.a 会長と最高経営責任者との職務の分離

2003年６月11日、BNPパリバは取締役会会長の職務を最高経営責任者の職務から分離した。この決定は、金

融機関事業のアクセスならびに金融機関および投資会社の健全性監督に関する指令2013/36/EUを組み込んだフ

ランス法により2014年以降金融機関に課されている義務に適合している。

 

会長の職務

会長の職務は、内部規則の3.1項に記載されている。

会長は、株主との関係の質の維持を保証し、業務執行陣がかかる分野で講じたあらゆる手段に関して緊密に

連携することについて責任を負う。これに関連し、会長は、当行と個人株主との連携を支援することを目的と

した株主連携委員会の委員長を務める。会長は、年に数回、当社の戦略についての説明を行う会議に株主を招

待する。会長は、自身の職務について取締役会に対して報告する。

会長は、業務執行陣との間の密接な信頼関係を維持し、チームに対して支援および助言を提供し、その重役

としての責任は尊重される。会長は、自身の時間的猶予を確保し、自身の経験を当社グループのサービスに活

かすために、会長業務を体系化している。会長の職務は、その性質上、補助的なものであり、会長に対し執行

権を付与するものではない。これらの職務は、当社グループにおいて単独の運営責任を有する最高経営責任者

の権限を制限するものでは全くない。

業務執行陣と緊密に連携しながら、会長は、国内、欧州および国際的なレベルにおいて、とりわけ、主要な

顧客、当局、および公的機関との高度な関係において当社グループを代表することができる。会長は、BNPパ

リバに影響を与える規制の進展および公共政策に関する議論、さらに一般的に言えば、金融サービス部門に関

する議論において積極的な役割を果たす。

会長は、BNPパリバの価値観やイメージを当社グループ内外において広めることに貢献している。会長は、

BNPパリバを規律する行動の指針、とりわけ職業倫理の分野における指針に関する自身の見解を表明する。会

長は、自身の国内または国外の公的機関で個人的に果たす責任を通じて、当社グループのイメージの向上に貢

献している。

最高経営責任者の求めにより、会長は、戦略、組織、投資または投資削減計画、リスクおよび財務情報に関

する議題を扱うすべての内部会議に参加することができる。会長は、取締役会の権限を侵害することなく自身

の意見を述べる。会長は、大企業および国際金融機関を担当するチームに支援を提供する。また、会長は、と

りわけ主要なコーポレート・ファイナンス取引の完了を支援することにより、BNPパリバの顧問業務の発展に

も貢献する。

会長は、企業統制の原則が確実に明らかにされ、実行されるようにする。

会長は、以下に述べる例のように、BNPパリバの取締役会が適切に機能しているかどうか管理する役割を有

している。
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・会長は、必要に応じて企業統制・倫理・指名・CSR委員会の支援ならびに取締役会および年次株主総会の

承認を受けた上で、短期的かつ長期的に、効率的でバランスのとれた取締役会の構築ならびに取締役会に

関連した交代や承継の手続および当社の戦略的野心を踏まえた指名の管理に努める。

・会長と最高経営責任者との職務の分離に基づき、会長は取締役の独立性および言論の自由を保証する役割

を有している。

・会長は、取締役がその職務の遂行に必要な書類および情報をタイムリーに、また明確かつ適切な形で有し

ていることを確実にする。

 

最高経営責任者の権限

最高経営責任者は、あらゆる状況においてBNPパリバのために行動し、第三者との関係で当行を代表する最

も幅広い権限を有している。最高経営責任者は、内部統制手続に関する組織についての責任およびその点に関

して規制上必要とされるあらゆる情報についての責任を負っている。

最高経営責任者は、企業目的による制限の範囲内で、法律に基づき明示的に年次株主総会および取締役会に

帰属する権限に従って、権限を行使している。

取締役会の内部規則は、最高経営責任者に対し、250百万ユーロを超えるすべての投資または投資削減につ

いての決定（ポートフォリオ取引を除く。）およびかかる上限を超えるすべての株式持分の取得または処分の

提案（ポートフォリオ取引を除く。）に関して取締役会の事前承認を求めることを定めている（1.1項）。ま

た、最高経営責任者は、１百万ユーロ（税金を除く。）を超える報酬を伴うすべての監査に関連しない業務に

ついて、取締役会の財務書類委員会に対し事前承認を求めなければならない（7.1.3項）。

 

1.b 取締役会の構成員の独立性

取締役会の構成員：共通権限を持つ合議体

取締役会の提案により、2023年５月16日の年次株主総会において、ジャン・ルミエール、ジャック・アシェ

ンブロワ、モニーク・コーエンおよびダニエラ・シュワルツァーが再任された。

2023年12月31日現在
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取締役の独立性（2023年12月31日現在）

以下の表は、社外取締役について定義したAfep-MEDEF企業統制規約に規定される独立基準に関する各取締役

の位置付けを表している。

 

基準

ジャン
・ルミ
エール

ジャン
・ロー
ラン・
ボナ
フェ

ジャッ
ク・ア
シェン
ブロワ

ジュリ
エッ
ト・ブ
リザッ
ク

ピエー
ル・ア
ンド
レ・
ドゥ・
シャラ
ンダル

モーニ
ク・コ
－エン

ユーグ
・エパ
イヤー
ル

マリオ
ン・ギ
ヨー

リー
ヴ・
ローハ

クリス
チャ
ン・ノ
ワイエ

ダニエ
ラ・
シュワ
ル
ツァー

ミシェ
ル・
ティル
マン

サンド
リー
ヌ・
ヴェリ
エ

第１基準：
(i)当社または
当社の連結子
会社の従業員
または会社役
員、(ii)連結
子会社の取締
役ではない、
または過去５
年間において
上記であった
ことがない ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × ○

第２基準：
他の企業にお
ける会社役員
としての地位
の有無 × × × × × × × × × × × × ×

第３基準：
重要な取引関
係の有無 × × × × × × × × × × × × ×

第４基準：
会社役員との
家族関係の有
無 × × × × × × × × × × × × ×

第５基準：
過去５年間に
おいて、当社
の法定監査人
でないこと × × × × × × × × × × × × ×

第６基準：
12年間を超え
て当社の取締
役でないこと × ○ × × × × × × × × × ○ ×

第７基準：
非執行役員の
ための変動報
酬がないこと × N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

第８基準：
大株主として
の地位 × × × × × × × × × × × × ×

「×」：Afep-MEDEF企業統制規約における独立基準を満たしていることを表す。

「○」：Afep-MEDEF企業統制規約における独立基準を満たしていないことを表す。

 

・以下の取締役、すなわちモニーク・コーエン、マリオン・ギヨー、リーヴ・ローハ、ダニエラ・シュワル

ツァー、ジャック・アシェンブロワ、ピエール・アンドレ・ドゥ・シャランダルおよびクリスチャン・ノ

ワイエは、企業統制規約に規定され、取締役会により見直された独立基準を満たしている(注１)。取締役

会の知る限り、BNPパリバといずれの取締役との間においても潜在的な利益相反の問題は生じていない。

・従業員により選任された２名の取締役である、サンドリーヌ・ヴェリエおよびユーグ・エパイヤールなら

びに従業員株主を代表する取締役であるジュリエット・ブリザックについては、彼らの地位および選任の

方法は独立性を保証したものであるが、Afep-MEDEF企業統制規約の基準に基づくと社外取締役の算出には

考慮されていない。
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・株主によって任命された３名の取締役、すなわち、取締役会会長であるジャン・ルミエール、最高経営責

任者であるジャン・ローラン・ボナフェおよびミシェル・ティルマンは、独立取締役を定義する上場企業

の企業統制規約が定めた独立基準を満たしていない。

したがって、Afep-MEDEF企業統制規約に記載されている独立の基準および取締役会による評価からすれば、

BNPパリバの取締役の過半数は独立性を有しているといえる。

 

(注１)　ライナ・ギブソン・ブランドンおよびフィールズ・ウィッカー－ミウリンも、それぞれの任期終了日において独

立基準を満たしていた。

 

取締役の知識、スキルおよび経験―多様性および補完性

企業統制・倫理・指名・CSR委員会（CGEN）が取締役となる可能性がある人のスキルおよび経験を審査する

場合、当行の戦略変更の観点から、また、適格性ポリシーに従い、取締役会における多様性および集団的スキ

ルの維持に留意している。したがって、取締役会は、バンキングおよび財務問題、リスク管理、国際的デジタ

ル化、銀行規制および法令遵守（特にマネーロンダリングの防止およびテロ資金対策（AML/CFT）に関するも

の）、およびCSRにおける専門知識ならびに大企業グループの業務執行陣の経験を兼ね備えている。

これらの候補者は、内部規則の手続（4.2.1項）ならびに独立性を確保する適格性ポリシー（下記「経営機

関の構成員および主要役職保持者としての適格性評価に関するガイドライン」内の「Ⅱ. 経営機関の構成員お

よび主要役職保持者の特定、選任および承継計画」）に従い、以下の個人的スキルおよび集団的スキルを合わ

せた基準に基づき委員会により選定および推薦されている。

・経験ならびに問題およびリスクを理解する能力に基づいた力量。これにより、取締役は十分な情報を得

て、効果的な決定を行える。

・勇敢さ、とりわけ意見を述べ、判断を下す勇敢さ。これにより、取締役は客観的な立場を維持できる。

・時間的猶予および勤勉さ。これが必要な公平さを持ちつつ取締役の職務遂行に関する尽力を促し、責任感

を高める。

・忠誠、これが当社に対しておよび株主全体を代表する取締役会内の取締役の職務に対する尽力を促す。

・当社の文化および倫理についての取締役の適切な理解

すべての取締役は、各自の専門的なキャリアを通じて取得した様々なスキルおよび経験を有している。下記

の表は、取締役会内部のその多様性および各取締役によるより具体的な寄与を示すことを意図して作成された

ものである。
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取締役
年 齢
(注１)

性別 国籍 専門分野 任期終了年

ジャン・ルミエール（会長） 73 男性 フランス バンキング／ファイナン
ス
リスク／規制の監視
国際的な事業運営
AML/CFT

2026年

ジャン・ローラン・ボナフェ
（取締役兼最高経営責任者）

62 男性 フランス バンキング／ファイナン
ス
国際的な事業運営
CSR
AML/CFT

2025年

ジャック・アシェンブロワ 69 男性 フランス 国際的な事業運営
事業改編
CSR
デ ジ タ ル 分 野 ／ サ イ
バー・セキュリティ

2026年

ジュリエット・ブリザック 59 女性 フランス 従業員株主を代表する取
締役

2024年

ピエール・アンドレ・ドゥ・シャラ
ンダル

65 男性 フランス 国際的な事業運営
事業改編
CSR

2024年

モニーク・コーエン 67 女性 フランス バンキング／ファイナン
ス
リスク／規制の監視
CSR
AML/CFT

2026年

リーヴ・ローハ 55 女性 ベルギー バンキング／ファイナン
ス
国際的な事業運営
事業改編

2025年

ユーグ・エパイヤール
（従業員を代表する取締役）

57 男性 フランス 従業員代表 2027年

マリオン・ギヨー 69 女性 フランス リスク／規制の監視
CSR
テクノロジー

2025年

クリスチャン・ノワイエ 73 男性 フランス バンキング／ファイナン
ス
国際的な事業運営
リスク／規制の監視
AML/CFT

2024年

ダニエラ・シュワルツァー 50 女性 ドイツ マネー・マーケット
地政学
CSR

2026年

ミシェル・ティルマン 71 男性 ベルギー バンキング／ファイナン
ス
リスク／規制の監視
国際的な事業運営
AML/CFT

2025年

サンドリーヌ・ヴェリエ
（従業員を代表する取締役）

44 女性 フランス 従業員代表 2024年

(注１)　2023年12月31日現在。

 

1.c 取締役の倫理規範

取締役会の知る限り、BNPパリバといずれの取締役との間においても潜在的な利益相反の問題は生じていな

い。適格性ポリシーは、取締役が取締役会会長に対し、利益相反となる可能性がある状況を報告することを要

求し、その上で取締役会は、該当する取締役に対して、利害関係を有する事項についての票決に参加すること

を差し控えることを要求する。

取締役会が知る限り、いずれの取締役も詐欺罪で有罪判決を受けたことはなく、少なくとも過去５年間は経

営、管理もしくは監督機関の一員または最高経営責任者として、破産、破産管財人の管理または清算手続に関

与したことはない。
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取締役会が知る限り、取締役会の一員で正式な公的告発または処罰を受けた者はいない。いずれの取締役も

少なくとも過去５年間は、公的な活動を禁止されたことはない。

主要株主、顧客、仕入先またはその他の取締役会の構成員の選任に関与する者との取決めまたは合意は存在

しない。

取締役は、特にインサイダー取引に関する規制については、責任をもってその職務を遂行しなくてはならな

い。取締役は特にインサイダー情報の保有に関する法的要件を遵守しなくてはならない。また、内部規則の条

項に基づき、BNPパリバの株式の取引のうち嫌疑をかけられる可能性があるものについては、当該取引を控え

なければならない（内部規則の4.3.1項）。取締役は、BNPパリバ株式の取引可能期間（例外的な状況を除

く。）に関する報告を受ける（内部規則の4.3.1項）。

 

1.d 取締役の研修および情報

内部規則に従い、いずれの取締役も、会長または最高経営責任者に対し、取締役がその職務を実行し、取締

役会に効率的に参加し、また十分な情報に基づく決定をするために必要なすべての書類および情報を提供する

よう要求できる。ただし、当該書類が意思決定のために必要であり、かつ取締役会の権限に関連するものであ

ることを条件とする（内部規則の3.4.1項）。

取締役は、特殊なデジタル・ツールを使用して取締役会の特別委員会の会議の議事録および取締役会の議事

録を制限なくかつ継続的に閲覧することができる。また、このシステムは、取締役が様々な有益な情報を業務

の一助とできるよう、安全かつ適時に情報を提供している。2017年以降、このシステムの使用により、eラー

ニングによる研修モジュールを取締役に提供することが可能となった。

委員会会議も、議題に挙がっている諸問題につき、取締役に対して更新する機会を提供する。さらに、取締

役会は、銀行規制および統制に関する参考書類の変更についても、情報の提供を受け、かかる機会に研修を受

けることができる。

３日間にわたる研修（2023年３月、６月および９月）の間、取締役は、（ⅰ）証券化、（ⅱ）当行の新たな

ソルベンシーの枠組への適合、（ⅲ）グローバル・マーケット事業の概要、（ⅳ）グローバル・マーケット事

業におけるパートナーシップおよびフィンテックへの投資、（ⅴ）流動性リスク管理、ならびに（ⅵ）金融の

安全性（制裁および禁輸措置、マネーロンダリング防止およびテロリストへの融資対策、汚職およびあっせん

収賄との闘い）に関する研修を受けた。これは、取締役にとって、当社グループ内の関係するマネージャーと

接触する機会にもなった。

2023年において、従業員を代表する取締役のうち１名が、銀行技術研究所のディプロマ取得に向けた研修を

完了し、もう１人の従業員を代表する取締役が外部機関によるCSRの研修コースを受講した。従業員を代表す

る取締役および従業員株主を代表する取締役も、その他の取締役と同様に、外部研修に加え、上記のBNPパリ

バが提供する研修の恩恵を受けている。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 520/1141



1.e 2023年度における取締役の取締役会および委員会会議への出席

 

取締役 取締役会 特別委員会 各取締役の出席率

J.ルミエール 100％  100％

J.L.ボナフェ 100％  100％

J.アシェンブロワ 100％ 100％ 100％

J.ブリザック 100％ 100％ 100％

P.A.ドゥ・シャランダル 100％ 100％ 100％

M.コ－エン 100％ 100％ 100％

H.エパイヤール 100％ 100％ 100％

R.ギブソン・ブランドン(注１) 71％ 75％ 73％

M.ギヨー 100％ 100％ 100％

L.ローハ 91％ 100％ 94％

C.ノワイエ 100％ 83％ 91％

D.シュワルツァー 100％ 100％ 100％

M.ティルマン 100％ 100％ 100％

S.ヴェリエ 100％ 86％ 94％

F.ウィッカー－ミウリン(注２) 100％ 100％ 100％

平均 97％ 96％  

(注１)　2023年９月10日をもってライナ・ギブソン・ブランドンの任期は満了した。

(注２)　2023年５月16日の年次株主総会をもってフィールズ・ウィッカー－ミウリンの任期は満了した。
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２. 2023年度における取締役会および委員会の業務

2.a 2023年度における取締役会の業務

 

 

取締役会は、業務執行陣が提出する提案に基づき、社会問題および環境問題に照らした長期的な価値創造を

促進することを目的として、BNPパリバの戦略および経営目標全般を決定する。取締役会は、以下の事項を実

施した。

・当社グループの2023年度の最初の９ヶ月間の業績を監視した。業績は、当社グループの多角化・統合モデ

ルの強みおよびBNPパリバの成長の可能性の双方を示している。

・2023年５月16日の年次株主総会において、2022年度につき、3.90ユーロの現金配当、すなわち2022年度の

調整後利益の50％を自己株式の買戻プログラムの開始により60％に増額した配当を提案した。

・５十億ユーロの自己株式の買戻プログラム（２つの2.5十億ユーロのトランシェ）の開始を承認した。そ

の内訳は、（ⅰ）2023年２月１日のバンク・オブ・ザ・ウェストの売却に関連する、１株当たり純利益の

希釈化の影響を相殺することを目的とした4.04十億ユーロおよび（ⅱ）2022年度の調整後利益（前段落参

照）の10％に相当する962百万ユーロであり、その実行は2023年度中監視された。

・自己株式の買戻プログラムに基づき買い戻された株式を、１つ目および２つ目のトランシェの両方につ

き、数回に分けて消却することにより株式資本を減少させることを決定し、資本の減少の実質的な完了お

よび特に定款の対応する変更に必要な権限を委任した。

・優先債、劣後債およびハイブリッド債の形での負債証券の発行額を検討した。

・優先引受権の消却を伴う株式転換可能な最劣後債（AT１債）の発行に関する決定権を副委任した。

・優先引受権の消却を伴う株式転換可能な最劣後債（AT１債）の発行に関する最高経営責任者の報告書を聴

取し、2024年５月14日の年次株主総会において株主に提供された追加報告書の条件を承認した。

・負債証券、特に社債および類似の証券の発行権限を更新した。

・当社グループの米国預託証券プログラムを更新した。

・2022年度のマネジメントレポートを承認した。

・2022年度および2023年度上半期における新規融資による売上純利益率についての業務執行陣のコメントを

受領した。

・欧州中央銀行が実施した監督審査プロセスの暫定結果について検討した。

・同業他社に対する2023年度の当行の相対的な業績および規制比率を検討した。

・株主構成および株価の変動を観察した。
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・2022年度の年次業績および2023年度上半期の業績に対するアナリストおよび投資家の反応を検討した。

・2023年５月16日の年次株主総会において株主から提出された書面による質問への回答を検討および承認し

た。

・2024年度の当社グループ予算を検討した。

・BNPパリバ・カーディフによるSCORの株式資本5.01％の買収を承認した。

・BNPパリバ・カーディフによるビーシーシー・ヴィータ（BCC Vita）の株式資本の70％の買収を承認し

た。

・セテレム・メキシコ（Cetelem Mexico）の売却を承認した。

・シェアーカンの売却を承認した。

・エクサン・エスエーのBNPパリバへの合併を承認した。

・「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」計画の横断的な「決済およびフロー」イニシアティブの一

環としての、当社グループの決済エコシステムおよび戦略の進化について報告を受けた。

・当社グループのITおよび情報システム戦略の実施を監視した。

・ロシア連邦に設立された顧客に対する当社グループの直接的および間接的な残存エクスポージャーに十分

留意し、業務執行陣が承認したロシア連邦からの撤退戦略ならびに売却できない事業体の残存活動の管理

および監視を検証し、戦略の実施を監視した。

・2023年２月６日に発生した地震後のトルコおよび2023年９月８日に発生した地震後のモロッコの状況なら

びにトルコの子会社であるTEBおよびモロッコの子会社であるBMCIが、従業員およびその家族を支援する

ために行った取組について検討した。

・当社グループのCSR方針ならびに経済的責任、社会的責任、民事責任および環境責任の観点から、2022年

度のハイライトおよび2023年度の見通しに留意した。

・「石油・ガス」のセクター別方針の更新ならびに鉄鋼、アルミおよびセメントセクターの新目標の発表を

含む、エネルギー移行向け融資に関する当社グループのコミットメントおよび軌道についての発表を検討

した。

・中央社会経済委員会の当社グループの経済および財務状況についての意見ならびに「成長、テクノロジー

および持続可能性2025」計画の１年報告書に対する見解の回答要素について報告を受けた。

・従業員の仕事に対する満足度および生活の質を測定する意識調査の結果について報告を受けた。

・2023年度のBNPパリバにおける男女平等の状況について報告を受けた。

・過年度において締結および承認されたが、前年度においてまだ有効であった関連当事者契約を検討した。

・規制子会社の内部統制に対する責任の委任に関する権限を更新した。

・欧州中央銀行の内部ガバナンスに関する予備的分析について報告を受けた。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 523/1141



例年どおり、欧州中央銀行から来た単一監督メカニズム（SSM）の代表者およびフランス金融健全性監督・

破綻処理機構（ACPR）の代表者が、取締役会会議（2023年２月22日）に出席した。かかる代表者は、2023年度

の銀行監督における優先事項について概説し、その後に取締役会の構成員と意見交換を行った。

取締役会は、「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」計画の実行ならびにコマーシャル＆個人向けバ

ンキングサービス部門、ホールセールバンキング部門およびインベストメント＆プロテクションサービス部門

における事業部門内で直面する問題にとりわけ特化した戦略的セミナーのための会合を2023年12月19日に行っ

た。

 

執行会議

執行役員を同席させることなく協議された業績および報酬の評価に加えて、当社グループの課題および業務

に関する「執行会議」として取締役の会議が４回開催され、うち３回は当年度に実施した研修のフォローアッ

プとして開催された。これらの３回の会議の間、取締役は、関係する業務管理者と対話する機会を得た。

最後に、会長および非業務執行取締役は、戦略について、および取締役会と当社グループの業務執行陣との

相互作用の認識について議論した。

 

2.b 2023年度において財務書類委員会が行った業務および取締役会が承認した業務

 

 

財務書類および財務情報の検討

財務書類委員会は、以下の事項を実施した。

・四半期毎に、業務執行陣により提出された文書および情報ならびに法定監査人が実施した手続に基づき、

財務書類を検討した。

・四半期毎に、連結業績および株主資本の年次利益率の概要報告書ならびに各事業分野の業績および収益性

について分析した。

・四半期毎に、当社グループの連結貸借対照表および当該連結貸借対照表における変動を検討した。その際

に、オフバランスシート・コミットメントの変動が伝えられた。

・四半期毎に、当社グループの事業体により示される内部監査統制ポイントの報告書を、その財務書類を認

証する目的において審議した。同委員会は、主要な会計統制の各々において検出されたリスク水準の変更

について分析した。

・新しい健全性ソルベンシー規則および規制当局により課された新しい要件を考慮して、資本および自己資

本比率の変動を検討した。

・収益性の傾向および事業毎のコスト／インカム率について四半期毎に検討した。

・資本に関する健全性要件の変更の追跡を継続し、リスク加重資産の変動を検討した。
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・訴訟に対する引当金を検討した。

・のれんについて検討した。

・当社グループの貸借対照表の構成および変更を分析した。

・四半期毎に、信用評価調整（CVA）、債務評価調整（DVA）および資金調達評価調整（FVA）に対して行わ

れた調整を確認した。

・半期毎に、会計および財務リスクに関する一般検査部門ならびに内部統制に関する法定監査人および欧州

中央銀行の勧告の実施状況を監視した。

・会計基準であるIFRS第17号（保険契約）の2023年１月１日からの適用に加えて、IFRS第５号（売却目的で

保有する資産および負債）およびIAS第29号（超インフレ経済下における財務報告）の影響による、2022

年３月31日現在のプロフォーマ業績を算出するために行われた修正再表示について報告を受けた。

・2022年度の親会社の財務書類および連結財務書類の承認、2022年12月31日に終了した事業年度の利益分配

ならびに配当金の支払に関する決議を検討した。

・2022年12月31日を基準とする簡素化された四半期報告の、米国SECおよび米国CFTCへの移管に留意した。

・恒久的な統制システムの改善の一環として、会計決算のリスク予測プロセスの予測を目的とした、会計リ

スク予測および要約システムの変更に留意した。

・当社グループの法定監査人に適用される独立ポリシーの更新案について報告を受けた。

・四半期毎に、当社グループの業績に関するプレスリリースの草案を検討した。

業績を検討する際、財務書類委員会は四半期毎に以下の事項を実施した。

・当社グループの最高財務責任者、その副財務責任者ならびに会計および財務報告担当者から聴取した。

・業務執行陣または法定監査人を同席させることなく、当社グループの最高財務責任者と面談し、必要な質

疑応答を行った。

・四半期財務書類および年次財務書類に関する法定監査人のコメントおよび結論を聴取した。

・当社グループの業務執行陣または当社グループの最高財務責任者を同席させることなく、法定監査人と面

談し、必要な質疑応答を行った。

・内部統制手続の一環としての会計認証システムを検討した。
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同委員会は、2022年度の会計および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続についてのマネジメン

トレポートのセクションを検討し、それを取締役会が採択することを推奨した。

 

取締役会は、以下の事項を実施した。

・各報告期間の末日における財務書類委員会のすべての業務および法定監査人の所見について

報告を受けた。

・2022年度第４四半期、2022年度全体および2023年度の最初の３四半期の業績を検討した。

・2022年度の親会社の年次財務書類および連結財務書類、2022年12月31日に終了した事業年度

の利益分配ならびに配当金の支払を承認した。

・業績の協議のために開催された各会議においてプレスリリースの草案を審査および承認し

た。

・財務書類委員会が、業務執行陣を同席させることなく、法定監査人および当社グループの最

高財務責任者と行った協議についての報告を確認した。

・2022年度の会計および財務情報の作成および処理についてのマネジメントレポートのセク

ションを承認した。

 

法定監査人との関係

財務書類委員会は、法定監査人から、独立性に関する年次証明書を受領した。

2023年12月31日に終了した事業年度に関する法定監査人のエンゲージメント・レターの草案に留意した。

2022年度第４四半期においては、法定監査人１名による非禁止業務を承認した。

法定監査人が不在の場合は、財務書類委員会が以下の事項を実施した。

・2022年度の法定監査人報酬の特定および公表に関する文書を検討した。

・報酬金額（税抜）が１百万ユーロを超える法定監査人１名による経常的な任務について、事前承認を与え

た。

・2024年から2029年までの法定監査に関して想定されるマンデートの配分に留意し、企業サステナビリティ

報告指令（CSRD）の規定に従って、持続可能性に関する情報に対して１名以上の監査役を任命することを

目的として、入札募集の組織および日程を検証した。
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2.c 2023年度において財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会が合同会議で行った業務お

よび取締役会が承認した業務

 

 

当該委員会は、以下の事項を実施した。

・当社グループの、適切な資本水準を維持し、リスクを効果的に管理しながら活動を継続する能力を証明す

る自己資本に関する内部評価プロセスの結果を検討し、自己資本報告書の草案に留意した。

・2023年度に欧州銀行監督機構および銀行内部で実施されたストレステストの結果に留意した。

・2023年度に係る法定監査人の監査計画に留意した。

・顧客に対して提示する商品およびサービスの価格がリスク戦略（CRD５の規定に従う。）に準拠している

か否か協議した。

・引当金を生じさせる、または生じさせる可能性がある、主要な訴訟および進行中の手続を検討した。

・2024年度の予算の作成のために利用される経済的仮定を検討した。

・グローバルなシステム上重要な銀行としての当社グループのスコアを通知する、フランス金融健全性監

督・破綻処理機構のレターを検討した。

 

取締役会は、以下の事項を実施した。

・財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会によって共同で実行されたす

べての業務について報告を受けた。

・内部自己資本を評価するために業務執行陣が実施したプロセスおよびその結論を承認した。

 

2.d 2023年度において内部統制・リスク管理・法令遵守委員会が行った業務および取締役会が承認した業務

 

 

2020年５月19日以降、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会および財務書類委員会は、当行が認識してい

るリスクおよび引当金の適切性に関する委員会の業務を支援するために、少なくとも１名の共同のメンバーを

設置している。
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リスク

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、以下の事項を実施した。

・情報技術および通信ならびに外部委託および不正行為の観点からの業務リスク管理に関するリスク部門に

よる評価を含む、恒常的統制および業務リスクの構成要素についての2022年度の年次内部統制報告書に留

意した。

・リスク選好度に関する報告書（RAS）、全般的なリスク限度額および部門毎に適用されるリスク限度額に

加え、特に環境・社会・ガバナンス（ESG）リスクの観点から、新たなリスク指標または新たな限度額の

閾値の導入の提案について検討した。

・特定の部門および活動に係るリスク限度額の更新を検討した。

・リスク限度額を超えていない旨の報告を受けた。

・当行の流動性に関する内部評価プロセスおよび流動性報告書の草案の報告に留意した。

・金融健全性監督・破綻処理機構の管理の対象とされる企業の銀行、支払業務部門および投資業務部門の内

部統制に関する2014年11月３日付命令に従い、2022年度に向けて作成したリスクの評価および監視に関す

る報告書を検討した。

・半年毎に、当社グループ内のサイバー・セキュリティに関するプログラムの展開計画、その行動計画、優

先事項および関連予算を監視した。同委員会は、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法の規制の

変更および予想される影響について報告を受けた。同委員会は、2023年度上半期中、当社グループに損害

を与える重大なインシデントは発生していないことを確認した。

・リスク部長により四半期毎に提示される指標表示を検討し、市場リスク、信用リスクおよび取引先リス

ク、業務リスク、流動性リスク、銀行勘定の金利リスクおよび株式リスク、保険リスク、モデルリスクな

らびにESG指標の変動を検討した。

・流動性リスク管理のガバナンス、欧州中央銀行の金融政策変更の影響、当行の当座預金の分散管理および

流動性の観点からの貸借対照表の分析について報告を受けた。

・急速かつ大幅な金利上昇下における、銀行勘定の金利リスク管理について報告を受けた。

・リスク特性に対する当社グループの報酬方針および実務の妥当性を検討した。

・リスク部長および当社グループ法令遵守部長の独立性を確保し、その結果を報酬委員会に報告した。
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取締役会は、以下の事項を実施した。

・当社グループのリスクおよび流動性に関する委員会のすべての業務について報告を受けた。

・内部統制報告書の構成要素である業務リスクおよび恒常的統制の金融健全性監督・破綻処理

機構への転送を承認した。

・当社グループのリスク選好度に関する報告書の変更を承認した。

・流動性リスクの許容水準ならびに流動性リスクに関する方針、手続および内部システムを承

認した。

・リスクの測定および監視に関する報告書の金融健全性監督・破綻処理機構への転送を承認し

た。

・部門予算の更新を承認した。

 

特別業務

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、以下の事項を実施した。

・ロシアとの紛争が続くウクライナにおける従業員およびその家族の状況、トルコおよびモロッコの２ヶ国

を襲った地震の後の状況ならびにリスク費用の変化等、時事に関連するリスクについて各会議中において

報告を受けた。

・金利上昇下における不動産セクターへのエクスポージャーについて報告を受けた。

・企業の社会的責任のリスク要因に関する法人貸出金ポートフォリオの予備的分析について報告を受けた。

・電子取引およびアルゴリズム取引の規制を受けた後の欧州中央銀行からのレターならびにその対応要素に

留意した。

・レバレッジド・ファイナンスに適用されるリスク管理の枠組に関する欧州中央銀行のレターおよび対応要

素に留意した。

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会および企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、合同会合で、当行の

リスク管理枠組の一部として、気候関連のリスク要因を含む企業の社会的責任のトピックを統合することにつ

いての進捗状況も検討した。

 

取締役会は、リスクおよび流動性に関する委員会のすべての特別業務について報告を受けた。
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法令遵守、内部統制、訴訟および定期的統制

内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、以下の事項を実施した。

・組織および活動の観点から内部統制システムおよび各統制部門（法令遵守部門、法務部門、リスク部門お

よび一般検査部門）の2022年度のハイライトを提示する、2022年度の内部統制に関する年次報告書の草案

を検討した。

・金融の安全性、市場の健全性、顧客の利益保護および汚職防止の観点からの、コンプライアンス違反のリ

スクに対する法令遵守部門による評価を含む、コンプライアンスの要素について、2022年度の年次内部統

制報告書の草案を検討した。

・特に2022年度の監査計画に関する一般検査部門の活動報告書を含む、2022年度の年次定期的統制報告書の

草案を検討した。

・マネーロンダリングの防止、テロリストへの融資の防止ならびにBNPパリバの単独および連結ベースでの

資産凍結についての内部統制システムに関する組織の年次報告書を検討した。

・マネーロンダリングの防止およびテロ資金対策、資金凍結、資金もしくは経済的資源の供与または使用の

禁止に関するシステムならびに内部統制についての命令に従い、マネーロンダリングの防止およびテロ資

金対策に関する当社グループおよびBNPパリバのリスクの分類を検討した。

・BNPパリバ内に導入された第２次金融商品市場指令システムおよびその導入を完了し、特定された不具合

を是正するための進行中の措置、第２次金融商品市場指令要件を満たすために導入されたシステムのコン

プライアンスならびに商品ガバナンスおよび従業員の知識とスキルの観点から導入されたシステムに関し

て、事業部門および法令遵守部門が2022年度に実施した統制の結果を検討した。

・投資または関連サービスの提供に際して生じ得る利益相反を防止し管理するために、第２次金融商品市場

指令に基づいて導入された制度に関する利益相反についての年次報告書を、取引上および非取引上の利益

相反に関して検討した。

・2022年度の汚職リスクに関する年次審査の結果を検討した。

・欧州中央銀行が実施した当行の2022年度の再生計画の分析に留意し、2023年度の再生計画および様々な再

生オプションを検討した。

・欧州の規制動向を決議の観点から検討し、2024年度第１四半期までに単一破綻処理委員会が設定した当社

グループの自己資本および適格債務の最低基準（MREL）ならびに当社グループが行使した不服申立てにつ

いて報告を受けた。

・当社グループの外部委託方針の実施を検討した。

・主要な訴訟および進行中の手続ならびに主要事案の進展を定期的に検討した。

・2022年度における定期的統制の結果の完全性および進展を検討した。

・一般検査部門の中間報告書を検討した。

・法令遵守部門の中間報告書を検討した。

・2023年度の監査計画の展開および一般検査部門の任務の結果を定期的に監視した。
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・欧州中央銀行の一般検査部門の任務を受けて是正計画およびその実施状況を検討した。

・小切手の流れに関するフランス銀行の管理報告書に対するフォローアップレターおよび対応要素に留意し

た。

・借入人保険の自由選択の実施体制に関する金融健全性監督・破綻処理機構の管理報告書に対するフォロー

アップレターおよび対応要素に留意した。

・従業員貯蓄制度の枠組内で口座の保管機関を務めるBNPパリバ・エパルニュ＆ルトレット・アントルプ

リーズ（BNP Paribas Épargne & Retraites Entreprises）の活動に関する金融市場機関の管理報告書に

対するフォローアップレターおよび対応要素に留意した。

・監督当局によって当行に科される罰金に定期的に留意した。

 

取締役会は、以下の事項を実施した。

・内部統制・リスク管理・法令遵守に関する当該委員会のすべての業務について報告を受け

た。

・コンプライアンスおよび恒常的統制の構成要素である年次内部統制報告書の金融健全性監

督・破綻処理機構への転送を承認した。

・年次定期的統制報告書の金融健全性監督・破綻処理機構および欧州中央銀行への転送を承認

した。

・マネーロンダリングの防止およびテロ資金対策ならびに資産凍結についての内部統制システ

ムに関する組織の報告書が金融健全性監督・破綻処理機構に転送されることを承認した。

・第２次金融商品市場指令の規制の実施に関する状況および進行中の措置に留意した。

・2023年度の再生計画を承認した。

 

当該委員会は、業務執行陣を同席させることなく、リスク部長、法令遵守部長、法務部長および一般検査部

長へ聴取した。

 

取締役会は、面談の報告を聴取した。
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2.e 2023年度に企業統制・倫理・指名・CSR委員会が行った業務および取締役会が承認した業務

 

 

取締役会およびその特別委員会の構成員の変更

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、以下の事項を実施した。

・取締役の任期を確認し、取締役会が、2023年にその任期が満了する取締役である、ジャン・ルミエール、

モニーク・コーエン、ダニエラ・シュワルツァーおよびジャック・アシェンブロワの任期の更新を、年次

株主総会の票決に付すことを提案した。フィールズ・ウィッカー－ミウリンは、BNPパリバで12年の任期

を務めており、社外取締役について定める企業統制規約の基準を満たさなくなるとして、任期更新は提案

されなかった。

・各取締役の状況を検討し、企業統制・倫理・指名・CSR委員会および財務書類委員会にそれぞれ１名出席

することに加えて、取締役会に以下を任命するよう提案することを決定した。

・ダニエラ・シュワルツァーを、2023年５月16日の年次株主総会以降、財務書類委員会および内部統制・

リスク管理・法令遵守委員会の委員とすること

・クリスチャン・ノワイエを、2023年５月16日の年次株主総会以降、内部統制・リスク管理・法令遵守委

員会の委員とすること

・適格性ポリシーの規定により、当社グループ外で役職を担う取締役の状況を検討した。

・取締役会の構成変更の検討を継続し、社外取締役候補を継続的に特定するために外部企業を任命した。

・BNPパリバの取締役会において従業員を代表する取締役が選出された結果、ユーグ・エパイヤールが幹部

従業員により再選され（任期は2024年２月16日から３年間）、ヴァネッサ・ルプルティエが技術系従業員

により選出（任期は2024年２月16日から３年間）されたことについて報告を受けた。

・2023年９月11日付で、ライナ・ギブソン・ブランドンが家庭の事情により取締役を辞任したことに留意し

た。

・ライナ・ギブソン・ブランドンの後任として、当該委員会の委員長が面接を行った複数の候補者を選出

し、2024年１月10日付のマリ・クリスティーヌ・ロンバーの選出を取締役会に提案した。同氏の任命は、

2024年５月14日の年次株主総会により承認された。

 

取締役会は、以下の事項を実施した。

・2023年５月16日の年次株主総会で該当する取締役の任期を更新することを提案した。

・2023年５月16日の年次株主総会の後、即時にダニエラ・シュワルツァーを財務書類委員会お

よび内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の委員として、クリスチャン・ノワイエを内部

統制・リスク管理・法令遵守委員会の委員として任命することを承認した。

・2024年１月10日付でライナ・ギブソン・ブランドンの後任としてマリ・クリスティーヌ・ロ

ンバーを選出し、かかる決定は2024年５月14日の年次株主総会で承認された。
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ガバナンス

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、以下の事項を実施した。

・社外取締役候補者の最新の顔ぶれを検討した。

・取締役会会長および最高経営責任者が一時的もしくは永続的に能力喪失または死亡した場合に、取締役会

に提案される可能性のある取締役会会長および最高経営責任者の後継者候補の年次見直しを実施した。

・一般検査部門に関する任務を受けた欧州中央銀行の勧告を実施するため、取締役会の内部規則の改正案を

検討した。

・取締役会会長の年齢制限を75歳まで延長し、取締役会がこれを１年間延長することができる定款変更を、

2023年５月16日の年次株主総会に提出することを取締役会に提案した。

・BNPパリバまたはその子会社の１つと取締役、最高経営責任者および最高業務責任者との間で締結された

現行の契約に関する報告書を、通常の条件下で締結された現行の契約に係る手続に従って検討した。

・人事部門により、主要役職保持者の評価を確認した。

・健全な連結の範囲内のBNPパリバのすべての子会社に適用される企業統制方針に関連する統制の実施およ

び結果について報告を受けた。

・取締役会会長および投資家間での当行のガバナンスについての意見交換の報告を受けた。

・2022年度に関するコーポレート・ガバナンスの報告書の草案を検討した。

 

取締役会は、以下の事項を実施した。

・取締役会の内部規則の改正を承認した。

・2023年５月16日の年次株主総会の議決に付された定款の変更を承認した。

・BNPパリバまたはその子会社の１つと取締役、最高経営責任者および最高業務責任者との間

で締結された精査されたすべての契約は、通常の条件下で締結された通常の契約であると判

断した。

・2022年度のコーポレート・ガバナンスの報告書を承認した。
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取締役会の評定

当該委員会は、以下の事項を実施した。

・2022年度について取締役会の秘書役（SCR）によって行われた取締役会の評定の結果を承認した。評定に

より、進歩を続ける取締役会の機能に対して取締役が満足していることが確認され、メンバーの補完性、

議論の質ならびに注意力および相互尊重が強調された。また、業務執行陣との議論の流動性および業務執

行部門長の介入の質も確認した。

・2022年度に実施された評定に起因する行動計画の実行を監視し、その結果、企業の社会的責任問題への対

処の進展につながった。

・特に取締役会に代表されるスキルの強化を含む行動計画を取締役会に提案した。

 

取締役会は、2022年度の評定を受けて、行動計画を承認した。

 

さらに、取締役会内部規則の9.4項およびAfep-MEDEF企業統制規約の勧告に基づき、取締役会の評定は、３

年毎に外部企業によって実施されなければならないと規定されているため、当該委員会は、入札募集に従い、

2023年度の評定のための当該企業を事前に選定した。

 

取締役会は、2023年度の評定に、外部企業を選択することを承認した。

 

行動枠組の監視

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、その権限に従って、１回の会議を開催し、当社グループ内の行動枠

組を強化するために過去１年間に実施された主な措置を検討した。特に、他人への心遣いや顧客の認識に関連

する指標を含む様々な行動指標の結果や、行動課題に関する意見を収集するために2023年度に当社グループの

従業員を対象に実施した調査の結果を検討した。

 

取締役の報酬

2023年度における各取締役報酬の配分に関する取締役会の承認の前に、企業統制・倫理・指名・CSR委員会

は、各取締役の取締役会および当該委員会の会議への実際の出席状況を検討した。
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社会的責任および環境責任

権限の一環として、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、当社グループの社会的責任および環境責任に関

する報告書を検討し、いくつかの修正および改訂を提案した。

当該委員会は、以下の事項を行った。

・当社グループの社会的責任および環境責任に関する報告書を検討し、経済的責任、社会的責任、民事責任

および環境責任の分野における当社グループの2022年度の主要な進歩および達成事項に留意した。

・（ⅰ）最善の慣行と整合させ、この分野におけるアプローチをより詳細に規定するための当行の警戒計画

の強化および（ⅱ）当行のCSRに関する４つの柱（経済的責任、社会的責任、民事責任および環境責任）

をカバーする、2022-2025年のCSRダッシュボード指標の10項目の2022年度における結果について報告を受

けた。

・顧客に対する影響を通じて、当行の貸借対照表に間接的に影響を及ぼす可能性のある環境・社会・ガバナ

ンスリスク要因を説明する量的および質的情報について報告を受けた。

・英国およびオーストラリアの現代奴隷法（英国については以下「2015年現代奴隷法」といい、オーストラ

リアについては以下「2018年現代奴隷法」という。）に従って、当社グループの各事業体を代理して作成

された、これら各事業体の活動に人身売買および奴隷制がないことを保証する報告書を検討した。かかる

報告書は、当社グループの社会的責任および環境責任に関する報告書に含まれる。

・当社グループの多様性、平等および受容に関する方針、特に経営機関および戦略的優先事項におけるジェ

ンダーバランスの観点について報告を受けた。

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、エネルギー移行向け資金調達に関する国際的および欧州の大手銀行

機関のコミットメントに関して非政府団体が発表した比較分析についても留意した。

また、株主総会において、BNPパリバ・アセット・マネジメントの企業の社会的責任に関する議決権行使方

針についても報告された。

企業統制・倫理・指名・CSR委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、合同会議を開催し、

気候関連のリスク要因を含む企業の社会的責任に関するトピックの、当行のリスク管理枠組の一部としての統

合の進捗状況を検討した。

 

取締役会は、以下の事項を実施した。

・警戒計画および臨時の財務実績書類に関するセクションを含む、当該委員会より提案された

修正済の当社グループの社会的責任および環境責任に関する報告書を承認した。

・英国の「2015年現代奴隷法」およびオーストラリアの「2018年現代奴隷法」についての、当

社グループの各事業体を代理して作成された報告書を承認した。
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2.f 2023年度に報酬委員会が行った業務および取締役会が承認した業務

 

 

報酬委員会の委員のうち１名は、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の委員でもある。それにより、

BNPパリバの報酬原則およびリスク方針の適切性に関する当該委員会の業務を促進し、フランス通貨金融法典

の要件を遵守している。

報酬委員会は、以下の事項を実施した。

2022年度に関して、

・報酬方針の原則について、

・報酬方針の原則ならびに法定基準を満たし、かつ任務を当該委員会に委託している当社グループのフラ

ンス国内の重要な子会社の会社役員に2022業績評価年度について付与される報酬、補償および各種給付

について年次審査を実施した。

・当社グループの上級管理者（SMP）および重大なリスクの負担者である役職者に関する行動規範、規則

および規定の遵守の審査ならびにリスクの評価および管理の実施について、2022年度の暫定結果の報告

を受けた。

・2022年度の当社グループの重大なリスクの負担者の報酬の検討の実施に関する一般検査部門の報告書の

概要について報告を受けた。

・2020年度に欧州中央銀行により行われた任務の一環として公表された勧告のフォローアップについて報

告を受けた。

・特定のカテゴリーの従業員で、特に当社グループのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門的な活動を行う

従業員について、

・当社グループの従業員で、その当行における責任が当社グループのリスク特性に重大な影響を及ぼす者

（以下「重大なリスクの負担者」という。）についての詳細な情報を受領した後に、

・重大なリスクの負担者の報酬に関する問題を検討した。

・重大なリスクの負担者の最終範囲を確認した。

・当社グループの重大なリスクの負担者に支払われた2022年度の報酬に関する2023年度の公開報告書

を検討した。

・2023年５月16日の年次株主総会における年次諮問投票の対象となる、当社グループの重大なリスクの負

担者に2022年度に支払われた報酬に関する決議を検討した。

・当社グループのリスク部長および法令遵守部長の2022年度の報酬を監査した。

・主要役職保持者の2022年度に関する報酬について報告を受けた。

・2022年度において最高報酬額を支払われた従業員のリストについて留意した。

・2022年度の業績に関するグローバル・マーケット事業の変動報酬パッケージの決定のための最終パラ

メーターについて検討し、付与される最終パッケージおよびかかる事業部門について個々の報酬の付与

方法について報告を受けた。
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・会社役員について、

・業務執行陣を同席させることなく、会社役員の年間変動報酬に関連する定量的および定性的な業績基準

について検討し、2022業績評価年度の会社役員らの変動報酬を承認することを取締役会に提案した。

・BNPパリバの取締役および会社役員に対し2022年度に関して付与され、または同年度中に支払われた報

酬および各種給付の総額に関する情報（「株主による役員報酬決議」）を承認した。

・取締役について、

・2022年度に関して取締役に配分された報酬の最終額について報告を受けた。

2023年度に関して、

・報酬方針の原則について、

・重大なリスクの負担者に支払われる変動報酬の金融商品による部分の保有期間を延長し、方針を適応さ

せるための特定の提案を考慮に入れるために、当社グループの報酬方針の改定案を検討した。

・2023年度に当社グループの重大なリスクの負担者に適用される繰延報酬の規則および変動報酬の支給条

件を検討した。

・報酬方針に係るジェンダーの中立性に関して当社グループが講じたすべての措置について報告を受け

た。

・今後の規制変更について報告を受けた。

・特定のカテゴリーの人材について、

・2023年度の当初想定された当社グループの重大なリスクの負担者の範囲について留意した。

・2023業績評価年度におけるグローバル・マーケット事業の従業員の変動報酬パッケージの決定に用いら

れる初期パラメーターについて検討した。

・取締役および会社役員について、

・2023年度の業績から適用される、取締役および会社役員に対する報酬方針を検討した。

・一般検査部門の任務を受けて欧州中央銀行の勧告を実施するため、取締役会の内部規則の改正案を検討

した。

・取締役会および委員会の会議への実際の出席状況に基づき、2023年度に関して取締役に配分される報酬

の暫定的な配当額を検討した。

2024年度に関して、

・会社役員について、

・比較可能な欧州の銀行委員会とのベンチマークに基づき、会社役員の報酬の水準および構造を検討し

た。

・取締役について、

・取締役に配分される報酬パッケージの水準を検討した。
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2023年５月16日の年次株主総会における取締役および会社役員の報酬に関する決議の採決に関して、当該委

員会は、すべての決議が80％を大幅に上回る賛成率を得ていることを確認した。棄権票を投票に含める場合、

2023業績評価年度に関する決議のうち１件のみでより低い賛成率が見られた。しかし当該委員会は、現在の投

票の集計基準は、棄権票を除外していることに留意した。

 

取締役会は、以下の事項を実施した。

・報酬委員会のすべての業務について報告を受けた。

・当社グループの報酬方針の改定を承認した。

・2023業績評価年度に関して、その専門的な活動が当行のリスク特性に重大な影響を与える従

業員および業務執行陣が提案する報酬原則を特定するために取っている方法について、当該

委員会の委員長から報告を受けた。

・2022業績評価年度に関して、当社グループのリスク部長および法令遵守部長の報酬の適切性

に関する当該委員会の委員長の報告書について審問した。

・2023年５月16日の年次株主総会の承認を得るために提出された取締役および会社役員に関す

る報酬方針の原則を承認した。

・最高経営責任者および最高業務責任者を同席させることなく、2023年度の取締役および会社

役員の報酬方針を承認した。

・最高経営責任者および最高業務責任者を同席させることなく、2022業績評価年度の執行役員

の年間変動報酬に関連する定量的および定性的な業績基準の当該委員会による査定を検討お

よび承認した。

・2022年度に関して付与される、または同年度中に支払われるBNPパリバの取締役および会社

役員に対する報酬および各種給付の総額に関する、2023年５月16日の年次株主総会の承認を

得るために提出された情報（「株主による役員報酬決議」）を承認した。

・取締役会の内部規則の改正を承認した。

・2023年度に関して取締役に配分された報酬の個別の分割を承認した。

 

取締役会の内部規則

前文

以下に関する規則が、法規条項および規制条項、当社の定款ならびにかかる規則（かかる取締役会の内部規則

に加え、下記1.3項に記載される経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーがある。）に

より規定されている。

・取締役会

・取締役（取締役の権利および義務を含む。）

・取締役会の委員会
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取締役会はまた、企業統制に関するフランス市場ガイドライン、とりわけ、BNPパリバ（当社）が委託してい

るフランスの使用者組織であるフランス私企業協会（Afep）およびフランス企業連合（MEDEF）により発行され

た上場企業向け企業統制規約（Afep-MEDEF企業統制規約）の規定も考慮する。

取締役会は、すべての株主を共同で代表し、あらゆる状況において、当社の会社としての利益のために行為す

る合議体である。

取締役会は、以下の特別委員会によるサポートを受けている。

・財務書類委員会

・内部統制・リスク管理・法令遵守委員会

・企業統制・倫理・指名・CSR委員会

・報酬委員会

・上記以外の各種の臨時委員会

 

第１　取締役会、合議体

1.　取締役会の責務

取締役会は、当行の評判を保つために、法規義務および規制義務の範囲内で発生する問題を協議し、特に、従

業員らによるBNPパリバの活動が高い倫理要件を確実に遵守することを目標とする企業価値の促進に寄与する。

取締役会は、特に以下の分野に優れているが、取締役会が優れる分野はこれらに限られない。

 

1.1 方向性および戦略的運営

取締役会は、

・BNPパリバの事業についての社会的および環境的課題を考慮し、BNPパリバの事業の方向性を決定し、業務執

行陣によるその実施を監督する。

・株主総会に明示的に与えられた権限に従い、また会社の目的の範囲内で、当社の円滑な運営に関する一切の

問題を取り扱い、当社に関する一切の事項を決定する。

・最高経営責任者により取締役会に提出された、250百万ユーロを超えるすべての投資または投資の廃止の決

定（ポートフォリオ取引を除く。）およびかかる上限を超える株式持分の取得または売却についてのすべて

の提案（ポートフォリオ取引を除く。）に関する事前承認を与える。また、最高経営責任者から、かかる限

度額以内の重要な取引について、定期的に報告を受ける。

・承認された方向性の範囲外の重要な戦略的業務に対し事前の承認を与える。

・BNPパリバによる長期的な価値の創出を促進する。

 

1.2 行動規範

取締役会および業務執行陣は、当行により決定された価値および任務に沿った行動基準を定義するBNPパリ

バ・グループの行動規範を確立させた。かかる規範は、各事業部門および各従業員において統合されるものと

し、各従業員の行動を統治し、組織のすべてのレベルでの決定の指針となる。このため、取締役会は、業務執行

陣による事業部門、国および地域でかかる規範の実施を保証する。
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1.3 統治、内部統制および財務書類

取締役会は、

・会長および最高経営責任者を選任し、また、後者の推薦に基づき、最高業務責任者（COO）を選任する。

・最高経営責任者および最高業務責任者の権限の制限の一切を設定する。

・特に明瞭な組織構造、明白に定義された透明性および一貫性のある責任分担、ならびに当社がさらされてい

る、またはさらされる可能性のあるリスクを特定、管理、監視および報告する効率的なプロセスを含む統治

システムを審査する。取締役会は、定期的にかかる統治システムの効率性を評価し、一切の統治システムの

欠陥を改善するための是正措置が取られてきたことを確認する。

・当社の組織における役割分担および利益相反の防止を含む、当社の効果的かつ慎重な管理を保証するため、

方向性を決定し、監視措置の実際の管理者によるその実施を統制する。

・内部統制に関して取締役会に課せられた義務を確実に履行し、特に、少なくとも年２回は、内部統制の活動

および結果の審査を行う。

・経営報告書および同書に添付されたコーポレート・ガバナンスの報告書を承認する。

・取締役会がふさわしいと判断する統制および検査を実施する。

・最高経営責任者および／または最高業務責任者が経営機関におけるジェンダーバランスを含めて差別禁止お

よび多様性の方針を確実に実行するようにする。

・汚職およびあっせん収賄の防止および発見のプロセスの実施を確実にする。取締役会は、かかる目的のため

に要求されるすべての情報を受領する。

・財務書類の審査および決算を行い、その真実性を保証する。

・最高経営責任者が取締役会に提出する予算ならびに法規および規制上の様々な報告の草案を少なくとも年１

回は検討する。

・経営機関の構成員および主要役職保持者についての評価を定義する適格性ポリシー（以下「経営機関の構成

員および主要役職保持者に関する適格性ポリシー」という。）を策定する。取締役会（およびその委員会）

は、かかる方針を適用し、特に規制の変更を考慮し、定期的にかかる方針を改訂する。

 

1.4 リスク管理

取締役会は、

・取締役会が定める戦略に関連して、金融リスク、法務リスク、業務リスク、社会的リスクおよび環境リスク

等の機会およびリスク、マネーロンダリングおよびテロリスト資金問題と関連する機会およびリスクのみな

らず、その結果として講じられた措置を定期的に審査する。

・そのため、景気に起因するリスクを含む、当社がさらされている、またはさらされる可能性のあるリスクの

負担、管理、監視および削減を統治する戦略および方針を承認し、定期的に審査する。とりわけ、取締役会

は、グローバル・リスクの限度枠を承認し、その情報を整理する個別のプロセスを導入し、場合により、か

かる限度枠を超過する場合には、かかるプロセスへ問題を委託する。
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1.5 伝達

取締役会は、

・株主および市場に開示された財務情報が質の高いものであることを保証する。

・財務の公表および伝達のプロセス、当社により公表および伝達されることを目的とする情報の質および信頼

性の統制を行う。

 

1.6 報酬

取締役会は、

・年次株主総会の権限を損なうことなく、取締役の出席報酬を配分する。

・とりわけ、リスク負担者、統制機能に携わる職員、およびその収入総額からすればその専門的な活動が当社

グループのリスク特性に影響を与える従業員と同等の報酬区分に属するすべての従業員を含む職員の類型に

関する当社グループの報酬方針の一般原則を導入し、定期的に審査する。

・年次株主総会の権限を損なうことなく、会社役員（dirigeants mandataires sociaux）である管理者の報

酬、特に、その固定報酬および変動報酬、ならびにその他の報酬または現物給付等の手段を決定する。

執行役員は、自身の報酬に関する取締役会の議論および報酬委員会には出席せず、また投票にも参加しない。

 

1.7 破綻処理

取締役会は、機関の予防的再生計画および所轄の規制当局に連絡された破綻処理計画を策定するために必要な

条項を設定する。

 

1.8 統制部門との関係

統制部長（リスク部門、コンプライアンス部門、一般検査部門および法務部門）は、年に１回、業務執行陣が

同席することなく、当社グループ内のこれらの部門で用いられる組織、手法および手順ならびに業務プログラム

について、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）の面談を受ける。

また、統制部長は、定期的に内部統制・リスク管理・法令遵守委員会に活動の概要を報告する。

執行役員に報告することなく、統制部長は、取締役会または該当する場合はその委員会に直接アクセスするこ

とができる。

取締役会は、以下を事前に承認する。

・一般検査部長の任命

・リスク部長、コンプライアンス部長および一般検査部長の解雇

統制部長は、取締役と同等の倫理規程、機密性および職務規程の対象となる。
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2.　取締役会の機能

2.1 会議の組織

取締役会の会議は、年に少なくとも４回開催され、その時々の状況またはBNPパリバの利害関係者の要求に応

じて適宜開催される。

会議の通知は、取締役会の秘書役により連絡される。

取締役会の秘書役は、取締役会の会議に必要なすべての資料を準備し、すべての書類を取締役およびその他の

会議参加者が自由に使用できるよう手配する。

取締役会の会議に出席した取締役が署名した出席記録は保管され、出席したとみなされる取締役の氏名が記さ

れる。

取締役会の決定は、有効な法律に従って取締役会の秘書役により議事録に記録され、特別な登記簿に記入され

る。取締役会の秘書役は、取締役会議事録の写しまたは抄録を発行し認証することを認められている。すべての

取締役会議事録は、次回の取締役会において承認されなければならない。

取締役会の決定は、最高経営責任者、最高業務責任者または取締役会に任命された特別な代表機関のいずれか

により実行される。

 

2.2 参加の手段

ビデオ会議、または身分が証明でき、有効な出席と認められ、少なくとも参加者の声を伝送し、かつ、その技

術的特性により機密性、持続性および同時再送信性のある電気通信手段により取締役会に参加する取締役は、財

務書類および年次報告書を承認すると予想される取締役会を除き、定足数および過半数の計算上出席したものと

みなされる。技術的な事象の発生により会議の運営が阻害された場合は、場合により、議事録にこれを記す。

 

第２　取締役会の構成員

3. 構成、情報およびスキル

3.1 取締役会会長

3.1.1 当社の他の機関および外部当事者との関係

当社の他の機関および外部当事者に対し、例外的な場合および特定の任務または職務が取締役会により別の取

締役に委任されている間を除き、取締役会会長のみが取締役会の名義にて行為する権限を有し、かかる名義にて

発言することができる。

会長は、業務執行陣との緊密な信頼関係を確実に維持するようにする。会長は、業務執行陣に対し、その実行

責任を尊重しながら支援および助言を提供する。会長は、自身の利用可能性を確保し、自身の経験を当社のサー

ビスに活かすために、会長業務を体系化している。会長は、当社の価値観やイメージを当社グループ内外におい

て広めることに貢献している。

業務執行陣と緊密に連携しながら、会長は、高度な関係、とりわけ国内、欧州および国外レベルでの主要な顧

客、公的当局および機関との関係において当社グループを代表することができる。
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会長は、かかる分野における業務執行陣の業務と密接に連携して、株主との関係の質を維持することを確保す

る。会長は、取締役会に対してかかる任務に関する報告を行う。

会長は、企業統制の原則が定められ実施されることを確保する。

会長は、BNPパリバの取締役会が正常に機能することを管理する。したがって、

・会長は、企業統制・倫理・指名・CSR委員会の協力を得て、ならびに、必要に応じて、取締役会および定時

株主総会の承認をもって、効率的で均衡のとれた取締役会を確立し、取締役会により考慮されるべき指名な

らびに取締役会に関連する交替および承継計画の手続を管理するための努力をする。

・会長は、すべての委員会会議に出席することができ、また、自身が関連があると考える委員会の議題に題目

を追加することができる。

・会長は、取締役が適時に、ならびに明瞭かつ適切な形でその職務を実行するために必要な書類および情報を

有することを確保する。

 

3.1.2 取締役会の業務の組織

会長は、そのすべての職務を実行できるようにするために取締役会の業務を組織し、管理する。また会長は、

取締役会の会議の日程および議題を定め、会議を招集する。

会長は、取締役会の業務が、建設的な討議および意思決定に役立つような方法で適正に組織されることを確保

する。会長は取締役会の業務を指示し、その業務と特別委員会との業務を調整する。

会長は、取締役会が、当社の将来、特にその戦略に関係する問題に適切な時間を割くように配慮する。

会長は、最高経営責任者および業務執行陣の他の構成員から、当社グループの事業に関する重要な事象および

状況、特に、戦略の展開、組織、投資または投資廃止計画、金融取引、リスクおよび財務書類に関する状況につ

き、定期的に報告を受ける。

最高経営責任者は、会長に対し、内部統制報告書に関しフランス法に基づき要求される一切の情報を提供す

る。

会長は、取締役会およびその委員会がその職務を実行するために役立つ可能性のある情報を、最高経営責任者

または管理者、および特に統制部長に求めることができる。

会長は、取締役会および財務書類委員会の業務を準備するために、法定監査人に聴取することができる。

 

3.2 取締役

取締役は、BNPパリバの利益のために行動し、また、取締役に適用される当該内部規則のすべての規定、特に

取締役会の手続に従うことを約束する。

 

3.3 その他の出席者

3.3.1 無議決権取締役（censeurs）

無議決権取締役は、顧問の立場で取締役会および特別委員会の会議に出席する。
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3.3.2 法定監査人

法定監査人は、年次財務書類または中間財務書類の審査または決算を行う取締役会および特別委員会の会議に

出席し、また、取締役会会長が必要であると判断する場合に取締役会および特別委員会の会議に出席することが

できる。

 

3.3.3 招待者

取締役会は、会議に出席させるため１名または複数名の招待を決定することができる。

 

3.3.4 中央企業委員会の代表者

中央企業委員会の代表者は、顧問の立場で取締役会会議に出席する。

 

3.3.5 取締役会の秘書役

取締役会の秘書役は、取締役会により任命され、また取締役会の会議に出席する。

 

3.4 情報へのアクセス

3.4.1 情報および書類

取締役会会議への参加および賢明な決定を効率よく行うため、各取締役は、その責務を遂行するために必要な

書類および情報のすべて（これらの書類が決定を行うにあたって有益であり、取締役会の権限に関係している場

合において）を各取締役に対して通知することを、会長または最高経営責任者に対して求めることができる。

要求は、会長に情報を通知する取締役会の秘書役に送られる。

取締役会の秘書役が便宜または機密性の観点から望ましいと考える場合、取締役会の秘書役または当社グルー

プの担当の従業員は、取締役および取締役会の参加者が自由に使用できるようにされた書類を閲覧できる。

 

3.4.2 システム

取締役会会議のためのすべての書類は、電子化を含むあらゆる手段により、取締役および取締役会会議の参加

者が自由に使用できるようにすることができる。この場合、情報の機密性、完全性および利用可能性を守るため

に、必要であると考えられる保護についてのすべての措置が取られ、また、取締役会の各構成員または書類を受

け取ったすべての者は、このように使用可能とされたシステムおよびメディアについてだけでなく、それらに対

するアクセスについても責任を負う。

 

3.5 研修、個人的および集合的スキル

BNPパリバの取締役は、BNPパリバのすべての重要な活動に関連する義務ならびに効率的な管理および監督を保

証する義務を適切に果たすため、個人的および集合的両面において、とりわけ専門的技術および完全性に関して

必要な専門的知識、経験、スキル、理解力および個人的資質を有している。
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取締役は、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーに従い、その知識を最新の状態に

保つようにするものとする。

従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役は、現行の規制に従い取締役会の定める研修のた

めの時間を付与される。研修の終了時に、取締役により選ばれた研修センターは定期的な出席に対する証明書を

発行しなければならず、かかる取締役は、かかる証明書を取締役会の秘書役に送らなければならない。

 

4.　義務

4.1 BNPパリバの株式の保有および維持

定時株主総会によって選任されたすべての取締役は、個人として1,000株を所有していなければならない。取

締役は、任命から12ヶ月以内にすべての株式を保有していなければならない。かかる期間の満了時において、す

べての該当する取締役は、その任期を通じてかかる最小限のBNPパリバの株式数を維持することを確認するもの

とする。

取締役は、かかる株式のリスクをカバーする個人的ヘッジまたは保険戦略を行わないことを保証する。

かかる義務は、従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役にとって重要なものではない。

 

4.2 倫理―機密性

4.2.1 倫理

4.2.1.1 利用可能性および定期的な出席

取締役会の構成員は、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーに従い、その職務およ

び責任を実行するために必要な時間および努力を費やすものとする。

従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役は、経営機関の構成員および主要役職保持者とし

ての適格性評価に関するガイドラインに従い、取締役会の定める準備期間を付与される。

 

4.2.1.2 独立性および忠誠

取締役会のすべての構成員は、経営組織の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーに従い、常に

その独立性を維持するものとする。

取締役会のすべての構成員は、その他の取締役、株主およびBNPパリバに対して忠誠心を持って行動するもの

とする。

取締役会のすべての構成員は、その独立性を損う可能性のある一切の利益またはサービスを拒否するものとす

る。
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4.2.1.3 警戒の義務

取締役会のすべての構成員は、自由に使用できるシステム、書類および情報の保管、利用ならびに場合により

返却に関して警戒の義務を負う。

 

4.2.2 機密性

取締役および取締役会の業務に参加するすべての者は、取締役会およびその委員会の議論および決定の内容な

らびにいかなる形でも取締役会およびその委員会において提示されるか、または取締役および取締役会の業務に

参加するすべての者に対して提供される情報および書類について、絶対的な機密性を保持する義務を負う。

法律で規定される場合を除き、取締役および取締役会の職務に参加するすべての者は、取締役会外部のいかな

る者にもBNPパリバが公表していない情報を開示してはならない。

 

4.3 倫理的行為―管理職の制限―利益相反―個人的な申告

4.3.1 倫理的行為

取締役が倫理的行為に関する疑問を有する場合、当社グループ法令遵守部長に相談することができる。

インサイダー取引に関する法律は、個人として、また、BNPパリバの株式を有する企業内で責務を果たす場合

の両方において、特に取締役に対し適用される。取締役は、特に、内部情報の定義、伝達および利用に関する法

律上の要件を尊重しなければならず、それらのうち主要な規定は就任の際に伝達される。

また取締役は、四半期財務書類および年次財務書類の公表日の後６週間以内、または当社の業務に係るプレス

リリースの公表後６週間以内は、個人ベースにおいてのみBNPパリバの証券の取引を行うことができる。ただ

し、当該期間内において、証券取引規則に基づきインサイダー情報であるとみなされる情報を保有している場合

は、この限りではない。

取締役は、疑義を生じさせる取引、とりわけレバレッジによる購入もしくは空売りまたは短期取引は差し控え

るものとする。

取締役および取締役と緊密な関係にある者は、公開を保証するフランス金融市場機関（Autorité des marchés

financiers ‒ AMF）およびBNPパリバに対して、BNPパリバの株式およびそれに関連する金融商品について行う取

引について表明する義務を負う。

 

4.3.2 管理職の制限

取締役は、管理職の制限に関して、取締役またはBNPパリバに適用のある法規条項および規制条項ならびに経

営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーを遵守する。
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4.3.3 利益相反

取締役は、とりわけ、いわゆる「関係当事者間合意規制」（conventions réglementées）制度等の利益相反に

関する適用ある法規条項および規制条項ならびに経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリ

シーを遵守する。

いかなる状況であっても、取締役が利益相反についてのかかる義務を違反した場合、取締役会会長はそれを是

正するために必要なすべての法規措置を取るものとする。さらに、取締役会会長は、関係する規制当局に当該行

為を報告することができる。

 

4.3.4 個人的な申告

取締役は、個人の状況の変更（住所、職位、管理職、実行された義務の変更もしくは刑事上、民事上または行

政事件上の有罪判決等）について可能な限り速やかに取締役会の秘書役に報告することを保証する。

特に、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーに従い、取締役は、申し立てられた一

切の刑事上の有罪判決もしくは民事責任、経営の禁止、行政処分もしくは懲戒処分または職能団体からの除外措

置、および当該取締役が被るかかる処分を伴う可能性のある手続、業務上の違法・不当行為による罷免もしくは

当該取締役が対象者である可能性のある管理職からの免職について、取締役会会長に可能な限り速やかに報告す

るものとする。同様に、取締役は、申し立てられた一切の刑事上の命令もしくは民事上の命令、行政処分もしく

は懲戒処分または職能団体からの除外措置ならびに当該取締役が管理者、株主または投資者である会社が対象で

あるか、対象である可能性のある裁判所の命令による会社更生もしくは清算措置について取締役会会長に報告す

る。

 

5.　取締役および無議決権取締役（CENSEURS）の報酬

取締役に付与した報酬の総額は、定時株主総会において決定される。

取締役に付与した報酬の個人別の額は、報酬委員会の提案に従い、取締役会において決定される。かかる額

は、会議への実際の参加（参加方法は問わない。）に基づく優先的な変動報酬部分を含む。海外に居住する取締

役は、ビデオ会議または電気通信手段により取締役会会議に参加できる場合を除き、より高額の報酬を受け取

る。

委員は、委員会へ実際に参加することで追加の報酬を受け取ることができ、その額は委員会によって異なる。

委員は、異なる各委員会への参加につき追加の報酬を受け取る。委員長もまた、追加報酬を受け取る。

無議決権取締役の報酬は、報酬委員会の提案に従い、取締役会により決定される。

 

第３　取締役会の特別委員会

BNPパリバの取締役の責務の実行を容易にするため、取締役会内に特別委員会が設置された。
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6.　共通規定

6.1 構成およびスキル

特別委員会は、社内の経営上の義務を負わない取締役会の構成員からなる。かかる委員会はAfep-MEDEF企業統

制規約で提言されている独立性と同程度の独立性を持つ者とみなされるための基準を満たす必要数の構成員を含

む。委員会の委員は、参加する委員会の任務を実行するために適する知識およびスキルを有する。

報酬委員会は、少なくとも１名の従業員を代表する取締役を含む。

かかる委員会に付託された権限は、取締役会の権限を狭めることなく、またはこれを制限しないものとする。

取締役会会長は、委員会の員数、任務、構成および機能が常に法規条項および規制条項、取締役会の要求およ

び最良の企業統制実務に適合することを確保する。

取締役会の決定により、内部統制、リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）、報酬委員会（RemCo）および企業

統制・倫理・指名・CSR委員会（CGEN)は、フランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）第L.511-91

条の規定に基づき、連結ベースまたは子会社の連結ベースでの規制当局の監督の下で当社グループの会社につい

ての任務を請け負う。

 

6.2 会議

委員会は必要に応じて開くものとする。

 

6.3 委員会が採り得る手段

特別委員会は、必要に応じて外部の専門家を起用することができる。

委員長は、既存の内部規則に定めるような、当委員会の管轄の範囲内である問題に関し、当社グループ内の役

員に質疑を行うことができる。

取締役会の秘書役は、特別委員会の会議に必要なすべての資料を準備し、書類を取締役およびその他の会議参

加者が自由に使用できるよう手配する。

かかる書類は、電子化を含むあらゆる手段で使用可能な状態にすることができる。この場合、情報の機密性、

完全性および利用可能性を守るために、必要であると考えられる保護についてのすべての措置が取られ、また、

関係する特別委員会の各構成員または書類を受け取ったすべての者は、システム、メディアおよびその提供につ

いてだけでなく、そのアクセスについても責任を負う。

 

6.4 意見および議事録

委員会は取締役会に向けて意見を表明する。委員長（委員長が報告できない場合は、同じ委員会のその他委

員）が、次回の取締役会にてその業務の要約を口頭で報告する。

委員会の会議の議事録は、その後の会議で承認された後、取締役会の秘書役により書面による報告書が作成さ

れ、希望する取締役に対して配布される。
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7.　財務書類委員会

7.1 任務

フランス商法の規定に基づき、かかる委員会は、会計および財務情報の作成ならびに検証に関する問題につい

て監査することを保証する。

 

7.1.1 財務情報の作成プロセスの監査

当委員会には、財務書類の作成を完了させるにあたり当社が発行する四半期、半期および年次財務書類を分析

し、取締役会に対してかかる財務書類を提示するのに先立ち、特定の項目について更なる説明を得る責務があ

る。

当委員会は、会計原則および会計方針の選択、引当金、分析結果、健全性基準、収益性指標等のかかる計算書

類および財務書類に関するすべての事項ならびに方法論的問題となるまたは潜在的リスクとなる可能性のあるそ

の他一切の会計事項を審査するものとする。

当委員会は、場合に応じて、財務情報の詳細なプロセスの完全性を確実にするために勧告を行う。

 

7.1.2 会計ならびに財務問題に関する内部統制制度の効率性およびリスク管理の効率性の監査

当委員会は、業務執行陣から得た情報に基づき、詳細なプロセスの統制ならびに会計および財務情報や追加財

務情報の処理から生じるものと同様に、事業の概要ならびに内部の会計および財務に係る統制の成績を少なくと

も年２回は分析するものとする。当委員会は会計および財務に係る内部統制により明らかになる事象（取締役会

が定めた区分および基準に基づき報告される。）の概要について報告を受けるものとし、その所見を取締役会に

報告する。

当委員会は、会計および財務に係る内部統制制度の構造において決定された是正措置を導入することに関して

考えられるあらゆる障害について、取締役会会長（定期的統制部長から直接情報を受ける。）による報告を受

け、その所見を取締役会に報告する。

 

7.1.3 法定監査人による年次財務書類および連結財務書類の法定監査ならびに法定監査人の独立性の監査

当委員会は、法定監査人の選任手続を指揮し、法定監査業務の実施に対し請求される報酬額につき意見を述

べ、かかる選任過程の結果を取締役会に報告するものとする。

当委員会は、法定監査人の監査計画、ならびに監査人の推奨事項および監視を検討するものとする。

当委員会は、法定監査人および法定監査人が所属するネットワークに対してBNPパリバ・グループが支払う、

当委員会が承認した計算式を使用して計算される報酬の金額および明細につき、年１回通知を受けるものとす

る。当委員会は、BNPパリバに起因する監査法人またはそのネットワークの収益の額または割当が、法定監査人

の独立性を損なう可能性はないことを確認するものとする。
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１百万ユーロ（税引前）を超える合計報酬を必要とする業務には、当委員会の事前承認を必要とするものとす

る。当委員会は、財務部からの提案に基づき、一切の他の業務を、事後的に承認するものとする。当委員会は、

50,000ユーロを超える報酬を必要とする一切の「非監査」業務の財務部による迅速な承認および統制の手続を承

認するものとする。当委員会は、当社グループの法定監査人が所属するネットワークにより実施された一切の

「非監査」業務につき、財務部から年１回報告を受けるものとする。

当委員会は、法定監査人から、任務の枠組について最も重要な勧告を受け、検討するのと同時に、内部統制の

不十分さに関する主な所見について書面による報告を受け、検討する。また、当委員会は、内部監査によって出

される、会計および財務情報に関する任務の枠組についての最も重要な報告書および勧告に留意する。

各法定監査人は、当委員会に対し、法定監査人の独立性を保証するための内部統制制度につき年に１回報告す

るものとし、当社グループの監査における法定監査人の独立性に係る書面を提出するものとする。

当委員会は、法定監査人の専門的活動での会計監査人高等評議会（H3C）の統制の結果による、会計監査人高

等評議会の声明および決定について説明を行う。

当委員会は、少なくとも年２回は、当社の業務執行陣が出席しない状況において、法定監査人との討議のため

の会議を開催するものとする。

当委員会は、法定監査人の出席の下、四半期、半期および年次財務書類を検討するための会議を開く。

ただし、法定監査人は、法定監査人の報酬または再指名を議題とする当委員会の会議には、全部または部分的

とを問わず、出席しないものとする。

法定監査人は、法定監査人の職員に関する特定の問題を議題とする当委員会の会議には、全部または部分的と

を問わず、出席しないものとする。

特段の事情のない限り、四半期、半期および年次の経営成績および財務書類を含むファイルは、当委員会の会

議の少なくとも３日前までに、当委員会の委員に対して送付されるものとする。

四半期、半期および年次の経営成績に関連して会計原則の解釈の問題が生じ、重大な影響を伴う選択が必要と

なる場合は、法定監査人ならびに財務部は、提起された問題の性質および重要性を分析し、様々な可能性のある

解決法の良い点、悪い点を提示し、行われた最終選択の論理的根拠を説明する文書を、四半期毎に当委員会に提

出するものとする。

法定監査人および当社グループ財務部は、当委員会に対し、少なくとも年２回は財務書類の認証への取組の記

録を示す。それを基に、当委員会は、かかる任務の結果およびかかる任務が財務情報の完全性にどのように貢献

したか、ならびに完全性における当委員会の役割を取締役会に対して報告する。

 

7.2 会長の報告書

当委員会は、会計および財務情報の作成および処理に関する内部統制手続に関する会長の報告書案の一部を検

討するものとする。
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7.3 聴取

当委員会は、その管轄範囲である一切の問題に関して、自主的に当社グループ財務部および会計部の部長なら

びに資産・負債管理部の部長に聴取を行うことができる。

当委員会は、財務部の部長もしくは当社の経営陣が責任を負う可能性があり、または当社が開示した会計およ

び財務の情報の品質が疑われる可能性がある当委員会の管轄範囲に属する一切の問題に関して、財務部の部長に

質疑を行うことができる。

 

8.　内部統制・リスク管理・法令遵守委員会

8.1 任務

8.1.1 グローバル・リスク戦略に関する任務

当委員会は、当社のグローバル戦略の妥当性ならびに総合的な現在および将来のリスク選好度について取締役

会に助言する。当委員会は、取締役会が実際の管理者およびリスク管理部長によるかかる戦略の実施を検証する

場合に、取締役会を支援する。

かかる目的のために、当委員会は、現行の規則に従い当社グループに報告される業務のリスクおよび収益性の

測定、ならびにかかる事項および方法に関連する特定の問題に基づき、社会および環境に係る方向性を含む当社

グループのリスク方針の主要な方向性を審査する。

グローバル・リスクの限度枠を超過する場合、取締役会に問題を委託する手続が提供される。業務執行陣は、

当委員会の委員長に報告し、かかる委員長が、当委員会を開催するか、または取締役会の開催を求めるかを決定

することができる。

 

8.1.2 顧客に提案された商品およびサービスの価格の審査に関する任務

当委員会の任務の枠組において、および当委員会が定義する規定に従い、当委員会は、顧客に提示された商品

およびサービスの価格がリスク戦略に適合するものであるかを審査する。価格がリスクを的確に反映していない

場合、当委員会は、取締役会に対してこれを是正する行動計画を提示する。

 

8.1.3 報酬に関する任務

報酬委員会の任務を阻害することなく、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は当社の方針および報酬実務

により支給された報酬が、当社がさらされているリスクに関する状況、資本、流動性および可能性ならびに予測

される利益が普及するための期間に適合するものであるかを審査する。

かかる任務を実行するため、当委員会の委員長またはその代理人は、報酬委員会の会議に参加し、支持された

見解を示すものとする。

 

8.1.4 内部統制および法令遵守に関する任務

当委員会は、内部統制に関する銀行および金融規制の遵守を含む、内部統制に関連する義務の遵守を確保す

る。また、当委員会は、すべての法令遵守ポリシー関連の課題、とりわけ風評リスクまたは職業倫理の分野にお

ける課題を検討する。
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当委員会は、リスクの測定および監視に関する報告を分析する。当委員会は年２回、内部統制業務、ならびに

業務執行陣から提供された情報、恒常的統制部長、法令遵守部長および定期的統制部長から受けた報告に基づく

所見（財務書類委員会の責任範囲である会計および財務に係る内部統制を除く。）を検討する。当委員会は、当

社と金融健全性監督・破綻処理機構（Autorité de contrôle prudentiel et de résolution）（ACPR）の総務と

の間で行われたやり取りについて検討する。

当委員会は、内部統制により明らかにされる事象（取締役会が定めた区分および基準に基づき報告される。）

について説明を受けるものとし、その所見を取締役会に報告する。

当委員会は、一般検査部門による推奨事項のうち実行されなかったものの状態を分析する。当委員会は、内部

統制の構造において決定された是正措置を導入することに関して考えられるあらゆる障害（定期的統制部長から

直接情報を受けることとなっていたもの）について、取締役会会長による報告を受け、その所見を取締役会に報

告する。

一般検査部門憲章は、当委員会に提出される。

 

8.2 情報へのアクセス

当委員会は、リスクに関する当社の状況についてすべての情報を有する。必要に応じて、当委員会は、リスク

管理部長または外部の専門家のサービスを利用することができる。

 

8.3 財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の合同会議

財務書類委員会および内部統制・リスク管理・法令遵守委員会は、内部統制・リスク管理・法令遵守委員会の

委員長の要請、財務書類委員会の委員長の要請または取締役会会長の要請により会議を開催するものとする。

その意味で、当委員会の委員は、

・一般検査部門の任務計画および法定監査人の監査計画について説明を受け、リスク方針および運営システム

を評価するための取締役会の業務を整理する。

・リスクおよび財政的な影響に対する方針（引当金方針を含む。）に関連した共通の課題を扱う。当委員会の

委員は、とりわけ将来財務書類に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクの体系的検討を行う。

当該会議は、財務書類委員会の委員長が議長を務める。

 

9.　企業統制・倫理・指名・CSR委員会

9.1 企業統制に関する任務

当委員会は、企業統制を監視する責務がある。その役割は、BNPパリバ内部の企業統制実務を適用するために

取締役会を支援し、また、その機能を評価することにある。

当委員会は、国外、欧州および国内における企業統制規律の進展に関する定期的なフォローアップを確保す

る。当委員会は、その要約を少なくとも年１回は取締役会に報告する。当委員会は、当社グループに適してお

り、かかる分野における最良の実務に合った手続、組織および行為をもたらす可能性が高い措置を選択する。
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当委員会は、企業統制に関する報告書草案、および適用ある法規制により要求されるその他一切の書面を検討

する。

当委員会は、社会および環境についての責任（CSR）に関連する質問のフォローアップを管理する。このた

め、当委員会は、社会における当社グループのプラスの影響と同様に、持続可能な経済発展に対する当社グルー

プの貢献に特化しており、特に、経済の倫理的金融、従業員の発展およびコミットメントの促進、環境保護なら

びに気候変動との闘いにより対処している。

 

9.2 行動規範

当委員会は、BNPパリバ・グループの行動規範の更新を定期的に実行している。

 

9.3 取締役、委員会の委員および無議決権取締役（CENSEURS）の特定、選任および承継計画に関する任務

取締役の特定、選任および承継計画について、当委員会は、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する

適格性ポリシーに記載される原則および手続を適用する。当委員会は、かかる方針を定期的に検討し、取締役会

にとって妥当であるとみなされる変更を提案する。

当委員会は、取締役会におけるジェンダーバランスの達成という目標を設定する。当委員会は、かかる目標の

達成を目的とする方針を作成する。かかる目標およびかかる方針は、設定され次第、取締役会による承認を受け

る。

場合により、当委員会は、取締役会に対して無議決権取締役の任命を提案する。

 

9.4 取締役会の評価に関する任務

当委員会は、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーに従い、取締役会の均衡および

多様性について、少なくとも年１回は定期的に評価する。

さらに、外部の専門的アドバイザーの事務所が３年に１回、取締役会の評価を行う。

 

9.5 取締役会会長、業務執行陣の構成員および主要役職保持者の選任、任命および承継計画に関する任務

当委員会は、執行役員、最高業務責任者、会長および経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性

ポリシーに定義される主要役職保持者の選任、任命および承継計画に関して、かかる適格性ポリシーを定期的に

審査し、またかかる事項について提言を行う。

当委員会は、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーに従い、会長および業務執行陣

の構成員の選任、任命および承継計画の策定に寄与する。

主要役職保持者に関して、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーが業務執行陣によ

り確実に適用されるようにする。
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9.6 取締役会会長、最高経営責任者および最高業務責任者の評価に関する任務

当委員会は、取締役会会長の活動を評価する。

当委員会は、取締役会が定めた事業の戦略上の方向性に照らし、最高経営責任者および最高業務責任者の経営

実績を評価する。かかる評価の際には、最高経営責任者および最高業務責任者が有する、予測、決定、組織化の

能力、および模範となる能力を考慮する。

 

9.7 取締役の独立性に関する任務

当委員会は、Afep-MEDEF企業統制規約の意味における取締役の独立性を評価し、その所見を取締役会に報告す

る任務を負う。

 

9.8 取締役会の一般的均衡に関する任務

当委員会は、取締役会が当社の利益に悪影響をもたらすような形で１名の個人または少人数の集団に支配され

ない状態を確保する。かかる目的のために、当委員会は、経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格

性ポリシーを適用する。

 

10. 報酬委員会

当委員会は、取締役会が承認する報酬に関する決定（特にリスクおよびリスクの管理に影響する決定）を立案

する。

当委員会は、以下の年次審査を行う。

・当社の報酬方針の原則についての審査

・当社の取締役および会社役員に対する報酬、手当および一切の利益についての審査

・業務執行役員およびリスク負担者、統制機能に携わる職員、およびその収入総額からすればその専門的な活

動が当社または当社グループのリスク特性に重大な影響を与える従業員と同等の報酬区分に属するすべての

従業員を含む職員の類型についての報酬方針の審査

当委員会は、リスク部長、法令遵守部長および一般検査部長の報酬を、その独立性および行動規範が定める規

則に関して直接統制する。

上記の任務の枠組内において、当委員会は、現行の規制に従って、報酬方針の原則における取締役会の業務、

とりわけその専門的な活動が当社グループのリスク特性に重大な影響を与える当社グループの職員についての報

酬方針の原則に関する業務を準備する。

当委員会は、とりわけ報酬、退職給付額および当社株式の引受オプションまたは購入オプションの配分に関す

る、取締役および会社役員の個人的状況に関するすべての問題点、ならびに当社の経営陣または代表機関の構成

員の離脱を統制する規定の検討をその業務とする。

当委員会は、引受ストック・オプション・プランまたは購入ストック・オプション・プランの条件、金額およ

び配分を検討する。同様に、当委員会は、無償株式の配分の条件も検討する。

当委員会は、会長と共に、付託の範囲内において、最高経営責任者により報酬委員会に対して提出され得る上

級業務執行陣の報酬に関するあらゆる事項について、最高経営責任者を支援する。
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経営機関の構成員および主要役職保持者としての適格性評価に関するガイドライン

Ⅰ. 背景および定義

ａ. 背景

経営機関の構成員および主要役職保持者に関する適格性ポリシーの目的は、当社に適用のある法規条項また

は規制条項を遵守する一方で、コンプライ・オア・エクスプレイン手続（以下に定義される。）において、内

部規則の条項ならびにフランス通貨金融法典（以下「CoMoFi」という。）、2021年７月２日に改訂版が発表さ

れた経営機関の構成員および主要役職保持者としての適格性評価に関する欧州銀行監督機構ガイドライン（適

格性ガイドライン）および内部規制ガイドラインにおいてBNPパリバに適用ある規制の履行手続を特定し、詳

細を明らかにすることである。

これらの条項に従い、かかるガイドラインは以下の項目を網羅している。

Ⅰ. 経営機関の構成員および主要役職保持者の特定、選任および承継計画

ａ. 取締役の特定、選任および承継計画

ｂ. 最高経営責任者および最高業務責任者の特定、選任および承継計画

ｃ. 主要役職保持者の特定、選任および承継計画

Ⅱ. 経営機関の構成員の精神の独立性および利益相反の管理

ａ. 一般原則

ｂ. 利益相反の事例

ｃ. 利益相反の管理

Ⅲ. 管理職の制限および経営機関の構成員の時間的猶予に関する規則の遵守

ａ. 経営機関の構成員の任命における規則の遵守

ｂ. 経営機関の構成員としての管理職就任中の規則の遵守

Ⅳ. 経営機関の構成員の高い評判、正直さおよび誠実性

Ⅴ. 経営機関の構成員の多様性および取締役会の集合的力量

Ⅵ. 経営機関の構成員の導入および研修

かかるガイドラインは、取締役会により承認されている。かかるガイドラインの改定も、承認のため取締役

会に提出される。

 

ｂ. 定義

経営機関の構成員とは、取締役、最高経営責任者および最高業務責任者をいう。

主要役職保持者とは、適格性ガイドラインの目的において、最高財務責任者、法令遵守部長、リスク管理部

長および一般検査部長、法務部長、人事部長ならびに当社が最高業務責任者代理の役職を付与することを決定

した個人をいう。

適格性とは、取締役会および該当する個人の集合的適正に関してBNPパリバが行う以下の基準についての評

価をいう。

・知識、スキルおよび経験

・高い評判、正直さおよび誠実性

・精神の独立性

・管理職の制限および時間的猶予に関する規則の遵守
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コンプライ・オア・エクスプレイン手続とは、欧州中央銀行および管轄の国立当局が、当該当局により発行

されたガイドラインを完全にもしくは部分的に遵守するかまたは全く遵守しないかという意向を発表する単一

監督メカニズムにおける手続をいう。

当社とは、BNPパリバをいう。

企業統制・倫理・指名・CSR委員会とは、BNPパリバの企業統制・倫理・指名・CSR委員会をいう。

取締役会の秘書役とは、BNPパリバの取締役会の秘書役をいう。

 

Ⅱ. 経営機関の構成員および主要役職保持者の特定、選任および承継計画

ａ. 取締役の特定、選任および承継計画

取締役会における役割に関係なく、取締役として任命される可能性のある人物の特定を責務とする企業統

制・倫理・指名・CSR委員会は、常にかかる人物についての一覧を作成および保持し、取締役会に対するかか

る候補の提案が必要となる状況について特段定めはないものの、かかる一覧は企業統制・倫理・指名・CSR委

員会により定期的に監査される。

 

取締役として任命される可能性のある人物の企業統制・倫理・指名・CSR委員会による特定

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、株主総会への立候補を提案することを目的として、取締役の非執行

管理職に適した候補者を取締役会に対して特定および推薦する。潜在的候補者の決定に際し、企業統制・倫

理・指名・CSR委員会は、品位ならびに利害関係の理解力およびリスクの理解力と同様に、個人的および集合

的両面において、取締役会の構成員としてのスキルのバランス、経験および多様性を評価する。さらに、企業

統制・倫理・指名・CSR委員会は、候補者が客観的、批判的および独立的に行動でき、とりわけ候補者が有す

るその他の管理職に関して自身の考えおよび判断を述べるために必要な勇敢さ、その業務に深く関与するため

の十分な利用価値およびその管理職に不可欠な客観性、最後に当社の利益を守り、当社の適切な運営を確保し

たいという願望を有することを保証する。

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役会内で実行される義務に必要な任務および資質を特定し、か

かる義務に割くべき時間を計算する。

候補者を特定する目的において企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、

・一方で、その必要があれば、１または複数の専門機関に対して、Afep-MEDEF企業統制規約に定める条項が

意味する社外取締役に当たるか否かの調査を委託する。当該専門機関は、取締役会の秘書役と共同の手続

で選定される。

・他方で、企業統制・倫理・指名・CSR委員会自らも、他の取締役から上記に関する情報を収集する。

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、提案を受領すると、個人的スキルおよび集合的スキルの双方に基づ

き、かかるガイドラインの規定および以下の基準について慎重に審査を行う。

・経験および当行の主要業務の問題およびリスク（社会問題および環境問題のみならずマネーロンダリング

およびテロ資金関連リスクを含む。）を理解する能力に基づいた求められる分野の知識およびスキル。こ

れにより、取締役は十分な情報を得て、効果的な決定を行える。
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・勇敢さ、とりわけ意見を述べ、判断を下す勇敢さ。これにより、取締役は客観的かつ独立した立場を維持

できる。

・時間的猶予（管理職の任務および関連する訓練に十分な時間を費やせること）および勤勉さ。これが必要

な事後的知見を与え、取締役の管理職としての職務遂行に関する尽力を促し、責任感を高める。

・忠誠、これが当社に対しておよび株主全体を代表する取締役会内の取締役の職務に対する尽力を促す。

・当社の文化および倫理についての取締役の適切な理解

・高い評判および適正、ただし人物は、同人の個人的行為または業務上の行為が社外取締役としての管理職

を保証する上での能力に何らかの重大な懸念を生じさせる場合および具体的には、人物が、マネーロンダ

リングまたはテロ資金活動もしくはその試みに個人的に関与した場合、高い評判および適正基準を満たし

ていることについて考慮されるべきではない。

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、選定される可能性ある人物についての一覧が常に更新されているこ

とを確認し、年に１度、取締役として任命される可能性のある人物を特定し、取締役会がこれに基づいて慎重

に審議できるよう取締役会に対し業務の成果を報告する。

適切な場合、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、会長の非執行管理職として選定される可能性ある人物

を上記の基準を考慮して特定する。

 

取締役会による取締役となる可能性のある人物の選任

取締役会が新たな構成員の任命を決定しなければならないとき、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取

締役会に対してかかる立候補の提案を決定し、取締役会がそれを承認した場合、かかる立候補は株主総会へ提

案される。最初に、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役会会長に対し任命される可能性のある取締

役の氏名を通知し、その提案の理由を示す。取締役会会長は関連ある人物に連絡を取り、かかる人物の同意が

ある場合には、上記の条項に従い、かかる人物の状況について検討するよう取締役会の秘書役に要請する。企

業統制・倫理・指名・CSR委員会の委員長および取締役会会長が有力候補者に面会する。

取締役会会長の非執行管理職の候補者は、かかる候補者に連絡を取ることができるよう、企業統制・倫理・

指名・CSR委員会の委員長に提出される。

取締役および取締役会会長の双方の責務に関する検討および面談が十分とみなされると、その後企業統制・

倫理・指名・CSR委員会は、取締役会に対して、候補の提出に係る提案を受け入れるよう、提出することがで

きる。

取締役会の秘書役は、候補者に対して検討のために必要な一切の書類を要求することができ、個人データに

関する法規条項および規制条項に従いこれを保持する。

特別委員会については、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、関連する当委員会の委員長と協力して、当

委員会の委員および委員長が変更される場合のその指名につき、取締役会への推薦を行う。
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取締役の承継計画および取締役会の構成についての検討

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役および（適用ある場合は）会長の承継を認める規定を審査す

る責任を負っている。

年に１度、取締役会の秘書役は取締役会の構成員となる可能性のある人物の特定に関する条項に従い、企業

統制・倫理・指名・CSR委員会の責任において取締役会の構成について検討する。企業統制・倫理・指名・CSR

委員会は、取締役会に検討結果を提出し、取締役会の慎重な審議に付される。

さらに、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役会会長が一時的もしくは永続的に就労不能となった

場合または死亡した場合に取締役会に提案される可能性のある、取締役会会長の後継者候補について、年次評

価を実施した。取締役会会長は、後継者候補の同意を得ている。この評価により、取締役会の秘書役が保管す

る後継者候補の名簿が作成される。

 

ｂ. 最高経営責任者および最高業務責任者の特定、選任および承継計画

取締役会は、最高経営責任者を選任し、また、後者の推薦に基づき、最高業務責任者を選任し、それらの権

限の制限の一切を設定する。

かかる目的において企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役会会長と協力して、取締役会の審議の便

宜のために最高経営責任者の選任について推薦を行い、また、最高経営責任者の推薦と同様に最高業務責任者

の選任についても推薦を行う。企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、最高業務責任者の職位について特定し

推薦を行う時点で、最高経営責任者からの提案により、また該当する場合は当社の人事部門の支援を受けて、

確実にジェンダーバランスを図り、選任プロセスの終了まで少なくとも女性１名および男性１名が選任対象に

いることを保証する。

候補者を特定するために、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、その資格について、本方針の条項および

以下の基準を考慮して慎重に審査を行う。

・経験および当行の主要業務の問題およびリスク（社会問題および環境問題のみならずマネーロンダリング

およびテロ資金関連リスクを含む。）を理解する能力に基づいた求められる分野の知識およびスキル。こ

れにより、彼らは十分な情報を得て、効果的な決定を行える。

・勇敢さ、とりわけ意見を述べ、判断を下す勇敢さ。これにより、彼らは客観的かつ独立した立場を維持で

きる。

・時間的猶予（最高経営責任者および最高業務責任者の職務および関連する訓練に十分な時間を費やせるこ

と）

・忠誠、これが当社および株主に対する最高経営責任者および最高業務責任者の職務に対する尽力を促す。

・高い評判および適正、ただし人物は、同人の個人的行為または業務上の行為が最高経営責任者または（場

合により）最高業務責任者としての適正に何らかの重大な懸念を生じさせる場合および具体的には人物

が、マネーロンダリングまたはテロ資金活動もしくはその試みに個人的に関与した場合、高い評判または

適正基準を満たしていることについて考慮されるべきではない。
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取締役会の秘書役は、候補者または（場合により）当社に対して検討のために必要な一切の書類を要求する

ことができ、個人データに関する法規条項および規制条項に従いこれを保持する。

企業統制・倫理・指名・CSR委員会はまた、最高経営責任者および最高業務責任者の承継を認める規定を審

査する責任も負っている。

さらに、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、最高経営責任者が一時的もしくは永続的に就労不能となっ

た場合または死亡した場合に取締役会に提案される可能性のある、最高経営責任者の後継者候補について、年

次評価を実施した。取締役会会長は、後継者候補の同意を得ている。この評価により、取締役会の秘書役が保

管する後継者候補の名簿が作成される。

 

ｃ. 主要役職保持者の特定および選任

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、業務執行陣による主要役職保持者の特定および選任において、場合

により当社の人事部門のサポートを得て、以下の事項が考慮されることを確認する。

・スキル、資質および経験

・高い評判、正直さおよび誠実性、当事者がマネーロンダリングまたはテロ資金活動もしくはその試みに個

人的に関与していないことが保証されることへ細心の注意を払うこと

 

Ⅲ. 経営機関の構成員の精神の独立性および利益相反の管理

フランス商法第L.225-38条以降に規定されるいわゆる「関係当事者契約合意規制」制度、適格性ガイドライ

ンの第９節およびバーゼル銀行監督委員会により2015年７月に発表された銀行のためのコーポレート・ガバナ

ンス原則に関するガイドラインの第３原則に規定される精神の独立性および利益相反の条項を考慮し、ガバナ

ンスの分野において観測される最良の慣行を受入れる目的を持って、本項は、（ⅰ）経営機関のすべての構成

員の精神の独立性を確保するために適用される一般原則に留意すること、（ⅱ）当社グループが実行する多様

な活動に関して取締役が直面する可能性があり、直接もしくは間接を問わず、関係取締役の利益と競合する可

能性のある利益相反の状況を定義すること、および（ⅲ）このような利益相反の状況が発生した場合に、当該

状況を勘案し、適切な方法で対処するために取るべき必要な措置に関する詳細を提供することを目指してい

る。

 

ａ. 一般原則

経営機関のすべての構成員は、博識、賢明かつ客観的な方法で意見を発し、また決定を行うことができるよ

う、いつでもその精神、分析、評定、決定および行動において独立性を維持しなければならない。かかる目的

において、経営機関の構成員は、とりわけ、いわゆる「関係当事者」契約の利益相反に関する適用ある法規条

項および規制条項の双方ならびに利益相反を認識するために取られるべき措置およびこれらの適切な管理に関

する以下の条項を遵守する。

具体的には、経営機関の構成員は、その独立性を損う可能性のある一切の利益またはサービスを拒否するも

のとし、（以下に記載されるとおり）利益相反を避けることを保証する。

取締役会の各構成員は、取締役会または特別委員会の会議において議論される議題について、その立場、場

合により少数派としての立場をも自由に示すべきである。
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すべての利益相反は、Afep-MEDEF企業統制規約の規定に基づき取締役が社外取締役として適格であるか否か

について問うものであることに留意すべきである。

 

ｂ. 利益相反の事例

フランス商法第L.225-38条以降に規定されるいわゆる「関係当事者契約合意規制」（conventions

réglementées）制度の他に、以下の状況により利益相反が発生する可能性がある。

a)　フランス商法第L.233-16条の意味におけるBNPパリバが支配する法人および当社の経営機関の構成員の

うち１名との間で、直接的にまたは仲介人（注１）を通じて間接的に、締結された各契約書

b)　当社の経営機関の構成員のうち１名が、フランス商法第L.233-16条の意味における当社が支配する法人

のうち１社との間で締結する契約書について、当該契約書の直接の当事者ではないが、当該経営機関の

構成員が当該契約により何らかの利益を得るという意味において、間接的に利害関係を有する各契約書

c)　フランス商法第L.233-16条の意味における当社が支配する法人のうち１社および当社の経営機関の構成

員が所有するかまたは当該取締役が当該法人の所有者、ジェネラル・パートナー、マネージャー、取締

役、監事会の監事またはシニア・マネージャーでもある法人との間で締結する各契約書

d)　経営機関の構成員が、非執行管理職として行為することに関連して、（ⅰ）当該構成員が上記c)の意味

における業務執行取締役である法人または何らかの役職を有するかもしくは何らかの利害関係を有する

法人に関する内部情報、または（ⅱ）当該構成員が上記c)の意味における業務執行取締役であるかまた

は何らかの役職を有するかもしくは何らかの利害関係を有する法人の業務に関して利害関係を有する当

社もしくはその支配下にあるフランス商法第L.233-16条の意味における法人のうち１社に関する内部情

報の受取人であるかまたは受取人となる可能性のある各状況

e)　経営機関の構成員が、当該構成員との間で親族的な関係もしくは仕事上の関係または緊密な関係を有す

る者が利害関係を有する取締役会会議へ参加することができる各状況

f)　上場事業体もしくは非上場事業体における管理職かどうか、フランス国内もしくは国外における管理職

かどうか、当該構成員が管理者であるグループに属さないかどうか、会社機関の特別委員会に参加する

ことになるかどうか、またはその他の新たな管理職であるかにかかわらず、新たな管理職の受け入れ

（注２）

g)　フランスまたは国外において以前従事していた管理職の下で負った現在有効な各義務（例えば競業避止

義務）

h)　さらに一般的に言えば、経営機関の構成員および当社またはフランス商法第L.233-16条の意味における

当社の子会社のうち１社との間で利益相反となり得る各状況

 

(注１)　仲介人による介入は、経営機関の構成員がBNPパリバの支配下にある法人のうち１社および当該支配下にある法人

の共同契約当事者との間の契約の最終的な実質受益者である状況に相当する。

(注２)　政治的な性質のものを含む。
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ｃ. 利益相反の管理

現在の契約書の評価は、「経営機関の構成員およびそれらの関連当事者に供与された貸出金およびその他の

取引に対する利益相反に関する実施手続」と題する取締役会による個別の手続の適用対象となる。

 

「関連当事者契約」制度により網羅される状況

経営機関の構成員は、関連当事者契約制度および当該制度に伴う義務を読み、理解したことを認識してい

る。

 

その他の状況

上記a)からe)またはg)もしくはh)に記載される状況のうち１つが発生した場合、経営機関の構成員は、取締

役会会長に対して直ちに報告し、取締役会会長は、提示された状況の分析に基づき、次項に記載される１つま

たは複数の措置により構成される意見を述べることができるよう、企業統制・倫理・指名・CSR委員会に対し

て報告する。当該意見は取締役会に提出され、取締役会がこれに従った場合は、取締役会会長から関係取締役

に通知される。取締役会による決議は、取締役会議事録に記載されるものとする。

具体的には、上記a)からe)またはg)もしくはh)に記載される状況のうち１つが、取締役会またはその委員会

の１つの会議中に発生した場合、前項の適用を侵害することなく、取締役会または（場合により）委員会は、

直ちに取るべき措置を決定する。かかる措置には、関係取締役または委員会が議論または投票に参加しない、

利害関係を生じさせるかまたは生じさせる可能性のある事項に関する情報を入手しない、関係する問題の協議

の間、取締役会または委員会を退席する等の異なる形態が含まれる。取締役会または委員会の議事録には、取

られた措置を記載するものとする。

上記f)に記載された状況が発生した場合、当該構成員は、取締役会が企業統制・倫理・指名・CSR委員会の

提言に基づいて当社の経営機関の構成員の非執行管理職とかかる任命とが両立可能であることを決定できるよ

うな形で、（ⅰ）上場事業体もしくは非上場事業体における管理職かどうか、フランス国内もしくは国外にお

ける管理職かどうか、当該取締役が業務執行取締役であるグループに属さないかどうか、（ⅱ）会社機関の特

別委員会に参加することになるかどうか、または（ⅲ）その他の新たな管理職であるかどうかにかかわらず、

新たな管理職を受け入れる意思があることを取締役会会長に報告する。必要あれば、以下に記載される管理職

の制限および経営機関の構成員の時間的猶予に関する規程を準用する。

いかなる場合においても、利益相反により経営機関の当該構成員がもはやその職務を遂行できないと取締役

会が判断する場合は、当該構成員は辞任するものとする。

さらに一般的に言えば、経営機関の構成員が利益相反についてのかかる義務を違反した場合、取締役会会長

はそれを是正するために必要なすべての法規措置を取るものとする。さらに、取締役会会長は、関係する規制

当局に当該行為を報告することができる。
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Ⅳ. 管理職の制限および経営機関の構成員の時間的猶予に関する規則の遵守

経営機関の構成員は、とりわけ、CoMoFi第L.511-52条および第R.511-17条（以下「CoMoFi条項」という。）

および適格性ガイドラインに規定される管理職の制限および時間的猶予に関する当該構成員または当社に適用

ある法規条項および規制条項、ならびにAfep-MEDEF企業統制規約に規定される法規条項および規制条項を遵守

する。

 

ａ. 経営機関の構成員の任命における規則の遵守

企業統制・倫理・指名・CSR委員会により候補者が選ばれると取締役会への提出前に、取締役会の秘書役が

取締役会会長の責任に基づいて以下の事項を行う。

a)　候補者が在任中の可能性がある管理職および在任中のその他の役職に関する一覧ならびに毎年それぞれ

にどれぐらいの時間を費やしているかを請求するために、候補者に連絡を取る。

b)　候補者が管理職の員数に関するCoMoFiの規定を遵守していることを確認する。

c)　候補者が該当する管理職の職務および訓練を行うために必要な時間を有していることを確認する。

d)　一覧の管理職およびその他の役職が上記の精神の独立性および利益相反の管理に関する規定に照らして

経営機関の構成員としての地位にふさわしいことをチェックする。

候補者は、管理職および役職についての一覧が完全であることを証明し、取締役会の秘書役の請求に基づ

き、取締役会の秘書役が入手の有用性を認める一切の書類（社内規則、商業登記簿謄本または同等の証明書、

報告書等）を提出しなければならない。

その後、取締役会の秘書役は、候補者により申告された管理職がCoMoFiの規定を遵守しているか確認するた

めの分析を行う。取締役会の秘書役は、分析および結果の根拠となる書類を個人データに関する法令に従い保

管する。かかる検討の一環として、取締役会の秘書役は、有用とみなす調査の手続を執ることができる。

取締役会の秘書役による検討結果について、

a)　候補者がCoMoFiの規定を遵守しており、取締役としての職務を行うために必要な時間を有している場

合、取締役会の秘書役は取締役会会長に報告し、取締役会会長は企業統制・倫理・指名・CSR委員会の

委員長に通知する。その後、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役会に候補者を推薦し、取締

役会は場合により候補者を任命するか互選することを決定する。

b)　候補者がCoMoFiの規定を遵守しておらず、取締役としての職務を行うために必要な時間を有していない

場合、取締役会の秘書役は取締役会会長に報告し、取締役会会長はかかる状況を是正するための方策に

ついて候補者と協議するために、企業統制・倫理・指名・CSR委員会の委員長に通知する。指名または

互選の前に候補者が必要な調整を行う意思がある場合、取締役会の秘書役は、場合に応じて候補者の指

名または互選を決定することとなる取締役会にその後提出される議事録にその旨を記しておくものとす

る。

候補者が必要な手順を履行する意思がない、または履行することができない場合、取締役会の秘書役は企業

統制・倫理・指名・CSR委員会宛てに議事録を作成し、同委員会は選出手続を終了させる。
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ｂ. 経営機関の構成員としての管理職就任中の規則の遵守

経営機関の構成員は、常に、管理職の制限に関する規則を遵守し、その職務および責任を実行するために必

要な時間および努力を費やすものとする。経営機関の構成員は、互いの意見を尊重し、共に働く上での規律を

受け入れ、また株主および当社グループのその他の利害関係者に対して責任を果たすものとする。

また、取締役は、取締役会および委員会に積極的かつ定期的に参加し、定時株主総会に出席するものとす

る。さらに、従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役は、現行法に従い、取締役会の定め

る準備期間を付与される。

この目的のために、経営機関のすべての構成員は、取締役会が企業統制・倫理・指名・CSR委員会の提言に

基づいて当社の非執行管理職とかかる任命とが両立可能であることを決定できるような形で、（ⅰ）上場事業

体もしくは非上場事業体における管理職かどうか、フランス国内もしくは国外における管理職かどうか、当該

取締役が業務執行取締役であるグループに属さないかどうか、（ⅱ）会社機関の特別委員会に参加することに

なるかどうか、または（ⅲ）フランス国内もしくは国外における新たな管理職であるかどうかにかかわらず、

新たな管理職を受け入れる意思があることを取締役会会長に報告する。

この場合、取締役会の秘書役は経営機関の構成員の任命に関する分析手順および検証手順に従う。

上記に記載される分析結果として２つの状況のうちいずれかが起こり得る。

a)　かかる新たな管理職を受け入れる意思がある経営機関の構成員が、CoMoFiの規定を遵守している場合、

取締役会の秘書役は取締役会会長に報告し、取締役会会長は企業統制・倫理・指名・CSR委員会に通知

する。その後、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、かかる新たな管理職がとりわけ上記の利益相反

の規則を遵守していることを確認する。

b)　かかる新たな管理職を受け入れることにより、経営機関の構成員がCoMoFiの規定を遵守できなくなる場

合、取締役会の秘書役は取締役会会長に報告し、取締役会会長は、経営機関の構成員がCoMoFi条項を遵

守できるような方策について経営機関の構成員と協議するために、企業統制・倫理・指名・CSR委員会

に通知する。

いずれの場合においても、経営機関の構成員がその職務を行う時間を有していない場合は、取締役会の秘書

役は取締役会会長に報告し、取締役会会長はかかる状況を是正するための方策について経営機関の構成員と協

議するために、企業統制・倫理・指名・CSR委員会に通知する。

かかる経営機関の構成員が当社の管理職を継続する意思がある場合、同人は、提案された管理職を受け入れ

ないか、または既に在任中の管理職を辞任する。取締役会の秘書役は、これを議事録に記し、取締役会に提出

するものとする。

かかる経営機関の構成員が既に在任中の管理職を一切辞することなく新たな当該管理職を受けることを決定

した場合、同人は、経営機関の構成員から辞する旨の書面を提出するものとする。取締役会の秘書役は、これ

を企業統制・倫理・指名・CSR委員会宛ての議事録に記し、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役会が

決定した効力発生日付で取締役の辞任手続を行う。経営機関の構成員は、自らが構成員である取締役会または

委員会で自らの職務を継続できないと考える場合、辞任するものとする。
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取締役会の秘書役は少なくとも年に１度、各経営機関の構成員が就いているすべての管理職を一覧で示した

「EBA様式」と呼ばれる様式（かかる経営機関の構成員の時間的猶予に関する表が添付されている。）の更新

を経営機関の構成員に要請する。

この更新により、取締役会の秘書役は経営機関の構成員全員がCoMoFiの規定を遵守していることおよびそれ

らの時間的猶予を継続的に確認することができる。

 

Ⅴ. 経営機関の構成員の高い評判、正直さおよび誠実性

経営機関の構成員は、高い評判に関する条件を常に満たし、正直さおよび誠実性を示さなければならない。

経営機関の構成員およびその候補者は、以下の事項について直ちに取締役会会長および取締役会の秘書役に

通知することを保証する。

a)　有罪判決（控訴中、刑事訴訟、民事訴訟、行政手続を含む。）

b)　懲戒処分

c)　フランス国内または国外における管轄の銀行または金融当局による過去における検証拒否

d)　事業活動または職業上の登録、許可、入会または免許の管理に対する拒否、取消、撤回または禁止

e)　公的機関または専門機関による制裁またはフランス国内もしくは国外において継続中の調査または執行

手続

f)　職務上の違法行為による解雇または当該構成員が対象となる管理職からの解雇

g)　当該構成員が業務執行役員、株主またはパートナーである会社に関するものであり、上記a)からf)に記

載される状況

取締役会の秘書役は、企業統制・倫理・指名・CSR委員会による分析および結果の根拠となる書類を個人

データに関する法令に従い保管する。かかる検討の一環として、また、取締役会会長または（場合により）企

業統制・倫理・指名・CSR委員会の委員長の要請により、取締役会の秘書役は、該当者への質問を含め、有用

とみなす調査手続を執ることができる。

取締役会会長または（場合により）企業統制・倫理・指名・CSR委員会の委員長は、上記に記載される状況

のうち１つが発生したとの通知を受けた場合、報告された状況の分析に基づき、経営機関の構成員の高い評判

についての意見を述べ、当該構成員に辞任を要求するかどうか決定することができるよう、企業統制・倫理・

指名・CSR委員会に対して報告する。当該意見は取締役会に提出され、取締役会がこれに従った場合は、取締

役会会長から関係取締役に通知される。取締役会による決議は、取締役会議事録に記載されるものとする。

また、経営機関のすべての構成員は、他の経営機関の構成員、株主および当社に対して等しく忠誠心および

誠実性を持って行為することを保証する。これを怠った場合、取締役会会長または（場合により）企業統制・

倫理・指名・CSR委員会の委員長は、経営機関の構成員の忠誠心および誠実性についての意見を述べ、当該構

成員に辞任を要求するかを決定することができるよう、かかる事項について企業統制・倫理・指名・CSR委員

会に対して報告する。
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Ⅵ. 経営機関の構成員の多様性および取締役会の集合的力量

企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、当社のリスク（マネーロンダリングおよびテロ資金リスクを含

む。）、問題（社会問題および環境問題を含む。）および潜在的発展を理解するために必要なスキルを常に有

することを保証するために、取締役会における男女均衡、経営機関の構成員における様々な年齢、専門的な資

格および経験ならびに国籍の達成という目標を設定する。

この目的のために、企業統制・倫理・指名・CSR委員会は、取締役会に委ねられた任務に関して、取締役会

の構造、規模、構成ならびに有効性について、少なくとも年１回は定期的に評価し、また取締役会に対して有

益な提案を行う。

 

Ⅶ. 経営機関の構成員の導入および研修

当社の経営機関の構成員は、当社のすべての重要な活動に関する義務ならびに効率的な管理および監督を保

証する義務を適切に果たすため、個人的および集合的両面において、とりわけ専門的技術および完全性に関し

て必要な専門的知識、経験、スキル、理解力および個人的資質を有している。

経営機関の構成員は、金融およびバンキング、リスク管理（特に環境リスク、社会的リスク、マネーロンダ

リングおよびテロ資金関連リスク）、当社に適用ある規制の分野、ならびにより広く捉えた場合は、当社の発

展および戦略に関連するすべての分野における知識のレベルを維持するものとする。

当社は、経営機関の構成員の研修に必要な人材および資金を投じる。かかる目的のために、提供される題目

の管理者により毎年研修コースが実施され、戦略セミナーが開催される。

上記に記載された研修以外に、取締役は追加の研修を要求することができる。かかる目的のために、当該取

締役は、要求された研修の詳細を決定する会長および取締役会の秘書役との対話を開始する。

従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役は、現行法に従い、取締役会により決められた

研修に費やす時間を付与される。研修の終了時に、取締役会により選ばれた研修センターは定期的な出席に対

する証明書を発行しなければならず、従業員を代表する取締役および従業員株主を代表する取締役は、かかる

証明書を取締役会の秘書役に付与しなければならない。

取締役会は、新たな取締役が主要役職保持者と接触することを保証する。

 

経営機関の構成員およびそれらの関連当事者に供与された貸出金およびその他の取引に対する利益相反に関する

実施手続の概要

フランス商法第L.22-10-12条に従い、取締役会は、通常の業務の過程において、また第三者間取引の基準に

基づき締結された取引（いわゆる「自由な」契約）がその条件を満たしているかどうかを定期的に確認し、利

益相反を特定して監視するプロセスを強化し、当行により経営機関の構成員およびそれらの関連する自然人や

法人に供与された貸出金を審査する専用プロセスを導入するための手続を実施している。
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信用機関の地位および監督に関するベルギー法第72条の規定に従い、2022年６月、かかる手続は取締役会に

より、BNPパリバ・フォルティスとBNPパリバの取締役、最高経営責任者および最高業務責任者との間で締結さ

れた取引に対しても拡大された。

かかる手続は、BNPパリバとBNPパリバの取締役、会長、最高経営責任者および最高業務責任者またはそれら

と密接な関係のある自然人、それらの持株会社およびそれらが利害関係（管理職または株式保有）を有する法

人との間で締結された契約書をカバーする。

いわゆる「自由な」契約に関する手続には、以下の２つの部分がある。

・BNPパリバと上記の自然人または持株会社との間の契約書

毎年、当行は、BNPパリバと上記の自然人または持株会社との間で締結した契約書のリストを検討する。

法令遵守部門は、かかる契約書が現在の業務をカバーし、通常の条件で締結されていることを確認し、ま

た同部門は、取締役会の秘書役に送付する報告書を作成する。

・BNPパリバと上記の法人（資産運用会社を除く。）との間の契約書

かかる手続は、既存の方針（「行動規範」または「顧客利益の保護方針」等）に基づき、以下を規定して

いる。

・関係のある法人についての取締役および会社役員による宣言

・かかる法人各々の間のあらゆる事業関係についての当行による検証

・リスクベース・アプローチを用いて特定した契約書についての徹底的な監視

報告書は、かかる要素の各々に関して作成され、取締役会に情報提供を行う企業統制・倫理・指名・CSR委

員会に毎年提出される。

 

内部統制

内部統制に関する以下の情報は、当社グループの業務執行陣に提出されたものである。最高経営責任者は、

業務執行取締役として、内部統制の組織および手続ならびにフランス法上内部統制に関する報告書に記載が必

要なすべての情報についても責任を負っている。本項は、法令遵守部門、リスク部門、財務および戦略部門、

法務部門および一般検査部門によって提供される情報に基づいている。本項は、取締役会によって承認され

た。

 

BNPパリバの内部統制に関する基準

フランスおよび海外の銀行業における内部統制の原則および手続は、バンキングおよび金融規制の中心であ

り、かつ様々な法令に準拠している。

BNPパリバに適用される主な規則は、2014年11月３日付の省令である。規則は、欧州指令CRD４に準拠させ、

信用機関および投資会社内の内部統制の遂行および監督に関する条件を規定するものである。特に、規則は、

内部取引管理システムおよび手続、会計および情報処理の統合、リスクおよび成果評価システム、リスク監視

および統制システム、ならびに内部統制のための情報および文書管理システムに関する原則を定めるものであ

る。当該省令の第258条は、取締役会宛に内部統制の遂行に関する条件を含む規制上の年次報告書を作成する

ことを義務付けている。
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当該省令は、BNPパリバが、恒常的統制（法令遵守部門およびリスク部門を含む。）および定期的統制に責

任を持つ特定の部門ならびに個人からなる内部統制システム（内部統制）を設けることを定めている。当該シ

ステムはまた、必要に応じ、金融市場機関の一般規則、フランス国外の支店および子会社ならびにポートフォ

リオ管理および保険等の専門的な業務に適用される規則ならびに国際銀行の健全性規制の問題に取り組む国際

組織（とりわけ、バーゼル委員会、金融安定理事会、欧州当局、欧州証券市場監督局、欧州中央銀行および金

融健全性監督・破綻処理機構が重要とされる。）の勧告を勘案しなければならない。

 

内部統制の定義、目的および基準

BNPパリバ・グループの業務執行陣は、全体的なリスク統制を確保することおよび当社の当該分野における

目標の達成のために、合理的な保証を与えることを主要な目的とした内部統制システムを遂行している。

BNPパリバの内部統制憲章はこのシステムの枠組を規定し、BNPパリバの基本的な内部統制枠組を構成してい

る。この憲章は、当社グループ内で広く普及し、当社グループのすべての従業員が自由に入手することがで

き、以下に記載する事項を保証する内部統制の目的を最初に想起させるものである。

・BNPパリバの価値観および企業の有する社会的責任の枠組に概説される方針に関連する行動規範に則っ

た、健全かつ慎重なリスク管理アプローチ

・BNPパリバの内部運営における運営上の安全性

・会計および財務情報の関連性および信用性

・法令、規則および内部方針の遵守

かかる事項の実施には、とりわけ高水準なリスク文化および倫理文化が、株主との関係においても、全従業

員およびBNPパリバに関連する第三者、顧客、仲介機関またはサプライヤーとの関係においても促進される必

要がある。

当該憲章は、様々な内部統制の事業体に関わる組織の運営、責任および事業範囲を規定するものであり、ま

た各統制部門（特に法令遵守部門、法務部門、リスク部門および一般検査部門）は独立して運営しなければな

らないという原則も確立している。
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内部統制の範囲

BNPパリバ・グループの内部統制の対象は以下のとおりである。

・当社グループが直面する可能性のある、あらゆる種類のリスク（信用リスク、取引先リスク、市場リス

ク、流動性リスク、銀行勘定における金利リスク、保険引受リスク、業務リスク、コンプライアンス違反

のリスク、株式リスク等）を適用範囲とする。

・内部統制は、当社グループレベルおよび直接的または間接的に管理する事業体のレベルで、事業部門や、

連結会社であるか否かを問わずに適用される。その他の事業体（とりわけ、重大な影響を及ぼす法人）に

ついては、かかる事業体の法人組織において、当社グループの代表者は内部統制が同様の水準で促進され

るよう強く働きかける。

・また、規則によって規定される方針に従った外部委託の利用も適用範囲とする。

 

内部統制の基本原則

BNPパリバの内部統制システムは、以下の追加的な行動原則に加えて当社の価値観および行動規範を基盤と

している。

・明確に認識された責任：内部統制は、従業員の年功やその責任にかかわらず、すべての従業員が責任を負

う。管理部門は、規制の対象範囲内における内部統制システムの適切な実施を確保する追加的な責任を負

う。したがって、必須となる責任および委任は明確に認識され、すべての利害関係者に報告されなければ

ならない。

・構造化されたリスク認識、評価および管理システム（とりわけ、意思決定システム、委任、組織内の原

則、統制、報告および警告機能等を含む。）

・独立したリスクの統制および監視：業務活動に関する部長らは、かかる事業により生じるリスクについて

最終的な責任を負い、そのためリスクを認識、評価および管理するシステムの実施および管理について重

要な責任を負う。内部統制システムにより、独立した統制を行う部門による強制的な介入は、第２レベル

の統制に基づき、可能な限り迅速に行われる。かかる介入の形式は、以下のとおりである。

・リスクの認識、評価および管理のための包括的な規範枠組の規定

・営業事業体と共に第２レベルの統制を担う部門による、意思決定の際に必要となる二次的な事前審査を

行う場合の規定

・業務活動に関する部長らにより実施されるシステムおよびその運営（リスク認識および評価プロセスの

結果、リスク管理システムの関連性および適合性ならびに、とりわけ設定された制限の遵守）について

かかる部門により実行される、いわゆる第２レベルの統制である独立した統制

・義務の分離：これは、リスク管理システムの重要な構成要素である。様々な階層レベルの利害関係者に対

して同一の手続を行うための運営上の任務を割り当てること、またはその他の方法、とりわけ電子的方法

によりかかる任務を分散することから構成される。したがって、例として取引の開始から確認、決済、精

算および決済の調整に関する任務は、それぞれ異なる関係者により行わなければならない。
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・リスクの比例：内部統制システムは、関連するリスクに比例する手法に基づき、比例する強度で実施され

なければならない。かかる比例法則は、１つまたは複数の基準に基づき決定される。

・評価プログラムにおいて認識されたリスクの強度（「リスクID」、リスク統制自己評価（RCSA）等）

・ソルベンシーおよび流動性における資本配分額および資本分配比率

・システム上の問題に関する活動の臨界点

・事業活動の実施および事業活動の実施規模を統制する規制環境

・顧客の種類および販売経路

・計画または販売された製品および提供されたサービスの複雑性

・実施プロセスの複雑性および当社グループの内部または外部事業体による外部委託の利用度合い

・業務活動を行う地域の環境への配慮

・少数株主に関する法的形態および存在

・適切な統治：内部統制システムには様々な利害関係者が携わっており、組織、監視および監督を含む内部

統制の様々な側面を網羅している。内部統制委員会は、かかるシステムにおける柱である。かかる枠組

は、指揮命令系統の委任制度を通じて運営される意思決定手続の一部である。営業事業体により規定され

る制度または第２レベルの統制を行う部門が規定した場合はいつでも、他部門に属する第三者の助言を受

けることができる。エスカレーション・プロセスにより、営業事業体と第２レベルの統制を実行する部門

との間で、とりわけ、意思決定に関する不一致が生じた場合、さらに上位の階層で処理され、場合によっ

ては双方が報告を行った部門によって処理され、最終的に、かかる手法では不一致が解消されない場合に

は、当社グループの業務執行陣による仲裁が行われる。かかる手続は、リスク部門憲章に定められた条件

に基づき、拒否権を行使することが可能である当社グループの最高リスク責任者に与えられた権限に従っ

て実施される。

・形式化およびトレーサビリティの要件：内部統制は、業務執行陣の指示、書面による方針および手続なら

びに監査証跡に依拠する。したがって、事業体によって当社グループの統治の上層部に対して報告される

統制、業績、実施およびフィードバックは文書化され、追跡可能である。

・透明性の義務：当社グループの全従業員は、その立場にかかわらず、自発的にかつ迅速に所属する組織に

おいてより上位の役職者に透明性のある方法で報告する義務がある。

・従業員が職務を行う事業体の状況を適切に分析するために必要とされ、事業体または当社グループのリ

スクまたは評判に影響を及ぼし得る情報

・従業員が自らの義務を履行する際に、独力では解決することができなかった問題

・従業員が察知した異常

　　さらに、従業員は、当社グループの行動規範に規定される内部告発の権利を有し、法令遵守部門の責任

に基づき設けられた枠組内において報告を行うことが認められ、機密保持を保証され、報復のリスクに

対する保護が強化される。
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・内部統制の目的を考慮に入れた人事管理：従業員の経歴管理および報酬について内部統制の目的とする

（従業員の評価プロセスの一部として主要な役職の従業員の研修および募集ならびに報酬の決定を行うこ

とを含む。）。

・システムを変化に適応させる継続的な対応：内部統制システムは、様々な関連当事者により積極的に運営

されなければならない。当社グループが直面するあらゆる種類の変化に対応するための調整は、事前に定

められた定期的周期に従って行われるのみでなく、問題が生じてから直ちに継続して行われなければなら

ない。

これらの原則に基づく法令遵守は、特に定期的統制チーム（一般検査部門）によって遂行される任務によっ

て定期的に確認される。

 

内部統制の組織

BNPパリバ・グループの内部統制システムは、業務執行陣の責任に基づき、また取締役会の監視を受ける３

つの防衛ラインからなる。

恒常的統制は、現在も実施されているリスク管理システムであり、第１および第２の防衛ラインにより行わ

れる。定期的統制は、第３の防衛ラインにより行われ、周期的な独自の監査に従って、監査および評価を行

う。
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第２および第３の防衛ラインを遂行する部門は、いわゆる独立した統制を行う部門である。法令遵守部門、

法務部門、リスク部門および一般検査部門に関して、業務執行陣に直接報告を行い、かかる義務の遂行状況を

取締役会に報告する。

 

 

内部統制に関わる主要な当事者

・営業事業体は、第１の防衛ラインである。営業事業体は、主にリスク管理について責任を負い、恒常的統

制の最前線に立つ。当社グループの業務執行陣が規定する枠組内において活動し、取締役会により検討さ

れ、方針および手続の形式を必要な範囲で修正し、当社グループの事業体の法人組織により調整される。

・第１の防衛ラインにより運営されるリスク統制システムは、いわゆる第１レベルの統制システムを構成す

る。かかる統制に基づく手続を実施しない従業員、指揮命令系統、または統制チームにより行われる。

営業事業体は、以下を対象のものとする。

・利益の中心またはその支援を行う部門であるかを問わず、すべての運営部門および事業部門

・第２の防衛ラインの責任に基づかず、直接手続を行う統制部門を含む、すべての部門横断的機能を有す

る部門

・運営部門に属するすべての領域
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・第２レベルの統制を行う部門（第２の防衛ライン）

・第２レベルの統制を実施する部門は、業務執行陣により付与された委任に基づき、リスク統制システム

に関する組織および部門ならびにそれらが責任憲章に規定される対象範囲（対象および手続）において

法律および規制を遵守する責任を有する。

・したがって、専門分野および適切な場合においては、営業事業体と協議の上、その責任に基づきリスク

管理を行う包括的な規範枠組およびその介入の条件（閾値、委任、エスカレーション等）を規定し、第

１レベルおよび第２レベルの恒常的統制のため、関連があり責任を有する分野におけるシステムを実施

する。営業事業体に対して、リスク認識およびリスク評価を検証し、独立した見解を提供する。また、

当社グループ内でリスク文化および倫理文化を広めることに貢献する。

・かかる部門長は、業務執行陣および取締役会に対して、規定されたとおり、とりわけ「リスク選好度報

告書」に関する現在のまたは潜在的なリスク統制に関するレベルでの合理的な意見を提供し、必要とさ

れる改善に向けた行動を提案する。

・第２レベルの統制を行う各部門の部長は、配備されたチームに基づきかかる任務を以下のいずれかで遂

行する。

・直接的または間接的である階層的な責任に基づき、かかる部門は統合される。このため、予算や人事

部門の管理を超えた完全なる権限を有する。

・直接的または間接的である部門毎（いわゆる非統合部門）の責任に基づき、人事部門の指揮命令系統

のマネージャーと連帯しての意思決定および予算の対象となる。

統合された３部門が実施する第２レベルの統制は以下のとおりである。

・リスク部門は、BNPパリバ・グループの直面するリスク、とりわけ信用リスク、取引先リスク、市場リ

スク、資金調達および流動性リスク、銀行勘定における金利および為替リスク、保険リスク、業務リス

ク、前述のリスクのカテゴリーに影響を及ぼす環境的および社会的リスク要因を統制する全体的なシス

テムを組織し監督する責任を負っている。

・法令遵守部門は、法令違反リスクに関する統制システムを組織し監督する責任を負っている。したがっ

て、法令遵守部門は、法律および規則の遵守、専門的および倫理的水準の遵守ならびに取締役会の指針

および業務執行陣の指示の遵守に関する恒常的統制に関与している。

・法務部門は、法務リスクに関する統制システムを組織し監督する義務を負っており、助言および統制の

役割を通じて法務リスクを回避し、管理する責任を負っている。法務部門は、かかる統制を、（ⅰ）重

大な法務リスクを回避または軽減する目的で法律意見を発行し、（ⅱ）第１レベルおよび第２レベルの

統制を法的手続に則って行使し、ならびに（ⅲ）それらの責任に基づきプロセスに影響を与える可能性

がある一定のリスクをカバーする事業部門および部門に関する当社グループレベルでの統制計画を定め

ることで実行する。この部門に委任された任務は、事業活動およびサポート部門から独立して遂行され

る。当該部門は、最高経営責任者に報告するかかる部門の部長であるグループ法律顧問の単独の管理下

で階層的に統合される。
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かかる部門の部長は、取締役会または特別委員会により直接審問され、要望があれば業務執行陣の介在な

くとも行われる可能性がある。

財務および戦略部門は、第２レベルの統制を行う非統合部門である。基準および統制部は、同部門内で、

会計および財務情報に関するリスク統制システムを規定し、実施する責任を負っている。

リスク部門、法令遵守部門と財務および戦略部門は、税務関連の問題の専門家として活動する税務部門の

支援を受けて、税務リスクの面では第２の防衛ラインの責任を共有する。

法令遵守部長、財務および戦略部長およびリスク部長の選任は、欧州銀行当局により規定された枠組内で

行われる。

恒常的統制は、以下のように概説される。

 

 

・一般検査部門（第３の防衛ライン）は、定期的統制の責任を負っており、内部監査部門の役割を果たし、

すべての当社グループ事業体およびすべての分野において第３の防衛ラインとして独立して作用すること

によって、当社グループを守っている。一般検査部門は以下を含む。

・中枢に位置し、当社グループ全体にわたって義務を遂行する検査役

・地理的拠点または事業部門の拠点（ハブ）に配備される監査人

定期的統制に責任を負う一般検査部長は、最高経営責任者に報告を行う。

・業務執行陣である最高経営責任者および最高業務責任者は、規制分野および法務分野において、当社が効

率的に運営されることを確かなものとする。実務において、業務執行陣は、懸念事項に深い理解を有する

専門家に対処を委ねる許可を与える特別委員会を通じて重要な決定を行う。

業務執行陣は、内部統制システム全体に責任を負う。したがって、取締役会の権限にかかわらず、業務執

行陣は以下の事項を行う。

・かかるシステムの根幹となる主要な方針および手続を決定すること

・独立した統制を行う部門を直接監督し、かかる部門に効率的に任務を実行できる手段を提供すること
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・当社グループのリスク負担に関する方針を規定し、当該分野において最も重要な決定を認証し、その必

要があれば、エスカレーション・プロセスにおいて最終的な決定を下すこと。かかるプロセスは、リス

ク部門憲章に規定された条件下で拒否権を行使し得る当社グループのリスク管理責任者に付与された権

限に従って実施される。

・内部統制の方針、システムおよび手続の効率について周期的に評価および監督し、非効率な事項につい

ては適切な修正を実施すること

・当社グループ内における内部統制についての主要な報告書を受理すること

・かかるシステムの運用について、取締役会または関連する委員会に報告すること

・金融健全性監督・破綻処理機構の管理の対象とされる企業の銀行、支払業務および投資業務セクターの内

部統制に関する2014年11月３日付命令に従い、BNPパリバは、BNPパリバ・グループの内部統制の一貫性お

よび有効性を監督する責任を負う執行役員を任命しなければならない。2023年12月31日現在、最高経営責

任者がBNPパリバ・グループの内部統制の一貫性および有効性を監督する責任を負う執行役員である。

・取締役会は、内部統制に関して、直接的または特別委員会（財務書類委員会、内部統制・リスク管理・法

令遵守委員会（CCIRC）、企業統制・倫理・指名・CSR委員会等）を通じて、主要な責任を負う。とりわけ

取締役会は、以下の事項を行う。

・業務執行陣の提案について、内部統制活動に関する戦略および指針を作成し、その実施を確かなものと

すること

・内部統制活動およびその結果を、少なくとも年に１回は検討すること

・統制制度（とりわけ明確な責任の規定を含む。）および内部統制（とりわけリスク報告手続を含む。）

の有効性について定期的に検討、評価および承認を行い、未対応の範囲があった場合適切な処置を行う

こと

・リスク選好度報告書を確認し、承認し、定期的にリスクの負担、管理、監視および統制に関する戦略お

よび方針を検討し、全体としての限度を承認すること

取締役会および特別委員会の組織は、内部規則により規定される。一般検査部門および第２レベルの統制

を行う統合された各部門の部長らは、取締役会または特別委員会のうちの１つに連絡する権利があり、業務

執行陣の介在なしであっても行われる可能性がある。

最後に、特別委員会の中でも内部統制・リスク管理・法令遵守委員会（CCIRC）は、当社グループの内部

統制システムにおいて必要不可欠である。事実、かかる委員会は、以下の責任を負う。

・内部統制ならびにリスクの測定および監視に係る報告書、一般検査部門の運営に係る報告書ならびに主要

な監督機関との重要な連絡交換の分析

・リスク方針における戦略的な指示の審査

・取締役会への報告

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 574/1141



内部統制の調整

連結基準において当社グループ監督・統制委員会（GSCC）は、内部統制の調整を行い、とりわけ内部統制シ

ステムの一貫性および調整を確実なものとすることに責任を負う。最高経営責任者が委員長を務める同委員会

には、最高業務責任者、最高業務責任者代理および各統制部門の部長が参加する。

当社グループにとって重要な事業体および領域において、かかる業務執行陣は、内部統制委員会の枠組内に

おける全般的な調整に責任を負う。

 

手続

手続は、リスクの認識および査定、統制、報告ならびに統制システムの監視と並び、恒常的統制システムの

中心的な要素の１つである。

書面によるガイドラインが当社グループ全体に配布されており、当該ガイドラインには適用される組織およ

び手続が、行われる統制と同様に規定されている。かかる手続には、内部統制のための基本的な枠組が定めら

れている。リスク部門は、手続のガイドラインを定期的に監視している。当社グループの部門横断的手続の枠

組は、すべての部署および部門で定期的に更新される。統制の枠組に関し、システムの状態に関する調査は、

恒常的統制に係る報告に組み込まれている。

すべての事業体に適用される当社グループの部門横断的手続の中では、以下の例がリスク管理の分野におい

て特に重要である。

・例外的な取引、新商品および新たな事業活動の承認のプロセスを統制する手続

・クレジットおよび市場取引を承認する手続

・禁輸措置、マネーロンダリングの防止およびテロ資金供与対策ならびに汚職の防止に関する法令遵守上の

手続

これらの手続の枠組におけるプロセスは、主に業務部門ならびにITおよびオペレーション等の関連部門の双

方からなる委員会（例外的取引委員会、新規事業委員会および新商品委員会、信用委員会等）に主に依拠し、

取引において「２段階の検討」を遂行する統制部門（リスク部門、法令遵守部門、財務および戦略部門、法務

部門）にも依拠している。意見の相違が生じる場合、組織内のより高いレベルで審理される。当社グループの

最高位は、業務執行陣のメンバーが委員長を務める委員会（信用委員会、市場リスク委員会、リスク政策委員

会等）である。
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法令遵守

組織および部門の変更

法令遵守部門は世界全体で統合された部門である。運営部門、事業部門、地域、領域におけるすべての法令

遵守の管理者およびそれらのチームは階層的に当該部門に属し、当該部門はそれらの独立性を保証する。その

組織は、中心的な専門分野だけでなく、当社グループの運営部門、事業部門および事業体の体制と連携してい

る近接するチームも統合する。

法令遵守部門は、以下により、当社グループの「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」戦略計画の３

つの構成要素に寄与する。

・成長：事業部門の開発戦略の一環として、新たな商品、新たなチャネルおよび外部成長のためのプロジェ

クトに参画すること

・テクノロジー：プロセスの自動化および標準的なITツールの利用を継続すること

・持続可能性：新たに発生するリスクおよび規制の変更を想定すること、また当社グループのESGコミット

メントを支援すること

2023年12月末現在、法令遵守部門の従業員数（フルタイム当量（FTE））は3,610人であった。
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2023年の法令遵守活動

金融の安全性

2023年は、地政学的状況の悪化および欧州レベルでの重要な規制変更の見通しが特徴的であった。

国際的な金融制裁に関する当社グループの改善計画は、現在完成しており、フランスおよび米国の関係機関

へ提出されている。

非常に複雑化するロシアに対する制裁措置には、法令遵守部門チームが動員され続け、新しい規制を効果的

に管理するツールおよび業務プロセスの適合につながっている。システムは、これらの制裁を逃れるというリ

スクをより良く把握するために適合しているところである。

一般に、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策、国際的な制裁の遵守および資産凍結に対するシステ

ムは、その基準およびITツールの継続的な改善の対象となっている。

2023年において、この改善は、特に、リスク管理目的の運営の強化および当社グループにおける均一な指標

やダッシュボードの導入を通じた業務の効率性向上の追求に重点が置かれていた。

最終的に、規制に関して、当社グループは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に係る新しい欧州

の枠組の展開の一環として組織された協議会に参加した。

 

汚職防止

継続的な改善アプローチの一環として、汚職および利益誘導の防止と発見システムは、リスク評価に関する

様々な構成要素において強化されているところである。

汚職のリスクの評価を改善するために、顧客、仲介機関およびサプライヤーの知識に関する審査（デュー・

デリジェンス）措置が補完されている。調達手続は改訂されている。第三者に関するネガティブ情報の発見の

自動化が実行に移されているところである。

 

職業倫理

従業員の個人的取引、個人の任務および贈り物と招待を監視するシステムは、手続を担当する組織の更新、

当社グループ全体での均一なリスク管理を可能とする専用のITツールの展開および違反の管理を規定するガイ

ドラインの公表によって強化されている。

内部告発システムは、現在、外部関係者に拡大されており、内部告発者の保護が強化されている。加えて、

警告を処理する責任を負う従業員は、個別の研修を受ける。最終的に、毎年、業務執行陣および取締役会に警

告に関する包括的な報告が行われている。

 

市場の健全性

規制システムは更新されている。すなわち、第１の防衛ラインにより適用される手続および統制計画が更新

されている。

職業倫理および顧客利益保護課と連携して、当社グループの利益相反方針が更新され、管理システムが強化

された。
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エクサンの活動についての当社グループ全体の監視システム（特に、利益相反および市場悪用の発見と取

扱）への統合は2023年11月に完了した。

市場活動により用いられるコミュニケーション・チャネルは、登録および情報保持プロセスの遵守を確実に

するために徹底的な見直しの対象となった。

最終的に、様々な事業部門内や事業体内で実施されるアルゴリズム取引活動は、当社グループの統制システ

ムの遵守を確実にするために徹底的な見直しの対象となった。

 

銀行事業の規制

BNPパリバ・グループは、フランスの銀行業務の分離および規制に関する法律、またボルカー・ルールの適

用を受ける。関連する法令遵守システムは、法令および規制上の規定を遵守して、更新され、各活動および各

法人の特殊性や業務上の制約に適合されている。

CFTC（商品先物取引委員会）およびSEC（証券取引委員会）の規制の対象となる、主にホールセールバンキ

ング部門の責任下にある当社グループのスワップ活動は、法令遵守の枠組を強化するいくつかの取組の対象と

なっている。

 

顧客に適用される税制

BNPパリバ・グループは、域外適用が可能な一連の税制の対象となっている。具体的には、FATCA（外国口座

税務コンプライアンス法）、米国証券からの収益の源泉徴収を規制するQI（適格仲介人）制度、AEOI（OECD諸

国内の税務上の自動的情報交換）、DAC６指令（EUにおいて濫用的とみなされる税務スキームの宣言）が挙げ

られる。

これらの規制に関連する法令遵守システムは、その発効以降整備されている（手続、従業員研修プログラム

および統制計画の適合を含む。）。

2023年において、顧客に適用される現地の税制は、税務リスクに関して第２の防衛ラインの責任を共有する

法令遵守部門、リスク部門と財務および戦略部門により、税務関連問題の専門家として活動する税務部門の支

援を受けて、統一化された。

 

行動規範

行動の規則に関するリスクの観点から第２の防衛ラインとしての役割に加えて、法令遵守部門はリスク部門

および法務部門と共に、部門横断的な取組の調整、運営および管理の報告を担当し、以下の柱で構成される当

社グループの行動規範のシステムを強化することを目的としている。

・顧客の利益

・金融の安全性

・市場の健全性

・利益相反

・職業倫理

・同僚の尊重
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・当社グループの保護

・社会へのコミットメント

・汚職および利益誘導防止

かかる責任は現在、専門知識の新しい領域である監督および行動規範により法令遵守部門内で遂行されてい

る。

2023年において、当社グループは、特に市場活動内で、リスク評価、手続、統制および指標の観点で行動規

範に関する監視の枠組の強化に重点を置いた。特定のガバナンスがこれらの活動に関して整備されている。

加えて、一連の指標は取締役会に対して定期的に報告される。当該指標は、内部告発システムの利用、人の

尊重に関する警告、必須の研修の監視および行動規範の事項に係る顧客の苦情に関連するものである。

当社グループの従業員についての最近の調査では、行動規範で規定された価値観および行動の遵守が高い水

準にあることならびに警告を行うために用いるチャネルに関する十分な知識が確認された。これらの全体の良

い結果は、追加の措置を特定するために各事業体のレベルで詳細な分析の対象となっている。

 

ESGプラクティス

環境・社会・ガバナンスという考えを法令遵守部門により確認されるリスク管理に統合するために、ESGプ

ラクティス・チームが創設され、様々な領域の部門に専門知識をもたらし、リスク部門、法務部門、カンパ

ニー・エンゲージメント部門および事業部門との連携を確立している。

法令遵守システムは、特に顧客の利益保護に関して、例えば、グリーンウォッシュのリスク防止の指示を出

することにより、また第三者の知識に関しては、特に関係を結ぶ際にESGリスク要因の認識を統合するために

適合されている。

最終的に、法令遵守部門の従業員のための研修プログラムは、人事部門と連携して、サステナビリティ・ア

カデミー内で策定されている。

 

リスク管理システム

2023年において、リスク管理システムに関する措置は以下に重点を置いた。

・より詳細な分類法によるリスク統制自己評価の向上

・第１の防衛ラインに関して法令遵守部門により実施される第２レベルの統制プロセスの標準化

・標準的な当社グループの業務リスク管理ツールの利用の拡大

 

研修

必須の研修プログラムは、内容が調整され、継続され、その終了率は高い。

新入社員全員は、当社グループ入社時に、行動規範に関する研修（コンダクト・ジャーニー）および金融の

安全性（顧客確認（know your customer）、マネーロンダリングの防止およびテロ資金供与対策と汚職防止、

国際的な制裁と禁輸措置）に関する研修について組織的に登録される。
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当社グループの全従業員は、行動規範のすべての事項に関して研修コースを割り当てられる。その第３版に

おいて、コンダクト・ジャーニーには、内部告発チャネルに関する情報ならびに多様性、平等および包摂に関

する新しいモジュールが増やされた。

加えて、特に一定のリスクにさらされている従業員は、以下に関する補完研修を受ける。

・金融の安全性－上級コース

・汚職防止－上級コース

・第２次金融商品市場指令の規制

・市場悪用防止および域外の範囲の銀行法

・AEOIおよびFATCA税制

当年度中に終了したこれらの組織的活動のすべてに関し、その終了率は96％から99％の間であった。

 

法令遵守の機械化

技術および業務パフォーマンス部の最高業務責任者は継続的に法令遵守部門のツールおよび業務プロセスの

効率性向上のための措置を実施しており、それは以下のとおりである。

・当社グループIT部門との緊密な連携により、顧客およびサプライヤーに関する不利な情報の検索の自動

化、また職業倫理に関連するリスク管理の新しいツールの導入が可能となっている。

・人口知能、プロセスのロボット化および先進的情報分析技術を統合するソリューションを策定するため、

革新的なプロジェクトがリスク部門と共に実施されている。

 

法務

組織および部門の変更

法務部門は、独立した統合部門であり、当社グループのすべての法務チームを構成する。法務部門の全従業

員は、判断と行動の自由が保証される状況下で法律専門家としてそれらの職務を遂行できるよう、直接的また

は間接的にグループ法律顧問に報告を行う。

当社グループのすべてのレベルで、法務部門組織が、以下を含め、法務リスクを十分にカバーできるように

している。

・当社グループの組織に基づき、専任の法務チームが事業部門、地域および領域をカバーする。

・2020年に創出され、2023年末現在で９つとなったプラットフォームは、専任の内部の法務チームであり、

広範な主要領域の専門知識の枠組内で、関連する事業活動セクター、事業体および地理的地域のすべてに

おいて法務サービスを提供する。

・当社グループ紛争解決（GDR）は、世界全体で階層的に統合されているチームであり、当社グループの主

要な訴訟および調査ならびに金融の安全性に関連する法的問題（禁輸措置およびマネーロンダリング防止

等）の適切な管理を確実に行う。

・法務部門競争法プラクティスは、競争法に特化し、かかる分野での当社グループの法令遵守システムを強

化するために、2022年に法令遵守部門と連携した。

・最終的に、２つの中央の部が法務部門の組織に対して支援サービスを提供する。
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2023年の法務活動

年間を通じて、法務部門は法務リスク管理システムを引き続き強化した。

法的助言活動の一環として、法務部門は、企業の社会的責任（CSR）、ブロックチェーン、暗号資産、サイ

バー・セキュリティ、人工知能、外部委託等のテーマに関するエマージング・リスクの分析に寄与している。

法務リスク防止の観点で、研修および啓発活動が、業務執行役員まで組織のすべてのレベルで実施されてい

る。

当社グループの「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」戦略計画の技術的課題に対応するために、デ

ジタル・ラーニング・センター（DLC２）プログラムが策定され、法務部門の従業員ならびに事業部門および

部門を連携させることによる懇談会にデジタル問題に関する継続的な研修コースを提供している。

「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」計画の３つの柱の１つである持続可能な開発の分野におい

て、法務部門は、サステナブル・ファイナンスおよびESGの面で、部署、事業部門および部門の管理チームの

啓発に積極的に寄与している。加えて、規制プラットフォーム内で、サステナブル・ファイナンスのプラク

ティスが構成され、法務部門の従業員専用の研修コースが人事部門と共に構築されている。すなわち、法務部

門のサステナビリティ・アカデミーであり、当社グループのものを踏まえている。

最終的に、法務部門は法務リスク管理システムの実施を継続した。

・部門全体でリスク統制自己評価（RCSA）を更新すること

・法務プロセスに関する第２レベルの統制を実施すること

・法務リスクを伴う業務リスクのインシデントを監視すること

・事業部門および部門のための教育支援の提供を継続することにより、法務リスクに関連する統制のライブ

ラリの展開に寄与すること

 

リスクおよび恒常的統制

業務リスク管理

リスク部門の業務リスク管理モデルは、手続、業務スタッフおよびシステムが密接に連携した事業部のリス

ク管理者の責任の下で事業部の範囲毎に分散化したチーム、ならびに特定の専門知識を必要とする問題（例え

ば、サイバー・セキュリティ、不正防止または第三者による製品およびサービスの供給に関わるリスク管理）

につき、運営および調整の役割を担い、現地のチームに支援を提供する中心的構造（リスク部門の業務リスク

管理チーム）の両方に基づいている。

業務リスクに対する手続に関するシステムの構成要素はすべて、2018年以降、かなり徹底的な見直しがなさ

れている。

・リスク統制自己評価（RCSA）

・統制

・過去のインシデントの収集
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・業務リスクのシナリオについての分析および定量化（「潜在的インシデント」）

・行動計画

・リスク管理の外部委託

業務リスクの評価および管理を支援する指針をさらに標準化するために、リスクの分類法に関する作業なら

びにプロセスおよび組織構造のマッピングも完了している。

これらの分類法の変更に加えて、相互接続された異なるモジュールで構成された、新たな統合された業務リ

スク管理ツール（360 Risk Op）が2019年度第４四半期に展開された。過去のインシデントの収集専用のモ

ジュールが2019年に展開された後、リスク統制自己評価、潜在的インシデント、外部委託措置の収集に関する

モジュールが2020年に展開され、行動計画の専用のモジュールは2021年４月以降に利用可能となっている。統

制モジュールは、2021年の夏以降に徐々に導入、展開され、2023年に実行されている。

 

情報およびコミュニケーション技術に関連するリスクの管理

顧客およびパートナーのための合理化されたチャネルならびに従業員が協力するための新たな方法を創出す

ることを目的とした、当社グループのデジタル化イニシアティブの継続的な実施により、新たな技術およびリ

スクがもたらされており、当社グループの技術リスク・プロファイルを引き続き監視し、統制の有効性を確保

する必要性を強調している。

リスク部門チームは2023年に、情報およびコミュニケーション技術（ICT）に関連するリスク管理枠組の改

善を、以下の活動を通して継続した。

・いくつかの事業体がサイバー・セキュリティ・インシデントを検知する能力を評価し、必要な場合に保護

措置を強化する能力を評価するためのペネレーションテストの実施（レッドチーム）

・ICTリスク要素のレファレンスの枠組全体への一層の統合

・不正、サイバー・リスク管理またはクラウドの利用等の事項に関し特定したリスクおよび行動計画の独立

した分析を提供するための主要な当社グループの計画への参加

・当社グループレベルのガバナンスの実行およびオペレーショナル・レジリエンスに関する手続の枠組

・特にウクライナの紛争という状況におけるサイバー・セキュリティ脅威の監視

 

個人データ保護に関連するリスクの管理

2023年において、BNPパリバは、個人データ保護をリスク部門の既存の管理およびガバナンスの実務に統合

することを継続した。強固な統制システムにより、当局からの要求に応じること、優先して脆弱性を是正する

こと、またこの分野の当社グループの責任を示すことが可能となっている。

・当社グループの新しい機密保持方針に従い、標準の枠組が見直されており、すべての事業体で実施されて

いるところである。

・一般的なリスクの分類法は、個人データ保護を組み込むよう見直されており、一般的な統制のライブラリ

が策定された。
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・独立したテスト計画は、事業体の大部分において、第２の防衛ラインにより実施された。

・個人情報に係るインシデントを発見および管理するためのシステムおよびツールの向上は、より効果的に

対応し、その防止を強化することを可能とする。

・第三者との契約およびクロスボーダーのデータ移転は継続的な見直しの対象であり、自動化措置により促

進されている。

・プライバシー・リスク評価プロセスは、改善され、自動化されている。

・必須の研修プログラムが展開されている。

・グローバルなシステムは自動化されており、リスク指標の作成を可能とし、結果として欧州の規制の範囲

外で営業を行う事業体の健全な発展に寄与している。

これらの措置のすべてがシステムの一貫性を高め、リスクおよび脆弱性を低減させ、可視性および統制を向

上させる。

 

リスク部門の変更

リスク部門は、リスク部門2025年度事業改編計画を引き続き展開する。かかる計画の目的は、当社グループ

の「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」戦略計画に沿い、リスクを管理する能力の強化の展開を通し

て部門の有効性および効率性を最適化すること、部門の業務モデルを最適化すること、人材を確実に惹きつ

け、保持し、開発することである。

これに関連して、一定数のイニシアティブが継続され、また新たなものが開始され、主な種類のリスクを対

象とする部門横断的なプログラムに沿って構成された。これらにより、一定の内部プロセスを簡略化、自動化

およびプールし、統制システムを最高レベルに保ちながら顧客プロセスの徹底した検討に貢献することが可能

となる。これらは、新技術（例えば、貸付プロセスならびにリスクの発見および監視の観点におけるもの）の

強化、内部スキル（例えば、新しいモデリング法に関連する主要な特性の利用の増加もしくは外部支援ポジ

ションの内部化を通じたもの）の統合またはポルトガル、インド、スペインおよびカナダにおける共同運用の

業務プラットフォームの強化に基づいている。

 

環境・社会・ガバナンス（ESG）リスク管理

当社グループの「サステナブル・ファイナンス」のガバナンスの一環として、当社グループのリスク管理シ

ステムへのESGリスク要因の統合を強化するために、複数年にわたるプログラムが開始された。いわゆる従来

型のリスクのカテゴリー（信用リスク、市場リスクまたは業務リスク等）に影響を及ぼす可能性が高いこれら

のESGリスク要因は、このようにより適正に特定、評価および分析され、そのため当社グループのリスク管理

により適正に統合されている。

特に、大手法人顧客のESGプロファイルについての均一なアプローチが展開されているところであり、これ

により以下の事項が可能となる。

・環境と社会に関する信用、投資および風評リスクにつながる可能性のある潜在的な悪影響を特定すること

・法人顧客との対話を支援し、そのより持続可能な事業モデルに向けた移行を支援すること
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環境リスクに対する第２の防衛ラインとして、リスク部門は、営業事業体と連携して、この分析アプローチ

の与信プロセスへの統合を継続した。かかる作業は2024年にも継続され、中規模企業または金融機関といった

その他の顧客セグメントに対してかかるアプローチが適用される。

 

定期的統制

2023年において、一般検査部門は、バンク・オブ・ザ・ウェスト、BICIセネガルおよびBICIコートジボワー

ルの売却に伴い、その枠組を調整した。そのため、916回の任務の当初の監査計画は、835回の任務に応じて規

模が変更された。2023年には計798回の任務、すなわち年間目標の96％（そのうち、当初の監査計画で予定さ

れたのは92％であった。）が最終的に達成された。

2021年末現在、欧州中央銀行は、一般検査部門に関する監査を開始した。2023年には報告書が発表され、当

該報告書では良い点を強調しているだけではなく、勧告も表明された。これらは、現在のところ、合意された

スケジュールに沿って終了しつつある。

2021年末現在、一般検査部門は、事業改編およびデジタル・インテリジェンス・チームの創設と共に、新し

い近代化計画の基礎を構築した。2022年のIG＋計画の立案および構築という最初の年を経て、2023年には、世

界全体で部門およびその全従業員の日常生活に影響を及ぼす重要な事業改編が見られた。この計画は７つのプ

ロジェクトに沿って構成され、そのうち初めの２つが全体を支える柱である。簡略化および部門横断がこの事

業改編のキーワードである。

４つのプロジェクトは以下のとおりプロセスおよびツールに重点が置かれている。

・プロジェクト計画に規定されるとおり、2023年春に、一般検査部門は職業上の最高水準にあるエンドツー

エンドの監査ツールを導入し、これが業務の効率性の大幅な向上を可能とした。世界全体ですべての監査

チームに展開されたこのツールにより、すべての確認の任務遂行を、部門全体のレベルでの部門横断およ

びその他の統制部門からの情報の連携や供給も可能とする新しい人間工学的な協力環境に切り替えること

が可能となっている。

・データ分析能力の継続的な強化は、基礎となるツールと技術や最高水準を遵守したBNPパリバ内でのデー

タ交換プロトコルの標準化の全面的な徹底検査、任務におけるかかる技術の組織的な利用および一般検査

部門の人員全体に向けた文化変容と研修の取組の継続により裏付けられた。

・任務遂行方法を見直すことで、新しいツールによる類似の任務間の効率性および同一性の向上のために組

織的に監査に係るガイドラインを統合する。

・リスク評価メカニズムを徹底検査することで、第１の防衛ラインおよび第２の防衛ラインの作業の結果の

より適正な統合（例えば、RCSA（リスク統制自己評価）データ）を促進し、またリスク評価に対して必要

な事業部門のデータへのアクセスおよびその産業利用を向上させるために新しいデータ分析技術を導入す

る。

３つのプロジェクトは以下のとおり人員に重点が置かれている。

・検査役／監査人に対する雇用主の価値提案（従業員価値提案（EVP））を見直すこと

・部門横断およびそれに起因するすべての向上を継続するための作業方法を見直すこと

・これらの事業改編において従業員を支援するための変革管理プロジェクト
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事業改編によって支えられ、一般検査部門は、中央の一般検査部門のチームと各国に存在する監査ハブとの

間の、また監査人と監査を受ける当事者との間で、パンデミックの中で創出された協力方法の策定を継続し、

これによりリモートモードでの作業およびより良いチーム調整も可能となっている。この事業改編の好結果の

中で、一般検査部門は、海外出張を大幅に減らすことでカーボン・フットプリントを大きく改善している。

2023年において、一般検査部門は、年次リスク評価の実施を繰り返した。約3,000の監査範囲（AUs）のすべ

てが見直され、監査範囲の概要、固有のリスクの評価およびそこで実施された統制の質を詳述した文書がそれ

ぞれ作成された。範囲調整の変更が全体として互いに相殺した。

・事業体の売却およびその結果としてそれらが占めていた監査範囲の除外

・逆に、当該チームにおける増加およびそれらが当社グループに提供するサービスの多様化を考慮に入れる

ための、当社グループのオフショアリング・プラットフォームにおける監査範囲の区分である新しい事業

体の創設

全体として、固有のリスクおよび品質管理という２つの要因の組合せからもたらされる2023年の残存リスク

特性は、2022年のかかる特性と比べて若干改善している。一般検査部門は、プロフォーマの固有のリスクのあ

る程度の安定性および品質管理の非常に高いレベルへの継続的な改善を示した。

監査計画の観点で、2023年は新しいサイクル（2023年－2027年）のスタートの年である。一般検査部門は常

に、監査可能範囲の全体を適切な頻度でカバーするよう努めている。各監査範囲に適用される監査頻度は、残

存リスクのスコアに応じて決まる。測定された残存リスクが高い場合、頻度はより短くなる。監査範囲に特定

の規制監査サイクルを有する場合、適用されるサイクルは、規制サイクルとリスク評価の結果によるサイクル

のうち短いものとなる。すべての監査範囲は、これらの異なる要素の統合によって優先順位の順に並べられ

た。監査サイクルの継続期間は、いかなる場合においても５年を超えてはならない。

新しい一般検査部門のツールにより提供される能力により、監査計画が部門横断的な任務を促進し、かかる

任務では従業員のハブおよび中央の一般検査部門が世界全体に分散している同様の監査範囲を同時にかつ同一

のツールを用いて監査している。効率性の明らかな向上に加えて、これらの任務は監査を受ける当事者と監査

人にとって重要性を増している。

研修に多額の投資を行う方針が継続した。

・特に、一般検査部門の事業改編の柱においては、新しいツール、新しい監査方法、データ分析の面で講じ

られた措置

・様々な監査分野においても、特に、新たな従業員が必要なスキルを習得できるようにすること。当該部門

のすべての従業員は、高い水準の専門知識を有する規制上の研修に従うようにするか、または監査人の特

性および専門分野に関する技術研修を受ける。

・対面、遠隔、eラーニングの間で研修の枠組が編成され、デジタルおよび教室ベースで同時に提供される

ようになった。
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・一般検査部門の従業員数は、2022年末現在と比較して2023年末現在では減少した。この傾向は、売却に関

連する連結範囲の変更による影響に起因する。例えば、オフショア・プラットフォームの監査、行動規範

の監査等の特定の増加が隠されている。一般検査部門は、人材争奪戦という状況下にあって正社員の採用

活動を継続しているところであり、これは人事部門での優先課題とされ、特に従業員価値提案の見直しに

反映されている。

 

内部統制の従業員

多様な内部統制部門は以下の従業員数（期末に計算されたフルタイム当量）に基づいていた。

 

 2018年 2019年 2020年
2021年
(注１)

2022年
(注２)

2023年
(注３)

2022年-
2023年の
変化率

法令遵守部門 4,183 4,219 4,105 3,770 3,791 3,610 -4.8％

法務部門 1,846 1,810 1,779 1,736 1,703 1,651 -3.1％

リスク部門 5,520 5,462 5,191 5,029 4,885 4,754 -2.7％

定期的統制部門 1,394 1,446 1,381 1,355 1,342 1,278 -4.8％

合計 12,943 12,937 12,456 11,890 11,721 11,293 -3.7％

(注１)　2021年の法令遵守部門およびリスク部門の従業員数の減少は主に、統制チームを第１の防衛ライン（事業部門）に

移管したことに起因する。

(注２)　2022年の従業員数の減少は、リスク部門についてのかかる移管の継続および全部門についての連結範囲の変更（ウ

クライナのウクルシブバンクの連結除外）に起因する。Like-for-Likeベースでの従業員数は、法令遵守部門につい

ては2.7％増加し、その他の部門についてはほぼ横ばいであった。

(注３)　2023年の従業員数の減少は、全部門についての連結範囲の変更（主に米国のバンク・オブ・ザ・ウェスト、BICIセ

ネガルおよびBICIコートジボワールの売却）に起因する。Like-for-Likeベースでの従業員数合計は、統制部門につ

いては横ばいであった。

 

財務情報の作成および処理に関する内部統制手続

会計および財務情報の作成および処理に関する役割および責任

最高経営責任者の権限に基づき、財務および戦略部門は、とりわけ財務情報の作成および処理の責任を負

う。同部門はまた、会計および財務情報に関するリスク統制の保証を目的とする独立した統制任務も務める。

憲章に記載されている特定の任務は、当社グループによって財務および戦略部門に割り当てられる。その職務

は、以下のものから構成される。

・規制の枠組および基準に準拠した財務情報を作成し、公表された財務および健全性情報の一貫性および公

正性を保証

・業務執行陣に対する、組織の各レベルにおける当社グループの経理運営について支援を提供

・当社グループの税務リスクを管理し、税務問題において当社グループを代表し、かつその評判の維持を支

援

・当社グループの会計方針、経営基準および健全性基準の決定、それらの運用上の実施を監督

・当社グループ全体の財務情報に関する恒常的統制システムの決定・運用・監督

・当社グループの戦略の決定時に業務執行陣を支援し、当社グループの実績のベンチマーキングを確実に

し、合併・買収（「M&A」）を主導および検討
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・当社グループの資本を管理し、当社グループ内外の買収、パートナーシップや処分計画の分析および財務

ストラクチャリングを実施

・当社グループの財務情報伝達およびBNPパリバの株価・株主・市場の反応監視の確保

・市場当局および投資家との関係の管理ならびに年次株主総会の開催

・規制および健全性の変更を想定し、これらの問題への当社グループの立場を展開および伝達

・当社グループの銀行監督、特に欧州中央銀行との関係の調整

・当社グループの顧客、事業部門および部門のすべての経済的調査のニーズに対する対応

・財務および戦略部門の組織の決定および管理、その資源およびコストの監視

・機能構造の決定および財務システムの設計への貢献ならびにそれらの展開により、対象となる業務システ

ムの実装の管理

これらのすべての任務に従事する者は、各自の特定の分野において十分な能力を発揮し、自身が作成する情

報を理解およびチェックし、かつ要求される基準および時間の制約を遵守することが求められる。規則への準

拠性、使用される情報の質および完全性ならびにデータ保護に対しては、特に注意が向けられる。当該部門に

関与する者はすべて、業務執行陣に警告する義務を負う。当該部門の規制要件についての任務は、リスク部門

および資産・負債管理部の財務課と連携して実行され、ユーザープロセスおよび情報システムの変更に関して

は、当社グループIT内にある財務および戦略部門およびリスク部門のプロジェクト管理チームと共に実行され

る。実際には、財務および戦略部門は以下のようにその責任を果たしている。

・作成された財務データは、それが独自のレベルで作成されたものであろうと、共有された地域プラット

フォームによって作成されたものであろうと、各事業体の財務部門が責任を有する。当社グループの連結

業績に貢献した場合は、事業部／事業部門に送付し、承認を得る。

・予測財務データの作成は事業部／事業部門が行い、事業体または地域プラットフォームにより作成された

実際のデータとの整合性を確保する。

・主として、財務および戦略部門は、確実にデータを均質化しかつ当社グループの規則に順守させるため

に、事業部／事業部門および連結事業体のすべてに対して送られる報告指示を作成する。当該部門は、事

業体により作成されかつ事業部／事業部門により承認された会計および経営情報をすべて収集し、かかる

データを業務執行陣の使用または第三者に対して報告するために収集し、整理する。

 

会計および財務情報の作成

基準枠組

各事業体の現地における財務書類は、かかる事業体が事業を行う国における一般的な会計基準に従って作成

されるが、その一方で当社グループの連結財務書類は、EUにより採用されたIFRSに基づいて作成されている。
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財務および戦略部門（当社グループ）内において、基準および統制部－当社グループの財務方針（GFP）課

は、当社グループ全体においてIFRSに基づく会計原則を適用すべきものと定めている。当該課はIFRSおよびフ

ランスの基準の規制変更を監視し、必要に応じて当該変更を解釈し、新たな原則を定める。当社グループの

IFRSの会計原則のマニュアルは、BNPパリバの内部ネットワーク・コミュニケーション・ツール（イントラ

ネット）を通じて、事業部／事業部門および事業体にて入手できる。かかるマニュアルは、規制の変更を反映

するために定期的に更新される。基準および統制部または報告に責任を負う者の要請で、原則の一定の解釈お

よび主要な要素が承認または仲裁に関する特別委員会（「会計政策委員会」）に提出される。この委員会は、

会計原則マニュアルに行うべき変更を見直し、承認する。

さらに、当社グループの財務方針課は、財務書類の作成の一貫として、また新たな商品または新たな事業に

対する承認プロセスにおいて、これらが複雑であるかまたは判断の行使が必要である場合に、事業部または事

業体が行う特定の会計調査を検討する。また、場合によってはこれらの分析を実施する責任も負う。

最終的に、当該課は、実績管理チームにより特定されたニーズを反映する経営基準マニュアルを備置する責

任を負う。これらの原則および基準は、内部ネットワーク・ツール（イントラネット）を用いて閲覧可能であ

る。

ソルベンシーの枠組は、リスク部門および財務および戦略部門の共同責任である。財務および戦略部門は、

とりわけ、プルデンシャル・スコープ、規制上の資本ならびにレバレッジ比率およびグローバルなシステム上

重要な銀行（GSIB）比率の計算に関する規範的要素に責任を有する。リスク測定に関するその他の点はリスク

部門の責任である。共同の「ソルベンシー政策委員会」は、２つの部門が共同で委員長を務め、健全性基準の

観点から、「会計方針委員会」と同様の役割を果たす。

規制上の流動性の枠組は、資産・負債管理部の財務課の責任である（財務および戦略部門とリスク部門も貢

献する。）。

 

情報処理システム

情報処理システムは２つのチャネルを中心に、１つ目は事業体に、２つ目は事業部門に応じて構成されてい

る。

・「測定、制御および説明（MCE）」とは、財務データの作成に特化した財務チャネルである。共有された

複数の事業地域プラットフォームを中心に組織され、当社グループまたは地方レベルで、すべての財務報

告フロー（財務諸表、規制、経営、ソルベンシー、流動性、税金）に関する専門知識および機械化を統合

する。

・「パフォーマンスの監視と向上（MFP）」とは、測定、制御および説明チャネルが提供する財務データに

基づき、事業の戦略的な運営に関する分析および助言を行う財務チャネルである。また、事業部の責任者

と緊密に連絡を取り合い、予測財務報告書（見積もり、予算、３ヶ年計画、ストレス・シナリオにおける

財務情報）を作成する責任も負う。このため、このチャネルは事業部、事業部門、部門に従って構成され

ている。
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会計および財務情報の恒常的統制

財務および戦略部門における内部統制

会計および財務情報に関連するリスクの集中監視を可能にするために、財務および戦略部門（当社グルー

プ）内の「当社グループの財務統制」チームは、以下の主な職務を務める。

・会計内部統制システムに関する当社グループの方針を明確にすること。このシステムは、会計事業体に、

会計事業体の会計に係る内部統制環境を組織化するための規則に従い、かつその連結パッケージの情報の

信頼性を確保する主要な統制を導入することを要求する。当社グループは連結事業体が使用するための内

部会計統制ガイドラインおよび標準的な会計統制計画を発表した。これには会計リスクをカバーすること

を狙いとした以下の主要な必須の統制が掲載されている。

・特に下記の会計に係る内部認証手続を通じて、当社グループ内において会計および財務情報の内部統制環

境が正しく機能することを確保することならびに当社グループの財務書類の質に関し、業務執行陣および

取締役会の財務書類委員会に対して四半期毎の報告を行うこと

・リスク部門と共同で、質指標を用いて、連結信用リスク報告書を収集し処理するシステムが適正に機能す

ることを監督すること

・特に特別認証システムおよび質指標を用いた、流動性報告書の作成のためのデータ収集および処理システ

ムが確実に適切に機能するようにすること

・事業部／事業部門のサポートで行われる、法定監査人の勧告、財務プロセスに関する一般検査部門の勧告

および財務および戦略部門に賦課された欧州中央銀行の勧告の事業体による実施を確実にすること。かか

る監視は、各事業体が自らに対してなされた勧告の監視および多様な行動計画の進行の定期的報告を行う

ことを可能とする専門ツールの利用により容易となる。かかる勧告に対する集中監視は、財務部が、連結

事業体内で設定される会計内部統制システムの改善点を特定し、あらゆる部門間の問題を特定し、必要に

応じて当社グループレベルの手続および指示を改訂することを可能にする。

これらの職務は、事業部／事業部門の財務課内で、事業体を間近で監視し、かつ必要であれば当社グループ

レベルの手続に沿ってそれらの範囲の特異性に適合させた会計統制手続を策定する中央の独立した第２レベル

の統制チームにより中継される。

最終的に、事業体／事業部の財務課内において、当社グループの会計に係る内部統制の原則により、専任で

独立した第２レベルの会計統制チームまたは（事業体の大きさに応じて）代表が設置された。結果として、当

社グループの確立されたアプローチ（当該アプローチでは、第１ラインの報告と統制手続の調整を促し、関係

する事業体の範囲の効率性を高めるために、報告書の作成作業が地域のプラットフォームでまとめられてい

る。）はまた、第２レベルの会計統制チームが適切な規模であることおよび必要な専門知識を有していること

を保証している。かかる地域チームは、下記の主な職務を負っている。
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・管轄範囲内のすべての事業体に関する第２レベルの会計統制を実施し、特に事業体の財務部門（バックオ

フィスによって運営されるプロセスに関して実施される第１レベルの統制を含む。）により実施される統

制をカバーすること。これらの手続は、標準的な会計統制計画および会計統制ツールに特に基づいてお

り、かかる会計統制ツールによって、統制責任はフローへの様々な関係者に賦課されるようになる。いく

つかの統制ツールは、例えば各会計についてその正当性および統制に対して責任を有する課を特定し、か

かる会計システムに記載された残高と各事業の運営システムにおいて表示される残高との調整を行い、ま

たフロー勘定の未決済項目の決済を特定し、正当であることを証明し、監視して、第１の防衛ラインおよ

び第２の防衛ラインの統制を支援している。

・統制を実施し、事業体の多様な課に、その課が遂行する統制についての財務および戦略部門への報告を要

求する「初期認証」プロセス（以下に記載する。）を（この作業が第１ラインの統制により実施されない

場合は直接的に）調整すること

・事業体の財務課が会計概要の作成プロセスにおいて、またとりわけ当社グループの認証処理プロセス（以

下に記載する。）に必要なすべての要素について、十分な監視ができるような会計に係る内部統制システ

ムを確保すること。この目的を達成するための補助として、会計の締め切りに関する作業は定式的に定め

られている。処理プロセスおよび関連リスクをマッピングし、かつ検査を文書化するツールの使用ならび

にその他の統制チャネルとの連携は、質の向上に貢献する。

 

内部認証プロセス

－当社グループ全体

財務および戦略部門（当社グループ）は、財務会計管理ツール（Finance Accounting Control Tool）

（「FACT」）を、連結パッケージについて各事業体により作成された四半期毎のデータの内部認証、および財

務および戦略部門（当社グループ）内の財務および規制報告課が責任を担う連結処理に関し、使用している。

各事業体の最高財務責任者は、財務および戦略部門（当社グループ）に対し、以下の事項についての認証を

行う。

・送信されたデータが当社グループの規範および基準に従って作成されていること

・会計内部統制システムが自身の質および信頼性を保証していること

全部連結事業体により完了された主な認証は、当社グループの会計統制計画に定義されるすべての主要な統

制の結果を再現しており、各事業体の格付の決定を導いている。持分法により連結された事業体は、適切な認

証を完了させる。最終的に、非連結の事業体は、簡易化された手続を通じて毎年認証されている。

かかる内部認証プロセスは当社グループの内部統制監視制度の一部を構成しており、これにより、当社グ

ループの連結財務書類の作成およびその質に対して全般的な責任を負っている財務および戦略部門（当社グ

ループ）が、財務諸表に関する問題点を把握し、事業体が適切な是正措置を講じているかを監視することを可

能とする。かかるプロセスに関する報告は、当社グループの四半期連結決算時に業務執行陣および取締役会の

財務書類委員会に提示される。
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当該認証システムはまた、信用リスクおよび自己資本比率の規制上の報告書に含まれる情報に対して実施さ

れる。認証システムの報告書への寄与は、認証システムが基準および手続に準拠し、使用されるデータが適切

な質を有していることを証明している。認証システムはまた、報告書を作成する様々な段階で実施される統制

の結果を示している。

同じ原則に基づき、認証システムが、流動性に関するデータの報告書のため実施されている。様々な関係者

が、送信されたデータの基準の遵守および報告の質を確保するために実行された主要な統制の結果に関する報

告を行っている。

 

－事業体レベル

各事業体の財務課のレベルにおける会計情報の作成のすべてのプロセスの監視を確保するために、当社グ

ループ財務統制部門が策定した財務および戦略部門（当社グループ）の恒常的統制手続では、会計情報の作成

プロセスが分散された方法で運営または統制される際に会計データまたは統制に関する第１レベルの手続の実

施が要求されている。これに関連して、「初期認証」（または「予備認証」）の手続を展開することができ

る。

当該プロセスによって、会計および財務データの作成に使用される情報提供者（例えばミドルオフィス、

バックオフィス、人事部門、リスク部門、サプライヤー部門等）が、その担当している会計および財務データ

の信頼性を確保するとされている基本的な統制が適切に機能していることを正式に認証する。初期認証の結果

は各地の財務課の第１レベルの統制に送付され、財務課は直接行動する会計統制部と協力してこれを分析し、

主要な認証を作成するために利用することを目的とした概略報告書を作成し、注意が必要な事項を監視するた

めに多様な担当者と連携する。

また、FACTの適用は、事業体に対し、それぞれのレベルで策定されたプロセスを直接管理することができる

専門の環境を提供することにより、予備認証プロセスの自動化も可能にする。

 

公正価値で測定する金融商品の評価の統制

－トレーディング・ポートフォリオにおいて純損益を通じて公正価値で測定する資産およびデリバティブ

トレーディング・ポートフォリオは主に、グローバル・マーケット事業およびその他いくつかのあまり大き

くない範囲の市場活動に焦点を当てている。財務および戦略部門（当社グループ）は、主要な範囲に対する個

別のシステムを規定している。これは、当社グループの会計および経営情報の作成およびその質に対し責任を

負う財務および戦略部門が、金融商品の市場価値またはモデル価値の創出および統制を、金融商品に関し単独

で総合的な評価チャネルを形成しているチェーンの様々な関係者に委任するという原則に基づく。その過程は

特に以下にわたっている。

・新たな取引または活動の承認プロセスの一環としての評価システムの適切性を検証する。

・取引がシステムに適切に記録されているかを検証し、かかる記録が評価方法に適していることを確認す

る。

・評価方法から独立した展開および承認メカニズムを検証する。

・市場パラメーターおよび当該パラメーターの独自検証の手順を定める。
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・市場、流動性および取引先リスクの評価調整を定める。

・パラメーターを監視可能にするためのルールの決定およびレビューを行う。

・商品を公正価値ヒエラルキーにより分類し、デイ・ワン・プロフィットの調整を定め、評価仮定に対する

レベル３評価額の感応度を見積もる。

チャネルの目的は、適切な処理およびツールにより、金融商品の評価プロセスの正確性および信頼性の両方

を確保し、かつ統制システムの質および包括性を確保することである。このため、多様な意思決定組織に、会

計および経営成績をまとめるための運営上の処理を示し、公正価値に関する付録資料の透明性を確保する適切

なデータを提供することができる。

すべての担当者が関与する評価チャネルの統制は、特定の憲章および専用の統治枠組内で財務および戦略部

門により監督されている。この統制システムは、当社グループ、ホールセールバンキング部門といった各組織

レベルならびに市場取引を構成する主要な事業体のための当社グループの内部統制憲章に定められた一連の組

織原則の規定に基づいている。

財務および戦略部門は、システムが正しく機能することを保証するために、システム全体を監視する専門

チーム（「基準および統制部－評価リスクおよびガバナンス部門、S&C－VRG」）に依拠している。財務部門

は、様々な関係者によって報告されるべき情報（この情報は、様々な事業における傾向を示す量的および質的

なデータの両方で構成され、同様に、上位段階において統制が行われた際の結果および質によっても構成され

る。）を決定する。

毎四半期または毎月開催される委員会の中には、各プロセスおよび事業部門のため、使用される方法または

実施される統制の結果を検討および調査するため、すべての関係者を一堂に会するために設定されているもの

がある。これらの委員会の運営方法は、財務および戦略部門が承認した手続に準拠し、これにより、財務およ

び戦略部門が主要な選択および仲裁に参加することを確保する。最終的には、基準および統制部－評価リスク

およびガバナンス部門は、会計四半期末毎に当社グループの最高財務責任者代理が委員長を務める商品および

財務管理委員会（PFC）に、基準および統制部－評価リスクおよびガバナンス部門の活動を報告し、仲裁の要

点または統制の有効性ならびに評価および結果の決定過程の信頼性の程度に関する注意点を委員会に通知す

る。四半期毎に開催される当該委員会は、事業部門、財務および戦略部門（当社グループ）および関係各部、

資産・負債管理部の財務課ならびにリスク部門が出席する。仲介PFC委員会は、プロジェクトの優先順位を決

定し、それらの導入を監督し、複数の技術的な要素をすべて検討することを目的として、かかるシステムを完

了する。

 

－トレーディング・ポートフォリオ外で純損益を通じてまたは資本を通じて公正価値で測定する商品

純損益を通じてまたは資本を通じて公正価値で測定する固定利付証券、デリバティブおよび債務

この範囲に関連する商品の大部分は、ガバナンスの拡大適用およびシステム、プロセスおよび評価方法を

プールすることによって、トレーディング・ポートフォリオについて整備されたシステムでカバーされてい

る。関連する主な事業部門は、前述の商品および財務管理委員会によって代表される資産・負債管理部の財務

課である。
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純損益を通じてまたは資本を通じて公正価値で測定する持分証券

2020年以降、当社グループの財務方針課は個別の評価基準を策定し、かかるポートフォリオの同質性範囲な

らびに適切な責任の分担および意思決定チェーンを確認するために評価ガバナンス・システムが標準化されて

いる。

 

公正価値で測定するその他の項目

当社グループの会計統制計画の要件を満たす統制システムは、IFRS第９号SPPI（注１）要件を満たさない貸

出金に関する統制の必要なレベルを確認にするために、全体のレベルまたは事業部／事業部門のレベルで存在

する。

 

(注１)　SPPI（Solely Payment of Principal and Interest（元本および利息のみの支払））：SPPI要件は、貸借対照表

上のトレーディング活動を除く金融商品の分類を決定するために管理モデルに加えて要求される基準である。こ

れは当該商品の契約上の特徴に連動する。テストでは、償却原価、資本を通じた公正価値または純損益を通じた

公正価値といった会計上の分類を決定するために、管理モデルが「HTC」（契約上のキャッシュ・フローを回収

し、満期まで資産を保有する「回収目的保有（Held To Collect）」）または「HTCS」（契約上のフローを回収し

資産を売却する「回収売却両目的保有（Held To Collect and Sell）」）である資産のすべてに関して実施され

なければならない。

 

システムの開発

－財務および戦略部門の一般的な恒常的統制の枠組

会計および財務情報のリスクに関する恒常的統制システムは、常に適合している。2021年において、財務お

よび戦略部門は、その恒常的統制システムならびにその２つの防衛ライン間のおよび第２の防衛ラインの職務

を実行する部門との相互関連を見直した。この枠組はまた、「FORCC（注１）」と呼ばれる委員会を通じて相

互に関連するシステムについての強固なガバナンスを導入しており、これを通じて、財務部門の運営事業ユ

ニットの恒常的統制プロセスのすべてが見直されている。このシステムの広範な展開は2022年に完了した。前

述の手続およびツールの変更は、当社グループ全体を通じて、統制の適正レベルを保証すること、また会計お

よび財務情報の統制のさらなる一致を目的とする発展型枠組の一部である。そのため、チャネル内における統

制を公式化し監視するための標準化されたツール（ビーコン（Beacon））の導入は、様々な財務統制計画（会

計、戦略的管理、ソルベンシーおよび流動性）に関わるすべての事業体および中枢チームをカバーするために

継続している。最後に、当年において、内在するリスクの評価方法が明確化された。各事業体は、現地または

当社グループによって特定された当四半期における主要な出来事、およびそれぞれの該当する一般的な統制ポ

イントに適合したリスク指標の分析に基づいて、決算を見据えてリスク・レベルを動的に測定する。これによ

り、事前にリスクの優先順位付けを行い、現地における第２の防衛ラインの財務チームの統制活動の密度の指

針とすることが可能となる。
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さらに、例えばいくつかの統制のための量的指標を作成し、主要な統制に焦点を当てた部門間の見直しおよ

び臨時的になされる様々な範囲における特定のポイントを改善するための事業部／事業部門による見直しを実

施することで、会計認証プロセスの質は、定期的に事業部／事業部門において再検討される。これらの見直し

は、財務および戦略部門チャネルにおける様々な委員会に対する発表および研修会により補完される。いくつ

かの主要な統制を明確にする当社グループの手続、および首尾一貫した応答と適切に文書化されたプロセスの

確保を目的とした詳細な指示が配布される。これらの当社グループの手続および指示は、必要に応じ、事業

部／事業部門レベルでこれらに特有の問題を取り扱うために拡大適用される。

同様に、ソルベンシー資本比率の計算に用いられるデータの認証システムは、当該プロセスにおける開発お

よび組成を考慮に入れるための、またデータの報告および質の改善プログラムに関係する様々な部門における

指標および統制を利用するための調整の対象となる。

加えて、流動性報告に関して、手続およびツールの変更が、規制上の報告書の新たな要求を満たすために定

期的に実施されており、当該チャネルの質および統制を高めるために具体的な施策が様々な関係者と連携して

採られた。

 

(注１)　FORCC：財務および業務リスク管理委員会。

 

－データ管理システム

当社グループは過去数年と同様に、2023年においてもBNPパリバがさらされる異なる種類のリスク（会計お

よび財務情報に関連するリスク、信用リスク、市場／取引先リスク、流動性リスクおよび業務リスク）を対象

とする報告書の作成に必須のデータの質および一貫性の向上、また通常時およびストレス時または危機時の組

織の全レベルに対する関連する報告書の一貫性の向上を継続するために、当社グループのシステムを継続して

適応させた。

このようにシステムを継続して適応させることは、バーゼル委員会により定められた原則（「実効的なリス

ク・データ集計とリスク報告に関する諸原則－BCBS239」）の規制上の枠組の一部であり、当社グループのこ

れら諸原則の遵守を確実にすることを目的とする。

過去数年に行われた重要な方向付けのうち、特に以下の分野におけるものは、当社グループの2025年目標に

沿ったデータ戦略（「Data Towards 2025」）の一環として、2023年にも維持された。

・設計アプローチによるデータ管理、当社グループのデータ管理ツールである「WeData」におけるデータの

編集モデル、監視および品質管理（現地の事業部門の指標強化およびそれらの連結ビジョン、2023年／

2025年からの実施のための基準データの範囲拡大の組織化）を含む当社グループのデータ管理戦略の実

施、これらの活動を支援するプロセスの組織化（単一チャネルの組織モデルを含む。）、適応された技術

の使用およびデータコミュニティ（当年中の様々なデータに係るイベントの開催）の積極的な運営と共に

当社グループ内のデータ文化の強化
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・データガバナンスの調整。特に、当社グループのデータ委員会（年２回）、当社グループの基準に係る

データに関する共有データ審議会、ならびに当社グループ、事業部門または部門および事業体の品質評価

委員会および改善措置の監視（「品質評価および改善措置委員会－QARC」）を概ね四半期毎に実施した。

また、2023年には、当社グループの「データの質、一貫性および保護に関連する役割および責任」に関す

る手続の更新も実施した。

・とりわけ、設計によるデータ管理の原則およびITの寄与をデータ編集モデルに統合することにより（アプ

リケーション・データ・ディクショナリの開発を含む。）、当社グループのIT戦略の一環としてデータ戦

略を検討し、当社グループの最高情報管理責任者を当社グループのデータ委員会に常駐させ、当社グルー

プのIT部門内でデータに関する責任を個別に割り当て、主要なデータ・プロジェクトに参加

 

定期的統制

一般検査部門は、会計および財務監査を専門とする検査役チームと共に、専任の財務チャネル（「財務ドメ

イン」と呼ばれる）を有しており、業務の専門的な複雑さならびに会計および財務リスクの対象範囲の両方に

関して、頑健な監査能力を有するという一般検査部門の戦略を反映している。

その行動計画は、年間のリスク評価に基づいており、かかるリスク評価の実施細目は、リスク部門が作成し

たリスク査定表に基づいて一般検査部門により定められた。

このチームの中核的な目的は、以下のとおりである。

・一般検査部門がこれらの分野における検査を行う際の機能を強化するために、会計および財務の専門性の

中核を構成する。

・当社グループ内で、会計および財務の内部監査の最良の慣行を普及させ、関連する監査業務の質を統一す

る。

・会計および財務リスク領域を、当社グループのレベルで特定し、検査する。

 

法定監査人との関係

毎年、法定監査人は、法定業務の一部として、当社グループ会社の年次財務書類と共にBNPパリバ・グルー

プの連結財務書類の一貫性および公正さに関する意見書を発行する。法定監査人は半期会計の決算についての

限定的審査および四半期会計についての特別な任務も行っている。

法定任務として、以下のものがある。

・会計基準の重要な変更を検証し、財務書類委員会に対し、重大な影響および取り得る会計上の手段に関す

る意見を提示する。

・監査結果を事業体／事業部門／事業部の財務および戦略部門および当社グループのレベルで提示し、とり

わけ、監査において法定監査人が検討した会計および財務情報の作成に寄与する内部統制システムの一部

を改善するための監視結果および勧告を提示する。
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財務の情報公開（記者発表、臨時報告等）

公表用の財務情報は、財務および戦略部門（当社グループ）内の「投資家向け広報および財務情報」部によ

り作成される。これは、小口および機関投資家、金融アナリストならびに格付機関向けのものであり、当社グ

ループの様々な活動を示し、その結果を公表し、戦略展開を記載する一方で、財務情報が内部レベルで用いら

れる情報と一致するように維持している。

業務執行陣および最高財務責任者に対する報告を行っているこのチームは、BNPパリバ・グループが発表す

る財務情報の様式を提案し、策定する。このチームは、各事業部および部門と連携して、財務業績、戦略的計

画および一定の事項の発表を計画し、それらを金融業界に発表する。

法定監査人は、四半期、半期または年次財務書類を承認する財務書類委員会および取締役会に対し報告を行

う前に、これらの書類の確定に関する通知の段階でその検証および審査に関与する。

 

(2) 【役員の状況】

 

取締役、監査役および政策決定または業務執行に
係る役員の人数

男性 ８名

女性 ８名

（役員のうち女性の比率　50.00％）
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① 取締役（本書提出日現在）

取締役会の構成員

 

ジャン・ルミエール

主要職務：BNPパリバの取締役会会長

生年月日：1950年６月６日

国籍：フランス国

任期：2023年５月16日から2026年株主総会まで

当初就任日：2014年12月１日

（2015年５月13日の株主総会にて承認）

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役会会長、TEBホールディング・

エーエスの取締役

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

トタルエナジーズ(*)の取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

トタルエナジーズの企業統制および倫理委員会委員なら

びに戦略およびCSR委員会委員

その他(注１)

国際経済予測研究センター（CEPII）の会長、パリ・

ユーロプレイスの副会長、フランス私企業協会（Afep）

の理事、アンスティチュ・ドゥ・ラ・フィナンス・デュ

ラブル（IFD）の理事、国際金融協会（IIF）の会員、国

家開発銀行（CDB）国際諮詢会委員、中国投資有限責任

公司（CIC）国際諮詢会委員、シンガポール金融管理庁

（MAS）の国際諮問委員会委員（IAP）

保有株式数(注１)：41,341株(注２)

勤務地：フランス国パリ市９区イタリア通り16番地

(16 boulevard des Italiens 75009 PARIS,

FRANCE)

学歴

パリ政治学院卒業

エコール・ナシオナル・ダドミニストラシオン卒業

学士（法学）

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役会会長

TEBホールディング・エー

エスの取締役、トタルエナ

ジーズ・エスエーの取締役

国際経済予測研究センター

（CEPII）の会長

パリ・ユーロプレイスの副

会長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事、アンス

ティチュ・ドゥ・ラ・フィ

ナ ン ス ・ デ ュ ラ ブ ル

（IFD）の理事、国際金融

協会（IIF）の会員、国家

開発銀行（CDB）国際諮詢

会委員、中国投資有限責任

公司（CIC）国際諮詢会委

員、シンガポール金融管理

庁（MAS）の国際諮問委員

会委員（IAP）

2021年

BNPパリバの取締役会会長

TEBホールディング・エー

エスの取締役、トタルエナ

ジーズ・エスエーの取締役

国際経済予測研究センター

（CEPII）の会長

パリ・ユーロプレイスの副

会長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事、国際金融

協会（IIF）の会員、オレ

ンジ国際諮問委員会委員、

国家開発銀行（CDB）国際

諮詢会委員、中国投資有限

責任公司（CIC）国際諮詢

会委員、シンガポール金融

管理庁（MAS）の国際諮問

委員会委員（IAP）

 

2020年

BNPパリバの取締役会会長

TEBホールディング・エー

エスの取締役、トタル・エ

スエーの取締役

国際経済予測研究センター

（CEPII）の会長

パリ・ユーロプレイスの副

会長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事、国際金融

協会（IIF）の会員、オレ

ンジ国際諮問委員会委員、

国家開発銀行（CDB）国際

諮詢会委員、中国投資有限

責任公司（CIC）国際諮詢

会委員、シンガポール金融

管理庁（MAS）の国際諮問

委員会委員（IAP）

 

2019年

BNPパリバの取締役会会長

TEBホールディング・エー

エスの取締役、トタル・エ

スエーの取締役

国際経済予測研究センター

（CEPII）の会長

パリ・ユーロプレイスの副

会長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事、国際金融

協会（IIF）の会員、オレ

ンジ国際諮問委員会委員、

国家開発銀行（CDB）国際

諮詢会委員、中国投資有限

責任公司（CIC）国際諮詢

会委員、シンガポール金融

管理庁（MAS）の国際諮問

委員会委員（IAP）

 

(注１)　2023年12月31日現在。

(注２)　社内貯蓄制度の下で保有する1,515株のBNPパリバ株式を含む。

(*)　　 上場企業。
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ジャン・ローラン・ボナフェ

主要職務：BNPパリバの取締役兼最高経営責任者

生年月日：1961年７月14日

国籍：フランス国

任期：2022年５月17日から2025年株主総会まで

当初就任日：2010年５月12日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役兼最高経営責任者

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

ピエール・ファーブル・グループ：

ピエール・ファーブル・エスエーの取締役、ピエール・

ファーブル・パルティシパシオンの取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

ピエール・ファーブル・エスエーの戦略委員会委員

その他(注１)

フランス銀行協会（AFB）の会長、フランス全国銀行連

盟（FBF）の業務執行委員会委員、パリ国立オペラ支援

団体協会の会長、アントルプリーズ・プール・ランヴィ

ロヌマンの副会長、ラ・フランス・ソンガ―ジュ財団の

理事

保有株式数(注１)：111,588株(注２)

勤務地：フランス国パリ市９区イタリア通り16番地

(16 boulevard des Italiens 75009 PARIS,

FRANCE)

学歴

エコール・ポリテクニーク卒業

パリ国立高等鉱業学校（技師長）

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役兼最高

経営責任者

フランス銀行協会（AFB）

の会長、パリ国立オペラ支

援団体協会の会長

アントルプリーズ・プー

ル・ランヴィロヌマンの副

会長

ピエール・ファーブル・グ

ループの取締役

フランス全国銀行連盟

（FBF）の業務執行委員会

委員、銀行政策研究所の理

事、ラ・フランス・ソンガ

―ジュ財団の理事

2021年

BNPパリバの取締役兼最高

経営責任者

パリ国立オペラ支援団体協

会の会長、アントルプリー

ズ・プール・ランヴィロヌ

マンの会長

ピエール・ファーブル・エ

スエーの取締役

フランス全国銀行連盟

（FBF）の業務執行委員会

の副会長

ラ・フランス・ソンガ―

ジュ財団の理事

2020年

BNPパリバの取締役兼最高

経営責任者

パリ国立オペラ支援団体協

会の会長、アントルプリー

ズ・プール・ランヴィロヌ

マンの会長

ピエール・ファーブル・エ

スエーの取締役

フランス全国銀行連盟

（FBF）の業務執行委員会

委員

ラ・フランス・ソンガ―

ジュ財団の理事

2019年

BNPパリバの取締役兼最高

経営責任者

パリ国立オペラ支援団体協

会の会長、アントルプリー

ズ・プール・ランヴィロヌ

マンの会長

カルフールの取締役、ピ

エール・ファーブル・エス

エーの取締役

フランス全国銀行連盟

（FBF）の業務執行委員会

委員

ラ・フランス・ソンガ―

ジュ財団の理事

(注１)　2023年12月31日現在。

(注２)　社内貯蓄制度の下で株主資本の形で保有する30,213株のBNPパリバ株式を含む。

(*)　　 上場企業。
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ジャック・アシェンブロワ

主要職務：オレンジの取締役会会長

生年月日：1954年６月３日

国籍：フランス国

任期：2023年５月16日から2026年株主総会まで

当初就任日：2017年５月23日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

主要職務における役職(注１)

オレンジ(*)の取締役会会長

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

トタルエナジーズ(*)の筆頭取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの企業統制・倫理・指名・CSR委員会委員長お

よび財務書類委員会委員、トタルエナジーズの企業統

制・倫理委員会委員長、報酬委員会委員ならびに戦略お

よびCSR委員会委員

その他(注１)

パリ国立高等鉱業学校の理事長、日仏クラブの共同議

長、アンスティチュ・ドゥ・ラ・フィナンス・デュラブ

ル（IFD）の副理事長

保有株式数(注１)：1,000株

勤務地：フランス国イシー・レ・ムリノー市プレジデン

ト・ルーズヴェルト通り111番地

(111 quai du Président-Roosevelt, 92130

ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANCE)

学歴

パリ国立高等鉱業学校卒業

コール・デ・ミーヌ

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

オレンジの取締役会会長

BNPパリバの取締役、トタ

ルエナジーズの取締役

パリ国立高等鉱業学校の理

事長

日仏クラブの共同議長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事

2021年

ヴァレオ・グループの会長

兼最高経営責任者

BNPパリバの取締役、トタ

ルエナジーズの取締役

パリ国立高等鉱業学校の理

事長

日仏クラブの共同議長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事

 

2020年

ヴァレオ・グループの会長

兼最高経営責任者

BNPパリバの取締役、ヴェ

オリア・オンヴィロンヌモ

ンの取締役

パリ国立高等鉱業学校の理

事長

日仏クラブの共同議長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事

2019年

ヴァレオ・グループの会長

兼最高経営責任者

BNPパリバの取締役、ヴェ

オリア・オンヴィロンヌモ

ンの取締役

パリ国立高等鉱業学校の理

事長

日仏クラブの共同議長

フ ラ ン ス 私 企 業 協 会

（Afep）の理事

(注１)　2023年12月31日現在。

(*)　　 上場企業。
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ジュリエット・ブリザック

主要職務：BNPパリバ・グループのカンパニー・エンゲージメント部門の最高業務責任者

生年月日：1964年５月22日

国籍：フランス国

任期：2024年５月14日から2027年株主総会まで

当初就任日：2021年５月18日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の従業員株主を代表する取締役、当社グ

ループの利益配分制度投資信託「BNPパリバ・アクショ

ナリア・モンド」の監事会会長

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの財務書類委員会委員

保有株式数(注１)：10,469株(注２)

勤務地：フランス国パリ市ガール通り35番地ミレネール

４

(Millénaire 4, 35, rue de la Gare, 75019

PARIS, FRANCE)

学歴

修士（経済学）および高等教育専門研究免状（金融）、

パリ第１パンテオン・ソルボンヌ大学

フランス管理者協会（IFA）卒業

Cycle des hautes études pour le développement

économique (CHEDE)の公認聴講生

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役

当社グループの利益配分制

度投資信託「BNPパリバ・

アクショナリア・モンド」

の監事会会長

2021年

BNPパリバの取締役

当社グループの利益配分制

度投資信託「BNPパリバ・

FCPEアクショナリア・モン

ド」の監事会会長

  

(注１)　2023年12月31日現在。

(注２)　社内貯蓄制度の下で保有する5,269株のBNPパリバ株式を含む。

(*)　　 上場企業。
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モニーク・コーエン

主要職務：セブン２（Seven２）の上席顧問

生年月日：1956年１月28日

国籍：フランス国

任期：2023年５月16日から2026年株主総会まで

当初就任日：2014年２月12日

（2014年５月14日の株主総会にて承認）

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

主要職務における役職(注１)

プロキシマ・アンヴェスティスモン・エスエーの取締役

会会長、ファイズ・ホールディングスの取締役会会長、

ファイズ・アクイジションズの監事会会員

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

エルメス・インターナショナル(*)の監事会副会長、サ

フラン(*)の筆頭取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの内部統制・リスク管理・法令遵守委員会委

員長および企業統制・倫理・指名・CSR委員会委員、エ

ルメス・インターナショナルの監査およびリスク委員会

委員長、サフランの指名および報酬委員会委員

保有株式数(注１)：9,620株

勤務地：フランス国パリ市ポール・セザンヌ通り１番地

(1, rue Paul Cézanne, 75008 PARIS, FRANCE)

学歴

エコール・ポリテクニーク卒業

修士（数学）

修士（ビジネス法）

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

プロキシマ・アンヴェス

ティスモン・エスエーの取

締役会会長、ファイズ・

ホールディングスの取締役

会会長

エルメス・インターナショ

ナルの監事会副会長

BNPパリバの取締役、サフ

ランの取締役

ファイズ・アクイジション

ズの監事会会員

2021年

プロキシマ・アンヴェス

ティスモン・エスエーの取

締役会会長、ファイズ・

ホールディングスの取締役

会会長

エルメス・インターナショ

ナルの監事会副会長

BNPパリバの取締役、サフ

ランの取締役

ファイズ・アクイジション

ズの監事会会員

2020年

プロキシマ・アンヴェス

ティスモン・エスエーの取

締役会会長、ファイズ・

ホールディングスの取締役

会会長

エルメス・インターナショ

ナルの監事会副会長

BNPパリバの取締役、サフ

ランの取締役

ファイズ・アクイジション

ズの監事会会員

2019年

プロキシマ・アンヴェス

ティスモン・エスエーの取

締役会会長、ファイズ・

ホールディングスの取締役

会会長

エルメス・インターナショ

ナルの監事会副会長

BNPパリバの取締役、サフ

ランの取締役、エイパック

ス・パートナーズ・エス

エーエスの取締役

ファイズ・アクイジション

ズの監事会会員

(注１)　2023年12月31日現在。

(*)　　 上場企業。
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ユーグ・エパイヤール

主要職務：BNPパリバ不動産事業マネージャー

生年月日：1966年６月22日

国籍：フランス国

任期：2024年２月16日から2027年２月15日までの３年間

（BNPパリバの幹部従業員により選任）

当初就任日：2018年２月16日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

アクシオン・ロジュモン・サービシスの取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの内部統制・リスク管理・法令遵守委員会お

よび報酬委員会委員、アクシオン・ロジュモン・サービ

シスのリスク委員会委員長

その他(注１)

フランス管理者協会（IFA）の従業員代表理事会共同会

長、マルセイユ労働裁判所の裁判官(管理部門)、コミッ

ション・パリテール・ドゥ・ラ・バンク（アソシエー

ション・フランセーズ・デ・バンク(AFB)－償還請求委

員会）の委員

保有株式数(注１)：502株(注２)

勤務地：フランス国マルセイユ市サン・フェレオル通り

59番地

(59 rue Saint Ferréol, 13001 MARSEILLE,

FRANCE)

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役、アク

シオン・ロジュモン・サー

ビシスの取締役

2021年

BNPパリバの取締役

2020年

BNPパリバの取締役

2019年

BNPパリバの取締役

(注１)　2023年12月31日現在。

(注２)　社内貯蓄制度の下で保有する473株のBNPパリバ株式を含む。

(*)　　 上場企業。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 602/1141



 

マリオン・ギヨー

主要職務：独立取締役

生年月日：1954年９月17日

国籍：フランス国

任期：2022年５月17日から2025年株主総会まで

当初就任日：2013年５月15日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

ヴェオリア・オンヴィロンヌモン(*)の取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの企業統制・倫理・指名・CSR委員会および報

酬委員会委員、ヴェオリア・オンヴィロンヌモンの調

査、革新および持続可能な開発委員会ならびに報酬委員

会委員

その他(注１)

栽培種とそれらに関係する野生生物多様性の保護基金の

理事、フランス農業学院の副理事長、ケア－フランス

（NGO）の副理事、アフリカ・ヨーロッパ財団のフード

システム戦略グループ共同理事長、国際生物多様性セン

ターの理事、国際熱帯農業センター（CIAT）の理事、国

際生物多様性センター－CIATアライアンスの理事兼戦略

委員会（ASPAC）委員長、国際農業研究協議グループ

（CGIAR）による気候研究のアフリカへの影響促進プロ

ジェクト（AICCRA）の独立運営委員会（ISC）委員、フ

ランス国際関係研究所の理事、高等気候審議会の会員

保有株式数(注１)：1,000株

勤務地：フランス国パリ市シェフェール通り42番地

(42, rue Scheffer, 75116 PARIS, FRANCE)

学歴

エコール・ポリテクニーク卒業

フランス国立農村工学・河川・森林学校卒業

博士（食品科学）

フランス管理者協会卒業（IFA）

 

 

 

 

 

 

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役、ヴェ

オリア・オンヴィロンヌモ

ンの取締役

栽培種とそれらに関係する

野生生物多様性の保護基金

の会長

ケア－フランス（NGO）の

副理事長

国際生物多様性センターの

理事、国際熱帯農業研究所

（CIAT）の理事、生物多様

性センター－CIATアライア

ンスの理事、フランス国際

関係研究所の理事、高等気

候審議会の会員

2021年

BNPパリバの取締役、ヴェ

オリア・オンヴィロンヌモ

ンの取締役

栽培種とそれらに関係する

野生生物多様性の保護基金

の会長

ケア－フランス（NGO）の

副理事長

国際生物多様性センターの

理事、国際熱帯農業研究所

（CIAT）の理事、生物多様

性センター－CIATアライア

ンスの理事、フランス国際

関係研究所の理事、高等気

候審議会の会員

2020年

BNPパリバの取締役、ヴェ

オリア・オンヴィロンヌモ

ンの取締役

ケア－フランス（NGO）の

副理事長

国際生物多様性センターの

理事、国際熱帯農業セン

ター（CIAT）の理事、生物

多様性センター－CIATアラ

イアンスの理事、フランス

国際関係研究所の理事

 

2019年

BNPパリバの取締役、イメ

リスの取締役、ヴェオリ

ア・オンヴィロンヌモンの

取締役

ケア－フランス（NGO）の

副理事長

ユニバーサイエンスの理

事、国際生物多様性セン

ターの理事、国際熱帯農業

センター（CIAT）の理事、

生物多様性センター－CIAT

アライアンスの理事、フラ

ンス国際関係研究所の理事

 

(注１)　2023年12月31日現在。

(*)　　 上場企業。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 603/1141



 

リーヴ・ローハ

主要職務：ユーロナブ・エヌヴィーのシニア・アドバイザー

生年月日：1968年７月11日

国籍：ベルギー国

任期：2022年５月17日から2025年株主総会まで

当初就任日：2022年５月17日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

TINCC BVの取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの財務書類委員会委員

その他(注１)

オディッシーの取締役兼監査委員会委員

保有株式数(注１)：1,000株

勤務地：ベルギー国アントワープ、ヘルラッハカーイ20

番地

(20, De Gerlachekaai, 2000 ANTWERP, BELGIUM)

学歴

修士（経済）、ブリュッセル大学卒業

修士（会計）、ヴレリックスクール（経営）卒業

修士（税法）、EHSALマネジメントスクール卒業

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役、TINCC

BVの取締役

オディッシーの取締役

   

(注１)　2023年12月31日現在。

(*)　　 上場企業。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 604/1141



 

クリスチャン・ノワイエ

主要職務：各社の取締役

生年月日：1950年10月６日

国籍：フランス国

任期：2024年５月14日から2027年株主総会まで

当初就任日：2021年５月18日

（クリスチャン・ノワイエは、2019年５月１日から2021

年５月17日までBNPパリバの無議決権取締役（検閲官）

を務めた。）

 

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

パワー・コーポレーション・オブ・カナダ(*)の取締

役、セトル・リミテッドの取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの財務書類委員会委員長兼内部統制・リスク

管理・法令遵守委員会委員、パワー・コーポレーショ

ン・オブ・カナダの統制・指名委員会委員および関係

者・再検討委員会

その他(注１)

公共金融教育機関（IEFP）会長、フランス国際関係研究

所（IFRI）の理事、グループ・オブ・サーティー

（G30）の会員

保有株式数(注１)：2,000株

勤務地：フランス国パリ市ジョフロワ・サンティレール

通り53番地

(53, rue Geoffreoy Saint-Hilaire 75005

PARIS, FRANCE)

学歴

エコール・ナシオナル・ダドミニストラシオン卒業

パリ政治学院卒業

修士（法学）、パリ大学

修士（法学）、レンヌ大学

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役、パ

ワー・コーポレーション・

オブ・カナダの取締役、セ

トル・リミテッドの取締役

公共金融教育機関（IEFP）

の会長

フランス国際関係研究所

（IFRI）の会員、グルー

プ・オブ・サーティー

（G30）の会員

2021年

BNPパリバの取締役、パ

ワー・コーポレーション・

オブ・カナダの取締役、

NSIA・バンク・グループの

取締役、セトル・リミテッ

ドの取締役

公共金融教育機関（IEFP）

の会長

フランス国際関係研究所

（IFRI）の会員、グルー

プ・オブ・サーティー

（G30）の会員

2020年

パワー・コーポレーショ

ン・オブ・カナダの取締

役、NSIA・バンク・グルー

プの取締役、ロイズ・オ

ブ・ロンドンの取締役、セ

トル・リミテッドの取締役

2019年

パワー・コーポレーショ

ン・オブ・カナダの取締

役、NSIA・バンク・グルー

プの取締役、ロイズ・オ

ブ・ロンドンの取締役、セ

トル・リミテッドの取締役

(注１)　2023年12月31日現在。

(*)　　 上場企業。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 605/1141



 

ダニエラ・シュワルツァー

主要職務：ベルテルスマン財団の執行委員会委員

生年月日：1973年７月19日

国籍：ドイツ国

任期：2023年５月16日から2026年株主総会まで

当初就任日：2014年５月14日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

コヴィヴィオ(*)の取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの企業統制・倫理・指名・CSR委員会委員、内

部統制・リスク管理・法令遵守委員会委員および財務書

類委員会委員

その他(注１)

ジャック・ドロール研究所の理事、ドイツ外交評議会の

理事、ジャン・モネ研究所の理事

保有株式数(注１)：1,000株

勤務地：ドイツ国ベルリン市ヴェルダーシャー市場６

(Werderscher Markt 6 10117 BERLIN,

GERMANY)

学歴

博士（経済学）、ベルリン自由大学

修士（政治学）および修士（言語学）、テュービンゲン

大学

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの取締役、コ

ヴィヴィオの取締役

ヨーロッパおよび中央アジ

アのオープン・ソサエティ

財団の業務執行理事

ジャック・ドロール研究所

の理事、ユナイテッド・

ヨーロッパ・ファウンデー

ションの理事、ドイツ外交

評議会の理事、ジャン・モ

ネ研究所の理事

 

2021年

BNPパリバの取締役

ヨーロッパおよび中央アジ

アのオープン・ソサエティ

財団の業務執行理事

ジャック・ドロール研究所

の理事、ユナイテッド・

ヨーロッパ・ファウンデー

ションの理事、オープン・

ソサエティ財団の諮問委員

会委員、ドイツ外交評議会

の理事、ジャン・モネ研究

所の理事

2020年

BNPパリバの取締役、ドイ

ツ外交評議会の理事長

ジャック・ドロール研究所

の理事、ユナイテッド・

ヨーロッパ・ファウンデー

ションの理事、オープン・

ソサエティ財団の諮問委員

会委員、連邦安全保障アカ

デミーの諮問委員会委員

 

2019年

BNPパリバの取締役、ドイ

ツ外交評議会の理事長

ジャック・ドロール研究所

の理事、ユナイテッド・

ヨーロッパ・ファウンデー

ションの理事、オープン・

ソサエティ財団の諮問委員

会委員、連邦安全保障アカ

デミーの諮問委員会委員

 

(注１)　2023年12月31日現在。

(*)　　 上場企業。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 606/1141



 

ミシェル・ティルマン

主要職務：各社の取締役

生年月日：1952年７月21日

国籍：ベルギー国

任期：2022年５月17日から2025年株主総会まで

当初就任日：2010年５月12日

（2009年11月４日から2010年５月11日までBNPパリバの

無議決権取締役（検閲官）を務めた。）

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

主要職務における役職(注１)

ストラフィンsprlのマネージャー

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

ロイスト・グループ・エスエーの取締役、フォワイエ・

ファイナンス・エスエーの取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの内部統制・リスク管理・法令遵守委員会委

員、ロイスト・グループ・エスエーの監査委員会委員長

その他(注１)

ロイヤル・オートモビール・クラブ・オブ・ベルギーの

取締役、ツォーテ・オートモビール・クラブの取締役

保有株式数(注１)：1,000株

勤務地：ベルギー国ラ・ウルプ、ムーラン通り10

(Rue du Moulin 10, B-1310 LA HULPE,

BELGIUM)

学歴

ルーヴァン大学卒業

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

キャピタラットワーク・

フォワイエ・グループ・エ

スエーの取締役会会長

BNPパリバの取締役、フォ

ワイエ・エスエーの取締

役、フォワイエ・ファイナ

ンス・エスエーの取締役、

ロイスト・グループ・エス

エーの取締役

ストラフィンsprlのマネー

ジャー

ロイヤル・オートモビー

ル・クラブ・オブ・ベル

ギーの取締役、ツォーテ・

オートモビール・クラブの

取締役

2021年

キャピタラットワーク・

フォワイエ・グループ・エ

スエーの取締役会会長

BNPパリバの取締役、フォ

ワイエ・エスエーの取締

役、フォワイエ・ファイナ

ンス・エスエーの取締役、

ロイスト・グループ・エス

エーの取締役、ソフィー

ナ・エスエーの取締役

ストラフィンsprlのマネー

ジャー

ロイヤル・オートモビー

ル・クラブ・オブ・ベル

ギーの取締役、ツォーテ・

オートモビール・クラブの

取締役

2020年

キャピタラットワーク・

フォワイエ・グループ・エ

スエーの取締役会会長

BNPパリバの取締役、フォ

ワイエ・エスエーの取締

役、フォワイエ・ファイナ

ンス・エスエーの取締役、

ロイスト・グループ・エス

エーの取締役、ソフィー

ナ・エスエーの取締役

ストラフィンsprlのマネー

ジャー

ロイヤル・オートモビー

ル・クラブ・オブ・ベル

ギーの取締役、ツォーテ・

オートモビール・クラブの

取締役、ルーヴァン・カト

リック大学の理事

 

2019年

キャピタラットワーク・

フォワイエ・グループ・エ

スエーの取締役会会長

BNPパリバの取締役、フォ

ワイエ・エスエーの取締

役、フォワイエ・ファイナ

ンス・エスエーの取締役、

ロイスト・グループ・エス

エーの取締役、ソフィー

ナ・エスエーの取締役

ストラフィンsprlのマネー

ジャー

ロイヤル・オートモビー

ル・クラブ・オブ・ベル

ギーの取締役、ツォーテ・

オートモビール・クラブの

取締役、ルーヴァン・カト

リック大学の理事

シンヴェン・リミテッドの

上席顧問

(注１)　2023年12月31日現在。

(*)　　 上場企業。
 

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 607/1141



 

マリ・クリスティーヌ・ロンバー

主要職務：ジオディス（Geodis）の執行委員会委員長

生年月日：1958年12月６日

国籍：フランス国

任期：2024年５月14日から2027年株主総会まで

当初就任日：2024年１月10日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

主要職務における役職(注１)

ジオディス（Geodis）の執行委員会委員長

フランス国鉄の執行委員会委員

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループでない上

場企業または非上場企業での役職(注１)

ヴァンシ（Vinci）(*)の取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの報酬委員会委員、ヴァンシ（Vinci）の報酬

委員会委員長ならびに指名および内部統制委員会委員

保有株式数(注１)：０株

勤務地：フランス国ルヴァロワ・ペレ、シャルル・パス

クワ通り26番地

(26 quai Charles Pasqua 92110 Levallois-

Perret, FRANCE)

学歴

エセック経済商科大学院大学（Essec）卒業

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2023年

ジオディス（Geodis）の執

行委員会委員長

ヴァンシ（Vinci）の取締

役

フランス国鉄の執行委員会

委員

   

(注１)　2024年４月25日現在。

(*)　　 上場企業。
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ヴァネッサ・ルプルティエ

主要職務：BNPパリバのウェルス・アドバイザー

生年月日：1983年１月20日

国籍：フランス国

任期：2024年２月16日から2027年２月15日までの３年間

（BNPパリバの技術系従業員により選任）

当初就任日：2024年２月16日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの財務書類委員会委員

その他(注１)

該当事項なし。

保有株式数(注１)：66株(注２)

勤務地：フランス国パリ市フォーブール・ポワソニエー

ル通り150番地

(150 rue du Faubourg-Poissonnière 75010

PARIS, FRANCE)

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

該当事項なし。

(注１)　2024年４月25日現在。

(注２)　社内貯蓄制度の下で保有する66株のBNPパリバ株式を含む。

(*)　　 上場企業。
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アンネマリー・ストラートホフ

主要職務：各社の取締役

生年月日：1962年８月２日

国籍：オランダ国

任期：2024年５月14日から2027年株主総会まで

当初就任日：2024年５月14日

フランス国内外におけるBNPパリバ・グループの上場企

業または非上場企業での役職(注１)

BNPパリバ(*)の取締役

フランス企業または外国企業の特別委員会への参加(注

１)

BNPパリバの内部統制・リスク管理・法令遵守委員会委

員

その他(注１)

該当事項なし。

保有株式数(注１)：０株

勤務地：フランス国パリ市９区イタリア通り16番地

(16 boulevard des Italiens 75009 PARIS,

FRANCE)

学歴

学士（英文学）、アムステルダム大学

修士（経営学）、ロッテルダム経営大学院

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

該当事項なし。

(注１)　2024年５月14日現在。

(*)　　 上場企業。
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当社取締役の任期予定

取締役会の提案により、2000年５月23日の年次株主総会において、新任取締役の任期を３年間に制限するこ

とが決定された。

 

取締役
 
 

2024年
（2023年度財務書類
の承認のために招集
した年次株主総会）

 
 

2025年
（2024年度財務書類の
承認のために招集した

年次株主総会）

 
 

2026年
（2025年度財務書類の承
認のために招集した年次

株主総会）

J．ルミエール      ○

J-L．ボナフェ    ○   

J．アシェンブロワ      ○

J．ブリザック(注１)  ○     

P．A．ドゥ・シャランダル  ○     

M．コーエン      ○

H．エパイヤール(注２)  ○     

R．ギブソン・ブランドン(注３)  ○     

M．ギヨー    ○   

L．ローハ    ○   

C．ノワイエ  ○     

D．シュワルツァー      ○

M．ティルマン    ○   

S．ヴェリエ(注４)  ○     

(注１)　従業員株主を代表する取締役。

(注２)　幹部従業員により選任された取締役であり、前任期は2021年２月16日から2024年２月15日までであった。2023年11

月17日の第１回投票で幹部従業員により再選任された（2024年２月16日から有効）。

(注３)　ライナ・ギブソン・ブランドンは、家庭の事情により2023年９月11日をもって取締役を辞任した。後任には、当初

任期の残任期間について、2023年12月20日付（2024年１月10日から有効）でマリ・クリスティーヌ・ロンバーが取

締役会により選任された。

(注４)　技術系従業員により選任された取締役であり、前任期は2021年２月16日から2024年２月15日までであった。2023年

12月８日の第２回投票では、ヴァネッサ・ルプルティエが取締役として技術系従業員により選任された（2024年２

月16日から有効）。
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その他の会社役員

 

ヤン・ジェラルダン

主要職務：BNPパリバの最高業務責任者

生年月日：1961年11月11日

国籍：フランス国

主要職務における役職(注１)

BNPパリバ(*)の最高業務責任者（ホールセールバンキン

グ部門担当役員）

その他(注１)

該当事項なし。

保有株式数(注１)：164,344株(注２)

勤務地：フランス国パリ市９区イタリア通り16番地

(16 boulevard des Italiens 75009 PARIS,

FRANCE)

学歴

学士（経済学）

パリ政治学院卒業

パリ経営大学院卒業

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの最高業務責任

者

2021年

BNPパリバの最高業務責任

者

  

(注１)　2023年12月31日現在。

(注２)　社内貯蓄制度の下で保有する30,744株のBNPパリバ株式を含む。

(*)　　 上場企業。
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ティエリー・ラボルド

主要職務：BNPパリバの最高業務責任者

生年月日：1960年12月17日

国籍：フランス国

主要職務における役職(注１)

BNPパリバ(*)の最高業務責任者（コマーシャル＆個人向

けバンキングサービス部門担当役員）、BNPパリバ・

パーソナル・ファイナンスの取締役会会長、BNLエス

ピーエーの取締役、アルバル・サービス・リースの取締

役、BNPパリバ・リーシング・ソリューションの取締

役、BNPパリバ・リース・グループの取締役

その他(注１)

ヨーロピアン・ペイメント・イニシアティブの理事

保有株式数(注１)：20,170株(注２)

勤務地：フランス国パリ市９区イタリア通り16番地

(16 boulevard des Italiens 75009 PARIS,

FRANCE)

学歴

経済学部卒業

前会計年度の12月31日現在における役職

（記載されている会社は、役職を務めたグループの親会社である。）

2022年

BNPパリバの最高業務責任

者

BNPパリバ・パーソナル・

ファイナンスの取締役会会

長

BNLエスピーエーの取締

役、アルバル・サービス・

リースの取締役、BNPパリ

バ・リーシング・ソリュー

ションの取締役、BNPパリ

バ・リース・グループの取

締役、ヨーロピアン・ペイ

メント・イニシアティブの

理事

2021年

BNPパリバの最高業務責任

者

BNPパリバ・パーソナル・

ファイナンスの取締役会会

長

BNLエスピーエーの取締

役、アルバル・サービス・

リースの取締役、BNPパリ

バ・リーシング・ソリュー

ションの取締役、BNPパリ

バ・リース・グループの取

締役、ヨーロピアン・ペイ

メント・イニシアティブの

理事

  

(注１)　2023年12月31日現在。

(注２)　社内貯蓄制度の下で保有する2,354株のBNPパリバ株式を含む。

(*)　　 上場企業。
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② 業務執行委員会

BNPパリバの業務執行委員会の構成員は以下のとおりである。

 

ジャン・ローラン・ボナフェ  取締役兼最高経営責任者

ヤン・ジェラルダン  最高業務責任者（ホールセールバンキング部門担当）

ティエリー・ラボルド  最高業務責任者（コマーシャル＆個人向けバンキング

サービス部門担当）

ローラン・ダヴィド  最高業務責任者代理

ルノー・デュモラ  最高業務責任者代理（インベストメント＆プロテクショ

ンサービス部門担当）

イザベル・ロック  フランスのコマーシャルバンキングおよび個人向けバン

キング担当役員

シャルロット・デヌリー  BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス取締役兼最高経営

責任者

エレナ・ゴイティニ  BNL最高経営責任者

ミシェル・アンソー  BNPパリバ・フォルティス取締役兼最高経営責任者兼執行

委員会会長

ヤニック・ユング  ホールセールバンキング部門のグローバル・バンキング

事業担当役員

ポーリーヌ・ルクレール・

グロリュー

 BNPパリバ・カーディフ最高経営責任者

オリビエ・オスティ  ホールセールバンキング部門のグローバル・マーケット

事業担当役員

ベルナール・ガヴガーニ  最高情報管理責任者

ステファニー・マーレック  法令遵守部長

ラルス・マシュニル  最高財務責任者

ソフィア・メルロ  人事担当部長

フランク・ロンセ  最高リスク管理責任者

アントワーヌ・シール  カンパニー・エンゲージメント担当部長

 

BNPパリバの業務執行委員会には、2007年11月以来、常任秘書役がある。
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③ 報酬

取締役および執行役員に対する報酬および給付

フランス商法の規定では、取締役および執行役員に対する報酬の方針については定時株主総会にて毎年事前

承認を得るべきだと定めている。BNPパリバの取締役および執行役員に対する報酬の方針は、下記「フランス

商法第L.22-10-８条に従い、2024年５月14日の年次株主総会にて株主の事前承認を得るために提出された取締

役および執行役員に対する報酬の方針」に記載されている。

また、取締役および執行役員に対する当該報酬は、フランス商法第L.22-10-９ I条に定められている報酬に

関する情報（この情報は、下記「フランス商法第L.22-10-34条に従い2024年５月14日に開催された年次株主総

会での株主による事後的議決の対象として同会に提出された、2023年度中に支給されたか、同年度に関して配

分された報酬の内訳」以下に記載されている。）に関して年次株主総会の場で事後的に行われる議決の対象に

もなる。年次株主総会にて当該情報に関する決議案が承認されなかった場合、取締役会は、株主による議決の

内容を踏まえて修正した報酬方針を提出し、次回の年次株主総会にて承認を受ける必要がある。当年度の取締

役報酬の支給は、修正報酬方針が承認されるまで保留される。再開後の支給には、直近の年次株主総会にて承

認された内容が遡及適用される。

このため、各執行役員に対する報酬は、前年度中に支給されたか、前年度に関して付与された報酬または現

物給付の合計（この報酬に関する情報の概要は、下記「執行役員に対する報酬および給付」以下の表１のaお

よびb、表２のaおよびb、表３のaおよびb、ならびに表４のaおよびbに記載されている。）に関して事後的に

行われる２度目の議決の対象となる。前年度に関して執行役員に付与された報酬の変動部分は、年次株主総会

におけるこの２度目の議決にて承認された後に限り支給可能となる。

 

フランス商法第L.22-10-８条に従い、2024年５月14日の年次株主総会にて株主の事前承認を得るために提出さ

れた取締役および執行役員に対する報酬の方針

本項では、BNPパリバにおける３年間の役職に対する報酬として各取締役、取締役会会長、最高経営責任者

および最高業務責任者に支給する報酬総額の固定部分および変動部分ならびに現物給付の詳細（３年分）を取

締役会が記している。

後述する報酬方針の各要素は、定時株主総会において定足数および過半数の賛成をもって決議される。

取締役および執行役員に対する報酬の方針は、適用される法規制、Afep-MEDEF企業統制規約およびBNPパリ

バの行動規範（BNP Paribas Code of conduct）に準じている。以下に詳しく記載されている当該方針（特

に、業績に連動する基準）は、

（ⅰ）報酬を当社の企業利益とも連動させるもので、当社の商業戦略および持続可能性に資するものであ

る。

（ⅱ）当社従業員の報酬条件および雇用条件を踏まえたものである。

（ⅲ）ジェンダー・ニュートラルなものである。
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本件に関して年次株主総会に付与されている法的権限には影響が及ばないことを条件として、取締役および

執行役員に対する報酬の決定については取締役会の責任となり、当該決定は、取締役会が承認すべき報酬の草

案を作成する報酬委員会からの勧告に基づき行われる。特に報酬委員会は、当社の取締役および執行役員に付

与される報酬や現物給付を毎年見直す。この委員会は、報酬制度やこの領域における市場慣行に関する経験を

有する３名の外部構成員と、従業員が選んだ１名の取締役で構成される。

取締役会の内規には、経営陣構成員および要職担当者としての適格性に関する方針や、経営陣構成員および

その関連当事者との間での貸出取引等おける利益相反に関する実施手順を設ける方法で利益相反を回避および

管理するという措置に関する基準が設けられている。執行役員は、自らの報酬に関する審議または議決に関与

しない。

執行役員報酬を決める際には、原則として、下記の目標を考慮している。

－　下記のような方法で、報酬を当行の企業利益や株主の利益とも連動させること

－　中長期的目標（特に、当行の価値の成長やリスク管理方法の強化、また当行株式の相対的パフォーマ

ンスに関する目標）の達成状況に応じて報酬を決定するという方法

－　非財務面の評価基準も考慮する方法

－　報酬を決定する際にCSRに関する側面（一部、特定の従業員に関して考慮すべきCSR目標の達成状況に

連動する。）や、特に、気候変動に関して当社グループが掲げている目標に関連する基準を考慮する

方法

－　固定報酬が過度に重視されず、当行の実績に応じて支給額が適宜変更されることを保証できる方法

－　下記を通じ報酬について透明化すること

－　報酬の全般的な評価に、あらゆる部分の報酬（固定報酬、年次変動報酬、条件付長期報酬制度に基づ

く報酬）の検討を織り込む。

－　どの報酬部分についても、均一に、当行の全般的な利益の拡大に貢献し、模範とすべき市場での慣行

や法規制上の制約を反映している報酬でなければならないこととする。

－　規則は、安定的かつ厳格で分かり易いものでなければならないこととする。

－　当社グループの各事業分野における事業に適任の人物が当社グループを選ぶ動機として十分魅力的な報酬

とすること

 

Ⅰ.　取締役報酬

取締役に対する報酬の方針は、ジェンダー・ニュートラルなものである。

法律に従い、取締役報酬の総額は年次株主総会にて決定される。

個々の取締役報酬額は、報酬委員会の勧告に従い取締役会が決定する。取締役報酬は、固定報酬部分と、会

議への出席実績（出席手段は問わない。）に基づく部分からなる。在外取締役に対する報酬は、ビデオ会議ま

たは電気通信手段により取締役会の会議に出席する取締役を除いて増額される。追加報酬は、４つの特別委員

会のうち１つへの出席状況に応じて支給される。内部統制・リスク管理・法令遵守委員会への参加取締役につ

いては、当該委員会が求める特定の任務を考慮して、この報酬が増額される。
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年度末には、報酬委員会が、該当取締役の取締役会会議および委員会会議出席実績を監査した結果に基づ

き、取締役報酬の配分や、該当年度に関して各取締役に支給する額を精査する。該当する場合、年次株主総会

にて定められた総額の残額が、各取締役への支給額に応じて配分される。取締役会または委員会の臨時会議が

追加開催された場合、各取締役への報酬額は、各取締役への支給額に応じて調整される。

（前年度中に各取締役に対し支給すべき報酬の部分、または前年度に関して各取締役に対し付与すべき報酬

の部分について株主が否決した場合には当年度の取締役報酬の支給は保留されるというフランス商法第L.22-

10-34 Ⅰ条の規定に基づき、）取締役会は、その後、該当年度に関して個々の取締役に支給すべき額を、該当

取締役に対するその支給の前に承認する。

 

Ⅱ.　取締役会会長の報酬

会長であるジャン・ルミエールの年間固定報酬は、総額で950,000ユーロである。

会長は、年次変動報酬も条件付長期報酬制度に基づく報酬も受給しない。変動報酬受給権を付与していない

のは、会長が経営陣から独立した存在であることを示すためである。

新たな会長が任命された場合、取締役会は、報酬委員会の勧告と本報酬方針に基づき、新会長の人物像や経

歴を踏まえて固定報酬額を設定する。

 

Ⅲ.　執行役員報酬

執行役員報酬には下記の部分が含まれる。

－　固定報酬部分

－　年次変動報酬部分

－　条件付長期報酬制度（長期報酬制度すなわちLTIP）

各部分の水準は、一般的な市場の基準を用いて決定している。

この報酬決定では、フランス通貨金融法典第L.511-78条に従い、固定報酬との関連で変動報酬総額（長期報

酬制度に基づく付与額を含む。）の上限（具体的には金融機関に適用される上限）を考慮している。

同条第２項に従い、2021年５月18日のBNPパリバの年次株主総会では、３年間はこの上限を固定報酬額の２

倍に設定することが決定された。この決定は、2024年５月14日の年次株主総会に、承認のため再度提出され

た。

加えて、少なくとも５年の繰延期間後に商品の形で支給する場合には、フランス通貨金融法典第L.511-79条

に従い、前述の比率計算の際に、変動報酬総額の25％以下の部分に対して割引率を適用できる。

 

１.　固定報酬

最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェの年間固定報酬は、総額で1,843,000ユーロである。
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直近では、取締役会が、2022年１月１日をもって上記の最高経営責任者年間固定報酬を増額することを決定

し、2022年５月17日の年次株主総会において承認された。取締役会は、当該最高経営責任者の任命以降、当行

が極めて優れた業績をあげていることに言及した。

報酬の年次見直しの一環として、取締役会は、比較可能な欧銀10行の最高経営責任者報酬を精査した。BNP

パリバの最高経営責任者報酬は、観察された他行の中央値を大幅に下回る水準に維持されている。

2023年12月31日現在、最高業務責任者の年間固定報酬は、ホールセールバンキング部門担当最高業務責任者

であるヤン・ジェラルダンについて総額1,500,000ユーロ、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門

担当最高業務責任者であるティエリー・ラボルドについて総額900,000ユーロであった。これらの年間固定報

酬は、ヤン・ジェラルダンおよびティエリー・ラボルドが任命された2021年５月に決定されて以来、変更され

ていない。

取締役会は、以下の項目を考慮し、2024年１月１日をもって最高業務責任者の年間固定報酬を20％再評価す

ることを提案した。

－　当行の業績の大幅な伸びと欧州におけるリーダーシップの強化

－　2020年度以降のホールセールバンキング部門およびコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の収

益の、それぞれプラス20％およびプラス11％の伸び（2023年２月１日に売却したバンク・オブ・ザ・ウェ

スト関連の業務を除く。）ならびにこれらの戦略的業務におけるBNPパリバ・グループのリーダーとしての

地位の確保

－　2020年度から2023年度にかけてのフランス国内のBNPパリバ従業員の平均固定報酬の増額（2020年度から

2022年度までの社会的報告書に記載されたデータに基づき、2023年度の個人的・集団的昇給を考慮すると

11％増額）

取締役会はまた、独立の企業であるWTWが実施した調査に基づき、比較可能な役職者の報酬を精査した。こ

の調査は、比較可能な欧銀９行（バークレイズ、BBVA、クレディ・アグリコル、ドイツ銀行、HSBC、サンタン

デール、ソシエテ・ジェネラル、UBS、およびウニクレディト）のパネルを基礎とし、その中でBNPパリバは、

2022年度末現在の収益においてホールセールバンキング部門で第１位、コマーシャル＆個人向けバンキング

サービス部門で第３位である。当社グループの最高業務責任者に付与された2022年度の報酬総額は10行中第６

位であり、中央値を約30％下回っている。

この2024年１月１日付の20％再評価後、年間固定報酬は、ホールセールバンキング部門担当最高業務責任者

であるヤン・ジェラルダンについて総額1,800,000ユーロ、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門

担当最高業務責任者であるティエリー・ラボルドについて総額1,080,000ユーロとなる。

再評価後も、最高業務責任者の報酬総額は依然として、比較可能な欧銀９行の比較可能な役職者のパネルに

つき記録された状況の中央値を下回る。

新たな最高経営責任者または最高業務責任者が任命された場合、取締役会は、報酬委員会の勧告および本報

酬方針に基づき、各新任責任者の人物像や経歴を踏まえて固定報酬を設定する。年次変動報酬部分と条件付長

期報酬制度に基づく報酬部分は、本報酬方針に掲載されている原則に従い設定される。
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２.　年次変動報酬

変動部分は、BNPパリバが収めた成功に対する各執行役員の実際の貢献度を、国際金融サービス・グループ

である当社グループの執行役員としての職務の遂行状況を考慮して報酬に反映することを目的とするものであ

る。

 

一般原則

執行役員の変動報酬は、目標報酬額（最高経営責任者および最高業務責任者については年間固定報酬額の

100％）に基づき算定される。

変動報酬は、基準となる当社グループの業績、CSR連動基準および取締役会の定性的評価の結果により変動

する。

加えて、年次変動報酬の支給条件には、後述の長期報酬制度に適用される条件と同じ条件に準ずる、繰延期

間、「マルス」および「クローバック」に関する取決めならびに銀行破綻処理時における権利取消に関する条

項が含まれている（下記「３.　５年間を対象とする条件付長期報酬制度（LTIP）」を参照。）。

 

当社グループの業績に連動する基準

当社グループの業績に連動する基準は、目標変動報酬の75％を占め、これにより年次変動報酬の該当部分を

財務指標の変動に比例的に計算することが可能となる。最高経営責任者には２種類の、当社グループの全般的

な業績に基づく定量的な基準が存在し、最高業務責任者には４種類の定量的な基準（半分は当社グループの全

般的な業績に基づくもので、もう半分は各々の担当業務における業績に基づくもの）が存在する。

定量的な基準に基づく目標を超えた（または達しなかった）場合、目標報酬の該当部分が、後述する上限の

範囲内で、比例的に変動する。

－　最高経営責任者については、当社グループの全般的な業績に適用される定量的な基準は、均等に加重され

た以下の基準に基づく。

－　１株当たり当期純利益の前年度比変動（目標変動報酬の37.5％）

－　当社グループの営業総利益予算の達成割合（目標変動報酬の37.5％）

－　最高業務責任者については、定量的な基準の半分は当社グループの全般的な業績、もう半分は各々の担当

業務における業績を基礎とし、均等に加重された以下の基準に基づく。

－　１株当たり当期純利益の前年度比変動（目標変動報酬の18.75％）

－　当社グループの営業総利益予算の達成割合（目標変動報酬の18.75％）

－　各々の担当業務における税引前当期純利益の前年度比変動（目標変動報酬の18.75％）

－　各々の担当業務における営業総利益予算の達成割合（目標変動報酬の18.75％）
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当社グループのCSR目標達成状況に連動する基準

目標変動報酬の15％部分は、当社グループのCSR目標達成状況に連動する。

年次変動報酬のCSR連動部分の配分は、BNPパリバ・グループが実施している、社会問題、社会的問題および

環境問題に関する取組の全体的なアプローチの結果として、複数の基準による測定に基づく。

これを念頭に、この報酬体系には、３つの基準（いずれも５％加重）が含まれる。

（ⅰ）主に気候および社会的課題に関する当期の特筆すべき成果に係る取締役会の評価

（ⅱ）非財務分野における取組を評価する格付機関が、他行との相対的な測定の結果として公表してい

る、BNPパリバがCSRを果たすために実施している取組の質の測定結果

（ⅲ）当社グループの重要な従業員に付与されるロイヤルティプランに織り込まれているCSR目標との連

携。これらのCSR目標は、当社グループのCSRに関する４つの柱である、経済的責任、社会的責任、市

民としての責任および環境責任に関する目標を基礎としており、特に、当社グループが、低炭素経済

の実現を目指している顧客を支援したり、BNPパリバ・グループの環境フットプリント低減を支援した

りする一環として定量化する気候変動に関する目標を含んでいる。

この数年、BNPパリバ・グループでは、2022年12月に発効したAfep-MEDEF企業統制規約の原則に従い、当社

グループの気候変動に関する目標の達成状況に連動する基準が満たされていることを条件として、執行役員に

対し変動報酬を支給している。
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定性的な基準

変動報酬のうち、取締役会による定性的評価に連動する部分は、目標変動報酬の10％である。

取締役会は、フランス通貨金融法典に従って監視および統制責任を強化すべき点を踏まえると特に、この定

性的評価の実施は不可欠であると考えている。取締役会は、社会問題および環境問題を踏まえて当行の戦略を

承認することに加え、2025年度事業計画の一環として、執行役員の成果を、予測、意思決定、指導力および模

範的振舞いに関する各人の能力を踏まえて評価する必要がある。

この評価は、経済状況や当社グループの一体化経営モデルを踏まえて行われることになっている。

 

最高経営責任者および最高業務責任者に適用される年次変動報酬算定基準の概要

 

基準

目標年次変動報酬に
占める割合（％）

種類
最高経営
責任者

最高業務
責任者

当社グループの業績に連動する
基準

37.50％ 18.75％ １株当たり当期純利益の前年度比変動

37.50％ 18.75％ 当社グループの営業総利益予算の達成状況

N.A. 18.75％
各々の担当業務における税引前当期純利益
の前年度比変動

N.A. 18.75％
各々の担当業務における営業総利益予算の
達成状況

当社グループのCSR目標達成状況
に連動する基準

15.00％ 15.00％
BNPパリバ・グループが実施している、社
会問題、社会的問題および環境問題に関す
る取組の複数の基準による評価

定性的な基準 10.00％ 10.00％

評価対象年度全般の状況を踏まえた、当行
の戦略的指針（特に、「成長、テクノロ
ジーおよび持続可能性2025」計画の人事
的、組織的および専門的側面）の実施状況
の評価

 

上限

取締役会は、当社グループの業績および各最高業務責任者の担当業務における業績の変動と、年次変動報酬

との整合性を確保する。

いかなる場合でも、

－　当社グループの業績に関連する基準（最高経営責任者については２つ、最高業務責任者については４つ）

の各々に基づく部分は、各目標の加重の130％が上限となるため、最高経営責任者の目標変動報酬の

48.75％および最高業務責任者の目標変動報酬の24.375％を超える年次変動報酬を付与することはできな

い。

－　当社グループのCSR目標達成状況に関連する基準および定性的な基準に基づく部分は、各目標の加重の

100％が上限となるため、目標変動報酬のそれぞれ15％および10％を超える年次変動報酬を付与することは

できない。

－　各執行役員に付与される年次変動報酬の額は、各役員の目標変動報酬の120％を上限としている。
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支給条件

BNPパリバ・グループの執行役員に対する変動報酬の支給条件は、フランス通貨金融法典の条項と、欧州銀

行監督機構が公表した報酬に関する指針に準ずるもので、

－　年次変動報酬の60％については５年間にわたり繰り延べられ、毎年１/５ずつ支給される。

－　変動報酬のうち繰り延べない部分については下記のように支給される。

－　当該部分の半額は、フランス商法第L.22-10-34 Ⅱ条の定めに基づき開催される年次株主総会での承認

を条件として、付与年度の５月に現金で支給される。

－　また当該部分の、BNPパリバの株価実績に連動する残りの半額は、付与日（この付与日は取締役会が決

定する。）から１年間の保有期間が満了した時点で（すなわち、実際には、報酬付与年度の翌年の３

月に）現金で支給される。

－　変動報酬のうち繰り延べる部分は、５年間にわたり毎年、５回に分けて支給されるが、１回目の支給に

限っては、変動報酬付与日から１年間の繰延期間が満了した時点で支給される。残りの各回については下

記のように支給される。

－　半額は毎年３月に現金で支給される。

－　またBNPパリバの株価実績に連動する残りの半額は、１年間の保有期間が満了した時点で翌年の３月に

現金で支給される。

－　支給前年度の当社グループの税引前ROEが５％を超えていることを条件とする。

 

３.　５年間を対象とする条件付長期報酬制度（LTIP）

リスク管理体制が弱まらないようにしつつ、執行役員の利益とBNPパリバ・グループの中長期的な業績を連

動させるため、取締役会では、2011年度以降、５年間を対象とする条件付長期報酬制度を設けている。

長期報酬制度に基づく支給額は、前年度に関して付与される目標年次変動報酬額で、BNPパリバ株式の本源

的価値の上昇を認識する部分と、他行の株価を上回った場合に支給される部分の２つに同じ割合で分けられ

る。

 

株式の本源的価値が上昇したことを条件に支給される、付与額の最初の50％部分

付与額の最初の50％部分は株価変動（注１）に応じた額となり、取締役会による付与日から５年の期間が経

過する日までにBNPパリバの株価が少なくとも５％上昇しなければ、報酬は一切支給されない。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 622/1141



この期間中に、BNPパリバの株価が少なくとも５％上昇した場合には、下記の表の内容に沿って、当初の基

準額が一定の倍率で増減する。

 

５年間におけるBNPパリバの株価変動率 付与額の最初の50％部分に適用される倍率

５％未満 ０（支給なし）

５％以上10％未満 40％

10％以上20％未満 80％

20％以上33％未満 120％

33％以上50％未満 130％

50％以上75％未満 150％

75％以上 175％

 

このため、付与額の最初の50％部分は、当該５年間における株価上昇率が20％を超えている場合に限り、５

年間が経過した時点で全額支給される。付与額の最初の50％部分に適用される倍率は、いかなる場合でも、常

に株価変動率以下となり、５年間の経過時点で株価上昇率が75％を超えていた場合であっても、175％を超え

ることはない。

 

（注１）５年間の株価のパフォーマンス（変動率）実績を算定する場合に用いる期間開始時の株価と期間終了時の株価は下記

のとおりとする。

－　期間開始時の株価は、付与日前の連続した12ヶ月間におけるBNPパリバ株式の始値の平均となる。

－　期間終了時の株価は、支給日前の連続した12ヶ月間におけるBNPパリバ株式の始値の平均となる。

 

BNPパリバの株価が他行の株価を上回ったことを条件に支給される、付与額の残りの50％部分

この条件が満たされているかどうかについては、BNPパリバの株価を、主に欧州圏の銀行株価で構成されて

いる「EURO STOXX銀行株価」指数と比較した結果に基づき評価される。

この条件に関しては、BNPパリバの株価が、付与日前12ヶ月間における当該指数の平均を上回っている場合

のみ、支給日前12ヶ月間における同指数の平均と比較して考慮される。長期報酬制度に基づく目標報酬額の残

りの50％部分は、BNPパリバの株価が指数を10％以上上回っている場合に限り全額支給される。

 
EURO STOXX銀行株価指数の
パフォーマンスと比較したBNPパリバの株価の相対的
パフォーマンス

付与額の残りの50％部分に適用される倍率

指数を下回るか、０ポイントであった場合 ０％

０ポイント超５ポイント以下上回った場合 50％

５ポイント超10ポイント以下上回った場合 80％

10ポイント超上回った場合 100％

 

制度の５年の期間にわたり各条件を適用して算定される額が、長期報酬制度に基づき支給される報酬額とな

る。
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上限

固定報酬部分に対する変動報酬部分の割合の上限に関するフランス通貨金融法典第L.511-78条の定めに従

い、長期報酬制度に基づく付与額を含む変動報酬付与総額は、2021年５月18日のBNPパリバの年次株主総会で

の決議により、固定報酬額の２倍を超えてはならないこととなっている。この決定は、2024年５月14日の年次

株主総会に、承認のため再度提出された。加えて、少なくとも５年の繰延期間後に商品の形で支給する場合に

は、前述の比率計算の際に、変動報酬総額の25％以下の部分に対して割引率を適用できる。

 

長期報酬制度に基づく支給

BNPパリバの株価の変動に連動する、長期報酬制度に基づく付与額の最初の50％部分は、いかなる場合で

も、当初付与額の175％を超えてはならない。また付与額の残りの50％部分の支給額は、いかなる場合でも、

当初付与額を超えてはならない。

このためいかなる場合でも、長期報酬制度に基づく支給額が付与額の137.5％を超えることはない。

 

雇用継続要件

長期報酬制度の規則では、制度期間中のいかなる時点でも対象者の雇用が継続していることを支給条件とし

ている。対象者が期間中に当社グループを離職した場合、長期報酬制度に基づくいかなる報酬も支給されな

い。ただし、制度の初年度終了後に対象者が退任または死亡した場合には、業績条件が達成されていること

と、取締役会の査定を受けることを条件として報酬が支払われる。

 

マルスおよびクローバック条項

長期報酬制度には、「マルス」条項および「クローバック」に関する取決めが設けられている。このため受

給者が、特に、

（ⅰ）行動規範、内規および各種規制の遵守や、

（ⅱ）リスクのアセスメントおよび管理

に関するBNPパリバの期待に反する方法で行動したり、当該期待に反する行いを為したりした場合、取締役会

は、当該受益者の雇用が継続しているかどうかにかかわらず、当該受益者に対する既定額の支給を差し止める

決定を下すことだけでなく、過去５年の期間中に旧制度に基づき支払われた額の全額または一部を当社に払い

戻すよう当該受益者に要求することもできる。

さらに同規則は、フランス通貨金融法典に基づき銀行破綻処理が行われる場合、長期報酬制度に伴う各種権

利は、必ず取り消されなければならない旨も定めている。

取締役会は、長期報酬制度に基づく支給額を、特に、前述の上限が守られていない場合に減額する権利を留

保している。

 

Ⅳ.　臨時報酬

取締役、取締役会会長、最高経営責任者、最高業務責任者の誰に対しても臨時報酬は支給されない。
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Ⅴ.　現物給付

取締役会会長、最高経営責任者および最高業務責任者は、社用車を保有し得る。

 

Ⅵ.　ストック・オプションまたは新株引受／購入オプション制度

取締役および執行役員は、ストック・オプションと新株引受／購入オプション制度のいずれの受給者にも

なっていない。

 

Ⅶ.　業績に応じた株式報奨

取締役および執行役員は、業績に応じた株式報奨と株式無償割当てのいずれの受給者にもなっていない。

 

Ⅷ.　退職後給付

１.　職務の停止または変更時に支払われるまたは支払が確定する可能性のある支給および給付

取締役および執行役員は、任期満了時に一切の契約上の報酬を受けない。

 

２.　退職給付

最高業務責任者を除く取締役および執行役員は、当社を自主退職または定年退職した場合、退職後給付を受

けない。

最高業務責任者は、入行時の雇用契約に基づき、BNPパリバの全従業員に付与される標準的な退職後給付を

受給する資格を有する。

 

３.　補完的な年金制度

執行役員は、フランス包括税法典第83条に従ってBNPパリバが全従業員用に設けた補完的な確定拠出年金制

度に基づく給付のみを受けている。

 

４.　保護保険

取締役会会長、最高経営責任者および最高業務責任者は、BNPパリバの全従業員と同様の、柔軟性のある福

利厚生給付（死亡および障害保険、ならびに共通の医療給付制度に基づく給付金）の受給資格がある。

彼らは、BNPパリバの全従業員が対象の労災保険制度からの給付（死亡／障害保険金）も受ける。

最高経営責任者と最高業務責任者には、当社グループ業務執行委員会メンバー用に設定した補完的制度の受

給資格も与えられている。この補完的制度では、死亡時または高度障害発生時に1.10百万ユーロが追加で支払

われる。この制度に基づく雇用主の拠出は、現物給付として認識されている。
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５.　競業避止契約

最高経営責任者は、2016年２月25日に、競業避止契約をBNPパリバと締結した。この契約は、フランス商法

第L.225-38条の定めに従い、2016年５月26日の年次株主総会で承認された。

この契約に基づき、ジャン・ローラン・ボナフェは、BNPパリバにおける何らかの役職を退任する場合、そ

の後12ヶ月間は、その有価証券がフランス国内外の規制市場で取引されている金融機関、投資会社、保険会

社、その有価証券が規制市場で取引されていないフランス国内の金融機関、投資会社、保険会社におけるいず

れの役職も直接にも間接的にも引き受けないことを約束している。上記契約を適用するかどうかの決定は、適

時に、真摯かつ誠実な判断を基に下される。

この契約に基づき、最高経営責任者は、退任前年度中に受給した固定および変動報酬（長期報酬制度に基づ

く報酬は除く。）総額の1.2倍に相当する額を受給する。この補償額については、総額の１/12が毎月支給され

る。

支給対象者が年金受給権を行使するか65歳を超えた場合には、競業避止義務の履行を条件とする支給を停止

しなければならないと定めているAfep-MEDEF企業統制規約の勧告およびフランス商法第R.22-10-14条ならびに

上述の競業避止契約の規定に従い、取締役会と最高経営責任者はこの規定を遵守することに同意している。

 

Ⅸ.　当社グループの取締役および執行役員に付与された貸出金、前渡金および保証

BNPパリバの取締役および執行役員やその配偶者および被扶養児童には、貸出金が付与されることがある。

通常取引に相当するこれらの貸出は、第三者間取引の基準に基づき、経営陣構成員およびその関連当事者と

の間での貸出取引等における利益相反に関する実施手順に沿って行われている。

 

フランス商法第L.22-10-34条に従い2024年５月14日に開催された年次株主総会での株主による事後的議決の対

象として同会に提出された、2023年度中に支給されたか、同年度に関して配分された報酬の内訳

後述する取締役および執行役員の報酬合計は、2023年５月16日の年次株主総会にて承認された報酬方針に準

拠している。
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取締役報酬（単位：ユーロ）

 

取締役
2022年度に関して

同年度中に支給された額
（参考）

2023年度に関して
同年度中に支給された額

ジャック・アシェンブロワ 100,901 135,521

ジャン・ローラン・ボナフェ 63,220 64,758

ジュリエット・ブリザック 88,341 90,490

ピエール・アンドレ・ドゥ・シャランダル 111,996 122,655

モニーク・コーエン 158,993 159,966

ウーター・ドゥ・プロイ(注１) 42,803 N/A

ユーグ・エパイヤール(注２) 112,206 121,368

ライナ・ギブソン・ブランドン(注３) 90,748 57,707

マリオン・ギヨー 104,042 106,573

ジャン・ルミエール 63,220 64,758

リーヴ・ローハ(注４) 54,330 97,245

クリスチャン・ノワイエ 110,322 117,080

ダニエラ・シュワルツァー 97,761 121,798

ミシェル・ティルマン 116,078 116,866

サンドリーヌ・ヴェリエ(注２) 88,341 87,274

フィールズ・ウィッカー-ミウリン(注５) 136,698 75,941

合計 1,540,000 1,540,000

(注１)　2022年５月17日まで取締役。

(注２)　対応する労働組合組織への支給額。

(注３)　2023年９月10日まで取締役。

(注４)　2022年５月17日より取締役。

(注５)　2023年５月16日まで取締役。
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取締役報酬の配分規則に関する情報については次のとおりである。

 

 固定部分(注１)
会議出席実績に基づく部分

定例会議 臨時会議

フランス在住取締役 23,000ユーロ 3,300ユーロ／会議 4,400ユーロ／会議

フランス国外在住取締役 23,000ユーロ 4,500ユーロ／会議(注２) 4,600ユーロ／会議(注３)

特別委員会（内部統制・リスク
管 理 ・ 法 令 遵 守 委 員 会 は 除
く。）の委員長

 6,000ユーロ／会議 6,000ユーロ／会議

特別委員会（内部統制・リスク
管 理 ・ 法 令 遵 守 委 員 会 は 除
く。）の委員

 3,000ユーロ／会議 3,000ユーロ／会議

内部統制・リスク管理・法令遵
守委員会の委員長

 6,200ユーロ／会議 6,200ユーロ／会議

内部統制・リスク管理・法令遵
守委員会（合同会議は除く。）
の委員

 3,200ユーロ／会議 3,200ユーロ／会議

(注１)　固定部分は、該当年度における取締役としての勤務期間に期間比例原則を適用して計算される。

(注２)　ビデオ会議または電気通信手段により出席した場合は、１会議につき3,300ユーロ。

(注３)　ビデオ会議または電気通信手段により出席した場合は、１会議につき4,400ユーロ。

 

従業員が選任した取締役と従業員株主を代表する取締役は、各々の雇用契約に基づき報酬を受け取る。

2023年12月31日現在、取締役会の構成は、フランス商法第L.225-18-１条に規定されるジェンダー・パリ

ティに関する義務を遵守している。

取締役報酬もまたジェンダー・ニュートラルなものである。取締役報酬は、固定報酬部分と、上記の配分規

則を基礎とする会議への出席実績（出席手段は問わない。）に基づく部分からなる。

 

執行役員に対する報酬および給付

表１：株主による議決の対象として提出された、取締役会会長であるジャン・ルミエールに対し2023年度中に

支給された、または同年度に関して同氏に付与された報酬の内訳（単位：ユーロ）

a.　取締役会会長であるジャン・ルミエールに対し2023年度に関して付与された報酬の内訳

 
 金額 コメント

固定報酬 950,000

（支払済み）

ジャン・ルミエールに支給する報酬は、報酬委員会が提案し取締役会が承認する指針

に従って決定する。2014年12月以降、彼の固定報酬は変更されていない。

年次変動報酬 なし ジャン・ルミエールには、年次変動報酬受給権を付与していない。変動報酬受給権を

付与していないのは、会長が経営陣から独立した存在であることを示すためである。

条件付長期報酬制度に

基づく報酬

なし ジャン・ルミエールは、条件付長期報酬制度に基づく報酬を受給していない。変動報

酬受給権を付与していないのは、会長が経営陣から独立した存在であることを示すため

である。

取締役としての勤務期間に

連動する報酬

64,758

（支払済み）

ジャン・ルミエールは、BNPパリバを除く当社グループの各社における取締役として

の勤務に関する報酬を受給していない。

臨時報酬 なし  

当年度中に付与された

ストック・オプション

なし  

当年度中に付与された

業績に応じた株式

なし  

現物給付 5,023 ジャン・ルミエールは、社用車を保有している。

合計 1,019,781  
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b.　取締役会会長であるジャン・ルミエールに対し、過年度に関して2023年度中に支給された報酬の内訳（そ

の付与時に株主による議決の対象となる部分）

 

 
年次株主総会への

情報提出日と決議番号
2023年度の支給額

なし   

 

c.　職務の引受け、停止もしくは変更により、またはこれらの職務の遂行後に、取締役会会長であるジャン・

ルミエールに対して支給または支給する可能性がある報酬、補償または現物給付に相当する、あらゆる種類の

コミットメント

 
 金額 コメント

サインオン・ボーナス

または退職金

なし ジャン・ルミエールはサインオン・ボーナスも退職金も受給していない。

補完的確定給付年金制度 なし ジャン・ルミエールは、補完的な確定給付年金制度に基づく給付を受けていない。

補完的確定拠出年金制度 1,892 ジャン・ルミエールは、BNPパリバが全従業員用に設けた確定拠出制度（フランス包

括税法典第83条）に基づく給付を受けている。同制度に基づき、2023年度中に当社が同

氏に拠出した額は1,892ユーロであった。

総合的な福利厚生および

医療保険制度

4,115 ジャン・ルミエールは、BNPパリバの従業員が対象の障害、疾病、死亡および医療保

険制度に基づく給付対象であり、同氏は、BNPパリバの全従業員が対象の労災保険制度

からの給付（死亡／障害保険金）も受ける。同制度に基づき、2023年度中に当社がジャ

ン・ルミエールのために拠出した額は4,115ユーロであった。
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表２：株主による議決の対象として提出された、最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェに対し

2023年度中に支給された、または同年度に関して同氏に付与された報酬の内訳（単位：ユーロ）

a.　最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェに対し2023年度に関して支給された報酬の内訳

 
 金額 コメント

固定報酬 1,843,000

（支払済み）

ジャン・ローラン・ボナフェに支給する報酬は、報酬委員会が提案し取締役会が承認

する指針に従って決定する。直近の増額では、ジャン・ローラン・ボナフェの固定報酬

は、2022年２月７日に、2022年１月１日をもって1,843,000ユーロとなった。取締役会

は、当該最高経営責任者の任命以降、当行が極めて優れた業績をあげていることに言及

した。

年次変動報酬 1,877,648 ジャン・ローラン・ボナフェの変動報酬は、当社グループの業績と経営者としての実

績を示す基準に応じて変動する。この報酬は、当年度の固定報酬の100％に相当する目

標変動報酬に所定の割合を乗じた額となる。

定量的基準は、当社グループの全般的な業績に連動する指標に基づく下記のようなも

のである。

－１株当たり当期純利益の前年度比変動（目標変動報酬の37.5％）

－当社グループの営業総利益予算の達成割合（目標変動報酬の37.5％）

目標変動報酬の15％部分には、CSR連動基準も適用される。この基準は、当社グルー

プが実施している、社会問題、社会的問題および環境問題に関する取組の成果の評価に

用いられる複数の基準に相当するものである。

定性的基準の適用部分は、目標変動報酬の10％に相当する。

取締役会では、定量的基準、CSR連動基準および定性的基準について考慮した後に、

ジャン・ローラン・ボナフェの2023年度の年次変動報酬を、目標年次変動報酬の

101.88％に相当する1,877,648ユーロに設定した。

－変動報酬のうち繰り延べない部分の半額については2024年５月に支給され、BNPパリ

バの株価のパフォーマンスに連動する残りの半額については2025年３月に支給され

る。

－変動報酬のうち繰り延べる部分は、2025年から５回に分けて支給する。各支給額は、

毎年３月と翌年の３月に半額ずつ支給され、いずれの支給額も、BNPパリバの株価の

パフォーマンスに連動する。このため2023年度分の最終支給時期は2030年３月の予定

である。

－繰延変動報酬の各年における支給は、支給前年度の当社グループの税引前ROEが５％

を超えている場合に限り行われる。

フランス商法で定められている、年間固定報酬と変動報酬の比率は101.88％であっ

た。

（全額が５年間繰り延べら

れる）条件付長期報酬制度

に基づく報酬

610,217 2024年１月31日にジャン・ローラン・ボナフェに付与された、2023年度に関する長期

報酬制度に基づく報酬の公正価値は610,217ユーロである。

長期報酬制度の期間は５年である。長期報酬制度に基づく支給条件には、BNPパリバ

株式の本源的価値が上昇したことと、他行の株価を上回ったことの２つがあり、これら

の条件は、各条件の充足状況を別々に計測するために、同じ加重で割り当てられる。

長期報酬制度に基づく支給額が付与額の137.5％を超えることはない。

取締役としての勤務期間に

連動する報酬

64,758 ジャン・ローラン・ボナフェは、BNPパリバにおける取締役としての勤務期間に連動

する報酬を受給している。

臨時報酬 なし  

当年度中に付与された

ストック・オプション

なし  

当年度中に付与された

業績に応じた株式

なし  

現物給付 6,267 ジャン・ローラン・ボナフェは、社用車を保有している。この額には、死亡時または

高度障害発生時に1.10百万ユーロが追加で支払われる、業務執行委員会メンバー向けの

専門職従業員用生命保険契約に基づきBNPパリバが2023年度分の雇用主拠出額として支

払った1,360ユーロも含まれている。

合計 4,401,890  
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b.　最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェに対し、過年度に関して2023年度中に支給された報酬

の内訳（その付与時に株主による議決の対象となる部分）

 

（単位：ユーロ）
年次株主総会への

情報提出日と決議番号
2023年度の支給額

年次変動報酬  1,775,057

2022年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2023年５月16日

第15号決議
386,293

2021年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2022年５月17日

第15号決議
461,683

2020年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2021年５月18日

第15号決議
198,511

2019年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2020年５月19日

第16号決議
223,218

2018年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2019年５月23日

第14号決議
214,434

2017年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2018年５月24日

第15号決議
185,320

2016年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2017年５月23日

第14号決議
105,598

条件付長期報酬制度に基づく報酬
2018年５月24日

第15号決議
781,000

 

c.　職務の引受、停止もしくは変更により、またはこれらの職務の遂行後に、最高経営責任者であるジャン・

ローラン・ボナフェに対して支給または支給する可能性がある報酬、補償または現物給付に相当する、あらゆ

る種類のコミットメント

 
 金額 コメント

サインオン・ボーナス

または退職金

なし ジャン・ローラン・ボナフェはサインオン・ボーナスも退職金も受給していない。

競業避止義務の履行を

条件とする補償

なし 2016年２月25日に合意された競合避止条項と下記の条件に基づき、ジャン・ローラ

ン・ボナフェは、退任の前年度中に受給した固定および変動報酬（条件付長期報酬制度

に基づく報酬は除く。）の1.2倍に相当する報酬を受給する。この補償額については、

総額の１/12が毎月支給される。

この契約に基づき、ジャン・ローラン・ボナフェは、BNPパリバにおける何らかの役

職を退任する場合、その後12ヶ月間は、その有価証券がフランス国内外の規制市場で取

引されている金融機関、投資会社、保険会社、その有価証券が規制市場で取引されてい

ないフランス国内の金融機関、投資会社、保険会社におけるいずれの役職も直接にも間

接的にも引き受けないことを約束している。上記契約を適用するかどうかの決定は、適

時に、真摯かつ誠実な判断を基に下される。

支給対象者が年金受給権を行使するか65歳を超えた場合には、競業避止義務の履行を

条件とする支給を停止しなければならないと定めているAfep-MEDEF企業統制規約の勧告

およびフランス商法第R.22-10-14 Ⅲ条ならびに上述の競業避止契約の規定に従い、取

締役会と最高経営責任者はこの規定を遵守することに同意している。

補完的確定給付年金制度 なし ジャン・ローラン・ボナフェは、補完的な確定給付年金制度に基づく給付を受けてい

ない。

補完的確定拠出年金制度 1,892 ジャン・ローラン・ボナフェは、BNPパリバが全従業員用に設けた確定拠出制度（フ

ランス包括税法典第83条）に基づく給付を受けている。同制度に基づき、2023年度中に

当社がジャン・ローラン・ボナフェのために拠出した額は1,892ユーロであった。

総合的な福利厚生および

医療保険制度

4,115 ジャン・ローラン・ボナフェは、BNPパリバの従業員が対象の障害、疾病、死亡およ

び医療保険制度に基づく給付対象であり、同氏は、BNPパリバの全従業員が対象の労災

保険制度からの給付（死亡／障害保険金）も受ける。同制度に基づき、2023年度中に当

社がジャン・ローラン・ボナフェのために拠出した額は4,115ユーロであった。
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表３：株主による議決の対象として提出された、最高業務責任者であるヤン・ジェラルダンに対し2023年度中

に支給された、または同年度に関して同氏に付与された報酬の内訳（単位：ユーロ）

a.　最高業務責任者であるヤン・ジェラルダンに対し2023年度に関して付与された報酬の内訳

 
 金額 コメント

固定報酬 1,500,000

（支払済み）

ヤン・ジェラルダンに支給する報酬は、報酬委員会が提案し取締役会が承認する指針

に従って決定する。

年次変動報酬 1,529,100 ヤン・ジェラルダンの変動報酬は、当社グループおよびホールセールバンキング部門

の業績と経営者としての実績を示す基準に応じて変動する。この報酬は、当年度の固定

報酬の100％に相当する目標変動報酬に所定の割合を乗じた額となる。

定量的基準は、業績に連動する指標に基づく下記のようなものである。

－１株当たり当期純利益の前年度比変動（目標変動報酬の18.75％）

－当社グループの営業総利益予算の達成割合（目標変動報酬の18.75％）

－ホールセールバンキング部門の税引前当期純利益の前年度比変動（目標変動報酬の

18.75％）

－ホールセールバンキング部門の営業総利益予算の達成割合（目標変動報酬の

18.75％）

目標変動報酬の15％部分には、CSR連動基準も適用される。この基準は、当社グルー

プが実施している、社会問題、社会的問題および環境問題に関する取組の成果の評価に

用いられる複数の基準に相当するものである。

定性的基準の適用部分は、目標変動報酬の10％に相当する。

取締役会では、定量的基準、CSR連動基準および定性的基準について考慮した後に、

ヤン・ジェラルダンの2023年度の年次変動報酬を、目標年次変動報酬の101.94％に相当

する1,529,100ユーロに設定した。

－変動報酬のうち繰り延べない部分の半額については2024年５月に支給され、BNPパリ

バの株価のパフォーマンスに連動する残りの半額については2025年３月に支給され

る。

－変動報酬のうち繰り延べる部分は、2025年から５回に分けて支給する。各支給額は、

毎年３月と翌年の３月に半額ずつ支給され、いずれの支給額も、BNPパリバの株価の

パフォーマンスに連動する。このため2023年度分の最終支給時期は2030年３月の予定

である。

－繰延変動報酬の各年における支給は、支給前年度の当社グループの税引前ROEが５％

を超えている場合に限り行われる。

フランス商法で定められている、年間固定報酬と変動報酬の比率は101.94％であっ

た。

（全額が５年間繰り延べら

れる）条件付長期報酬制度

に基づく報酬

496,650 2024年１月31日にヤン・ジェラルダンに付与された、2023年度に関する長期報酬制度

に基づく報酬の公正価値は496,650ユーロである。

長期報酬制度の期間は５年である。長期報酬制度に基づく支給条件には、BNPパリバ

株式の本源的価値が上昇したことと、他行の株価を上回ったことの２つがあり、これら

の条件は、各条件の充足状況を別々に計測するために、同じ加重で割り当てられる。

長期報酬制度に基づく支給額が付与額の137.5％を超えることはない。

取締役としての勤務期間に

連動する報酬

なし ヤン・ジェラルダンは、当社グループのどの会社の取締役も務めていない。

臨時報酬 なし  

当年度中に付与された

ストック・オプション

なし  

当年度中に付与された

業績に応じた株式

なし  

現物給付 1,360 この額は、死亡時または高度障害発生時に1.10百万ユーロが追加で支払われる、業務

執行委員会メンバー向けの専門職従業員用生命保険契約に基づきBNPパリバが2023年度

分の雇用主拠出額として支払った額に相当する。

合計 3,527,110  
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b.　最高業務責任者であるヤン・ジェラルダンに対し、過年度に関して2023年度中に支給された報酬の内訳

（その付与時に株主による議決の対象となる部分）

 

（単位：ユーロ）
年次株主総会への

情報提出日と決議番号
2023年度の支給額

年次変動報酬  601,354

2022年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2023年５月16日

第16号決議
320,400

2021年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2022年５月17日

第17号決議
280,954

条件付長期報酬制度に基づく報酬 なし なし

 

c.　職務の引受、停止もしくは変更により、またはこれらの職務の遂行後に、最高業務責任者であるヤン・

ジェラルダンに対して支給または支給する可能性がある報酬、補償または現物給付に相当する、あらゆる種類

のコミットメント

 
 金額 コメント

サインオン・ボーナス

または退職金

なし ヤン・ジェラルダンはサインオン・ボーナスも退職金も受給していない。

補完的確定給付年金制度 なし ヤン・ジェラルダンは、補完的な確定給付年金制度に基づく給付を受けていない。

補完的確定拠出年金制度 1,892 ヤン・ジェラルダンは、BNPパリバが全従業員用に設けた確定拠出制度（フランス包

括税法典第83条）に基づく給付を受ける。2023年度中に当社がヤン・ジェラルダンのた

めに拠出した額は1,892ユーロであった。

総合的な福利厚生および

医療保険制度

4,115 ヤン・ジェラルダンは、BNPパリバの従業員対象の障害、疾病、死亡および医療保険

に基づく給付対象であり、同氏は、BNPパリバの全従業員が対象の労災保険制度からの

給付（死亡／障害保険金）も受ける。2023年度中に当社がヤン・ジェラルダンのために

拠出した額は4,115ユーロであった。
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表４：株主による議決の対象として提出された、最高業務責任者であるティエリー・ラボルドに対し2023年度

中に支給された、または同年度に関して同氏に付与された報酬の内訳（単位：ユーロ）

a.　最高業務責任者であるティエリー・ラボルドに対し2023年度に関して付与された報酬の内訳

 
 金額 コメント

固定報酬 900,000

（支払済み）

ティエリー・ラボルドに支給する報酬は、報酬委員会が提案し取締役会が承認する指

針に従って決定する。

年次変動報酬 902,520 ティエリー・ラボルドの変動報酬は、当社グループおよびコマーシャル＆個人向けバ

ンキングサービス部門の業績と経営者としての実績を示す基準に応じて変動する。この

報酬は、当年度の固定報酬の100％に相当する目標変動報酬に所定の割合を乗じた額と

なる。

定量的基準は、業績に連動する指標に基づく下記のとおりである。

－１株当たり当期純利益の前年度比変動（目標変動報酬の18.75％）

－当社グループの営業総利益予算の達成割合（目標変動報酬の18.75％）

－コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の税引前当期純利益の前年度比変動

（目標変動報酬の18.75％）

－コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の営業総利益予算の達成割合（目標

変動報酬の18.75％）

目標変動報酬の15％部分には、CSR連動基準も適用される。この基準は、当社グルー

プが実施している、社会問題、社会的問題および環境問題に関する取組の成果の評価に

用いられる複数の基準に相当するものである。

定性的基準の適用部分は、目標変動報酬の10％に相当する。

取締役会では、定量的基準、CSR連動基準および定性的基準について考慮した後に、

ティエリー・ラボルドの2023年度の年次変動報酬を、目標年次変動報酬の100.28％に相

当する902,520ユーロに設定した。

－変動報酬のうち繰り延べない部分の半額については2024年５月に支給され、BNPパリ

バの株価のパフォーマンスに連動する残りの半額については2025年３月に支給され

る。

－変動報酬のうち繰り延べる部分は、2025年から５回に分けて支給する。各支給額は、

毎年３月と翌年の３月に半額ずつ支給され、いずれの支給額も、BNPパリバの株価の

パフォーマンスに連動する。このため2023年度分の最終支給時期は2030年３月の予定

である。

－繰延変動報酬の各年における支給は、支給前年度の当社グループの税引前ROEが５％

を超えている場合に限り行われる。

フランス商法で定められている、年間固定報酬と変動報酬の比率は100.28％であっ

た。

（全額が５年間繰り延べら

れる）条件付長期報酬制度

に基づく報酬

297,990 2024年１月31日にティエリー・ラボルドに付与された、2023年度に関する長期報酬制

度に基づく報酬の公正価値は297,990ユーロである。

長期報酬制度の期間は５年である。長期報酬制度に基づく支給条件には、BNPパリバ

株式の本源的価値が上昇したことと、他行の株価を上回ったことの２つがあり、これら

の条件は、各条件の充足状況を別々に計測するために、同じ加重で割り当てられる。

長期報酬制度に基づく支給額が付与額の137.5％を超えることはない。

取締役としての勤務期間に

連動する報酬

なし ティエリー・ラボルドは、当社グループの各社における取締役としての勤務に関する

報酬を受給していない。

臨時報酬 なし  

当年度中に付与された

ストック・オプション

なし  

当年度中に付与された

業績に応じた株式

なし  

現物給付 6,708 ティエリー・ラボルドは、社用車を保有している。この額には、死亡時または高度障

害発生時に1.10百万ユーロが追加で支払われる、業務執行委員会メンバー向けの専門職

従業員用生命保険契約に基づきBNPパリバが2023年度分の雇用主拠出額として支払った

1,360ユーロも含まれている。

合計 2,107,218  
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b.　最高業務責任者であるティエリー・ラボルドに対し過年度に関して2023年度中に支給された報酬の内訳

（その付与時に株主による議決の対象となる部分）

 

（単位：ユーロ）
年次株主総会への

情報提出日と決議番号
2023年度の支給額

年次変動報酬  357,137

2022年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2023年５月16日

第17号決議
194,616

2021年度に関する年次変動報酬の部分支給分を含む
2022年５月17日

第18号決議
162,521

条件付長期報酬制度に基づく報酬 なし なし

 

c.　職務の引受、停止もしくは変更により、またはこれらの職務の遂行後に、最高業務責任者であるティエ

リー・ラボルドに対して支給または支給する可能性がある報酬、補償または現物給付に相当する、あらゆる種

類のコミットメント

 
 金額 コメント

サインオン・ボーナス

および退職金

なし ティエリー・ラボルドはサインオン・ボーナスも退職金も受給していない。

補完的確定給付年金制度 なし ティエリー・ラボルドは、補完的な確定給付年金制度に基づく給付を受けていない。

補完的確定拠出年金制度 1,892 ティエリー・ラボルドは、BNPパリバが全従業員用に設けた確定拠出制度（フランス

包括税法典第83条）に基づく給付を受ける。2023年度中に当社がティエリー・ラボルド

のために拠出した額は1,892ユーロであった。

総合的な福利厚生および

医療保険制度

4,115 ティエリー・ラボルドは、BNPパリバの従業員が対象の障害、疾病、死亡および医療

保険制度に基づく給付対象であり、同氏は、BNPパリバの全従業員が対象の労災保険制

度からの給付（死亡／障害保険金）も受ける。2023年度中に当社がティエリー・ラボル

ドのために拠出した額は4,115ユーロであった。

 

執行役員の年次変動報酬に関する詳細

2023年度の目標の達成状況評価

2024年１月31日の会議において、取締役会は、報酬方針に従い設定した目標の達成状況を評価した。

 

当社グループの業績に連動する基準

１株当たり当期純利益の前年度比変動に連動する基準については、目標変動報酬に対する割合として測定さ

れる、最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェに係る2023年度の実測値は41.25％（最高業務責任

者であるヤン・ジェラルダンとティエリー・ラボルドに係る実測値は20.63％）である。

当社グループの営業総利益予算の達成状況に関する基準については、目標変動報酬に対する割合として測定

される、最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェに係る2023年度の実測値は35.63％（最高業務責

任者であるヤン・ジェラルダンとティエリー・ラボルドに係る実測値は17.81％）である。

最高業務責任者であるヤン・ジェラルダンとティエリー・ラボルドについては、下記の実測値も存在する。
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－　両氏の担当業務における税引前当期純利益の前年度比変動に関する基準については、目標変動報酬に対す

る割合としての実測値は、ホールセールバンキング部門について19.95％であり、コマーシャル＆個人向け

バンキングサービス部門について18.26％である。

－　両氏の担当業務における営業総利益予算の達成状況に関する基準については、目標変動報酬に対する割合

としての実測値は、ホールセールバンキング部門について18.55％であり、コマーシャル＆個人向けバンキ

ングサービス部門について18.58％である。

 

 2022年度 2023年度（注１） 変動
目標年次変動報酬
の37.5％への

適用

最高経営責任者であるジャン・ローラン・ボナフェ  

１株当たり当期純利益 7.80ユーロ 8.58ユーロ 10.00％ 41.25％

営業総利益
2023年度予算(注２)：

15,704百万ユーロ
実績：

14,918百万ユーロ
-5.00％ 35.63％

(注１)　最高経営責任者および最高業務責任者の年次業績の計算に使用した指標は、2023年度の会計実績に基づいてい

る。

(注２)　これらのデータは、2023年度の平均為替レートを用いて計算されている。

 

 2022年度 2023年度（注３） 変動
目標年次変動報酬
の18.75％への

適用

最高業務責任者であるヤン・ジェラルダンとティエリー・ラボルド

当社グループ

１株当たり当期純利益 7.80ユーロ 8.58ユーロ 10.00％ 20.63％

営業総利益
2023年度予算(注１)：

15,704百万ユーロ
実績：

14,918百万ユーロ
-5.00％ 17.81％

担当業務 - ホールセールバンキング部門

税引前当期純利益 5,398百万ユーロ 5,744百万ユーロ 6.42％ 19.95％

営業総利益
2023年度予算(注１)：

5,747百万ユーロ
実績：

5,686百万ユーロ
-1.05％ 18.55％

担当業務 - コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門

税引前当期純利益 7,285百万ユーロ(注２) 7,095百万ユーロ -2.61％ 18.26％

営業総利益
2023年度予算(注１)：

10,284百万ユーロ
実績：

10,191百万ユーロ
-0.90％ 18.58％

(注１)　これらのデータは、2023年度の平均為替レートを用いて計算されている。

(注２)　2023年度の業績と比較可能にするため、2022年度の業績は、特にIFRS第５号の影響を考慮して再構成されてい

る。この再構成は2023年５月に市場に提示された。

(注３)　最高経営責任者および最高業務責任者の年次業績の計算に使用した指標は、2023年度の会計実績に基づいてい

る。

 

当社グループのCSR目標達成状況に連動する基準

取締役会は、複数の基準により測定する目標の達成状況を、報酬方針に定められている当社グループのCSR

目標達成状況に連動する３つの基準（いずれも５％加重）に照らして確認した。
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（ⅰ）CSR方針に基づく取組の成果の取締役会による評価

この定性的評価については、取締役会は、環境問題や社会問題への対応の面から2023年度の重要な成果を踏

まえて、この基準を達成できたかどうか検討した。

BNPパリバは、これらの問題に関し、特に、明確なエネルギー移行戦略や倫理的責任を支持するイニシア

ティブをもって社会に関与するという野心的な方針を掲げている。2023年度において当行は、2025年度事業計

画（成長、テクノロジーおよび持続可能性）の柱の１つであるサステナブル・ファイナンスへのコミットメン

トを加速させた。

－　CSRに関する４つの柱の１つである経済的責任については、次のような成果をあげた。

－　2050年までに投融資先の二酸化炭素排出量を実質ゼロにするという目標を達成すべく貸出金ポート

フォリオの調整に向けた取組を開始したほか、初めて気候報告書を公表し、（ⅰ）発電セクター、石

油およびガス・セクターならびに自動車セクターについては2025年度末までに、（ⅱ）鉄鋼、アルミ

ニウムおよびセメント・セクターについては2030年度末までに、達成すべき目標を発表した。

－　当社グループの下記の新たなコミットメントを考慮して、石油・ガスに係る方針を強化した。すなわ

ち、（ⅰ）2028年度までにBNPパリバの発電関連融資において80％の低炭素化目標を達成する、（ⅱ）

2030年度までにBNPパリバの発電関連融資において90％の低炭素化目標を達成する、（ⅲ）新規の石

油・ガス生産能力の開発に特化したすべての融資を除外する、ならびに（ⅳ）2030年度までにすべて

の上流石油への融資を80％削減しガス探査・産出への融資を30％削減する等。

－　BNPパリバは低炭素エネルギーが過半となるようシフトを進め、2023年度には、低炭素への融資が13％

増加し、2023年９月末現在で32十億ユーロないし発電関連融資の65％相当となった。同時に、当社グ

ループは化石燃料への融資を27％削減し、これは2023年９月末現在で17.3十億ユーロすなわち発電関

連融資の35％相当となった。

－　ディールロジック社によると、2023年度におけるサステナブル・ボンドとESGローンが62.5十億米ドル

で世界第１位、サステナビリティ・リンク・ローンが16.2十億米ドルで第５位（欧州第１位）となっ

た。

－　ユーロマネー誌の「2023年度サステナブル・ファイナンスにおける世界最優秀銀行」賞を３年連続で

受賞した。

－　欧州で販売されるBNPパリバ・アセット・マネジメントのオープンエンド型ファンドにおいて、サステ

ナブル・ファイナンス開示規則（注１）の意味における第８条および第９条のファンドの運用資産が

254十億ユーロとなった。

－　当社グループの法人顧客の環境・社会・ガバナンス（ESG）リスク・プロファイルを評価できるツール

であるESG評価の導入を開始した。当社グループの大口法人顧客に係る導入は2023年度末に概ね完了

し、その他顧客にも拡大された。

 

（注１）「サステナブル・ファイナンス開示規則」：2021年３月に施行された、金融サービス部門におけるサステナビリティ

情報の開示に係る欧州規則であり、サステナブル投資ファンドに透明性の義務を課している。

－　「第８条」のファンド：環境的または社会的特性を促進する商品

－　「第９条」のファンド：持続可能な投資を目的とする商品
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－　CSRに関する４つの柱の１つである社会的責任については、次のような成果をあげた。

－　当社グループの従業員が支援を必要とする可能性があるあらゆる地域（トルコ、モロッコ、ウクライ

ナおよび中東）において支援を提供し、予防、健康および職場のウェルビーイングの観点で当行が提

供するサービスを推進する「We Care」プログラムを全世界で展開することにより、当社グループの従

業員を保護した。

－　上級管理者（SMP）に占める女性の割合を2023年度末までに37.1％（2025年度までに40％）とする、

ジェンダー比率に関する当社グループの野心的な目標を達成した。

－　BNPパリバのインクルージョン（包摂）方針は、「インクルージョン・デー」の期間中、機会均等、偏

見、障害および金融包摂に関する従業員の意識を高めるため、広範にわたり推進された。調査対象の

従業員の大半が、多様性と包摂の観点からBNPパリバのイニシアティブを積極的に支持している（2023

年度に実施された「行動と包摂に関する調査」によると、特に従業員の87％が職場で自分らしくいら

れると回答していることが明らかになった。）。

－　2023年度に、当社グループは10年連続で「欧州のトップ・エンプロイヤー」に認定された。

－　サステナビリティ・アカデミーが成功し、2023年度には86,000名を超える従業員がサステナブル・

ファイナンスのトピックにつき少なくとも１回の研修を受けた（１人当たり平均1.7時間、4.3モ

ジュールの研修）。

－　CSRに関する４つの柱の１つである市民としての責任については、次のような成果をあげた。

－　ニケルを介して提供する経済支援サービス（12歳以上であれば無条件で決済口座を開設し決済カード

を持てるサービス）の開発を継続し、金融包摂の向上に寄与した。フランス、スペイン、ベルギー、

ポルトガル、および2023年度夏からはドイツに進出し、2023年度末現在の口座開設数は約3.7百万口座

となった。

－　大規模な食料廃棄と食料不安の撲滅を目指してアンデスが運営するプロジェクト等、総額28百万ユー

ロの新規プロジェクト９件に対し、組成者および投資家として、インパクト契約の開発を継続した。

－　2023年度において、公共交通機関の運行本数が削減されたまたは存在しない地域におけるシェアー

ド・モビリティ事業者であるEcov等、社会的および／または環境的な影響を有する、総額約56百万

ユーロの新規投資16件を実施した。

－　社会的、環境的かつ公正な移行目標が達成された際に低金利融資や専門的技術支援を通じて包摂推進

者の支援を目指す初のISLF（インクルーシブ＆サステイナビリティ・リンク・ファイナンス）が開発

され、最初の３件がフランスのアディ（Adie）、イタリアのパーマイクロ（PerMicro）およびブラジ

ルのバンコ・ダ・ファミリア（Banco da Familia）との間で締結された。

－　特に高級什器の売却（500,000ユーロ）、トルコの被災者に対する異例のTEB予算（12百万ユーロ

超）、および環境知識の普及や極度の貧困の撲滅に取り組む90団体超の組織を支持する株式買戻に連

動する連帯トランシェ（ESG部分）からの20百万ユーロ等により、35百万ユーロ超の異例の寄付を実施

した。
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－　CSRに関する４つの柱の１つである環境責任については、次のような成果をあげた。

－　ディールロジック社よると、2023年度におけるグリーン・ボンドは25.6十億米ドルで世界第１位と

なった。

－　LCTG（低炭素移行グループ）と、以下を含む、多数の低炭素取引を行った。

－　2026年から1.5百万件超の世帯に再生可能エネルギーを供給するポーランド海域初の洋上風力発電

所の建設を可能とするバルティック・パワー・プロジェクトへの、４十億ユーロ超の融資におい

て、主要な役割を果たした。

－　バッテリーの設計・生産で世界をリードする日本のAESC（オートモーティブ・エナジー・サプラ

イ・コーポレーション）に対し、フランスのドゥエに建設予定のギガファクトリー向けに800百万

ユーロ超の融資を行った。

－　デンマークを拠点とし、持続可能な林業、農業および自然生態系、ならびに炭素クレジットや自然保

護プロジェクトに特化した投資およびアドバイザリー・サービスを提供するインターナショナル・

ウッドランド・カンパニー（IWC）に対する過半数持分を、BNPパリバ・アセット・マネジメントが取

得した。

－　教育、データまたは金融革新に係る目標を掲げ、150名の生物多様性科学者を支援することにより、生

物多様性を保護し回復することを目的として、ナチュラリス生物多様性センターと複数年にわたる提

携を開始した。

 

（ⅱ）CSR方針に基づく取組の成果の他社との比較評価

FTSE、S&Pグローバルによるコーポレートサステナビリティ評価およびムーディーズESGソリューションズが

公表している非財務分野での取組の成果ランキングにおける、当社グループによるCSRに関する取組の同業他

社と比較した位置付けと関係のある基準については、BNPパリバは上記３ランキングのいずれにおいても、実

質的に銀行セクターの上位４分の１にランクインしている。

 

（ⅲ）CSR方針に基づく当社グループの重要な従業員との連携に関する取組の成果の評価

当社グループの重要な従業員との連携に関する基準については、当社グループの重要な従業員に付与された

ロイヤルティプランに織り込まれている３ヶ年CSR目標値も達成されている。

このため、最高経営責任者および最高業務責任者について、目標変動報酬に対する割合としての複数の基準

による測定の実測値は、2023年度に関しては15％となった。

 

 
CSR - CSR方針に基づく取組の成果の評価

（ⅰ）取締役会
による評価

（ⅱ）公表データ
に基づく評価

（ⅲ）重要な従業
員に関する評価

複数の基準
による測定

加重値 5.00％ 5.00％ 5.00％  

実測値 5.00％ 5.00％ 5.00％ 15.00％
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定性的基準

取締役会は、年次変動報酬の定性的部分を、報酬方針に定められている基準に照らして評価した。

取締役会は、2023年度に関して、主に下記を考慮し、ジャン・ローラン・ボナフェはこれを満たしたと判断

した。

－　2023年度の株主帰属当期純利益を2022年度と比較して増加させ、当社グループにとって正のジョーズ効果

を生み出し、慎重なリスク管理により長期的なアプローチで成長を継続させた。

－　当行の経営において、「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」計画の継続的な実施、特に当社グ

ループの業務回復力の強化に、決定的な役割を果たした。

－　バンク・オブ・ザ・ウェストのBMOフィナンシャル・グループへの売却における果断な行動により、2.9十

億ユーロの正味キャピタル・ゲインを獲得し、その一部を当社グループの自律的成長および目標とする投

資や買収に振り向けた。

－　2050年度におけるカーボン・ニュートラル経済の実現に寄与するため、当社グループのCSR戦略の策定と

実施に引き続き関与した。特に2023年度の新たなコミットメントを通じて、（ⅰ）石油およびガス・セク

ター（特に新規の生産能力への融資終了）と（ⅱ）鉄鋼、セメントおよびアルミニウム・セクターに特化

した融資を削減した。

－　当社グループのダイバーシティ＆インクルージョン方針のすべての柱に関与すると共に、統治機関におけ

る女性の数を増やす上で大きな役割を果たした。

ヤン・ジェラルダンについては、ジャン・ローラン・ボナフェについて提案された評価と同様に、ホール

セールバンキング（CIB）部門担当最高業務責任者として主に下記を考慮し、これを満たしたと判断した。

－　異例の好業績であった2022年度の後、ホールセールバンキング部門の2023年度の業績を、良好なリスク管

理をもって、市場シェア拡大によりBNPパリバの欧州投資銀行ランキングにおける順位を継続的に引き上げ

たことを反映し、予算に沿ったものとした。

－　特に、決済および各種フローや貯蓄に関する横断的なイニシアティブの一環として、コマーシャル＆個人

向けバンキングサービス部門やインベストメント＆プロテクションサービス部門との共同イニシアティブ

を加速させる形で行われる、BNPパリバの一体化経営モデルの実装作業に貢献した。

－　CSRに関する取組におけるホールセールバンキング部門の主導的地位の維持に努めた。当行がEMEA（欧

州・中東・アフリカ）地域のサステナブル・ファイナンスにおいて世界第１位の地位にあることや、2023

年度に（ユーロマネー誌の）「サステナブル・ファイナンスにおける世界最優秀銀行」賞を受賞したこと

は、その表れである。

－　エクサン・エスエーのBNPパリバへの合併を成功させてエクサンの事業を統合し、ホールセールバンキン

グ部門が、資本性金融商品や資本性金融商品デリバティブに関してより包括的な商品・サービスを提供で

きるようにすることに関与した。

－　市場活動における統制および業務回復力の強化、ならびに行動規範の継続的な採択に関与した。
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ティエリー・ラボルドについては、ジャン・ローラン・ボナフェについて提案された評価と同様に、コマー

シャル＆個人向けバンキングサービス（CPBS）部門担当最高業務責任者として主に下記を考慮し、これを満た

したと判断した。

－　特に金融政策に起因する金利変動の影響を管理することにより、プラスの価値を創造した。

－　特に消費者金融とリテール・バンキングに関し、ビジネス・モデルの適応に関与した。

－　コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門による「成長、テクノロジーおよび持続可能性2025」計

画の展開において大きな役割を果たし、顧客満足度、カスタマー・ジャーニーの継続的なデジタル化、転

換計画や再編を必要としている業務や地域の支援を大幅に進展させた。

－　2023年度において新たな商業的成果をもたらした、モビリティや決済および各種フローに関する横断的イ

ニシアティブのスポンサーとして、新たな提携の締結および、デジタル事業におけるBNPパリバのプレゼン

スの加速（特に欧州におけるニケルの継続的な展開とフロアの積極的な提携先数の拡大）に重要な役割を

果たした。

－　戦略的プロジェクト、特に2023年度に具体的な進展を見せた欧州決済イニシアティブ（EPI）において決

定的な貢献を果たした。

－　CSRの観点をコマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門の各業務に統合するための取組を継続し

た。

 

概要

取締役会では、年次変動報酬の設定に用いられるあらゆる基準と、当社グループの業績動向（前年度比）を

考慮した後に、報酬委員会の勧告に基づき、2023年度に関して付与する変動報酬を下記のとおり設定した。

－　ジャン・ローラン・ボナフェについては、（その目標変動報酬額の101.88％に相当する）1,877,648ユー

ロ

－　ヤン・ジェラルダンについては、（その目標変動報酬額の101.94％に相当する）1,529,100ユーロ

－　ティエリー・ラボルドについては、（その目標変動報酬額の100.28％に相当する）902,520ユーロ
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以下の表は、各基準に関する結果をまとめたものである。

 

  

定量的な基準
CSR目標
達成
状況に
連動する
基準

定性的な
基準

2023年度に
関する年次
変動報酬

目標変動
報酬額の
残りの部分

EPS(注２) GOI(注３) NIBT(注４) GOI(注５)

当社
グループ

当社
グループ

業務 業務

ジャン・ローラン・ボナフェ
加重値(注１) 37.50％ 37.50％   15.00％ 10.00％   

実測値(注１) 41.25％ 35.63％   15.00％ 10.00％ 1,877,648 1,843,000

ヤン・ジェラルダン
加重値(注１) 18.75％ 18.75％ 18.75％ 18.75％ 15.00％ 10.00％   

実測値(注１) 20.63％ 17.81％ 19.95％ 18.55％ 15.00％ 10.00％ 1,529,100 1,500,000

ティエリー・ラボルド
加重値(注１) 18.75％ 18.75％ 18.75％ 18.75％ 15.00％ 10.00％   

実測値(注１) 20.63％ 17.81％ 18.26％ 18.58％ 15.00％ 10.00％ 902,520 900,000

(注１)　目標年次変動報酬額に対する割合。

(注２)　１株当たり当期純利益（EPS）の前年度比変動。

(注３)　当社グループの営業総利益（GOI）予算の達成割合。

(注４)　税引前当期純利益（NIBT）の前年度比変動。ヤン・ジェラルダン：ホールセールバンキング部門担当／ティエ

リー・ラボルド：コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門担当。

(注５)　営業総利益（GOI）予算の達成割合。ヤン・ジェラルダン：ホールセールバンキング部門担当／ティエリー・ラボ

ルド：コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門担当。

 

支給条件

a）BNPパリバ・グループの執行役員に対する2023年度の変動報酬の支給条件は、フランス通貨金融法典の条項

および欧州銀行監督機構（EBA）が2021年７月２日に公表した報酬方針に関する指針に従うもので、

－　年次変動報酬の60％については５年間にわたり繰り延べられ、毎年１/５ずつ支払われる。

－　変動報酬のうち繰り延べない部分の半額については、フランス商法第L.22-10-34 Ⅱ条の定めに基づく年

次株主総会での承認を条件として2024年５月に支給され、付与日以降におけるBNPパリバの株価のパフォー

マンスに連動する残りの半額は2025年３月に支給される。

－　変動報酬のうち繰り延べる部分は、2025年から５回に分けて毎年支給する。各支給額は、毎年３月と翌年

の３月に半額ずつ支給され、いずれの支給額も、付与日以降におけるBNPパリバの株価のパフォーマンスに

連動する。このため2023年度分の最終支給時期は2030年３月の予定である。

b）加えて、繰延変動報酬の各年における支給は、支給前年度の当社グループの税引前ROEが５％を超えている

場合に限り行われる。

取締役会は、2023年度については、この業績目標が達成されたことを確認した。したがって、以前の制度に

関する2024年支給分の繰延報酬は支給される。
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５年間を対象とする条件付長期報酬制度（LTIP）に関する詳細

2024年度の長期報酬制度に基づく付与額

取締役会は、報酬方針と報酬委員会の勧告に基づき、2024年度に付与する予定の長期報酬制度に基づく付与

額を決定した。

長期報酬制度に基づく付与額は、2023年度の目標年次変動報酬と同等である。

 

2024年１月31日付与の長期報酬制度に基づく額
（単位：ユーロ）

付与額(注１) 付与額の公正価値 (注２)

ジャン・ローラン・ボナフェ 1,843,000 610,217

ヤン・ジェラルダン 1,500,000 496,650

ティエリー・ラボルド 900,000 297,990

(注１)　前述の説明を参照。

(注２)　IFRSに基づく付与額の公正価値。計算は独立専門家が実施した。

 

欧州銀行監督機構の指針考慮後の、2023年に関する執行役員報酬の支給体系
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(注１)　LTIPは長期の報酬制度であり、５年の期間が満了した時点で支給が行われる。

(注２)　年次変動報酬の付与日から１年間の保有期間が満了した時点で支給される分。

(注３)　2024年３月に付与され、フランス商法第L.22-10-34 Ⅱ条の定めに基づく年次株主総会での承認を条件として2024年５

月に支給された。

 

 現金支給分

 BNPパリバの株価に連動する現金支給分

 EURO STOXX銀行株価指数のパフォーマンスと比較したBNPパリバ株式の株価のパフォーマンスに連動する

 現金支給分

 

執行役員の固定報酬と変動報酬の相対的な比率

フランス通貨金融法典第L.511-78条に規定されている変動報酬総額の上限は超えなかった。加えて、少なく

とも５年間の繰延期間後に商品の形で支給される場合、変動報酬総額の25％以下の金額に対し、フランス通貨

金融法典第L.511-79条に従い、割引率を適用できる。

５年間繰り延べられる商品の形で付与される変動報酬額への割引率（2014年３月27日に公表された、変動報

酬への名目割引率の適用に関する欧州銀行監督機構の指針に準ずる42.24％の割引率）適用後の、2023年度に

おける変動報酬総額と固定報酬額の比率は、最高経営責任者のジャン・ローラン・ボナフェに対する報酬につ

いては1.73であり、最高業務責任者のヤン・ジェラルダンおよびティエリー・ラボルドに対する報酬について

はそれぞれ1.73および1.71であった。

 

「マルス」および「クローバック」条項の使用

取締役会は、前述の報酬方針に定められている「マルス」および「クローバック」条項の適用を要求されて

いない。

 

連結範囲に含まれている会社が支給または付与している報酬

BNPパリバの連結の範囲（フランス商法第L.233-16条に定義されている。）に含まれている会社が取締役お

よび執行役員に支給している報酬も付与している報酬も存在しない。

 

報酬倍率とその変動

下記の欄には、フランス商法第L.22-10-９条および2021年２月に更新された報酬倍率に関するAfepの指針に

従い、取締役会会長、最高経営責任者および最高業務責任者の報酬水準について、BNPパリバのフルタイム当

量従業員を基礎とする平均報酬および報酬中央値や、これらの報酬の変動および比率、また当社の業績に連動

する基準と関連付ける形で記載されている。

この情報は、過去５年間に関する情報である。

またこの情報の対象となる従業員は、該当年度中にフランスのBNPパリバやその支店に継続的に在籍してい

た従業員である。従業員に支給すべきまたは付与される報酬には、固定報酬、変動報酬、賞与、ロイヤルティ

プランに基づく支給、利益配分およびインセンティブ・ボーナスや現物給付が含まれている。
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執行役員に支給または付与される報酬は、固定報酬、変動報酬、長期報酬制度に基づく報酬の公正価値、取

締役報酬および現物給付を含み、関連情報は、既に、2022年度および2023年度の有価証券報告書の報酬の部分

に記載されている。

支給または付与されるこの報酬はすべて、雇用主の拠出を除いた総額で表示されている。
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下記の表は、報酬倍率と各執行役員に関するその変動を示している。

 

 
年度

2019年度 2020年度 2021年度
2022年度
（注１）

2023年度
（注２）

当社の業績      

税引前当期純利益（単位：百万ユーロ） 11,394 9,822 13,637 13,214 11,725

前年度比 12％ -14％ 39％ 6％ -11％

営業利益（単位：百万ユーロ） 10,057 8,364 12,199 12,564 11,236

前年度比 10％ -17％ 46％ 13％ -11％

１株当たり当期純利益（単位：ユーロ） 6.21 5.31 7.26 7.80 8.58

前年度比 8％ -14％ 37％ 7％ 10％

従業員報酬（単位：千ユーロ）      

平均報酬 86 88 93 96 99

前年度比 5％ 2％ 6％ 3％ 2％

報酬中央値 56 57 59 62 66

前年度比 3％ 2％ 4％ 5％ 5％

取締役会会長      

取締役会会長の報酬（単位：千ユーロ） 1,014 1,013 1,020 1,018 1,020

前年度比 0％ 0％ 1％ 0％ 0％

従業員平均報酬比 12 12 11 11 10

前年度比 -5％ -2％ -5％ -3％ -2％

従業員報酬中央値比 18 18 17 16 16

前年度比 -3％ -2％ -3％ -5％ -5％

最高経営責任者      

最高経営責任者の報酬（単位：千ユーロ） 3,858 3,756 4,110 4,604 4,402

前年度比 14％ -3％ 9％ 12％ -4％

従業員平均報酬比 45 43 44 48 45

前年度比 9％ -5％ 3％ 8％ -7％

従業員報酬中央値比 69 66 69 74 67

前年度比 11％ -5％ 6％ 7％ -9％

ヤン・ジェラルダン、最高業務責任者（注３）      

最高業務責任者の報酬（単位：千ユーロ）   3,924 3,722 3,527

前年度比    -5％ -5％

従業員平均報酬比   42 39 36

前年度比    -8％ -7％

従業員報酬中央値比   66 60 54

前年度比    -10％ -10％

ティエリー・ラボルド、最高業務責任者（注３）      

最高業務責任者の報酬（単位：千ユーロ）   2,323 2,251 2,107

前年度比    -3％ -6％

従業員平均報酬比   25 23 21

前年度比    -6％ -9％

従業員報酬中央値比   39 36 32

前年度比    -8％ -11％

(注１)　2023年度の業績と比較可能にするため、2022年度の業績は、IFRS第５号およびIFRS第17号の会計基準発効を考慮

して再構成されている。

(注２)　2023年度の業績は会計実績に基づいている。

(注３)　ヤン・ジェラルダンとティエリー・ラボルドの最高業務責任者としての任期は2021年５月18日に始まった。両氏

の2021年度報酬は、比較のため年率換算されている。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 646/1141



フランス商法第L.225-45条第２項の適用

2023年度においては、フランス商法第L.225-45条第２項の適用は不要であった。

 

株主による議決の対象として提出されていない、2023年度中に支給された、または同年度に関して付与された

執行役員報酬に関する他の情報

執行役員報酬に関する下記の情報の中には、既に本項にて表示済みの情報が含まれている。

 

2023年度に関して付与された報酬の総額と2022年度報酬の比較

 

（単位：ユーロ）
ジャン・ローラン・ボナフェ ヤン・ジェラルダン

2022年度 2023年度 2022年度 2023年度

固定報酬額 1,843,000 1,843,000 1,500,000 1,500,000

年次変動報酬付与額 1,931,464 1,877,648 1,602,000 1,529,100

小計 3,774,464 3,720,648 3,102,000 3,029,100

長期報酬制度に基づく額
（公正価値ベース）(注１)

759,685 610,217 618,300 496,650

合計 4,534,149 4,330,865 3,720,300 3,525,750

 

（単位：ユーロ）
ティエリー・ラボルド

2022年度 2023年度

固定報酬額 900,000 900,000

年次変動報酬付与額 973,080 902,520

小計 1,873,080 1,802,520

長期報酬制度に基づく額
（公正価値ベース）(注１)

370,980 297,990

合計 2,244,060 2,100,510

(注１)　これは付与日現在の見積公正価値である。確定額は支給日に判明する見込みである。

 

株式保有

取締役会は、ジャン・ルミエール、ジャン・ローラン・ボナフェ、ヤン・ジェラルダンおよびティエリー・

ラボルドの各氏がその在任期間中に最低限保有しておくべき株式の数を、それぞれ10,000株、80,000株、

30,000株および20,000株とする決定を下した。これら４名の当事者は、社内貯蓄制度（制度への拠出金は全額

BNPパリバの株式へ投資される。）により取得する株式または単元株を直接保有するという方法で、この義務

を履行している。

 

執行役員報酬に関する定量的情報

以下の表は、各執行役員に対し各年度において付与された報酬の総額（取締役報酬および現物給付を含

む。）を示している。
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各執行役員に付与された報酬の概要表

 

（単位：ユーロ）
2022年度 2023年度

付与額 付与額

ジャン・ルミエール
取締役会会長

固定報酬 950,000 950,000

年次変動報酬 なし なし

条件付長期報酬制度に基づく報酬 なし なし

当年度中に付与されたストック・
オプションの価値

なし なし

当年度中に付与された業績に応じた
株式の価値

なし なし

小計 950,000 950,000

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 63,220 64,758

現物給付(注１) 5,128 5,023

合計 1,018,348 1,019,781

ジャン・ローラン・
ボナフェ
最高経営責任者

固定報酬 1,843,000 1,843,000

年次変動報酬 1,931,464 1,877,648

条件付長期報酬制度に基づく報酬(注２) 759,685 610,217

当年度中に付与されたストック・
オプションの価値

なし なし

当年度中に付与された業績に応じた
株式の価値

なし なし

小計 4,534,149 4,330,865

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 63,220 64,758

現物給付(注１) 6,446 6,267

合計 4,603,815 4,401,890

ヤン・ジェラルダン
最高業務責任者

固定報酬 1,500,000 1,500,000

年次変動報酬 1,602,000 1,529,100

条件付長期報酬制度に基づく報酬(注２) 618,300 496,650

当年度中に付与されたストック・
オプションの価値

なし なし

当年度中に付与された業績に応じた
株式の価値

なし なし

小計 3,720,300 3,525,750

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 なし なし

現物給付(注１) 1,433 1,360

合計 3,721,733 3,527,110

ティエリー・ラボルド
最高業務責任者

固定報酬 900,000 900,000

年次変動報酬 973,080 902,520

条件付長期報酬制度に基づく報酬(注２) 370,980 297,990

当年度中に付与されたストック・
オプションの価値

なし なし

当年度中に付与された業績に応じた
株式の価値

なし なし

小計 2,244,060 2,100,510

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 なし なし

現物給付(注１) 6,781 6,708

合計 2,250,841 2,107,218

(注１)　取締役会会長、最高経営責任者および最高業務責任者は、該当する場合、社用車を保有している。最高経営責任

者および最高業務責任者は、業務執行委員会メンバー向けの専門職従業員用生命保険（当社の拠出額は現物給付

として認識される。）の受給者となっている。

(注２)　株価のパフォーマンスに関する条件の達成状況に応じて付与された額。
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以下の表は、各執行役員に対し2023年度に支給された報酬の総額（役職に関連する報酬および現物給付を含

む。）を示している。

 

執行役員に支給された報酬の概要表

 

（単位：ユーロ）
2022年度 2023年度

支給額 支給額

ジャン・ルミエール
取締役会会長

固定報酬 950,000 950,000

年次変動報酬 なし なし

条件付長期報酬制度に基づく報酬 なし なし

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 63,220 64,758

現物給付(注１) 5,128 5,023

合計 1,018,348 1,019,781

ジャン・ローラン・
ボナフェ
最高経営責任者

固定報酬 1,843,000 1,843,000

年次変動報酬 1,689,625 1,775,057

うち、2022年度の年次変動報酬 なし 386,293

うち、2021年度の年次変動報酬 359,354 461,683

うち、2020年度の年次変動報酬 476,315 198,511

うち、2019年度の年次変動報酬 230,692 223,218

うち、2018年度の年次変動報酬 221,890 214,434

うち、2017年度の年次変動報酬 190,676 185,320

うち、2016年度の年次変動報酬 210,698 105,598

条件付長期報酬制度に基づく報酬 1,405,800(注２) 781,000(注２)

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 63,220 64,758

現物給付(注１) 6,446 6,267

合計 5,008,091 4,470,082

ヤン・ジェラルダン
最高業務責任者

固定報酬 1,500,000 1,500,000

年次変動報酬 218,667 601,354

うち、2022年度の年次変動報酬 なし 320,400

うち、2021年度の年次変動報酬 218,667 280,954

うち、2020年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2019年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2018年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2017年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2016年度の年次変動報酬 なし なし

条件付長期報酬制度に基づく報酬 なし なし

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 なし なし

現物給付(注１) 1,433 1,360

合計 1,720,100 2,102,714

ティエリー・ラボルド
最高業務責任者

固定報酬 900,000 900,000

年次変動報酬 126,493 357,137

うち、2022年度の年次変動報酬 なし 194,616

うち、2021年度の年次変動報酬 126,493 162,521

うち、2020年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2019年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2018年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2017年度の年次変動報酬 なし なし

うち、2016年度の年次変動報酬 なし なし

条件付長期報酬制度に基づく報酬 なし なし

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 なし なし

現物給付(注１) 6,781 6,708

 合計 1,033,274 1,263,845
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これらの報酬に係る2023年度の平均税率および社会保障費拠出率は34％（2022年度も同じ）であった。

(注１)　取締役会会長、最高経営責任者および最高業務責任者は、該当する場合、社用車を保有している。最高経営責任

者および最高業務責任者は、業務執行委員会メンバー向けの専門職従業員用生命保険（当社の拠出額は現物給付

として認識される。）の受給者となっている。

(注２)　2023年度の支給額には、2018年度に付与された長期報酬制度に付されていた株価のパフォーマンスに関する条件

が適用されており、ジャン・ローラン・ボナフェへの付与額の50％に相当する。2022年度の支給額には、2017年

度に付与された長期報酬制度に付されていた株価のパフォーマンスに関する条件が適用されており、ジャン・

ローラン・ボナフェへの付与額の90％に相当する。

 

当社グループの従業員として過年度に従事した活動に関して任期中に各々に支給された報酬の概要表

 

（単位：ユーロ）
2022年度 2023年度

支給額 支給額

ヤン・ジェラルダン
最高業務責任者

固定報酬 なし なし

年次変動報酬(注１) 1,632,762 1,208,802

うち、2021年度の年次変動報酬 367,912 103,350

うち、2020年度の年次変動報酬 215,404 242,426

うち、2019年度の年次変動報酬 207,559 234,332

うち、2018年度の年次変動報酬 276,858 314,114

うち、2017年度の年次変動報酬 283,453 314,580

うち、2016年度の年次変動報酬 281,576 なし

長期報酬制度に基づく報酬 281,050 319,200

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 なし なし

現物給付 なし なし

合計 1,913,812 1,528,002

ティエリー・ラボルド
最高業務責任者

固定報酬 なし なし

年次変動報酬(注１) 321,774 212,074

うち、2021年度の年次変動報酬 149,707 35,751

うち、2020年度の年次変動報酬 55,138 62,052

うち、2019年度の年次変動報酬 41,369 46,704

うち、2018年度の年次変動報酬 38,986 44,233

うち、2017年度の年次変動報酬 20,808 23,334

うち、2016年度の年次変動報酬 15,766 なし

長期報酬制度に基づく報酬 393,470 446,880

臨時報酬 なし なし

取締役としての勤務期間に連動する報酬 なし なし

現物給付 なし なし

合計 715,244 658,954

(注１)　ここに表示されている額は、該当執行役員がその就任前の給与所得者としての業務に対して付与された繰延変動

報酬に相当する額である。

　　　　これらの報酬に係る2023年度の平均税率および社会保険制度拠出率は34％（2022年度も同じ）である。
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発行体および当社グループの会社が当年度中に各執行役員に付与した新株引受または購入オプション

当社または当社グループの会社が当年度中に各執行役員に付与した新株引受も購入オプションもなかった。

 

当年度中に各執行役員が行使した新株引受または購入オプション

当年度中に各執行役員が行使した新株引受も購入オプションもなかった。

 

発行体および当社グループの会社が当年度中に各執行役員に付与した業績に応じた株式報奨

当社も当社グループの会社も当年度中に各執行役員に付与した業績に応じた株式報奨はなかった。

 

当年度中に各執行役員の権利が利用可能になった業績に応じた株式報奨

当年度中に各執行役員の権利が利用可能になった業績に応じた株式報奨はなかった。

 

新株引受または購入オプションの付与歴

なし。

 

業績に応じた株式報奨の付与歴

なし。

 

付与日と2023年12月31日現在での条件付長期報酬制度の評価額(注１)

 

制度に基づく付与日 2019年２月５日 2020年２月４日 2021年２月４日

制度の満期日 2024年２月５日 2025年２月４日 2026年２月４日

評価額(注１) 付与日現在
2023年

12月31日現在
付与日現在

2023年
12月31日現在

付与日現在
2023年

12月31日現在

ジャン・ルミエール - - - - - -

ジャン・ローラン・ボナフェ 282,644 1,388,987 617,927 1,378,497 649,636 1,136,901

ヤン・ジェラルダン - - - - - -

ティエリー・ラボルド - - - - - -

合計 282,644 1,388,987 617,927 1,378,497 649,636 1,136,901
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制度に基づく付与日 2022年２月７日 2023年２月６日 2024年１月31日

制度の満期日 2027年２月７日 2028年２月６日  

評価額(注１) 付与日現在
2023年

12月31日現在
付与日現在

2023年
12月31日現在

付与日現在

ジャン・ルミエール - - - - -

ジャン・ローラン・ボナフェ 680,720 544,383 759,685 761,500 610,217

ヤン・ジェラルダン 404,169 323,221 618,300 619,778 496,650

ティエリー・ラボルド 242,502 193,933 370,980 371,867 297,990

合計 1,327,391 1,061,536 1,748,965 1,753,145 1,404,857

(注１)　連結財務書類にて採用している手法を用いて評価した額。

 

連結財務書類にて採用している手法を用いて条件付長期報酬制度を評価する際に用いた前提

 

付与日現在の評価   

制度に基づく付与日 2023年２月６日 2024年１月31日

BNPパリバ株式の始値 61.08ユーロ 62.45ユーロ

EURO STOXX銀行株価指数の始値 111.40ユーロ 121.66ユーロ

ゼロ・クーポン債の利回り Euribor Euribor

BNPパリバの株価の変動率 25.57％ 23.42％

EURO STOXX銀行株価指数の変動率 24.59％ 21.66％

EURO STOXX銀行株価指数のパフォーマンスと比較したBNPパリバ株式の
相対的パフォーマンス

93.59％ 93.00％

用いた財務モデル モンテカルロ法 モンテカルロ法

付与日現在の制度に基づく報酬の公正価値(注１) 41.22％ 33.11％

(注１)　付与額に占める割合。
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付与日現在の
当初評価額

付与日現在の
公正価値
(注２)

決算日現在の
評価
2022年

12月31日現在

決算日現在の
評価
2023年

12月31日現在

BNPパリバ株式の終値   53.25ユーロ 62.59ユーロ

EURO STOXX銀行株価指数の終値   95.86ユーロ 118.38ユーロ

ゼロ・クーポン債の利回り   Euribor Euribor

BNPパリバの株価の変動率   27.59％ 23.77％

EURO STOXX銀行株価指数の変動率   26.26％ 22.32％

EURO STOXX銀行株価指数のパフォーマンス
と比較したBNPパリバ株式の相対的パフォー
マンス

  93.08％ 93.31％

用いた財務モデル   モンテカルロ法 モンテカルロ法

制度に基づき2019年２月５日に付与された
報酬の期間満了時における公正価値

53.08ユーロ
(注１)

18.10％ 54.86％ 88.92％

制度に基づき2020年２月４日に付与された
報酬の期間満了時における公正価値

45.27ユーロ
(注１)

39.56％ 62.89％ 88.25％

制度に基づき2021年２月４日に付与された
報酬の期間満了時における公正価値

36.83ユーロ
(注１)

41.59％ 60.08％ 72.78％

制度に基づき2022年２月７日に付与された
報酬の期間満了時における公正価値

55.13ユーロ
(注１)

43.58％ 30.24％ 34.85％

制度に基づき2023年２月６日に付与された
報酬の期間満了時における公正価値

50.98ユーロ
(注１)

41.22％  41.32％

(注１)　期間開始時の株価は、付与日前の連続した12ヶ月間におけるBNPパリバ株式の始値の平均となる。

(注２)　付与額に占める割合。

 

当社グループの執行役員が交わしている契約等の現状に関する詳細情報

 

2023年度の執行役員
雇用契約 補完的年金制度

職務の停止または
変更時に支払われる
または支払が確定す
る可能性のある支給

および給付

競業避止義務の
履行を条件とする

補償

あり なし あり なし あり なし あり なし

ジャン・ルミエール
取締役会会長

 
〇

(注１)
〇

(注２)
  〇  〇

ジャン・ローラン・
ボナフェ
最高経営責任者

 
〇

(注３)
〇

(注２)
  〇

〇
(注４)

 

ヤン・ジェラルダン
最高業務責任者

〇
(注５)

 
〇

(注２)
  〇  〇

ティエリー・ラボルド
最高業務責任者

〇
(注５)

 
〇

(注２)
  〇  〇

(注１)　Afep-MEDEF企業統制規約に従い、雇用契約は2014年12月１日に放棄された。

(注２)　ジャン・ルミエール、ジャン・ローラン・ボナフェ、ヤン・ジェラルダンおよびティエリー・ラボルドの各氏

は、BNPパリバが全従業員用に設けた年金制度（フランス包括税法典第83条）に基づく給付のみを受けている。

(注３)　雇用契約は2012年７月１日に放棄された。

(注４)　上記「フランス商法第L.22-10-８条に従い、2024年５月14日の年次株主総会にて株主の事前承認を得るために提

出された取締役および執行役員に対する報酬の方針」と題する項目内の「Ⅷ. ５.　競業避止契約」を参照。

(注５)　雇用契約が一時的に停止されている。
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BNPパリバ株式に関して報告された取引の要約

下記の表は、フランス金融市場機関の一般規則第223-22 A条から第223-26条までに従い取締役および執行役

員が2023年度中に実施した、フランス通貨金融法典の条項L.621-18-２に列挙されている、当社の有価証券に

関する取引であって、同機関の規則に従い開示すべき取引を表している。

 
氏名
役職

実施された取引 金融商品の種類 取引内容 取引件数
取引金額

（単位：ユーロ）
ジャン・ローラン・
ボナフェ
最高経営責任者

個人取引 BNPパリバ株式 購入 １ 115,058

ジャン・ローラン・
ボナフェ
最高経営責任者

個人取引 BNPパリバ株式 配当金の再投資 １ 249,462

ヤン・ジェラルダン
最高業務責任者

個人取引 BNPパリバ株式 購入 １ 117,081

ティエリー・ラボルド
最高業務責任者

個人取引 BNPパリバ株式 購入 ２ 10,210

ジャン・ルミエール
会長

個人取引 BNPパリバ株式 購入 １ 5,769

 

その他の情報

１.　新株引受または購入オプション制度および業績に応じた株式報奨に関する情報

当社は、2022年度において、取締役または執行役員以外の従業員に対しいかなる金融商品も付与しなかっ

た。

2022年度においては、取締役または執行役員以外の従業員を受益者とするいかなる金融商品の譲渡も行使も

なかった。

 

２.　当社グループの取締役および執行役員に付与された貸出金、前渡金および保証

2023年12月31日時点での、間接的または直接的に取締役および執行役員に供与された貸出金残高の総合計

は、5,770,986ユーロ（2022年12月31日現在では5,179,096ユーロ）であった。これは、BNPパリバの取締役お

よび執行役員ならびに各々の配偶者および被扶養児童への貸出金の合計額を表している。通常取引に相当する

これらの貸出は、第三者間取引の基準に基づき、経営陣構成員およびその関連当事者との間での貸出取引等の

取引における利益相反に関する実施手順に沿って行われた。
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３.　付与された権限の表

2023年度に有効な年次株主総会で採択された決議

資本金を増減させる次の権限は、株主総会で承認された決議により取締役会に与えられたもので、2023年度

中有効であった。

 

株主総会で採択された決議
2023年度中になされた

権限の使用

2022年５月17日の合同株主

総会（第５号決議）

資本金構成株式の10％を上限とする当社の自己株式の買戻プログラムを制

定する権限が取締役会に付与された。

１株当たり88ユーロ（従前は73ユーロ）を超えない価格で買戻した当該株

式は、特に以下のような様々な目的に利用できる。

－2022年５月17日の合同株主総会により定められた条件に基づく株式の消却

（第28号決議）。

－資本として利用可能な証券の発行に起因する義務の履行、ストック・オプ

ション制度、無償株式の割当、従業員向け利益配分スキームまたは社内貯

蓄制度に関連する従業員への株式付与または譲渡、ならびにフランス商法

第L.233-16条に定義されているBNPパリバおよびBNPパリバが単独で支配し

ている会社の従業員ならびに／または取締役および執行役員に対するあら

ゆる形態の株式付与。

－金庫株として保有し、その後対外的な拡大取引、合併、会社分割または資

産拠出の対価の交換または支払に充てること。

－フランス金融市場機関（AMF）が2021年６月22日に下した決定第2021号に

準ずるマーケット・メイキング契約に基づく取引。

－BNPパリバが認可された投資関連サービスを実施すること、または当該

サービスに伴うリスクをヘッジすること。

この権限は18ヶ月間にわたって付与され、2021年５月18日の合同株主総会

における第５号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

2023年２月６日の取締

役会により権限付与さ

れた自己株式買戻プロ

グラムの一環として、

2023年４月３日から合

同株主総会開催日であ

る2023年５月16日まで

に、この委任により、

資本金の1.26％に相当

する15,607,680株が買

い戻された。

2022年５月17日の合同株主

総会（第21号決議）

普通株式および、直ちにまたは将来発行予定の株式に応募可能な証券

（valeurs mobilières）の発行を通じて優先引受権付きで増資を実施する権

限。

この委任により直ちに、および／または将来実行できる増資の額面金額

は、985百万ユーロ（492,500,000株に相当）を上限とする。

この権限は26ヶ月間にわたって付与され、2020年５月19日の合同株主総会

における第19号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2022年５月17日の合同株主

総会（第22号決議）

普通株式および、直ちにまたは将来発行予定の株式に応募可能な証券

（valeurs mobilières）の発行により優先引受権なしで増資を実施する権

限。

この権限により直ちに、および／または将来実行できる増資の額面金額

は、240百万ユーロ（120百万株に相当）を上限とする。

この権限は26ヶ月間にわたって付与され、2020年５月19日の合同株主総会

における第20号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2022年５月17日の合同株主

総会（第23号決議）

有価証券拠出の対価として資本金の10％を上限に、普通株式および、直ち

にまたは将来発行予定の株式に応募可能な証券（valeurs mobilières）の発

行を通じて優先引受権を取消して増資を実施する権限。

この権限により１回または複数回にわたって実行できる増資の額面金額

は、取締役会による決定日現在のBNPパリバの資本金の10％を上限とする。

この権限は26ヶ月間にわたって付与され、2020年５月19日の合同株主総会

における第21号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2022年５月17日の合同株主

総会（第24号決議）

既存の株主に対する優先引受権取消またはなしでの株式発行権限の全体的

な上限。

2022年５月17日の合同株主総会における第22号および第23号決議による権

限の一環として、既存の株主に対する優先引受権取消またはなしで、直ちに

および／または将来実行できる増資の最大額面金額は、240百万ユーロを上限

とする。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。
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株主総会で採択された決議
2023年度中になされた

権限の使用

2022年５月17日の合同株主

総会（第25号決議）

準備金、利益剰余金、払込剰余金または出資差金の資本組入により行われ

る増資。

１回または複数回にわたり、最大発行額985百万ユーロを上限として資本金

を増加させる権限が付与された。当該増資は、無償株式の発行および割当、

既存株式の額面金額の増額、またはこれら２つの方法の組合せにより、準備

金、利益剰余金、払込剰余金または合併・出資差金のすべてまたは一部を連

続的または同時に資本に組み入れることで実施される。

この権限は26ヶ月間にわたって付与され、2020年５月19日の合同株主総会

における第23号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2022年５月17日の合同株主

総会（第26号決議）

既存の株主に対する優先引受権付き、取消またはなしでの株式発行権限の

全体的な上限。

2022年５月17日の合同株主総会における第21号から第23号決議による権限

の一環として、既存の株主に対する優先引受権付き、取消またはなしで、直

ちにおよび／または将来実行できる増資の最大額面金額は、985百万ユーロを

上限とする。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2022年５月17日の合同株主

総会（第27号決議）

BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の加入者のために留保された取引を、

増資および／または留保株式の売却の形で優先引受権を取消して実行する、

取締役会に付与された権限。

BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の加入者向けに留保された普通株式を

（既存の株主に対する優先引受権を取消して）発行することにより、または

株式を売却することにより、１回または複数回にわたり、最大額面金額46百

万ユーロを上限として、資本金を増加させる権限が付与された。

この権限は26ヶ月間にわたって付与され、2020年５月19日の合同株主総会

における第25号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2022年５月17日の合同株主

総会（第28号決議）

株式消却によって資本金を減少させる権限が取締役会に付与された。

BNPパリバが保有または保有し得るBNPパリバ株式のすべてまたは一部分

を、消却日現在の資本金構成株式総数の10％を上限として、24ヶ月の間に減

資を通じ１回または複数回にわたって消却する権限が付与された。

減資を実行し、消却株式の購入価額と額面価額の差額を株式払込剰余金お

よび利益剰余金（法定準備金に対しては消却株式資本の10％を上限とす

る。）に配賦する全権が付与された。

この権限は18ヶ月間にわたって付与され、2021年５月18日の合同株主総会

における第20号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2023年５月16日の合同株主

総会（第５号決議）

資本金構成株式の10％を上限とする当社の自己株式の買戻プログラムを制

定する権限が取締役会に付与された。

１株当たり89ユーロ（従前は88ユーロ）を超えない価格で買戻した当該株

式は、特に以下のような様々な目的に利用できる。

－2023年５月16日の合同株主総会により定められた条件に基づく株式の消却

（第21号決議）。

－資本として利用可能な証券の発行に起因する義務の履行、ストック・オプ

ション制度、無償株式の割当、従業員向け利益配分スキームまたは社内貯

蓄制度に関連する従業員への株式付与または譲渡、ならびにフランス商法

第L.233-16条に定義されているBNPパリバおよびBNPパリバが単独で支配し

ている会社の従業員ならびに／または取締役および執行役員に対するあら

ゆる形態の株式付与。

－金庫株として保有し、その後対外的な拡大取引、合併、会社分割または資

産拠出の対価の交換または支払に充てること。

－フランス金融市場機関（AMF）が2021年６月22日に下した決定第2021-01号

に準ずるマーケット・メイキング契約に基づく取引。

－BNPパリバが認可された投資関連サービスを実施すること、または当該

サービスに伴うリスクをヘッジすること。

この権限は18ヶ月間にわたって付与され、2022年５月17日の合同株主総会

における第５号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

2023年２月６日の取締

役会により権限付与さ

れた自己株式買戻プロ

グラムの一環として、

合同株主総会開催日で

ある2023年５月16日か

ら2023年11月８日まで

に、この委任により、

資本金の5.77％に相当

する71,246,557株が買

い戻された。
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株主総会で採択された決議
2023年度中になされた

権限の使用

2023年５月16日の合同株主

総会（第19号決議）

フランス通貨金融法典第L.411-２条第１号に規定する募集に関連して、エ

クイティ・ティア１（CET１）比率が5.125％の閾値以下となった場合にの

み、資本金の10％を上限に、発行予定のBNPパリバ普通株式に転換可能な最劣

後偶発転換社債の発行を通じて、優先引受権を取消して増資する権限が、取

締役会に付与された。

取締役会は、当社グループのエクイティ・ティア１（CET１）比率が

5.125％の閾値以下または追加ティア１資本の証券（AT１債）に分類可能とす

るその他の閾値以下となった場合にBNPパリバの普通株式に転換可能な最劣後

債の発行の一環として、限定的な投資家および／または適格投資家に対し証

券の募集を行うことにより、１回または複数回にわたり優先引受権を取消し

て増資する権限を有する。これらのAT１債は米ドル建てとなるが、普通株式

はユーロ建てである。

この委任により１回または複数回にわたり実施できる増資の最大額面金額

は、240百万ユーロを上限とし、通年で発行決定日現在のBNPパリバの資本金

の10％を超えないものとする。この委任は14ヶ月間にわたって付与された。

2023年５月16日の取締

役会に付与された権限

に従い、2023年８月７

日に額面1.5十億米ド

ルのAT１債（最劣後偶

発転換社債）が発行さ

れた。この社債が転換

された場合には、調整

に従い最大66,529,200

ユーロ相当の増資とな

る可能性がある。

2023年５月16日の合同株主

総会（第20号決議）

BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の加入者のために留保された取引を、

増資および／または留保株式の売却の形で優先引受権を取消して実行する、

取締役会に付与された権限。

BNPパリバ・グループの社内貯蓄制度の加入者向けに留保された普通株式も

しくはフランス商法第L.228-92条第１項に規定するBNPパリバ株式に応募可能

な証券（valeurs mobilières）を発行することにより、または株式を売却す

ることにより、１回または複数回にわたり、最大額面金額46百万ユーロを上

限として、資本金を増加させる権限が付与された。

この権限は26ヶ月間にわたって付与され、2022年５月17日の合同株主総会

における第27号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

この決議は、当年度中

は使用されなかった。

2023年５月16日の合同株主

総会（第21号決議）

株式消却によって資本金を減少させる権限が取締役会に付与された。

BNPパリバが保有または保有し得るBNPパリバ株式のすべてまたは一部分

を、消却日現在の資本金構成株式総数の10％を上限として、24ヶ月の間に減

資を通じ１回または複数回にわたって消却する権限が付与された。

減資を実行し、消却株式の購入価額と額面価額の差額を株式払込剰余金お

よび利益剰余金（法定準備金に対しては消却株式資本の10％を上限とす

る。）に配賦する全権が付与された。

この権限は18ヶ月間にわたって付与され、2022年５月17日の合同株主総会

における第28号決議に基づき付与された権限と差し替えられる。

2023年９月27日から

2023年 11月 17日まで

に、資本金の7.04％に

相当する、１株当たり

２ ユ ー ロ の 株 式

86,854,237株が消却さ

れた。

 

４.　現金または株式を対価とする公開買付に影響を及ぼす可能性のある項目（フランス商法第L.22-10-11条）

フランス商法第L.22-10-11条に言及されている項目の中に、現金または株式を対価とする公開買付に影響を

及ぼす可能性のある項目はない。
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(3) 【監査の状況】

① 外部監査人および内部監査人

(ⅰ) 外部監査人

「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」を参照。

2023年12月31日現在、デロイト＆アソシエ、プライスウォーターハウスクーパース オーディット、マ

ザーの継続関与年数はそれぞれ、18年目、30年目および24年目である。

 

(ⅱ) 内部監査人

「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」を参照。

 

② 監査報酬の内容等

(ⅰ) 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

連結財務書類の注9.lを参照。

 

(ⅱ) その他重要な報酬の内容

連結財務書類の注9.lを参照。

 

(ⅲ) 外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

連結財務書類の注9.lを参照。

 

(ⅳ) 監査報酬の決定方針

該当事項なし。

 

(4) 【役員の報酬等】

「(2) 役員の状況」を参照。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項なし。
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第６ 【経理の状況】

(イ)本書記載のBNPパリバ・グループ（以下「当社グループ」という。）の2023年および2022年12月31日終了事業

年度の連結財務書類は、欧州連合が採用する国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成されて

いる。また、本書記載のBNPパリバの2023年および2022年12月31日終了事業年度の個別財務書類は、フランスの

金融機関に適用されている会計原則に準拠して作成されている。

2023年12月31日現在ならびに2023年および2022年12月31日に終了した事業年度の連結財務書類の作成にあたり

当社グループが採用している会計基準、会計手続および表示方法と日本において一般に公正妥当と認められてい

る企業会計の基準、会計手続および表示方法との間の主な相違点に関しては、「４ フランスと日本における会

計原則及び会計慣行の相違」に記載されている。当社グループの財務書類は、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第328条第１項の規定の

適用を受けている。

 

(ロ)当社グループの財務書類については、フランスの法定監査人であるデロイト＆アソシエ、プライスウォーター

ハウスクーパース　オーディットおよびマザーの監査を受けており、その連結財務書類に対する監査報告書が本

書に添付されている。

前述の財務書類は、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」（昭和32年大蔵省令第12号）第１条の２の規

定により、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく我が国の公認会計士または監査法人による監査は

受けていない。

 

(ハ)本書記載の邦文の財務書類は、当社グループが作成した原文の財務書類を翻訳したものである。

 

(ニ)本書記載の財務書類（原文）はユーロで表示されている。邦文の財務書類において「円」で表示されている金

額は、「財務諸表等規則」第331条の規定に基づき、主要な計数について、2024年５月７日現在の東京外国為替

市場における対顧客電信直物相場仲値、１ユーロ＝166.04円の換算レートで換算されたものであり、百万円単位

（四捨五入）で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない

場合がある。

 

(ホ)円換算額および「２ 主な資産・負債及び収支の内容」、「３ その他」ならびに「４ フランスと日本におけ

る会計原則及び会計慣行の相違」は、当社グループの財務書類には含まれておらず、上記(ロ)の監査の対象にも

なっていない。
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１ 【財務書類】

連結財務諸表

BNPパリバの取締役会は、当社グループの連結財務諸表を2024年１月31日に承認した。

BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、2023年12月31日終了事業年度および2022年12月31日終了事業年度について表示され

ている。欧州委任規則（EU）2019/980の附属書類Ⅰに従い、2021年12月31日終了事業年度の連結財務諸表は、2023年３月24日

にフランス金融市場庁(Autorité des Marchés Financiers)に提出された一括登録書類D.23-0143号に記載されている。

 

2021年12月18日に、当社グループは、バンクウェストの資金生成単位が営んでいる米国のリテールおよびコマーシャルバン

キング業務の100％を売却する契約をBMOフィナンシャル・グループと締結した。本取引の条件は、売却目的で保有する資産と

負債のグループに関するIFRS第５号の適用対象(注９.e「非継続事業」参照)であることから、「非継続事業からの純利益」を

別建てで計上している。類似の再分類は、当期純利益ならびに資本に直接認識される資産および負債の変動計算書とキャッ

シュ・フロー計算書においても行われている。

規制当局の承認を受けて、本取引は2023年２月１日に完了した。
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損益計算書

 

  
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

      

受取利息 ３.a 79,542 13,207,154 41,082 6,821,255

支払利息 ３.a (60,484) (10,042,763) (20,149) (3,345,540)

受取手数料 ３.b 15,011 2,492,426 14,622 2,427,837

支払手数料 ３.b (5,190) (861,748) (4,457) (740,040)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に
係る純利益

３.c 10,346 1,717,850 9,352 1,552,806

資本を通じて公正価値で測定する金融商品に
係る純利益

３.d 28 4,649 138 22,914

償却原価で測定する金融資産の認識中止に係る
純利益

 66 10,959 (41) (6,808)

保険業務収益(純額) ６.a 2,320 385,213 1,901 315,642

　内、保険収益  8,945 1,485,228 8,759 1,454,344

　　　保険サービス費用  (6,786) (1,126,747) (6,619) (1,099,019)

　　　投資運用収益  10,254 1,702,574 (12,077) (2,005,265)

　　　保険契約に係る正味金融収益または費用  (10,093) (1,675,842) 11,838 1,965,582

その他の業務収益 ３.e 18,560 3,081,702 15,734 2,612,473

その他の業務費用 ３.e (14,325) (2,378,523) (12,752) (2,117,342)

継続事業からの収益  45,874 7,616,919 45,430 7,543,197

営業費用 ３.f (28,713) (4,767,507) (27,560) (4,576,062)

有形固定資産・無形資産に係る減価償却費、
償却費および減損

５.l (2,243) (372,428) (2,304) (382,556)

継続事業からの営業総利益  14,918 2,476,985 15,566 2,584,579

リスク費用 ３.g (2,907) (482,678) (3,003) (498,618)

金融商品のリスクに係るその他の純損失 ３.h (775) (128,681) - -

継続事業からの営業利益  11,236 1,865,625 12,563 2,085,961

持分法適用会社投資損益 ５.k 593 98,462 655 108,756

長期性資産に係る純利益 ３.i (104) (17,268) (253) (42,008)

のれん ５.m - - 249 41,344

継続事業からの税引前利益  11,725 1,946,819 13,214 2,194,053

継続事業からの法人税 ３.j (3,266) (542,287) (3,653) (606,544)

継続事業からの純利益  8,459 1,404,532 9,561 1,587,508

非継続事業からの純利益 ９.e 2,947 489,320 687 114,069

当期純利益  11,406 1,893,852 10,248 1,701,578

少数株主帰属当期純利益  431 71,563 400 66,416

親会社株主帰属当期純利益  10,975 1,822,289 9,848 1,635,162

      

基本的１株当たり当期純利益 ９.a 8.58ユーロ 1,425円 7.52ユーロ 1,249円

希薄化後１株当たり当期純利益 ９.a 8.58ユーロ 1,425円 7.52ユーロ 1,249円
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当期純利益ならびに資本に直接認識される資産および負債の変動計算書

 

  
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

  百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

      

当期純利益  11,406 1,893,852 10,248 1,701,578

資本に直接認識される資産および負債の変動  596 98,960 (2,183) (362,465)

純損益へ再分類されるか、される可能性のある
項目

 367 60,937 (2,381) (395,341)

為替差額の変動  (109) (18,098) 1,041 172,848

資本を通じて公正価値で測定する金融資産の
公正価値の変動

     

資本に認識される公正価値の変動  244 40,514 (754) (125,194)

当期純利益に報告される公正価値の変動  27 4,483 (120) (19,925)

保険業務に係る投資の公正価値の変動      

資本に認識される公正価値の変動  4,665 774,577 (19,962) (3,314,490)

当期純利益に報告される公正価値の変動  558 92,650 (1) (166)

保険業務に係る契約の公正価値の変動  (4,573) (759,301) 18,102 3,005,656

ヘッジ手段の公正価値の変動      

資本に認識される公正価値の変動  146 24,242 (1,459) (242,252)

当期純利益に報告される公正価値の変動  22 3,653 14 2,325

法人税  (283) (46,989) 1,062 176,334

持分法投資の変動(税引後)  (162) (26,898) 136 22,581

非継続事業の変動(税引後)  (168) (27,895) (440) (73,058)

純損益へ再分類されない項目  229 38,023 198 32,876

資本を通じて公正価値で測定するものとして
指定した資本性金融商品の公正価値の変動

 232 38,521 (57) (9,464)

BNPパリバ・グループの発行体リスクに起因
する負債再評価の影響

 45 7,472 515 85,511

退職後給付制度の再評価に関連する利益
(損失)

 (173) (28,725) (102) (16,936)

法人税  11 1,826 (81) (13,449)

持分法投資の変動(税引後)  114 18,929 (83) (13,781)

非継続事業の変動(税引後)  - - 6 996

合計  12,002 1,992,812 8,065 1,339,113

親会社株主帰属  11,479 1,905,973 7,572 1,257,255

少数株主帰属  523 86,839 493 81,858
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貸借対照表

 

  2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

2022年１月１日現在
IAS第29号、

IFRS第17号および第９号

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産        

現金および中央銀行預け
金

 288,259 47,862,524 318,560 52,893,702 347,883 57,762,493

純損益を通じて公正価値
で測定する金融商品

       

有価証券 ５.a 211,634 35,139,709 166,077 27,575,425 191,507 31,797,822

貸出金および売戻契約 ５.a 227,175 37,720,137 191,125 31,734,395 249,808 41,478,120

デリバティブ金融商品 ５.a 292,079 48,496,797 327,932 54,449,829 240,423 39,919,835

ヘッジ目的デリバティブ ５.b 21,692 3,601,740 25,401 4,217,582 8,680 1,441,227

資本を通じて公正価値で
測定する金融資産

       

負債証券 ５.c 50,274 8,347,495 35,878 5,957,183 38,915 6,461,447

持分証券 ５.c 2,275 377,741 2,188 363,296 2,558 424,730

償却原価で測定する金融
資産

       

金融機関貸出金および
債権

５.e 24,335 4,040,583 32,616 5,415,561 21,751 3,611,536

顧客貸出金および債権 ５.e 859,200 142,661,568 857,020 142,299,601 814,000 135,156,560

負債証券 ５.e 121,161 20,117,572 114,014 18,930,885 108,612 18,033,936

金利リスクヘッジポート
フォリオの再測定による
調整

 (2,661) (441,832) (7,477) (1,241,481) 3,005 498,950

保険業務に関連する投資
およびその他の資産

６.c 257,098 42,688,552 245,475 40,758,669 282,288 46,871,100

当期および繰延税金資産 ５.i 6,556 1,088,558 5,932 984,949 5,954 988,602

未収収益およびその他の
資産

５.j 170,758 28,352,658 208,543 34,626,480 177,176 29,418,303

持分法投資 ５.k 6,751 1,120,936 6,073 1,008,361 5,468 907,907

有形固定資産および投資
不動産

５.l 45,222 7,508,661 38,468 6,387,227 35,191 5,843,114

無形資産 ５.l 4,142 687,738 3,790 629,292 3,659 607,540

のれん ５.m 5,549 921,356 5,294 879,016 5,121 850,291

売却目的で保有する資産 ９.e - - 86,839 14,418,748 91,267 15,153,973

資産合計  2,591,499 430,292,494 2,663,748 442,288,718 2,633,266 437,227,487
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  2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

2022年１月１日現在
IAS第29号、

IFRS第17号および第９号

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

負債        

中央銀行からの預り金  3,374 560,219 3,054 507,086 1,244 206,554

純損益を通じて公正価値
で測定する金融商品

       

有価証券 ５.a 104,910 17,419,256 99,155 16,463,696 112,338 18,652,602

借入金および買戻契約 ５.a 273,614 45,430,869 234,076 38,865,979 292,160 48,510,246

発行済負債証券 ５.a 83,763 13,908,009 65,578 10,888,571 64,197 10,659,270

デリバティブ金融商品 ５.a 278,892 46,307,228 300,121 49,832,091 237,635 39,456,915

ヘッジ目的デリバティブ ５.b 38,011 6,311,346 40,001 6,641,766 10,076 1,673,019

償却原価で測定する金融
負債

       

金融機関預金 ５.g 95,175 15,802,857 124,718 20,708,177 165,698 27,512,496

顧客預金 ５.g 988,549 164,138,676 1,008,056 167,377,618 957,684 159,013,851

負債証券 ５.h 191,482 31,793,671 155,359 25,795,808 150,822 25,042,485

劣後債 ５.h 24,743 4,108,328 24,160 4,011,526 24,720 4,104,509

金利リスクヘッジポート
フォリオの再測定による
調整

 (14,175) (2,353,617) (20,201) (3,354,174) 1,367 226,977

当期および繰延税金負債 ５.i 3,821 634,439 2,979 494,633 3,016 500,777

未払費用およびその他の
負債

５.j 143,673 23,855,465 185,010 30,719,060 146,520 24,328,181

保険契約に関連する負債 ６.d 218,043 36,203,860 209,772 34,830,543 240,118 39,869,193

保険業務に関連する金融
負債

６.c 18,239 3,028,404 18,858 3,131,182 20,041 3,327,608

偶発債務等引当金 ５.n 10,518 1,746,409 10,040 1,667,042 10,187 1,691,449

売却目的で保有する資産
に関連する負債

９.e - - 77,002 12,785,412 74,366 12,347,731

負債合計  2,462,632 408,895,417 2,537,738 421,366,018 2,512,189 417,123,862

        

資本        

資本金、払込剰余金、
および利益剰余金

 115,809 19,228,926 115,008 19,095,928 107,938 17,922,026

親会社株主帰属当期純
利益

 10,975 1,822,289 9,848 1,635,162 9,488 1,575,388

資本金、利益剰余金、お
よび親会社株主帰属当期
純利益合計

 126,784 21,051,215 124,856 20,731,090 117,426 19,497,413

資本に直接認識される資
産および負債の変動

 (3,042) (505,094) (3,619) (600,899) (1,021) (169,527)

親会社株主資本  123,742 20,546,122 121,237 20,130,191 116,405 19,327,886

少数株主持分 ９.b 5,125 850,955 4,773 792,509 4,672 775,739

資本合計  128,867 21,397,077 126,010 20,922,700 121,077 20,103,625

負債および資本合計  2,591,499 430,292,494 2,663,748 442,288,718 2,633,266 437,227,487
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キャッシュ・フロー計算書

 

  
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

継続事業からの税引前利益  11,725 1,946,819 13,214 2,194,053

非継続事業からの税引前利益  3,658 607,374 823 136,651

税引前当期純利益およびその他の調整に含まれる
非貨幣性項目

 8,495 1,410,510 21,838 3,625,982

有形固定資産・無形資産に係る減価償却費および償却費(純額)  6,245 1,036,920 6,465 1,073,449

のれんおよびその他の長期性資産の減損  (32) (5,313) 91 15,110

引当金繰入額(純額)  3,646 605,382 3,193 530,166

保険契約に関連する資産／負債の変動  (6,240) (1,036,090) (837) (138,975)

持分法適用会社投資損益  (593) (98,462) (655) (108,756)

投資活動からの純(利益)費用  (3,600) (597,744) 265 44,001

財務活動からの純費用(利益)  506 84,016 (1,192) (197,920)

その他の変動  8,563 1,421,801 14,508 2,408,908

営業活動から生じた資産および負債関連の正味減少  (58,119) (9,650,079) (88,712) (14,729,740)

顧客および金融機関との取引関連の正味減少  (7,751) (1,286,976) (46,438) (7,710,566)

その他の金融資産および負債を伴う取引関連の正味減少  (32,712) (5,431,500) (30,212) (5,016,400)

非金融資産および負債を伴う取引関連の正味減少  (14,297) (2,373,874) (10,063) (1,670,861)

法人税支払額  (3,359) (557,728) (1,999) (331,914)

営業活動から生じた現金および現金同等物の正味減少  (34,241) (5,685,376) (52,837) (8,773,055)

連結事業体の取得および売却関連の正味増加  9,520 1,580,701 366 60,771

有形固定資産・無形資産関連の正味減少  (2,216) (367,945) (2,529) (419,915)

投資活動関連の現金および現金同等物の正味増加(減少)  7,304 1,212,756 (2,163) (359,145)

株主との取引関連の現金および現金同等物の減少  (8,698) (1,444,216) (2,578) (428,051)

その他の財務活動から生じた現金および現金同等物の
増加

 4,022 667,813 11,828 1,963,921

財務活動関連の現金および現金同等物の正味減少(増加)  (4,676) (776,403) 9,250 1,535,870

現金および現金同等物に対する為替レートの変動による影響額  (3,506) (582,136) 1,030 171,021

現金および現金同等物の正味減少  (35,119) (5,831,159) (44,720) (7,425,309)

内、非継続事業による現金および現金同等物の正味減少(増加)  9,909 1,645,290 (11,935) (1,981,687)

現金および現金同等物－期首  317,698 52,750,576 362,418 60,175,885

現金および中央銀行預け金  318,581 52,897,189 347,901 57,765,482

中央銀行預り金  (3,054) (507,086) (1,244) (206,554)

金融機関への要求払預け金  11,927 1,980,359 10,156 1,686,302

金融機関からの要求払預り金 ５.g (12,538) (2,081,810) (9,105) (1,511,794)

債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息の
減少

 163 27,065 156 25,902

「売却目的で保有する資産」に分類される現金および
現金同等物

 2,619 434,859 14,554 2,416,546

現金および現金同等物－期末  282,579 46,919,417 317,698 52,750,576

現金および中央銀行預け金  288,279 47,865,845 318,581 52,897,189

中央銀行預り金  (3,374) (560,219) (3,054) (507,086)

金融機関への要求払預け金  8,352 1,386,766 11,927 1,980,359

金融機関からの要求払預り金 ５.g (10,770) (1,788,251) (12,538) (2,081,810)

債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息の
減少

 92 15,276 163 27,065

「売却目的で保有する資産」に分類される現金および
現金同等物

 - - 2,619 434,859

現金および現金同等物の正味減少  (35,119) (5,831,159) (44,720) (7,425,309)
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株主資本変動計算書－2022年１月１日から2023年12月31日まで

 
 資本金および利益剰余金  

資本に直接認識され、純損益へ再分類されない
資産および負債の変動

 

資本金
および
払込
剰余金

 
永久

最劣後債
 

未処分の
準備金

 合計  

資本を通じて
公正価値で
測定するもの
として指定
した金融資産

 

純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして
指定した負債証
券を対象に自己
の信用リスクを
反映するために
実施する調整

 

退職後給付
制度の
再評価に
関連する
利益(損失)

 
非継続
事業

 合計

 
百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

2021年12月31日現在の残高 26,347  9,207  82,110  117,664  840  (267)  549  (125)  997

トルコにおけるIAS第29号初度適用の
影響

    (39)  (39)          -

IFRS第17号への移行の影響     (2,619)  (2,619)          -

IFRS第９号への移行の影響     2,420  2,420  258        258

2022年１月１日現在の残高 26,347  9,207  81,872  117,426  1,098  (267)  549  (125)  1,255

2021年度利益処分     (4,527)  (4,527)          -

増資および株式発行   5,024  (4)  5,020          -

減資または資本償還   (2,430)  (123)  (2,553)          -

自己株式の変動 (157)  (1)  (151)  (309)          -

永久最劣後債に係る配当     (374)  (374)          -

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

    1  1          -

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

      -          -

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

      -          -

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

    (2)  (2)          -

その他の変動     4  4          -

利益剰余金に再分類される実現損
益

    322  322  (326)  3  1    (322)

資本に直接認識される
資産および負債の変動

      -  (187)  383  (10)  6  192

2022年度当期純利益     9,848  9,848          -

2022年12月31日現在の残高 26,190  11,800  86,866  124,856  585  119  540  (119)  1,125

2022年度利益処分     (4,744)  (4,744)          -

増資および株式発行   1,670  (2)  1,668          -

減資または資本償還 (4,983)    (17)  (5,000)          -

自己株式の変動 (5)  2  (218)  (221)          -

株式報酬制度     (8)  (8)          -

永久最劣後債に係る配当     (654)  (654)          -

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

    (21)  (21)          -

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

      -          -

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

    1  1          -

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

    9  9          -

その他の変動     (4)  (4)          -

利益剰余金に再分類される実現損
益

    (73)  (73)  (34)  (8)  (4)  119  73

資本に直接認識される
資産および負債の変動

      -  304  35  (105)    234

2023年度当期純利益     10,975  10,975          -

2023年12月31日現在の残高 21,202  13,472  92,110  126,784  855  146  431  -  1,432
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株主資本変動計算書(続き)－2022年１月１日から2023年12月31日まで

 
 資本に直接認識され、純損益へ再分類される

資産および負債の変動
 

株主資本
合計

 

少数株主
持分

(注９.b)

 

資本
合計 

為替差額  

資本を通じて
公正価値で
測定する
金融資産

 
保険業務
に係る
金融投資

 

ヘッジ
目的
デリバ
ティブ

 
非継続
事業

 合計    

 
百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ  百万ユーロ

2021年12月31日現在の残高 (4,335)  122  1,811  1,019  608  (775)  117,886  4,621  122,507

トルコにおけるIAS第29号初度適用の
影響

165          165  126  48  174

IFRS第17号への移行の影響     533      533  (2,086)  12  (2,074)

IFRS第９号への移行の影響     (2,199)      (2,199)  479  (9)  470

2022年１月１日現在の残高 (4,170)  122  145  1,019  608  (2,276)  116,405  4,672  121,077

2021年度利益処分           -  (4,527)  (133)  (4,660)

増資および株式発行           -  5,020  34  5,054

減資または資本償還           -  (2,553)    (2,553)

自己株式の変動           -  (309)    (309)

永久最劣後債に係る配当           -  (374)    (374)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

          -  1  2  3

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

          -  -  (136)  (136)

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

          -  -    -

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

          -  (2)  (157)  (159)

その他の変動           -  4  (2)  2

利益剰余金に再分類される実現損
益

          -  -    -

資本に直接認識される
資産および負債の変動

980  (633)  (1,607)  (768)  (440)  (2,468)  (2,276)  93  (2,183)

2022年度当期純利益           -  9,848  400  10,248

2022年12月31日現在の残高 (3,190)  (511)  (1,462)  251  168  (4,744)  121,237  4,773  126,010

2022年度利益処分           -  (4,744)  (179)  (4,923)

増資および株式発行           -  1,668  316  1,984

減資または資本償還           -  (5,000)    (5,000)

自己株式の変動           -  (221)    (221)

株式報酬制度           -  (8)  1  (7)

永久最劣後債に係る配当           -  (654)  (3)  (657)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

          -  (21)  21  -

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

          -  -  (90)  (90)

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

          -  1  (12)  (11)

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

          -  9  (225)  (216)

その他の変動           -  (4)    (4)

利益剰余金に再分類される実現損
益

          -  -    -

資本に直接認識される
資産および負債の変動

(239)  153  490  34  (168)  270  504  92  596

2023年度当期純利益           -  10,975  431  11,406

2023年12月31日現在の残高 (3,429)  (358)  (972)  285  -  (4,474)  123,742  5,125  128,867
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株主資本変動計算書(続き)－2022年１月１日から2023年12月31日まで

 
 資本金および利益剰余金  

資本に直接認識され、純損益へ再分類されない
資産および負債の変動

 

資本金
および
払込
剰余金

 
永久

最劣後債
 

未処分の
準備金

 合計  

資本を通じて
公正価値で
測定するもの
として指定
した金融資産

 

純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして
指定した負債証
券を対象に自己
の信用リスクを
反映するために
実施する調整

 

退職後給付
制度の
再評価に
関連する
利益(損失)

 
非継続
事業

 合計

 
百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

2021年12月31日現在の残高 4,374,656  1,528,730  13,633,544  19,536,931  139,474  (44,333)  91,156  (20,755)  165,542

トルコにおけるIAS第29号初度適用の
影響

    (6,476)  (6,476)          -

IFRS第17号への移行の影響     (434,859)  (434,859)          -

IFRS第９号への移行の影響     401,817  401,817  42,838        42,838

2022年１月１日現在の残高 4,374,656  1,528,730  13,594,027  19,497,413  182,312  (44,333)  91,156  (20,755)  208,380

2021年度利益処分     (751,663)  (751,663)          -

増資および株式発行   834,185  (664)  833,521          -

減資または資本償還   (403,477)  (20,423)  (423,900)          -

自己株式の変動 (26,068)  (166)  (25,072)  (51,306)          -

永久最劣後債に係る配当     (62,099)  (62,099)          -

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

    166  166          -

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

      -          -

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

      -          -

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

    (332)  (332)          -

その他の変動     664  664          -

利益剰余金に再分類される実現損
益

    53,465  53,465  (54,129)  498  166    (53,465)

資本に直接認識される
資産および負債の変動

      -  (31,049)  63,593  (1,660)  996  31,880

2022年度当期純利益     1,635,162  1,635,162          -

2022年12月31日現在の残高 4,348,588  1,959,272  14,423,231  20,731,090  97,133  19,759  89,662  (19,759)  186,795

2022年度利益処分     (787,694)  (787,694)          -

増資および株式発行   277,287  (332)  276,955          -

減資または資本償還 (827,377)    (2,823)  (830,200)          -

自己株式の変動 (830)  332  (36,197)  (36,695)          -

株式報酬制度     (1,328)  (1,328)          -

永久最劣後債に係る配当     (108,590)  (108,590)          -

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

    (3,487)  (3,487)          -

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

      -          -

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

    166  166          -

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

    1,494  1,494          -

その他の変動     (664)  (664)          -

利益剰余金に再分類される実現損
益

    (12,121)  (12,121)  (5,645)  (1,328)  (664)  19,759  12,121

資本に直接認識される
資産および負債の変動

      -  50,476  5,811  (17,434)    38,853

2023年度当期純利益     1,822,289  1,822,289          -

2023年12月31日現在の残高 3,520,380  2,236,891  15,293,944  21,051,215  141,964  24,242  71,563  -  237,769
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株主資本変動計算書(続き)－2022年１月１日から2023年12月31日まで

 
 資本に直接認識され、純損益へ再分類される

資産および負債の変動
 

株主資本
合計

 

少数株主
持分

(注９.b)

 

資本
合計 

為替差額  

資本を通じて
公正価値で
測定する
金融資産

 
保険業務
に係る
金融投資

 

ヘッジ
目的
デリバ
ティブ

 
非継続
事業

 合計    

 
百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円  百万円

2021年12月31日現在の残高 (719,783)  20,257  300,698  169,195  100,952  (128,681)  19,573,791  767,271  20,341,062

トルコにおけるIAS第29号初度適用の
影響

27,397          27,397  20,921  7,970  28,891

IFRS第17号への移行の影響     88,499      88,499  (346,359)  1,992  (344,367)

IFRS第９号への移行の影響     (365,122)      (365,122)  79,533  (1,494)  78,039

2022年１月１日現在の残高 (692,387)  20,257  24,076  169,195  100,952  (377,907)  19,327,886  775,739  20,103,625

2021年度利益処分           -  (751,663)  (22,083)  (773,746)

増資および株式発行           -  833,521  5,645  839,166

減資または資本償還           -  (423,900)    (423,900)

自己株式の変動           -  (51,306)    (51,306)

永久最劣後債に係る配当           -  (62,099)    (62,099)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

          -  166  332  498

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

          -  -  (22,581)  (22,581)

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

          -  -    -

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

          -  (332)  (26,068)  (26,400)

その他の変動           -  664  (332)  332

利益剰余金に再分類される実現損
益

          -  -    -

資本に直接認識される
資産および負債の変動

162,719  (105,103)  (266,826)  (127,519)  (73,058)  (409,787)  (377,907)  15,442  (362,465)

2022年度当期純利益           -  1,635,162  66,416  1,701,578

2022年12月31日現在の残高 (529,668)  (84,846)  (242,750)  41,676  27,895  (787,694)  20,130,191  792,509  20,922,700

2022年度利益処分           -  (787,694)  (29,721)  (817,415)

増資および株式発行           -  276,955  52,469  329,423

減資または資本償還           -  (830,200)    (830,200)

自己株式の変動           -  (36,695)    (36,695)

株式報酬制度           -  (1,328)  166  (1,162)

永久最劣後債に係る配当           -  (108,590)  (498)  (109,088)

少数株主持分に係る内部取引の影
響額(注９.b)

          -  (3,487)  3,487  -

少数株主持分に影響を
及ぼす連結範囲の変更
(注９.b)

          -  -  (14,944)  (14,944)

追加持分の取得または
持分の一部売却(注９.b)

          -  166  (1,992)  (1,826)

少数株主持分の買戻に
対する債務額の変動

          -  1,494  (37,359)  (35,865)

その他の変動           -  (664)    (664)

利益剰余金に再分類される実現損
益

          -  -    -

資本に直接認識される
資産および負債の変動

(39,684)  25,404  81,360  5,645  (27,895)  44,831  83,684  15,276  98,960

2023年度当期純利益           -  1,822,289  71,563  1,893,852

2023年12月31日現在の残高 (569,351)  (59,442)  (161,391)  47,321  -  (742,863)  20,546,122  850,955  21,397,077
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欧州連合が採択した国際財務報告基準に準拠して作成された財務諸表に対する注記

注１.　当社グループが適用している重要な会計方針の要約

注１.a　適用される会計基準

　BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、欧州連合における適用を目的に採択された国際的な会計基準(国際財務

報告基準、以下「IFRS」という。)
(1)

に準拠して作成されている。従って、IAS第39号のヘッジ会計に関する一部

規定は適用されていない。

　IFRS第７号「金融商品：開示」が要求している金融商品に伴うリスクの内容および範囲に関する情報、ならびに

IFRS第17号「保険契約」が要求している保険契約に伴うリスクの内容および範囲に関する情報は、IAS第１号「財

務諸表の表示」が要求している規制資本に関する情報とともに、一括登録書類第５章に表示されている。この情報

は、2023年12月31日現在のBNPパリバ・グループの連結財務諸表に対する注記の不可欠な一部であり、財務諸表に

対する法定監査人の意見によってカバーされており、マネジメントレポートの中では「監査済」という文字で特定

されている。第５章セクション４の「エクスポージャー、引当金およびリスク費用」に関するパラグラフでは、特

に、IFRS第７号で規定されている信用リスク・エクスポージャーや関連する減損の、状態(原貸出金が正常債権と

不良債権のどちらか)別、地域別および業界別情報を提供している。

 

(1)
欧州連合における適用を目的に採択されたすべての基準は、欧州委員会のウェブサイト

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting_enで閲覧するこ

とができる。

 

・　2023年１月１日以降、BNPパリバ・グループの保険会社は、2017年５月に公表され2020年６月に改訂され、欧

州連合が2021年11月に採択したIFRS第17号「保険契約」を、年次コホートに関する規則2021/2036第２条に規

定する免除を含め、適用している。本基準が求めている比較対象期間の開始財政状態計算書に係るIFRS第17号

への移行日は2022年１月１日となる。

　当社グループは、グループ内保険会社に対するIFRS第９号「金融商品」の適用を、IFRS第17号の発効日まで

繰り延べたため、本基準も、2023年１月１日より適用している。

さらに、IFRS第17号の発効により、表示に関するIAS第１号、不動産の評価および表示に関するIAS第16号お

よびIAS第40号、持分法の適用除外に関するIAS第28号、当社グループが発行する自己の資本性金融商品および

その他の証券に関するIAS第32号およびIFRS第９号など、他の基準に対する様々な改訂が発効する。

最後に、IASBが2021年12月に公表し、欧州連合が2022年９月９日に採択したIFRS第17号「IFRS第17号および

IFRS第９号の初度適用―比較情報」の改訂により、IFRS第９号とIFRS第17号を同時に初度適用する保険会社

は、「上書き」アプローチを用いて、2022年度の比較データをIFRS第９号が既に適用されていたものとして表

示することが認められる。当社グループは、2022年度に認識中止した金融商品を含むすべての金融商品につい

て、分類および測定の両方の目的で、この選択的アプローチを適用した。
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- IFRS第４号からIFRS第17号への移行

IFRS第17号は、移行日(必須の比較対象期間が存在するため、2022年１月１日)現在で発行済みの全契約に遡及適

用される。移行には、完全遡及アプローチ、修正遡及アプローチまたは移行日における契約の公正価値を基礎とす

るアプローチの３つを使用でき、最後の２つは、完全遡及アプローチを使用できない場合に使用できる。

　当社グループの支配下にある企業の大部分は、修正遡及アプローチを適用しており、若干のポートフォリオに

は、移行日における契約の公正価値を基礎とするアプローチが適用されている。

　実際には、特にシステム移行やデータ保持要件が原因で完全遡及アプローチの適用に必要なすべてのまたは十分

な粒度の情報を取得できないため完全遡及アプローチを適用することはできない状況にある。さらに、完全遡及ア

プローチを適用するには、過去の期間における経営者の仮定または意図の再構成も必要となる。

　修正遡及アプローチの目的は、過大な費用や労力を掛けなくても取得できる、合理的で裏付け可能な情報をもと

に、本基準を遡及適用した場合に得られる結果に可能な限り近い結果を得ることにある。

　このため関係各社は、補償保険契約ポートフォリオであるか生命貯蓄保険契約ポートフォリオであるかは問わ

ず、以下の原則に従って、既存契約ポートフォリオの大半に修正遡及アプローチを適用した。

　一般測定モデルで評価されている補償保険契約については、修正遡及アプローチを適用する場合、原則として、

以下のような簡素なアプローチを用いて当初認識日と移行日の間における変動を遡及的に再構成する方法により、

移行日現在の負債評価に基づいて当初認識日現在の負債評価を再構成する処理が必要となる。

－　適用開始日現在のキャッシュ・フローは、移行日現在の額に、両日の間に計上された実際キャッシュ・フロー

を加える方法で見積られる。

－　当初の割引率は、当初認識日現在の割引率を推計したイールド・カーブを用いて決定できる。

－　適用開始日と移行日の間における非金融リスクに係るリスク調整の変動は、類似契約において観察できる解放

のパターンをもとに見積ることができる。

　このアプローチを用い適用開始日に再構成される残存カバーに係る負債については、適用開始日の時点で残存し

ている獲得費用控除後の、当該時点で残存している契約上のサービス・マージンを決定するために、期中に支払わ

れた獲得費用控除後の、適用開始日における契約上のサービス・マージン(存在する場合)が、移行前の期間中に提

供されたサービスに応じて償却される。

　移行日の時点で単一のグループに含まれている契約については、移行日現在の割引率または平均割引率を使用で

きる。

　割引率の変動が負債に及ぼす影響は、金融収益または費用の変動を損益計算書と資本に分解する選択肢を保持す

る場合を除き、損益計算書に認識される。当該選択肢を採用する場合には、移行日現在の資本計上額を、残存カ

バーに係る負債については適用開始日の金利で、発生保険金に係る負債については、保険事故発生日の金利でそれ

ぞれ再計算しなければならない。上記の再構成が不能な場合には、資本表示額をゼロにしなければならない。
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　再構成上、行っている簡素化には、主に、以下のものが含まれている。

－　入手可能なデータに基づく年次コホート単位の再構成または移行日の時点での単一のグループへの集約。

－　履行キャッシュ・フローや未償却の獲得費用を再構成する処理。

－　契約発行日から移行日までの間におけるリスク調整を解放する処理。

－　割引率(年次コホート単位で再構成する場合は適用開始日現在の割引率、移行日の時点での単一のグループへ

の集約の場合は平均割引率)。

－　割引率の変動に関して資本の変動に振り替えられ、移行日に純損益へ再分類される額で、過去の割引率に基づ

き再構成されたか、当該再構成が不能な場合にゼロにリセットされた額。

　簡便測定法で評価されている補償保険契約については、概して、移行日現在の残存カバーに係る準備金は、過去

における、獲得費用控除後の未経過保険料に係る準備金をもとに決定される。これらの保険に起因する発生保険金

に係る準備金は、移行日における期待キャッシュ・フローと、非金融リスクに係るリスク調整から成る。キャッ

シュ・フローが割り引かれている場合であって、金融収益または費用の変動を、損益計算書と資本の間で分解する

ことが選択されているポートフォリオについては、割引率の変動に関連して資本の変動に計上された額のうち、移

行日に純損益へ再分類される額は、過去の割引率に基づき再構成されたか、当該再構成が不能な場合にゼロにリ

セットされた。

　変動手数料アプローチで評価されている生命貯蓄保険契約については、修正遡及アプローチを適用する場合、移

行日現在の負債評価から適用開始日現在の負債評価に向かって再構成する処理も必要となるが、本基準では、これ

らの契約について、移行日現在の契約上のサービス・マージンは以下のアプローチで決定されると定めている。

－　初めに、移行日における原資産の実現可能価額から、移行日現在の履行キャッシュ・フロー(割引キャッ

シュ・フローとリスク調整から成る)を差し引く。

－　この額に、保険契約者からの受取保険料およびリスク調整の変動額を加えた額から、期中に支払った獲得

キャッシュ・フローを差し引く。

－　その後は、再構成した、当初の、獲得費用控除後の契約上のサービス・マージンを移行日まで償却する形で、

移行日までに提供済みのサービスと残存獲得費用を反映する。

　このアプローチを適用することで実現された簡素化の内容には、主に次のようなものがある。

－　欧州規則に定められている(年次コホート要件の適用)免除の選択に従い、既存の契約を、年次コホート単位で

はなく、移行後の想定グループ単位でグループ化した。

－　有配当契約、非有配当契約および資本に共通の一般勘定について、原資産を、保険契約者配当を計算するため

に用いられている内訳をもとに定義した。

－　移行日現在の契約上のサービス・マージンを以下のように再構成した。

　　－　原資産の公正価値を基礎とし、移行日現在の履行キャッシュ・フローを差し引く。

　　－　移行日までロールオーバーされた過去のマージン(「期間中に提供されたサービスに応じて償却される

額」を考慮する、移行日後も継続して使用するアプローチを用いて決定)を加える。

　　－　残存獲得費用を差し引く。
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－　資本の変動に計上されており、会計上のミスマッチに係る調整として、移行日に純損益へ再分類される額を、

移行日において資本に認識されている原資産の公正価値を用いて決定した。

　最後に、移行日現在の契約上のサービス・マージンは、公正価値アプローチに基づき、移行日における、要求払

額を考慮せず算定された実現可能価額と履行キャッシュ・フローとの差額として決定された。このアプローチは、

修正遡及アプローチの適用ができなかった一部の重要でないポートフォリオについて用いられた。これらのポート

フォリオについては、ソルベンシーIIに基づく評価をもとに公正価値が見積られ、特に、2018年以降に実施された

最近の企業結合においては、取得価格配分手続を通じて保険契約に配分された額をもとに見積られた。

 

- IAS第39号からIFRS第９号への移行

　保険会社の金融資産および負債は、各社の保険負債に対応するポートフォリオまたは各社の資本に対応するポー

トフォリオ単位で管理される。このため事業モデルは、IFRS第９号への移行日に、これらのポートフォリオに沿っ

て決定された(注２「IFRS第17号およびIFRS第９号の初度適用による影響」参照）。

　

-　IFRS第17号に関連するその他の基準の改訂

　当社グループは、IFRS第17号に起因するIAS第40号およびIAS第16号の改訂も適用したことから、直接連動有配当

契約の原資産として保有している不動産を、純損益を通じて公正価値で測定することになった。また、IAS第32号

とIFRS第９号の改訂も適用し、直接連動有配当契約の原資産として保有され純損益を通じて公正価値で測定されて

いる当社グループ発行の金融資産を、貸借対照表に引き続き計上することが可能になった。

移行日前の企業結合（のれんを含む）は、IFRS第４号に基づく特定の無形資産の取消しを除き、修正されなかっ

た。

・　銀行間取引金利(以下「IBOR」という。)およびユーロ圏無担保翌日物平均金利(以下「EONIA」という。)と

いった金利の改革については、2018年度末に、当社グループは、すべての業務部門および機能を含む全社的な

移行プログラムを開始した。このプログラムの目的は、移行に伴うリスクを減らし、関連当局が定めている期

限を守りながら、主要な関連法域および通貨(ユーロ、英ポンド、米ドル、スイス・フランおよび日本円)にお

ける旧指標金利から新指標金利への移行を管理および実施することにあった。当社グループは、各国の中央銀

行や金融規制当局との全市場的なワーキング・グループに協力してきた。

　欧州では、EONIAから€STRへの移行(両指標間のスプレッドは固定されていることから、単純な計算のみで可

能な移行)が2021年12月末に完了した一方、欧州銀行間取引金利(以下「EURIBOR」という。)については、無期

限に維持されることが確認された。

日本円のシンセティックLIBORの公表は2022年末に中止された。シンセティック英ポンドLIBORについては、

１ヶ月物および６ヶ月物設定の公表が2023年３月に中止されたため、３ヶ月物設定のみが残り、これは2024年

３月まで存続する。
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米国では、2023年の中頃まで米ドルLIBORの公表が継続される旨の決定が下され、米国法に準拠したレガ

シー契約に対処するための立法措置が、2022年度第１四半期に連邦レベルで可決された。2023年４月上旬に、

金融行為監督機構（以下「FCA」という。）は、指標金利管理者であるICE BAに対し、シンセティック手法を

用いた１ヶ月物、３ヶ月物および６ヶ月物の米ドルLIBORの公表を2023年６月30日後、2024年９月30日まで継

続するよう義務付ける旨の決定を下したことを発表した。

詳細な移行計画の導入および実施を通じて、当社グループは新基準金利への移行を完了した。

　　　国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)は、2019年９月にIAS第39号およびIFRS第７号の改訂「フェー

ズ１」を公表し、該当するヘッジ対象またはヘッジ手段の指標金利改革後の金利への移行中に生じる不確実性

が存在する状況であっても、指標金利改革の影響を受けるヘッジを継続できるように、ヘッジ会計の要求事項

を変更した。当社グループは、欧州委員会が2020年１月15日に採択したこれらの改訂を2019年12月31日より適

用している。

　　　IASBは、2020年８月に、IFRS第９号、IAS第39号、IFRS第７号、IFRS第４号およびIFRS第16号の改訂

「フェーズ２」を公表し、新指標金利への実際の移行期間中に適用されるいくつかの変更点を明らかにした。

本改訂により、IBOR金利改革が原因で金融商品の契約上のキャッシュ・フロー算定基礎が変化する場合でも、

変化前の基礎と変化後の基礎が経済的に同等であれば、変動金利の金利リセット時と同様の方法で当該変化を

会計処理することが可能になる。また本改訂により、ヘッジ文書の内容を変更して、ヘッジ対象、ヘッジ手

段、ヘッジ対象リスクおよび／または新指標金利への移行期間中における有効性測定方法の修正を反映すれ

ば、ヘッジ関係を継続することも可能になる。

　　　当社グループは、新RFRに移行する結果として修正される既存のヘッジ関係を維持するため、欧州委員会が

2020年12月に採択したこれらの改訂を2020年12月31日より適用している。　　　

・　国際的な税制改革に関する経済協力開発機構（OECD）の第二の柱の勧告を受けて、欧州連合は2022年12月14日

に、国際的グループの最低法人所得税を定める2022/2523指令を採択した。同指令は2024年１月１日に発効す

る。

同指令の潜在的な影響を明確にする目的で、IASBは、2023年５月23日にIAS第12号「法人所得税」の一連の

改訂を公表し、欧州連合はこれを2023年11月８日に採択した。これらの改訂の規定に従い、当社グループは、

この追加課税に関連する繰延税金を認識しない旨の強制的かつ一時的な例外規定を適用している。

入手可能な情報に基づき、第二の柱改革の採択後の影響は、当社グループにとって重要ではないものと見込

まれる。国別の税引前利益および法人税は、一括登録書類第８章（パート8.6、セクションII. 国別の損益勘

定項目および従業員数）に記載されている。

・　フランスでは、2023年４月14日に施行された年金制度改革による変更は、IAS第19号104項に基づく退職後給付

の変更に該当する。この変更による重要でない影響は当期の損益に計上された。

　2023年１月１日から強制適用されている他の基準、改訂および解釈指針、特にIAS第１号「財務諸表の表示」、

IAS第８号「会計上の見積りの変更および誤謬」ならびにIAS第12号「法人所得税」に対する改訂の導入は、2023年

12月31日現在の当社グループ財務諸表に影響を及ぼさなかった。

　当社グループは、欧州連合が採択した新基準、改訂および解釈指針のうち、2023年度における適用が任意のもの

については早期適用しなかった。
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注１.b　連結

注１.b.１　連結の範囲

　BNPパリバの連結財務諸表には、当社グループが単独でおよび共同で支配している企業や重要な影響力を行使し

ている企業が含まれるが、連結に含めることが当社グループにとって重要でないと考えられる企業は除外される。

連結子会社の株式を保有する企業も連結に含まれる。

　子会社は、当社グループが有効な支配権を獲得した日より連結される。一時的に支配下にあった企業は、売却日

まで連結財務諸表に含まれる。

 

注１.b.２　連結の方法

独占的支配

　支配下企業は全部連結されている。当社グループは、特定子会社への関与により得られる変動リターンにさらさ

れているか、変動リターンに対する権利を持っており、当該子会社に対する法的権限の行使を通じて当該リターン

に影響を及ぼすことができる場合、当該子会社を支配しているものとみなされる。

　議決権が支配の有無の決定要因となる企業については、当社グループが当該議決権の過半数を直接または間接的

に保有している場合(であって、当該議決権に伴う法的権限が変化する根拠となる契約条項が存在しない場合)、ま

たは該当企業の関連業務を指揮する法的権限が契約に基づき当社グループに付与されている場合、当社グループ

は、概して、当該企業を支配していることとなる。

　ストラクチャード・エンティティとは、議決権が支配の有無の決定要因とならないような方法(議決権は管理業

務に関する決議においてのみ行使できるようにするという方法や、関連業務は契約上の取決めに沿って指図される

ようにするという方法など)で設立された企業をいい、一般的には、制限された活動、狭く十分に明確化された目

的、劣後的な財務的支援なしに活動資金を賄うには不十分な資本といった特徴または属性を有している。

　ストラクチャード・エンティティについての支配を分析する際には、当該企業の設立目的や構造、当該企業が負

うこととなるであろうリスク、また当社グループが関連する変動性を吸収できる程度を検討する必要がある。支配

の有無を評価する際には、当社グループが、実質的に、そのリターンに重大な影響を及ぼす可能性のある決定(不

確実な将来の事象または状況に基づく決定であってもよい)を下せるかどうかについて判定できるような、あらゆ

る事実や状況を検討する必要がある。

　当社グループが支配権の有無を評価する際に検討すべき点は、当社グループまたは第三者のいずれが実質的な権

利を保有しているのかという点のみである。被支配企業が実施すべき関連業務に関する決定の際に実質的に行使で

きる権利を保有している者が実質的な権利の保有者としてみなされる。

　支配の有無を左右する１つ以上の要素が変化したことを示す事実や状況がある場合、支配権の有無が再評価され

る。

　当社グループが、契約に基づき、意思決定に関する法的権限を保有している場合(当社グループがファンド・マ

ネージャーとして活動している場合など)には、当社グループが、他人勘定または自己勘定のいずれを用いて活動

するかを判定する必要がある。実務では、変動リターンに一定程度さらされている場合、当該権限は、当社グルー

プが自己の利益のために行動していることを示唆する要素となるため、当社グループは、該当企業を支配している

ものとみなされる。
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　少数株主持分は、連結企業内の連結損益計算書および貸借対照表に単独の勘定科目として計上される。少数株主

持分の計算では、子会社が発行した資本性金融商品に分類される優先株式が当社グループ外で保有されている場

合、当該優先株式の累積残高を考慮する。

　全部連結されているファンドについては、第三者投資家が有する持分は、当該投資家が償還を求めた場合には公

正価値で償還されるため、純損益を通じて公正価値で測定する負債として認識される。

　支配権を喪失した取引については、当社グループが引き続き保有する資本持分が、純損益を通じて公正価値で再

測定される。

 

共同支配

　当社グループは、(被支配企業のリターンに重大な影響を及ぼす)関連業務について全会一致で合意することを求

めている契約に基づき当該業務を１社以上の提携会社と共同で支配している場合、当該業務を共同支配しているも

のとみなされる。前述の共同支配業務が別の事業体(この事業体の純資産について前述の提携会社が各種権利を有

している事業体)を通じて行われる場合、この共同支配企業は、持分法を用いて会計処理される。前述の共同支配

業務が別の事業体を通じて行われない場合、または前述の提携会社が、当該業務に伴う資産について何らかの権利

を有しているか、当該業務に伴う負債について何らかの義務を負っている場合、当社グループは、当該業務に伴う

資産、負債、収益および費用の持分を、適用されるIFRSに従って会計処理する。

 

重要な影響力

　当社グループが重要な影響力を行使する企業または関連会社は、持分法で会計処理される。重要な影響力とは、

支配権を行使することなく、対象企業の財務および業務上の方針に関する決定に参加する力である。当社グループ

が当該企業の議決権の20％以上を直接的または間接的に保有する場合には、重要な影響力があるものとみなされ

る。持分が20％未満の場合でも、当社グループが重要な影響力を行使している場合には連結範囲に含めることがで

きる。具体例を挙げると、他の関連会社との提携で設立された会社であって、BNPパリバ・グループが、取締役会

またはこれに相当する統治機関の代表を通して、当該企業の戦略決定に参加する場合、経営システムを提供するか

シニア・マネージャーを派遣することにより会社の運営管理に影響力を行使する場合、または会社の発展を支援す

る技術的支援を行う場合などはこれに該当する。

　関連会社(持分法適用会社)の純資産の変動は、貸借対照表の資産側の「持分法投資」および株主資本の関連する

勘定で認識される。関連会社について計上されるのれんも、「持分法投資」に含まれる。

　減損の兆候がある場合には、持分法で連結されている投資(のれんを含む)の帳簿価額について、回収可能価額

(使用価値と正味売却可能価額のいずれか高い方の価額)と帳簿価額を比較する方法で減損テストが実施される。該

当する場合、連結損益計算書の「持分法適用会社投資損益」に減損が認識される。なおこの減損は、状況により、

後日戻入される場合がある。
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　持分法適用会社の損失に対する当社グループの持分が、当該持分法適用会社に対する投資の帳簿価額以上に達し

た場合、当社グループは、それ以上の損失を含めることを停止し、そのような投資の価値はゼロとして計上され

る。当社グループが契約に基づき法的債務か推定的債務を負う範囲内、または持分法適用会社に代わって支払いを

行った範囲内でのみ、当社グループは持分法適用会社の損失を追加計上する。

　当社グループは、ベンチャー・キャピタル組織、ミューチュアル・ファンドもしくはオープンエンド型投資会社

である事業体、または投資関連保険ファンドといった類似事業体を通じて直接または間接的に関連会社の持分を保

有している場合、当該持分を、純損益を通じて公正価値で測定することを選択できる。

　連結対象企業に対する投資に係る実現損益は、損益計算書の「長期性資産に係る純利益」に認識される。

　連結財務諸表は、類似の環境において生じた同種の取引およびその他の事象に関して統一された会計方針を用い

て作成される。

 

注１.b.３　連結手続

・　グループ会社間の残高と取引の相殺消去

　連結企業間の取引に起因するグループ会社間残高および取引そのもの(収益、費用および配当を含む)は相殺消去

される。グループ会社間の資産の売買に起因する損益は相殺消去される。ただし、売却された資産の価値が減損し

ている兆候がある場合は例外となる。資本を通じて公正価値で測定する金融商品の価額に含まれる未実現損益は、

連結財務諸表に引き続き計上される。

　例外として、IAS第32号およびIFRS第９号の改訂により、グループ会社間の資産は、直接連動有配当契約の基礎

となる要素として保有する場合には、引き続き貸借対照表に計上することが認められる。これらの資産は、純損益

を通じて公正価値で測定される。これらは以下の通りである。

- IAS第32号の改訂による自己株式

- IFRS第９号の改訂における企業が発行した金融負債

これらの規定は、直接連動有配当契約を発行する当社グループの保険会社によって適用されており、その基礎と

なる要素には、当社グループが直接または連結投資事業体を通じて発行した証券が含まれる。

 

・　外貨で表示された計算書類の通貨換算

　BNPパリバの連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。

　機能通貨がユーロでない企業の財務諸表は、決算日レート法により換算される。この方法によれば、すべての資

産・負債は(貨幣性、非貨幣性を問わず)、決算日の直物為替レートによって換算される。収益・費用の項目は、会

計期間の平均レートで換算される。

　超インフレ経済国に所在する当社グループ子会社の財務諸表のうち、一般物価指数を適用したインフレ調整を過

去に実施済みの財務諸表は、決算日レート法により換算される。このレートは、資産および負債の換算と収益およ

び費用の換算に適用される。
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　貸借対照表項目および損益計算書項目の外貨換算差額は株主資本の「為替差額」に計上され、外部投資家帰属部

分は「少数株主持分」に計上される。IFRS第１号によって認められている任意の会計処理に基づき、当社グループ

は2004年１月１日現在の期首貸借対照表において親会社株主および少数株主持分に帰属するすべての累積為替換算

差額を利益剰余金に振り替え、すべての換算差額をゼロとした。

　投資の種類が変化する(支配権もしくは重要な影響力を喪失するか、重要な影響力を維持することなく共同支配

権を喪失する)こととなるような、ユーロ圏外に拠点を置いている外国企業に対する持分の一部または全部の清算

または売却の際には、当該清算または売却日現在で資本の累積為替差額勘定に計上されている額(段階法で算出さ

れた額)が損益計算書に認識される。

　投資の種類変更にはつながらないものの、持分割合は変化する場合、投資先企業が全部連結されていれば、為替

差額が親会社株主帰属部分と少数株主帰属部分の間で再配分され、投資先企業が持分法で連結されていれば、売却

持分に関する部分の為替差額が損益計算書に計上される。

 

注１.b.４　企業結合とのれんの測定

・　企業結合

　企業結合はパーチェス法を用いて会計処理される。

　パーチェス法では、被取得会社の識別可能な資産および引受けた負債は、取得日の公正価値で測定される。ただ

し、売却目的で保有する資産に分類される長期性資産は、売却費用控除後の公正価値で計上される。

　被取得会社の偶発債務は、当該債務が取得日における現在の債務を表しており、当該債務の公正価値が信頼性を

もって見積り可能な場合を除き、連結貸借対照表に認識されない。

　企業結合の取得原価とは、交換日現在の取得資産、引受債務、および被取得会社の支配を獲得するために発行さ

れた資本性金融商品の公正価値である。企業結合に直接帰属する費用は個別取引に伴う費用として取り扱われ、損

益計算書を通じて認識される。

　条件付対価は、支配権を得た時点で、支配権を取得した日の公正価値で取得原価に含まれる。金融負債として認

識済みの条件付対価のその後の価額変動は、損益計算書を通じて認識される。

　当社グループは、暫定的な会計処理について取得日から12ヶ月以内に調整額を認識することがありうる。

　のれんとは、企業結合の取得原価と、被取得会社の識別可能な資産および負債の取得日現在の公正価値純額に対

する取得会社の持分との差額である。正ののれんは取得会社の貸借対照表で認識され、負ののれんは取得日に即時

に損益計算書で認識される。少数株主持分は、被取得会社の識別可能な資産および負債の公正価値に対する持分で

測定される。ただし当社グループは、各企業結合に係る少数株主持分を公正価値で測定することを選択でき、その

場合にはのれんの一定割合が少数株主持分へ配賦される。当社グループがこれまでに後者の選択を行ったことはな

い。

　のれんは被取得企業の機能通貨で認識され、決算日レートで換算される。

　取得以前より保有していた被取得会社に対する株式持分は、当該取得日に、損益計算書を通じて公正価値で再測

定される。このため段階取得の場合、のれんは、当該取得日現在の公正価値を参照して算定される。
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　IFRS第３号(改訂)は非遡及適用されているため、2010年１月１日以前に完了した企業結合については、IFRS第３

号の変更による影響を反映するための修正再表示を行っていない。

　IFRS第１号により認められている通り、2004年１月１日より前に行われ、以前適用されていた会計基準(フラン

スGAAP)に準拠して計上された企業結合については、IFRS第３号の原則に準拠した修正再表示は行われていない。

企業結合により取得した保険契約に特有の事項については、注１.g.２の「認識および認識中止」に記載されて

いる。

 

・　のれんの測定

　BNPパリバ・グループは、のれんの価値の減損について定期的にテストしている。

－　資金生成単位

　BNPパリバ・グループは、すべての活動を主要な業務部門を表す資金生成単位
(2)

に分けている。この分類

は、当社グループの組織構造および管理方法に合致するものであるとともに、業績および管理のアプローチ

の観点から見た各単位の独立性を反映したものとなっている。分類は、企業買収、売却、大規模な組織変更

など、資金生成単位の構成に影響を与える可能性の高い事象を考慮するため定期的に見直される。

 

(2)
IAS第36号による定義。

 

－　資金生成単位の減損テスト

　資金生成単位に割り当てられたのれんに対し、年に一度、さらに減損の兆候があれば随時、当該単位の帳

簿価額と回収可能価額との比較により減損テストが行われる。回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、戻入

不能な減損損失が認識され、当該単位の帳簿価額のうちの回収可能価額を上回る部分についてのれんの価額

を切り下げる。

－　資金生成単位の回収可能価額

　資金生成単位の回収可能価額は、資金生成単位の売却費用控除後の公正価値と当該資金生成単位の使用価

値の内、いずれか高い方となる。

　公正価値とは、測定日現在の市場実勢で資金生成単位を売却した場合に得られるであろう価格をいう。こ

の価格は主に、類似企業の最近の取引実勢価格を参照して、あるいは比較対象企業の株価倍率を基に算出さ

れる。

　使用価値は、資金生成単位によって生み出される将来のキャッシュ・フローの見積りに基づいており、当

該単位の管理職が作成し当社グループの経営上層部が承認した年間見通しおよび市場における資金生成単位

の活動のポジショニングの変更に関する分析から算出される。これらのキャッシュ・フローは、資金生成単

位が属する事業分野および関連地域への投資に対して投資家が求める期待収益率で割引かれる。
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注１.c　外貨取引の換算

　当社グループが行う外貨取引に関連する資産および負債の会計処理方法、ならびに当該取引により生じる為替リ

スクの測定方法は、当該資産または負債が貨幣性項目または非貨幣性項目のいずれに該当するかにより異なる。

－　外貨表示の貨幣性資産・負債
(3)

　外貨表示の貨幣性資産・負債は決算日レートで当社グループの関連事業体の機能通貨に換算する。外国為

替換算差額は、キャッシュ・フロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じる

もの(これらは株主資本勘定で認識する)を除き、損益計算書で認識する。

 

(3)
貨幣性資産・負債とは、固定または決定可能な金額で受領または支払うことになる資産および負債である。

 

－　外貨表示の非貨幣性資産・負債

　非貨幣性資産は、取得原価または公正価値のいずれかで測定する。外貨表示の非貨幣性資産は、取得原価

で測定する場合には取引日(すなわち、非貨幣性資産の当初認識日)の為替レートを用いて、公正価値で測定

する場合には決算日レートで換算する。

　公正価値で測定する外貨表示の非貨幣性資産(資本性金融商品)に関する外国為替換算差額は、当該資産が

「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される場合には損益計算書に認識され、「資本を通

じて公正価値で測定する金融資産」に分類される場合には資本に認識される。

 

注１.d　超インフレ経済下の財務情報

　当社グループは、経済が超インフレ状態にある国に所在する連結子会社の財務諸表表示にIAS第29号を適用して

いる。

IAS第29号は、経済が超インフレであるかどうかを評価するための多くの量的・質的基準を提示しており、それ

には、３年間の累積インフレ率が100％に近づいているかまたは超えていることも含まれる。

超インフレ国にある子会社の資本および損益計算書科目を含むすべての非貨幣性資産および負債は、消費者物価

指数（CPI）の変動に基づいて修正再表示されている。１月１日から決算日までの間のこの修正再表示の結果、正

味貨幣持高に係る利得または損失が認識され「長期性資産に係る純利益」に計上された。これらの子会社の財務諸

表は、決算日レートでユーロに換算されている。

超インフレ経済下にある子会社の財務諸表の物価変動調整および換算の影響の分類に関する2020年３月のIFRIC

決定の規定に従い、当社グループは、これらの影響（IAS第29号の初度適用日における正味帳簿価額の影響を含

む）を、為替差額に関連し資本に直接認識される資産および負債の変動に表示することを選択した。

2022年１月１日より、当社グループは、トルコに所在する連結子会社の財務諸表表示にIAS第29号を適用してい

る。

 

注１.e　正味受取利息、手数料およびその他の業務収益

注１.e.１　正味受取利息

　償却原価で測定する負債性金融商品および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品に関連する収益

および費用は、実効金利法を用いて損益計算書に認識される。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 680/1141



　実効金利とは、当該金融商品の予想残存期間(それが適切な場合は、それより短い期間)における予想将来キャッ

シュ・フローの割引後の価額が、貸借対照表上の資産または負債の帳簿価格総額と同等になるような利率をいう。

実効金利測定の際には、実効金利の不可分な要素を構成する契約当事者間で授受されるすべての手数料、取引費

用、ならびにプレミアムおよびディスカウントを考慮する。

　利息の追加分とみなされる手数料は実効金利に含まれ、損益計算書の「正味受取利息」に認識される。ローン組

成が、50％超の可能性で行われると考えられる場合、このカテゴリーには、特に、融資コミットメントに係る手数

料が含まれる。融資コミットメントに関して受け取った手数料は、融資実行まで繰り延べられ、その後は、実効金

利の計算に含まれ、貸出期間にわたって償却される。シンジケーション・コミッションも、他のシンジケート団参

加者への報酬に相当する手数料部分については、このカテゴリーに含まれる。

 

注１.e.２　手数料およびその他の業務収益

　銀行業務や提供した類似サービスに関して受け取った手数料(実効金利の不可分な要素を構成するものは除く)、

不動産開発からの収益、またリース契約に関連して提供したサービスからの収益はIFRS第15号「顧客との契約から

生じる収益」の適用対象に含まれる。

　本基準では、５ステップの原則に基づき収益を認識する単一のモデルを定めている。この５ステップに従うと、

契約に含まれる別個の履行義務を識別し、取引価格をそれらに配分することができる。当該履行義務に関する収入

は、履行義務が果たされた時(すなわち、契約した財またはサービスの支配が移転した時)に収益として認識され

る。

　サービスの価格には、変動要素が含まれることがある。変動額は、その額を計上しても大幅な下方修正が必要と

ならない可能性が非常に高い場合に限り、損益計算書に認識できる。

 

・　手数料

　当社グループは、受取手数料および支払手数料を、下記のいずれかにより損益計算書に計上する。

－　顧客が継続的にサービスを受ける状況では、サービス期間にわたって計上する。具体例を挙げると、この手数

料には、サービスが継続的に提供される顧客との取引に伴う一定の手数料、融資コミットメントに伴う手数料

であって、融資実行を生じさせる可能性が低いため金利差益に含まれないもの、金融担保に係る手数料、金融

商品の清算手数料、信託および類似業務に関する手数料、有価証券保管手数料などが含まれる。

　　融資保証コミットメントに際して受け取った手数料は、当該コミットメントの当初の公正価値を表すものとみ

なされる。その結果生じた負債は、その後、手数料収益において、当該コミットメントの期間にわたって償却

される。

－　他の状況では、サービス提供時点で計上する。具体例を挙げると、この手数料には、受け取った販売手数料、

アレンジメント・サービス報酬であるローン・シンジケーション手数料、アドバイザリー手数料などが含まれ

る。
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・　その他の業務収益

　不動産開発業務収益やリース契約に関連して提供したサービスからの収益は、損益計算書の「その他の業務収

益」に計上される。

　不動産開発業務収益に関しては、当社グループは下記のように損益計算書に計上する。

－　履行義務によりある資産が創出または増価される状況であって、創出または増価されている当該資産について

顧客が支配を獲得する状況(資産が所在する土地上で顧客が建設中の資産を支配するなど)、またはサービスを

提供しても企業が他に転用できる資産が創出されず、現在までに完了した履行に対する支払いを強制できる権

利が企業に付与される状況では、履行期間にわたって計上する。フランスのVEFA(将来の完成状態で販売)と

いった契約はこれに該当する。

－　他の状況では完了時に計上する。

　リース契約に関連して提供したサービスからの収益に関しては、当社グループはサービス提供中に(すなわち、

メンテナンス契約のために生じた費用に応じて)損益計算書に計上する。

 

注１.f　金融資産および金融負債

　金融資産は、該当資産の事業モデルおよび契約上の特性に応じて、当初認識時に、償却原価で測定する金融資

産、株主資本を通じて公正価値で測定する金融資産または純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類され

る。

　金融負債は、当初認識時に、償却原価で測定する金融負債または純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に

分類される。

　金融資産および負債は、当社グループが当該金融商品に係る契約の当事者となった時に貸借対照表に認識され

る。適用規則が定めている期間または関連市場では慣例となっている期間内における金融資産の購入および売却

は、決済日に貸借対照表に認識される。

 

注１.f.１　償却原価で測定する金融資産

　金融資産は、事業モデルの目的が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために当該資産を保有することにあ

るという条件と、キャッシュ・フローが、元本と付帯利息に関する支払いのみで構成されているという条件の２つ

を満たす場合、償却原価で測定する金融資産に分類される。

 

・　事業モデル基準

　金融資産は、特定の事業モデル(資産の残存期間にわたり契約上の支払いを回収することを通じてキャッシュ・

フローを回収するために当該資産を保有することを目的とするモデル)内で管理される。

　該当金融商品の満期に近い時点で、残りの契約上のキャッシュ・フローに近い金額で行われた売却、または取引

相手の信用リスクが増大したために行われた売却は、その目的が契約上のキャッシュ・フローを回収することにあ

る事業モデル(以下、「回収目的保有事業モデル」という。)に整合する。規制要件を満たすために、または(当該

資産の信用リスク増大を招かないように)信用リスクの集中を管理するために行われる売却についても、売却の頻

度が低いか、または金額が僅少である場合には、この事業モデルに整合する。
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・　キャッシュ・フロー要件

　このキャッシュ・フロー要件は、負債性金融商品の契約条件が、元本の返済と、未払元本残高に付帯する利息の

支払いのみに充てられるキャッシュ・フローを特定の日に生じさせることである場合に満たされる。

　契約上の特性により、保有者が、複雑でない契約や「一般的な貸付」契約と整合しない契約上のキャッシュ・フ

ローに係るリスクまたはその変動にさらされることとなる場合、この基準は満たされない。また、契約上のキャッ

シュ・フローの変動性を増大させるレバレッジが存在する場合にも、この基準は満たされない。

　利息は、貨幣の時間価値や信用リスクの対価、他のリスク(流動性リスクなど)や費用(管理費など)に対する対

価、また一般的な貸付契約と整合する利益マージンで構成される。マイナス利息によって、キャッシュ・フロー要

件の充足に疑義が生じることはない。

　貨幣の時間価値は、一般的には「金利」部分と呼ばれる利息の要素で、時間の経過のみに対する対価を提供す

る。金利と時間の経過の関係は、キャッシュ・フロー要件の充足に疑義を生じさせる可能性のある固有の特徴によ

り修正されるものであってはならない。

　このため、金融資産の変動金利が、金利の期間と一致しない頻度で定期的に改定されている場合、貨幣の時間価

値は修正されたとみなされる可能性があり、修正の大きさによっては、キャッシュ・フロー要件が満たされなくな

る可能性がある。当社グループが保有している金融資産の中には、金利改定の頻度と、指標金利またはベンチマー

ク金利の平均に連動している金利の満期までの期間が一致していないものがある。当社グループは、この貨幣の時

間価値の修正について分析するための一貫した手法を開発した。

　規制金利は、時間の経過に対する対価と概ね整合する対価を提供する場合であって、一般的な貸付契約(リブレA

貯蓄口座保有者に供与される貸出など)と整合しない契約上のキャッシュ・フローに係るリスクまたはその変動に

さらされない場合に、キャッシュ・フロー要件を満たす。

　一部の契約条項は、キャッシュ・フローの発生時期または金額を変化させることがある。繰上償還オプション

は、当該支払額が、ほぼ未払元本と付帯利息の合計額に相当する場合、契約の早期終了に対する合理的な補償が含

まれている可能性があり、キャッシュ・フロー要件の充足には問題がない。具体例を挙げると、リテール顧客に対

する貸出金については、６ヶ月分の利息または発行済資本の３％を限度とする補償は合理的だとみなされる。残存

する契約上の貸出金のキャッシュ・フローと、満期までの残存期間が近似した類似の取引先に対する貸出または銀

行間市場への再投資額との差額の割引価値に相当する数理計算上の違約金も、補償が正または負のいずれとなる場

合(すなわち、「対称的な」損失補償の場合)であっても合理的だとみなされる。金融商品の発行体または保有者が

金利を変動金利から固定金利に変更できるオプションは、固定金利が、組成時に決められた金利である場合、また

はオプション行使日における、当該商品の満期までの残存期間に対応する貨幣の時間価値に相当する場合、キャッ

シュ・フロー要件の充足を妨げない。企業の持続可能な発展を促すための融資に係る、環境・社会・ガバナンス

(ESG)目標の達成度に基づくマージン調整条項は、一括登録書類第７章に開示されており、その調整が最小限とみ

なされる場合、キャッシュ・フロー要件の充足に影響を与えることはない。ESG関連指数連動型仕組商品はキャッ

シュ・フロー要件を充足しない。
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　原資産ポートフォリオが受け取る支払いと契約上リンクしている金融資産であって、各投資家への支払いに優先

順位がついており(「トランシェ」)、その結果として信用リスクの集中を生むような特殊なケースの場合、固有の

分析が実施される。トランシェの契約上の特性と、原金融商品ポートフォリオの契約上の特性は、キャッシュ・フ

ロー要件を満たすものでなければならず、トランシェの信用リスクは、原金融商品プールの信用リスク・エクス

ポージャー以下でなければならない。

　貸出金は、特別目的事業体に供与される場合、契約上または実質的に「ノンリコース」となる場合がある。ノン

リコースとなるのは、特に、多くのプロジェクト・ファイナンスまたは資産担保ローンの場合である。これらの貸

出金が、担保として機能する資産に対する直接的なエクスポージャーとならない限り、キャッシュ・フロー要件は

満たされる。実務では、金融資産が明らかに元本および利息の支払額と一致するキャッシュ・フローを生み出すも

のであるという事実のみをもって、当該金融商品がキャッシュ・フロー要件を満たしていると結論付けるのは十分

な判断とはいえない。この場合には、リミテッドリコースである特定の原資産を、「ルックスルー」アプローチを

用いて分析する必要がある。これらの資産自体がキャッシュ・フロー要件を満たしていない場合には、既存の信用

補完が評価される。この評価においては、取引の構造や規模、当該取引における自己資金の水準、想定している返

済原資、原資産の価格ボラティリティといった要素が検討される。この分析は、当社グループが供与した「ノンリ

コース」ローンを対象に実施される。

　「償却原価で測定する金融資産」カテゴリーには、特に、当社グループが供与する貸出金や売戻(リバース・レ

ポ)契約、また契約上のキャッシュ・フローを回収するために当社グループの資産負債管理(ALM)トレジャリー部門

が保有している有価証券であってキャッシュ・フロー要件を満たすものが含まれる。

 

・　認識

　金融資産は、当初認識時にその公正価値(取引に直接帰属する取引費用や、貸出金の組成に関する手数料を含む)

で認識される。

　その後は償却原価(過去の期間における未収利息を含み、元本の償還および利息の支払額は除く)で測定される。

また、これらの金融資産については、当初認識時から、予想信用損失引当金を測定する必要もある(注１.f.５)。

　利息は、契約開始時に決定された実効金利法を用いて計算される。

 

注１.f.２　株主資本を通じて公正価値で測定する金融資産

・　負債性金融商品

　負債性金融商品は、下記の２つの要件が満たされている場合、株主資本を通じて公正価値で測定する区分に分類

される。

－　事業モデル要件：金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と金融資産の売却の両方によりその目的が

達成される事業モデル(以下、「回収売却両目的保有事業モデル」という。)のもとで保有される場合。当該回

収と売却の両方は、該当事業モデルに付随する要素ではなく不可欠な要素でなければならない。

－　キャッシュ・フロー要件：原則は、償却原価で測定する金融資産に適用されるものと同じである。
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　特に、契約上のキャッシュ・フローを回収するか資産を売却するために当社グループのALMトレジャリー部門が

保有している有価証券であって、キャッシュ・フロー要件を満たしているものは、このカテゴリーに分類される。

　金融資産は、当初認識時にその公正価値(取引に直接帰属する取引費用を含む)で認識される。その後は公正価値

で測定され、公正価値の変動は、株主資本内の「資本に直接認識され、純損益へ再分類される資産および負債の変

動」と題された固有の勘定に認識される。またこれらの金融資産については、償却原価で測定する負債性金融商品

に対するものと同じアプローチで、予想信用損失引当金を測定する必要もある。関連するリスク費用の影響額は、

株主資本内の同じ固有の勘定に認識される。売却時には、それまで株主資本に認識された公正価値の変動が純損益

に再振替される。

　加えて利息は、契約開始時に決定された実効金利法を用いて損益計算書内に認識される。

 

・　資本性金融商品

　株式に代表される資本性金融商品に対する投資は、選択や個々の状況によっては、株主資本(の固有の勘定)を通

じて公正価値で測定する区分に分類される。株式の売却時に、それまで資本に認識された額が純損益に再振替され

ることはない。配当金は、出資金の払戻しではなく投資家への報酬に相当するものに限り、純損益に認識される。

これらの金融商品は減損対象とならない。

　発行体に償還を請求(プッタブル)できるミューチュアル・ファンドに対する投資は、資本性金融商品の定義を満

たさない。またキャッシュ・フロー要件も満たさないため、純損益を通じて公正価値で認識される。

 

注１.f.３　融資コミットメントおよび保証コミットメント

　融資コミットメントおよび融資保証コミットメントのうち、純損益を通じて公正価値で認識されないものは、融

資コミットメントおよび保証コミットメントに関する注記に表示される。これらのコミットメントについては、予

想信用損失引当金を測定する必要がある。この損失引当金は、「偶発債務等引当金」に表示される。

 

注１.f.４　規制貯蓄預金と貸付契約

　住宅財形貯蓄口座(Comptes Épargne-Logement、以下「CEL」という。)および住宅財形貯蓄制度(Plans

d'Épargne Logement、以下「PEL」という。)は、フランスで販売されている公的規制リテール商品である。これは

預金・貸出金一体型商品であり、預金が貸付の条件になっている。

　これらの商品に関してBNPパリバは２種類の義務を負っている。つまり、契約時に政府が設定した金利で(PEL商

品の場合)、または法が定める物価スライド方式に従い半年ごとに見直す金利で(CEL商品の場合)無期限に預金金利

を支払う義務、および貯蓄期間に取得した権利に応じた金額を契約時に設定した金利で(PEL商品の場合)、または

貯蓄期間に応じた金利で(CEL商品の場合)顧客に対して貸し付ける(顧客の選択による)義務である。
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　各ジェネレーション(PEL商品の場合、一つのジェネレーションはすべて同じ当初金利の商品から成り、CEL商品

の場合、全CEL商品が一つのジェネレーションを構成する)に関連する当社グループの将来債務は、当該ジェネレー

ションのリスクにさらされている残高から将来生じる可能性のある利益を割引くことにより測定する。

　リスクにさらされている残高は顧客行動の実績分析を基に推定され、次の金額と等しくなる。

－　貸付面では、統計的に蓋然性の高い貸付残高および実際の貸付残高。

－　貯蓄面では、統計的に蓋然性の高い残高と最低予想残高との差。条件付きでない定期預金残高を最低予想残高

とみなす。

　貯蓄面では、再投資金利と、再投資期間中のリスクにさらされている預金残高に対する固定預金金利との差が将

来生じる利益とみなされ、貸付面では、再調達金利と、再調達期間中のリスクにさらされている貸出金残高に対す

る固定貸出金利との差が将来生じる利益とみなされる。

　貯蓄面での再投資金利および貸付面での再調達金利は、スワップ取引のイールド・カーブ、ならびに種類および

満期日が類似している金融商品の期待スプレッドから算出する。スプレッドは、貸付面の場合は固定金利住宅ロー

ン、貯蓄面の場合はリテール商品の実勢スプレッドを基に算出する。将来の金利動向の不確実性、さらには当該金

利動向が顧客行動モデルおよびリスクにさらされている残高へ及ぼす影響を反映させるため、債務の推定にはモン

テカルロ法を用いている。

　契約のジェネレーションごとの貯蓄・貸付に関し、当社グループの将来の想定債務合計が当社グループにとって

好ましくない可能性がある場合、引当金を貸借対照表の「偶発債務等引当金」勘定で(ジェネレーション間で相殺

せず)認識する。この引当金の増減は、損益計算書の受取利息として認識する。

 

注１.f.５　償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損

　信用リスクの減損モデルは、予想信用損失に基づく。

　このモデルは、償却原価で測定するか、資本を通じて公正価値で測定する貸出金および負債性金融商品、公正価

値で認識されない融資コミットメントおよび融資保証契約、ならびにリース債権、売掛債権および契約資産に適用

される。

 

・　全般的なモデル

　当社グループは、資産の当初認識以降における取引相手の信用リスクの変動と関係のある特定の状況の各々に対

応する３つの「ステージ」を設けている。

－　12ヶ月分の予想信用損失(「ステージ１」)：報告日の時点で、ある金融商品の信用リスクが、当初認識時と比

べ著しく増大していない場合、この商品については、12ヶ月分の予想信用損失に相当する額(今後12ヶ月以内

に生じ得る債務不履行リスクをもとに算出した額)で減損引当金が測定される。

－　未減損資産について残存期間における予想信用損失(「ステージ２」)：金融商品の信用リスクは当初認識時と

比べ著しく増大しているものの、金融資産が信用減損資産でも不良資産でもないとみなされる場合、残存期間

における予想信用損失に相当する額で減損引当金が測定される。
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－　信用減損または不良金融資産について残存期間における予想信用損失(「ステージ３」)：この場合も、残存期

間における予想信用損失に相当する額で減損引当金が測定される。

　この全般的なモデルは、IFRS第９号の減損モデルの適用対象であるすべての金融商品(ただし、購入または組成

した信用減損金融資産、および後述の簡便法が用いられる金融商品は除く)に適用される。

　IFRS第９号の予想信用損失アプローチは対称的であるため、過去の報告期間において残存期間における予想信用

損失が認識された状況で、当報告期間において、信用リスクの著しい増大が存在しなくなったと評価された場合、

減損引当金は、12ヶ月分の予想信用損失区分に戻される。

　受取利息については、「ステージ１」および「ステージ２」の場合、帳簿価額総額で計算される。「ステージ

３」の受取利息は償却原価(すなわち、帳簿価額総額から減損引当金控除後)で計算される。

 

・　債務不履行の定義

　債務不履行の定義は、バーゼル規制における債務不履行の定義と同様で、延滞期間が90日を超えると債務不履行

が生じたものとみなすという反証可能な推定を伴っている。この定義(特に、延滞期間および猶予期間の計算に適

用される基準に関する定義)は、2016年９月28日から適用されているEBAの指針を考慮に入れている。

　この債務不履行の定義は、信用リスクの著しい増大の有無の評価と、予想信用損失の測定に一貫して使用され

る。

 

・　信用減損または不良金融資産

定義

　金融資産は、その予想将来キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす１つ以上の事象が発生している場合、信用減損

または不良資産として、「ステージ３」に分類される。

　個々の資産レベルでは、金融資産が信用減損していることの客観的証拠には、所定の事象(すなわち、延滞期間

が90日を超えている口座勘定の存在、借手の支払いが滞ったことがあるか否かにかかわらず、リスクが発生してい

ると考えられる程深刻な資金難に借手が陥っているという認識または兆候、借手が資金難に陥っていなければ検討

されなかった、貸手による借手の支払い条件に関する譲歩(詳しくは、「資金難を根拠とする金融資産のリストラ

クチャリング」と題されたセクションを参照))に関する観察可能なデータが含まれる。

 

購入または組成した信用減損金融資産に固有のケース

　状況によっては、当初認識の時点で、金融資産が信用減損していることがある。

　このような資産については、当初認識時において減損引当金が認識されない。実効金利は、当初予想したキャッ

シュ・フローが生じる期間中の、残存期間における予想信用損失を考慮しながら計算される。当初認識以降の、残

存期間における予想信用損失の上方または下方修正は、減損引当金調整として純損益に認識される。
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・　簡便法

　簡便法は、当初認識以降および各報告日現在の残存期間における予想信用損失に相当する減損引当金を認識する

会計処理から成る。

　当社グループは、満期までの期間が12ヶ月未満の売掛債権に簡便法を適用している。

 

・　信用リスクの著しい増大

　信用リスクの著しい増大の有無は、合理的かつ裏付け可能なあらゆる情報を考慮し、報告日における金融商品の

債務不履行リスクを、当初認識時の債務不履行リスクと比較する方法で、個別に、または(共通の信用リスク特性

を有する金融商品のグループ単位で)一括して評価できる。

　信用低下の有無の判定は、当初認識日における格付から導き出したデフォルト確率を、報告日におけるデフォル

ト確率と比較した結果に基づく。

　また本基準によれば、契約上の支払いの延滞期間が30日を超えている場合、該当金融商品に伴う信用リスクは当

初認識時と比べ著しく増大しているものとみなされるという、反証可能な推定も存在する。

　消費者向け専門的金融事業においては、過去12ヶ月の間に延滞が生じた場合、たとえそれ以降は約定通りに返済

されている場合であっても、信用リスクの増大が著しいとみなされる。

　信用リスクの著しい増大の有無の評価に適用される原則は、注３.g「リスク費用」に詳しく記載されている。

 

・　予想信用損失の測定

　予想信用損失は、金融商品の予想残存期間中に信用損失が生じる可能性で加重された信用損失(すなわち、当該

期間中におけるあらゆるキャッシュ不足額の現在価値)として定義されている。予想信用損失は、すべてのエクス

ポージャーを対象に個別に測定される。

　実務では、ステージ１およびステージ２に分類されるエクスポージャーについて、デフォルト確率(以下「PD」

という。) x デフォルト時損失率(以下「LGD」という。) x デフォルト時エクスポージャー(以下「EAD」とい

う。)の結果をエクスポージャーの実効金利(EIR)で割り引いたものとして予想信用損失が測定される。予想信用損

失は、今後12ヶ月以内に生じ得る債務不履行リスクに起因するもの(ステージ１)またはファシリティの満期までの

残存期間中に生じ得る債務不履行リスクに起因するもの(ステージ２)のいずれかとなる。消費者向け専門的金融事

業においては、信用エクスポージャーの特異性により、使われる手法は、期限の利益の喪失に移行する可能性と、

移行後の割引後損失率に基づくものとなる。これらのパラメーターは、同種の母集団を対象に統計的手法で測定さ

れる。

　ステージ３に分類されるエクスポージャーについては、予想信用損失は、金融商品の残存期間中におけるあらゆ

るキャッシュ不足額を、実効金利で割り引いた現在価値として測定される。キャッシュ不足額は、契約に従い生じ

る予定のキャッシュ・フローと、受け取ることができる見込みのキャッシュ・フローの差額に相当する。適切な場

合、予想キャッシュ・フローの見積りにおいては、債務不履行が生じた貸出金またはその貸出金グループの売却か

ら生じるキャッシュ・フローを考慮する。売却収入は売却費用控除後で表示される。
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　開発した手法は、信用リスクに対する所要自己資本が内部格付手法(IRBA)により測定されるエクスポージャーに

関する既存の概念や手法(特にバーゼル銀行監督委員会の枠組みに含まれるもの)に基づいている。この手法は、信

用リスクに対する所要自己資本が標準的手法により測定されるポートフォリオにも適用される。加えて、バーゼル

銀行監督委員会の枠組みも、IFRS第９号の要件(特に、将来予測的な情報の使用に関する要件)が満たされるように

調整されている。

 

満期までの期間

　金融商品のあらゆる契約条項(繰上償還、延長および類似の選択肢に関する条項を含む)が考慮される。金融商品

の予想残存期間を信頼性をもって見積れないという極めて稀なケースでは、契約の残存期間が使用される。本基準

は、予想信用損失測定時に検討すべき最大期間は最大契約期間であると定めている。しかしながら、クレジット

カードのリボ払いや当座貸越については、IFRS第９号が定めている例外に従い、予想信用損失測定時に検討すべき

満期までの期間は、事業体が信用リスクにさらされることとなる期間(この期間は、契約上の満期日(通知期間)以

降まで延長されることがある)となる。非リテール取引相手に対するリボルビング・クレジットや当座貸越につい

ては、例えば、個別に管理されているため次回の見直し日が契約上の満期日であるような場合、契約上の満期日を

使用することができる。

 

デフォルト確率(PD)

　デフォルト確率は、所定の期間中に債務不履行が生じる可能性の見積りである。

PDの決定は当社グループの内部格付システムに基づいており、このシステムは一括登録書類の第５章（セクショ

ン5.4 信用リスク―信用リスク管理方針）に記載されている。当該セクションでは、環境・社会・ガバナンス

（ESG）リスクが信用・格付方針において、特に新しいツールであるESGアセスメントの導入により、どのように考

慮されているかについて説明している。

　予想信用損失の測定には、下記の方法で１年以内のデフォルト確率と残存期間におけるデフォルト確率の両方を

見積る必要がある。

－　１年以内のPDは、現状(以下、「ポイント・イン・タイム」または「PIT」という。)を反映するため、長期平

均ベースの規制目的「スルー・ザ・サイクル」アプローチによるPDから導き出される。

－　残存期間におけるPDは、満期までの期間におけるエクスポージャーの予想格付変動と、関連するデフォルト確

率が反映されている格付遷移マトリクスから算定される。

 

デフォルト時損失率(LGD)

　デフォルト時損失率は、債務不履行日の実効金利(またはこれに近似する利率)を用いて割り引かれた、契約上の

キャッシュ・フローと予想キャッシュ・フローの差である。LGDは、デフォルト時エクスポージャー(EAD)の一定割

合として表示される。

　予想キャッシュ・フローの見積りにおいては、保有担保の売却または他の信用補完が契約条項の一部分であり、

事業体がそれらを個別に会計処理していない場合(住宅ローンと関係のある抵当など)、当該売却から生じるキャッ

シュ・フロー(当該担保の取得および売却にかかる費用控除後)を考慮する。
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　保証付き融資については、当該保証が当該融資の契約条項に組み込まれているか、融資の組成時点で当該保証が

供与されている場合であって、予想償還額を特定の融資と結び付けることができる場合(すなわち、トランチング

の仕組みによるプーリング効果がない場合か、ポートフォリオ全体レベルでのグローバルの上限がない場合)に、

当該保証は融資契約に不可欠な要素としてみなされる。かかる場合、当該保証は、予想信用損失を測定する際に考

慮される。そうでない場合には、当該保証は、個別の償還資産として会計処理される。

　IFRS第９号で使われるLGDは、バーゼル銀行監督委員会のLGDパラメーターに由来するものである。下振れマージ

ンおよび保守的なマージン(特に、規制マージン)は、モデルの不確実性に係るマージンを除いて調整される。

 

デフォルト時エクスポージャー(EAD)

　金融商品のデフォルト時エクスポージャー(EAD)は、債務不履行発生時点における債務者の予想債務残高であ

る。EADは、商品の種類に応じて異なる、契約に基づく償還のスケジュール、予想される繰上償還およびリボルビ

ング・クレジット・ファシリティにおいて将来見込まれる借入実行を考慮して、償還特性の予想をもとに算定され

る。

 

将来予測的な情報

　予想信用損失の額は、過去の事象、現状および合理的かつ裏付け可能な経済予測を考慮し、発生確率で加重平均

されたシナリオをもとに測定される。

　予想信用損失測定時の将来予測的な情報の考慮に適用される原則は、注３.g「リスク費用」に詳しく記載されて

いる。

 

・　償却

　償却は、金融資産のすべてもしくは一部分を回収することが合理的に見込めなくなった場合、または当該資産の

すべてもしくは一部分が債権放棄された場合に、当該資産の帳簿価額総額を減額する処理から成る。償却は、当行

による債権または保証を回収するためのすべての手段が機能しなくなった場合に、通常は各法域に固有の状況に応

じて計上される。

　償却に伴う損失の額が損失引当金累計額を超えている場合、差額は、追加の減損損失として「リスク費用」に認

識される。金融資産(またはその一部分)がもはや貸借対照表に認識されない状況で回収が生じた場合、回収額は、

「リスク費用」に利得として計上される。

 

・　担保の担保権行使による回収

　貸出金が、保証となる金融または非金融資産で担保されている状況で債務者が不履行に陥った場合、当社グルー

プは、当該保証に付帯する担保権の行使を決定し、該当法域での規定などに依存して当該資産の所有者となること

ができる。この場合、貸出金は、担保として受け取った資産の額まで償却される。

　担保資産の所有権を取得した場合、当該資産は公正価値で認識され、その使用目的に応じて分類される。
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・　資金難を根拠とする金融資産のリストラクチャリング

　借手の資金難を根拠とするリストラクチャリングとは、当社グループが、借手の資金難に関する経済的または法

的理由のみを根拠に検討している、当初の取引条件の変更をいう。

　金融資産の認識中止につながらないリストラクチャリングの場合、リストラクチャリング対象資産の帳簿価額総

額が、当該資産の当初の実効金利を用いて割り引かれた後の新しい予想将来キャッシュ・フローの額まで減額調整

される。該当資産の帳簿価額総額の変動は、損益計算書の「リスク費用」に計上される。

　その後は、リストラクチャリング後の(改変後の契約条項に基づく)債務不履行リスクと、当初認識日現在の(原

契約条項の下での)債務不履行リスクを比較する方法で、金融商品に伴う信用リスクの著しい増大の有無が評価さ

れる。残存期間における予想信用損失の認識基準が満たされなくなったことを証明するには、一定の期間にわたり

返済実績が良好であることを確認できなければならない。

　リストラクチャリングが、実質的に異なる他の資産との部分的なまたは完全な交換(負債性金融商品と資本性金

融商品の交換など)から成る場合、原資産は消却され、交換により取得した資産は、交換日の公正価値で測定され

る。価額の差額は、損益計算書の「リスク費用」に計上される。

　借手の資金難を根拠とするものでも、返済猶予を認めるものでもない金融資産の条件変更(すなわち、商業上の

契約再交渉)は、通常、従前の貸出金の早期繰上償還とみなされ、当該貸出金の認識は中止され、新たな貸出金が

市況に応じた価額で認識される。返済に対する重要なペナルティがない場合、当該変更の本質は、市況に応じた融

資金利への改定(すなわち、顧客が貸手を変更することが可能でいかなる資金難にも直面していないこと)にある。

 

・　猶予期間

　当社グループは、より上位のステージに戻せるかどうか評価するための観察期間を設けている。ゆえに、ステー

ジ３からステージ２への移行については、３ヶ月の猶予期間における観察の結果に基づいて判断している。資金難

を根拠とするリストラクチャリングの場合、この期間は12ヶ月に延長される。

　資金難を根拠にリストラクチャリングされた貸出金のステージ２からステージ１への移行については、２年の猶

予期間における観察の結果に基づいて判断している。

 

注１.f.６　リスク費用

　リスク費用には下記の損益項目が含まれる。

－　償却原価で測定するか、株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品、公正価値で認識されない融資

コミットメントおよび融資保証契約、ならびにリース債権、契約資産および売掛債権と関係のある12ヶ月分の

予想信用損失および残存期間における予想信用損失(「ステージ１」および「ステージ２」)に係る損失引当金

の会計処理に起因する減損利得および損失。

－　減損の客観的証拠がある金融資産(「ステージ３」。純損益を通じて公正価値で測定するものを含む)、回収不

能貸出金の償却および償却済貸出金について回収できた額に関する損失引当金の会計処理に起因する減損利得

および損失。

　リスク費用には、金融業務に固有の不正や係争に関する費用も含まれる。
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注１.f.７　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品

・　純損益を通じて公正価値で測定するトレーディング・ポートフォリオおよび他の金融資産

トレーディング・ポートフォリオには、トレーディング目的で保有する金融商品(デリバティブを含む)が含まれ

る。

　純損益を通じて公正価値で測定する他の金融資産には、「回収目的保有事業モデル」基準または「回収売却両目

的保有事業モデル」基準を満たしていないか、キャッシュ・フロー要件を満たしていない負債性金融商品や、株主

資本を通じて公正価値で測定する選択肢を保有していない資本性金融商品が含まれる。最後に、資産と負債を異な

る区分に分類しなければならないとした場合に生じる測定および会計上の取扱いのミスマッチを解消または著しく

軽減できる場合には、企業は当該金融資産を、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定することができ

る。

　これらの金融商品は、いずれも、当初認識時には、公正価値で測定され、その取引費用は純損益に直接計上され

る。報告日には公正価値で測定され、その変動は「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損

失」に表示される。トレーディング勘定の取引に関連する収益、配当金および実現処分損益は、同じ損益計算書内

で会計処理される。

 

・　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債

　金融負債は、下記の２つの状況では選択に基づきこのカテゴリーに認識される。

－　他の状況では個別に会計処理されていた組込デリバティブを一つ以上含む複合金融商品の場合。組込デリバ

ティブの経済特性およびリスクが、主契約の経済特性およびリスクと緊密に関連していない場合。

－　この選択により、別のカテゴリーに分類した場合に発生する資産および負債の測定や会計処理の不整合を解消

または大幅に軽減できる場合。

　自己の信用リスクに起因する公正価値の変動は、株主資本の固有の勘定に認識される。

 

注１.f.８　金融負債および資本性金融商品

　発行済金融商品またはその各要素は、その法的契約の経済的実態に従い、金融負債か資本性金融商品に分類され

る。

　当社グループが発行した金融商品は、当該商品を発行した当社グループ内の事業体が商品の保有者に対して現金

または他の金融資産を引き渡す契約上の義務を負う場合に、負債商品とみなされる。当社グループが、他の企業と

の間で当社グループにとって潜在的に不利な条件で金融資産または金融負債を交換する、あるいは可変数量の当社

グループの自己株式を引き渡す必要がある場合も同様である。

　資本性金融商品は、すべての負債を控除した後の事業体の資産に対する残余持分を証する契約から生じる。

 

・　負債証券および劣後債

　負債証券および劣後債は、純損益を通じて公正価値で認識されるものでない限り、償却原価で測定される。
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　負債証券は、取引費用を含む発行価格で当初認識され、その後実効金利法を用いて償却原価で測定される。

　自己株式との引換により償還可能、または自己株式に転換可能な発行済債券は、負債と資本の両要素を持つ場合

があり、それは取引の当初認識時に決定される。この場合、当該債券は複合金融商品に該当する。

　この点に関し、当社グループは、満期なしで発行され、所定のトリガーイベント（ソルベンシー比率が閾値を下

回るなど）の発生時に可変数の自己株式に転換可能な偶発転換社債を、当該社債の利息が自由裁量により支払われ

る限りにおいて、複合金融用品として計上することを選択した。

 

・　資本性金融商品

　「自己株式」という言葉は、親会社(BNPパリバ)およびその全部連結子会社が発行した株式を意味する。新株発

行に直接帰属する外部費用は、すべての関連する税金控除後に資本から控除される。

　当社グループが保有する自己株式は、金庫株としても知られているが、保有の目的に関わらず、連結株主資本の

部から控除される。また、そのような金融商品から発生する損益は、連結損益計算書から消去される。

　当社グループがBNPパリバの独占的支配を受ける子会社発行の資本性金融商品を取得する場合、取得価格と取得

した持分に対応する純資産との差額をBNPパリバの親会社株主帰属利益剰余金に計上する。同様に、そのような子

会社の少数株主に付与されたプット・オプションに対応する負債およびその価値の増減は少数株主持分で相殺し、

余剰があればBNPパリバの親会社株主帰属利益剰余金で相殺する。これらのオプションが行使されない限り、少数

株主帰属純利益の一部は損益計算書の少数株主損益に配賦される。全部連結子会社に対する当社グループの持分の

減少は、株主資本の変動として当社グループの財務諸表に認識される。

　当社グループ発行の金融商品であって資本性金融商品に分類されるもの(永久最劣後債など)は、貸借対照表の

「資本金および利益剰余金」に表示される。

　資本性金融商品に分類される金融商品からの配当は、資本からの控除として直接認識される。同様に、資本とし

て分類される、金融商品の取引費用は、株主資本からの控除として認識される。

　自己株式デリバティブは、決済方法により次のように会計処理する。

－　一定額の現金その他金融資産と交換に、自己株式の一定数を現物として引き渡すことにより決済される場合に

は、資本性金融商品として会計処理する。この場合、そのような資本性金融商品の再評価は行わない。

－　現金決済の場合、または株式現物の引渡しによる決済と現金決済の選択により決済される場合には、デリバ

ティブとして会計処理する。そのようなデリバティブの価値の増減は損益計算書に計上する。

　契約により当行が自己株式を買い戻す義務(偶発債務であるか否かを問わない)を負う場合、当行は、当該債務を

現在価値で認識し、株主資本にて相殺仕訳を行う。
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注１.f.９　ヘッジ会計

　当社グループは、IFRS第９号が定めている、将来においてマクロ・ヘッジに関する基準が施行されるまではIAS

第39号のヘッジ会計要件に従うオプションを選択した。またIFRS第９号では、金融資産または負債のポートフォリ

オに伴う金利リスクの公正価値ヘッジについて明示していない。このため当該ポートフォリオのヘッジについて

は、欧州連合が採択しているIAS第39号が引き続き適用される。

　ヘッジ関係の一部として契約されるデリバティブは、ヘッジの目的に合わせて指定される。

　公正価値ヘッジは、特に、固定金利の資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするため、特定された金融商品

(有価証券、発行債券、貸出金および借入金)および金融商品のポートフォリオ(特に、要求払預金および固定金利

貸出金)の両方に対して利用される。

　キャッシュ・フロー・ヘッジは、特に、変動金利の資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするために利用さ

れるが、その中には借換えや可能性が非常に高い予定外貨収入の為替リスクヘッジが含まれる。

　当社グループは、ヘッジの開始時に公式文書を作成している。その文書には、ヘッジ対象もしくはその一部分ま

たはヘッジされるリスク部分が明らかにされているヘッジ関係、ヘッジ戦略およびヘッジされるリスクのタイプ、

ヘッジ手段、およびヘッジ関係の有効性を評価する方法を詳述している。

　当社グループは、取引の開始時およびその後少なくとも四半期ごとに、当初の文書と整合性を取りながらヘッジ

関係の実際(遡及的)の有効性と予想される(将来の)有効性を評価する。遡及的な有効性のテストは、ヘッジ対象の

公正価値またはキャッシュ・フローに対する、ヘッジ手段の公正価値またはキャッシュ・フローの実際の変動率が

80％から125％の範囲内にあるかどうかを評価するよう設定されている。将来の有効性のテストは、デリバティブ

の公正価値またはキャッシュ・フローの予想される変動が、ヘッジの残存期間において、ヘッジ対象の公正価値ま

たはキャッシュ・フローの変動を十分に相殺することが確認できるよう設定されている。可能性が非常に高い予定

取引の場合、その有効性は概して類似取引の実績データに基づいて評価される。

　欧州連合が採択するIAS第39号(ポートフォリオ・ヘッジに関する特定の規定を除く)に基づき、資産または負債

のポートフォリオに基づく金利リスクのヘッジ関係は、下記の通り公正価値ヘッジ会計適用対象として適格であ

る。

－　ヘッジ対象として指定したリスクは、商業銀行取引(顧客への貸出金、貯蓄預金、要求払預金)に係る金利のう

ち銀行間取引の金利部分に関連する金利リスクである。

－　ヘッジ対象として指定した金融商品は、各マチュリティ・バンド(満期帯)において、ヘッジ対象原資産に係る

金利ギャップの一部に対応している。

－　利用されるヘッジ手段は「プレーン・バニラ」スワップのみである。

－　将来のヘッジの有効性は、すべてのデリバティブが開始時にヘッジ対象のポートフォリオに伴う金利リスクを

軽減する効果を持つという事実に基づき確立されている。遡及的には、(貸出金の期限前償還または預金の引

出しによって)その後、特に各マチュリティ・バンド(満期帯)においてヘッジ対象に不足が生じた場合、ヘッ

ジはヘッジ会計上適格でなくなる。

　デリバティブとヘッジ対象の会計処理はヘッジ戦略により異なる。
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　公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブは、貸借対照表において公正価値で再測定され、公正価値の変動は損

益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失」に認識され、その対となる会計処

理としてヘッジ対象がヘッジリスクを反映するよう再測定される。ヘッジされた構成要素の公正価値の再測定は貸

借対照表において認識されるが、特定された資産と負債のヘッジの場合にはヘッジされた項目の分類に従って認識

され、ポートフォリオのヘッジ関係の場合には「金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整」として認

識される。

　ヘッジ関係が終了する、あるいは有効性の基準をもはや満たさない場合は、ヘッジ手段はトレーディング勘定へ

振り替えられ、そのカテゴリーに適用される会計処理に従って計上される。特定の固定利付証券の場合、貸借対照

表で認識された再測定による調整額は当該証券の残存期間にわたって実効金利で償却される。金利リスクヘッジ対

象固定利付証券ポートフォリオの場合、調整額はヘッジの当初期間の残存期間にわたって定額法で償却される。

ヘッジ対象が、特に期限前償還などによって貸借対照表に表示されない場合、調整額は即時に損益計算書に計上さ

れる。

　キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは貸借対照表にて公正価値で測定され、公正価値の変動

額は、株主資本の「資本に直接認識される公正価値の変動」の独立勘定に計上される。ヘッジ期間を通じて株主資

本に計上される金額は、ヘッジ対象からのキャッシュ・フローが損益に影響を与える時点で損益計算書の「正味受

取利息」に振り替られる。ヘッジ対象は、その項目が属するカテゴリーにおいて個別の会計処理に基づき、引き続

き計上される。

　ヘッジ関係が終了した場合、あるいは有効性の基準をもはや満たさなくなった場合、ヘッジ手段の再測定の結果

として株主資本で認識された累積額は、ヘッジ取引そのものが損益に影響を与えるまで、あるいは、取引が今後発

生しないことが明らかになるまで、資本に留保され、その後、損益計算書で処理される。

　ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本勘定で認識した累積額を即座に損益計算書へと振り替える。

　使用されるヘッジ戦略がどのようなものであっても、ヘッジの非有効部分は損益計算書の「純損益を通じて公正

価値で測定する金融商品に係る純利益／損失」に認識される。

　子会社や支店に対する外貨建て純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同じ方法で会計処理される。

ヘッジ手段は、為替デリバティブまたはその他の非デリバティブ金融商品である。

 

注１.f.10　公正価値の決定

　公正価値とは、測定日において、市場参加者間で、主要な市場または最も有利な市場における秩序ある取引が行

われた場合に、資産の売却によって受け取るであろう価格または負債の移転のために支払うであろう価格をいう。
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　当社グループでは、金融商品の公正価値を、外部の情報源から直接取得した価格情報または評価技法のいずれか

を用いて算定している。前述の技法には、主に、一般に認められたモデル(割引キャッシュ・フロー・モデル、ブ

ラック－ショールズ・モデル、補間法)を含むマーケット・アプローチとインカム・アプローチがある。前述の技

法は、観察可能なインプットを最大限活用し、観察不能なインプットの活用を最低限に抑える技法である。また、

各種評価モデルまたは当該モデルにて用いられるインプットを用いた評価では、モデル、流動性および信用リスク

といったいくつかの要素が考慮されないにもかかわらず、市場参加者が、出口価格を定める際に当該要素を考慮し

ている場合、評価調整が適宜実施される。

　測定は、各金融資産または金融負債単位で行うが、一定の条件を満たす場合には、ポートフォリオ・ベースでの

測定も選択できる。このため当社グループでは、公正価値の算定にあたり、金融資産および金融負債、ならびに金

融商品に関する会計基準の対象に含まれ、実質的に市場リスクまたは信用リスクがこれらと類似し相殺し合ってい

る他の契約から成るグループが、文書化されているリスク管理戦略に従いネット・エクスポージャー・ベースで管

理されている場合には、前述の例外的なポートフォリオ・ベースでの評価を行っている。

　公正価値で測定または開示される資産および負債は、下記のような、公正価値ヒエラルキーの３つのレベルのい

ずれかに分類される。

－　レベル１：公正価値が、該当資産および負債の活発な市場における相場価格を用いて算定されるレベル。活発

な市場の特徴には、十分な量の取引が十分な頻度で行われていることや、取引価格情報が容易に得られること

などが含まれる。

－　レベル２：公正価値が、重要なインプットが直接または間接的に観察可能な市場データであるような評価技法

を用いて算定されるレベル。前述の技法は定期的に調整され、インプットは、活発な市場から得られる情報を

用いて裏付けられる。

－　レベル３：該当金融商品の流動性が不足しているといった理由や、重要なモデル・リスクが存在するといった

理由により、重要なインプットが観察不能か市場ベースの観察によって裏付けることができない評価技法を用

いて公正価値が算定されるレベル。観察不能なインプットは、入手できる市場データが存在しないため、他の

市場参加者が公正価値を測定する際に検討する独自の仮定に由来するパラメーターである。商品の流動性が不

足しているかどうか、または重要なモデル・リスクの影響を受けるかどうかに関する評価は、当事者の判断事

項となる。

　該当資産または負債が公正価値ヒエラルキーのどのレベルに分類されるかについては、公正価値全体にとって重

要なインプットが属する最低レベルをもとに決定される。

　公正価値ヒエラルキーのレベル３に分類される金融商品や、レベル２に分類される若干の金融商品については、

当初の認識の際に、取引価格と公正価値の間に差異が生じる場合がある。この「Day 1 利益」は繰り延べられ、評

価のパラメーターが依然として観察不能であると予想される期間にわたって損益計算書に計上される。当初観察不

能であったパラメーターが観察可能になった場合、または評価が活発な市場での直近の類似取引との比較によって

具体化された場合、Day 1 利益の未認識部分はその時点で損益計算書に計上される。
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注１.f.11　金融資産・金融負債の認識中止

・　金融資産の認識中止

　当社グループは、金融資産に係るキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効したか、金融資産を移転(こ

の移転は、金融資産に係るキャッシュ・フローに対する契約上の権利の移転か、金融資産に係るキャッシュ・フ

ローに対する契約上の権利は留保するものの、適格なパススルーに関する取決めに基づき、当該キャッシュ・フ

ローについては当該取決めの相手に支払う義務を負う形での移転のいずれか)し、金融資産の所有に係るリスクと

経済価値のほとんどすべてを移転する場合に、金融資産のすべてまたは一部分の認識を中止する。

　金融資産に係るキャッシュ・フローは移転するものの、金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべ

てを移転も留保もせず、実質的に、金融資産の支配を留保しない場合、当社グループは、金融資産の認識を中止

し、必要であれば、当該資産の移転の一環として生じるか留保することとなる権利および義務に対応する資産また

は負債を別途計上する。金融資産の支配を留保する場合、当社グループは、当該資産への関与が続く限り、当該資

産を貸借対照表に計上する。

　金融資産の認識が完全に中止されると、その処分に係る利益または損失が、該当資産の帳簿価額と受領対価の価

額の差額(過去に資本に直接認識された未実現利益または損失を踏まえて適宜調整された差額)で損益勘定に認識さ

れる。

　これらの条件のすべてが満たされていない場合、当社グループは、該当資産を貸借対照表上に残し、当該資産の

移転が原因で生じる債務について負債を認識する。

 

・　金融負債の認識中止

　当社グループは、金融負債の全額または一部が消滅した場合(すなわち、契約に定められている債務が消滅し

た、取り消されたまたは失効した場合)に、当該金融負債のすべてまたは一部分の認識を中止する。また金融負債

は、関連契約の条件が実質的に変更された場合か、貸手との間で、実質的に異なる契約条件の金融商品との交換が

生じた場合にも認識が中止される。

 

・　有価証券売戻(リバース・レポ)／買戻(レポ)契約取引と有価証券貸付／借入取引

　買戻(レポ)契約の下で一時的に売却された有価証券は、当社グループの貸借対照表のそれまでと同じ有価証券の

カテゴリーに計上される。それに対応する負債は、貸借対照表の適切な「償却原価で測定する金融負債」カテゴ

リーで認識するが、トレーディング目的で契約したレポ契約の場合は例外であり、対応する負債は「純損益を通じ

て公正価値で測定する金融負債」に認識される。

　売戻(リバース・レポ)契約の下で一時的に取得した有価証券は、当社グループの貸借対照表には計上されない。

これに対応する債権は、貸借対照表の適切な「償却原価で測定する金融資産」カテゴリーで認識するが、トレー

ディング目的で契約したリバース・レポ契約の場合は例外であり、対応する債権は「純損益を通じて公正価値で測

定する金融資産」に認識される。
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　有価証券貸付取引によって、貸し付けられた有価証券の計上が取り消されることはなく、有価証券借入取引に

よって、借り入れられた有価証券が貸借対照表に計上されることもないが、当社グループが借入後に借入有価証券

を売却した場合、借入有価証券を満期日に引き渡す債務は、貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する金

融負債」に計上される。

 

注１.f.12　金融資産および金融負債の相殺

　当社グループが認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利を有しており、かつ、純額で決済するか、資

産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合にのみ、金融資産および金融負債は相殺され、純額

で貸借対照表に表示される。

　買戻／売戻契約およびデリバティブのうち、会計基準に規定されている２つの要件を満たすものは貸借対照表上

で相殺される。

 

注１.g　保険業務

注１.g.１　保険業務に関連する投資

　IFRS第９号が、他の当社グループ企業と同様に適用される（注１.f参照）。

保険業務の投資には、直接連動有配当契約の原資産として公正価値で測定される投資不動産が含まれる。

 

注１.g.２　保険契約

　当社グループはIFRS第17号を、発行した保険契約、発行し保有する再保険契約、および発行した裁量権付投資契

約（当該企業が保険契約も発行している場合）に適用している。

当社グループが発行している、IFRS第17号適用対象の主な契約は、以下に相当する。

-　人的なまたは物的なリスクを補償する保険契約

-　生命貯蓄保険契約

これらの契約については、注６.d「保険契約に関連する資産および負債」に記載されている。

 

- 他の基準の適用対象であり密接に関連していない構成要素の事前分離

保険契約または裁量権付有配当投資契約に、別個の契約であれば他の基準の適用対象となる構成要素が含まれて

いる場合には、これらの構成要素を分離して会計処理すべきかどうかを判断するための分析を行わなければならな

い。この結果、

- 組込デリバティブは、その経済的特性やリスクが保険業務と密接に関連していない場合には、保険業務から分

離され、IFRS第９号に従って会計処理される。

- 投資要素とは、保険事故が発生したか否かにかかわらず、保険会社が被保険者への払戻しを求められる金額を

意味する。投資要素は、主保険契約から区分でき同等の契約が同一市場または同一法域で別個に販売可能な

場合には、主保険契約から分離され、IFRS第９号に従って会計処理される。主契約と高い相互関連性がある

場合には分離されない。区分できない投資要素の変動（および特に関連する支払）は、損益計算書に認識さ

れない。
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- 区分できる財または非保険サービスを保険契約者に移転する約束は、主保険契約から分離され、IFRS第15号に

従って会計処理される。

 

- 保険契約

保険契約とは、一方の当事者（発行体）が、他方の当事者（保険契約者）から、所定の不確実な将来事象（保険

事故）が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者を補償することに同意することにより、重要な保険リ

スクを引き受ける契約である。

保険リスクは、商業実態を有しないシナリオを除くあらゆるシナリオにおいて、保険事故により保険会社に重要

な追加金額の支払が生じる可能性がある場合にのみ、重要となる。契約は、発行者が現在価値ベースで損失を被る

可能性のある商業実態を有するシナリオがある場合にのみ、重要な保険リスクを移転する。

 

-裁量権のある有配当性を有する投資契約

投資契約は、保険会社を重要な保険リスクに晒すことはない。これらは、保険契約も発行している会社が発行す

る場合に、IFRS第17号の適用範囲となる。

裁量権のある有配当性とは、発行者に裁量権のない金額に加えて追加金額を受け取る契約上の権利であって、そ

の額が当該契約に基づいて提供される給付全体のうち重要な部分を占める可能性が高く、契約上その時期もしくは

金額が発行者の裁量に委ねられており、かつ、契約上、その基礎が、所定の契約プールもしくは契約種類から生じ

るリターン、発行者が保有する所定の資産プールからの実現および/もしくは未実現の投資リターン、または当該

契約を発行する企業もしくはファンドの損益に置かれているものと定義される。

 

会計処理および測定

- 契約の集約

　保険契約は、負担すべきリスクが類似なため一括して管理される契約から成るポートフォリオ内に設けられる契

約グループ単位で会計処理され測定される。契約グループは、当初認識時に各契約に関して見込まれる収益性に応

じて、不利な契約のグループ、不利な契約となるリスクが低い有利な契約のグループ、および他のグループとな

る。欧州連合が採択した免除を選択している場合（生命貯蓄保険契約）を除き、契約グループには、(年次「コ

ホート」要件に従い)１年以上離れて発行されていない契約に限り含めることができる。

　信用保険(以下「CPI」という。)、個人補償保険および死亡以外のリスクを補償する他の保険については、当社

グループは、ポートフォリオを同種の契約で構成する際に、法人格、リスクの種類、提携保険販売会社という識別

基準を用いる。引受再保険契約も同じ原則に従う。

　生命貯蓄保険契約については、当社グループは、保険ポートフォリオにつき、法人格、保険商品および原資産と

いう基準を用いる。退職貯蓄契約は、退職金契約に長寿リスクが存在することから、(移行前の期間に係るものを

含め)別個のポートフォリオに分類されている。
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保有する再保険契約については、当社グループは、法人格、基礎となる項目および提携会社という基準を用い

る。１つのポートフォリオが単一の再保険契約に対応することもある。

 

- 認識および認識中止

保険契約グループ（または発行された再保険契約グループ）は、当該契約グループのカバー期間の開始日、グ

ループ内の保険契約者からの初回支払期日（または期日がない場合には初回支払の受取日）、および、不利な契約

グループの場合は当該グループが不利になった日のうち、最も早い日から認識される。

保有する再保険契約グループは、保有する再保険契約グループのカバー期間の開始時から、または、当該再保険

が基礎となる不利な保険契約グループのカバーを期待して契約されたものである場合には当該不利グループの当初

認識時に、認識される。

企業結合または別個の譲渡の一環として取得した保険契約ポートフォリオの当初認識にあたり、取得した契約グ

ループは、当該取引日に契約が発行されたものとして処理される。契約の受取または支払対価は、当初認識時の契

約上のサービス・マージンをこの金額から算定する目的上、受取保険料の概算値として扱われる。IFRS第３号の適

用範囲内である企業結合の場合には、受取または支払対価は、当該日現在の契約の公正価値である。不利な契約に

ついては、履行キャッシュ・フローが支払または受取対価を超える額は、企業結合の場合にはのれん（または有利

な条件による取得の結果生じる利益）として認識され、別個の譲渡の場合には損益計算書に認識される。収益性の

ある契約については、当該差額は契約上のサービス・マージンとして計上される。さらに、獲得費用に関連する

キャッシュ・フローについては、既存の保険契約の更新に関連する獲得費用または将来の契約のために既に被取得

企業が支払済の獲得費用について、公正価値で資産を認識しなければならない。

保険契約は、対象となる義務が、支払もしくは満期により消滅した場合、または契約条件が変更され、その変更

が当初から存在していたならば当該契約の会計処理が大幅に異なっていたものである場合に、認識中止しなければ

ならない。契約の認識中止は、履行キャッシュ・フロー、契約上のサービス・マージンおよび当該契約が含まれて

いたグループのカバー単位の調整を伴う。

 

・　一般測定モデル(ビルディング・ブロック・アプローチ - BBA)

　保険契約の一般測定モデルは、契約上の義務を果たすために必要な、将来支払うか受け取るキャッシュ・フロー

の最善の見積りを用いるモデルである。この見積りは、起こり得る様々なシナリオや、本基準に従って定められる

制限または「契約の境界線」内で契約に含まれるオプションや保証の影響を反映したものでなければならない。こ

の契約の境界線の決定には、契約から生じる権利および義務ならびに、特に保険会社がリスク反映のために価格を

改定する能力に関する分析が必要である。これにより、例えば、料金改定が可能な場合には自動更新を除外し、不

可能な場合には当該更新を含めることとなる。

キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値が反映されるように割り引かれる。使用するのは、保険料、保険契約の

獲得および管理に伴う費用、保険金や給付金、間接費、諸税、ならびに有形固定資産および無形資産の減価償却か

ら成る保険契約の各要素に対し、直接または配賦手法を介して帰属させることができるキャッシュ・フローのみで

ある。
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キャッシュ・フローの見積りは、非金融リスクに係る不確実性を織り込むための明示的なリスク調整により補完

される。これらの二要素は、契約の履行キャッシュ・フローの構成要素となる。契約上のサービス・マージンは、

契約グループに関して将来提供するサービスに伴い見込まれる利益または損失を表すものとして追加される要素で

ある。

契約上のサービス・マージンがプラスの場合は、貸借対照表上の保険契約の測定に係る勘定内に表示され、サー

ビスの提供に応じて償却される。マイナスの場合は、損益計算書に即時に認識される。当初の損失（または「損失

要素」）は、その後の保険サービス収益の認識を考慮して、会計外でモニターされる。

獲得費用は、関連する契約グループに係る契約上のサービス・マージンから控除される。

　各報告日における保険契約グループの帳簿価額は、残存カバーに係る負債（将来のサービスに関する履行キャッ

シュ・フロー（最善の見積りとリスク調整）および報告日現在で残存する契約上のサービス・マージンを含む）

と、発生保険金に係る負債（契約上のサービス・マージンは除いた、キャッシュ・フローの最善の見積りとリスク

調整を含む）の合計となる。将来キャッシュ・フローの見積りや非金融リスクの調整に使われる仮定は、割引率と

ともに、報告日現在の状況を反映するため更新される。

契約上のサービス・マージンは、将来のサービスに関する非金融的仮定の見積りの変更に応じて調整され、契約

時の割引率で資産計上された後、期間中に提供されるサービスに応じて損益計算書の保険サービス収益を介し償却

される。契約上のサービス・マージンを費消後に契約が不利となった場合には、当該報告期間に損失が認識され

る。仮定の有利な変更により不利な契約が再び収益性を有するようになった場合には、契約上のサービス・マージ

ンは、損失要素を相殺後にのみ再認識される。

期間中における予想履行キャッシュ・フローの解放分（キャッシュ・フローの見積りとリスク調整）は、損失要

素に配分された額を除き、保険サービス収益に認識される。過去のサービスに係る見積りの変更は、「保険サービ

ス費用」に認識される。

当社グループは、非金融リスクに係る調整額の変動を全額、「保険サービス損益」に含めている。

当社グループは、割引率変動の影響を資本に計上している。割引の巻き戻しの費用は、当初の割引率（残存カ

バーに係る負債については契約時の割引率、発生保険金に係る負債については保険金発生日の割引率）に基づいて

「保険金融収益または費用」に計上される。当初認識日に決定された割引率で割引いた負債の額と、現在の割引率

を用いて見積った同一負債の額との差額は、資本に認識される。金融変数の変動、特に契約に基づく給付のインデ

クセーションによる負債への影響も、資本に認識される。

信用保険(以下「CPI」という。)、個人補償保険および死亡以外のリスクを補償する他の保険は、一般測定モデ

ルで測定され、所定の条件が満たされている場合には簡便測定アプローチを用いて測定される。引受または保有す

る再保険契約についても同様の取扱いが適用される。

割引率は、負債の非流動性を踏まえて調整された無リスク金利を基礎としている。

リスク調整額は、四分位法を用いて算出される。

契約上のサービス・マージンの償却に使用されるカバー単位は、期間中の既経過保険料より導き出される。
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・　直接連動有配当契約の測定モデル(変動手数料アプローチ - VFA)

直接連動有配当契約とは、以下のような保険または投資契約である。

- 契約条件において、保険契約者が明確に特定された原資産ポートフォリオの持分に権利を有する旨が明記され

ている。

- 保険会社が、原資産の公正価値リターンの重要部分に等しい金額を保険契約者に支払うことを予想している。

- 保険会社が、保険契約者に支払われる金額の変動の重要割合が原資産の公正価値の変動に起因すると予想して

いる。

これらの条件の適合性は保険引受日に確認され、その後見直されることはない。

保険会社が、保険契約者に対し、明確に識別された原資産の公正価値から変動報酬を差し引いた額を支払わなけ

ればならないこれらの契約には、一般測定モデルを直接連動有配当契約に適応するように修正したモデルである

「変動手数料アプローチ」と称する固有のモデルが適用される。

　これらの契約に関する負債は、各報告日に、原資産に関して稼得した利益や、原資産の公正価値の変動を踏まえ

て調整される。具体的には、保険契約者の持分は保険金融収益または費用と相殺して契約の履行キャッシュ・フ

ローに計上され、変動手数料に相当する保険会社の持分は契約上のサービス・マージンに含まれる。

契約上のサービス・マージンはまた、将来のサービスに関連する、原資産のリターンに応じて変動しないキャッ

シュ・フローの変動（キャッシュ・フローの見積り、リスク調整額、貨幣の時間価値による影響の変動、および原

資産に起因しない金融リスクの変動（例えば、金融保証の影響））による影響についても調整される。

過去のサービス事象に関連する、原資産の利回りに関して変動しない履行キャッシュ・フローの変動は、損益計

算書に認識される。

原資産の価値の変動を保険契約者と保険会社の間で配分する仕組みにより、これらの契約の結果は、原則とし

て、主に履行キャッシュ・フローの解放分と契約上のサービス・マージンの償却により表される。原資産が、負債

を完全に裏付けており、純損益を通じて公正価値で測定される場合、これらの契約に基づく金融損益はゼロになる

はずである。当社グループは、純損益を通じて公正価値で測定されない原資産に関連する負債の変動を親会社株主

資本に再分類するオプションを選択した。

上記の直接連動有配当契約の定義を満たす生命貯蓄保険契約は、変動手数料アプローチを用いて評価される。こ

れらの契約に解約返戻金が含まれている場合、この解約返戻金は、別個でない投資要素の定義を満たしているた

め、当該投資要素（関連支払を含む）の変動は損益計算書に認識されない。

当社グループは、欧州規則により導入された、世代間共有を基礎とする有配当契約のポートフォリオを年次コ

ホート要件に沿って分割しない選択肢の適用を選んでいる。この選択肢は、保険契約者への利益分配がフランス、

イタリアおよびルクセンブルグの様々な世代の保険契約者の間で共有される、ユーロ・ファンドを含むユーロ建て

モノサポートまたはマルチサポート型の、変動手数料アプローチを使用できる、保険契約および裁量権付有配当投

資契約に適用される。この選択の結果、不利性の評価は、年次コホートを基礎とせず、ポートフォリオを基礎とし

て行われる。
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契約の境界線には、適用される価格設定が改定可能でない限り、将来の支払が含まれ（例えば、獲得費用や管理

費用）、契約が強制加入年金を規定している場合には、サービスの年金支給段階も含まれる。

割引率は、観察可能なデータの入手可能期間を超える期間について推計され、負債の非流動性を反映するよう

に、原資産に基づく流動性プレミアムを踏まえて調整された無リスク金利を基礎としている。

リスク調整額は、大量失効のリスクを考慮せず、将来の支払いを含めて、資本コスト法を用いて算出される。

契約上のサービス・マージンの償却に使用されるカバー単位は、保険数理上のリスク中立的な予測と比較され

る、金融資産または有形資産に関して実際に得られた利益の影響を踏まえて調整された、保険契約者に帰属する貯

蓄部分（現在価値で算定）の変動に基づくものである。

 

・　簡便測定モデル(保険料配分アプローチ - PAA)

　短期(１年未満)の契約は、保険料配分アプローチと呼ばれる簡便法を用いて測定でき、残存カバーに係る負債の

点で、一般測定モデルを用いた測定結果に類似の測定結果となる場合には、より長期の契約にもこのアプローチを

適用できる。収益性のある契約の残存カバーに係る負債は、IFRS第４号に基づき適用できるものに類似の論理に従

い徴収した保険料を未経過保険料として繰り延べる方法に基づき測定される。不利な契約や発生保険金に係る負債

は、一般測定モデルを用いて評価される。発生保険金に係る負債は、発生保険金について見込まれる決済の時期

が、発生日から１年後以降になる場合、割り引かれる。またこの場合には、割引率変動の影響を資本に分類する選

択も利用できる。

　当社グループは、獲得費用をカバー期間にわたり繰り延べるオプションを選択したため、これらを繰延保険料の

控除として表示している。

発生保険金に係る負債は、発生保険金について見込まれる決済の時期が、発生日から１年を超える場合、割り引

かれる。割引費用は、一般モデルの場合と同様に、保険金融収益または費用として認識される。この場合には、割

引率変動の影響を資本に分類する選択も利用できる。当社グループは、発生保険金に係る負債について、この選択

を維持している。

各報告日には、残存カバーに係る負債および発生保険金に係る負債の調整が純損益に認識される。

信用保険（ADE）、個人補償保険および死亡以外のリスクを補償する他の保険契約、ならびに引受または保有す

る再保険契約は、 条件が満たされている場合には簡便測定アプローチを用いて測定される。

 

・　再保険の処理

　出再保険も、一般測定モデルまたは簡便測定モデルに従って処理されるが、契約上のサービス・マージンに相当

するものは再保険に係る予想利益または損失を表し、プラスまたはマイナスとなる可能性がある。再保険契約が、

基礎となる不利な契約グループの損失を直ちに相殺する場合、再保険利得は即時に純損益に認識される。この「損

失取戻要素」は、以後に純利益に表示される金額を計上するために使用される。

さらに、契約履行キャッシュ・フローには、受再者の非履行リスクが織り込まれる。

保有する再保険契約は、当社グループにより、簡便測定モデルまたは一般測定モデルを用いて測定される。
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貸借対照表および損益計算書における表示

当社グループは、保険業務に係る投資およびその結果を、銀行業務の金融資産および負債と区分して表示するこ

とを選択した。

発行された保険契約からの金融収益または費用は、基準で認められている通り、この区分表示に該当するとみな

されるポートフォリオについて、損益計算書と親会社株主資本の間で区分表示されている。一般測定モデルで測定

された補償保険契約負債および簡便測定モデルで測定された契約からの発生保険金に係る負債については、ポート

フォリオ分類に関するこの選択は、当該負債の割引の巻戻しによる損益計算書への影響と当該負債の裏付け資産の

会計処理の両方を考慮して行われた。変動手数料アプローチを用いて測定される契約については、この選択は、損

益計算書において、保険または投資に係る負債の公正価値の変動による影響と、純損益を通じて公正価値で認識さ

れない場合の原資産の公正価値の変動による影響との間に存在する可能性のある会計上のミスマッチを相殺するた

めに行われた。

保険契約は、当社グループの非保険会社により販売され管理され、それに対して保険会社から手数料が支払われ

る場合がある。保険契約の測定モデルでは、将来支払われる契約獲得・管理費用を契約の履行キャッシュ・フロー

として予測し、損益計算書において、一方では当該見積費用の当期解放分を、他方では実際の費用を表示すること

を求めている。当社グループの連結会社間で授受される手数料については、当社グループは、グループ内銀行業務

会社の一般費用（内部取引利益を除く）のうち、保険業務に帰属させることができる部分を保険サービス費用とし

て表示する方法により、(履行キャッシュ・フローと契約上のサービス・マージンを保険負債と関連業績に配分す

る形で)貸借対照表と損益計算書上で内部取引利益を修正再表示する。修正再表示される内部取引利益は、関連

ネットワーク内の各社が有する経営管理データを標準化したものに基づいて決定される。

 

中間財務諸表における会計上の見積りの影響

当社グループは、IFRS第17号に基づいて、発行されたまたは保有する保険契約に関連する会計上の見積りの変更

による影響を、年次財務諸表において、過去に中間財務諸表で行った会計上の見積りを考慮することなく計上する

ことを選択した。

 

注１.h　有形固定資産および無形資産

　連結貸借対照表に計上される有形固定資産および無形資産は、事業用資産と投資不動産で構成される。リース資

産に関する使用権資産(注１.i.２参照)は、固定資産の中に借手が保有する類似資産と同一カテゴリーで表示され

る。

　事業用資産には、サービスの提供に用いられるもの、あるいは管理目的で使用するものがあり、その中には当社

グループがオペレーティング・リースの貸手としてリースする非財産的資産も含まれる。

　投資不動産とは、賃貸料およびキャピタル・ゲインを目的として保有する不動産である。

　投資不動産は取得原価で測定されるが、直接連動有配当契約の下で原資産として保有するもの（IAS第40号の改

訂による）については、例外的に、純損益を通じて公正価値で測定され、貸借対照表の「保険業務に関連する投

資」(注１.g.１参照)に表示される。
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　有形固定資産および無形資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識されるが、建設または改装に

長い期間を要する場合には、資産が利用可能になるまでの間の借入金利息も取得原価に算入される。例外として、

直接連動有配当契約の基礎となる要素である保有企業の占有不動産は、公正価値で測定される（IAS第16号の改訂

による）。

　BNPパリバ・グループが内部で開発したソフトウェアのうち、資産計上の基準を満たすものについては、プロ

ジェクトに直接起因する外部費用や従業員の人件費を含む直接的な開発費が資産計上される。

　当初の認識後、有形固定資産および無形資産は、取得原価から減価償却または償却累計額および減損額を差し引

いた金額で測定される。

　有形固定資産および無形資産の価値のうち、償却可能額は資産の残存価額控除後の金額で計算される。当社グ

ループが貸手としてリースするオペレーティング・リースの資産だけは、残存価額があるとの前提に基づく。これ

は、事業で使用される有形固定資産および無形資産の耐用年数は通常、それらの経済的耐用年数と同じであるため

である。

　有形固定資産および無形資産は、その耐用年数にわたって定額法で減価償却または償却される。減価償却費また

は償却費は、損益計算書の「有形固定資産・無形資産に係る減価償却費、償却費および減損」に認識される。

　資産が、一定期間ごとの入れ替えを必要とする場合がある多くの構成要素で構成されている場合、またはその用

途や生み出される経済的便益率が異なる多くの構成要素で構成されている場合、各構成要素はそれぞれに適切な方

法により単独で認識され、減価償却される。BNPパリバ・グループは、事業で使用される不動産および投資不動産

に対し、構成要素に基づくアプローチを採用してきた。

　オフィス不動産の減価償却期間は次の通りである。(主要な不動産およびその他の不動産それぞれにおける)外郭

構造は80年または60年、建物の壁面は30年、一般的および技術的設置物は20年、備品および付属品は10年。

　ソフトウェアの償却期間は種類によって異なり、インフラ開発の場合は８年まで、顧客へのサービスの提供を主

な目的として開発されたものでは３年または５年となっている。

　ソフトウェアの維持費用は、発生時に費用計上される。しかし、ソフトウェアの性能向上または耐用年数の延長

のための費用は、取得／開発の初期コストに含まれる。

　償却可能な有形固定資産および無形資産については、決算日時点で潜在的な減損の兆候がないかどうかを確認す

るため、減損テストを行う。非償却資産も、資金生成単位に対して割り当てられたのれんの場合と同じ方法によ

り、少なくとも年に一度減損テストが行われる。

　減損の兆候がある場合には、該当資産の新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場

合、減損損失が損益計算書で認識される。この損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あるいは減損の兆

候がなくなった場合に戻し入れが行われる。減損損失は、損益計算書の「有形固定資産・無形資産に係る減価償却

費、償却費および減損」に計上される。

　事業に使用される有形固定資産および無形資産の処分損益は損益計算書の「長期性資産に係る純利益」で認識さ

れる。

　投資不動産の処分損益は、損益計算書の「その他の業務収益」または「その他の業務費用」で認識される。
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注１.i　リース

　当社グループの会社は、リース契約において借手または貸手になることがある。

 

注１.i.１　当社グループの会社が貸手となる場合

　当社グループが貸手の立場で契約するリース取引は、ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに

分類される。

 

・　ファイナンス・リース

　ファイナンス・リースの場合、貸手は、資産の所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に移転する。

ファイナンス・リースは、借手が資産を購入するために行った貸出金として会計処理される。

リース料の現在価値に残存価額を加えたものが、受取債権として認識される。リースによって貸手が稼得する純

利益は貸出金の利息と同じであり、損益計算書の「受取利息」に計上される。リース料はリース期間にわたって分

割して支払われるが、その純利益は正味リース投資未回収額に対して一定の収益率を反映したものとなるよう元本

の減額部分と金利部分に配分される。使用される利率はリース上の計算利子率である。

　リース債権の減損は、償却原価で測定する金融資産に適用されるものと同じ原則に基づいて判断される。

 

・　オペレーティング・リース

　オペレーティング・リースとは、資産の所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に移転しないリース

である。

　リース資産は、貸手の貸借対照表の有形固定資産に計上され、耐用年数にわたって定額法で減価償却される。償

却可能額は、リース資産の残存価額を控除している。リース料は、リース期間にわたって定額法に基づき全額損益

計算書に計上される。リース料と減価償却費は、損益計算書の「その他の業務収益」および「その他の業務費用」

に計上される。

 

注１.i.２　当社グループの会社が借手となる場合

　当社グループが締結するリース契約については、期間が12ヶ月以下の契約と少額契約を除き、使用権(固定資産

に表示されているリース資産に係る使用権)資産と、リース負債(リース期間にわたって支払うことになっている

リース料および他の金銭の総額)が貸借対照表に認識される。使用権資産は定額法で償却され、リース負債は数理

計算によりリース期間にわたって償却される。特定の重要な備品および付属品に対応する撤去費用は、当初の使用

権資産の見積りと、対応する負債の引当金に含まれる。

　当社グループが使用権資産およびリース負債の測定に用いている主な仮定は、以下の通りである。
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－　リース期間は、契約の解約不能期間に、当社グループが期間延長オプションを行使することが合理的に確実な

場合における当該行使後の期間を加えた期間とする。フランスでは、標準的な商業リース契約は「３-６-９」

契約と呼ばれており、この契約は、最初の解約不能期間が３年で、期間を３年延長できるオプションが２つ付

帯している、最大使用期間が９年の契約であるため、リース期間は、その内容の評価により、３年、６年また

は９年となる場合がある。契約により備品および付属品への投資が行われる場合、リース期間は、その耐用年

数に一致する。強制力のある期間が存在するまたはしない、黙示的に更新される契約に関連する使用権資産お

よびリース負債は、契約の合理的に予測可能な経済的耐用年数(解約不能期間を含む)の見積りに基づき認識さ

れる。

－　使用権資産とリース負債の測定に用いる割引率は、リースの計算利子率を容易に算定できる場合には当該率を

もとに契約ごとに算定し、より一般的には、契約締結日における借手の追加借入利子率をもとに算定する。追

加借入利子率は、契約の平均期間を踏まえて算定される。

－　契約が修正される場合、契約の新たな残存期間を考慮してリース負債が評価されるため、使用権資産とリース

負債の新たな評価が行われる。

 

注１.j　売却目的で保有する資産と非継続事業

　当社グループが資産または資産および負債のグループの売却を決定し、その売却が12ヶ月以内に行われる可能性

が非常に高い場合、そのような資産は貸借対照表の「売却目的で保有する資産」勘定に個別に表示される。それら

の資産に関連する負債もまた、貸借対照表の「売却目的で保有する資産関連の負債」勘定にて個別に表示される。

当社グループに、子会社の支配権喪失を伴う売却計画を実行する責任があり、その売却が12ヶ月以内に行われる可

能性が非常に高い場合、当該子会社の資産および負債は売却目的で保有する資産に分類される。

　一旦この勘定科目に分類された後は、資産および資産と負債のグループは、帳簿価額または売却費用控除後の公

正価値のいずれか低い金額で評価される。

　そのような資産については減価償却を行わない。長期性資産および資産と負債のグループに減損が生じた場合、

減損損失が損益計算書に計上される。減損損失は戻し入れられる可能性がある。

　売却目的で保有する資産と負債のグループが資金生成単位の場合は、「非継続事業」に分類される。非継続事業

には、売却対象業務、活動を停止した業務、転売の意図を持ってのみ取得した子会社が含まれる。

　この場合、非継続事業に関連する利益と損失は、損益計算書の「非継続事業からの純利益」勘定に個別に表示さ

れる。この勘定には、非継続事業の税引後損益、売却費用控除後の公正価値で再測定することから生じた税引後利

益または損失、および事業の売却による税引後利益または損失が含まれる。

 

注１.k　従業員給付

　従業員給付は、４つのカテゴリーに分類される。

－　給与、年次休暇、インセンティブ制度、利益配分と追加支払金といった短期給付

－　有給休暇、永年勤続報奨金、その他の形態による現金ベースの繰延報酬を含むその他の長期給付
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－　解雇給付

－　フランスの追加型銀行業界年金および退職ボーナスならびに他国の各種年金制度(これらの一部は年金ファン

ドが運用している)を含む退職後給付

 

・　短期給付

　当社グループは、従業員給付の見返りとして従業員が役務を提供した時、その給付を費用として認識する。

 

・　長期給付

　長期給付とは、短期給付、退職後給付および解雇給付以外の給付を意味する。これは特に、BNPパリバの株価と

連動せず、報酬が稼得された期間の財務諸表に未払い計上される、12ヶ月を超える期間にわたって繰り延べられる

報酬に関連するものである。

　ここで用いられる数理計算手法は、確定給付型退職後給付制度で用いられるものと類似のものであるが、再評価

項目は、資本ではなく損益計算書に認識される。

 

・　解雇給付

　解雇給付は、雇用契約の終了と引き換えに行われる従業員給付で、当社グループが法定退職年齢に達する前に雇

用契約を終了させることを決定した場合、あるいは従業員が解雇給付を条件として自主退職を決意した場合に行わ

れる従業員給付である。決算日から12ヶ月より後に支払期日が来る解雇給付は割引かれる。

 

・　退職後給付

　BNPパリバ・グループは、IFRSに基づき、確定拠出型年金制度と確定給付型年金制度を区別している。

　確定拠出型年金制度は当社グループにとっての給付債務を生むものではないので、引当金を積み立てる必要はな

い。会計期間ごとに支払われる雇用者拠出金は費用として認識される。

　確定給付型のスキームのみが当社グループにとっての給付債務を生み出す。この給付債務は引当金の形で負債と

して測定され、認識される。

　この２つのカテゴリーへの制度の分類は制度の経済的実態に基づいて行われ、当社グループが合意した給付金を

従業員に支払う法的または推定的債務を負っているかどうかを判断するための見直しが行われる。

　確定給付型年金制度の下での退職後給付債務は、人口統計学的および財務上の仮定を考慮した年金数理計算手法

を用いて算定される。

　退職後給付制度について認識される負債純額は、確定給付債務の現在価値と制度資産の公正価値の差額である。
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　確定給付債務の現在価値は、予測単位積増方式を用い、当社グループが採用する年金数理計算上の仮定に基づい

て測定される。この方式では、各国または当社グループの各社に固有の、人口統計学的推計、従業員の定年前退職

の確率、昇給率、割引率、全般的なインフレ率といった様々なパラメーターを勘案している。

　制度資産の価値が給付債務額を超える場合、将来における拠出額の減少または制度に対する拠出額の将来におけ

る一部払戻の形で当社グループに将来の経済的利益をもたらすものならば、資産として認識される。

　損益計算書の「給与および従業員給付」に認識されている確定給付制度に関する年間費用には、当期勤務費用

(提供した役務と引き換えに当期中に確定した各従業員の権利)、確定給付負債(資産)の純額の割引による影響額と

連動する正味利息、制度の変更または縮小に起因する過去勤務費用、および制度清算の影響額が含まれる。

　確定給付負債(資産)の純額の再測定結果は、株主資本に認識され、損益へ再分類されることはない。これらに

は、年金数理計算上の差異、制度資産に係る収益および資産上限額の影響の変動(確定給付負債／資産に係る利息

純額に含まれる額は除く)が含まれる。

 

注１.l　株式報酬

　株式報酬取引とは、当社グループが発行した株式に基づく報酬であり、株式またはBNPパリバの株価に連動した

現金支払いを受け取る形で決済される。

 

・　ストック・オプションおよび株式報酬制度

　ストック・オプションおよび株式報酬制度に関連する費用は、給付が被付与者の継続的雇用を条件とする場合に

は権利確定期間にわたって認識される。

　ストック・オプションおよび株式報酬費用は、給与および従業員給付費用に計上され、対応する調整が株主資本

に対して行われる。この費用は、付与日に取締役会が決定する、制度の全体的な価値に基づいて計算される。

　制度に係る金融商品の市場価格が入手できない場合には、BNPパリバの株価に関連する業績条件を考慮する財務

評価モデルが使用される。制度に係る報酬費用総額は、付与するオプションまたは株式報酬の単価に、権利確定期

間の最終時点で権利が確定したオプションまたは株式報酬の見積数量を掛けることで計算されるが、その際には、

被付与者の継続的雇用という条件が考慮される。

　権利確定期間に前提条件が変更され、その結果、費用の再測定が必要となる場合があるが、これらの前提条件と

は、従業員が当社グループを退職する可能性に関連するものと、BNPパリバの株価に連動しない業績条件に関連す

るもののみに限られる。
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・　株価連動型現金決済繰延報酬制度

　この制度に関連する費用は、従業員が対応する役務を提供した年度において認識される。

　株式に基づく変動報酬の支払いが、権利確定日現在で対象従業員の雇用が続いていることを明示的な条件として

いる場合、役務は、権利確定期間中に提供されたものとみなされ、対応する報酬費用は、当該期間にわたって比例

配分で認識される。当該費用は給与および従業員給付費用に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。

この額は、雇用継続条件または業績条件の充足状況や、BNPパリバの株価の変動を考慮して見直される。

　雇用継続条件がない場合、費用は繰り延べられずに即時に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。

この額は、業績条件やBNPパリバの株価の変動を考慮して、決済までの各報告日において見直される。

 

注１.m　負債として計上される引当金

　負債として計上される引当金(金融商品、従業員給付、保険契約に係るものを除く)は、主に事業再編、請求と訴

訟、罰金や違約金に関連するものである。

　引当金は、過去の事象に起因する債務を決済するために経済的便益を持つ資源の流出が必要となる可能性が高

く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識される。そのような債務額は、割引の影響が

重要な場合には、引当金の額の決定時に割引かれる。

 

注１.n　当期および繰延税金

　当期法人税の課税額は、利益が生み出された会計期間に当社グループが業務を展開した各国において有効な税法

と税率に基づいて決定される。

　繰延税金は、資産または負債の貸借対照表上の帳簿価額と税務基準額との間に一時差異が発生した場合に認識さ

れる。

　繰延税金負債は、すべての将来加算一時差異について認識されるが、以下のものはその例外となる。

－　のれんの当初の認識額に関する一時差異

－　当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、一時差異が予測可能な期間内には解消しない可

能性が高い場合で、当社グループが単独でまたは第三者と共同で支配している企業に対する投資において発生

した一時差異

繰延税金資産は、対象会社が、将来、一時差異および税務上の欠損金と相殺可能な課税所得を生み出す可能性が

高い場合にのみ、すべての将来減算一時差異と未使用の繰越欠損金について認識される。

繰延税金資産と負債は、負債法を用い、繰延税金資産が実現するか繰延税金負債が解消される期間に適用される

ことが予想される税率を用い、当該会計期間の決算日までに制定された(または制定される予定の)税率および税法

に基づいて測定される。これらは割引かれない。

繰延税金資産と負債は、同じ納税グループ内で発生する場合、単独の税務当局の管轄下の場合、および相殺でき

る法的権利が存在する場合に互いに相殺される。

法人所得税務処理に関する不確実性の評価については、当社グループは以下のアプローチを採用している。
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－　当社グループは、税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いかどうかを評価する。

－　最も可能性の高い金額(より発生可能性の高い額)または期待額(確率加重された額の合計)のいずれかを考慮す

る形で、課税所得(損失)を算定する際に不確実性の影響を反映させる。

　当期および繰延税金は、損益計算書で税金収益または税金費用として認識されるが、株主資本に直接認識される

取引または事象と関係のある当該税金は、株主資本に認識される。これは特に、当社グループが発行した、資本性

金融商品として適格な金融商品(永久最劣後債など)について支払う利息の税効果に関する。

　債権および有価証券からの収益に係る税額控除が当期の未払法人税の決済に利用された場合、当該税額控除はそ

れらが関連する収益と同じ項目で認識される。対応する税金費用は損益計算書の「法人税」に引き続き計上され

る。

 

注１.o　キャッシュ・フロー計算書

　現金および現金同等物の残高は、現金および中央銀行預金正味残高、また銀行間コールローンおよび要求払預金

の正味残高で構成される。

　営業活動に関連する現金および現金同等物の増減は、保険業務に係る金融投資および譲渡性預金に関連するもの

を含む、当社グループの業務により生じたキャッシュ・フローを反映している。

　投資活動に関連する現金および現金同等物の増減は、連結グループに含まれている子会社、関連会社または共同

支配企業の買収および処分、ならびに有形固定資産(投資不動産およびオペレーティング・リースとして保有され

ている不動産を除く)の取得および売却により生じたキャッシュ・フローを反映している。

　財務活動に関連する現金および現金同等物の増減は、株主との取引により生じたキャッシュ・インフローおよび

アウトフロー、ならびに債券、劣後債および負債証券(譲渡性預金を除く)に関連するキャッシュ・フローを反映し

ている。

 

注１.p　財務諸表作成における見積りの利用

　財務諸表を作成する際に、中核事業や本社機能の管理者は、損益計算書の損益勘定および貸借対照表の資産・負

債勘定の測定、ならびに財務諸表に対する注記で開示される情報に反映される仮定や見積りを行うことが要求され

ている。担当管理者は、判断および見積りに当たり、財務諸表の作成日現在入手可能な情報を利用することを要求

される。また、管理者が見積りを行った場合、将来の実績は、主に市況などにより、見積りと大幅に異なることが

ある。これにより財務諸表に重要な影響が及ぶ可能性がある。

　これは、特に次の点について当てはまる。

－　特定の金融資産のキャッシュ・フロー要件の分析

－　予想信用損失の測定。これは、特に、信用リスクの著しい増大の有無の評価、予想信用損失の測定に用いるモ

デルや仮定、様々な経済的シナリオやそれらへの重み付けに係る判断に適用される。

－　条件変更貸付金を貸借対照表に認識し続けるべきか、認識を中止すべきかについて評価するための当該貸付金

の分析
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－　活発な市場の評価、「資本を通じて公正価値で測定する金融資産」または「純損益を通じて公正価値で測定す

る金融商品」に分類される公表価格のない金融商品(資産であるか負債であるかは問わない)の公正価値測定の

内部開発モデルの使用、および(より一般的には)公正価値による開示要件の対象となる金融商品の公正価値の

計算

－　金融商品の市場価格に伴う各種市場リスクの感応度や、財務諸表の注記に開示されている主要な観察不能イン

プットに対するこれらの評価の感応度を評価するために適用された仮定

－　特定のデリバティブをキャッシュ・フロー・ヘッジ手段として指定したことの適切性およびヘッジの有効性の

測定

－　無形資産に対し行われる減損テスト

－　減価償却および耐用年数の決定に使用されるオペレーティング・リースの固定資産の残存価額の見積り、特に

環境への配慮が中古車の将来価格に与える影響。

－　繰延税金資産

－　保険負債および資産、ならびに裁量権付有配当投資契約に関する、契約グループ別の、市場または企業特有の

データから導出可能な仮定に基づく割引後および確率加重後の将来履行キャッシュ・フローを基礎とした測

定、ならびにこれらの契約の結果に関する、カバー期間にわたり提供されたサービスに基づく認識。

－　法人所得税務処理に関する不確実性やその他の偶発債務等引当金の測定。特に、現在進行中の様々な調査や訴

訟についてその結果や潜在的な影響を予測することは難しい。引当金の見積りは、財務諸表作成日の時点で入

手可能なあらゆる情報を考慮して策定しており、この情報には、特に、係争の性質、根底にある事実、進行中

の法的手続、類似した事案に関するものを含む裁判所の判決が含まれている。当社グループは、専門家や独立

顧問弁護士の意見も踏まえて判断を下している。
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注２.　IFRS第17号およびIFRS第９号の初度適用による影響

- IFRS第17号およびIFRS第９号の初度適用による2022年12月31日現在の貸借対照表に対する影響

 

 (単位：百万ユーロ) 2022年12月31日現在
IFRS第17号および
第９号の初度適用

による影響

2022年12月31日現在
IFRS第17号および
第９号に基づく
修正再表示

資産    

現金および中央銀行預け金 318,560 318,560

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

   

有価証券 166,077 166,077

貸出金および売戻契約 191,125 191,125

デリバティブ金融商品 327,932 327,932

ヘッジ目的デリバティブ 25,401 25,401

資本を通じて公正価値で測定する金融資産    

負債証券 35,878 35,878

持分証券 2,188 2,188

償却原価で測定する金融資産    

金融機関貸出金および債権 32,616 32,616

顧客貸出金および債権 857,020 857,020

負債証券 114,014 114,014

金利リスクヘッジポートフォリオの再測定に
よる調整

(7,477) (7,477)

保険業務に関連する投資およびその他の資産 247,403 (1,928)
(a)(c)(d) 245,475

当期および繰延税金資産 5,893 39 5,932

未収収益およびその他の資産 209,092 (549) 208,543

持分法投資 6,263 (190) 6,073

有形固定資産および投資不動産 38,468 38,468

無形資産 3,790 3,790

のれん 5,294 5,294

売却目的で保有する資産 86,839 86,839

資産合計 2,666,376 (2,628) 2,663,748
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(単位：百万ユーロ) 2022年12月31日現在
IFRS第17号および
第９号の初度適用

による影響

2022年12月31日現在
IFRS第17号および
第９号に基づく
修正再表示

負債    

中央銀行からの預り金 3,054 3,054

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

   

有価証券 99,155 99,155

預金および買戻契約 234,076 234,076

発行済負債証券 70,460 (4,882)
(e)(c) 65,578

デリバティブ金融商品 300,121 300,121

ヘッジ目的デリバティブ 40,001 40,001

償却原価で測定する金融負債    

金融機関預金 124,718 124,718

顧客預金 1,008,054 2 1,008,056

負債証券 154,143 1,216
(c) 155,359

劣後債 24,156 4 24,160

金利リスクヘッジポートフォリオの再測定に
よる調整

(20,201) (20,201)

当期および繰延税金負債 3,054 (75) 2,979

未払費用およびその他の負債 185,456 (446) 185,010

保険契約準備金およびその他の保険負債 226,532 (226,532)
(a) (e)

保険契約に関連する負債  209,772
(b) 209,772

保険業務に関連する金融負債  18,858
(e) 18,858

偶発債務等引当金 10,040 10,040

売却目的で保有する資産に関連する負債 77,002 77,002

負債合計 2,539,821 (2,083) 2,537,738

    

資本    

資本金、払込剰余金、および利益剰余金 115,149 (141) 115,008

親会社株主帰属当期純利益 10,196 (348) 9,848

資本金、利益剰余金、および親会社株主帰属
当期純利益合計

125,345 (489) 124,856

資本に直接認識される資産および負債の変動 (3,553) (66) (3,619)

親会社株主資本 121,792 (555)
(f) 121,237

少数株主持分 4,763 10 4,773

資本合計 126,555 (545) 126,010

負債および資本合計 2,666,376 (2,629) 2,663,748

 

IFRS第４号からIFRS第17号への移行に伴い、旧基準に従って認識された保険契約に係る資産および負債（保険負

債、保有再保険資産、および「シャドウ・アカウンティング」に起因する繰延保険契約者配当）は、繰延税効果控

除後で、資本を通じて除去された。保険または再保険契約に関連する債権および債務は取り消されず、新たな保険

負債および資産の測定に含まれている。

2022年12月31日現在のIFRS第４号およびIFRS第17号の初度適用に関連する主な影響は以下の通りである。
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(a) IFRS第４号に基づいて認識された保険資産および負債の除去

・ 資産側では、「保険業務に関連する投資およびその他の資産」におけるマイナス52億ユーロ、保有再保険

資産（主に数理的準備金）に関連するマイナス23億ユーロ、およびシャドウ・アカウンティングに起因する繰

延利益分配に関連するマイナス29億ユーロ。

・ 負債側では、従来「保険契約準備金およびその他の保険負債」に計上されていた保険契約負債マイナス

2,216億ユーロ。

(b) 「保険契約に関連する負債」2,098億ユーロの認識。これには以下が含まれる。

・ IFRS第17号に従って測定された将来の履行キャッシュ・フローの最善の見積り、ならびにリスク調整額お

よび契約上のサービス・マージン。

・ 保険契約に関連するその他の資産および負債（主に保険契約者の債権および債務）。

保険契約の測定に関して移行日現在で使用された方法は、注１.a「適用される会計基準―IFRS第４号から

IFRS第17号への移行」に記載されている。

(c) 改訂IFRS第９号の適用により、直接連動有配当契約の基礎となる項目として保有され純損益を通じて公正価値

で測定される当社グループ発行の金融資産を、貸借対照表に認識することが可能になった。その結果、「保険

業務に関連する投資およびその他の資産」が20億ユーロ増加し、負債側では「純損益を通じて公正価値で測定

する発行済負債証券」が８億ユーロ、「償却原価で測定する負債証券」が12億ユーロ増加した。

(d) 当社グループはまた、IFRS第17号に起因するIAS第40号およびIAS第16号の改訂も適用し、その結果、直接連動

有配当契約の基礎となる項目として保有する建物を、純損益を通じて公正価値で測定し、16億ユーロを「保険

業務に関連する投資およびその他の資産」に認識した。

(e) 「保険業務に関連する金融負債」は、従来「発行済負債証券」（57億ユーロ）または「その他の保険負債」に

計上されていたが、同一科目に統合された。

(f) IFRS第17号およびIFRS第９号の適用により、2022年12月31日現在の親会社株主資本に税効果控除後でマイナス

６億ユーロの影響が生じた。

2022年１月１日現在の影響額はマイナス16億ユーロであり、このうち５億ユーロがIAS第39号からIFRS第９号へ

の移行に関連し、マイナス21億ユーロがIFRS第４号からIFRS第17号への移行に関連していた。
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・IFRS第９号およびIFRS第17号の初度適用が「保険業務に関連する投資およびその他の資産」に与える影響

 

(単位：百万ユーロ)

2022年
12月31日
現在

(IAS第39
号/IFRS
第４号)

再分類

IFRS第９号
への

再分類合計

IFRS第９号の影響
(保険会社) IFRS

第17号、
IAS第16号
および

IAS第40号
の影響

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号
および
第９号
に基づく

修正再表示

公正価値で測定する
売却可能金融資産

償却原価で測定する
満期保有目的金融資産

その他の
再分類

再測定
 (フェーズ

１)

減損調整
 (フェー
ズ２)負債証券 持分証券 負債証券

貸出金
および債権

純損益を通じて公正価値
で測定する金融商品

 125,640 7,694 9,497 101 165 325 17,782 276  2,015 145,713

資本を通じて公正価値で
測定する金融資産

 104,961 (7,694) (9,497) 967  255 (15,969) 93 (60)  89,025

償却原価で測定する金融
資産

 4,044   (1,068) (165) (29) (1,262)   (1,629) 1,153

持分法投資  342     (228) (228)    114

投資不動産  7,257         1,562 8,819

再保険者の保険契約準備
金の持分

 2,277         (2,277)  

保険契約者剰余金 - 資
産

 2,882         (2,882)  

保険業務に関連する資産           651 651

保険業務に関連する投資
およびその他の資産

247,403 - - - - 323 323 369 (60) (2,560) 245,475

 

保険会社の金融資産および負債は、各社の保険負債に対応するポートフォリオまたは各社の資本に対応するポー

トフォリオ単位で管理される。このため事業モデルは、IFRS第９号への移行日に、これらのポートフォリオに沿っ

て決定された。

純損益を通じて公正価値で測定されるユニットリンク型契約と、連結対象である譲渡可能証券の集団投資事業

（UCITS）体が保有し処分価値で管理される負債性金融商品を除き、負債性金融商品は概ね、事業モデルやキャッ

シュ・フローに係る基準に基づき、「回収および売却」モデルに従って分類される。特定の資産は、純損益を通じ

て公正価値で測定するものとして指定されている。資本を通じて公正価値で測定される株式を担保とする特定の資

産と有配当契約以外の契約ポートフォリオを除き、資本性金融商品の大部分は純損益を通じて公正価値で測定され

る。IAS第39号に基づき売却可能金融資産に分類された非連結ファンドは、純損益を通じて公正価値で再分類され

ている。デリバティブの取扱いは、ヘッジ会計を含め変更されておらず、当社グループは引き続きIAS第39号の原

則を適用している（注１.f.９参照）。
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注３.　2023年12月31日終了事業年度における損益計算書に対する注記

注３.a　正味受取利息

　BNPパリバ・グループは、償却原価で測定する金融商品や、資本を通じて公正価値で測定する金融商品から生

じ、実効金利法を用いて算定されるすべての収益および費用(利息、手数料および取引費用)を、「受取利息」およ

び「支払利息」に含めている。

　これらの項目には、非トレーディング金融商品であって、その特徴により償却原価で認識することも、資本を通

じて公正価値で認識することもできない商品に係る受取利息および支払利息や、当社グループが純損益を通じて公

正価値で測定するものとして指定した金融商品に係る受取利息および支払利息も含まれる。純損益を通じて公正価

値で測定する金融商品の公正価値の変動(未収／未払利息を除く)は、「純損益を通じて公正価値で測定する金融商

品に係る純利益」に認識されている。

　公正価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じ

た収益に含まれている。同様に、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した取引のヘッジに使用され

るデリバティブから生じる受取利息および支払利息は、原取引に関連する受取利息および支払利息と同じ勘定に配

賦される。

　マイナス金利の場合、貸出金および債権または金融機関および顧客預金は、それぞれ、支払利息または受取利息

内で会計処理される。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

収益 費用 純額 収益 費用 純額

償却原価で測定する金融商品 66,886 (48,617) 18,269 34,795 (15,405) 19,390

預金、貸出金および借入金 59,019 (36,827) 22,192 30,749 (11,652) 19,097

買戻／売戻契約 681 (1,295) (614) 274 (83) 191

ファイナンス・リース 2,480 (109) 2,371 1,763 (102) 1,661

負債証券 4,706  4,706 2,009  2,009

発行済負債証券および劣後債  (10,386) (10,386)  (3,568) (3,568)

資本を通じて公正価値で測定する金融商品 1,856 - 1,856 738 - 738

       

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
(トレーディング目的有価証券は除く)

243 (1,454) (1,211) 59 (279) (220)

キャッシュ・フロー・ヘッジ手段 3,897 (1,741) 2,156 3,025 (1,450) 1,575

金利ポートフォリオ・ヘッジ手段 6,660 (8,600) (1,940) 2,465 (2,965) (500)

リース負債 - (72) (72)  (50) (50)

受取／(支払)利息合計 79,542 (60,484) 19,058 41,082 (20,149) 20,933

 

　正味受取利息には、特に、後述するTLTROの条件変更に伴う経済的ヘッジの調整による費用938百万ユーロが含ま

れている。

正味受取利息には、グローバル・マーケット事業（その収益は主に「純損益を通じて公正価値で測定する金融商

品に係る純利益」に計上されている）（注３.c参照）およびアルバル（そのオペレーティング・リースからの収益

は注３.eに記載されている）に関連する資金調達費用が含まれている。

従って、正味受取利息の変動は、これらの項目で観察される変動と併せて分析されるべきである。
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個別に減損が認識された貸出金に係る受取利息は、2023年度は342百万ユーロ、2022年度は287百万ユーロであっ

た。

　当社グループは、欧州中央銀行の政策理事会が2020年３月、2020年12月および2022年10月に修正したTLTRO Ⅲ

(貸出条件付き長期資金供給オペ)を利用して資金を調達した(注５.g参照)。当社グループは、以下の各基準期間に

おいて以下のような金利優遇を受けることが可能になる貸出実績基準を満たした。

・　２年間の特別金利期間(すなわち、2020年６月から2022年６月までの期間)：預金ファシリティ(以下、「DFR」

という。)の平均金利より50ベーシス・ポイントまたは１％低い金利。

・　上記特別金利期間の翌期間(すなわち、2022年６月から2022年11月)：TLTRO Ⅲ利用開始日から2022年11月22日

までの期間中におけるDFRの平均金利より低い(すなわち、主な借入実行について、2020年６月のトランシェに

ついては0.36％低く、2021年３月のトランシェについては0.29％低い)金利。

・　最終期間(2022年11月23日以降)：2022年11月23日から償還日までの期間中におけるDFRの平均金利より低い金

利。後者の期間における平均実効金利は3.15％（2022年12月31日までは1.64％、2023年度は3.31％）であっ

た。

　この変動金利は、欧州中央銀行が定めた貸出基準を満たしたすべての金融機関に適用されるため、市場金利とし

てみなされている。この金融負債の実効金利は、各基準期間に係る、調整可能な２つの構成要素(基準金利と利鞘)

を踏まえて算定され、名目金利に一致している。2022年10月における最終金利期間の追加は、欧州中央銀行の金融

政策の一環として行われたものであるため、IFRS第９号に基づく契約上の修正ではなく、市場金利の改定とみなさ

れている。

 

注３.b　受取手数料および支払手数料

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

収益 費用 純額 収益 費用 純額

顧客取引 4,997 (1,250) 3,747 4,772 (1,172) 3,600

有価証券およびデリバティブ取引 2,483 (1,965) 518 2,051 (1,561) 490

融資コミットメントおよび保証コミットメント 1,155 (189) 966 1,181 (100) 1,081

アセット・マネジメントおよびその他サービス 5,176 (367) 4,809 5,425 (385) 5,040

その他 1,200 (1,419) (219) 1,193 (1,239) (46)

受取手数料および支払手数料 15,011 (5,190) 9,821 14,622 (4,457) 10,165

内、当社グループが、クライアント、信託、
年金、および個人向けリスク保険ファンド
またはその他の機関に代わり資産を保有
または投資する際の媒体となる、信託および
類似活動に関連した正味受取手数料

3,133 (360) 2,773 3,248 (376) 2,872

内、純損益を通じて公正価値で測定しない
金融商品に係る受取手数料および支払手数料

3,133 (453) 2,680 3,048 (370) 2,678
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注３.c　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益

　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益には、トレーディング目的で保有されている金融商

品、当社グループが純損益を通じて公正価値で測定する金融商品として指定した金融商品、当社グループが、資本

を通じて公正価値で測定することを選択しなかった非トレーディング資本性金融商品、ならびに負債性金融商品で

あって、そのキャッシュ・フローが元本の返済と付帯利息のみではないものや、その事業モデルの目的がキャッ

シュ・フローの回収またはキャッシュ・フローの回収と資産の売却ではないものに関連するすべての損益項目が含

まれている。

　これらの収益項目には、これらの金融商品に係る配当金は含まれているが、純損益を通じて公正価値で測定する

金融商品、ならびに金融商品であって、そのキャッシュ・フローが元本の返済と付帯利息のみでないものや、その

事業モデルの目的がキャッシュ・フローの回収またはキャッシュ・フローの回収と資産の売却ではないものからの

受取利息および支払利息(これらは「正味受取利息」に表示されている(注３.a参照))は含まれていない。

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

トレーディング目的で保有されている金融商品 13,801 (2,023)

金利および信用商品 8,948 (6,014)

資本性金融商品 3,184 (3,268)

外国為替金融商品 5,452 5,898

貸出金および売戻契約 (4,515) (1,326)

その他の金融商品 732 2,687

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した
金融商品

(3,985) 11,328

純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融商品 565 143

ヘッジ会計の影響 (35) (96)

公正価値ヘッジ手段たるデリバティブ (1,247) (9,123)

公正価値ヘッジのヘッジ対象 1,212 9,027

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る
純利益

10,346 9,352

 

　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融商品に係る損益は、主に、価値の増減が、経済的

ヘッジ手段たるトレーディング目的で保有されているデリバティブの価値増減により相殺されうる金融商品に関連

するものである。

　2023年度および2022年度のトレーディング目的保有金融商品に係る純利益には、キャッシュ・フロー・ヘッジの

非有効部分に関連した重要性のない金額が含まれている。

　ヘッジの非有効性は、特にヘッジ対象とヘッジ手段の期間の不整合(金利改定の頻度や時期、支払いの頻度およ

び割引係数などの不整合)、またはヘッジ関係開始日の時点でヘッジ手段であるデリバティブの公正価値がゼロ以

外の場合により生じるヘッジ手段とヘッジ対象の間での差異が原因で生じる可能性がある。ヘッジ手段であるデリ

バティブに適用される信用評価調整も、非有効性の原因となっている。

　これまでは資本に認識されており、2023年度においては損益計算書に含まれた、キャッシュ・フロー・ヘッジ関

係の中止に関係する公正価値変動の累計額には、ヘッジ対象が存在しなくなったかどうかにかかわらず、重要性は

なかった。
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注３.d　資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

負債性金融商品に係る純利益 (56) 9

資本性金融商品に係る受取配当金 84 129

資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る
純利益

28 138

 

　負債性金融商品からの受取利息は注３.aの「正味受取利息」に含まれ、発行体の債務不履行の可能性に関連する

減損損失は注３.gの「リスク費用」に含まれている。

 

注３.e　その他の業務収益(純額)

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

収益 費用 純額 収益 費用 純額

投資不動産収益(純額) 54 (28) 26 58 (30) 28

オペレーティング・リースの下で保有される
リース資産収益(純額)

15,787 (12,103) 3,684 13,134 (10,365) 2,769

不動産開発業務収益(純額) 488 (416) 72 773 (653) 120

その他の収益(純額) 2,231 (1,778) 453 1,769 (1,704) 65

その他の業務収益(純額)合計 18,560 (14,325) 4,235 15,734 (12,752) 2,982

 

注３.f　営業費用

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

銀行業務に係る給与および従業員給付費用 (17,775) (16,877)

銀行業務に係るその他の営業費用 (11,221) (11,026)

内、外部サービスおよびその他の営業費用 (8,865) (8,611)

内、税金および拠出額
(1) (2,356) (2,415)

保険業務に帰属しない費用（注６.b） (758) (713)

保険契約に帰属する内部販売会社費用の再分類 1,041 1,056

営業費用 (28,713) (27,560)

 

(1)
例外的な拠出額を含んだ単一破綻処理基金への拠出額であり、2023年度は1,002百万ユーロ、2022年度は1,256百万ユーロで

あった。

 

保険業務関連も含めた税金および拠出額は、2023年度は2,442百万ユーロ（2022年度は2,510百万ユーロ）であっ

た。

保険契約に直接帰属する費用は「保険業務収益(純額)」に計上されている。これらの費用は主に、契約獲得のた

めに支払われた販売手数料および契約処理に必要なその他の費用で構成されている。これらは「保険サービス損

益」内の履行費用に含まれている（注６.a参照）。
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　保険契約に帰属する費用には、当社グループの銀行ネットワークが保険契約を販売するために生じた営業費用が

含まれる。関連費用は、保険会社が内部販売会社に支払った手数料から販売会社のマージンを差し引いた額に基づ

いて評価される。これらの費用は「営業費用」から控除され、「保険契約に帰属する内部販売会社費用の再分類」

を通じて契約履行キャッシュ・フローに含まれる。

　保険契約に直接帰属しない営業費用は「営業費用」に含まれる。

　保険業務の営業費用に関する種類別および機能別の調整表は注６.bに記載されている。

 

前へ　　　次へ
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注３.g　リスク費用

　当社グループが使用しており、注１.f.５に記載されている全般的な減損モデルは、下記のような２段階の作業

に基づくものである。

・　信用リスクが当初認識時と比べ著しく増大していないかどうか評価する作業。

・　12ヶ月の予想信用損失または残存期間における予想信用損失のいずれか(すなわち、満期時の予想損失)として

減損引当金を測定する作業。

　両段階の作業は、将来予測的な情報をもとに実施する。

 

・　信用リスクの著しい増大

　2022年12月31日付で、BNPパリバは、欧州銀行監督機構と欧州中央銀行の勧告に従い、信用リスクが著しく増大

していないかどうか評価する作業に用いる基準を改めた。

　従前においては、消費者金融事業を除いて、信用リスクが著しく増大していないかどうかについては、主に、内

部信用格付の変動(スルー・ザ・サイクル・アプローチで割り出す、１年以内の平均デフォルト確率指標)に基づき

評価されていた。一方新たな基準においては、将来予測的な情報を全面的に考慮するため、マクロ経済シナリオの

変動により生じ得る結果を主たる指標として織り込んだ内部格付をもとに割り出す、満期日までのデフォルト確率

を用いる。

　この新たな基準のもとでは、該当金融商品の満期日までのデフォルト確率が、その組成時と比べて３倍以上に上

昇している場合に、信用リスクが著しく増大しているとみなされ、該当資産はステージ２に分類される。この相対

的な変動に基づく基準は、PDの絶対的な変動基準(400ベーシス・ポイントの増加)により補完されている。

　さらに、どのポートフォリオ(消費者金融事業は除く)についても、

・　報告日における、「ポイント・イン・タイム」アプローチで割り出した１年以内のデフォルト確率(以下「PiT

PD」という。)が0.3％を下回っている場合、このゾーンにおける信用格付の格下げに起因するデフォルト確率

の変動は僅少であり、「著しい」とはみなされないため、該当ファシリティはステージ１に分類される。

・　報告日におけるPiT PDが20％を超えている場合、当社グループの与信実務における検討の結果も踏まえて信用

リスクの悪化が著しいとみなされたならば、該当ファシリティは(その信用が減損していない限り)ステージ２

に分類される。

　消費者金融事業においては、過去12ヶ月の間に決済されていたはずのものが不払いになっていた場合、信用リス

クの著しい増大を示唆する事象とみなされ、該当ファシリティはステージ２に分類される。
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　下表は、従前の基準と新たな基準を用いて、信用リスクが著しく増大していないかどうか評価した結果を比較表

示したものである。

 

 

* スルー・ザ・サイクル・アプローチで割り出したデフォルト確率。

** 将来予測的な情報も織り込み「ポイント・イン・タイム(PiT)アプローチで割り出したデフォルト確率。

 

　30日を超える延滞または資金難を根拠とするリストラクチャリングが生じた場合、(該当ファシリティの信用が

減損していない限りは、)信用リスクは当初認識時と比べ著しく増大しているものとみなされ、当該資産はステー

ジ２に分類される。2023年12月31日から、信用監視下に置かれた正常法人顧客は体系的にステージ２に格下げされ

る。

　2022年度上半期においては、最近の出来事を踏まえてロシアの取引相手の内部格付(ソブリン格付を含む)を一律

に引き下げ、当該取引相手に対する与信の残高をステージ２に振り替えたが、この国に対する当社グループのエク

スポージャーは限定的なため、この格下げがリスク費用に重要な影響を及ぼすことはなかった。

 

・　将来予測的な情報

　当社グループは、信用リスクの著しい増大を評価する場合と、予想信用損失(以下「ECL」という。)を測定する

場合の双方において、将来予測的な情報を検討する。

　当社グループは、予想信用損失の測定に関して、今後見込まれる経済情勢を幅広くカバーした下記４種類のマク

ロ経済シナリオを地域別に使用することを選択している。

・　ベースライン・シナリオ：予算編成に用いているシナリオと同じもの。

・　好転シナリオ：経済情勢が予想より好転したという状況を捕捉するシナリオ。

・　悪化シナリオ：当社グループが四半期ごとのストレス・テストで使用しているシナリオと同じもの。

・　深刻シナリオ：悪化シナリオより大きなショックに対応するシナリオ。

　マクロ経済シナリオとECL測定の関係は、主に、デフォルト確率のモデル化や、内部格付(またはリスク・パラ

メーター)に基づく遷移マトリクスの変形を用いて表現されている。これらのシナリオに基づき決定されたデフォ

ルト確率は、各シナリオにおける予想信用損失の測定に用いられている。
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　当社グループでは、セクターごとに異なる変動を考慮に入れるため、各企業のデフォルト確率を評価する際に

は、セクター別に評価する方法を用いている。

　信用リスクが著しく増大していないかどうか評価する際には、将来予測的な情報も検討されている。実際に、こ

の評価の根拠として用いられるデフォルト確率には、予想損失を計算する場合と同じ方法で、複数のシナリオに基

づく将来予測的な情報が織り込まれている。

　各シナリオにおける予想信用損失の計算に適用される確率加重の係数については、ベースライン・シナリオに係

る係数が50％に定められ、

・　３種類の代替的なシナリオに係る確率加重の係数は、クレジット・サイクルにおける位置に応じて定められ

る。このアプローチでは、経済の悪化が見込まれる場合、サイクルの下限にある状況よりも、サイクルの上限

にある状況のほうが悪化シナリオに対し高い確率加重係数が割り当てられる。

・　好転シナリオの確率加重係数は、最低10％、最高40％である。

・　悪化シナリオの総確率加重係数もまた、10％から40％の範囲内で好転シナリオと対称的に変動する。深刻要素

はこの確率加重係数の20％に相当し、最低の確率加重係数は５％である。

　適切な場合、ECL測定においては、資産が売却されるシナリオも考慮され得る。

 

－　マクロ経済シナリオ：

　使用する４種類のマクロ経済シナリオは、３年間の予測期間で定義される。これらは、

・　予測期間中における最も可能性の高い経済動向が織り込まれているベースライン・シナリオ。このシナリオ

は、四半期ごとに更新され、当社グループの経済調査(Economic Research)部門が、当社グループ内の様々な

専門家と協力して策定する。当社グループの主要市場(フランス、イタリア、ベルギー、米国およびユーロ圏

諸国)に関する予測は、ストレス・テスト手続において使われているリスク・パラメーターをモデル化する際

の主要なリスク要因である、主要なマクロ経済変数(国内総生産(以下「GDP」という。)やその要素、失業率、

消費者物価、金利、外国為替相場、原油価格、不動産価格など)を用いて策定される。

・　ベースライン・シナリオを悪化させるいくつかのリスクの顕在化がもたらす影響(経済動向をより悪化させる

結果となる影響)が織り込まれている悪化シナリオ。GDPへのショックは、程度の差はあれ、検討対象である経

済に同時に適用されている。これらの仮定は、概して、規制当局が提案しているものと同じである。他の変数

(失業率、消費者物価、金利など)の調整は、計量経済との関係や専門家の判断をもとに行われる。

・　悪化シナリオを一層悪化させた深刻シナリオ。

・　経済を上振れさせるいくつかのリスクの顕在化がもたらす影響(経済動向をより好転させる結果となる影響)が

織り込まれている好転シナリオ。GDP成長を好転させるようなショックは、その蓋然性が、サイクル中の平均

ベースで、GDP成長を悪化させるような構造的なショックの蓋然性と同じになるような方法で、GDP成長を悪化

させるようなショックから差し引かれる。他の変数(失業率、インフレ率、金利など)については、悪化シナリ

オと同じ方法で定義される。
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　マクロ経済シナリオに基づくECLの測定は、一般的なアプローチに含まれるモデルでは捕捉されない予測要素も

考慮できるアプローチにより補完されている。この補完は、特に、モデルを構築するのに、過去に前例のない出来

事について考慮または予測しなければならない場合や、マクロ経済パラメーターの変動と過去の出来事との相関に

疑義がある場合に必要となる。ゆえに、インフレ率が高い状況や、金利水準の上昇が生じている／見込まれる状況

においては、参照できる歴史において観察できない要素が生じる。これらを踏まえ、当社グループでは、取引相手

の財務健全性を評価する際に将来の経済見通しを考慮するアプローチを策定している。このアプローチでは、金利

上昇が顧客の財務比率に及ぼす影響を、特にその負債水準を考慮して予測することが必要となる。信用格付けおよ

び関連するデフォルト確率は、これらのシミュレートされた財務比率に基づいて再評価される。このアプローチ

は、商業不動産の価格下落の影響を予測するためにも使用される。

 

－　ベースライン・シナリオ：

　2023年度において世界的活動は、金融情勢の逼迫とインフレの高止まりを背景に減速した。世界のGDPは、主に

欧州経済の低迷を反映し、年平均2.8％の成長と予想される（2022年度は3.3％）。ユーロ圏では、（消費と投資の

両面で）内需の大幅な低迷を反映し、2023年度の活動成長率は0.5％に鈍化すると予想される（2023年６月30日現

在では0.7％に達すると予想されていた）。米国経済は、当初の予想よりも回復力があることが証明され、2023年

度には2.3％の成長が見込まれる（2023年６月30日現在では0.9％の成長に留まると予想されていた）。2024年度に

は先進国の間で経済状況が低迷し、ユーロ圏と米国の双方において成長率が１％弱になると予想される。

インフレ率は、2023年度中にかなり速いペースで低下したが、多くの国で中央銀行の目標値を大きく上回ったま

まであった。この高インフレ環境により、中央銀行はここ数十年で最も顕著な金融引締めの実施を迫られた。

主要中央銀行（欧州中央銀行、米国連邦準備制度理事会）は、2023年度末までに金融引締め政策のサイクルを完

了する可能性がある。金融政策スタンスは数ヶ月間、ほぼ据え置かれると予想される。短期金利と長期金利はとも

に2000年度以来の水準に達しており、当面は比較的高い水準が続くと予想される。従って、金融情勢の逼迫は2024

年度も引き続き活動の重荷となることが予想される。
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下記のグラフは、2023年12月31日現在と2022年12月31日現在のECLの計算において前提としたべースライン・シナ

リオに用いられているユーロ圏GDP予測の比較を示したものである。
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・　2023年12月31日現在のベースライン・シナリオに織り込まれているマクロ経済変数

 

(年間平均) 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

GDP成長率     

ユーロ圏 0.5% 0.8% 1.6% 1.7%

フランス 0.9% 0.8% 1.5% 1.6%

イタリア 0.7% 0.8% 1.2% 1.3%

ベルギー 1.1% 0.9% 1.5% 1.6%

米国 2.3% 0.7% 2.0% 2.1%

     

失業率     

ユーロ圏 6.6% 6.8% 6.6% 6.2%

フランス 7.3% 7.6% 7.3% 6.7%

イタリア 7.6% 7.7% 7.6% 7.4%

ベルギー 5.6% 5.9% 5.8% 5.5%

米国 3.7% 4.4% 4.2% 3.6%

     

インフレ率     

ユーロ圏 5.6% 2.8% 2.1% 2.2%

フランス 5.8% 2.6% 2.2% 2.2%

イタリア 6.2% 2.9% 2.3% 2.3%

ベルギー 2.4% 3.2% 1.6% 2.1%

米国 4.2% 2.6% 2.1% 2.1%

     

10年物国債の利回り     

ドイツ 2.51% 2.58% 2.50% 2.50%

フランス 3.06% 3.13% 3.05% 3.05%

イタリア 4.33% 4.58% 4.50% 4.50%

ベルギー 3.15% 3.22% 3.14% 3.14%

米国 4.04% 4.19% 4.00% 4.00%

 

－　悪化および深刻シナリオ：

　悪化および深刻シナリオは、いくつかの下振れリスクが顕在化し、経済動向が、ベースライン・シナリオよりさ

らに悪化する結果になるという想定に基づいている。

　このシナリオには、次のような主要リスクが織り込まれている。

・　地政学的リスクとグローバリゼーションの進展。地政学的リスクは、近年著しく高まっており、世界経済の分

断を助長している。地政学的な緊張状態は、コモディティ価格、金融市場、景況感、サプライ・チェーンおよ

び貿易に対するショックなど、多様な経路を通じて、世界経済に影響を及ぼす可能性がある。こうした動向

は、インフレ率の上昇と経済活動の低迷を同時に招きやすく、中央銀行の課題を複雑にする。また、国際的な

制裁措置の拡大も、こうした事態の影響の想定規模を増大させている。
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・　金融引締めの影響拡大。過去数四半期にわたる高インフレに対応するための顕著な金融引締めにより、短期お

よび長期金利が過年度に比べて大幅に上昇した。これは特に、最も金利感応度の高いセクター（特に不動産セ

クター）の低迷を通じて、既に活動に影響を及ぼしている。金利の上昇とそれが経済に及ぼす影響との間の通

常の遅れを考慮すると、これらの悪影響は、さらに拡大する可能性がある。より不利な経済状況下では、金融

条件の引締めと活動低迷が相まって、信用、投資および住宅・商業不動産価格に関する動向が（ベースライ

ン・シナリオの想定よりも）悪化し、デフォルト率の上昇につながる可能性がある。

・　公的財政の弱体化。債務の対GDP比が高いという事実は、高金利・低成長環境における財政に関するリスクを

増大させる。これらの複合的な進展は、一部の国において市場の緊張（ソブリン債スプレッドの拡大）をもた

らし、いくつかの経路（金利上昇、政府支出の減少、増税）を通じて活動に影響を与える可能性がある。

 

　悪化シナリオおよび深刻シナリオでは、これらの潜在的なリスクが2024年度第１四半期以降に顕在化すると想定

している。

　下振れリスクは悪化シナリオと深刻シナリオで共通であるが、深刻シナリオでは、より顕著な直接的ショック

（例えば、コモディティ価格の上昇）と、主要な推進要因（例えば、経済活動、公的債務、債券利回り、株式市

場）の間に負のスパイラルが展開することの双方に起因して、その影響は著しく大きくなると想定される。

　悪化シナリオにおいて想定している、ショックの影響が続くと見込まれる期間の終了時における該当国のGDP水

準は、ベースライン・シナリオよりも7.8％～11.1％低い水準であり、特に、ユーロ圏と米国の双方において平均

で９％乖離している。

　深刻シナリオでは、ショックの影響が続くと見込まれる期間の終了時におけるGDP水準は、ベースライン・シナ

リオよりも11.6％～16.2％低い水準であり、ユーロ圏と米国の双方において13.2％乖離している。

 

－　シナリオに係る確率加重係数およびリスク費用感応度：

　当社グループは、2023年12月31日現在の好転シナリオの確率加重係数を33％に、また悪化シナリオの当該加重係

数は12％、深刻シナリオでは５％に設定した。2022年12月31日現在の好転シナリオの確率加重係数は34％、悪化シ

ナリオでは16％であった（深刻シナリオは2023年度上半期に導入された）。

償却原価でまたは資本を通じて公正価値で測定するすべての金融資産と信用コミットメントに係る予想信用損失

額の感応度は、上記シナリオの確率加重係数を適用して見積もった予想信用損失を、２つの代替シナリオの各々に

おける予想信用損失と比較する方法で評価している。

・　悪化シナリオについては、ECLの23％(1,150百万ユーロ)(2022年12月31日現在は22％)増。

・　好転シナリオについては、ECLの12％(600百万ユーロ)(2022年12月31日現在では７％)減。
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・　モデル適用後の調整

モデル適用後の調整は、例えば、個別の状況をモデルに反映させるための統計データが不十分な場合など、特定

の状況においてシステムの限界が識別された場合に行われる。モデル適用後の調整は、該当する場合には、気候的

事象が予想信用損失に及ぼす影響を考慮するためにも行われる。

 

・　公衆衛生危機固有の内容を考慮したECL評価プロセス調整：

　使用モデルが、公衆衛生危機や支援プログラムを受けて異常な水準を示す指標(リテール顧客や事業者による

預金の増加や延滞日数の減少など)に基づくものである場合には、保守的な調整が検討されていた。

　消費者金融事業のうち、返済猶予措置の恩恵を受けている貸出金については、2020年度に保守的な調整が検討

された。2021年度には、これらの貸出金について返済状況の十分な改善が見られたことから、この調整は取り消

された。一方、非定型の支払遅延を補うための保守的な調整は行われた。

　これらのモデル適用後の調整は、2022年度に取り消された。

 

・　インフレ率や金利の著しい上昇を考慮したECL評価プロセス調整：

　物価と金利の上昇がもたらす影響をモデルで直接見積もることができない場合には、当該影響を考慮するため

の追加的な調整が2022年度に実施された。具体的には、消費者金融事業において、所得水準の漸減に対する感応

度が最も高い顧客のカテゴリーを対象とする調整が検討された。

これらの調整の一部は2022年度および2023年度上半期にモデルに組み込まれ、その結果、モデル適用後の調整

は減少した。

 

　これらの調整をすべて合わせると、2023年12月31日現在の予想信用損失の合計額の4.5％(2022年12月31日現在で

は6.1％)に相当する。

 

当期リスク費用

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

減損引当金計上額(純額) (2,596) (2,440)

償却債権取立益 250 343

回収不能貸出金に係る損失 (561) (717)

ポーランドにおける債務者支援に関する法律  (189)

当期リスク費用合計 (2,907) (3,003)
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会計処理カテゴリーおよび資産種類別当期リスク費用

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

現金および中央銀行預け金 (5) (6)

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 (31) (28)

資本を通じて公正価値で測定する金融資産 3 14

償却原価で測定する金融資産 (2,904) (2,853)

貸出金および債権 (2,912) (2,845)

負債証券 8 (8)

その他の資産 (2) (17)

融資コミットメントおよび保証コミットメント
ならびにその他の項目

32 (113)

当期リスク費用合計 (2,907) (3,003)

未減損資産およびコミットメントに係るリスク費用 517 (570)

内、ステージ１ 122 (511)

内、ステージ２ 395 (59)

減損資産およびコミットメントに係るリスク費用
- ステージ３

(3,424) (2,433)

 

信用リスクに係る減損

会計処理カテゴリーおよび資産種類別の当期における減損の変動

 

(単位：百万ユーロ)

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号お
よび第９号
に基づく修正

再表示

減損引当金
計上額
(純額)

減損引当金
充当額

範囲、
為替レート
および

その他項目
の変動

2023年
12月31日
現在

資産の減損      

中央銀行預け金 21 5  (6) 20

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 108 30 (24) (6) 108

資本を通じて公正価値で測定する金融資産 130 (3)  (6) 121

償却原価で測定する金融資産 18,511 2,620 (3,273) (143) 17,715

貸出金および債権 18,381 2,627 (3,264) (133) 17,611

負債証券 130 (7) (9) (10) 104

その他の資産 43  (14) 1 30

金融資産の減損合計 18,813 2,652 (3,311) (160) 17,994

内、ステージ１ 2,074 (60) (2) (46) 1,966

内、ステージ２ 2,881 (347) (41) (64) 2,429

内、ステージ３ 13,858 3,059 (3,268) (50) 13,599

負債として認識される引当金      

コミットメントに対する引当金 980 (69) (1) (27) 883

その他の引当金 450 13 (44) (32) 387

信用コミットメントに対する引当金合計 1,430 (56) (45) (59) 1,270

内、ステージ１ 326 (47)  (10) 269

内、ステージ２ 338 (25)  (12) 301

内、ステージ３ 766 16 (45) (37) 700

減損および引当金合計 20,243 2,596 (3,356) (219) 19,264
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会計処理カテゴリーおよび資産種類別の前期における減損の変動

 

(単位：百万ユーロ)
2021年
12月31日
現在

減損引当金
計上額
(純額)

減損引当金
充当額

範囲、
為替レート
および

その他項目
の変動

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号お
よび第９号
に基づく修正

再表示

資産の減損      

中央銀行預け金 18 5  (2) 21

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 121 15  (28) 108

資本を通じて公正価値で測定する金融資産 140 (14)  4 130

償却原価で測定する金融資産 20,196 2,371 (4,187) 131 18,511

貸出金および債権 20,028 2,326 (4,106) 133 18,381

負債証券 168 45 (81) (2) 130

その他の資産 59 (7) (3) (6) 43

金融資産の減損合計 20,534 2,370 (4,190) 99 18,813

内、ステージ１ 1,891 223 (4) (36) 2,074

内、ステージ２ 2,748 87 (3) 49 2,881

内、ステージ３ 15,895 2,060 (4,183) 86 13,858

負債として認識される引当金      

コミットメントに対する引当金 958 32 (15) 5 980

その他の引当金 467 38 (56) 1 450

信用コミットメントに対する引当金合計 1,425 70 (71) 6 1,430

内、ステージ１ 230 94  2 326

内、ステージ２ 374 (33)  (3) 338

内、ステージ３ 821 9 (71) 7 766

減損および引当金合計 21,959 2,440 (4,261) 105 20,243

 

当期における、償却原価で測定する金融資産の減損の変動

 

(単位：百万ユーロ)

12ヶ月の
予想信用損失を
評価すべき
資産の減損
(ステージ１)

残存期間に
おける予想信用
損失を評価
すべき資産の

減損
(ステージ２)

不良資産の
減損

(ステージ３)
合計

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

2,035 2,860 13,616 18,511

減損引当金計上額(純額) (63) (339) 3,022 2,620

当期中に購入または組成された金融資産 691 294  985

当期中に認識が中止された金融資産
(1) (405) (490) (726) (1,621)

ステージ２への振替 (371) 2,121 (199) 1,551

ステージ３への振替 (74) (990) 2,258 1,194

ステージ１への振替 288 (860) (86) (658)

他の引当金／ステージ振替なく戻入
(2) (192) (414) 1,775 1,169

減損引当金充当額 (2) (41) (3,230) (3,273)

為替レートの変動 (16) (7) (80) (103)

連結の範囲変更およびその他の項目 (16) (57) 33 (40)

2023年12月31日現在 1,938 2,416 13,361 17,715

 

(1)
売却を含む

(2)
償却を含む
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2023年度の償却原価で測定する金融資産の残高は、前期比横ばいの１兆220億ユーロであり（注５.e「償却原価

で測定する金融資産」参照）、このうち顧客貸出金および債権の残高は8,770億ユーロであった。

ステージ１に分類される顧客貸出金および債権は当年度中に150億ユーロ増加したが、一方でステージ２の残高

は140億ユーロ減少した。この推移は主に、2023年度上半期の活動が低迷したものの、2022年12月31日現在の決算

向けに行われた予想ほどは顕著でなかったことを反映している。この状況は、GDPシナリオの変更による影響と、

金利上昇予測が顧客の財務比率に及ぼす影響の両方に反映されており、その結果、過去にステージ２に振り替えら

れた残高がステージ１に戻され、引当金がステージ振替なしに戻入された。法人部門について2023年12月31日現在

で信用監視下にある正常顧客を体系的にステージ２に分類した結果、ステージ１からステージ２への振替は限定的

となった。

さらに、活動の低迷に関連して、ステージ３への振替は86億ユーロと、特に法人顧客に関し2022年度よりも増加

した（注５.f「減損金融資産」参照）。

これらの複合的な影響により、2023年度はステージ１および２の減損が正味戻入となった。2023年12月31日現

在、ステージ２に分類されている顧客貸出金および債権に係る引当率は3.2％と安定的であった。

 

前期における、償却原価で測定する金融資産の減損の変動

 

(単位：百万ユーロ)

12ヶ月の
予想信用損失を
評価すべき
資産の減損
(ステージ１)

残存期間に
おける予想信用
損失を評価
すべき資産の

減損
(ステージ２)

不良資産の
減損

(ステージ３)
合計

2021年12月31日現在 1,867 2,714 15,615 20,196

減損引当金計上額(純額) 212 102 2,057 2,371

当期中に購入または組成された金融資産 683 234  917

当期中に認識が中止された金融資産
(1) (390) (388) (822) (1,600)

ステージ２への振替 (133) 1,773 (212) 1,428

ステージ３への振替 (65) (665) 1,806 1,076

ステージ１への振替 63 (502) (36) (475)

信用リスクの著しい増大に関する評価基準
の変更

29 (280)  (251)

他の引当金／ステージ振替なく戻入
(2) 25 (70) 1,321 1,276

減損引当金充当額 (3) (3) (4,181) (4,187)

為替レートの変動 (6) (30) 104 68

連結の範囲変更およびその他の項目 (35) 77 21 63

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

2,035 2,860 13,616 18,511

 

(1)
売却を含む

(2)
償却を含む
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注３.h　金融商品のリスクに係るその他の純損失

2023年度に当社グループは、契約の有効性または実行可能性に疑義を呈する法的リスク等、取引相手の債務不履

行に関連しない、付与された金融商品に係るキャッシュ・フローの損失リスクに関する会計方針を変更した。

これらのリスクが予想キャッシュ・フローに与える影響は、今期からIFRS第９号B5.4.6項に従って契約上の

キャッ シュ・フローの変動とみなされ、当該資産総額の減額として処理される。これらは、従来はIAS第37号に

従って「偶発債務等引当金」（注５.n参照）として別個に認識されていた。認識中止した金融商品に係る予想損失

は、貸出金を返済した場合と同様に、引き続きIAS第37号に従って認識される。

対応する予想および実現キャッシュ・フロー損失は、今期から「金融商品のリスクに係るその他の純損失」に表

示されている。

2023年度において上記により認識された費用は、主にポーランドのモーゲージ・ローンに関する450百万ユーロ

（2022年12月31日現在は157百万ユーロが「収益」に表示されていた）およびBNPパリバ・パーソナル・ファイナン

スが発行した外貨建て貸出金に関する221百万ユーロ（2022年12月31日現在は130百万ユーロが「収益」に表示され

ていた）であった。

 

注３.i　長期性資産に係る純利益

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

連結対象企業に対する投資に係る利益または損失
(注９.d)

29 (257)

有形固定資産および無形資産に係る利益または損失 139 7

正味貨幣持高からの損益 (272) (3)

長期性資産に係る純利益 (104) (253)

 

　超インフレ経済下にあるトルコにおける会計処理に関連したIAS第29号の適用により、「正味貨幣持高からの損

益」勘定には、2023年度において、主に、トルコにおける消費者物価指数の変動が、非貨幣性資産および負債の評

価に及ぼす影響(マイナス563百万ユーロ)と、Turk Ekonomi Bankasi ASが保有しインフレ率に連動するトルコ国債

ポートフォリオからの未収収益に及ぼす影響(金利差益から再分類された291百万ユーロ)が含まれている（2022年

度はそれぞれマイナス434百万ユーロおよび431百万ユーロ）。
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注３.j　法人税

 

フランスでの標準税率で計算した理論上の
法人税から実効の法人税への調整

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

(百万ユーロ) 税率 (百万ユーロ) 税率

フランスでの標準税率で計算される、税引前当期

純利益に対する法人税費用
(1) (2,875) 25.8% (3,180) 25.8%

課税内容が異なる国外での利益の影響 (56) 0.5% (61) 0.5%

軽減税率で課税される配当金および処分の影響 131 -1.2% 54 -0.4%

諸税および銀行税の損金不算入が及ぼす影響
(2) (369) 3.3% (300) 2.4%

過年度未認識の繰延税金（欠損金および一時差異）の
影響

432 -3.9%   

トルコにおける超インフレの影響 (202) 1.9% (188) 1.6%

その他の項目 (327) 2.9% 22 -0.2%

継続事業からの法人税費用 (3,266) 29.3% (3,653) 29.7%

12月31日終了事業年度の当期税金費用 (3,063)  (2,844)  

12月31日終了事業年度の繰延税金費用(注５.i) (203)  (809)  

 

(1)
持分法適用会社の利益に対する持分およびのれんの減損について修正再表示されている。

(2)
単一破綻処理基金への拠出分や、その他の損金に算入できない銀行税に関するものである。

 

前へ　　　次へ
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注４.　セグメント情報

　当社グループは、３つの事業部門から構成されている。

－　ホールセールバンキング部門(CIB)。この部門は、グローバル・バンキング事業、グローバル・マーケット事

業および証券管理事業を展開している。

－　コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門(CPBS)。この部門は、フランスのコマーシャル＆個人向けバ

ンキング(CPBF)、イタリアのコマーシャル＆個人向けバンキング(BNL bc)、ベルギーのコマーシャル＆個人向

けバンキング(CPBB)およびルクセンブルクのコマーシャル＆個人向けバンキング(CPBL)から成るユーロ圏諸国

のコマーシャル＆個人向けバンキング、ユーロ圏諸国外(中欧および東欧諸国とトルコを含む欧州・地中海沿

岸諸国)でのコマーシャルバンキング業務を展開している。またこの部門は、専門的金融事業(アルバル、BNP

パリバ・リーシング・ソリューション、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンス、BNPパリバ・パーソナル・イ

ンベスターズ、ならびにニケル、フロア、ライフといったニューデジタル事業)も展開している。

－　インベストメント＆プロテクションサービス(IPS)部門。この部門は、保険事業(BNPパリバ・カーディフ)、

ウェルス＆アセット・マネジメント事業(BNPパリバ・アセット・マネジメント、BNPパリバ・ウェルス・マネ

ジメントおよびBNPパリバ・リアル・エステート)、BNPパリバ・グループが有する未上場および上場の工業お

よび商業投資ポートフォリオの管理事業(BNPパリバ・プリンシパル・インベストメンツ)を展開している。

　その他の主な業務としては、当社グループの本部資金部門に関連する業務、クロスビジネスプロジェクト関連費

用、パーソナル・ファイナンスの住宅ローン業務(業務の大部分はラン・オフで管理されている)、およびいくつか

の投資業務がある。

　これらは、企業結合に関する規則の適用により生じた非経常項目も含んでいる。各中核事業について一貫性があ

り実用的な関連情報を提供するため、取得した各事業体の純資産に認識される公正価値調整額の償却による影響額

と、各事業体の統合に関連して生じた事業再編費用が「その他の事業」セグメントへ配賦されている。当社グルー

プの省力化プログラム関連の転換、適応およびIT強化費用についても同様である。

さらに、「その他の事業」では、IFRS第17号の適用に関連して、保険契約を販売する当社グループの（保険事業

以外の）事業部門（すなわち、内部販売会社）の財務成績の可読性を阻害しないよう、当該事業部門の「保険契約

に帰属する」営業費用を収益からの控除項目として再分類したことによる影響を表示している。また、保険会社の

資本または非有配当契約を裏付ける資産につき純損益を通じて公正価値で認識することにより生じたボラティリ

ティが金融損益に与える影響についても同様である。このポートフォリオに関連する売却があった場合、その実現

損益は保険事業の収益に配分される。

　セグメント間取引は通常の取引条件で行われる。表示されているセグメント情報は、合意されたセグメント間の

移転価格で構成されている。
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　資本は、リスク・エクスポージャーを基に、主に当該事業の資本要件に関連する様々な慣例を考慮に入れ配賦さ

れる。こうした仮定は、自己資本規制により求められるリスク加重資産の算出により導き出されるものである。セ

グメント別の正常化された持分利益は、配賦した持分の利益を各セグメントに帰属させて算定している。各セグメ

ントへの資本配賦率は、最低でもリスク加重資産の11％である。中核事業別の貸借対照表の内訳は、中核事業別の

損益計算書の内訳と同じ規則に従っている。

　2023年１月１日以降に使用される表示形式との比較可能性を確保するため、本注記の2022年12月31日終了事業年

度は、以下の影響について、それが2022年１月１日に発生していたものとして修正再表示されている。

・　2023年２月１日付のバンク・オブ・ザ・ウェスト売却に伴い、売却目的で保有する資産および負債のグループ

に関するIFRS第５号の基準を運用収益に適用することが決定された。その結果、2022年度のバンク・オブ・

ザ・ウェストの貢献および2023年度の売却に関連するキャピタルゲインはいずれも別途表示されている。従

い、損益は、損益計算書上の独立勘定である「非継続事業からの純利益」に再分類されている。

・　2023年１月１日から、当社グループは保険会社に対してIFRS第17号「保険契約」およびIFRS第９号を適用して

いる（注１.a参照）。主な影響は以下の通りである。

・　「保険契約に帰属する」とみなされる営業費用は、収益の控除項目として認識され、営業費用には計上さ

れない。これらの会計処理は、保険契約を販売する（保険事業以外の）当社グループ会社（すなわち、内

部販売会社）にのみ適用され、営業総利益には影響を与えない。

・　保険会社の資本および非有配当契約を裏付ける資産につき純損益を通じて公正価値で認識することにより

生じるボラティリティが金融損益に与える影響は、「その他の事業」に表示される。従って、2022年度の

「その他の事業」の収益は、不利な市場環境に関連するボラティリティの影響を反映している。

・　貯蓄事業からのキャピタルゲインは、契約上のサービス・マージンに統合され、保険契約の全期間にわた

り認識されている。従って、2022年度の保険事業の収益は、2022年度の金融損益に対するボラティリティ

の影響がキャピタルゲインの影響により相殺されたことにより減少した。

・　業務および損益の内部移転が、特にグローバル・マーケット事業（2021年７月13日に完了したBNPパリバによ

るエクセーヌの取得）およびベルギーのコマーシャル＆個人向けバンキング事業（商業再編に伴う一部の個人

顧客、特に中小企業のコーポレート・セグメントへの移管など）において行われた。これらの変更は当社グ

ループ全体の業績には影響を与えず、2022年度の内訳表示のみに影響を与えるものである。
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・　事業セグメント別業務収益

 

 (単位：百万ユーロ)

2023年12月31日終了事業年度

営業収益 営業費用
リスク

費用
(1) 営業利益 営業外項目

税引前
当期純利益

ホールセールバンキング部門 16,509 (10,823) 63 5,749 (5) 5,744

グローバル・バンキング事業 5,822 (2,918) 74 2,978 6 2,984

グローバル・マーケット事業 7,996 (5,798) (13) 2,185 8 2,193

証券管理事業 2,691 (2,107) 1 586 (19) 567

コマーシャル＆個人向けバンキング
サービス部門

25,917 (16,059) (2,920) 6,938 156 7,094

ユーロ圏諸国のコマーシャル＆個人向け
バンキング

13,259 (9,233) (986) 3,039 12 3,051

フランスのコマーシャル＆個人向け

バンキング
(2) 6,251 (4,576) (484) 1,192 1,192

BNLバンカ・コメルシアーレ
(2) 2,646 (1,745) (410) 491 (3) 488

ベルギーのコマーシャル＆個人向け

バンキング
(2) 3,784 (2,618) (84) 1,081 10 1,091

ルクセンブルクのコマーシャル＆

個人向けバンキング
(2) 577 (294) (8) 275 5 281

残りの世界各国におけるコマーシャル＆
個人向けバンキング

2,631 (1,657) (44) 930 100 1,030

欧州・地中海沿岸諸国
(2) 2,631 (1,657) (44) 930 100 1,030

専門的金融事業 10,027 (5,168) (1,890) 2,969 44 3,012

パーソナル・ファイナンス 5,163 (2,998) (1,600) 565 65 630

アルバルおよびリーシング・
ソリューション

3,869 (1,501) (167) 2,201 (14) 2,188

ニューデジタル事業およびパーソナル・

インベスターズ
(2) 995 (669) (123) 203 (8) 195

インベストメント＆プロテクション
(IPS)サービス部門

5,590 (3,566) (13) 2,011 148 2,159

保険事業 2,090 (808)  1,281 113 1,394

ウェルス・マネジメント事業 1,603 (1,196) (3) 404 4 408

アセット・マネジメント事業
(3) 1,897 (1,561) (10) 326 31 357

その他の事業－保険業務に関連する修正再
表示以外

(1,060) (1,551) (812) (3,422) 190 (3,233)

その他の事業－保険業務に関連する修正再
表示

(1,081) 1,041  (40)  (40)

　内、ボラティリティ (40)   (40)  (40)

　内、内部販売会社に帰属する費用 (1,041) 1,041     

継続事業合計
(3) 45,874 (30,956) (3,682) 11,236 489 11,725
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 (単位：百万ユーロ)

2022年12月31日終了事業年度
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

営業収益 営業費用 リスク費用 営業利益 営業外項目
税引前

当期純利益

ホールセールバンキング部門 16,404 (10,691) (325) 5,387 10 5,398

グローバル・バンキング事業 5,181 (2,841) (336) 2,004 4 2,009

グローバル・マーケット事業 8,636 (5,781) 11 2,866 4 2,870

証券管理事業 2,586 (2,069)  517 2 519

コマーシャル＆個人向けバンキング
サービス部門

24,931 (15,514) (2,497) 6,921 410 7,331

ユーロ圏諸国のコマーシャル＆個人向け
バンキング

12,948 (8,976) (726) 3,246 42 3,288

フランスのコマーシャル＆個人向け

バンキング
(2) 6,361 (4,530) (245) 1,587 26 1,613

BNLバンカ・コメルシアーレ
(2) 2,548 (1,676) (464) 408 3 410

ベルギーのコマーシャル＆個人向け

バンキング
(2) 3,577 (2,502) (36) 1,039 10 1,049

ルクセンブルクのコマーシャル＆

個人向けバンキング
(2) 461 (268) 19 213 3 216

残りの世界各国におけるコマーシャル＆
個人向けバンキング

2,321 (1,650) (152) 519 289 808

欧州・地中海沿岸諸国
(2) 2,321 (1,650) (152) 519 289 808

専門的金融事業 9,662 (4,888) (1,619) 3,155 80 3,235

パーソナル・ファイナンス 5,387 (2,922) (1,373) 1,092 28 1,121

アルバルおよびリーシング・
ソリューション

3,438 (1,395) (146) 1,897 60 1,957

ニューデジタル事業およびパーソナル・

インベスターズ
(2) 837 (571) (100) 166 (9) 157

インベストメント＆プロテクション
(IPS)サービス部門

5,813 (3,552) 5 2,265 266 2,532

保険事業 2,016 (794)  1,222 117 1,340

ウェルス・マネジメント事業 1,512 (1,183) 3 333 39 372

アセット・マネジメント事業
(3) 2,284 (1,576) 2 710 110 820

その他の事業－保険業務に関連する修正再
表示以外

(278) (1,163) (185) (1,626) (36) (1,662)

その他の事業－保険業務に関連する修正再
表示

(1,440) 1,056  (384)  (384)

　内、ボラティリティ (384)   (384)  (384)

　内、内部販売会社に帰属する費用 (1,056) 1,056     

継続事業合計
(3) 45,430 (29,864) (3,003) 12,564 651 13,214

 

(1)
「金融商品のリスクに係るその他の純損失」を含む。

(2)
フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、トルコおよびポーランドのウェルス・マネジメント事業の３分

の１をウェルス＆アセット・マネジメント事業に再配分した後のフランスのコマーシャル＆個人向けバンキング、BNLバン

カ・コメルシアーレ、ベルギーのコマーシャル＆個人向けバンキング、ルクセンブルクのコマーシャル＆個人向けバンキン

グ、欧州・地中海沿岸諸国およびパーソナル・インベスターズ。

(3)
BNPパリバ・リアル・エステートおよびBNPパリバ・プリンシパル・インベストメンツを含む。
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・　事業セグメント別正味受取手数料

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

ホールセールバンキング部門 2,214 2,304

グローバル・バンキング事業 1,784 2,037

グローバル・マーケット事業 (975) (1,230)

証券管理事業 1,405 1,497

コマーシャル＆個人向けバンキングサービス部門 6,777 6,792

ユーロ圏諸国のコマーシャル＆個人向けバンキング 5,019 5,059

フランスのコマーシャル＆個人向けバンキング
(1) 2,875 2,896

BNLバンカ・コメルシアーレ
(1) 1,043 1,047

ベルギーのコマーシャル＆個人向けバンキング
(1) 1,014 1,028

ルクセンブルクのコマーシャル＆個人向け

バンキング
(1) 87 88

残りの世界各国におけるコマーシャル＆個人向け
バンキング

442 448

欧州・地中海沿岸諸国
(1) 442 448

専門的金融事業 1,316 1,285

パーソナル・ファイナンス 776 743

アルバルおよびリーシング・ソリューション 54 41

ニューデジタル事業およびパーソナル・

インベスターズ
(1) 486 502

インベストメント＆プロテクションサービス
(IPS)部門

1,850 1,987

保険事業 (368) (388)

ウェルス・マネジメント事業 749 768

アセット・マネジメント事業
(2) 1,469 1,607

その他の事業－保険業務に関連する修正再表示以外 21 139

その他の事業－保険業務に関連する修正再表示 (1,041) (1,056)

グループ合計 9,821 10,165

 

(1)
フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、ドイツ、トルコおよびポーランドのウェルス・マネジメント事業の３分

の１をウェルス＆アセット・マネジメント事業に再配分した後のフランスのコマーシャル＆個人向けバンキング、BNLバン

カ・コメルシアーレ、ベルギーのコマーシャル＆個人向けバンキング、ルクセンブルクのコマーシャル＆個人向けバンキン

グ、欧州・地中海沿岸諸国およびパーソナル・インベスターズ。

(2)
BNPパリバ・リアル・エステートおよびBNPパリバ・プリンシパル・インベストメンツを含む。
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・　事業セグメント別の資産および負債

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

資産 負債 資産 負債

ホールセールバンキング部門 1,136,691 1,309,407 1,136,501 1,302,279

グローバル・バンキング事業 176,822 241,346 183,096 239,352

グローバル・マーケット事業 921,650 917,780 913,848 908,354

証券管理事業 38,219 150,281 39,557 154,573

コマーシャル＆個人向けバンキング
サービス部門

790,648 703,270 843,217 798,966

ユーロ圏諸国のコマーシャル＆個人向け
バンキング

552,876 559,503 546,268 584,747

フランスのコマーシャル＆個人向け
バンキング

236,866 244,563 235,614 255,334

BNLバンカ・コメルシアーレ 94,164 81,275 94,230 93,880

ベルギーのコマーシャル＆個人向け
バンキング

192,423 202,447 189,119 204,538

ルクセンブルクのコマーシャル＆
個人向けバンキング

29,423 31,218 27,305 30,995

残りの世界各国におけるコマーシャル＆
個人向けバンキング

59,282 55,409 141,356 138,231

欧州・地中海沿岸諸国 59,282 55,409 59,132 55,360

バンクウェスト   82,224 82,871

専門的金融事業 178,490 88,358 155,593 75,988

パーソナル・ファイナンス 108,791 29,003 94,906 24,412

アルバルおよびリーシング・
ソリューション

65,086 22,245 56,668 17,789

ニューデジタル事業およびパーソナル・
インベスターズ

4,613 37,110 4,019 33,787

インベストメント＆プロテクション
(IPS)サービス部門

289,711 317,405 280,400 309,513

保険事業 257,133 243,510 244,774 231,500

ウェルス・マネジメント事業 25,495 68,984 28,242 74,563

アセット・マネジメント事業 7,083 4,911 7,384 3,450

その他の事業 374,449 261,417 403,630 252,990

グループ合計 2,591,499 2,591,499 2,663,748 2,663,748

 

　のれんに関する事業セグメント別情報は、注５.m「のれん」に表示されている。

 

・　地域別情報

　地域別のセグメントの業績、資産および負債は、会計処理上の各地域における当該業績、資産および負債を、経

営上重要な事業活動の源泉地域かどうかに応じて調整した数値に基づいており、取引相手の国籍や業務の所在地を

必ずしも反映するものではない。
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－　地域別継続事業からの収益

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

欧州、中東およびアフリカ諸国(EMEA) 37,822 37,675

南北アメリカ諸国 4,286 3,818

アジア太平洋諸国(APAC) 3,766 3,937

グループ合計 45,874 45,430

 

－　地域別資産および負債(連結財務諸表への貢献額)

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

欧州、中東およびアフリカ諸国(EMEA) 2,148,461 2,188,593

南北アメリカ諸国 255,099 304,829

アジア太平洋諸国(APAC) 187,939 170,326

グループ合計 2,591,499 2,663,748

 

前へ　　　次へ
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注５.　2023年12月31日現在の貸借対照表に対する注記

注５.a　純損益を通じて公正価値で測定する金融商品

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、トレーディング目的で保有している取引(デリ

バティブを含む)、発行時に当社グループが純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した特定の負債、

および非トレーディング金融商品であって、その特徴により償却原価で認識することも資本を通じて公正価値で認

識することもできない商品から成る。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

トレー
ディング
目的で
保有され
ている
金融商品

純損益を
通じて
公正価値
で測定す
るものと
して指定
した金融
商品

純損益を
通じて
公正価値
で測定
する他の
金融資産

合計

トレー
ディング
目的で
保有され
ている
金融商品

純損益を
通じて
公正価値
で測定す
るものと
して指定
した金融
商品

純損益を
通じて
公正価値
で測定
する他の
金融資産

合計

有価証券 202,225 549 8,860 211,634 157,138 1,273 7,666 166,077

貸出金および売戻契約 224,700  2,475 227,175 186,968  4,157 191,125

純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産

426,925 549 11,335 438,809 344,106 1,273 11,823 357,202

有価証券 104,910   104,910 99,155   99,155

借入金および買戻契約 271,486 2,128  273,614 232,351 1,725  234,076

発行済負債証券(注５.h)  83,763  83,763  65,578  65,578

内、劣後債  735  735  675  675

内、非劣後債  83,028  83,028  64,903  64,903

純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債

376,396 85,891  462,287 331,506 67,303  398,809

 

　これらの資産および負債の詳細は注５.dに記載されている。

 

・　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融負債

　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債には主として、顧客に代わり発行・組成した発行済負債証券があ

り、この場合、リスク・エクスポージャーをヘッジ戦略と組み合わせて管理する。この種類の発行済負債証券に

は、価値の増減が、経済的ヘッジ手段の価値の増減により相殺される可能性のある重要な組込デリバティブが含ま

れている。

　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した発行済債券の償還価値は、2023年12月31日現在で89,910

百万ユーロ(2022年12月31日現在は71,721百万ユーロ)であった。
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・　純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産

　純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資産は、トレーディング目的で保有していない以下の金融資産

である。

－　IFRS第９号が定めている、「資本を通じて公正価値で測定する」金融商品、「償却原価で測定する」金融商

品、いずれへの分類基準も満たしていない、以下の負債性金融商品。

－　その事業モデルの目的が、「契約上のキャッシュ・フローの回収」または「契約上のキャッシュ・フロー

の回収と資産の売却」ではないもの。

－　そのキャッシュ・フローが、元本の返済および未払元本残高に付帯する利息の支払のみに充てられないも

の。

－　当社グループが、「資本を通じて公正価値で測定する」ものとして分類することを選択しなかった資本性金融

商品。

 

デリバティブ金融商品

　トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品の大部分はトレーディング目的で開始された取引に関連す

るものである。それらは、マーケット・メイキングまたは裁定取引から生じうる。BNPパリバは積極的にデリバ

ティブ取引を行っている。取引としては、顧客ニーズに応えるために行っている、クレジット・デフォルト・ス

ワップのような「一般的な」商品の売買や、複合的なリスク構成にした仕組型取引などがある。ネットポジション

はいずれにしても限度額内でなければならない。

　デリバティブの中には、金融資産や金融負債のヘッジ目的で契約しているデリバティブもあるが、そうしたデリ

バティブについては、当社グループはヘッジ関係を文書化しておらず、IFRSに基づくヘッジ会計にも適格ではな

い。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

プラスの
市場価格

マイナスの
市場価格

プラスの
市場価格

マイナスの
市場価格

金利デリバティブ 133,500 105,976 150,122 125,215

為替デリバティブ 119,094 118,126 134,382 129,274

クレジット・デリバティブ 8,427 10,320 7,294 7,731

株式デリバティブ 24,067 38,027 22,602 27,291

その他のデリバティブ 6,991 6,443 13,532 10,610

デリバティブ金融商品 292,079 278,892 327,932 300,121

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 743/1141



　下記の表は、トレーディング勘定のデリバティブの想定元本の合計を示している。デリバティブ商品の想定元本

は、金融商品市場での当社グループの活動量を表しているに過ぎず、当該商品に関連する市場リスクを示すもので

はない。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

取引所取引
中央清算機関経由で
清算される店頭取引

店頭取引 合計

金利デリバティブ 1,327,902 14,448,396 6,811,394 22,587,692

為替デリバティブ 57,625 173,339 8,980,659 9,211,623

クレジット・デリバティブ  357,964 465,403 823,367

株式デリバティブ 1,130,554  638,904 1,769,458

その他のデリバティブ 119,024  84,251 203,275

デリバティブ金融商品 2,635,105 14,979,699 16,980,611 34,595,415

 

(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

取引所取引
中央清算機関経由で
清算される店頭取引

店頭取引 合計

金利デリバティブ 1,442,663 12,349,668 5,254,166 19,046,497

為替デリバティブ 40,292 130,148 7,610,392 7,780,832

クレジット・デリバティブ  464,228 518,926 983,154

株式デリバティブ 1,177,728  535,465 1,713,193

その他のデリバティブ 133,820  95,722 229,542

デリバティブ金融商品 2,794,503 12,944,044 14,014,671 29,753,218

 

クライアント・クリアリング業務の一環として、当社グループは中央清算機関に対しクライアントの債務不履行

リスクを保証している。関連する想定元本は、2023年12月31日現在で１兆1,970億ユーロ(2022年12月31日現在は１

兆1,870億ユーロ)である。
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注５.b　ヘッジ目的デリバティブ

　下記の表は、ヘッジ目的デリバティブの想定元本と公正価値を示している。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

想定元本
プラスの
公正価値

マイナスの
公正価値

想定元本
プラスの
公正価値

マイナスの
公正価値

公正価値ヘッジ 1,148,308 19,409 33,808 1,103,455 24,213 36,872

金利デリバティブ 1,139,647 18,516 32,617 1,094,689 23,955 36,525

為替デリバティブ 8,661 893 1,191 8,766 258 347

キャッシュ・フロー・ヘッジ 241,125 2,233 4,138 213,866 1,126 3,070

金利デリバティブ 66,134 896 1,760 59,641 429 1,602

為替デリバティブ 174,426 1,270 2,312 153,811 664 1,416

その他のデリバティブ 565 67 66 414 33 52

外貨純投資ヘッジ 2,648 50 65 1,719 62 59

為替デリバティブ 2,648 50 65 1,719 62 59

ヘッジ目的デリバティブ 1,392,081 21,692 38,011 1,319,040 25,401 40,001

 

　金利リスクおよび為替リスクの管理戦略は、一括登録書類第５章「第３の柱」(セクション5.7「市場リスク -

銀行業務に関する市場リスク」)に記載されている。純投資ヘッジに用いる外貨建て借入に関する定量的情報もこ

の章に記載されている。
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　下記の表は、2023年12月31日現在も続いている、特定された金融商品および金融商品のポートフォリオに係る公

正価値ヘッジ関係の詳細を示している。

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

ヘッジ手段 ヘッジ対象

想定元本
プラスの
公正価値

マイナス
の公正
価値

非有効性
の認識
根拠

として用
いられる
公正価値
変動の
累計

帳簿価額
- 資産

公正価値
変動の
累計
- 資産

帳簿価額
- 負債

公正価値
変動の
累計
- 負債

特定された金融商品の
公正価値ヘッジ

405,307 9,539 13,084 (582) 133,418 (6,571) 154,708 (7,030)

下記に関する金利リスク
をヘッジするための金利
デリバティブ

398,328 8,653 11,932 (491) 129,967 (6,575) 151,227 (6,948)

貸出金および債権 20,674 487 449 88 20,886 (82)   

有価証券 162,254 7,826 2,383 6,369 109,081 (6,493)   

預金 24,158 123 222 (203)   20,487 (201)

負債証券 191,242 217 8,878 (6,745)   130,740 (6,747)

下記に関する金利および
為替リスクをヘッジする
ための為替デリバティブ

6,979 886 1,152 (91) 3,451 4 3,481 (82)

貸出金および債権 2,069 687 737 (11) 2,055 10   

有価証券 1,405 184 193 8 1,396 (6)   

預金 833 6 21 4   846 3

負債証券 2,672 9 201 (92)   2,635 (85)

金利リスクヘッジ対象
ポートフォリオ

743,001 9,870 20,724 (10,261) 233,224 (3,803) 228,527 (14,009)

下記に関する金利リスク
をヘッジするための金利

デリバティブ
(1)

741,319 9,862 20,685 (10,263) 231,609 (3,801) 228,527 (14,009)

貸出金および債権 339,035 6,302 1,938 3,780 231,609 (3,801)   

預金 402,284 3,560 18,747 (14,043)   228,527 (14,009)

下記に関する金利および
為替リスクをヘッジする
ための為替デリバティブ

1,682 8 39 2 1,615 (2)   

貸出金および債権 1,682 8 39 2 1,615 (2)   

公正価値ヘッジ合計 1,148,308 19,409 33,808 (10,843) 366,642 (10,374) 383,235 (21,039)

 

(1)
この項目には、ヘッジ対象が依然として存在する場合に金利ポジションを逆転させる(ゆえにヘッジ関係の効果を弱める)

ヘッジ手段であるデリバティブおよびスワップの想定元本(貸出金および債権に関するリスクをヘッジするためのデリバ

ティブについては93,839百万ユーロ、預金に関するリスクをヘッジするためのデリバティブについては177,833百万ユーロ)

が含まれている。
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　下記の表は、2022年12月31日現在も続いている、特定された金融商品および金融商品のポートフォリオに係る公

正価値ヘッジ関係の詳細を示している。

 

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示
(単位：百万ユーロ)

ヘッジ手段 ヘッジ対象

想定元本
プラスの
公正価値

マイナス
の公正
価値

非有効性
の認識
根拠

として用
いられる
公正価値
変動の
累計

帳簿価額
- 資産

公正価値
変動の
累計
- 資産

帳簿価額
- 負債

公正価値
変動の
累計
- 負債

特定された金融商品の
公正価値ヘッジ

332,749 11,155 12,711 1,500 114,741 (12,204) 122,280 (10,588)

下記に関する金利リスク
をヘッジするための金利
デリバティブ

325,470 10,992 12,376 1,487 110,376 (12,128) 119,694 (10,540)

貸出金および債権 19,827 613 171 527 18,394 (541)   

有価証券 131,460 10,297 1,258 11,521 91,982 (11,587)   

預金 8,081 31 291 (375)   7,878 (388)

負債証券 166,102 51 10,656 (10,186)   111,816 (10,152)

下記に関する金利および
為替リスクをヘッジする
ための為替デリバティブ

7,279 163 335 13 4,365 (76) 2,586 (48)

貸出金および債権 2,619 95 64 35 2,410 (42)   

有価証券 1,957 55 12 34 1,955 (34)   

預金 64 - 30 2   76 2

負債証券 2,639 13 229 (58)   2,510 (50)

金利リスクヘッジ対象
ポートフォリオ

770,706 13,058 24,161 (11,240) 204,827 (8,877) 310,192 (20,063)

下記に関する金利リスク
をヘッジするための金利

デリバティブ
(1)

769,218 12,963 24,149 (11,292) 203,490 (8,830) 310,192 (20,063)

貸出金および債権 346,924 9,243 162 9,680 203,490 (8,830)   

預金 422,294 3,720 23,987 (20,972)   310,192 (20,063)

下記に関する金利および
為替リスクをヘッジする
ための為替デリバティブ

1,488 95 12 52 1,337 (47)   

貸出金および債権 1,488 95 12 52 1,337 (47)   

公正価値ヘッジ合計 1,103,455 24,213 36,872 (9,740) 319,568 (21,081) 432,472 (30,651)

 

(1)
この項目には、ヘッジ対象が依然として存在する場合に金利ポジションを逆転させる(ゆえにヘッジ関係の効果を弱める)

ヘッジ手段であるデリバティブおよびスワップの想定元本(貸出金および債権に関するリスクをヘッジするためのデリバ

ティブについては121,183百万ユーロ、預金に関するリスクをヘッジするためのデリバティブについては103,261百万ユー

ロ)が含まれている。
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　資産、負債または資産と負債の組合せに関するリスクは、複数の期間にわたり、異なるデリバティブを用いて

ヘッジされる場合がある。加えて、２種類のデリバティブの組合せにより実現されるヘッジもある。この場合、各

デリバティブの想定元本が合算されるため、合算額はヘッジ額を上回る。１つ目の状況は、金利リスクヘッジ対象

ポートフォリオについてよく見られ、２つ目の状況は発行済負債証券のヘッジについてよく見られる。

　デリバティブ契約が終了し、公正価値ヘッジの関係が中止された金融商品ポートフォリオのヘッジについて、

ヘッジ対象の残存期間にわたり償却される再評価累積額が、2023年12月31日現在の資産には1,143百万ユーロ含ま

れており、負債にはマイナス166百万ユーロ含まれている。2022年12月31日現在の資産には1,399百万ユーロ含まれ

ており、負債にはマイナス138百万ユーロ含まれていた。

　特定された金融商品のヘッジについては、ヘッジ対象の残存期間にわたり償却される再評価累計額が、2023年12

月31日現在の資産には105百万ユーロ含まれている。2022年12月31日現在の資産には111百万ユーロ含まれていた。

　キャッシュ・フロー・ヘッジ手段であるデリバティブの想定元本は、2023年12月31日現在、241,125百万ユーロ

である。資本に直接認識される資産および負債の変動は、189百万ユーロである。2022年12月31日現在の、キャッ

シュ・フロー・ヘッジ手段であるデリバティブの想定元本は213,866百万ユーロであり、資本に直接認識される資

産および負債の変動はマイナス245百万ユーロであった。

　以下の表は、2023年12月31日現在および2022年12月31日現在のヘッジ手段であるデリバティブの想定元本を、満

期までの期間別に示したものである。

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

満期日

１年未満 １年から５年 ５年超 合計

公正価値ヘッジ 328,104 487,495 332,709 1,148,308

金利デリバティブ 323,853 483,325 332,469 1,139,647

為替デリバティブ 4,251 4,170 240 8,661

キャッシュ・フロー・ヘッジ 176,330 52,161 12,634 241,125

金利デリバティブ 30,565 28,999 6,570 66,134

為替デリバティブ 145,532 22,832 6,062 174,426

その他のデリバティブ 233 330 2 565

外貨純投資ヘッジ 2,648 - - 2,648

為替デリバティブ 2,648   2,648

 

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示
(単位：百万ユーロ)

満期日

１年未満 １年から５年 ５年超 合計

公正価値ヘッジ 382,063 430,968 290,424 1,103,455

金利デリバティブ 378,055 426,364 290,270 1,094,689

為替デリバティブ 4,008 4,604 154 8,766

キャッシュ・フロー・ヘッジ 142,568 51,041 20,257 213,866

金利デリバティブ 18,178 30,041 11,422 59,641

為替デリバティブ 124,223 20,753 8,835 153,811

その他のデリバティブ 167 247  414

外貨純投資ヘッジ 1,719 - - 1,719

為替デリバティブ 1,719   1,719
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注５.c　資本を通じて公正価値で測定する金融資産

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

公正価値
内、資本に直接
認識される
評価額の変動

公正価値
内、資本に直接認

識される
評価額の変動

負債証券 50,274 (585) 35,878 (866)

国債 23,334 (207) 18,682 (350)

その他の公債 16,188 (117) 9,921 (197)

金融機関関連項目 7,388 (248) 3,816 (302)

その他 3,364 (13) 3,459 (17)

持分証券 2,275 767 2,188 623

資本を通じて公正価値で測定する金融
資産合計

52,549 182 38,066 (243)

 

　資本を通じて公正価値で測定する負債証券には、2023年12月31日現在でステージ３に分類されている109百万

ユーロ(2022年12月31日現在は108百万ユーロ)が含まれている。これらの有価証券について損益計算書に認識され

る信用減損は、2023年12月31日現在では102百万ユーロ(2022年12月31日現在は100百万ユーロ)の、資本に認識され

る評価額のマイナス変動として計上されている。

　特に、戦略的提携を通じて保有している株式や、当社グループが特定の業務を営むために保有すべき株式などの

資本性金融商品については、資本を通じて公正価値で測定する選択が維持された。

　2023年12月31日終了事業年度中に、当社グループは、これらの投資のいくつかを売却し、９百万ユーロ(2022年

12月31日終了事業年度は267百万ユーロ)の未実現純利益を「利益剰余金」に振り替えた。

 

注５.d　金融商品の公正価値測定

評価プロセス

　BNPパリバでは、日々のリスク管理や財務報告に用いられる、金融商品の公正価値を測定および統制するための

独自かつ統合的なプロセスを設ける必要があるという基本原則を設けている。前述のプロセスは、いずれも、業務

上の決定やリスク管理戦略の中核をなす要素である、一般的な経済的評価を基本とするプロセスである。

　経済価値は、仲値に評価調整を行った値となる。

　仲値は、外部のデータ、または観察可能な市場ベースのデータを最大限活用する評価技法を用いて測定される。

仲値は、i)取引の方向またはポートフォリオに内包されている既存のリスクへの影響、ii)取引相手の種類、およ

びiii)市場参加者の、金融商品、当該商品が取引されている市場、またはリスク管理戦略に固有の特定のリスクに

対する嫌悪感が考慮されていない、追加的な調整が必要な理論値である。

　評価調整では、公正価値測定に伴う不確実性や、主要な市場における取引解消に伴い生じる可能性のある費用を

反映するための市場リスク・プレミアムおよび信用リスク・プレミアムを含めるかどうかを考慮する。

　公正価値は、通常、自己の信用リスクに係る評価調整に代表される、IFRSの各基準が明示的に求めている限られ

た調整を実施した後の経済価値と同じになる。

　以下のセクションでは、主な評価調整について説明する。
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評価調整

　BNPパリバでは、公正価値測定の際に、以下のような評価調整を行っている。

　ビッド価格とアスク(オファー)価格が存在する場合に必要な調整：ビッド／オファー・スプレッドの範囲内の価

格は、価格受容者にとっては、付加的な取引解消コストを表す価格であるが、ディーラーにとっては、ポジション

の保有に伴うリスクまたは価格受容者が他のディーラーの価格を受容することによりポジションを手仕舞うリスク

を負担する見返りに求める対価を表す価格である。

　BNPパリバでは、ビッド／オファー・スプレッドの範囲内で取引解消価格を最もよく表している別の価格が存在

しない限り、ビッド価格またはオファー価格を取引解消価格の最良の見積額とすることを前提としている。

　インプットに不確実性が伴う場合に必要な調整：評価技法に必要な価格情報もしくはインプットの観察が困難な

場合、または当該観察の結果が一様でない場合、取引解消価格には不確実性が伴うこととなる。取引解消価格に伴

う不確実性の程度を測定する方法には、入手可能な価格情報の分散度を測定するという方法、または評価技法に用

いることができるインプットの範囲を見積るという方法に代表されるいくつかの方法がある。

　評価モデルが原因で不確実性が生じる場合に必要な調整：この調整は、用いる観察可能なインプットは入手でき

るものの、用いる評価技法が原因で公正価値測定結果に不確実性が生じるといった状況で必要となる。この状況

は、金融商品に固有のリスクが、観察可能なデータに固有のリスクと異なるため、評価技法による公正価値測定の

際に、容易に裏付けの取れない仮定を用いる必要がある場合に生じる。

　将来のヘッジ・コスト調整(FHC)：この調整は、その残存期間を通じてダイナミック・ヘッジが必要となり追加

のビッド／オファー・コストが生じるポジションに適用される。使われる計算方法では、特に、最適なヘッジの頻

度をもとに、これらの予想コストを捕捉する。

　信用評価調整(CVA)：CVAは、公正価値測定結果または市場における相場価格に取引相手の信用力が反映されてい

ない場合に、当該測定結果または価格に対して行う調整で、取引相手が債務を履行できず、BNPパリバが取引の公

正価値に相当する全額を受け取れない可能性を考慮することを目的とする調整である。

　取引先リスクに対するエクスポージャーの終了または移転に伴う費用の算定時には、インター・ディーラー市場

が適切であるものとみなされる。しかし、CVAの決定については、i)インター・ディーラー市場にて入手できる価

格情報が存在しないか不足している可能性がある場合、ii)取引先リスクに関する規制の内容が、市場参加者の価

格決定行動に影響を及ぼす場合、また、iii)取引先リスクを管理するための主要なビジネス・モデルが存在しない

場合、当社グループは一定の判断を行う必要がある。

　CVAモデルでは、規制に従うために用いるのと同じエクスポージャーに基づき調整が行われる。CVAモデルでは、

i)施行中の規制やその改訂に固有の黙示的な誘因や制約、ii)市場参加者によるデフォルト確率の認識度、および

iii)規制に従うために用いるデフォルト・パラメータに基づく最適なリスク管理戦略にかかる費用を見積る。
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　資金調達評価調整(FVA)：公正価値測定に評価技法を用いる場合には、特に適切な割引率を用いて仲値を測定す

る作業において、予想将来キャッシュ・フローと関係のあるファンディングに関する仮定が不可欠な要素となる。

これらの仮定には、当行が見込んでいる条件(市場参加者が検討するであろう、該当商品によるファンディングが

効果的なものとなるような条件)が反映される。この作業では、特に、担保契約の存在および条項が考慮される。

特に、無担保または担保が不十分なデリバティブ商品については、銀行間取引金利を反映するための調整が含まれ

る。

　当社グループ自身の信用リスクを反映するために行う債務を対象とする調整(OCA)やデリバティブを対象とする

当該調整(債務評価調整 - DVA)：OCAやDVAは、BNPパリバの信用力(信用リスク)が、純損益を通じて公正価値で測

定するものとして指定した負債証券や他のデリバティブの評価に及ぼす影響を反映するための調整である。OCAや

DVAは、いずれも、前述の金融商品において、将来生じる見込みの債務の内容に基づき行われる。当社グループの

信用力は、関連債券の発行水準を市場にて観察するという方法で推測される。DVAの調整は、資金調達評価調整

(FVA)を踏まえて算定される。

　このため、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した負債証券の帳簿価額は、2023年12月31日現在

では198百万ユーロ減少した(2022年12月31日現在では160百万ユーロ減少した) (すなわち、純損益へ再分類されな

い+38百万ユーロの評価差額が資本に直接認識された)。

 

金融商品の分類ならびに公正価値で測定される資産および負債が分類される公正価値ヒエラルキー内のレベル

　重要な会計方針の要約(注１.f.10)にて説明した通り、公正価値で測定される金融商品は、公正価値ヒエラル

キーの３つのレベルのいずれかに分類される。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

トレーディング目的で保有する金融商品
トレーディング目的で保有していない純損益を通

じて公正価値で測定する金融商品

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券 171,172 30,482 571 202,225 1,205 1,079 7,125 9,409

国債 80,933 14,291 10 95,234 225   225

その他の負債証券 19,776 15,747 439 35,962 327 363 380 1,070

株式およびその他持分証券 70,463 444 122 71,029 653 716 6,745 8,114

貸出金および売戻契約 - 224,512 188 224,700 - 913 1,562 2,475

貸出金  8,441  8,441  913 1,562 2,475

売戻契約  216,071 188 216,259    -

公正価値で測定する金融資産 171,172 254,994 759 426,925 1,205 1,992 8,687 11,884

         

有価証券 102,913 1,955 42 104,910 - - - -

国債 69,811 398  70,209    -

その他の負債証券 9,670 1,544 41 11,255    -

株式およびその他持分証券 23,432 13 1 23,446    -

借入金および買戻契約 - 270,854 632 271,486 - 1,973 155 2,128

借入金  4,846  4,846  1,973 155 2,128

買戻契約  266,008 632 266,640    -

発行済負債証券(注５.h) - - - - 14 60,132 23,617 83,763

劣後債(注５.h)    -  735  735

非劣後債(注５.h)    - 14 59,397 23,617 83,028

公正価値で測定する金融負債 102,913 272,809 674 376,396 14 62,105 23,772 85,891
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(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

資本を通じて公正価値で測定する金融資産

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券 44,707 7,095 747 52,549

国債 19,919 3,367 48 23,334

その他の負債証券 23,218 3,515 207 26,940

株式およびその他持分証券 1,570 213 492 2,275

貸出金および売戻契約 - - - -

貸出金     

売戻契約     

公正価値で測定する金融資産 44,707 7,095 747 52,549

     

有価証券     

国債     

その他の負債証券     

株式およびその他持分証券     

借入金および買戻契約     

借入金     

買戻契約     

発行済負債証券(注５.h)     

劣後債(注５.h)     

非劣後債(注５.h)     

公正価値で測定する金融負債     

 

(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

トレーディング目的で保有する金融商品
トレーディング目的で保有していない純損益を通

じて公正価値で測定する金融商品

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券 130,589 25,744 805 157,138 1,643 1,495 5,801 8,939

国債 59,860 10,136 28 70,024    -

その他の負債証券 16,454 14,695 630 31,779 1,152 500 333 1,985

株式およびその他持分証券 54,275 913 147 55,335 491 995 5,468 6,954

貸出金および売戻契約 - 186,170 798 186,968 - 1,274 2,883 4,157

貸出金  6,428 5 6,433  1,274 2,883 4,157

売戻契約  179,742 793 180,535    -

公正価値で測定する金融資産 130,589 211,914 1,603 344,106 1,643 2,769 8,684 13,096

         

有価証券 97,367 1,716 72 99,155 - - - -

国債 57,949 92 16 58,057     

その他の負債証券 13,183 1,581 47 14,811     

株式およびその他持分証券 26,235 43 9 26,287     

借入金および買戻契約 - 230,303 2,048 232,351 - 1,472 253 1,725

借入金  6,952  6,952  1,472 253 1,725

買戻契約  223,351 2,048 225,399     

発行済負債証券(注５.h) - - - - 4 46,628 18,946 65,578

劣後債(注５.h)      675  675

非劣後債(注５.h)     4 45,953 18,946 64,903

公正価値で測定する金融負債 97,367 232,019 2,120 331,506 4 48,100 19,199 67,303
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(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

資本を通じて公正価値で測定する金融資産

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券 32,727 4,395 944 38,066

国債 16,785 1,770 127 18,682

その他の負債証券 14,496 2,412 288 17,196

株式およびその他持分証券 1,446 213 529 2,188

貸出金および売戻契約 - - - -

貸出金     

売戻契約     

公正価値で測定する金融資産 32,727 4,395 944 38,066

     

有価証券     

国債     

その他の負債証券     

株式およびその他持分証券     

借入金および買戻契約     

借入金     

買戻契約     

発行済負債証券(注５.h)     

劣後債(注５.h)     

非劣後債(注５.h)     

公正価値で測定する金融負債     

 

　デリバティブの公正価値は、主要なリスク要因(すなわち、金利変動、為替相場変動、信用リスク要因および保

有株式の価格変動)に応じて細分化される。ヘッジ目的デリバティブは金利デリバティブが主である。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

プラスの市場価格 マイナスの市場価格

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金利デリバティブ 734 131,382 1,384 133,500 714 103,334 1,928 105,976

為替デリバティブ 18 118,300 776 119,094 16 118,065 45 118,126

クレジット・デリバティブ  7,663 764 8,427  8,697 1,623 10,320

株式デリバティブ 15 21,177 2,875 24,067 659 31,222 6,146 38,027

その他のデリバティブ 586 6,365 40 6,991 607 5,769 67 6,443

ヘッジ目的で使われていない
デリバティブ金融商品

1,353 284,887 5,839 292,079 1,996 267,087 9,809 278,892

ヘッジ目的で使われている
デリバティブ金融商品

- 21,692 - 21,692 - 38,011 - 38,011

 

(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

プラスの市場価格 マイナスの市場価格

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金利デリバティブ 873 147,853 1,396 150,122 503 122,659 2,053 125,215

為替デリバティブ 33 133,628 721 134,382 35 129,204 35 129,274

クレジット・デリバティブ  6,382 912 7,294  6,822 909 7,731

株式デリバティブ 6,760 13,512 2,330 22,602 9,177 13,290 4,824 27,291

その他のデリバティブ 1,295 12,158 79 13,532 843 9,629 138 10,610

ヘッジ目的で使われていない
デリバティブ金融商品

8,961 313,533 5,438 327,932 10,558 281,604 7,959 300,121

ヘッジ目的で使われている
デリバティブ金融商品

- 25,401 - 25,401 - 40,001 - 40,001
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　他のレベルへの振替は、該当商品が既定の基準(一般的には市場や商品により異なる基準)を満たした場合に行う

ことができる。振替に影響を及ぼす主な要素には、観察可能性の変化、時間の経過および取引終了までの期間中に

おける事象がある。振替の認識時期は、報告期間の期首に決定される。

　2023年度におけるレベル１とレベル２の間の主な振替は、関連する評価パラメーターの観察可能性の再評価によ

る株式デリバティブのレベル１からレベル２への再分類に関連するものである。

 

各レベルに分類される主な金融商品の説明

　以下のセクションでは、公正価値ヒエラルキーの各レベルに分類される金融商品について説明する。また、レベ

ル３に分類される金融商品と関連評価技法については特に詳しく説明する。

　さらに、レベル３に分類される主なトレーディング勘定の金融商品およびデリバティブについては、公正価値測

定に用いられるインプットに関する定量的な情報について説明する。

 

レベル１

　このレベルには、活発な市場における相場価格を継続的に入手できるようなあらゆるデリバティブおよび有価証

券が分類される。

　レベル１には、特に、株式や流動性のある債券、当該証券の空売り、確立された市場で取引されているデリバ

ティブ(先物やオプションなど)が含まれる他、日次で純資産価値が計算されるファンドおよびUCITSの持分や、第

三者が管理している連結ファンドの持分を表す債券も含まれる。

 

レベル２

　レベル２に分類される有価証券は、レベル１へ分類される債券よりは流動性の低い有価証券である。分類される

有価証券には、主に、社債、国債、モーゲージ担保証券、ファンド持分および譲渡性預金などの短期証券がある。

特に、有価証券のうち、その外部価格情報は当該証券のマーケット・メイカーとして活動している合理的な数の業

者から定期的に入手できるものの、当該価格情報が(マーケット・メイカーを介さない)直接取引の価格を表してい

ないような有価証券は、レベル２に分類される。この価格情報には、特に、該当証券のマーケット・メイカーとし

て活動しており、ブローカーおよび／またはディーラーとして活動している業者から得た気配値情報をもとに価格

情報を提供している合理的な数の業者のコンセンサス価格情報提供サービスを利用することで得られる情報が含ま

れる。また関連する場合には、一次／発行市場といった他の情報源も用いることができる。

　買戻／売戻契約は、主にレベル２へ分類されるが、分類されるかどうかは、関連する担保やレポ／リバース・レ

ポ取引の満期までの期間に応じ、主にレポ／リバース・レポ市場での観察可能性や流動性に基づき決定される。

　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した発行済債券は、個別に会計処理される組込デリバティブ

が分類されるのと同じレベルに分類される。発行スプレッドは、観察可能なインプットである。

　レベル２に分類される主なデリバティブには、下記のような商品がある。

－　金利スワップ、金利キャップ、金利フロアおよびスワップション、クレジット・デフォルト・スワップ、株

式／為替(FX)／商品の先渡取引やオプションといった、プレーン・バニラ商品。
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－　エキゾチックFXオプション、原資産が１つおよび複数の株式／ファンド・デリバティブ、シングル・イール

ド・カーブで評価されるエキゾチック金利デリバティブ、ならびに仕組金利をベースとするデリバティブと

いった、評価モデルが原因で生じる不確実性が重要でない仕組デリバティブ。

　前述のデリバティブは、下記のいずれか１つに関する一連の証拠が文書化されている場合にレベル２へ分類され

る。

－　公正価値が、主に、標準的な評価技法である補間法またはストリッピング法(実際の取引を参照すること

で、その評価結果の裏付けを定期的に得られるような技法)を用いて得た、他のレベル１およびレベル２商

品の価格または相場価格に由来するものであること。

－　公正価値が、観察可能な価格へ調整される、レプリケーションまたは割引キャッシュ・フロー・モデルと

いった他の標準的な評価技法による測定値に由来するものであること、モデルに付帯するリスクが限定的で

あること、また該当商品をレベル１またはレベル２商品として取引することで、該当商品に付帯するリスク

を効果的に相殺できること。

－　公正価値が、高度なまたは独自の評価技法による測定値だが外部の市場ベースのデータを用いて定期的に行

うバックテストにより直接的な裏付けが得られるような測定値に由来するものであること。

　店頭取引(OTC)のデリバティブをレベル２へ分類できるかどうかは当社グループの判断事項となる。この判断の

際には、用いる外部データの情報源、透明性および信頼性、ならびに各評価モデルの使用に伴い生じる金額の不確

実性について検討する。このためレベル２への分類基準には、軸となる複数の分析に必要なインプットを、i)既定

の商品カテゴリー・リストの内容や、ii)原資産およびマチュリティ・バンド(満期帯)に基づきその範囲が決まる

「インプットを観察できるゾーン」の範囲内で得られるかどうかという基準が含まれる。各レベルへの分類が、評

価調整方針に沿って行われるようにするため、前述の基準は、該当する評価調整とともに定期的に見直され、更新

される。

 

レベル３

　レベル３に分類されるトレーディング勘定の有価証券には、主に、純損益または資本を通じて公正価値で測定さ

れるファンド持分や非上場株式がある。

　非上場のプライベート・エクイティ(非上場株式)は、日次で純資産価値が計算され、公正価値ヒエラルキー上で

レベル１へ分類されているUCITSを除き、機械的にレベル３に分類されている。

　レベル３に分類されている株式およびその他の非上場変動利付証券は、再評価後正味帳簿価額に対する持分、比

較可能類似企業の評価倍率(マルチプル法)、将来キャッシュ・フロー法、これら複数の基準に基づくアプローチの

いずれか１つを用いて評価している。

　一部の買戻／売戻契約(主に社債やABSと関係のある長期または仕組買戻／売戻契約)：これらの取引の評価は、

カスタムメイドの取引であるという性質、長期レポ市場における取引が少なく価格情報が入手できないことから、

独自の評価技法を用いて行う必要がある。公正価値測定に用いるイールド・カーブは、最近の取引データおよび照

会した価格データといった入手可能なデータを用いて裏付けられる。これらのエクスポージャー・ヘッジ手段につ

いては、選択したモデルや得られるデータの量に固有の不確実性の程度に応じた評価調整を行う。
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　純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した発行済債券は、個別に会計処理される組込デリバティブ

と同じレベルに分類される。発行スプレッドは、観察可能なインプットである。

 

デリバティブ

　プレーン・バニラ・デリバティブは、当該エクスポージャー・ヘッジ手段が、イールド・カーブもしくはボラ

ティリティ・サーフェスを観察できるゾーンの範囲外からしかインプットを得られない場合、または旧シリーズの

クレジット・インデックスに連動するトランシェの取引市場に代表される流動性の低い市場もしくは新興市場の金

利市場に関連する商品の場合にレベル３へ分類される。以下は主な商品に関する説明である。

－　金利デリバティブ：この区分に属する主なエクスポージャー・ヘッジ手段には、流動性の低い通貨を原資産

とするスワップ商品がある。一部のマチュリティ・バンド(満期帯)においては流動性が低いものの、コンセ

ンサス情報提供サービス業者を通じてインプットを入手できる場合には、レベル３へ分類される。評価技法

は標準的なものであり、外部の市場から得られる情報や補外法を用いている。

－　クレジット・デリバティブ(CDS)：この区分に属する主なエクスポージャー・ヘッジ手段には、インプット

を観察できるマチュリティ・バンド(満期帯)の範囲外からしかインプットを得られないCDS、非流動ネーム

またはディストレス・ネームに係るCDS、およびローン・インデックスに係るCDSがある。流動性は低いもの

の、特にコンセンサス情報提供サービス業者を通じてインプットを入手できる場合には、レベル３へ分類さ

れる。レベル３へ分類されるこの区分のエクスポージャー・ヘッジ手段には、証券化資産を原資産とする

CDSやトータル・リターン・スワップ(TRS)のポジションもある。これらの商品の公正価値は、原資産である

債券と同じモデル化技法を用い、ファンディングに用いる債券の価格差や固有のリスク・プレミアムを考慮

して測定される。

－　株式デリバティブ：この区分に属する主なエクスポージャー・ヘッジ手段には、長期の先渡取引もしくはボ

ラティリティ・デリバティブ取引、または限られた市場でしか取引されていないオプションがある。補外法

による測定の結果によっては、フォワード・カーブやボラティリティ・サーフェスが、インプットを観察で

きるマチュリティ・バンド(満期帯)の範囲外となるため、モデルに用いるインプットを観察できる市場が存

在しない場合、ボラティリティ・デリバティブ取引または先渡取引の公正価値測定に必要なインプットは、

通常、代替分析または過去の情報の分析の結果をもとに決定される。

同様に、長期の株式バスケット取引も、長期のマチュリティ・バンド(満期帯)における株式相関関係の観

察可能性がないことから、レベル３へ分類される。

　これらのプレーン・バニラ・デリバティブについては、原資産の性質や流動性の制約によって特徴付けられた流

動性の不確実性に関連する評価調整が行われる。
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　レベル３へ分類される仕組デリバティブには、主に、複合金融商品(FX／金利複合商品、エクイティ・ハイブ

リッド)、信用リスク相関デリバティブ、償還行動の影響を受ける商品、いくつかの株式で構成されるバスケット

を原資産とするオプション商品、およびいくつかの金利オプションから成る。主なエクスポージャーについては、

関連評価技法や関連する不確実性の発生源に関する洞察とともに、以下に記載されている。

－　仕組金利オプションは、当該オプションに、十分に観察可能でない通貨が含まれている場合、または、ペイ

オフが原資産の通貨とは別の通貨の固定先物為替レートを用いて測定されるクオントの特徴が含まれている

場合にレベル３へ分類される。長期の仕組デリバティブもレベル３に分類される。

－　FX／金利複合商品には、主に、評価の不確実性が大きい、パワー・リバース・デュアルカレンシー(PRDC)債

と呼ばれる特殊な金融商品が含まれる。PRDCの評価にFXと金利の両方の変動がモデル化されている高度なモ

デルが必要とされ、その評価が、特に、観察不能なFX／金利の相関関係の影響を大きく受ける場合には、か

かる商品はレベル３に分類される。PRDCの公正価値測定結果は、直近の取引データやコンセンサス価格デー

タを用いて裏付けられる。

－　証券化関連スワップには、主に、その想定元本が、原資産ポートフォリオの一部分の償還行動に連動するよ

うな、固定金利のスワップ、クロスカレンシー・スワップまたはベーシス・スワップが含まれる。証券化関

連スワップの満期日構成の見積りは、外部の過去のデータを用いた統計的な見積りにより裏付けられる。

－　フォワード・ボラティリティ・オプションは、一般的には、そのペイオフが、ボラティリティ・スワップに

代表される金利インデックス債の将来におけるボラティリティに連動するような商品である。市場で取引さ

れている金融商品からフォワード・ボラティリティ情報を推定することは難しいため、これらの商品には、

重要なモデル・リスクが付帯する。評価調整の枠組みは、商品に固有の不確実性や、外部から入手する既存

のコンセンサス価格情報に起因する不確実性の範囲に応じて調整される。

－　レベル３に分類されるインフレーション・デリバティブには、主に、流動性インデックスに連動する債券市

場、インフレ関連の各インデックスに連動する(キャップやフロアといった)オプション商品、またインフレ

関連の各インデックスかインフレ年率のいずれかを選択できるようなインフレ関連の各インデックスとは無

関係なインフレ関連の各インデックスに連動するスワップ商品が含まれる。インフレーション・デリバティ

ブについて用いられる評価技法は、主に、標準的な市場参照モデルであるが、ごく少数の限られたエクス

ポージャー・ヘッジ手段については代替技法が用いられる。これらの商品は、コンセンサス価格情報を参照

することで、毎月、公正価値の裏付けが取れる商品ではあるが、流動性が不足しており、調整の際に固有の

不確実性も生じるため、レベル３へ分類される。
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－　カスタムメイドCDOの評価には、評価の不確実性が大きい、デフォルト・イベントの相関パラメーターが必

要となる。この情報は、補外法や補間法を含む独自の予測技法を用いてインデックス・トランシェの活発な

市場のデータから推定する。マルチ・ジオグラフィーCDOについても、相関関係に関する追加の仮定が必要

となる。最後に、カスタムメイドCDOの評価モデルでは、回収率の変動と関係のある独自の仮定やパラメー

ターも必要となる。CDOの評価モデルは、インデックス・トランシェ市場で観察可能なデータを用いて調整

され、標準化されたプールに関するコンセンサス価格データに照らして定期的にバックテストされる。不確

実性は、予測や地域ミックスの手法に伴うモデル・リスク、関連パラメーターの不確実性、また回収率のモ

デル化が原因で生じる。

－　エヌ・トゥ・デフォルト型バスケットCDSは、標準的なコピュラ法を用いてモデル化される、信用リスク相

関商品の一種である。必要となる主なインプットには、コンセンサス価格情報や取引情報を参照することで

観察できる、バスケット構成要素間でのペアワイズ相関分析結果がある。リニアバスケットCDSは、観察可

能なインプットとしてみなされる。

－　株式デリバティブや、エクイティ・ハイブリッドと呼ばれる相関デリバティブは、そのペイオフが、複数の

株式／インデックスから成るバスケットの変動に左右されるため、公正価値測定結果は、バスケット構成要

素間での相関関係の影響を受ける。これらの金融商品のバスケットは、複合金融商品の場合、株式と、株式

以外の原資産(コモディティ指数や外国為替レートなど)で構成される。定期的に取引されており観察できる

のは、株式／インデックスの相関マトリックスのみで、他の大部分の資産の相関関係情報は、活発な市場か

ら入手できない。このため、レベル３へ分類されるかどうかは、バスケットの構成、満期および商品の複合

性により変化する。インプットの相関関係情報は、過去の情報をもとに見積りを行う手法と他の調整要素

(直近の取引情報または外部データを参照することで裏付けられる)を組み合わせて用いる独自のモデルを用

いて取得する。相関マトリックスは、原則としてコンセンサス情報提供サービス業者から入手するが、２種

類の原資産の相関関係情報が入手できない場合、補外法か代替技法を用いることで、当該情報を入手できる

場合がある。

　これらの仕組デリバティブについては、流動性、各パラメーターおよびモデル・リスクと関連する不確実性を反

映するため、固有の評価調整を行う。

 

評価調整(CVA、DVAおよびFVA)

　信用評価調整(CVA)、債務評価調整(DVA)および明示的な資金調達評価調整(FVA)に係る要素は、評価の枠組みの

中でも観察不能な要素とみなされるため、レベル３に分類されている。この事実は、通常、評価調整に係る各取引

の分類先となる公正価値ヒエラルキー内のレベルには影響を及ぼさないが、固有のプロセスにより、前述の評価調

整にはほとんど寄与しない各取引や、関連する不確実性が重要な要素となる各取引を特定し、当該取引をレベル３

に分類することを正当化している。

　以下の表には、レベル３金融商品の評価に用いる主要な観察不能インプット値の変動範囲を記載している。記載

してある範囲は、各種原資産に対応するものであるが、BNPパリバが導入している評価技法を用いる場合にのみ意

味のある値である。関連する利用可能な場合に利用できる加重平均値は、公正価値、想定元本または感応度に基づ

く値である。
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　レベル３に分類される発行済債券の評価に用いる主な観察不能パラメーターは、その経済的ヘッジのためのデリ

バティブに係る当該パラメーターと同等である。下記の表に表示されている当該デリバティブに関する情報は、当

該債券にも当てはまる。

 

リスクヘッジ
手段の区分

貸借対照表上での
評価額

(単位：百万ユーロ)

このリスクヘッジ
手段区分に属する
レベル３金融商品に
含まれる主要な
金融商品の種類

対象商品の
公正価値測定に用いる

評価技法

対象商品の
公正価値測定に

用いる
主な観測不能
インプット

対象
レベル３
商品の
公正価値
測定に
用いる
観測不能
インプット
の変動範囲

加重平均

資産 負債

買戻／売戻契約 188 632 長期買戻／売戻契約

特に、活発に取引されて
おり、買戻／売戻契約の
原資産を表している、ベ
ンチマークとなる債券
プールのファンディング
に用いる債券の価格差情
報を用いる代替技法

私募債(ハイ・イー
ルド債、ハイ・グ
レード債)およびABS
に係る長期買戻／売
戻契約のレポ・スプ
レッド

0 bp to

152 bp
30 bp (a)

金利デリバティブ 1,384 1,928

為替／金利複合金融商品
為替／金利複合金融商品
(オプション)の価格決定
モデル

為替相場と金利の相
関関係。主な通貨ペ
アは、ユーロ／日本
円、米ドル／日本
円、豪ドル／日本円
である。

-16% to 52% 8% (a)

インフレ率／金利複合金
融商品

インフレ率／金利複合金
融商品(オプション)の価
格決定モデル

金利とインフレ率の
相関関係は、主に欧
州におけるものであ
る。

10% to 32% 29%

インフレ率または累積的
インフレ(特に欧州および
フランスでのインフレ率)
に係るフロアおよび
キャップ(償還時元本保証
など)

インフレ関連商品の価格
決定モデル

累積的インフレのボ
ラティリティ

1.3% to 11.7%

(b)

インフレ年率のボラ
ティリティ

0.5% to 2.8%

ボラティリティ・スワッ
プに代表される、主に
ユーロ建てのフォワー
ド・ボラティリティ商品

金利オプションの価格決
定モデル

金利のフォワード・
ボラティリティ

0.5% to 1.0% (b)

主に欧州担保プールに係
る、想定元本が案件の資
産／負債残高に従う固定
金利スワップ、ベーシ
ス・スワップまたはクロ
スカレンシー・スワップ

償還行動のモデル化
割引キャッシュ・フロー
法

期日前償還率 0% to 18% 2% (a)

クレジット・
デリバティブ

764 1,623

債務担保証券および不活
発なインデックス・シ
リーズに係るインデック
ス・トランシェ

基本的な相関関係予測技
法や回収率のモデル化

カスタムメイド・
ポートフォリオに係
る基本的な相関曲線

29% to 99% (b)

シングル・ネーム
CDSの原資産に係る
回収率の変動

0% to 25% (b)

エヌ・トゥ・デフォルト
型バスケットCDS

クレジット・デフォル
ト・スワップの評価モデ
ル

デフォルトの相関 48% to 84% 49% (a)

シングル・ネーム・クレ
ジット・デフォルト・ス
ワップ(ABSおよびロー
ン・インデックスに係る
CDS以外のもの)

ストリッピング法、補外
法および補間法

観測限度(10年)を超
えているクレジッ
ト・デフォルト・ス
プレッド

N.A. 99 bp

(主要な期間の全般
において)非流動な
クレジット・デフォ
ルト・スプレッド・
カーブ

3 bp to

2,824 bp (1)
76 bp (c)

株式デリバティブ 2,875 6,146

複数の株式で構成される
バスケットを原資産とす
る単純なおよび複雑なデ
リバティブ

各種ボラティリティ・オ
プションモデル

観測不能なエクイ
ティ・ボラティリ
ティ

0% to 122%

(2)
30% (d)

観測不能な株式相関 15% to 98% 50% (c)
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(1)　
変動範囲の上部は、原資産に流動性がないCDSに係る建築、小売およびサービス業界の発行体であり、貸借対照表へ重要

な影響を及ぼさない発行体に関連する値である。

(2)
変動範囲の上部は、株式を原資産とするオプションに係る７銘柄であり、貸借対照表へ重要な影響を及ぼさない株式に関

連する値である。これらのインプットを含めた場合、変動範囲の上部はおよそ196％となる。

(a)
加重平均は、ポートフォリオ・レベルでの関連リスク軸に基づくものである。

(b)
これらのインプットの変動に起因する明示的な感応度が存在しないため、加重平均は存在しない。

(c)
加重平均は、リスクではなく、レベル３商品と関係のある代替技法(現在価値または想定元本を用いる技法)に基づく値で

ある。

(d)
単純平均。

 

レベル３の金融商品の変動表

　レベル３の金融商品については、2023年度中に下記の変動が生じた。

 

(単位：百万ユーロ)

金融資産

トレーディング
目的で保有して
おり純損益を

通じて公正価値で
測定する
金融商品

トレーディング目
的で保有して

いない純損益を通
じて公正価値で測

定する
金融商品

資本を通じて
公正価値で
測定する
金融資産

合計

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

7,041 8,684 944 16,669

購入 812 1,442 154 2,408

発行    -

売却 (903) (1,791) (162) (2,856)

決済
(1) (3,019) (98) (66) (3,183)

レベル３への振替 2,797 36  2,833

レベル３から振替 (3,347)  (90) (3,437)

当期中に満期を迎えるか終了した取引について
損益計算書に認識された利益(または損失)

981 486 (1) 1,466

当期末現在で満期を迎えていない金融商品につ
いて損益計算書に認識された利益(または損失)

2,233 (5)  2,228

為替レートの変動に関連する項目 3 (67) (18) (82)

資本に認識される資産および負債の公正価値の
変動

  (14) (14)

2023年12月31日現在 6,598 8,687 747 16,032

 

(1)
資産には、元本償還額、利払額、ならびにデリバティブと関連のあるキャッシュ・インフローおよびアウトフローが含ま

れる。負債には、元本償還額、利払額、ならびにその公正価値が負のデリバティブと関係のあるキャッシュ・インフローお

よびアウトフローが含まれる。
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(単位:百万ユーロ)

金融負債

トレーディング
目的で保有して
おり純損益を
通じて公正価値
で測定する
金融商品

純損益を
通じて

公正価値で
測定する
ものとして
指定した
金融商品

合計

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

(10,079) (19,199) (29,278)

購入   -

発行  (5,229) (5,229)

売却 39  39

決済
(1) (3,416) 1,355 (2,061)

レベル３への振替 (1,799) (359) (2,158)

レベル３から振替 2,527 429 2,956

当期中に満期を迎えるか終了した取引について損益計算書に認識
された利益(または損失)

(3,421) (757) (4,178)

当期末現在で満期を迎えていない金融商品について損益計算書に
認識された利益(または損失)

5,669 (12) 5,657

為替レートの変動に関連する項目 (3)  (3)

資本に認識される資産および負債の公正価値の変動   -

2023年12月31日現在 (10,483) (23,772) (34,255)

 

(1)
資産には、元本償還額、利払額、ならびにデリバティブと関連のあるキャッシュ・インフローおよびアウトフローが含ま

れる。負債には、元本償還額、利払額、ならびにその公正価値が負のデリバティブと関係のあるキャッシュ・インフローお

よびアウトフローが含まれる。

 

　デリバティブのレベル３からの振替には、主に、特定のイールド・カーブの観察可能期間、ならびに買戻／売戻

契約および信用取引に関する市場パラメーターが更新されたものだけでなく、その残存期間が短くなったことによ

り、ただ単に、あるいは主として観察可能なインプットに対する感応度が高まったデリバティブも含まれている。

　公正価値で測定する金融商品のレベル３への振替には、インプットを観察できるゾーンの定期的な更新が反映さ

れている。

　振替は、報告期間の期首に実施されたものと仮定して認識される。

　レベル３の金融商品は、レベル１およびレベル２の他の金融商品によりヘッジされている場合があるが、これら

の金融商品に係る損益はこの表に表示されていない。このため、この表に表示されている損益は、これらすべての

金融商品に伴う正味リスクの管理による損益を表しているわけではない。

 

合理的可能性のあるレベル３に関する仮定の変更に対する公正価値の感応度

　以下の表には、レベル３に分類される金融資産および金融負債のうち、１つ以上の観察不能なインプットについ

て別の仮定を用いた場合にその公正価値が大きく変化するような資産および負債が要約されている。
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　開示額は、関連パラメーターを用いてレベル３商品公正価値を見積る際または評価技法を選択する際に行う判断

に伴う可能性のある不確実性の範囲を示すためのものである。前述の開示額は、測定日の時点で存在する、価値測

定に伴う不確実性を反映しており、たとえ当該不確実性が、測定日の時点で存在する、ポートフォリオの感応度に

由来するものであったとしても、将来における公正価値変動の予想額もしくは当該変動を示唆する額となること、

または市場がポートフォリオの評価額に及ぼす影響を示唆する額となることはない。

　BNPパリバでは、感応度を見積る際に、合理的可能性のあるインプットを用いて金融商品を再測定するか、評価

調整方針に基づく仮定を適用するかのいずれかを行っている。

　分かりやすくするため、証券化商品とは関係のない現物商品の感応度は、価格が一様に１％動いた場合の感応度

としたが、レベル３へ分類される証券化エクスポージャーについては、観察不能なインプットの範囲に応じて、よ

り固有の価格変動に対する感応度へ調整される。

　エクスポージャー・ヘッジ手段であるデリバティブの感応度測定は、レベル３商品と関係のある信用評価調整

(CVA)や明示的な資金調達評価調整(FVA)、またパラメーターおよびモデルに伴う不確実性を反映するための調整の

結果に基づき行われる。

　信用評価調整(CVA)や明示的な資金調達評価調整(FVA)に係る不確実性は、欧州銀行監督機構公表のテクニカルス

タンダードである「慎重な評価」に盛り込まれている慎重性に基づく評価に基づき調整されている。他の評価調整

に関しては２つのシナリオが想定されており、それらは市場参加者が、評価調整のすべてまたは一部を考慮しない

という好ましい状況と、市場参加者が、取引の締結条件としてBNPパリバが考える評価調整額の２倍の調整額を求

めるという好ましくない状況である。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

損益への
潜在的な影響

資本への
潜在的な影響

損益への
潜在的な影響

資本への
潜在的な影響

負債証券 +/-6 +/-2 +/-8 +/-3

株式およびその他持分証券 +/-68 +/-5 +/-56 +/-5

貸出金および売戻契約 +/-20  +/-42  

デリバティブ金融商品 +/-586  +/-576  

金利および為替デリバティブ +/-218  +/-227  

クレジット・デリバティブ +/-94  +/-98  

株式デリバティブ +/-271  +/-245  

その他のデリバティブ +/-3  +/-6  

レベル３金融商品の感応度 +/-680 +/-7 +/-682 +/-8

 

内部開発評価技法を用いて一部が活発な市場で観察できないインプットに基づき測定される金融商品に伴う繰延

マージン

　金融商品に伴う繰延マージン(以下「Day 1 利益」という。)は、主に、レベル３適格金融商品の範囲に属する商

品に関するものであるが、パラメーターまたはモデルに関する不確実性を反映するための評価調整が当初証拠金に

比べて無視できないものである場合には、若干のレベル２適格金融商品とも関連する。
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　Day 1 利益は、既述の不確実性を反映するための評価調整の結果を控除して計算され、インプットが観察できな

いと予想される期間にわたって損益計算書に計上される。その未償却額は、関連する取引の公正価値の減少とし

て、「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品」に計上されている。

 

(単位：百万ユーロ)

2022年
12月31日現在の
繰延マージン

IFRS第17号および
第９号に基づく
修正再表示

当期の取引に係る
繰延マージン

当期の損益計算書に
計上されたマージン

2023年
12月31日現在の
繰延マージン

金利および為替デリバティブ 194 113 (140) 167

クレジット・デリバティブ 174 175 (124) 225

株式デリバティブ 426 166 (211) 381

その他の金融商品 10 140 (139) 11

金融商品 804 594 (614) 784

 

注５.e　償却原価で測定する金融資産

・　貸出金および債権の種類別詳細

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

総額 減損(注３.g) 帳簿価額 総額 減損(注３.g) 帳簿価額

金融機関貸出金および債権 24,434 (99) 24,335 32,716 (100) 32,616

要求払預け金 7,252 (6) 7,246 11,000 (8) 10,992

貸出金
(1) 12,267 (93) 12,174 15,767 (92) 15,675

売戻契約 4,915  4,915 5,949  5,949

顧客貸出金および債権 876,712 (17,512) 859,200 875,301 (18,281) 857,020

要求払預け金 46,733 (2,752) 43,981 42,963 (2,844) 40,119

顧客貸出金 780,638 (13,593) 767,045 788,971 (14,354) 774,617

ファイナンス・リース 48,842 (1,167) 47,675 42,574 (1,083) 41,491

売戻契約 499  499 793  793

償却原価で測定する貸出金
および債権合計

901,146 (17,611) 883,535 908,017 (18,381) 889,636

 

(1)
金融機関貸出金および債権には、中央銀行へ預けている定期預金が含まれている。
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・　ファイナンス・リースの契約上の満期日

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

総投資額 53,562 45,602

１年以内に回収可能 15,771 13,278

１年超５年以内に回収可能 32,539 28,068

５年超に回収可能 5,252 4,256

未経過受取利息 (4,720) (3,028)

正味投資額(減損控除前) 48,842 42,574

１年以内に回収可能 14,057 12,176

１年超５年以内に回収可能 29,999 26,396

５年超に回収可能 4,786 4,002

減損引当金 (1,167) (1,083)

正味投資額(減損控除後) 47,675 41,491

 

・　負債証券の発行体の種類別詳細

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

総額 減損(注３.g) 帳簿価額 総額 減損(注３.g) 帳簿価額

国債 62,659 (11) 62,648 59,961 (23) 59,938

その他の公債 16,288 (2) 16,286 15,686 (2) 15,684

金融機関関連 10,318 (2) 10,316 9,062 (2) 9,060

その他 32,000 (89) 31,911 29,435 (103) 29,332

償却原価で測定する負債証券
合計

121,265 (104) 121,161 114,144 (130) 114,014

 

・　償却原価で測定する金融資産のステージ別詳細

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

総額 減損(注３.g) 帳簿価額 総額 減損(注３.g) 帳簿価額

金融機関貸出金および債権 24,434 (99) 24,335 32,716 (100) 32,616

ステージ１ 23,673 (19) 23,654 32,439 (11) 32,428

ステージ２ 679 (13) 666 191 (10) 181

ステージ３ 82 (67) 15 86 (79) 7

顧客貸出金および債権 876,712 (17,512) 859,200 875,301 (18,281) 857,020

ステージ１ 777,190 (1,906) 775,284 761,930 (1,998) 759,932

ステージ２ 74,214 (2,399) 71,815 88,095 (2,839) 85,256

ステージ３ 25,308 (13,207) 12,101 25,276 (13,444) 11,832

負債証券 121,265 (104) 121,161 114,144 (130) 114,014

ステージ１ 120,991 (12) 120,979 113,602 (27) 113,575

ステージ２ 94 (5) 89 387 (10) 377

ステージ３ 180 (87) 93 155 (93) 62

償却原価で測定する金融資産
合計

1,022,411 (17,715) 1,004,696 1,022,161 (18,511) 1,003,650
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注５.f　減損金融資産(ステージ３)

　以下の表は、償却原価で測定する減損金融資産、減損融資および保証コミットメントならびに関連する担保およ

びその他の保証の帳簿価額を示している。

　担保およびその他の保証に表示された金額は、担保またはその他の保証の価額と担保付資産の価額のどちらか低

い価額に相当する。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

減損金融資産(ステージ３) 供出された
担保総額 減損 純額

金融機関貸出金および債権(注５.e) 82 (67) 15  

顧客貸出金および債権(注５.e) 25,308 (13,207) 12,101 7,720

償却原価で測定する負債証券(注５.e) 180 (87) 93  

償却原価で測定する減損資産合計
(ステージ３)

25,570 (13,361) 12,209 7,720

供与した融資コミットメント 889 (96) 793 263

供与した保証コミットメント 769 (218) 551 135

オフバランスシート減損コミットメント合計
(ステージ３)

1,658 (314) 1,344 398

 

(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

減損金融資産(ステージ３) 供出された
担保総額 減損 純額

金融機関貸出金および債権(注５.e) 86 (79) 7 1

顧客貸出金および債権(注５.e) 25,276 (13,444) 11,832 7,651

償却原価で測定する負債証券(注５.e) 155 (93) 62 14

償却原価で測定する減損資産合計
(ステージ３)

25,517 (13,616) 11,901 7,666

供与した融資コミットメント 898 (73) 825 198

供与した保証コミットメント 820 (243) 577 135

オフバランスシート減損コミットメント合計
(ステージ３)

1,718 (316) 1,402 333

 

　以下の表は、現在のステージ３資産のエクスポージャー総額の変動を示している(EU CR2)。

 

総額
(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

減損エクスポージャー(ステージ３)期首残高 25,517 28,165

ステージ３への振替 8,632 6,125

ステージ１またはステージ２への振替 (2,166) (1,672)

償却額 (3,769) (4,827)

他の変動 (2,644) (2,274)

減損エクスポージャー(ステージ３)期末残高 25,570 25,517
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注５.g　償却原価で測定する金融機関および顧客に対する金融負債

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

金融機関預金 95,175 124,718

要求払預り金 10,770 12,538

銀行間借入金
(1) 54,825 104,135

買戻契約 29,580 8,045

顧客預金 988,549 1,008,056

要求払預り金 542,133 592,269

貯蓄預金 152,636 162,354

定期預金および短期債 292,491 253,210

買戻契約 1,289 223

 

(1)
金融機関からの銀行間借入金には中央銀行からの長期借入金が含まれており、そのうち2023年12月31日現在では180億ユー

ロ(2022年12月31日現在では670億ユーロ)は、TLTRO Ⅲを利用して借り入れた資金である(注３.a「正味受取利息」参照)。
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注５.h　負債証券および劣後債

　本注記は、償却原価で測定するならびに純損益を通じて公正価値で測定する発行済負債証券および劣後債のすべ

てを対象としている。

 

・　純損益を通じて公正価値で測定する負債証券(注５.a)

 

発行体/発行日
(単位：百万ユーロ)

通貨
外貨建て
当初金額

(単位：百万)

繰上償還日
または

金利引き上げ日
利率

金利
再設定

利払
停止

条件
(1)

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在
IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

負債証券       83,028 64,902

劣後債       735 676

償還可能劣後債   (2)    18 16

永久劣後債       717 660

BNP Paribas Fortis

2007年12月
(3) ユーロ 3,000 12月14日

３ヶ月物
Euribor
+200bp

 A 717 660

 

(1)
利払停止条件：

A. 利払いは、発行体の資本が十分でない場合、債券の引受業者が破綻した場合、またはAgeas株について宣言された配当

が所定の基準値を下回った場合、停止される。

(2)
償還可能劣後債では、銀行監督当局からの許可を得た後、発行体主導で、公開買い付けによる株式市場での買戻し(私募債

の場合、店頭取引での買戻し)により満期日前に償還する権限を当社グループに与える繰上償還規定が設けられている場合

がある。BNPパリバまたは当社グループの外国子会社が外国市場を通じて発行した債券では、発行目論見書に規定する日以

後に発行体の裁量権を行使する場合(繰上償還オプション)、または発行時の税法が改正され、債券保有者に対して税法改正

に伴う損害を補償する義務をBNPパリバ・グループ内の発行体が負う場合、元本の繰上償還および満期日までの利息の繰上

支払いを行う場合がある。償還の場合、15日間から60日間の予告期間を設ける場合がある。償還では、いかなる場合でも銀

行監督当局の承認が条件となる。

(3)
2007年12月に、BNPパリバ・フォルティス(旧フォルティス・バンク)が発行した、株式連動型転換・劣後複合証券(以下

「CASHES」という)。

　　CASHESには満期がないが、保有者の自由裁量により１株当たり239.40ユーロの価格でAgeas(旧フォルティスSA/NV)の株式

と交換できる。ただし、2014年12月19日をもって、CASHESは、その価格が連続する20取引日にわたって359.10ユーロ以上と

なった場合、Ageasの株式と自動的に交換される。元本の償還が現金で行われることはない。CASHES保有の権利は、BNPパリ

バ・フォルティスが保有し、かつ担保として供したAgeasの株式に限定されている。

　　AgeasとBNPパリバ・フォルティスは、相対的パフォーマンス・ノート(以下「RPN」という。)契約を締結しており、その価

額は、CASHESの価額変動とAgeasの株価変動の相対的な差異によりBNPパリバ・フォルティスが受ける影響が相殺されるよう

に変動することが契約上規定されている。

　　2022年１月１日以降、本負債は、健全な自己資金に算入不能となっている。
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・　償却原価で測定する負債証券

 

発行体/発行日
(単位：百万ユーロ)

通貨
外貨建て
当初金額

(単位：百万)

繰上償還日
または
金利

引き上げ日

利率
金利
再設定

利払
停止

条件
(1)

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在
IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

負債証券       191,482 155,359

当初の満期が１年未満の
発行済負債証券

      75,743 58,342

譲渡性負債証券       75,743 58,342

当初の満期が１年超の
発行済負債証券

      115,739 97,017

譲渡性負債証券       30,592 18,503

債券       85,147 78,514

劣後債       24,743 24,160

償還可能劣後債   (2)    21,662 22,419

永久劣後債       2,852 1,509

BNPパリバ

1985年10月
(5) ユーロ 305 -

TMO
-0.25％

- B 254 254

BNPパリバ

1986年９月
(5) 米ドル 500 -

６ヶ月物
Libor

+0.075％
- C 248 255

BNPパリバ・カーディフ
2014年11月

ユーロ 1,000 11月25日 4.032％
３ヶ月物
Euribor
+393bp

D 998 1,000

BNPパリバ

2023年８月
(6) 米ドル 1,500 ８月28日 8.500％ CMT+4.354％ E 1,352 -

資本参加型債券       225 225

BNPパリバ

1984年７月
(3) (5) ユーロ 337 - (4) -  219 219

その他       6 6

債券と関連する費用
および手数料

      4 7

 

(1)
利払停止条件：

B. 利息は原則として必ず支払う必要があるが、利払日直前の12ヶ月の期間中に、取締役会が、株主総会にて配当原資が存

在しない旨を正式発表した後に利払いの延期を決定した場合はこの限りではない。利息は累積的なものであり、配当再

開後には、累積額を含む全額を支払う必要がある。

C. 利息は原則として必ず支払う必要があるが、利払日直前の12ヶ月の期間中に、取締役会が、株主総会にて配当を行わな

いという決定の正当性を確認した後に利払いの延期を決定した場合はこの限りではない。利息は累積的なものであり、

配当再開後には、累積額を含む全額を支払う必要がある。当行は、配当を行っていない場合であっても未払利息の支払

いを再開する選択権を有する。

D. 利息は原則として必ず支払う必要があるが、規制資本が不十分となったため、規制当局との合意を経て利払いを延期す

る場合はこの限りではない。利息は累積的なものであり、利払いを再開した場合、または該当債券を償還するか発行体

が清算する前に、全額を支払う必要がある。

E. 利息の支払いは完全な自由裁量であり、発行体の財政状態および支払能力状態の評価に基づき関連規制当局が通知した

場合には、その全部または一部を取り消すことができる。利払いを再開した場合、当該債券の利息額は非累積的とな

る。

(2)
「純損益を通じて公正価値で測定する負債証券」に関する参照情報を参照。

(3)
BNPパリバが発行した資本参加型債券は、1983年１月３日施行の法の規定に基づき償還できる。市場で取引されている当該

債券は1,434,092口となった。

(4)
当期純利益に応じ、TMOレートの85％(下限)から130％(上限)。

(5)
2023年12月31日以降、これらの証券は、健全な自己資金に算入不能となっている。

(6)
BNPパリバが2023年８月に発行したこの金融商品は、会計上金融負債に分類され、その他Tier１資本として適格な偶発転換

証券である（注記１.f.８を参照）。
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注５.i　当期および繰延税金

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

当期税金 2,942 1,685

繰延税金 3,614 4,247

当期および繰延税金資産 6,556 5,932

当期税金 2,725 2,042

繰延税金 1,096 937

当期および繰延税金負債 3,821 2,979

 

当期中の繰延税金の種類別変動：

 

(単位：百万ユーロ)

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

純損益に
認識される変

動

資本に
認識され、
純損益へ
再分類

される変動

資本に
認識され、
純損益へ
再分類
されない
変動

為替
レート、
連結範囲
および
その他の
変動による
影響額

2023年
12月31日
現在

金融商品 (1,559) (49) (476) (46) 63 (2,067)

従業員給付債務引当金 754 136 - 53 (46) 897

未実現のファイナンス・リース
準備金

(577) (24) - - 2 (599)

信用リスクに係る減損 2,632 (285) - - 5 2,352

繰越欠損金 564 184 - - (16) 732

その他の項目 1,496 (280) (15) 5 (3) 1,203

繰延税金(純額) 3,310 (318) (491) 12 5 2,518

繰延税金資産 4,247     3,614

繰延税金負債 (937)     (1,096)

 

　繰延税金資産として認識する繰越欠損金の額を算定するため、当社グループでは、毎年、あらゆる繰越期限に関

するルールを考慮した税制度や、各事業体が事業計画に従って予想した将来収益および費用の実現可能性に基づき

各関連事業体に固有の事項を見直している。

　繰越欠損金について認識されている繰延税金資産は、2023年12月31日現在、主にBNPパリバ・フォルティスに関

する132百万ユーロで、予想回収期間は２年(繰越期間は無期限)である。

　2023年12月31日現在で未認識の繰延税金資産の合計は541百万ユーロ(内491百万ユーロは繰越欠損金)で、2022年

12月31日現在（IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示）は1,585百万ユーロ(内1,331百万ユーロは繰越欠損

金)であった。
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注５.j　未収収益・未払費用およびその他の資産・負債

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

保証金および実行済銀行保証 119,187 156,077

取立勘定 773 282

未収収益および前払費用 5,400 6,839

その他の借方勘定およびその他の資産 45,398 45,345

未収収益およびその他の資産合計 170,758 208,543

受取保証金 87,612 124,055

取立勘定 3,124 2,907

未払費用および繰延収益 8,265 10,849

リース負債 3,058 3,075

その他の貸方勘定およびその他の負債 41,614 44,124

未払費用およびその他の負債合計 143,673 185,010

 

注５.k　持分法投資

　関連会社および共同支配企業の累計財務情報は、以下の表に表示している。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日終了事業年度
2023年

12月31日現在

当期純利益に
対する持分

資本に直接認識
される資産
および負債の

変動に対する持分

当期純利益
および資本に
直接認識される
資産および負債の
変動に対する持分

持分法投資

共同支配企業 (49) (64) (113) 1,784

関連会社
(1) 642 16 658 4,967

持分法適用会社合計 593 (48) 545 6,751

 

(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日終了事業年度
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

2022年
12月31日現在
IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

当期純利益に
対する持分

資本に直接認識
される資産
および負債の

変動に対する持分

当期純利益
および資本に
直接認識される
資産および負債の
変動に対する持分

持分法投資

共同支配企業 19 - 19 1,445

関連会社
(1) 636 53 689 4,628

持分法適用会社合計 655 53 708 6,073

 

(1)
支配下にはあるが重要ではない、持分法により連結している事業体を含む。

 

　当社グループが共同支配企業に対し供与した融資および保証のコミットメントについては、注９.i「その他の関

連当事者」に列挙されている。
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　当社グループの主な関連会社および共同支配企業に対する投資の帳簿価額は、以下の表に表示されている。

 

(単位：百万ユーロ)
設立
登記国

事業内容
所有持分
(％)

2023年
12月31日
現在

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号
および
第９号
に基づく
修正再表示

共同支配企業      

Union de Creditos Inmobiliarios スペイン 住宅ローン 50％ 256 327

BoB Cardif Life Insurance 中国 生命保険 50％ 240 232

Genius Auto Finance Co Ltd 中国 特殊ローン 25％ 290 195

Pinnacle Pet Holding Ltd 英国 保険 25％ 393 181

      

関連会社      

AG Insurance ベルギー 保険 25％ 462 416

Bank of Nanjing 中国 リテール・バンキング 14％ 2,813 2,757

Allfunds Group Plc 英国 金融サービス 12％ 312 318
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注５.l　業務用の有形・無形資産および投資不動産

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

総額
減価償却費、償却費
および減損の累計額

帳簿価額

投資不動産 785 (299) 486

土地および建物 11,317 (4,633) 6,684

備品、家具、設備 7,007 (5,321) 1,686

オペレーティング・リースで貸主として
リースしている工場および設備

45,720 (10,567) 35,153

その他の有形固定資産 2,338 (1,125) 1,213

有形固定資産 66,382 (21,646) 44,736

内、使用権資産 5,978 (3,322) 2,656

有形固定資産および投資不動産 67,167 (21,945) 45,222

購入したソフトウェア 3,853 (3,145) 708

内部開発したソフトウェア 6,908 (5,398) 1,510

その他の無形資産 2,547 (623) 1,924

無形資産 13,308 (9,166) 4,142

 

(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

総額
減価償却費、償却費
および減損の累計額

帳簿価額

投資不動産 827 (298) 529

土地および建物 11,507 (4,704) 6,803

備品、家具、設備 7,177 (5,400) 1,777

オペレーティング・リースで貸主として
リースしている工場および設備

38,817 (10,658) 28,159

その他の有形固定資産 2,318 (1,118) 1,200

有形固定資産 59,819 (21,880) 37,939

内、使用権資産 6,000 (3,294) 2,706

有形固定資産および投資不動産 60,646 (22,178) 38,468

購入したソフトウェア 3,690 (3,035) 655

内部開発したソフトウェア 6,345 (5,000) 1,345

その他の無形資産 2,367 (577) 1,790

無形資産 12,402 (8,612) 3,790

 

・投資不動産

　当社グループがオペレーティング・リースにより貸主としてリースしている土地および建物は「投資不動産」に

計上している。

　償却原価で計上している投資不動産の見積公正価値は、2023年12月31日現在では702百万ユーロ(2022年12月31日

現在では736百万ユーロ)であった。
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・オペレーティング・リース

　オペレーティング・リースおよび投資不動産取引の中には、一定の場合、以下の将来の最低支払額を定めている

契約がある。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

解約不能リースに基づく将来の最低受取リース料 10,718 8,221

１年以内に期日到来 4,570 3,613

１年超５年以内に期日到来 6,105 4,582

５年超期日到来 43 26

 

　解約不能リースに基づく将来の最低受取リース料は、賃借人がリース期間中に支払うよう要求されているリース

料から構成される。

 

・無形資産

　その他の無形資産には、当社グループが取得した賃借権、のれんおよび商標権が含まれる。

 

・減損および引当金

　2023年12月31日終了事業年度の減価償却費および償却費の純額は2,224百万ユーロ(2022年12月31日終了事業年度

は2,284百万ユーロ)であった。

　2023年12月31日終了事業年度において損益計上された有形固定資産および無形資産の減損損失は19百万ユーロの

純増(2022年12月31日終了事業年度は20百万ユーロの純増)であった。

 

注５.m　のれん

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

帳簿価額－期首現在 5,294 5,121

取得 260 215

売却 (7) (15)

当期中に認識した減損損失 - (28)

換算調整 2 1

帳簿価額－期末現在 5,549 5,294

総額 8,639 8,413

期末現在で認識されている減損累計額 (3,090) (3,119)
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　資金生成単位別ののれんは次の通りである。

 

(単位：百万ユーロ)

帳簿価額 認識された減損 取得

2023年
12月31日
現在

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号
および
第９号
に基づく
修正再表示

2023年
12月31日
終了事業
年度

2022年
12月31日
終了事業
年度

IFRS第17号
および
第９号
に基づく
修正再表示

2023年
12月31日
現在

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号
および
第９号
に基づく
修正再表示

ホールセールバンキング部門 1,275 1,215 - - 67 -

グローバル・バンキング事業 277 279     

グローバル・マーケット事業 549 490   67  

証券管理事業 449 446     

コマーシャル＆個人向け
バンキングサービス部門

3,058 2,894 - (19) 166 215

アルバル 633 608   23 96

リーシング・ソリューション 147 148     

パーソナル・ファイナンス 1,432 1,291  (19) 143 61

パーソナル・インベスターズ 562 564     

ニュー・デジタル事業 220 220    61

その他 64 63    (3)

インベストメント＆プロテクショ
ンサービス(IPS)部門

1,213 1,182 - (9) 27 -

アセット・マネジメント事業 197 190   9  

保険事業 299 281   18  

不動産サービス事業 404 402     

ウェルス・マネジメント事業 313 309  (9)   

その他の事業 3 3 - - - -

のれん合計 5,549 5,294 - (28) 260 215

負ののれん   - 277   

損益計算書に認識されたのれんの
価額変動

  - 249   

 

　当社グループは、公衆衛生危機に伴う減損認識の要否を明らかにするため、のれんの詳細な分析を実施した。

　この分析は、特に、各経済シナリオに係る仮定(注３.g参照)に基づき実施している。

　のれんが配賦される、資金生成単位（CGU）：

　グローバル・バンキング事業：グローバル・バンキング事業では、法人向け金融ソリューション、トランザク

ション・バンキングに関するあらゆる商品、合併買収時のコーポレート・ファイナンス・アドバイザリー・サービ

スならびに株式に関するプライム・サービスを総合的に提供している。
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　グローバル・マーケット事業：グローバル・マーケット事業では、あらゆるアセットクラスを対象とする投資、

ヘッジ、金融および調査に関するサービスを、富裕層およびリテール・バンキング向けのチャンネルに加え、法人

顧客や機関投資家顧客に提供している。グローバル・マーケット事業では、革新的なソリューションやデジタル・

プラットフォームを活用して、顧客のEMEA(欧州、中東およびアフリカ)諸国、アジア太平洋諸国ならびに南北アメ

リカ諸国の資本市場への参加をサポートするという、持続可能で長期的なビジネス・モデルを採用している。グ

ローバル・マーケット事業では、グローバル・マクロ業務（外国為替、グローバル・レート、ローカル・マーケッ

ト、コモディティ・デリバティブ）、グローバル・クレジット業務（DCM債、与信、証券化）ならびにグローバ

ル・エクイティ業務（株式、現物株式、プライム・サービス）を行っている。

　証券管理事業：証券管理事業では、投資サイクルの一端を担うあらゆるアクター(売手、買手および発行体を含

む)に対し総合的なソリューションを提供している。BNPパリバは、大手グローバル証券管理事業者の１社である。

　アルバル：長期車両リースおよびモビリティ・サービスを専業とするアルバルでは、(多国籍企業から中小企業

に至る)様々な法人、従業員および個人に対し、その移動を最適化できるソリューションを、各々のニーズに応じ

た形で提供している。

　リーシング・ソリューション：BNPパリバ・リーシング・ソリューションズでは、マルチチャネル連携(紹介販

売、提携、直販や支店網を通じた販売)手法を採用して、設備ファイナンス・リースから車両リースに至る豊富な

リース／レンタル・ソリューションを大手法人や中小法人に提供している。

　パーソナル・ファイナンス：BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、消費者金融を専業とする当社グループ

の企業である。Cetelem、Cofinoga、Findomestic、AlphaCreditまたはStellantis Financial Servicesといったブ

ランドおよびパートナーシップを通じて事業を展開しているパーソナル・ファイナンスは、販売店(小売店や自動

車ディーラー等)にて、または顧客対応窓口やウェブサイトおよびモバイル・アプリケーション経由で、総合的な

消費者金融サービスを提供している。国内市場を除く一部の国では、この業務部門はBNPパリバ・グループのリ

テール・バンキング事業に統合されている。

　パーソナル・インベスターズ：BNPパリバ・パーソナル・インベスターズは、デジタル・チャネルを通じた銀行

取引および投資関連サービスを専業とする企業である。ドイツとインドを拠点として、同社は銀行取引、預金なら

びに長期および短期投資に関する豊富なサービスを、インターネット、電話および対面といった形式で個人の顧客

に提供している。個人顧客向けのサービスに加え、パーソナル・インベスターズでは、独立系金融コンサルタン

ト、アセット・マネージャーおよびフィンテック企業に対してもサービスやITプラットフォームを提供している。
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　ニュー・デジタル事業：これには、口座管理サービスである「ニケル(Nickel)」および2022年１月からはフロア

が含まれている。ニケルは、収入、預金残高または個人資産に関する条件を問わず、当座貸越機能または与信枠が

なくても誰でも利用できる。最新技術を使ったリアル・タイム口座管理サービスであるこのサービスは、フラン

ス、スペイン、ベルギー、ポルトガルおよびドイツにある10,000を超える販売店を通じて利用できる。フロアは、

分割払い、ミニローンおよび銀行カードを消費者に提供している。同社は大手eリテール業者、旅行業界の主要企

業およびFinTechsと提携し、これらの企業向けにオーダーメイドのサービスを開発している。フロアは、フランス

においては既に支払サービスの主導企業であり、スペイン、ベルギー、イタリアおよびポルトガルにも進出してい

る。

　アセット・マネジメント事業：BNPパリバ・アセット・マネジメントは、アセット・マネジメント事業を専業と

しているBNPパリバ・グループの企業で、(BNPパリバ・グループ内の富裕層向け資産運用業務部門およびリテー

ル・バンキング部門や外部の提携会社を通じて)個人投資家にサービスを提供している他、法人や機関投資家(保険

会社、退職基金、公的機関)にもサービスを提供している。この企業は、株式や債券の積極運用、プライベート・

デッドやプライベート・アセットおよび実物資産の運用業務、またマルチアセット運用に係る定量分析やソリュー

ション部門を通じて、幅広い専門知識をもとに付加価値の高いサービスを提供することを目的としている。

　保険事業：個人向け保険事業の分野で世界をリードしているBNPパリバ・カーディフでは、個人やそのプロジェ

クトおよび資産を保護するための様々な預金・保険商品およびサービスを設計、開発およびマーケティングしてい

る。BNPパリバ・カーディフでは、損害保険、健康保険、生活費保障保険、所得や各決済手段による支払いの保障

保険、予期せぬ事態に備えるための保険(失業保険、事故保険、死亡保険、盗難保険または破損保険)を提供した

り、プライベート・デジタル・データを保護するサービスを提供したりする形で、顧客のニーズの変化に対応でき

るようにしている。

　不動産サービス事業：BNPパリバ・リアル・エステートでは、保有不動産の(建設プロジェクトの開始から日々の

管理に至る)ライフ・サイクルのいかなる段階における顧客(機関投資家、法人、公共団体または個人のいずれを問

わない)のニーズにも対応できるサービスを提供している。

　ウェルス・マネジメント事業：ウェルス・マネジメントでは、BNPパリバの富裕層向け資産運用業務を引き受け

ており、資産運用や資金需要に関するあらゆるニーズがすべて満たされるようなワンストップ・ソリューションを

希望している富裕層、株主および起業家に対しサービスを提供している。

 

　のれんの減損テストは、３種類の方法で実施されており、それらは比較可能な事業を営んでいる企業の関連取引

を観測する方法、比較可能な事業を有する上場企業に係る株価データ法、および割引将来キャッシュ・フロー法

(以下「DCF法」という。)である。

　２つの比較可能性に基づく方法の内１つが、減損認識の必要性を示唆している場合、DCF法を用いて当該結果を

検証し、認識すべき減損損失額を算定する。

　DCF法は、中期(５か年)事業計画の内容に沿って行う、将来の営業収益、費用、およびリスク費用(キャッシュ・

フロー)に係る複数の仮定に基づく方法である。５年超の見積期間におけるキャッシュ・フローは永久成長率を用

いて見積っており、短期の環境が、通常の景気循環における状況と異なる場合には、前述の見積キャッシュ・フ

ローを標準化している。
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　各種仮定の影響を受ける主要なパラメーターは、資本コスト、コスト／インカム比率、リスク費用および永久成

長率となる。

　資本コストは、無リスク金利に、観測した市場リスク・プレミアム(各資金生成単位に固有のリスク要因で加重

された市場リスク)を付加した値をもとに算定している。これらのパラメーターの値は、外部の情報源から入手し

ている。

　各資金生成単位への配賦資本は、各資金生成単位が属する法人(グループ)が従うべき自己資本比率規制の「普通

株式等Tier１」である最低７％をもとに算定している。

　欧州における成熟経済の永久成長率には２％を用いている。インフレ水準の高い国に所在する資金生成単位につ

いては、(外部の情報源が開示しているインフレ率に基づき算定した)固有の割合を上乗せしている。

　下記の表は、DCF法による計算に用いているパラメーター(資本コスト、ターミナル・バリュー・ベースでのコス

ト／インカム比率、ターミナル・バリュー・ベースでのリスク費用および永久成長率)の値の変動に対する、パー

ソナル・ファイナンス資金生成単位の評価額の感応度を示している。

 

・資本コストの10ベーシス・ポイントの変動、ターミナル・バリュー・ベースでのコスト／インカム率の１％ポイ

ントの変動、ターミナル・バリュー・ベースでのリスク費用の５％ポイントの変動および永久成長率の50ベーシ

ス・ポイントの変動に対する、主要なのれん評価額の感応度

 

(単位：百万ユーロ)
パーソナル・
ファイナンス

資本コスト 10.3%

不利な変動(+10ベーシス・ポイント) (150)

有利な変動(-10ベーシス・ポイント) 154

コスト／インカム率 46.4%

不利な変動(+１％) (372)

有利な変動(-１％) 372

リスク費用 (1,719)

不利な変動(+５％) (504)

有利な変動(-５％) 504

永久成長率 2.0%

不利な変動(-50ベーシス・ポイント) (218)

有利な変動(+50ベーシス・ポイント) 246

 

　パーソナル・ファイナンス資金生成単位に関しては、減損テストにおいて、表にある４つの最も不利な変動を用

いたとしても、減損の認識は不要であった。
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注５.n　偶発債務等引当金

・種類別偶発債務等引当金

 

(単位：百万ユーロ)

2022年
12月31日
現在

IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

引当金
繰入額
(純額)

引当金
戻入額

資本に直接
認識される
価額変動

為替レート
他の変動の
影響額

2023年
12月31日
現在

従業員給付引当金 6,117 1,473 (1,243) 246 (84) 6,509

内、退職後給付引当金(注８.b) 3,160 174 (296) 253 (93) 3,198

内、退職後医療給付引当金
(注８.b)

83 5 (2) (7) (1) 78

内、その他の長期給付に対する
引当金(注８.c)

1,546 391 (367)  1 1,571

内、自主退職および早期退職
制度、ならびに人員調整計画に
対する引当金(注８.d)

270 314 (105)  3 482

内、株式報酬に対する引当金
(注８.e)

1,059 589 (473)  5 1,180

住宅財形貯蓄口座および制度に
関する引当金

47 1 -  - 48

クレジットライン／コミットメン
トラインに対する引当金(注３.g)

1,430 (56) (45)  (59) 1,270

訴訟に対する引当金 1,172 411 (337)  (241) 1,005

その他の偶発債務等引当金 1,274 104 (174)  482 1,686

偶発債務等引当金合計 10,040 1,933 (1,799) 246 98 10,518

 

2023年度に当社グループは、契約の有効性または実行可能性に疑義を呈する法的リスク等、取引相手の債務不履

行に関連しない、付与された金融商品に係るキャッシュ・フローの損失リスクに関する会計方針を変更した（注

３.h参照）。

これらのリスクが予想キャッシュ・フローに与える影響は、今期からIFRS第９号B5.4.6項に従って契約上の

キャッ シュ・フローの変動とみなされ、当該資産総額の減額として処理される。これらは、従来はIAS第37号に

従って「偶発債務等引当金」として別個に認識されていた。認識中止した金融商品に係る予想損失は、貸出金を返

済した場合と同様に、引き続きIAS第37号に従って認識される。

　この結果、従来「訴訟に対する引当金」に計上されていた313百万ユーロは「償却原価で測定する金融資産」か

ら控除された。

2023年12月31日現在、従来は資産の減額として認識されていた、アルバル車両の残存価額の不確実性に関する引

当金は、「その他の偶発債務等引当金」に含められた。
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・住宅財形貯蓄口座および制度に関する引当金および割引

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

住宅財形貯蓄口座および制度で積立てられた預金 14,606 16,547

内、住宅財形貯蓄制度で積立てられた預金 12,426 14,409

期間10年超 6,695 6,332

期間４年以上10年以下 4,926 7,227

期間４年未満 805 850

住宅財形貯蓄口座および制度で付与された貸出金残高 9 10

内、住宅財形貯蓄制度で付与された貸出金残高 4 2

住宅財形貯蓄口座および制度に関する引当金および割引 48 47

住宅財形貯蓄制度に関する引当金 33 42

住宅財形貯蓄口座に関する引当金 15 5

住宅財形貯蓄口座および制度に関する割引 - -

 

注５.o　金融資産と金融負債の相殺

　以下の表は、相殺前後における金融資産と金融負債の額を示している。IFRS第７号が求めている当該情報は、相

殺に関する規定がIAS第32号ほど厳格でない、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(US GAAP)に基づく会計

処理と比較できるようにするための情報である。

　「貸借対照表項目の相殺総額」は、IAS第32号に従って算定される。このため、当社グループが認識された金額

を相殺する法的強制力のある権利を有しており、かつ、純額で決済するか、資産の実現と負債の決済を同時に実行

する意図を有している場合にのみ、金融資産および金融負債は相殺され、純額で貸借対照表に表示される。相殺額

は、主に、清算機関経由で取引される買戻／売戻契約およびデリバティブから生じる。

　「マスター・ネッティング契約および類似契約の影響額」は、法的強制力はあるもののIAS第32号に規定されて

いる相殺基準を満たしていない取引の未決済額である。この額は、いずれかの契約当事者が債務不履行、債務超過

または破産のいずれかの状態になった場合に限り相殺が可能になるような取引に関連する額である。

　「担保として差し入れた／受け入れた金融商品」には、公正価値で認識される保証金や担保が含まれる。これら

の担保権は、いずれかの契約当事者が債務不履行、債務超過または破産のいずれかの状態になった場合に限り行使

できる。

　マスター・ネッティング契約に関して、金融商品のプラス(正)またはマイナス(負)の公正価値に応じて受け取っ

た／支払った保証金は、貸借対照表の未収収益およびその他の資産、または未払費用およびその他の負債にて認識

される。
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2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

金融資産の総
額

貸借対照表項
目の

相殺総額

貸借対照表
に表示されて
いる純額

マスター・
ネッティング
契約(MNA)
および

類似契約の
影響額

担保として
受け入れた
金融商品

純額

資産       

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品       

有価証券 211,634  211,634   211,634

貸出金および売戻契約 462,109 (234,934) 227,175 (28,383) (181,529) 17,263

デリバティブ(ヘッジ目的で使われる
デリバティブを含む)

890,604 (576,833) 313,771 (213,517) (51,325) 48,929

償却原価で測定する金融資産 1,005,096 (400) 1,004,696 (676) (4,325) 999,695

内、売戻契約 5,813 (400) 5,413 (676) (4,325) 412

未収収益およびその他の資産 170,758  170,758  (40,664) 130,094

内、支払った保証金 119,187  119,187  (40,664) 78,523

相殺の対象とならないその他の資産 663,465  663,465   663,465

資産合計 3,403,666 (812,167) 2,591,499 (242,576) (277,843) 2,071,080

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

金融負債の総
額

貸借対照表項
目の

相殺総額

貸借対照表
に表示されて
いる純額

マスター・
ネッティング
契約(MNA)
および

類似契約の
影響額

担保として
差し入れた
金融商品

純額

負債       

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品       

有価証券 104,910  104,910   104,910

預金および買戻契約 508,548 (234,934) 273,614 (26,113) (231,737) 15,764

発行済負債証券 83,763  83,763   83,763

デリバティブ(ヘッジ目的で使われる
デリバティブを含む)

893,736 (576,833) 316,903 (213,517) (41,756) 61,630

償却原価で測定する金融負債 1,084,124 (400) 1,083,724 (2,946) (26,145) 1,054,633

内、買戻契約 31,269 (400) 30,869 (2,946) (26,145) 1,778

未払費用およびその他の負債 143,673  143,673  (46,631) 97,042

内、受け取った保証金 87,612  87,612  (46,631) 40,981

相殺の対象とならないその他の負債 456,045  456,045   456,045

負債合計 3,274,799 (812,167) 2,462,632 (242,576) (346,269) 1,873,787
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2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示
(単位：百万ユーロ)

金融資産の総
額

貸借対照表項
目の

相殺総額

貸借対照表
に表示されて
いる純額

マスター・
ネッティング
契約(MNA)
および

類似契約の
影響額

担保として
受け入れた
金融商品

純額

資産       

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品       

有価証券 166,077  166,077   166,077

貸出金および売戻契約 334,401 (143,276) 191,125 (27,377) (147,368) 16,380

デリバティブ(ヘッジ目的で使われる
デリバティブを含む)

980,162 (626,829) 353,333 (228,379) (64,980) 59,974

償却原価で測定する金融資産 1,003,650  1,003,650 (966) (5,198) 997,486

内、売戻契約 6,742  6,742 (966) (5,198) 578

未収収益およびその他の資産 208,543  208,543  (44,982) 163,561

内、支払った保証金 156,077  156,077  (44,982) 111,095

相殺の対象とならないその他の資産 741,020  741,020   741,020

資産合計 3,433,853 (770,105) 2,663,748 (256,722) (262,528) 2,144,498

 

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示
 (単位：百万ユーロ)

金融負債の総
額

貸借対照表項
目の

相殺総額

貸借対照表
に表示されて
いる純額

マスター・
ネッティング
契約(MNA)
および

類似契約の
影響額

担保として
差し入れた
金融商品

純額

負債       

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品       

有価証券 99,155  99,155   99,155

預金および買戻契約 377,352 (143,276) 234,076 (27,376) (184,013) 22,687

発行済負債証券 65,578  65,578   65,578

デリバティブ(ヘッジ目的で使われる
デリバティブを含む)

966,951 (626,829) 340,122 (228,379) (44,335) 67,408

償却原価で測定する金融負債 1,132,774  1,132,774 (967) (6,500) 1,125,307

内、買戻契約 8,268  8,268 (967) (6,500) 801

未払費用およびその他の負債 185,010  185,010  (57,443) 127,567

内、受け取った保証金 124,055  124,055  (57,443) 66,612

相殺の対象とならないその他の負債 481,023  481,023   481,023

負債合計 3,307,843 (770,105) 2,537,738 (256,722) (292,291) 1,988,725
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注５.p　金融資産の譲渡

　当社グループの金融資産には、譲渡されてはいるが認識中止されていない資産があり、それらは主に買戻契約

(レポ)で一時的に売却された有価証券や有価証券貸付取引、および証券化資産で構成されている。買戻契約(レポ)

で一時的に売却した有価証券に関連する負債は、「買戻契約」として認識される債務で構成されている。証券化資

産に関連する負債は、第三者に購入された証券化負債証券で構成されている。

 

・有価証券貸付、買戻契約およびその他の取引：

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

譲渡された
資産の簿価

関連する
負債の簿価

譲渡された
資産の簿価

関連する
負債の簿価

有価証券貸付業務     

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

7,565  6,274  

償却原価で測定する金融資産 474  1,410  

資本を通じて公正価値で測定する
金融資産

39  75  

買戻契約     

純損益を通じて公正価値で測定する
金融商品

49,747 49,700 33,550 33,547

償却原価で測定する金融資産 5,949 5,949 6,311 6,287

資本を通じて公正価値で測定する
金融資産

1,936 1,936 459 459

保険業務に係る金融投資 8,995 8,316 6,312 6,895

合計 74,705 65,901 54,391 47,188

 

・証券化取引のうち、リコースが譲渡資産に限定されており、外部投資家が部分的にリファイナンスしているも

の：

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

譲渡された
資産の簿価

関連する
負債の簿価

譲渡された
資産の
公正価値

関連する負債
の公正価値

ネット
ポジション

証券化取引      

償却原価で測定する金融資産 27,995 26,355 28,032 26,278 1,754

合計 27,995 26,355 28,032 26,278 1,754

 

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示
(単位：百万ユーロ)

譲渡された
資産の簿価

関連する
負債の簿価

譲渡された
資産の
公正価値

関連する負債
の公正価値

ネット
ポジション

証券化取引      

償却原価で測定する金融資産 24,126 23,326 24,164 22,112 2,052

合計 24,126 23,326 24,164 22,112 2,052

 

　当行が継続的に関与する金融資産には、一部あるいはすべての認識中止に繋がる重要な譲渡は見受けられなかっ

た。

 

前へ　　　次へ
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注６.　保険業務に関連する注記

注６.a　保険業務収益（純額）

保険業務収益(純額)には、保険契約に関する様々な収益および費用が含まれており、その内訳は以下の通りであ

る。

- 「保険収益」には、発行された保険契約グループに関連する保険業務からの収益が含まれる。保険収益は、契

約グループに関連するサービス提供を、当該サービスと引き換えに受け取る権利があると保険会社が見込む

対価に相当する額で反映している。

- 「保険サービス費用」：当期間中に発生した保険契約に帰属する実際の費用、過去のサービスに関連する変

動、獲得費用の償却、および不利な契約に関する損失要素。

- 「投資運用収益」

- 「保険契約に係る正味金融収益または費用」には、割引の巻戻しの影響および金融上の仮定の変更を含む金融

リスクに起因する保険契約の帳簿価額の変動が含まれる。

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

保険収益　 8,945 8,759

保険サービス費用
(1) (6,786) (6,619)

投資運用収益 10,254 (12,077)

保険契約に係る正味金融収益または費用 (10,093) 11,838

保険業務収益(純額) 2,320 1,901

 

(1)
保険サービス費用には2023年度マイナス3,723百万ユーロ（2022年度マイナス3,641百万ユーロ）の帰属費用が含まれる

（注６.b参照）。

 

・保険サービス損益

「保険サービス損益」には以下が含まれる。

- 「保険収益」：変動手数料アプローチおよびビルディング・ ブロック・アプローチに基づく契約について

は、当期間中の保険契約履行キャッシュ・フローの解放（投資要素の変動および損失要素に配分された金額

を除く）、非金融リスク調整額の変動、当期間中に提供したサービスに係る契約上のサービス・マージンの

償却、獲得費用の償却に係る配分額、ならびに保険料に関連する実績調整額に相当する。

　変動手数料アプローチに基づく契約については、契約上のサービス・マージンの償却は、現実的な予想金

融リターンとリスク中立的な予測との差額を調整後に決定される。現実的な予想金融リターンの計算基礎と

なる主な金融上の仮定は、当社グループが戦略計画の対象期間にわたって採用したものである。この対象期

間を超えると、使用される金利およびリターンの仮定は、リスク中立的な予測の基礎となる仮定と整合する

ように決定される。

　保険獲得キャッシュ・フローの回収は、保険料のうち当該キャッシュ・フローの回収に関連する部分に対

応し、同額が「保険獲得キャッシュ・フローの償却」の項目で費用として認識される。

　簡便測定モデルに基づく契約については、収益は、当期間中の予想キャッシュ・フローに相当する。
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- 「保険サービス費用」には、当期間中の発生および過去保険金費用（投資要素の払戻しを除く）ならびに保険

業務に関連して発生したその他の費用が含まれる。その他の保険サービス費用には、保険獲得キャッシュ・

フローの償却、過去のサービスに関連する変動および将来のサービスに関連する変動が含まれる。この項目

には、保険契約に帰属する営業費用ならびに減価償却費および償却費も含まれる。

- 「保有する再保険契約による正味費用」は、受再者からの回収額控除後の再保険サービス費用である。

 

 (単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

保険料配分アプローチで測定されない契約 5,435 5,489

残存カバーに係る負債の変動 2,221 2,145

リスク調整額の変動 122 102

契約上のサービス・マージン 1,825 1,828

保険獲得キャッシュ・フローの回収 1,267 1,414

保険料配分アプローチで測定される契約 3,510 3,270

保険収益 8,945 8,759

発生保険金および費用 (3,928) (3,591)

保険獲得キャッシュ・フローの償却 (2,612) (2,678)

過去のサービスに関連する変動 249 151

純損益に認識された損失要素 (62) (75)

保有する再保険契約による正味費用 (433) (426)

保険サービス費用 (6,786) (6,619)

保険サービス損益 2,159 2,140

 

・金融損益

「金融損益」には、「投資運用収益」および「保険契約からの正味金融収益または費用」が含まれる。

「投資運用収益」には、金融商品および投資不動産からの正味収益が含まれる。

「直接連動有配当契約の基礎となる項目の公正価値の変動」は、基礎となる投資の価値の変動のうち資本に直接

認識されなかった額を反映し、これらの変動のうち契約上のサービス・マージンを調整する部分は除く。

一般モデルおよび簡便モデルに基づいて測定される「その他の保険金融費用」は、金融リスク（割引率、為替

レート、時間価値および契約で予想される金融変数の変動による影響）に起因する技術的負債の変動のうち資本に

直接認識されなかった額に相当する。
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 (単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

正味受取利息 2,376 2,698

資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益 (432) (574)

負債性金融商品に係る純利益 (445) (598)

資本性金融商品に係る配当収益 13 24

純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益 9,040 (14,073)

リスク費用 24 22

投資不動産収益 (672) (79)

持分法投資収益に対する持分 (6) (3)

その他の費用 (76) (68)

投資運用収益 10,254 (12,077)

直接連動有配当契約の基礎となる項目の公正価値の変動 (9,940) 11,968

その他の保険金融費用 (153) (130)

保険契約からの正味金融収益または費用 (10,093) 11,838

金融損益 161 (239)

 

注６.b　費用の種類別および機能別の調整表

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

支払手数料およびその他の費用 (2,494) (2,217)

内部販売会社の発生費用（注３.f参照） (1,041) (1,056)

給与および従業員給付費用 (778) (728)

税金および拠出額 (86) (95)

有形固定資産・無形資産に係る減価償却費、償却費
および減損

(32) (63)

種類別費用合計 (4,431) (4,159)

当期間中に生じた獲得キャッシュ・フロー 2,562 2,483

獲得キャッシュ・フローの償却 (2,612) (2,678)

種類別費用合計、
獲得キャッシュ・フローの償却による影響を調整後

(4,481) (4,354)

- 保険契約に帰属する費用（注６.a参照） (3,723) (3,641)

- 保険業務に帰属しない費用（注３.f参照） (758) (713)

 

当期間中の獲得キャッシュ・フローは費用合計から控除され、契約のカバー期間にわたって償却される。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 785/1141



注６.c　保険業務に関連する投資、その他の資産および金融負債

・　保険業務に関連する投資およびその他の資産

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

デリバティブ金融商品 1,658 1,728

ヘッジ目的デリバティブ 36 -

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 156,758 143,985

資本を通じて公正価値で測定する金融資産 89,139 89,025

償却原価で測定する金融資産 1,267 1,153

投資不動産 7,491 8,819

持分法投資 89 114

保険業務に関連する資産（注６.d） 660 651

保険業務に関連する投資およびその他の資産 257,098 245,475

 

・　保険業務に関連する金融負債

「保険業務に関連する金融負債」は、裁量権のある有配当性を有しないユニットリンク型投資契約を含む。これ

らの契約は、IFRS第９号に基づき純損益を通じて公正価値で測定される。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

デリバティブ金融商品 1,138 1,502

ヘッジ目的デリバティブ 152 348

純損益を通じて公正価値で測定する預り金 1,063 1,148

第三者が保有している連結ファンドの持分を表す債券 5,802 5,675

裁量権のある有配当性を有しない投資契約
―ユニットリンク型契約

8,427 8,255

その他の債務 1,657 1,930

保険業務に関連する金融負債 18,239 18,858
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・　金融商品の公正価値の測定

公正価値ヒエラルキーの各レベルに金融商品を配分する基準、測定方法、およびレベル間の振替に適用される原

則は、当社グループの金融商品に関する注５.dに記載した通りである。

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定し
た金融資産

85,585 56,294 14,879 156,758

資本性金融商品 79,269 41,846 14,779 135,894

負債証券 6,316 13,740 41 20,097

貸出金  708 59 767

資本を通じて公正価値で測定する金融資産 81,018 8,106 15 89,139

資本性金融商品 646   646

負債証券 80,372 8,106 15 88,493

デリバティブ金融商品 2 1,678 14 1,694

公正価値で測定する金融資産 166,605 66,078 14,908 247,591

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定し
た金融負債

8,741 5,923 628 15,292

純損益を通じて公正価値で測定する預り金  1,063  1,063

第三者が保有している連結ファンドの持分を表す債券 2,625 3,177  5,802

裁量権のある有配当性を有しない投資契約
―ユニットリンク型契約

6,116 1,683 628 8,427

デリバティブ金融商品 127 977 186 1,290

公正価値で測定する金融負債 8,868 6,900 814 16,582

 

(単位：百万ユーロ)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定し
た金融資産

83,905 46,913 13,167 143,985

資本性金融商品 77,484 34,083 13,127 124,694

負債証券 6,421 12,317 24 18,762

貸出金  513 16 529

資本を通じて公正価値で測定する金融資産 80,167 8,663 195 89,025

資本性金融商品 210   210

負債証券 79,957 8,663 195 88,815

デリバティブ金融商品 - 1,709 19 1,728

公正価値で測定する金融資産 164,072 57,285 13,381 234,738

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定し
た金融負債

7,205 7,213 660 15,078

純損益を通じて公正価値で測定する預り金  1,148  1,148

第三者が保有している連結ファンドの持分を表す債券 1,881 3,794  5,675

裁量権のある有配当性を有しない投資契約
―ユニットリンク型契約

5,324 2,271 660 8,255

デリバティブ金融商品 - 1,485 365 1,850

公正価値で測定する金融負債 7,205 8,698 1,025 16,928
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レベル１には、特に、株式や流動性のある債券、確立された市場で取引されているデリバティブ(先物やオプ

ションなど)、日次で純資産価値が計算されるファンドおよびUCITSの持分が含まれる。

レベル２には、株式、国債、社債、ファンドおよびUCITS持分、ならびに店頭デリバティブが含まれる。

レベル３には、ファンド持分および非上場株式（主に会社株式およびベンチャー・キャピタル）が含まれる。

 

・　レベル３の金融商品の変動表

　レベル３の金融商品については、当期間中に以下の変動が生じた。

 

(単位：百万ユーロ)

金融資産 金融負債

純損益を
通じて公正価値で

測定する
金融商品

資本を通じて
公正価値で
測定する
金融資産

合計

純損益を
通じて公正価値
で測定する
金融商品

合計

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく
修正再表示

13,186 195 13,381 (1,025) (1,025)

購入 2,179 9 2,188 - -

売却 (771) (47) (818) - -

決済 (194) - (194) 214 214

レベル３への振替 1,193 - 1,193 - -

レベル３から振替 (569) (136) (705) - -

純損益に認識された利益 (129) - (129) - -

為替レートの変動に関連する項目 (2) - (2) (3) (3)

資本に認識される資産および負債
の公正価値の変動

- (6) (6) - -

2023年12月31日現在 14,893 15 14,908 (814) (814)

 

・　資本を通じて公正価値で測定する金融資産

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

公正価値

内、資本に
直接認識
される
価額変動

公正価値

内、資本に
直接認識
される
価額変動

負債証券 88,493 (5,154) 88,815 (10,261)

持分証券 646 70 210 11

資本を通じて公正価値で測定する金融資産合計 89,139 (5,084) 89,025 (10,250)

 

一定の資本性金融商品につき資本を通じて公正価値で認識するとの選択は、特に戦略的パートナーシップを通じ

て保有する株式や当社グループが一定の活動を遂行するために保有を求められる株式について維持された。

2023年12月31日終了事業年度に、当社グループはこれらの投資のいくつかを売却し、26百万ユーロの正味利益が

「利益剰余金」に振り替えられた（2022年12月31日終了事業年度は59百万ユーロ）。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 788/1141



・　投資不動産の公正価値

2023年12月31日現在、投資不動産の公正価値は75億ユーロ（2022年12月31日現在は88億ユーロ）である。

非上場不動産の全ポートフォリオは、１または複数の独立した第三者により鑑定評価される。専門家はこれらの

査定の実施について職業上の規則を有する。

直接保有の建物について、専門家は３つの主要な方法を用いる。

- 類似取引比較法

- 収益率法（賃貸料の基礎に適用される収益率）

- 割引キャッシュ・フロー法

専門家が保持する最終価額は、これら３つの方法の組み合わせとなる場合がある。

 

・　償却原価で計上する金融資産

 

（単位：百万ユーロ）

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

見積公正価値 帳簿
価額

見積公正価値 帳簿
価額レベル１レベル２レベル３ 合計 レベル１レベル２レベル３ 合計

貸出金および債権 - 1,242 24 1,266 1,267 - 1,125 27 1,152 1,153

 

注６.d　保険契約に関連する資産および負債

　当社グループが発行する主な保険契約は以下の通りである。

- 人的なまたは物的なリスクを補償する保険契約。信用保険（CPI）、個人補償保険および死亡以外のリスクを

補償する他の保険、ならびにこれらの種類のリスクにつき他の保険会社から引き受けた再保険契約。これら

の契約は、一般モデル（ビルディング・ブロック・アプローチ - BBA）または、期間１年以内の契約につい

ては、保険料配分アプローチ（PAA）に基づいて測定される。

- 生命貯蓄保険契約。保険リスクの有無にかかわらず、裁量権のある有配当性を有するシングルおよび「マルチ

サポート」契約、ならびに死亡時の最低カバー額が設けられているユニットリンク型契約で構成されてい

る。これらの契約は、変動手数料アプローチ（VFA）で測定される。

BNPパリバ・グループ会社が発行する保険契約は、死亡リスク(死亡時保証)、長寿リスク(生存時保証、例えば終

身年金)、疾病リスク(障害時保証)、障害、健康 (医療保障)、失業、民事責任および物的損害のリスクをカバーし

ている。

生命貯蓄契約は、生存リスク（強制加入年金のある退職金契約の場合）または死亡リスク（最低死亡保証のある

ユニットリンク型契約および死亡時の追加保証額のある貯蓄契約の場合）を含む場合に、保険契約とみなされる。

ユーロ・ファンドに投資する貯蓄契約および、ユニットリンク型の資産とユーロ・ファンドに投資するマルチサ

ポート契約は、変動手数料アプローチに基づき、裁量権のある有配当性を有する投資契約とみなされる。

発行された保険および再保険契約、ならびに保有する再保険契約は、それらが属するポートフォリオ全体の状況

に従って貸借対照表の資産側または負債側に表示される。
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(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

資産 負債
正味（資産）
または負債

資産 負債
正味（資産）
または負債

保険料配分アプローチで測定
されない保険契約

22 215,689 215,667 8 207,543 207,535

保険料配分アプローチで測定
される保険契約

84 2,354 2,270 126 2,142 2,016

保有する再保険契約 554  (554) 517 87 (430)

保険契約に関連する資産
および負債

660 218,043 217,383 651 209,772 209,121

 

以下の表は、保険契約の帳簿価額の変動を示しており、保有する再保険契約は含まない。

 

・ 保険契約の帳簿価額の変動―残存カバーおよび発生保険金

 

発行された保険契約（再保険契約を除く）
（単位：百万ユーロ）

残存カバー

発生保険金 正味負債合計損失要素を
除く

損失要素

2022年１月１日現在の正味（資産）または負債 236,471 93 3,354 239,918

保険サービス損益:（収益）または費用 (24,419) 60 21,793 (2,566)

 内、保険収益 (8,759)   (8,759)

 内、保険サービス費用 2,381 60 3,752 6,193

 内、投資要素 (18,041)  18,041 -

保険契約からの正味金融（収益）または費用
(2) (29,773)  (172) (29,945)

純損益および資本に認識された変動合計 (54,192) 60 21,621 (32,511)

発行された保険契約に係る受取保険料 25,895   25,895

保険獲得キャッシュ・フロー (2,186)   (2,186)

支払保険金およびその他のサービス費用   (21,997) (21,997)

キャッシュ・フロー合計 23,709 - (21,997) 1,712

その他の変動 (551) (1) 984 432

2022年12月31日現在の正味（資産）または負債
(1) 205,437 152 3,962 209,551

保険サービス損益:（収益）または費用 (30,502) 23 27,887 (2,592)

 内、保険収益 (8,945)   (8,945)

 内、保険サービス費用 2,335 23 3,995 6,353

 内、投資要素 (23,892)  23,892 -

保険契約からの正味金融（収益）または費用
(2) 14,617 2 65 14,684

純損益および資本に認識された変動合計 (15,885) 25 27,952 12,092

発行された保険契約に係る受取保険料 26,128   26,128

保険獲得キャッシュ・フロー (2,285)   (2,285)

支払保険金およびその他のサービス費用   (27,454) (27,454)

キャッシュ・フロー合計 23,843 - (27,454) (3,611)

その他の変動 (371) (7) 283 (95)

2023年12月31日現在の正味（資産）または負債
(1) 213,024 170 4,743 217,937

 

(1)
保険契約に帰属する債権および負債、2023年12月31日現在549百万ユーロの正味資産、2022年12月31日現在501百万ユーロ

の正味資産を含む。

(2)
資本に直接認識される金融収益および費用を含む。
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・ 保険料配分アプローチで測定されない保険契約の帳簿価額の変動―測定要素別分析

 

保険料配分アプローチで測定されない
発行された保険契約（再保険契約を除く）
（単位：百万ユーロ）

将来
キャッシュ・
フローの
現在価値

非金融リスク
調整額

契約上の
サービス・
マージン

合計

2022年１月１日現在の正味（資産）または負債 217,803 1,260 18,598 237,661

保険サービス損益:（収益）または費用 (372) (172) (1,493) (2,037)

 内、将来のサービスに関連する変動―新規契約 (1,587) 99 1,551 63

 内、将来のサービスに関連する変動―見積変更 1,387 (160) (1,217) 10

 内、当期のサービスに関連する変動
(2) (34) (77) (1,827) (1,938)

 内、過去のサービスに関連する変動 (138) (34)  (172)

保険契約からの正味金融（収益）または費用
(3) (29,882) (39) 36 (29,885)

純損益および資本に認識された変動合計 (30,254) (211) (1,457) (31,922)

発行された保険契約に係る受取保険料 22,690   22,690

保険獲得キャッシュ・フロー (911)   (911)

支払保険金およびその他のサービス費用 (20,557)   (20,557)

キャッシュ・フロー合計 1,222 - - 1,222

その他の変動 651 (1) (76) 574

2022年12月31日現在の正味（資産）または負債
(1) 189,422 1,048 17,065 207,535

保険サービス損益:（収益）または費用 (1,674) 550 (839) (1,963)

 内、将来のサービスに関連する変動―新規契約 (1,164) 90 1,107 33

 内、将来のサービスに関連する変動―見積変更 (447) 602 (121) 34

 内、当期のサービスに関連する変動
(2) 32 (103) (1,825) (1,896)

 内、過去のサービスに関連する変動 (95) (39)  (134)

保険契約からの正味金融（収益）または費用
(3) 14,510 8 51 14,569

純損益および資本に認識された変動合計 12,836 558 (788) 12,606

発行された保険契約に係る受取保険料 22,621   22,621

保険獲得キャッシュ・フロー (892)   (892)

支払保険金およびその他のサービス費用 (25,994)   (25,994)

キャッシュ・フロー合計 (4,265) - - (4,265)

その他の変動 (204) (3) (2) (209)

2023年12月31日現在の正味（資産）または負債
(1) 197,789 1,603 16,275 215,667

 

(1)
保険契約に帰属する債権および負債、2023年12月31日現在は501百万ユーロの正味資産、2022年12月31日現在は504百万

ユーロの正味資産を含む。

(2)
実績調整、2023年度38百万ユーロ、2022年度マイナス33百万ユーロを含む。

(3)
資本に直接認識される金融収益および費用を含む。
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・ 契約上のサービス・マージンの償却予定表

この表は、一般モデルに基づく補償保険契約と変動手数料アプローチに基づく貯蓄保険契約について、一定期間

にわたり純損益に認識予定の契約上のサービス・マージンの償却を示している。後者については、リスク中立的な

測定と比較した金融資産の超過実績を考慮している。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

５年未満 6,734 6,793

５年以上10年以下 5,183 4,709

10年超 4,358 5,563

合計 16,275 17,065

 

・ 割引率および非金融リスク調整額

以下の表は、貯蓄および補償保険契約の測定において、ユーロカーブの主な対象期間につき使用した平均割引率

を示している。

 

 

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

貯蓄 補償 貯蓄 補償

１年 4.00% 3.36% 3.64% 2.67%

５年 2.96% 2.32% 3.60% 2.92%

10年 3.03% 2.39% 3.56% 3.07%

15年 3.10% 2.47% 3.50% 3.07%

20年 3.04% 2.41% 3.29% 2.85%

40年 3.04%  3.10%  

 

貯蓄と補償のイールドカーブ間の差は、それぞれの非流動性プレミアムの差に等しい。

- 変動手数料アプローチに基づいて測定される貯蓄保険契約については、割引率は、無リスク金利を観察可能

データの入手可能期間を超える期間にわたり外挿し、原資産に基づいて決定され負債の非流動性を反映する

流動性プレミアムについて調整したもので構成される。

　リスク調整額は、将来の支払いを含み大量失効を除いて、資本コスト法に従って算出される。これは60～

70％の信頼区間で測定され、2023年12月31日現在、信頼水準65％（2022年12月31日現在64％）に対応する。

- 一般モデルで測定される補償保険契約および簡便法で測定される発生保険金に係る負債については、割引率

は、負債の非流動性を反映するように調整された無リスク金利で構成される。

　主要国の非金融リスクに係る調整額を決定する際に用いた信頼水準は70％（四分位法に基づく）である。
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注６.e　リスク感応度

・　市場リスク：金利リスクおよび資産価値の変動

金利±50ベーシス・ポイントの変動および株式市場・不動産市場±10％の変動に対する純損益および資本への保険

契約に関連する金融資産および負債の評価の感応度

下表は税引前の影響を示している。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在

収益への潜在的影響 資本への潜在的影響

投資関連
(1) 保険契約関

連
正味
影響額

投資関連
保険契約関

連
正味
影響額

金利リスクの+50ベーシス・ポイントの変動 (225) 206 (19) (3,662) 3,330 (332)

金利リスクの-50ベーシス・ポイントの変動 239 (220) 19 3,662 (3,330) 332

株式市場の+10％の変動 1,834 (1,760) 74 61  61

株式市場の-10％の変動 (1,834) 1,760 (74) (61)  (61)

不動産市場の+10％の変動 1,062 (1,031) 31 37  37

不動産市場の-10％の変動 (1,062) 1,031 (31) (37)  (37)

 

(1)
ユニットリンク型契約に相当する金融資産を除く。

感応度は、最重要国であるフランス、イタリアおよびルクセンブルグについて測定した。

 

変動手数料アプローチに基づいて測定される貯蓄保険契約については、契約上のサービス・マージンがプラスで

あるため、基礎となる金融資産の価値の変動は、負債の価値の変動によりほぼ相殺される。

純損益および資本への潜在的影響は、主に非有配当契約と保険会社資本の裏付け資産によるものである。

 

・　流動性リスク

下表は、再保険を除くすべての保険契約に関する将来キャッシュ・フローの現在価値の表を示している。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

１年 7,094 5,966  
１年超２年以下 6,274 5,358  
２年超３年以下 6,179 5,263  
３年超４年以下 6,074 5,165  
４年超５年以下 5,598 4,756  
５年超10年以下 19,511 21,237  
10年超 148,819 143,321  
合計 199,549 191,066  
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有配当契約については、要求払額は、貯蓄保険契約の解約返戻金に相当する。

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

要求払額 帳簿価額 要求払額 帳簿価額

有配当契約 197,551 212,297 197,330 203,833

非有配当契約 70 5,640 147 5,718

合計 197,621 217,937 197,477 209,551

 

・　地域別引受リスク

下表は、再保険を除く保険契約に関連する負債を発行国別に示している。これらには、将来キャッシュ・フロー

の現在価値、契約上のサービス・マージン、および非金融リスクに係るリスク調整額が含まれる。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

フランス
(1) 158,470 148,401

イタリア
(1) 23,236 25,870

ルクセンブルグ
(1) 28,158 27,022

その他欧州
(1) 1,492 1,454

アジア
(1) 6,055 6,250

南アメリカ
(2) 526 554

合計 217,937 209,551

 

(1)
貯蓄および補償

(2)
補償のみ

 

死亡率１％、失効率５％および最終損害率５％の変動に対する純損益および資本への保険引受リスク測定値の感応

度

非金融リスクに対する感応度は、再保険契約を除き、他のすべての変数に変動がないと仮定して表示している。

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

収益への潜在的影響 資本への潜在的影響

貯蓄保険契約   

死亡率（１％増加/減少） - -

失効率（５％増加/減少） -/+2 -

補償保険契約   

最終損害率（５％増加/減少） -/+94 -

 

前へ　　　次へ
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注７.　融資コミットメントおよび保証コミットメント

注７.a　供与したまたは供与された融資コミットメント

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

供与した融資コミットメント   

金融機関向け 3,650 4,235

顧客向け 365,821 382,746

コンファームつき融資コミットメント 328,678 347,650

顧客に供与した他のコミットメント 37,143 35,096

供与した融資コミットメント合計 369,471 386,981

内、ステージ１ 353,147 343,339

内、ステージ２ 14,857 18,745

内、ステージ３ 889 898

内、保険業務 578 1,477

内、売却目的で保有する資産に関連する供与した
融資コミットメント

- 22,522

   

供与された融資コミットメント   

金融機関より 69,596 66,554

顧客より 3,185 2,221

供与された融資コミットメント合計 72,781 68,775

内、売却目的で保有する資産に関連する供与された
融資コミットメント

- 9,272
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注７.b　契約に基づき供与した保証コミットメント

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

供与した保証コミットメント   

金融機関向け 63,132 60,357

顧客向け 127,203 118,427

財産保証 2,403 2,285

税務当局および他の当局に提供した保証ならびに
他の保証

66,791 65,294

他の保証 58,009 50,848

供与した保証コミットメント合計 190,335 178,784

内、ステージ１ 177,315 165,549

内、ステージ２ 11,701 12,120

内、ステージ３ 769 820

内、保険業務 550 295

 

欧州連合(EU)の単一破綻処理基金に対する当社グループの年間拠出額は、その一部を、同額の現金預金により保

証された取消不能な支払コミットメント(IPC)の形で行うことができる。ある機関の破綻処理が同基金に関わる場

合、同基金は供与されたIPCの全部または一部をコールできる。

この取消不能な支払コミットメントは、偶発債務として適格である。同基金によるコミットメント・コールの発

生可能性が50％を超える場合には、引当金が設定される。2023年12月31日現在では、この発生可能性が当該閾値未

満と見積もられることから、当社グループは引当金を認識しなかった。

2023年12月31日現在、これらのコミットメントは、1,261百万ユーロ（2022年12月31日現在は969百万ユーロ）で

あった。

担保として供出した現金は、報酬の受取を伴い、償却原価で測定する金融資産として認識される。

 

注７.c　有価証券コミットメント

　受渡日基準に基づく、引渡し予定有価証券または受取り予定有価証券に係るコミットメントは以下の通りであ

る。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

引渡し予定有価証券 23,159 17,325

受取り予定有価証券 21,384 17,263
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注７.d　その他の保証コミットメント

・　担保として差し入れた金融商品：

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

金融商品(譲渡性のある有価証券および個人顧客
に対する債権)のうち、中央銀行へ拠出したも
の、およびリファイナンス取引の担保としていつ
でも使用できるヘアカット後の金額

87,881 132,938

－ 中央銀行への供出担保として使用したもの 20,560 67,792

－ リファイナンス取引に利用可能なもの 67,321 65,146

買戻契約に基づき売却した有価証券 519,731 371,552

銀行、金融業務の顧客または当社グループ発行の
カバード債の引受人との取引における担保として

供出したその他の金融および類似資産
(1)

323,491 239,761

 

(1)
特に、「フランス経済融資機関」および「住宅再融資公庫」に対する保証として供出したものを含む。

 

　当社グループが担保として供出したまたは買戻契約に基づき引き渡した金融商品のうち、受益者が売却または担

保として再利用する権限を有する金融商品の公正価値は、2023年12月31日現在で726,703百万ユーロ(2022年12月31

日現在は523,321百万ユーロ)であった。

 

・　担保として受け入れた金融商品：

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

担保として受け入れた金融商品
(売戻契約対象物を除く)

350,947 326,198

内、当社グループが売却または
担保として再利用する権限を有する金融商品

187,021 192,274

売戻契約に基づき受け入れた有価証券 467,822 336,799

 

　当社グループが担保としてまたは売戻契約に基づき受け入れ、有効に売却または担保として再利用した金融商品

の公正価値は、2023年12月31日現在で377,078百万ユーロ(2022年12月31日現在は307,886百万ユーロ)であった。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 797/1141



注８.　給与および従業員給付

注８.a　給与および従業員給付費用

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

固定および変動報酬、インセンティブ・ボーナス、
ならびに利益配分

13,445 12,995

従業員給付費用 3,856 3,429

給与税 474 453

銀行業務に係る給与および従業員給付費用合計（注３.f） 17,775 16,877

保険業務に係る給与および従業員給付費用（注６.b） 778 728

給与および従業員給付費用合計 18,553 17,605

 

注８.b　退職後給付

　IAS第19号では、２種類の制度を区別しており、各制度は、事業体が被るリスクに応じて異なる取り扱いを受け

る。事業体が、各制度参加者へ支給可能な資産の中から給付金の支給を取り扱う外部の機関などに対し定額(受益

者の年収の一定割合)を拠出する責任のみを負っている場合、この制度は確定拠出制度に該当する。一方、事業体

が、従業員から集める拠出金により積み立てられる金融資産を管理し、給付金の支給に伴う費用を自ら負担する義

務か、将来において対象事象が発生した場合における確定給付額を保証する義務を負っている場合、この制度は確

定給付制度に該当する。事業体が、拠出金の徴収および給付金の支給の管理を別の機関へ委託しているが、制度資

産の管理および将来における給付額の変動に伴うリスクを負担している場合も同様である。

 

・　当社グループの各事業体向けの主要な確定拠出年金制度

　BNPパリバ・グループでは、過去数年間、確定給付制度を確定拠出制度へ転換するための多くの組織的取組みを

実施している。

　このためフランスでは、BNPパリバ・グループは強制的な公的年金制度および補完的年金制度に拠出している。

BNPパリバおよび特定の子会社は、社内協定に基づき補完的確定拠出年金制度を設定している。この制度により、

従業員は強制的な制度で支給される年金に加え、この制度からの退職年金または一時金も受給することになる。

フランス以外の多くの国では、新規従業員への確定給付制度の提供を中止していることから、確定拠出年金制度

への加入を当該従業員に促している。

イタリアでは、BNLが設けた制度に対し雇用主(給与の4.2％)と従業員(給与の２％)が拠出しており、従業員は、

任意で追加拠出を行うこともできる。

　英国では、雇用主が、大半の従業員の給与の12％を拠出しており、従業員は、任意で追加拠出を行うことができ

る。

　米国では、従業員の任意拠出に対し、一定の限度内で当行が同額を拠出している。

　2023年12月31日終了事業年度における確定拠出型退職後給付制度への拠出額は791百万ユーロ(2022年12月31日終

了事業年度は720百万ユーロ)であった（保険会社である事業体の支払額を含む）。
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　主要な拠出者別の内訳は次の通りである。

 

拠出額
(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

フランス 386 353

イタリア 106 90

英国 62 64

トルコ 39 26

香港 29 26

ルクセンブルグ 30 28

米国 27 25

その他 112 108

合計 791 720

 

・　当社グループの各事業体向けの主要な確定給付年金制度および退職時補償金支給制度

－　確定給付制度

　ベルギーでは、BNPパリバ・フォルティスが、最終給与と勤続年数に基づく額が給付される、2002年１月１日の

年金制度統合以前に同行へ入行した従業員および中間管理職向けの確定給付年金制度に拠出している。この制度に

おける、保険数理上の給付債務に備えるための事前積立率は2023年12月31日現在では91％(2022年12月31日現在で

は88％)で、積立ては保険会社を通じて行っている。

　2015年１月１日より前に入社したBNPパリバ・フォルティスのシニア・マネージャー向けには、勤続年数と最終

給与に基づく一時金を支給する追加型年金制度を運営している。この制度における事前積立率は2023年12月31日現

在では94％(2022年12月31日現在では90％)で、積立ては保険会社を通じて行っている。

　ベルギーでは、拠出された金融資産について最低限の運用利回りを保証する法定義務が雇用主にある確定拠出制

度から従業員に給付が行われており、この保証については、その全額が保険会社により補償されているわけではな

いことから、当該制度については引当金が認識されている。

　フランス国内で、BNPパリバは、1993年12月31日時点で既に退職していた従業員および現役であった従業員が同

日までに受給権を取得した追加型銀行業界年金の支給を行っている。2023年12月31日現在での、これらの従業員に

対する当社グループの残存給付債務については、その全額が貸借対照表に認識されている。

　当社グループの一部のシニア・マネージャーに対しかつて付与されていた確定給付年金の新規従業員に対する付

与はすべて打ち切られ、追加型の制度へ移行している。残存受給権者への給付額はこれらの制度が打ち切りとなっ

た時点で確定した。ただし、退職時に当社グループに留まっていることが条件となっている。2023年12月31日現在

では、これらの年金制度の264％(2022年12月31日現在では221％)が保険会社を通じて積み立てられている。
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　英国では、確定給付年金制度を継続している(年金基金が存在する)が、新たな従業員に対する募集は打ち切って

いる。これらの制度では、通常、最終給与と勤続年数に基づく額が確定年金額となる。各年金制度の資産は、外部

の運用会社(受託会社)が運用している。2023年12月31日現在では、既存の金融資産で、英国の全グループ企業に対

する給付債務の118％(2022年12月31日現在では125％)を賄える状態であった。

　スイスでの給付債務は、その本質が、最低限保証すべき給付額を既定の期間にわたり年金として給付すべき確定

拠出制度である追加型年金制度と関係のあるもので、これらの制度の資産は基金が運用している。2023年12月31日

現在では、既存の金融資産でこの給付債務の111％(2022年12月31日現在では121％)を賄える状態である。

　米国の確定給付年金制度は、年収の一定割合となる元本額と既定利率の利息からなる一括金を毎年受給できる権

利が受給者に与えられる制度であるが、新規募集は既に打ち切っているため、新たな受給権は付与されていない。

2023年12月31日現在では、既存の金融資産で給付債務の87％(2022年12月31日現在では85％)を賄える状態である。

　ドイツでは、この負債は主に確定給付制度に関するものであるが、新たな従業員に対する募集は打ち切ってい

る。これらの制度では、通常、勤続年数と最終給与に基づく額が確定年金額となる。この年金額は、あらかじめ決

められた条件に従い年金として給付される。2023年12月31日現在では、既存の金融資産で給付債務の66％(2022年

12月31日現在では70％)を賄える状態である。

　トルコの主たる年金制度は国民年金制度の後継制度で、最終的には給付債務がトルコ共和国に移転するものであ

る。この制度は、法定の最低給付額を超える給付を保証している。2023年度末現在では、外部の基金が保有してい

る金融資産(その残高は関連給付債務の額を超えている)でこの制度における給付債務の全額を賄える状態である

が、当社グループは、この超過額を資産として認識していない。

 

－　その他の退職後給付

　当社グループの従業員は、当社グループが最低限満たすべき法的要件(労働法、労働協約等の要件)または固有の

労使契約に従って定められる、退職時補償金のような様々なその他の契約による退職後給付も受け取る。

　フランス国内でのこれらの給付に対する債務は、外部の保険会社と締結された契約を通して積み立てられる。

2023年12月31日現在では、既存の金融資産でこの給付債務の127％(2022年12月31日現在では132％)を賄える状態で

あった。

　2023年４月14日付法律により、年金受給権の決済に求められる年齢および四半期の基準が変更された。同法の規

定は、IFRSに基づく債務の現在価値の算定に当たり考慮され、その影響額は22百万ユーロの減少であった。

国外では、その他の退職後給付制度に関連する当社グループの債務は主にイタリアに集中しており、同国では

2006年12月31日までに確定した権利に対応する債務は凍結された。
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・　確定給付年金制度および退職時補償金支給制度に基づく給付債務

－　貸借対照表で認識した資産および負債

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

全額または
一部積立済の
制度に伴う
確定給付制度

債務

未積立の
制度に伴う
確定給付
制度債務

確定給付債務
の現在価値

制度資産の
公正価値

補償請求権の

公正価値
(1)

資産
計上額の
上限の影響

ベルギー 2,830  2,830 (152) (2,502)  

英国 1,158  1,158 (1,365)   

スイス 1,123  1,123 (1,251)  130

フランス 856 52 908 (1,134)   

米国 146 1 147 (127)   

トルコ 235 43 278 (258)  22

イタリア  164 164    

ドイツ 129 49 178 (118)   

その他 334 47 381 (269) (1) 1

合計 6,811 356 7,167 (4,674) (2,503) 153

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

給付債務
(純額)

内、確定給付
制度に関し
貸借対照表で
認識した資産

内、確定給付制度
の純資産

内、補償請求権
の公正価値

内、確定給付
制度に関し
貸借対照表で
認識した債務

ベルギー 176 (2,502)  (2,502) 2,678

英国 (207) (209) (209)  2

スイス 2    2

フランス (226) (331) (331)  105

米国 20 (4) (4)  24

トルコ 42    42

イタリア 164    164

ドイツ 60    60

その他 112 (9) (8) (1) 121

合計 143 (3,055) (552) (2,503) 3,198
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2022年12月31日現在
IFRS第17号および
第９号に基づく
修正再表示
(単位：百万ユーロ)

全額または
一部積立済の
制度に伴う
確定給付制度

債務

未積立の
制度に伴う
確定給付
制度債務

確定給付債務
の現在価値

制度資産の
公正価値

補償請求権の

公正価値
(1)

資産
計上額の
上限の影響

ベルギー 2,738  2,738 (124) (2,395)  

英国 1,067  1,067 (1,334)   

スイス 979  979 (1,185)  208

フランス 845 62 907 (1,157)   

米国 467 64 531 (458)   

トルコ 139 63 202 (295)  157

イタリア  182 182    

ドイツ 93 45 138 (98)   

その他 379 51 430 (313) (2) 2

合計 6,707 467 7,174 (4,964) (2,397) 367

内、継続事業 6,391 404 6,795 (4,635) (2,397) 367

内、非継続事業 316 63 379 (329) - -

 

2022年12月31日現在
IFRS第17号および
第９号に基づく
修正再表示
(単位：百万ユーロ)

給付債務
(純額)

内、確定給付
制度に関し
貸借対照表で
認識した資産

内、確定給付制度
の純資産

内、補償請求権
の公正価値

内、確定給付
制度に関し
貸借対照表で
認識した債務

ベルギー 219 (2,395)  (2,395) 2,614

英国 (267) (267) (267)   

スイス 2    2

フランス (250) (346) (346)  96

米国 73 (24) (24)  97

トルコ 64    64

イタリア 182    182

ドイツ 40 (7) (7)  47

その他 117 (13) (11) (2) 130

合計 180 (3,052) (655) (2,397) 3,232

内、継続事業 130 (3,030) (633) (2,397) 3,160

内、非継続事業 50 (22) (22) - 72

 

(1)
補償請求権は、特定層の従業員に対する退職後給付を賄うために保険子会社へ移転した当社グループの給付債務に伴うリス

クを当社グループの他の事業体へヘッジする目的で、当社グループの保険子会社および関連会社(BNPパリバ・フォルティス

の確定給付制度と関係のあるAG Insurance)の貸借対照表に計上している。
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－　非継続事業を含む確定給付制度債務の現在価値の変動

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

確定給付制度債務の現在価値－期首現在 7,174 9,060  
当期勤務費用 181 215  
利息費用 236 100  
過去勤務費用 (25) (5)  
制度清算 (15) (11)  
人口統計学的推計の変動に係る年金数理計算上の(利益)／損失 (11) 10  
財務上の仮定の変動に係る年金数理計算上の(利益)／損失 203 (1,985)  
実績との乖離に係る年金数理計算上の(利益)／損失 330 341  
従業員からの実際の拠出額 24 23  
雇用主が直接支給した給付金 (87) (101)  
資産から／償還請求権の行使に伴い支給された給付金 (453) (489)  
給付債務に係る為替差(益)／損 (41) (25)  
連結範囲の変更に関連する、給付債務に係る(利益)／損失 (349) 41  
確定給付制度債務の現在価値－期末現在 7,167 7,174  

 

－　非継続事業を含む制度資産および補償請求権の公正価値の変動

 

(単位：百万ユーロ)

制度資産 補償請求権

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度
IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度
IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

制度資産の公正価値－期首現在 4,964 6,082 2,397 2,932

制度資産期待収益 169 99 84 13

制度清算 (14) (21)   

制度資産に係る年金数理計算上の利益
／(損失)

10 (938) 99 (548)

従業員からの実際の拠出額 14 13 10 10

雇用主による拠出額 60 54 131 198

制度資産から支給された給付金 (234) (257) (219) (232)

制度資産に係る為替差益／(損) (36) (64)   

連結範囲の変更に関連する、制度資産に
係る利益／(損失)

(259) (4) 1 24

制度資産の公正価値－期末現在 4,674 4,964 2,503 2,397
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－　確定給付制度の費用の内訳

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

勤務費用 155 220

当期勤務費用 181 215

過去勤務費用 (25) (5)

制度清算 (1) 10

金融費用(純額) 1 6

利息費用 236 100

制度資産に係る受取利息 18 18

補償請求権に係る受取利息 (169) (99)

制度資産期待収益 (84) (13)

「給与および従業員給付費用」認識額合計 156 226

内、継続事業 156 222

内、非継続事業 - 4

 

－　資本に直接認識されるその他の項目

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

制度資産または補償請求権に係る年金数理計算上の(損失)
／利益

109 (1,486)

人口統計学的推計上の給付債務の現在価値に係る(損失)
／利益

11 (10)

財務上の仮定上の給付債務の現在価値に係る(損失)／利益 (203) 1,985

給付債務に係る実(損失)／利益 (330) (341)

制度資産に係る制限の変更 216 (263)

資本に直接認識されるその他の項目の合計 (197) (115)

内、継続事業 (197) (127)

内、非継続事業 - 12

 

－　給付債務の算定に用いた年金数理計算上の主要な仮定

　当社グループでは、ユーロ圏諸国、英国および米国における給付債務を、優良社債(その期間が、給付債務の期

間と一致している社債)の利回りで割り引いている。
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使用されるレートの範囲は以下の通りである。

 

(単位：％)
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

割引率 昇給率
(1) 割引率 昇給率

(1)

ベルギー 3.00% / 3.60% 3.30% / 4.10% 1.90% / 3.80% 3.30% / 5.00%

英国 4.40% / 5.30% 2.00% / 3.40% 3.50% / 4.90% 2.00% / 3.30%

フランス 3.00% / 3.60% 2.90% / 3.10% 3.30% / 3.80% 2.10% / 3.65%

スイス 1.40% / 1.60% 1.80% / 2.00% 2.00% / 2.15% 1.75% / 2.00%

米国 4.70% / 5.30% 2.50% 4.90% / 5.00% 2.50%

イタリア 3.00% / 3.60% 3.00% / 3.10% 1.90% / 3.60% 2.10% / 3.20%

ドイツ 3.20% / 3.70% 2.00% / 2.90% 2.30% / 3.80% 2.00% / 2.90%

トルコ 23.10% 18.80% 10.60% 8.50%

 

(1)
物価上昇(インフレ)の影響を含む。

 

　給付債務額による加重平均割引率は以下の通りである。

－　ユーロ圏：2023年12月31日現在の割引率は3.16％(2022年12月31日現在では3.54％)

－　英国：2023年12月31日現在の割引率は4.51％(2022年12月31日現在では4.78％)

－　スイス：2023年12月31日現在の割引率は1.40％(2022年12月31日現在では2.15％)

 

　割引率の100ベーシス・ポイントの変動が退職後給付債務の現在価値に及ぼす影響については下記の通りであ

る。

 

給付債務の現在価値の変動
(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

割引率が
-100ベーシス・
ポイント低下

割引率が
+100ベーシス・
ポイント上昇

割引率が
-100ベーシス・
ポイント低下

割引率が
+100ベーシス・
ポイント上昇

ベルギー 231 (168) 201 (175)

英国 170 (137) 187 (147)

フランス 88 (75) 92 (78)

スイス 148 (119) 133 (107)

米国 15 (13) 18 (15)

イタリア 10 (9) 12 (11)

ドイツ 27 (21) 26 (20)

トルコ 11 (9) 13 (10)

 

　当社グループの給付債務評価に用いられているインフレに関する仮定は、通貨圏に応じて地域ごとに決定されて

いるが、ユーロ圏については、一括して決定されている。

　給付債務額による加重平均割引率は以下の通りである。

－　ユーロ圏：2023年12月31日現在の割引率は2.27％(2022年12月31日現在では2.43％)

－　英国：2023年12月31日現在の割引率は2.94％(2022年12月31日現在では3.03％)

－　スイス：2023年12月31日現在の割引率は1.25％(2022年12月31日現在では1.25％)
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　インフレ率の100ベーシス・ポイントの上昇が退職後給付債務の現在価値に及ぼす影響については下記の通りで

ある。

 

給付債務の現在価値の変動
(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

インフレ率が
+100ベーシス・ポイント上昇

インフレ率が
+100ベーシス・ポイント上昇

ベルギー 133 148

英国 100 126

フランス 88 92

スイス 8 8

イタリア 7 8

ドイツ 16 14

トルコ 11 12

 

　上記の、割引率およびインフレ率の変動がもたらす影響は累積的なものではない。

 

－　当期における制度資産および補償請求権の実効収益率

 

(単位：％)

2023年12月31日終了事業年度
2022年12月31日終了事業年度
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

収益率の幅
(同一国に複数の

制度が並存している
ため)

加重平均収益率

収益率の幅
(同一国に複数の

制度が並存している
ため)

加重平均収益率

ベルギー -0.20% / 13.20% 6.45% -18.75% / 6.30% -12.65%

英国 -10.50% / 5.40% 0.50% -38.30% / 0% -34.60%

フランス 2.60% 2.60% 2.60% 2.60%

スイス 1.70% / 2.50% 2.50% -15.85% / 1% 0.50%

米国 1.65% / 5.45% 5.25% -29.75% / -16.75% -28.90%

ドイツ -2.85% / 11.50% 9.30% -26.15% / 1.30% -11.20%

トルコ 44.90% 44.90% 40.80% 40.80%
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－　制度資産の内訳

 

(単位：％)

2023年12月31日現在

株式 国債
国債以外の

債券
不動産 預金 その他

ベルギー 8% 46% 19% 1% 2% 24%

英国 12% 62% 16% 0% 2% 8%

フランス
(1) 8% 59% 18% 13% 2% 0%

スイス 29% 0% 26% 25% 4% 16%

米国 17% 24% 45% 0% 13% 1%

ドイツ 22% 52% 0% 0% 0% 26%

トルコ 0% 68% 0% 6% 21% 5%

その他 9% 22% 12% 1% 2% 54%

グループ 12% 43% 19% 7% 3% 16%

 

(単位：％)

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

株式 国債
国債以外の

債券
不動産 預金 その他

ベルギー 8% 48% 20% 1% 0% 23%

英国 7% 65% 13% 0% 2% 13%

フランス
(1) 8% 60% 18% 13% 1% 0%

スイス 32% 0% 23% 21% 3% 20%

米国 19% 18% 58% 0% 1% 4%

ドイツ 25% 64% 0% 0% 3% 9%

トルコ 0% 59% 0% 3% 30% 7%

その他 10% 18% 12% 2% 2% 57%

グループ 12% 44% 18% 6% 2% 18%

 

(1)
フランスにおける制度資産の内訳には、当社グループの給付債務向けに積み立てている、保険会社の一般勘定の内訳が反映

されている。

 

　当社グループでは、資産運用期間中におけるリスクを管理および統制するため、確定給付年金制度債務に対応す

る資産について、その運用を統治できる仕組みを導入している。

　当社グループでは、制度資産の運用方法について明確にするため、特に、金融資産の運用目標やリスク管理方法

などを踏まえて制度資産の運用戦略を策定するという方法で、金融資産運用サービス契約を通じて運用方針を定め

ている。

　運用方針は、100百万ユーロ超の制度資産について、少なくとも３年ごとに見直しが行われる資産負債管理分析

に基づいている。

 

－　退職後医療給付

　当社グループでは、主にベルギーにて退職従業員向けの医療給付制度を実施している。

　2023年12月31日現在の退職後医療給付債務の現在価値は78百万ユーロ(2022年12月31日現在では83百万ユーロ)で

あった。
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注８.c　その他の長期給付

　BNPパリバでは、従業員に対し、各種長期給付制度を提供しており、主な制度には、永年勤続報奨金制度、休暇

管理口座内に年次有給休暇を貯めておける制度、従業員が就労不能になった場合に当該従業員を保護することを保

証する一定の制度がある。この給付に対する引当金(純額)は、2023年12月31日現在では462百万ユーロ(2022年12月

31日現在では453百万ユーロ)であった。

　変動報酬に関する当社グループの方針の一環として、業績の良い一定の従業員向け、または特別な規制の枠組み

に準ずる年次繰延報酬制度が設けられている。この制度に基づく支給は、一定期間にわたって繰り延べられ、各業

務部門、事業部門、および当社グループが達成した業績により変動する。

　BNPパリバでは、2013年以降、現金支給を伴うグループ・ロイヤルティ制を導入している。この制度の受給権者

は、３年から４年の権利確定期間が満了した時点で、当社グループの本源的な業績によりその額が変動する現金を

受給できる。このロイヤルティ制度は、当社グループの事業拡大や収益に関する目標の達成に貢献した管理職に、

別枠でインセンティブを支給するための制度で、当該管理職には、多岐にわたる当社グループの経営を卓越した能

力を活かしてサポートできる逸材といえる、シニア・マネージャー、重要ポストのマネージャー、現場のマネー

ジャーや専門職、潜在能力の高いマネージャー、将来性豊かな若く優秀な執行役および当社グループの業績への主

要な貢献者などが含まれる。

　この制度における配賦額の80％は、制度の期間における当社グループの業績の変動に連動し、20％は、当社グ

ループの社会的責任(以下「CSR」という。)に関する目標が達成されたかどうかに連動する。CSRに関する10個の目

標は、当社グループのCSRに関する方針のもととなっている４つの柱に合致している。また最終的な支給は、権利

付与日から支給日までの期間において受給権者が当社グループにて業務を継続しており、支給前年度における当社

グループの営業利益と税引前当期純利益がいずれもプラスの場合に限り行われる。特別な規制の枠組みの適用対象

となる従業員については、このロイヤルティ制度はCRDと称するEU自己資本規制に従い調整される。

　2023年12月31日現在での、繰延報酬制度およびロイヤルティ制度関連の給付債務純額は1,033百万ユーロ(2022年

12月31日現在は1,017百万ユーロ)である。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

その他の長期給付に対する引当金(純額) 1,495 1,470

貸借対照表のその他の長期給付へ認識した資産 (76) (76)

貸借対照表のその他の長期給付へ認識した負債 1,571 1,546
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注８.d　解雇給付

　BNPパリバでは、一定の適格基準を満たす従業員向けにいくつかの希望退職制度や人員調整計画を実施してい

る。この制度に基づく適格現役従業員に対する債務の引当金は、特定の制度に関する二者間合意または二者間合意

案が作成され次第、計上される。

　2023年度には、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスの下位グループがフランスで希望退職制度を実施し、こ

れに関連して215百万ユーロの引当金が設定された。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在
2022年12月31日現在

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

希望退職および早期退職制度ならびに
人員調整計画に対する引当金

482 270

 

注８.e　株式報酬

　変動報酬に関する当社グループの方針の一環として、一定の業績の良い従業員に提供されるまたは特別な規制の

枠組みに従って設定される年次繰延報酬制度は、現金で決済されるが株価に連動し数年間にわたって支給される変

動報酬の受給権を、受益者に与えることができる。

 

－　特別な規制の枠組みに従った従業員向け変動報酬制度

　フランス財務省がデクレを公表した2010年12月13日以降、当該変動報酬制度は、2014年２月20日付の命令、

2020年12月21日付の命令、2014年11月３日および2020年12月22日付のデクレおよび命令、ならびに2021年３月

25日付の欧州委員会委任規則をもってフランス通貨金融法典に組み込まれた、2013年７月26日に発効し、2019

年５月20日付の欧州連合自己資本要求指令であるCRD５に基づき改正されたCRD４の条項に従い、当社グループ

のリスク構造に重要な影響を及ぼす可能性のある業務を担当している当社グループの従業員に適用されてい

る。

　この制度に基づく支給は、一定期間にわたって繰り延べられ、各業務部門、コア事業、および当社グループ

が達成した業績を条件とする。

　報酬の大部分は現金で支給され、BNPパリバの株価の増減に連動することになっている。

 

－　当社グループのその他の従業員向けの繰延変動報酬制度

　業績の良い従業員向けの年次繰延報酬制度に基づく支給額の一部分は現金で支給され、BNPパリバの株価の

増減に連動する。

 

・　株式報酬費用

 

費用／(収益)
(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

過年度の繰延報酬制度 48 (116)

当年度の繰延報酬制度 541 614

合計 589 498
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注９.　追加情報

注９.a　株式資本および１株当たり当期純利益における変動

　2023年12月31日現在、BNPパリバの株式資本は2,294,954,818ユーロであり、１株の額面価額２ユーロ、株式数は

1,147,447,409株（2022年12月31日現在は1,234,331,646株）である。

 

BNPパリバにより発行され、当社グループが保有する普通株式

 

 

自己取引 トレーディング勘定取引
(1) 合計

株式数
帳簿価額
(単位：

百万ユーロ)
株式数

帳簿価額
(単位：

百万ユーロ)
株式数

帳簿価額
(単位：

百万ユーロ)

2021年12月31日現在保有株式 721,971 38 - - 721,971 38

純変動   159,670 8 159,670 8

2022年12月31日現在保有株式 721,971 38 159,670 8 881,641 46

取得 86,854,237 5,000   86,854,237 5,000

減資 (86,854,237) (5,000)   (86,854,237) (5,000)

純変動   64,888 5 64,888 5

2023年12月31日現在保有株式 721,971 38 224,558 13 946,529 51

 

(1)
株価指数に係るトレーディングや裁定取引の枠組み内での取引。

 

　BNPパリバは、2023年度中に、2023年２月６日付の取締役会決議に従い、86,854,237株の自己株式を市場取引に

より買い戻した後、消却した。

2023年12月31日現在、当社グループは、946,529株(51百万ユーロ相当）のBNPパリバ株式を保有しており、この

額は資本から控除された。

 

・　Tier１規制資本として適格な永久最劣後債

　BNPパリバでは永久最劣後債を発行している。この債券については、固定、調整可能な固定または変動利息が支

払われ、固定期間経過後およびその後は各利息支払日または５年ごとに償還可能である。

　2022年１月３日に、BNPパリバは、2006年７月発行分（総額150百万ユーロ）を償還した。この債券は、5.45％の

固定利付債であった。

　2022年１月12日に、BNPパリバは、永久最劣後債(総額1,250百万米ドルで、4.625％の固定利付債)を発行した。

この債券は５年の期間が満了した時点で償還できるが、2027年に償還しなかった場合には、５年物米ドルCMTに基

づく利払いを半年ごとに行うことになっている。この債券は、その他Tier１資本として適格である。

　2022年１月19日に、BNPパリバは、2007年６月発行分(総額1,100百万米ドル)を償還した。この債券は、7.195％

の固定利付債であった。

　2022年３月14日に、BNPパリバは、2016年12月発行分(総額750百万米ドル)を償還した。この債券は、6.75％の固

定利付債であった。

　2022年６月17日に、BNPパリバは、2015年６月発行分(総額750百万ユーロ)を、その第１回繰上償還日に償還し

た。この債券は、6.125％の固定利付債であった。
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　2022年８月16日に、BNPパリバは、永久最劣後債(総額2,000百万米ドルで、7.75％の固定利付債)を発行した。こ

の債券は７年の期間が満了した時点で償還できるが、2029年に償還しなかった場合には、５年物米ドルCMTに基づ

く利払いを半年ごとに行うことになっている。この債券は、その他Tier１資本として適格である。

　2022年９月６日に、BNPパリバは、永久最劣後債(総額1,000百万ユーロで、6.875％の固定利付債)を発行した。

この債券は７年３ヶ月の期間が満了した時点で償還できるが、2029年に償還しなかった場合には、５年物ユーロ

ミッド・スワップ・レートに基づく利払いを半年ごとに行うことになっている。この債券は、その他Tier１資本と

して適格である。

　2022年11月17日に、BNPパリバは、永久最劣後債(総額1,000百万米ドルで、9.25％の固定利付債)を発行した。こ

の債券は５年の期間が満了した時点で償還できるが、2027年に償還しなかった場合には、５年物米ドルCMTに基づ

く利払いを半年ごとに行うことになっている。この債券は、その他Tier１資本として適格である。

　2023年１月11日に、BNPパリバは、永久最劣後債(総額1,250百万ユーロで、7.375％の固定利付債)を発行した。

この債券は７年の期間が満了した時点で償還できるが、2030年に償還しなかった場合には、５年物ユーロミッド・

スワップ・レートに基づく利払いを半年ごとに行うことになっている。この債券は、その他Tier１資本として適格

である。

2023年２月28日に、BNPパリバは、永久最劣後債(総額600百万シンガポールドルで、5.9％の固定利付債)を発行

した。この債券は５年の期間が満了した時点で償還できるが、2028年に償還しなかった場合には、５年物シンガ

ポールドルSORAに基づく利払いを半年ごとに行うことになっている。この債券は、その他Tier１資本として適格で

ある。
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　以下の表は、発行されたこれらの債券の内容の概要を示している。

 

発行日 通貨

金額
(単位：
百万発行
通貨)

利息
支払日

第１回繰上償還日前の
利率および期間

第１回繰上償還日後の利率

2015年８月 米ドル 1,500 年２回 7.375％ 10年
５年物米ドル・スワップ・レート

+5.150％

2017年11月 米ドル 750 年２回 5.125％ 10年
５年物米ドル・スワップ・レート

+2.838％

2018年８月 米ドル 750 年２回 7.000％ 10年
５年物米ドル・スワップ・レート

+3.980％

2019年３月 米ドル 1,500 年２回 6.625％ ５年
５年物米ドル・スワップ・レート

+4.149％

2019年７月 豪ドル 300 年２回 4.500％ 5.5年
５年物豪ドル・スワップ・レート

+3.372％

2020年２月 米ドル 1,750 年２回 4.500％ 10年 ５年物米ドルCMT+2.944％

2021年２月 米ドル 1,250 年２回 4.625％ 10年 ５年物米ドルCMT+3.340％

2022年１月 米ドル 1,250 年２回 4.625％ ５年 ５年物米ドルCMT+3.196％

2022年８月 米ドル 2,000 年２回 7.750％ ７年 ５年物米ドルCMT+4.899％

2022年９月 ユーロ 1,000 年２回 6.875％ 7.25年
５年物ユーロミッド・スワップ・

レート+4.645％

2022年11月 米ドル 1,000 年２回 9.250％ ５年 ５年物米ドルCMT+4.969％

2023年１月 ユーロ 1,250 年２回 7.375％ ７年
５年物ユーロミッド・スワップ・

レート+4.631％

2023年２月
シ ン ガ
ポ ー ル ド
ル

600 年２回 5.900％ ５年
５年物シンガポールドル

SORA+2.674％

2023年12月31日現在の
ユーロ相当の元本合計額

13,472 (1)    

 

(1)
当社グループの各事業体が保有している自己株式控除後。

 

　BNPパリバはこれらの永久最劣後債について利息を支払わないことを選択できる。未払利息は繰越されない。

　2015年より前に発行した債券については、前年度において、BNPパリバの普通株式または永久最劣後債と同等の

証券について配当金を支払わなかったことを条件として、利息を支払わないことを選択できる。BNPパリバ普通株

主への配当支払いを再開した場合には、当該利息を支払わなければならない。

　これらの永久最劣後債に関連する契約には、損失吸収条項が含まれている。当該条項の条件に従って、規制資本

が不十分となった場合は、資本の欠損額が補填され当該債券の額面価額が当初の金額まで回復するまで、関連する

利息の新しい算定基準として当該債券の額面価額が減額される可能性がある。

　これらの発行による収入は、資本の「資本金および利益剰余金」に計上されている。IAS第21号に従って、外貨

建ての発行は、発行日のユーロ換算額に基づく取得原価で認識される。当該商品に係る利息は、配当金と同様に会

計処理される。

　2023年12月31日現在、BNPパリバ・グループは永久最劣後債12百万ユーロを保有しており、株主資本から控除さ

れている。
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・　１株当たり当期純利益

　基本的１株当たり当期純利益は、普通株主帰属当期純利益を、当期中の加重平均発行済株式数で除して算出す

る。普通株主帰属当期純利益は、優先株主帰属当期純利益を差し引いて算出する。

　希薄化後１株当たり当期純利益は、普通株式保有者に帰属する当期純利益を、希薄化効果のある資本性金融商品

から普通株式への転換により生じる最大の影響額を基に調整された加重平均発行済株式数で除したものである。イ

ンザマネーの新株引受オプションは、グローバル株式連動型報酬制度に基づき付与された業績に応じた株式報酬と

同様、希薄化後１株当たり当期純利益の計算で考慮される。これらの商品の転換は、この計算に使用される当期純

利益の金額に影響を及ぼさない。ストック・オプション制度および業績に応じた株式報奨制度はいずれも失効して

いる。

 

 
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

基本的および希薄化後普通株式１株当たり当期純利益の算定に

使用した当期純利益(単位：百万ユーロ)
(1) 10,298 9,273

期中加重平均発行済普通株式数 1,200,367,337 1,232,991,607

潜在的に希薄化効果のある普通株式の影響 - -

希薄化後１株当たり当期純利益の算定に使用した加重平均
普通株式数

1,200,367,337 1,232,991,607

基本的１株当たり当期純利益(単位：ユーロ) 8.58 7.52

内、継続事業(単位：ユーロ) 6.12 6.96

内、非継続事業(単位：ユーロ) 2.46 0.56

希薄化後１株当たり当期純利益(単位：ユーロ) 8.58 7.52

内、継続事業(単位：ユーロ) 6.12 6.96

内、非継続事業(単位：ユーロ) 2.46 0.56

 

(1)
基本的および希薄化後１株当たり当期純利益の算定に使用した当期純利益とは、BNPパリバが発行した永久最劣後債(優先株

式同等物として扱われる)の利息分(会計処理上は配当金)と、買戻時には資本に直接認識される、関連する外国為替差損益の

影響を調整した後の親会社株主帰属当期純利益をいう。

 

　取締役会は、2024年５月14日の年次株主総会にて、2023年度の当期純利益から１株あたり4.60ユーロの配当を行

うことを提案する予定である(2022年度の当期純利益からは１株あたり3.90ユーロ)。

　提示された配当額は5,274百万ユーロ (2023年度の支払額は4,744百万ユーロ)であった。

　欧州中央銀行の認可を受けて2024年３月４日に導入された1,055百万ユーロの自己株式買戻制度により、この配

当額は2023年度の当期純利益の60％に引き上げられている。
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注９.b　少数株主持分

 

(単位：百万ユーロ)
資本金および
利益剰余金

資本に直接認識
され、純損益へ
再分類されない
資産および負債の

変動

資本に直接認識
され、純損益へ
再分類される

資産および負債の
変動

少数株主持分

2021年12月31日現在の残高 4,712 15 (106) 4,621

トルコにおけるIAS第29号初度適
用の影響

(14)  62 48

IFRS第17号への移行の影響 (9)  21 12

IFRS第９号への移行の影響 17  (26) (9)

2022年１月１日現在の残高 4,706 15 (49) 4,672

2021年度利益処分 (133)   (133)

増資および株式発行 34   34

少数株主持分に係る内部取引の
影響額

2   2

少数株主持分に影響を及ぼす
連結範囲の変更

(136)   (136)

少数株主持分の買戻に対する
債務額の変動

(157)   (157)

その他の変動 (2)   (2)

資本に直接認識される資産
および負債の変動

 6 87 93

2022年度純利益 400   400

2022年12月31日現在の残高 4,714 21 38 4,773

2022年度利益処分 (179)   (179)

増資および株式発行 316   316

株式報酬制度 1   1

永久最劣後債に係る配当 (3)   (3)

少数株主持分に係る内部取引の
影響額

21   21

少数株主持分に影響を及ぼす
連結範囲の変更

(90)   (90)

追加持分の取得または
持分の一部売却

(12)   (12)

少数株主持分の買戻に対する
債務額の変動

(225)   (225)

その他の変動    -

資本に直接認識される資産
および負債の変動

 (5) 97 92

2023年度純利益 431   431

2023年12月31日現在の残高 4,974 16 135 5,125
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・　主な少数株主

　少数株主持分の重要度は、関連子会社が当社グループの貸借対照表残高(グループ会社間取引やその残高の相殺

消去前の残高)や当社グループの損益計算書残高に及ぼす影響を踏まえて評価している。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年
12月31日現在

2023年12月31日終了事業年度

グループ会社
間取引相殺
消去前の
資産合計

営業収益
当期
純利益

当期純利益
および資本に
直接認識
される資産
および

負債の変動

少数株主
持分(％)

少数株主
帰属当期
純利益

当期純利益および
資本に直接認識
される資産および
負債の変動 -
少数株主帰属分

少数
株主への
配当金
支払額

BGL BNPパリバ・グループに
属する事業体の貢献額

97,504 1,922 674 766 34% 230 260 137

その他の少数株主持分      201 263 45

合計      431 523 182

 

(単位：百万ユーロ)

2022年
12月31日現在
IFRS第17号
および第９号
に基づく
修正再表示

2022年12月31日終了事業年度
IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示

グループ会社
間取引相殺
消去前の
資産合計

営業収益
当期
純利益

当期純利益
および資本に
直接認識
される資産
および

負債の変動

少数株主
持分(％)

少数株主
帰属当期
純利益

当期純利益および資
本に直接認識

される資産および
負債の変動 -
少数株主帰属分

少数
株主への
配当金
支払額

BGL BNPパリバ・グループに
属する事業体の貢献額

95,172 1,769 587 340 34% 189 128 81

その他の少数株主持分      211 365 52

合計      400 493 133

 

　BGL BNPパリバの資産について、少数株主の存在に関連する契約上の制約はない。

 

・　子会社の資本において少数株主持分を変動させた内部再編

 

　(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

親会社株主
帰属

少数株主
持分

親会社株主
帰属

少数株主
持分

TEB Finansman     

BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスから
TEB Holdingへの内部売却により、
当社グループの持分比率が72.5％に増加

(22) 22
  

その他 1 (1) 1 2

合計 (21) 21 1 2
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・　子会社の資本において少数株主持分を変動させた追加持分の取得および持分の一部売却

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日終了事業年度

2022年12月31日終了事業年度
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

親会社株主帰属 少数株主持分 親会社株主帰属 少数株主持分

Artigiancassa Spa     

合計持分の26.14％の追加取得により、
当社グループの持分が100％に増加

5 (9)
  

Dynamic Credit Group     

合計持分の25％の追加取得により、
当社グループの持分が73.65％に増加

(3) (4)
  

その他 (1) 1   

合計 1 (12) - -

 

・　少数株主持分の買戻に対するコミットメント

　当社グループは、一部事業体の取得に関連して、少数株主に対し、少数株主の保有持分にプット・オプションを

付与した。

　株主資本の減少として計上される、これらのコミットメントの総額は、2023年12月31日現在で510百万ユーロ

(2022年12月31日現在は361百万ユーロ)である。

 

注９.c　法的手続および仲裁

　BNPパリバ(以下、「当行」という。)は、現在、複数の法域において、通常業務(特に、当行が市場取引相手、貸

手、雇用主、投資家および納税者として営む業務に関連する者を含む)の過程で生じる様々な請求、係争および法

的手続(司法当局または監督当局による捜査を含む)の当事者となっている。

　当行は、関連リスクを評価し、しかるべき場合には、当該リスクを、注５.n「偶発債務等引当金」に開示されて

いる引当金の対象としている。過去の事象に起因する債務を決済するために経済的便益を持つ資源の流出が必要と

なる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に引当金が認識される。

　2023年12月31日現在の係争中の法的手続き、行政手続きまたは仲裁手続きに関する主な偶発債務については以下

に記載されている。当行は、今のところ、これらの手続きが当行の財政状態にも収益性にも深刻な悪影響を及ぼす

可能性はないと考えているが、その性質上、法的手続きまたは行政手続きの結果を予測することはできない。

　当行と特定の子会社は、バーナード・L・マドフ証券投資有限責任会社(以下「BLMIS」という。)の清算のために

任命された破産管財人が米国ニューヨーク州南部地区破産裁判所に対し提起した係争中のいくつかの訴訟の被告と

なっている。「資金回収請求」訴訟として知られているこれらの訴訟は、BLMISの破産管財人が米国連邦破産法と

ニューヨーク州法に基づき複数の金融機関に対し提起している訴訟と同様の訴訟で、当行の関連会社が、BLMISか

ら直接または当行の関連会社が受益者であるBLMIS関連の「フィーダー・ファンド」を通じて間接的に引き出した

と主張されている金額の資金の回収を目的とする訴訟である。
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　米国の破産裁判所や連邦地方裁判所が2016年から2018年にかけて言い渡した特定の判決に基づき、BLMISの破産

管財人が提起した法的措置の大部分は、棄却されたか、争点が大幅に縮小されたが、当該判決は、米国第２巡回区

連邦控訴裁判所がその後の2019年２月25日と2021年８月30日に言い渡した判決により、破棄されるか、事実上覆さ

れたため、BLMISの破産管財人は、これらの訴訟の一部を再提起し、2023年５月末現在、総額約12億米ドルの請求

権を主張している。当行は、これらの訴訟において十分な根拠に基づく説得力のある抗弁を行えるだけの情報を

持っているため、必要な抗弁を積極的に行っている。

　ベルギーにおいては、2009年における当行へのBNPパリバ・フォルティス株の一部譲渡が無効であったとして、

旧フォルティス・グループの少数株主が、(特に)当行に対し当該譲渡に伴う損害の賠償を求める訴訟を、ベルギー

王国国有資産運用会社(Société fédérale de Participations et d'Investissement)、Ageasおよび当行に対し提

起している。2016年４月29日には、ブリュッセルの商事裁判所が、ベルギーにて係争中のフォルティスを当事者と

する刑事訴訟が結審するまで、この法的手続きを中断する決定を下した。担当検事が棄却を求めた当該刑事訴訟

は、ブリュッセル第一審裁判所の評議会が2020年９月４日に本件は時効であるとする判決(その後に確定)を言い渡

したため結審した。一部の少数株主が、ブリュッセルの商事裁判所にて当行およびベルギー王国国有資産運用会社

に対する民事訴訟を継続しているため、当行も、当該株主からの訴えに対する抗弁を積極的に継続している。

　2020年２月26日には、パリの刑事裁判所が、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスが商慣行を誤解させ隠蔽し

たとして有罪との見解を示した。BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、187,500ユーロの罰金に加え損害賠償

金および訴訟費用を民事訴訟の原告に支払うよう命じられた。2023年11月28日に、パリ控訴裁判所は、誤解を招く

商慣行およびその隠蔽に関しパリ刑事裁判所の判決を支持した。民事訴訟の原告に負う損害賠償については、パリ

控訴裁判所が算定方法を調整したが、損害賠償の大部分は既にパリ刑事裁判所の判決の仮執行により支払済であっ

た。また、"Consommation Logement Cadre de Vie"（消費・住宅・環境）協会との間で、本件の和解を望む顧客と

和解する旨の契約も締結された。

銀行業務、投資業務、ミューチュアル・ファンド業務およびブローカレッジ業務を営んでいる他の多くの金融機

関と同様に、当行も、各監督当局、政府当局または自主規制機関から様々な情報提供要請を受けており、これらの

当局や機関による調査の対象となる可能性がある。当行は、当該要請に応じており、関連当局および規制機関と協

力して、提起され得る問題への対応やその是正に取り組んでいる。

　2023年度に、BNPパリバの施設は（他の金融機関の施設とともに）フランス金融検察局の捜索を受けた。BNPパリ

バは、同局がフランスの証券取引に関する予備調査を開始したとの通知を受けた。

　当行の財政状態および収益性のいずれに対しても、深刻な影響を及ぼした可能性がある、または過去12ヶ月の間

に深刻な影響を与えた、他の法的手続き、行政手続きまたは仲裁手続き(係争中のものまたは提起され得るものを

含む)はなかった。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 817/1141



注９.d　企業結合および支配権または重要な影響力の喪失

2023年度における取引

・　ステランティス（Stellantis）とのパートナーシップ

2023年４月３日に、BNPパリバ・パーソナル・ファイナンスは、３ヶ国の戦略的市場（ドイツ、オーストリアお

よび英国）のファイナンス業務において、ステランティスのキャプティブ・カンパニーの独占的パートナーとなっ

た。

この取引は、当該３ヶ国における事業体３社の取得を伴い、さらにフランス、イタリアおよびスペインにおける

ステランティスの様々な共同支配企業に対する事業売却も含まれた。

この再編により、当社グループの貸借対照表計上額が80億ユーロ増加（特に、償却原価で測定する金融資産が増

加）し、54百万ユーロの正味売却益および143百万ユーロののれんが認識された。

 

2022年度における取引

・　ベルギー王国郵政公社銀行(Bポスト・バンク、bpost banque)

　BNPパリバ・フォルティスは、2022年１月３日にBポスト・バンクの残余持分である50％を取得した。

　このためBNPパリバ・グループは、同社を独占的に支配できる状態となり、2022年度第１四半期からは同社を全

部連結している。

　この取得により、取得日には、当社グループの貸借対照表計上額が120億ユーロ増加(特に、償却原価で測定する

金融資産は110億ユーロ増加)し、損益計算書勘定に245百万ユーロの負ののれんが認識された。

 

・　アクセプタ株式会社(Axepta SpA)

　2022年１月４日に、イタリア共和国立労働銀行が、ワールドライン・マーチャント・サービシーズ・イタリア

(Worldline Merchant Services Italia、旧アクセプタ株式会社)に対する持分の80％を売却した。

　このためBNPパリバ・グループは、同社の独占的支配権を喪失したが、同社に対する重要な影響力は維持してい

る。

　この売却の結果として生じた204百万ユーロは、「長期性資産に係る純利益」勘定に認識された。

　20％の残余持分は、41百万ユーロののれんを含む再測定後の価額で持分法により連結された。

 

・　フロア（Floa）

　2022年１月31日に、当行は、フロアに対する持分の100％を取得した。

このためBNPパリバ・グループは、同社を独占的に支配できる状態となり、2022年度第１四半期からは同社を全部

連結している。

　取得日には、当社グループの貸借対照表計上額(特に、償却原価で測定する金融資産)が20億ユーロ増加した。

　この取得に関して生じたのれんは122百万ユーロであった。
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・　ウクルシブバンク(UkrSibbank)

　ロシア・ウクライナ紛争の勃発を受け、当社グループは、その子会社であるウクルシブバンクの支配状況を再評

価し、同社の独占的支配権は喪失したが同社に対する重要な影響力は維持しているという結論に達した。このため

当社グループは、2022年３月１日より、持分法を用いて同社を連結している。

　この独占的支配権の喪失により、-159百万ユーロの売却損認識と、「長期性資産に係る純利益」勘定に認識され

ていた-274百万ユーロの、為替差額に係る資産および負債の累積変動額は損益計算書に再分類された。

　独占的支配権の喪失日には、当社グループの貸借対照表計上額(特に、償却原価で測定する金融資産)が20億ユー

ロ減少した。

 

・　テルベルグ・リーシング・グループ非公開株式会社(Terberg Leasing Group BV)

　2022年11月30日に、アルバル・サービス・リース(Arval Service Lease)がテルベルグ・リーシング・グループ

非公開株式会社の100％を取得した。

　このためBNPパリバ・グループは、両社を独占的に支配できる状態となり、2022年度第４四半期からは両社を全

部連結している。

　取得日には、当社グループの貸借対照表計上額(特に有形固定資産)が10億ユーロ増加した。

　この取得に関して生じたのれんは92百万ユーロであった。

 

注９.e　非継続事業

　2021年12月18日に、当行は、バンクウェストの資金生成単位が営んでいる米国のリテールおよびコマーシャルバ

ンキング業務の100％を総額163億米ドルの現金対価で売却する契約をBMOフィナンシャル・グループと締結した。

　この取引は、BMOフィナンシャル・グループがすべての規制当局から承認を得た後の2023年２月１日に完了し

た。

　上記契約の対象である資産のグループは、大半が、同種のバンクウェスト・グループ事業体(注９.k「連結の範

囲」のD2参照)で構成されている。

　売却目的で保有する資産と負債のグループに関するIFRS第５号の求めに従い、当社グループの連結財務諸表は、

2021年12月以降、バンクウェストに関する情報が次のように個別表示されるよう調整されている。

－　資産は、貸借対照表の独立勘定である「売却目的で保有する資産」に再分類されている。

－　負債は、独立勘定である「売却目的で保有する資産関連の負債」に再分類されている。

－　資本に計上される、資産および負債の再評価に関する額は、当期純利益ならびに資本に直接認識される資産お

よび負債の変動計算書に個別表示されている。

－　収益および費用は、損益計算書の独立勘定である「非継続事業からの純利益」に再分類されている。この勘定

には、バンクウェストとの内部取引から生じる収益および費用が含まれているが、売却後は、当社グループが

当該収益を得たり費用を負担したりすることはない予定である。
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－　現金および現金同等物の正味変動は、キャッシュ・フロー計算書に個別表示されている。

この売却は2023年２月１日に実現し、その結果、「売却目的で保有する資産」が870億ユーロ減少した。

この売却に伴う正味キャピタル・ゲインは29億ユーロであった。

 

注９.f　子会社、共同支配企業および関連会社に係る重要な制約

当社グループへ資金を移動させる事業体の能力に関する重要な制約

　事業体が配当金を支払う能力、または借入金を返済する能力は、当該事業体の財政状態および経営成績に加え、

特に、自己資本や法定準備金に関する現地の規制上の要求事項によって決まる。2023年度中には、規制上の要求事

項に関するものを除き、BNPパリバ・グループの事業体が受けた重要な制約はなかった。

 

連結ストラクチャード・エンティティが保有する資産を当社グループが使用する能力に関する重要な制約

第三者投資家が投資を行っている連結ストラクチャード・エンティティの資産の利用については、当該エンティ

ティの資産が持分保有者または証券保有者のために留保されているため制約を受けている。これらの資産は2023年

12月31日現在、420億ユーロ(2022年12月31日現在は370億ユーロ)であった。

 

担保として供されているまたは買戻契約に利用している資産を当社グループが使用する能力に関する重要な制約

BNPパリバ・グループが担保として供している、または買戻契約に利用している金融商品については、注記５.p

および７.dに記載されている。

 

流動性準備金に関する重要な制約

　流動性準備金に関する重要な制約は、一括登録書類第５章の「流動性リスク」に記載されている中央銀行への強

制的な預け金と一致している。

 

ユニットリンク型保険契約の資産

　純損益を通じて公正価値で測定するものに指定されているユニットリンク型保険契約の資産(2023年12月31日現

在で958億ユーロ、2022年12月31日現在（IFRS第17号および第９号に基づく修正再表示）では885億ユーロ)は、こ

れらの契約保有者の便益のために保有されている。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 820/1141



注９.g　ストラクチャード・エンティティ

　BNPパリバ・グループは、主として、オリジネーターまたはスポンサーとしての金融資産の証券化、ファンド運

用および専門的なアセット・ファイナンスなどを通じて、スポンサー先であるストラクチャード・エンティティと

の取引を行っている。

　また、BNPパリバ・グループは、特に、ファンドまたは証券化ビークルへの投資を通じて、スポンサー先ではな

いストラクチャード・エンティティとの取引も行っている。

　ストラクチャード・エンティティの支配を評価する方法の詳細については、注記１.b.２「連結の方法」に記載

されている。

 

連結ストラクチャード・エンティティ

　連結ストラクチャード・エンティティの主なカテゴリーは以下の通りである。

 

-　ABCP(資産担保コマーシャルペーパー)コンデュイット：ABCP証券化コンデュイットであるスターバードおよび

マッチポイントは、顧客に代わってBNPパリバ・グループが運用する証券化取引の資金を調達している。これら

のコンデュイットによる資金調達方法と当グループのリスク・エクスポージャーに関する詳細は、一括登録書

類第５章「顧客に代わってスポンサーとして行った証券化取引／短期のリファイナンス」に記載されている。

-　自己勘定の証券化：BNPパリバ・グループが組成し保有する自己勘定の証券化ポジションの詳細は、一括登録書

類第５章「自己勘定の証券化業務(オリジネーター)」に記載されている。

-　当社グループが運用するファンド：BNPパリバ・グループは、ファンド・マネージャー、投資家、カストディア

ンまたは保証人となる可能性がある様々な種類のファンドを組成している。これらのファンドは、当社グルー

プがマネージャーかつ重要な投資家であり、それゆえに変動リターンにさらされている場合に連結されてい

る。

 

非連結ストラクチャード・エンティティ

　BNPパリバ・グループは、顧客のニーズに応えるために、通常の業務を通じて非連結ストラクチャード・エン

ティティとの取引を締結している。

 

スポンサー先である非連結ストラクチャード・エンティティに対する持分に関する情報

　スポンサー先である非連結ストラクチャード・エンティティの主なカテゴリーは以下の通りである。

-　証券化：BNPパリバ・グループは、直接あるいは連結ABCPコンデュイットのいずれかにより、顧客がその資産を

通じた資金調達を行えるよう、証券化ビークルを組成している。各ビークルは、主として顧客資産を裏付けと

し、その償還が当該資産のパフォーマンスと連動した債券を発行することにより、顧客資産(債権、債券等)取

得のための資金を調達している。
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-　ファンド：当社グループは、顧客に投資機会を提供することを目的として、ファンドを組成し運用している。

専用ファンドまたは上場ファンドは、機関投資家および個人投資家向けに売り出されており、BNPパリバ・グ

ループが販売し、商業的な面からモニタリングしている。これらのファンドの運用を行っているBNPパリバ・グ

ループの事業体は、運用管理報酬と成功報酬を受領する場合がある。BNPパリバ・グループはそのファンドの中

でユニットを保有しているほか、BNPパリバ・グループが運用を行っていない保険部門が扱うファンドでもユ

ニットを保有する場合がある。

-　アセット・ファイナンス：BNPパリバ・グループは、リースを目的として資産(航空機、船舶など)を取得するス

トラクチャード・エンティティを設立して資金を融資しており、当該ストラクチャード・エンティティが受領

したリース料はそのストラクチャード・エンティティが保有する資産を担保とする借入金の返済に充てられて

いる。

-　その他：顧客の代わりに、当社グループは資産への投資やデットリストラクチャリングに関与するエンティ

ティの組成も行う場合がある。

 

　非連結のストラクチャード・エンティティに対する持分は、契約上または非契約上の関係を通じて、BNPパリ

バ・グループを当該エンティティのパフォーマンスから生じる変動リターンにさらすことになる。

　スポンサー先であるストラクチャード・エンティティに対する保有持分に関連した、当社グループの資産および

負債は以下の通りである。

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

証券化 ファンド
アセット・
ファイナンス

その他 合計

当社グループの貸借対照表に係る
持分

     

資産      

純損益を通じて公正価値で測定する金融
商品

1 1,374 1 480 1,856

ヘッジ目的デリバティブ 7 1,005 9 16 1,037

資本を通じて公正価値で測定する金融商
品

105    105

償却原価で測定する金融資産 23,623 262 1,992 37 25,914

その他の資産  84  1 85

保険業務に関連する投資およびその他の
資産

 41,406   41,406

資産合計 23,736 44,131 2,002 534 70,403

負債      

純損益を通じて公正価値で測定する金融
商品

 528 41 438 1,007

ヘッジ目的デリバティブ     -

償却原価で測定する金融負債 116 13,223 242 299 13,880

その他の負債 2 251 57  310

負債合計 118 14,002 340 737 15,197

最大損失エクスポージャー 34,922 44,657 3,097 1,517 84,193

ストラクチャード・エンティティの

規模
(1) 199,055 344,598 6,611 4,362 554,626
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2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示
(単位：百万ユーロ)

証券化 ファンド
アセット・
ファイナンス

その他 合計

当社グループの貸借対照表に係る
持分

     

資産      

純損益を通じて公正価値で測定する金融
商品

7 1,468 - 449 1,924

ヘッジ目的デリバティブ 9 1,067 13 19 1,108

資本を通じて公正価値で測定する金融商
品

147    147

償却原価で測定する金融資産 21,058 278 2,150 228 23,714

その他の資産 2 110 26  138

保険業務に関連する投資およびその他の
資産

 34,933   34,933

資産合計 21,223 37,856 2,189 696 61,964

負債      

純損益を通じて公正価値で測定する金融
商品

14 597 53 230 894

ヘッジ目的デリバティブ      

償却原価で測定する金融負債 553 10,907 181 27 11,668

その他の負債 4 296 117  417

負債合計 571 11,800 351 257 12,979

最大損失エクスポージャー 29,679 38,505 3,527 753 72,464

ストラクチャード・エンティティの

規模
(1) 163,455 308,773 5,755 4,365 482,348

 

(1)
スポンサー先であるストラクチャード・エンティティの規模は、証券化ビークルであるストラクチャード・エンティティの

資産総額、ファンド(第三者に運用を一任しているファンドは除く)の純資産価値、アセット・ファイナンスとその他のスト

ラクチャーに対する、ストラクチャード・エンティティの資産総額またはBNPパリバ・グループのコミットメント金額の合

計に等しい。

 

　スポンサー先であるストラクチャード・エンティティに係るBNPパリバ・グループの最大損失エクスポージャー

は、資本を通じて公正価値で測定され、その価値変動が資本に直接計上される資産を除いた資産の帳簿価額に、融

資コミットメントおよび保証コミットメントの契約金額、ならびに引き受けたクレジット・デフォルト・スワップ

(以下「CDS」という。)の想定元本金額を加えた金額である。

 

スポンサー先ではないストラクチャード・エンティティに対する持分に関する情報

　スポンサー先ではないストラクチャード・エンティティに対する投資家として、BNPパリバ・グループが保有す

る主な持分の詳細は以下の通りである。

－　保険事業部門が保有し、当社グループが運用を行っていないファンドのユニット：ユニットリンク保険または

損害保険ファンドの保険料に関連した投資に対応する資産配分戦略の一環として、保険事業部門ではストラク

チャード・エンティティのユニットを保有している。これらの短期投資または中期投資は財務パフォーマンス

の観点から保有され、事業に特有のリスク分散基準を充足したものとなっている。これらの額は、2023年12月

31日現在260億ユーロ(2022年12月31日現在は270億ユーロ)にのぼっている。これらの投資に関連した価値の変

動とリスクの大半は、ユニットリンク契約に係る資産の場合には保険契約者に帰属し、一般勘定に係る資産の

場合には保険会社に帰属している。
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－　グループが運用していないファンドへのその他の投資：トレーディング業務の一環として、BNPパリバ・グ

ループはストラクチャード・エンティティへの運用にも組成にも関与せず(ミューチュアル・ファンド、証券

ファンド、オルタナティブ・ファンドへの投資)、主として顧客へ売却するストラクチャード商品の経済的

ヘッジを目的として、係るエンティティへの投資を行っている。当社グループは、ベンチャー・キャピタル事

業の一環として、企業を支援するために投資ファンドへのマイノリティー投資も行っている。これらの融資の

額は、2023年12月31日現在120億ユーロ(2022年12月31日現在は80億ユーロ)にのぼっている。

－　証券化ビークルへの投資：保有されている証券に関する、当社グループのエクスポージャーおよびその内容

は、一括登録書類第５章「投資家としての証券化」に記載されている。

　加えてBNPパリバ・グループは、そのアセット・ファイナンス業務の枠組みの中で、リース用資産(航空機、船舶

など)の取得を目的に顧客が設立したまたは顧客のために設立されたストラクチャード・エンティティへの融資も

行っている。これらの融資の額は、2023年12月31日現在60億ユーロ(2022年12月31日現在は40億ユーロ)にのぼって

いる。

 

注９.h　当社グループの役員に対する報酬および給付

　当社グループの役員やその配偶者および扶養児童は関連当事者としてみなされている。

　当社グループの役員に対する報酬および給付についての方針、ならびに各役員に対する報酬等に関する詳細情報

は、一括登録書類第２章「企業統治」に記載されている。

 

・　当社グループの役員および従業員代表取締役に対する報酬および給付

 

(単位：ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

報酬総額   

当年度に支給された報酬総額（現物給付を含む） 9,319,675 9,220,047

取締役としての勤務期間に連動する報酬（労働組合に支給） 428,648 415,328

福利厚生給付：当年度におけるBNPパリバの保険料支払額 26,788 26,494

退職後給付 1,141,635 1,123,483

株式報酬：条件付長期インセンティブ制度（LTIP）

―付与日現在の公正価値
(1) 1,404,857 1,748,965

 

(1) 注８.eに記載の手法に基づき算定された評価額。

 

　2023年12月31日現在、付随的追加型団体年金制度の対象となる役員はいなかった。

 

・　取締役会のメンバーに支給された取締役としての勤務期間に連動する報酬

　2023年度において取締役会の全メンバーに支給された取締役としての勤務期間に連動する報酬は、2022年度と同

額の1,540,000ユーロである。2023年度における役員以外のメンバーへの支給額は、1,410,484ユーロ(2022年度は

1,413,560ユーロ)であった。
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・　当社グループの役員に付与された貸出金、前渡金および保証

　2023年12月31日時点での、間接的または直接的に当社グループの役員、配偶者および扶養児童に供与された貸出

金残高の総合計は、5,770,986ユーロ(2022年12月31日時点では5,179,096ユーロ)である。通常取引に相当するこの

貸出は、第三者間取引の基準に基づき行われている。

 

注９.i　その他の関連当事者

　BNPパリバ・グループの関連当事者とは、連結会社(持分法により連結する事業体を含む)および当社グループ従

業員に提供する退職後給付制度を運営する事業体(複数雇用主および複数産業スキームを除く)である。

　BNPパリバ・グループと関連当事者間の取引は、第三者間取引の基準に基づき行われている。

 

連結会社間の関係

　BNPパリバ・グループの連結会社の明細表は注９.k「連結の範囲」に示されている。全部連結事業体間の取引お

よび期末残高については連結財務諸表から消去している。下記の表には、持分法で計上している事業体との取引を

示している。

 

・　関連当事者取引の残高：

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日現在

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

共同支配企業 関連会社 共同支配企業 関連会社

資産     

要求払預け金  5  4

貸出金 3,510 88 3,436 91

有価証券 356  440  

その他の資産 1 52 3 72

保険業務に関連する投資およびその他
の資産

 3 1  

資産合計 3,867 148 3,880 167

     

負債     

要求払預り金 337 1,118 166 1,243

その他の借入金 46 588 73 826

その他の負債 4 18 2 30

保険業務に関連する負債  195 1 190

負債合計 387 1,919 242 2,289

     

融資コミットメントおよび
保証コミットメント

    

供与した融資コミットメント 19 538 24 143

供与した保証コミットメント 7 111 65 120

融資コミットメントおよび
保証コミットメント合計

26 649 89 263
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　当社グループは、関連当事者との間で、デリバティブ(スワップ、オプションおよび先渡取引など)ならびに関連

当事者が購入または引受および発行する金融商品(株式、債券など)を伴うトレーディング取引も行っている。

 

・　関連当事者の損益計算書項目

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日終了事業年度

2022年12月31日終了事業年度
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示

共同支配企業 関連会社 共同支配企業 関連会社

受取利息 155 9 43 9

支払利息 (13) (75) (2) (15)

受取手数料 1 284 1 288

支払手数料 (1) (78) (1) (78)

提供したサービス  2  29

受けたサービス     

リース収益     

保険業務収益(純額)  8 (2) (2)

合計 142 150 39 231

 

当社グループ従業員に提供する退職後給付制度を運営するグループ事業体

　ベルギーでは、BNPパリバ・グループが25％の株式持分を有するAG Insuranceが管理するいくつかの年金制度に

対し、BNPパリバ・フォルティスが資金を拠出している。

　他国では、退職後給付制度は通常、外部の運用会社や外部の保険会社が運用しており、場合によっては、BNPパ

リバ・アセット・マネジメントを中心とする当社グループの会社が運用する。

　2023年12月31日現在、当社グループの会社または当社グループが重要な影響力を行使している会社が運用する制

度資産の価値は3,864百万ユーロ(2022年12月31日現在は3,689百万ユーロ)であった。2023年12月31日終了事業年度

に当社グループの会社が提供したサービスに関連して受領した金額は合計５百万ユーロ(2022年12月31日現在では

５百万ユーロ)であり、主に運用・保管手数料であった。

 

注９.j　償却原価で計上する金融商品の公正価値

　この注記に記載されている情報の利用および解釈にあたっては、以下の理由により慎重を期さなければならな

い。

－　これらの公正価値は2023年12月31日現在の関連商品の価値の見積りである。当該公正価値は、金利や契約相手

先の信用度といった様々なパラメーターの変更により、日々変動する。特に、当該商品の満期到来時における実

際の受領額または支払額と大幅に異なる場合がある。多くの場合、公正価値は直ちに実現することを意図されて

いるのではなく、また実際に直ちに実現しない可能性がある。したがって、継続企業としてのBNPパリバにとっ

て、公正価値は当該商品の実際の価値を反映するものではない。

－　これらの公正価値のほとんどは重要な意味を持たないため、これらの商品を利用する商業銀行業務の管理にお

いて考慮されていない。
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－　取得原価で計上する金融商品の公正価値の見積りには、銀行毎に異なるモデリング技法、仮説および仮定が必

要となる場合が多い。これはすなわち、様々な銀行により開示されている取得原価で計上する金融商品の公正価

値を比較しても意味がない場合があることを意味している。

－　以下に記載されている公正価値は、ファイナンス・リース取引および非金融商品(有形固定資産、のれん、な

らびに要求払預金ポートフォリオや顧客関係に起因する価値などのその他の無形資産)の公正価値は含んでいな

い。したがって、これらの公正価値を、当該商品のBNPパリバ・グループ全体の評価に対する実際の寄与額とみ

なすべきではない。

 

2023年12月31日現在
(単位：百万ユーロ)

見積公正価値
帳簿価額

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産      

金融機関および顧客貸出金および

債権
(1)  91,565 719,554 811,119 835,860

償却原価で測定する負債証券
(注５.e)

88,984 29,720 989 119,693 121,161

金融負債      

金融機関および顧客預金  1,083,782  1,083,782 1,083,724

負債証券(注５.h) 77,165 115,102  192,267 191,482

劣後債(注５.h) 17,128 7,588  24,716 24,743

 

(1)
ファイナンス・リースは除く

 

2022年12月31日現在
IFRS第17号および第９号
に基づく修正再表示
(単位：百万ユーロ)

見積公正価値
帳簿価額

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産      

金融機関および顧客貸出金および

債権
(1)  92,635 731,555 824,190 848,145

償却原価で測定する負債証券
(注５.e)

85,758 26,235 771 112,764 114,014

売却目的で保有する資産 4,440 9,980 53,325 67,746 72,176

金融負債      

金融機関および顧客預金  1,132,282  1,132,282 1,132,774

負債証券(注５.h) 64,889 90,215  155,104 155,359

劣後債(注５.h) 17,193 6,627  23,820 24,160

売却目的で保有する資産に関連する
負債

 74,567  74,567 74,563

 

(1)
ファイナンス・リースは除く
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　BNPパリバが使用する評価技法および仮定は、償却原価で計上する金融資産および金融負債の公正価値を当社グ

ループ全体で一貫して測定できることを確実にするものである。公正価値は、利用可能な場合には活発な市場で取

引される価格に基づいている。それ以外の場合には、注１「BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針

の要約」に記載されている通り、貸出金、負債および償却原価で測定する負債証券については見積将来キャッ

シュ・フローの割引といった評価技法を用いて、その他の金融商品については特定の評価モデルなどの評価技法を

用いて、公正価値を決定する。公正価値ヒエラルキーレベルに関する説明は、会計原則(注１.f.10参照)にも記載

してある。当初の満期が１年未満(要求払預金を含む)の貸出金、負債および償却原価で測定する負債証券の場合、

またはほとんどの規制貯蓄商品の場合、公正価値は帳簿価額と一致する。これらの金融商品は、レベル３に分類さ

れる顧客への貸出金を除きレベル２に分類されている。
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注９.k　連結の範囲

　フランス共和国にて登記された株式会社であるBNPパリバは、当社グループの支配(親)会社で、ホールセールバ

ンキング(CIB)部門、コマーシャル＆個人向けバンキングサービス(CPBS)部門ならびにインベストメント＆プロテ

クションサービス(IPS)部門の３事業部門において重要な地位を築いている。

　当事業年度中には、親会社の名称変更はなかった。BNPパリバは、主にフランス国内で事業を営んでおり、その

本部は、16 boulevard des Italiens 75009 Paris, Franceに置かれている。

 

会社名 国名

2023/12/31

2022/12/31

IFRS第17号および９号

に基づく修正再表示

連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照

BNP Paribas SA フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1)    

BNPP SA (アルゼンチン支店) アルゼンチン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (オーストラリア支店) オーストラリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (オーストリア支店) オーストリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (バーレーン支店) バーレーン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ベルギー支店) ベルギー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ブルガリア支店) ブルガリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (カナダ支店) カナダ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (チェコ共和国支店) チェコ共和国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (デンマーク支店) デンマーク 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (フィンランド支店) フィンランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ドイツ支店) ドイツ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ギリシャ支店) ギリシャ 連結  100% 100%  連結  100% 100% E2

BNPP SA (ガーンジー支店) ガーンジー 連結  100% 100%  連結  100% 100% E2

BNPP SA (香港支店) 香港 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ハンガリー支店) ハンガリー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (インド支店) インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (アイルランド支店) アイルランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (イタリア支店) イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (日本支店) 日本 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ジャージー支店) ジャージー 連結  100% 100%  連結  100% 100% E2

BNPP SA (クウェート支店) クウェート 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ルクセンブルク支店) ルクセンブルク 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (マレーシア支店) マレーシア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (モナコ支店) モナコ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (オランダ支店) オランダ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ノルウェー支店) ノルウェー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (パナマ支店) パナマ          S1

BNPP SA (フィリピン支店) フィリピン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ポーランド支店) ポーランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ポルトガル支店) ポルトガル 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (カタール支店) カタール 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (大韓民国支店) 大韓民国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ルーマニア支店) ルーマニア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (サウジアラビア支店) サウジアラビア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (シンガポール支店) シンガポール 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (南アフリカ支店) 南アフリカ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (スペイン支店) スペイン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (スウェーデン支店) スウェーデン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (スイス支店) スイス 連結  100% 100%  連結  100% 100% E2

BNPP SA (台湾支店) 台湾 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (タイ支店) タイ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (アラブ首長国連邦支店) アラブ首長国連邦 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (英国支店) 英国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (米国支店) 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP SA (ベトナム支店) ベトナム 連結  100% 100%  連結  100% 100%  
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会社名 国名

2023/12/31

2022/12/31

IFRS第17号および９号

に基づく修正再表示

連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照

ホールセールバンキング部門            

EMEA(欧州諸国、中東諸国、アフリカ諸

国)
           

フランス            

Atargatis
s フランス          S4

Austin Finance
s フランス     S4 連結  - -  

BNPP Financial Markets (Ex- BNPP

Arbitrage)
フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

BNPP Securities Services フランス          S4

BNPP Securities Services (オースト

ラリア支店)
オーストラリア          S4

BNPP Securities Services (ベルギー

支店)
ベルギー          S4

BNPP Securities Services (ドイツ支

店)
ドイツ          S4

BNPP Securities Services (ギリシャ

支店)
ギリシャ          S4

BNPP Securities Services (ガーン

ジー支店)
ガーンジー          S4

BNPP Securities Services (香港支

店)
香港          S4

BNPP Securities Services (ハンガ

リー支店)
ハンガリー          S4

BNPP Securities Services (アイルラ

ンド支店)
アイルランド          S4

BNPP Securities Services (イタリア

支店)
イタリア          S4

BNPP Securities Services (ジャー

ジー支店)
ジャージー          S4

BNPP Securities Services (ルクセン

ブルク支店)
ルクセンブルク          S4

BNPP Securities Services (オランダ

支店)
オランダ          S4

BNPP Securities Services (ポーラン

ド支店)
ポーランド          S4

BNPP Securities Services (ポルトガ

ル支店)
ポルトガル          S4

BNPP Securities Services (シンガ

ポール支店)
シンガポール          S4

BNPP Securities Services (スペイン

支店)
スペイン          S4

BNPP Securities Services (スイス支

店)
スイス          S4

BNPP Securities Services (英国支

店)
英国          S4

Compagnie d'Investissement

Italiens
s フランス          S4

Compagnie d'Investissement Opéra
s フランス          S4

Ellipsis Asset Management フランス          S2

Eurotitrisation フランス 持分法  22.0% 22.0% V4 持分法  21.7% 21.7%  

Exane フランス     S4 連結  100% 100%  

Exane (ドイツ支店) ドイツ     S4 連結  100% 100%  

Exane (イタリア支店) イタリア     S4 連結  100% 100%  

Exane (スペイン支店) スペイン     S4 連結  100% 100%  

Exane (スウェーデン支店) スウェーデン     S4 連結  100% 100%  

Exane (スイス支店) スイス     S4 連結  100% 100%  

Exane (英国支店) 英国     S4 連結  100% 100%  

Exane Asset Management フランス 持分法  35.0% 35.0% V2 持分法  51.0% 51.0% V1

Exane Derivatives フランス     S4 連結  100% 100%  

Exane Derivatives (イタリア支店) イタリア          S1
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会社名 国名

2023/12/31

2022/12/31

IFRS第17号および９号

に基づく修正再表示

連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照

フランス(続き)            

Exane Derivatives (スイス支店) スイス     S4 連結  100% 100%  

Exane Derivatives (英国支店) 英国     S4 連結  100% 100%  

Exane Derivatives Gerance フランス     S4 連結  100% 100%  

Exane Finance フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Exane Participations フランス          S4

FCT Juice
t フランス 連結  - -  連結  - -  

Financière des Italiens
s フランス     S4 連結  - -  

Financière du Marché Saint Honoré フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Financière Paris Haussmann
s フランス          S4

Financière Taitbout
s フランス          S4

Mediterranea
s フランス          S4

Optichamps
s フランス     S4 連結  - -  

Parilease フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

Participations Opéra
s フランス     S4 連結  - -  

Services Logiciels d'Intégration

Boursière
フランス 持分法 (3) 66.6% 66.6%  持分法 (3) 66.6% 66.6%  

Services Logiciels d'Intégration

Boursière (ポルトガル支店)
ポルトガル 持分法 (3) 66.6% 66.6% E2      

SNC Taitbout Participation 3 フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Société Orbaisienne de

Participations
フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Uptevia SA フランス 持分法 (3) 50.0% 50.0% E3      

Verner Investissements フランス          S4

Verner Investissements NewCo1 フランス          S4

Verner Investissements NewCo2 フランス          S4

            

他の欧州諸国            

Allfunds Group PLC 英国 持分法  12.1% 12.0%  持分法  12.1% 12.0% V2

Aquarius + Investments PLC
t アイルランド          S3

Aries Capital DAC アイルランド 連結  100%   連結  100%   

AssetMetrix ドイツ 持分法  22.3% 22.3% V4 持分法  20.8% 20.8% V4

Auseter Real Estate Opportunities

SARL
t ルクセンブルク          S2

BNP PUK Holding Ltd 英国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Bank JSC ロシア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Emissions Und Handels GmbH ドイツ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Fund Administration Services

Ireland Ltd
アイルランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Invest Holdings BV オランダ          S1

BNPP Ireland Unlimited Co アイルランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Islamic Issuance BV オランダ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Issuance BV オランダ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Net Ltd 英国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Prime Brokerage International

Ltd
アイルランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Suisse SA スイス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Suisse SA (ガーンジー支店) ガーンジー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Technology LLC ロシア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Trust Corp UK Ltd 英国 連結  100% 100%  連結  100% 100% E1

BNPP Vartry Reinsurance DAC アイルランド 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Diamante Re SRL イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Ejesur SA スペイン     S1 連結  100% 100%  

Ellipsis AM Suisse SARL スイス          S2

Exane Solutions Luxembourg SA ルクセンブルク 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Expo Atlantico EAII Investimentos

Imobiliarios SA
s ポルトガル 連結  - -  連結  - - E2

Expo Indico EIII Investimentos

Imobiliarios SA
s ポルトガル 連結  - -  連結  - - E2

FScholen ベルギー 持分法 (3) 50.0% 50.0%  持分法 (3) 50.0% 50.0%  
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Greenstars BNPP ルクセンブルク 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Kantox European Union SL スペイン 連結  100% 100% V1/D8      

Kantox Holding Ltd 英国 連結  100% 100% V1/D8 持分法  9.5% 9.5%  

Kantox Ltd 英国 連結  100% 100% V1/D8      

Madison Arbor Ltd
t アイルランド 連結  - -  連結  - -  

Matchpoint Finance PLC
t アイルランド 連結  - -  連結  - -  

Ribera Del Loira Arbitrage スペイン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Securasset SA ルクセンブルク 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Single Platform Investment

Repackaging Entity SA
ルクセンブルク 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Utexam Logistics Ltd アイルランド     S3 連結  100% 100%  

Utexam Solutions Ltd アイルランド     S3 連結  100% 100%  

            

中東 　           

BNPP Investment Co KSA サウジアラビア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

            

南北アメリカ            

Banco BNPP Brasil SA ブラジル 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Canada Corp カナダ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Capital Services Inc 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Colombia Corporacion

Financiera SA
コロンビア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP EQD Brazil Fund Fundo de

Investmento Multimercado
s ブラジル 連結  - -  連結  - -  

BNPP Financial Services LLC 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP FS LLC 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP IT Solutions Canada Inc カナダ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Mexico Holding メキシコ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Mexico SA Institucion de

Banca Multiple
メキシコ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Proprietario Fundo de

Investimento Multimercado
s ブラジル 連結  - -  連結  - -  

BNPP RCC Inc 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Securities Corp 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP US Investments Inc 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP US Wholesale Holdings Corp 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP USA Inc 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP VPG Brookline Cre LLC
s 米国 連結  - -  連結  - -  

BNPP VPG EDMC Holdings LLC
s 米国 連結  - -  連結  - -  

BNPP VPG Express LLC
s 米国 連結  - -  連結  - -  

BNPP VPG I LLC
s 米国 連結  - -  連結  - -  

BNPP VPG II LLC
s 米国 連結  - -  連結  - -  

BNPP VPG III LLC
s 米国 連結  - -  連結  - -  

BNPP VPG IV LLC
s 米国 連結  - - E2      

BNPP VPG Master LLC
s 米国 連結  - -  連結  - -  

Dale Bakken Partners 2012 LLC 米国     S2 FV  4.9% 23.8% V3

Decart Re Ltd バミューダ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Exane Inc 米国          S1

FSI Holdings Inc 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Starbird Funding Corp
t 米国 連結  - -  連結  - -  

            

アジア太平洋諸国            

Andalan Multi Guna Pt インドネシア 連結  100% 100%  連結  100% 100% D1

Bank BNPP Indonesia Pt インドネシア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Arbitrage Hong Kong Ltd 香港 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP China Ltd 中国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Finance Hong Kong Ltd 香港 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Fund Services Australasia Pty

Ltd
オーストラリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  
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アジア太平洋諸国（続き）            

BNPP Fund Services Australasia Pty

Ltd (ニュージーランド支店)
ニュージーランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Global Securities Operations

Private Ltd
インド     S4 連結  100% 100%  

BNPP India Holding Private Ltd インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP India Solutions Private Ltd インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Malaysia Berhad マレーシア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Securities Asia Ltd 香港 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Securities India Private Ltd インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Securities Japan Ltd 日本 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Securities Korea Co Ltd 大韓民国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Securities Taiwan Co Ltd 台湾 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Sekuritas Indonesia Pt インドネシア 連結  100% 100%  連結  100% 100% V4

BPP Holdings Pte Ltd シンガポール 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

            

コマーシャル＆個人向けバンキングサー

ビス部門
　           

ユーロ圏諸国のコマーシャル＆個人向け

バンキング
　           

フランスのコマーシャル＆個人向けバン

キング
　           

2SF - Société des Services

Fiduciaires
フランス 持分法 (3) 33.3% 33.3%  持分法 (3) 33.3% 33.3% E2

Banque de Wallis et Futuna フランス 連結 (1) 51.0% 51.0%  連結 (1) 51.0% 51.0%  

BNPP Antilles Guyane フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

BNPP Développement フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Développement Oblig フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Factor フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

BNPP Factor (ポルトガル支店) ポルトガル 連結 (1) 100% 100% E2      

BNPP Factor (スペイン支店) スペイン 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

BNPP Factor Sociedade Financeira

de Credito SA
ポルトガル     S4 連結  100% 100%  

BNPP Nouvelle Calédonie フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

BNPP Réunion フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

Compagnie pour le Financement des

Loisirs
フランス 連結 (1) 100% 100%  連結  100% 100% V1/D3

Copartis フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Euro Securities Partners フランス     S2 持分法 (3) 50.0% 50.0%  

GIE Ocean フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Jivago Holding フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Partecis フランス 持分法 (3) 50.0% 50.0%  持分法 (3) 50.0% 50.0%  

Paylib Services フランス 持分法  14.3% 14.3%  持分法  14.3% 14.3%  

Portzamparc フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

Société Lairoise de Participations フランス          S4

            

BNLバンカ・コメルシアーレ 　           

Artigiancassa SPA イタリア 連結  100% 100% V1 連結  73.9% 73.9%  

Banca Nazionale Del Lavoro SPA イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

EMF IT 2008 1 SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

Era Uno SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

Eutimm SRL イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Financit SPA イタリア 連結  60.0% 60.0%  連結  60.0% 60.0%  

Immera SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

International Factors Italia SPA イタリア 連結  99.7% 99.7%  連結  99.7% 99.7%  

Permicro SPA イタリア 持分法  21.9% 21.9%  持分法  21.9% 21.9% V4

Servizio Italia SPA イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Sviluppo HQ Tiburtina SRL イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Tierre Securitisation SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

Vela Home SRL
t イタリア          S3
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BNLバンカ・コメルシアーレ(続き)            

Vela Mortgages SRL
t イタリア          S3

Vela OBG SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

Vela RMBS SRL
t イタリア     S3 連結  - -  

Worldline Merchant Services Italia

SPA
イタリア 持分法  20.0% 20.0%  持分法  20.0% 20.0% V2/D4

            

ベルギーのコマーシャル＆個人向けバン

キング
　           

Axepta BNPP Benelux ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

Bancontact Paytoniq Company ベルギー 持分法  22.5% 22.5%  持分法  22.5% 22.5%  

Banking Funding Company SA ベルギー          S3

BASS Master Issuer NV
t ベルギー 連結  - -  連結  - -  

Batopin ベルギー 持分法  25.0% 25.0%  持分法  25.0% 25.0%  

Belgian Mobile ID ベルギー 持分法  12.2% 12.2%  持分法  12.2% 12.2%  

BNPP Commercial Finance Ltd 英国 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP Factor AS デンマーク 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP Factor GmbH ドイツ 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP Factoring Support オランダ 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP Fortis ベルギー 連結  99.9% 99.9%  連結  99.9% 99.9%  

BNPP Fortis (スペイン支店) スペイン 連結  99.9% 99.9%  連結  99.9% 99.9%  

BNPP Fortis (米国支店) 米国 連結  99.9% 99.9%  連結  99.9% 99.9%  

BNPP Fortis Factor NV ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP Fortis Film Finance ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP Fortis Funding SA ルクセンブルク 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP FPE Belgium ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP FPE Expansion ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP FPE Management ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

Bpost Banque ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9% V1/D5

Credissimo ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

Credissimo Hainaut SA ベルギー 連結  99.7% 99.7%  連結  99.7% 99.7%  

Crédit pour Habitations Sociales ベルギー 連結  81.7% 81.6%  連結  81.7% 81.6%  

Demetris NV ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9% E1

Epimede
s ベルギー 持分法  - -  持分法  - -  

Esmee Master Issuer
t ベルギー 連結  - -  連結  - -  

Immobilière Sauveniere SA ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

Isabel SA NV ベルギー 持分法  25.3% 25.3%  持分法  25.3% 25.3%  

Microstart ベルギー 連結  42.3% 76.8%  連結  42.3% 76.8%  

Private Equity Investments (a)
ベルギー/フランス/

ルクセンブルク
FV  - -  FV  - -  

Sagip ベルギー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Sowo Invest SA NV ベルギー 連結  87.5% 87.5%  連結  87.5% 87.5%  

            

ルクセンブルクのコマーシャル＆個人向

けバンキング
　           

BGL BNPP ルクセンブルク 連結  66.0% 65.9%  連結  66.0% 65.9%  

BGL BNPP (ドイツ支店) ドイツ 連結  66.0% 65.9%  連結  66.0% 65.9%  

BNPP Lease Group Luxembourg SA ルクセンブルク 連結  100% 65.9%  連結  100% 65.9%  

BNPP SB Re ルクセンブルク 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cofhylux SA ルクセンブルク     S4 連結  100% 65.9%  

Compagnie Financière Ottomane SA ルクセンブルク 連結  97.3% 97.3%  連結  97.3% 97.3%  

Le Sphinx Assurances Luxembourg SA ルクセンブルク 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Lion International Investments SA ルクセンブルク          S4

Luxhub SA ルクセンブルク 持分法  28.0% 18.5%  持分法  28.0% 18.5%  

Visalux ルクセンブルク 持分法  25.2% 16.6% V3 持分法  25.3% 16.7%  
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ユーロ圏外諸国のコマーシャル＆個人向

けバンキング
　           

欧州・地中海沿岸諸国 　           

Bank of Nanjing 中国 持分法  13.8% 13.8% V3 持分法  13.9% 13.9% V3

Banque Internationale pour le

Commerce et l'Industrie de la Côte

d'Ivoire

コートジボワール     S2 連結  59.8% 59.8%  

Banque Internationale pour le

Commerce et l'Industrie du Sénégal
セネガル     S2 連結  54.1% 54.1%  

Banque Marocaine pour le Commerce

et l'Industrie
モロッコ 連結  67.0% 67.0%  連結  67.0% 67.0%  

Banque Marocaine pour le Commerce

et l'Industrie Banque Offshore
モロッコ 連結  100% 67.0%  連結  100% 67.0%  

Bantas Nakit AS トルコ 持分法 (3) 33.3% 16.7%  持分法 (3) 33.3% 16.7%  

BDSI モロッコ 連結  100% 96.4%  連結  100% 96.4%  

BGZ Poland ABS1 DAC
t アイルランド 連結  - -  連結  - -  

BICI Bourse コートジボワール     S2 連結  90.0% 52.0%  

BMCI Leasing モロッコ 連結  86.9% 58.2%  連結  86.9% 58.2%  

BNPP Bank Polska SA ポーランド 連結  87.3% 87.3% V3 連結  87.4% 87.4%  

BNPP El Djazair アルジェリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Faktoring Spolka ZOO ポーランド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Fortis Yatirimlar Holding AS トルコ 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

BNPP Group Service Center SA ポーランド 連結  100% 87.3% V3 連結  100% 87.4% E1

BNPP IRB Participations フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Solutions Spolka ZOO ポーランド          S3

BNPP Yatirimlar Holding AS トルコ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Dreams Sustainable AB スウェーデン 連結  57.5% 57.5%  連結  57.5% 57.5% E3

Joint Stock Company Ukrsibbank ウクライナ 持分法  60.0% 60.0%  持分法  60.0% 60.0% D1

TEB ARF Teknoloji Anonim Sirketi トルコ 連結  100% 72.5%  連結  100% 72.5%  

TEB Faktoring AS トルコ 連結  100% 72.5%  連結  100% 72.5%  

TEB Finansman AS トルコ 連結  100% 72.5% V3 連結  100% 92.8%  

TEB Holding AS トルコ 連結  50.0% 50.0%  連結  50.0% 50.0%  

TEB SH A コソボ 連結  100% 50.0%  連結  100% 50.0%  

TEB Yatirim Menkul Degerler AS トルコ 連結  100% 72.5%  連結  100% 72.5%  

Turk Ekonomi Bankasi AS トルコ 連結  100% 72.5%  連結  100% 72.5%  

            

バンクウェスト 　           

BancWest Holding Inc 米国     S2 連結  100% 100% D2

BancWest Holding Inc Grantor Trust

ERC Subaccount
s 米国     S2 連結  - - D2

Bancwest Holding Inc Umbrella

Trust
s 米国     S2 連結  - - D2

BancWest Investment Services Inc 米国     S2 連結  100% 100% D2

Bank of the West 米国     S2 連結  100% 100% D2

Bank of the West Auto Trust 2018-1
t 米国          S1

Bank of the West Auto Trust 2019-1
t 米国     S2 連結  - - D2

Bank of the West Auto Trust 2019-2
t 米国     S2 連結  - - D2

BNPP Leasing Solutions Canada Inc カナダ     S2 連結  100% 100% D2

BOW Auto Receivables LLC
t 米国     S2 連結  - - D2

BWC Opportunity Fund 2 Inc
t 米国     S2 連結  - - D2

BWC Opportunity Fund Inc
t 米国     S2 連結  - - D2

CFB Community Development Corp 米国     S2 連結  100% 100% D2

Claas Financial Services LLC 米国     S2 連結  51.0% 51.0% D2

Commercial Federal Affordable

Housing Inc
米国     S2 連結  100% 100% D2

First Santa Clara Corp
s 米国     S2 連結  - - D2

United California Bank Deferred

Compensation Plan Trust
s 米国     S2 連結  - - D2

Ursus Real Estate Inc 米国     S2 連結  100% 100% D2
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専門的金融事業 　           

パーソナル・ファイナンス 　           

Alpha Crédit SA ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  

Auto ABS UK Loans PLC
t 英国 連結  - - E3      

AutoFlorence 1 SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

AutoFlorence 2 SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

AutoFlorence 3 SRL
t イタリア 連結  - - E2      

Autonoria 2019
t フランス 連結  - -  連結  - -  

Autonoria DE 2023
t フランス 連結  - - E2      

Autonoria Spain 2019
t スペイン 連結  - -  連結  - -  

Autonoria Spain 2021 FT
t スペイン 連結  - -  連結  - -  

Autonoria Spain 2022 FT
t スペイン 連結  - -  連結  - - E2

Autonoria Spain 2023 FT
t スペイン 連結  - - E2      

Autop Ocean Indien フランス          S4

Axa Banque Financement フランス 持分法  35.0% 35.0%  持分法  35.0% 35.0%  

Banco Cetelem SA ブラジル     S4 連結  100% 100%  

Banco Cetelem SA スペイン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BGN Mercantil E Servicos Ltda ブラジル 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance (オーストリ

ア支店)
オーストリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance (ブルガリア

支店)
ブルガリア     S1 連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance (チェコ共和

国支店)
チェコ共和国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance (ポルトガル

支店)
ポルトガル 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance (ルーマニア

支店)
ルーマニア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance (スロバキア

支店)
スロバキア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance BV オランダ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Personal Finance South Africa

Ltd
南アフリカ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BON BNPP Consumer Finance Co Ltd 中国 持分法  33.1% 33.1% V1/V4 持分法  18.0% 18.0% V1

Cafineo フランス 連結 (1) 51.0% 50.8%  連結 (1) 51.0% 50.8%  

Carrefour Banque フランス 持分法  40.0% 40.0%  持分法  40.0% 40.0%  

Central Europe Technologies SRL ルーマニア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Cetelem America Ltda ブラジル 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Cetelem Business Consulting

Shanghai Co Ltd
中国 連結  100% 100%  連結  100% 100% E1

Cetelem Gestion AIE スペイン 連結  100% 96.0%  連結  100% 96.0%  

Cetelem SA de CV メキシコ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Cetelem Servicios Informaticos AIE スペイン 連結  100% 81.0%  連結  100% 81.0%  

Cetelem Servicios SA de CV メキシコ          S4

Cetelem Servicos Ltda ブラジル 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Cofica Bail フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

Cofiplan フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

Creation Consumer Finance Ltd 英国 連結  100% 99.9% V3 連結  100% 100%  

Creation Financial Services Ltd 英国 連結  100% 99.9% V3 連結  100% 100%  

Crédit Moderne Antilles Guyane フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

Crédit Moderne Océan Indien フランス 連結 (1) 97.8% 97.8%  連結 (1) 97.8% 97.8%  

Domofinance フランス 連結 (1) 55.0% 55.0%  連結 (1) 55.0% 55.0%  

Domos 2017
t フランス          S1

E Carat 10
t フランス     S1 連結  - -  

E Carat 10 PLC
t 英国          S3

E Carat 11 PLC
t 英国     S3 連結  - -  

E Carat 12 PLC
t 英国 連結  - -  連結  - -  

Ekspres Bank AS デンマーク 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Ekspres Bank AS (ノルウェー支店) ノルウェー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  
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パーソナル・ファイナンス(続き)            

Ekspres Bank AS (スウェーデン支店) スウェーデン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Eos Aremas Belgium SA NV ベルギー 持分法  50.0% 49.9%  持分法  50.0% 49.9%  

Evollis フランス 持分法  49.2% 49.2% V4 持分法  41.0% 41.0%  

Findomestic Banca SPA イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Florence Real Estate Developments

SPA
イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Florence SPV SRL
t イタリア 連結  - -  連結  - -  

GCC Consumo Establecimiento

Financiero de Credito SA
スペイン 連結  51.0% 51.0%  連結  51.0% 51.0%  

Genius Auto Finance Co Ltd 中国 持分法 (3) 25.0% 25.0% V1 持分法 (3) 20.0% 20.0%  

International Development

Resources AS Services SA
スペイン 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Iqera Services フランス     S2 持分法  24.5% 24.5%  

Loisirs Finance フランス 連結 (1) 51.0% 51.0%  連結 (1) 51.0% 51.0%  

Magyar Cetelem Bank ZRT ハンガリー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Neuilly Contentieux フランス 連結  95.9% 95.6%  連結  95.9% 95.6%  

Noria 2018-1
t フランス     S1 連結  - -  

Noria 2020
t フランス     S1 連結  - -  

Noria 2021
t フランス 連結  - -  連結  - -  

Noria 2023
t フランス 連結  - - E2      

Noria Spain 2020 FT
t スペイン 連結  - -  連結  - -  

Opel Finance BV ベルギー          S3

Opel Finance NV オランダ     S3 連結  100% 50.0%  

Opel Finance SA スイス 連結  100% 50.0%  連結  100% 50.0%  

PBD Germany Auto Lease Master SA
t ルクセンブルク 連結  - - E3      

Personal Finance Location フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

PF Services GmbH ドイツ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Phedina Hypotheken 2010 BV
t オランダ 連結  - -  連結  - -  

RCS Botswana Pty Ltd ボツワナ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

RCS Cards Pty Ltd 南アフリカ 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

RCS Investment Holdings Namibia

Pty Ltd
ナミビア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Securitisation funds Genius (d)
t 中国 持分法 (3) - - E3      

Securitisation funds UCI and RMBS

Prado (b)
t スペイン 持分法 (3) - -  持分法 (3) - -  

Securitisation funds Wisdom (e)
t 中国 持分法 (3) - - E3      

Servicios Financieros Carrefour

EFC SA
スペイン 持分法  37.3% 40.0%  持分法  37.3% 40.0%  

Stellantis Bank SA (Ex- Opel Bank) フランス 連結  50.0% 50.0%  連結  50.0% 50.0%  

Stellantis Bank SA (オーストリア支

店) (Ex- Opel Bank (オーストリア支

店))

オーストリア 連結  50.0% 50.0%  連結  50.0% 50.0%  

Stellantis Bank SA (ドイツ支店)

(Ex- Opel Bank ドイツ支店))
ドイツ 連結  50.0% 50.0%  連結  50.0% 50.0%  

Stellantis Bank SA (イタリア支店)

(Ex- Opel Bank (イタリア支店))
イタリア     S1 連結  50.0% 50.0%  

Stellantis Bank SA (スペイン支店)

(Ex- Opel Bank (スペイン支店))
スペイン     S1 連結  50.0% 50.0%  

Stellantis Financial Services UK

Ltd
英国 連結  100% 50.0% E3      

Union de Creditos Inmobiliarios SA スペイン 持分法 (3) 50.0% 50.0%  持分法 (3) 50.0% 50.0%  

United Partnership フランス 持分法 (3) 50.0% 50.0%  持分法 (3) 50.0% 50.0%  

Vauxhall Finance Ltd (Ex- Vauxhall

Finance PLC)
英国 連結  100% 50.0%  連結  100% 50.0%  

XFERA Consumer Finance EFC SA スペイン 連結  51.0% 51.0%  連結  51.0% 51.0%  

Zhejiang Wisdom Puhua Financial

Leasing Co Ltd
中国 持分法 (3) 25.0% 25.0% V1 持分法 (3) 20.0% 20.0%  
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アルバル 　           

Artel フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval AB スウェーデン 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval AS デンマーク 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval AS Norway ノルウェー 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Austria GmbH オーストリア 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Belgium NV SA ベルギー 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Benelux BV オランダ          S4

Arval Brasil Ltda ブラジル 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval BV オランダ 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval CZ SRO チェコ共和国 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Deutschland GmbH ドイツ 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Fleet Services フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Hellas Car Rental SA ギリシャ 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval LLC ロシア 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Luxembourg SA ルクセンブルク 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Magyarorszag KFT ハンガリー 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Maroc SA モロッコ 連結 (2) 100% 89.0%  連結 (2) 100% 89.0%  

Arval OY フィンランド 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Relsa Colombia SAS コロンビア 連結 (2) 100% 99.9% V1/D7      

Arval Relsa SPA チリ 連結 (2) 100% 99.9% V1/D7 持分法  50.0% 50.0%  

Arval Schweiz AG スイス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Service Lease フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Service Lease Aluger

Operational Automoveis SA
ポルトガル 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Service Lease Italia SPA イタリア 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Service Lease Polska SP ZOO ポーランド 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Service Lease Romania SRL ルーマニア 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Service Lease SA スペイン 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Slovakia SRO スロバキア 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval Trading フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval UK Group Ltd 英国 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval UK Leasing Services Ltd 英国 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Arval UK Ltd 英国 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

BNPP Fleet Holdings Ltd 英国 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Cent ASL フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Cofiparc フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Comercializadora de Vehiculos SA チリ 連結 (2) 100% 99.9% V1/D7      

FCT Pulse France 2022
t フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - - E2

Greenval Insurance DAC アイルランド 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Locadif ベルギー 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Louveo フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Personal Car Lease BV オランダ     S4 連結 (2) 100% 99.9% E3

Public Location Longue Durée フランス 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9%  

Rentaequipos Leasing Peru SA ペルー 連結 (2) 100% 99.9% V1/D7      

Rentaequipos Leasing SA チリ 連結 (2) 100% 99.9% V1/D7      

TEB Arval Arac Filo Kiralama AS トルコ 連結 (2) 100% 75.0%  連結 (2) 100% 75.0%  

Terberg Busines Lease Group BV オランダ     S4 連結 (2) 100% 99.9% E3

Terberg Leasing Justlease Belgium

BV
ベルギー 連結 (2) 100% 99.9%  連結 (2) 100% 99.9% E3
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リーシング・ソリューション 　           

Aprolis Finance フランス 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

Artegy フランス 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNL Leasing SPA イタリア 連結  100% 95.5%  連結  100% 95.5%  

BNPP 3 Step IT フランス 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

BNPP 3 Step IT (ベルギー支店) ベルギー 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

BNPP 3 Step IT (ドイツ支店) ドイツ 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

BNPP 3 Step IT (イタリア支店) イタリア 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

BNPP 3 Step IT (オランダ支店) オランダ 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

BNPP 3 Step IT (スペイン支店) スペイン 連結  51.0% 42.3% E2      

BNPP 3 Step IT (英国支店) 英国 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

BNPP Finansal Kiralama AS トルコ 連結  100% 82.5%  連結  100% 82.5%  

BNPP Lease Group フランス 連結 (1) 100% 83.0%  連結 (1) 100% 83.0%  

BNPP Lease Group (ドイツ支店) ドイツ 連結 (1) 100% 83.0%  連結 (1) 100% 83.0%  

BNPP Lease Group (イタリア支店) イタリア 連結 (1) 100% 83.0%  連結 (1) 100% 83.0%  

BNPP Lease Group (ポルトガル支店) ポルトガル 連結 (1) 100% 83.0%  連結 (1) 100% 83.0%  

BNPP Lease Group (スペイン支店) スペイン 連結 (1) 100% 83.0%  連結 (1) 100% 83.0%  

BNPP Lease Group Belgium ベルギー 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Lease Group Leasing Solutions

SPA
イタリア 連結  100% 95.5%  連結  100% 95.5%  

BNPP Lease Group PLC 英国 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Lease Group SP ZOO ポーランド 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Services ポーランド 連結  100% 87.3% V3 連結  100% 87.4%  

BNPP Leasing Solution AS ノルウェー 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Solutions ルクセンブルク 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Solutions AB スウェーデン 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Solutions AS デンマーク 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0% E1

BNPP Leasing Solutions GmbH (Ex-

All In One Vermietung)
オーストリア 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Solutions IFN SA ルーマニア 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Solutions Ltd 英国 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Solutions NV オランダ 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Leasing Solutions Suisse SA スイス 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

BNPP Rental Solutions Ltd 英国     S3 連結  100% 83.0%  

BNPP Rental Solutions SPA イタリア 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

Claas Financial Services フランス 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

Claas Financial Services (ドイツ支

店)
ドイツ 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

Claas Financial Services (イタリア

支店)
イタリア 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

Claas Financial Services (ポーラン

ド支店)
ポーランド 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

Claas Financial Services (スペイン

支店)
スペイン 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

Claas Financial Services Ltd 英国 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

CNH Industrial Capital Europe フランス 連結 (1) 50.1% 41.6%  連結 (1) 50.1% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe (ベ

ルギー支店)
ベルギー 連結 (1) 50.1% 41.6%  連結 (1) 50.1% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe (ド

イツ支店)
ドイツ 連結 (1) 50.1% 41.6%  連結 (1) 50.1% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe (イ

タリア支店)
イタリア 連結 (1) 50.1% 41.6%  連結 (1) 50.1% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe

(ポーランド支店)
ポーランド 連結 (1) 50.1% 41.6%  連結 (1) 50.1% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe (ス

ペイン支店)
スペイン 連結 (1) 50.1% 41.6%  連結 (1) 50.1% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe BV オランダ 連結  100% 41.6%  連結  100% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe GmbH オーストリア 連結  100% 41.6%  連結  100% 41.6%  

CNH Industrial Capital Europe Ltd 英国 連結  100% 41.6%  連結  100% 41.6%  

ES Finance ベルギー 連結  100% 99.9%  連結  100% 99.9%  
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会社名 国名
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に基づく修正再表示
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参照 連結方法
議決権持

分(％)
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(％)

参照

リーシング・ソリューション(続き)            

FL Zeebrugge
s ベルギー 連結  - -  連結  - -  

Folea Grundstucksverwaltungs und

Vermietungs GmbH & Co
s ドイツ          S1

Fortis Lease フランス 連結 (1) 100% 83.0%  連結 (1) 100% 83.0%  

Fortis Lease Belgium ベルギー 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

Fortis Lease Deutschland GmbH ドイツ     S3 連結  100% 83.0%  

Fortis Lease Iberia SA スペイン     S1 連結  100% 86.6%  

Fortis Lease Portugal ポルトガル     S1 連結  100% 83.0%  

Fortis Lease UK Ltd 英国 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

Fortis Vastgoedlease BV オランダ 連結  100% 83.0%  連結  100% 83.0%  

Heffiq Heftruck Verhuur BV オランダ 連結  50.1% 41.5%  連結  50.1% 41.5%  

JCB Finance フランス 連結 (1) 100% 41.6%  連結 (1) 100% 41.6%  

JCB Finance (ドイツ支店) ドイツ 連結 (1) 100% 41.6%  連結 (1) 100% 41.6%  

JCB Finance (イタリア支店) イタリア 連結 (1) 100% 41.6%  連結 (1) 100% 41.6%  

JCB Finance Holdings Ltd 英国 連結  50.1% 41.6%  連結  50.1% 41.6%  

Manitou Finance Ltd 英国 連結  51.0% 42.3%  連結  51.0% 42.3%  

MGF フランス 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

MGF (ドイツ支店) ドイツ 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

MGF (イタリア支店) イタリア 連結 (1) 51.0% 42.3%  連結 (1) 51.0% 42.3%  

Natio Energie 2 フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Natiocredibail フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

Pixel 2021
t フランス 連結  - -  連結  - -  

Same Deutz Fahr Finance フランス 連結 (1) 100% 83.0%  連結 (1) 100% 83.0%  

SNC Natiocredimurs フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

            

ニューデジタル事業 　           

Financière des Paiements

Electroniques
フランス 連結  95.0% 95.0%  連結  95.0% 95.0%  

Financière des Paiements

Electroniques (ベルギー支店)
ベルギー 連結  95.0% 95.0%  連結  95.0% 95.0%  

Financière des Paiements

Electroniques (ドイツ支店)
ドイツ 連結  95.0% 95.0%  連結  95.0% 95.0% E2

Financière des Paiements

Electroniques (ポルトガル支店)
ポルトガル 連結  95.0% 95.0%  連結  95.0% 95.0%  

Financière des Paiements

Electroniques (スペイン支店)
スペイン 連結  95.0% 95.0%  連結  95.0% 95.0%  

Floa フランス 連結 (1) 100% 100%  連結  100% 100% E3

Lyf SA フランス 持分法 (3) 43.8% 43.8%  持分法 (3) 43.8% 43.8%  

Lyf SAS フランス 持分法 (3) 50.0% 50.0% V4 持分法 (3) 49.9% 49.9% V4

            

パーソナル・インベスターズ 　           

Espresso Financial Services

Private Ltd
インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Geojit Technologies Private Ltd インド 持分法  35.0% 35.0%  持分法  35.0% 35.0%  

Human Value Developers Private Ltd インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Sharekhan BNPP Financial Services

Ltd
インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Sharekhan Ltd インド 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

            

インベストメント＆プロテクションサー

ビス(IPS)部門
　           

保険事業 　           

AEW Immocommercial
s フランス FV  - -  FV  - -  

AG Insurance ベルギー 持分法  25.0% 25.0%  持分法  25.0% 25.0%  

Agathe Retail France フランス FV  33.3% 33.3%  FV  33.3% 33.3%  

AM Select ルクセンブルク 連結 (4) - - E1      

Astridplaza ベルギー 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

Batipart Participations SAS ルクセンブルク FV  29.7% 29.7%  FV  29.7% 29.7%  

Becquerel
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  
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会社名 国名

2023/12/31

2022/12/31

IFRS第17号および９号

に基づく修正再表示
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議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照

保険事業(続き)            

BNPP Actions Croissance
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Actions Entrepreneurs
s フランス          S3

BNPP Actions Euro
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Actions Monde
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Actions PME
s フランス          S3

BNPP Actions PME ETI
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Aqua
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Best Selection Actions Euro
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Cardif フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif BV オランダ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif Compania de Seguros y

Reaseguros SA
ペルー 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

BNPP Cardif Emeklilik AS トルコ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif General Insurance Co

Ltd
大韓民国          S2

BNPP Cardif Hayat Sigorta AS トルコ 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

BNPP Cardif Livforsakring AB スウェーデン 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif Livforsakring AB (デン

マーク支店)
デンマーク 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif Livforsakring AB (ノル

ウェー支店)
ノルウェー 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif Pojistovna AS チェコ共和国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif Seguros de Vida SA チリ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif Seguros Generales SA チリ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Cardif Services SRO チェコ共和国 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

BNPP Cardif Servicios y Asistencia

Ltda
チリ 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

BNPP Cardif Sigorta AS トルコ 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

BNPP Cardif TCB Life Insurance Co

Ltd
台湾 持分法  49.0% 49.0%  持分法  49.0% 49.0%  

BNPP Cardif Vita Compagnia di

Assicurazione E Riassicurazione

SPA

イタリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Convictions
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP CP Cardif Alternative
s フランス          S3

BNPP CP Cardif Private Debt
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP CP Infrastructure Investments

Fund
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Deep Value
s フランス     S3 連結 (4) - -  

BNPP Développement Humain
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Diversiflex
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - - E1

BNPP Diversipierre
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

BNPP France Crédit
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

BNPP Global Senior Corporate Loans
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Indice Amerique du Nord
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Moderate Focus Italia
s フランス     S3 連結 (4) - -  

BNPP Monétaire Assurance
s フランス     S1 連結 (4) - -  

BNPP Multistratégies Protection 80
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Next Tech
s フランス     S3 連結 (4) - -  

BNPP Protection Monde
s フランス     S3 連結 (4) - -  

BNPP Sélection Dynamique Monde
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Sélection Flexible
s フランス          S3

BNPP Smallcap Euroland
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Social Business France
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BOB Cardif Life Insurance Co Ltd 中国 持分法  50.0% 50.0%  持分法  50.0% 50.0%  

C Santé
s フランス FV  - -  FV  - - D1
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Camgestion Obliflexible
s フランス     S1 FV  - - D1

Capital France Hotel フランス 連結 (2) 98.5% 98.5%  連結 (2) 98.5% 98.5%  

Cardif Alternatives Part I
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  
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(％)

参照

保険事業(続き)            

Cardif Assurance Vie フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (オーストリア

支店)
オーストリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (ベルギー支

店)
ベルギー 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (ブルガリア支

店)
ブルガリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (ドイツ支店) ドイツ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (イタリア支

店)
イタリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (オランダ支

店)
オランダ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (ポルトガル支

店)
ポルトガル 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (ルーマニア支

店)
ルーマニア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (スペイン支

店)
スペイン 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (スイス支店) スイス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurance Vie (台湾支店) 台湾 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(オーストリア支店)
オーストリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(ベルギー支店)
ベルギー 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(ブルガリア支店)
ブルガリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(ドイツ支店)
ドイツ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(イタリア支店)
イタリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(オランダ支店)
オランダ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(ポーランド支店)
ポーランド 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(ポルトガル支店)
ポルトガル 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(ルーマニア支店)
ルーマニア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(スペイン支店)
スペイン 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(スイス支店)
スイス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Assurances Risques Divers

(台湾支店)
台湾 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Biztosito Magyarorszag ZRT ハンガリー 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Cardif BNPP AM Emerging Bond
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Cardif BNPP AM Euro Paris Climate

Aligned (Ex-Natio Fonds Collines

Investissement N 3)
s

フランス FV  - -  FV  - - D1

Cardif BNPP AM Global

Environmental Equity (Ex- Natio

Fonds Colline International)
s

フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Cardif BNPP AM Global Senior

Corporate Loans
s フランス     S3 連結 (4) - -  

Cardif BNPP AM Sustainable Euro

Equity (Ex- Natio Fonds Collines

Investissement N 1)
s

フランス FV  - -  FV  - - D1
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Cardif BNPP AM Sustainable Europe

Equity (Ex- Natio Fonds Athenes

Investissement N 5)
s

フランス FV  - -  FV  - - D1

Cardif BNPP IP Convertibles World
s フランス          S3

Cardif BNPP IP Signatures
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Cardif BNPP IP Smid Cap Euro
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Cardif BNPP IP Smid Cap Europe
s フランス          S3

Cardif Colombia Seguros Generales

SA
コロンビア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif CPR Global Return
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Cardif do Brasil Seguros e

Garantias SA
ブラジル 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif do Brasil Vida e

Previdencia SA
ブラジル 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Edrim Signatures
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Cardif El Djazair アルジェリア 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Cardif Forsakring AB スウェーデン 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Forsakring AB (デンマーク支

店)
デンマーク 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Forsakring AB (ノルウェー支

店)
ノルウェー 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif IARD フランス 連結 (2) 66.0% 66.0%  連結 (2) 66.0% 66.0%  

Cardif Insurance Co LLC ロシア     S2 連結 (2) 100% 100%  

Cardif Insurance Holdings PLC (Ex-

Cardif Pinnacle Insurance Holdings

PLC)

英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Life Insurance Co Ltd 大韓民国 連結 (2) 85.0% 85.0%  連結 (2) 85.0% 85.0%  

Cardif Life Insurance Japan 日本 連結 (2) 75.0% 75.0%  連結 (2) 75.0% 75.0%  

Cardif Ltda ブラジル 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Cardif Lux Vie ルクセンブルク 連結 (2) 100% 88.6%  連結 (2) 100% 88.6%  

Cardif Mexico Seguros de Vida SA

de CV
メキシコ 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Cardif Mexico Seguros Generales SA

de CV
メキシコ 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Cardif Non Life Insurance Japan 日本 連結 (2) 100% 75.0%  連結 (2) 100% 75.0%  

Cardif Nordic AB スウェーデン 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Pinnacle Insurance

Management Services PLC
英国          S2

Cardif Polska Towarzystwo

Ubezpieczen Na Zycie SA
ポーランド 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Cardif Retraite フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100% E1

Cardif Seguros SA アルゼンチン     S2 持分法*  100% 100%  

Cardif Services AEIE ポルトガル 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cardif Servicios SAC ペルー 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Cardif Support Unipessoal Lda ポルトガル 連結 (2) 100% 100% E1      

Cardif Vita Convex Fund Eur
s フランス     S1 連結 (2) - -  

Cardimmo フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Carma Grand Horizon SARL フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cedrus Carbon Initiative Trends
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Centre Commercial Francilia フランス FV  21.7% 21.7%  FV  21.7% 21.7% E3

CFH Alexanderplatz Hotel SARL ルクセンブルク 連結 (2) 100% 93.5% E2      

CFH Algonquin Management Partners

France Italia
イタリア 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Bercy フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Bercy Hotel フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Bercy Intermédiaire フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Berlin GP GmbH ドイツ 連結 (2) 100% 98.5% E2      

CFH Berlin Holdco SARL ルクセンブルク 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Boulogne フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  
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CFH Cap d'Ail フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Hostel Berlin SARL ルクセンブルク 連結 (2) 100% 93.5% E2      

CFH Hotel Project SARL ルクセンブルク 連結 (2) 100% 93.5% E2      

CFH Milan Holdco SRL イタリア 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Montmartre フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

CFH Montparnasse フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

Corosa フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Darnell DAC アイルランド 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Défense CB3 SAS フランス FV  25.0% 25.0%  FV  25.0% 25.0%  

Diversipierre DVP 1 フランス 連結 (2) 100% 93.4% V4 連結 (2) 100% 88.1% V3

Diversipierre Germany GmbH ドイツ 持分法*  100% 93.4% V4 持分法*  100% 88.1% V3

DVP European Channel フランス 持分法*  100% 93.4% V4 持分法*  100% 88.1% V3

DVP Green Clover フランス 持分法*  100% 93.4% V4 持分法*  100% 88.1% V3

DVP Haussmann フランス 持分法*  100% 93.4% V4 持分法*  100% 88.1% V3

DVP Heron フランス 持分法*  100% 93.4% V4 持分法*  100% 88.1% V3

Eclair
s フランス     S3 連結 (4) - -  

EP L
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

EP1 Grands Moulins
s フランス 持分法*  - -  持分法*  - -  

FDI Poncelet フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Fleur SAS フランス FV  33.3% 33.3%  FV  33.3% 33.3%  

Foncière Partenaires
s フランス FV  - -  FV  - -  

Fonds d'Investissements

Immobiliers pour le Commerce et la

Distribution

フランス FV  25.0% 25.0%  FV  25.0% 25.0%  

FP Cardif Convex Fund USD
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Fundamenta
s イタリア 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

G C Thematic Opportunities II
s アイルランド     S1 連結 (2) - -  

GIE BNPP Cardif フランス 連結 (2) 99.7% 99.7% V2 連結 (2) 100% 100% V4

GPinvest 10 フランス FV  50.0% 50.0%  FV  50.0% 50.0%  

Harewood Helena 2 Ltd 英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Harmony Prime
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - - E1

Hemisphere Holding フランス 持分法  20.0% 20.0%  持分法  20.0% 20.0%  

Hibernia France フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  

Horizon Development GmbH ドイツ FV  66.7% 62.9%  FV  66.7% 62.9%  

Icare フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Icare Assurance フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

ID Cologne A1 GmbH ドイツ 持分法*  89.2% 86.2% V1 持分法*  79.2% 74.1%  

ID Cologne A2 GmbH ドイツ 持分法*  89.2% 86.2% V1 持分法*  79.2% 74.1%  

Karapass Courtage フランス 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Korian et Partenaires Immobilier 1 フランス FV  24.5% 24.5%  FV  24.5% 24.5%  

Korian et Partenaires Immobilier 2 フランス FV  24.5% 24.5%  FV  24.5% 24.5%  

Luizaseg Seguros SA (Ex- Luizaseg) ブラジル 連結 (2) 100% 100% V1/D9 持分法  50.0% 50.0%  

Natio Assurance フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Natio Fonds Ampère 1
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

NCVP Participacoes Societarias SA ブラジル 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

New Alpha Cardif Incubator Fund
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

OC Health Real Estate GmbH ドイツ FV  35.0% 31.0%  FV  35.0% 31.0%  

Opéra Rendement
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Paris Management Consultant Co Ltd 台湾 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Permal Cardif Co Investment Fund
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Pinnacle Insurance PLC 英国          S2

Pinnacle Pet Holding Ltd 英国 持分法  24.7% 24.7% V3 持分法  30.0% 30.0% E3

Poistovna Cardif Slovakia AS スロバキア 持分法*  100% 100%  持分法*  100% 100%  

Preim Healthcare SAS
s フランス FV  - -  FV  - -  

PWH フランス FV  47.5% 47.5%  FV  47.5% 47.5%  

Reumal Investissements フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Rubin SARL ルクセンブルク FV  50.0% 50.0%  FV  50.0% 50.0%  

Rueil Ariane フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SAS HVP フランス 連結 (2) 100% 98.5%  連結 (2) 100% 98.5%  
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Schroder European Operating Hotels

Fund 1
s ルクセンブルク FV  - -  FV  - -  

SCI 68/70 rue de Lagny - Montreuil フランス 連結 (2) 99.9% 99.9%  連結 (2) 99.9% 99.9% V3

SCI Alpha Park フランス FV  50.0% 50.0%  FV  50.0% 50.0%  

SCI Batipart Chadesrent フランス FV  20.0% 20.0%  FV  20.0% 20.0%  

SCI Biv Malakoff フランス FV  23.3% 23.3%  FV  23.3% 23.3%  

SCI BNPP Pierre I フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI BNPP Pierre II フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Bobigny Jean Rostand フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Bouleragny フランス FV  50.0% 50.0%  FV  50.0% 50.0%  

SCI Cardif Logement フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Citylight Boulogne フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Clichy Nuovo フランス FV  50.0% 50.0%  FV  50.0% 50.0%  

SCI Défense Etoile フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Défense Vendôme フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Etoile du Nord フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Fontenay Plaisance フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Imefa Velizy フランス FV  21.8% 21.8%  FV  21.8% 21.8%  

SCI Le Mans Gare フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Nanterre Guilleraies フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Nantes Carnot フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Odyssée フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Pantin Les Moulins フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Paris Batignolles フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Paris Cours de Vincennes フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Paris Grande Armée フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Paris Turenne フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Portes de Claye フランス 持分法  45.0% 45.0%  持分法  45.0% 45.0%  

SCI Rue Moussorgski フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Rueil Caudron フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Saint Denis Landy フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Saint Denis Mitterrand フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI Saint-Denis Jade フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

SCI SCOO フランス FV  46.4% 46.4%  FV  46.4% 46.4% D1

SCI Vendôme Athènes フランス FV  50.0% 50.0%  FV  50.0% 50.0%  

SCI Villeurbanne Stalingrad フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Secar フランス FV  55.1% 55.1%  FV  55.1% 55.1%  

Seniorenzentren Deutschland

Holding SARL
ルクセンブルク FV  20.0% 17.7%  FV  20.0% 17.7%  

Seniorenzentren Reinbeck Oberursel

München Objekt GmbH
ドイツ FV  35.0% 31.0%  FV  35.0% 31.0%  

Seniorenzentrum Butzbach Objekt

GmbH
ドイツ FV  35.0% 31.0%  FV  35.0% 31.0%  

Seniorenzentrum Heilbronn Objekt

GmbH
ドイツ FV  35.0% 31.0%  FV  35.0% 31.0%  

Seniorenzentrum Kassel Objekt GmbH ドイツ FV  35.0% 31.0%  FV  35.0% 31.0%  

Seniorenzentrum Wolfratshausen

Objekt GmbH
ドイツ FV  35.0% 31.0%  FV  35.0% 31.0%  

Services Epargne Entreprise フランス 持分法  35.6% 35.6%  持分法  35.6% 35.6%  

SNC Batipart Mermoz フランス FV  25.0% 25.0%  FV  25.0% 25.0%  

SNC Batipart Poncelet フランス FV  25.0% 25.0%  FV  25.0% 25.0%  

Société Francaise d'Assurances sur

la Vie
フランス 持分法  50.0% 50.0%  持分法  50.0% 50.0%  

Société Immobilière du Royal

Building SA
ルクセンブルク 連結 (2) 100% 88.6%  連結 (2) 100% 88.6%  

Theam Quant Europe Climate Carbon

Offset Plan
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - - E1

Tikehau Cardif Loan Europe
s フランス 連結 (2) - -  連結 (2) - -  

Valeur Pierre Epargne フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  
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Valtitres FCP
s フランス FV  - -  FV  - - D1

Velizy Holding フランス FV  33.3% 33.3%  FV  33.3% 33.3%  

            

ウェルス・マネジメント事業 　           

BNPP Wealth Management DIFC Ltd アラブ首長国連邦          S3

BNPP Wealth Management Monaco モナコ 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

            

アセット・マネジメント事業 　           

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ノルウェー 連結  100% 73.7% V2 連結  100% 98.2%  

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

(スウェーデン支店)
スウェーデン 連結  100% 73.7% V3 連結  100% 98.2%  

Bancoestado Administradora General

de Fondos SA
チリ 持分法  50.0% 49.1%  持分法  50.0% 49.1%  

Baroda BNPP AMC Private Ltd インド 持分法 (3) 49.9% 49.0%  持分法 (3) 49.9% 49.0% V3/D6

BNPP ABC Wealth Management Co Ltd 中国 持分法 (3) 51.0% 50.1% E2      

BNPP Agility Capital フランス     S4 連結  100% 100%  

BNPP Agility Fund Equity SLP
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Agility Fund Private Debt SLP
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP AM International Hedged

Strategies
s フランス 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Asset Management Asia Ltd 香港 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management Be Holding ベルギー 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management Belgium ベルギー          S4

BNPP Asset Management Brasil Ltda ブラジル 連結  100% 99.5%  連結  100% 99.5%  

BNPP Asset Management France フランス 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management France (オー

ストリア支店)
オーストリア 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management France (ベル

ギー支店)
ベルギー 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2% E2

BNPP Asset Management France (ドイ

ツ支店)
ドイツ 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management France (イタ

リア支店)
イタリア 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management France (オラ

ンダ支店)
オランダ 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management Holding フランス 連結  99.9% 98.2%  連結  99.9% 98.2%  

BNPP Asset Management Japan Ltd 日本 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management Luxembourg ルクセンブルク 連結  99.7% 97.9%  連結  99.7% 97.9%  

BNPP Asset Management NL Holding

NV
オランダ     S1 連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management Pt インドネシア 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management Services

Grouping
フランス     S1 連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management Taiwan Co

Ltd
台湾 連結  100% 98.2% E1      

BNPP Asset Management UK Ltd 英国 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Asset Management USA Holdings

Inc
米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Asset Management USA Inc 米国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP B Institutional II
s ベルギー 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Dealing Services フランス 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

BNPP Easy
s ルクセンブルク 連結  - -  連結 (4) - - E1

BNPP European SME Debt Fund 2 SCSp

RAIF
s ルクセンブルク          S2

BNPP Flexi I
s ルクセンブルク 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Funds
s ルクセンブルク 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

BNPP Multigestion
s フランス          S3

Drypnir AS ノルウェー 連結  100% 0.1% V4 連結  100%   

Dynamic Credit Group BV オランダ 連結  75.0% 73.6% E3      
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EAB Group PLC フィンランド          S2

Fundquest Advisor フランス          S4

Fundquest Advisor (英国支店) 英国          S1

Gambit Financial Solutions ベルギー 連結  100% 98.2%  連結  100% 98.2%  

Haitong Fortis Private Equity Fund

Management Co Ltd
中国 持分法  33.0% 32.4%  持分法  33.0% 32.4%  

Harewood Helena 1 Ltd 英国 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

HFT Investment Management Co Ltd 中国 持分法  49.0% 48.1%  持分法  49.0% 48.1%  

Impax Asset Management Group PLC 英国 持分法  13.8% 13.5%  持分法  13.8% 13.5%  

SME Alternative Financing DAC
s アイルランド 連結  - -  連結  - -  

Theam Quant
s ルクセンブルク 連結 (4) - -  連結 (4) - -  

            

不動産サービス事業 　           

Auguste Thouard Expertise フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Immobilier Promotion (Ex-

BNPP Immobilier Résidentiel)
フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Immobilier Promotion

Immobilier d'Entreprise
フランス          S4

BNPP Immobilier Résidences

Services
フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Immobilier Résidentiel

Service Clients
フランス          S4

BNPP Real Estate フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate (アラブ首長国連邦

支店)
アラブ首長国連邦 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Advisory &

Property Management Luxembourg SA
ルクセンブルク 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Advisory &

Property Management UK Ltd
英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Advisory and

Property Management Ireland Ltd
アイルランド 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Advisory Italy

SPA
イタリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Advisory

Netherlands BV
オランダ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Belgium SA (Ex-

BNPP Real Estate Holding Benelux

SA)

ベルギー 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Conseil

Habitation & Hospitality
フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Consult France フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Consult GmbH ドイツ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Facilities

Management Ltd
英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Financial Partner フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate GmbH ドイツ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Holding GmbH ドイツ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Investment

Management Belgium
ベルギー 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Investment

Management France
フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Real Estate Investment

Management Germany GmbH
ドイツ 連結  94.9% 94.9%  連結  94.9% 94.9%  

BNPP Real Estate Investment

Management Germany GmbH (イタリア

支店)

イタリア 連結  94.9% 94.9%  連結  94.9% 94.9%  

BNPP Real Estate Investment

Management Germany GmbH (スペイン

支店)

スペイン 連結  94.9% 94.9%  連結  94.9% 94.9%  
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会社名 国名

2023/12/31

2022/12/31

IFRS第17号および９号

に基づく修正再表示

連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照

不動産サービス事業(続き)            

BNPP Real Estate Investment

Management Germany GmbH Lisbon

Representative Office

ポルトガル 連結  94.9% 94.9%  連結  94.9% 94.9% E2

BNPP Real Estate Investment

Management Italy SPA
イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Real Estate Investment

Management Ltd
英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Investment

Management Luxembourg SA
ルクセンブルク 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Real Estate Investment

Management Luxembourg SA (イタリア

支店)

イタリア 連結  100% 100% E2      

BNPP Real Estate Investment

Management Spain SA
スペイン 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Investment

Management UK Ltd
英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Italy SRL イタリア          S4

BNPP Real Estate Poland SP ZOO ポーランド 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Portugal

Unipersonal LDA
ポルトガル 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Property

Development & Services GmbH
ドイツ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Property

Development UK Ltd
英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Property

Developpement Italy SPA
イタリア          S4

BNPP Real Estate Property

Management France SAS
フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Property

Management GmbH
ドイツ 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Property

Management Italy SRL
イタリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Singapore Pte Ltd シンガポール 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Spain SA スペイン 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

BNPP Real Estate Transaction

France
フランス 連結 (2) 97.2% 97.2% V1 連結 (2) 96.8% 96.8% V1

BNPP Real Estate Valuation France フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Cariboo Development SL スペイン 持分法  65.0% 65.0%  持分法  65.0% 65.0%  

Construction-Sale Companies (c) フランス
連結 /

持分法
(2) - -  

連結 /

持分法
(2) - -  

Exeo Aura & Echo Offices Lda ポルトガル 持分法  31.9% 31.9%  持分法  31.9% 31.9% E2

GIE BNPP Real Estate フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Horti Milano SRL イタリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Nanterre Arboretum フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Parker Tower Ltd 英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Partner's & Services フランス 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

REPD Parker Ltd 英国 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Sviluppo Residenziale Italia SRL イタリア 連結 (2) 100% 100%  連結 (2) 100% 100%  

Wapiti Development SL スペイン 持分法  65.0% 65.0%  持分法  65.0% 65.0%  

            

その他の業務部門 　           

不動産会社(業務に使用される不動産)お

よびその他
　           

Antin Participation 5 フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Home Loan SFH フランス 連結 (1) 100% 100%  連結 (1) 100% 100%  

BNPP Partners for Innovation フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Partners for Innovation

Belgium
ベルギー 連結  100% 100%  連結  100% 100%  
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会社名 国名

2023/12/31

2022/12/31

IFRS第17号および９号

に基づく修正再表示

連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照 連結方法
議決権持

分(％)

所有

持分

(％)

参照

不動産会社(業務に使用される不動産)お

よびその他(続き)
           

BNPP Partners for Innovation

Italia SRL
イタリア 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Procurement Tech フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

BNPP Public Sector SA フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Euro Secured Notes Issuer
s フランス          S3

FCT Lafayette 2021
t フランス 連結  - -  連結  - -  

FCT Laffitte 2021
t フランス 連結  - -  連結  - -  

FCT Opéra 2014
t フランス     S1 連結  - -  

FCT Opera 2023
t フランス 連結  - - E2      

FCT Pyramides 2022
t フランス 連結  - -  連結  - - E2

GIE Groupement Auxiliaire de

Moyens
フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

GIE Groupement d'Etudes et de

Prestations
フランス 連結  100% 100%  連結  100% 100%  

Transvalor フランス     S2 持分法  20.2% 20.2%  

 

(a) プライベート・エクイティ(非上場株式)投資事業体は、2023年12月31日現在では14事業体、2022年12月31日現在では14事業体であった。

(b) UCI およびRMBS Prado(証券化ファンド)は、2023年12月31日現在では13のファンド(FCC UCI 11、12、14～17、RMBS Prado VII～XI、Green Belem I

およびRMBS Belem No 2)を含んでおり、2022年12月31日現在では14のファンド(FCC UCI 11、12、14～17、RMBS Prado V～X、Green Belem IおよびRMBS

Belem No 2)を含んでいる。

(c) 建設販売会社は、2023年12月31日現在では117社(82社が全部連結会社で35社が持分法適用連結会社)、2022年12月31日現在では125社(91社が全部連

結会社で34社が持分法適用連結会社)であった。

(d) Genius（証券化ファンド）は、2023年12月31日現在では11のファンド（Generation 2021-4 Retail Auto Mortgage Loan Securitisation、

Generation 2022-1～5 Retail Auto Mortgage Loan Securitisation、Generation 2023-1～5 Retail Auto Mortgage Loan Securitisation）を含んでい

る。

(e) Wisdom（証券化ファンド）は、2023年12月31日現在では13のファンド（Wisdom Puhua Leasing 2021-2および3 Asset-Backed Securities、Wisdom

Puhua Leasing 2022-1 Asset-Backed Notes、Wisdom Puhua Leasing 2022-1～3 Asset-Backed Securities、 Wisdom Puhua Leasing 2023-1および2

Asset-Backed Notes、Wisdom Puhua Leasing 2023-1および2 Asset-Backed Securities、Wisdom Puhua Leasing Zhixing 2023-1および2 Asset-Backed

Notes、Wisdom Puhua Leasing Xinghe 2023-1 Asset-Backed Securities)を含んでいる。

 
ANC規則2016で求められている通り、当社グループによって単独ないし共同で支配されている、または重要な影響力を行使されている

が、当該事業体の連結財務諸表に与える影響が当社グループにとって僅少であるため連結の範囲から除外されている事業体の一覧、およ

び持分投資先の一覧は、ウェブサイトhttps://invest.bnpparibas.comの“Regulated Information”のページで入手可能である。
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連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含まれた事業体(E) D5 Bポスト・バンクは、2022年度のBNPパリバ・グ

ループによる持分の追加取得により全部連結され

た。

E1 基準を上回った

E2 設立

E3 取得、支配権または重要な影響力の取得 D6 Baroda BNPP AMC Private Ltdは、2022年度の当

社グループによる一部売却により、持分法による

連結となった。

連結の範囲から除外された事業体(S)

S1 廃業(解散、清算等)

S2 売却、支配権喪失または重要な影響力の喪失 D7 Arval Relsaとその子会社は、当社グループによ

る持分の追加取得により全部連結された。S3 基準を下回った

S4 合併ならびに資産および負債の全移転 D8 Kantoxの全事業体とその子会社は、当社グループ

による持分の追加取得により全部連結された。議決権持分または所有持分の変動(V)

V1 追加取得 D9 Luizaseg Seguros SAは、2023年10月16日の当社

グループによる持分の追加取得により全部連結さ

れた。

V2 一部売却

V3 希薄化

V4 割合(％)の増加 持分法* 支配下にはあるが重要ではない、関連会社として

持分法により連結している事業体その他

D1 議決権持分または所有持分の変動と無関係な連結方法の変更 FV 共同支配または純損益を通じて公正価値で測定す

る関連会社投資D2 売却目的で保有する事業の事業体

D3 Compagnie pour le Financement des Loisirsは、2022年度のBNPパ

リバ・グループによる持分の追加取得により全部連結された。

  

s ストラクチャード・エンティティ

D4 ワールドライン・マーチャント・サービシーズ・イタリア株式会社

は、2022年度の当社グループによる一部売却により、持分法による

連結となった。

t 証券化ファンド

  

連結のプルデンシャル・スコープ

(1) フランスの子会社のうち、その健全性要件の充足状況が、健全性要件に関する欧州議会および欧州連合理事会の規則第575/2013

号の条項7.1に従い、BNPパリバの連結グループ全体レベルで監視されている子会社

(2) プルデンシャル・スコープに属する持分法に基づいて連結された事業体

(3) プルデンシャル・スコープに属する比例連結された共同支配事業体

(4) プルデンシャル・スコープから除かれている集団投資会社
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注９.l　法定監査人に支払われた報酬

 

2023年12月31日終了事業年度
税抜の額(単位：千ユーロ)

デロイト
プライスウォーター
ハウスクーパース

マザー 合計

合計 ％ 合計 ％ 合計 ％ 合計 ％

下記を含む法定監査および任意監査 20,696 75% 17,142 62% 10,994 87% 48,832 72%

発行体 5,505  5,627  3,083  14,215  

連結子会社 15,191  11,515  7,911  34,617  

下記を含む法定監査業務に必要なサービス
以外のサービス

6,731 25% 10,703 38% 1,629 13% 19,063 28%

発行体 3,385  6,815  736  10,936  

連結子会社 3,346  3,888  893  8,127  

合計 27,427 100% 27,845 100% 12,623 100% 67,895 100%

内、法定監査および任意監査の報酬として
フランスの法定監査人に支払った額

7,551  6,080  4,406  18,037  

内、法定監査業務に必要なサービス以外の
サービスの報酬としてフランスの法定監査
人に支払った額

2,014  4,179  1,130  7,323  

 

2022年12月31日終了事業年度
税抜の額(単位：千ユーロ)

デロイト
プライスウォーター
ハウスクーパース

マザー 合計

合計 ％ 合計 ％ 合計 ％ 合計 ％

下記を含む法定監査および任意監査 17,529 74％ 19,920 72％ 11,565 88％ 49,014 76％

発行体 4,501  5,870  2,919  13,290  

連結子会社 13,028  14,050  8,646  35,724  

下記を含む法定監査業務に必要なサービス
以外のサービス

6,142 26％ 7,669 28％ 1,606 12％ 15,417 24％

発行体 2,062  2,021  897  4,980  

連結子会社 4,080  5,648  709  10,437  

合計 23,671 100％ 27,589 100％ 13,171 100％ 64,431 100％

内、法定監査および任意監査の報酬として
フランスの法定監査人に支払った額

6,509  6,216  5,359  18,084  

内、法定監査業務に必要なサービス以外の
サービスの報酬としてフランスの法定監査
人に支払った額

1,739  2,353  1,046  5,138  

 

　上記の表に記載されている、BNPパリバの個別および連結財務諸表を証明する外部監査人のネットワークに属さ

ない外部監査人に支払われた監査報酬は、2023年度は3,990千ユーロ(2022年度は786千ユーロ)である。変動は主

に、2023年度においてパーソナル・ファイナンス事業部門の共同外部監査人にBDOが選任されたことによる。

　当年度において、法定監査に必要なサービス以外のサービスには、主に、会計および財務情報に関する証明書の

発行、特に証券管理事業およびアセット・マネジメント事業において顧客に提供するサービスの枠組み内で行う国

際基準(ISAE第3402号など)に従った内部統制の品質のレビュー、当行の改革プロジェクトに関する専門サービス、

特定の問題に関するテクニカル・コンサルティング、ならびに企業の枠組みの法令・規則への準拠性評価などがあ

る。
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親会社の個別財務諸表

 

2023年11月１日に、同年の１月１日をもってBNPパリバがエクサンSAを吸収合併するという内容の遡及吸収合併

取引が完了した。このため同日をもって、エクサンSAは、清算手続を経ることなく法律上当然に解散された。

エクサンSAの法的な解散により、同社の資産と負債が、欧州諸国にあるBNPパリバの各支店に移管され、その後

に同社の６支店が閉鎖された。このため、2023年度の財務諸表は、この法的吸収合併取引を踏まえて作成されてい

る。

 

損益計算書

 

  
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

受取利息 2.a 67,392 11,189,768 29,450 4,889,878

支払利息 2.a (64,304) (10,677,036) (22,333) (3,708,171)

株式およびその他の変動利付金融商品に係る
利益

2.b 8,211 1,363,354 6,312 1,048,044

受取手数料 2.c 8,545 1,418,812 8,711 1,446,374

支払手数料 2.c (2,042) (339,054) (2,052) (340,714)

トレーディング勘定の有価証券に係る利益
(純額)

2.d 9,552 1,586,014 6,889 1,143,850

売却可能有価証券に係る損失(純額) 2.e (228) (37,857) (1,244) (206,554)

その他の銀行業務収益  557 92,484 327 54,295

その他の銀行業務費用  (490) (81,360) (351) (58,280)

銀行業務純益  27,193 4,515,126 25,709 4,268,722

給与および従業員給付費用 5.a (8,765) (1,455,341) (8,116) (1,347,581)

その他の一般管理費  (6,132) (1,018,157) (6,417) (1,065,479)

有形固定資産・無形資産に係る減価償却費、
償却費、および減損

 (741) (123,036) (763) (126,689)

営業総利益  11,555 1,918,592 10,413 1,728,975

リスク費用 2.f (748) (124,198) (321) (53,299)

営業利益  10,807 1,794,394 10,092 1,675,676

長期投資の処分に係る損失(純額) 2.g (538) (89,330) (1,115) (185,135)

規制引当金繰入または戻入額(純額)  34 5,645 (1) (166)

税引前当期純利益  10,303 1,710,710 8,976 1,490,375

法人税 2.h (683) (113,405) (943) (156,576)

当期純利益  9,620 1,597,305 8,033 1,333,799
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貸借対照表

 

  2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

資産      

現金および中央銀行預け金  234,997 39,018,902 274,886 45,642,071

財務省証券および短期金融商品 3.c 159,168 26,428,255 141,968 23,572,367

金融機関債権 3.a 216,239 35,904,324 201,981 33,536,925

顧客関連項目 3.b 586,322 97,352,905 552,162 91,680,978

債券およびその他の固定利付証券 3.c 140,476 23,324,635 122,130 20,278,465

株式およびその他の変動利付証券 3.c 2,356 391,190 2,140 355,326

子会社に対する投資および長期投資目的で
保有される持分証券

3.c 4,006 665,156 3,825 635,103

関連会社に対する投資 3.c 48,654 8,078,510 61,725 10,248,819

無形資産 3.j 2,635 437,515 2,994 497,124

有形固定資産 3.j 2,093 347,522 2,122 352,337

自己株式 3.d 38 6,310 38 6,310

その他の資産 3.h 189,177 31,410,949 223,274 37,072,415

未収収益 3.i 126,335 20,976,663 141,062 23,421,934

資産合計  1,712,496 284,342,836 1,730,307 287,300,174

      

負債      

中央銀行預金  1,330 220,833 681 113,073

金融機関預金 3.a 227,418 37,760,485 233,747 38,811,352

顧客関連項目 3.b 839,734 139,429,433 832,154 138,170,850

負債証券 3.f 180,433 29,959,095 160,373 26,628,333

その他の負債 3.h 230,846 38,329,670 263,810 43,803,012

未払費用 3.i 115,121 19,114,691 123,744 20,546,454

引当金 3.k 1,990 330,420 2,013 334,239

劣後債 3.l 31,882 5,293,687 29,919 4,967,751

負債合計  1,628,754 270,438,314 1,646,441 273,375,064

      

株主資本 6.b     

資本金  2,295 381,062 2,469 409,953

払込剰余金  17,565 2,916,493 22,374 3,714,979

準備金および利益剰余金  54,262 9,009,662 50,990 8,466,380

当期純利益  9,620 1,597,305 8,033 1,333,799

株主資本合計  83,742 13,904,522 83,866 13,925,111

負債および株主資本合計  1,712,496 284,342,836 1,730,307 287,300,174
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  2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

 注記 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円

オフバランスシート項目      

供与したコミットメント      

融資コミットメント 4.a 447,356 74,278,990 369,872 61,413,547

保証コミットメント 4.b 211,773 35,162,789 231,899 38,504,510

有価証券について供与したコミットメント 4.b 51,108 8,485,972 38,219 6,345,883

供与されたコミットメント      

融資コミットメント 4.a 178,847 29,695,756 126,204 20,954,912

保証コミットメント 4.b 323,022 53,634,573 333,633 55,396,423

有価証券について供与されたコミットメント 4.b 54,234 9,005,013 42,281 7,020,337
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親会社の財務諸表に対する注記

注１．BNPパリバが適用している重要な会計原則の要約

BNPパリバの財務諸表は、2014年11月26日に公表されたANC(フランス国家会計基準局)規則2014-07および同日以

降に公表されたその修正規則に定められている、フランスの金融機関へ適用される一般に公正妥当と認められた会

計原則に従って作成されている。

 

金融機関債権および顧客債権

金融機関債権は、金融機関との銀行取引に関連する劣後貸出金および非劣後貸出金(負債証券を除く)を含む。ま

た当該債権は、売戻契約に基づき購入した資産(その種類を問わない)や、担保付買戻契約に基づき売却した有価証

券に係る債権も含む。当該債権の内訳は、要求払貸出および預金と、ターム・ローンおよび定期預金である。

顧客債権は、金融機関以外の顧客に対する貸出金を含むが、顧客発行の負債証券による貸出金、売戻契約に基づ

き購入した資産(その種類を問わない)、および担保付買戻契約に基づき売却した有価証券に係る債権は除く。当該

債権の内訳は、商業貸出金、顧客勘定の借方残高、およびその他貸出金である。

金融機関債権および顧客債権は、額面価額に、期日未到来の未収利息を加えた額で貸借対照表に計上される。

貸出金残高や確約済クレジット・ファシリティの内訳は、貸出金(貸出条件変更済の貸出金を含む)および貸倒懸

念貸出金である。同様の分析が、その現在価値が当社グループの資産を表す先渡金融商品に付帯する信用リスクに

ついても実施される。

信用リスクは、BNPパリバの内部信用リスク格付システムで監視される。このシステムは、２つの主要なパラ

メーター(格付で示される取引先ごとのデフォルト確率と、取引の種類を参考に決定される全体的な回収率)をベー

スとするものである。取引先の格付は12種類あり、10種類は健全な貸出金に対応するもので、２種類は貸倒懸念貸

出金と回収不能貸出金に対応するものである。

貸倒懸念貸出金は、借手が債務の一部またはすべてを遵守しないリスクがあると当行が考えている貸出金として

定義される。債務不履行の定義は、バーゼル規制の定義に準ずるもので、特に、延滞額や猶予期間に適用される基

準値については、欧州銀行監督機構(EBA)が2016年９月28日に公表した指針を踏まえたものとなっている。

延滞期間が90日超の貸出金や、法的手続の対象である貸出金は、貸倒懸念貸出金とみなされる。特定の貸出金が

貸倒懸念貸出金に分類された場合、当該貸出金の債務者に対するその他のあらゆる貸出金およびコミットメント

は、自動的に同じ分類となる。

当行は、これらの貸出金に係る不良債権について、貸出金総額と、実現する見込みの(元本、利息、および得ら

れる保証による)将来キャッシュ・インフローの現在価値(固定利付貸出金の場合は当初実効金利に等しい割引率

で、また変動利付貸出金の場合は直近の約定金利に等しい割引率でそれぞれ算出される)の差額に相当する金額で

減損を認識する。これらの貸出金に関して考慮している保証は、資産に設定されている抵当権および質権や、貸出

金勘定で生じる貸倒リスクをヘッジするため当行が契約しているクレジット・デリバティブを含む。

上記減損の額は、類似リスクの、個別に減損が認識されない貸出金ポートフォリオに適用される統計的モデルに

基づき、個別にまたは一括して算出される。
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借手が財政難に直面していることを理由に貸出条件を変更する場合、当行は、旧条件に基づく返済額の現在価値

と新条件に基づく返済額の現在価値の差額に相当する額として割引額を計算する。当該割引額は、資産の減額とし

て認識され、貸出金の残りの期間を基に数理計算により損益計算書に戻し入れられる。貸出条件変更済貸出金に係

る分割返済が履行されない場合、当該貸出金は、貸倒懸念貸出金または回収不能貸出金に分類される。

借手が当初の返済計画に基づく分割返済を再開した貸倒懸念貸出金は、正常貸出金に再分類される。同様に、貸

出条件が変更された貸倒懸念貸出金も、変更後の条件が満たされ、信用リスクが確認されなくなった場合には、正

常貸出金に再分類される。

回収不能貸出金には、貸倒懸念貸出金に分類された時期から相当の期間を経過した後においても当該貸出金を正

常貸出金へ再分類できる見通しが立たないような信用状況にある借手に対する貸出金、デフォルトが生じている貸

出金、借手が再びデフォルトを犯した大半の貸出条件変更済貸出金、１年超の期間貸倒懸念貸出金に分類されてい

る貸出金でデフォルトが生じており、相当の部分を占める債権額が保証されるような担保が付帯していないものが

含まれる。

貸倒懸念貸出金の信用リスクに係る減損額は、貸借対照表に計上されている当該資産の帳簿価額から差し引かれ

る。負債の部に計上される引当金には、オフバランスシート・コミットメント関連の引当金、不動産開発プログラ

ムにおける持分に関連する損失に対する引当金、請求や訴訟に対する引当金、および予想不能な業界リスクに対す

る引当金が含まれる。

引当金や減損の繰入および戻入額、回収不能貸出金に係る損失、引当金設定済の貸出金に係る回収額および貸出

条件変更済貸出金について計算した割引額は、損益計算書の「リスク費用」に計上される。

償却済の貸出金の帳簿価額の返済に伴い受け取った利息や、貸出条件変更済貸出金に係る割引による影響額およ

び割引額の戻入は、「受取利息」として認識される。

 

規制貯蓄預金と貸出契約

住宅財形貯蓄口座(Comptes Épargne Logement、以下「CEL」という。)および住宅財形貯蓄制度(Plans

d'Épargne Logement、以下「PEL」という。)は、フランスで個人向けに販売されている公的規制リテール商品であ

る。これは預金・貸出金一体型商品であり、預金が貸付の条件になっている。

これらの商品に関してBNPパリバは２種類の義務を負っている。つまり、契約時に政府が設定した金利で(PEL商

品の場合)、または法が定める物価スライド方式に従い半年ごとに見直す金利で(CEL商品の場合)無期限に預金利息

を支払う義務、および貯蓄期間に取得した権利に応じた金額を契約時に設定した金利で(PEL商品の場合)、または

貯蓄状況に応じた金利で(CEL商品の場合)顧客に対して貸し付ける(顧客の選択による)義務である。

各ジェネレーション(PEL商品の場合、一つのジェネレーションはすべて同じ当初金利の商品から成り、CEL商品

の場合、全CEL商品が一つのジェネレーションを構成する)に関連するBNPパリバの将来債務は、当該ジェネレー

ションのリスクにさらされている残高から将来生じる可能性のある利益を割引くことにより測定する。
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リスクにさらされている残高は顧客行動の実績分析を基に推定されるもので、統計的に蓋然性の高い貸出金残

高、および統計的に蓋然性の高い残高と最低予想残高との差に相当する。なお、条件付きでない定期預金残高を最

低予想残高とみなす。

貯蓄面では、再投資金利と、再投資期間中のリスクにさらされている預金残高に対する固定預金金利との差が将

来生じる利益とみなされ、貸付面では、再調達金利と、再調達期間中のリスクにさらされている貸出金残高に対す

る固定貸出金利との差が将来生じる利益とみなされる。

貯蓄面での再投資金利および貸付面での再調達金利は、スワップ取引のイールド・カーブ、ならびに種類および

満期日が類似している金融商品の期待スプレッドから算出する。スプレッドは、貸付面の場合は固定金利住宅ロー

ン、貯蓄面の場合は各リテール顧客へ提供している商品の実勢スプレッドを基に算出する。

将来の金利動向の不確実性、さらには当該金利動向が顧客行動モデルおよびリスクにさらされている残高へ及ぼ

す影響を反映させるため、債務の推計にはモンテカルロ法を用いている。

契約のジェネレーションごとの貯蓄・貸付に関し、BNPパリバの将来の想定債務合計がBNPパリバにとって好まし

くない可能性がある場合、引当金を貸借対照表の「引当金」勘定で(ジェネレーション間で相殺せず)認識する。こ

の引当金の増減は、損益計算書の受取利息および支払利息として認識する。

 

有価証券

「有価証券」という用語は、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券や譲渡性預金、債券およびその他の

固定利付証券(固定金利であるか変動金利であるかを問わない)、ならびに株式およびその他の変動利付金融商品を

意味する。

有価証券は、「トレーディング勘定の有価証券」、「売却可能有価証券」、「中期的に売却可能な持分証券」、

「満期保有目的負債証券」、「長期投資目的で保有される持分証券」、または「子会社および関連会社に対する投

資」のいずれかに分類される。

2018年１月１日以降、関連市場において従うべき規則または契約が定めている期間内に該当有価証券を受け渡す

よう求めている条項が含まれている契約に基づき取得または売却したトレーディング勘定の有価証券は、決済日に

貸借対照表に計上されている。この変更による損益計算書および期首資本への影響はない。同一条件で取得または

売却した他のカテゴリーの有価証券は、取引日に計上されている。

信用リスクが発生した場合、「売却可能」または「満期保有目的」のポートフォリオ内で保有する固定利付証券

は、貸倒懸念貸出金およびコミットメントに適用される基準と同じ基準に基づき、懸念有価証券に分類される。

取引先リスクにさらされている有価証券が懸念有価証券に分類され、関連引当金の額を個別に特定できる場合、

対応する費用は「リスク費用」に含まれる。

 

・　トレーディング勘定の有価証券

「トレーディング勘定の有価証券」は、短期間で売却するか買戻すことを目的に売買する有価証券や、マーケッ

ト・メイキング業務の結果として保有している有価証券である。これらの有価証券は、以下の基準に合致する場

合、市場価格で個別に評価される。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 858/1141



－　活発な市場(すなわち、第三者が、証券取引、ブローカー、トレーダー、またはマーケット・メイカーを通じ

て継続的に市場価格を入手できる市場)で取引可能である。

－　市場価格が、正常な競争環境で定期的に行われる実際の取引の価格を反映している。

「トレーディング勘定の有価証券」は、先渡金融商品、有価証券、その他の金融商品で構成されるトレーディン

グ勘定で、特有の資産運用目的(特に感応度に関して)で売買される有価証券や借入有価証券も含む。借入有価証券

が現金担保付きでない場合、当該証券は、貸借対照表ではその価額を表す負債から控除して表示される。同様に、

融資保証契約に基づき再使用権のある完全所有担保として受け入れた金融商品は貸借対照表に計上され、トレー

ディング勘定の有価証券に適用される規則に沿って再評価され、当該商品の返還義務を表す負債から控除して表示

される。

これら有価証券の市場価格の変動は、損益計算書に認識される。「トレーディング勘定の有価証券」は、別のカ

テゴリーへ再分類できないため、その売却または全額償還時点か、損失として認識され貸借対照表から消却される

時点まで、このカテゴリーの有価証券に適用される評価規則に従わなければならない。

投資戦略の変更が必要となるなどの例外的な市況においては、「トレーディング勘定の有価証券」を、採用され

た新戦略に応じ、「売却可能有価証券」または「満期保有目的負債証券」のいずれかに再分類できる。

「トレーディング勘定の有価証券」に分類されている固定利付証券が、活発な市場で取引できなくなった場合

に、当行が予測可能な将来または満期まで当該有価証券を保有する意思と能力を持っていれば、当該有価証券は、

「売却可能有価証券」または「満期保有目的負債証券」のいずれかに再分類される。

再分類された有価証券には、再分類日より新カテゴリーに適用される会計規則が適用される。

「トレーディング勘定の有価証券」に分類されている有価証券を購入した市場が、活発な市場とみなせなくなっ

た場合、当該有価証券は、新たな市況を考慮するような手法を用いて評価される。

 

・　売却可能有価証券

「売却可能有価証券」カテゴリーは、他のカテゴリーのいずれにも分類されない有価証券を含む。

債券およびその他の固定利付証券は、取得原価(未収利息を除く)または、推定市場価格のいずれか低い額で評価

される。この市場価格は、通常、株式市場価格に基づき決定される。未収利息は、損益計算書の「債券およびその

他の固定利付証券に係る受取利息」に計上される。

流通市場で購入した売却可能固定利付証券については、取得原価と償還価格の差額が、当該証券の残存期間にわ

たり数理計算を用いて損益計算書に認識される。貸借対照表では、当該証券の残存期間にわたり、当該証券の帳簿

価額がその償還価額まで償却される。

株式は、取得原価または推定市場価格のいずれか低い額で評価される。この市場価格は、通常、上場株式の場合

には株式市場価格に基づき決定され、未上場株式の場合には直近の財務諸表の数値を基に計算される、純資本に対

するBNPパリバの持分に基づき決定される。受取配当金は、損益計算書の「変動利付証券に係る収益」に現金主義

で認識される。
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売却される売却可能有価証券の原価は、先入先出法(以下「FIFO」という。)で算出される。処分損益や、低価法

に係る引当金の繰入および戻入額は、損益計算書の「売却可能有価証券に係る利益(損失)」に反映される。

投資戦略の変更が必要となるなどの例外的な場合、または活発な市場で取引できなくなった場合においては、

「売却可能有価証券」を「満期保有目的負債証券」に再分類し、以降はこのポートフォリオ内で管理しなければな

らない。これらの有価証券は、その後、「満期保有目的負債証券」に用いられる手法に従って認識される。

 

・　中期的に売却可能な持分証券

中期的に売却可能な持分証券は、長期的な利益獲得を念頭においた発行体の事業開発への投資ではなく、中期的

な利益獲得を念頭に置いたポートフォリオ管理を目的とする投資で構成される。このカテゴリーは、ベンチャー・

キャピタルへの投資を含む。

中期的に売却可能な持分証券は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。公正価値は、発行体の今

後の事業全般に関する見通しや、本証券の予定保有期間が考慮された価値である。上場株式の公正価値は、１ヶ月

間における平均株式市場価格を参考に決定される。

 

・　満期保有目的負債証券

既定の満期がある固定利付証券(主に債券、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券やその他譲渡性負債

証券)は、満期まで保有するというBNPパリバの意思を反映するため、「満期保有目的負債証券」に計上される。

このカテゴリーに分類される債券は、マッチングした資金調達が行われるか、満期までの残存期間における金利

エクスポージャーに対してヘッジされている。

これらの有価証券の取得原価と償還価格の差額は、当該証券の残存期間にわたり、数理計算を用いて損益計算書

に認識される。貸借対照表では、当該証券の残存期間にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償却され

る。

満期保有目的負債証券に係る利息は、損益計算書の「債券およびその他の固定利付証券に係る受取利息」に計上

される。

減損は、発行体の信用状況の悪化により満期時の全額償還が危ぶまれる場合に認識される。

「満期保有目的負債証券」の大部分を売却するか、別のカテゴリーへ再分類する場合、同じ事業年度中か、その

後２事業年度中のいかなる時点においても、売却済または再分類済の有価証券を「満期保有目的負債証券」カテゴ

リーへ戻すことができない。「満期保有目的負債証券」に分類されるあらゆる有価証券は、その後「中期的に売却

可能な有価証券」へ再分類される。

例外的な市況により投資戦略の変更が必要となり、「トレーディング勘定の有価証券」および「売却可能有価証

券」が「満期保有目的負債証券」へ再分類される場合、再び活発な市場で取引できるようになったことを理由とす

る「満期保有目的負債証券」の満期日前売却については、再分類に関する上記規定は適用されない。
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・　長期投資目的で保有される持分証券、子会社および関連会社に対する投資

株式持分は、BNPパリバが経営に対する重要な影響力を持っている子会社および関連会社に対する投資や、BNPパ

リバの事業開発上戦略的と考えられる投資を含む。当該影響力は、BNPパリバが少なくとも10％の所有持分を保有

している場合に存在するものとみなされる。

長期投資目的で保有される持分証券は、BNPパリバが、発行体の経営に積極的に参加することではなく、発行体

と特別な関係を築くことにより長期的な事業関係の構築を促進することを意図しながら、長期的視点で十分な利益

を獲得することを目的に長期保有する意図を持っているような株式および関連商品である。

関連会社に対するその他の投資は、BNPパリバが独占的支配力を有する会社(すなわち、当社グループに全部連結

されるであろう会社)の株式やその他の変動利付証券に対する投資で構成される。

この種の有価証券は、取得原価と公正価値のうち低い価格で個別に計上される。

各有価証券の公正価値は、将来利回りを評価するために通常用いられる、割引キャッシュ・フロー法、再評価後

純資産法および／またはマルチプル法を用いて入手可能な情報に基づき算出される。活発な市場に上場している有

価証券の公正価値は、過去１ヶ月間における平均市場価格であるものとみなされる。

簡素化のために、10百万ユーロ未満で取得した上場有価証券は、決算日前１ヶ月間における株式市場終値の平均

に基づき評価できる。

処分損益や引当金の変動は、損益計算書の「長期投資の処分に係る利益または損失(純額)」に計上される。

配当金は、年次株主総会による支払承認後ただちに認識されるが、株主による決議の有無が不明な場合には受取

時に計上される。いずれの場合も、「株式および変動利付証券に係る収益」に計上される。

 

・　自己株式

BNPパリバが保有する自己株式は、以下のように分類および評価される。

－　保有している自己株式、マーケット・メイキング契約に基づき購入した自己株式、または指数裁定取引に関連

して取得した自己株式は、「トレーディング勘定の有価証券」に市場価格で計上される。

－　従業員への割当用に保有している自己株式は「売却可能有価証券」カテゴリーに計上される。BNPパリバの子

会社および支店の従業員に付与された自己株式は、適用される現地の定めに従い子会社および支店に再請求さ

れる。

－　従業員への付与用に保有している自己株式について減損は認識されないが、当該株式を取得する従業員が提供

した役務に基づく引当金が当該株式について設定される。

－　消却予定の自己株式、または保有意図が上記のいずれでもない自己株式は、長期投資に含まれる。消却予定の

自己株式は取得原価で表示され、その他はすべて取得原価と公正価値との低価法で表示される。
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固定資産

建物および装置は、取得原価、または1977年および1978年に制定されたフランス財政法に従い算出された調整後

評価額のいずれかで表示される。当該制定法に基づく再評価時に計上される、非償却資産の再評価に係る差異は、

資本金に含まれる。

有形固定資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識されるが、資産が利用可能になるまでの建設

または改装に長い期間を要する場合には、借入金利息も取得原価に算入される。

BNPパリバが開発したソフトウェアの内、資産計上の基準を満たすものについては、外部費用およびプロジェク

トに直接関わった従業員の人件費を含む直接開発費用が資産計上される。

当初の認識後、固定資産は、取得原価から減価償却または償却累計額および減損額を差し引いた金額で測定され

る。

固定資産は、その耐用年数にわたって定額法で減価償却または償却される。減価償却費および償却費は、損益計

算書の「有形固定資産・無形資産に係る減価償却費、償却費、および減損」に認識される。

認識済の減価償却費および償却費の内、経済的な価額(主に定額法で計算された額)を超える額は、貸借対照表の

「加速減価償却および償却に係る規制引当金」に負債として計上される。BNPパリバは、加速減価償却および償却

に伴う繰延税効果を計算していない。

資産が、一定期間ごとの入れ替えを必要とする場合がある多くの構成要素で構成されている場合、またはその用

途や生み出される経済的便益率が異なる多くの構成要素で構成されている場合、各構成要素はそれぞれに適切な方

法により単独で認識され、減価償却される。BNPパリバは、事業で使用される不動産に対し、構成要素に基づくア

プローチを採用してきた。

オフィス不動産の減価償却期間は次の通りである。(主要な不動産およびその他の不動産それぞれにおける)外郭

構造は80年または60年、建物の壁面は30年、一般的および技術的設置物は20年、備品および付属品は10年。

ソフトウェアの償却期間は種類によって異なり、インフラの開発は８年まで、顧客へのサービスの提供を主な目

的として開発されたものは３年または５年となっている。

償却可能な固定資産については、決算日時点で潜在的な減損の兆候がないかどうかを確認するため、減損テスト

を行う。非償却資産については、毎年減損テストが行われる。

減損の兆候がある場合には、該当資産の新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の重大な減損が発見さ

れた場合、減損損失が損益計算書で認識される。この損失は、のれんおよびのれんに配賦される残存合併プレミア

ム(下記参照)に係るものを除き、見積回収可能価額に変更があった場合、または減損の兆候がなくなった場合に戻

し入れられる。減損損失は、損益計算書の「有形固定資産・無形資産に係る減価償却費、償却費、および減損」勘

定に計上される。

－　事業買収に伴うのれんは、現在では無期限の使用期間を有するものと推定される。そのため、のれんは償却さ

れず、その理由づけが求められることもない。しかしながら、これは反証可能な推定であるため、有限の使用

期間が存在する場合、のれんは実際の使用期間または一定の使用期間(この期間を、信頼性をもって評価でき

ない場合には10年)にわたって償却する必要がある。加えて、のれんを償却しない場合、減損の兆候の有無に

かかわらず毎年減損テストを実施する必要がある。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 862/1141



－　合併プレミアムは、識別された未実現利益を上限として、合併および類似取引により得られた様々な資産に配

賦される。合併プレミアムの額は、関連する資産に適用される、償却、減価償却および引当に関する規則に従

い、当該資産の内訳勘定に配賦される。

－　様々な原資産への配賦(詳しくは前述)後の残存合併プレミアム純額は、のれんに計上される。

事業に使用される有形固定資産および無形資産の処分損益は損益計算書の「長期投資の処分に係る利益または損

失(純額)」で認識される。

 

金融機関預金および顧客預金

金融機関預金および顧客預金は、当初の期間やその種類に応じて、金融機関預金は要求払預金および定期預金

に、また顧客預金は規制貯蓄預金およびその他の顧客預金にそれぞれ表示される。この分類には、取引相手の種類

に応じて、買戻契約に基づき売却した有価証券やその他の資産が含まれる。未払利息は別勘定に計上される。特別

貯蓄口座は、預金供託公庫への預託額のうち、貯蓄口座の積立額控除後の金額で表示される。

 

負債証券

負債証券は、劣後債として分類される劣後債を除き、各負債証券の性質に応じて、預金証書、銀行間市場で取引

される有価証券、譲渡性のある負債証券、債券およびこれらに類する有価証券に分類される。

負債証券に係る未払利息は、貸借対照表の独立勘定に計上され、損益計算書の借方に計上される。

債券の発行額と償還プレミアムは、債券の期間にわたり最終利回り法を用いて償却される。債券発行費用は、債

券の期間にわたって定額法により償却される。

 

国際コミットメントに対する引当金

国際コミットメントに対する引当金は、リスクが潜在している各国の将来の支払能力に関連する非移転リスクの

評価や、当該各国の状況や経済全般が一定かつ持続的に悪化した場合に債務者が被る全般的な信用リスクに基づく

ものである。引当金の繰入および戻入額は、損益計算書の「リスク費用」に反映される。

 

非銀行取引に対する引当金

BNPパリバは、明確に識別されているもののその時期や金額は不確実な偶発事象および費用について引当金を計

上している。現行の規則に従い、これらの非銀行取引に対する引当金は、当行が期末日において第三者に対する債

務を有しており、第三者へリソースを提供しなければならない可能性が高く、見返りとして提供物と同等の経済的

便益を当該第三者から得られる見込みがない場合に限り計上される可能性がある。
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リスク費用

「リスク費用」勘定は、第三者との銀行取引に固有の取引先および信用リスク、訴訟、ならびに不正の識別によ

り生じる費用を含む。当該リスクのカテゴリーに含まれない引当金の純変動は、その種類に応じて損益計算書内で

分類される。

 

先渡金融商品

先渡金融商品は、資産や負債の特定部分または全体的なヘッジとして用いることを目的に、またはトレーディン

グ目的で、各種市場で購入される。

これらの商品に関連する当行の債務は、オフバランスシート項目として額面価額で認識される。これらの商品の

会計処理は、対応する投資戦略により異なる。

 

・　ヘッジ目的で保有されているデリバティブ金融商品

単一の商品または同種の商品グループに対するヘッジ目的で保有し、ヘッジ手段として指定されている先渡デリ

バティブ金融商品に係る収益および費用は、原商品に係る収益および費用と一対の要素として、損益計算書の同一

勘定に認識される。

金利リスク全般のヘッジとして用いられている先渡金融商品に係る収益および費用は、比例配分法で損益計算書

に認識される。

 

・　トレーディング目的で保有されているデリバティブ金融商品

トレーディング目的で保有するデリバティブは、確立した市場または店頭市場で取引できる。

トレーディング勘定内に保有するデリバティブは、貸借対照表日の市場価格で評価される。対応する(実現およ

び未実現)損益は、損益計算書の「トレーディング勘定の有価証券に係る利益(損失)」に認識される。

市場価格は、以下のいずれかを基に決定される。

－　上場市場における価格(入手可能な場合)。

－　活発な市場で観測できる取引価格を基に計算されるか、その他の統計的または定量的手法により計算されるパ

ラメーターを用いた一般的な財務モデルや理論を使用するような評価手法。

いずれに基づく場合でも、BNPパリバは、モデルリスク、取引先リスク、および流動性リスクを反映した保守的

な値とするための調整を加える。

一部の複雑なデリバティブ(通常はカスタム・メイドの複合商品で流動性が極めて低い)は、一部パラメーターが

活発な市場で観測できないモデルを用いて評価される。

これらの複雑なデリバティブの取引中に生じたマージンは繰り延べられ、評価パラメーターが観測不能なままで

あると見込まれる期間中は損益計算書に認識されない。当初観察不能であったパラメーターが観察可能になった場

合、または評価が活発な市場での直近の類似取引との比較によって具体化された場合、Day１利益の未認識部分は

その時点で損益計算書に計上される。
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・　独立したオープン・ポジション内で保有するデリバティブ金融商品

独立したオープン・ポジションを表す契約に係る損益は、商品の性質に応じ、決済時に、または比例配分法で損

益計算書に認識される。デリバティブは、貸借対照表日の市場価格で測定され、未実現損失に対する引当金は、同

種の契約グループごとに認識される。

 

法人税

法人税は、税金を実際に支払う期間がいつであるかを問わず、関連する課税収益および費用が記帳された期間に

おいて計上される。収益および費用が記帳される期間と、収益に課税され費用が控除される期間が異なる場合、

BNPパリバは繰延税金を認識しており、その額は、負債法に従い、各貸借対照表項目の帳簿価額と課税所得計算上

の価額とのあらゆる一時差異に対して承認済み将来適用税率を乗じて計算している。繰延税金資産は、その回収可

能性を踏まえて認識されている。

国際的な税制改革に関する経済協力開発機構（OECD）の第二の柱の勧告を受けて、欧州連合は2022年12月14日

に、国際的グループの最低法人所得税を定める2022/2523指令を採択した。同指令は2024年１月１日から適用され

る。ANC規則2020-01を改正したANC規則2023-02を適用しフランスの規則に基づいて作成される連結財務諸表向けの

設例に従い、BNPパリバSAは、第二の柱/GloBE規則に関連する繰延税金を認識していない。入手可能な情報に基づ

き、第二の柱改革が採用された際の影響はBNPパリバにとって軽微なものと見込まれる。

 

従業員への利益配分

フランス法が要求している通り、BNPパリバは、対象従業員が受給権を取得した年度において従業員への利益配

分額を損益計算書に認識し、当該配分額を損益計算書の「給与および従業員給付費用」に計上している。

 

従業員給付

BNPパリバの従業員は、該当する以下４種類の給付を受ける。

－　主に雇用契約の早期解除時に給付される解雇給付。

－　給与、年次休暇、インセンティブ制度、利益配分と追加支払金といった短期給付。

－　有給休暇、永年勤続報奨金、その他の形態による現金ベースの繰延報酬を含むその他の長期給付。

－　主に、フランスにてBNPパリバの年金基金が行う補完的な年金給付および退職ボーナスならびに他国にて各種

年金制度(これらの一部は年金基金が積み立てている)が行う給付から成る退職後給付。

 

・　解雇給付

解雇給付は、BNPパリバが法定退職年齢に達する前に雇用契約を終了させることを決定した場合、あるいは従業

員が退職給付を条件として自主退職を決意した場合に支払われる従業員給付である。決算日から12ヶ月より後に支

払期日が来る解雇給付は割引かれる。
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・　短期給付

当社グループは、従業員給付の見返りとして従業員が役務を提供した時、その給付を費用として認識する。

 

・　長期給付

長期給付とは、従業員の関連役務の提供期間終了後12ヶ月以内に完全な支払期日を迎えることのない(退職後給

付と解雇給付以外の)給付を意味する。ここで用いられる年金数理計算手法は、確定給付型退職後給付制度で用い

られるものと類似のものであるが、年金数理計算上の損益は、制度変更の影響と同様に即時に認識される。

このカテゴリーは、12ヶ月を超える期間にわたって繰り延べられ、従業員が対応する役務を提供した事業年度の

財務諸表に未払計上されている現金報酬に関連している。この繰延変動報酬が、権利確定日現在で対象従業員の雇

用が続いていることを明示的な条件としている場合、役務は、権利確定期間中に提供されたものとみなされ、対応

する報酬費用は、当該期間にわたって比例配分され、給与および従業員給付費用に計上され、対応する負債が貸借

対照表に認識される。この額は、雇用継続条件または業績条件の充足不足や、BNPパリバの株価の変動(当該株価に

連動している繰延報酬の場合)を考慮して見直される。

雇用継続条件がない場合、繰延変動報酬は参照年度の財務諸表において即時に認識される。負債はその後、業績

条件や、BNPパリバの株価の変動(当該株価に連動している繰延報酬の場合)を考慮して、決済までの各報告日にお

いて見直される。

フランスで2023年４月14日に施行された年金制度改革による変更は、退職給付制度の変更に該当する。これにつ

いて損益計算書に認識された影響は重要ではない。

 

・　退職後給付

フランスのBNPパリバの従業員に提供される退職後給付制度は、確定拠出型年金制度と確定給付型年金制度の両

方である。

確定拠出型年金制度(全国老齢保険金庫の制度や、フランスのBNPパリバの元従業員に年金を支給する国および労

働組合の補完的な制度を含む)はBNPパリバの給付債務を生むものではなく、従って、そのための引当金を積立てる

必要はない。会計期間ごとに支払われる雇用者拠出金は費用として認識される。

BNPパリバの給付債務を生むのは、BNPパリバの退職基金から支払われる各種退職給付のような確定給付型年金制

度のみである。この給付債務は引当金の形で負債として測定され、認識される。

この２つのカテゴリーへの制度の分類は制度の経済的実態に基づいて行われ、BNPパリバが合意した給付金を従

業員に支払う法的または推定的債務を負っているかどうかを判断するための見直しが行われる。
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確定給付型年金制度の下での退職後給付債務は、人口統計学的および財務上の仮定を考慮した年金数理計算手法

を用いて算定される。負債として認識される給付債務の額は、予測単位積増方式を用い、当社グループが採用する

年金数理計算上の仮定に基づいて測定される。この方式では、人口統計学的推計、従業員の定年前退職の確率、昇

給率、割引率、全般的な物価上昇率といった様々なパラメーター(該当国での実態を踏まえて調整されたパラメー

ター)を勘案している。制度資産の価値は給付債務額から控除される。制度資産の価値が給付債務額を超える場

合、将来における拠出額の減少または制度に対する拠出額の将来における一部払戻の形で将来の経済的利益がもた

らされる場合に限り、資産として認識される。

制度に基づく給付債務の額および制度資産の価値は、年金数理計算上の仮定が変化することにより期間ごとに大

きく変動する可能性があり、それに伴い、年金数理計算上の損益が発生する。年金数理計算上の損益と、制度資産

に係る制限の影響は、すべて損益計算書に認識されており、投資からの期待収益は、対応する債務の割引率を用い

て計算されている。

 

収益および費用の認識

利息および利息として適格な手数料は、比例配分法により発生主義で認識され、一連の貸出の過程で当行が課す

手数料(すなわち、貸出申請手数料、コミットメント・フィー、協調融資手数料など)を含む。当行が貸出を実行ま

たは取得する際に支払うべき追加取引費用も、対応する貸出の有効期間にわたって償却される。

サービスの提供と関係のある、利息として適格でない手数料は、サービス提供時に(継続的なサービスの場合に

は、サービス契約の期間にわたって比例配分法で)認識される。

 

外貨取引

外国為替ポジションは、通常、期末日現在で公表されている為替レートを用いて評価される。通常業務において

実施される外貨取引に伴う為替差損益は、損益計算書に認識される。

長期保有する資産(長期投資目的で保有される持分証券を含む)、支店に配分する資本、およびその他外国株式へ

の投資などの内、外貨建てであるがユーロで資金調達されたものの換算により生じる差額は、当該資産を計上する

貸借対照表上の勘定に係る為替換算調整として認識される。

長期保有する資産(長期投資目的で保有される持分証券を含む)、支店に配分する資本、およびその他外国株式へ

の投資などの内、外貨建てでありかつ外貨で資金調達されたものの換算により生じる差額は、対応する外貨の調達

に係る為替換算調整と一対の要素として認識される。

 

外貨で表示された財務諸表の為替換算

海外支店の、外貨建ての貨幣性および非貨幣性の資産および負債は、期末日の為替レートでユーロに換算され

る。フランス国外にある支店に配分する資本に関連する為替換算調整は、「未収収益」および「未払費用」に含ま

れる。
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注２．2023年度の損益計算書に対する注記

注２.a　正味受取利息

BNPパリバは、実効金利法により償却原価で測定する金融商品、および公正価値で測定する金融商品のうちデリ

バティブの定義に該当しない商品に係るすべての収益および費用(利息、手数料、取引費用)を「受取利息」および

「支払利息」に含めている。純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値の変動(未収／未払利息を除

く)は、「トレーディング勘定の有価証券に係る利益または損失」に認識されている。

公正価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じ

た収益に含まれている。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

収益 費用 収益 費用

金融機関関連項目 33,003 (20,543) 10,442 (6,240)

要求払預金、貸出金、および借入金 26,096 (14,253) 8,501 (4,736)

買戻／売戻契約に基づき授受された有価証券 6,500 (6,290) 1,672 (1,504)

劣後貸出金 407  269  

顧客関連項目 27,708 (32,942) 13,102 (10,156)

要求払預金、貸出金、および定期預金 16,187 (18,295) 9,442 (5,987)

買戻／売戻契約に基づき授受された有価証券 11,516 (14,647) 3,659 (4,169)

劣後貸出金 5 - 1 -

ファイナンス・リース 3 - 1 -

負債証券 217 (9,258) 206 (5,937)

債券およびその他の固定利付証券 6,461 - 5,565 -

トレーディング勘定の有価証券 1,014 - 223 -

売却可能有価証券 5,243 - 5,291 -

満期保有目的負債証券 204 - 51 -

マクロ・ヘッジ商品 - (1,561) 134 -

受取利息および支払利息 67,392 (64,304) 29,450 (22,333)
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注２.b　株式およびその他の変動利付金融商品に係る利益

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

売却可能有価証券 40 42

子会社に対する投資および長期投資目的で保有される持分
証券

355 452

関連会社に対する投資 7,816 5,818

株式およびその他の変動利付金融商品に係る利益 8,211 6,312

 

注２.c　手数料

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

収益 費用 収益 費用

銀行取引および金融取引に伴う手数料 3,086 (1,081) 3,425 (1,072)

顧客関連項目 1,675 (65) 1,820 (35)

その他 1,411 (1,016) 1,605 (1,037)

金融サービスに伴う手数料 5,459 (961) 5,286 (980)

受取手数料および支払手数料 8,545 (2,042) 8,711 (2,052)

 

注２.d　トレーディング勘定取引に係る利益または損失

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

トレーディング勘定の有価証券に計上されている固定利付
金融商品および金融取引

2,992 (4,427)

通貨商品 6,031 7,416

信用商品 (1,271) 2,315

トレーディング勘定の有価証券に計上されているその他の
変動利付金融商品および金融取引

1,800 1,585

トレーディング勘定の有価証券に係る利益(純額) 9,552 6,889

 

注２.e　売却可能有価証券に係る利益または損失

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

収益 費用 収益 費用

売却 256 (1,033) 369 (620)

引当金 700 (151) 159 (1,152)

合計 956 (1,184) 528 (1,772)

売却可能有価証券に係る損失(純額)  (228)  (1,244)
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注２.f　リスク費用および信用リスクに対する引当金

「リスク費用」は、BNPパリバの銀行仲介業務に特有の信用リスクに関して認識された減損損失に加えて、店頭

取引のデリバティブ金融商品に係る既知の取引先リスクに関する減損損失の純額を表示している。

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

当期の引当金繰入または戻入額 (421) (139)

顧客および金融機関関連項目 (279) (103)

オフバランスシート・コミットメント (55) 11

有価証券 (92) (45)

貸倒懸念貸出金 2 (5)

市場活動に係る金融商品 3 3

引当金が計上されていない回収不能貸出金 (376) (259)

償却債権取立益 49 77

リスク費用 (748) (321)

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

１月１日現在の残高 6,332 7,173

当期の引当金繰入または戻入額 421 139

引当金設定済の当期償却額 (497) (915)

為替レートおよびその他の変動の影響額 115 (65)

信用リスクに対する引当金 6,371 6,332

 

引当金の内訳は次の通りである。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

資産から控除される引当金 6,068 6,086

金融機関債権(注３.a) 162 151

顧客債権(注３.b) 5,371 5,507

有価証券 482 382

市場活動に係る金融商品 53 46

負債として認識される引当金(注３.k) 303 246

オフバランスシート・コミットメント 264 204

貸倒懸念貸出金 39 42

信用リスクに対する引当金 6,371 6,332
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注２.g　長期投資の処分に係る利益または損失

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

収益 費用 収益 費用

子会社に対する投資および長期投資目的で保
有される持分証券

153 (96) 165 (71)

売却 41 (9) 150 (22)

引当金 112 (87) 15 (49)

関連会社に対する投資 544 (1,192) 93 (1,238)

売却 358 (462) 6 (284)

引当金 186 (730) 87 (954)

営業用資産 88 (35) 55 (119)

合計 785 (1,323) 313 (1,428)

長期投資の処分に係る損失(純額)  (538)  (1,115)

 

注２.h　法人税

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

当期税金費用 (1,077) (674)

繰延税金 394 (269)

法人税 (683) (943)

 

同一の連結納税グループに属するBNPパリバとその子会社の間では、グループ内のどの事業体にとっても中立な

税制となるよう、連結納税に関する基本契約を交わしている。当社グループ内の各子会社では、連結納税の対象期

間中においても、連結納税グループに属していない場合と同様の方法で、連結納税の対象となる自社の法人税収益

または費用、各種拠出に伴う付加税ならびに当期のまたは将来のあらゆる税金を自社の帳簿に全額計上している。

BNPパリバは、親会社として、フランスでの連結納税に伴う当社グループ全体レベルでの節税額を、当期税金費用

に計上している。
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注３．2023年12月31日現在の貸借対照表に対する注記

注３.a　金融機関預金および金融機関債権

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

貸出金および債権 152,665 126,977

要求払預金 6,178 7,089

定期預金およびターム・ローン
(*)

140,790 112,327

劣後貸出金 5,697 7,561

売戻契約に基づき供出された有価証券 63,736 75,155

金融機関貸出金および債権(減損引当金控除前) 216,401 202,132

内、未収利息 2,361 1,270

内、回収不能貸出金 - -

内、回収が見込まれる貸倒懸念貸出金 11 13

金融機関債権に対する減損引当金(注２.f) (162) (151)

金融機関貸出金および債権(減損引当金控除後) 216,239 201,981

 

(*)
2023年12月31日現在の銀行間貸出金には、2023年12月６日に与信・投資機関として承認された後のBNPパリバ・ファイナン

シャル・マーケッツへの貸出金である69億ユーロが含まれている。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

預金および借入金 147,278 164,786

要求払預金 20,380 20,594

定期預金および借入金
(*)

126,898 144,192

買戻契約に基づき引き渡した有価証券 80,140 68,961

金融機関預金 227,418 233,747

内、未払利息 1,203 292

 

(*)　
銀行間借入金には中央銀行からの定期借入金が含まれ、内、TLTRO IIIは、2023年12月31日現在140億ユーロ（2022年12月

31日現在330億ユーロ）である。
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注３.b　顧客取引

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

貸出金および債権 403,526 440,872

商業貸出金および工業貸出金 10,198 9,232

要求払預金 16,643 17,167

短期貸出金
(*) 133,813 132,990

住宅ローン 86,213 90,981

設備ローン 53,187 58,651

輸出融資 6,110 6,560

その他の顧客貸出金
(*) 96,524 124,893

劣後貸出金 838 398

売戻契約に基づき供出された有価証券 188,167 116,797

顧客関連項目(減損引当金控除前) - 資産 591,693 557,669

内、未収利息 3,893 2,584

内、フランス中央銀行によるリファイナンスに
適格な貸出金

13 119

内、回収が見込まれる貸倒懸念貸出金および債権 5,680 4,448

内、回収不能貸出金および債権 3,757 3,769

顧客債権に対する減損引当金(注２.f) (5,371) (5,507)

顧客関連項目(減損引当金控除後の純額) - 資産 586,322 552,162

 

(*)
2022年12月31日現在のその他の顧客貸出金には、2023年度のステータス変更前のBNPパリバ・ファイナンシャル・マーケッ

ツへの貸出金である195億ユーロが含まれていた。
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以下の表は、顧客貸出金および債権(減損引当金控除後の純額)を取引先別に示している。

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

正常
貸出金

貸倒懸念貸出金

合計
正常
貸出金

貸倒懸念貸出金

合計回収が
見込ま
れるもの

回収不能
なもの

回収が
見込ま
れるもの

回収不能
なもの

金融機関 73,264 388 11 73,663 104,776 92 109 104,977

コーポレート・エクス
ポージャー

237,769 2,571 1,109 241,449 236,430 1,838 1,067 239,335

起業家 3,724 2 6 3,732 9,274 93 90 9,457

個人 70,910 390 409 71,709 71,856 323 346 72,525

その他非金融業務の顧客 7,493 19 90 7,602 9,003 38 30 9,071

貸出金および債権合計
(減損引当金控除後)

393,160 3,370 1,625 398,155 431,339 2,384 1,642 435,365

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

預金 638,697 676,015

要求払預金 340,879 383,412

定期預金 229,016 229,405

特別貯蓄預金 68,802 63,198

内、要求払特別貯蓄預金 54,556 46,749

内、預金供託公庫への預託額
(1) (17,874) (15,157)

買戻契約に基づき引き渡した有価証券 201,037 156,139

顧客関連項目 - 負債 839,734 832,154

内、未払利息 4,201 1,815

 

(1)
ANC規則2014-07を改正した2020年12月22日付の規則2020-10により、預金供託公庫への預託額を、貯蓄口座の積立額控除後

の金額で表示することが可能になった。

2023年12月31日現在の、預金供託公庫に預託されている規制貯蓄預金は17,874百万ユーロで、2022年12月31日現在では

15,157百万ユーロであった。
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注３.c　BNPパリバが保有する有価証券

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

帳簿価額
(純額)

市場価格
帳簿価額
(純額)

市場価格

取引 82,762 82,762 65,855 65,855

売却可能有価証券 71,643 72,416 72,178 72,239

内、引当金 (370)  (756)  

投資 4,763 4,763 3,935 3,935

財務省証券および短期金融商品 159,168 159,941 141,968 142,029

内、貸出有価証券に対応する債権 28,641  44,968  

内、のれん 4,105  5,145  

取引 32,853 32,853 28,751 28,751

売却可能有価証券 107,601 108,279 93,363 94,468

内、引当金 (655)  (681)  

投資 22 22 16 16

債券およびその他の固定利付証券 140,476 141,154 122,130 123,235

内、非上場有価証券 41,140 41,869 27,979 28,558

内、未収利息 1,809  427  

内、貸出有価証券に対応する債権 12,581  14,395  

内、のれん (405)  46  

取引 279 279 368 368

売却可能有価証券および中期的に売却可能な
持分証券

2,077 2,677 1,772 2,433

内、引当金 (409)  (446)  

株式およびその他の変動利付証券 2,356 2,956 2,140 2,801

内、非上場有価証券 1,821 2,396 1,486 1,925

内、貸出有価証券に対応する債権 6  10  

関連会社 3,595 5,729 3,462 6,631

内、引当金 (262)  (171)  

長期投資目的で保有される持分証券 411 695 363 455

内、引当金 (45)  (51)  

子会社に対する投資および長期投資目的で
保有される持分証券

4,006 6,424 3,825 7,086

内、非上場有価証券 1,918 3,300 1,841 3,440

関連会社に対する投資 48,654 78,220 61,725 97,493

内、引当金 (9,410)  (8,696)  

関連会社に対する投資 48,654 78,220 61,725 97,493

 

BNPパリバが保有している金融機関に対する持分投資および関連会社投資の合計は、2023年12月31日現在は、そ

れぞれ1,495百万ユーロおよび30,614百万ユーロ(2022年12月31日現在は、それぞれ1,530百万ユーロおよび30,576

百万ユーロ)であった。
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BNPパリバが保有する借入有価証券は、以下のように分類および評価される。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

財務省証券および短期金融商品 107,951 106,000

債券およびその他の固定利付証券 27,318 24,214

株式およびその他の変動利付証券 11,265 14,573

合計 146,534 144,787

 

ANC規則2014-07を改正した2020年12月22日付の規則2020-10に従い、借入有価証券は、当該証券に係る負債額か

ら控除されている。2023年12月31日現在の借入有価証券の額は146,534百万ユーロ(2022年12月31日現在は144,787

百万ユーロ)であった。

 

注３.d　自己株式

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

帳簿価額
(総額)

帳簿価額
(純額)

帳簿価額
(純額)

取引 - - -

売却可能有価証券 6 6 6

子会社に対する投資 32 32 32

自己株式 38 38 38

 

2023年５月16日の合同株主総会における第５号決議(2022年５月17日の合同株主総会の第５号決議を置き換える

決議)に基づき、BNPパリバは、最高購入価格１株当たり89ユーロ(従前は88ユーロ)でBNPパリバの発行済資本金の

10％を上限として株式を買戻す権限を与えられた。株式は、2023年５月16日の合同株主総会にて定められた規定に

基づき将来において消却すること、株式および株式同等証券の発行、ストック・オプション制度、ボーナス株式報

奨制度、または従業員向け利益配分スキーム、従業員持株制度もしくは社内貯蓄制度に関連する従業員への株式の

付与もしくは売却に関する当行の義務を履行すること、フランス商法第L.233-16条に定義されているBNPパリバお

よびBNPパリバが単独で支配している会社の従業員へのあらゆる種類の株式報奨をカバーすること、買収、合併、

会社分割もしくは資産譲渡取引に伴い将来行う対価の引き渡しもしくは支払いに備えること、フランスの金融市場

規制当局であるフランス共和国金融市場庁(以下「AMF」という。)公認の倫理綱領を遵守したマーケット・メイキ

ング契約の範囲内で保有すること、または資産および財務管理のために保有することを目的に自己株式として保有

することを目的とする場合に取得できる。

この権限は18ヶ月間にわたって認められた。

2023年12月31日現在、BNPパリバは、「長期投資目的で保有される持分証券」として分類されている自己株式を

603,827株保有していた。

BNPパリバは、「売却可能有価証券」に分類され、当社グループの従業員への株式報奨として使用されたり、従

業員向け利益配分スキーム、従業員持株制度、または社内貯蓄制度の一環として付与もしくは売却される予定の自

己株式も118,144株保有していた。
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注３.e　長期投資

 

(単位：百万ユーロ)

総額

2023年
１月１日現在

取得および
資本金の変動

売却および
償還

譲渡および
その他変動

2023年
12月31日現在

満期保有目的負債証券(注３.c) 3,951 1,268 (390) (44) 4,785

子会社に対する投資および長期投資
目的で保有される持分証券(注３.c)

4,046 215 (48) 100 4,313

関連会社に対する投資(注３.c)
(*) 70,420 (8,879) (524) (2,953) 58,064

内、関連会社に対する投資に関連する
合併プレミアム

4,575 - - (317) 4,258

自己株式(注３.d) 32 - - - 32

長期投資 78,449 (7,396) (962) (2,897) 67,194

 

(単位：百万ユーロ)

引当金

2023年
１月１日現在

繰入 戻入 その他の変動
2023年

12月31日現在

満期保有目的負債証券(注３.c) - - - - -

子会社に対する投資および長期投資
目的で保有される持分証券(注３.c)

222 94 (7) (2) 307

関連会社に対する投資(注３.c)
(*) 8,695 760 (16) (29) 9,410

内、関連会社に対する投資に関連する
合併プレミアム

2,868 544 - (28) 3,384

自己株式(注３.d) - - - - -

長期投資 8,917 854 (23) (31) 9,717

 

(単位：百万ユーロ)

帳簿価額

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在

満期保有目的負債証券(注３.c) 4,785 3,951

子会社に対する投資および長期投資
目的で保有される持分証券(注３.c)

4,006 3,825

関連会社に対する投資(注３.c)
(*) 48,654 61,725

内、関連会社に対する投資に関連する
合併プレミアム

874 1,707

自己株式(注３.d) 32 32

長期投資 57,477 69,533

 

(*)
2023年４月に、BNPP USA INCの取締役会が十分な準備金の水準を確認した後、114億米ドルの減資が実行された。

 

注３.f　負債証券

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

譲渡性負債証券 157,120 145,532

債券発行(注３.g) 2,312 2,212

その他の負債証券 21,001 12,629

負債証券 180,433 160,373

内、未償却の発行プレミアム 780 619

 

2023年度中に設定エラーが識別され修正されたことを受けて、2022年12月31日現在で「その他の負債証券」と

「譲渡性負債証券」の間で799億ユーロの配分修正が行われた。
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注３.g　債券発行

BNPパリバが発行した債券の契約期日別満期予定表：

 

(単位:百万ユーロ)
2023年12月31日
現在の未償還残高

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
2029年-
2033年

2033年
より後

債券発行 2,312 215 222 174 156 454 720 371

 

(単位:百万ユーロ)
2022年12月31日
現在の未償還残高

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
2028年-
2032年

2032年
より後

債券発行 2,212 212 124 289 123 159 917 388

 

注３.h　その他の資産および負債

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

買建オプション 46,038 47,960

証券取引に係る決済勘定 2,323 3,301

繰延税金 - 資産 1,150 797

その他の資産 139,666 171,216

その他の資産 189,177 223,274

売建オプション 55,487 51,064

証券取引に係る決済勘定 1,897 3,379

証券取引に係る負債
(*)

64,731 66,562

繰延税金 - 負債 277 293

その他の負債
(*)

108,454 142,512

その他の負債 230,846 263,810

 

(*)
2020年12月22日付の規則2020-10に従い、借入有価証券は、当該証券に係る負債額から控除されている(注３.c)。

 

フランス商法第D.441-6条に従い、「その他の負債」におけるBNPパリバの未払債務は、2023年12月31日現在では

433.1百万ユーロであり、その内訳は以下の通りである。

 

期末日現在における受領済、期日到来および未払いの請求額

 
０日

(表示のみ)
１日から
30日

31日から
60日

61日から
90日

91日以上
合計

(１日以上)

関連税込請求額合計
(単位：百万ユーロ)

152.3 255.7 16.5 2.4 6.2 280.8

当年度の税込購入合計額に占める
割合

2.64% 4.43% 0.29% 0.04% 0.11% 4.87%

関連請求件数 716     11,183

 

上表に表示されている受領済請求額に関する情報には、銀行取引およびその関連取引に関する情報は含まれてい

ない。適用された支払条件は法定条件である。銀行取引およびその関連取引の範囲に含まれない顧客債権は、主

に、BNPパリバ・グループの各社に対する貸出金である。上表に表示されていない、銀行取引およびその関連取引

に係るBNPパリバの顧客預金および顧客債権の額については、資金の調達および運用の残存期間が注６.eに表示さ

れている。
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注３.i　未収収益および未払費用

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

通貨商品およびデリバティブの再測定 104,130 119,167

未収収益 5,767 4,849

取立勘定 99 305

その他の未収収益 16,339 16,741

未収収益－資産 126,335 141,062

通貨商品およびデリバティブの再測定 95,676 103,869

未払費用 6,293 6,749

取立勘定 2,403 2,476

その他の未払費用 10,749 10,650

未払費用－負債 115,121 123,744

 

注３.j　営業用資産

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

総額
減価償却費、償
却費および減損

純額 純額

ソフトウェア 4,436 (3,614) 822 810

その他の無形資産 3,431 (1,618) 1,813 2,184

無形資産 7,867 (5,232) 2,635 2,994

土地および建物 2,440 (977) 1,463 1,376

備品、家具、設備 2,600 (2,113) 487 500

その他の有形固定資産 102 (11) 91 192

有形固定資産 - 合併プレミアム 84 (32) 52 54

有形固定資産 5,226 (3,133) 2,093 2,122

 

注３.k　引当金

 

(単位：百万ユーロ)
2022年

12月31日現在
繰入 戻入 その他の変動

2023年
12月31日現在

従業員給付債務引当金 445 71 (57) (26) 433

信用リスクに対する引当金(注２.f) 42 8 (9) (2) 39

供与したコミットメントに対する
引当金(注２.f)

204 115 (62) 7 264

その他の引当金      

－ 銀行取引 662 192 (469) 99 484

－ 非銀行取引 660 373 (261) (2) 770

引当金合計 2,013 759 (858) 76 1,990
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・　規制貯蓄商品に関するリスクに対する引当金

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

住宅財形貯蓄口座および制度で積立てられた預金 14,477 16,410

内、住宅財形貯蓄制度で積立てられた預金 12,334 14,310

期間10年超 6,645 6,287

期間４年以上10年以下 4,886 6,967

期間４年未満 803 1,056

住宅財形貯蓄口座および制度で付与された貸出
金残高

7 9

内、住宅財形貯蓄制度で積立てられた預金 2 2

住宅財形貯蓄口座および制度に関して認識した
引当金

48 47

内、住宅財形貯蓄口座および制度に関する割引 - -

内、住宅財形貯蓄制度について認識された引当金 33 42

内、期間10年超の制度に関する引当金 14 26

内、期間４年以上10年以下の制度に関する
引当金

16 12

内、期間４年未満の制度に関する引当金 3 4

内、住宅財形貯蓄口座に関する引当金 15 5

 

・　規制貯蓄商品に対する引当金の増減

 

(単位：百万ユーロ)

2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

住宅財形貯蓄
制度に関する

引当金

住宅財形貯蓄
口座に関する

引当金

住宅財形貯蓄
制度に関する

引当金

住宅財形貯蓄
口座に関する

引当金

引当金－期首現在 42 5 92 -

当期の引当金繰入額 - 10 - 5

当期の引当金戻入額 (9) - (50) -

引当金－期末現在 33 15 42 5

 

注３.l　劣後債

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

償還可能劣後債 15,801 16,475

永久劣後債 15,575 12,907

永久最劣後債 13,490 12,173

変動金利永久劣後債 1,860 509

資本参加型永久劣後債 225 225

関連債券 506 537

劣後債 31,882 29,919

 

・　償還可能劣後債

BNPパリバが発行する償還可能劣後債は、中長期の負債証券で一般の劣後債に相当する。償還可能劣後債は、発

行体が清算となる場合には契約上の満期日前償還が可能で、順位は他の債権者に劣後し、資本参加型ローンと資本

参加型劣後債の保有者に優先する。
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償還可能劣後債では、公開買い付けまたは債券交換による株式市場での買戻しまたは(私募の場合には)店頭での

買戻しにより満期日前に償還する権限を当社グループに与える繰上償還規定を設けている場合があり、これには規

制当局の許可が必要である。

BNPパリバが外国市場を通じて発行した債券では、発行目論見書に規定された日以後に発行体の裁量権を行使す

る場合(繰上償還オプション)、または発行時の税法が改正され、債券保有者に対して税法改正に伴う損害を補償す

る義務をBNPパリバ・グループ内の発行体が負う場合、元本の繰上償還および満期日までの利息の繰上支払いを行

う場合がある。償還の場合、15日間から60日間の予告期間を設ける場合がある。償還では、いかなる場合でも銀行

監督当局の承認が条件となる。

2022年度には、３種類の発行済み劣後債が満期日または満期前に償還された。これらの取引により、償還可能劣

後債の額が1,107百万ユーロ減少した。加えて2022年度には、1,583百万ユーロに達する２種類の劣後債が新規発行

された。

2023年度には、５種類の発行済み劣後債が満期日または満期前に償還された。これらの取引により、償還可能劣

後債の額が411百万ユーロ減少した。　　　　　

以下の表は、2023年12月31日現在の償還可能劣後債の満期予定である。

 

(単位:百万ユーロ)
2023年12月31日
現在の未償還残高

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
2029年-
2033年

2033年
より後

償還可能劣後債 15,801 906 2,706 2,709 2,674 181 5,893 732

 

以下の表は、2022年12月31日現在の償還可能劣後債の満期予定である。

 

(単位:百万ユーロ)
2022年12月31日
現在の未償還残高

2023年 2024年 2025年 2026年 2027年
2028年-
2032年

2032年
より後

償還可能劣後債 16,475 - 935 2,750 2,748 2,729 5,206 2,107

 

・　永久劣後債

－　永久最劣後債

BNPパリバでは永久最劣後債を発行している。この債券については、固定、調整可能な固定または変動利

息が支払われ、固定期間経過後およびその後は各利息支払日または５年ごとに償還可能である。

2022年１月３日に、BNPパリバは、2006年７月発行分(総額150百万ユーロ)を償還した。この債券は、

5.45％の固定利付債であった。

2022年１月12日に、BNPパリバは、1,250百万米ドルの永久最劣後債を発行した。この債券は4.625％の固

定利付債であった。この債券は５年の期間が満了した時点で償還できるが、2027年に償還しなかった場合に

は、５年物米国財務省証券理論利回り(CMTレート)に連動する利払いを半年ごとに行うことになっている。

2022年２月19日に、BNPパリバは、2007年６月発行分(総額1,100百万米ドル)を償還した。この債券は、

7.195％の固定利付債であった。
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2022年３月14日に、BNPパリバは、2016年12月発行分(総額750百万米ドル)を償還した。この債券は、

6.75％の固定利付債であった。

2022年６月17日に、BNPパリバは、2015年６月発行分(総額750百万ユーロ)を、その第１回繰上償還日に償

還した。この債券は、6.125％の固定利付債であった。

2022年８月16日に、BNPパリバは、2,000百万米ドルの永久最劣後債を発行した。この債券は7.75％の固定

利付債であった。この債券は７年の期間が満了した時点で償還できるが、2029年に償還しなかった場合に

は、５年物米国財務省証券理論利回り(CMTレート)に連動する利払いを半年ごとに行うことになっている。

2022年９月６日に、BNPパリバは、1,000百万ユーロの永久最劣後債を発行した。この債券は6.875％の固

定利付債であった。この債券は７年３ヶ月の期間が満了した時点で償還できるが、2029年に償還しなかった

場合には、５年物ユーロ・ミッドスワップ・レートに連動する利払いを半年ごとに行うことになっている。

2022年11月17日に、BNPパリバは、1,000百万米ドルの永久最劣後債を発行した。この債券は9.25％の固定

利付債であった。この債券は５年の期間が満了した時点で償還できるが、2027年に償還しなかった場合に

は、５年物米国財務省証券理論利回り(CMTレート)に連動する利払いを半年ごとに行うことになっている。

2023年１月11日に、BNPパリバは、1,250百万ユーロの永久最劣後債を発行した。この債券は7.375％の固

定利付債であった。この債券は７年の期間が満了した時点で償還できるが、2030年に償還しなかった場合に

は、５年物ユーロ・ミッドスワップ・レートに基づく利払いを半年ごとに行うことになっている。

2023年２月28日に、BNPパリバは、600百万シンガポールドルの永久最劣後債を発行した。この債券は

5.9％の固定利付債であった。この債券は５年の期間が満了した時点で償還できるが、2028年に償還しな

かった場合には、５年物シンガポール財務省証券理論利回り(SORAレート)に連動する利払いを半年ごとに行

うことになっている。
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以下の表は、発行されたこれらの債券の内容の概要を示している。

 

発行日 通貨
発行通貨建
ての金額

(単位：百万)
利払回数

第１回繰上償還日前の
利率および期間

第１回繰上償還日後の利率
2023年
12月31日
現在

2022年
12月31日
現在

2015年８月 米ドル 1,500 年２回 7.375％ 10年
５年物米ドル・スワップ・レート

+5.150％
1,360 1,402

2017年11月 米ドル 750 年２回 5.125％ 10年
５年物米ドル・スワップ・レート

+2.838％
679 701

2018年８月 米ドル 750 年２回 7.000％ 10年
５年物米ドル・スワップ・レート

+3.980％
679 701

2019年３月 米ドル 1,500 年２回 6.625％ ５年
５年物米ドル・スワップ・レート

+4.149％
1,359 1,402

2019年７月 豪ドル 300 年２回 4.500％ 5.5年
５年物豪ドル・スワップ・レート

+3.372％
185 191

2020年２月 米ドル 1,750 年２回 4.500％ 10年 ５年物米国CMTレート+2.944％ 1,585 1,636

2021年２月 米ドル 1,250 年２回 4.625％ 10年 ５年物米国CMTレート+3.340％ 1,132 1,168

2022年１月 米ドル 1,250 年２回 4.625％ ５年 ５年物米国CMTレート+3.196％ 1,132 1,168

2022年８月 米ドル 2,000 年２回 7.750％ ７年 ５年物米国CMTレート+4.899％ 1,811 1,869

2022年９月 ユーロ 1,000 年２回 6.875％ 7.25年
５年物ユーロ・ミッドスワップ・

レート+4.645％
1,000 1,000

2022年11月 米ドル 1,000 年２回 9.250％ ５年 ５年物米国CMTレート+4.969％ 906 935

2023年１月 ユーロ 1,250 年２回 7.375％ ７年
５年物ユーロ・ミッドスワップ・

レート+4.631％
1,250 -

2023年２月
シンガポール

ドル
600 年２回 5.900％ ５年

５年物シンガポールドル
SORA+2.674％

412 -

永久最劣後債 13,490 12,173

 

BNPパリバはこれらの永久最劣後債について利息を支払わないことを選択できる。未払利息は繰越されな

い。

2015年より前に発行した債券については、前年度において、BNPパリバの普通株式または永久最劣後債と

同等の証券についていかなる支払いもなさなかった場合に、利息を支払わないことを選択できる。この利息

は、BNPパリバの普通株主に配当を支払う場合に支払わなければならない利息である。

これらの永久最劣後債に関連する契約には、損失吸収条項が含まれている。当該条項の条件に従って、規

制資本が不十分となった場合は、資本の欠損額が補填され当該債券の額面価額が当初の金額まで回復するま

で、関連する利息の新しい算定基準として当該債券の額面価額が減額される可能性がある。

 

－　変動金利永久劣後債

BNPパリバ発行の変動金利永久劣後債(以下「TSDI」という。)およびその他の永久劣後債は、当行が清算

手続に入った場合、他のすべての債務に劣後し、資本参加型永久劣後債に優先して償還が可能である。TSDI

には残余資産に対する権利は与えられない。
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変動金利永久劣後債の特徴：

 

発行日 通貨
発行通貨建ての

金額
(単位：百万)

利率

繰上償還日
または
金利

引き上げ日

金利
再設定

2023年
12月31日現在

2022年
12月31日現在

1985年10月 ユーロ 305 TMO -0.25％ - - 254 254

1986年９月 米ドル 500
６ヶ月物Libor

+0.075％
- - 248 255

2023年８月 米ドル 1,500 8.500％ ８月28日 CMT±4.354％ 1,358 -

変動金利永久劣後債   1,860 509

 

1985年10月に発行されたTSDI(想定元本305百万ユーロ)では、利息の支払いが義務となっているが、取締

役会は、利息支払日前の12ヶ月以内に定時株主総会において分配可能な利益がないとされた場合、利息の支

払いを延期できる。利息は累積的なものであり、配当再開後には、累積額を含む全額を支払う必要がある。

1986年９月に発行されたTSDI(想定元本500百万米ドル)では、利息の支払いが義務となっているが、利息

支払日前の12ヶ月以内に定時株主総会において配当を支払わないという決定が承認された場合、取締役会は

利息の支払いを延期できる。利息は累積的なものであり、配当再開後には、累積額を含む全額を支払う必要

がある。当行は、配当を行っていない場合であっても未払利息の支払いを再開する選択権を有する。

2023年８月にBNPパリバSAが発行した1,500百万米ドルの金融商品は、会計上TSDIとして計上される偶発転

換証券である。利息の支払いは自由裁量であり、発行体の財政状態および支払能力状態の評価に基づき規制

当局が通知した場合には、その全部または一部を取り消すことができる。利払いを再開した場合、当該債券

の利息額は非累積的となる。

 

－　資本参加型永久劣後債

1984年７月にBNPパリバが発行した資本参加型永久劣後債は総額337百万ユーロであり、BNPパリバが清算

手続に入る場合のみ償還が可能となる。しかし、1983年１月３日施行のフランス法に規定されている条項に

基づき、償還される場合がある。2023年12月31日現在での当該債券の発行済口数は1,434,092口であった。

 

注４．融資コミットメント、保証コミットメントおよび有価証券コミットメント

注４.a　融資コミットメント

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

金融機関 82,330 64,314

顧客 365,026 305,558

コンファームつき融資コミットメント 87,886 106,579

顧客に供与した他のコミットメント 277,140 198,979

供与した融資コミットメント 447,356 369,872

金融機関 124,938 86,091

顧客 53,909 40,113

供与された融資コミットメント 178,847 126,204
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注４.b　保証コミットメントおよび有価証券コミットメント

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

金融機関 85,324 107,858

顧客 126,449 124,041

供与した保証コミットメント 211,773 231,899

金融機関 92,230 93,377

顧客 230,792 240,256

供与された保証コミットメント 323,022 333,633

 

欧州連合(EU)の単一破綻処理基金に対するBNPパリバの年間拠出額は、その一部を、同額の現金預金により保証

された取消不能な支払コミットメント(IPC)の形で行うことができる。ある機関の破綻処理が同基金に関わる場

合、同基金は供与されたIPCの全部または一部をコールできる。

この取消不能な支払コミットメントは、偶発債務として適格である。同基金によるコールの発生可能性が50％を

超える場合には、引当金が設定される。2023年12月31日現在では、この発生可能性が当該閾値未満と見積もられる

ことから、BNPパリバは引当金を認識しなかった。

2023年12月31日現在、これらのコミットメントは、946百万ユーロ（2022年12月31日現在は724百万ユーロ）で

あった。

担保として供出した現金は、報酬の受取を伴い、償却原価で測定する資産として認識される。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

有価証券について供与したコミットメント 51,108 38,219

有価証券について供与されたコミットメント 54,234 42,281
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注４.c　担保として差し入れた／受け入れた金融商品

・　担保として差し入れた金融商品：

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

金融商品(譲渡性のある有価証券および貸出債権)
のうち、中央銀行へ拠出したもの、
およびリファイナンス取引の担保としていつでも
使用できるヘアカット後の金額

66,096 80,379

－ 中央銀行への供出担保として使用したもの 14,832 34,368

－ リファイナンス取引に利用可能なもの 51,264 46,011

銀行、金融業務の顧客または当社グループ発行の
カバード債の引受人との取引における担保として
供出したその他の金融資産

271,709 173,847

 

当行が、中央銀行へ預託または供出しており、リファイナンス取引の担保としていつでも利用できる金融商品

(譲渡性有価証券および未上場の金融資産)の2023年12月31日現在の残高は、66,096百万ユーロ(2022年12月31日現

在は80,379百万ユーロ)であった。この額は、ユーロシステムの金融政策に基づく取引および日中貸出をカバーす

るフランス中央銀行の包括的な担保管理システムに基づき同行へ預けている57,106百万ユーロ(2022年12月31日現

在は70,683百万ユーロ)を含んでいる。

当行は、2023年12月31日現在、14,832百万ユーロ(2022年12月31日現在、34,368百万ユーロ)を担保として中央銀

行へ預けている。

当行が担保として金融機関および金融業務の顧客へ差し入れているその他の資産は、2023年12月31日現在で

41,715百万ユーロ(2022年12月31日現在は40,500百万ユーロ)であり、これには、BNPパリバ住宅ローンSFH向け融資

が含まれている。

 

・　担保として受け入れた金融商品：

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

担保として受け入れた金融商品
(売戻契約対象物を除く)

205,568 185,576

 

注５．給与および従業員給付

注５.a　給与および従業員給付費用

 

(単位：百万ユーロ)
2023年12月31日
終了事業年度

2022年12月31日
終了事業年度

給与 (6,190) (5,830)

税金および社会保障費
(1) (2,283) (1,984)

従業員向け利益配分スキームおよび
インセンティブ制度

(292) (302)

給与および従業員給付費用合計 (8,765) (8,116)

 

(1)
年金数理計算が退職後給付制度にもたらす影響の再評価を含む。
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BNPパリバの従業員の内訳は以下の通りである。

 

従業員数 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

フランス・メトロポリテーヌの従業員 36,833 36,673

内、管理者 30,094 27,928

フランス・メトロポリテーヌ以外の従業員 28,014 26,411

BNPパリバの従業員合計 64,847 63,084

 

注５.b　社会的コミットメント

確定拠出型年金制度

BNPパリバは、フランスにおいて様々な全国基礎年金制度や全国追加型年金制度に拠出している。BNPパリバは、

社内協定に基づき積立年金制度を設定した。この制度により、従業員は全国ベースの制度で支給される年金に加

え、この制度からの退職年金も受給することになる。

加えて、フランス以外の多くの国では、新規従業員への確定給付型年金制度の提供を中止し、確定拠出型年金制

度を当該従業員に提案している。確定拠出型年金制度では、当社グループの義務は実質上、従業員の年収の一定割

合を当該制度に拠出するだけに限定される。

2023年度におけるフランス内外の確定拠出型退職後給付制度への拠出額は、407百万ユーロ(2022年度は376百万

ユーロ)であった。

 

確定給付型年金制度

BNPパリバ内の従来の確定給付型年金制度については、従業員の受給権および退職従業員への給付債務から発生

する費用を算定するため、予測単位費用方式を適用し年金数理計算手法を用いて別途評価している。こうした債務

および制度資産の現在価値を予測するため、人口統計学上の仮定および財務上の仮定を用い、こうした仮定では各

国に特有の経済的条件を考慮に入れる。

確定給付型退職後給付制度の債務を賄う引当金総額は、2023年12月31日現在では106百万ユーロ(2022年12月31日

現在では120百万ユーロ)で、フランス国内制度分が52百万ユーロ、海外制度分が54百万ユーロであった。

2023年12月31日現在でBNPパリバが認識していた退職後給付制度資産(剰余金および補償請求権)は、508百万ユー

ロ(2022年12月31日現在では561百万ユーロ)であった。

 

・　年金制度およびその他の退職後給付

－　年金制度

フランス国内で、BNPパリバは、1993年12月31日時点で既に退職していた従業員および現役であった従業

員が受給権を取得した追加型銀行業界年金の支給を行っている。当社グループは、これらの従業員に関する

残存債務を貸借対照表で全額認識した。
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当社グループの一部のシニア・マネージャーに対しかつて付与されていた確定給付年金は新規従業員に対

してはすべて打ち切られ、追加型の制度へ移行している。残存受給者への給付額はこれらの制度が打ち切り

となった時点で確定し、受給者が退職時に当社グループに在籍していることが条件となっている。これらの

年金制度の管理は、外部の保険会社に委託されている。これらの保険会社の貸借対照表における関連する制

度資産の時価の内訳は、債券77％、株式８％、不動産13％およびその他の金融商品２％である。

BNPパリバの在外支店には、従業員の最終給与および勤務期間に連動する年金(英国)か、年収の一定割合

からなる元本額が事前に取り決めた率で支給される年間受給権(米国)のいずれかに基づく年金制度がある。

さらに外部のファンド・マネジャーが運用する制度もある。2023年12月31日現在、これらの年金制度の債

務総額の86％は英国、米国およびオランダの各制度に関するものであった。関連する制度資産の時価の内訳

は、債券74％、株式12％およびその他の金融商品14％である。

 

－　その他の退職後給付

BNPパリバの従業員は、退職時補償金のような様々なその他の契約による退職後給付も受け取る。フラン

ス国内でのこれらの給付に対する債務は、BNPパリバから独立した保険会社と締結された契約を通して積立

てられる。

2023年４月14日付法律により、年金受給権の決済に求められる年齢基準および四半期の数が変更された。

同法の規定は考慮され、コミットメントの額に対するその影響は19百万ユーロの減少であった。

 

・　退職後医療給付

フランス国内で、BNPパリバは退職従業員向けの医療給付に関する債務をもはや有していない。

BNPパリバの在外支店(主として米国)の中には退職従業員向けの医療給付制度のある支店がある。2023年12月31

日現在、これらの制度の債務に対する引当金は15百万ユーロ(2022年12月31日現在は13百万ユーロ)であった。

退職後医療給付制度の債務は、各国で適用されている生命表や医療給付費用の増減に関する仮定を使い測定して

いる。また、実績から予測される医療サービス費用およびインフレの動向といった、医療給付費用に関する仮定も

用いられている。

 

自主退職および早期退職制度、ならびに人員調整計画に対する引当金

当行では、一定の適格基準を満たす従業員向けにいくつかの自主退職制度や人員調整計画を実施している。これ

らの制度に基づき受給資格を有する現役従業員に対する債務の引当金は、制度が協定または二者間の協定案の対象

である場合に計上される。

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 888/1141



この制度に対する引当金は、2023年12月31日現在では41百万ユーロ(2022年12月31日現在は66百万ユーロ)であっ

た。

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

自主退職および早期退職制度、ならびに人員調整
計画に対する引当金

41 66

 

注６．追加情報

注６.a　資本取引

当事業年度中に実施できた年次株主総会での決議は、一括登録書類第２章「企業統治報告書」に記載されてい

る。

 

資本金に影響を与える取引 株式数
額面

(単位：ユーロ)
ユーロ額

年次株主総会
による承認日

取締役会に
よる決議日

株式に配当権が
生じる日

2021年12月31日現在の
発行済株式数

1,234,331,646 2 2,468,663,292    

2022年12月31日現在の
発行済株式数

1,234,331,646 2 2,468,663,292    

株式消却による減資 (60,914,757) 2 (121,829,514) (1) (1) 2023年９月27日

株式消却による減資 (6,238,000) 2 (12,476,000) (1) (1) 2023年10月11日

株式消却による減資 (2,491,000) 2 (4,982,000) (1) (1) 2023年10月23日

株式消却による減資 (3,744,000) 2 (7,488,000) (1) (1) 2023年10月27日

株式消却による減資 (4,333,000) 2 (8,666,000) (1) (1) 2023年11月６日

株式消却による減資 (4,449,000) 2 (8,898,000) (1) (1) 2023年11月13日

株式消却による減資 (4,684,480) 2 (9,368,960) (1) (1) 2023年11月17日

2023年12月31日現在の
発行済株式数

1,147,477,409 2 2,294,954,818    

 

(1)
当期中に行使されたストック・オプションに係る割当ての権限付与に関して年次株主総会で可決された各種決議案や取締役

会が下した決定。

 

注６.b　株主資本変動計算書－2021年12月31日から2023年12月31日まで

 

(単位：百万ユーロ) 資本金
払込剰余金
およびその他
のプレミアム

当期純利益
ならびに当期の

準備金
株主資本合計

2021年12月31日現在の株主資本 2,469 22,374 55,516 80,359

2021年度支払配当金   (4,527) (4,527)

その他の変動   (1) (1)

加速減価償却   2 2

2022年度当期純利益   8,033 8,033

2022年12月31日現在の株主資本 2,469 22,374 59,023 83,866

2022年度支払配当金   (4,744) (4,744)

(株式消却による)減資 (174) (4,809) (17) (5,000)

その他の変動   1 1

加速減価償却   (1) (1)

2023年度当期純利益   9,620 9,620

2023年12月31日現在の株主資本 2,295 17,565 63,882 83,742
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注６.c　金融商品の想定元本

デリバティブ金融商品の想定元本額は、金融商品市場でのBNPパリバの活動量を表しているに過ぎず、当該商品

に関連する市場リスクを示すものではない。

 

トレーディング・ポートフォリオ

 

(単位：百万ユーロ) 2023年12月31日現在 2022年12月31日現在

通貨デリバティブ 9,387,120 7,898,318

金利デリバティブ 22,922,988 19,339,847

株式デリバティブ 1,396,282 1,167,841

クレジット・デリバティブ 864,441 1,020,840

その他のデリバティブ 205,969 239,812

トレーディング・ポートフォリオ内の
先渡金融商品

34,776,800 29,666,658

 

確立された市場でまたは清算機関経由で取引される金融商品は、2023年12月31日現在、当行のデリバティブ取引

の43％(2022年12月31日現在は47％)を占めている。

 

ヘッジ戦略

ヘッジ目的デリバティブ金融商品の想定元本合計額は、2023年12月31日現在では1,057,833百万ユーロ(2022年12

月31日現在は969,351百万ユーロ)であった。

ヘッジ目的デリバティブは店頭市場での契約が主である。

 

市場価格

確定取引に係る当行のプラスのネットポジションの市場価格は、2023年12月31日現在、263百万ユーロ(2022年12

月31日現在はプラスのネットポジションが17,182百万ユーロ)であった。条件付取引に係る当行のネット売りポジ

ションの市場価格は、2023年12月31日現在、8,301百万ユーロ(2022年12月31日現在はネット売りポジションが

9,250百万ユーロ)であった。
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注６.d　セグメント情報

以下の表は、貸借対照表に認識されているBNPパリバの銀行間取引および顧客関連項目の地域別内訳を示してい

る。

 

(単位：百万ユーロ)

銀行間取引 顧客関連項目 地域別合計

2023年
12月31日
現在

2022年
12月31日
現在

2023年
12月31日
現在

2022年
12月31日
現在

2023年
12月31日
現在

2022年
12月31日
現在

フランス 421,028 445,515 342,023 332,190 763,051 777,705

その他の欧州経済圏諸国 78,537 78,841 92,219 92,882 170,756 171,723

南北アメリカおよびアジア諸国 109,234 92,852 149,537 123,222 258,771 216,074

その他諸国 1,606 1,627 2,543 3,868 4,149 5,495

資金運用合計 610,405 618,835 586,322 552,162 1,196,727 1,170,997

フランス 156,173 148,586 378,100 391,492 534,273 540,078

その他の欧州経済圏諸国 48,425 51,853 208,750 221,912 257,175 273,765

南北アメリカおよびアジア諸国 23,540 32,400 244,788 207,063 268,328 239,463

その他諸国 610 1,589 8,096 11,687 8,706 13,276

資金調達合計 228,748 234,428 839,734 832,154 1,068,482 1,066,582

 

2023年度におけるBNPパリバの営業収益の82％(2022年度82％)は、欧州経済圏諸国の取引先からであった。

 

注６.e　資金の運用および調達の明細

 

(単位：百万ユーロ)
要求払取引
および

翌日物取引

残存期間

３ヶ月
以下

３ヶ月超
１年以下

１年超
５年以下

５年超
内、
引当金

合計

資金運用        

現金ならびに中央銀行およびCCP預け金 234,277 720 - - - - 234,997

財務省証券および短期金融商品 200 16,271 13,032 49,480 80,185 (370) 159,168

金融機関債権 15,959 86,703 47,518 52,060 13,999 (162) 216,239

顧客取引およびリース取引 44,292 213,466 59,601 138,460 130,503 (5,371) 586,322

債券およびその他の固定利付証券 2,148 6,773 5,661 49,677 76,217 (655) 140,476

資金調達        

金融機関、中央銀行およびCCP債務 53,697 100,459 9,750 39,541 25,301 - 228,748

顧客関連項目 433,846 305,221 67,838 26,393 6,436 - 839,734

負債証券 1,162 28,218 29,735 56,854 64,464 - 180,433
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注６.f　非協力的国家および地域

BNPパリバまたはBNPパリバ傘下のグループ子会社は、フランス包括税法典第238条セクションOAおよび非協力的

国家リストを修正した2023年２月３日付命令の「非協力的」の定義に該当する国に営業拠点を開設する前に、特別

な手続を経てグループ・コンプライアンス管理部の許可を得なければならない。これらの営業拠点には、当社グ

ループの内部統制が首尾一貫して適用されるようにするため、BNPパリバの「最善の利益」倫理原則に従い、リス

ク管理、マネーロンダリング防止、汚職、金融封鎖、およびテロリストへの融資などに関する当社グループの規則

が適用される。

 
会社名 所有持分(％) 法律上の形態 営業許可の種類 事業内容

英領ヴァージン諸島     

Twenty-Three Investments Ltd - 清算手続中 100 有限責任投資会社  清算手続中

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 892/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 893/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 894/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 895/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 896/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 897/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 898/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 899/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 900/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 901/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 902/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 903/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 904/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 905/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 906/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 907/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 908/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 909/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 910/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 911/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 912/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 913/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 914/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 915/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 916/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 917/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 918/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 919/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 920/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 921/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 922/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 923/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 924/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 925/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 926/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 927/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 928/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 929/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 930/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 931/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 932/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 933/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 934/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 935/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 936/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 937/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 938/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 939/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 940/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 941/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 942/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 943/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 944/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 945/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 946/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 947/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 948/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 949/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 950/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 951/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 952/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 953/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 954/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 955/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 956/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 957/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 958/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 959/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 960/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 961/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 962/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 963/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 964/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 965/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 966/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 967/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 968/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 969/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 970/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 971/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 972/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 973/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 974/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 975/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 976/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 977/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 978/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 979/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 980/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 981/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 982/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 983/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 984/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 985/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 986/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 987/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 988/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 989/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 990/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 991/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 992/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 993/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 994/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 995/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 996/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 997/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 998/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

 999/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1000/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1001/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1002/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1003/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1004/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1005/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1006/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1007/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1008/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1009/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1010/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1011/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1012/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1013/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1014/1141



 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1015/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1016/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1017/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1018/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1019/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1020/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1021/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1022/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1023/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1024/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1025/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1026/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1027/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1028/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1029/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1030/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1031/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1032/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1033/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1034/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1035/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1036/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1037/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1038/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1039/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1040/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1041/1141



 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1042/1141



 

前へ

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1043/1141



２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

連結財務書類に対する注記参照。

 

３ 【その他】

(1) 決算日後の状況

該当なし。

 

(2) 訴訟

連結財務書類の注9.cを参照。

 

2023年12月31日終了事業年度に係る連結財務書類の注9.cに記載の法的手続および仲裁についての更新情報

（2024年４月25日付）

ベルギーにおいては、2009年におけるBNPパリバへのBNPパリバ・フォルティス株の一部譲渡が無効であった

として、旧フォルティス・グループの少数株主が、（特に）BNPパリバに対し当該譲渡に伴う損害の賠償を求

める訴訟を、ソシエテ・フェデラル・ドゥ・パルティシパシオン・エ・ダンベスティスモン（Société

fédérale de Participations et d'Investissement）、アジアス（Ageas）およびBNPパリバに対し提起してい

る。2016年４月29日には、ブリュッセルの商事裁判所が、ベルギーにて係争中のフォルティスを当事者とする

刑事訴訟が結審するまで、この法的手続を中断する決定を下した。担当検事が棄却を求めた当該刑事訴訟は、

ブリュッセル第一審裁判所の評議会が2020年９月４日に本件は時効であるとする判決（その後に確定）を言い

渡したため結審した。一部の少数株主が、ブリュッセルの商事裁判所にてBNPパリバおよびソシエテ・フェデ

ラル・ドゥ・パルティシパシオン・エ・ダンベスティスモンに対する民事訴訟を継続しているため、BNPパリ

バも、当該株主からの訴えに対する抗弁を積極的に継続している。この件に関するブリュッセルの商事裁判所

での期日は2024年９月および10月に予定されている。
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４ 【フランスと日本における会計原則及び会計慣行の相違】

ａ．日本とIFRSとの会計原則の相違

本書記載の当社グループの連結財務書類は、欧州連合が採用したIFRSに準拠して作成されている。したがっ

て、これらは日本における会計原則と特定の項目において相違している。これらの相違は、主として次の項目に

関連している。

 

(1) 連結の方法

IFRSに従い、支配下企業は全部連結されている。当社グループは、特定子会社への関与により得られる変動

リターンにさらされているか、変動リターンに対する権利を持っており、当該子会社に対する法的権限の行使

を通じて当該リターンに影響を及ぼすことができる場合、当該子会社を支配しているものとみなしている。議

決権が支配の有無の決定要因となる企業については、当社グループが当該議決権の過半数を直接または間接的

に保有している場合（であって、当該議決権に伴う法的権限が変化する根拠となるような契約条項が存在しな

い場合）、または該当企業の関連業務を指揮する法的権限が契約に基づき当社グループに付与されている場

合、当社グループは、概して、当該企業を支配していることとなる。ストラクチャード・エンティティについ

ての支配を分析する際には、当該企業の設立目的や構造、当該企業が負うこととなるであろうリスク、また当

社グループが関連する変動性を吸収できる程度を検討する必要がある。

当社グループは、（被支配企業のリターンに重大な影響を及ぼす）関連性のある活動について全会一致で合

意することを求めている契約に基づき当該活動を１社以上の提携会社と共同で支配している場合、当該活動を

共同支配しているものとみなしている。共同支配業務が別の事業体（この事業体の純資産について前述の提携

会社が各種権利を有している事業体）を通じて行われる場合、この共同支配企業は、持分法を用いて会計処理

される。共同支配業務が別の事業体を通じて行われない場合、または前述の提携会社が、当該活動に伴う資産

について何らかの権利を有しているか、当該活動に伴う負債について何らかの義務を負っている場合、当社グ

ループは、当該業務に伴う資産、負債、収益および費用を、適用可能なIFRSに従って会計処理する。

当社グループが重要な影響力を行使する企業または関連会社は、持分法で会計処理される。

日本では、特別目的会社については、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連

会社の範囲の決定に関する適用指針」において、一定の要件を満たす場合に、当該特別目的会社に資産を譲渡

した会社（以下「譲渡会社等」という。）の子会社に該当しないものと推定され、連結の対象となっていな

い。ただし、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に関する開示に関する適用指針」に基づき、

前述で連結対象とならない特別目的会社について、譲渡会社等は、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会

社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額または当該取引の期末残高等の一定の

開示が求められる。
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(2) 企業結合

IFRSでは、企業結合はパーチェス法を用いて会計処理される。パーチェス法では、被取得企業の識別可能な

資産および引受けた負債は、取得日の公正価値で測定される。企業結合に直接帰属する費用は個別取引に伴う

費用として取り扱われ、損益計算書を通じて認識される。

のれんとは、企業結合の取得原価と、被取得企業の識別可能な資産および負債の取得日現在の公正価値純額

に対する取得会社の持分との差額である。正ののれんは取得企業の貸借対照表で認識され、負ののれんは取得

日に即時に損益計算書で認識される。当社グループは、のれんの価値の減損について定期的にテストしてい

る。

少数株主持分は、被取得企業の識別可能な資産および負債の公正価値に対する持分で測定される。ただし、

当社グループは、各企業結合に係る少数株主持分を公正価値で測定することを選択でき、その場合にはのれん

の一定割合が少数株主持分へ配賦される。当社グループがこれまでに後者の選択を行ったことはない。

日本基準では、企業結合に関する会計処理について、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」が

適用されている。同基準では、共同支配企業の形成および共通支配下の取引以外の企業結合について、パー

チェス法を用いて会計処理される。取得に直接要した支出額はすべて発生時の費用として処理される。

のれんは20年を超えない期間で償却され、「固定資産の減損に係る会計基準」により減損テストが実施され

る。

被取得企業の少数株主持分は、支配獲得日における被取得企業の識別可能純資産の公正価値のうち、少数株

主の持分割合で算定する方法（全面時価評価法）が採られている。

 

(3) 金融資産および金融負債の分類および測定

IFRS第９号「金融商品」に従い、当社グループは保険業務に関するものを除く金融資産を、事業モデルおよ

び契約上の特性に応じて、当初認識時に、「償却原価で測定する金融資産」「株主資本を通じて公正価値で測

定する金融資産」または「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類している。また、金融負債

を、「償却原価で測定する金融負債」または「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」に分類してい

る。

－　「償却原価で測定する金融資産」は、当初認識時にその公正価値（取引に直接帰属する取引費用や、

貸出金の組成に関する手数料を含む。）で認識される。その後は償却原価で測定される。また、当該

金融資産については、当初認識時から、予想信用損失引当金を測定する必要もある。
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－　「株主資本を通じて公正価値で測定する金融資産」は、当初認識時にその公正価値（取引に直接帰属

する取引費用を含む。）で認識される。その後は公正価値で測定され、公正価値の変動は、株主資本

内の「資本に直接認識される資産および負債の変動」と題された固有の勘定に表示される。また、当

該金融資産についても、「償却原価で測定する金融資産」に対するものと同じアプローチで、予想信

用損失引当金を測定する必要がある。さらに、事業モデル要件とキャッシュ・フロー要件を満たす

「負債性金融商品」の場合、売却時には、それまで株主資本に認識された公正価値の変動が純損益に

再振替される一方、当該要件を満たさない「資本性金融商品」の場合、売却時に、それまで株主資本

に認識された公正価値の変動が純損益に再振替されることはない。

－　「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品」は、当初認識時に公正価値で測定され、その取引費

用は純損益に直接計上される。報告日には公正価値で測定され、その変動は「純損益を通じて公正価

値で測定する金融商品に係る純利益／損失」に表示される。

日本においては、金融資産および金融負債は以下のように分類、測定される。

－　「売買目的有価証券」は時価で測定し、時価の変動は損益認識される。

－　「満期保有目的の債券」は償却原価法で測定される。

－　「子会社株式および関連会社株式」は取得原価で計上される。

－　「その他有価証券」は時価で測定し、時価変動は純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損

益計算書に計上される。

－　「貸付金および債権」は取得原価または償却原価で測定される。

－　「金融負債」は債務額で測定される。ただし社債については償却原価法で評価される。

 

(4) 償却原価で測定する金融資産および株主資本を通じて公正価値で測定する負債性金融商品の減損

信用リスクの減損モデルは、予想信用損失に基づく。

このモデルは、償却原価で測定するか、資本を通じて公正価値で測定する貸出金および負債性金融商品、公

正価値で認識されない融資コミットメントおよび融資保証契約、ならびにリース債権、売掛債権および契約資

産に適用される。

当社グループは、資産の当初認識以降における取引相手の信用リスクの変動と関係のある特定の状況の各々

に対応する３つの「ステージ」を設けている。

－　12ヶ月分の予想信用損失（「ステージ１」）：報告日の時点で、ある金融商品の信用リスクが、当初

認識時と比べ著しく増大していない場合、この商品については、12ヶ月分の予想信用損失に相当する

額（今後12ヶ月以内に生じ得る債務不履行リスクを基に算出した額）で減損引当金が測定される。

－　未減損資産について残存期間における予想信用損失（「ステージ２」）：金融商品の信用リスクは当

初認識時と比べ著しく増大しているものの、金融資産が信用減損資産でも不良資産でもないとみなさ

れる場合、残存期間における予想信用損失に相当する額で減損引当金が測定される。
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－　信用減損または不良金融資産について残存期間における予想信用損失（「ステージ３」）：この場合

も、残存期間における予想信用損失に相当する額で減損引当金が測定される。

この全般的なモデルは、IFRS第９号の減損モデルの適用対象であるすべての金融商品（ただし、購入または

組成した信用減損金融資産、および後述の簡便法が用いられる金融商品は除く。）に適用される。

状況によっては、当初認識の時点で、購入または組成した金融資産が信用減損していることがある。

このような資産については、当初認識時の会計処理において減損引当金が認識されず、当初認識以降の、残

存期間における予想信用損失の上方または下方修正は、減損引当金調整として純損益に認識される。

日本においては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づき、満期保有目的の債券、子会

社株式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金

融商品以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価

をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。時価を把握することが

極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したとき

は、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。また、営業債権・貸付金等の

債権については、債務者の財政状態および経営成績等に応じて、債権を３つ（一般債権、貸倒懸念債権、破産

更生債権等）（金融機関では５つ）に区分し、区分毎に定められた方法に従い貸倒見積高を算定する。

また、日本においては、減損の戻入は、株式について禁止されているだけでなく、満期保有目的の債券およ

びその他有価証券に分類されている債券についても原則として認められていない。貸付金および債権について

も、直接減額を行った場合には、減損の戻入益の計上は認められていない。

 

(5) ヘッジ会計

IFRSでは、IFRS第９号が2018年１月１日から適用されたが、当社グループは、将来においてマクロ・ヘッジ

に関する基準が施行されるまではIAS第39号「金融商品：認識と測定」のヘッジ会計要件に従うオプションを

選択した。IAS第39号に従って、一般に以下のヘッジ会計処理が認められる。

(ⅰ) 公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブは、貸借対照表において公正価値で再測定され、公正価値の変

動は損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益／損失」に認識され、その対

となる会計処理としてヘッジ対象がヘッジリスクを反映するよう再測定される。

(ⅱ) キャッシュ・フロー・ヘッジ

キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは貸借対照表にて公正価値で測定され、公正価値

の変動額は株主資本の「資本に直接認識される公正価値の変動」に独立して計上される。ヘッジ期間を通じ

て株主資本に計上される金額は、ヘッジ対象からのキャッシュ・フローが損益に影響を与える時点で損益計

算書の「正味受取利息」に振替えられる。
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日本においては、原則として、ヘッジ手段の公正価値の変動は、対応するヘッジ対象項目に係る損益が認識

されるまで、純資産の部において繰り延べられる（「繰延ヘッジ」）。これは公正価値ヘッジ、キャッシュ・

フロー・ヘッジの両方に適用される。一部の金利スワップに関しては、ヘッジ関係が完全に有効であると仮定

して、特例処理が認められている。

 

(6) 金融資産の認識の中止

IFRSに従い、当社グループは、当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場

合、または当社グループが当該金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利および当該金融資産

の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転している場合、当該金融資産の全部または一部の認識

を中止する。こうした条件が満たされない限り、当社グループは当該金融資産を貸借対照表上に残し、当該金

融資産の移転により生じる債務について負債を認識する。

日本においては、(a)譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法

的に保全され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受でき、

(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻す権利および義務を実質的に有していない場合

に、金融資産の消滅が認識される。

 

(7) 保険契約

IFRSに従い、当社グループは、保険契約の定義を満たす契約については、その分類に従って、一般測定モデ

ル（ビルディング・ブロック・アプローチ）、変動手数料アプローチ、簡便測定モデル（保険料配分アプロー

チ）のいずれかが適用された上で、保険負債を測定する。

日本においては、保険業法の定めに従い、保険会社が毎決算期において責任準備金および支払備金を積み立

てることとなる。

 

(8) 有形固定資産および無形資産

IFRSの下では、有形固定資産および無形資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識される

が、建設または改装に長い期間を要する場合には、資産が利用可能になるまでの間の借入金利息も取得原価に

算入される。

減損の兆候がある場合には、該当資産の新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見され

た場合、減損損失が損益計算書で認識される。この損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あるいは

減損の兆候がなくなった場合に戻し入れが行われる。

日本では、固定資産の当初測定時に、建設または改装に長い期間を要する場合の、資産が利用可能になるま

での間の借入金利息は資産計上されない。このような費用は通常発生時に費用計上される。

固定資産の割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額

が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。
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(9) リース

IFRS第16号「リース」に従い、当社グループが借手として締結するリース契約については、期間が12ヶ月以

下の契約と少額契約を除き、使用権資産とリース負債が貸借対照表に認識される。使用権資産は定額法で償却

され、リース負債は数理計算によりリース期間にわたって償却される。

日本では、借手または貸手として締結するすべてのリース契約は、以下のいずれかに該当する場合は「ファ

イナンス・リース取引」に分類され、いずれにも該当しない場合は「オペレーティング・リース取引」に分類

される。

－　解約不能のリース期間中のリース料の現在価値が、当該リース物件の見積現金購入価額の概ね90％超

－　解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75％超

さらに、ファイナンス・リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・

リース取引に分類される。

すべてのオペレーティング・リース取引と、期間が12ヶ月以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引と

少額契約は、借手の貸借対照表に認識されない。

 

(10) 従業員給付

IFRSに従い、当社グループは、従業員給付の退職後給付（確定給付制度）について認識される負債純額とし

て、確定給付債務の現在価値と制度資産の公正価値の差額を計上している。確定給付負債（資産）純額の再測

定結果は、その他の包括利益に認識され、損益へ再分類されることはない。

日本でも、連結財務書類においては、年金資産控除後の確定給付債務の全額が貸借対照表に計上されてい

る。未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異は、貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上さ

れ、平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理しなければならない。

 

(11) 有給休暇

IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従って、有給休暇引当金を計上することが要求されている。

日本においては、有給休暇の未払債務に関する特段の規定はなく、日本の実務慣行において有給休暇引当金

が計上されるケースはほとんど見受けられない。

 

(12) 顧客との契約から生じる収益

銀行業務や提供した類似サービスに関して受け取った手数料（実効金利の不可分な要素を構成するものは除

く。）、不動産開発からの収益、またリース契約に関連して提供したサービスからの収益はIFRS第15号「顧客

との契約から生じる収益」の適用対象に含まれる。

本基準では、５ステップの原則に基づき収益を認識する単一のモデルを定めている。この５ステップに従う

と、契約に含まれる別個の履行義務を識別し、取引価格をそれらに配分することができる。当該履行義務に関

する収入は、履行義務が果たされたとき（すなわち、契約した財またはサービスの支配が移転したとき）に収

益として認識される。
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サービスの価格には、変動要素が含まれることがある。変動額は、その額を計上しても大幅な下方修正が必

要とならない可能性が非常に高い場合に限り、損益計算書に認識できる。

日本においては、出荷基準、検収基準等の収益認識基準があるが、IFRS第15号のような包括的な規定はな

かった。2020年３月31日に、IFRSにおける収益認識基準と大部分において類似している改正企業会計基準第29

号「収益認識に関する会計基準」が公表されており、本会計基準は、2021年４月１日以後開始する事業年度の

期首から適用され、早期適用も認められている。

 

(13) 超インフレ経済下における財務報告

IFRSでは、超インフレ経済国に所在するグループ子会社の財務諸表のうち、一般物価指数を適用したインフ

レ調整を過去に実施済みの財務諸表は、決算日レート法により換算することが要求されている。このレート

は、資産および負債の換算と収益および費用の換算に適用される。

日本においては、超インフレ経済下における財務報告に関する包括的な定めはない。

 

ｂ．日本とフランスとの会計原則の相違（法定財務書類の作成上適用されたフランスの会計原則に係る。）

添付の個別財務書類は、フランスの金融機関が適用している会計原則に従って作成されている。これらは日本

において一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「日本の会計原則」という。）とは、いくつかの点で異な

る。直近期の財務書類に関する主な相違点は以下のとおりである。

 

(1) 有価証券

フランスの会計原則では、「有価証券」という用語は、銀行間市場で取引される有価証券、財務省証券や譲

渡性預金、債券およびその他の固定利付証券（固定金利であるか変動金利であるかを問わない。）、ならびに

株式およびその他の変動利付証券を意味する。

有価証券は以下のとおり分類される。

(ⅰ)「トレーディング勘定の有価証券」

このカテゴリーには、短期間で売却するか買戻すことを目的に売買する有価証券や、マーケット・メイキ

ング業務の結果として保有している有価証券が含まれる。これらの有価証券は、活発な市場で取引可能であ

り、かつ市場価格が正常な競争環境で定期的に行われる実際の取引の価格を反映している場合、市場価格で

評価される。これら有価証券の市場価格の変動は、損益計算書に認識される。なお、2018年１月１日以降、

関連市場において従うべき規則または契約が定めている期間内に該当有価証券を受け渡すよう求めている条

項が含まれている契約に基づき取得または売却したトレーディング勘定の有価証券は、決済日に貸借対照表

に計上されている。

(ⅱ)「売却可能有価証券」

このカテゴリーには、他のカテゴリーのいずれにも分類されない有価証券が含まれる。債券およびその他

の固定利付証券は、取得原価（未収利息を除く。）と、推定市場価格（通常、株式市場価格に基づき決定さ

れる。）のいずれか低い額で評価される。
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(ⅲ)「中期的に売却可能な持分証券」は、長期的な利益獲得を念頭においた発行体の事業開発への投資ではな

く、中期的な利益獲得を念頭に置いたポートフォリオ管理を目的とする投資で構成される。これらの有価証

券は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。

(ⅳ)「満期保有目的負債証券」は、既定の満期がある固定利付証券（主に債券、銀行間市場で取引される有価

証券、財務省証券やその他譲渡性負債証券）のうち、満期まで保有するというBNPパリバの意思があるもの

に関連している。これらの有価証券の取得原価と償還価格の差額は、利息法を用いて損益計算書に認識され

る。貸借対照表では、当該証券の残存期間にわたり、当該証券の帳簿価額がその償還価額まで償却される。

(ⅴ)「長期投資目的で保有される持分証券」は、BNPパリバが、発行体の経営に積極的に参加することではな

く、発行体と特別な関係を築くことにより長期的な事業関係の構築を促進することを意図しながら、長期的

視点で十分な利益を獲得することを目的に長期保有する意図を持っているような株式および関連商品であ

る。この種の有価証券は、取得原価と公正価値との低価法で個別に計上される。

(ⅵ)「子会社および関連会社に対する投資」は、BNPパリバが経営に対する重要な影響力を持っている関連会

社に対する投資や、BNPパリバの事業開発上戦略的と考えられる投資を含む。当該影響力は、BNPパリバが少

なくとも10％の所有持分を保有している場合に存在するものとみなされる。この種の有価証券は、取得原価

と公正価値との低価法で個別に計上される。

信用リスクが発生した場合、「売却可能」または「満期保有目的」のポートフォリオ内で保有する固定利付

証券は、不良貸出金およびコミットメントに適用される基準と同じ基準に基づき、不良債権に分類される。取

引先リスクにさらされている有価証券が不良債権に分類され、関連引当金の額を個別に特定できる場合、対応

する費用は「リスク費用」に含まれる。

日本の会計原則では、有価証券は経営者の保有目的およびその能力により以下のように分類および会計処理

される。

(ⅰ) 売買目的有価証券

短期間の価格変動により利益を得ることを目的として保有される。時価で計上され、評価差額は当期の損

益として計上される。

(ⅱ) 満期保有目的の債券

満期まで保有する積極的な意思とその能力に基づいて、満期までの保有が見込まれる債券。償却原価法に

基づいて算定された価額で計上される。

(ⅲ) 子会社株式および関連会社株式

取得原価をもって貸借対照表価額とする。

(ⅳ) その他有価証券

上記のいずれにも分類されない有価証券。市場性のあるその他有価証券については時価で計上され、評価

差額は、税効果を調整の上、純資産の部に計上される。市場性のないその他有価証券については取得原価で

計上される。一時的でない時価の下落が生じた場合には、当該有価証券の帳簿価額は時価まで減額され、か

かる評価差額は当期の損失として処理される。
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(2) 自己株式

フランスにおいては、自己株式は資産として計上され、必要に応じて引当金の設定対象となる。従業員割当

を目的として取得された自己株式は、市場価格に基づく減損の対象とはならない。

BNPパリバが保有する自己株式は、以下のように分類および評価される。

－　マーケット・メイキング契約に基づき購入した自己株式、または指数裁定取引に関連して取得した自

己株式は、「トレーディング勘定の有価証券」に市場価格で計上される。

－　従業員への割当用に保有している自己株式は「売却可能有価証券」に計上される。BNPパリバの子会

社の従業員に付与する自己株式は、現地法の定めに従い子会社が計上することになる。従業員への割

当用に保有している自己株式について減損は認識されないが、当該株式を取得する従業員が提供した

役務に基づく引当金が当該株式について設定される。

－　消却予定の自己株式、または上記理由のいずれかを根拠に保有していない自己株式は、長期投資に含

まれる。消却予定の自己株式は取得原価で表示され、その他はすべて取得原価と公正価値との低価法

で表示される。

日本の会計原則では、自己株式は取得原価により、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して

控除する形式で表示される。

 

(3) 固定資産の減損

フランスの会計原則では、償却可能な固定資産については、貸借対照表日時点で潜在的な減損の兆候がない

かどうかを確認するため、減損テストを行う。非償却資産については、毎年減損テストが行われる。減損の兆

候がある場合には、新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産の減損が発見された場合、減損損失が損

益計算書で認識される。この減損損失は、のれんおよび合併プレミアムに係るものを除き、当該資産の見積回

収可能価額に変更があった場合、あるいは減損の兆候がなくなった場合に戻し入れが行われる。

フランスの会計原則に基づく資産の回収可能価額は、日本の会計原則における割引後将来キャッシュ・フ

ローと類似している。また、資産の公正価値の最善の証拠は、ⅰ)拘束力のある販売契約における価格、ⅱ)市

場価格、ⅲ)貸借対照表日現在、取引の知識がある自発的な当事者の間で独立第三者間取引条件による資産の

売却から得られる金額について、事業体が入手することのできる最善の情報とされている。

日本の会計原則では、固定資産の減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用

されている。当該基準では、長期性資産の割引前見積将来キャッシュ・フローが帳簿価額より低い場合に、当

該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止されている。
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(4) 非銀行取引に対する引当金

フランスの会計原則では、銀行取引と無関係な項目に対する引当金は、当行が期末日において第三者に対す

る債務を有しており、第三者へリソースを提供しなければならない可能性が高く、かつ見返りとして提供物と

同等の経済的便益を当該第三者から得られる見込みがない場合に限り計上される可能性がある。

日本の会計原則では、将来の特定の費用または損失について、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の

可能性が高く、その金額を合理的に見積もることができる場合に、当期の負担に属する金額を当期の費用また

は損失として引当金に繰り入れる。

 

(5) 従業員給付

フランスの会計原則では、年金数理計算上の差異と、制度資産に係る制限の影響は、損益計算書に即時認識

している。投資からの期待収益は、対応するコミットメントの割引率を用いて計算されている。

日本の会計原則では、個別財務書類において未認識数理計算上の差異は、原則として平均残存勤務期間以内

の一定の年数で按分した額を毎期費用処理される。期待運用収益は、原則として期首の年金資産の額に長期期

待運用収益率を乗じて計算されている。
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第７ 【外国為替相場の推移】

日本円とユーロとの間の為替相場は、最近５年間の事業年度において、２以上の日刊新聞紙に掲載されている

ため、本項の記載を省略する。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

１ 日本における株式事務等の概要

当社は、2009年３月23日に、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）に当社の普通株式に関す

る上場廃止を申請し、同月27日に取引所により上場廃止が決定された。当社普通株式は、かかる上場廃止申請

および決定に基づき、2009年４月28日に、取引所における上場が廃止された。以下の記載は、かかる上場廃止

後の本邦における株式事務等の概要を記載したものである。

 

(1) 株式の名義書換取扱場所および株主名簿管理人

日本においては、当社の名義書換取扱場所または株主名簿管理人は存在しない。

当社普通株式の実質株主は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」という。）との間に外

国証券取引口座約款を締結する必要があり、各実質株主に対する株式事務は、当該実質株主の各窓口証券会社

がこれを取り扱う。なお、窓口証券会社との間の外国証券取引口座約款により実質株主の名で外国証券取引口

座が開設され、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管および当社普通株式の取引に係る金銭の授受はすべ

てこの外国証券取引口座により処理される。ただし、機関投資家で窓口証券会社に証券の保管の委託をしない

者は、当該外国証券取引口座約款に代えて外国証券取引約款を窓口証券会社と締結する必要がある。この場

合、売買の執行、売買代金の決済および外国証券の取引に係る金銭の授受に関する事項はすべて当該契約の条

項に従い処理される。

当社普通株式は、窓口証券会社が指定するフランスにおける保管機関（以下「現地保管機関」という。）に

保管され、現地保管機関またはその名義人の名義で登録される。各窓口証券会社は自社に外国証券取引口座を

持つ全実質株主明細表を作成する。

 

(2) 株主に対する特典

2023年12月31日現在、該当事項なし。

 

(3) 株式の譲渡制限

当社株式の実質的所有権の移転については、「第１ ２ 外国為替管理制度」に記載された制約を除き、何ら

制限はない。

 

(4) その他の株式事務に関する事項

(イ)事業年度の終了日

当社の事業年度は、毎年12月31日に終了する。

(ロ)定時株主総会

年に少なくとも１回、金融機関および投資会社の場合は毎年５月31日以前に、決算書類承認のため定時株

主総会が開かれる。
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(ハ)基準日

統制市場で承認されているフランスの株式会社（Société Anonyme）の定時株主総会への参加を行うため

には、定時株主総会の日付より３取引日前の日の０時０分（パリ時間）に、株主の名義で株式会社の株主名

簿または適用ある承認仲介機関により保有される無記名式株主名簿に、株主の口座または承認仲介機関の口

座で株式の所有が登録されている必要がある。

(ニ)株券の種類

当社株式に関して株券は発行されない。

(ホ)株券に関する手数料

日本における当社株式の実質株主は、日本の証券会社に外国証券取引口座を開設し、これを維持するにあ

たり、外国証券取引口座約款に従って年間口座管理料を支払う。

(ヘ)公告

当社は、実質株主のために日本国内において一定の事項を日本経済新聞に掲載して公告する。

 

２ 日本における実質株主の権利行使に関する手続

(1) 実質株主の議決権行使に関する手続

議決権の行使は実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関またはその名義人が行

う。実質株主が特に指示しない場合、現地保管機関またはその名義人は議決権の行使を行わない。

 

(2) 配当請求等に関する手続

配当金は、窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、外国証券取引口座を通じて配当

支払日現在の実質株主明細表に記載された実質株主に交付される。

フランスの法令に従い、フランスの株式会社（Société Anonyme）につき、現金配当の支払は、記名式株式

（titres en nominatif pur）の場合、株主に直接行われ、無記名式株式（titres au porteur）または管理登

録株式（titres en nominatif administré）の場合、第三者に代わり受益者に配当を分配する承認仲介機関に

対し、一括払で行われる。

株式配当および株式分割は、窓口証券会社が現地保管機関またはその名義人から一括受領し、配当支払日ま

たは株式分割の効力発生日現在の実質株主明細表に記載された実質株主に交付される。ただし、当社普通株式

の取引単位未満の株式は売却され、その収益は外国証券取引口座を通じて実質株主に分配される。

フランスの法令に従い、株式配当により、株式会社は株主に対し配当を新株で受領する機会を提供すること

ができる。しかしながら、株主は株式配当の受領を拒否することができ、現金配当による支払を選択すること

ができる。

BNPパリバの定款においては、普通株式の株主に対して新株を引き受ける義務を定める規定はない。

当社の普通株式に対して新株引受権が付与された場合には、当該新株引受権は、フランスにおいて売却さ

れ、売却代金は配当金支払と同様にそれに対する権利を有する実質株主に対し支払われる。ただし、実質株主

が別途要請する場合を除く。
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(3) 株式の移転に関する手続

フランスにおいては当社株式の移転は、当社または承認仲介機関の株主名簿への登録によりなされる。

日本においては、実質株主は窓口証券会社の発行した預り証を提示した上でその持株の保管替えまたは売却

注文を行うことができる。実質株主と窓口証券会社との間の決済は原則として円貨による。

 

(4) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

(ⅰ)配当

(イ)実質株主に対して支払われる配当金は、本邦の税法上、個人については配当所得となり、法人について

は益金となる。

(ロ)配当金については、個人の配当控除または法人の益金不算入制度の適用は認められない。

(ハ)日本の居住者たる個人または日本の法人が支払を受ける配当金については、フランスにおける当該配当

金（フランスの関連タックス・クレジットを含む。）の支払の際にフランスまたはフランスの地方公共団

体により徴収された源泉徴収税があるときは、この額を控除した後の金額に対して当該配当金の支払を受

けるべき期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に相当する金額の日本の所得税等が源泉徴収され

る。

 

配当課税の源泉徴収税率

 

配当を受けるべき期間 日本の法人 日本の居住者たる個人

2014年１月１日～2037年12月31日 所得税15.315％ 所得税15.315％、住民税５％

2038年１月１日～ 所得税15％ 所得税15％、住民税５％

 

日本の居住者たる個人は、当社から株主に支払われる配当については確定申告をする必要はなく、また

配当金額の多寡に関係なく、税務申告の対象となる所得額から当社の支払配当額を除外することができ

る。なお、日本の居住者たる個人が2009年１月１日以降に支払を受けるべき配当については、申告分離課

税を選択することが可能である。申告分離課税による確定申告の際の税率は、2014年１月１日から2037年

12月31日までに支払を受けるべき配当については、15.315％の所得税と５％の住民税が、2038年１月１日

以降に支払を受けるべき配当については、15％の所得税と５％の住民税が課せられるが、かかる配当の額

は、2009年１月１日以降の上場株式等の譲渡損と損益通算が可能である。

フランスにおいて課税された税額は、配当につき確定申告した場合には日本の税法の規定に従い外国税

額控除の対象となり得る。
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(ⅱ)当社株式の売買損益等

当社株式に対する権利の売買による損益は、内国会社の株式の売買損益と同様の取扱いを受ける。

(ⅲ)相続税

日本国の居住者が当社株式を相続した場合、当該株式は日本国の相続税の対象となる。

フランスにおける課税上の取扱いについては「第１ ３ 課税上の取扱い」参照。フランスにおいて徴収さ

れた税額については、日本の税法に従い外国税額控除を申請することができる。当社株式に関しフランスに

おいて必要とされる手続（日仏租税条約に基づく申請書の提出等必要な手続を含む。）は、現地保管機関が

行う。

 

(5) 実質株主に対する諸通知

当社が株主に対して行う通知および通信は株式の登録所持人たる現地保管機関またはその名義人に対してな

される。現地保管機関はこれを窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれを各実質株主に個別

に送付する義務がある。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合または当該通知もしくは通信が性格上

重要性の乏しい場合は、個別に送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供され

る。
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第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

該当事項なし。

 

２ 【その他の参考情報】

当社が最近事業年度の開始日から本書提出日までの間において提出した金融商品取引法第25条第１項各号に掲

げる書類およびその提出年月日は、以下のとおりである。

 

書類名  提出年月日

(イ) 有価証券報告書   

有価証券報告書およびその添付書類

(2022年１月１日から2022年12月31日)

 2023年６月30日関東財務局長に提出

   

(ロ) 有価証券報告書の訂正報告書   

上記(イ)の有価証券報告書の訂正報告書  2023年８月23日関東財務局長に提出

   

(ハ) 四半期報告書または半期報告書   

半期報告書およびその添付書類

(2023年１月１日から2023年６月30日)

 2023年９月29日関東財務局長に提出

   

(ニ) 発行登録書   

(1) 発行登録書およびその添付書類(社債の売出し)  2024年３月14日関東財務局長に提出

(2) 発行登録書およびその添付書類(社債の募集)  2024年３月14日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第１ 【保証会社情報】

該当事項なし。
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第２ 【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし。
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第３ 【指数等の情報】

１ 【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

(A) 日経平均株価（日経225指数）

(1) 理由

提出会社は、下記のとおり、満期償還額、早期償還の有無および利息額が日経平均株価の水準により決定さ

れる社債を発行しているため、日経平均株価（日経225指数）に関する情報は、提出会社が発行している社債

に関する投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。

 

名称
発行年月日

(ロンドン時間)
売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2027年２月１日満期
日米２指数参照　ステップダウン期限前償還条項付
日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建
社債

2023年１月31日 639,000,000円 無

 

(2) 内容

日経225指数は、選択された日本株式構成銘柄の価格の推移を示すために、株式会社日本経済新聞社が計算

し公表する株価指数である。日経225指数は、現在、株式会社東京証券取引所プライム市場に上場する225の株

式銘柄によって構成されており（今後も原則として225銘柄となる。）、広範な日本の業種を反映している。

225種の全銘柄は、株式会社東京証券取引所プライム市場に上場されているものである。当該225種の銘柄は、

同取引所で最も活発に取引が行われている株式の中から選択されている。日経225指数に基づく先物およびオ

プションについては、シンガポール証券取引所、大阪取引所およびシカゴ・マーカンタイル取引所において取

引されている。

 

(B) S&P500指数

(1) 理由

提出会社は、下記のとおり、満期償還額、早期償還の有無および利息額がS&P500指数の水準により決定され

る社債を発行しているため、S&P500指数に関する情報は、提出会社が発行している社債に関する投資判断に重

要な影響を及ぼすと判断される。

 

名称
発行年月日

(ロンドン時間)
売出価額の総額 上場の有無

ビー・エヌ・ピー・パリバ　2027年２月１日満期
日米２指数参照　ステップダウン期限前償還条項付
日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建
社債

2023年１月31日 639,000,000円 無

 

(2) 内容

S&P500指数は、米国大型株の動向を表す最良の単一尺度として広く認められている。この指数は、米国の主

要企業500社で構成され、取引可能な時価総額の約80％をカバーしている。

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1063/1141



２ 【当該指数等の推移】

(1) 日経平均株価の過去の推移

（単位：円）

最近５年間の年別
最高・最低値

年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

最高 24,066.12 27,568.15 30,670.10 29,332.16 33,753.33

最低 19,561.96 16,552.83 27,013.25 24,717.53 25,716.86

最近６ヶ月間の月別
最高・最低値

月別 2023年７月 2023年８月 2023年９月 2023年10月 2023年11月 2023年12月

最高 33,753.33 33,476.58 33,533.09 32,494.66 33,625.53 33,681.24

最低 31,943.93 31,450.76 31,857.62 30,526.88 31,601.65 32,307.86

出典：ブルームバーグ・エルピー

 

(2) S&P500指数の過去の推移

（単位：ポイント）

最近５年間の年別
最高・最低値

年度 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

最高 3,240.02 3,756.07 4,793.06 4,796.56 4,783.35

最低 2,447.89 2,237.40 3,700.65 3,577.03 3,808.10

最近６ヶ月間の月別
最高・最低値

月別 2023年７月 2023年８月 2023年９月 2023年10月 2023年11月 2023年12月

最高 4,588.96 4,576.73 4,515.77 4,376.95 4,567.80 4,783.35

最低 4,398.95 4,369.71 4,273.53 4,117.37 4,237.86 4,549.34

出典：ブルームバーグ・エルピー
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー

 

財務書類に関する法定監査人の監査報告書（訳文）
 

（2022年12月31日終了事業年度）
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財務書類に関する法定監査人の監査報告書
 

（2022年12月31日終了事業年度）
 

 

 

 

 

株主各位：
 

意見

 

会社の年次株主総会により依頼された業務内容に従い、我々は、添付の2022年12月31日終了事業年度の

ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー（以下「会社」）の財務書類の監査を行った。
 

我々の意見では、本財務書類は、フランスの会計基準に準拠して、2022年12月31日現在の会社の資産、

負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の会社の経営成績を、適正かつ公正に表示して

いる。
 

上述の監査意見は、財務書類委員会に対する我々の報告と一致している。
 

 

意見の根拠

 

監査の枠組み
 

我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。我々は、我々が入

手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十分かつ適切であると確信している。
 

これらの基準に基づく我々の責任は、本報告書の「財務書類監査に対する法定監査人の責任」の中に詳

述されている。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー

財務書類に係る法定監査人の監査報告書

2022年12月31日終了事業年度 - 2ページ

 

 

独立性
 

我々は、2022年１月１日から我々の報告書の日付までの期間にわたり、フランスの商法（Code de

commerce）および法定監査人に対するフランスの倫理規範（Code de déontologie）に規定されている

我々に適用される独立性規則に準拠して監査業務を実施したほか、EU規則No.537/2014の第５条第１項に

より禁止されている非監査業務は一切行っていない。
 

評価の正当性 ‒ 監査上の主要な検討事項

 

評価の正当性に係るフランス商法L.823-９条およびR.823-７条の要件に従い、我々の職業的専門家とし

ての判断において、当事業年度の財務書類監査で最も重要であった重要な虚偽表示リスクに関する監査

上の主要な検討事項、およびそれらのリスクについて我々がどのように対応したかについて報告する。
 

これらの事項は、財務書類全体に対する我々の監査の一環として対応され、そのため上述の監査意見の

形成に寄与している。我々は、財務書類の中の特定の事項に対する個別の意見は表明しない。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー

財務書類に係る法定監査人の監査報告書

2022年12月31日終了事業年度 - 3ページ

 

 

顧客貸出金ポートフォリオに係る信用リスクの特定および評価
（財務書類の注1、2.f、3.b、および3.k参照）

リスクの内容 監査上の対応

 

銀行仲介業務の一環として、ビー・エヌ・

ピー・パリバは信用リスクにさらされてい

る。

 

ビー・エヌ・ピー・パリバは、その業務に固

有の既知の信用リスクをカバーするために減

損損失を認識している。

 

減損損失は、関連するオンバランスまたはオ

フバランスのコミットメントに係る個別の減

損損失または、個別には減損していない類似

のリスクを有する貸出ポートフォリオに対す

る集合的な減損損失のいずれかの形で現れ

る。集合的引当金は、類似の特徴を持つポー

トフォリオの構築や該当するリスクに対する

インプットや引当金計上の要因事象の決定を

はじめとした、算定の各段階において判断を

必要とする統計的モデルを用いて決定され

る。

 

特定の状況において、ビー・エヌ・ピー・パ

リバが識別したものであって、上述の個別引

当金または集合的引当金ではカバーされない

リスクを考慮するために、海外のコミットメ

ントに対する集合的引当金が追加で認識され

ている。

 

2022年12月31日現在、信用リスクにさらされ

ている顧客に対する債権の貸借対照表残高合

計額は558十億ユーロであり、減損引当金合

計額は5.5十億ユーロであった。

 

マクロ経済情勢の不確実性が依然として高い

環境の中で、経営者は企業への与信に関して

判断および見積りを行う必要があることか

ら、我々は、信用リスクの評価および減損損

失の測定を監査上の主要な検討事項であると

考えた。

 

 

我々は、ビー・エヌ・ピー・パリバの統制シ

ステムの目的適合性を評価し、減損を特定し

測定するための、手作業統制および自動化統

制を評価した。

 

我々は、報告日現在、最も与信残高が大きい

貸付先やポートフォリオのほか、不安定な経

済部門や地域で事業を行う企業向けの与信に

関しても検討を行った。

 

我々の作業において、以下の点に注力した。

-　取引先企業の格付：我々は、監視下にあ

る貸付残高のサンプルのリスク水準を検

証した。また、特に、引続き不確実なマ

クロ経済情勢の影響を受けている地域お

よび業種に注意を払った。

-　個別引当金の測定：我々は、ビー・エ

ヌ・ピー・パリバが、監視下にある取引

先の定期的なレビューを行っていたこと

を確かめたほか、サンプルベースで、減

損の見積りに経営者が用いた仮定とデー

タを評価した。

-　集合的引当金の測定：内部の信用リスク

の専門家の支援を受け、我々は多岐の事

業ラインにわたりビー・エヌ・ピー・パ

リバが使用した手法や、データ品質の統

制の有効性を評価した。

 

また、我々は、信用リスクに関する財務書類

の注記の開示を検討した。
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金融商品の評価
（財務書類の注1、2.d、3.c、3.h、3.iおよび6.c参照）

リスクの内容 監査上の対応

 

トレーディング業務の一環として、ビー・エ

ヌ・ピー・パリバは、金融商品（資産および

負債）を保有しており、それらは貸借対照表

上時価で認識されている。

 

時価は、当該金融商品の種類や複雑性に応じ

て異なる手法で決定されている。すなわち、

(i) 直接観察可能な相場価格を利用する場

合、(ii) 重要なインプットが観察可能な評

価モデルを使用する場合、および(iii) 重要

なインプットが観察不能な評価モデルを使用

する場合である。

 

算定された評価額は、特定の固有のトレー

ディングリスク、流動性リスク、取引先リス

クを考慮するために、追加の評価調整の対象

となる可能性がある。

 

したがって、当該金融商品の評価に経営者が

採用する手法は、モデルと使用データに関し

て重要な判断を伴う可能性がある。

 

2022年12月31日現在、トレーディング勘定の

有価証券の時価は95十億ユーロであり、確定

取引に関する会社のプラスのネット・ポジ

ションは17十億ユーロであり、条件付取引に

関する会社のネット売りポジションの時価は

9.3十億ユーロであった。

 

残高の重要性および時価の決定に用いられる

判断の重要性を鑑みて、我々は、特に観察不

能なインプットが用いられる金融商品の評価

をはじめとする、金融商品の評価を監査上の

主要な検討事項であると考えた。

 

 

我々は、内部の金融商品評価専門家の支援を

受けて、金融商品の評価に当たってビー・エ

ヌ・ピー・パリバが適用した主要な統制、特

に以下の統制が適切に機能していることを確

かめた。

-　評価モデルのリスクに関する経営者によ

る承認および定期的な検証

-　評価インプットに関する独立的検証

-　評価調整の決定

 

サンプルベースで、内部の金融商品評価専門

家は以下の手続を行った。

-　使用された仮定とインプットの目的適合

性を分析した。

-　ビー・エヌ・ピー・パリバによるイン

プットの独立的検証結果を分析した。

-　我々独自のモデルを使用して独立的評価

を実施した。

 

我々は、サンプルベースで、算定された評価

額と取引先との担保コールの差異についても

分析を行った。

 

また、我々は、金融商品の評価に関する財務

書類の注記の開示を検討した。
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株式投資、長期投資目的で保有されるその他の持分証券、子会社および関連会社に対する投
資の測定
（財務書類の注1、3.cおよび3.e参照）

リスクの内容 監査上の対応

 

貸借対照表に計上されている株式投資、長期

投資目的で保有されるその他の持分証券、子

会社および関連会社に対する投資の簿価は66

十億ユーロである。

 

これらの投資は、取得原価と使用価値のいず

れか低い方で個別に測定されている。

 

それぞれの投資の使用価値は、入手可能な情

報に基づき、割引キャッシュ・フロー法、再

評価後純資産法、マルチプル法を含む将来利

回りを評価するために通常用いられる評価ア

プローチを用いて算出される。

 

帳簿価額が使用価値を上回る場合には、その

差額について減損損失が認識される。

 

貸借対照表における重要性や、見積額の裏付

けとなる仮定に使用されるモデルの感応度を

鑑みて、我々はこれらの投資の測定を監査上

の主要な検討事項であると考えた。

 

 

我々が行った作業は、以下のとおりであっ

た。

-　サンプルベースで、使用価値の見積りに

経営者が用いた評価技法とデータの正当

性を検証した。

-　サンプルベースで、会社が用いた使用価

値の算定の正確性を検証した。

 

最後に、我々は株式投資、長期投資目的で保

有されるその他の持分証券、子会社および関

連会社に対する投資に関する財務書類の注記

の開示の適切性を確かめた。
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IT全般統制

リスクの内容 監査上の対応

 

ITシステムの信頼性と安全性は、ビー・エ

ヌ・ピー・パリバの財務書類の作成において

重要な役割を担っている。

 

従って、我々は財務会計情報の作成に寄与す

るインフラやアプリケーションのIT全般統制

の評価を監査上の主要な検討事項であると考

えた。

 

中でも、ITシステムへのアクセス権と従業員

のプロフィールに基づいた承認権限を管理す

るシステムは、アプリケーションの設定や基

礎データへの不適切な変更リスクを低減する

ための統制上のポイントである。

 

財務会計情報の作成に用いられる主要システ

ムに関して、IT専門家の支援を受けて我々が

行った主な作業は以下のとおりであった。

-　財務会計データの裏付けとなるシステ

ム、プロセス、統制を理解した。

-　重要なシステム（特に、会計、連結、お

よび自動照合アプリケーション）に係る

IT全般統制（アプリケーションやデータ

へのアクセス管理、アプリケーションの

変更／開発の管理、ITオペレーションの

管理）を評価した。

-　手入力の会計仕訳の承認に関する統制を

検証した。

-　必要な領域について、追加的な監査手続

を行った。

-　ウクライナ危機およびリモートワークの

利用拡大に関連するサイバーセキュリ

ティリスクを考慮した。
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特定の確認
 

我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して、フランスの法律で求められる特定

の確認も行った。

 

会社の財政状態および財務書類について、マネジメントレポートの情報と株主に提供されたその他の文
書の情報
 

会社の財務状態および財務書類について、取締役会のマネジメントレポートの情報と株主に提供された

その他の文書の情報の間の開示の公正性および整合性について、以下の点を除き我々が報告すべき事項

はない。
 

フランス商法D.441-6条に示されている支払期間の開示に関する開示の公正性および財務書類との整合性

について、我々は次の点を報告する：マネジメントレポートに示されている通り、会社は銀行取引および

関連取引が提供されるべき開示の対象ではないと考えているため、これらの開示は含まれていない。
 

コーポレートガバナンスに関する報告書
 

我々は、取締役会のマネジメントレポートのコーポレートガバナンスセクションには、フランス商法

L.225-37-4条、L.22-10-10条およびL.22-10-9条で要請されている情報が記載されていることを確認する。
 

執行役員に支払われたまたは付与された報酬および各種手当ならびに他のコミットメントについて、フラ

ンス商法L.22-10-9条の要件に準拠して開示されている情報に関し、我々は、財務書類または当財務書類

を作成するために使用された原情報との整合性を確認したほか、必要に応じ、連結範囲内の被支配会社か

ら会社が入手した情報との整合性を確認した。この作業に基づいて、我々は、この情報の正確性および開

示の公正性を確認する。
 

株式公開買付や株式交換を行った場合に影響を及ぼし得る項目について、フランス商法L.22-10-11条の要

件に準拠して開示されている情報に関し、我々は、我々に開示された原資料との整合性を確かめた。この

作業に基づいて、この情報について我々が報告すべき点はない。
 

その他の情報
 

フランスの法律に準拠して、我々は、投資および支配持分の取得ならびに株主および議決権保有者の身

元に関して必要な情報が、マネジメントレポートの中に適切に開示されていることを確認した。
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その他の法的および規制上の要件に応じた検証や情報
 

年次財務報告書に含まれる財務書類の表示
 

欧州単一電子フォーマットに従って表示される年次および連結財務書類に関する監査人の手続に適用さ

れる専門的基準に従い、我々は、フランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）L.451-1-2条I

項に言及された年次財務報告書に含まれ、最高経営責任者の責任の下で作成された財務書類の表示が、

2018年12月17日の欧州委任規則第2019/815号で定義されたこのフォーマットに準拠していることを検証

した。
 

我々の業務に基づき、我々は、年次財務報告書に含まれる財務書類の表示が、すべての重要な点におい

て、欧州の単一電子フォーマットに準拠していると結論づけた。
 

法定監査人の指名
 

デロイト＆アソシエについては2006年５月23日に行われた年次株主総会、プライスウォーターハウス

クーパース　オーディットについては1994年５月26日に行われた年次株主総会、マザーについては2000

年５月23日に行われた年次株主総会において、それぞれビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの法定監

査人に指名された。

 

2022年12月31日現在、デロイト＆アソシエ、プライスウォーターハウスクーパース　オーディット、マ

ザーの継続関与年数はそれぞれ、17年目、29年目、23年目である。
 

財務書類に対する経営者およびガバナンス責任者の責任

 

経営者は、フランスの会計基準に準拠して財務書類を作成し、適正かつ公正に表示すること、および不

正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要と考えた内部統制の構築に責任を負っ

ている。
 

財務書類を作成するに当たり、経営者は会社の継続企業として存続する能力を評価すること、該当する

場合には継続企業に関する事項を開示することに責任を負っているほか、会社の清算もしくは営業を停

止する見込みがある場合を除き、継続企業を前提として会計処理を行う責任を負っている。
 

財務書類委員会は、財務報告プロセス、内部統制とリスク管理体制の有効性に加え、必要に応じて、会

計・財務報告手続に関する内部監査体制を監視する責任を負っている。
 

本財務書類は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの取締役会によって承認された。
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財務書類監査に対する法定監査人の責任

 

目的および監査アプローチ
 

我々の役割は、財務書類に関する報告書を発行することである。我々の目的は、財務書類に、全体とし

て重要な虚偽表示がないかどうかについて、合理的な保証を得ることである。合理的な保証とは、高い

程度の心証であるが、職業的専門家の基準に従って行われる監査が、重要な虚偽表示が存在する場合に

それを常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があ

り、個別にまたは合計して、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に見込ま

れる場合に、重要性があるとみなされる。
 

フランス商法L.823-10-1条に定められるとおり、我々の監査は企業の経営の存続性に関する保証も品質

に関する保証も含まない。
 

フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して行った監査の一環として、法定監査人は監

査期間中、職業的専門家としての判断を行使した。

 

我々は以下の手続も行った。
 

・　不正または誤謬のいずれによるかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し評価する

こと、それらのリスクに対応するための監査手続を立案し実施すること、および意見表明のため

の合理的な基礎を提供するために十分かつ適切な監査証拠を入手すること。不正には共謀、偽

造、意図的な脱漏、虚偽の表明または内部統制の無効化が伴うため、不正による重要な虚偽表示

を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解すること。ただ

し、これは内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。

・　使用された会計方針の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の見積りおよび関連する

財務書類注記の開示の妥当性を評価すること。

・　経営者が継続企業を前提とした会計を使用したことの適切性について、および入手した監査証拠

に基づいて、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性のある事象ま

たは状況に関連して、重要な不確実性が存在するか否かについて評価すること。この評価は、監

査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいて行われる。しかしながら、将来の事象または

条件は、会社が継続企業として存続することを止める原因となるかもしれない。法定監査人は、

重要な不確実性が存在するという結論を下した場合、監査報告書において、財務書類の関連する

開示に注意を向けさせること、または、当該開示が行われていないまたは不適切である場合に

は、限定付意見を表明または意見を表明しないことが要求される。

・　財務書類全体としての表示を評価し、財務書類が基礎となる取引や事象を適正に表示しているか

どうかを評価すること。
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財務書類委員会への報告
 

我々は財務書類委員会へ報告書を提出する。この報告書には、計画した監査の範囲、実施した監査計画

のほか、我々の監査結果に関する記述が含まれている。我々は、財務会計報告の過程で検出した内部統

制の重要な不備についても報告を行う。
 

財務書類委員会に対する我々の報告には、我々の職業的専門家としての判断において、財務書類監査に

おいて最も重要な虚偽表示リスクが含まれており、それらは本報告書の中で記載が求められている監査

上の主要な検討事項を構成している。
 

また我々は、財務書類委員会に対し、フランス商法L.822-10条からL.822-14条の特定の条項および法定

監査人に対するフランスの倫理規範に規定されている、フランスで適用されている規則に則った我々の

独立性を確認したうえで、EU規則No.537/2014第６条で定められている宣言書を提出する。我々は、独立

性に影響を及ぼすリスクやそれに関連するセーフガードについて、必要に応じ財務書類委員会と協議を

行う。

 

 

2023年３月13日、パリ・ラ・デファンス、ノイ・スル・セーヌおよびクルブボワール

 

法定監査人

 

デロイト＆アソシエ

 

 

 

ローレンス　ドゥボワ

プライスウォーターハウス

クーパース　オーディット

 

 

パトリス　モロ

マザー

 

 

 

ヴィルジニー　ショバン
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

 

À l’assemblée générale

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de
la société BNP Paribas SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin
de cet exercice.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des comptes.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code

de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes sur la période du 1
er

janvier 2022 à la date d’émission de notre rapport,
et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Justification des appréciations – Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
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Identification et évaluation du risque de crédit sur les portefeuilles de prêts à la clientèle

(Se référer aux notes 1, 2.f, 3.b et 3.k de l’annexe aux comptes annuels)

Risque Identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Dans le cadre de ses activités d’intermédiation bancaire,
BNP Paribas est exposé au risque de crédit.

BNP Paribas comptabilise des dépréciations pour couvrir
les risques de crédits avérés inhérents à ses activités.

Ces dépréciations peuvent prendre la forme de
dépréciations individuelles des engagements bilan et hors
bilan concernés ou de dépréciations collectives pour les
portefeuilles de crédits présentant des risques homogènes
et non dépréciés individuellement. Ces provisions
collectives sont déterminées à partir de modèles
statistiques faisant appel au jugement lors des différentes
étapes du calcul : constitution de portefeuilles homogènes,
détermination des paramètres de risque applicables et du
fait générateur des provisions.

Dans certaines conditions, des provisions collectives
complémentaires pour engagements internationaux
prennent en compte des risques identifiés par BNP Paribas
et qui ne seraient pas déjà couverts par les provisions
individuelles/collectives décrites précédemment.

Au 31 décembre 2022, le montant total des encours bilan
exposés au risque de crédit s’élève à 558 milliards d’euros ;
le montant total des dépréciations s’élève à 5,5 milliards d’
euros.

Dans l’environnement toujours marqué par une incertitude
importante liée au contexte macro-économique, nous avons
considéré que l’appréciation du risque de crédit et l’
évaluation des dépréciations constituaient un point clé de l’
audit, ces éléments faisant appel au jugement et aux
estimations de la direction pour ce qui concerne le risque
de crédit aux entreprises.

Nous avons apprécié la pertinence du dispositif de contrôle
de BNP Paribas et testé les contrôles manuels ou
informatisés concernant l’identification et l’évaluation des
dépréciations.

Nous avons également réalisé en date d’arrêté des travaux
sur les encours et/ou portefeuilles les plus significatifs ainsi
que les financements accordés aux entreprises dans des
secteurs économiques et zones géographiques plus
sensibles.

Nos travaux ont porté plus particulièrement sur les
processus suivants :

■　notation des contreparties entreprises : Nous avons
apprécié le niveau de risque d’une sélection d’encours
sous surveillance. Lors de nos travaux, nous avons
porté une attention particulière aux zones
géographiques et secteurs impactés par le contexte
macro-économique qui demeure incertain ;

■　évaluation des dépréciations constituées sur base
individuelle : nous avons vérifié qu’une revue
périodique des contreparties sous surveillance était
effectuée par BNP Paribas et avons apprécié, sur base
d’échantillons, les hypothèses et données retenues par
la direction pour l’estimation des dépréciations ;

■　évaluation des dépréciations collectives : avec l’aide
de nos spécialistes en risque de crédit, nous avons
apprécié les méthodologies retenues par BNP Paribas
sur les différents métiers et l’efficacité des contrôles
relatifs à la qualité des données.

Nous avons également examiné les informations publiées
en annexe relatives au risque de crédit.
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Valorisation des instruments financiers

(Se référer aux notes 1, 2.d, 3.c, 3.h, 3.i et 6.c de l’annexe aux comptes annuels)

Risque Identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Dans le cadre de ses activités de marché, BNP Paribas
détient des instruments financiers actifs et passifs évalués
au bilan à la valeur de marché.

Cette valeur de marché est déterminée selon différentes
approches en fonction de la nature et de la complexité des
instruments : utilisation de prix cotés directement
observables, de modèles de valorisation avec des
paramètres majoritairement observables ou de modèles de
valorisation avec des paramètres majoritairement non
observables.

Les valorisations obtenues peuvent faire l’objet d’
ajustements de valeur complémentaires afin de prendre en
compte certains risques spécifiques de marché, de liquidité
ou de contrepartie.

Les techniques retenues par la direction pour procéder à la
valorisation de ces instruments peuvent donc comporter
une part significative de jugement quant au choix des
modèles et des données utilisées.

Au 31 décembre 2022, la valeur de marché des titres de
transaction s’élève à 95 milliards d’euros, celle de la
position nette positive des opérations fermes est évaluée à
17 milliards d’euros, et la valeur de marché de la position
nette vendeuse des opérations conditionnelles est évaluée
à 9,3 milliards d’euros.

En raison du caractère significatif des encours et du
recours au jugement dans la détermination de la valeur de
marché, nous estimons que l’évaluation des instruments
financiers constitue un point clé de l’audit, en particulier
pour ce qui concerne les instruments dont la valorisation
nécessite le recours à des paramètres non observables.

Nous avons vérifié avec l’aide de nos spécialistes en
valorisation que les contrôles clés de BNP Paribas en
matière de valorisation des instruments financiers
fonctionnent correctement, notamment ceux relatifs :

■　à l’approbation et la revue régulière par la direction des
risques des modèles de valorisation ;

■　à la vérification indépendante des paramètres de
valorisation ;

■　à la détermination des ajustements de valeur.

Nos spécialistes en valorisation ont par ailleurs procédé,
sur la base d’échantillons, à :

■　l’analyse de la pertinence des hypothèses et des
paramètres retenus ;

■　l’analyse des résultats de la revue indépendante des
paramètres par BNP Paribas ;

■　la réalisation de contre-valorisations indépendantes en
utilisant nos propres modèles.

Nous avons également analysé sur la base d’échantillons
les éventuels écarts entre les valorisations et les appels de
collatéral avec les contreparties.

Nous avons examiné les informations relatives à la
valorisation des instruments financiers publiées en annexe.
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Évaluation des titres de participation, autres titres détenus à long terme et parts dans les entreprises liées

(Se référer aux notes 1, 3.c et 3.e de l’annexe aux comptes annuels)

Risque Identifié Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Les titres de participation, autres titres détenus à long terme
et parts dans les entreprises liées sont comptabilisés au
bilan pour une valeur nette comptable de 66 milliards d’
euros.

Ils sont comptabilisés individuellement au plus bas de leur
valeur d’acquisition ou de leur valeur d’utilité.

La valeur d’utilité est déterminée, pour chaque titre, par
référence à une méthode d’évaluation fondée sur les
éléments disponibles tels que l’actualisation des flux futurs,
l’actif net réévalué ou les multiples communément utilisés
qui leur sont relatifs pour apprécier les perspectives de
rentabilité.

Lorsque la valeur d’utilité des titres est inférieure à la valeur
nette comptable, une provision pour dépréciation est
constituée du montant de la différence.

Compte tenu de leur poids au bilan, de la sensibilité des
modèles utilisés aux hypothèses sur lesquelles se fondent
les estimations, nous avons considéré l’évaluation de ces
titres comme un point clé de notre audit.

Nos travaux ont consisté :

■　à apprécier, sur la base d’échantillons, la justification
des méthodes d’évaluation et des éléments chiffrés
utilisés par la direction pour déterminer les valeurs d’
utilité ;

■　à tester par sondage l’exactitude arithmétique des
calculs des valeurs d’utilité retenues par la société.

Enfin, nous avons examiné les informations relatives aux
titres de participation, autres titres détenus à long terme et
parts dans les entreprises liées publiées en annexe.
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Contrôles généraux informatiques

Risque identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

La fiabilité et la sécurité des systèmes d’information jouent
un rôle clé dans la préparation des comptes annuels de
BNP Paribas SA.

L’appréciation des contrôles généraux informatiques des
infrastructures et des applications qui concourent à l’
élaboration de l’information comptable et financière,
constitue un point clé de l’audit.

En particulier, l’existence d’un dispositif de contrôle des
droits d’accès aux systèmes d’information et de niveaux d’
autorisation en fonction des profils de collaborateurs
constitue un contrôle clé pour limiter le risque de
modifications inappropriées du paramétrage des applicatifs
ou des données qui leur sont sous-jacentes.

 

Pour les principaux systèmes concourant à l’élaboration de
l’information comptable et financière, les travaux que nous
avons mis en œuvre avec l’appui de nos spécialistes
informatiques ont plus particulièrement porté sur les
aspects suivants :

■　compréhension des systèmes, processus et contrôles
qui sous-tendent l’information comptable et financière ;

■　évaluation des contrôles généraux informatiques
(gestion des accès aux applications et aux données,
gestion des changements et des développements
relatifs aux applications, gestion de l’exploitation
informatique) sur les systèmes significatifs (notamment
applications comptables, de consolidation, de
rapprochement automatique) ;

■　examen du contrôle des habilitations pour la saisie des
écritures manuelles ;

■　réalisation le cas échéant de procédures d’audit
complémentaires ;

■　prise en compte dans notre approche du risque de
cybersécurité lié à la crise en Ukraine et à la
généralisation du télétravail.

 

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes
annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans
le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux actionnaires à l’exception du point ci-dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article
D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces
informations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le
périmètre des informations à produire.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration consacrée au gouvernement d’
entreprise des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations
et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié
leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les
éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation.
Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre
publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons
vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n’
avons pas d’observation à formuler sur ces informations.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et
à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
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Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
Format de présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du Commissaire aux comptes
relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, à la vérification du
respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes
annuels inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la
responsabilité du Directeur Général.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel respecte,
dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen.

Désignation des Commissaires aux comptes
Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de la société BNP Paribas SA par votre assemblée générale du 23 mai 2006 pour
le cabinet Deloitte & Associés, du 26 mai 1994 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 23 mai 2000 pour le cabinet
Mazars.

Au 31 décembre 2022, le cabinet Deloitte & Associés était dans la 17
e

année de sa mission sans interruption, le cabinet

PricewaterhouseCoopers dans la 29
e

année et le cabinet Mazars dans la 23
e

année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation,
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’
élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration de BNP Paribas SA.

Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la
viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

■　il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

■　il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

■　il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
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■　il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur
les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne
sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

■　il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au Comité des comptes
Nous remettons au Comité des comptes un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail
mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et
au traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des comptes figurent les risques d’anomalies significatives, que nous
jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’
audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-
14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le Comité des comptes des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

 
Fait à Paris La Défense, Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 13 mars 2023

 
Les Commissaires aux comptes

 

Deloitte & Associés PricewaterhouseCoopers Audit Mazars

Laurence Dubois Patrice Morot Virginie Chauvin
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー
 

連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書（訳文）
 

（2022年12月31日終了事業年度）
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連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書
 

（2022年12月31日終了事業年度）
 

 

 

 

 

株主各位：
 

意見
 

会社の年次株主総会により依頼された業務内容に従い、我々は、添付の2022年12月31日終了事業年度の
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの連結財務書類の監査を行った。
 

我々の意見では、本連結財務書類は、欧州連合が採択した国際財務報告基準に準拠して、2022年12月31
日現在の当グループの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度のグループの経営
成績を、適正かつ公正に表示している。
 

上述の監査意見は、財務書類委員会に対する我々の報告と一致している。
 

 

意見の根拠
 

監査の枠組み
 

我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。我々は、我々が入
手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十分かつ適切であると確信している。
 

これらの基準に基づく我々の責任は、本報告書の「連結財務書類監査に対する法定監査人の責任」の中
に詳述されている。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー
連結財務書類に係る法定監査人の監査報告書
2022年12月31日終了事業年度 - 2ページ
　

 

独立性
 

我々は、2022年１月１日から我々の報告書の日付までの期間にわたり、フランスの商法（Code de
commerce）および法定監査人に対するフランスの倫理規範（Code de déontologie）に規定されている
我々に適用される独立性規則に準拠して監査業務を実施したほか、EU規則No.537/2014の第５条第１項に
より禁止されている非監査業務は一切行っていない。
 

評価の正当性 ‒ 監査上の主要な検討事項
 

評価の正当性に係るフランス商法L.823-９条およびR.823-７条の要件に従い、我々の職業的専門家とし
ての判断において、当事業年度の連結財務書類監査で最も重要であった重要な虚偽表示リスクに関する
監査上の主要な検討事項、およびそれらのリスクについて我々がどのように対応したかについて報告す
る。
 

これらの事項は、連結財務書類全体に対する我々の監査の一環として対応され、そのため上述の監査意
見の形成に寄与している。我々は、連結財務書類の中の特定の事項に対する個別の意見は表明しない。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー
連結財務書類に係る法定監査人の監査報告書
2022年12月31日終了事業年度 - 3ページ
　

 

顧客貸出金ポートフォリオに係る信用リスクの評価および減損損失の測定（ステージ１、
２、および３）
（連結財務書類の注1.e.5、1.e.6、1.o、2.h、4.e、4.f、4.pおよび7.d参照）
リスクの内容 監査上の対応
 
ビー・エヌ・ピー・パリバは、銀行仲介業務
に固有の信用リスクをカバーするために減損
損失を認識している。
 
マクロ経済環境の不確実性が依然として高い
中で、ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループ
は、顧客貸出金ポートフォリオの予想信用損
失を測定するために、特に以下のようなより
大きな判断と仮定の考慮を必要としている：
-　信用リスクの大幅な悪化を評価して、地

域や業種に応じて残高をステージ１、ス
テージ２、またはステージ３に分類。連
結財務書類の注記２.hに記載のとおり、
ビー・エヌ・ピー・パリバは、欧州銀行
監督機構と欧州中央銀行の勧告に従い、
信用リスクが著しく増大していないかど
うか評価する作業に用いる基準を改め
た。

-　信用リスクの増加および予想損失の測定
の双方に織り込まれるマクロ経済の予測
の実施

-　現在のマクロ環境および比較可能な過去
の状況の欠如も踏まえ、異なるステージ
に応じた予想損失額の見積り。特に、注
記２.hに記載のとおり、2022年度には、
モデル適用時には物価と金利の上昇がも
たらす影響が直接的に見積られない状況
において当該影響を考慮するための特定
の追加的な調整が実施された。

 
2022年12月31日現在、信用リスクにさらされ
ている、顧客貸出金の貸借対照表残高合計額
は9,320億ユーロであり、減損引当金合計額
は190億ユーロ（内560億ユーロ、BancWestに
関しては３億ユーロ）であった。
 
特に、ウクライナ侵攻、原材料およびエネル
ギー価格の高騰、インフレの再来や金利の急
激な上昇などに関連する不確実性が持続する
中、経営者は企業への与信に関して判断およ
び見積りを行う必要があることから、我々
は、信用リスクの評価および減損損失の測定
を監査上の主要な検討事項であると考えた。
 

 
我々は、ビー・エヌ・ピー・パリバの、特に
不確実な環境に適応した統制システムの目的
適合性を評価し、減損を特定し測定するため
の、手作業統制および自動化統制を評価し
た。
 
我々の作業において、以下の点に注力した。
-　残高のステージごとの分類：信用リスク

の大幅な悪化を測定するために様々なビ
ジネスラインに適用される指標を見積も
る際に、特に2022年度における新たな基
準の適用に従って、リスクの変化が考慮
されているかどうかを評価した。

-　予想損失の測定（ステージ１、２、およ
び３）
・　信用リスクの専門家の支援を受けつ

つ、またグループのモデルの独立的
検証に係る内部システムに依拠しな
がら、ビー・エヌ・ピー・パリバが
様々な事業部門で使用したマクロ経
済の予測の裏付けとなる方法論や仮
定、当該予測の情報システムへの適
切な統合、およびデータ品質管理に
係る有効性を評価した。現在の不確
実な状況を考慮するために追加計上
された減損に特に注意を払った。

・　ステージ３に分類された法人向け貸
出金残高に係る減損損失について、
取引先の定期的なレビューがビー・
エヌ・ピー・パリバによって行われ
ていることを確かめ、また、取引先
のサンプルベースで、経営者が減損
の見積りのために用いた仮定とデー
タを評価した。

 
また、我々は、信用リスクに関する連結財務
書類の注記の開示、特にIFRS第９号で要求さ
れる開示を検討した。
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金融商品の評価
（連結財務書類の注1.e.7、1.e.10、1.o、2.a、2.c、4.aおよび4.d参照）
リスクの内容 監査上の対応
 
トレーディング業務の一環として、ビー・エ
ヌ・ピー・パリバは、金融商品（資産および
負債）を保有しており、それらは貸借対照表
上時価で認識されている。
 
時価は、当該金融商品の種類や複雑性に応じ
て異なる手法で決定されている。すなわち、
(i)直接観察可能な相場価格を利用する場合
（公正価値ヒエラルキーのレベル1に分類さ
れる商品）、(ii)重要なインプットが観察可
能な評価モデルを使用する場合（公正価値ヒ
エラルキーのレベル２に分類される商品）お
よび、(iii)重要なインプットが観察不能な
評価モデルを使用する場合（公正価値ヒエラ
ルキーのレベル３に分類される商品）の３種
類である。
 
算定された評価額は、特定の固有のトレー
ディングリスク、流動性リスク、取引先リス
クを考慮するために、追加の評価調整の対象
となる可能性がある。
 
従って、当該金融商品の評価に経営者が採用
する手法は、モデルと使用データに関して重
要な判断を伴う可能性がある。
 
2022年12月31日現在、資産計上されている金
融商品は6,720億ユーロ（うち70億ユーロは
レベル３に分類される金融商品）であり、負
債計上されている金融商品は6,320億ユーロ
（うち100億ユーロはレベル３に分類される
金融商品）であった。
 
残高の重要性および時価の決定に用いられる
判断の重要性を鑑みて、我々は、特に観察不
能なインプットが用いられるレベル３の金融
商品をはじめとする、金融商品の評価を監査
上の主要な検討事項であると考えた。
 

 
我々は、内部の金融商品評価専門家の手を借
りて、金融商品の評価に当たってグループが
適用した主要な統制が、以下の点をはじめと
して適切に機能していることを確かめた。
-　評価モデルのリスクに関する経営者によ

る承認および定期的な検証
-　評価インプットに関する独立的検証
-　評価調整の決定
 
サンプルベースで、内部の金融商品評価専門
家は以下の手続を行った。
-　使用された仮定とインプットの目的適合

性を分析した。
-　ビー・エヌ・ピー・パリバによるイン

プットの独立検証結果をレビューした。
-　我々独自のモデルを使用して独立的評価

を実施した。
 
我々は、サンプルベースで、算定された評価
額と取引先との担保コールの差異についても
分析を行った。
 
また、我々は、金融商品の評価に関する連結
財務書類の注記の開示を検討した。
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のれんの減損
（連結財務書類の注1.b.4、1.oおよび4.o参照）
リスクの内容 監査上の対応
 
取得を認識するに当たって、ビー・エヌ・
ピー・パリバは、被取得企業の持分の取得対
価が当グループの持分の価値を上回る分に相
当する金額を資産の中でのれんとして計上し
ている。2022年12月31日現在、のれんの金額
は53億ユーロであった。
 
減損の兆候がある場合には、一年に一度以上
の頻度でのれんの減損テストが行われる。の
れんが配分される資金生成単位の帳簿価額を
その回収可能価額と比較することは、減損損
失を計上すべきかどうかを判定するプロセス
の重要なステップである。
 
資金生成単位の回収可能価額を測定するため
には、被取得企業の将来の収益に関する仮定
を決定し、経営者の判断が必要とされること
から、我々はのれんの減損を監査上の主要な
検討事項であると考えた。
 

 
我々は、のれんに関する減損テストを行うた
めにビー・エヌ・ピー・パリバが適用した手
続に加え、のれんの減損の兆候を把握するた
めに整備された統制を評価することにより、
監査を行った。
 
内部の評価専門家の支援を受けて、2022年12
月31日現在ののれんの残高に対し我々が行っ
た作業は、主に以下のとおりである。
-　ビー・エヌ・ピー・パリバが採用した手

法を分析した。
-　事業計画に定められている将来キャッ

シュ・フローの見積りの妥当性を確かめ
るために、経営上層部が承認した暫定的
な事業計画を批判的に評価した（特に、
将来予測が過去の実績と見合わない場
合）。

-　主な仮定と使用されたインプット（成長
率、資本コスト、割引率）について、入
手可能な外部情報と比較し批判的に分析
した。

-　主要なインプットに対する見積りの感応
度分析について評価した（特に回収可能
価額が帳簿価額に近似している場合）。

 
最後に、我々は減損と感応度テストの結果に
関する連結財務書類の注記の開示の適切性を
確かめた。
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IT全般統制
リスクの内容 監査上の対応
 
ITシステムの信頼性と安全性は、ビー・エ
ヌ・ピー・パリバ・エスエーの連結財務書類
の作成において重要な役割を担っている。
 
従って、我々は財務会計情報の作成に寄与す
るインフラのIT全般統制とアプリケーション
統制の評価を監査上の主要な検討事項である
と考えた。
 
中でも、ITシステムへのアクセス権と従業員
のプロフィールに基づいた承認権限を管理す
るシステムは、アプリケーションの設定や基
礎データへの不適切な変更リスクを低減する
ための統制上のポイントである。

 
財務会計情報の作成に用いられる主要システ
ムに関して、IT専門家の支援を受けて我々が
行った主な作業は以下のとおりであった。
-　財務会計データの裏付けとなるシステ

ム、プロセス、統制を理解した。
-　重要なシステム（特に、会計、連結、お

よび自動照合アプリケーション）に係る
IT全般統制（アプリケーションやデータ
へのアクセス管理、アプリケーションの
変更／開発の管理、ITオペレーションの
管理）を評価した。

-　手入力の会計仕訳の承認に関する統制を
検証した。

-　必要に応じて、追加的な監査手続を実施
した。

-　ウクライナ危機およびリモートワークの
利用拡大に関連するサイバーセキュリ
ティリスクを考慮した。
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保険会社の保険契約準備金
（連結財務書類の注1.f.3、1.oおよび4.j参照）
リスクの内容 監査上の対応
 
事業年度末現在で、ビー・エヌ・ピー・パリ
バにより保険事業に関する負債十分性テスト
が行われている。
 
このテストの目的は、保険契約および投資一
任契約に係る保険負債が、これらの契約から
生じるであろう将来キャッシュ・フローの現
在の見積りに照らして適切であることを確か
めることである。
 
保険負債の帳簿価額が将来キャッシュ・フ
ローの見積りに比して十分ではないことをこ
のテストが示す場合、潜在的損失の全額が損
益計算書に認識される。
 
貯蓄事業に係る負債十分性テストの実施は、
ビー・エヌ・ピー・パリバに特有の数理モデ
ル、オプションモデルや保証モデルの計算の
使用を含むのみならず、特定の主要な仮定
（割引率、総資産利益率、解約返戻率、手数
料など）の決定にあたり経営者による判断が
必要とされることから、監査上の主要な検討
事項であると考えた。これらの見積りは、非
常にボラタイルな市場という特徴を持つ現在
の経済情勢において、特に感応度が高い。
 
2022年12月31日現在、保険契約準備金および
その他の負債の総額は2,270億ユーロであっ
た。
 
2022年12月31日現在で実施されたテストで
は、当該準備金の帳簿価額は十分であること
が確認されている。
 

 
サンプルベースで、我々は計算に用いられた
正味将来キャッシュ・フローの金額を以下の
方法により評価した。
-　モデル計算の出発点として用いられてい

る、資産ポートフォリオおよび契約に関
するデータの有効性を評価した。

-　保険数理モデルに対して行われた主な変
更を特定した。当該変更の目的適合性を
評価し、そして当該変更がテスト結果に
及ぼした影響を把握した。

-　ビー・エヌ・ピー・パリバが作成した分
析に基づいた、2021年と2022年のモデル
結果の相違を評価した。我々は、最も重
要な相違は、ポートフォリオ、仮定また
はモデルの変更により正当化されている
ことを確かめた。

-　ビー・エヌ・ピー・パリバが実施した感
応度分析の結果、特に関係する比率の仮
定、を検証した。また、市場金利との整
合性も確認した。

 
さらに、我々は、保険負債に関する連結財務
書類の中の開示についても検討した。
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特定の検証
 

我々は、法令上および規制上の規定に基づき、またフランスにおいて適用される職業的専門家の基準に
準拠して、取締役会のグループマネジメントレポートで開示されている当グループの情報についても確
かめた。
 

当該情報の開示の公正性および連結財務書類との整合性について、我々が報告すべき事項はない。
 

我々は、マネジメントレポートがフランス商法(Code de commerce) L.225-102-1条で要求されている非
財務情報を含んでいることを検証した。しかしながら、フランス商法(Code de commerce) L.823-10条に
従い、我々は、当該マネジメントレポートに示される情報の適切な表示や連結財務書類との整合性につ
いては検証しなかった。これらは、独立第三者によるレポートの主題である。
 

その他の法的および規制上の要件に応じた検証や情報
 

年次財務報告書に含まれる連結財務書類の表示
 

欧州単一電子フォーマットに従って表示される年次および連結財務書類に関する監査人の手続に適用さ
れる専門的基準に従い、我々は、フランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）L.451-1-2条I
項に言及された年次財務報告書に含まれ、最高経営責任者の責任の下で作成された連結財務書類の表示
が、2018年12月17日の欧州委任規則第2019/815号で定義されたこのフォーマットに準拠していることを
検証した。連結財務書類に関連して、我々の業務は、財務書類のマークアップが前述の規則で定義され
ているフォーマットに準拠しているかどうかの検証を含んでいる。
 

我々の業務に基づき、我々は、年次財務報告書に含まれる連結財務書類の表示が、すべての重要な点に
おいて、欧州の単一電子フォーマットに準拠していると結論づけた。
 

欧州単一電子フォーマットにおける連結財務書類のブロックタグ付けに固有の技術的制約により、注記
の一部のタグの内容は、添付の連結財務書類と同一に表示されない場合がある。
 

法定監査人の指名
 

デロイト＆アソシエについては2006年５月23日に行われた年次株主総会、プライスウォーターハウス
クーパース　オーディットについては1994年５月26日に行われた年次株主総会、マザーについては2000
年５月23日に行われた年次株主総会において、それぞれビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの法定監
査人に指名された。
 

2022年12月31日現在、デロイト＆アソシエ、プライスウォーターハウスクーパース　オーディット、マ
ザーの継続関与年数はそれぞれ、17年目、29年目、23年目である。
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連結財務書類に対する経営者およびガバナンス責任者の責任
 

経営者は、欧州連合が採択した国際財務報告基準に従い連結財務書類を作成し、適正かつ公正に表示す
ること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要と考えた内部統制の
構築に責任を負っている。
 

連結財務書類を作成するに当たり、経営者は会社の継続企業として存続する能力を評価すること、該当
する場合には継続企業に関する事項を開示することに責任を負っているほか、会社の清算もしくは営業
を停止する見込みがある場合を除き、継続企業を前提として会計処理を行う責任を負っている。
 

財務書類委員会は、財務報告プロセス、内部統制とリスク管理体制の有効性に加え、必要に応じて、会
計・財務報告手続に関する内部監査体制を監視する責任を負っている。
 

本連結財務書類は、取締役会によって承認された。
 

連結財務書類監査に対する法定監査人の責任
 

目的および監査アプローチ
 

我々の役割は、連結財務書類に関する報告書を発行することである。我々の目的は、連結財務書類に、
全体として重要な虚偽表示がないかどうかについて、合理的な保証を得ることである。合理的な保証と
は、高い程度の心証であるが、職業的専門家の基準に従って行われる監査が、重要な虚偽表示が存在す
る場合にそれを常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可
能性があり、個別にまたは合計して、当該連結財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合
理的に見込まれる場合に、重要性があるとみなされる。
 

フランス商法L.823-10-1条に定められるとおり、我々の監査は企業の経営の存続性または品質に関する
保証は含まない。
 

フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して行った監査の一環として、法定監査人は監
査期間中、職業的専門家としての判断を行使した。
 

我々は以下の手続も行った。
 

・　不正または誤謬のいずれによるかを問わず、連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し評価
すること、それらのリスクに対応するための監査手続を立案し実施すること、および意見表明の
ための合理的な基礎を提供するために十分かつ適切な監査証拠を入手すること。不正には共謀、
偽造、意図的な脱漏、虚偽の表明または内部統制の無効化が伴うため、不正による重要な虚偽表
示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。
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・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制手続を理解すること。
ただし、これは内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。

 

・　使用された会計方針の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の見積りおよび関連する
連結財務書類注記の開示の妥当性を評価すること。

 

・　経営者が継続企業を前提とした会計を使用したことの適切性について、および入手した監査証拠
に基づいて、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性のある事象ま
たは状況に関連して、重要な不確実性が存在するか否かについて評価すること。この評価は、監
査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいて行われる。しかしながら、将来の事象または
条件は、会社が継続企業として存続することを止める原因となるかもしれない。法定監査人は、
重要な不確実性が存在するという結論を下した場合、監査報告書において、連結財務書類の関連
する開示に注意を向けさせること、または、当該開示が行われていないまたは不適切である場合
には、限定付意見を表明または意見を表明しないことが要求される。

 

・　連結財務書類全体としての表示を評価し、財務書類が基礎となる取引や事象を適正に表示してい
るかどうかを評価すること。

 

・　連結財務書類に関する意見を表明するために、グループ内の事業体または事業活動に関する財務
情報について、十分かつ適切な監査証拠を入手すること。法定監査人は、連結財務書類監査の管
理、監督および実施に加え、その上で表明する監査意見に対して責任を負う。

 

財務書類委員会への報告
 

我々は財務書類委員会へ報告書を提出する。この報告書には、計画した監査の範囲、実施した監査計画
のほか、我々の監査結果に関する記述が含まれている。我々は、財務会計報告の過程で検出した内部統
制の重要な不備についても報告を行う。
 

財務書類委員会に対する我々の報告には、我々の職業的専門家としての判断において、連結財務書類監
査の中で最も重要な虚偽表示リスクが含まれており、それらは本報告書の中で記載が求められている監
査上の主要な検討事項を構成している。
 

また我々は、財務書類委員会に対し、フランス商法L.822-10条からL.822-14条の特定の条項および法定
監査人に対するフランスの倫理規範に規定されている、フランスで適用されている規則に則った我々の
独立性を確認したうえで、EU規則No.537/2014第６条で定められている宣言書を提出する。我々は、独立
性に影響を及ぼすリスクやそれに関連するセーフガードについて、必要に応じて財務書類委員会と協議
を行う。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー
連結財務書類に係る法定監査人の監査報告書
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2022

 

À l’Assemblée Générale

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés
de la société BNP Paribas SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des comptes.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code

de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes sur la période du 1
er

janvier 2022 à la date d’émission de notre rapport,
et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Justification des appréciations – Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons
apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris
isolément.
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Appréciation du risque de crédit et évaluation des dépréciations (strates 1, 2 et 3) sur les portefeuilles de
prêts à la clientèle

(se référer aux notes 1.e.5, 1.e.6, 1.o, 2.h, 4.e, 4.f, 4.p et 7.d de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

BNP Paribas comptabilise des dépréciations pour couvrir
les risques de crédit inhérents à ses activités d’
intermédiation bancaire.

Dans l’environnement toujours marqué par une incertitude
importante liée au contexte macro-économique, l’évaluation
des pertes de crédit attendues pour les portefeuilles de
prêts à la clientèle a requis l’exercice d’un jugement accru
et la prise en compte d’hypothèses par le Groupe BNP
Paribas, notamment pour :

■　apprécier la dégradation significative du risque de
crédit pour classer les encours en strate 1, strate 2 ou
strate 3 en fonction des zones géographiques et des
secteurs d’activité. Comme précisé dans la note 2.h de
l’annexe, la banque a fait évoluer ses critères d’
évaluation de l’augmentation significative du risque de
crédit en ligne avec les recommandations émises par l’
Autorité bancaire européenne et la Banque centrale
européenne ;

■　établir des projections macro-économiques qui sont
intégrées à la fois dans les critères de dégradation et
dans la mesure des pertes attendues ;

■　estimer le montant des pertes attendues en fonction
des différentes strates en tenant compte du contexte
macro-économique actuel et de l’absence de situation
historique comparable. En particulier et comme précisé
dans la note 2.h, certains ajustements
complémentaires ont été constitués en 2022 afin de
tenir compte des effets de l’inflation et de la hausse
des taux lorsque ces effets ne sont pas directement
estimés par les modèles.

Au 31 décembre 2022, le montant total des encours de
prêts à la clientèle exposés au risque de crédit s’élève à
932 milliards d’euros ; le montant total des dépréciations s’
élève à 19 milliards d’euros (dont respectivement 56
milliards d’euros et 0,3 milliard d’euros concernant
BancWest)..

Nous avons considéré que l’appréciation du risque de crédit
et l’évaluation des dépréciations constituaient un point clé
de l’audit, ces éléments faisant appel au jugement et aux
estimations de la direction pour ce qui concerne le risque
de crédit aux entreprises, dans un contexte d’incertitudes
persistant marqué par l’invasion de l’Ukraine et les tensions
sur les prix des matières premières et de l’énergie, ainsi
que le retour de l’inflation et une hausse rapide des taux d’
intérêts.

Nous avons apprécié la pertinence du dispositif de contrôle
interne de BNP Paribas et en particulier son adaptation au
contexte d’incertitude et testé les contrôles manuels ou
informatisés relatifs à l’appréciation du risque de crédit et à l
’évaluation des pertes attendues.

Nos travaux ont porté plus particulièrement sur les
processus suivants :

■　classement des encours par strate : nous avons
apprécié la prise en compte de l’évolution des risques
dans l’estimation des indicateurs applicables aux
différents métiers pour mesurer la dégradation
significative du risque de crédit en particulier à la suite
de la mise en place des nouveaux critères sur l’
exercice.

■　évaluation des pertes attendues (strates 1, 2 et 3) :

■　avec l’aide de nos spécialistes en risque de crédit et en
nous appuyant sur le dispositif interne de validation
indépendante des modèles de BNP Paribas, nous
avons apprécié les méthodologies ainsi que les
hypothèses de projections macro-économiques
retenues par BNP Paribas sur les différents métiers,
leur correcte insertion opérationnelle dans le système d
’information, et l’efficacité des contrôles relatifs à la
qualité des données ; nous avons porté une attention
particulière aux provisions complémentaires
comptabilisées pour tenir compte des incertitudes
précédemment décrites ;

■　en complément, pour les dépréciations sur encours de
crédit aux entreprises classés en strate 3, nous avons
vérifié qu’une revue périodique du risque de crédit des
contreparties sous surveillance était effectuée par BNP
Paribas et avons apprécié, sur base d’un échantillon
de contreparties, les hypothèses et données retenues
par la direction pour l’estimation des dépréciations.

Nous avons également examiné les informations publiées
en annexe relatives au risque de crédit et en particulier les
informations requises par la norme IFRS 9.
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Valorisation des instruments financiers

(se référer aux notes 1.e.7, 1.e.10, 1.o, 2.a, 2.c, 4.a et 4.d de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifié Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Dans le cadre de ses activités de marché, BNP Paribas
détient des instruments financiers actifs et passifs évalués
au bilan à la valeur de marché.

Cette valeur de marché est déterminée selon différentes
approches en fonction de la nature et de la complexité des
instruments : utilisation de prix cotés directement
observables (instruments classés en niveau 1 dans la
hiérarchie de juste valeur), de modèles de valorisation avec
des paramètres majoritairement observables (instruments
classés en niveau 2) ou de modèles de valorisation avec
des paramètres majoritairement non observables
(instruments classés en niveau 3).

Les valorisations obtenues peuvent faire l’objet d’
ajustements de valeur complémentaires afin de prendre en
compte certains risques spécifiques de marché, de liquidité
ou de contrepartie.

Les techniques retenues par la direction pour procéder à la
valorisation de ces instruments peuvent donc comporter
une part significative de jugement quant au choix des
modèles et des données utilisées.

Ces instruments financiers représentent 672 milliards d’
euros (dont 7 milliards d’euros en niveau 3) à l’actif et 632
milliards d’euros (dont 10 milliards d’euros en niveau 3) au
passif du bilan consolidé du Groupe au 31 décembre 2022.

En raison du caractère significatif des encours et du
recours au jugement dans la détermination de la valeur de
marché, nous estimons que l’évaluation des instruments
financiers constitue un point clé de l’audit, en particulier
pour ce qui concerne la valorisation des instruments de
niveau 3 compte tenu du recours à des paramètres non
observables.

Nous avons vérifié avec l’aide de nos spécialistes en
valorisation que les contrôles clés de BNP Paribas en
matière de valorisation des instruments financiers
fonctionnent correctement, notamment ceux relatifs :

■　à l’approbation et la revue régulière par la direction des
risques des modèles de valorisation ;

■　à la vérification indépendante des paramètres de
valorisation ;

■　à la détermination des ajustements de valeur.

Nos spécialistes en valorisation ont par ailleurs procédé,
sur la base d’échantillons, à :

■　l’analyse de la pertinence des hypothèses et des
paramètres retenus ;

■　l’analyse des résultats de la revue indépendante des
paramètres par BNP Paribas ;

■　la réalisation de contre-valorisations indépendantes en
utilisant nos propres modèles.

Nous avons également analysé sur la base d’échantillons
les éventuels écarts entre les valorisations et les appels de
collatéral avec les contreparties.

Nous avons examiné les informations relatives à la
valorisation des instruments financiers publiées en annexe
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Dépréciation des écarts d’acquisition

(se référer aux notes 1.b.4, 1.o et 4.o de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifié Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

La comptabilisation des opérations de croissance externe
amène BNP Paribas à constater des écarts d’acquisition à l’
actif de son bilan consolidé. Ces écarts correspondent à la
différence entre le prix d’acquisition des titres des sociétés
acquises et la valeur de la quote-part d’intérêt acquise. Au
31 décembre 2022, la valeur de ces écarts d’acquisition s’
élève à 5,3 milliards d’euros.

Ces écarts d’acquisition font l’objet d’un test de dépréciation
au minimum annuel, ou plus fréquemment dès lors que des
indices de pertes de valeur sont identifiés. La comparaison
de la valeur nette comptable des ensembles homogènes de
métiers et de leur valeur recouvrable est un élément
essentiel de l’appréciation de la nécessité d’une éventuelle
dépréciation.

Nous avons considéré que la dépréciation des écarts d’
acquisition constitue un point clé de notre audit en raison
du jugement exercé par la direction pour établir les
hypothèses de résultats futurs des sociétés acquises et
évaluer la valeur recouvrable des ensembles homogènes
de métiers.

Notre approche d’audit se fonde sur une appréciation des
procédures relatives au test de dépréciation des écarts d’
acquisition et des contrôles mis en place au sein de BNP
Paribas pour identifier les indices de pertes de valeur de
ces actifs.

Les travaux sur les comptes au 31 décembre 2022 réalisés
avec nos spécialistes en évaluation, ont notamment
consisté en :

■　une analyse de la méthodologie retenue par BNP
Paribas ;

■　une revue critique des plans d’affaires prévisionnels
approuvés par la Direction Générale de BNP Paribas
pour s’assurer du caractère raisonnable des
estimations de flux futurs dégagés (en particulier
lorsque les prévisions sont contrastées avec les
performances passées).

■　une analyse critique des principales hypothèses et
paramètres utilisés (taux de croissance, coût du
capital, taux d’actualisation) au regard des informations
externes disponibles ;

■　une appréciation des analyses de sensibilité des
estimations aux paramètres clés (en particulier lorsque
la valeur recouvrable est proche de la valeur nette
comptable).

Enfin, nous avons vérifié le caractère approprié des
informations, relatives aux résultats de ces tests de
dépréciation et tests de sensibilité, présentées dans les
notes annexes aux états financiers.
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Contrôles généraux informatiques

Risque identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

La fiabilité et la sécurité des systèmes d’information jouent
un rôle clé dans la préparation des comptes consolidés de
BNP Paribas SA.

L’appréciation des contrôles généraux informatiques des
infrastructures et des applications qui concourent à l’
élaboration de l’information comptable et financière,
constitue un point clé de l’audit.

En particulier, l’existence d’un dispositif de contrôle des
droits d’accès aux systèmes d’information et de niveaux d’
autorisation en fonction des profils de collaborateurs
constitue un contrôle clé pour limiter le risque de
modifications inappropriées du paramétrage des applicatifs
ou des données qui leur sont sous-jacentes.

 

Pour les principaux systèmes concourant à l’élaboration de
l’information comptable et financière, les travaux que nous
avons mis en œuvre avec l’appui de nos spécialistes
informatiques ont plus particulièrement porté sur les
aspects suivants :

■　compréhension des systèmes, processus et contrôles
qui sous-tendent l’information comptable et financière ;

■　évaluation des contrôles généraux informatiques
(gestion des accès aux applications et aux données,
gestion des changements et des développements
relatifs aux applications, gestion de l’exploitation
informatique) sur les systèmes significatifs (notamment
applications comptables, de consolidation, de
rapprochement automatique) ;

■　examen du contrôle des habilitations pour la saisie des
écritures manuelles ;

■　réalisation le cas échéant de procédures d’audit
complémentaires ;

■　prise en compte dans notre approche du risque de
cybersécurité lié à la crise en Ukraine et à la
généralisation du télétravail.
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Provisions techniques d’assurance

(se référer aux notes 1.f.3, 1.o et 4.j des annexes aux comptes consolidés)

Risque identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

A la date de clôture annuelle, un test de suffisance du
passif est réalisé par BNP Paribas pour les activités d’
assurance.

Ce test permet de s’assurer que les passifs des contrats d’
assurance et des contrats d’investissement avec
participation bénéficiaire discrétionnaire sont suffisants au
regard des estimations actuelles des flux de trésorerie
futurs générés par ces contrats.

Si cette évaluation indique que la valeur comptable des
passifs d’assurance est insuffisante au regard des flux de
trésorerie futurs estimés, l’insuffisance totale correspondant
à des pertes potentielles est comptabilisée en résultat.

Nous avons considéré que la mise en œuvre du test de
suffisance des passifs d’assurance pour la branche
Epargne constitue un point clé de notre audit car il fait
intervenir des modèles actuariels et de modélisation des
options et garanties propres à BNP Paribas ainsi que des
estimations de la direction pour déterminer certaines
hypothèses clés (par exemple le taux d’actualisation, le
rendement des actifs, le niveau des rachats, les frais…).
Ces estimations sont particulièrement sensibles dans le
contexte économique actuel, marqué par une forte volatilité
des marchés.

Au 31 décembre 2022, le montant total des provisions
techniques d’assurance et autres passifs s’élève à 227
milliards d’euros.

Le test réalisé au 31 décembre 2022 a conclu au caractère
suffisant des provisions techniques.

Sur la base de sondages, nous avons apprécié la valeur
des flux nets futurs utilisée dans le calcul en nous attachant
particulièrement à :

■　apprécier la validité des données relatives aux
portefeuilles d’actifs et aux contrats utilisées comme
point de départ pour la modélisation ;

■　identifier les principales évolutions apportées aux
modèles actuariels, apprécier la pertinence de ces
évolutions et comprendre leur impact sur le résultat du
test ;

■　analyser les variations du résultat des modèles entre
2021 et 2022 à partir des analyses préparées par BNP
Paribas. Nous avons vérifié que les variations les plus
importantes étaient justifiées par des évolutions du
portefeuille, d’hypothèses ou des modèles ;

■　examiner le résultat des études de sensibilité réalisées
par BNP Paribas, notamment celle portant sur les
hypothèses de taux et leur cohérence avec les taux
constatés sur le marché.

Nous avons également examiné les informations publiées
en annexe relatives aux passifs d’assurance.
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Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion
du conseil d’administration.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L.225-102-1 du code de commerce
figure dans le rapport sur la gestion du groupe, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.823-10 de ce code, les
informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec
les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant.

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
Format de présentation des comptes consolidés inclus dans le rapport financier annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du Commissaire aux comptes
relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, à la vérification du
respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes
consolidés inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la
responsabilité du Directeur Général. S’agissant de comptes consolidés, nos diligences comprennent la vérification de la conformité du
balisage de ces comptes au format défini par le règlement précité.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes consolidés inclus dans le rapport financier annuel
respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen.

En raison des limites techniques inhérentes au macro-balisage des comptes consolidés selon le format d’information électronique
unique européen, il est possible que le contenu de certaines balises des notes annexes ne soit pas restitué de manière identique aux
comptes consolidés joints au présent rapport.

Désignation des Commissaires aux comptes

Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de la société BNP Paribas SA par votre assemblée générale du 23 mai 2006 pour
le cabinet Deloitte & Associés, du 26 mai 1994 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 23 mai 2000 pour le cabinet
Mazars.

Au 31 décembre 2022, le cabinet Deloitte & Associés était dans la 17
e

année de sa mission sans interruption, le cabinet

PricewaterhouseCoopers dans la 29ème année et le cabinet Mazars dans la 23
e

année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes consolidés

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté
dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’
appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’
élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés
Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la
viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

■　il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

■　il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

■　il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

■　il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur
les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou
ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

■　il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

■　concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments
qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la
supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Rapport au Comité des comptes

Nous remettons au Comité des comptes un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail
mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et
au traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des comptes figurent les risques d’anomalies significatives que nous
jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’
audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-
14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le Comité des comptes des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

 

Fait à Paris La Défense, Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 13 mars 2023

Les Commissaires aux comptes

Deloitte & Associés PricewaterhouseCoopers Audit Mazars

Laurence Dubois Patrice Morot Virginie Chauvin
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー

 

財務書類に関する法定監査人の監査報告書（訳文）
 

（2023年12月31日終了事業年度）
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財務書類に関する法定監査人の監査報告書
 

（2023年12月31日終了事業年度）
 

 

 

 

 

株主各位：
 

意見

 

会社の年次株主総会により依頼された業務内容に従い、我々は、添付の2023年12月31日終了事業年度の

ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー（以下「会社」）の財務書類の監査を行った。
 

我々の意見では、本財務書類は、フランスの会計基準に準拠して、2023年12月31日現在の会社の資産、

負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の会社の経営成績を、適正かつ公正に表示して

いる。
 

上述の監査意見は、財務書類委員会に対する我々の報告と一致している。
 

 

意見の根拠

 

監査の枠組み
 

我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。我々は、我々が入

手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十分かつ適切であると確信している。
 

これらの基準に基づく我々の責任は、本報告書の「財務書類監査に対する法定監査人の責任」の中に詳

述されている。
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財務書類に係る法定監査人の監査報告書
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独立性
 

我々は、2023年１月１日から我々の報告書の日付までの期間にわたり、フランスの商法（Code de

commerce）および法定監査人に対するフランスの倫理規範（Code de déontologie）に規定されている

我々に適用される独立性規則に準拠して監査業務を実施したほか、EU規則No.537/2014の第５条第１項に

より禁止されている非監査業務は一切行っていない。
 

評価の正当性 ‒ 監査上の主要な検討事項

 

評価の正当性に係るフランス商法L.821-53条およびR.821-180条の要件に従い、我々の職業的専門家とし

ての判断において、当事業年度の財務書類監査で最も重要であった重要な虚偽表示リスクに関する監査

上の主要な検討事項、およびそれらのリスクについて我々がどのように対応したかについて報告する。
 

これらの事項は、財務書類全体に対する我々の監査の一環として対応され、そのため上述の監査意見の

形成に寄与している。我々は、財務書類の中の特定の事項に対する個別の意見は表明しない。
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顧客貸出金ポートフォリオに係る信用リスクの特定および評価
（財務書類の注1、2.f、3.b、および3.k参照）

リスクの内容 監査上の対応

 

銀行仲介業務の一環として、ビー・エヌ・

ピー・パリバは信用リスクにさらされてい

る。

 

ビー・エヌ・ピー・パリバは、その業務に固

有の既知の信用リスクをカバーするために減

損損失を認識している。

 

減損損失は、関連するオンバランスまたはオ

フバランスのコミットメントに係る個別の減

損損失または、個別には減損していない類似

のリスクを有する貸出ポートフォリオに対す

る集合的な減損損失のいずれかの形で現れ

る。集合的引当金は、類似の特徴を持つポー

トフォリオの構築や該当するリスクに対する

インプットや引当金計上の要因事象の決定を

はじめとした、算定の各段階において判断を

必要とする統計的モデルを用いて決定され

る。

 

特定の状況において、ビー・エヌ・ピー・パ

リバが識別したものであって、上述の個別引

当金または集合的引当金ではカバーされない

リスクを考慮するために、海外のコミットメ

ントに対する集合的引当金が追加で認識され

ている。

 

2023年12月31日現在、信用リスクにさらされ

ている顧客に対する債権の貸借対照表残高合

計額は4,040億ユーロであり、減損引当金合

計額は50億ユーロであった。

 

マクロ経済情勢の不確実性が依然として高い

環境の中で、経営者は企業への与信に関して

判断および見積りを行う必要があることか

ら、我々は、信用リスクの評価および減損損

失の測定を監査上の主要な検討事項であると

考えた。

 

 

我々は、ビー・エヌ・ピー・パリバの統制シ

ステムの目的適合性を評価し、減損を特定し

測定するための、手作業統制および自動化統

制を評価した。

 

我々は、報告日現在、最も与信残高が大きい

貸付先やポートフォリオのほか、不安定な経

済部門や地域で事業を行う企業向けの与信に

関しても検討を行った。

 

我々の作業において、以下の点に注力した。

-　取引先企業の格付：我々は、監視下にあ

る貸付残高のサンプルのリスク水準を検

証した。また、特に、引続き不確実なマ

クロ経済情勢の影響を受けている地域お

よび業種に注意を払った。

-　個別引当金の測定：我々は、ビー・エ

ヌ・ピー・パリバが、監視下にある取引

先の定期的なレビューを行っていたこと

を確かめたほか、サンプルベースで、減

損の見積りに経営者が用いた仮定とデー

タを評価した。

-　集合的引当金の測定：内部の信用リスク

の専門家の支援を受け、我々は多岐の事

業ラインにわたりビー・エヌ・ピー・パ

リバが使用した手法や、データ品質の統

制の有効性を評価した。

 

また、我々は、信用リスクに関する財務書類

の注記の開示を検討した。
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金融商品の評価
（財務書類の注1、2.d、3.c、3.h、3.iおよび6.c参照）

リスクの内容 監査上の対応

 

トレーディング業務の一環として、ビー・エ

ヌ・ピー・パリバは、金融商品（資産および

負債）を保有しており、それらは貸借対照表

上時価で認識されている。

 

時価は、当該金融商品の種類や複雑性に応じ

て異なる手法で決定されている。すなわち、

(i) 直接観察可能な相場価格を利用する場

合、(ii) 重要なインプットが観察可能な評

価モデルを使用する場合、および(iii) 重要

なインプットが観察不能な評価モデルを使用

する場合である。

 

算定された評価額は、特定の固有のトレー

ディングリスク、流動性リスク、取引先リス

クを考慮するために、追加の評価調整の対象

となる可能性がある。

 

したがって、当該金融商品の評価に経営者が

採用する手法は、モデルと使用データに関し

て重要な判断を伴う可能性がある。

 

2023年12月31日現在、トレーディング勘定の

有価証券の時価は1,160億ユーロであり、確

定取引に関する会社のマイナスのネット・ポ

ジションは263百万ユーロであり、条件付取

引に関する会社のネット売りポジションの時

価は83億ユーロであった。

 

残高の重要性および時価の決定に用いられる

判断の重要性を鑑みて、我々は、特に観察不

能なインプットが用いられる金融商品の評価

をはじめとする、金融商品の評価を監査上の

主要な検討事項であると考えた。

 

 

我々は、内部の金融商品評価専門家の支援を

受けて、金融商品の評価に当たってビー・エ

ヌ・ピー・パリバが適用した主要な統制、特

に以下の統制が適切に機能していることを確

かめた。

-　評価モデルのリスクに関する経営者によ

る承認および定期的な検証

-　評価インプットに関する独立的検証

-　評価調整の決定

 

サンプルベースで、内部の金融商品評価専門

家は以下の手続を行った。

-　使用された仮定とインプットの目的適合

性を分析した。

-　ビー・エヌ・ピー・パリバによるイン

プットの独立的検証結果を分析した。

-　我々独自のモデルを使用して独立的評価

を実施した。

 

我々は、サンプルベースで、算定された評価

額と取引先との担保コールの差異についても

分析を行った。

 

また、我々は、金融商品の評価に関する財務

書類の注記の開示を検討した。
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株式投資、長期投資目的で保有されるその他の持分証券、子会社および関連会社に対する投
資の測定
（財務書類の注1、3.cおよび3.e参照）

リスクの内容 監査上の対応

 

貸借対照表に計上されている株式投資、長期

投資目的で保有されるその他の持分証券、子

会社および関連会社に対する投資の簿価は

530億ユーロである。

 

これらの投資は、取得原価と使用価値のいず

れか低い方で個別に測定されている。

 

それぞれの投資の使用価値は、入手可能な情

報に基づき、割引キャッシュ・フロー法、再

評価後純資産法、マルチプル法を含む将来利

回りを評価するために通常用いられる評価ア

プローチを用いて算出される。

 

帳簿価額が使用価値を上回る場合には、その

差額について減損損失が認識される。

 

貸借対照表における重要性や、見積額の裏付

けとなる仮定に使用されるモデルの感応度を

鑑みて、我々はこれらの投資の測定を監査上

の主要な検討事項であると考えた。

 

 

我々が行った作業は、以下のとおりであっ

た。

-　サンプルベースで、使用価値の見積りに

経営者が用いた評価技法とデータの正当

性を検証した。

-　サンプルベースで、会社が用いた使用価

値の算定の正確性を検証した。

 

最後に、我々は株式投資、長期投資目的で保

有されるその他の持分証券、子会社および関

連会社に対する投資に関する財務書類の注記

の開示の適切性を確かめた。
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IT全般統制

リスクの内容 監査上の対応

 

ITシステムの信頼性と安全性は、ビー・エ

ヌ・ピー・パリバの財務書類の作成において

重要な役割を担っている。

 

従って、我々は財務会計情報の作成に寄与す

るインフラやアプリケーションのIT全般統制

の評価を監査上の主要な検討事項であると考

えた。

 

中でも、ITシステムへのアクセス権と従業員

のプロフィールに基づいた承認権限を管理す

るシステムは、アプリケーションの設定や基

礎データへの不適切な変更リスクを低減する

ための統制上のポイントである。

 

財務会計情報の作成に用いられる主要システ

ムに関して、IT専門家の支援を受けて我々が

行った主な作業は以下のとおりであった。

-　財務会計データの裏付けとなるシステ

ム、プロセス、統制を理解した。

-　重要なシステム（特に、会計、連結、お

よび自動照合アプリケーション）に係る

IT全般統制（アプリケーションやデータ

へのアクセス管理、アプリケーションの

変更／開発の管理、ITオペレーションの

管理）を評価した。

-　手入力の会計仕訳の承認に関する統制を

検証した。

-　必要な領域について、追加的な監査手続

を行った。

-　ウクライナ危機およびリモートワークの

利用拡大により増大したサイバーセキュ

リティリスクを考慮した。

 

 

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1109/1141



ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー

財務書類に係る法定監査人の監査報告書

2023年12月31日終了事業年度 - 7ページ

 

 

特定の確認
 

我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して、フランスの法律で求められる特定

の確認も行った。

 

会社の財政状態および財務書類について、マネジメントレポートの情報と株主に提供されたその他の文
書の情報
 

会社の財務状態および財務書類について、取締役会のマネジメントレポートの情報と株主に提供された

その他の文書の情報の間の開示の公正性および整合性について、以下の点を除き我々が報告すべき事項

はない。
 

フランス商法D.441-6条に示されている支払期間の情報に関する開示の公正性および財務書類との整合性

について、我々は次の点を報告する：

 

マネジメントレポートに示されている通り、会社は銀行取引および関連取引が要求される情報に該当しな

いと判断したため、これらの開示は含まれていない。
 

コーポレートガバナンスに関する報告書
 

我々は、取締役会のマネジメントレポートのコーポレートガバナンスセクションには、フランス商法

L.225-37-4条、L.22-10-10条およびL.22-10-9条で要請されている情報が記載されていることを確認する。
 

執行役員に支払われたまたは付与された報酬および各種手当ならびに他のコミットメントについて、フラ

ンス商法L.22-10-9条の要件に準拠して開示されている情報に関し、我々は、財務書類または当財務書類

を作成するために使用された原情報との整合性を確認したほか、必要に応じ、連結範囲内の被支配会社か

ら会社が入手した情報との整合性を確認した。この作業に基づいて、我々は、この情報の正確性および開

示の公正性を確認する。
 

株式公開買付や株式交換を行った場合に影響を及ぼし得る項目について、フランス商法L.22-10-11条の要

件に準拠して開示されている情報に関し、我々は、我々に開示された原資料との整合性を確かめた。この

作業に基づいて、この情報について我々が報告すべき点はない。
 

その他の情報
 

フランスの法律に準拠して、我々は、投資および支配持分の取得ならびに株主および議決権保有者の身

元に関して必要な情報が、マネジメントレポートの中に適切に開示されていることを確認した。
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その他の法的および規制上の要件に応じた検証や情報
 

年次財務報告書に含まれる財務書類の表示
 

欧州単一電子フォーマットに従って表示される年次および連結財務書類に関する監査人の手続に適用さ

れる専門的基準に従い、我々は、フランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）L.451-1-2条I

項に言及された年次財務報告書に含まれる、最高経営責任者の責任の下で作成された財務書類の表示

が、2018年12月17日の欧州委任規則第2019/815号で定義されたこのフォーマットに準拠していることを

検証した。
 

我々の業務に基づき、我々は、年次財務報告書に含まれる財務書類の表示が、すべての重要な点におい

て、欧州の単一電子フォーマットに準拠していると結論づけた。
 

法定監査人の指名
 

デロイト＆アソシエについては2006年５月23日に行われた年次株主総会、プライスウォーターハウス

クーパース　オーディットについては1994年５月26日に行われた年次株主総会、マザーについては2000

年５月23日に行われた年次株主総会において、それぞれビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの法定監

査人に指名された。

 

2023年12月31日現在、デロイト＆アソシエ、プライスウォーターハウスクーパース　オーディット、マ

ザーの継続関与年数はそれぞれ、18年目、30年目、24年目である。
 

財務書類に対する経営者およびガバナンス責任者の責任

 

経営者は、フランスの会計基準に準拠して財務書類を作成し、適正かつ公正に表示すること、および不

正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要と考えた内部統制の構築に責任を負っ

ている。
 

財務書類を作成するに当たり、経営者は会社の継続企業として存続する能力を評価すること、該当する

場合には継続企業に関する事項を開示することに責任を負っているほか、会社の清算もしくは営業を停

止する見込みがある場合を除き、継続企業を前提として会計処理を行う責任を負っている。
 

財務書類委員会は、財務報告プロセス、内部統制とリスク管理体制の有効性に加え、必要に応じて、会

計・財務報告手続に関する内部監査体制を監視する責任を負っている。
 

本財務書類は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの取締役会によって承認された。
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財務書類監査に対する法定監査人の責任

 

目的および監査アプローチ
 

我々の役割は、財務書類に関する報告書を発行することである。我々の目的は、財務書類に、全体とし

て重要な虚偽表示がないかどうかについて、合理的な保証を得ることである。合理的な保証とは、高い

程度の心証であるが、職業的専門家の基準に従って行われる監査が、重要な虚偽表示が存在する場合に

それを常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があ

り、個別にまたは合計して、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に見込ま

れる場合に、重要性があるとみなされる。
 

フランス商法L.821-55条に定められるとおり、我々の監査は企業の経営の存続性に関する保証も品質に

関する保証も含まない。
 

フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して行った監査の一環として、法定監査人は監

査期間中、職業的専門家としての判断を行使した。

 

我々は以下の手続も行った。
 

・　不正または誤謬のいずれによるかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し評価する

こと、それらのリスクに対応するための監査手続を立案し実施すること、および意見表明のため

の合理的な基礎を提供するために十分かつ適切な監査証拠を入手すること。不正には共謀、偽

造、意図的な脱漏、虚偽の表明または内部統制の無効化が伴うため、不正による重要な虚偽表示

を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解すること。ただ

し、これは内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。

・　使用された会計方針の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の見積りおよび関連する

財務書類注記の開示の妥当性を評価すること。

・　経営者が継続企業を前提とした会計を使用したことの適切性について、および入手した監査証拠

に基づいて、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性のある事象ま

たは状況に関連して、重要な不確実性が存在するか否かについて評価すること。この評価は、監

査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいて行われる。しかしながら、将来の事象または

条件は、会社が継続企業として存続することを止める原因となるかもしれない。法定監査人は、

重要な不確実性が存在するという結論を下した場合、監査報告書において、財務書類の関連する

開示に注意を向けさせること、または、当該開示が行われていないまたは不適切である場合に

は、限定付意見を表明または意見を表明しないことが要求される。

・　財務書類全体としての表示を評価し、財務書類が基礎となる取引や事象を適正に表示しているか

どうかを評価すること。
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財務書類委員会への報告
 

我々は財務書類委員会へ報告書を提出する。この報告書には、計画した監査の範囲、実施した監査計画

のほか、我々の監査結果に関する記述が含まれている。我々は、財務会計報告の過程で検出した内部統

制の重要な不備についても報告を行う。
 

財務書類委員会に対する我々の報告には、我々の職業的専門家としての判断において、財務書類監査に

おいて最も重要な虚偽表示リスクが含まれており、それらは本報告書の中で記載が求められている監査

上の主要な検討事項を構成している。
 

また我々は、財務書類委員会に対し、フランス商法L.821-27条からL.821-34条の特定の条項および法定

監査人に対するフランスの倫理規範に規定されている、フランスで適用されている規則に則った我々の

独立性を確認したうえで、EU規則No.537/2014第６条で定められている宣言書を提出する。我々は、独立

性に影響を及ぼすリスクやそれに関連するセーフガードについて、必要に応じ財務書類委員会と協議を

行う。

 

 

2024年３月15日、パリ・ラ・デファンス、ノイ・スル・セーヌおよびクルブボワール

 

法定監査人

 

プライスウォーターハウス

クーパース　オーディット

 

 

パトリス　モロ

デロイト＆アソシエ

 

 

 

ローレンス　ドゥボワ

マザー

 

 

 

ヴィルジニー　ショバン
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

 

À l’assemblée générale des actionnaires

BNP Paribas SA

16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de
la société BNP Paribas SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin
de cet exercice.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des comptes.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code

de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes sur la période du 1
er

janvier 2023 à la date d’émission de notre rapport,
et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Justification des appréciations – Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous
avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
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Identification et évaluation du risque de crédit sur les portefeuilles de prêts à la clientèle

(Se référer aux notes 1, 2.f, 3.b et 3.k de l’annexe aux comptes annuels)

Risque Identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Dans le cadre de ses activités d’intermédiation bancaire,
BNP Paribas est exposé au risque de crédit.

BNP Paribas comptabilise des dépréciations pour couvrir
les risques de crédits avérés inhérents à ses activités.

Ces dépréciations peuvent prendre la forme de
dépréciations individuelles des engagements bilan et hors
bilan concernés ou de dépréciations collectives pour les
portefeuilles de crédits présentant des risques homogènes
et non dépréciés individuellement. Ces provisions
collectives sont déterminées à partir de modèles
statistiques faisant appel au jugement lors des différentes
étapes du calcul : constitution de portefeuilles homogènes,
détermination des paramètres de risque applicables et du
fait générateur des provisions.

Dans certaines conditions, des provisions collectives
complémentaires pour engagements internationaux
prennent en compte des risques identifiés par BNP Paribas
et qui ne seraient pas déjà couverts par les provisions
individuelles/collectives décrites précédemment.

Au 31 décembre 2023, le montant total des encours bilan
exposés au risque de crédit s’élève à 404 milliards d’euros ;
le montant total des dépréciations s’élève à 5 milliards d’
euros.

Dans l’environnement toujours marqué par une incertitude
importante liée au contexte macro-économique, nous avons
considéré que l’appréciation du risque de crédit et l’
évaluation des dépréciations constituaient un point clé de l’
audit, ces éléments faisant appel au jugement et aux
estimations de la direction pour ce qui concerne le risque
de crédit aux entreprises.

Nous avons apprécié la pertinence du dispositif de contrôle
de BNP Paribas et testé les contrôles manuels ou
informatisés concernant l’identification et l’évaluation des
dépréciations.

Nous avons également réalisé en date d’arrêté des travaux
sur les encours et/ou portefeuilles les plus significatifs ainsi
que les financements accordés aux entreprises dans des
secteurs économiques et zones géographiques plus
sensibles.

Nos travaux ont porté plus particulièrement sur les
processus suivants :

■　notation des contreparties entreprises : nous avons
apprécié le niveau de risque d’une sélection d’encours
sous surveillance. Lors de nos travaux, nous avons
porté une attention particulière aux zones
géographiques et aux secteurs impactés par le
contexte macro-économique qui demeure incertain ;

■　évaluation des dépréciations constituées sur base
individuelle : nous avons vérifié qu’une revue
périodique des contreparties sous surveillance était
effectuée par BNP Paribas et avons apprécié, sur base
d’échantillons, les hypothèses et données retenues par
la direction pour l’estimation des dépréciations ;

■　évaluation des dépréciations collectives : avec l’aide
de nos spécialistes en risque de crédit, nous avons
apprécié les méthodologies retenues par BNP Paribas
sur les différents métiers et l’efficacité des contrôles
relatifs à la qualité des données.

Nous avons également examiné les informations publiées
en annexe relatives au risque de crédit.
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Valorisation des instruments financiers

(Se référer aux notes 1, 2.d, 3.c, 3.h, 3.i et 6.c de l’annexe aux comptes annuels)

Risque Identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Dans le cadre de ses activités de marché, BNP Paribas
détient des instruments financiers actifs et passifs évalués
au bilan à la valeur de marché.

Cette valeur de marché est déterminée selon différentes
approches en fonction de la nature et de la complexité des
instruments : utilisation de prix cotés directement
observables, de modèles de valorisation avec des
paramètres majoritairement observables ou de modèles de
valorisation avec des paramètres majoritairement non
observables.

Les valorisations obtenues peuvent faire l’objet d’
ajustements de valeur complémentaires afin de prendre en
compte certains risques spécifiques de marché, de liquidité
ou de contrepartie.

Les techniques retenues par la direction pour procéder à la
valorisation de ces instruments peuvent donc comporter
une part significative de jugement quant au choix des
modèles et des données utilisées.

Au 31 décembre 2023, la valeur de marché des titres de
transaction s’élève à 116 milliards d’euros, celle de la
position nette négative des opérations fermes est évaluée à
263 millions d’euros, et la valeur de marché de la position
nette vendeuse des opérations conditionnelles est évaluée
à 8,3 milliards d’euros.

En raison du caractère significatif des encours et du
recours au jugement dans la détermination de la valeur de
marché, nous estimons que l’évaluation des instruments
financiers constitue un point clé de l’audit, en particulier
pour ce qui concerne les instruments dont la valorisation
nécessite le recours à des paramètres non observables.

Nous avons vérifié avec l’aide de nos spécialistes en
valorisation que les contrôles clés de BNP Paribas en
matière de valorisation des instruments financiers
fonctionnent correctement, notamment ceux relatifs :

■　à l’approbation et la revue régulière par la direction des
risques des modèles de valorisation ;

■　à la vérification indépendante des paramètres de
valorisation ;

■　à la détermination des ajustements de valeur.

Nos spécialistes en valorisation ont par ailleurs procédé,
sur la base d’échantillons, à :

■　l’analyse de la pertinence des hypothèses et des
paramètres retenus ;

■　l’analyse des résultats de la revue indépendante des
paramètres par BNP Paribas ;

■　la réalisation de contre-valorisations indépendantes en
utilisant nos propres modèles.

Nous avons également analysé sur la base d’échantillons
les éventuels écarts entre les valorisations et les appels de
collatéral avec les contreparties.

Nous avons examiné les informations relatives à la
valorisation des instruments financiers publiées en annexe.
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Évaluation des titres de participation, autres titres détenus à long terme et parts dans les entreprises liées

(Se référer aux notes 1, 3.c et 3.e de l’annexe aux comptes annuels)

Risque Identifié Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Les titres de participation, autres titres détenus à long terme
et parts dans les entreprises liées sont comptabilisés au
bilan pour une valeur nette comptable de 53 milliards d’
euros.

Ils sont comptabilisés individuellement au plus bas de leur
valeur d’acquisition ou de leur valeur d’utilité.

La valeur d’utilité est déterminée, pour chaque titre, par
référence à une méthode d’évaluation fondée sur les
éléments disponibles tels que l’actualisation des flux futurs,
l’actif net réévalué ou les multiples communément utilisés
qui leur sont relatifs pour apprécier les perspectives de
rentabilité.

Lorsque la valeur d’utilité des titres est inférieure à la valeur
nette comptable, une provision pour dépréciation est
constituée du montant de la différence.

Compte tenu de leur poids au bilan, de la sensibilité des
modèles utilisés aux hypothèses sur lesquelles se fondent
les estimations, nous avons considéré l’évaluation de ces
titres comme un point clé de notre audit.

Nos travaux ont consisté à :

■　apprécier, sur la base d’échantillons, la justification des
méthodes d’évaluation et des éléments chiffrés utilisés
par la direction pour déterminer les valeurs d’utilité ;

■　tester par sondage l’exactitude arithmétique des
calculs des valeurs d’utilité retenues par la société.

Enfin, nous avons examiné les informations relatives aux
titres de participation, autres titres détenus à long terme et
parts dans les entreprises liées publiées en annexe.
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Contrôles généraux informatiques

Risque identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

La fiabilité et la sécurité des systèmes d’information jouent
un rôle clé dans la préparation des comptes annuels de
BNP Paribas SA.

L’appréciation des contrôles généraux informatiques des
infrastructures et des applications qui concourent à l’
élaboration de l’information comptable et financière,
constitue un point clé de l’audit.

En particulier, l’existence d’un dispositif de contrôle des
droits d’accès aux systèmes d’information et de niveaux d’
autorisation en fonction des profils de collaborateurs
constitue un contrôle clé pour limiter le risque de
modifications inappropriées du paramétrage des applicatifs
ou des données qui leur sont sous-jacentes.

Pour les principaux systèmes concourant à l’élaboration de
l’information comptable et financière, les travaux que nous
avons mis en œuvre avec l’appui de nos spécialistes
informatiques ont plus particulièrement porté sur les
aspects suivants :

■　compréhension des systèmes, processus et contrôles
qui sous-tendent l’information comptable et financière ;

■　évaluation des contrôles généraux informatiques
(gestion des accès aux applications et aux données,
gestion des changements et des développements
relatifs aux applications, gestion de l’exploitation
informatique) sur les systèmes significatifs (notamment
applications comptables, de consolidation, de
rapprochement automatique) ;

■　examen du contrôle des habilitations pour la saisie des
écritures manuelles ;

■　réalisation le cas échéant de procédures d’audit
complémentaires ;

■　prise en compte dans notre approche du risque de
cybersécurité accru par la crise en Ukraine et à la
généralisation du télétravail.

 

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes
annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans
le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux actionnaires à l’exception du point ci-dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article
D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation suivante :

Comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre
société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations à produire.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration consacrée au gouvernement d’
entreprise des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations
et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié
leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les
éléments recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation.
Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre
publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons
vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n’
avons pas d’observation à formuler sur ces informations.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et
à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
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Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

Format de présentation des comptes annuels destinés inclus dans le rapport financier annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du Commissaire aux comptes
relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, à la vérification du
respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes
annuels inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la
responsabilité du Directeur Général.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel respecte,
dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen.

Désignation des Commissaires aux comptes
Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de la société BNP Paribas SA par votre assemblée générale du 23 mai 2006 pour
le cabinet Deloitte & Associés, du 26 mai 1994 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 23 mai 2000 pour le cabinet
Mazars.

Au 31 décembre 2023, le cabinet Deloitte & Associés était dans la 18
ème

année de sa mission sans interruption, le cabinet

PricewaterhouseCoopers dans la 30
ème

année et le cabinet Mazars dans la 24
ème

année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation,
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’
élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration de BNP Paribas SA.

Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la
viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

■　il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

■　il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

■　il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
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■　il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur
les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne
sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

■　il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au Comité des comptes
Nous remettons au Comité des comptes un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail
mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et
au traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des comptes figurent les risques d’anomalies significatives, que nous
jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’
audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.821-27 à L.821-
34 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le Comité des comptes des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

 

 

Fait à Paris La Défense, Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 15 mars 2024

 

Les Commissaires aux comptes

 

PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés Mazars

Patrice Morot Laurence Dubois Virginie Chauvin
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー
 

連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書（訳文）
 

（2023年12月31日終了事業年度）
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連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書
 

（2023年12月31日終了事業年度）
 

 

 

 

 

株主各位：
 

意見
 

会社の年次株主総会により依頼された業務内容に従い、我々は、添付の2023年12月31日終了事業年度の
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの連結財務書類の監査を行った。
 

我々の意見では、本連結財務書類は、欧州連合が採択した国際財務報告基準に準拠して、2023年12月31
日現在の当グループの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度のグループの経営
成績を、適正かつ公正に表示している。
 

上述の監査意見は、財務書類委員会に対する我々の報告と一致している。
 

 

意見の根拠
 

監査の枠組み
 

我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。我々は、我々が入
手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十分かつ適切であると確信している。
 

これらの基準に基づく我々の責任は、本報告書の「連結財務書類監査に対する法定監査人の責任」の中
に詳述されている。
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ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー
連結財務書類に係る法定監査人の監査報告書
2023年12月31日終了事業年度 - 2ページ
　

 

独立性
 

我々は、2023年１月１日から我々の報告書の日付までの期間にわたり、フランスの商法（Code de
commerce）および法定監査人に対するフランスの倫理規範（Code de déontologie）に規定されている
我々に適用される独立性規則に準拠して監査業務を実施したほか、EU規則No.537/2014の第５条第１項に
より禁止されている非監査業務は一切行っていない。
 

強調事項
 

我々は、我々の意見を限定することなく、IFRS第17号「保険契約」およびIFRS第９号「金融商品」の
2023年１月１日からの適用に関連する会計方針の変更につき、注１.a、１.g、１.pおよび２ならびに当
該変更の影響に関する定量的データを示すその他の連結財務書類注記に記載されている、当該会計方針
の変更が保険業務の金融商品ポートフォリオに与える影響に対し、注意を喚起する。
 

評価の正当性 ‒ 監査上の主要な検討事項
 

評価の正当性に係るフランス商法L.821-53条およびR.821-180条の要件に従い、我々の職業的専門家とし
ての判断において、当事業年度の連結財務書類監査で最も重要であった重要な虚偽表示リスクに関する
監査上の主要な検討事項、およびそれらのリスクについて我々がどのように対応したかについて報告す
る。
 

これらの事項は、連結財務書類全体に対する我々の監査の一環として対応され、そのため上述の監査意
見の形成に寄与している。我々は、連結財務書類の中の特定の事項に対する個別の意見は表明しない。
 

 

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1123/1141



ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー
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顧客貸出金ポートフォリオに係る信用リスクの評価および減損損失の測定（ステージ１、
２、および３）
（連結財務書類の注1.f.5、1.f.6、1.p、3.g, 5.e, 5.f, 5.nおよび9.e参照）
リスクの内容 監査上の対応
 
ビー・エヌ・ピー・パリバは、銀行仲介業務
に固有の信用リスクをカバーするために減損
損失を認識している。マクロ経済環境の不確
実性が依然として高い中で、ビー・エヌ・
ピー・パリバ・グループは、顧客貸出金ポー
トフォリオの予想信用損失を測定するため
に、特に以下のようなより大きな判断と仮定
の考慮を必要としている：
-　信用リスクの大幅な悪化を評価して、地

域や業種に応じて残高をステージ１、ス
テージ２、またはステージ３に分類。連
結財務書類の注記３.gに記載のとおり、
ビー・エヌ・ピー・パリバは、欧州銀行
監督機構と欧州中央銀行の勧告に従い、
信用リスクが著しく増大していないかど
うかの評価に用いる基準の開発を継続し
た。

-　信用リスクの増加および予想信用損失の
測定の双方に織り込まれるマクロ経済の
予測の実施

-　現在のマクロ環境および比較可能な過去
の状況の欠如も踏まえ、異なるステージ
に応じた予想信用損失額の見積り。特
に、注記３.gに記載のとおり、モデル適
用時にはインフレ、金利上昇および商業
用不動産価格の上昇がもたらす影響が直
接的に見積られない状況においては、当
該影響を考慮するために、一般アプロー
チのモデルに含まれない特定の追加的な
調整または予測が実施される。

 
2023年12月31日現在、信用リスクにさらされ
ている、顧客貸出金の貸借対照表残高合計額
は8,770億ユーロであり、減損引当金合計額
は180億ユーロであった。
 
特に、地政学的緊張、特にウクライナおよび
中東における戦争、ならびに2023年度のイン
フレおよび金利の高止まりに伴う経済的緊張
に起因する不確実性が持続する中、経営者は
企業への与信に関して判断および見積りを行
う必要があることから、我々は、信用リスク
の評価および減損損失の測定を監査上の主要
な検討事項であると考えた。
 

 
我々は、ビー・エヌ・ピー・パリバの、特に
不確実な環境に適応した統制システムの目的
適合性を評価し、減損を特定し測定するため
の、手作業統制および自動化統制を評価し
た。
 
我々の作業において、以下の点に注力した。
-　残高のステージごとの分類：信用リスク

の大幅な悪化を測定するために様々なビ
ジネスラインに適用される指標を見積も
る際に、リスクの変化が考慮されている
かどうかを評価した。

-　予想損失の測定（ステージ１、２、およ
び３）
・　信用リスクの専門家の支援を受けつ

つ、またグループのモデルの独立的
検証に係る内部システムに依拠しな
がら、ビー・エヌ・ピー・パリバが
様々な事業部門で使用したマクロ経
済の予測の裏付けとなる方法論や仮
定、当該予測の情報システムへの適
切な統合、およびデータ品質管理に
係る有効性を評価した。

・　上記の不確実性を考慮するために追
加計上された引当金に特に注意を
払った。使用された方法論の合理
性、基礎となる仮定、得られた結果
の目的適合性、および実施された統
制手続を評価した。

・　ステージ３に分類された法人向け貸
出金残高に係る減損損失について、
取引先の信用リスクの定期的なレ
ビューがビー・エヌ・ピー・パリバ
によって行われていることを確か
め、また、取引先のサンプルベース
で、経営者が減損の見積りのために
用いた仮定とデータを評価した。

 
また、我々は、信用リスクに関する連結財務
書類の注記の開示、特にIFRS第９号および
IFRS第７号で要求される開示を検討した。
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金融商品の評価
（連結財務書類の注1.f.7、1.f.10、1.p、3.a、3.c、5.aおよび5.d参照）
リスクの内容 監査上の対応
 
トレーディング業務の一環として、ビー・エ
ヌ・ピー・パリバは、金融商品（資産および
負債）を保有しており、それらは貸借対照表
上時価で認識されている。
 
時価は、当該金融商品の種類や複雑性に応じ
て異なる手法で決定されている。すなわち、
(i)直接観察可能な相場価格を利用する場合
（公正価値ヒエラルキーのレベル1に分類さ
れる商品）、(ii)重要なインプットが観察可
能な評価モデルを使用する場合（公正価値ヒ
エラルキーのレベル２に分類される商品）お
よび、(iii)重要なインプットが観察不能な
評価モデルを使用する場合（公正価値ヒエラ
ルキーのレベル３に分類される商品）の３種
類である。
 
算定された評価額は、特定の固有のトレー
ディングリスク、流動性リスク、取引先リス
クを考慮するために、追加の評価調整の対象
となる可能性がある。
 
従って、当該金融商品の評価に経営者が採用
する手法は、モデルと使用データに関して重
要な判断を伴う可能性がある。
 
2023年12月31日現在、資産計上されている金
融商品は7,190億ユーロ（うち70億ユーロは
レベル３に分類される金融商品）であり、負
債計上されている金融商品は6,550億ユーロ
（うち100億ユーロはレベル３に分類される
金融商品）であった。
 
残高の重要性および時価の決定に用いられる
判断の重要性を鑑みて、我々は、特に観察不
能なインプットが用いられるレベル３の金融
商品をはじめとする、金融商品の評価を監査
上の主要な検討事項であると考えた。
 

 
我々は、内部の金融商品評価専門家の手を借
りて、金融商品の評価に当たってグループが
適用した主要な統制が、以下の点をはじめと
して適切に機能していることを確かめた。
-　評価モデルのリスクに関する経営者によ

る承認および定期的な検証
-　評価インプットに関する独立的検証
-　評価調整の決定
 
サンプルベースで、内部の金融商品評価専門
家は以下の手続を行った。
-　使用された仮定とインプットの目的適合

性を分析した。
-　ビー・エヌ・ピー・パリバによるイン

プットの独立検証結果をレビューした。
-　我々独自のモデルを使用して独立的評価

を実施した。
 
我々は、サンプルベースで、算定された評価
額と取引先との担保コールの差異についても
分析を行った。
 
また、我々は、金融商品の評価に関する連結
財務書類の注記の開示を検討した。
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IT全般統制
リスクの内容 監査上の対応
 
ITシステムの信頼性と安全性は、ビー・エ
ヌ・ピー・パリバ・エスエーの連結財務書類
の作成において重要な役割を担っている。
 
従って、我々は財務会計情報の作成に寄与す
るインフラのIT全般統制とアプリケーション
統制の評価を監査上の主要な検討事項である
と考えた。
 
中でも、ITシステムへのアクセス権と従業員
のプロフィールに基づいた承認権限を管理す
るシステムは、アプリケーションの設定や基
礎データへの不適切な変更リスクを低減する
ための統制上のポイントである。

 
財務会計情報の作成に用いられる主要システ
ムに関して、IT専門家の支援を受けて我々が
行った主な作業は以下のとおりであった。
-　財務会計データの裏付けとなるシステ

ム、プロセス、統制を理解した。
-　重要なシステム（特に、会計、連結、お

よび自動照合アプリケーション）に係る
IT全般統制（アプリケーションやデータ
へのアクセス管理、アプリケーションの
変更／開発の管理、ITオペレーションの
管理）を評価した。

-　手入力の会計仕訳の承認に関する統制を
検証した。

-　必要に応じて、追加的な監査手続を実施
した。

-　ウクライナ危機およびリモートワークの
利用拡大により増大したサイバーセキュ
リティリスクを考慮した。
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IFRS第17号「保険契約」の初度適用による影響および「退職貯蓄」事業における保険契約負
債の評価（連結財務書類の注1.a、1.g、1.p、2および6参照）
リスクの内容 監査上の対応
 
2023年１月１日からのIFRS第17号「保険契
約」の発効により、保険負債の測定および認
識に関する規則が大幅に変更され、財務諸表
の表示も変更された。同基準は、移行日であ
る2022年１月１日現在で発行済みの保険契約
に遡及適用される。
 
IFRS第17号の初度適用により、ビー・エヌ・
ピー・パリバ・グループの2022年１月１日現
在の期首資本にマイナス21億ユーロの影響が
生じ（株主資本変動計算書を参照）、契約上
のサービス・マージン186億ユーロが認識さ
れた。連結財務書類の注１.aには、契約の種
類（補償または退職貯蓄）およびIFRS第17号
に基づく負債の評価に使用した方法（一般モ
デル、簡便モデルないし変動手数料アプロー
チ）に応じて、選択した会計処理方法（主に
ビー・エヌ・ピー・パリバによる修正遡及ア
プローチ（MRA）の適用）および移行日現在
でグループが行った特定の仮定が記載されて
いる。
 
2023年12月31日現在、IFRS第17号に従って測
定された正味保険負債は、2022年12月31日現
在の2,090億ユーロに対し、2,170億ユーロに
相当した（注６.d参照）。グループが保険負
債の見積りに使用した会計処理方法および仮
定は注１.g.２に記載されており、その中
で、有配当契約として知られる退職貯蓄セグ
メントの保険契約は、変動手数料会計処理モ
デルを用いて評価されることが明記されてい
る。これらの契約は、注６.e.に示されてい
る通り、保険負債の大部分（2022年12月31日
現在の2,040億ユーロに対し、2023年12月31
日現在は2,120億ユーロ）を占めている。
 
移行による影響を算定するにあたり、経営者
の判断および仮定において重点が置かれたの
は、特に修正遡及アプローチを用いることの
正当性、ならびに移行日現在の契約上のサー
ビス・マージンと非金融リスク調整額の見積
りに用いる簡便な方法論および仮定であっ
た。
 
 

 
保険数理モデル専門家の支援を受けて、我々
は主に以下の監査手続を実施した。
-　ビー・エヌ・ピー・パリバ・グループが

IFRS第17号導入のために採用した方法の
目的適合性およびIFRS第17号のモデルの
認証を担うガバナンスの適合性、決算日
現在で適用されるインプットおよび仮
定、ならびに正味保険負債の見積額に与
える財務上の影響をレビューし評価し
た。

-　IFRS第17号の適用が2022年1月1日現在の
連結財務書類および2022年12月31日現在
の比較財務書類に与える影響を算定する
ために経営者が定めたプロセスおよび統
制の目的適合性をレビューし評価した。

-　グループの適用する会計方針がIFRS第17
号の規定に準拠しているかを評価した。
修正遡及アプローチの適用のために移行
日現在で使用された簡便な仮定に特に注
意を払った。

-　退職貯蓄契約の変動手数料アプローチへ
の適格性を検証し、それが正しく適用さ
れていることを確認した。

-　退職貯蓄契約の保険資産および負債の計
算に決算日現在で使用された主なイン
プットを分析し、入手可能な外部情報お
よびグループ自身の管理データに照らし
てその目的適合性を評価した。これらの
手続は、仮定、インプットないしモデル
に対する変更の妥当性の評価も含む。

-　予測モデルおよび保険負債の計算に使用
された基礎データの信頼性を、サンプリ
ング技法を用いてテストした。

-　退職貯蓄契約の保険資産および負債の計
算に使用されたITシステムの内部統制環
境を検証した。

-　作成された財務情報の信頼性を保証する
ためにグループが実施した主要な統制
（各計算段階におけるデータの品質を含
む）をテストした。

-　退職貯蓄保険負債のサンプルベースで、
キャッシュ・フローの最善の見積りにつ
き独立的な計算を実施した。

-　モデルのアウトプットの分析的レビュー
のための手続を実施した。
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保険負債には、保険契約者に対する契約上の
義務を履行するために支払うまたは受け取る
キャッシュ・フローの現在価値に係る最善の
見積額の算定、グループが採用した信頼水準
に基づきリスク分散を考慮した非金融リスク
調整額、およびサービスの提供に応じて認識
される未稼得利益に相当する契約上のサービ
ス・マージンが含まれる。変動手数料アプ
ローチに従ったこれらの保険負債の評価は、
割引率の決定、保険契約者の行動法則、将来
における経営者の判断、非金融リスク調整
額、および契約上のサービス・マージンの収
益への解放に用いられるいわゆる現実的な資
産に対するリターンに関する仮定の定義と
いった、将来の期間に関連するデータおよび
仮定を使用する複雑な保険数理モデルに基づ
いている。使用されるインプットの変更およ
び更新は、退職貯蓄セグメントの保険負債の
額に重要な影響を及ぼす可能性が高い。
 
この新会計基準の適用により導入された保険
負債の測定および認識における大幅な変更、
ならびに経営者が行う上記の重要な判断に鑑
み、我々は、IFRS第17号「保険契約」の初度
適用による影響、および「退職貯蓄」事業に
おける保険契約負債の評価を監査上の主要な
検討事項であると考えた。
 

 
さらに、我々は、リスク感応度に関する情報
を含め、財務書類注記に開示されている情報
を検証した。
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特定の検証
 

我々は、法令上および規制上の規定に基づき、またフランスにおいて適用される職業的専門家の基準に
準拠して、取締役会のグループマネジメントレポートで開示されている当グループの情報についても特
定の検証を実施した。
 

当該情報の開示の公正性および連結財務書類との整合性について、我々が報告すべき事項はない。
 

我々は、マネジメントレポートがフランス商法(Code de commerce) L.225-102-1条で要求されている非
財務情報を含んでいることを検証した。しかしながら、フランス商法(Code de commerce) L.823-10条に
従い、我々は、当該マネジメントレポートに示される情報の適切な表示や連結財務書類との整合性につ
いては検証しなかった。これらは、独立第三者によるレポートの主題である。
 

その他の法的および規制上の要件に応じた検証や情報
 

年次財務報告書に含まれる連結財務書類の表示
 

欧州単一電子フォーマットに従って表示される年次および連結財務書類に関する監査人の手続に適用さ
れる専門的基準に従い、我々は、フランス通貨金融法典（Code monétaire et financier）L.451-1-2条I
項に言及された年次財務報告書に含まれる、最高経営責任者の責任の下で作成された財務書類の表示
が、2018年12月17日の欧州委任規則第2019/815号で定義されたこのフォーマットに準拠していることを
検証した。連結財務書類に関連して、我々の業務は、財務書類のマークアップが前述の規則で定義され
ているフォーマットに準拠しているかどうかの検証を含んでいる。
 

我々の業務に基づき、我々は、年次財務報告書に含まれる連結財務書類の表示が、すべての重要な点に
おいて、欧州の単一電子フォーマットに準拠していると結論づけた。
 

欧州単一電子フォーマットにおける連結財務書類のブロックタグ付けに固有の技術的制約により、注記
の一部のタグの内容は、添付の連結財務書類と同一に表示されない場合がある。
 

法定監査人の指名
 

デロイト＆アソシエについては2006年５月23日に行われた年次株主総会、プライスウォーターハウス
クーパース　オーディットについては1994年５月26日に行われた年次株主総会、マザーについては2000
年５月23日に行われた年次株主総会において、それぞれビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの法定監
査人に指名された。
 

2023年12月31日現在、デロイト＆アソシエ、プライスウォーターハウスクーパース　オーディット、マ
ザーの継続関与年数はそれぞれ、18年目、30年目、24年目である。
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連結財務書類に対する経営者およびガバナンス責任者の責任
 

経営者は、欧州連合が採択した国際財務報告基準に従い連結財務書類を作成し、適正かつ公正に表示す
ること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要と考えた内部統制の
構築に責任を負っている。
 

連結財務書類を作成するに当たり、経営者は会社の継続企業として存続する能力を評価すること、該当
する場合には継続企業に関する事項を開示することに責任を負っているほか、会社の清算もしくは営業
を停止する見込みがある場合を除き、継続企業を前提として会計処理を行う責任を負っている。
 

財務書類委員会は、財務報告プロセス、内部統制とリスク管理体制の有効性に加え、必要に応じて、会
計・財務報告手続に関する内部監査体制を監視する責任を負っている。
 

本連結財務書類は、取締役会によって承認された。
 

連結財務書類監査に対する法定監査人の責任
 

目的および監査アプローチ
 

我々の役割は、連結財務書類に関する報告書を発行することである。我々の目的は、連結財務書類に、
全体として重要な虚偽表示がないかどうかについて、合理的な保証を得ることである。合理的な保証と
は、高い程度の心証であるが、職業的専門家の基準に従って行われる監査が、重要な虚偽表示が存在す
る場合にそれを常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可
能性があり、個別にまたは合計して、当該連結財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合
理的に見込まれる場合に、重要性があるとみなされる。
 

フランス商法L.821-55条に定められるとおり、我々の監査は企業の経営の存続性または品質に関する保
証は含まない。
 

フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して行った監査の一環として、法定監査人は監
査期間中、職業的専門家としての判断を行使した。
 

我々は以下の手続も行った。
 

・　不正または誤謬のいずれによるかを問わず、連結財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し評価
すること、それらのリスクに対応するための監査手続を立案し実施すること、および意見表明の
ための合理的な基礎を提供するために十分かつ適切な監査証拠を入手すること。不正には共謀、
偽造、意図的な脱漏、虚偽の表明または内部統制の無効化が伴うため、不正による重要な虚偽表
示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。

 

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制手続を理解すること。
ただし、これは内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。

 

・　使用された会計方針の適切性、ならびに経営者によって行われた会計上の見積りおよび関連する
連結財務書類注記の開示の妥当性を評価すること。
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・　経営者が継続企業を前提とした会計を使用したことの適切性について、および入手した監査証拠
に基づいて、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性のある事象ま
たは状況に関連して、重要な不確実性が存在するか否かについて評価すること。この評価は、監
査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいて行われる。しかしながら、将来の事象または
条件は、会社が継続企業として存続することを止める原因となるかもしれない。法定監査人は、
重要な不確実性が存在するという結論を下した場合、監査報告書において、連結財務書類の関連
する開示に注意を向けさせること、または、当該開示が行われていないまたは不適切である場合
には、限定付意見を表明または意見を表明しないことが要求される。

 

・　連結財務書類全体としての表示を評価し、財務書類が基礎となる取引や事象を適正に表示してい
るかどうかを評価すること。

 

・　連結財務書類に関する意見を表明するために、グループ内の事業体または事業活動に関する財務
情報について、十分かつ適切な監査証拠を入手すること。法定監査人は、連結財務書類監査の管
理、監督および実施に加え、その上で表明する監査意見に対して責任を負う。

 

財務書類委員会への報告
 

我々は財務書類委員会へ報告書を提出する。この報告書には、計画した監査の範囲、実施した監査計画
のほか、我々の監査結果に関する記述が含まれている。我々は、財務会計報告の過程で検出した内部統
制の重要な不備についても報告を行う。
 

財務書類委員会に対する我々の報告には、我々の職業的専門家としての判断において、連結財務書類監
査の中で最も重要な虚偽表示リスクが含まれており、それらは本報告書の中で記載が求められている監
査上の主要な検討事項を構成している。
 

また我々は、財務書類委員会に対し、フランス商法L.821-27条からL.821-34条の特定の条項および法定
監査人に対するフランスの倫理規範に規定されている、フランスで適用されている規則に則った我々の
独立性を確認したうえで、EU規則No.537/2014第６条で定められている宣言書を提出する。我々は、独立
性に影響を及ぼすリスクやそれに関連するセーフガードについて、必要に応じて財務書類委員会と協議
を行う。
 

 

 

 

 

2024年３月15日、パリ・ラ・デファンス、ノイ・スル・セーヌおよびクルブボワール
 

 

法定監査人
 

 

プライスウォーターハウス
クーパース　オーディット

 
 
 
 

パトリス　モロ

デロイト＆アソシエ
 
 
 
 
 

ローレンス　ドゥボワ

マザー
 
 
 
 
 

ヴィルジニー　ショバン
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés

Exercice clos le 31 décembre 2023

 

À l’assemblée générale

BNP Paribas SA

16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés
de la société BNP Paribas SA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine, à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des comptes.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux
comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code

de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1
er

janvier 2023 à la date d’émission de notre rapport, et
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Observation
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode comptable à la

suite de l’entrée en vigueur à compter du 1
er

janvier 2023 de la norme IFRS 17 « Contrats d’assurance » et de la norme IFRS 9 «
Instruments financiers » sur les portefeuilles d’instruments financiers des activités d’assurance tel qu’exposé dans les notes 1.a, 1.g,
1.p, et 2 ainsi que dans les autres notes de l’annexe présentant des données chiffrées liées aux incidences de ces changements.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous
avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris
isolément.
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Appréciation du risque de crédit et évaluation des dépréciations (strates 1, 2 et 3) sur les portefeuilles
de prêts à la clientèle

(se référer aux notes 1.f.5, 1.f.6, 1.p, 3.g, 5.e, 5.f, 5.n et 9.e de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifié
Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

BNP Paribas comptabilise des dépréciations pour couvrir
les risques de crédit inhérents à ses activités d’
intermédiation bancaire. Dans l’environnement toujours
marqué par une incertitude importante liée au contexte
macro-économique, l’évaluation des pertes de crédit
attendues pour les portefeuilles de prêts à la clientèle a
requis l’exercice d’un jugement accru et la prise en compte
d’hypothèses par le Groupe BNP Paribas, notamment pour
:

■　apprécier la dégradation significative du risque de
crédit pour classer les encours en strate 1, strate 2 ou
strate 3 en fonction des zones géographiques et des
secteurs d’activité. Comme précisé dans la note 3.g de
l’annexe, la Banque a continué à faire évoluer ses
critères d’évaluation de l’augmentation significative du
risque de crédit en ligne avec les recommandations
émises par l’Autorité bancaire Européenne et la
Banque centrale européenne ;

■　établir des projections macro-économiques qui sont
intégrées à la fois dans les critères de dégradation et
dans la mesure des pertes attendues ;

■　estimer le montant des pertes attendues en fonction
des différentes strates en tenant compte du contexte
macro-économique actuel et de l’absence de situation
historique comparable. En particulier et comme précisé
dans la note 3.g, certains ajustements
complémentaires ou anticipations non capturés par les
modèles dans l’approche générique sont constitués
afin de tenir compte des effets de l’inflation, de la
hausse des taux et des tensions sur les prix de l’
immobilier commercial lorsque ces effets ne sont pas
directement estimés par les modèles.

Au 31 décembre 2023, le montant total des encours de
prêts à la clientèle exposés au risque de crédit s’élève à
877 milliards d’euros ; le montant total des dépréciations s’
élève à 18 milliards d’euros.

Nous avons considéré que l’appréciation du risque de crédit
et l’évaluation des dépréciations constituaient un point clé
de l’audit, ces éléments faisant appel au jugement et aux
estimations de la direction pour ce qui concerne le risque
de crédit aux entreprises, dans un contexte d’incertitudes
persistant marqué par les tensions géopolitiques,
notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, et
économiques, avec des niveaux d’inflation et de taux d’
intérêts qui demeurent élevés en 2023.

Nous avons apprécié la pertinence du dispositif de contrôle
interne de BNP Paribas et en particulier son adaptation au
contexte d’incertitude et testé les contrôles manuels ou
informatisés relatifs à l’appréciation du risque de crédit et à l
’évaluation des pertes attendues.

Nos travaux ont porté plus particulièrement sur les
processus suivants :

■　classement des encours par strate : nous avons
apprécié la prise en compte de l’évolution des risques
dans l’estimation des indicateurs applicables aux
différents métiers pour mesurer la dégradation
significative du risque de crédit.

■　évaluation des pertes attendues (strates 1, 2 et 3) :

■　avec l’aide de nos spécialistes en risque de crédit et en
nous appuyant sur le dispositif interne de validation
indépendante des modèles de BNP Paribas, nous
avons apprécié les méthodologies ainsi que les
hypothèses de projections macro-économiques
retenues par BNP Paribas sur les différents métiers,
leur correcte insertion opérationnelle dans le système d
’information, et l’efficacité des contrôles relatifs à la
qualité des données ;

■　nous avons porté une attention particulière aux
provisions complémentaires comptabilisées pour tenir
compte des incertitudes précédemment décrites. Nous
avons apprécié le caractère raisonnable des
méthodologies retenues, les hypothèses sous-
jacentes, la pertinence des résultats obtenus ainsi que
le dispositif de contrôle mis en place ;

■　en complément, pour les dépréciations sur encours de
crédit aux entreprises classés en strate 3, nous avons
vérifié qu’une revue périodique du risque de crédit des
contreparties sous surveillance était effectuée par BNP
Paribas et avons apprécié, sur base d’un échantillon
de contreparties, les hypothèses et données retenues
par la direction pour l’estimation des dépréciations.

Nous avons également examiné les informations publiées
en annexe relatives au risque de crédit et en particulier les
informations requises par les normes IFRS 9 et IFRS 7.
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Valorisation des instruments financiers

(se référer aux notes 1.f.7, 1.f.10, 1.p, 3.a, 3.c, 5.a et 5.d de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifié Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

Dans le cadre de ses activités de marché, BNP Paribas
détient des instruments financiers actifs et passifs évalués
au bilan à la valeur de marché.

Cette valeur de marché est déterminée selon différentes
approches en fonction de la nature et de la complexité des
instruments : utilisation de prix cotés directement
observables (instruments classés en niveau 1 dans la
hiérarchie de juste valeur), de modèles de valorisation avec
des paramètres majoritairement observables (instruments
classés en niveau 2) ou de modèles de valorisation avec
des paramètres majoritairement non observables
(instruments classés en niveau 3).

Les valorisations obtenues peuvent faire l’objet d’
ajustements de valeur complémentaires afin de prendre en
compte certains risques spécifiques de marché, de liquidité
ou de contrepartie.

Les techniques retenues par la direction pour procéder à la
valorisation de ces instruments peuvent donc comporter
une part significative de jugement quant au choix des
modèles et des données utilisées.

Ces instruments financiers représentent 719 milliards d’
euros (dont 7 milliards d’euros en niveau 3) à l’actif et 655
milliards d’euros (dont 10 milliards d’euros en niveau 3) au
passif du bilan consolidé du Groupe au 31 décembre 2023.

En raison du caractère significatif des encours et du
recours au jugement dans la détermination de la valeur de
marché, nous estimons que l’évaluation des instruments
financiers constitue un point clé de l’audit, en particulier
pour ce qui concerne la valorisation des instruments de
niveau 3 compte tenu du recours à des paramètres non
observables.

Nous avons vérifié avec l’aide de nos spécialistes en
valorisation que les contrôles clés de BNP Paribas en
matière de valorisation des instruments financiers
fonctionnent correctement, notamment ceux relatifs :

■　à l’approbation et la revue régulière par la direction des
risques des modèles de valorisation ;

■　à la vérification indépendante des paramètres de
valorisation ;

■　à la détermination des ajustements de valeur.

Nos spécialistes en valorisation ont par ailleurs procédé,
sur la base d’échantillons, à :

■　l’analyse de la pertinence des hypothèses et des
paramètres retenus ;

■　l’analyse des résultats de la revue indépendante des
paramètres par BNP Paribas ;

■　la réalisation de contre-valorisations indépendantes en
utilisant nos propres modèles.

Nous avons également analysé sur la base d’échantillons
les éventuels écarts entre les valorisations et les appels de
collatéral avec les contreparties.

Nous avons examiné les informations relatives à la
valorisation des instruments financiers publiées en annexe.
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Contrôles généraux informatiques

Risque identifié Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

La fiabilité et la sécurité des systèmes d’information jouent
un rôle clé dans la préparation des comptes consolidés de
BNP Paribas SA.

L’appréciation des contrôles généraux informatiques des
infrastructures et des applications qui concourent à l’
élaboration de l’information comptable et financière,
constitue un point clé de l’audit.

En particulier, l’existence d’un dispositif de contrôle des
droits d’accès aux systèmes d’information et de niveaux d’
autorisation en fonction des profils de collaborateurs
constitue un contrôle clé pour limiter le risque de
modifications inappropriées du paramétrage des applicatifs
ou des données qui leur sont sous-jacentes.

Pour les principaux systèmes concourant à l’élaboration de
l’information comptable et financière, les travaux que nous
avons mis en œuvre avec l’appui de nos spécialistes
informatiques ont plus particulièrement porté sur les
aspects suivants :

■　compréhension des systèmes, processus et contrôles
qui sous-tendent l’information comptable et financière ;

■　évaluation des contrôles généraux informatiques
(gestion des accès aux applications et aux données,
gestion des changements et des développements
relatifs aux applications, gestion de l’exploitation
informatique) sur les systèmes significatifs (notamment
applications comptables, de consolidation, de
rapprochement automatique) ;

■　examen du contrôle des habilitations pour la saisie des
écritures manuelles ;

■　réalisation le cas échéant de procédures d’audit
complémentaires ;

■　prise en compte dans notre approche du risque de
cybersécurité accru par la crise en Ukraine et à la
généralisation du télétravail.
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Effet de la première application de la norme IFRS 17 « contrats d’assurance » et évaluation des passifs des
contrats d’assurance des branches « Epargne-retraite »

(se référer aux notes 1.a, 1.g, 1.p, 2 et 6 des annexes aux comptes consolidés)

Risque identifié Réponse du collège des Commissaires aux comptes
face à ce Risque

EDINET提出書類

ビー・エヌ・ピー・パリバ(E05861)

有価証券報告書

1136/1141



La mise en place de la norme IFRS 17 « contrats d’

assurance » à partir du 1
er

janvier 2023 entraîne des
changements significatifs dans les règles d’évaluation et de
comptabilisation des passifs d’assurance ainsi que des
modifications dans la présentation des états financiers. La
norme s’applique de manière rétrospective aux contrats d’
assurance en cours à la date de transition au

1
er 

janvier 2022.

L’incidence de la première application d’IFRS 17 pour le
groupe BNP Paribas est un impact de - 2,1 Mds d’euros sur

les capitaux propres d’ouverture au 1
er

janvier 2022 (se
référer au tableau de passage des capitaux propres) et a
conduit à comptabiliser une marge sur services contractuels
de 18,6 Mds d’euros. La note 1.a de l’annexe aux comptes
consolidés décrit les choix de méthodes comptables
(application principalement de l’approche rétrospective
modifiée (MRA) par BNP Paribas) et les hypothèses
spécifiques retenues par le groupe en date de transition en
fonction des natures de contrats (Protection ou Epargne-
retraite) et des méthodes d’évaluation des passifs selon
IFRS 17 (modèle général, modèle simplifié ou méthode des
honoraires variables).

Au 31 décembre 2023, les passifs d’assurance évalués
selon IFRS 17 représentent un montant net de 217 Mds d’
euros contre 209 Mds d’euros au 31 décembre 2022 (se
référer à la note 6.d). Les méthodes comptables et
hypothèses retenues par le groupe pour estimer les passifs
d’assurance sont décrites dans la note 1.g.2, qui précise
que les contrats d’assurance du périmètre Epargne-retraite
dits contrats participatifs sont évalués selon le modèle
comptable des honoraires variables. Ces contrats
représentent l’essentiel des passifs d’assurance (212 Mds d
’euros au 31 décembre 2023 contre 204 Mds d’euros au
31 décembre 2022) comme indiqué dans la note 6.e.

Pour la détermination des impacts de transition, les
jugements et hypothèses de la direction ont notamment
porté sur la justification du recours à l’approche
rétrospective modifiée et les méthodologies et hypothèses
simplificatrices utilisées pour estimer la marge sur services
contractuels et l’ajustement pour risque non financier en
date de transition.

Les passifs d’assurance comportent la détermination de la
meilleure estimation de la valeur actualisée des flux de
trésorerie à payer ou à recevoir nécessaires à l’exécution
des obligations contractuelles envers les assurés, un
ajustement au titre du risque non financier selon un niveau
de confiance retenu par le groupe et tenant compte de la
diversification des risques, et une marge sur services
contractuels représentant le profit non acquis qui sera
reconnu au fur et à mesure des services rendus. L’
évaluation de ces passifs d’assurance selon la méthode
des honoraires variables repose sur des modèles actuariels
complexes faisant appel à des données et hypothèses
relatives à des périodes futures, telles que la détermination
du taux d’actualisation, les lois de comportement des
assurés, les décisions futures de gestion, l’ajustement pour
risque non financier ou la définition des hypothèses de
rendement des actifs financiers dit monde réel, utilisées
pour le relâchement en résultat de la marge sur services
contractuels. Les évolutions et mises à jour des paramètres
retenus sont de nature à affecter de manière sensible le
montant des passifs d’assurance du périmètre /Epargne-
retraite.

Les changements importants en matière d’évaluation et de
comptabilisation des passifs au titre des contrats d’

Avec le concours de nos spécialistes en modélisation
actuarielle, nos procédures d’audit ont notamment consisté
à :

■　prendre connaissance et apprécier la pertinence du
dispositif déployé par le groupe BNP Paribas pour
mettre en œuvre la norme IFRS 17 et de l’adaptation
de la gouvernance en charge de la validation des
modèles IFRS 17, des paramètres et hypothèses à
appliquer en date d’arrêté et des impacts financiers sur
l’estimation des passifs nets d’assurance.

■　prendre connaissance et apprécier la pertinence des
processus et contrôles définis par la direction
permettant de déterminer l’impact de l’adoption de la

norme IFRS 17 sur les comptes consolidés au 1
er

janvier 2022 ainsi que sur les états financiers
comparatifs au 31 décembre 2022.

■　évaluer la conformité des principes comptables
appliqués par le groupe avec les dispositions de la
norme IFRS 17. Nous avons porté une attention
particulière aux hypothèses simplificatrices retenues
pour l’application de la méthode rétrospective modifiée
en date de transition.

■　évaluer l’éligibilité des contrats épargne retraite au
modèle des « honoraires variables » et s’assurer de sa
correcte application.

■　analyser sur les périmètres significatifs les principaux
paramètres retenus en date d’arrêté pour le calcul des
actifs et passifs d’assurance des contrats d’épargne
retraite et apprécier leur caractère pertinent au regard
des informations externes disponibles et des données
de gestion propres au groupe, ces procédures
comprenant l’évaluation de l’adéquation des éventuels
changements d’hypothèses, de paramètres ou de
modélisation.

■　tester par sondage la fiabilité des données sous-
jacentes utilisées dans les modèles de projection et les
calculs des passifs d’assurance.

■　réaliser des travaux sur l’environnement de contrôle
interne des systèmes d’information utilisés dans le
calcul des actifs et passifs d’assurance des contrats
épargne retraite.

■　tester les contrôles clés mis en œuvre par le groupe (y
compris la qualité des données aux différentes étapes
de calcul) pour fiabiliser l’information financière
produite.

■　réaliser un calcul indépendant de la meilleure
estimation des flux de trésorerie sur une base d’
échantillons de passifs d’assurance épargne retraite.

■　mettre en place des procédures de revue analytique
des résultats en sortie des modèles.

Nous avons également examiné les informations publiées
dans les notes afférentes aux états financiers incluant les
informations de sensibilité aux risques.
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assurance introduits par l’application de cette nouvelle
norme comptable et les jugements significatifs exercés par
la direction décrits ci-dessus nous ont conduit à considérer l
’effet de la première application de la norme IFRS 17 «
contrats d’assurance » et l’évaluation des passifs des
contrats d’assurance des branches « Epargne-retraite »
comme un point clé de l’audit.
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Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion
du conseil d’administration.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article L.225-102-1 du code de commerce
figure dans le rapport sur la gestion du groupe, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.823-10 de ce code, les
informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec
les comptes consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant.

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
Format de présentation des comptes consolidés inclus dans le rapport financier annuel 

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du Commissaire aux comptes
relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format d’information électronique unique européen, à la vérification du
respect de ce format défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes
consolidés inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, établis sous la
responsabilité du Directeur Général. S’agissant de comptes consolidés, nos diligences comprennent la vérification de la conformité du
balisage de ces comptes au format défini par le règlement précité.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes consolidés inclus dans le rapport financier annuel
respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d’information électronique unique européen.

En raison des limites techniques inhérentes au macro-balisage des comptes consolidés selon le format d’information électronique
unique européen, il est possible que le contenu de certaines balises des notes annexes ne soit pas restitué de manière identique aux
comptes consolidés joints au présent rapport.

Désignation des Commissaires aux comptes

Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de la société BNP Paribas SA par votre assemblée générale du 23 mai 2006 pour
le cabinet Deloitte & Associés, du 26 mai 1994 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 23 mai 2000 pour le cabinet
Mazars.

Au 31 décembre 2023, le cabinet Deloitte & Associés était dans la 18
ème

année de sa mission sans interruption, le cabinet

PricewaterhouseCoopers dans la 30
ème

année et le cabinet Mazars dans la 24
ème

année.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté
dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’
appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes
de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’
élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.
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Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés
Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la
viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre ::

■　il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

■　il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

■　il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

■　il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et,
selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention
des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

■　il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

■　concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des
éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces
comptes.
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Rapport au Comité des comptes
Nous remettons au Comité des comptes un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail
mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les
faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et
au traitement de l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des comptes figurent les risques d’anomalies significatives que nous
jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’
audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.821-27 à L.821-
34 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous
entretenons avec le Comité des comptes des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

 

Fait à Paris La Défense, Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 15 mars 2024

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés Mazars

Patrice Morot Laurence Dubois Virginie Chauvin
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